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第 40 回日本環境感染学会総会・学術集会を担当いたします東邦大学医学部微生物・感染症学講座の
舘田一博と申します。副会長は板橋中央総合病院の坂本史衣先生、プログラム委員長は広島大学の大
毛宏喜先生にお願いいたしました。会期は 2025 年 7 月 10 日（木）～12 日（土）、パシフィコ横浜ノー
ス・展示ホールで開催させていただきます。第 40 回の節目の大会ということで、テーマを“感染制
御：サイエンスに高め、文化として育む”とし、記念シンポジウムなどの特別企画も多数予定してお
ります。

1986年に第1回日本環境感染学会総会・学術集会が東京慈恵会医科大学の上田 泰先生のもとで開催
されました。当時、私は研修医として本学会に参加しましたが、その後 40 年間、多くの先生のご指導
のもと感染症診療・感染対策を学ばせていただきました。40 年という時間の中で、我々はメチシリン
耐性黄色ブドウ球菌や多剤耐性緑膿菌・アシネトバクター、バンコマイシン耐性腸球菌などの院内感
染事例を経験してきました。感染事例を経験する中で新しいエビデンスを創出し、新しい技術の開発
を通して、感染対策をサイエンスに高める方向性が見えてきたように思います。加えて、この感染対
策の実践をどのように医療現場に定着させるか、まさに感染対策を文化として育むことの重要性を感
じている状況です。

COVID-19のパンデミックにおいて、日本環境感染学会の会員の先生方は医療現場の第一線で感染対
策に貢献してきました。新しい病原体ということもあり、感染様式や臨床的特徴、重症化要因などの
情報も限られており、難しい対応が求められたことが思い出されます。しかし、今回のパンデミック
の 20 年前には重症急性呼吸器症候群が、そして 10 年前には中東呼吸器症候群が出現していたことが
重要です。次のパンデミックがいつ発生してもおかしくない状況であるということを覚悟しなければ
なりません。パンデミックへの備えは危機管理の視点が基本であり、自治体・医療機関・社会が一体
となった対応が重要となっています。このような状況の中で日本環境感染学会に求められる責任は
益々大きくなっており、感染対策への貢献を私たちの使命として、誇りとして活動していくことが求
められています。

2025 年の学術集会が、これまでの 40 年の歴史を振り返りながら、次の 40 年を夢想う学術集会にな
ることを祈念しています。会員の先生方はもちろん、感染対策・診療・研究・教育に関わる多くの皆
様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

第 40 回日本環境感染学会総会・学術集会
会長　舘田　一博

（東邦大学医学部微生物・感染症学講座 教授）
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　この度、日本環境感染学会第 40 回総会・学術集会の副会長を拝命しました。この節目の大会に舘田

一博大会長、大毛宏プログラム委員長とともに関わらせていただく機会を賜りましたことを大変光栄

に存じます。

　本学術集会のテーマは「感染制御：サイエンスに高め、文化としてはぐくむ」です。新型コロナウ

イルス感染症のパンデミックを経て、感染制御の重要性があらためて広く認識されるなか、感染制御

を専門とする私たちには、感染症の発生や拡大を防ぐための対策について、データに基づく質の高い

科学的知見を継続的に発信する役割が、これまで以上に期待されているように感じます。一方で、質

の高い科学的知見であっても、活用されなければ単なる情報にとどまります。そうした知見を組織の

日常的な運用に取り入れ、標準化された手順として横断的に実践することが当たり前の文化を醸成す

ることも、私たちが担う重要な役割であると言えます。

　感染制御をサイエンスに高め、それを土台とした組織文化を醸成するために、私たち一人ひとりに

できることは何か。本学術集会に参加される皆さまと共に、この問いに向き合い、考えを深めていけ

ることを楽しみにしております。

第 40 回日本環境感染学会総会・学術集会
副会長　坂本　史衣

（板橋中央総合病院 院長補佐/感染対策相談支援事務所 所長）

第 40回日本環境感染学会総会・学術集会の開催にあたって
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回 開催年 開催地 歴代会長
第 1 回 1986 年 東　京 上田　　泰（東京慈恵会医科大学 名誉教授）
第 2 回 1987 年 東　京 清水喜八郎（東京女子医科大学 内科）
第 3 回 1988 年 東　京 小林　寛伊（東京大学医学部 中央手術部）
第 4 回 1989 年 大　阪 三輪谷俊夫（大阪大学微生物病研究所）
第 5 回 1990 年 東　京 五島瑳智子（東邦大学医学部 微生物学）
第 6 回 1991 年 東　京 出月　康夫（東京大学医学部 第二外科）
第 7 回 1992 年 福　岡 熊澤　浮一（九州大学医学部 泌尿器科）
第 8 回 1993 年 東　京 川名　林治（岩手医科大学医学部 細菌学）
第 9 回 1994 年 東　京 松本　文夫（神奈川県衛生看護専門学校付属病院）
第 10 回 1995 年 倉　敷 副島　林造（川崎医科大学 呼吸器内科）
第 11 回 1996 年 東　京 斎藤　　厚（琉球大学医学部 第一内科）
第 12 回 1997 年 新　潟 荒川　正昭（新潟大学医学部 第二内科）
第 13 回 1998 年 東　京 岩井　重富（日本大学医学部 第三外科）
第 14 回 1999 年 名古屋 品川　長夫（名古屋市厚生院）
第 15 回 2000 年 大　分 那須　　勝（大分医科大学 第二内科）
第 16 回 2001 年 東　京 柴　　孝也（東京慈恵会医科大学 内科学）
第 17 回 2002 年 大　阪 永井　　勲（社会保険紀南綜合病院）
第 18 回 2003 年 横　浜 木村　　哲（東京大学医学部附属病院 感染制御部）
第 19 回 2004 年 横　浜 砂川　慶介（北里大学医学部 感染症学）
第 20 回 2005 年 神　戸 守殿　貞夫（神戸大学大学院 腎泌尿器科学）
第 21 回 2006 年 東　京 山口　惠三（東邦大学医学部 微生物・感染症学）
第 22 回 2007 年 横　浜 小西　敏郎（NTT 東日本関東病院）
第 23 回 2008 年 長　崎 河野　　茂（長崎大学医歯薬総合研究科 感染免疫学）
第 24 回 2009 年 横　浜 辻　　明良（東邦大学医学部看護学科 感染制御学）
第 25 回 2010 年 東　京 小野寺昭一（東京慈恵会医科大学 感染制御部）
第 26 回 2011 年 横　浜 大久保　憲（東京医療保健大学大学院 感染制御学）
第 27 回 2012 年 福　岡 尾家　重治（山口大学医学部附属病院 薬剤部）
第 28 回 2013 年 横　浜 賀来　満夫（東北大学大学院医学系研究科 感染制御・検査診断学分野）
第 29 回 2014 年 東　京 岩田　　敏（慶應義塾大学医学部 感染症学）
第 30 回 2015 年 神　戸 荒川　創一（神戸大学医学部附属病院 感染制御部）
第 31 回 2016 年 京　都 一山　　智（京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学）
第 32 回 2017 年 神　戸 森屋　恭爾（  東京大学大学院医学系研究科 病因病理学専攻 感染制御学）
第 33 回 2018 年 東　京 針原　　康（NTT 東日本関東病院）
第 34 回 2019 年 神　戸 竹末　芳生（兵庫医科大学 感染制御学）
第 35 回 2020 年 横　浜 金光　敬二（福島県立医科大学 感染制御学講座）
第 36 回 2021 年 名古屋 三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学）
第 37 回 2022 年 横　浜 吉田　正樹（東京慈恵会医科大学 感染制御科）
第 38 回 2023 年 横　浜 満田　年宏（東京女子医科大学 感染制御科）
第 39 回 2024 年 京　都 飯沼　由嗣（金沢医科大学 臨床感染症学講座）
第 40 回 2025 年 横　浜 舘田　一博（東邦大学医学部微生物・感染症学講座 教授）

日本環境感染学会総会・学術集会記録

－4－

第40回 日本環境感染学会総会・学術集会



プログラム委員長 
大毛　宏喜 広島大学病院 感染症科
 
プログラム委員 
青柳　哲史 東北大学大学院医学系研究科 感染病態学分野/総合感染症学分野
安達　英輔 東京大学医科学研究所 附属病院感染免疫内科・感染制御部
安藤　　隆 東京慈恵会医科大学 附属第三病院 中央検査部
阿部亜矢子 地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 看護部
網中眞由美 国立看護大学校 感染管理看護学
石井　　幸 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 医療安全推進センター
泉川　公一 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科
上原　由紀 順天堂大学院医学研究科 臨床病態検査医学/総合診療科学
内海　桃絵 京都府立医科大学 医学部看護学科
大谷真理子 東邦大学医療センター大森病院 薬剤部
大野　達也 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 臨床検査部
小野　和代 東京科学大学病院 看護部
小野寺直人 岩手医科大学 医学部 臨床検査医学講座
掛屋　　弘 大阪公立大学大学院 医学研究科 臨床感染制御学
笠原　　敬 奈良県立医科大学附属病院
川上　和美 川崎市立看護大学大学院 看護学研究科 感染看護学領域
川村　英樹 鹿児島大学病院 感染制御部
北原　隆志 山口大学医学部附属病院 薬剤部
清祐麻紀子 九州大学病院 検査部
具　　芳明 東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野
忽那　賢志 大阪大学医学部附属病院 感染制御部
國島　広之 聖マリアンナ医科大学 感染症学講座
黒川　正美 国立国際医療研究センター病院 中央検査部門
黒木　利恵 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター 感染管理認定看護師教育課程
黒須　一見 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター
嵯峨　知生 秋田大学附属病院 感染制御部
坂木　晴世 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 看護学分野 感染管理・感染看護学領域
佐々木淳一 慶應義塾大学医学部 救急医学
佐々木雅一 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部
四宮　　聡 箕面市立病院 感染制御部
柴谷　涼子 公益社団法人大阪府看護協会 政策・企画・看護開発部
渋谷　智恵 社団法人日本看護協会看護研修学校 認定看護師教育専門課程
菅野みゆき 東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染対策室
須田那津美 宮城県立こども病院 検査部
高橋　　聡 札幌医科大学 医学部 感染制御・臨床検査医学講座
高山　和郎 東京大学医学部附属病院 薬剤部
田島　太一 国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンター
塚田　真弓 東邦大学医療センター大森病院 感染管理部
堤　　武也 東京大学医学部附属病院 感染制御部・感染症内科
寺坂　陽子 長崎大学病院 感染制御教育センター
長尾　美紀 京都大学病院 感染制御部
中谷　佳子 聖マリアンナ医科大学病院 感染制御部
中村　　造 東京医科大学 感染制御部

第 40回日本環境感染学会総会・学術集会　プログラム委員
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中村貴枝子 東京都健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課
貫井　陽子 京都府立医科大学 感染制御・検査医学教室
橋本　丈代 福岡大学病院
早川佳代子 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター
藤田　　烈 国際医療福祉大学 未来研究支援センター
古谷　直子 亀田総合病院 地域感染症疫学・予防センター
堀　　　賢 順天堂大学 大学院医学研究科感染制御科学
堀野　哲也 東京慈恵会医科大学 感染制御科
松元　一明 慶應義塾大学 薬学部 実務薬学講座
松本　哲哉 国際医療福祉大学医学部 感染症学講座
三浦　美穂 久留米大学病院 感染制御部
美島　路恵 東京慈恵会医科大学附属病院
村木　優一 京都薬科大学 臨床薬剤疫学分野
森　　伸晃 昭和医科大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門
森兼　啓太 山形大学医学部附属病院 検査部
森下　奨太 鳥取大学医学部附属病院 検査部
八木　哲也 名古屋大学医学部附属病院 中央感染制御部
山岸　由佳 高知大学医学部 臨床感染症学講座
山本　　剛 大阪大学大学院医学系研究科 変革的感染制御システム学寄附講座
山本　善裕 富山大学 大学院医学薬学研究部
山本　和子 琉球大学 大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座
吉澤　定子 東邦大学医学部 臨床検査医学講座/微生物・感染症学講座
吉田　理香 東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 感染制御学
（敬称略、五十音順） 
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：オンデマンド配信あり
14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

評議員会

開
会
式

40 周年記念シンポジウム①
第 1部
サイエンスから生まれた新技術
（近未来の感染対策を含めて）
座長：舘田 一博、坂本 史衣
演者：加藤 哲希、厚井 融、 

更田 宏史、宮武 佑弥

40 周年記念シンポジウム①
第 2部
文化として育まれる感染対策
（共有したい好事例）
座長：舘田 一博、坂本 史衣
演者：坂本 史衣、松永 直久、

中澤 靖、菅井 基行

委員会企画 1
［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］ 
C. difficile 感染対策ガイド改訂のポイント
座長：國島 広之、森 美菜子
演者：森永 芳智、中村 敦、 

一木 薫、三鴨 廣繁

委員会企画 2
［教育委員会］手指衛生を病院の文化に
座長：黒木 利恵、小澤 賀子
演者：川上 和美、鈴木 由美、岡本 耕、 

前田 佐知子、森野 誠子

委員会企画 3
［消毒薬評価委員会］ 
消毒薬評価指針の活用法を考える
座長：北原 隆志、継田 雅美
演者：中川 博雄、吉田 葉子、奥西 淳二

委員会企画 4
［多剤耐性菌感染制御委員会］薬剤耐性菌の 
感染制御におけるサイエンスと文化
座長：栁原 克紀、八木 哲也
演者：嵯峨 知生、小佐井 康介、 

浜田 幸宏、菅野 みゆき

シンポジウム1
【基本編】抗菌薬適正使用： 
何が適正で、何が不適正か？（中小病院の視点）
座長：村木 優一、大曲 貴夫
演者：望月 敬浩、澤田 真嗣、 

菅野 みゆき、田邊 嘉也

シンポジウム2
【応用編】抗菌薬適正使用： 
何が適正で、何が不適正か？ 
（特殊病態 or 多剤耐性菌への対応）
座長：池谷 修、田頭 保彰
演者：村上 修太郎、添田 博、 

山本 剛、笠原 敬

シンポジウム3
新生児感染予防研究会合同企画　 
NICUにおけるブドウ球菌について再度考える
座長：大城 誠、高野 八百子
演者：堀越 裕歩、遠山 雄大、 

豊留 有香、齊藤 明子

シンポジウム4
特定行為を活用したカテーテル感染対策
座長：金城 真一、渋谷 智恵
演者：佐々木 優子、新居田 敦子、 

戸塚 美愛子、中川 祐介

シンポジウム5
進化する劇症型 A群溶連菌感染症
座長：阿戸 学、吉澤 定子
演者：神垣 太郎、竹本 訓彦、 

吉澤 定子、羽山 ブライアン

シンポジウム6
創薬促進に向けた新しい潮流
座長：松本 哲哉、高橋 義三郎
演者：俵木 保典、山野 佳則、 

河野 結、藤江 昭彦

シンポジウム7
抗酸菌症をめぐる最近の話題
座長：長谷川 直樹、御手洗 聡
演者：南宮 湖、山本 千恵、森本 耕三、 

梶原 千晶、小宮 幸作

シンポジウム8
分子疫学を用いた感染対策の実際
座長：松村 康史、上蓑 義典
演者：青木 弘太郎、窪田 志穂、 

津田 裕介、中家 清隆

合同シンポジウム1
［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業
感染制御委員会との合同企画］ 
個人防護具の規格・性能、製品選択を知り、 
適正使用と管理を行おう
座長：吉川 徹、榮留 富美子
演者：坂本 和也、大石 貴幸、 

飯島 直之、川口 順也

合同シンポジウム2
［日本外科感染症学会との合同企画］ 
術中の感染対策手技を見よう 
～第 4回　心臓血管外科・泌尿器科編～
座長：畑 啓昭、大毛 宏喜
演者：中井 真尚、和田 耕一郎

ポスター貼付

17：00～21：00
おもてなし・タイム～絆につながるコミュニケーション～

「感染症よもやま話」

真菌の小部屋・寄生虫の小部屋
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日程表　7月11日（金）
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パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

　
ノ
ー
ス

第1会場
1F　G1

第2会場
1F　G2
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1F　G3

第4会場
1F　G4

第5会場
1F　G5

第6会場
1F　G6

第7会場
1F　G7

第8会場
1F　G8

第9会場
3F　G303＋G304

第10会場
3F　G302

第11会場
3F　G301

第12会場
4F　G403＋G404

第13会場
4F　G402

第14会場
4F　G401

展
示
ホ
ー
ル

特設ステージ

ポスター会場
展示会場
小部屋　E26

ランチョンセミナー 1
抗菌薬の安定供給に関する 
現状と課題
座長：髙橋 聡
演者：松本 哲哉
共催：Meiji Seika ファルマ（株）

スポンサードシンポジウム1
感染症とワンヘルス 
～環境・動物・ヒトのつながりを学ぶ～
座長：堀野 哲也、高野 八百子
演者：岩本 遼、長谷川 秀樹、岡本 耕

共催：塩野義製薬（株）

スポンサードシンポジウム2
あなたの施設ではどうしていますか？ 
超音波検査の感染対策
座長：山岸 由佳、美島 路恵
演者：藤田 昌久、神崎 多紀子、池田 知子

共催：ナノソニックスジャパン（株）

ランチョンセミナー 2
新興感染症に備えた地域での
感染対策
座長：泉川 公一
演者：忽那 賢志

共催：丸石製薬（株）

スポンサードシンポジウム3
感染症危機管理の新たな未来―東京感染症対
策センター（東京 iCDC）の発足とその活動―
座長：賀来 満夫、成田 友代
演者：中島 一敏、長井 直人、桑波田 悠子、松本 哲哉、菊池 優
共催：東京都保健医療局感染症対策部（東京iCDC事務局）

ランチョンセミナー 3
カテーテル関連血流感染症
（CRBSI）対策
座長：中村 造
演者：平井 将啓、橋本 丈代

共催：ソルベンタム（同）
ランチョンセミナー 4
エアロゾル対策用空気清浄機を
活用した事例発表
座長：賀来 満夫
演者：遠藤 史郎、浅井 さとみ
共催：富士フイルムメディカル（株）

ランチョンセミナー 5
医療関係者のためのワクチンガイド
ラインにみる新型コロナワクチンの
特性と今後の展望
座長：中野 貴司
演者：藤村 茂

共催：武田薬品工業（株）
ランチョンセミナー 6
知っておきたいARI（急性呼吸器
感染症）とCOVID-19
座長：岩田 敏
演者：山岸 由佳
共催：モデルナ・ジャパン（株）
ランチョンセミナー 7
何から始める？医療機関の水に潜
む微生物のリスクマネージメント
座長：二木 芳人
演者：笹原 鉄平

共催：Cytiva
ランチョンセミナー 8
ワイプシートによる陰部清拭は院内
感染対策に何をもたらすのか！
座長：森下 幸子
演者：近澤 香織、杉村 きよ美
共催：エム・シー・メディカル（株）
ランチョンセミナー 9
末梢静脈カテーテル管理における
国際動向と日本の現状を考える
座長：坂本 史衣
演者：安田 英人
共催：メドライン・ジャパン（同）
ランチョンセミナー 10
糖尿病患者の注射療法に関する
感染マネジメントバンドル
座長：三鴨 廣繁
演者：松島 由実、山下 七海

共催：エムベクタ（同）

教育講演 1
災害地支援と 
しての感染 
対策
座長：飯沼 由嗣
演者：泉川 公一

教育講演 2
韓国における薬剤 
耐性菌の状況と感染
制御のための戦略
座長：松本 哲哉
演者：Sunjoo Kim

教育講演 3
マスギャザリン
グと感染症
座長：青柳 哲史
演者：加來 浩器

教育講演 4
難治例・超重症例を 
救うために：ガイドライ
ンにない治療法の選択
座長：荒岡 秀樹
演者：中村 造

教育講演 5
真菌の惑星における 
人類と真菌の共存： 
感染症からアレルギー、
新規健康障害まで
座長：前崎 繁文
演者：槇村 浩一

ベーシックレクチャー1
感染性呼吸器粒子
（IRP）とエアロゾル
感染対策の理解
座長：掛屋 弘
演者：加藤 英明

ベーシックレクチャー2
小児病棟に 
おける感染管
理の実際
座長：石和田 稔彦
演者：中島 由佳

ベーシックレクチャー3
医療施設に 
おける清掃の
評価と改善
座長：甲斐 美里
演者：斉藤 麻里

ベーシックレクチャー4
Clostridioides 
difficile 対策アップ
デート：正確な検査・
診断から繋ぐ感染対策
座長：中村 敦
演者：大野 達也

ベーシックレクチャー5
解説 「第 5版 
レジオネラ症
防止指針」
座長：関 雅文
演者：金城 武士

シンポジウム10
がん・移植患者へのワクチン接種推進の 
取り組みの実際
座長：冲中 敬二、原田 壮平
演者：羽山 ブライアン、冲中 敬二、大澤 良介

シンポジウム11
災害時の病院、薬局における 
抗菌薬適正使用の考え方と実践
座長：西 圭史、由良 温宣
演者： 黒田 雅子、川島 裕明、 

多賀 允俊、川村 英樹
シンポジウム13
東京 VS大阪： 
大都市における感染対策の戦略を考える
座長：三鴨 廣繁、大毛 宏喜
演者： 賀来 満夫、朝野 和典、 

四柳 宏、舘田 一博

シンポジウム16
次世代 ICNの育成を考える
座長：中澤 靖、中谷 佳子
演者：黒木 利恵、松島 由実、 

深尾 亜由美、目崎 恵

シンポジウム17
Diagnostic Stewardship： 
微生物検査の“落とし穴”
座長：佐野 加代子、渋江 寧
演者：黒川 正美、鷲尾 洋平、大栁 忠智

シンポジウム19
開業医の視点で考えるHIV 診療
座長：吉田 正樹、柳沢 如樹
演者：吉田 正樹、佐藤 昭裕、 

柳沢 如樹、蛯名 勝之

シンポジウム20
空調・換気の評価と改善（施設部門との連携）
座長：國島 広之、古谷 直子
演者：齋藤 彰、田辺 新一、 

山川 勝史、遠藤 史郎

委員会企画 6
［JHAIS 委員会］サーベイランス集計結果報告 
および事例判定解説
座長：森兼 啓太、針原 康
演者：清水 潤三、藤田 烈、坂木 晴世、畑 啓昭、

窪田 志穂、縣 智香子、佐々木 顕子

シンポジウム23
感染管理に役立つシンプル疫学・統計学
座長：土田 敏恵、藤田 烈
演者：松永 展明、内海 桃絵、山岸 拓也

シンポジウム24
感染対策の視点での内視鏡管理の実際
座長：堤 武也、美島 路恵
演者：大木 大輔、小松﨑 真理、 

豊留 有香、小林 由美江

シンポジウム25
“カテーテル関連感染症ゼロ”を目指して
座長：塚田 真弓、古賀 道子
演者：小林 勇仁、松澤 真由子、 

中川 佳子、安田 英人

シンポジウム26
Asian Network for  
Infection Prevention and Control（APCCMI）
座長：Piroon Mootsikapun、栁原 克紀
演者：Mi-Na Kim、Yee-Chun Chen、 

Romanee Chaiwarith、Moi Lin Ling

シンポジウム27
Klebsiella pneumonia： 
A dangerous bacteria in AMR and virulence
座長：土井 洋平、櫻井 亜樹
演者：原田 壮平、Feng-Yee Chang、 

Christian N. Francisco、Minggui Wang 

シンポジウム29
古くて新しいファージ療法 Part I
座長：山岸 由佳、山岸 義晃
演者：福田 憲、中本 伸宏、 

藤本 康介、早川 佳代子

シンポジウム30
古くて新しいファージ療法 Part II
座長：岩野 英知、崔 龍洙
演者：常田 聡、安藤 弘樹、 

氣駕 恒太朗、山田 景土

委員会企画 9
［医療環境委員会］医療機関と水
座長：吉田 眞紀子、松本 千秋
演者：中島 二三男、村橋 利行、 

山本 剛、中村 造

シンポジウム32
委託業者と取り組む感染対策
座長：陶山 明日香、加藤 由紀子
演者：桃井 祐子、江崎 祐子、 

小美野 勝、細田 清美

一般口演 1
感染対策チーム（ICT）活動①
O1-1～6

一般口演 2
感染対策チーム（ICT）活動②
O2-1～6

一般口演 3
感染対策チーム（ICT）活動③
O3-1～6

一般口演 7
アウトブレイク（クラスター） 
対策①
O7-1～6

一般口演 8
アウトブレイク（クラスター） 
対策②
O8-1～6

一般口演 9
職業感染対策
O9-1～5

ポスター貼付 ポスター発表 ポスター閲覧

企業展示

真菌の小部屋・寄生虫の小部屋
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：オンデマンド配信あり　 ：英語セッション　 ：AI 翻訳
13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

スイーツセミナー 1
日本発、次世代mRNAワクチンの
登場を踏まえた新型コロナワクチン
座長：具 芳明
演者：伊東 直哉
共催：Meiji Seika ファルマ（株）

スイーツセミナー 2
レジオネラ肺炎診断を再考する～いかにして
レジオネラ肺炎を疑って診療をすすめるか～
座長：青柳 哲史
演者：伊藤 明広

共催：極東製薬工業（株）
スイーツセミナー 3
手指衛生を考える～手荒れと対策～／
低刺激性手指消毒剤の選定の留意点
座長：黒須 一見
演者：山岸 由佳、浜田 幸宏

共催：サラヤ（株）

イブニングセミナー 1
相互理解と心理的安全：感染対策に
おける患者エンゲージメントの重要性
座長：長谷川 直樹
演者：目崎 恵
共催：（株）モレーンコーポレーション

企業展示

ポスター閲覧

特別講演 1
医食同源～科学から食を考える～
座長：岩田 隆次、堺田 輝也
演者：Pingfan Rao、 

山本（前田） 万里

会長講演
感染症・感染対策：
40年を振り返り、
40年を夢想う
座長：四柳 宏
演者：舘田 一博

理事長講演
日本環境感染
学会の現状と
今後の展望
座長：舘田 一博
演者：四柳 宏

名誉会員・ 
功労会員授与式／ 
学会賞表彰・受賞講演・ 
上田 Award 表彰

教育講演 6
歯科診療における
標準感染予防対策
と環境整備の実際
座長：塚田 弘樹
演者：太田 耕司

教育講演 7
手指消毒薬の 
賢い選び方・ 
使い方～スマート 
ラビングの実践～
座長：木村 英恵
演者：中川 博雄

ミニシンポジウム
医科・歯科連携： 
高齢者肺炎予防はワクチ
ンと口腔ケアの両輪で
座長：迎 寛
演者： 迎 寛、丸山 貴也、 

今井 健一

ベーシック 
レクチャー 6
SSI 予防におけ
る最新知見
座長：大毛 宏喜
演者：畑 啓昭

ベーシックレクチャー7
手指衛生の科学 
―現場に根づく行
動変容をめざして
座長：小澤 賀子
演者：石井 幸

特別講演 2
私たちが目指す
“Planetary Health”
座長：河野 茂
演者：永安 武

JIHSシンポジウム
JIHSでの取り組みについて
座長：大曲 貴夫、齋藤 智也
演者：國土 典宏、武井 貞治、日尾野 宏美、 

福田 哲也、石金 正裕、松澤 幸正

シンポジウム9
感染対策に求められる 
微生物検査室とのコミュニケーション
座長：菅原 えりさ、安藤 隆
演者：加地 大樹、井口 光孝、 

西川 美由紀、浜田 幸宏

委員会企画 5
［マスギャザリング関連感染症対策委員会］ 
地方で考えるマスギャザリング関連感染症　part 2
座長：加來 浩器、中島 一敏
演者：藤谷 好弘、仲村 究、春木 宏介、西園 晃

シンポジウム12
国際感染症を整理する
座長：氏家 無限、忽那 賢志
演者：中村（内山） ふくみ、加藤 康幸、 

森岡 慎一郎、掛屋 弘

招請講演 1
感染症内科における遠隔
医療の可能性：集中治療
から感染症診療への展開
座長：森 伸晃
演者：中西 智之

シンポジウム14
CRE、CPE の院内伝播と感染対策
座長：川西 史子、高山 陽子
演者：千葉 均、安藤 大介、 

石松 昌己、大塚 健悟

シンポジウム15
アウトブレイク時の環境培養の実際と活用
座長：村上 日奈子、須田 那津美
演者：村上 日奈子、浅原 美和、 

小林 広和、平井 潤

ベーシックレクチャー8
安全文化を醸 
成する取り組み 
～teamSTEPPSの
活用～
座長：勝平 真司
演者：美島 路恵

ベーシックレクチャー9
針刺し・切創・汚 
染対策の基本と最
新傾向～安全な医
療現場を目指して～
座長：宮崎 泰斗
演者：網中 眞由美

ベーシックレクチャー10
バンコマイシン耐性腸球菌
（Vancomycin-resistant 
Enterococci：VRE）の 
基礎から地域連携を含め
た感染対策まで
座長：齋藤 紀先
演者：宮﨑 博章

シンポジウム18
消毒薬適正使用を再考する
座長：北原 隆志、西村 信弘
演者：今村 政信、森 美菜子、 

下平 智秀、太田 悦子

招請講演 2
■ Effective Medical Creation
（EMC）■五感（視覚・聴覚・触覚 ・
味覚・嗅覚）＋想感（知恵・思いや
り）～色彩活用における医療環境改
善と感染ケア創出の可能性
座長：高野 八百子
演者：武澤 恵理子

シンポジウム21
最新のリーダーシップ論を感染制御の現場に活用する
座長：小野 和代、荒岡 秀樹
演者：髙岡 明日香、平松 玉江、岡本 耕

シンポジウム22
医療関連感染のリスク評価と改善のプロセス
座長：八木 哲也、坂木 晴世
演者：森岡 悠、坪根 淑恵、 

下川 結花、新改 法子

委員会企画 7
［ワクチン委員会］医療関係者のための 
ワクチンガイドライン改訂に向けて
座長：多屋 馨子、三鴨 廣繁
演者：新庄 正宜、三鴨 廣繁、 

山岸 由佳、金井 信一郎

委員会企画 8
［災害時感染制御検討委員会］災害時における感染
対策のこれから～DICT のこれからの活動方針～
座長：泉川 公一、大曲 貴夫
演者：泉川 公一、大曲 貴夫、川村 英樹、 

島田 智恵、高山 和郎、田代 将人
教育講演 8
病院設備設計ガイド
ライン（空調設備編）
HEAS-02-2022を 
読み解く
座長：吉田 理香
演者：堀 賢

教育講演 9
病院設計の観点から
の感染制御の課題を
概観する：将来のパン
デミック対策を含む
座長：小池 竜司
演者：筧 淳夫

教育講演 10
血液培養ボトルの 
出荷制限に対する 
対応から血液培養
の意義を再考する
座長：矢野 晴美
演者：池内 和彦

40 周年記念シンポジウム② 
第 1部
サイエンスから生まれた新技術
（近未来の感染対策を含めて）
座長：一山 智、二木 芳人
演者： 山野 佳則、森兼 啓太、 

荒木 真理人、石黒 信久

40 周年記念 
シンポジウム②第 2部
文化として育まれる感染
対策（共有したい好事例）
座長：一山 智、二木 芳人
演者： 陸 星宇、古本 朗嗣、 

中村 翔太郎

シンポジウム28
MRSA 感染症との対峙：現状と将来展望
座長：光武 耕太郎、山口 哲央
演者：上原 由紀、賀来 敬仁、 

山口 哲央、池田 しのぶ

シンポジウム31
災害時 BCPにおける感染対策
座長：高山 和郎、川村 英樹
演者：西條 美恵、藤本 陽子、 

野田 洋子、横地 仁美

シンポジウム33
抗菌薬不足ならびに 
アレルギー時の代替薬の考え方と実践
座長：松元 一明、酒井 義朗
演者：浦上 宗治、髙城 一郎、 

石川 和宏、茂見 茜里

一般口演 4
CVライン①
O4-1～6

一般口演 5
CVライン②
O5-1～6

一般口演 6
C.difficile、その他
O6-1～6

一般口演 10
真菌感染症対策
O10-1～6

一般口演 11
薬剤耐性菌
O11-1～6

一般口演 12
COVID-19
O12-1～6

Young Challenger Award 
受賞者発表・表彰式

ポスター発表 ポスター撤去 ポスター貼付

17：00～21：00
おもてなし・タイム～絆につながるコミュニケーション～

座長：舘田 一博
演者：黒岩 ひかり、 

宮川 佳也、須藤 徹、 
槻 大雅、安藤 大介

表彰式：四柳 宏
sponsored by  
シオノギ感染症研究振興財団

真菌の小部屋・寄生虫の小部屋

「特設ステージ企画
アストラゼネカ株式会社」

18：00～19：00
「クイズ大会」

19：00～20：00
「覆面座談会」
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第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

日程表　7月12日（土）
9：00 10：00 11：00 12：00 13：00

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

　
ノ
ー
ス

第1会場
1F　G1

第2会場
1F　G2

第3会場
1F　G3

第4会場
1F　G4

第5会場
1F　G5

第6会場
1F　G6

第7会場
1F　G7

第8会場
1F　G8

第9会場
3F　G303＋G304

第10会場
3F　G302

第11会場
3F　G301

第12会場
4F　G403+G404

第13会場
4F　G402

第14会場
4F　G401

展
示
ホ
ー
ル

ポスター会場
展示会場
小部屋　E26

8：20

8：00～15：30
真菌の小部屋・寄生虫の小部屋

教育講演 11
下水疫学調査に
よる感染症の流
行実態把握と感
染対策への活用
座長：松永 展明
演者：北島 正章

教育講演 12
地域包括ケアに
おける感染管理　
コロナ禍を越えて
座長：今村 顕史
演者：高山 義浩

教育講演 13
感染症トップ
ぺーパー
座長：竹末 芳生
演者： 本田 仁、

森兼 啓太

教育講演 14
オールハザー
ドアプローチを
考える
座長：森屋 恭爾
演者：矢澤 知子

教育講演 15
感染対策における
DX応用の可能性
～洗濯板から全自
動洗濯機へ～
座長：迎 寛
演者：櫻井 隆之

ベーシック 
レクチャー 11
VAP/VAE 対策
座長：宮崎 泰可
演者：阿部 亜矢子

ベーシック 
レクチャー 12
変貌する梅毒
座長：川名 明彦
演者：市原 浩司

ベーシックレクチャー13
急性期病院におけ 
るCLABSI 予防対
策：2022年改訂ガイ
ドラインを踏まえて
座長：橋本 丈代
演者：富田 学

ベーシック 
レクチャー 14
CAUTI 対策
座長：安田 満
演者：縣 智香子

ベーシック 
レクチャー 15
サーベイランスデータ
の整理と図表の作り方
座長：藤田 烈
演者： 田島 太一、 

中下 愛実

ランチョンセミナー 11
高齢者施設における呼吸器感染症予防
の課題とこれからの感染対策について
座長：迎 寛
演者：田中 健之、山本 和子
共催：ファイザー（株） メディカルアフェアーズ

スポンサードシンポジウム4
医療施設における感染リスクと空調換気
座長：森屋 恭爾
演者：林 基哉、谷口 景一朗、 

笹井 雄太、中澤 武馬
共催：ダイキン工業（株）

スポンサードシンポジウム5
医療関係者のためのワクチン接種 
～新型コロナワクチンの接種を考える～
座長：小西 敏郎、多屋 馨子
演者：山岸 由佳、國島 広之、菅野 みゆき

共催：Meiji Seika ファルマ（株）

ランチョンセミナー 12
ネクストパンデミックに備えた行政と
医療の新たなかたち～コロナショッ
クが感染症対策にもたらしたもの～
座長：三﨑 貴子
演者：吉村 和久

共催：デンカ（株）
委員会企画 10
［リスクコミュニケーション委員会］Vaccine Hesitancy（ワ
クチン躊躇）とリスクコミュニケーションについて考える
座長：西 圭史、田崎 陽典
演者：奈良 由美子、砂川 富正、 

宮城 悦子、齋藤 昭彦、中島 一敏

シンポジウム35
新興感染症～パンデミックに備えた 
感染症危機管理オペレーション～
座長：齋藤 智也、安達 英輔
演者：関 なおみ、野田 龍也、 

城戸 康年、齋藤 翔
40 周年記念 
シンポジウム③第 1部
サイエンスから生まれた新技術
（近未来の感染対策を含めて）
座長：小西 敏郎、岩田 敏
演者： 高橋 秀徳、廣瀬 亮平、

川口 順也

40 周年記念 
シンポジウム③第 2部
文化として育まれる感染
対策（共有したい好事例）
座長：小西 敏郎、岩田 敏
演者： 宮良 高維、原國 政直、

福田 祐子

シンポジウム37
組織で取り組むアウトブレイクの収束方法
座長：八木 哲也、島田 智恵
演者：有村 尚子、枡田 美加子、 

石井 美千代、崎田 大輔

シンポジウム39
リンクスタッフの効果的な活用事例
座長：富樫 ふみ、三浦 美穂
演者：橋本 渚、大原 みお、 

平馬 知実、廣瀬 茂雄

シンポジウム40
感染対策に貢献する医師の育成
座長：山本 善裕、千酌 浩樹
演者：上灘 紳子、中田 浩智、 

中澤 靖、山岸 拓也

シンポジウム42
感染防止の視点から病院清掃を再考する
座長：四宮 聡、大石 貴幸
演者：中村 尚良、大槻 和弘、 

佐武 多恵、塚田 真弓

シンポジウム43
Diagnostic Stewardship： 
その検査、本当に役立っていますか？
座長：長尾 美紀、栁原 克紀
演者：植村 明美、清祐 麻紀子、 

佐々木 雅一、加勢田 富士子

ランチョンセミナー 13
がん専門病院における感染管理
座長：金森 肇
演者：小林 治
共催：ベックマン・コールター（株）/（株）オネスト

シンポジウム45
高齢者・介護施設における感染対策支援
座長：川上 和美、高城 由美子
演者：川村 英樹、大塚 モエミ、 

堀野 哲也、北田 果奈栄

シンポジウム46
精神科病院での感染対策における 
J-SIPHE 活用の可能性
座長：糠信 憲明、桑門 昌太郎
演者：加藤 紘子、別所 千枝、 

中村 友喜、森田 亮一

シンポジウム47
地域でつなぐ感染対策 Part I：市中病院の視点
座長：柴谷 涼子、高橋 陽一
演者：森野 幸代、高濱 正和、 

坂本 麗花、山岡 優士

シンポジウム48
地域でつなぐ感染対策 Part II
座長：石黒 信久、馬場 尚志
演者：長島 広相、馬場 尚志、 

関谷 紀貴、小林 里沙

ランチョンセミナー 14
高齢者における新たな 
インフルエンザ予防の選択肢： 
高用量インフルエンザワクチン
座長：河野 茂
演者：三鴨 廣繁

共催：サノフィ（株）
委員会企画 12
［国際委員会（APIC）］米国感染管理疫学家協会
（APIC）と日本環境感染学会（JSIPC）のMOU締
結式：米国から学ぶ感染予防担当者の役割と実践
座長：笠原 敬、操 華子
演者：四柳　宏、Carol McLay

委員会企画 13
［国際委員会（SHEA）］耐性菌伝播メカニズムの
エビデンスから考えるこれからの感染対策
座長： 本田 仁、金森 肇、岡本 耕
演者：Mary Hayden 
パネリスト：袴田 真理子、北川 浩樹

ランチョンセミナー 15
Clinical implementation of 
metagenomic NGS ‒ opportunity 
and obstacles
座長：舘田 一博、Feng-Yee Chang
演者：YEE-CHUN CHEN
共催：Asia Pathogenomics Co., Ltd.

委員会企画 14
［臨床研究推進委員会・編集委
員会共同企画］臨床研究論文の
まとめかた
座長：三鴨 廣繁、國島 広之
演者：小池 竜司、藤田 烈

委員会企画 15
［編集委員会］論文を書く前の注意点
座長：小山田 玲子、堀野 哲也
演者：赤澤 奈々、池谷 修、仲村 究

ランチョンセミナー 16
排泄ケアを取り巻く
Up-To-Date
座長：藤田 烈
演者：三浦 美穂

共催：（株）メディコン

シンポジウム49
令和 6年度診療報酬改定から考える 
薬剤師の役割
座長：伊東 弘樹、丹羽 隆
演者：山口 諒、大谷 真理子、 

山田 和範、沢田 佳祐

委員会企画 16
［NICU 感染対策検討委員会］ 
NICUにおける薬剤耐性菌アウトブレイクの対応
座長：坂木 晴世、高野 八百子
演者：森岡 一朗、千葉 均、星野 智子

ランチョンセミナー 17
基本から考える感染制御～AST
活動に役立つ基礎知識～
座長：長尾 美紀
演者：小林 寅喆
共催：グラクソ・スミスクライン（株）

一般口演 13
人材育成①
O13-1～6

一般口演 14
人材育成②
O14-1～6

一般口演 15
環境整備・ 
ファシリティマネージメント
O15-1～6

ランチョンセミナー 18
ICTチームで取り組む血液培養
のDiagnostic Stewardship
座長：國島 広之
演者：森 美菜子、藤田 佳奈
共催：ビオメリュー・ジャパン（株）

一般口演 16
手指衛生・標準予防策
O16-1～6

一般口演 17
個人防護具
O17-1～6

一般口演 18
洗浄・消毒・減菌
O18-1～6

ランチョンセミナー 19
環境整備における 
New Discovery
座長：洪 愛子
演者：今川 嘉樹、尾家 重治

共催：宮野医療器（株）

ポスター貼付 ポスター発表 ポスター閲覧

企業展示
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：オンデマンド配信あり　 ：英語セッション　 ：AI 翻訳
13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

8：00～15：30
真菌の小部屋・寄生虫の小部屋

特別講演 3
パレスチナ・ガザ地区におけ
る人道危機と赤十字の活動：
武力衝突後の過酷な現状と 
避難民の健康危機
座長：洪 愛子
演者：川瀨 佐知子

教育講演 16
COVID-19パンデ
ミックを経て、ER
感染対策はどう
変わるべきか？
座長：佐々木 淳一
演者：森田 正則

教育講演 17
第 8次医療計画
から見た薬局に
おけるこれからの
感染対策
座長：高山 和郎
演者：藤村 茂

教育講演 18
感染対策に役立
つCRE、CPEスク
リーニング検査
座長：森下 奨太
演者：口広 智一

閉
会
式

ベーシック 
レクチャー 16
洗浄・消毒・ 
滅菌
座長：時松 一成
演者：小野 和代

ベーシック 
レクチャー 17
薬剤耐性菌の
感染対策
座長：嵯峨 知生
演者：黒須 一見

ベーシック 
レクチャー 18
疥癬に対する
感染対策
座長：大谷 真理子
演者：和田 康夫

特別講演 4
国立健康危機管理研究 
機構に求められる期待と 
役割
座長：四柳 宏
演者：脇田 隆字

シンポジウム34
AMR対策としての 
ワンヘルス・アプローチを考える
座長：具 芳明、金森 肇
演者：金森 肇、臼井 優、村田 佳輝、東 剛志

シンポジウム36
対話とデータで導く感染対策 
～ガイドラインと現場の狭間で
座長：内海 桃絵、太田 悦子
演者：大迫 ひとみ、大嶋 圭子、 

金沢 陽子、新井 まゆ子

招請講演 3
医療・リハビリテーション
を支える犬～補助犬と 
動物介在療法～
座長：高橋 聡
演者：高柳 友子

シンポジウム38
医療機関と行政で感染症対策強化 !  
一緒にやったら最強コミュニティ
座長：多屋 馨子、宮田 貴紀
演者：近内 美乃里、前多 香、 

中村 貴枝子、三﨑 貴子

シンポジウム41
薬剤師が関わる次世代の感染制御： 
求められる活動とエビデンス
座長：添田 博、小野寺 直人
演者：浜田 幸宏、高橋 佳子、 

舟越 亮寛、千葉 博暁
招請講演 4
北海道における野生鳥類の高
病原性鳥インフルエンザウィル
ス感染症～希少猛禽類に対す
る保全医学的活動を中心に～
座長：岡部 信彦
演者：齊藤 慶輔

シンポジウム44
注目される感染症・感染制御研究
座長：山本 和子、中村 茂樹
演者：安田 満、石金 正裕、竹村 弘、高山 直樹

委員会企画 11
［臨床研究推進委員
会］臨床研究推進委
員会の活動と意義
座長：三鴨 廣繁
演者：國島 広之

第 484 回 ICD 講習会
“MRSA 菌血症ゼロ”を目指して
座長：舘田 一博、坂本 史衣
演者：大曲 貴夫、中澤 靖、塚田 真弓、森 美菜子

教育講演 19
ネズミ・ダニ・
ノミ媒介性 
感染症に注意
座長：岩﨑 博道
演者：忽那 賢志

教育講演 20
末梢静脈カテー
テル関連感染症
の現状と対策
座長：貫井 陽子
演者：安田 英人

教育講演 21
結核の最新のト
ピックスとガイド
ライン～診断から
感染対策まで～
座長：松本 智成
演者：猪狩 英俊

スイーツセミナー 4
病室の感染対策におけるイオンレスⓇ（次亜塩素酸水）の活用
座長：笠原 敬
演者：Haiqun Ban、高橋 幹夫、 

屋宮 清仁、Chun-Kai Huang
共催：ニプロ（株）

スイーツセミナー 5
ICTが知っておくべきアウトブレイク
のリスクと日常環境清掃の選択肢
座長：八木 哲也
演者：三浦 美穂

共催：杏林製薬（株）

スイーツセミナー 6
環境整備と感染症
座長：金光 敬二
演者：仲村 究
共催：（公社）全国ビルメンテナンス協会

スイーツセミナー 7
Drain the risk：水回りの「水に
流せない」感染制御を考える
座長：大毛 宏喜
演者：柿内 聡志
共催：（株）モレーンコーポレーション

一般口演 19
尿道留置カテーテル関連感染
O19-1～6

一般口演 20
周術期感染対策
O20-1～6

ポスター発表 ポスター撤去

企業展示 14：00～16：00
おもてなし・タイム～絆につながるコミュニケーション～

ポスター閲覧



本学術集会は現地と WEB（オンデマンド配信）を併用したハイブリッド形式で開催いたします。
ご来場いただく皆様におかれましては、こまめな手指消毒や混雑時のマスク着用など、引き続き感染
対策にご協力くださいますようお願い申し上げます。

1．参加受付
場所①：パシフィコ横浜　展示ホール D
日　時：7 月 11 日（金）7：30～18：00
　　　　7 月 12 日（土）7：30～16：00

場所②：パシフィコ横浜　ノース 1F　フォワイエ
日　時：7 月 10 日（木）13：00～18：00
※プログラム・抄録集は学術集会ホームページよりダウンロードいただけます。

2．学会参加費
学術集会参加登録ホームページよりご登録ください。

【事前登録】一般（会員・非会員）：12,000 円
【通常登録】一般（会員・非会員）：14,000 円
※学部学生：無料（学生証の提示が必要）

※  必ずご来場前に、オンライン参加登録をお済ませの上、ご自身で参加証（ネームカード）を印刷
して会場にお越しください。ネームカードケースは受付にてご用意しております。

※  登録方法は学術集会ホームページからのオンライン登録のみです。当日、窓口現金による受付は
ございません。

3．おもてなしコーナー
日時：7 月 10 日（木）17：00～21：00
　　　7 月 11 日（金）　8：30～21：00
　　　7 月 12 日（土）　8：30～16：00
場所：パシフィコ横浜　展示ホール C＋D
※詳細は大会ホームページをご参照ください。

4．評議員会
日時：7 月 10 日（木）18：00～19：00
場所：第 1 会場（パシフィコ横浜　ノース 1F　G1）

5．名誉会員・功労会員授与式学会賞表彰・受賞講演・上田Award 表彰
日時：7 月 11 日（金）15：20～16：20
場所：第 1 会場（パシフィコ横浜　ノース 1F　G1）

6．WEB参加
・一部の指定演題はオンデマンド配信いたします。
　オンデマンド配信期間：8 月 4 日（月）～9 月 19 日（金）
　※一般演題（口演）のオンデマンド配信はございません。
・視聴方法・対象セッションは学術集会ホームページの WEB 視聴ページよりご確認ください。

参加者へのご案内
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7．40周年記念シンポジウム
【40 周年記念シンポジウム①】
1）第 1 部 　サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）

日時：7 月 10 日（木）14：00～15：00
場所：記念シンポジウム会場（パシフィコ横浜　会議センター 1F　メインホール）

2）第 2 部 　文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
日時：7 月 10 日（木）15：00～16：00
場所：記念シンポジウム会場（パシフィコ横浜　会議センター 1F　メインホール）

【40 周年記念シンポジウム②】
1）第 1 部 　サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）

日時：7 月 11 日（金）13：50～14：50
場所：第 10 会場（パシフィコ横浜　ノース 3F　G302）

2）第 2 部 　文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
日時：7 月 11 日（金）14：50～15：35
場所：第 10 会場（パシフィコ横浜　ノース 3F　G302）

【40 周年記念シンポジウム③】
1）第 1 部 　サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）

日時：7 月 12 日（土）8：20～9：05
場所：第 5 会場（パシフィコ横浜　ノース 1F　G5）

2）第 2 部 　文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
日時：7 月 12 日（土）9：05～9：50
場所：第 5 会場（パシフィコ横浜　ノース 1F　G5）

8．第484回 ICD講習会
日　時：7 月 12 日（土）16：00～18：00
場　所：第 8 会場（パシフィコ横浜　ノース 1F　G8）
テーマ：“MRSA 菌血症ゼロ”を目指して

【ICD 講習会に関する問い合わせ先】
ICD 制度協議会
URL：http://www.icdjc.jp/klist.html
TEL：03-5842-5845　FAX：03-5842-5846
E-mail：icd@theia.ocn.ne.jp

9．ランチョンセミナー・スイーツセミナー整理券
（1）整理券の発券には参加証が必要です。
（2）ランチョン、スイーツそれぞれおひとり様一枚限り、開催当日分のみ発券いただけます。
（3）整理券の発券は先着順のため、なくなり次第終了させていただきます。
（4）発券時間終了後、整理券が余っている場合は、各セミナー会場前で配付します。
（5）  整理券はセミナー開始時刻に無効となり、その後は整理券をお持ちでない方も入場いただけま

す。
（6）  整理券をお持ちでない場合でも、当日の会場の空き状況によってはご入場いただけますが、入

場は整理券をお持ちの方を優先させていただきます。
（7）イブニングセミナーは整理券制ではございませんので、各会場へ直接お越しください。

発券場所 発券日時 対象セミナー

展示ホール D

7 月 11 日（金）
8：00～11：00

ランチョンセミナー 1～10
スイーツセミナー 1～3

7 月 12 日（土）
8：00～11：00

ランチョンセミナー 11～19
スイーツセミナー 4～7
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〈ランチョンセミナー・スイーツセミナー整理券を事前申込みされた方へ〉
参加証（ネームカード）にご予約いただいたセミナー番号が印字されますので、セミナー会場入口
でご提示ください。
ご提示のない場合は、入場をお断りいたしますので、忘れずにお持ちください。
なお、当日会場にて事前申込みされたセミナーの変更は、お受けいたしかねますので予めご了承く
ださい。

10．企業展示
開催日時：7 月 11 日（金）8：00～17：30
　　　　　7 月 12 日（土）8：20～16：00
場所：パシフィコ横浜 展示ホール C＋D

11．日本環境感染学会事務局からのお知らせ
〈入会に関するお願い〉
新しくご入会いただく方は、日本環境感染学会のホームページ事務手続きよりご入会申請をお願
いいたします。
〈年会費納入に関するお願い〉
第 40 回日本環境感染学会総会・学術集会会場では年会費の納入が出来ません。
事務局よりお送りいたしました「払込取扱票」にて、年会費をお振込みくださいますようお願いい
たします。
〈上記に関するお問い合わせ〉
〒141-0022　東京都品川区東五反田 5-26-6　池田山パークヒルズ 202 号室
一般社団法人日本環境感染学会事務局
URL：http://www.kankyokansen.org/
TEL：03-6721-9131　FAX：03-6721-9132
E-mail：jsipc@kankyokansen.org

12．クローク
場所①：パシフィコ横浜　展示ホール D
日　時：7 月 10 日（木）17：00～21：30
　　　　7 月 11 日（金）　7：30～21：30
　　　　7 月 12 日（土）　7：30～16：30

場所②：パシフィコ横浜　ノース 2F「G211、G212」
日　時：7 月 10 日（木）13：00～18：30
　　　　7 月 11 日（金）　7：30～18：30
　　　　7 月 12 日（土）　7：30～16：30

場所③：パシフィコ横浜　会議センター 2F
日　時：7 月 10 日（木）13：00～16：20
※貴重品のお預かりは出来ません。お預けの荷物は当日中にお引き取りください。

13．その他のご案内
1）会場内での写真・ビデオ撮影は固くお断りいたします。
2）携帯電話の会場内での使用はご遠慮ください。
3）会場内でのお呼び出しはいたしません。
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14．休憩・Wi-Fi エリア
休憩エリア：パシフィコ横浜　ノース 4F フォワイエ
　　　　　　パシフィコ横浜　展示ホール C＋D

※  休憩スペースには一部、電源使用可能な休憩スペースがございますが、使用時間は
1時間以内に限ります。使用時間を守って、より多くの参加者が快適に過ごせるよ
うご協力いただきますようお願いいたします。

以下のエリアにて Wi-Fi をご利用いただけます。
Wi-Fi エリア：ノース・展示ホール全館

ノース SSID：FREE-PACIFICO-NORTH
展示ホール SSID：FREE-PACIFICO
※パスワードは不要です。
※  フリーWi-Fi となりますので、混雑している場合には繋がりにくいことがござい

ます。

15．プリクラコーナー、フォトスポット
展示ホール D にて、プリクラコーナー、フォトスポットをご用意しております。ご参加の記念に、
是非お立ち寄りください。

16．日病薬病院薬学認定薬剤師制度　※現地参加のみ対象
・  事前に日本病院薬剤師会の会員管理システムにログインし、生年月日や薬剤師名簿登録番号が正

しいかご確認ください。
・  一週間前を目途に「出席登録URL」をご案内いたしますので、各自、研修支援システム（HOPESS）

のエントリーをお願いいたします。
・  当日、1 日ごと 2 回（入場・退場）のキーワード用紙を配布いたしますので、研修支援システム
（HOPESS）へキーワードを登録ください。キーワードの配布日時は総会ホームページに掲載い
たします。※学会参加証（ネームカード）に受領シールを貼付しますので、必ず学会参加証（ネー
ムカード）をお持ちください。

17．クールビス推奨のご案内
本学術集会ではクールビズを推奨しておりますので、軽装でのご参加を歓迎いたします。
なお、演者および座長におかれましては「環境省におけるクールビズの服装の可否」の「クールビ
ズ」を基準とし、TPO に応じた節度ある着用にご協力をお願いいたします。
会場エアコンの状況で、寒く感じる場合もありますので、調整できる服装でのご参加をよろしくお
願いいたします。
学会スタッフ・運営スタッフもクールビズに取り組みますので、ご理解の程、お願い申し上げま
す。
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開催日時：7 月 10 日（木）　13：00～18：00
 7 月 11 日（金）　 7：30～18：00
 7 月 12 日（土）　 7：30～16：00

景品交換：7 月 11 日（金）　10：00～18：00
 7 月 12 日（土）　10：00～16：00
景品交換所：パシフィコ横浜　展示ホール C＋D　

会期中、講演会場前ならびに企業展示場内でスタンプラリーを開催いたします。
スタンプを集めていただき条件を達成した方には、展示ホール内の景品交換所にて景品をお渡しいた
します。
参加は、お 1 人様、会期中最大 3 回迄となります。
皆様奮ってご参加ください。

※景品は先着順となります。なくなり次第終了となります。
※詳細は大会ホームページならびに参加証（ネームカード）をご覧ください。
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ブース
No 出展社名

S-01 株式会社モレーンコーポレーション
S-02 ファイザー株式会社
S-03 サラヤ株式会社
S-04 ミドリ安全株式会社
S-05 O&M Halyard Japan合同会社
S-06 株式会社メルシー
S-07 ニプロ株式会社
S-08 ハクゾウメディカル株式会社
S-09 丸石製薬株式会社
S-10 小川医理器株式会社
S-11,30 株式会社VIP グローバル
S-12 株式会社ミタス
S-13 メディコムジャパン
S-14 興研株式会社
S-15 ケアフォート株式会社 / 株式会社写真化学

ブース
No 出展社名

S-16 株式会社ニチオン
S-17 アイテック阪急阪神株式会社
S-18 Cytiva
S-19 メドライン・ジャパン合同会社
S-20 エムベクタ合同会社
S-21 株式会社小池メディカル
S-22 marubun ＆ Co. 株式会社
S-23 シミックホールディングス株式会社
S-24 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
S-25 杉田産業株式会社
S-26 ソルベンタム合同会社
S-27 キリンホールディングス株式会社
S-28 オリンパス株式会社
S-29 ジーサイエンス株式会社
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ブース
No 出展社名

B-01 （株）ジェイ・エム・エス
B-02 株式会社スギヤマゲン
B-03 ASP Japan 合同会社
B-04 株式会社長谷川綿行
B-05 健栄製薬株式会社
B-06 株式会社重松製作所
B-07 サンスター株式会社
B-08 株式会社セントラル科学貿易
B-09 Asia Pathogenomics Co., Ltd.
B-10 株式会社リジョイスカンパニー
B-11 株式会社共和
B-12 株式会社リリー
B-13 日科ミクロン株式会社
B-14 大衛株式会社
B-15 吉田製薬株式会社
B-16 ＴＯＴＯ株式会社
B-18 エム・シー・メディカル株式会社
B-19 旭化成アドバンス株式会社
B-20 ケーディーアイコンズ株式会社
B-21 株式会社ティ・アシスト
B-22 株式会社トーカイ
B-23 シャボン玉販売株式会社
B-24 宇都宮製作株式会社
B-25 オオサキメディカル株式会社
B-26 ユースキン製薬株式会社
B-27 ビオメリュー・ジャパン株式会社
B-28 スリーエムジャパン株式会社
B-29 エレクター株式会社
B-30 イオンディライト株式会社
B-31 株式会社ヒュー・メックス
B-32 日本カノマックス株式会社
B-34 柴田科学株式会社
B-35 株式会社アイテックス
B-36 栄研化学株式会社
B-37 富士フイルム和光純薬株式会社
B-38 株式会社名優
B-39 テルモ株式会社
B-40 株式会社トゥーコネクト
B-41 株式会社島津製作所
B-42 株式会社ヤマト

ブース
No 出展社名

B-43 杏林製薬株式会社
B-44 株式会社シンリョウ
B-45 株式会社オネスト
B-46 ケンツメディコ株式会社
B-47 ニッシントーア・岩尾株式会社
B-48 DGSHAPE株式会社
B-49 松吉医科器械株式会社
B-50 株式会社メディコン
B-51 東洋紡株式会社
B-52 メディキット株式会社
B-53 関東化学株式会社
B-54 シオエ製薬株式会社
B-55 ナノソニックスジャパン株式会社
B-56 株式会社林寺メディノール
B-57 ヒルロムジャパン株式会社

B-58 AMR臨床リファレンスセンターJ-SIPHE /  
診療所版 J-SIPHE「OASCIS」事務局

B-59 キラリアハイジーン株式会社
B-60 花王プロフェッショナル・サービス株式会社
B-61 メディア株式会社
B-62 サクラ精機株式会社

B-63 東京都保健医療局感染症対策部（東京 iCDC 
事務局）

B-64 白十字株式会社
B-65 株式会社マルクリーン
B-66 有限会社グッツール
B-67 イワツキ株式会社
B-68 株式会社コスモ技研
B-69 天昇電気工業株式会社
B-70 デンカ株式会社
B-71 株式会社セーフマスター
B-72 株式会社アースブルー
B-73 株式会社キッツマイクロフィルター
B-74 シーバイエス株式会社
B-75 富士フイルムメディカル株式会社
B-76 株式会社パルメディカル
B-77 ブルカージャパン株式会社
B-78 日本製紙クレシア株式会社
書籍1 株式会社 ガリバー
書籍2 丸善雄松堂株式会社
書籍3 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター
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1．抄録について
本プログラム・抄録集に印刷されている演題は、インターネットによって応募された抄録内容が直
接印刷されております。
表記の統一はなされておりません。（ごく一部において機械的に変更されている場合もあります）
共同演者は、日本環境感染学会会員のみ記載しております。（2025 年 5 月時点）

2．指定演題・一般口演座長の方へ
ご担当のセッション開始 20 分前までに、各会場前方右側の次座長席までお越しください。

3．一般ポスター発表座長の方へ
ご担当のセッション開始 15 分前までに、一般ポスター発表座長受付までお越しください。

4．指定演題・一般口演演者の方へ
1）発表時間
・  指定演題：発表時間は別途ご案内しております。スライド枚数に制限はありません。
・  一般口演：  発表 7 分＋質疑応答 3 分の計 10 分です。スライド枚数に制限はありませんが、発表

時間内で納まる枚数で作成してください。
・  演者の方は PC センターでのチェック終了後、会場内の「次演者席」へ 15 分前までにお越しく

ださい。
・  座長の指示に従い、時間厳守にご協力ください。
・  発表終了 1 分前に黄色ランプ、終了・超過時には赤色ランプを点灯してお知らせします。

※原則、現地登壇のみとなり、リモート登壇は出来かねます。
2）発表データの準備
・  PC 発表（PowerPoint）のみです。サイズはワイド画面（16：9）を推奨しております。
・  会場に用意する PC の OS は Windows11 となります。他の Windows のバージョンや Mac で作

成された場合は、必ず上記環境で動作確認済みのデータをお持ちください。
・  発表データは、PowerPoint2019、2021 及び Office365 のバージョンで作成してください。
・  PowerPoint の「発表者ツール」は使用出来ません。発表用原稿が必要な方は、あらかじめプリ

ントアウトした原稿をお持ちください。会場でのプリントアウトは対応しておりません。
・  スライドの 1 枚目はタイトル、2 枚目は COI 自己申告スライドとしてください。
〈データ持込みによる発表の場合〉
・  作成に使用された PC 以外でも必ず動作確認を行っていただき、USB フラッシュメモリーでご

持参ください。
・  フォントは文字化け、レイアウト崩れを防ぐため下記フォントを推奨いたします。

MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝、Arial、Century、Century Gothic、Times 
New Roman

・  発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。
〈PC本体持込みによる発表の場合〉
・  会場で用意する PC ケーブルコネクタの形状は、HDMI です。この出力端子を持つ PC をご用意

いただくか、この形状に変換するコネクタを必要とする場合には必ずご持参ください。電源ケー
ブルもお忘れなくお持ちください。

・  再起動をすることがありますので、パスワード入力は“不要”に設定してください。
・  スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
・  動画データ使用の場合は、Windows Media Player で再生可能であるものに限定いたします。
・  PC をご持参された方は、発表終了後、降壇時に、各会場の PC オペレーター席にて PC をお受

け取りください。

座長・演者の先生方へ
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3）発表データの登録
・  セッション開始 30 分前までに、PC センターで発表データの登録・確認を行ってください。

PC センターでのチェック終了後、会場内の「次演者席」へ 15 分前までにお越しください。
・  演台上には、モニター、キーボード、マウス、レーザーポインターを用意いたします。演台に上

がると最初のスライドが表示されますので、その後の操作は各自で行ってください。
・  発表用のデータを差し替える場合は、PC センターにて新しいデータのコピーをお預かりし、メ

ディアはその場でお返しいたします。また、発表終了後、データは主催者側で責任を持って消去
いたします。
※バックアップデータを持参されることをお勧めいたします。

〈発表データ受付時間〉
受付場所①：パシフィコ横浜ノース　2F フォワイエ
受付時間：7 月 10 日（木）13：00～17：30

7 月 11 日（金）　7：30～17：00
7 月 12 日（土）　7：30～15：30

受付場所②：パシフィコ横浜会議センター　B1F　024
受付時間：7 月 10 日（木）13：00～17：30

5．一般ポスター発表演者の方へ
1）発表時間および発表形式
・  発表 3 分＋質疑応答 3 分の計 6 分です。座長の指示に従い時間厳守で発表を行ってください。
・  発表者はセッション開始 5 分前には、ご自身の発表ポスター前にて待機ください。
・  現地でのご発表のみとなります。
・  時間厳守にご協力ください。
2）貼付・発表・撤去
・  ポスターは各日、以下の日時で貼付、発表および撤去を行ってください。

ポスター番号 日程 ポスター貼付 発表 ポスター撤去

P1-001～P1-259 7 月 11 日（金）

7 月 10 日（木）
17：00～18：00
7 月 11 日（金）
 8：00～10：00

7 月 11 日（金）
10：00～11：15
14：45～16：00

7 月 11 日（金）
16：00～17：00

P2-001～P2-246 7 月 12 日（土）

7 月 11 日（金）
17：00～18：00
7 月 12 日（土）
 8：20～10：00

7 月 12 日（土）
10：00～11：15
14：10～15：25

7 月 12 日（土）
15：25～16：00

3）ポスター展示
・  ポスター本文の貼付面は縦190cm×横 90cmです。（右

図参照）
・  演題番号は事務局で用意いたします。
・  演題名、演者名、所属（縦 20cm×横 70cm）は各自で

作成ください。
・  掲示のための画鋲はご用意いたします。
・  ポスター中に「COI（利益相反）」の開示をお願いしま

す。
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6．利益相反（COl）について
・  COI 自己申告の標準に基づき、発表時に講演者・一般演題発表者は、利益相反（COI）の開示を

お願いいたします。1 枚目はタイトルスライド、2 枚目は自己申告スライドを入れてください。
・  COI 自己申告の基準については学会ホームページの利益相反細則第 2 条をご参照ください。
（http://www.kankyokansen.org/modules/about/index.php?content_id=24）

 1）口頭発表 2）ポスター掲示
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第40回日本環境感染学会総会・学術集会プログラム

会長講演 7月11日（金） 14：10～14：40 第1会場（ノース 1F G1）

座長：四柳 宏（日本環境感染学会 理事長/東京大学医科学研究所）

CPL 感染症・感染対策：40年を振り返り、40年を夢想う
舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

理事長講演 7月11日（金） 14：50～15：20 第1会場（ノース 1F G1）

座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

PL 日本環境感染学会の現状と今後の展望
四柳 宏（国立健康危機管理研究機構/東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野）

特別講演1 7月11日（金） 12：50～14：00 第1会場（ノース 1F G1）

医食同源～科学から食を考える～
座長：岩田 隆次（東京大学）

堺田 輝也（農林水産省 大臣官房技術総括審議官 兼 農林水産技術会議事務局長）

SL1-1 医食同源～食から未来の健康を考える～
Pingfan Rao（福建技術師範学院 International Academy of Food Science and Technology）

SL1-2 食品成分から健康を考える
山本（前田）万里（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門）

特別講演2 7月11日（金） 12：50～13：40 第3会場（ノース 1F G3）

座長：河野 茂（前・長崎大学学長）

SL2 私たちが目指す“Planetary Health”
永安 武（長崎大学）

特別講演3 7月12日（土） 13：10～14：00 第1会場（ノース 1F G1）

座長：洪 愛子（神戸女子大学）

SL3 パレスチナ・ガザ地区における人道危機と赤十字の活動：武力衝突後の過酷な現状と避難
民の健康危機
川瀨佐知子（大阪赤十字病院 看護部）

特別講演4 7月12日（土） 13：10～14：00 第3会場（ノース 1F G3）

座長：四柳 宏（日本環境感染学会 理事長/東京大学医科学研究所）

SL4 国立健康危機管理研究機構に求められる期待と役割
脇田 隆字（国立健康危機管理研究機構）
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招請講演1 7月11日（金） 12：50～13：40 第5会場（ノース 1F G5）

座長：森 伸晃（昭和医科大学医学部内科学講座臨床感染症学部門）

IL1 感染症内科における遠隔医療の可能性：集中治療から感染症診療への展開
中西 智之（株式会社Vitaars/聖マリアンナ医科大学 救急医学教室/東京科学大学 臨床医学教育開発学分

野）

招請講演2 7月11日（金） 12：50～13：40 第7会場（ノース 1F G7）

座長：高野八百子（慶應義塾大学病院）

IL2 ■Effective Medical Creation（EMC）■五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）+想感
（知恵・思いやり）～色彩活用における医療環境改善と感染ケア創出の可能性
武澤恵理子（一般社団法人デザイナー協会 医療委員会）

招請講演3 7月12日（土） 13：10～14：00 第5会場（ノース 1F G5）

座長：高橋 聡（札幌医科大学）

IL3 医療・リハビリテーションを支える犬～補助犬と動物介在療法～
高柳 友子（社会福祉法人 日本介助犬協会）

招請講演4 7月12日（土） 13：10～14：00 第7会場（ノース 1F G7）

座長：岡部 信彦（川崎市健康安全研究所）

IL4 北海道における野生鳥類の高病原性鳥インフルエンザウィルス感染症～希少猛禽類に対す
る保全医学的活動を中心に～
齊藤 慶輔（猛禽類医学研究所/日本獣医生命科学大学獣医学部）
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40周年記念シンポジウム①第1部 7月10日（木） 14：00～15：00 記念シンポジウム会場（会議センター 1F メインホール）

サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）
座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

坂本 史衣（板橋中央総合病院）

SP1-1 SARS-CoV-2 mRNAワクチン開発のサイエンス
加藤 哲希（ファイザーR＆D合同会社 非臨床開発研究部）

SP1-2 感染管理業務を補助する遠紫外線技術の最新動向
厚井 融（ウシオ電機株式会社）

SP1-3 次亜塩素酸水の新たな可能性
更田 宏史（ニプロ株式会社 医薬品研究所）

SP1-4 多項目同時測定・高感度検出プラットフォーム IntelliPlex™システムのご紹介
宮武 佑弥（デンカ株式会社 ライフイノベーション部門）

40周年記念シンポジウム①第2部 7月10日（木） 15：00～16：00 記念シンポジウム会場（会議センター 1F メインホール）

文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

坂本 史衣（板橋中央総合病院）

SP2-1 感染予防を病院の文化に～25年間の歩みを振り返る～
坂本 史衣（板橋中央総合病院）

SP2-2 多剤耐性アシネトバクターアウトブレイクを乗り越えた先にあったもの
松永 直久（帝京大学医学部附属病院 感染制御部）

SP2-3 感染対策におけるチームステップスの活用
中澤 靖（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

SP2-4 薬剤耐性菌とその拡がりをどう見てきたか：分子疫学の進歩と臨床へのつながり
菅井 基行（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）

40周年記念シンポジウム②第1部 7月11日（金） 13：50～14：50 第10会場（ノース 3F G302）

サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）
座長：一山 智（医仁会武田総合病院）

二木 芳人（昭和医科大学）

SP3-1 カルバペネム耐性グラム陰性菌を標的とした新規シデロフォアセファロスポリン系抗菌
薬セフィデロコルの創製

山野 佳則（塩野義製薬 創薬疾患研究所）

SP3-2 多剤耐性菌対策における医療環境制御：紫外線照射装置の果たす役割
森兼 啓太（山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

SP3-3 次世代mRNAワクチン「コスタイベⓇ」
荒木真理人（Meiji Seika ファルマ株式会社 研究開発本部）

SP3-4 SARS-CoV-2 下水サーベイランスを活用したCOVID-19感染対策の有効性評価
石黒 信久（北海道大学病院 感染制御部）
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40周年記念シンポジウム②第2部 7月11日（金） 14：50～15：35 第10会場（ノース 3F G302）

文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
座長：一山 智（医仁会武田総合病院）

二木 芳人（昭和医科大学）

SP4-1 新生児用インキュベーターの院内感染防止対策
陸 星宇（四川大学華西第二医院 医院感染管理部）

SP4-2 中小規模医療機関の感染症診療・感染対策レベルアップを目的とした多職種研修～感染
症専門医・ICDと行政が連携した長崎県での取り組み～

古本 朗嗣（長崎大学病院 総合感染症科・感染症医療人育成センター）

SP4-3 日本医科大学付属病院 高度救命救急センターにおける重症新型コロナウイルス感染症
受け入れの経験とシームレスな感染対策教育の重要性

中村翔太郎（日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室/日本医科大学付属病院 薬剤部）

40周年記念シンポジウム③第1部 7月12日（土） 8：20～9：05 第5会場（ノース 1F G5）

サイエンスから生まれた新技術（近未来の感染対策を含めて）
座長：小西 敏郎（東京医療保健大学）

岩田 敏（東京医科大学微生物学分野/熊本大学）

SP5-1 生成AI は世界をより身近にするか？―ベトナムでのフィールドトレーニングを通じ
て―

高橋 秀徳（東京品川病院 呼吸器内科・感染症内科）

SP5-2 残留消毒効果に基づくウイルスの生存に適さない皮膚表面の創出：手指衛生を強力にサ
ポートする革新的な感染制御法

廣瀬 亮平（京都府立医科大学大学院医学研究科 感染病態学）

SP5-3 手指衛生の「直接観察法」をAI により自動化するモバイルカメラシステムの開発～デー
タの標準化および大幅な人件費削減が可能～

川口 順也（株式会社モレーンコーポレーション）

40周年記念シンポジウム③第2部 7月12日（土） 9：05～9：50 第5会場（ノース 1F G5）

文化として育まれる感染対策（共有したい好事例）
座長：小西 敏郎（東京医療保健大学）

岩田 敏（東京医科大学微生物学分野/熊本大学）

SP6-1 感染対策が脆弱な施設に対する感染対策リスク・コミュニケーションの課題
宮良 高維（神戸大学医学部附属病院 感染制御部）

SP6-2 沖縄県高齢者福祉施設等を対象としたCOVID-19感染対策オンライン研修の評価
原國 政直（浦添総合病院）

SP6-3 地域における災害・感染症対応の変遷とこれから～いわて感染制御支援チームの14年
間の活動より～

福田 祐子（岩手県立中央病院 感染管理部）
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教育講演1 7月11日（金） 8：00～8：30 第1会場（ノース 1F G1）

座長：飯沼 由嗣（金沢医科大学）

EL1 災害地支援としての感染対策
泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野/長崎大学病院 総合感染症科・感染制御

教育センター）

教育講演2 7月11日（金） 8：40～9：10 第1会場（ノース 1F G1）

座長：松本 哲哉（国際医療福祉大学医学部感染症学講座）

EL2 韓国における薬剤耐性菌の状況と感染制御のための戦略
Sunjoo Kim（Gyeongsang National University College of Medicine, Jinju, Korea）

教育講演3 7月11日（金） 9：20～9：50 第1会場（ノース 1F G1）

座長：青柳 哲史（東北大学大学院医学系研究科）

EL3 マスギャザリングと感染症
加來 浩器（防衛医科大学校 防衛医学研究センター）

教育講演4 7月11日（金） 10：00～10：30 第1会場（ノース 1F G1）

座長：荒岡 秀樹（虎の門病院）

EL4 難治例・超重症例を救うために：ガイドラインにない治療法の選択
中村 造（東京医科大学病院 感染制御部・感染症科）

教育講演5 7月11日（金） 10：40～11：10 第1会場（ノース 1F G1）

座長：前崎 繁文（埼玉医科大学）

EL5 真菌の惑星における人類と真菌の共存：感染症からアレルギー、新規健康障害まで
槇村 浩一（帝京大学 医真菌研究センター/帝京大学大学院医学研究科医真菌学）

教育講演6 7月11日（金） 13：50～14：20 第2会場（ノース 1F G2）

座長：塚田 弘樹（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

EL6 歯科診療における標準感染予防対策と環境整備の実際
太田 耕司（広島大学大学院 医系科学研究科 公衆口腔保健学）

教育講演7 7月11日（金） 14：30～15：00 第2会場（ノース 1F G2）

座長：木村 英恵（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター）

EL7 手指消毒薬の賢い選び方・使い方～スマートラビングの実践～
中川 博雄（長崎大学病院薬剤部）
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教育講演8 7月11日（金） 13：50～14：20 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：吉田 理香（東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 感染制御学）

EL8 病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS-02-2022を読み解く
堀 賢（順天堂大学大学院 医学研究科 感染制御科学）

教育講演9 7月11日（金） 14：30～15：00 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：小池 竜司（東京科学大学病院）

EL9 病院設計の観点からの感染制御の課題を概観する：将来のパンデミック対策を含む
筧 淳夫（工学院大学建築学部）

教育講演10 7月11日（金） 16：50～17：20 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：矢野 晴美（国際医療福祉大学）

EL10 血液培養ボトルの出荷制限に対する対応から血液培養の意義を再考する
池内 和彦（東京大学医学部附属病院 感染症内科）

教育講演11 7月12日（土） 8：20～8：50 第1会場（ノース 1F G1）

座長：松永 展明（国立健康危機管理研究機構国立国際医療センターAMR臨床リファレンスセンター）

EL11 下水疫学調査による感染症の流行実態把握と感染対策への活用
北島 正章（東京大学 大学院工学系研究科 国際下水疫学講座）

教育講演12 7月12日（土） 9：00～9：30 第1会場（ノース 1F G1）

座長：今村 顕史（がん・感染症センター都立駒込病院 感染症科）

EL12 地域包括ケアにおける感染管理 コロナ禍を越えて
高山 義浩（沖縄県立中部病院 感染症内科 地域ケア科）

教育講演13 7月12日（土） 9：40～10：10 第1会場（ノース 1F G1）

感染症トップぺーパー
座長：竹末 芳生（知多半島総合医療機構りんくう病院 感染症科）

EL13-1 感染症トップペーパー
本田 仁（藤田医科大学 微生物学講座・感染症科）

EL13-2 感染症・感染対策トップペーパー
森兼 啓太（山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

教育講演14 7月12日（土） 10：20～10：50 第1会場（ノース 1F G1）

座長：森屋 恭爾（東京医療保健大学）

EL14 オールハザードアプローチを考える
矢澤 知子（東京科学大学大学院医歯学総合研究科感染症健康危機管理学分野/東京科学大学感染症センター

（TCIDEA））
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教育講演15 7月12日（土） 11：00～11：30 第1会場（ノース 1F G1）

座長：迎 寛（長崎大学病院）

EL15 感染対策におけるDX応用の可能性～洗濯板から全自動洗濯機へ～
櫻井 隆之（NTT東日本関東病院 感染対策推進室）

教育講演16 7月12日（土） 14：10～14：40 第1会場（ノース 1F G1）

座長：佐々木淳一（慶應義塾大学医学部）

EL16 COVID-19パンデミックを経て、ER感染対策はどう変わるべきか？
森田 正則（堺市立総合医療センター 救命救急センター）

教育講演17 7月12日（土） 14：45～15：15 第1会場（ノース 1F G1）

座長：高山 和郎（東京大学病院）

EL17 第 8次医療計画から見た薬局におけるこれからの感染対策
藤村 茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科 臨床感染症学教室）

教育講演18 7月12日（土） 15：20～15：50 第1会場（ノース 1F G1）

座長：森下 奨太（鳥取大学医学部附属病院検査部）

EL18 感染対策に役立つCRE、CPEスクリーニング検査
口広 智一（公立那賀病院 臨床検査科）

教育講演19 7月12日（土） 14：10～14：40 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：岩﨑 博道（福井大学医学部附属病院）

EL19 ネズミ・ダニ・ノミ媒介性感染症に注意
忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学）

教育講演20 7月12日（土） 14：45～15：15 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：貫井 陽子（京都府立医科大学）

EL20 末梢静脈カテーテル関連感染症の現状と対策
安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科/一般社団法人日本血管内留置カテーテル研究協議

会）

教育講演21 7月12日（土） 15：20～15：50 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：松本 智成（大阪府結核予防会大阪複十字病院）

EL21 結核の最新のトピックスとガイドライン～診断から感染対策まで～
猪狩 英俊（千葉大学医学部附属病院 感染制御部）
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ベーシックレクチャー1 7月11日（金） 8：00～8：30 第2会場（ノース 1F G2）

座長：掛屋 弘（大阪公立大学大学院）

BL1 感染性呼吸器粒子（IRP）とエアロゾル感染対策の理解
加藤 英明（横浜市立大学附属病院 感染制御部/横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科）

ベーシックレクチャー2 7月11日（金） 8：40～9：10 第2会場（ノース 1F G2）

座長：石和田稔彦（千葉大学真菌医学研究センター）

BL2 小児病棟における感染管理の実際
中島 由佳（兵庫県立こども病院）

ベーシックレクチャー3 7月11日（金） 9：20～9：50 第2会場（ノース 1F G2）

座長：甲斐 美里（社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院）

BL3 医療施設における清掃の評価と改善
斉藤 麻里（東京慈恵会医科大学附属第三病院 感染制御室）

ベーシックレクチャー4 7月11日（金） 10：00～10：30 第2会場（ノース 1F G2）

座長：中村 敦（名古屋市立大学臨床感染制御学）

BL4 Clostridioides difficile 対策アップデート：正確な検査・診断から繋ぐ感染対策
大野 達也（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部/国際医療福祉大学大学院 臨床検査医学分野）

ベーシックレクチャー5 7月11日（金） 10：40～11：10 第2会場（ノース 1F G2）

座長：関 雅文（埼玉医科大学医学部 国際医療センター感染症科・感染制御科）

BL5 解説「第5版 レジオネラ症防止指針」
金城 武士（琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座）

ベーシックレクチャー6 7月11日（金） 15：50～16：20 第2会場（ノース 1F G2）

座長：大毛 宏喜（広島大学病院）

BL6 SSI 予防における最新知見
畑 啓昭（国立病院機構 京都医療センター 外科・感染制御部）

ベーシックレクチャー7 7月11日（金） 16：30～17：00 第2会場（ノース 1F G2）

座長：小澤 賀子（公益社団法人 日本看護協会 看護研修学校）

BL7 手指衛生の科学―現場に根づく行動変容をめざして
石井 幸（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 感染対策室）

ベーシックレクチャー8 7月11日（金） 13：50～14：20 第6会場（ノース 1F G6）

座長：勝平 真司（社会医療法人純幸会関西メディカル病院）

BL8 安全文化を醸成する取り組み～teamSTEPPSの活用～
美島 路恵（東京慈恵会医科大学附属病院）
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ベーシックレクチャー9 7月11日（金） 14：20～14：50 第6会場（ノース 1F G6）

座長：宮崎 泰斗（東邦大学医療センター大森病院）

BL9 針刺し・切創・汚染対策の基本と最新傾向～安全な医療現場を目指して～
網中眞由美（国立健康危機管理研究機構 国立看護大学校）

ベーシックレクチャー10 7月11日（金） 14：50～15：20 第6会場（ノース 1F G6）

座長：齋藤 紀先（弘前大学）

BL10 バンコマイシン耐性腸球菌（Vancomycin-resistant Enterococci：VRE）の基礎か
ら地域連携を含めた感染対策まで

宮﨑 博章（小倉記念病院 感染管理部）

ベーシックレクチャー11 7月12日（土） 8：20～8：50 第2会場（ノース 1F G2）

座長：宮崎 泰可（宮崎大学医学部内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野）

BL11 VAP/VAE対策
阿部亜矢子（地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立循環器・脳脊髄センター）

ベーシックレクチャー12 7月12日（土） 9：00～9：30 第2会場（ノース 1F G2）

座長：川名 明彦（防衛医科大学校名誉教授）

BL12 変貌する梅毒
市原 浩司（札幌中央病院 泌尿器科）

ベーシックレクチャー13 7月12日（土） 9：40～10：10 第2会場（ノース 1F G2）

座長：橋本 丈代（福岡大学病院）

BL13 急性期病院におけるCLABSI 予防対策：2022年改訂ガイドラインを踏まえて
富田 学（東邦大学医療センター大森病院 感染管理部）

ベーシックレクチャー14 7月12日（土） 10：20～10：50 第2会場（ノース 1F G2）

座長：安田 満（札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座）

BL14 CAUTI 対策
縣 智香子（東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野）

ベーシックレクチャー15 7月12日（土） 11：00～11：30 第2会場（ノース 1F G2）

サーベイランスデータの整理と図表の作り方
座長：藤田 烈（国際医療福祉大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学専攻）

BL15-1 地域連携で活かせる感染管理データの整理と可視化～J-SIPHEを用いて～
田島 太一（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター）

BL15-2 感染症アウトブレイク時のデータ整理と可視化
中下 愛実（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター 第一室/国立健康危機管

理研究機構 薬剤耐性研究センター 第四室）
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ベーシックレクチャー16 7月12日（土） 14：10～14：40 第2会場（ノース 1F G2）

座長：時松 一成（昭和医科大学医学部 内科学講座 臨床感染症学部門）

BL16 洗浄・消毒・滅菌
小野 和代（東京科学大学病院 看護部）

ベーシックレクチャー17 7月12日（土） 14：45～15：15 第2会場（ノース 1F G2）

座長：嵯峨 知生（秋田大学医学部附属病院）

BL17 薬剤耐性菌の感染対策
黒須 一見（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター/国立健康危機管理研究機

構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター）

ベーシックレクチャー18 7月12日（土） 15：20～15：50 第2会場（ノース 1F G2）

座長：大谷真理子（東邦大学医療センター大森病院 薬剤部/感染管理部）

BL18 疥癬に対する感染対策
和田 康夫（赤穂市民病院 皮膚科）

シンポジウム1 7月10日（木） 15：00～16：30 第5会場（ノース 1F G5）

【基本編】抗菌薬適正使用：何が適正で、何が不適正か？（中小病院の視点）
座長：村木 優一（京都薬科大学）

大曲 貴夫（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

SY1-1 できることから取り組む抗菌薬適正使用
望月 敬浩（静岡県立静岡がんセンター）

SY1-2 忙しい薬剤師のためのAST活動の極意！効率化と教育で築く3本の柱
澤田 真嗣（京都第二赤十字病院 薬剤部/感染管理室）

SY1-3 抗菌薬適正使用支援における看護師の役割
菅野みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

SY1-4 地方中核施設のAS活動～これまでの取り組みとこれから～
田邊 嘉也（新潟県立新発田病院）
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シンポジウム2 7月10日（木） 16：30～18：00 第5会場（ノース 1F G5）

【応用編】抗菌薬適正使用：何が適正で、何が不適正か？（特殊病態 or 多剤耐性菌への対応）
座長：池谷 修（慶應義塾大学病院）

田頭 保彰（東京科学大学大学院医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野）

SY2-1 薬剤師としてPAFや TDM等を通じて遭遇する、特殊病態や多剤耐性菌への対応
村上修太郎（地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 薬剤科・感染対策室/明

治薬科大学 公衆衛生・疫学教室）

SY2-2 救急・集中治療における抗菌薬の適正使用
添田 博（東京医科大学病院 薬剤部）

SY2-3 抗菌薬適正使用に微生物検査は本当に必要とされているのか？
山本 剛（大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座/大阪大学医学部附属病院感

染制御部）

SY2-4 特殊病態における抗菌薬適正使用の再定義―個別性と時間軸を踏まえた戦略的判断
笠原 敬（奈良県立医科大学 感染症内科学講座）

シンポジウム3 7月10日（木） 15：00～16：30 第6会場（ノース 1F G6）

新生児感染予防研究会合同企画 NICUにおけるブドウ球菌について再度考える
座長：大城 誠（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

高野八百子（慶應義塾大学病院）

SY3-1 NICUにおけるブドウ球菌対策 総論～NICUにおける感染予防と管理のための勧告：
黄色ブドウ球菌CDC2020～

堀越 裕歩（東京都立小児総合医療センター 総合診療部 感染症科、免疫科/東京都立小児総合医療センター
小児感染症センター）

SY3-2 POT法を用いたNICUにおけるMRSAクローン伝播の可視化とアラート連動対策の
実際

遠山 雄大（順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防対策室/順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・
思春期科）

SY3-3 NICUにおけるMRSAアウトブレイクの終息と感染予防管理体制の構築・継続
豊留 有香（名古屋大学医学部附属病院 看護部感染対策）

SY3-4 NICUにおけるブドウ球菌対策～全国NICUアンケート調査結果を踏まえて～
齊藤 明子（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）
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シンポジウム4 7月10日（木） 16：30～18：00 第6会場（ノース 1F G6）

特定行為を活用したカテーテル感染対策
座長：金城 真一（滋賀医科大学医学部附属病院）

渋谷 智恵（公益社団法人日本看護協会看護研修学校）

SY4-1 栄養管理に係るカテーテル管理関連研修を活用したPICCチーム活動とカテーテル管理
の向上

佐々木優子（地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院）

SY4-2 VAD管理の質向上に貢献する！ 特定行為研修修了者の挑戦
新居田敦子（医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 看護部）

SY4-3 特定行為実践者のスキルを活かした感染管理担当者の中心静脈カテーテル感染予防活
動～中心静脈カテーテル挿入から抜去まで～

戸塚美愛子（藤枝市立総合病院 医療安全・感染管理センター 感染管理室）

SY4-4 感染管理認定看護師が特定行為として関わる血管内カテーテル管理の実践とその効果
中川 祐介（滋賀県立総合病院 看護部 兼 感染管理室）

シンポジウム5 7月10日（木） 15：00～16：30 第7会場（ノース 1F G7）

進化する劇症型A群溶連菌感染症
座長：阿戸 学（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所）

吉澤 定子（東邦大学医学部）

SY5-1 劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症の疫学に関するアップデート
神垣 太郎（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症サーベイランス研究部）

SY5-2 劇症型レンサ球菌感染症の病態解明に向けた臨床-基礎共同研究
竹本 訓彦（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 感染症制御研究部）

SY5-3 劇症型A群レンサ球菌感染症の臨床的特徴～国内外における動向を踏まえて～
吉澤 定子（東邦大学医学部 臨床検査医学講座/東邦大学医学部 微生物・感染症学講座/東邦大学医療セン

ター大森病院 臨床検査部）

SY5-4 病院内、特に入院病棟におけるA群溶連菌感染症の感染対策について
羽山ブライアン（公益財団法人がん研究会 がん研有明病院）
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シンポジウム6 7月10日（木） 16：30～18：00 第7会場（ノース 1F G7）

創薬促進に向けた新しい潮流
座長：松本 哲哉（国際医療福祉大学医学部感染症学講座）

高橋義三郎（Meiji Seikaファルマ株式会社）

SY6-1 なぜ感染症の創薬促進が必要なのか。～日本における感染症創薬の現状と課題、その解
決策～

俵木 保典（ヤスビオファーマ・コンサルティング）

SY6-2 感染症創薬はなぜハードルが高いのか
山野 佳則（塩野義製薬 創薬疾患研究所）

SY6-3 感染症創薬を政策として推進するために―シンクタンクの視点から
河野 結（日本医療政策機構/AMRアライアンス・ジャパン）

SY6-4 感染症創薬支援の現状―創薬ブースター事業におけるアカデミア創薬研究支援活動につ
いて―

藤江 昭彦（日本医療研究開発機構 創薬事業部 創薬企画・評価課 東日本統括グループ）

シンポジウム7 7月10日（木） 15：00～16：30 第8会場（ノース 1F G8）

抗酸菌症をめぐる最近の話題
座長：長谷川直樹（慶應義塾大学医学部感染症学）

御手洗 聡（結核予防会結核研究所）

SY7-1 非結核性抗酸菌症の最新の疫学動向
南宮 湖（慶應義塾大学医学部 感染症学教室/慶應義塾大学病院 感染制御部/慶應義塾大学病院 臨床感染

センター）

SY7-2 迫る非結核性抗酸菌症の脅威：検査と診断基準のアップデート
山本 千恵（京都第二赤十字病院/京都府立医科大学 感染制御・検査医学）

SY7-3 非結核性抗酸菌の感染源：浴室と自然環境
森本 耕三（複十字病院 呼吸器センター）

SY7-4 非結核性抗酸菌感染症に対する宿主反応
梶原 千晶（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

SY7-5 M. abscessus subsp. massiliense の院内感染の実態と感染経路に関する検証
小宮 幸作（大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座）
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シンポジウム8 7月10日（木） 16：30～18：00 第8会場（ノース 1F G8）

分子疫学を用いた感染対策の実際
座長：松村 康史（京都大学医学部附属病院）

上蓑 義典（慶應義塾大学医学部）

SY8-1 分子疫学的根拠に基づいた効率的な院内感染対策のための菌株全ゲノム解析タイムリー
フィードバック手法とその可能性

青木弘太郎（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

SY8-2 全塩基配列決定で明らかになった薬剤耐性緑膿菌の伝播要因に基づく対策―PFGEに
よる多剤耐性緑膿菌対策からの転換―

窪田 志穂（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 看護部 院内感染管理室）

SY8-3 ESBL産生菌の院内伝播の実態解明と感染対策
津田 裕介（京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学/京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

SY8-4 MRSAにおけるPOT法を用いた院内感染対策
中家 清隆（大阪公立大学医学部附属病院 中央臨床検査部/大阪公立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学）

シンポジウム9 7月11日（金） 15：40～17：10 第3会場（ノース 1F G3）

感染対策に求められる微生物検査室とのコミュニケーション
座長：菅原えりさ（一般社団法人感染防止教育センター）

安藤 隆（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

SY9-1 “気づき”から始まる感染対策―微生物検査室の声をどう届けるか―
加地 大樹（国保君津中央病院 医療技術局臨床検査科）

SY9-2 医師と微生物検査室との緊密なコミュニケーションは良質な感染管理に不可欠である
井口 光孝（愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 感染症内科）

SY9-3 コミュニケーションが成果を生む：感染制御看護師が微生物検査室と進める感染制御の
実践例

西川美由紀（日本赤十字社医療センター 感染管理室）

SY9-4 感染対策における薬剤部と臨床検査部とのコミュニケーション事例の紹介
浜田 幸宏（高知大学医学部附属病院 薬剤部）

シンポジウム10 7月11日（金） 8：00～9：30 第4会場（ノース 1F G4）

がん・移植患者へのワクチン接種推進の取り組みの実際
座長：冲中 敬二（国立がん研究センター東病院 感染症科）

原田 壮平（東邦大学医学部）

SY10-1 がん患者に対するワクチン接種について がん研有明病院での取り組みも交えて
羽山ブライアン（公益財団法人がん研究会 がん研有明病院）

SY10-2 造血幹細胞移植患者のワクチン
冲中 敬二（国立がん研究センター東病院 感染症科/国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科）

SY10-3 固形臓器移植患者におけるワクチン接種
大澤 良介（亀田総合病院 感染症内科）
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シンポジウム11 7月11日（金） 9：50～11：20 第4会場（ノース 1F G4）

災害時の病院、薬局における抗菌薬適正使用の考え方と実践
座長：西 圭史（日本大学薬学部薬剤師教育センター）

由良 温宣（有限会社 由良薬局）

SY11-1 平時から考える災害時の抗菌薬適正使用と感染対策
黒田 雅子（有限会社 黒田薬局）

SY11-2 大規模災害時における抗菌薬適正使用と薬剤師の役割
川島 裕明（京都第二赤十字病院 薬剤部）

SY11-3 災害時に継続する抗菌薬適正使用～薬剤師の出向を通じた「ヒト」の育成と地域連携～
多賀 允俊（金沢医科大学病院 薬剤部/金沢医科大学病院 感染制御室）

SY11-4 災害時の抗微生物薬適正使用 有事にできること、平時から取り組むべきこと
川村 英樹（鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座/鹿児島大学病院 感染制御部）

シンポジウム12 7月11日（金） 15：40～17：10 第4会場（ノース 1F G4）

国際感染症を整理する
座長：氏家 無限（国立健康危機管理研究機構）

忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学）

SY12-1 日本で診る寄生虫症を含めた熱帯感染症を整理する
中村（内山）ふくみ（東京都立墨東病院 感染症科）

SY12-2 高病原性ウイルス感染症の脅威と対策
加藤 康幸（国際医療福祉大学成田病院 感染症科）

SY12-3 パンデミック後の新興感染症対策と国際連携
森岡慎一郎（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター 国際感染症対策室）

SY12-4 耐性菌問題を含めた国際的な感染症対策の展望
掛屋 弘（大阪公立大学大学院 医学研究科 臨床感染制御学）

シンポジウム13 7月11日（金） 8：00～9：30 第5会場（ノース 1F G5）

東京VS大阪：大都市における感染対策の戦略を考える
座長：三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

大毛 宏喜（広島大学病院）

SY13-1 東京都における感染症危機管理ネットワークの構築―東京 iCDCの役割と活動
賀来 満夫（聖マリアンナ医科大学/東京感染症対策センター（東京 iCDC））

SY13-2 大阪における感染症危機インテリジェンス組織の確立；地衛研からの挑戦
朝野 和典（大阪健康安全基盤研究所）

SY13-3 国立健康危機管理研究機構の役割
四柳 宏（国立健康危機管理研究機構/東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野）

SY13-4 特別発言
舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）
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シンポジウム14 7月11日（金） 13：50～15：20 第5会場（ノース 1F G5）

CRE、CPEの院内伝播と感染対策
座長：川西 史子（大阪医科薬科大学病院）

高山 陽子（北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部門 感染制御学）

SY14-1 CPE収束の は手指衛生と清掃だった当院の取り組み
千葉 均（千葉大学医学部附属病院 感染制御部）

SY14-2 シンクからの IMP型メタロβラクタマーゼ産生 K. pneumoniae（CPE）検出事例
から得られた教訓

安藤 大介（宮崎大学医学部附属病院 感染制御部）

SY14-3 CRE、CPEにおける感染対策の限界と課題解決を微生物検査室の立場から考える
石松 昌己（川崎医科大学総合医療センター 中央検査部/川崎医科大学総合医療センター 院内感染対策室/川

崎医科大学附属病院 中央検査部）

SY14-4 CPEアウトブレイクを契機とした環境除菌を含む多層的感染対策の実践ならびに検
証

大塚 健悟（日本鋼管病院 呼吸器内科/川崎市立川崎病院 呼吸器内科）

シンポジウム15 7月11日（金） 15：40～17：10 第5会場（ノース 1F G5）

アウトブレイク時の環境培養の実際と活用
座長：村上日奈子（東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部）

須田那津美（宮城県立こども病院）

SY15-1 環境培養検査の工夫と実践―目的菌を見逃さないために―
村上日奈子（東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 感染管理部）

SY15-2 MDRAアウトブレイクを経験して～環境培養の実際～
浅原 美和（帝京大学医学部附属病院 中央検査部）

SY15-3 環境培養を活用したCPE伝播対策
小林 広和（日本大学医学部附属板橋病院）

SY15-4 環境培養結果を活用した感染対策～ICDの立場から～
平井 潤（日本医科大学千葉北総病院 感染制御部）
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シンポジウム16 7月11日（金） 8：00～9：30 第6会場（ノース 1F G6）

次世代 ICNの育成を考える
座長：中澤 靖（東京慈恵会医科大学）

中谷 佳子（聖マリアンナ医科大学病院）

SY16-1 教員の立場から
黒木 利恵（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）

SY16-2 次世代 ICNの育成を考える～ICNを経験した看護管理者の立場から～
松島 由実（社会医療法人畿内会 岡波総合病院 看護部）

SY16-3 特定機能病院におけるCNICの育成に関する現状と課題
深尾亜由美（岐阜大学医学部附属病院 看護部）

SY16-4 中規模病院における人材育成の取り組み―日常から育む次世代 ICNの芽―
目崎 恵（新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院）

シンポジウム17 7月11日（金） 9：50～11：20 第6会場（ノース 1F G6）

Diagnostic Stewardship：微生物検査の“落とし穴”
座長：佐野加代子（横浜市立大学附属病院）

渋江 寧（横浜市立みなと赤十字病院感染症科）

SY17 すべての医療従事者に伝えたい微生物検査の“落とし穴”「検査前プロセス、検査プロセ
ス、検査後プロセス」

黒川 正美（国立国際医療センター 中央検査部門）
鷲尾 洋平（日本医科大学付属病院 臨床検査部）
大柳 忠智（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査技術部）

シンポジウム18 7月11日（金） 15：40～17：10 第6会場（ノース 1F G6）

消毒薬適正使用を再考する
座長：北原 隆志（山口大学医学部附属病院薬剤部）

西村 信弘（国際医療福祉大学福岡薬学部）

SY18-1 薬剤師の視点で見直す消毒薬～消毒薬評価指針の ICTでの活用～
今村 政信（長崎大学病院 薬剤部）

SY18-2 紫外線照射による環境殺菌の活用
森 美菜子（広島大学病院 感染制御部）

SY18-3 雑品では済まされない！消毒薬適正使用：チームで挑む、多様な課題への実践的アプ
ローチ

下平 智秀（東京医科大学病院 感染制御部/東京医科大学病院 薬剤部/昭和医科大学大学院 薬学研究科 衛
生薬学分野）

SY18-4 多職種協働で行う消毒薬の適正使用
太田 悦子（大阪大学医学部附属病院 感染制御部）
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シンポジウム19 7月11日（金） 8：00～9：30 第7会場（ノース 1F G7）

開業医の視点で考えるHIV診療
座長：吉田 正樹（新橋南桜パーククリニック）

柳沢 如樹（柳沢クリニック）

SY19-1 開業医がHIV診療する上での問題点・課題について
吉田 正樹（新橋南桜パーククリニック）

SY19-2 クリニックでHIV診療をするメリット・デメリット～クリニック・患者それぞれの
視点から～

佐藤 昭裕（KARADA内科クリニック）

SY19-3 小規模クリニックにおけるHIV診療の実際
柳沢 如樹（柳沢クリニック）

SY19-4 歯科診療所におけるHIV陽性者診療の現状
蛯名 勝之（エビナ歯科医院）

シンポジウム20 7月11日（金） 9：50～11：20 第7会場（ノース 1F G7）

空調・換気の評価と改善（施設部門との連携）
座長：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

古谷 直子（亀田総合病院）

SY20-1 様々な施設における換気の評価や対策
齋藤 彰（公益財団法人宮城県結核予防会）

SY20-2 換気の重要性に関して
田辺 新一（早稲田大学創造理工学部 建築学科）

SY20-3 ウイルス飛沫シミュレーションと機械学習による室内感染予測システムの開発
山川 勝史（京都工芸繊維大学）

SY20-4 感染対策を考えた換気への取り組み
遠藤 史郎（東北医科薬科大学 医学部 感染症学教室）

シンポジウム21 7月11日（金） 13：50～15：30 第7会場（ノース 1F G7）

最新のリーダーシップ論を感染制御の現場に活用する
座長：小野 和代（東京科学大学病院 看護部）

荒岡 秀樹（虎の門病院）

SY21-1 感染制御に役立つリーダーシップ論
髙岡明日香（ジョージ・ワシントン大学/グロービス経営大学院）

SY21-2 ICN の立場から考える、リーダーシップの理想と現実
平松 玉江（国際医療福祉大学成田病院 感染制御部）

SY21-3 ICD の立場から考える、リーダーシップの理想と現実
岡本 耕（東京科学大学統合臨床感染症学分野）



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－48－

シンポジウム22 7月11日（金） 15：40～17：10 第7会場（ノース 1F G7）

医療関連感染のリスク評価と改善のプロセス
座長：八木 哲也（名古屋大学）

坂木 晴世（国際医療福祉大学大学院）

SY22-1 医療関連感染症の状況把握と改善に向けたアプローチ
森岡 悠（名古屋大学医学部附属病院 中央感染制御部）

SY22-2 透析関連感染対策
坪根 淑恵（JCHO下関医療センター 感染管理部/透析関連感染サーベイランス研究会 DSN-J）

SY22-3 薬剤耐性菌対策
下川 結花（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院）

SY22-4 手術部位感染のリスク評価と改善のプロセス
新改 法子（青森県立保健大学 健康科学部 看護学科）

シンポジウム23 7月11日（金） 9：50～11：20 第8会場（ノース 1F G8）

感染管理に役立つシンプル疫学・統計学
座長：土田 敏恵（兵庫医科大学）

藤田 烈（国際医療福祉大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学専攻）

SY23-1 AST活動結果の分析と報告のポイント
松永 展明（国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター）

SY23-2 今日から使える！感染対策のためのアンケート調査・分析のコツ
内海 桃絵（京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）

SY23-3 アウトブレイク調査データのまとめかた
山岸 拓也（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第四室）

シンポジウム24 7月11日（金） 8：00～9：30 第9会場（ノース 3F G303+G304）

感染対策の視点での内視鏡管理の実際
座長：堤 武也（東京大学医学部附属病院）

美島 路恵（東京慈恵会医科大学附属病院）

SY24-1 定期的な内視鏡培養検査を踏まえた適切な内視鏡洗浄・保管の検討
大木 大輔（東京大学医学部附属病院 感染制御部）

SY24-2 JCI 基準に基づく内視鏡管理とトレーサビリティの実践
小松﨑真理（順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 内視鏡室）

SY24-3 内視鏡洗浄業務の中央化における運用・連携と教育の実際
豊留 有香（名古屋大学医学部附属病院 看護部感染対策）

SY24-4 内視鏡検査における感染対策の実際センター内の導線、スコープ洗浄・消毒・保管の
品質管理

小林由美江（日本赤十字社栃木県支部 足利赤十字病院）
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シンポジウム25 7月11日（金） 9：50～11：20 第9会場（ノース 3F G303+G304）

“カテーテル関連感染症ゼロ”を目指して
座長：塚田 真弓（東邦大学医療センター大森病院 感染管理部）

古賀 道子（東京大学医科学研究所）

SY25-1 海外のカテーテル関連感染症ゼロを目指した取り組み
小林 勇仁（東京医科大学病院 感染制御部・感染症科）

SY25-2 多職種連携チーム協働介入によるVAP発生0を目指した取り組み
松澤真由子（東京慈恵会医科大学附属病院）

SY25-3 ゼロを目指して：CRBSI 予防における多角的対策の実践と成果
中川 佳子（金沢医科大学病院）

SY25-4 カテーテル関連血流感染症ゼロへの挑戦：基本の徹底とバンドルアプローチの実践
安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科/一般社団法人日本血管内留置カテーテル研究協

議会）

シンポジウム26 7月11日（金） 8：00～9：30 第10会場（ノース 3F G302）

Asian Network for Infection Prevention and Control（APCCMI）
座長：Piroon Mootsikapun（Division of Infectious Disease and Tropical Medicine, Department of

Medicine, Khon Kaen University, Thailand）
栁原 克紀（長崎大学）

SY26-1 Role of the microbiology laboratory in Infection Control
Mi-Na Kim（Department of Laboratory Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College

of Medicine, Seoul, Korea）

SY26-2 Infection Prevention and Control in Taiwan：Turning Crisis into Opportunity
Yee-Chun Chen（National Institute of Infectious Diseases and Vaccinology, National Health Re-

search Institutes, Taiwan/Department of Medicine, National Taiwan University,
College of Medicine, Taiwan/Division of Infectious Diseases, Department of In-
ternal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan）

SY26-3 Confronting the Multidrug-Resistant Pathogen Crisis：Thailand’s Experi-
ence and Regional Priorities

Romanee Chaiwarith（Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand）

SY26-4 Building up the IPC Program
Moi Lin Ling（Singapore General Hospital, Singapore）
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シンポジウム27 7月11日（金） 9：40～11：20 第10会場（ノース 3F G302）

Klebsiella pneumonia：A dangerous bacteria in AMR and virulence
座長：土井 洋平（藤田医科大学）

櫻井 亜樹（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

SY27-1 General characteristics of Klebsiella pneumoniae infections and the cur-
rent situation in Japan

原田 壮平（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

SY27-2 Invasive Klebsiella pneumoniae liver abscess syndrome in Taiwan：Clinical
and microbiological characteristics

Feng-Yee Chang（Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Tri-Service General Hos-
pital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan）

SY27-3 Unveiling the Silent Threat：Klebsiella pneumoniae infections in the Philip-
pines―The Need for More Research and Action

Christian N. Francisco（National Institutes of Health - University of the Philippines Manila/The
Philippine General Hospital）

SY27-4 CR-hvKP and hv-CRKP：the similarity and the difference
Minggui Wang（Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, China）

シンポジウム28 7月11日（金） 15：40～17：10 第10会場（ノース 3F G302）

MRSA感染症との対峙：現状と将来展望
座長：光武耕太郎（埼玉医科大学国際医療センター）

山口 哲央（東邦大学）

SY28-1 MRSA感染症の現状と課題
上原 由紀（順天堂大学院医学研究科 臨床病態検査医学/総合診療科学）

SY28-2 遺伝子解析によるMRSAの迅速検出と分子疫学的アプローチ
賀来 敬仁（長崎大学病院 臨床検査科/長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野）

SY28-3 病原性から見るMRSAの進化：MRSAの生存戦略と感染対策のヒント
山口 哲央（東邦大学 微生物・感染症学講座）

SY28-4 MRSA感染対策の新展開
池田しのぶ（東北大学病院 感染管理室）
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シンポジウム29 7月11日（金） 8：00～9：30 第11会場（ノース 3F G301）

古くて新しいファージ療法Part I
座長：山岸 由佳（高知大学医学部臨床感染症学講座）

山岸 義晃（大阪大学医学部附属病院）

SY29-1 眼感染症治療へのファージ療法の応用の展望
福田 憲（高知大学医学部 眼科学講座）

SY29-2 原発性硬化性胆管炎に対する腸内細菌を標的とした新規治療法の開発
中本 伸宏（慶應義塾大学医学部 消化器内科）

SY29-3 メタゲノム解析を基盤とした腸内共生病原菌に対するファージ療法の開発
藤本 康介（大阪公立大学大学院医学研究科 ゲノム免疫学/東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析セン

ター メタゲノム医学分野）

SY29-4 本邦における個別化ファージ療法の準備状況と課題
早川佳代子（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター）

シンポジウム30 7月11日（金） 9：50～11：20 第11会場（ノース 3F G301）

古くて新しいファージ療法Part II
座長：岩野 英知（酪農学園大学）

崔 龍洙（自治医科大学）

SY30-1 ファージ療法のタイプ別の特徴と技術的課題
常田 聡（早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科/早稲田大学 総合研究機構 ファージセラピー研究所）

SY30-2 本邦におけるファージセラピーの臨床応用に向けた研究開発動向
安藤 弘樹（株式会社Arrowsmith）

SY30-3 ファージの抗菌治療効果を高めるために「宿主域」を再考する
氣駕恒太朗（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 治療薬開発研究部）

SY30-4 Mycobacterium abscessus に対するエンドライシンの可能性
山田 景土（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

シンポジウム31 7月11日（金） 13：50～15：20 第11会場（ノース 3F G301）

災害時BCPにおける感染対策
座長：高山 和郎（東京大学病院）

川村 英樹（鹿児島大学）

SY31-1 東日本大震災の経験から学ぶ医療機関における災害時感染対策の実践と教訓 感染対
策は継続医療の要～災害BCPと現場実践の融合を目指して～

西條 美恵（日本赤十字社 石巻赤十字病院 感染管理室）

SY31-2 熊本地震後の熊本大学病院の取り組み 平時の備えの難しさ
藤本 陽子（熊本大学病院 感染制御部）

SY31-3 能登半島地震の経験をふまえた災害時BCPにおける感染対策の考え方について
野田 洋子（金沢医科大学病院 医療安全部 感染制御室）

SY31-4 被災地域全体におけるBCP
横地 仁美（市立輪島病院）
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シンポジウム32 7月11日（金） 9：50～11：20 第12会場（ノース 4F G403+G404）

委託業者と取り組む感染対策
座長：陶山明日香（板橋中央総合病院）

加藤由紀子（医療法人三九会 三九朗東リハビリテーション病院）

SY32-1 委託業者と取り組む感染対策―新型コロナウイルス感染症パンデミックを契機とした
委託事務職員との感染対策の連携強化とその実際―

桃井 祐子（地方独立行政法人 東京都立病院機構 がん・感染症センター都立駒込病院 ICT）

SY32-2 外部委託給食職員への感染対策教育
江崎 祐子（久留米大学医療センター ICT）

SY32-3 洗濯業者・産業廃棄物処理業者との協力体制の構築
小美野 勝（埼玉県済生会加須病院）

SY32-4 委託業者と取り組む中央材料室での感染対策
細田 清美（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院）

シンポジウム33 7月11日（金） 13：50～15：20 第12会場（ノース 4F G403+G404）

抗菌薬不足ならびにアレルギー時の代替薬の考え方と実践
座長：松元 一明（慶應義塾大学 薬学部 薬効解析学講座）

酒井 義朗（久留米大学病院 薬剤部）

SY33-1 抗菌薬不足時の代替薬選択と実践
浦上 宗治（佐賀大学医学部附属病院 感染制御部）

SY33-2 抗菌薬アレルギーの診断と治療
髙城 一郎（宮崎大学医学部附属病院 感染制御部）

SY33-3 それ本当に抗菌薬アレルギーなのか？アレルギー誤登録された患者のデラベリングの
取り組み

石川 和宏（江戸川病院 感染制御部）

SY33-4 抗菌薬アレルギー時の代替薬選択
茂見 茜里（鹿児島大学病院 薬剤部）
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シンポジウム34 7月12日（土） 14：10～15：40 第3会場（ノース 1F G3）

AMR対策としてのワンヘルス・アプローチを考える
座長：具 芳明（東京科学大学大学院医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野）

金森 肇（金沢大学医薬保健研究域医学系感染症科学・臨床検査医学）

SY34-1 医療における薬剤耐性ワンヘルス
金森 肇（金沢大学医薬保健研究域医学系感染症科学・臨床検査医学）

SY34-2 One Health アプローチによる生産動物由来薬剤耐性菌の実態把握とその対策
臼井 優（酪農学園大学獣医学群 食品衛生学ユニット）

SY34-3 「AMR対策としてのワンヘルス・アプローチを考える」―伴侶動物獣医師の立場か
ら―

村田 佳輝（むらた動物病院/東京農工大学 農学部附属 感染症未来疫学研究センター/VICA 獣医臨床感染
症研究会）

SY34-4 環境水・医療排水中に内在する薬剤耐性菌及び抗菌薬の実態と不活化法の開発
東 剛志（大阪医科薬科大学大学院薬学研究科/大阪大学感染症総合教育研究拠点（CiDER））

シンポジウム35 7月12日（土） 10：10～11：40 第4会場（ノース 1F G4）

新興感染症～パンデミックに備えた感染症危機管理オペレーション～
座長：齋藤 智也（国立健康危機管理研究機構）

安達 英輔（東京大学医科学研究所 附属病院感染免疫内科・感染制御部）

SY35-1 感染症健康危機発生に備えた国レベルでの取組み
関 なおみ（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター 危機管理総括部）

SY35-2 医療データベースの活用による我が国のCOVID-19施策への貢献と反省：泥縄式対
応から科学的な準備へ

野田 龍也（関西医科大学 メディカルデータサイエンス講座/奈良県立医科大学 公衆衛生学講座）

SY35-3 エムポックスの現在～Neglected と Emerging の 間で
城戸 康年（大阪公立大学大学院医学研究科ウイルス学/寄生虫学）

SY35-4 新興感染症に対する抗微生物薬開発の課題
齋藤 翔（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）
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シンポジウム36 7月12日（土） 14：10～15：40 第4会場（ノース 1F G4）

対話とデータで導く感染対策～ガイドラインと現場の狭間で
座長：内海 桃絵（京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）

太田 悦子（大阪大学医学部附属病院 感染制御部）

SY36-1 ガウン・手袋、ちゃんと着けてる？～現場のリアルから生まれた接触予防の導入～
大迫ひとみ（兵庫県立尼崎総合医療センター 感染対策課）

SY36-2 “救う”と“守る”の両立 ICU・救命救急における感染対策のジレンマ
大嶋 圭子（群馬大学医学部附属病院 看護部）

SY36-3 「風邪ウイルスも隔離する？」当院の血液疾患患者の対策の現状と課題
金沢 陽子（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター）

SY36-4 「正しさ」や「べき論」で人の心は動かせない CDI 対策はコミュニケーションから
新井まゆ子（地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター）

シンポジウム37 7月12日（土） 10：10～11：40 第5会場（ノース 1F G5）

組織で取り組むアウトブレイクの収束方法
座長：八木 哲也（名古屋大学）

島田 智恵（国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センター第1室）

SY37-1 プロセス指標の達成に向けて改善に取り組んだ多剤耐性アシネトバクター多発事例対
応

有村 尚子（鹿児島大学病院 感染制御部）

SY37-2 現場主導と情報共有で早期収束につながった薬剤耐性菌アウトブレイク対応の組織的
実践

枡田美加子（橋本市民病院）

SY37-3 CRE（NDM型）アウトブレイクの経験～収束に向けて、そして繰り返さないための
取組み～

石井美千代（平塚市民病院 感染管理センター）

SY37-4 クラスター収束までの取り組みと課題
崎田 大輔（社会医療法人財団池友会 福岡和白病院）
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シンポジウム38 7月12日（土） 14：10～15：40 第5会場（ノース 1F G5）

医療機関と行政で感染症対策強化!一緒にやったら最強コミュニティ
座長：多屋 馨子（神奈川県衛生研究所）

宮田 貴紀（JCHO 埼玉メディカルセンター）

SY38-1 全国保健所長会協力事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業班」の
活動

近内美乃里（神奈川県鎌倉保健福祉事務所）

SY38-2 行政と取り組む感染対策の課題―感染対策向上加算1施設の ICNの立場から―
前多 香（公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 感染対策室）

SY38-3 地方衛生研究所所属の感染管理認定看護師が、医療機関と行政機関の連携による感染
対策の強化について考える

中村貴枝子（東京都健康安全研究センター）

SY38-4 新興・再興感染症発生等想定訓練の経験から
三﨑 貴子（川崎市健康安全研究所）

シンポジウム39 7月12日（土） 8：20～9：50 第6会場（ノース 1F G6）

リンクスタッフの効果的な活用事例
座長：富樫 ふみ（国家公務員共済組合連合会東北公済病院）

三浦 美穂（久留米大学病院 感染制御部）

SY39-1 リンクナース活動からの学び～リンクナースの成長、CNICの成長、そして病院の成
長へ～

橋本 渚（社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会千里病院）

SY39-2 感染リンクナースを活用した感染対策の推進と育成支援
大原 みお（横浜市立みなと赤十字病院）

SY39-3 リンクナース経験のない看護師と取り組んだ活動～次世代のリンクナース育成を目指
して～

平馬 知実（順天堂大学医学部附属静岡病院 医療安全推進センター 感染対策室）

SY39-4 リンクスタッフがいてこそ成り立つ業務改善、わたしの鵜の目鷹の目大作戦
廣瀬 茂雄（近畿大学病院 安全管理センター 感染対策部）
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シンポジウム40 7月12日（土） 10：10～11：40 第6会場（ノース 1F G6）

感染対策に貢献する医師の育成
座長：山本 善裕（富山大学附属病院）

千酌 浩樹（鳥取県立中央病院）

SY40-1 ICN の立場から～医師とのチーム活動の構築について考える～
上灘 紳子（鳥取大学医学部附属病院 看護部/鳥取大学医学部附属病院 感染制御部）

SY40-2 感染制御の現場で活躍する医師の育成
中田 浩智（熊本大学病院 感染制御部/熊本大学 感染症対応実践学寄附講座）

SY40-3 感染対策の卒前教育と ICDの育成
中澤 靖（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

SY40-4 感染制御で役に立つ公衆衛生上の視点
山岸 拓也（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第四室）

シンポジウム41 7月12日（土） 14：10～15：40 第6会場（ノース 1F G6）

薬剤師が関わる次世代の感染制御：求められる活動とエビデンス
座長：添田 博（東京医科大学病院）

小野寺直人（岩手医科大学）

SY41-1 未来に向けた ICT・ASTの薬剤師の新しい試みを考える
浜田 幸宏（高知大学医学部附属病院 薬剤部）

SY41-2 薬剤師が介入する外科周術期感染管理活動
高橋 佳子（兵庫医科大学病院 薬剤部）

SY41-3 ワクチン接種プログラムに関わる薬剤師活動
舟越 亮寛（亀田総合病院 薬剤部/医療法人鉄蕉会医療管理本部 薬剤管理部）

SY41-4 薬剤師に求められるこれからの感染対策地域連携とは
千葉 博暁（東北公済病院 薬剤科）

シンポジウム42 7月12日（土） 8：20～9：50 第7会場（ノース 1F G7）

感染防止の視点から病院清掃を再考する
座長：四宮 聡（箕面市立病院）

大石 貴幸（済生会横浜市東部病院 TQMセンター）

SY42-1 環境用洗浄消毒剤の特徴と効果
中村 尚良（日華化学株式会社 界面科学研究所）

SY42-2 トイレ清掃時汚染物曝露の実態と感染防止対策
大槻 和弘（ワタキューセイモア株式会社 メディカル営業本部 請負事業部）

SY42-3 「捨てたい瞬間」に応える環境的“しかけ”を取り入れた注射針廃棄行動の改善
佐武 多恵（金沢大学附属病院 感染制御部/金沢大学附属病院 看護部）

SY42-4 清掃から院内感染減少を目指す
塚田 真弓（東邦大学医療センター大森病院）
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シンポジウム43 7月12日（土） 10：10～11：40 第7会場（ノース 1F G7）

Diagnostic Stewardship：その検査、本当に役立っていますか？
座長：長尾 美紀（京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

栁原 克紀（長崎大学）

SY43-1 感染対策に関連する検査の疑問や検査部への要望～ICNの立場から～
植村 明美（京都大学医学部附属病院 感染制御部・看護部）

SY43-2 検査して終わりにしない、“本当に”感染対策に役立つ検査のための工夫
清祐麻紀子（九州大学病院 検査部/九州大学病院 グローバル感染症センター）

SY43-3 診断と感染対策に役立つ検査を考える
佐々木雅一（東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部）

SY43-4 感染対策目的の微生物検査におけるDiagnostic Stewardship の視点と展望
加勢田富士子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野/長崎大学病院 臨床検査科/検査

部）

シンポジウム44 7月12日（土） 14：10～15：40 第7会場（ノース 1F G7）

注目される感染症・感染制御研究
座長：山本 和子（琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座）

中村 茂樹（東京医科大学 微生物学分野）

SY44-1 性感染症
安田 満（札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座）

SY44-2 カンジダ・アウリス：WHOや世界で注目されている多剤耐性真菌の脅威
石金 正裕（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

SY44-3 臨床に近いバイオフィルム研究の最近の話題
竹村 弘（聖マリアンナ医科大学 微生物学講座/聖マリアンナ医科大学病院 感染制御部）

SY44-4 呼吸器感染症の病院内アウトブレイク予防へのアプローチ―呼吸器症候群サーベイラ
ンスと症状スクリーニングの複合戦略CARES（ケアーズ）の開発と今後の展望―

高山 直樹（独立行政法人国立病院機構天竜病院 感染対策室）

シンポジウム45 7月12日（土） 8：20～9：50 第8会場（ノース 1F G8）

高齢者・介護施設における感染対策支援
座長：川上 和美（川崎市立看護大学大学院看護学研究科 基盤看護学分野 感染看護学領域）

高城由美子（北里大学看護キャリア開発・研究センター）

SY45-1 高齢者・介護施設における感染対策の課題と展望
川村 英樹（鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座/鹿児島大学病院 感染制御部）

SY45-2 千葉県の介護老人保健施設への教育支援
大塚モエミ（千葉県がんセンター）

SY45-3 障害者支援施設における感染対策支援
堀野 哲也（東京慈恵会医科大学 内科学講座 感染症内科）

SY45-4 行政における高齢者・介護施設の感染対策支援
北田果奈栄（枚方市保健所）
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シンポジウム46 7月12日（土） 10：10～11：40 第8会場（ノース 1F G8）

精神科病院での感染対策におけるJ-SIPHE活用の可能性
座長：糠信 憲明（広島国際大学）

桑門昌太郎（医療法人社団季楓会）

SY46-1 加算3の精神科病院として J-SIPHE参加までのプロセスと手指衛生における活用に
ついて

加藤 紘子（独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター）

SY46-2 ベンチマークデータ活用のススメ～J-SIPHEを用いた施設・地域内におけるAMR
対策～

別所 千枝（JA広島厚生連尾道総合病院 薬剤科）

SY46-3 自施設ベンチマークの活用による感染制御の課題と展望―見えない強みと改善点をど
う活かすか―

中村 友喜（三重県立こころの医療センター 感染管理室）

SY46-4 他病院との連携で見えた精神科病院での J-SIPHEデータの可能性～精神科病院でも
「見える化」を進めてみませんか～

森田 亮一（兵庫県立ひょうごこころの医療センター）

シンポジウム47 7月12日（土） 8：20～9：50 第9会場（ノース 3F G303+G304）

地域でつなぐ感染対策Part I：市中病院の視点
座長：柴谷 涼子（公益社団法人大阪府看護協会）

高橋 陽一（社会医療法人生長会 府中病院）

SY47-1 大阪府泉州地域ネットワークの取り組み
森野 幸代（医療法人良秀会 事業支援本部クオリティーマネジメント部/藤井病院 感染制御室）

SY47-2 堺 ICNネットワークの取り組み～堺市と ICNで取組む地域連携（社会福祉施設訪問事
業）とリンクナース育成支援～

高濱 正和（医療法人 方佑会 植木病院）

SY47-3 地域連携活動の推進とリンクナース教育の二本柱で地域の感染対策向上を目指す
坂本 麗花（大阪鉄道病院）

SY47-4 大阪府感染症予防計画 地域包括的感染症対策ネットワークについて
山岡 優士（大阪府健康医療部保健医療室）
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シンポジウム48 7月12日（土） 10：10～11：40 第9会場（ノース 3F G303+G304）

地域でつなぐ感染対策Part II
座長：石黒 信久（ソフィア北円山クリニック）

馬場 尚志（岐阜大学医学部附属病院 感染制御室/生体支援センター）

SY48-1 地域の基幹病院としての感染対策のあゆみ
長島 広相（岩手医科大学附属病院 感染制御部）

SY48-2 地域全体での連携・情報共有を目指した岐阜県での取り組み・体制
馬場 尚志（岐阜大学医学部附属病院 感染制御室）

SY48-3 大都市圏における感染対策と地域連携
関谷 紀貴（東京科学大学 感染症センター）

SY48-4 感染対策ネットワークを活用した地域の人材育成と今後の課題
小林 里沙（九州大学病院 グローバル感染症センター）

シンポジウム49 7月12日（土） 8：20～9：50 第12会場（ノース 4F G403+G404）

令和6年度診療報酬改定から考える薬剤師の役割
座長：伊東 弘樹（大分大学医学部附属病院）

丹羽 隆（岐阜大学医学部附属病院）

SY49-1 令和6年度診療報酬改定を踏まえた院内抗菌薬適正使用における薬剤師の役割と今後
の課題

山口 諒（東京大学医学部附属病院 薬剤部）

SY49-2 地域連携における薬剤師の役割
大谷真理子（東邦大学医療センター大森病院 薬剤部/東邦大学医療センター大森病院 感染管理部）

SY49-3 外来の経口抗菌薬の適正使用
山田 和範（社会医療法人 医仁会 中村記念病院 薬剤部）

SY49-4 中小病院の薬剤師による抗菌薬適正使用の推進：令和6年度診療報酬改定の戦略的活
用

沢田 佳祐（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 薬剤科/京都薬科大学大学院 臨床薬剤疫学分野）



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－60－

JIHSシンポジウム 7月11日（金） 13：50～15：20 第3会場（ノース 1F G3）

JIHSでの取り組みについて
座長：大曲 貴夫（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

齋藤 智也（国立健康危機管理研究機構）

SSY-1 はじめに～國土理事長よりご挨拶～
國土 典宏（国立健康危機管理研究機構）

SSY-2 JIHS概要について
武井 貞治（国立健康危機管理研究機構）

SSY-3 感染症臨床研究ネットワーク（iCROWN）事業の構想と進捗について
日尾野宏美（国立健康危機管理研究機構）

SSY-4 感染症危機管理対応の体制強化に向けた人材育成：厚生労働省委託事業 感染症危機管
理リーダーシップ研修（IDCL）の紹介

福田 哲也（国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 企画調整部 政策研究課 研究開発連携室）

SSY-5 JIHSの国際連携と J-GRID＋の挑戦：グローバル感染症危機への備え
石金 正裕（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

SSY-6 DICT の取り組みについて
松澤 幸正（国立健康危機管理研究機構 国際感染症危機管理対応推進センター）

ミニシンポジウム 7月11日（金） 15：05～15：45 第2会場（ノース 1F G2）

医科・歯科連携：高齢者肺炎予防はワクチンと口腔ケアの両輪で
座長：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科））

MSY-1 医科・歯科連携；高齢者肺炎予防はワクチンと口腔ケアの両輪で
迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科））

MSY-2 高齢者肺炎予防におけるワクチンの重要性
丸山 貴也（三重県立一志病院）

MSY-3 誤嚥性肺炎予防における口腔ケアの重要性
今井 健一（日本大学歯学部 感染症免疫学講座）
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委員会企画1 7月10日（木） 14：50～16：20 第1会場（ノース 1F G1）

［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］C. difficile 感染対策ガイド改訂のポイント
座長：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

森 美菜子（広島大学病院）

CP1-1 疫学と検査
森永 芳智（富山大学学術研究部医学系 微生物学講座）

CP1-2 Clostridioides difficile 感染症 平時の対応
中村 敦（名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学）

CP1-3 CDI アウトブレイクへの対応
森 美菜子（広島大学病院 感染制御部）

CP1-4 Clostridioides difficile 感染症対策ガイド改訂のポイント：環境消毒
三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

委員会企画2 7月10日（木） 15：50～17：20 第2会場（ノース 1F G2）

［教育委員会］手指衛生を病院の文化に
座長：黒木 利恵（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）

小澤 賀子（公益社団法人 日本看護協会 看護研修学校）

CP2-1 インタラクティブ講演 HHSAF「5の要素：組織文化」の解説
川上 和美（川崎市立看護大学大学院 看護学研究科）

CP2-2 日本における手指衛生の課題―「実装科学」の視点―
鈴木 由美（国立病院機構 下志津病院）

CP2-3 感染管理と実装科学のクロスロードとしての手指衛生多角的戦略
岡本 耕（東京科学大学 統合臨床感染症学分野）

CP2-4 自己評価フレームワークで伸びしろ発見！多角的評価を活用した小児専門病院での手
指衛生遵守率向上の取り組み実践報告

前田佐知子（千葉県こども病院 感染管理室）

CP2-5 自己評価フレームワーク 5の要素「組織文化」と「多角的な取り組み」の相乗効果
森野 誠子（独立行政法人国立病院機構 下志津病院 看護部）

委員会企画3 7月10日（木） 14：50～16：20 第3会場（ノース 1F G3）

［消毒薬評価委員会］消毒薬評価指針の活用法を考える
座長：北原 隆志（山口大学医学部附属病院薬剤部）

継田 雅美（新潟薬科大学）

CP3-1 臨床での活用法を考える～「生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生2023」をご存
知ですか？～

中川 博雄（長崎大学病院薬剤部）

CP3-2 企業での活用法：生体消毒薬―手指消毒剤について―
吉田 葉子（サラヤ株式会社/東北大学）

CP3-3 消毒薬評価指針の活用法を考える 企業での活用法2（環境消毒薬）
奥西 淳二（丸石製薬株式会社 研究本部）
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委員会企画4 7月10日（木） 15：50～17：20 第4会場（ノース 1F G4）

［多剤耐性菌感染制御委員会］薬剤耐性菌の感染制御におけるサイエンスと文化
座長：栁原 克紀（長崎大学）

八木 哲也（名古屋大学）

CP4-1 薬剤耐性菌アウトブレイク対応のサイエンスと文化
嵯峨 知生（秋田大学医学部附属病院 感染制御部/秋田大学医学系研究科附属感染制御総合センター）

CP4-2 微生物検査のサイエンスと文化
小佐井康介（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学）

CP4-3 抗菌薬適正使用のサイエンスと文化
浜田 幸宏（高知大学医学部附属病院 薬剤部）

CP4-4 日常における感染対策と薬剤耐性菌対策
菅野みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

委員会企画5 7月11日（金） 13：50～15：30 第4会場（ノース 1F G4）

［マスギャザリング関連感染症対策委員会］地方で考えるマスギャザリング関連感染症 part 2
座長：加來 浩器（防衛医科大学校 防衛医学研究センター）

中島 一敏（大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科）

CP5-1 北海道の地域特性から考える感染症対策
藤谷 好弘（北海道立衛生研究所 感染症センター/札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座）

CP5-2 マスギャザリング関連感染症対策における大学病院の役割
仲村 究（岩手医科大学医学部 臨床検査医学・感染症学講座）

CP5-3 埼玉県東部地区の渡航外来に付随する海外帰国者外来の実態
春木 宏介（獨協医科大学埼玉医療センター）

CP5-4 立命館アジア太平洋大学（APU）における国際学生を対象とした予防接種歴調査と感
染拡大防止策の取り組み

西園 晃（大分大学グローカル感染症研究センター）



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－63－

委員会企画6 7月11日（金） 8：00～9：30 第8会場（ノース 1F G8）

［JHAIS委員会］サーベイランス集計結果報告および事例判定解説
座長：森兼 啓太（山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

針原 康（東和病院）

CP6-1 SSI サーベイランス報告
清水 潤三（市立豊中病院 消化器外科）

CP6-2 デバイスサーベイランス報告①：ICU・一般病棟部門
藤田 烈（国際医療福祉大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学専攻）

CP6-3 デバイスサーベイランス報告②：NICU部門
坂木 晴世（国際医療福祉大学大学院）

CP6-4 事例判定：SSI
畑 啓昭（国立病院機構 京都医療センター）

CP6-5 事例判定：CLABSI
窪田 志穂（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター）

CP6-6 事例判定：CAUTI
縣 智香子（東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野）

CP6-7 事例判定：VAE
佐々木顕子（北里大学病院）

委員会企画7 7月11日（金） 13：50～15：30 第8会場（ノース 1F G8）

［ワクチン委員会］医療関係者のためのワクチンガイドライン改訂に向けて
座長：多屋 馨子（神奈川県衛生研究所）

三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

CP7-1 インフルエンザワクチン
新庄 正宜（慶應義塾大学 小児科学/慶應義塾大学病院 感染制御部）

CP7-2 RSウイルスワクチン
三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

CP7-3 エムポックスワクチン
山岸 由佳（高知大学 医学部 臨床感染症学講座）

CP7-4 腸チフスワクチン
新庄 正宜（慶應義塾大学医学部 小児科学/慶應義塾大学病院 感染制御部）

CP7-5 ダニ媒介性脳炎（TBE）ワクチン
金井信一郎（信州大学医学部附属病院 感染制御室）
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委員会企画8 7月11日（金） 15：40～17：10 第8会場（ノース 1F G8）

［災害時感染制御検討委員会］災害時における感染対策のこれから～DICTのこれからの活動方
針～

座長：泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
大曲 貴夫（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

CP8-1 DICT の新たな活動方針
泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野/長崎大学病院 総合感染症科・感染制御

教育センター）

CP8-2 厚生労働省によるDICT事務局の設置について
大曲 貴夫（国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 感染症臨床政策部）

CP8-3 避難所支援
川村 英樹（鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座/日本環境感染学会 災害時感染制

御検討委員会）

CP8-4 災害時における感染症情報の可視化～令和6年能登半島地震での取り組みより～
島田 智恵（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所）

CP8-5 DICT の研修・人材登録について
高山 和郎（東京大学医学部 附属病院 薬剤部）

CP8-6 災害時感染対策情報を社会へ橋渡しするDICT広報・啓発WG―能登半島地震の教訓
と4つのゴール―

田代 将人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野/長崎大学病院 総合感染症科 感染制御
教育センター/厚生労働省委託事業 災害時感染制御支援チーム（DICT）広報・啓発ワーキンググ
ループ）

委員会企画9 7月11日（金） 8：00～9：30 第12会場（ノース 4F G403+G404）

［医療環境委員会］医療機関と水
座長：吉田眞紀子（東北医科薬科大学）

松本 千秋（丸木記念福祉メディカルセンター）

CP9-1 ビルの水環境 建築物衛生行政の視点から
中島二三男（元 東京都健康安全研究センター 広域監視部）

CP9-2 水回り器具における衛生配慮の事例
村橋 利行（TOTO株式会社 機器水栓事業部 機電商品開発部）

CP9-3 医療環境中の水検査とその留意点
山本 剛（大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座/大阪大学医学部附属病院感

染制御部）

CP9-4 水の管理のポイント
中村 造（東京医科大学病院 感染制御部・感染症科）



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－65－

委員会企画10 7月12日（土） 8：20～10：00 第4会場（ノース 1F G4）

［リスクコミュニケーション委員会］Vaccine Hesitancy（ワクチン躊躇）とリスクコミュニケー
ションについて考える

座長：西 圭史（日本大学薬学部薬剤師教育センター）
田崎 陽典（TAZAKIコミュニケーションコンサルティング）

CP10-1 リスクコミュニケーション総論―ワクチンとリスクコミュニケーションを考える基層
として―

奈良由美子（放送大学教養学部/大学院生活健康科学プログラム）

CP10-2 小児の定期接種を中心にVaccine Hesitancy を考える
砂川 富正（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター）

CP10-3 Hesitancy（ワクチン躊躇）とリスクコミュニケーションについて考える
宮城 悦子（横浜市立大学 産婦人科学教室）

CP10-4 ワクチン忌避をもつ保護者との対峙―日本小児科学会の取り組み―
齋藤 昭彦（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 小児科学分野）

CP10-5 特別発言
中島 一敏（大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科）

委員会企画11 7月12日（土） 14：10～14：40 第8会場（ノース 1F G8）

［臨床研究推進委員会］
座長：三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

CP11 臨床研究推進委員会の活動と意義
國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

委員会企画12 7月12日（土） 8：20～9：50 第10会場（ノース 3F G302）

［国際委員会（APIC）］米国感染管理疫学家協会（APIC）と日本環境感染学会（JSIPC）のMOU
締結式：米国から学ぶ感染予防担当者の役割と実践

座長：笠原 敬（奈良県立医科大学）
操 華子（静岡県立大学大学院）

MOU締結式
四柳 宏（日本環境感染学会 理事長/東京大学医科学研究所）
Carol McLay（APIC 2025会長/Infection Prevention Consultant, Lewisville, North Carolina, USA）

CP12 Navigating Infectious Disease Threats in the U.S.：The Role of Active Sur-
veillance Testing and Infection Prevention

Carol McLay（APIC 2025会長/Infection Prevention Consultant, Lewisville, North Carolina, USA）
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委員会企画13 7月12日（土） 10：10～11：40 第10会場（ノース 3F G302）

［国際委員会（SHEA）］耐性菌伝播メカニズムのエビデンスから考えるこれからの感染対策
座長：本田 仁（藤田医科大学）

金森 肇（金沢大学医薬保健研究域医学系感染症科学・臨床検査医学）
岡本 耕（東京科学大学統合臨床感染症学分野）

CP13 Breaking the Chain：Strategic Approaches to Prevention of MDRO Trans-
mission

Mary Hayden（The James Lowenstine Professor of Internal Medicine（Infectious Diseases）and
Professor of Pathology/Chief, Division of Infectious Diseases, Department of Inter-
nal Medicine, Rush Medical College；Director, Division of Clinical Microbiology,
Rush Medical Laboratories, Chicago, IL, USA）

パネルディスカッション
パネリスト：袴田真理子（新潟大学 呼吸器・感染症内科）

北川 浩樹（広島大学病院 感染症科）

委員会企画14 7月12日（土） 8：20～9：20 第11会場（ノース 3F G301）

［臨床研究推進委員会・編集委員会共同企画］臨床研究論文のまとめかた
座長：三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

CP14-1 CONSORT声明
小池 竜司（東京科学大学病院 ヘルスサイエンスR＆Dセンター）

CP14-2 STROBE声明観察研究の報告に関するガイドライン
藤田 烈（国際医療福祉大学大学院 医学研究科 公衆衛生学専攻）

委員会企画15 7月12日（土） 10：10～11：40 第11会場（ノース 3F G301）

［編集委員会］論文を書く前の注意点
座長：小山田玲子（北海道大学病院 感染制御部）

堀野 哲也（東京慈恵会医科大学 内科学講座 感染症内科）

CP15-1 VRE研究、七転び八起きの全記録！論文化の裏側を語る
赤澤 奈々（名古屋市立大学医学部附属 東部医療センター 感染症内科/名古屋市立大学大学院医学研究科

感染症学分野）

CP15-2 医学雑誌編集者国際委員会（ICMJE）が示す著者資格について
池谷 修（慶應義塾大学病院 学術研究支援課）

CP15-3 論文作成時のアクセプトに向けたポイント
仲村 究（岩手医科大学医学部 臨床検査医学・感染症学講座）
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委員会企画16 7月12日（土） 10：10～11：40 第12会場（ノース 4F G403+G404）

［NICU感染対策検討委員会］NICUにおける薬剤耐性菌アウトブレイクの対応
座長：坂木 晴世（国際医療福祉大学大学院）

高野八百子（慶應義塾大学病院）

CP16-1 NICUと薬剤耐性菌～MRSAを中心に～
森岡 一朗（日本大学医学部小児科学系小児科学分野）

CP16-2 NICUにおけるアウトブレイク時の対応
千葉 均（千葉大学医学部附属病院）

CP16-3 チェックリスト草案について
星野 智子（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）船橋中央病院 看護部）

合同シンポジウム1 7月10日（木） 15：00～16：30 第9会場（ノース 3F G303+G304）

［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業感染制御委員会との合同企画］個人防護具の規
格・性能、製品選択を知り、適正使用と管理を行おう

座長：吉川 徹（独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所）
榮留富美子（EIDOME Consulting）

JSY1-1 国における個人防護具の備蓄について
坂本 和也（厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課 医療用物資等確保対策推進室）

JSY1-2 個人防護具の適正使用に関する調査報告
大石 貴幸（済生会横浜市東部病院 感染管理対策室）

JSY1-3 個人防護具の性能検査、N95マスクの JIS T9002の評価試験について
飯島 直之（公益社団法人 産業安全技術協会）

JSY1-4 N95レスピレータの世界の流通状況とCOVID-19後の国内医療機関における定量
フィットテストの現状について

川口 順也（株式会社モレーンコーポレーション）

合同シンポジウム2 7月10日（木） 16：30～18：00 第9会場（ノース 3F G303+G304）

［日本外科感染症学会との合同企画］術中の感染対策手技を見よう～第4回 心臓血管外科・泌
尿器科編～

座長：大毛 宏喜（広島大学病院 感染症科）
畑 啓昭（京都医療センター外科・感染制御部）

JSY2-1 心臓血管外科手術の感染対策を見よう
中井 真尚（静岡市立静岡市民病院 心臓血管外科）

JSY2-2 泌尿器科手術の感染対策を見よう
和田耕一郎（島根大学医学部 泌尿器科学講座）
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第484回ICD講習会 7月12日（土） 16：00～18：00 第8会場（ノース 1F G8）

“MRSA菌血症ゼロ”を目指して
座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

坂本 史衣（板橋中央総合病院）

ICD-1 感染対策における新しいエビデンスと新技術
大曲 貴夫（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター）

ICD-2 高信頼性組織（HRO）理論の応用
中澤 靖（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

ICD-3 MRSA菌血症ゼロを目指した取り組み
塚田 真弓（東邦大学医療センター大森病院 感染管理部）

ICD-4 環境・設備から考える感染対策の将来展望
森 美菜子（広島大学病院 感染制御部）

Young Challenger Award 受賞者発表・表彰式 7月11日（金） 16：50～17：50 特設ステージ（展示ホール）

座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

O1-5 医療用テープの適切な管理方法の検討
黒岩ひかり（独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 臨床検査科/独立行政法人国立病院機構栃木医療セ

ンター ICT）

O19-2 カテーテル関連尿路感染の低減を目的とした取り組み
宮川 佳也（長野医療生活協同組合 長野中央病院）

P1-016 当院臨床工学技士の手術時手洗いの現状と課題 第2報
須藤 徹（NTT東日本札幌病院 診療支援部 臨床工学室）

O4-1 小児科病棟におけるケアバンドルを活用したCLABSI 防止対策について
槻 大雅（金沢医科大学病院）

P2-093 UV-C照射装置による消毒と空調清掃を実施したことによる落下細菌・真菌の生菌数
の比較検討

安藤 大介（宮崎大学医学部附属病院 感染制御部）

表彰式
四柳 宏（日本環境感染学会 理事長）

sponsored by シオノギ感染症研究振興財団
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スポンサードシンポジウム1 7月11日（金） 8：00～9：30 第3会場（ノース 1F G3）

感染症とワンヘルス～環境・動物・ヒトのつながりを学ぶ～
座長：堀野 哲也（学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 内科学講座 感染症内科/東京慈恵会医科大学附

属病院 感染症内科）
高野八百子（慶應義塾大学病院 感染制御部）

SSP1-1 下水・湖水の高感度核酸解析で拓くワンヘルス感染制御―COVID-19と H5高病原
性鳥インフルエンザの早期検知事例―

岩本 遼（株式会社AdvanSentinel）

SSP1-2 高病原性鳥インフルエンザの脅威と備え
長谷川秀樹（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザ研究センター）

SSP1-3 AMRの現状と抗菌薬の適正使用について
岡本 耕（国立大学法人東京科学大学大学院医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野）

共催：塩野義製薬株式会社

スポンサードシンポジウム2 7月11日（金） 9：50～11：20 第3会場（ノース 1F G3）

あなたの施設ではどうしていますか？超音波検査の感染対策
座長：山岸 由佳（高知大学医学部 臨床感染症学講座）

美島 路恵（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

SSP2-1 救急・集中治療領域における超音波検査機器の管理方法と課題
藤田 昌久（日本医科大学付属病院 看護部）

SSP2-2 NICUスタッフと取り組むエコープローブの消毒
神崎多紀子（綜合病院山口赤十字病院 NICU）

SSP2-3 このままでいいはずがないと思いながらも超えられない壁と立ち位置のジレンマ
池田 知子（埼玉医科大学総合医療センター 看護部）

共催：ナノソニックスジャパン株式会社

スポンサードシンポジウム3 7月11日（金） 9：50～11：20 第5会場（ノース 1F G5）

感染症危機管理の新たな未来―東京感染症対策センター（東京 iCDC）の発足とその活動―
座長：賀来 満夫（聖マリアンナ医科大学感染症学講座、東京iCDC）

成田 友代（東京都保健医療局）

SSP3-1 感染症危機管理のためのエピデミックインテリジェンス活動の強化と国際連携
中島 一敏（大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）

SSP3-2 東京都におけるクラスター発生時の医療関連施設への支援～保健所と感染対策支援
チームの連携による取り組み～

長井 直人（東京臨海病院、感染対策支援チーム）
桑波田悠子（多摩小平保健所）

SSP3-3 レジリエントな都市づくりに向けた社会全体における感染症対応力向上の取組み
松本 哲哉（国際医療福祉大学医学部感染症学講座）
菊池 優（東京都保健医療局感染症対策部調査・分析課（東京 iCDC事務局））

共催：東京都保健医療局感染症対策部（東京 iCDC事務局）
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スポンサードシンポジウム4 7月12日（土） 8：20～9：50 第3会場（ノース 1F G3）

医療施設における感染リスクと空調換気
座長：森屋 恭爾（東京医療保健大学 大学院 医療保健学研究科 感染制御学教育研究センター）

SSP4-1 医療施設におけるエアロゾル感染と空調換気対策
林 基哉（北海道大学工学研究院 建築都市部門 空間デザイン）

SSP4-2 継続的なセンシングによる空調・換気設備の状態基準メンテナンス
谷口景一朗（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）

SSP4-3 病院室内環境におけるウイルス飛沫感染リスクシミュレーションと空調条件・機器レ
イアウト検討

笹井 雄太（ダイキン工業株式会社 テクノロジーイノベーションセンター）
中澤 武馬（ダイキン工業株式会社 テクノロジーイノベーションセンター）

共催：ダイキン工業株式会社

スポンサードシンポジウム5 7月12日（土） 10：10～11：40 第3会場（ノース 1F G3）

医療関係者のためのワクチン接種～新型コロナワクチンの接種を考える～
座長：小西 敏郎（東京医療保健大学大学院 名誉教授）

多屋 馨子（神奈川県衛生研究所）

SSP5-1 新型コロナワクチン―医療関係者のためのワクチンガイドライン第4版より―
山岸 由佳（高知大学医学部 臨床感染症学講座）

SSP5-2 医療関係者における2024年度新型コロナワクチン接種状況のアンケート調査結果
國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

SSP5-3 感染対策を担当する看護師の立場から新型コロナワクチンの接種について考える
菅野みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染対策室）

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

ランチョンセミナー1 7月11日（金） 11：40～12：40 第2会場（ノース 1F G2）

座長：髙橋 聡（札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座）

LS1 抗菌薬の安定供給に関する現状と課題
松本 哲哉（国際医療福祉大学医学部感染症学講座/国際医療福祉大学成田病院感染制御部）

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

ランチョンセミナー2 7月11日（金） 11：40～12：40 第3会場（ノース 1F G3）

座長：泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）

LS2 新興感染症に備えた地域での感染対策
忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学）

共催：丸石製薬株式会社
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ランチョンセミナー3 7月11日（金） 11：40～12：40 第6会場（ノース 1F G6）

カテーテル関連血流感染症（CRBSI）対策
座長：中村 造（東京医科大学病院 感染制御部・感染症科）

LS3-1 カテーテル関連血流感染減少への取り組み～入院・外来・スタッフ・患者、総合的な介
入を通して～

平井 将啓（製鉄記念室蘭病院 感染対策室）

LS3-2 人を動かす・人を巻き込むCRBSI 対策
橋本 丈代（福岡大学病院 感染制御部）

共催：ソルベンタム合同会社

ランチョンセミナー4 7月11日（金） 11：40～12：40 第7会場（ノース 1F G7）

エアロゾル対策用空気清浄機を活用した事例発表
座長：賀来 満夫（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

LS4-1 高齢者介護施設における空気清浄機の活用を考える～平時から考えるSARS-CoV-2 対
応～

遠藤 史郎（東北医科薬科大学 医学部 感染症教室）

LS4-2 医療機関向け空気清浄機を使用した院内感染抑制の事例の紹介
浅井さとみ（東海大学 医学部 基盤診療学系臨床検査学）

共催：富士フイルムメディカル株式会社

ランチョンセミナー5 7月11日（金） 11：40～12：40 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：中野 貴司（川崎医科大学 小児科学）

LS5 医療関係者のためのワクチンガイドラインにみる新型コロナワクチンの特性と今後の展望
藤村 茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科 臨床感染症学教室）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー6 7月11日（金） 11：40～12：40 第10会場（ノース 3F G302）

座長：岩田 敏（熊本大学/東京医科大学微生物学分野）

LS6 知っておきたいARI（急性呼吸器感染症）とCOVID-19
山岸 由佳（高知大学医学部 臨床感染症学講座）

共催：モデルナ・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー7 7月11日（金） 11：40～12：40 第11会場（ノース 3F G301）

座長：二木 芳人（昭和医科大学 内科学講座 臨床感染症学部門）

LS7 何から始める？医療機関の水に潜む微生物のリスクマネージメント
笹原 鉄平（自治医科大学附属病院 感染制御部）

共催：Cytiva
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ランチョンセミナー8 7月11日（金） 11：40～12：40 第12会場（ノース 4F G403+G404）

ワイプシートによる陰部清拭は院内感染対策に何をもたらすのか！
座長：森下 幸子（地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター）

LS8-1 多剤耐性菌を機会とした看護部協働による院内全体の感染対策の見直し～ワイプシート
の可能性～

近澤 香織（独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター）

LS8-2 カテーテル挿入時の陰部ケアの変更～洗浄から清拭へ～
杉村きよ美（社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部静岡県済生会 静岡済生会総合病院）

共催：エム・シー・メディカル株式会社

ランチョンセミナー9 7月11日（金） 11：40～12：40 第13会場（ノース 4F G402）

座長：坂本 史衣（板橋中央総合病院）

LS9 末梢静脈カテーテル管理における国際動向と日本の現状を考える
安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター）

共催：メドライン・ジャパン合同会社

ランチョンセミナー10 7月11日（金） 11：40～12：40 第14会場（ノース 4F G401）

糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル
座長：三鴨 廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学）

LS10-1 糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドルについて
松島 由実（社会医療法人畿内会 岡波総合病院 看護部）

LS10-2 糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドルを用いた当院の感染対策体
制の評価

山下 七海（社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 看護部）

共催：エムベクタ合同会社

ランチョンセミナー11 7月12日（土） 12：00～13：00 第2会場（ノース 1F G2）

高齢者施設における呼吸器感染症予防の課題とこれからの感染対策について
座長：迎 寛（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科））

LS11-1 高齢者施設における呼吸器感染症予防の課題（総論）
田中 健之（長崎大学病院 感染制御教育センター）

LS11-2 高齢者の呼吸器感染症予防と今後の対策
山本 和子（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学講座）

共催：ファイザー株式会社メディカルアフェアーズ
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ランチョンセミナー12 7月12日（土） 12：00～13：00 第3会場（ノース 1F G3）

座長：三﨑 貴子（川崎市健康安全研究所）

LS12 ネクストパンデミックに備えた行政と医療の新たなかたち～コロナショックが感染症対
策にもたらしたもの～

吉村 和久（東京都健康安全研究センター）
共催：デンカ株式会社

ランチョンセミナー13 7月12日（土） 12：00～13：00 第7会場（ノース 1F G7）

座長：金森 肇（金沢大学医薬保健研究域医学系 感染症科学・臨床検査医学）

LS13 がん専門病院における感染管理
小林 治（国立がん研究センター中央病院 感染症部）

共催：ベックマン・コールター株式会社/株式会社オネスト

ランチョンセミナー14 7月12日（土） 12：00～13：00 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：河野 茂（長崎大学 名誉教授）

LS14 高齢者における新たなインフルエンザ予防の選択肢：高用量インフルエンザワクチン
三鴨 廣繁（愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座）

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー15 7月12日（土） 12：00～13：00 第10会場（ノース 3F G302）

座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）
Feng-Yee Chang（The Infectious Diseases Society of Taiwan）

LS15 Clinical implementation of metagenomic NGS - opportunity and obstacles
YEE-CHUN CHEN（National Institute of Infectious Diseases and Vaccinology, National Health

Research Institutes）

共催：Asia Pathogenomics Co., Ltd.

ランチョンセミナー16 7月12日（土） 12：00～13：00 第11会場（ノース 3F G301）

座長：藤田 烈（国際医療福祉大学 大学院医学研究科 公衆衛生学専攻）

LS16 排泄ケアを取り巻くUp-To-Date
三浦 美穂（久留米大学病院 感染制御部）

共催：株式会社メディコン

ランチョンセミナー17 7月12日（土） 12：00～13：00 第12会場（ノース 4F G403+G404）

座長：長尾 美紀（京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学）

LS17 基本から考える感染制御～AST活動に役立つ基礎知識～
小林 寅喆（東邦大学看護学部 感染制御学研究室）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
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ランチョンセミナー18 7月12日（土） 12：00～13：00 第13会場（ノース 4F G402）

ICT チームで取り組む血液培養のDiagnostic Stewardship
座長：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

LS18-1 看護師主導による血液培養適正化への道のり
森 美菜子（広島大学病院 感染制御部）

LS18-2 質の向上は一日にして成らず：CQI に繋げるミドルウェア活用例
藤田 佳奈（市立旭川病院 中央検査科）

共催：ビオメリュー・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー19 7月12日（土） 12：00～13：00 第14会場（ノース 4F G401）

環境整備におけるNew Discovery
座長：洪 愛子（神戸女子大学）

LS19-1 見落とさないで！目に見えない汚れ
今川 嘉樹（姫路聖マリア病院）

LS19-2 多剤耐性菌などによる環境汚染への対策
尾家 重治（山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部）

共催：宮野医療器株式会社

スイーツセミナー1 7月11日（金） 15：40～16：40 第9会場（ノース 3F G303+G304）

座長：具 芳明（東京科学大学大学院医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野/東京科学大学 感染症セン
ター（TCIDEA）/東京科学大学病院 感染症内科・感染制御部）

SS1 日本発、次世代mRNAワクチンの登場を踏まえた新型コロナワクチン
伊東 直哉（名古屋市立大学大学院感染症学分野）

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

スイーツセミナー2 7月11日（金） 15：40～16：40 第11会場（ノース 3F G301）

座長：青柳 哲史（東北大学大学院医学系研究科 基礎検査医科学講座 感染病態学分野/内科病態学講座 総
合感染症学分野）

SS2 レジオネラ肺炎診断を再考する～いかにしてレジオネラ肺炎を疑って診療をすすめるか～
伊藤 明広（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 呼吸器内科）

共催：極東製薬工業株式会社

スイーツセミナー3 7月11日（金） 15：40～16：40 第12会場（ノース 4F G403+G404）

座長：黒須 一見（国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）

SS3-1 手指衛生を考える～手荒れと対策～
山岸 由佳（高知大学医学部 臨床感染症学講座）

SS3-2 低刺激性手指消毒剤の選定の留意点
浜田 幸宏（高知大学医学部附属病院 薬剤部）

共催：サラヤ株式会社
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スイーツセミナー4 7月12日（土） 14：10～15：50 第10会場（ノース 3F G302）

病室の感染対策におけるイオンレスⓇ（次亜塩素酸水）の活用
座長：笠原 敬（奈良県立医科大学 感染症内科学講座）

SS4-1 中国での次亜塩素酸水の応用と研究の進展
Haiqun Ban（Infection Control Department, Renji Hospital affiliated to Shanghai Jiao Tong Univer-

sity, School of Medicine, China）

SS4-2 医療福祉機関の有人下におけるイオンレスⓇ（次亜塩素酸水）の有用性研究報告
高橋 幹夫（岩手医科大学医学部 総合診療医学講座）

SS4-3 小児病棟プレイルームにおける環境菌の調査：イオンレスⓇ（次亜塩素酸水）の空間噴
霧による環境菌の変化の検証

屋宮 清仁（久留米大学医学部 小児科学講座）

SS4-4 イオンレスⓇ（次亜塩素酸水）の噴霧による病院環境での多剤耐性菌の消毒の有効性
Chun-Kai Huang（Department of Infection Control, E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan, and I-Shou

University, Taiwan）

共催：ニプロ株式会社

スイーツセミナー5 7月12日（土） 14：10～15：10 第11会場（ノース 3F G301）

座長：八木 哲也（名古屋大学大学院医学系研究科 臨床感染統御学）

SS5 ICTが知っておくべきアウトブレイクのリスクと日常環境清掃の選択肢
三浦 美穂（久留米大学病院 感染制御部）

共催：杏林製薬株式会社

スイーツセミナー6 7月12日（土） 14：10～15：10 第12会場（ノース 4F G403+G404）

座長：金光 敬二（東北大学大学院医学系研究科総合感染症学分野）

SS6 環境整備と感染症
仲村 究（岩手医科大学付属病院 臨床検査医学・感染症学講座）

共催：公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

スイーツセミナー7 7月12日（土） 14：10～15：10 第13会場（ノース 4F G402）

座長：大毛 宏喜（広島大学病院 感染症科）

SS7 Drain the risk：水回りの「水に流せない」感染制御を考える
柿内 聡志（長崎大学病院 感染制御教育センター）

共催：株式会社モレーンコーポレーション

イブニングセミナー1 7月11日（金） 17：00～18：00 第12会場（ノース 4F G403+G404）

座長：長谷川直樹（慶應大学）

ES1 相互理解と心理的安全：感染対策における患者エンゲージメントの重要性
目崎 恵（魚沼基幹病院）

共催：株式会社モレーンコーポレーション





一般演題
口演

【第 2日目】7月 11 日（金）
〈O1-1～O12-6〉

【第 3日目】7月 12 日（土）
〈O13-1～O20-6〉
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O1
感染対策チーム
（ICT）活動①
8：00～9：00

近藤 啓子
（岩手医科大学附
属病院）

O1-1 当院における血液培養検査の汚染率
低下へ向けた活動

マツダ株式会社 マツ
ダ病院 臨床病理検査
室

西田 圭子

O1-2
当院における 13 年間の血液培養コン
タミネーション低減に向けた取り組
みとその成果

香川県厚生農業協同組
合連合会滝宮総合病院
ICT

武下 公子

O1-3
適切な皮膚消毒方法の広報活動が血
液培養汚染率低下へ与える影響の検
討

神戸大学医学部附属病
院 感染制御部 楠木 まり

O1-4 看護師による血液培養採取の推進と
汚染率低下への取り組み

大阪大学医学部附属病
院 太田 悦子

O1-5 医療用テープの適切な管理方法の検
討

独立行政法人国立病院
機構栃木医療センター
臨床検査科/独立行政法
人国立病院機構栃木医
療センター ICT

黒岩ひかり

O1-6
気管支洗浄液から検出された Sphin-
gomonas parapaucimobilis による院
内感染の早期阻止に成功した一例

一般財団法人脳神経疾
患研究所附属 総合南
東北病院 臨床検査科

増子 七海

O2
感染対策チーム
（ICT）活動②
9：10～10：10

加地 正英
（函館五稜郭病院
総合診療科）

O2-1
病院と医師会連携による Microsoft
Forms を活用した浜松地区感染状況
報告の取り組みと今後の課題

浜松医科大学医学部附
属病院 感染制御セン
ター

古橋 一樹

O2-2 WHO 手指衛生多角的戦略の活用に
よる手指消毒薬使用回数の改善

大分大学医学部附属病
院 感染制御部/大分大
学医学部附属病院 看
護部

眞名井理恵

O2-3
ICT が介入した外来診療エリアで同
時多発的に発生したチャタテムシの
駆除対策

加賀市医療センター
感染管理室 小森 幸子

O2-4 当院の感染対策における地域連携に
ついて、J-SIPHE と OASCIS の活用

滋賀県立総合病院 外
科 大江 秀典

O2-5 連携施設への訪問活動とその成果に
ついて

埼玉医科大学病院 感
染対策室 吉原みき子

O2-6 ICT による ICT（情報通信技術）の有
効活用

松下記念病院 感染制
御室 中西 夕香



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第2日目 7月11日（金） 第13会場（ノース 4F G402）

－79－

O3
感染対策チーム
（ICT）活動③
10：20～11：20

島中 延枝
（広島市医師会運
営・安芸市民病院）

O3-1 小児 ICT（感染対策チーム）発足によ
る病棟内感染対策活動の取組み報告

東邦大学医療センター
大森病院 看護部 佐藤 恵美

O3-2 当院集中治療部における入室時監視
培養提出停止前後の比較

福井大学医学部附属病
院 検査部 久田 恭子

O3-3

高齢者介護施設の感染予防対策支援
を行う感染管理専門家の実践プロセ
スの探求―感染予防対策支援者への
面接結果―

宮城県立がんセンター
感染対策室 菊地 義弘

O3-4 久留米大学病院における介護保険施
設との連携と感染対策推進方法

久留米大学病院 感染
制御部 片山 英希

O3-5 当院における診療用チェアフラッシ
ングの有効性

大阪歯科大学附属病院
ICT/大阪歯科大学附属
病院 院内感染防止委
員会

上田 衛

O3-6
一般撮影室に従事する診療放射線技
師の手指衛生遵守のための物品設備
についての検討

国立病院機構 埼玉病
院 放射線科/国立病院
機構 埼玉病院 Infec-
tion Control Team

皆川 梓

O4
CV ライン①

13：50～14：50

武良 由香
（公益社団法人日
本看護協会看護研
修学校）

O4-1 小児科病棟におけるケアバンドルを
活用した CLABSI 防止対策について 金沢医科大学病院 槻 大雅

O4-2
末梢静脈カテーテル関連血流感染防
止に向けたバンドル導入前後の比較
検討

市立大村市民病院 医
療安全管理室 感染対
策防止室

大久保あかね

O4-3
MRSA 菌血症ゼロおよびカテーテル
関連血流感染ゼロを目指した組織的
な支援の効果検証

東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部 富田 学

O4-4
中心静脈カテーテルの適切な管理を
目指して―カテーテルラウンドの取
り組み―

公益社団法人地域医療
振興協会 東京北医療
センター 感染対策室

西森 友則

O4-5
消化器がん病棟における皮下埋没型
中心静脈ポート関連血流感染防止へ
の取り組み

金沢医科大学病院 看
護部 西岡 美保

O4-6 CLABSI 発生率減少に向けての取り
組み

亀田総合病院 地域感
染症疫学・予防セン
ター

古谷 直子
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O5
CV ライン②

15：00～16：00

田辺 正樹
（三重大学医学部
附属病院）

O5-1 中心静脈ライン関連血流感染に関す
るリスク因子の検討 ベルランド総合病院 山田加代子

O5-2

中心静脈カテーテル長期留置患者に
おける閉鎖式輸液システムの定期交
換が与えるカテーテル関連血流感染
への影響

兵庫県立がんセンター
看護部 白國 真斗

O5-3
遠位大腿静脈穿刺法（俗称 大腿
PICC）の現状と工夫～長径のシース
イントロデューサーの使用経験～

函館厚生院 ななえ新
病院 目黒 英二

O5-4

感染管理認定看護師が在籍していな
い医療機関でのサーベイランス実施
の効果～外部より ICN がサポートす
ることで得られた実績～

imp サポートセンター 伊藤 幸咲

O5-5
特定看護師が留置した末梢留置型中
心静脈カテーテルサーベイランスと
今後の課題

独立行政法人都立病院
機構 東京都立多摩総
合医療センター

加藤 雄介

O5-6 CRBSI サーベイランスから見えてき
たもの

愛知医科大学病院 感
染制御部 久留宮 愛

O6
C.difficile、その他
16：10～17：10

木村聡一郎
（湘南医療大学薬
学部）

O6-1 大気エアロゾルから分離された Clos-
tridioides difficile の分子疫学的解析

大阪医科薬科大学薬学
部 谷 桃佳

O6-2
大気エアロゾル由来の Clostridioides
difficile と臨床・環境分離株の芽胞形
成能の比較検討

大阪医科薬科大学薬学
部 松田 捺見

O6-3
当院におけるクロストリディオイデ
ス・ディフィシル感染症発生時の感
染対策強化の有効性についての検討

JA 愛知厚生連 江南厚
生病院 感染制御部 仲田 勝樹

O6-4 当院で経験した髄膜炎菌検出事例 2
例の感染対策に関する報告

福岡大学病院 感染制
御部 宮﨑 里紗

O6-5
末梢ブドウ糖加アミノ酸輸液使用中
の Bacillus cereus 菌血症における抗
菌薬治療期間についての考察

諏訪赤十字病院 感染
管理室 横山 征史

O6-6 小児造血細胞移植患者における便中
ノロウイルス排泄期間の検討

国立成育医療研究セン
ター 感染症科 幾瀨 樹
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O7
アウトブレイク

（クラスター）対
策①

8：00～9：00

藤谷 好弘
（札幌医科大学）

O7-1 困難を極める ICU における KPC 産
生菌のアウトブレイクの対策

神戸市立医療センター
中央市民病院 感染症
科・感染管理室

土井 朝子

O7-2
新生児室のニューデリーメタロ β ラ
クタマーゼ産生菌アウトブレイクの
取り組み

安城更生病院 感染制
御部 稲富 里絵

O7-3

医療用テープの携帯廃止までの取り
組み～カルバペネム耐性腸内細菌目
細菌（CRE）検出を契機に実施した環
境調査結果から～

淀川キリスト教病院
感染対策課/淀川キリス
ト教病院 感染制御
チーム

今﨑 美香

O7-4
松山赤十字病院で発生したバンコマ
イシン耐性腸球菌（VRE）アウトブレ
イク時の対応と出口戦略

松山赤十字病院 感染
制御チーム 新山 優

O7-5 バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の
院内発生事例とその対応策について

浜松医科大学医学部附
属病院 感染制御セン
ター

名倉 理教

O7-6 薬剤耐性菌アウトブレイク収束まで
の活動と標準予防策改善への取組み

独立行政法人地域医療
機能推進機構 京都鞍
馬口医療センター

中村 早苗

O8
アウトブレイク

（クラスター）対
策②

9：10～10：10

山根のぞみ
（函館五稜郭病院
感染情報管理室）

O8-1 耳鼻科系病棟における MRSA アウト
ブレイク―伝播因子と対策の検討―

埼玉医科大学国際医療
センター 感染対策室 鴨下 文貴

O8-2
単一病棟に限局した PCR-ribotype
002 株による Clostridioides difficile
感染症アウトブレイクの経験

岡山済生会総合病院
感染制御チーム 上山 海斗

O8-3
レジオネラ感染症発生時の救急病院
における対応について～ICT・AST
での取り組み～

むさしの救急病院 河瀬 員子

O8-4
複合型介護施設におけるインフルエ
ンザ対策～職員の固定配置の有効
性～

社会医療法人 松涛会
安岡病院 藤井 智恵

O8-5

特効薬を使用した高齢者入所施設で
の疥癬アウトブレイク 2 事例の経験
から感染制御における保健所の関わ
りの検討

石川県能登北部保健所 澤﨑 愛叶

O8-6
フーリエ変換赤外分光光度計法

（FTIR 法）による菌株識別能の他法
との比較検討

京都府立医科大学附属
病院臨床検査部 春日里佳子
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O9
職業感染対策

10：20～11：20
青山 恵美
（愛知医科大学）

O9-1

新型コロナウイルス感染症に職業感
染した看護師の実態と思い～看護師
と感染管理看護師の思いの違いに焦
点をあてて～

青森県立保健大学健康
科学部看護学科 新改 法子

O9-2 大学病院における水痘ブレイクス
ルー感染時の拡大制御の一例

金沢大学附属病院 感
染制御部/金沢大学 医
薬保健研究域医学系
感染症科学・臨床検査
医学研究分野

北谷 栞

O9-3 地域における職業感染対策の取り組
み～中小病院、診療所との連携～

国立病院機構高崎総合
医療センター 感染管
理室

中沢まゆみ

O9-4 新型コロナウイルス感染症流行前・
期中・後における針刺し事象の検討

日本医科大学付属病院
医療安全管理部 感染
制御室/日本医科大学付
属病院 看護部

松代 実希

O9-5
臨床実習生における針刺し・切創、皮
膚粘膜曝露防止に向けた取り組みと
指導医への啓発の重要性

秋田大学医学部附属病
院 感染制御部 佐藤 智子

O10
真菌感染症対策
13：50～14：50

安藤 隆
（東京慈恵会医科
大学附属第三病院）

O10-1
当院における「深在性真菌症の診断・
治療ガイドライン」の遵守率と治療成
績

加古川中央市民病院
薬剤部 長谷川浩司

O10-2 当院で検出された過去 12 年間のカン
ジダ属検出状況について

三重県立総合医療セン
ター 中央検査部 高羽 桂

O10-3 当院における Candida 血流感染の現
状

金沢医科大学 臨床感
染症学/金沢医科大学
一般・消化器外科学/金
沢医科大学病院 感染
制御室

上田 順彦

O10-4 市中病院で気管支肺胞洗浄液から
Candida auris が分離された事例

虎の門病院分院 感染
対策室 丸山俊一郎

O10-5 患者および医療環境から分離された
Exophiala 属の遺伝子学的解析

大阪大学医学部附属病
院 感染制御部 髙橋 佑輔

O10-6
Aspergillus niger が起因菌と考えら
れた眼窩先端症候群に対するイサブ
コナゾニウムの使用経験

福井赤十字病院 AST 寺本 敏清
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O11
薬剤耐性菌

15：00～16：00

堀 賢
（順天堂大学大学
院）

O11-1 バンコマイシン濃度の予測における
ADL 評価指標の影響 関西労災病院 薬剤部 松屋 翔太

O11-2 MRSA 検出患者退院後の周囲物品を
遠紫外線照射した効果検証

東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部 塚田 真弓

O11-3 過去 10 年間の長崎県耐性菌ネット
ワークにおける薬剤耐性分離状況 長崎大学病院 検査部 川良 洋城

O11-4 mCIM で偽陽性を示した Enterobac-
ter kobei の一例

JA 愛知厚生連安城更生
病院 ICT/JA 愛知厚
生連安城更生病院 臨
床検査室

杉浦 康行

O11-5 入院患者から分離された ESBL 産生
大腸菌に関する検討

愛信会 小倉到津病院
感染制御科 菱谷 優衣

O11-6

療養病棟におけるカルバペネム耐性
腸内細菌目細菌（CRE）のアウトブレ
イク事例における単施設後方視的研
究

敬寿会 前橋城南病院 久保美香子

O12
COVID-19

16：10～17：10

三村 一行
（埼玉医科大学総
合医療センター総
合診療内科・感染
症科/感染制御科）

O12-1 COVID-19 の院内持ち込み防止対策
とその効果について

金沢医科大学病院 感
染制御室 中川 佳子

O12-2
統計学的根拠に基づく効果的かつ効
率的な院内 COVID-19 感染対策への
挑戦

社会医療法人駿甲会
コミュニティーホスピ
タル甲賀病院

帯金 里美

O12-3
中等度または重度免疫不全状態にあ
る新型コロナウイルス感染患者の隔
離解除基準の多角的評価

札幌北楡病院 感染対
策委員会 長倉 竜也

O12-4 COVID-19 院内クラスター発生とワ
クチン接種率の関連性の検討

ふれあい東戸塚ホスピ
タル 総合診療内科 織本 健司

O12-5
病院空調換気設備の管理状況の実態
調査～COVID-19 対策として病院の
空調換気設備向上に向けて～

NHO 九州医療センター
感染制御部/NHO 九州
医療センター看護部

小田原美樹

O12-6 地域の感染症連携カンファレンスと
換気調査について

公益財団法人宮城県結
核予防会 斎藤 彰
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O13
人材育成①

8：20～9：20

笹原 鉄平
（自治医科大学附
属病院）

O13-1
特定看護師によるカテーテル管理と
感染制御への取り組み～CLABSI 予
防に向けた実践～

滋賀医科大学医学部附
属病院 看護部 金城 真一

O13-2 当院での感染症診療領域における特
定行為実践報告

地方独立行政法人東京
都立病院機構 東京都
立墨東病院

上久保奈美

O13-3 高知県初の感染管理認定看護師教育
課程（B 課程）の開講と実践報告

日本赤十字社 高知赤
十字病院 看護部/高知
大学医学部附属病院
医療人育成支援セン
ター 看護教育部門

成瀬 美佐

O13-4
「主体的に実践できる」感染管理教育
を目指した看護部キャリアラダー教
育の構築

JCHO 東京新宿メディ
カルセンター 舘野 洋子

O13-5
ICT リンクナースによる病棟看護師
の行動変容につなげるための取り組
み

順天堂大学医学部附属
浦安病院 堀田 知子

O13-6
感染管理認定看護師が自律的に指導
役割を遂行するための感染管理認定
看護師長の支援

群馬大学医学部附属病
院 感染制御部/群馬県
立県民健康科学大学
看護学研究科

大嶋 圭子

O14
人材育成②

9：30～10：30

松永 早苗
（神奈川県立保健
福祉大学実践教育
センター）

O14-1 手指衛生の直接観察による感染リン
クスタッフの意識変化の調査 NHO 岩国医療センター 上成 敏爾

O14-2 抗菌薬適正使用支援のための研修会
（Fil-GAP）～意識・知識の差を埋める

大阪公立大学大学院医
学研究科細菌学/大阪公
立大学大学院医学研究
科感染症科学研究セン
ター/大阪公立大学大阪
国際感染症研究セン
ター

金子 幸弘

O14-3 プロジェクト R～感染管理者として
の地域感染連携への取り組み～

医療法人社団洛和会
洛和会音羽病院 井上 通人

O14-4
大学病院における医学生・研修医・
職員・地域医師会に対するシームレ
スな卒前・卒後感染対策教育の試み

日本医科大学付属病院
院内感染制御チーム 卯月 真弓

O14-5
神奈川県内の単科精神科病院・療養
病院における感染対策向上加算の取
得を困難とする要因の検討

医療法人社団静心会
常盤台病院 看護部 織田 真理

O14-6
介護施設団体・行政と連携した感染
対策向上加算 1 算定施設共催による
全県下での感染対策研修の開催

鹿児島感染制御ネット
ワーク/鹿児島大学病院
感染制御部

川村 英樹
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O15
環境整備・ファ
シリティマネー

ジメント
10：40～11：40

本田なつ絵
（獨協医科大学埼
玉医療センター）

O15-1 紫外線（UV-C）殺菌装置の効果的な照
射の検討 岩手県立磐井病院 小野 有起

O15-2 排水管熱除菌ユニットによるシンク
排水管内細菌定着の抑制効果

長崎大学病院 感染制
御教育センター 柿内 聡志

O15-3
飛沫・エアロゾル感染予防対策とし
て換気量測定による感染リスクの評
価

宮城県立がんセンター
看護部 駒木根 瞬

O15-4 クリーンタイムの導入が薬剤耐性菌
分離数に及ぼす影響

学校法人 久留米大学
病院 高度救命救急セ
ンター

郷原 吉喜

O15-5
プレイルームに配置した AI ソー
シャルロボットの細菌学的汚染状況
と感染対策

尼崎総合医療センター
小児感染症内科/尼崎総
合医療センター ICT

伊藤 雄介

O15-6 模擬配管を用いた P. aeruginosa の遡
上に関する検討

東京医療保健大学大学
院 医療保健学研究科/
独立行政法人 地域医
療機能推進機構 横浜
中央病院

橋本 佳恵
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O16
手指衛生・標準

予防策
8：20～9：20

前田佐知子
（千葉県こども病
院 感染管理室
看護局）

O16-1
適切な手指衛生のタイミングを理解
するための教育ツールの活用状況と
その効果

慶應義塾大学病院 感
染制御部/慶應義塾大学
病院 看護部

田村 祐子

O16-2

手指衛生向上に向けての取り組み：
手指衛生の直接観察を行い、不適切な
手袋の使用を低減し、手指衛生の遵守
率を向上する

独立行政法人労働者健
康安全機構関西労災病
院

南 直樹

O16-3
静脈注射投与時の手指衛生遵守率向
上に向けた取り組み～動画を取り入
れた教育の実施～

久留米大学医療セン
ター 看護部 リンク
ナース会

江﨑 祐子

O16-4 おむつ交換手順の見直しと手指衛生
遵守状況について

青森市民病院 感染管
理室 川口 理恵

O16-5

手荒れを有する看護師と看護師長を
繋ぐ手指衛生推進のための擦式ノン
アルコール手指消毒薬の導入体制と
ICN の働きかけ

慶應義塾大学病院 感
染制御部/慶應義塾大学
病院 看護部

北 美紗子

O16-6
チャットツールを活用したナッジに
よる手指衛生行動変容に向けたアプ
ローチと評価

洛和会丸太町病院 小野寺隆記

O17
個人防護具

9：30～10：30

山本 浩之
（広島赤十字・原
爆病院 感染管理
室）

O17-1 助産師の周産期ケアにおける個人防
護具着用に関する研究

関西看護医療大学看護
学部 尾筋 淑子

O17-2
救急医療スタッフの N95 マスク密着
性評価におけるユーザーシール
チェックの信頼性

京都橘大学 健康科学
部 救急救命学科 澤田 仁

O17-3 A 病院の医療スタッフに対する 3 種
類の N95 マスクの定量的適合評価

京都橘大学 健康科学
部 救急救命学科 澤田 仁

O17-4 職員を対象とした N95 マスクフィッ
トテストの実施

久留米大学医療セン
ター ICT 吉永 英子

O17-5
防水ガウンおよびプラスチックガウ
ン表面の尿中大腸菌の付着菌数の違
いについて

帝京山梨看護 武井由貴絵

O17-6

医療従事者が個人用防護具を着用す
ることに関する一般人の見解の変
化：COVID-19 パンデミックを経験
して

国立看護大学校 感染
管理看護学 網中眞由美



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） 第14会場（ノース 4F G401）

－87－

O18
洗浄・消毒・減

菌
10：40～11：40

峯 麻紀子
（重工記念長崎病
院）

O18-1
汚物室における洗浄・消毒業務の見
直し～ディスポ製品の導入と使用後
評価～

医療法人銀門会 甲州
リハビリテーション病
院 感染管理室

晦日 浩二

O18-2 次亜塩素酸水噴霧による落下微生物
に対する空間除菌効果の評価 長崎大学病院 薬剤部 中川 博雄

O18-3
ケアミックス型病院における UV-C
照射装置を用いた環境消毒効果の検
証

金沢大学附属病院 感
染制御部/金沢大学 医
薬保健研究域医学系
感染症科学・臨床検査
医学研究分野

北谷 栞

O18-4 ワイプ消毒剤としての精製次亜塩素
酸水の有効性に関する検討

ニプロ株式会社 医薬
品研究所 橋川 大介

O18-5 褥瘡洗浄剤としての精製次亜塩素酸
水の有効性検証

ニプロ株式会社 医薬
品研究所 高見 直弥

O18-6
非結核性抗酸菌症に対する精製次亜
塩素酸水の感染予防効果に関する検
討

ニプロ株式会社 医薬
品研究所 新開 規弘

O19
尿道留置カテー
テル関連感染

14：00～15：00

西内由香里
（京都府立医科大
学附属病院）

O19-1 カテーテル関連尿路感染低減に向け
た取り組み 八尾市立病院 道野真美亜

O19-2 カテーテル関連尿路感染の低減を目
的とした取り組み

長野医療生活協同組合
長野中央病院 宮川 佳也

O19-3 尿道留置カテーテル挿入患者の統一
した観察と評価に向けた取り組み

白山石川医療企業団
公立つるぎ病院 大島 有美

O19-4
排尿ケアチームと感染対策チームの
協働による CAUTI 予防の取り組
み～抜去後の排尿管理体制の構築～

地方独立行政法人広島
県立病院機構 県立二
葉の里病院

新田由美子

O19-5
感染リンクナース会と排尿ケアチー
ムの協働による尿道留置カテーテル
の適正使用に向けた取り組みと評価

常磐病院 感染対策部 秋田 友紀

O19-6
尿道留置カテーテル管理における陰
部洗浄方法の改良～ボトル洗浄から
清拭用ワイプへの移行効果～

公益財団法人 唐澤記
念会 大阪脳神経外科
病院

今井 健悟
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O20
周術期感染対策
15：00～16：00

藤田 明子
（大阪公立大学医
学部附属病院 感
染制御部）

O20-1
SSI 予防抗菌薬を用いる周術期クリ
ニカルパスにおける AST 薬剤師の介
入効果の検証

浜松医科大学医学部附
属病院 薬剤部/浜松医
科大学医学部附属病院
感染制御センター

望月 啓志

O20-2 手術部位感染サーベイランスの分析
と季節性変動に関する検討

社会医療法人祥和会
脳神経センター大田記
念病院 感染管理室

寺島 恭子

O20-3
手術室看護師の手術時手指衛生技術
の獲得に向けた手術看護認定看護師
の実践内容

深谷赤十字病院 手術
室/順天堂大学大学院
医療看護学研究科

野口小百合

O20-4

表層切開創 SSI 予防のための用手洗
浄における効果的な創洗浄方法の検
討―実施者・器具・把持方法別の洗
浄表面圧力の測定―

埼玉県済生会加須病院/
国際医療福祉大学 大
学院医療福祉学研究科

小美野 勝

O20-5
外減圧術後頭蓋形成術における術後
感染症対策に関するアンケート調査
研究

東邦大学医療センター
大橋病院 脳神経外科 中山 晴雄

O20-6 病棟での手指消毒剤使用量と SSI 発
生率との関係

広島大学病院 感染制
御部 佐野 由佳



ポスター番号 日程 ポスター貼付 発表 ポスター撤去

P1-001～P1-259 7 月 11 日（金）

7 月 10 日（木）
17：00～18：00
7 月 11 日（金）
8：00～10：00

7 月 11 日（金）
10：00～11：15
14：45～16：00

7 月 11 日（金）
16：00～17：00

P2-001～P2-246 7 月 12 日（土）

7 月 11 日（金）
17：00～18：00
7 月 12 日（土）
8：20～10：00

7 月 12 日（土）
10：00～11：15
14：10～15：25

7 月 12 日（土）
15：25～16：00

一般演題
ポスター

【第 2日目】7月 11 日（金）
〈P1-001～P1-259〉

【第 3日目】7月 12 日（土）
〈P2-001～P2-246〉
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P1
手指衛生①（多角

戦略他）
10：00～11：15

佐野 由佳
（広島大学病院
感染制御部）

P1-001 WHO 手指衛生多角的戦略導入後約 1
年目の成果

北海道中央労災病院
感染対策室 武田 知子

P1-002 WHO 手指衛生多角的戦略を用いた
手指衛生の取り組みの成果と課題

千葉大学医学部附属病
院 感染制御部 谷中 麻里

P1-003
手術室小集団における WHO 手指衛
生多角的戦略デモンストレーション
とその効果

愛知県医療療育総合セ
ンター中央病院 桑山 祐樹

P1-004

WHO 手指衛生多角的評価フレーム
ワーク（HHSAF）を活用した取り組
み～自施設の「伸びしろ」をみつけ
て～

独立行政法人労働者健
康安全機構 富山労災
病院

髙本 恭子

P1-005 手指消毒剤消費量の向上を目指した
取り組み報告

尼崎医療生協病院 医
療の質・安全管理室 井上 美里

P1-006
某中規模急性期病院リハビリテー
ション部における手荒れに関するア
ンケート調査

医療法人社団苑田会
苑田第一病院 リハビ
リテーション部

遠藤 貴之

P1-007 本センターでの手荒れ対策とその効
果

日本赤十字社和歌山医
療センター 感染管理
室

前 知歌子

P1-008 手荒れラウンドからわかった指先ハ
ンドケアの重要性

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院 感染
制御室

松本 香

P1-009 アルコールフリー手指消毒剤の効果
の比較と検討

群馬大学医学部附属病
院 感染制御部 須田 崇文

P1-010 A 病院におけるノンアルコール製剤
の導入に向けた取り組み

独立行政法人国立病院
機構 岩国医療セン
ター

林 海空

P1-011 新規導入した手指消毒剤の使用に伴
う手肌への影響と使用感の評価

関西医科大学附属病院
感染制御部 池山 美沙
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P1
手指衛生②（多職

種）
10：00～11：15

平松 玉江
（国際医療福祉大
学成田病院）

P1-012 リンクナースによる病棟内での手指
衛生遵守率向上への取り組み

（医）豊田会 刈谷豊田
東病院 山岡佳代子

P1-013 当院における手指衛生行動の向上に
対する現状分析

防衛医科大学校病院
医療安全・感染対策部 市江 希

P1-014
リハビリテーション室の手指消毒剤
使用量増加に対する取り組みと今後
の課題

公益社団法人地域医療
振興協会 東京北医療
センター リハビリ
テーション室

髙橋 勇貴

P1-015 臨床工学室における手指衛生遵守に
向けた啓蒙活動と直接観察の効果

NTT 東日本札幌病院
診療支援部 臨床工学
室

田代顕一朗

P1-016 当院臨床工学技士の手術時手洗いの
現状と課題 第 2 報

NTT 東日本札幌病院
診療支援部 臨床工学
室

須藤 徹

P1-017 手指衛生の向上と定着を目指した薬
剤課の取り組み

公益社団法人昭和会
いまきいれ総合病院
薬剤課

久津輪久世

P1-018

精神科領域における手指消毒剤ポ
シェットの導入と定着にむけた取り
組み～レヴィンの変革モデルでアプ
ローチ方法を検証して～

独立行政法人国立病院
機構東尾張病院 感染
対策室

田尻理恵子

P1-019
特別養護老人ホームにおける手指衛
生の実施率改善に向けた取り組みに
ついて

特別養護老人ホーム
玉寿荘 小林 辰洋

P1-020 自施設 COVID-19 発生時の着眼点を
もとにした手指衛生の取り組み

特別養護老人ホーム
きららの杜 佐藤 由紀

P1-021 保育士の手指衛生行動の変化 朝日大学 保健医療学
部看護学科 横田 知子

P1-022
外来診察時の医師の手洗い遵守に対
する新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の影響

三重大学医学部附属病
院 新居 晶恵
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P1
標準予防策

10：00～11：15

増田 昌文
（静岡市立清水病
院）

P1-023 手指衛生に伴う医療スタッフの手荒
れ相談の実績と問題点

東京医科大学八王子医
療センター 感染制御
部/東京医科大学八王子
医療センター 薬剤部

松永 宣史

P1-024 精神科病院における入浴介助時の
ディスポ手袋の有効性の考察

公益財団法人積善会日
向台病院 看護部 菅原 俊一

P1-025 排泄・清潔援助場面における標準予
防策徹底の取り組み

昭和医科大学江東豊洲
病院 高久 美穂

P1-026 リハビリスタッフのウロバックの適
切な取り扱いに対する取り組み

医療法人徳洲会 福岡
徳洲会病院 リハビリ
テーション室

坂下 竜也

P1-027 個人防護具の適切な使用の徹底を図
るための取り組み

国立大学法人東北大学
東北大学病院 看護部 川島 香織

P1-028
医療従事者および一般事務従事者の
ユニフォームから分離される細菌の
薬剤感受性

北里大学医学部 微生
物学 林 俊治

P1-029 急性期病棟に勤務する看護師の名札
の汚染状況 友愛会病院 竹内 崇秀

P1-030 Staphylococcus aureus の人工皮膚上
における生存期間

東北医科薬科大学 薬
学部 臨床感染症学 河村 真人

P1-031
精神科病院における と 穴を介し
た黄色ブドウ球菌の感染リスクの検
証

独立行政法人国立病院
機構 肥前精神医療セ
ンター 感染管理室

冨田 泉
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P1
個人防護具

10：00～11：15

中村 加奈
（横浜市立大学附
属病院）

P1-032 医療用マスクを汚染したウイルスの
感染力へのタンパク質の影響

和歌山県立医科大学
保健看護学部 池田 敬子

P1-033 分娩環境における感染対策：ディス
ポーザブル分娩台カバーの開発

東京医療保健大学 大
学院看護学研究科 渡邊 香

P1-034
関東圏の助産所における職業感染対
策に関する考え方と新生児ケア実施
時の個人防護具の着用実態

東京医療保健大学 助
産学 戸津有美子

P1-035
N95 レスピレーターフィットテスト
に関する医療従事者向け教育プログ
ラムの実践報告

順天堂大学医学部附属
順天堂医院 感染予防
管理部 感染予防対策
室

小林 裕美

P1-036
N95 マスクの定量的フィットテスト
がスタッフに及ぼす影響と今後の課
題

掛川市・袋井市病院企
業団立 中東遠総合医
療センター

梅原佐知子

P1-037 N95 フィットテスターを用いた N95
装着指導の取り組み

日本医科大学武蔵小杉
病院 感染制御部 菅野 絵理

P1-038 フィットテストによる N95 マスク適
正選定への取り組み 京丹後市立久美浜病院 牧野みち子

P1-039 当院における N95 マスクのフィット
テスト結果と課題について

医真会八尾総合病院
感染制御チーム 吉本 理恵

P1-040 N95 マスクフィットテストで見えて
きた当院の今後の課題

埼玉医科大学病院 感
染対策室 坂田由美子

P1-041
N95 マスクフィット率の定量測定困
難な状況を想定した主観的評価の有
用性に関する検証

産業医科大学病院 江藤宏一郎

P1-042 個人防護具（エプロン、手袋）の使用
に関する評価方法の効果

大阪医科薬科大学病院
感染対策室 川西 史子
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P1
感染経路別予防

策
10：00～11：15

柴谷 涼子
（公益社団法人大
阪府看護協会）

P1-043
薬剤耐性菌（MRSA ESBL 大腸菌な
ど）の発生密度率低減のための取り組
み

医療法人厚生会 福井
厚生病院 中島 治代

P1-044 接触予防策の実施状況評価と改善の
取り組み NTT 東日本関東病院 渡邊 愛子

P1-045
ICN が多数のスタッフに実施した
N95 微粒子マスクの着脱指導および
フィットテストに関する報告

慶應義塾大学病院 感
染制御部/慶應義塾大学
病院 看護部

増谷 瞳

P1-046

介護老人保健施設（老健施設）におけ
る顔面帯状疱疹からの水痘感染～空
気感染対策の重要性と教育支援の必
要性～

社会医療法人財団董仙
会 恵寿総合病院 感
染制御センター 感染
制御課

谷田部美千代

P1-047
帯状疱疹発症患者をケアしたアジア
からの技能実習生の水痘発症事例を
経験して

社会医療法人 駿甲会
コミュニティーホスピ
タル甲賀病院

帯金 里美

P1-048 兄弟で発症した髄膜炎菌髄膜炎症例
とその対応

市立ひらかた病院 医
療安全管理室感染防止
対策部門

嶋木 美和

P1-049

微生物の接触伝播移行率と伝播源の
湿潤状態との関係―バイオスキンを
使用した接触伝播モデルの基礎的研
究―

東京医療保健大学大学
院 医療保健学研究科 東 陽子

P1-050 2 段階に分けた新たな接触予防策の
導入

兵庫県立尼崎総合医療
センター 感染対策
チーム

大迫ひとみ

P1-051
リハビリテーション学部学生の黄色
ブドウ球菌保菌調査からみた感染予
防教育の必要性

椙山女学園大学看護学
部/名古屋大学大学院医
学系研究科分子病原細
菌学

石原 由華



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者
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－95－

P1
CLABSI CV①
10：00～11：15

小松崎直美
（順天堂大学医学
部附属順天堂医院）

P1-052
ICN と病棟スタッフによる点滴確認
ラウンドを用いた中心静脈カテーテ
ル管理の取り組み

信州大学医学部附属病
院 感染制御室 塩原 真弓

P1-053 中心静脈カテーテル関連血流感染
サーベイランスを行って

独立行政法人国立病院
機構北海道医療セン
ター

三熊 有香

P1-054
病院全体を対象としたサーベイラン
スを活用した病院全体で取り組む
CLABSI 対策

大阪公立大学医学部附
属病院 感染制御部 藤井 昭人

P1-055
コロナ禍における血液内科病棟での
中心静脈ライン関連血流感染サーベ
イランスの実態と管理方法の検証

浜松医科大学医学部附
属病院 感染制御セン
ター

鈴木 利史

P1-056 療養型病院における中心ライン関連
血流感染の実態と課題

医療法人宏和会 瀬戸
みどりのまち病院 看
護部

加藤 千景

P1-057
短腸症候群患児における在宅中心静
脈栄養法と中心ライン関連血流感染
の実態調査

北海道立子ども総合医
療・療育センター 徳安 浩司

P1-058

全入院患者を対象とした CLABSI
サーベイランス判定における当院の
現状と課題―リンクナースと CNIC
の判定の差と今後の課題―

群馬大学医学部附属病
院 感染制御部 山田まり子

P1-059
当院における中心静脈ライン関連血
流感染（CLABSI）挿入時リスク因子
の調査

静岡市立清水病院 感
染防止対策室 土屋 憲

P1-060
中心静脈カテーテルの早期抜去を目
指した感染管理特定認定看護師の活
用

市立池田病院 看護部 生地あゆみ

P1-061
透明な消毒剤による中心静脈カテー
テル刺入部の皮膚消毒手技に関する
研修

国立国際医療研究セン
ター病院 看護部 竹本 奈央
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－96－

P1
CLABSI CV②
10：00～11：15

松原 友紀
（東葛病院 感染
対策室）

P1-062 事例から見出した血流感染対策の今
後の課題と対策

医療法人偕行会 名古
屋共立病院 感染管理
室

伊藤佐知子

P1-063 多疾患併存（マルチモビディティ）患
者における CLABSI 低減の取り組み 芳珠記念病院 看護局 北 みゆき

P1-064 中心静脈カテーテル関連血流感染低
減に向けての取り組み

独立行政法人 国立病
院機構 広島西医療セ
ンター

林谷 記子

P1-065 静脈ライン接続部の消毒方法の検討
医療法人財団康生会武
田病院 医療安全対策
室感染管理

藤井香緒利

P1-066 ニードルレスコネクタ表面の消毒方
法に関する検討

千里金蘭大学 栄養学
部 井上 善文

P1-067 A 病院における PICC 感染率改善活
動

JA かみつが厚生連 上
都賀総合病院 三品 雅洋

P1-068
血液内科病棟における末梢挿入型中
心静脈カテーテル（PICC）の調査から
みえた課題

愛知医科大学病院 感
染制御部 感染管理室 高橋 知子

P1-069
電子カルテ機能を活用し CLABSI 再
発防止を目的としたカンファレンス
の効果

金沢医科大学病院 看
護部 西永 楓蓮

P1-070 CLABSI 発生率の低減に向けた取組
み

医療法人徳洲会 福岡
徳洲会病院 片渕 由貴

P1-071 集中治療室における中心ライン関連
血流感染の現状と課題

地方独立行政法人 奈
良県立病院機構 奈良
県総合医療センター

東學 善友
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－97－

P1
デバイス関連感
染血管内留置カ
テーテル VAE
10：00～11：15

金子ゆかり
（佐賀大学医学部
附属病院）

P1-072 末梢静脈カテーテル関連血流感染の
現状と今後の課題

国立がん研究センター
中央病院 室谷美々子

P1-073
Bacillus cereus による末梢静脈カ
テーテル関連血流感染症対策として
の末梢アミノ酸含有製剤の規定作成

上尾中央総合病院 薬
剤部 小林 理栄

P1-074 末梢静脈カテーテル関連感染への介
入 富山市立富山市民病院 平野 規久

P1-075
Bacillus cereus カテーテル関連血流
感染症の予防に点滴バッグのみの頻
回交換は非効率的

前橋赤十字病院 感染
症内科部 佐藤 晃雅

P1-076 透析患者の長期留置カテーテル
MRSA 感染について

城南福祉医療協会 大
田病院 荒尾 晶子

P1-077

バスキュラーアクセス関連感染
（VAI）低減のために透析関連感染
サーベイランス研究会（DSN-J）が推
奨する対策の効果の検討

彦根市立病院/透析関連
感染サーベイランス研
究会

多湖ゆかり

P1-078 ガイドラインに準じた透析用カフ型
カテーテル消毒方法の変更

国家公務員共済組合連
合会 東北公済病院
感染対策室

富樫 ふみ

P1-079 感染管理認定看護師の呼吸器ケアサ
ポートチームへの参加とその効果

高岡市民病院 感染管
理部 長谷川 裕

P1-080

人工呼吸器関連肺炎予防チームの発
足につながった人工呼吸器関連イベ
ントサーベイランスのフィードバッ
ク

長崎みなとメディカル
センター 感染制御セ
ンター

森 英恵

P1-081
NICU における多職種チームによる
VAP 予防活動の検証：VAP 予防バ
ンドルの有用性について

岩手医科大学附属病院
看護部 杉沢 瞳

P1-082

ICU における人工呼吸器関連肺炎
（VAP）予防バンドルの遵守率からみ
えてきた VAP 発生要因と予防策の
検討

高知大学医学部附属病
院 秋山 祐哉
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－98－

P1
尿道留置カテー
テル関連感染

10：00～11：15

平野 明博
（東京大学医学部
附属病院 看護部
感染対策センター）

P1-083
尿道留置カテーテル関連感染予防策
の多職種遵守状況調査 全職種対象
研修によるフィードバックの効果

札幌円山整形外科病院 中山梨香子

P1-084 尿道留置カテーテル適正使用への介
入

医療法人厚生会 福井
厚生病院 髙栁 淳子

P1-085 尿道留置カテーテル適正使用に向け
たテンプレート導入と評価

地方独立行政法人大阪
府立病院機構 大阪は
びきの医療センター

西上奈緒子

P1-086

カテーテル関連尿路感染サーベイラ
ンスの現状と定期的なフィードバッ
ク実施によるカテーテル早期抜去へ
の取り組み

熊本整形外科病院 医
療安全管理室 村上 広美

P1-087
A 病棟における尿道留置カテーテル
関連尿路感染率低減に向けた取り組
み

独立行政法人 国立病
院機構 東近江総合医
療センター

内谷 勝

P1-088
当院における院内全部署を対象とし
た CAUTI サーベイランスの効果と
課題

近畿大学病院 安全管
理センター 感染対策
部

廣瀬 茂雄

P1-089 腎移植患者の尿路感染予防への取り
組み

医療法人社団 協友会
柏厚生総合病院 田中 美紀

P1-090 カテーテル関連尿路感染を減らすた
めの取り組み、現状と課題

順天堂大学医学部附属
練馬病院 塚本 真紀

P1-091

カテーテル関連尿路感染症低減に向
けた看護師による毎日の抜去アセス
メントと抜去後の尿閉に対する間欠
的導尿の効果

地方独立行政法人東京
都立病院機構東京都立
多摩総合医療センター

齊藤 克哉

P1-092 尿道留置カテーテル管理改善の取り
組み

JCHO 下関医療セン
ター 坪根 淑恵

P1-093
尿道留置カテーテル関連尿路感染予
防に向けた脳神経外科病棟での取り
組み

国立国際医療研究セン
ター病院 田中 一香
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－99－

P1
アウトブレイク
対策① CRE・

疥癬
10：00～11：15

小野寺隆記
（洛和会丸太町病
院）

P1-094
当院における CRE 検出事例～複数の
遺伝子型のアウトブレイクを経験し
て～

医療法人春秋会 城山
病院 貴志 裕子

P1-095 当院で経験した CPE アウトブレイク
事例における感染対策

国立病院機構長崎医療
センター 呼吸器内科/
国立病院機構長崎医療
センター 感染症内科/
国立病院機構長崎医療
センター 感染制御室

近藤 晃

P1-096
救命センターから発生した CPE アウ
トブレイクの対応（第 2 報：終息報
告）

JCHO 中京病院 感染
対策室 加藤 洋子

P1-097

当院で経験したカルバペネマーゼ産
生腸内細菌科細菌（Carbapenemase-
Producing Enterobacteriaceae：
CPE）アウトブレイク事例

国立病院機構長崎医療
センター 呼吸器内科/
国立病院機構長崎医療
センター 感染症内科/
国立病院機構長崎医療
センター 感染制御室

近藤 晃

P1-098 角化型疥癬患者から二次感染を防止
した医療チームの実践の一例

渕野辺総合病院 質・
安全対策室 森岡久美子

P1-099 当院で経験した疥癬のアウトブレイ
クと今後の課題

医療法人 医和基会
戸畑総合病院 村上 りか

P1-100
老人保健施設で発生した疥癬アウト
ブレイク～角化型疥癬患者を個室隔
離できず対応した事例～

（医）偕行会在宅医療事
業部 三宅喜代美

P1-101 角化型疥癬のアウトブレイクの経験
から疥癬の早期発見の活動報告

大阪府立病院機構 大
阪はびきの医療セン
ター

橋本 美鈴

P1-102 認知症閉鎖病棟における疥癬集団発
生の報告と感染対策

順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者
医療センター

石井 幸

P1-103 当院における疥癬発症事例報告 久米川病院 金澤真弓華
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－100－

P1
血流感染・教育
10：00～11：15

長谷川 諒
（秋田大学医学部
附属病院）

P1-104

無菌室がなく抗癌化学療法を積極的
に行う診療科等を持たない中小病院
において分離されたカンジダ血症の
検討

福井総合病院 橋元 千鶴

P1-105 Candida auris が検出された患者の感
染対策に関する取り組み

亀田総合病院 地域感
染症疫学・予防セン
ター

永井 友香

P1-106
カンジダ血症患者への介入を通して
学んだこと～特定看護師としての関
わり～

社会医療法人純幸会関
西メディカル病院 感
染管理室

勝平 真司

P1-107 当院における血液培養陽性患者の中
間報告時での介入についての検討

帯広厚生病院 感染対
策室 原 理加

P1-108
血液培養採血におけるバンドルを含
めたプロトコル各項目の達成率と遵
守率

常滑市民病院 感染症
対策室 谷川 暁子

P1-109 血液培養検査の適正採取向上への取
り組み

小田原市立病院 看護
部 杉山美恵子

P1-110
血液培養 1 セット採取症例への調査
結果から介入した AST 活動の成果と
今後の課題

掛川市・袋井市病院企
業団立 中東遠総合医
療センター AST

山本 恭子

P1-111
セフィデロコルを例に感染管理看護
師と薬剤師が協働で行う抗菌薬適正
使用の教育活動

慶應義塾大学病院 感
染制御部 福田 正悟

P1-112 平成 25 年から当院で継続実施したベ
ストプラクティスの評価 高砂市民病院 中島 博美

P1-113
当院の AMR 対策に関連した教育・
啓発活動の方向性～院内職員の意識
調査を実施して～

医療法人春秋会 城山
病院 貴志 裕子
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－101－

P1
抗酸菌・性感染

症
10：00～11：15

仲村 秀太
（琉球大学大学院
医学研究科 感染
症・呼吸器・消化
器内科学講座）

P1-114 演題取り下げ

P1-115
結核菌塗抹陽性患者の接触者健診に
おいて T-Spot 検査陽性となった職員
の報告

福井赤十字病院 感染
管理室 坪田 マキ

P1-116
結核菌と非結核性抗酸菌の WST-1 法
による迅速鑑別における添加物の影
響

東京医療保健大学大学
院医療保健学研究科/国
保君津中央病院臨床検
査科

岩間 暁子

P1-117 中小規模病院における DOTS への取
り組み

名戸ヶ谷あびこ病院
感染対策室 加藤久美子

P1-118 喀血症状を呈した外国人就労患者の
感染対策に難渋した 1 例

地方独立行政法人 奈
良県立病院機構 奈良
県西和医療センター

森脇美智子

P1-119 M. abscessus species の分離状況 東京大学医学部 附属
病院 感染制御部 日暮 芳己

P1-120
抗酸菌液体培養において一般細菌に
よって汚染しやすい検体の当セン
ターでの対応

神奈川県立循環器呼吸
器病センター 検査科 太田良美沙

P1-121 当院における水道水の定期抗酸菌
サーベイランス

NHO 近畿中央呼吸器セ
ンター 感染対策室 大槻登季子

P1-122 大腿骨結核性骨髄炎を契機に発見さ
れた外国人 HIV 陽性者の症例

独立行政法人国立病院
機構福山医療センター 片山 智之

P1-123 妊婦の梅毒感染と治療に関する検討

市立ひらかた病院 医
療安全管理室感染防止
対策部門/市立ひらかた
病院 臨床検査科/大阪
医科薬科大学 功労教
授

浮村 聡
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－102－

P1
人材教育①（地

域）
10：00～11：15

浅野 恵子
（公益社団法人日
本看護協会看護研
修学校）

P1-124

大阪市感染対策支援ネットワーク南
部ブロックにおける診療所を対象と
した新興感染症対応に向けた感染対
策研修の評価

大阪鉄道病院 坂本 麗花

P1-125 行政との連携に焦点を当てた感染症
流入訓練の実施報告

医療法人 徳洲会 湘
南鎌倉総合病院 感染
対策室

中川加央里

P1-126 地域ネットワークを活用した新興感
染症の発生等を想定した合同訓練

日本医科大学千葉北総
病院 桐明 孝光

P1-127
感染管理の核となる看護師育成の取
り組み―行政機関と地域の感染管理
認定看護師が協働で行う研修―

地方独立行政法人 佐
賀県医療センター好生
館

三好恵美子

P1-128
福井県の中小規模病院等を対象とし
た感染管理リーダー育成研修の成果
と評価

福井大学医学部附属病
院 感染制御部 西村 一美

P1-129 豊中市感染対策リンクナース育成事
業の取り組みについて 市立豊中病院 鈴木 徳洋

P1-130
健康福祉事務所と連携した地域の感
染対応力向上への取り組み～2024 年
度の活動報告～

赤穂市民病院 感染対
策室 望月 佐紀

P1-131
とちぎ感染症対応力強化プロジェク
ト活動報告―高齢者施設等における
感染対策コーディネーターの育成―

上都賀総合病院 薬剤
部/栃木地域感染制御コ
ンソーティアム

野澤 彰

P1-132
タイ王国の A 病院とのオンライン
ミーティングを通した感染対策向上
に向けた取り組み

大阪公立大学大学院看
護学研究科 感染看護
学分野/大阪国際感染症
研究センター 人材育
成部門

喜田 雅彦

P1-133
過疎高齢化地域における住民の感染
予防行動の改善を目指した CBPR の
試み

峡南医療センター企業
団富士川病院 廣田 直美

P1-134 千葉県東葛北部地区における高齢者
施設向け感染症対策研修会の実際 新松戸中央総合病院 今井三枝子
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－103－

P1
手指衛生③（質

的）
14：45～16：00

藤田 烈
（国際医療福祉大
学 大学院 医学
研究科 公衆衛生
学専攻）

P1-135 手指衛生 5 つのタイミング実践へ
の取り組み

京丹後市立久美浜病院
医療安全管理室 牧野みち子

P1-136
手指衛生遵守率向上へ向けて、手指衛
生直接観察の結果から見えた傾向と
今後の課題

福島赤十字病院 北村 慶

P1-137 ICT メンバーによる直接観察法を取
り組んだ結果と課題

香椎丘リハビリテー
ション病院 坂田 彰則

P1-138 手指衛生の質と直接観察法の評価と
の関係性

下関市立市民病院 感
染管理室 又賀 明子

P1-139 手指衛生の改善に向けた直接観察導
入の効果と課題

独立行政法人労働者健
康安全機構熊本労災病
院 ICT

境目 容子

P1-140 擦式アルコール製剤使用量増加への
取り組み

医療法人厚生会 福井
厚生病院 林田あゆ美

P1-141
手指衛生遵守率向上への取り組み～
直接観察法による介入に期待される
効果～

金沢医科大学氷見市民
病院 田中恵里子

P1-142 手指衛生観察アプリを活用した ICN
業務の効率化

JR 札幌病院 感染防止
対策部 佐々木光義

P1-143
手指衛生直接観察時のアプリ使用に
よる業務改善および遵守率改善活動
への影響の検討

済生会兵庫県病院 小川麻由美

P1-144

効果的な手指衛生教育を考える 演
習形式研修の導入＋手指衛生直接観
察結果のフィードバック内容の充実
化

藤枝市立総合病院 感
染管理室 小林亜紀子

P1-145 HCU 病棟における手指衛生遵守率向
上に向けた取り組み

医療法人徳洲会 大垣
徳洲会病院 國井 愛香
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－104－

P1
手指衛生④（量）
14：45～16：00

藤原 美樹
（ツカザキ病院）

P1-146
WHO 推奨手指衛生 5 つのタイミン
グに準じた職員の手指衛生向上にむ
けた院内研修を実践して

医療法人明日葉会 札
幌マタニティウイメン
ズホスピタル

篠原 由衣

P1-147 手指消毒カンファレンスによる手指
消毒改善活動の取り組み

鹿児島大学病院 A 棟
9 階病棟 原田 幸枝

P1-148 主体的な行動変容を目指した手指衛
生実施の取り組み 市立豊中病院 ICT 赤瀬 望

P1-149
使用量ポスターを利用した擦式アル
コール手指消毒薬の使用量増加への
取り組み

桑名市総合医療セン
ター 岩間 弘晃

P1-150

アルコール製剤使用量の現状把握と
使用量向上を目指して～手指を介し
て患者への感染伝播を予防する取り
組み～

深川市立病院看護部 原 弘典

P1-151 部署の特性を踏まえたケア数に基づ
く目標設定による手指消毒改善活動

鹿児島大学病院 感染
制御部 村田 奈穂

P1-152
当職員における手指衛生教育の検
討～手指消毒剤塗り残し部位の傾向
より～

医療法人春秋会 城山
病院 貴志 裕子

P1-153 手指衛生の意識向上に向けてロール
プレイを取り入れた効果

日本鋼管福山病院西 3
病棟 櫻井 絵実

P1-154 手指衛生行動の変容に向けた取組み 小樽市立病院 看護管
理室 村上 圭子

P1-155
手指衛生評価における使用量集計の
妥当性の検討―払い出し量と使用量
集計結果の違い―

日本赤十字社和歌山医
療センター 感染管理
室

臼井 昌行

P1-156 当院における院内全部署での手指消
毒剤使用量測定の取組み

NHO 近畿中央呼吸器セ
ンター 感染対策室 木村 仁
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－105－

P1
手指衛生⑤（教

育）
14：45～16：00

桐明 孝光
（日本医科大学千
葉北総病院）

P1-157 看護師長との協働による手指衛生回
数増加の取り組み

市立貝塚病院 感染管
理室 水本 雄二

P1-158
感染対策リンクナースの活動を中心
とした手指衛生改善に向けた取り組
み

社会福祉法人北海道社
会事業協会小樽病院 石田裕美子

P1-159
リンクナースが主体となって行う手
指衛生遵守活動における他部署評価
の重要性

金沢医科大学病院 看
護部 日向千恵子

P1-160 キャリアが豊富な看護師に対する手
指衛生の意識づけに関する検討 医療法人南会 南病院 吉本 映里

P1-161
小児専門病院の内科系病棟における
手指衛生遵守率向上に向けた取り組
み

千葉県こども病院 看
護局 塩島有美子

P1-162 手指衛生改善活動と新規 MRSA 分離
率に関する検討

東京医科大学茨城医療
センター 加藤 彰

P1-163 入院患者における手指衛生に関する
情報提供後の行動変容

医療法人徳洲会 八尾
徳洲会総合病院 萩原 美香

P1-164 精神科における手指衛生とマスクの
着用に関する患者教育 井之頭病院 永岡 知生

P1-165

リハビリテーション専門病院におけ
る携帯式消毒薬導入後の手指衛生 5
つのタイミングの変化～継続調査の
報告 続報～

つくば国際大 看護 北島 元治

P1-166
重症心身障害児者施設に勤務する職
員の手指衛生に関する知識と手指衛
生遵守率の現状

獨協医科大学大学院看
護学研究科 山本 典孝

P1-167 当院リハビリテーション技術部にお
ける手指衛生の取り組み

医療法人弘遠会 すず
かけヘルスケアホスピ
タル

浅井 貴章
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－106－

P1
耐性菌① CRE
14：45～16：00

四宮 聡
（箕面市立病院）

P1-168
IMP 型カルバペネマーゼ産生 En-
terobacter bugandensis 発生時の微
生物学的初期対応について

医療法人豊田会刈谷豊
田総合病院 ICT 藏前 仁

P1-169 CPE のアウトブレイクの経験から見
直した院内感染対策

独立行政法人国立病院
機構 三重中央医療セ
ンター ICT

近澤 香織

P1-170

海外由来の高度耐性腸内細菌目細
菌：REL/IPM/CS 耐性 KPC 産生
Klebsiella pneumoniae 保菌者に対す
る市中病院の取り組み

医療法人社団東光会
西東京中央総合病院 山本久美子

P1-171
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌検
出と抗菌薬使用量の関連性に関する
検討

東邦大学医療センター
大森病院 薬剤部/明治
薬科大学 微生物学研
究室/東邦大学医療セン
ター大森病院 感染管
理部

平山 忍

P1-172
渡航歴のない患者から同時検出され
た KPC 産生 K. pneumoniae と C.
freundii を分離した 1 症例

獨協医科大学埼玉医療
センター 臨床検査部/
獨協医科大学埼玉医療
センター 感染制御部

渡邊 樹里

P1-173
CRE13 例における薬剤耐性遺伝子の
検出状況と保健所の介入による院内
感染対策の取組について

東京都多摩小平保健所 沼田 結子

P1-174 国立高度専門医療研究センターにお
ける CRE 症例の検討

国立精神・神経医療研
究センター 脳神経小
児科

山本 寿子

P1-175

先進的感染症検査マップ先進的感染
症検査施設に抗菌薬耐性因子解析を
依頼し解析結果を院内感染対策に活
用した 1 症例

総合病院 南生協病院
検査科 長坂 陽子

P1-176

腸内細菌目細菌性肺炎マウスモデル
を用いた Nacubactam と Cefepime
併用時の組織中薬物濃度に基づいた
PK/PD 評価の実践

慶應義塾大学薬学部薬
効解析学講座 水上 雄貴
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－107－

P1
耐性菌②

ESBL、アシネ
ト・緑膿菌

14：45～16：00

溝口美祐紀
（東京大学医学部
附属病院 感染制
御部）

P1-177
当院の療養病床における Proteus
mirabilis ESBL 産生菌の断続的検出
に関する検討

医療法人徳洲会 武蔵
野徳洲会病院 立花 容

P1-178
ESBL 産生大腸菌による菌血症を伴
う尿路感染症にセフメタゾール単剤
で治癒した症例

原町赤十字病院 薬剤
部 内海 博行

P1-179
耐性グラム陰性桿菌に対しセフトロ
ザン・タゾバクタムを投与した症例
の検討

杏林大学医学部付属病
院 感染制御部 吉田 博昭

P1-180 当院における ESBL 産生腸内細菌目
細菌の検出状況とリスク因子の検討

社会医療法人生長会
ベルランド総合病院 田中まこと

P1-181
滋賀県内の河川における第 3 世代セ
ファロスポリン系薬耐性グラム陰性
桿菌の実態調査

京都橘大学 健康科学
研究科 藤社 果林

P1-182
水道シンクの簡便な消毒方法導入に
よる薬剤耐性アシネトバクター新規
発生動向調査

順天堂大学医学部附属
浦安病院 感染対策室 中村 翔一

P1-183 カテキンによる多剤耐性緑膿菌
（MDRP）の病原因子抑制の検討

文京学院大学大学院
保健医療科学研究科 蓼沼 瑞希

P1-184 当センターにおけるカルバペネム耐
性緑膿菌保菌者の検討

神奈川県立こども医療
センター 感染制御室 鹿間 芳明

P1-185
Acinetobacter baumannii に関する
環境における生存率と Biofilm 産生能
の関連

文京学院大学大学院
保健医療科学研究科 藤井 彩音

P1-186 黄色ブドウ球菌および緑膿菌におけ
る非ステロイド性抗炎症薬の影響

文京学院大学大学院
保健医療科学研究科 井口 知哉
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－108－

P1
耐性菌③
MRSA、CDI

14：45～16：00

村木 優一
（京都薬科大学）

P1-187
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）分離率低下に必要となる手
指消毒剤消費量の検討

沖縄県立中部病院 感
染症内科 椎木 創一

P1-188
NICU 入院患者から分離された
MRSA の POT 法による遺伝子型分
類

獨協医科大学埼玉医療
センター 感染制御部/
獨協医科大学埼玉医療
センター 臨床検査部

飯草 正実

P1-189
NICU・GCU で検出された MRSA に
対する分子疫学解析を用いた院内感
染状況の調査

東邦大学医療センター
佐倉病院 感染対策室 金剛寺亜吏

P1-190

抗菌薬適正使用支援チーム活動開始
前後における血液培養から検出され
るメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の
比較

医療法人徳洲会 大和
徳洲会病院 感染対策
室

長坂 洋子

P1-191
ベンチマーク指標としての MRSA を
用いた 2 年目病院の院内感染対策評
価

医療法人徳洲会湘南大
磯病院 小島 康裕

P1-192
黄色ブドウ球菌血流感染症治療バン
ドルの遵守率と治療アウトカムの変
化

康生会 武田病院 松田 貴臣

P1-193 環境管理の変遷とトキシン産生 Clos-
tridioides difficile 検出状況の変化

千葉県循環器病セン
ター 白熊久美子

P1-194
当院における Clostridioides infection
治療薬の使用状況調査および適正使
用推進に向けた検討

小倉記念病院 薬剤部 町田 聖治

P1-195 院内清掃の変化が Clostridioides-
difficile 検出状況に与えた影響

千葉県がんセンター
感染管理部 大塚モエミ

P1-196
J-SIPHE データにおける Clostridioi-
des difficile infection（CDI）発生率の
現状と考察

国立国際医療研究セン
ター AMR 臨床リ
ファレンスセンター

田島 太一
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第2日目 7月11日（金） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－109－

P1
アウトブレイク

対策②
MRSA・VRE
14：45～16：00

阿部亜矢子
（地方独立行政法
人 秋田県立病院
機構 秋田県立循
環器・脳脊髄セン
ター）

P1-197

新生児集中治療室（NICU）に関連する
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のア
ウトブレイクにおける POT 法を用い
た感染対策

富山県立中央病院 感
染対策室 高本 良子

P1-198 外科病棟で起きた MRSA 検出事例へ
の介入

弘前大学医学部附属病
院 感染制御センター 尾崎 浩美

P1-199 NICU における MRSA アウトブレイ
クの対応

日本赤十字社医療セン
ター 感染管理室 風間 佳代

P1-200 VRE 院内アウトブレイクに対する感
染対策の取り組み 大分県厚生連鶴見病院 田中奈津美

P1-201 当院における VRE アウトブレイク事
例への取り組み

和歌山県立医科大学附
属病院 感染制御部 則村 大輔

P1-202 VRE アウトブレイクへの介入と標準
予防策の見直し

沖縄赤十字病院 感染
対策室 仲間 綾乃

P1-203 VRE アウトブレイクにおける当院の
ICT 活動報告

関西医科大学総合医療
センター 感染制御部 赤澤早百合

P1-204 血液培養陽性で診断した侵襲性髄膜
炎菌感染症への対応

国立病院機構東京医療
センター 感染症内科 津山 頌章

P1-205 当院における Clostridioides difficile
感染症アウトブレイクへの介入

立川相互病院 感染管
理室 槇野 順子

P1-206 VRE 発生に対する感染対策向上加算
1 医療機関との連携

社会福祉法人 京都社
会事業財団 西陣病院 伊藤 良子

P1-207
バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）保
菌者受け入れを契機とした感染対策
見直しの取り組みと成果

伊豆今井浜病院 看護
部 臼井まり子
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－110－

P1
アウトブレイク
対策③ ウイル

ス・その他
14：45～16：00

石井 幸
（順天堂大学医学
部附属順天堂東京
江東高齢者医療セ
ンター）

P1-208 COVID-19 クラスター発生に人的ミ
スが関わった事例とその対策

社会医療法人健和会
健和会病院 関島 香

P1-209 当院における COVID-19 院内感染に
対する AirdogⓇの効果の検討

公益財団法人田附興風
会 医学研究所北野病
院 呼吸器内科

丸毛 聡

P1-210 年末年始の新型コロナウイルス感染
症のアウトブレイクへの介入

弘前大学医学部附属病
院 感染制御センター/
弘前大学医学部附属病
院 呼吸器内科・感染
症科

糸賀 正道

P1-211
行動制限が守れない COVID-19 患者
への対応～患者の特性によって隔離
が困難であった症例の振り返り～

JA 長野厚生連佐久総合
病院 内堀由佳理

P1-212
老人保健施設でのインフルエンザ・
新型コロナウイルス感染症同時クラ
スターの経験

社会福祉法人恩賜財団
済生会今治病院 看護
部 感染対策管理室

西村小百合

P1-213 ノロウイルス感染症アウトブレイク
の原因検討と対策

高砂市民病院 感染制
御室 福田 純子

P1-214 医療従事者における体調不良と検査
実施の実態

公立昭和病院 感染管
理部 大島 仁美

P1-215
山形県村山地域 AMR（薬剤耐性）
ネットワークの活動報告～山形県村
山地域の薬剤耐性の現状～

山形県村山保健所 森 福治

P1-216
障害者支援施設の個別性に対応した
感染症流行時 BCPWeb 作成システム
の実装

四国大学短期大学部
人間健康科 長尾多美子
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者
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－111－

P1
COVID-19①（地

域連携）
14：45～16：00

原國 政直
（浦添総合病院）

P1-217

精神科病院の感染症クラスター対応
において必要な外部支援と効果的な
受け入れのために必要な準備：茨城
県での対応からの学び

国立感染症研究所 実
地疫学研究センター 中下 愛実

P1-218
COVID-19 パンデミック経験後のユ
ニット型特養に入居する高齢者の発
熱の実態

四條畷学園大学看護学
部看護学科 吉本 和樹

P1-219 高齢者施設の感染対策向上への取り
組み 千葉県野田保健所 蛯沢 宏美

P1-220

高齢者施設等感染対策向上加算のた
めの連携による効果～認知症対応型
共同生活介護における新型コロナウ
イルス感染症対策～

社会医療法人 松涛会
安岡病院 藤井 智恵

P1-221

COVID-19 パンデミックで顕在化し
た特別養護老人ホームにおける感染
対策の課題抽出とそれに対する保健
所による支援策の検討

千葉県野田保健所 蛯沢 宏美

P1-222

新型コロナウイルス感染症の流行が
もたらした地域活動の変化～感染対
策の充実を図るための管轄保健所と
の協同（高齢者施設編）～

公立丹南病院 宮田こず恵

P1-223
医療機関と高齢者施設の感染対策に
おける連携 高齢者施設の現状把握
から感染対策を考える

会津中央病院 感染防
止対策部門 佐藤 良子

P1-224 新型コロナウイルス流行時の院内対
応と地域医療連携を振り返って

宮崎県立日南病院 感
染管理科 木佐貫 篤

P1-225
感染管理認定看護師・感染症看護専
門看護師の介護保険施設への感染管
理支援の必要性の認識

愛知医科大学看護学部 長崎由紀子

P1-226
COVID-19 患者における感染対策改
訂の取り組み評価～ディスポーザブ
ル食器対応廃止からの学び～

医療法人徳洲会 千葉
徳洲会病院 田中 菜水

P1-227 COVID-19 による偏見・差別の体験 神奈川県立保健福祉大
学 実践教育センター 松永 早苗
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第2日目 7月11日（金） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－112－

P1
COVID-19②（感

染対策）
14：45～16：00

奥川 麻美
（東京医科大学病
院 感染制御部）

P1-228

COVID-19 感染症法 5 類移行後にお
ける院内発生および周囲への感染伝
播についての検討（インフルエンザお
よび流行時期での比較）

川崎医科大学附属病院
感染管理室 寺尾 有子

P1-229 NICU・GCU における COVID-19 院
内クラスター対応と課題

東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部 西川栄里子

P1-230 兵庫県立丹波医療センターにおける
新型コロナ 5 類化後―第 2 報―

兵庫県立丹波医療セン
ター 西崎 朗

P1-231

中規模病院での感染管理に関するタ
スク・シフト/シェアの取り組み～臨
床検査技師が中心となって取り組ん
だ COVID-19 感染対策～

北大阪ほうせんか病院
感染管理センター 﨑間 里実

P1-232 COVID-19 第 6～11 波における当院
感染症病床の対応 咸宜会 日田中央病院 松田 裕之

P1-233 医療従事者における SARS-CoV-2 ウ
イルス排出期間とその因子の検討

公立昭和病院 感染管
理部 一ノ瀬直樹

P1-234
当院における発熱患者外来対応と感
染源不明の院内新型コロナ発生事例
報告

久米川病院 安田 睦美

P1-235
造血器悪性腫瘍患者における新型コ
ロナウイルス感染症再燃による集団
感染事例から感染対策を考える

東京都済生会中央病院 渡邉 明美

P1-236 急性呼吸器感染症流行レベル別対応
表作成とその導入の検証

医療法人社団明芳会
板橋中央総合病院 薬
剤部/医療法人社団明芳
会 板橋中央総合病院
感染対策室

陶山明日香

P1-237 発熱外来機能継続から新興感染症対
策を考える

枡記念病院 感染対策
室 熊田ふみ子

P1-238 COVID-19 院内感染対策 全病室ド
ア閉鎖の効果

名寄市立総合病院 医
療安全管理部感染対策
課

大谷 圭一
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－113－

P1
細菌感染症

14：45～16：00

奥川 周
（東京大学医学部
附属病院 感染症
内科）

P1-239 院内感染と考えられた A 群溶血性レ
ンサ球菌による産褥熱の 3 例

石井記念愛染園附属愛
染橋病院 井石 倫弘

P1-240
劇症型溶血性レンサ球菌感染症の 2
例：全国的な流行を踏まえた当院の
取り組み

医療法人社団八千代会
メリィホスピタル
ICT/広島大学病院 消
化器・移植外科

三枝 義尚

P1-241 人工環境水系におけるレジオネラ属
菌の汚染状況

北里環境科学センター
微生物部 水谷 英秋

P1-242
ペットによる 傷で SFTS との重複
感染を疑った Capnocytophaga cani-
morsus 感染症の一例

淀川キリスト教病院
臨床検査課/淀川キリス
ト教病院 感染対策
チーム

永谷 啓晃

P1-243 セレウス菌院内感染経路としての車
椅子からの手指汚染の可能性

椙山女学園大学看護学
部/名古屋大学大学院医
学系研究科

石原 由華

P1-244 TAZ/PIPC 使用症例における抗菌薬
選択の妥当性 横浜労災病院 米﨑 友駿

P1-245
当院における推奨抗菌薬リストを活
用した経口抗菌薬の適正使用の取り
組みと効果

鹿児島厚生連病院 福永 晟也

P1-246
血液培養及び尿培養より Streptococ-
cus dysgalactiae と Actinotignum
sanguinis を検出した 1 例

神奈川県立循環器呼吸
器病センター 検査科 太田良美沙

P1-247 菌血症を呈した尿路感染症患者の経
口抗菌薬スイッチングの現状 JA 吉田総合病院 古閑恵梨奈

P1-248
Antimicrobial Stewardship Team 専
従薬剤師による抗菌薬の副作用への
対応とその転帰

NHO 呉医療センター
感染対策部/NHO 呉医
療センター 薬剤部

高田 正弘
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第2日目 7月11日（金） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－114－

P1
新興感染症

14：45～16：00

堀井 久美
（国立健康危機管
理研究機構 国立
国際医療センター）

P1-249
COVID-19 感染症入院患者を発症後 6
日目で隔離解除したことによる院内
感染拡大への影響

札幌孝仁会記念病院 平井 亜美

P1-250 COVID-19 入院時スクリーニング検
査の有用性の検討

国家公務員共済組合連
合会 東京共済病院 竹田 純

P1-251
新興感染症パンデミック下における
看護師の就業継続意向と支援策の検
討

井原市立井原市民病院
院内感染対策室 柳本亜由美

P1-252

技能実習および特定技能資格により
日本で就業する在留ベトナム人の新
興感染症に対する感染予防行動の実
態と関連要因

順天堂大学医学部附属
順天堂医院 看護部/順
天堂大学大学院 医療
看護学研究科

岩楯 真緒

P1-253 新興感染症の対応に向けての取り組
み

医療法人千寿会道後温
泉病院 砂田 真人

P1-254
感染対策向上加算連携機関と共に考
え・実践につなげる新興感染症等訓
練

社会医療法人義順顕彰
会 種子島医療セン
ター

下江 理沙

P1-255 新型コロナウイルス感染症集団発生
事例における抗ウイルス薬の必要性

群馬県済生会前橋病院
感染対策室 齋藤 直人

P1-256
COVID-19 のパンデミック下におけ
る外来患者での経口抗菌薬処方状況
の調査

東邦大学医療センター
大森病院 薬剤部/東邦
大学医療センター大森
病院 感染管理部

安田 寛

P1-257 当院の腎移植患者における新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）

柏厚生総合病院 腎セ
ンター・外科・臓器移
植外科

小崎 浩一

P1-258

当院における新型コロナウイルス感
染症抗ウイルス薬使用者と未使用者
の比較～職員アンケートの結果か
ら～

特定医療法人社団勝木
会 やわたメディカル
センター

根上 剛

P1-259
新型インフルエンザ患者等発生時対
応訓練 机上シミュレーションによ
る地域で顔の見える関係性構築

京丹後市立久美浜病院
医療安全管理室 牧野みち子
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－115－

P2
周術期感染対策

①
10：00～11：15

中村 翔一
（順天堂大学医学
部附属浦安病院
感染対策室）

P2-001
Endoscopic combined intra-renal sur-
gery における結石培養と感受性検査
の有用性

名古屋市立大学大学院
医学研究科 腎・泌尿
器科学分野

惠谷 俊紀

P2-002 予定手術症例の術前清潔ケア実施率
向上への取り組み

東京都立荏原病院 看
護部 伊藤 未恵

P2-003 当院の膵頭十二指腸切除術における
手術部位感染（SSI）発生率の分析

厚生連高岡病院 医療
関連感染管理部 廣野 和子

P2-004
当院整形外科における人工股関節置
換術の手術部位感染予防への取り組
み

さいたま市民医療セン
ター 薬剤科 川島 紀明

P2-005 人工関節手術における手指衛生アド
ヒアランス向上への取り組み

箕面市立病院 感染制
御部 野瀬 正樹

P2-006 チームで取り組む周術期感染対策
兵庫県立西宮病院 消
化器外科/兵庫県立西宮
病院 感染対策チーム

橋本 和彦

P2-007
SSI 発生率低下に向けた新たな戦
略～CNIC が手術室勤務歴を有する
重要性～

社会医療法人スミヤ
角谷整形外科病院 雜賀 輝

P2-008 手術室看護師への手荒れ改善介入に
関するアンケート調査

社会医療法人 寿量会
熊本機能病院 薬剤部 下原 朋美

P2-009 心臓血管外科手術における手袋交換
の定着に向けての取り組み 福井循環器病院 田川 貴義

P2
周術期感染対策

②
10：00～11：15

小美野 勝
（埼玉県済生会加
須病院）

P2-010 SSI サーベイランスを外科系全診療
科に拡大するための戦略

大阪公立大学医学部附
属病院 感染制御部 藤田 明子

P2-011 外科手術部位感染予防対策のチーム
での取り組み

総合病院鹿児島生協病
院 堀之内ルミ

P2-012 脊椎固定術手術部位感染の低減にむ
けたケアバンドル構築と実践

公益社団法人地域医療
振興協会 横須賀市立
総合医療センター

松村 恵美

P2-013 術前・術後の SSI（手術部位感染）早
期介入プロセスの構築 市立岸和田市民病院 石崎 美香

P2-014
脳神経外科手術における手術部位感
染（SSI）低減に向けた ICN の取り組
み

京都府立医科大学附属
病院 感染対策部 菊地 圭介

P2-015 多職種で協働する SSI バンドルの構
築と効果・今後の課題

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部埼玉県済生
会加須病院

小美野 勝

P2-016 大腿骨近位部骨折術後の尿路感染症
のリスク因子の分析 宝塚第一病院 雪田 智子

P2-017

持続局所抗菌薬還流療法（Continuous
local antibiotic perfusion：CLAP）に
おけるゲンタマイシン使用の安全性
についての検討

磐田市立総合病院 薬
剤部 伊藤 清香

P2-018 手術部位感染サーベイランスの結果
から見えた当院の現状と今後の課題

日本赤十字社 原町赤
十字病院 感染管理室 冨沢 陽子
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セッション 座長（所属） 演題
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P2
感染対策チーム

（ICT）活動①
手指衛生向上の

取り組み
10：00～11：15

兼島 優子
（沖縄県立南部医
療センター・こど
も医療センター）

P2-019 手指衛生キャンペーンが職員の手指
消毒行動変容に及ぼす効果

名古屋市立大学医学部
附属東部医療センター
感染制御室

河合 晴美

P2-020 当院における ICT 活動報告―手指衛
生向上への取り組み― 久米川病院 土本 真穂

P2-021 A 病院療養病棟での手指消毒遵守率
向上の取り組み

医療法人聖比留会 セ
ントヒル病院 横山 敬子

P2-022 病棟の手指消毒剤使用量向上に向け
て 東大阪徳洲会病院 長谷川実季

P2-023 ICT による多角的手指衛生推進活動 国際医療福祉大学成田
病院 平松 玉江

P2-024 手指衛生手技を定量判定するツール
を用いた手指衛生評価の実施

医療法人渓仁会 札幌
渓仁会リハビリテー
ション病院 感染制御
チーム

伊藤 美里

P2-025 ゲームで学ぶ医師の手指衛生：ボー
ドゲーム活用の新たな挑戦

神戸市立医療センター
中央市民病院 感染管
理室

山本 達也

P2-026 多角的アプローチによる手指衛生の
遵守向上を目指して

社会医療法人 堀ノ内
病院 検査科 感染制
御室

水村瑚ノ葉

P2-027 手指衛生の「質」に取り組む～手指衛
生遵守率向上計画～

NHO 大阪南医療セン
ター 感染対策室 峰岸 三恵

P2-028 手指衛生直接観察法の検討～移動式
カメラを用いた観察方法の検証～

心臓血管研究所附属病
院 髙橋 七海

P2-029 当院（中規模ケアミックス病院）にお
ける手指衛生活動の現状

公益財団法人白浜医療
福祉財団 白浜はまゆ
う病院

坂本 健一
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P2
感染対策チーム

（ICT）活動②
多職種地域連携
と ICT ラウンド
10：00～11：15

土田 陽子
（横浜南共済病院）

P2-030
当地域での救急隊における感染対策
への取り組み 1 感染防止委員会の活
動報告

JA 岐阜厚生連 飛騨医
療センター 久美愛厚
生病院

横山 敏之

P2-031 中規模病院における専任感染管理者
としての活動と課題

香川医療生活協同組合
高松平和病院 横山 達也

P2-032 リンクスタッフ主体の感染対策研修
の取り組みについて

沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療セン
ター 感染制御セン
ター/沖縄県立南部医療
センター・こども医療
センター 看護部

國吉 光治

P2-033
地域における感染管理の質向上に向
けた新たな取り組み～フリーランス
ICN の活動～

社会医療法人財団池友
会 新行橋病院 感染
管理室

樋渡 美紀

P2-034 コロナ禍で行った地域連携の立ち上
げとその後の経過

東京品川病院 感染対
策室 藤原 聖弓

P2-035 地域連携カンファレンスの現状と今
後の役割と課題

JCHO 札幌北辰病院
感染管理部 髙木 静江

P2-036
連携施設との合同新興感染症訓練の
実践報告～それぞれの力を発揮する
ために～

独立行政法人国立病院
機構東名古屋病院 感
染対策室

鈴木 京子

P2-037
災害時の感染制御地域連携に向けた
合同訓練の実施～簡易トイレ作成と
吐物処理訓練を実施して～

医療法人春秋会 城山
病院 貴志 裕子

P2-038 連携医療機関との 4 年間の関わりと
課題

独立行政法人国立病院
機構北海道医療セン
ター

工藤 綾栄

P2-039 現場の改善活動を促す ICT ラウンド
の検討

独立行政法人地域医療
機能推進機構 東京新
宿メディカルセンター
感染制御チーム

髙谷あかね

P2-040 コロナ禍から学んだ ICT ラウンドの
有用性

稲沢市民病院 感染対
策室 酒井 りえ
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P2
ICT・AST 活動
10：00～11：15

植田 貴史
（兵庫医科大学病
院 感染制御部/兵
庫医科大学 感染
制御学）

P2-041
AST ミーティングの回数増加と実施
場所の変更がもたらしたメリット 検
査技師の目線から

地方独立行政法人 桑
名市総合医療センター
中央検査室 微生物検
査室

籠 徹

P2-042 Access 抗菌薬の使用比率を向上させ
るための当院での取り組み

独立行政法人国立病院
機構 広島西医療セン
ター 薬剤部

西阪 英恵

P2-043
高度急性期医療現場での感染管理と
血液培養の質向上～抗菌薬適正使用
支援（AS）における看護師の役割～

総合大雄会病院 感染
対策室 鈴木奈緒子

P2-044 システムを使わない AST 活動効率化
の取り組み

医療法人財団 東京勤
労者医療会 東葛病院 松原 友紀

P2-045 インスリンバイアル製剤の開封後期
限遵守に関する取り組み

前橋赤十字病院 薬剤
部 北原 真樹

P2-046 当院の抗菌薬適正使用支援チーム活
動の症例報告 東京曳舟病院 江澤恵美子

P2-047 演題取り下げ

P2-048
薬剤耐性（AMR）対策を考慮した抗菌
薬適正使用支援チーム（AST）の取り
組み

IMS グループ 三愛会
総合病院 有村 康夫

P2-049
カルバペネム系抗菌薬供給制限が与
えた抗菌薬適正使用支援（AS）活動へ
の影響と今後の展望

医療法人札幌麻生脳神
経外科病院 井須 恭平

P2-050 AST による急性胆管炎・胆嚢炎に対
する抗菌薬適正使用への取り組み

NTT 東日本札幌病院
感染管理推進室 檜山 瑠美

P2-051
福岡徳洲会病院におけるアミノグリ
コシド系抗菌薬 TDM 実施率向上の
ための取り組み

福岡徳洲会病院 津田 裕菜
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P2
外来・在宅・高

齢者施設
10：00～11：15

坂本 麗花
（大阪鉄道病院）

P2-052 介護老人保健施設（老健施設）におけ
る成人水痘感染

董仙会 恵寿総合病院
感染制御センター 山﨑 雅英

P2-053 高齢者施設での COVID-19 クラス
ター発生後の対策とその効果

特別養護老人ホーム
ひだまりの家やまと 臼井 隆司

P2-054 A 県内の入所系高齢者施設における
感染対策上の課題

徳島大学大学院医歯薬
学研究部 看護リカレ
ント教育センター

山下留理子

P2-055
在宅療養の場における感染対策の実
態 第一報～訪問看護師が抱える困
難と課題～

徳島大学大学院医歯薬
学研究部看護リカレン
ト教育センター

代畑 光教

P2-056
在宅療養の場における感染対策の実
態 第二報～針刺切創と鋭利器材専
用廃棄容器の使用状況～

サラヤ株式会社 メ
ディカル事業本部 櫻井かおり

P2-057 透析室感染対策チームを立ち上げて KKR 高松病院 臨床工
学科 濱脇 大貴

P2-058 歯科治療の飛沫飛散：模擬的治療実
験に基づき現場での対策を考える

鶴見大学歯学部口腔微
生物学講座 高尾亞由子

P2-059 外来リハビリテーションを受ける脳
血管疾患患者の口腔内環境の実態

湘南医療大学大学院
保健医療学研究科 健
康増進・予防領域/医療
社団法人 康心会 湘
南東部総合病院

小川 忠彦

P2-060 外来におけるプロセスシート介入前
後の血液培養汚染率変化

医療法人聖峰会 田主
丸中央病院 感染管理
課

右田 早苗

P2-061
外来看護におけるカテーテル関連血
流感染症予防のための手指衛生遵守
向上への支援

東邦大学医療センター
大森病院 看護部 矢ヶ﨑恵子

P2-062 当院の病院前救急診療における感染
対策の現状と課題 赤穂市民病院 救急科 坂田 寛之
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者
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P2
人材教育②（院

内）
10：00～11：15

立花亜紀子
（公益社団法人日
本看護協会看護研
修学校）

P2-063 感染管理分野院内認定看護師の育成
とその後の活動

医療法人豊田会 刈谷
豊田総合病院 神谷 雅代

P2-064
職員の感染対策スキル向上と継続し
た感染対策活動を行うための「感染対
策承認カード」導入の試み

順天堂大学医学部附属
病院浦安 医療安全推
進センター 感染対策
室

秋田 美佳

P2-065 感染対策活動を通じたリンクナース
育成の取り組み

昭和医科大学江東豊洲
病院 高久 美穂

P2-066 感染リンクスタッフの育成とその効
果

岩手医科大学附属病院
感染制御部 及川みどり

P2-067 多職種によるリンクスタッフ委員会
の活動と効果

国立病院機構 関門医
療センター 感染管理
室

高山佳代子

P2-068 看護補助者対象の感染対策研修への
取り組み～おむつ台車の環境整備～

社会医療法人 寿人会
木村病院 林 幾代

P2-069
ICT リンクナースへの学習支援を通
じた感染対策知識向上と主体的な活
動促進の取り組み

前橋赤十字病院 齊藤 悟

P2-070
リンクスタッフが中心となって行う
部署内での感染対策に対する取り組
み

医療法人社団 哺育会
浅草病院 山田 大代

P2-071
病棟の環境改善にむけた取り組み～
CNIC とリンクナースとの 3 年間の
歩み～

独立行政法人国立病院
機構 東広島医療セン
ター

関岡 剛史

P2-072 包交車・滅菌物の衛生的な管理を目
指したリンクナース会の活動 共立蒲原総合病院 村上香奈子

P2-073 当院独自の院内認定感染制御メディ
カルスタッフ（ICMS）制度を始めて

（独）国立病院機構 金
沢医療センター 感染
管理部

太田 和秀
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P2
人材教育③（その

他）
10：00～11：15

岡森 景子
（公益社団法人
2025年日本国際博
覧会協会）

P2-074

血管内留置カテーテル・尿道留置カ
テーテルの管理に関するメディカル
スタッフの教育～当院メディカルス
タッフの状況～

済生会川口総合病院
感染管理室 千葉 礼子

P2-075
群馬県 感染対策に関わる人材育成
の取り組み―研修会開催アンケート
分析―

群馬県済生会前橋病院/
群馬県感染症対策連絡
協議会 ICN 分科会

櫻井佐智子

P2-076
感染対策の講義形式の検討～感染対
策に興味をもってもらうための試行
錯誤～

JA 長野厚生連佐久総合
病院 中澤 友也

P2-077
組織風土の醸成を目的とした当院職
員の「声掛け」に関するアンケート調
査の報告

東京医科大学病院 感
染制御部 奥川 麻美

P2-078 新人薬剤師に向けた感染制御研修の
取り組みと課題

神奈川県立こども医療
センター 薬剤科 高橋 実希

P2-079
膀胱がん BCG 療法を通じて薬物治療
と感染対策の視点から学べる薬学部
実務実習モデルの構築

国家公務員共済組合連
合会 東北公済病院 千葉 博暁

P2-080 感染対策が必要な看護補助業務の指
示の在り方に関する研究

大阪公立大学大学院
看護学研究科 博士前
期課程

梅本 智

P2-081 感染管理専門介護職養成プログラム
の評価と課題

茨城県立医療大 医科
学 小瀧 紀子

P2-082
群馬県における感染症対策の取り組
み―地域での中小病院、高齢者施設、
障害者施設等との連携―

川島内科クリニック/群
馬県感染症対策連絡協
議会/群馬県医師会

川島 崇

P2-083 介護老人保健施設等における感染対
策の質向上への取り組み

戸田中央メディカルケ
アグループ本部 看護
局

高橋 峰子

P2-084
病室入退時に着目した手指消毒実施
向上の取り組み～ナッジ理論を活用
して～

名古屋市立大学医学部
附属東部医療センター
看護部

河合 晴美
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P2
その他①

10：00～11：15

山本亜希子
（函館五稜郭病院
感染情報管理室）

P2-085 ハタ科魚類喫食によるパリトキシン
様毒中毒疑い発生事例 都城市郡医師会病院 徳永 智三

P2-086
当地域での救急隊における感染対策
への取り組み 2―消防署訪問活動を
通して―

日本赤十字社 高山赤
十字病院 後藤 泰代

P2-087 天草地域における感染症患者搬送訓
練～診療所からの搬送訓練の実施～

独立行政法人地域医療
機能推進機構 天草中
央総合病院

坂本 陽子

P2-088 感染管理認定看護師として災害への
備え運用

くまもと森都総合病院
感染対策室 満井美奈子

P2-089 陰部清拭用ワイプシートの導入によ
る効果について

公立西知多総合病院
感染対策室 山田 昌矢

P2-090

令和 6 年能登半島地震および令和 6
年奥能登豪雨の被災地保健所におけ
るレジオネラ症届出と公衆浴場衛生
管理

石川県能登北部保健所 中村 萌里

P2-091 水道水における季節変動が塩素濃度
と微生物検出に及ぼす影響

宮崎大学医学部附属病
院 感染制御部 髙城 一郎

P2-092 5 年半続けたレジオネラ菌判明後の
給湯系水質調査

神戸市立西神戸医療セ
ンター 感染防止対策
室

磯目 賢一

P2-093
UV-C 照射装置による消毒と空調清
掃を実施したことによる落下細菌・
真菌の生菌数の比較検討

宮崎大学医学部附属病
院 感染制御部 安藤 大介

P2-094 222nm 遠紫外線照射による非結核性
抗酸菌の不活化効果の検討

東邦大学医学部 微生
物・感染症学講座 梶原 千晶
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－123－

P2
その他②

10：00～11：15

中村貴枝子
（東京都健康安全
研究センター）

P2-095 地域医療施設への感染対策の訪問指
導の取り組みと今後の課題

独立行政法人国立病院
機構北海道がんセン
ター 4 南病棟

浅黄谷美里

P2-096
外部評価者として小樽検疫所検疫感
染症総合訓練に参加して～ICN に求
められる役割～

公益社団法人 日本海
員掖済会 小樽掖済会
病院

久保亜佐子

P2-097 地域での感染対策活動から院内の感
染対策の充実を図る～麻疹対策～

社会医療法人信愛会
畷生会脳神経外科病院
感染管理室

亀田 郁江

P2-098
「点」から「線」で繋げる感染対策の支
援～高齢者施設の定期的な訪問を開
始して～

社会福祉法人 恩賜財
団大阪府済生会千里病
院

橋本 渚

P2-099 高齢者施設の看護職・介護職双方へ
教育する感染対策研修の実際と効果 東葛クリニック病院 谷口 弘美

P2-100
高齢者施設入居者の視点から感染対
策を考える：インタビューによる質
的研究

岡山大学 大学院ヘル
スシステム統合科学研
究科 博士後期課程

藤本 要子

P2-101

精神病床を有する病院においてオミ
クロン流行期の SARS-CoV-2 の感染
伝播を制御するために考慮すべき対
策

国立感染症研究所 金﨑美奈子

P2-102
病院における食品衛生管理～食事提
供時間遵守と延食対応への取り組
み～

札幌東徳洲会病院 栄
養科 相良 渉子
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－124－

P2
その他③

10：00～11：15

堀 賢
（順天堂大学大学
院）

P2-103 救急車内の換気に関する検討 川崎市健康安全研究所 三﨑 貴子

P2-104
COVID-19 感染患者の療養環境～一
般病棟に入院する認知症高齢患者の
感染対策～

順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者
医療センター

鈴木 考子

P2-105
車いす駆動方法が手指および生活圏
への汚染に与える影響の基礎調査研
究

岐阜保健大学リハビリ
テーション学部 小島 誠

P2-106 医療施設における昆虫調査とその生
態について

シーアンドエス株式会
社 西日本事業所 島 大樹

P2-107
レジオネラ属菌の系統的給湯環境
サーベイランス結果を踏まえた院内
感染対策の実施

金沢大学附属病院 感
染制御部 田中 靖也

P2-108

定期的除菌に迷う病院および介護施
設内環境や送迎車内に対する持続型
抗菌・抗ウイルス剤 TC-688 コー
ティング効果に関する調査

福岡青洲会病院 大倉 望美

P2-109 医療従事者におけるユニフォーム衛
生管理不良者の特徴

医療法人清栄会 清瀬
病院 大石恵理子

P2-110
作業療法士および理学療法士養成校
に所属する学生のユニフォーム交換
における頻度と認識の実態

岐阜保健大学 リハビ
リテーション学部 宇佐美知子

P2-111 当院薬剤師の手指衛生改善に向けた
課題の検討

金沢医科大学病院 薬
剤部/金沢医科大学病院
ICT

多賀 允俊

P2-112
感染対策の DX 化に向けて考える―
感染症発生報告システムの開発と運
用導入の取り組み―

磐田市立総合病院 熱田 洋平

P2-113

COVID-19 の感染拡大を防止できた
A 病棟の感染対策に対する一考察～
セル看護提供方式Ⓡへの変更による効
果～

独立行政法人国立病院
機構敦賀医療センター 隨原さとえ
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－125－

P2
ウイルス

10：00～11：15

新庄 正宜
（慶應義塾大学医
学部小児科）

P2-114

In vitro ヒトノロウイルス
（HuNoV）培養系を用いた消毒効果の
評価方法と代替ウイルスを用いた従
来法との比較

富士フイルム富山化学
株式会社 富山研究開
発センター バイオ解
析研究部

鈴木 仁

P2-115
水痘帯状疱疹ワクチン定期接種によ
る IgG 抗体価への影響を考慮した、水
痘院内感染の臨床的検討

JA 吉田総合病院 内
科/JA 吉田総合病院
感染対策チーム

大岡 郁子

P2-116
A 病院における看護師の手指消毒剤
使用量と季節性インフルエンザ罹患
との関連

NHO 大阪刀根山医療
センター 岸田 未来

P2-117 季節性インフルエンザ流行期におけ
る面会禁止基準についての検討

社会医療法人芳和会
くわみず病院 橋口 宏美

P2-118 介護施設におけるインフルエンザ集
団発生時の予防投与の実際と課題

医療法人おもと会 統
括本部 山城 奈奈

P2-119 当院のインフルエンザウイルス A 型
感染症の感染状況と対策の効果

埼玉巨樹の会 所沢美
原総合病院 小林 洋美

P2-120
COVID-19 パンデミック前後におけ
るインフルエンザ拡大期での院内感
染対策の変化

医療法人藤井会 石切
生喜病院 感染制御部 長谷川 菫

P2-121
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の
患者に対してファビピラビルを投与
した 2 例

広島市立北部医療セン
ター安佐市民病院 薬
剤部

植竹 宣江

P2-122 療養型病床でのフィルムアレイによ
る原因ウイルスの特定の経験

国立精神・神経医療研
究センター 脳神経小
児科

住友 典子

P2-123
当院におけるマルチプレックス PCR
法を用いた感染症対策の有用性につ
いて

KKR 高松病院 久保 早苗

P2-124 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の
感染対策（症例報告）

広島市立北部医療セン
ター安佐市民病院
ICT/広島市立北部医療
センター安佐市民病院
看護部

森合 真治
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－126－

P2
地域連携

14：10～15：25

徳谷 純子
（奈良県立医科大
学附属病院）

P2-125

200 床未満の中小病院における薬剤
耐性菌感染管理の実態調査（横断研
究）―地域感染対策連携における課題
の検討―

順天堂大学医学部附属
浦安病院 中村 美子

P2-126 泉州二次医療圏における感染防止
ネットワーク活動の効果 大阪母子医療センター 木下 真柄

P2-127 診療版 J-SIPHE（OASCIS）を用いた
地域連携の取り組みと課題

済生会西条病院 感染
対策室 横畑加代子

P2-128
感染対策向上加算 1 に係る相互評価
結果を活用した鹿児島県内における
感染対策改善活動の仕組みつくり

鹿児島大学病院 感染
制御部 有村 尚子

P2-129
感染対策向上加算 1 病院を中心とし
た茅ヶ崎市内における感染対策地域
連携―第 3 報―

茅ヶ崎市立病院 蘭賀 都己

P2-130

高齢者施設対象に行政と ICN が協働
で開催した研修会の振り返りと今後
の方向性について ICN の目線で考え
ること

流山中央病院 鈴木理恵子

P2-131
障害者病棟および療養病棟を有する
地方中小病院における 5 年間の
ESBL 産生菌の検出状況の実態調査

医療法人社団 翔嶺館
十勝の杜病院 薬剤科 門脇 督

P2-132
A 介護老人保健施設での感染対策研
修会と施設内ラウンドを 9 年間継続
しての成果

ふじの内科循環器科ク
リニック 五十嵐 孝

P2-133
当院と高齢者施設を連携する「Midori
Silver Link Network：MiS-Link」の活
動について

名古屋市立大学医学部
附属みどり市民病院
感染制御室

福田 範子

P2-134 介護老人保健施設への訪問ラウンド
により見えてきた課題

医療法人財団 明理会
イムス明理会仙台総合
病院

前沢 祥子
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－127－

P2
NICU

14：10～15：25

荘子久美子
（一般財団法人自
警会 東京警察病
院）

P2-135
新生児集中治療室の患児ゾーンの可
視化とメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌検出に関する研究

静岡県立病院機構静岡
県立こども病院 看護
部

光延 智美

P2-136 NICU における MRSA に対する
CNIC の取り組み

福井大学医学部附属病
院 看護部 高島 和也

P2-137 NICU・GCU における MRSA アウト
ブレイクの対策（その後）について

千葉大学医学部附属病
院 感染制御部/千葉大
学医学部附属病院 看
護部

千葉 均

P2-138 集中治療室での Bacillus アウトブレ
イク発生と感染対策の取り組み

青森市民病院 感染管
理室 小寺 秋紗

P2-139
NICU におけるコット清掃と手指衛
生遵守率の調査および改善への取り
組み

東京医科大学病院 感
染制御部 堀之内莉菜

P2-140 当院 CICU でのシンクの環境培養結
果と今後の取り組み

杏林大学医学部付属病
院 CICU 井上美和子

P2-141
NICU/GCU におけるパルスドキセノ
ン紫外線照射機器導入時のスタッフ
教育と現状

藤田医科大学病院看護
部 NICU 對木 萌登

P2-142 小児集中治療室で発生した播種性帯
状疱疹への対応

兵庫県立こども病院
感染対策チーム 中島 由佳
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セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者
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－128－

P2
抗菌薬適正使用
14：10～15：25

安達 英輔
（東京大学医科学
研究所 附属病院
感染免疫内科・感
染制御部）

P2-143
当院感染症内科開設前後でのカルバ
ペネム系抗菌薬使用状況の変化の検
討

戸田中央総合病院 感
染対策管理室/戸田中央
総合病院 感染症内科/
国立療養所 多磨全生
園

小田 智三

P2-144 当院における経口第 3 世代セファロ
スポリンの処方状況の解析と評価

磐田市立総合病院 薬
剤部/磐田市立総合病院
抗菌薬適正使用支援
チーム

片桐 崇志

P2-145 指定抗菌薬使用届の体制変更による
抗菌薬使用密度への影響 生駒市立病院 薬剤部 星原 良太

P2-146
AST ミーティングの回数増加が
AST 活動と抗菌薬使用動向に与えた
影響

地方独立行政法人桑名
市総合医療センター
薬剤部

川﨑 好人

P2-147
抗菌薬を正しく安全に使用するため
に～抗菌薬インシデントの分析と講
習会の評価～

独立行政法人国立病院
機構三重中央医療セン
ター AST

鈴木 亮平

P2-148 タゾバクタム/ピペラシリン届出制導
入効果についての検証

東北大学病院 感染管
理室 鈴木 寿樹

P2-149
外来経口抗菌薬使用状況調査におけ
る抗菌薬選択圧評価とアンチバイオ
グラムとの相関性検証

神戸徳洲会病院 薬剤
部/神戸徳洲会病院 感
染対策室

大島 良康

P2-150

間歇的血液透析患者に対して 20µg/
mL 達成のためのテイコプラニンの
投与設計の検討―抗菌薬 TDM 臨床
実践ガイドライン 2022 の評価―

兵庫医科大学 感染制
御学/兵庫医科大学病院
感染制御部

植田 貴史

P2-151 外来抗菌薬使用量の集計における EF
統合ファイルの活用と評価

国立国際医療研究セン
ター AMR 臨床リ
ファレンスセンター

橋本 裕子

P2-152

バンコマイシン投与中の急性腎障害
が 30 日院内死亡率、在院日数等に及
ぼす影響：MDV および JMDC の 2
つのデータベースの比較

明治薬科大学 石山 梓紗
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－129－

P2
検査

14：10～15：25

井上 文緒
（弘前大学医学部
附属病院）

P2-153 小児一般病棟における入院前迅速抗
原検査の縮小の試み

済生会横浜市南部病院
小児科 田中 文子

P2-154 当院における入院時 COVID-19 スク
リーニング検査の検証

社会医療法人社団光仁
会 第一病院 若林 和代

P2-155 遺伝子解析による COVID-19 院内ク
ラスターの感染拡大の検討

名古屋記念病院 感染
対策室 北原 陽子

P2-156
臨床分離された Clostridioides diffi-
cile の毒素産生性の違いによる好気
環境下での芽胞数の経時的評価

東京医療保健大学大学
院 医療保健学研究科/
静岡市立清水病院

齋藤 敦子

P2-157 Clostridioides difficile における tox-
inB 遺伝子検査の運用評価

静岡徳洲会病院 検査
科 黒田 浩記

P2-158 当院における NAAT 検査導入前後の
CDI 検査および治療の状況

福井赤十字病院 検査
部 平井 舞

P2-159 当センターにおける喀痰品質評価に
ついての調査報告

神奈川県立こども医療
センター 検査科/神奈
川県立こども医療セン
ター 感染制御室

山下 恵

P2-160 薬剤師主導の抗菌薬感受性試験用ド
ライプレート配列の見直し

ときわ会 常磐病院
薬剤部 石井 友也

P2-161 血液培養検査における時間外検査対
応への取り組み

医療法人徳洲会古河総
合病院 感染対策室 宇田 義浩
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－130－

P2
検査・その他感

染症
14：10～15：25

工藤 貴之
（北里大学病院
臨床検査部）

P2-162 血中 cefepime 濃度測定の意義
日産厚生会玉川病院
感染管理室/日産厚生会
玉川病院 脳神経内科

齋藤 和幸

P2-163
Staphylococcus aureus および腸内細
菌目細菌による菌血症患者に対する
迅速診断法の臨床的影響

静岡市立清水病院 検
査技術科 池ヶ谷佳寿子

P2-164 血液培養ボトル供給量低下の影響

市立ひらかた病院 医
療安全管理室感染防止
対策部門/市立ひらかた
病院 薬剤部

田中 鉄也

P2-165 血液培養ボトル供給制限下における
当院の対応

和歌山県立医科大学附
属病院 感染制御部 辻田 愛

P2-166 当院における血液培養採血量の現状
と適正化への取り組み

社会医療法人社団 陽
正会 寺岡記念病院 今村 誠志

P2-167 当院における血液培養ボトルへの接
種血液量

諏訪赤十字病院 感染
管理室 永井 渓

P2-168 血液培養検査における血液量モニタ
リングの取り組み

社会医療法人三栄会ツ
カザキ病院 浦里 恵司

P2-169
皮膚汚染菌を含むグラム陽性球菌に
対する FilmArrayⓇ血液培養パネルの
有用性の検討

関西労災病院 薬剤部 川端 俊介

P2-170 血液培養汚染率に血液培養教育が及
ぼす影響

山形大学医学部附属病
院 看護部/山形大学医
学部附属病院 感染制
御部

遠藤 友意

P2-171 過去 20 年間の喀痰検査検体の品質推
移と今後の課題

日本大学医学部附属板
橋病院 臨床検査部/日
本大学医学部 病態病
理学系臨床検査医学分
野

刈田 綾美

P2-172 ダプトマイシン耐性を疑う Coryne-
bacterium striatum の一例

医療法人徳洲会 大隅
鹿屋病院 宮崎 雄二
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－131－

P2
職業感染対策（ワ

クチン接種）
14：10～15：25

金井信一郎
（信州大学医学部
附属病院 感染制
御室）

P2-173 新入職者用のワクチン歴・抗体価調
査用紙の更新と FAQ の一部 DX 化

NTT 東日本関東病院
感染対策推進室 黒田 潤子

P2-174 効率的で安全なワクチンプログラム
構築に向けた取り組み

京都第二赤十字病院
看護部/京都第二赤十字
病院 感染管理室

日向 高裕

P2-175
当院職員の、麻疹、風疹、水痘、流行
性耳下腺炎のワクチン接種歴と抗体
価の現状

医療法人徳洲会 湘南
厚木病院 感染防止対
策室

小島 直美

P2-176
当院職員の麻疹、風疹、流行性耳下腺
炎、水痘の罹患歴およびワクチン接種
歴の現状と課題

社会医療法人明陽会
成田記念病院 国政亜由子

P2-177
医療従事者のためのワクチン接種記
録・抗体価管理システムの開発と実
証実験

シミックホールディン
グス株式会社 北原沙也加

P2-178 職員が播種性帯状疱疹に曝露し、曝露
後予防投与し重症化を防げた事例

社会福祉法人仁生社
江戸川病院 土屋 尚子

P2-179 高齢者に対する肺炎球菌ワクチン定
期接種制度変更における現状調査

社会医療法人仁愛会
浦添総合病院 浜元 善仁

P2-180 がん専門病院における感染症予防の
ためのワクチン接種啓発

国立がん研究センター
東病院 感染制御室 橋本 麻子

P2-181
新型コロナワクチンの集団接種によ
り高齢者施設内アウトブレイクが防
げるだろうか？

医療法人伯鳳会 赤穂
中央病院 中川 拓也

P2-182

ヒトパピローマウイルスワクチンの
キャッチアップ接種に対する医療施
設職員の認識調査と意思決定支援方
法の検討

仙台エコー医療療育セ
ンター 菅原 優

P2-183 脾臓摘出術を受けた患者の感染予防
行動に対する認識の構造

大阪公立大学大学院看
護学研究科 感染看護
学分野

喜田 雅彦



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第3日目 7月12日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホール①）

－132－

P2
職業感染対策

14：10～15：25

廣瀬 幸子
（順天堂大学医学
部附属順天堂医院）

P2-184
日本歯科大学新潟病院における臨床
実習生の針刺し・切創―医療安全教
育のための基礎研究―

日本歯科大学新潟病院
院内感染防止対策委員
会

水谷 太尊

P2-185 歯科医療安全チームの活動報告（針刺
し切創事案）

岩手医科大学附属内丸
メディカルセンター
医療安全管理部

中屋真美子

P2-186
全病棟への針刺し損傷防止機構付薬
剤充填注入器用針の導入とそれに伴
う費用対効果について

地方独立行政法人 市
立秋田総合病院 感染
管理室

山本由紀子

P2-187 当院における皮膚粘膜曝露事故の発
生要因分析

順天堂東京江東高齢者
医療センター 健康安
全推進センター

宮寺 麻衣

P2-188 針刺し切創対策介入後の変化と課題 諏訪赤十字病院 感染
管理室 井川 正樹

P2-189 部署のエンパワメントを促す針刺し
事故への取り組みとその効果

川西市立総合医療セン
ター 感染対策室 西田左恵子

P2-190 患者から医療者へのひっかき・噛み
つき予防の取り組み

NTT 東日本関東病院
感染対策推進室 渡邊 愛子

P2-191
インスリン用ペン型注射針による、針
刺し切創減少に向けた取り組みと課
題

兵庫県立丹波医療セン
ター 川野 友子

P2-192 VAIVT 後、透析穿刺における二重暴
露の一例

三田市民病院 臨床工
学科 北 慎也

P2-193 針刺し切創・血液体液曝露報告の
DX 化

NTT 東日本関東病院
感染対策推進室 黒田 潤子
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－133－

P2
AI 職業・感染対

策
14：10～15：25

雨宮 良子
（日野市立病院）

P2-194
医療消耗品と院内耐性菌発生要因の
関係性の AI（データマイニング）疫学
解析

医療法人弘仁会 南和
病院 中谷 光良

P2-195

専従事務員主導の環境ラウンドイノ
ベーション Microsoft FormsⓇとタ
ブレット端末によるフィードバック
の効率化

国際医療福祉大学成田
病院 感染制御部 三澤 陽南

P2-196 AI と挑む架空パンデミック―次の新
興感染症に備えるために―

医療法人 徳洲会
茅ヶ崎徳洲会病院 相原 幸生

P2-197
排尿量管理における「採尿不要の一括
管理型排尿量測定システム」を用いた
感染リスク削減効果の検討

山梨大学医学部附属病
院 窪川 佳世

P2-198 当院における職員の抗体検査結果の
経年的な変化について

地方独立行政法人 東
金九十九里地域医療セ
ンター 東千葉メディ
カルセンター

阿内 剛

P2-199
五類感染症移行後に経験した
COVID-19 感染症、インフルエンザ A
型感染症の院内同時流行対策の検討

公益社団法人昭和会
上町いまきいれ病院
総合内科

花園 幸一

P2-200
N95 マスクの安定供給が困難な状況
下における装着状況の評価とその課
題

埼玉石心会病院 病院
安全管理 感染対策室 石川 直幸

P2-201

針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露アク
ションカードを用いた職業感染対
策～2 時間以内の抗 HIV 薬服用を目
指して～

京都山城総合医療セン
ター ICT 酒元 正輝

P2-202 喀痰培養より髄膜炎菌が検出された
患者への ICT の対応

地方独立行政法人 奈
良県立病院機構 奈良
県西和医療センター

西田 典子

P2-203

劇症型溶血性レンサ球菌感染症患者
の排液暴露事例を経験して～適正な
感染性廃棄物分別にむけた取り組
み～

いまきいれ総合病院
感染管理課 立和名聖子

P2-204
感染性廃棄物のコスト低減への取り
組み―安全で効果的な感染対策に繋
げるために―

JA 岐阜厚生連 飛騨医
療センター 久美愛厚
生病院

畦畑なおみ
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－134－

P2
環境整備・ファ
シリティマネジ

メント①
14：10～15：25

安田 雅一
（順天堂大学医学
部附属浦安病院
感染対策室）

P2-205
A 病棟における包交車管理の有効性
の検証～MRSA の院内発生の減少に
向けて～

国立病院機構 東近江
総合医療センター 感
染管理対策室

東出 美香

P2-206
Bacillus cereus 菌血症の発生と院内
外の温湿度との相関関係：単施設 5
年間後方視的観察研究

東京医科大学茨城医療
センター 感染制御部/
東京医科大学病院 感
染制御部

渡邊 裕介

P2-207 点滴準備台を清潔に保つために 福山市民病院 看護部 宇野 聖麗

P2-208 CRE 検出患者数とシンクの培養結果
から見る清掃の重要性について

千葉大学医学部附属病
院 看護部 漆原 節

P2-209 包交車による交差感染防止にむけた
取り組み

厚生連高岡病院 看護
部 吉田 益美

P2-210 白衣のポケットに保管されたアル
コール消毒綿の衛生状況

東京医科大学病院 中
央検査部 三浦 悠里

P2-211 汚物室の環境整備～作業しやすい環
境を目指して～

医療法人社団 顕鐘会
神戸百年記念病院 髙橋 尚子

P2-212 Bacillus cereus 菌血症に対する環境
調査と感染対策の実践報告

長野赤十字病院 感染
管理室 黒岩 慎吾

P2-213 小規模多機能型居宅介護施設での 5S
活動報告

（医）偕行会 小規模多
機能型居宅介護のぞみ 佐藤 美応

P2-214
環境清掃と MRSA 院内発症率の関連
性について～環境清掃で MRSA 院内
発症率は低下するのか～

大阪府済生会茨木病院
感染管理室 中家 聖子

P2-215
小児専門病院における多角的環境調
査を活用した療養環境整備改善の取
り組み

千葉県こども病院 感
染管理室 看護局 前田佐知子
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－135－

P2
環境整備・ファ
シリティマネジ

メント②
14：10～15：25

鳴美 英智
（社会医療法人愛
仁会 高槻病院）

P2-216 感染性廃棄物の環境整備 社会医療法人 喜悦会
那珂川病院 辻本利喜子

P2-217 医療機関におけるレジオネラ症の院
内感染予防対策の取り組み

社会医療法人財団互恵
会 大船中央病院 感
染管理室

森岡 深雪

P2-218
配管内バイオフィルムが原因となっ
た自動水栓からのレジオネラ菌検出
について

山口大学医学部附属病
院 感染制御部/山口大
学医学部 呼吸器感染
症内科

枝國 信貴

P2-219
シンク吐水口から検出された緑膿菌
に対する対策（泡沫キャップの交
換）と結果

東京医科大学病院 感
染制御部 山口 大

P2-220
Serratia.marcescens 検出患者をきっ
かけに環境調査の感染対策への活用
について考える

東急株式会社 東急病
院 医療安全管理部門 佐藤 友美

P2-221 環境表面の清拭作業に使用する薬剤
とクロスの評価方法の検討

シーバイエス株式会社
研究開発部 菊地原紀裕

P2-222 外部委託業者との協働による清掃業
務の質向上に向けた取り組み

朝日大学病院 感染対
策室 尾崎 明人

P2-223 演題取り下げ

P2-224 A 病棟における HEPA フィルターの
汚染状況

久留米大学病院 感染
制御部 森田 真介

P2-225
精神科病院における感染対策に対す
るイオンレス次亜塩素酸水シーエル
ファインの有効性に関する検討

独立行政法人国立病院
機構 肥前精神医療セ
ンター 感染管理室

冨田 泉

P2-226 多職種連携での感染性廃棄物分別適
正化推進活動報告

岩手医科大学附属内丸
メディカルセンター
感染制御部

嶋守 一恵

P2-227 空気、飛沫、接触感染予防策に必要な
個人防護具設置用什器の考案

泉大津急性期メディカ
ルセンター 大東 芳子
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－136－

P2
洗浄・消毒・滅

菌①
14：10～15：25

相曽 啓史
（東京科学大学病
院）

P2-228

LED ライトによる表面異物可視化
ツールを用いた手術器械の滅菌にお
ける異物混入・洗浄不良減少に向け
た取り組み

順天堂大学医学部附属
順天堂医院 感染予防
管理部 滅菌品質管理
室

田中 恵美

P2-229 当院における内視鏡培養検査の取り
組み

愛知医科大学病院 感
染検査室 宮崎 成美

P2-230
調理環境下での食中毒原因菌の付着
性評価と微酸性電解水における殺菌
効果の検討

文京学院大学大学院
保健医療科学研究科 塩田 由依

P2-231 乳幼児健診等で使用した玩具に付着
した細菌と消毒効果 福岡看護大学 荒川 満枝

P2-232
口腔ケアにおけるディスポーザブル
製品導入による感染リスク低減と業
務効率改善

厚生連高岡病院 院内
感染対策推進連絡会 窪田 恵子

P2-233 各ガス種のシャワーヘッド型プラズ
マを用いた皮膚常在菌の殺菌効果 東京科学大学 ZIYU LIU

P2-234
評価ツールを使用した ICT ラウンド
により抽出された滅菌供給部門の課
題と対策

臼杵市医師会立コスモ
ス病院 感染管理室 大津佐知江

P2-235 消化器内視鏡洗浄評価の現状 栗原市立栗原中央病院 寺嶋 勉

P2-236 ERCP 後の検査室内における清掃方
法の統一と清浄度の評価

埼玉医科大学病院 内
視鏡センター 岸 美穂子

P2-237 消毒薬 MA-T の SARS-CoV-2 に対す
る消毒効果の分子メカニズム 大阪大学 薬学研究科 古西 清司
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P2
洗浄・消毒・滅

菌②
14：10～15：25

中谷 佳子
（聖マリアンナ医
科大学病院）

P2-238 セミクリティカル器材の再処理方法
見直しとそれに係る費用対効果

愛知県医療療育総合セ
ンター中央病院 桑山 祐樹

P2-239 芽胞形成菌に対する各種薬剤の殺菌
効果

シーバイエス株式会社
研究開発部 宮澤めぐみ

P2-240 イオンレス次亜塩素酸水による拭き
取り除菌に関する基礎的検討

北里大学医療衛生学部
臨床工学専攻 医療安
全工学

古平 聡

P2-241
インターネット通信販売サイトにお
ける手指消毒薬に対する有効性、安全
性、信頼性および価格の評価

日本大学薬学部 薬剤
師教育センター 太田 有生

P2-242 塩素系消毒薬の希釈液による濃度変
化 原町赤十字病院 稲川 秀樹

P2-243

ATP 検査キットを用いたノンクリ
ティカル器材の洗浄評価～ペーパー
タオルを用いた器材洗浄の標準化は
得られているのか～

鹿児島県立大島病院 豊 みのえ

P2-244
SARS-CoV-2 エアロゾル感染対策と
しての精製次亜塩素酸水噴霧の有用
性

ニプロ株式会社 医薬
品研究所 大塚 愛美

P2-245

Mycobacterium avium と Aspergil-
lus fumigatus に対する精製次亜塩素
酸水および次亜塩素酸ナトリウムの
除菌効果と作用機序

ニプロ株式会社 医薬
品研究所 清水 明子

P2-246
ICT による病棟輸液調製エリアと関
連診療材料レイアウト適正化による
効果について

岩手県立二戸病院 感
染管理室 鈴木 直子





講演抄録
会長講演 〈CPL〉

理事長講演 〈PL〉

特別講演 〈SL〉

招請講演 〈IL〉

40周年記念シンポジウム 〈SP〉

教育講演 〈EL〉

ベーシックレクチャー 〈BL〉

シンポジウム 〈SY〉

JIHSシンポジウム 〈SSY〉

ミニシンポジウム 〈MSY〉

委員会企画 〈CP〉

合同シンポジウム 〈JSY〉

第484回 ICD講習会 〈ICD〉

スポンサードシンポジウム 〈SSP〉
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会長講演
CPL 感染症・感染対策：40年を振り返り、40年を夢想う

東邦大学医学部 微生物・感染症学講座
舘田 一博（たてだ かずひろ）

第 40 回日本環境感染学会総会・学術集会を板橋中央総合病院の坂本史衣先生とともに企画させていただいたテーマは“感染制御：サイエ
ンスに高め、文化として育む”。40 年間の間にいろいろな院内感染・新興再興感染症を経験してきたことが思い出される。本発表では、本学
会の 40 年の歴史を振り返りながら、次の 40 年を夢想う講演ができたらと考えている。
1986 年に第 1 回日本環境感染学会総会・学術集会が東京慈恵会医科大学の上田 泰先生のもとで開催された。当時、私は研修医として本学会
に参加したことを覚えているが、その後 40 年間、多くの先生のご指導のもと感染症診療・感染対策を学ばせていただいた。40 年という時間
の中で、我々はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌や多剤耐性緑膿菌・アシネトバクター、バンコマイシン耐性腸球菌などの院内感染事例を経
験してきた。感染事例を経験する中で新しいエビデンスを創出し、新しい技術の開発を通して、感染対策をサイエンスに高める方向性が見
えてきたように思う。加えて、この感染対策の実践をどのように医療現場に定着させるか、まさに感染対策を文化として育むことの重要性
を感じている状況です。
COVID-19 のパンデミックにおいて、日本環境感染学会の会員の先生方は医療現場の第一線で感染対策に貢献してきた。新しい病原体という
こともあり、感染様式や臨床的特徴、重症化要因などの情報も限られており、難しい対応が求められたことが思い出される。しかし、今回
のパンデミックの 20 年前には重症急性呼吸器症候群が、そして 10 年前には中東呼吸器症候群が出現していたことが重要である。次のパン
デミックがいつ発生してもおかしくない状況であるということを覚悟しなければならない。パンデミックへの備えは危機管理の視点が基本
であり、自治体・医療機関・社会が一体となった対応が重要となっている。このような状況の中で日本環境感染学会に求められる責任は
益々大きくなっており、感染対策への貢献を私たちの使命として、誇りとして活動していくことが求められている。
本会長講演では、これまでの 40 年の歴史を振り返りながら、次の 40 年を夢想う発表ができればと思う。ご参加の先生方から、それぞれの
思い出、反省や目指すべき方向性など、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いである。
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理事長講演
PL 日本環境感染学会の現状と今後の展望

国立健康危機管理研究機構1）、東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野2）

四柳 宏（よつやなぎ ひろし）1,2）

昨年の本学会で日本環境感染学会のこれまでの歩みを紹介した。また学会として重点を置いて取り組むべきこととして手指衛生の啓発活
動、学会の広報活動、学会の活性化のための資格認定制度の樹立、高齢化社会への取り組みを挙げた。さらに将来に向けての課題として医
療関連感染学の深化、チーム医療の深化、国際交流を挙げた。1 年経った今、将来課題への道筋が見えてこないが、重点課題は学会役員を中
心にした学会の皆様の高い意識のもと着実に進歩を遂げているように思う。40 回の学術集会を迎えた今、学会の現状を振り返り、今後の展
望について改めて考えてみたい。
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特別講演1
SL1-1 医食同源～食から未来の健康を考える～

福建技術師範学院 International Academy of Food Science and Technology
Pingfan Rao

この世の中で、食品以上に人間の生体に多面的な影響を与えながら、一見理解し尽くされたように見えて実は未解明の謎に満ちている存在
は、他に例を見ないだろう。
日本の研究者らによる長年の努力を通じ、食品が栄養素やカロリー供給を超えた機能性を持つことが明らかになり、人類への科学的貢献と
して国際的にも高く評価されている。

しかし食品の潜在力はそれだけに留まらない。近年、「代謝リブート」と呼ばれる未知の重要な役割が解明されつつある。臨床試験では、1
日 200ml の水分のみを摂取した条件下で、血糖値と筋グリコーゲン量の変動が観察された。鍼 の 6 つの経穴に改良型 TAT-SOD 酵素を適
用したところ、筋グリコーゲンは減少したものの、血糖値は安定して維持されていた。さらに、代謝副産物であるスーパーオキシドを除去
することで、食事を摂取しなくても筋・肝臓のグリコーゲンが血糖へ変換される代謝プロセスが活性化することが判明した。このスーパー
オキシド除去が臓器代謝に及ぼす意義は、動物実験でも確認されている。

本講演では、我々のチームが 20 年にわたり探究してきた「結締組織に存在する代謝制御の電気回路」と、食品が「代謝リブート」を促すメ
カニズム、さらにこれらの発見が未来の健康管理にどのような革新をもたらすかについて詳述する。

特別講演1
SL1-2 食品成分から健康を考える

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門
山本（前田）万里（やまもと まり）

日本では、毎日摂取している食が体調を整えるとともに、食品の付加価値を向上させるため、食の機能性表示の制度が発達してきた。機能
性表示食品では、体脂肪、おなかの調子、血圧、血糖、の不快感、肌、筋肉、排尿、むくみ、骨、膝、睡眠、身体的疲労、精神的ストレス、
認知機能、尿酸、肝臓、免疫機能等に関する表示がなされ、生鮮食品なども販売されている。近年、生活様式が急変し、ストレスの増加、
睡眠の不調、生活習慣病の増加などが懸念され、健康を維持増進する食品の果たす役割が重要性を増している。そのため、機能性表示食品
のようにある機能を訴求するだけでなく、個人の健康の見える化を適切な方法で行い、個人に健康状態に適したセルフケア食を推奨するよ
うな個別化システムを提案していくことが重要になる。その食事に含まれる食品成分に着目し、栄養バランスに優れ、日々の軽度な心身不
調（軽度不調）を緩和することを目指し、軽度不調の評価指標を定めるため、内閣府 SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」の中で、全
国 5 箇所の健康な男女 1000 名（20－80 歳）に対し夏季と冬季の 2 回、遺伝子、腸内マイクロバイオーム（腸内細菌）、メタボローム、血液
検査、尿検査、自律神経、睡眠の質、食事摂取頻度調査、栄養調査、生活状態やストレス、睡眠などのアンケート調査データなどを取得し
た。得られたデータを統合的に解析し、軽度不調と関連のある指標や軽度不調を緩和する食品成分などを明らかにしようとした。軽度不調
を職業性ストレス簡易調査票で評価する方法を定め、軽度不調を訴える人がそうでない人に比べて不足していた栄養成分は、17 種類（葉酸、
ビタミン B6、パントテン酸、ビオチン、β－クリプトキサンチン、不溶性食物繊維、カリウム、マグネシウム、リン、銅、鉄、亜鉛、ビタ
ミン A、β－カロテン、ビタミン B1、ナイアシン、食物繊維）であった。このうち 5 種類以上を一定量以上含み、栄養バランスに優れた食
品を「G-Plus 食品」として民間認証する仕組みが作られた。一方、健康な食をデザインするためには、2 つの情報、1．ヒト個人の情報（健
康状態、遺伝子、マイクロバイオーム、嗜好性、アレルギー等）、2．食材情報（栄養成分、機能性成分、アレルゲン、味、香り、食感、賞
味期限、調理方法等）が必要である。これらの情報を収集、統合、解析を行うことで、健康維持に寄与する食を設計することが可能となる。
現在、観察研究のデータを使い、個人の体調、習慣、嗜好に応じた食事を設計するための「豊かな食解析システム」を開発中である。将来
的には、このように個々人に適した食のレコメンドサービスが簡単に利用出来る状況になり、あまり食に関心のない消費者でも栄養バラン
スの整った食事を無理なく選択でき、自然と健康維持が図られるような環境を作り出していくことが重要であると考えている。
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特別講演2
SL2 私たちが目指す“Planetary Health”

長崎大学
永安 武（ながやす たけし）

21 世紀に入り、気候変動、食糧危機、生物多様性の喪失、環境汚染、貧困、格差、パンデミックといった地球規模の課題が、相互に複雑に
絡み合いながら深刻化している。これらの複合的な問題は、人類の健康と福祉に直接的かつ広範な影響を及ぼしており、もはや個別の対応
では限界があることが明らかになっている。
こうした背景のもと、2015 年にランセット誌とロックフェラー財団が提唱した「プラネタリーヘルス（Planetary Health）」という概念は、
地球環境の健全性と人類の健康の共存を目指す新たな概念として国際的に注目されている。長崎大学はこの理念に共鳴し、国内に先駆けて
プラネタリーヘルスの実現を大学の中心的ビジョンとして掲げ、「グローバルヘルス」「グローバルリスク」「グローバルエコロジー」の三本柱
による統合的な取り組みを進めている。
グローバルヘルス分野では、医歯薬学総合研究科、熱帯医学研究所、BSL-4 施設を有する高度感染症研究センター、熱帯医学・グローバル
ヘルス研究科などの機関が連携し、感染症対策、創薬、国際保健の研究を推進している。また、臨床研究中核病院に認定された長崎大学病
院では、国際医療や遠隔医療を活用した地域医療の高度化に取り組んでいる。さらに、福島、ケニア、ベトナム、ブラジルには常駐型の拠
点を設け、現地との協同による実践的な教育研究を展開している。
グローバルリスク分野では、パンデミック、核リスク、気候変動、国際紛争などの複雑化・複合化するリスクに対応するため、2024 年に

「グローバルリスク研究センター」を設置した。これは、原爆後障害医療研究所が蓄積してきたチェルノブイリや福島での放射線被ばく研究
や核兵器廃絶研究センターによる国際的な取り組みを基盤に、文理融合型の研究と人材育成を強化するものである。
グローバルエコロジー分野では、水産学部、環境科学部、工学部、情報データ科学部が連携し、海洋資源、食料、再生可能エネルギー、水、
炭素循環に関する研究と、循環型社会の構築を担う人材育成を進めている。さらに、アジア諸国との連携を通じて、水環境の保全、持続可
能なインフラ整備、海洋環境保全に取り組む次世代の人材育成にも注力している。また、長崎の地理的特性を活かし、水産資源の持続的活
用と養殖産業の拠点創出を目指す「ながさきブルーエコノミープロジェクト」や、洋上風力・潮流発電などの再生可能エネルギーの研究に
も取り組んでいる。
長崎大学は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学促進事業」において、これらの三分野を横断的に融合した全学的な教育研究体制を
構築し、国内外の研究機関や自治体、企業と連携しながら、プラネタリーヘルスの実現に向けた知の拠点形成を目指している。

特別講演3
SL3 パレスチナ・ガザ地区における人道危機と赤十字の活動：武力衝突後の過酷な現

状と避難民の健康危機
大阪赤十字病院 看護部1）、大阪赤十字病院 国際医療救援部2）

○川瀨佐知子（かわせ さちこ）1）、池田 載子2）

【はじめに】日本赤十字社（以下、日赤）は 2019 年にガザ地区アルクッズ病院で医療支援事業を開始。コロナ禍でリモート支援に移行していたが、
2023 年 7 月より実派遣を再開した。しかし、同年 10 月 7 日の武力衝突で事業は中断、日赤要員は 11 月に緊急帰国となった。爆撃が続く過酷な環
境下における避難民の健康危機と、支援の実際について述べる。

【ガザ地区概要】ガザ地区の総面積は約 365km2であり、地中海に面した東側を除く国境は 6m に及ぶ壁で囲まれている。入出域は厳重に管理されて
おり、物資、教育、医療へのアクセスも制限されている。一方、国際機関の介入や政府の医療福祉事業により、麻疹や 3 種混合を始めとした予防接
種率は 2022 年まで高水準を維持していた。

【突然の武力衝突と支援の実際】日赤はアルクッズ病院の医療サービスの質の向上を目的に、看護技術の手順書の作成や研修を実施。しかし、2023
年 10 月 7 日に大規模な武力衝突が発生し、病院は緊急体制に切り替え負傷者の対応を開始した。病院には 14,000 人に及ぶ近隣住民が避難したが、
十分な電気や水はなく、衛生環境は悪化した。看護部長は「トイレを掃除するほうきすらない。感染症はすぐに蔓延する」と危機感を露わにした。

日赤要員は安全管理上の理由でアルクッズ病院への再訪はできなかった。しかし、赤十字国際委員会チームリーダーの「今こそ私たちは人道支援を
続けなければならない」という言葉を受け、医療者として自身にできることに取り組んだ。まずは、宿舎周辺に滞在する約 150 名の避難民に対しラ
ピッドアセスメントを実施。衝突前の予防接種率が高いことから、麻疹などが蔓延する可能性は低いと想定していたが、徐々に咳嗽、発熱、下痢、
皮膚症状が増加。水痘疑い例もあり、感染対策の周知が必要であった。しかし、PPE や水は不足、隔離やゾーニングは到底困難な状況であった。

多くの避難民キャンプは過密状態であり、衛生環境が劣悪な上、低栄養状態が深刻化していた。現地スタッフは、「この紛争は、全てのガザの人が
爆撃か感染症で死ぬまで続く。これだけ多くの子供と女性が亡くなる耐え難い状況を、なぜ世界は許しているのか」と悲痛な思いを訴えた。

【さいごに】赤十字は現在も医療支援や物資の提供、国際人道法の周知を始めとした人道支援を続けている。しかし、守られるべき一般市民、医療
従事者・施設が激しい攻撃を受け、2025 年 4 月現在、死者は 5 万人を超えた。この現状に対し、世界が、私たち一人一人がどう行動するかが問わ
れている。
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特別講演4
SL4 国立健康危機管理研究機構に求められる期待と役割

国立健康危機管理研究機構
脇田 隆字（わきた たかじ）

新型コロナウイルス感染症流行を経験し、国立感染症研究所（感染研）と国立国際医療研究センターを統合して、2025 年 4 月に国立健康危
機管理研究機構（JIHS）が設立された。JIHS は感染症をはじめとする健康危機に対して安心できる社会を実現するために、世界トップレベ
ルの感染症対策を牽引する「感染症総合サイエンスセンター」として、基礎、臨床、疫学、公衆衛生にわたるすべての領域研究を統合的に
推進し、最先端の医療と公衆衛生対策を提供するとされている。このための四つの機能として、1．情報収集・分析・リスク評価機能、2．
研究開発機能、3．臨床機能、4．人材育成・国際協力機能、が期待されている。JIHS では、国内および海外とのネットワークの活用を含め
たさまざまなソースからの情報収集活動を行い、またその情報を元にした分析によって迅速に科学的知見を政府・自治体および関係機関等
に提供する。新型コロナウイルス感染症の経験からも、感染対策の根拠となるリスク評価を迅速に実施する。地方衛生研究所との病原体検
査等に関する強固なネットワークに加えて、医療機関やアカデミア、保健所を含む自治体の感染症対応部門などとの密接な連携も活用して、
感染症情報収集とリスク評価機能を強化する。同時に感染症の流向状況等について、国民等に対して分かりやすい情報をタイムリーにお届
けする。研究開発においては、新型コロナに対して治療薬とワクチンの開発が国内で迅速に進まなかったことから、JIHS とアカデミアおよ
び産業界等との連携を進め、基礎研究から臨床研究まで一気通貫の開発が期待されている。また、感染症流行下において、医療機関は診療
活動により多忙を極めるが、平時から臨床研究を進めるために、JIHS が医療機関と研究ネットワークの構築に取り組むことも必要である。
このため、新興再興感染症データバンクとして REBIND 事業が創設され、さらに平時から感染症の臨床研究実施体制を支援するために、感
染症臨床研究ネットワーク、iCROWN 事業が創設され。JIHS はこれらの事業の中核となり推進する。また、感染症危機時に臨床提供体制を
十分に発揮するための高度な臨床能力を有する総合病院機能を備えることも求められている。最後に、わが国の感染症対応能力を強化する
ために、感染症研究と公衆衛生対策に資する人材を継続的に育成していくこと、さらに WHO などの国際機関との密接な協力関係を構築す
ることも JIHS の重要な役割である。
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招請講演1
IL1 感染症内科における遠隔医療の可能性：集中治療から感染症診療への展開

株式会社Vitaars1）、聖マリアンナ医科大学 救急医学教室2）、東京科学大学 臨床医学教育開発学分野3）

中西 智之（なかにし ともゆき）1,2,3）

医療資源の地域偏在は日本の医療が直面する重要課題である。特に集中治療や感染症内科領域では専門医の不足と偏在が顕著であり、診療
の質に地域差が生じている。本講演では、この課題に対する解決策として遠隔医療の活用について論じる。
米国では 2000 年頃から遠隔 ICU（Tele-ICU）が導入され、現在では全 ICU ベッドの約 28％（27,624 床）をカバーしている。Ofoma らの研
究（J Intensive Care Med, 2021）によれば、米国急性期病院の約 18％（788/4,396 施設）が遠隔 ICU を導入しており、死亡率低下や入院期
間短縮などの効果が報告されている。一方、日本の集中治療専門医は約 2,700 人と限られており、多くの ICU・HCU では集中治療専門医を
配置できていない現状がある。
当社は 2016 年から日本で遠隔 ICU の取り組みを開始し、専門医が不在の ICU に対して 24 時間体制での遠隔診療支援を提供してきた。2024
年度の診療報酬改定で遠隔 ICU 加算が新設されたことにより、今後の普及拡大が期待される。
同様の課題は感染症診療においても存在する。日本の感染症専門医は 2025 年 3 月時点で 1,881 名と限られており、多くの医療機関では非専
門医が抗菌薬選択や感染対策の判断を担わざるを得ない状況にある。海外では Tele-ID（遠隔感染症診療）が始まっており、バーチャル ID
ラウンドや eConsult による抗菌薬選択支援などが実践されている。
感染症領域における遠隔医療は、Doctor to Doctor（D2D：医師間連携）と Doctor to Patient（D2P：オンライン診療）の二つの側面から展
開可能である。D2D では抗菌薬選択支援、培養結果の解釈、感染対策の判断支援などが、D2P では在宅患者の遠隔フォローアップ、発熱外
来でのトリアージ支援、慢性感染症患者の治療継続支援などが考えられる。
遠隔医療の普及には、コスト、法的責任、ワークフロー変更、IT リテラシー格差、医療文化の変革など多くの障壁が存在するが、集中治療
領域での知見を活かすことで克服可だと考える。
テクノロジーを活用した専門医の知見共有は、地域医療格差の是正や薬剤耐性（AMR）対策にも寄与する。今後、遠隔集中治療と感染症内
科の連携により、より包括的な遠隔医療支援体制の構築を目指したい。

招請講演2
IL2 ■Effective Medical Creation（EMC）■五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）

+想感（知恵・思いやり）～色彩活用における医療環境改善と感染ケア創出の可能
性
一般社団法人デザイナー協会 医療委員会
武澤恵理子（たけざわ えりこ）

COVID19 パンデミックのスタートは客船の【限定空間】にとじこめられたことから感染は始まった。演者は住宅・病院・公共施設・商業施
設などの計画やデザインを行う中、陸の建築、海の船舶、空の航空機を【限定空間】と捉え、それぞれの限定空間において人々が快適に過
ごせる空間デザインを研究。快適さは人間の五感に直結と確信し、これらの五感と人間が持つ知恵や思いやりや経験を【想感】と表した。
患者・患者家族として・デザイナーとして Effective Medical Creation（EMC）【五感】（視覚・聴覚・触覚 ・味覚・嗅覚）+【想感】（知恵・思
いやり・経験）の視点から、医療の中における【個々の気付き】を見つけ、USA にて Creative＆Critical Thinking の理念のもとに、デザイ
ンや色彩学を融合した医学的啓蒙思考を確立。医療において、Science（エビデンスや生理学）を駆使した治療だけではなく五感＋想感（知
恵と思いやりと経験）を用いた Art of Medicine（医療倫理や空間デザインや色彩学等）を組み合わせ、患者や医療従事者の快適な環境を創
り出すアプローチを感染対策に活用するとどのような効果が期待できるかを提案する。（例）・病院内の色彩やデザインを工夫し、ストレス
を軽減することで、免疫力の向上を促す【環境の最適化】 ・視覚や嗅覚を活用し、清潔感のある空間を維持することで、感染リスクを低
減する【衛生管理の向上】 ・聴覚や触覚を活かし、患者と医療スタッフの円滑なコミュニケーションを促進し、感染予防の意識を高める

【コミュニケーションの改善】 ・快適な環境を提供することで、患者のストレスを軽減し、回復を早める【患者の回復促進】 ・嗅覚に一
番敏感な室内の空気を適切に循環させることで、感染リスクを低減する【換気と空気清浄化】などがあげられる。演者は、異分野の世界に
飛び込み［人］、［文化］、［環境］、［医療］との融合デザインをもとに、色彩学を応用した医療関連の Design、そして認知症やせん妄対策の
研究、医学教育等を行う中で、ユーモラスで独特なアイデア医療改革や、【感染ケアー創出】も行ってきた。1988 年、医療における視覚と聴
覚を刺激しながら、不安、ストレス、孤独からの解消を助けるユーモアグッズとして感染対策をも考慮したハイテクコミュニケーション玩
具【フラワーロック】をデザイン開発した。センサーで音に反応し腰をフリフリするサングラスをかけたヒマワリの玩具である。病室だけ
ではなくあらゆる空間において世界中を笑顔にした。現在の AI グッズの先駆けとなり初代アイボはこの 10 年後に誕生した。その当時は感
染の原因にもなった生花や果物がお見舞いのほとんどを占めたが、当時、医療安全 感染対策として何かないかを模索していた時である。
医療従事者の専門的な視点からだけでなく、ハートフルな視点で新しい感染ケアを創出することも必要と考えたのが 37 年前のことだった。
そして今。。。
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招請講演3
IL3 医療・リハビリテーションを支える犬～補助犬と動物介在療法～

社会福祉法人 日本介助犬協会
高柳 友子（たかやなぎ ともこ）

視覚障害者の目となって安全な歩行を誘導する盲導犬は知られているが、聴覚代行をする聴導犬と肢体不自由者の日常生活動作を補助する
介助犬のことは一般的にも認知されていないのが現状である。2002 年には身体障害者補助犬法により、盲導犬・聴導犬・介助犬の 3 種の犬
の補助犬と総称し、これら 3 種の犬は障害者の自立と社会参加を促進することを目的に訓練され、公衆衛生上の管理基準も明確にされてい
ることから、医療機関を含めた全ての公共の場、飲食店、ホテル等で同伴を拒んではならないとされている。補助犬達は最大限のワクチン
接種、半年から 1 年に一度の定期健診、日々の衛生管理、そして 24 時間 365 日かた時も離れることのないパートナーである使用者が、社会
参加の際、他人に迷惑をおよぼさない行動管理が出来る犬達が適性評価と訓練を受けている。補助犬法の認知度が低く、欧米に比較すると
補助犬の実働数も少ないことから、補助犬の同伴拒否は後を絶たず、また残念ながら最も同伴拒否が多いのが医療機関であることは補助犬
とともに生活する障害者にとって大きな課題となっている。医療機関からは人畜共通感染症と犬アレルギーの可能性を挙げて同伴拒否をさ
れることが多いが、補助犬の公衆衛生上の管理基準を知って頂ければ安全に受け入れることが出来ることは理解して頂けるものと考えられ
る。アレルギーについては、アレルギーがある方に配慮することで適切な予防が出来ており、これまで盲導犬の実働以来 60 年、我が国でも
補助犬が原因で問題になったアレルギーの報告はない。身体の一部と同じ機能を代行する補助犬の同伴を拒むことは、使用者である障害者
自信を拒むことと同じであることにご理解を頂きたく、また如何に補助犬達が衛生的に管理されているかにも理解が深まる必要があると考
えている。一方、動物介在療法は、人に撫でられることが大好きな、適性のある、感染管理基準を網羅した犬を、専門的知識と技術を身に
つけたハンドラーが医療現場で活躍させることで患者さんの精神的支えややる気に繋げ子ども達の笑顔を引き出す補助療法として欧米で
1990 年代から普及してきた。我が国でもこの数年間で、全国複数のこども病院や大学病院で導入される取り組みが拡がって来ている。当協
会の犬を貸与している病院ではオペを嫌がる児童にはオペ台まで犬が寄り添い、術後は覚醒後すぐに会えるようにした結果、オペ室に児童
達が笑顔で入ってくるようになったそうだ。人類最古・最高のパートナーである犬でなければ果たせない患者や障害者の課題を解決する力
があり、その力を活用することが我々医療者にとっても大きな力となることをご紹介したい。

招請講演4
IL4 北海道における野生鳥類の高病原性鳥インフルエンザウィルス感染症～希少猛禽

類に対する保全医学的活動を中心に～
猛禽類医学研究所1）、日本獣医生命科学大学獣医学部2）

齊藤 慶輔（さいとう けいすけ）1,2）

近年、野鳥の高病原性鳥インフルエンザウィルス（HPAIV）感染症が全国で多発している。2010 年～2011 年冬に感染が確認された野鳥は、
水禽類 11 種、猛禽類 3 種、そしてツル類の計 61 羽に上った。野鳥における発生は以前にも確認されていたが、同時多発的に多種の野鳥で
発生した国内初の事例となった。北海道では、2011 年 1 月下旬より道東を中心にオオハクチョウ等の衰弱個体や死体が発見され、4 月まで
に 42 羽の野鳥が収容された。遺伝子検査の結果、10 羽の水鳥から HPAIV（H5N1）が検出されたが、家禽等で用いられている複数の A
型インフルエンザウイルス（IV）のイムノクロマト法の簡易検査キットでは陰性を示した感染例が確認されるなど、収容個体の取り扱いに
混乱をきたした。検証の結果、検体の採取部位やキットの種類によっては感染個体を見落とす可能性があることが判明した。一方、生体収
容された多数の罹患鳥を診る機会を得たことから、診断の一助となる特徴的な所見を記録することができた。2022 年初頭より北海道におい
てカラス類や大型猛禽類の HPAIV（H5N1）感染症が多発した。同症の疑いで収容されたオジロワシ 21 羽のうち 10 羽が生体で、2021 年 1
月に生体収容された 1 羽（H5N8、後死亡）に次ぐ事例となった。これらの衰弱個体は搬送前に気管、総排泄孔、眼結膜のスワブを用いてイ
ムノクロマト法による簡易検査を実施したが、いずれも陰性の結果であった。搬送後、当所に配備されている遺伝子検査機器 Cobas Liat
Analyzer を用いて、qPCR による A 型 IV の検出を現地で採取したスワブを用いて試みた結果、10 羽全てで陽性の結果を得た。臨床症状と
併せて HPAIV に罹患している可能性が高いと判断し、個体をヘパフィルター付き輸送ボックスから釧路湿原野生生物保護センター別棟の
陰圧隔離室に移送した。後日、遺伝子検査（LAMP 法）や確定検査が実施され、生体個体から分離できたウイルスは H5N1 の HPAIV であ
ることが判明した。感染個体の殆どで頭部振戦や斜頚・転頭が確認されたほか、姿勢やバランス感覚の異常、視覚・聴覚刺激に起因する中
枢神経性の過敏症状が確認された。若齢の 1 羽を除き、重度の削痩が認められなかったことから、比較的早く病状が悪化したものと推察さ
れた。生体収容され HPAIV 感染が疑われたオジロワシ 10 羽について、ヒト用の抗 IV 薬であるバロキサビル マルボキシルを 1 羽あたり 10
mgSID で経口投与し、治療効果を確認するため北海道大学において qPCR によるウイルス遺伝子の確認と血液中の中和抗体価の測定を
行った。同冬に生体収容された HPAIV 感染個体 9 羽および HPAIV が疑われた 1 羽（H5 亜型 AIV 感染）のうち、7 羽の治療に成功した。
治癒したオジロワシは野外放飼場に移されたが、多くで中枢神経性の後遺症が確認された。以降も野鳥の HPAI は発生しており、2025 年 4
月時点で生体収容されたオジロワシ 14 羽中 10 羽が治癒し（2 羽放鳥）、オオワシ 1 羽、タンチョウ 1 羽の治療にも成功した。
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40周年記念シンポジウム①第1部
SP1-1 SARS-CoV-2 mRNAワクチン開発のサイエンス

ファイザーR＆D合同会社 非臨床開発研究部
加藤 哲希（かとう てつき）

2019 年末に発生した重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV-2）に起因する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界
中に急速に感染拡大し、2020 年 3 月に世界保健機関はパンデミックを宣言した。多くの研究機関や企業が COVID-19 パンデミックに対応す
るワクチンや治療薬の研究・開発を始める中、ビオンテック社とファイザー社は、SARS-CoV-2 のスパイク蛋白質をコードする mRNA を有
効成分としたワクチン（mRNA ワクチン）について、共同開発に着手した。本 SARS-CoV-2 mRNA ワクチンの臨床試験では高い有効性と安
全性が示され、2020 年 12 月の英国および米国で緊急使用許可を受けたのに続き、日本でも 2021 年 2 月に特例承認を取得した。その後、小
児・乳幼児への適応拡大や、変異株対応ワクチン、新製剤の承認などを経て、多くの医療関係者の尽力のもと、2023 年 5 月の特例臨時接種
終了までに日本国内での接種回数は 3 億回を超えた。ワクチンは、これまでに多くの科学者が築き上げてきた研究成果に基づいて成立して
おり、mRNA ワクチンもその例外ではない。例えば SARS-CoV-2 mRNA ワクチンがワクチンとして成り立つための工夫の 1 つとして、修飾
核酸の活用が挙げられる。人工的に合成した mRNA を生体内に注入すると自然免疫によって異物として認識され、炎症反応が起きてしまう
が、ウリジンを修飾ウリジンに置換した mRNA を用いることで炎症反応が劇的に抑えられることをカリコ博士らが 2005 年に報告し、
mRNA をワクチンとして用いる研究を大きく進展させた。カリコ博士らがこれらの業績を称えられ、2023 年にノーベル生理学・医学賞を受
賞されたのは記憶に新しい。この他にも SARS-CoV-2 mRNA ワクチンの工夫として、標的スパイク蛋白質への免疫応答誘導の強化を目的と
した抗原構造の改良や、mRNA の安定性向上と効率的な細胞送達のための脂質ナノ粒子の活用などが挙げられ、いずれも多くの科学者の長
年にわたる地道な研究により得られた知見や技術に支えられている。本発表では、ワクチンモダリティの新たな選択肢として加わった
mRNA ワクチンについて、サイエンスの積み重ねに基づく技術革新を中心に、SARS-CoV-2 mRNA ワクチンの開発、製造および供給に携
わった企業の活動について紹介する。

40周年記念シンポジウム①第1部
SP1-2 感染管理業務を補助する遠紫外線技術の最新動向

ウシオ電機株式会社
○厚井 融（こおい とおる）、開米 玲奈、山根 亨介、小川 義正、佐々木正裕、
奥村 善彦、大橋 広行

1930 年代初頭から、波長 254 nm の紫外線（以下、従来型紫外線）がウイルス・細菌の不活化に広く用いられてきました。しかし、従来型
紫外線はウイルス・細菌を効率的に不活化できる一方で、人体に照射されると皮膚がんや白内障を引き起こす恐れがあるため、有人環境下
での使用が避けられてきました。昨今、有人環境下で病原微生物の殺菌・不活化が可能な新しい技術として、波長 222 nm の遠紫外線（以下、
遠紫外線）が注目を集めています。ここでは、遠紫外線技術の概要（有効性・安全性・特徴）を紹介し、臨床現場への導入に向けた国内外
の動向を、報告させていただきます。
2013 年、コロンビア大学の David Brenner 教授は、エキシマランプと光学バンドパスフィルターを組み合わせることで、人体に有害な波長
域の紫外線を除去し、ウイルス・細菌の不活化効果のみを選択的に活用することに成功しました。これにより、遠紫外線による有人環境下
でのウイルス・細菌の不活化が実現されました。遠紫外線は、従来型紫外線と比較し、同等の殺菌・不活化効果を持ち、さらに人体への安
全性が高いことが確認されています。遠紫外線の病原微生物への殺菌・不活化のメカニズムや有効性、眼や皮膚への安全性にかかる多くの
研究や評価は、日本の先生方により牽引されてきました。さらには、感染症の治療や術野感染抑制を目的とした医療機器開発にむけた応用
研究が始まっています。一方、欧米では、新型コロナウイルス感染症の経験から遠紫外線技術により、浮遊するエアロゾル中の病原微生物
を不活化する研究が進みました。現在、長期介護施設において、遠紫外線機器の設置が呼吸器ウイルス感染症の発生率に影響をあたえるか
が評価されています（ランダム化比較試験）。また、AI 技術を活用した効率的な表面除菌の評価も進んでいます。
これまでの研究・評価結果の多くは、感染管理業務における遠紫外線技術の有望性を支持しており、主要な医療関連感染の発生率に対する
遠紫外線技術の有効性検証が待たれるところです。一方で、遠紫外線技術は「紫外線」という名称から否定的な印象を持たれやすく、安全
性評価結果に基づく社会的認識の普及が課題であると考えております。現在、遠紫外線技術は紫外線照射装置（Care222Ⓡ）として国内外で
一般に入手可能であり、臨床現場への導入および社会実装が始まっています。当日は、皆様との意見交換を通じて、感染管理業務において
遠紫外線技術をどのように活用していくかについて、議論を深めたいと考えております。
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40周年記念シンポジウム①第1部
SP1-3 次亜塩素酸水の新たな可能性

ニプロ株式会社 医薬品研究所
○更田 宏史（ふけた ひろし）、大塚 愛美、橋川 大介、吉澤 和晃、新開 規弘、
川村 尚久

【目的】次亜塩素酸水は広範な微生物スペクトルを有することが知られている反面、安定性に優れず、また、腐食性を示すといった特性から、活用される場面は限定的であった。
しかしながら、これら負の特性は、次亜塩素酸水に含有される各種不純物の寄与が大きいことも知られている。そこで、ニプロでは、この負の特性を克服することを目的に、従来
の次亜塩素酸水へ精製工程を加え、含有される各種不純物量を可能な限り低値に留めた新しい次亜塩素酸水「精製次亜塩素酸水」を開発した。この精製次亜塩素酸水の有する各種
特性について、多角的に評価した結果を示すとともに、その新しい活用法についても言及する。

【方法】
精製次亜塩素酸水の調製
日本薬局方塩化 Na を用い調製した飽和塩化 Na 水溶液を、3 室 2 隔膜型電解装置により電気分解し次亜塩素酸水を製した。この次亜塩素酸水を減圧蒸留することで精製次亜塩素酸
水を調製した。
保管安定性
精製次亜塩素酸水 600ppm へ塩化 Na を追添加し、100、500、1000µS/cm の導電率に調整した検体を用意した。これらの検体及び精製次亜塩素酸水（50µS/cm）を 500mL PET
容器へ満量充填し、40、50 及び 60℃ 環境下にて保管した際の有効塩素濃度推移を評価した。評価結果を基に各温度条件における反応速度定数を算出し、アレニウス式により 25℃
保管時の反応速度定数を導出した。
腐食性
同様に 1000µS/cm の導電率に調整した検体及び精製次亜塩素酸水（50µS/cm）、 水道水（対照群）の各試験液へ SUS304 板を 4 日間半身浸漬させた際の外観変化について観察した。
噴霧利用による有効性
約 25m3容積の気密性試験室へネブライザーを用い黄色ブドウ球菌懸濁液を噴霧した上で、ハンディ式超音波噴霧器により精製次亜塩素酸水 600ppm を 5 分噴霧導入し、気中菌数
推移を評価した。また、対照試験として、一定の換気条件下（2 及び 12 回/時）に静置した際の気中菌数推移についても同様に評価した。

【結果】
保管安定性
導電率が高いほど不安定な傾向が確認された。各温度条件における反応速度定数から、25℃ 条件における反応速度定数を算出したところ、精製次亜塩素酸水の分解反応は、その他
検体に比べ 3 倍以上遅い進行速度であることが示唆される結果となった。
腐食性
1000µS/cm 検体及び水道水においては SUS304 板上へ腐食痕が確認されたのに対し、精製次亜塩素酸水においては腐食痕は確認されなかった。
噴霧利用による有効性
精製次亜塩素酸水 600ppm により 5 分で 1.7Log 減の除菌効果が確認された。また、この作用は、2 及び 12 回/時換気による菌数減少効果（0.1 及び 0.5Log 減）よりも強いものであっ
た。

【結語】精製次亜塩素酸水は、不純物含量を抑えることで、安定性が改善され、かつ、腐食性が抑えられるといった特性を示した。噴霧利用時の有効性についても確認できており、
噴霧利用へより適した品質を示す新たな次亜塩素酸水であると考えられた。

40周年記念シンポジウム①第1部
SP1-4 多項目同時測定・高感度検出プラットフォーム IntelliPlex™システムのご紹介

デンカ株式会社 ライフイノベーション部門
宮武 佑弥（みやたけ ゆうや）

デンカ株式会社は、多項目同時測定・高感度検出プラットフォームである IntelliPlex™システムを PlexBio Co., Ltd.（台湾）から導入し、診
断分野への展開を目標に研究開発を行っています。
本セッションでは IntelliPlex™システムおよび本システムを用いた応用展開についてご紹介致します。

IntelliPlex™システムについて
材料である π コード™を用いた多項目同時測定が可能なシステムです。

π コード™は半導体製造技術を活用して作出される円盤型の磁性マイクロディスクで、ディスク表面に任意の捕捉用分子（核酸プローブ、
抗体、抗原など）を固定することができます。
π コード™には識別コードが刻印されているため、捕捉用分子と識別コードを紐付けることで、100 項目以上の標的分子を同時に検出する
ことができます。
システムは専用装置で構成されており、ユーザーが行う操作は省力化されています。

IntelliPlex™システムを用いた応用展開
当社は国際的課題である薬剤耐性問題に対して、本システムを活用した病原体微生物同定および薬剤耐性遺伝子検査の迅速化という診断領
域でのソリューションの提供を目指しています。
本システムの開発を通じて、敗血症等の感染症疾患に対する早期治療の開始や抗菌薬の適正使用による薬剤耐性菌対策に資するソリュー
ションを提供し、医療現場のニーズに応えていきたいと考えております。
また、本システムを活用した共同研究活動において、細胞内 HIV 核酸量の定量系や、SARS-CoV-2 の変異株を識別する評価系などが構築さ
れてきました。
当システムはユーザーによる捕捉用分子の決定が可能であることから、皆様の持つ多様なニーズに対応可能な拡張性を有しております。
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40周年記念シンポジウム①第2部
SP2-1 感染予防を病院の文化に～25年間の歩みを振り返る～

板橋中央総合病院
坂本 史衣（さかもと ふみえ）

1995 年秋、まだ世界貿易センタービルがそびえていた頃のニューヨークで、日本から感染症診療の研修に来ていた F 医師に出会いました。
当時、公衆衛生大学院に入学したばかりの私は、感染症に特段の興味を持っていたわけではありませんでした。しかし、何気ない会話のな
かで、聖路加国際病院に短期間勤務していたことがあると話すと、F 医師は言いました。「アメリカの病院を回ってわかったことは、感染症
から患者を救うには、診療と予防が車の両輪のように機能する必要があるということです。多くの病院で予防を担っていたのは、公衆衛生
大学院で疫学や統計学を学んだ看護師でした。僕は間もなく帰国して、聖路加の感染症科に勤務します。僕は診療を担当するので、あなた
は予防を担当しに戻ってきてください。」

社交辞令にしては内容が随分具体的だなと思いつつ、忙しい日々を送るうちにこの話は忘れてしまいました。ところが 1996 年 12 月下旬に、
国際電話がかかってきました。「F です。来年卒業ですね。よろしくお願いします。」黒いウェストポーチからメモ帳代わりのリングカード
を取り出して電話をかけている F 医師の姿が思い浮かびました。あまりに熱心に誘ってくださるので、病院感染予防というのを一度はやっ
てみてもいいかな、という軽い気持ちで戻ることを決めました。数日後に人事課に電話をすると「聞いていませんが」と言われたというオ
チがあるのですが、「誰にもチャンスは必要だ」という人事課長（当時）の温かな後押しを受けて、1997 年春、無事に再就職がかないました。

それから約 25 年間、聖路加の質改善部門に所属し、感染予防に従事しました。この間、試行錯誤を繰り返しながら目指したことが 2 つあり
ます。1 つは、目に見えない感染症のリスクを測定することです。誤薬や転倒・転落のように発生が認識されやすい事象と異なり、医療関連
感染の発生を把握するには、系統的手法に基づく継続的な測定が必要です。測定により可視化しなければ、リスクは放置される恐れがあり
ますが、可視化すればリスクの変化がわかるようになります。2 つ目は、感染対策を文化にすることです。手指衛生や個人防護具のように、
実験室では高い効果を示す感染対策が、現実世界で同様の効果を発揮するには、標準的な手順に沿った行動を職員が自ら選ばなければなり
ません。職員の行動を決定するのは、組織の各階層・職員間で共有される価値観です。安全で質の高い医療の提供を最重要課題に位置付け
る組織文化を醸成するには、効果的な改善の蓄積が求められます。そのためには、感染予防の専門知識に加えて、W.E.Deming の言う「深遠
な知識（Profound Knowledge）」、すなわちシステム、データ変動、学習、人間心理に関する理論が求められます。本公演では、感染予防を
病院の文化にするために何が必要か、病院感染の「予防担当」として働いた経験をもとに考察したいと思います。

40周年記念シンポジウム①第2部
SP2-2 多剤耐性アシネトバクターアウトブレイクを乗り越えた先にあったもの

帝京大学医学部附属病院 感染制御部
松永 直久（まつなが なおひさ）

「基本の徹底」
「円滑なコミュニケーション」
「感染対策は一人ひとりが主役」
多剤耐性アシネトバクター（MDRA）アウトブレイクを 2010 年 9 月に公的機関に報告してから 15 年が経過しようとしているが、それを乗り越え
た先にあったものは、上に挙げた三つの大切さを実感する日々であった。それらを文化として育む道の半ばにあるというのが現状である。
2010 年当時はマスコミでもトップニュースとなり、警察の捜査が入ったことも話題になったが、克服に向け院内一丸となって取り組んだ。感染関
連だけでなく、医学・医療界全体から届いた支援の声に大変励まされた当時が思い出され、関わってくださった方々には改めて感謝申し上げたい。
国立感染症研究所感染症情報センター疫学調査チームには当院に滞在したうえで調査していただき、患者・保菌者から医療者の手指や環境を介し
て感染が拡大したと考えられるとの指摘をいただいた。また、MDRA が院内感染を起こし得る重要な耐性菌であるというスタッフの認識が不足し、
院内の関係者間の MDRA に関する情報の共有が十分でなかったことから、初期対応の遅れ、積極的な接触感染対策を中心とする対策の遅れなどを
生じ、感染拡大に繋がった可能性があるとの指摘もいただいた。
手指衛生を含めた標準予防策や経路別予防策の徹底、日々の環境整備、清潔・不潔区域の区分の徹底に代表されるような基本の徹底にまず取り組
み、現在もその重要性を折に触れて院内で共有している。
迅速な情報共有、顔の見える関係に象徴される信頼関係、意見や指摘を行いやすい雰囲気。これらを意識しながら、円滑なコミュニケーションを心
がけている。
感染対策は、直接患者に接している現場の一人ひとりが主役である。アウトブレイク時には、各部署で手指衛生や個人防護具の着脱などの基本的な
感染対策をチェックしあう集中講習の機会を設けたが、現在も全職員を対象に年 2 回実施している。
2013 年には院内での公募をもとに「ストップ感染デー」というメモリアルデーを制定し、アウトブレイクの体験や部署における手指衛生向上の取
り組みを院内外の講師から聞く機会としている。2024 年には、COVID-19 対応に関して当院の事務部門や清掃業者などからも発表があり、一人ひと
りが COVID-19 に向き合っていたことを再確認し、感謝し合う場にもなった。
2021 年からは、医学部 4 年生の感染制御部実習において、2010 年当時の資料をみながら討議する機会を設けている。基本の大切さ、一つの出来事
に生じる多面的な問題や見解、立場や認識の違いを尊重した相互理解の重要性などを各学生が実感する場になっている。
アウトブレイクから 15 年を迎える現在、当時の状況を知る職員も少なくなったものの、「基本の徹底」、「円滑なコミュニケーション」、「感染対策は
一人ひとりが主役」を文化として更に育んでいけるよう活動を継続していきたい。
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40周年記念シンポジウム①第2部
SP2-3 感染対策におけるチームステップスの活用

東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部
中澤 靖（なかざわ やすし）

チームステップスとは、米国国防総省と医療の質研究機構（AHRQ）が、医療事故を分析して開発した、医療従事者間のチームワークを定
着させるシステムである。具体的には、4 つのコアスキル（コミュニケーション、リーダーシップ、状況認識、相互支援）と、それらに付属
した医療現場で使いやすい多数のツールから構成されている。
チームステップスに含まれるチームワークのスキルはノンテクニカルスキルと呼ばれる。診断や治療のスキルをテクニカルスキルとすれ
ば、ノンテクニカルスキルはそれを補う社会的認知的スキルである。病院においてはチームで診療することが多いが、そのチームメンバー
はいつも同じではない。メンバーが替わっても一定以上のチームワークレベルを保つために、ノンテクニカルスキルは全員に教育されるべ
き技術であり、組織としてチームステップスを導入する意義がある。
チームステップスは 2006 年に発表されたものだが、根本は大きく変化なく現在においても活用できる内容が多い。そればかりか、働き方改
革が進み、デジタル化によってローコンテクストなコミュニケーションが重要になりつつある現在、その重要性は増していると言っても過
言ではない。
一般的にチームステップスは医療安全部門で導入されていることが多い。当院においても医療事故の重大事例発生を契機に導入された。一
方、感染対策も個人のみならずチームで行うものであり、その実践ではチームワークは不可欠である。私は病院に感染対策室を立ち上げた
後、2013 年に米国においてチームステップスマスタートレーナーの研修を受け、院内感染対策向上のためにチームステップスを活用してき
た。感染対策の知識や技術などテクニカルスキルの教育が重要であることはもちろんであるが、同時にチームステップスのようなノンテク
ニカルスキルの浸透が、感染対策の文化の醸成に重要であると考えている。

40周年記念シンポジウム①第2部
SP2-4 薬剤耐性菌とその拡がりをどう見てきたか：分子疫学の進歩と臨床へのつながり

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター
菅井 基行（すがい もとゆき）

薬剤耐性菌感染症は、医療現場における重大な公衆衛生課題の一つである。これらの耐性菌がどこから来て、どのように拡がっていくのか
を把握するためには、従来の培養や感受性試験だけでなく、菌の遺伝子情報やゲノムに基づく「分子疫学解析」が極めて重要である。本セッ
ションでは、薬剤耐性菌に対する分子疫学的アプローチの変遷を概説したい。まず、1990 年代を中心に広く使用されたパルスフィールド・
ゲル電気泳動（PFGE）法によるクローン解析の特徴と限界について紹介し、続いて、PCR 法や MLST（多遺伝子配列タイピング）など、
より迅速かつ国際比較可能な手法が普及してきた背景を解説する。さらに、近年、研究面では主流となってきている次世代シーケンサー

（NGS）を用いた全ゲノム解析（WGS）の臨床での感染対策への応用の可能性として、院内におけるクラスターの追跡や耐性遺伝子の同定、
感染拡大の早期警告への貢献など今後の可能性について述べたい。医療現場における多職種連携の中で、こうしたデータがどのように現場
の判断材料となり得るか、感染対策の効果を高めることができるのかを考察する。分子疫学は研究だけでなく、臨床と現場の意思決定に直
結する“実践的なツール”として活用される時代に入っており、その理解と活用の橋渡しとなる視点を共有したい。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－151－

40周年記念シンポジウム②第1部
SP3-1 カルバペネム耐性グラム陰性菌を標的とした新規シデロフォアセファロスポリン

系抗菌薬セフィデロコルの創製
塩野義製薬 創薬疾患研究所
山野 佳則（やまの よしのり）

世界的規模で薬剤耐性菌（AMR, Antimicrobial Resistance）が増加している一方で、新規抗菌薬の開発は 2000 年頃を境に減少の一途を辿っ
ており、AMR に有効な新規抗菌薬の開発が喫緊に必要であるとの警鐘が WHO や CDC から鳴らされている。
特に、大きな課題とされているのは、カルバペネム系抗菌薬に対しても耐性を獲得したカルバペネム耐性グラム陰性菌の出現および世界規
模での増加である。国内における出現頻度は必ずしも高くないものの、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE, carbapenem resistant En-
terobacterales）やカルバペネム耐性アシネトバクター・バウマニ（CRAB, carbapenem resistant Acinetobacter baumannii）が、カルバペ
ネム耐性緑膿菌（CRPA, carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa）と同様に世界的に爆発的に増加しており、これら耐性菌に対する
治療が医療上の大きな問題となっている。一方で、カルバペネム耐性菌に対する新規抗菌薬の開発状況に目を向けると、カルバペネム系抗
菌薬を分解する β ラクタマーゼ（カルバペネマーゼ）に対する新規阻害薬と既存の β ラクタム薬との合剤開発が盛んに行われているが、
十分に課題を解決するには至っていない状況が続いている。
セフィデロコルは、これらのカルバペネム耐性菌 3 菌種すべてに良好な抗菌活性を有する薬剤として 2019 年から 2020 年に欧米、2023 年に
日本で承認を取得したシデロフォア構造を有する新規 β ラクタム系抗菌薬である。シデロフォアとは、細菌が生存のために必須な鉄（3
価鉄）とキレート能力を持つ低分子化合物の総称であり、細菌は、このシデロフォアと鉄の複合体を特異的に認識し、能動輸送によって菌
体内に取り込む仕組みを持っている。セフィデロコルは、能動的に機能する鉄取り込み経路を介して菌体内に効率よく侵入することに加え
て、カルバペネマーゼ全般に対して加水分解を受けにくいという特徴も有している。特に、既存の β ラクタマーゼ阻害剤が阻害活性を持た
ないメタロ型に分類されるカルバペネマーゼを産生する細菌に対しても、 良好な抗菌活性を有することは大きな特徴の一つとなっている。
このようなシデロフォア構造を有する新規 β ラクタム系抗菌薬の創製は 1980 年代から試みられてきたが、臨床試験を含む開発ステージを
クリアして承認を取得することに成功した事例は皆無であり、この系統で承認を取得した唯一の化合物がセフィデロコルである。本講演に
おいては、セフィデロコルが従来の抗菌薬に対する薬剤耐性を克服した作用機序に加えて、創薬段階及び承認取得を得る過程で工夫した数
多くの取り組みにも触れながら、セフィデロコルの創薬開発について紹介する。

40周年記念シンポジウム②第1部
SP3-2 多剤耐性菌対策における医療環境制御：紫外線照射装置の果たす役割

山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部
森兼 啓太（もりかね けいた）

日本国内の多剤耐性菌によるアウトブレイクは、2000 年代には VRE や MDRP によるものが多かった。疫学調査によって、尿や便に関連す
るケアや器具の手順や取扱いが不適切なことに起因するものが多いことが判明し、その情報が共有されて制御されていった。一方、2010
年代には多剤耐性アシネトバクター（MDRA）によるアウトブレイクが重症集中治療病床を中心に相次いで発生した。
アシネトバクターは乾燥環境下で数カ月間生存可能で、多くの医療環境表面が汚染源となりえる。環境を介して伝播し長期かつ広範囲に環
境を汚染するため、接触予防策や手指衛生だけで防ぐことは困難であり、環境清掃の徹底が必要である。実際、耐性アシネトバクター感染

（保菌）患者の退室後に入室した患者が同じ微生物を獲得するリスクは、他の耐性菌の場合に比べて高い。
従来の環境清掃は人手による清拭清掃のみであり、作業者間および都度の作業間での徹底度に関する変動が大きかった。そこに登場したの
が非接触型環境制御である。紫外線照射装置、蒸気化過酸化水素、銅表面の主に 3 つの技術が提唱・実装され、主にアメリカから多くの耐
性菌制御や医療関連感染減少に関するエビデンスが得られた。その中から、使い勝手の良い紫外線照射装置が最も普及した。
山形大学病院では 2013 年以降、ICU と高度治療室（HCU）でカルバペネム・キノロンの 2 系統薬剤に耐性のアシネトバクター（2DRA）の
新規検出が続いていた。接触予防策と手指衛生の徹底、および清拭清掃の強化を行ったが、一時的に 2DRA 新規検出が減少しても再び増加
する状態が続いた。そこでパルス式キセノン UV 照射装置を日本で初めて導入し、同装置による環境制御を図った。
2018 年 2 月から ICU の全患者退室後と他の病棟で特定の耐性菌検出患者退出後に、徹底した清拭清掃後に UV 照射を行った。同年 9 月から
11 カ月連続で 2DRA の新規検出が無く、その後も散発的に 2DRA の新規検出が見られるが概ね制御されている。本格的運用から 1 年間を介
入期、それ以前の 1 年間を対照期とした比較では、ICU での 2DRA 新規分離頻度が 62.5％ 減少し、UV 照射を行っていない隣接する HCU
でも 68.0％ 減少した。さらに ICU の MRSA 新規分離頻度も 28.5％ 減少し、他の病原体に対する効果の波及も見られた（BMC Infect Dis
2020；20：82）。微生物学的効果については、16 病室・計 394 カ所を対象とした環境培養検査で、清拭清掃による各種細菌の負荷が約 50％
減少したが UV 照射後は更に約 80％ 減少し、清拭清掃後の UV 照射による微生物学的上乗せ効果が示された。
耐性菌、特に環境に残存しやすい病原体であるアシネトバクターの耐性株によるアウトブレイクに備え、またその発生時に効果的な制御を
行う上で、新技術である UV 照射装置の存在は非常に大きいと言える。多剤耐性菌による環境汚染に対しては清拭清掃が基本だが、それで
も制御が困難な場合、非接触型環境消毒の併用も考慮すべきである。
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40周年記念シンポジウム②第1部
SP3-3 次世代mRNAワクチン「コスタイベⓇ」

Meiji Seikaファルマ株式会社 研究開発本部1）、Meiji Seikaファルマ株式会社 研究開発本部 研究部2）、Meiji
Seikaファルマ株式会社 研究開発本部 研究開発アセットマネジメント部3）

○荒木真理人（あらき まりと）1）、澤田 成史2）、矢來 幸弘3）

2019 年末から流行した新型コロナウイルスのパンデミックが社会・経済・医療に与えた影響は大きい。そのような中で、高い安全性と有効
性が示された mRNA ワクチンがおよそ 1 年というスピードで開発され、世界中で接種されるようになったことは衝撃である。この開発ス
ピードは、従来のワクチン開発などでは考えられなかった速さである。新型コロナウイルスワクチンはこれまでに世界で 130 億回以上接種
され、数百万人もの命を救ったと言われている。コスタイベは、次世代 mRNA ワクチンとも呼ばれ、米 Arcturus Therapeutics（アークトゥ
ルス・セラピューティクス）社の基盤技術をベースに創製された自己増幅型の mRNA ワクチン（レプリコンワクチン）である。SARS-CoV-
2 のスパイク蛋白質とともに、RNA を複製するレプリカーゼの配列をコードしており、脂質ナノ粒子（LNP）に内包された状態で接種され
る。生体内で、SARS-CoV-2 のスパイク蛋白質をコードする mRNA が細胞内で一定期間、複製されることにより、スパイク蛋白質が発現し、
免疫応答を起こす。そのため、接種する有効成分量は、既存の mRNA ワクチンの 1/6～1/10 であり、少量の接種で新型コロナウイルスに対
する中和抗体価が持続することが特長である。年 1 回の定期接種に最適なプロファイルを持つワクチンとして期待されており、2024 年度の
定期接種より用いられている。本講演では、次世代 mRNA ワクチンである「コスタイベⓇ」のメカニズムや開発経緯を紹介するとともに、
レプリコンワクチンの他の感染症やがんワクチンなどへの応用についてもお伝えしたい。

40周年記念シンポジウム②第1部
SP3-4 SARS-CoV-2 下水サーベイランスを活用したCOVID-19感染対策の有効性評価

北海道大学病院 感染制御部1）、北海道大学病院 薬剤部2）、札幌市下水道河川局3）、東京大学大学院工学系研究科附属
水環境工学研究センター 国際下水疫学講座4）

○石黒 信久（いしぐろ のぶひさ）1）、鏡 圭介1,2）、渡邊 浩基3）、北島 正章4）

【目的】2023 年 5 月 8 日に COVID-19 が 5 類感染症に変更されたことに伴い、全数報告から定点報告へ移行した結果、COVID-19 流行状況の把握が難しくなっ
た。下水サーベイランスは、受診行動や検査数の影響を受けず、無症状感染者を含めた感染状況を反映できる点が特徴であり、定点報告を補完するツールと
して近年注目されている。本研究では、下水中の SARS-CoV-2 RNA 濃度を指標とし、医療機関における COVID-19 罹患数との相関を調査するとともに、下
水サーベイランスが院内感染対策の評価に活用可能かを検討した。

【方法】
（1）観察期間：期間 A は、COVID-19 が「2 類感染症」相当と扱われていた 2021 年 2 月 15 日～2023 年 2 月 26 日とした。期間 B は、COVID-19 が 5 類感染
症に分類された 2023 年 5 月 8 日～2023 年 10 月 1 日とした。

（2）下水中の SARS-CoV-2 RNA 濃度：札幌市の下水処理場において、5 つの処理区域（市人口の約 50％ をカバー）の流入水を週 3 回採取し、試料中の SARS-
CoV-2 RNA を定量した。

（3）医療機関：市内 12 病院から、医療従事者、外来患者および入院患者（持込と院内感染を区別）の COVID-19 罹患者、合計 13,812 名に関する情報を取得
した。また、各施設で実施している院内感染対策に関する情報も収集した。（北大病院臨床研究 023-0416）

【結果】
（1）下水中の SARS-CoV-2 濃度と 12 病院の週別新規 COVID-19 罹患者数との間には強い相関を認めた（期間 A、Pearson 相関係数 r=0.8321；期間 B、r=
0.7501）。

（2）5 つの処理区域における下水中 SARS-CoV-2 RNA 濃度は、病院が位置する処理区域における濃度よりも、病院の COVID-19 罹患者数との相関が高かった。
（3）下水中 SARS-CoV-2 濃度を基準として院内感染患者数を比較すると、統計的に有意ではないが期間 B で減少していた。
（4）期間 A および期間 B を通じて、12 病院すべてで実施された感染対策（入院時の症状スクリーニング、症状を有する入院患者に対する SARS-CoV-2 検査、
COVID-19 患者の隔離またはコホート化、COVID-19 患者の同室者の隔離および観察、医療従事者および入院患者のマスク着用、医療従事者が COVID-19
に感染した場合の一定期間の勤務禁止、COVID-19 患者と濃厚接触した医療従事者の勤務規制）は、院内感染の抑制において重要な役割を果たしたと考えら
れた。

（5）一方、期間 B では多くの病院で、入院時の SARS-CoV-2 スクリーニング、面会制限、患者の外出および宿泊の制限等の対策が中止された。
【結語】自治体の下水サーベイランスデータを用いて、病院における COVID-19 症例数を推定できる。さらに、下水中 SARS-CoV-2 濃度を基準として院内感
染患者数を比較することで、COVID-19 院内感染対策を評価することが可能である。
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40周年記念シンポジウム②第2部
SP4-1 新生児用インキュベーターの院内感染防止対策

四川大学華西第二医院 医院感染管理部
陸 星宇（りく せいう）

【背景】近年、世界的な人口高齢化の進行と出生率の低下に伴い、新生児の医療安全がいっそう重要視されるようになっている。その中で、
多くの研究により新生児用インキュベーター（以下、インキュベーター）が病原体の増殖源となりやすく、新生児病棟における院内感染発
生の重要な要因であることが示唆されている。

【目的】本研究の目的は、インキュベーターの清掃・消毒や機器メンテナンスなどの対策を徹底することにより、インキュベーターの汚染が
原因となる新生児の院内感染発生リスクを効果的に管理・低減することである。

【方法】
第一部分：インキュベーターの部品管理および清掃・消毒管理
空気ろ過フィルターを常に清潔かつ乾燥した状態に保つ。使用 2 か月後には速やかに交換し、汚染や破損が認められた場合はただちに交換
することとする。加湿器、貯水槽は生物膜が形成されやすいため、毎日水槽を徹底的に清掃と消毒し、水垢を除去するとともに無菌水へ交
換する。加熱器、ファンブレードは初回使用または 1 週間連続使用後には徹底的に清掃・消毒する。恒温カバー、傾斜装置、ベッド、ベッ
ドボードなど、頻回に接触する部品は常時清潔を保持し、交差感染を防ぐ必要がある。また、新生児が使用しているインキュベーターに対
しては日常的な清掃・消毒を行う。使用期間中は毎日、インキュベーター内部を清浄水で拭き上げ、消毒薬の臭気による新生児への影響を
極力避ける。外側は刺激性が少ない消毒剤で拭き取り、必要に応じて再度清浄水で拭くか、使い捨ての消毒用ウェットシートを用いる。
さらに、退院・転院時、初回使用時、使用期間が 1 週間を超えた場合には終末消毒を行う。終末消毒では、個人防護を徹底したうえでイン
キュベーターを分解し、部品の特性に応じた洗浄・消毒を行う。洗浄後は十分に乾燥させ、終末消毒が完了したインキュベーターにはマー
キングを行い、安全管理登録票に記録する。
第二部分：感染防止策の実施における品質管理
インキュベーターを介した院内感染を防ぐためには、管理基準や清掃・消毒の手順を確立するだけでなく、強力な実行力によってすべての
管理措置を厳守することが重要である。

【結果】以上の対策によって新生児インキュベーターの管理が規範化され、院内感染の発生件数が減少した。さらに、機器の正常な使用を確
保すると同時に、新生児の安全性を向上させることができた。

【結語】新生児は院内感染が生じた場合、その影響が重大となる危険性が高い。このため、新生児病棟の院内感染状況は院内感染監視におい
て最重点とされている。なかでもインキュベーターは新生児にとって欠かせない設備であり、インキュベーターの適切な管理と徹底した消
毒こそが新生児の院内感染を防ぐうえで極めて重要である。

40周年記念シンポジウム②第2部
SP4-2 中小規模医療機関の感染症診療・感染対策レベルアップを目的とした多職種研

修～感染症専門医・ICDと行政が連携した長崎県での取り組み～
長崎大学病院 総合感染症科・感染症医療人育成センター1）、長崎大学病院 総合感染症科・感染制御教育センター2）、
長崎県福祉保健部3）

○古本 朗嗣（ふるもと あきつぐ）1）、井手昇太郎1）、渡辺 瑞紀2）、茂 佐知子2）、
柿内 聡志2）、藤田あゆみ2）、田代 将人2）、田中 健之2）、寺坂 陽子2）、長谷川麻衣子3）、
新田 惇一3）、泉川 公一2）

COVID-19 パンデミックでは感染症指定医療機関だけでの診療が早々に限界を迎え、地域医療機関での診療が必要な状況となった。当時は診療の入口
である発熱外来、入院医療機関の確保だけではなく、出口として転院を受け入れる施設の確保も急務であった。中小規模病院に期待される役割は大き
かったが、建物や設備といったハードウェアの問題だけではなく、「感染対策が分からない」「相談できる人がいない」という感染症医療人材不足の現実
にも直面した。長崎県は感染症専門医、呼吸器専門医ともに充足率が高いにも関わらず、コロナ禍に現場で対応できる人材は圧倒的に不足していた。
このような状況の中、行政とアカデミアが協力して行ってきた取り組みのひとつに、2022-2024 年度に実施した「新型コロナウイルス感染症等に対応
する多職種診療チームの育成支援事業」がある。クラスター発生後の支援だけではなく、平時から長崎県と長崎大学病院が地域医療機関の状況を共有
し、各医療機関が多職種で連携して診療体制を構築できるよう、on the job training での感染症研修を実施してきた。感染症専門医・ICD が複数回訪問
して感染症診療・ICT 活動・AST 活動に関する講義や感染対策ラウンドを行い、長崎大学病院で感染症病棟見学、敗血症患者のシミュレーション研修
を行った。3 年間で 26 病院 360 名以上が修了し、これは長崎県内の全病院の 2 割にのぼる。100 床未満が 17 病院、精神科単科 4 施設、産婦人科単科
2 施設、高齢者施設併設 11 病院など、県内各地の地域医療を支えている医療機関が参加された。感染対策向上加算を算定していたのは 16 病院のみで
あり、研修の際には感染症診療や感染対策の基本原則について解説しながら、各施設の実情にあった持続的に実行可能な感染対策の提案を行なった。
本研修では、参加前後および研修終了 3 ヶ月後にアンケート調査を行い、研修の評価のみならず、教育効果、多職種連携による感染症診療、感染対策
に対する行動変容についても検討した。多くの参加者が本研修を高く評価し（4.8/5 点）、研修後は感染症患者に対するスキル・意欲の向上を認め、診
療・AST 活動における研修前に比較して改善していた。また研修終了後も講義、診療、感染対策に関して適宜相談を受け継続的なフォローアップも
行っている。
職種間の知識差による研修内容の設定が難しいこと、1 回の研修に半日を要するため、感染症専門医療職が不足している地域では指導者の確保の課題
などがあるが、今後 IT 技術なども利用した研修プログラムの構築も求められる。
アカデミア、地方自治体、地域医療機関の連携強化を図り、感染症非専門医療職の継続的な人材育成は将来のパンデミック対策の一つとして提案した
い。
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40周年記念シンポジウム②第2部
SP4-3 日本医科大学付属病院 高度救命救急センターにおける重症新型コロナウイルス

感染症受け入れの経験とシームレスな感染対策教育の重要性
日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室1）、日本医科大学付属病院 薬剤部2）、日本医科大学付属病院 呼
吸器内科3）、日本医科大学付属病院 看護部4）、日本医科大学付属病院 臨床検査部 微生物検査室5）

○中村翔太郎（なかむら しょうたろう）1,2）、藤田 和恵1,3）、松代 実希1）、前原 茂子1）、
椋本 郁子1,4）、鷲尾 洋平5）、藤田 昌久4）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を通じ、医療機関の大小を問わず、適切な感染対策を行いながら医療を継続する重要性が認識され
た。特に重症 COVID-19 は、人工呼吸・体外膜型肺（ECMO）を中心とした全身管理が必要で、習熟した専門医による診療とエアロゾル発
生リスクに備えた感染対策の両立が求められた。国内最大規模の高度救命救急センター（CCM）を擁する日本医科大学付属病院は、COVID-
19 流行当初から、重症 COVID-19 患者受け入れに注力、私立医科大学協会加盟 30 大学中、最大クラスの重症患者を受け入れた。COVID-
19 以前、重症外傷や脳血管障害、広範囲熱傷、急性中毒、急性腹症などを主として診療していた CCM チームが、感染対策部門と協働しな
がら、どのような過程を経て感染対策と重症患者医療を両立させたかを振り返るとともに、その経験が能登半島地震における全日本病院協
会災害医療チーム（AMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）としての災害支援活動に生かされた経験を共有する。当院は、日本初の
COVID-19 患者発生を受け、直ちに個人防護具着脱訓練、診療動線シミュレーション、病床改修などの準備を開始した。患者が最も多かった
第 5 から 7 波では、COVID-19 専用病床を最大 17 床に増やし対応した。増床にあたり、看護職は平時の 1.5 倍に増員、ECMO 運用にあたり、
臨床工学技士も濃厚に診療・ケアへの参画が必要となるなど、感染対策に不慣れな職種への感染対策教育が喫緊の課題となった。また、研
修医は、COVID-19 下で制約のある診療参加型臨床実習が行われた世代であり、救急処置を安全に行うための感染対策教育も必須となった。
COVID-19 初期、感染対策部門は、マニュアル整備や、COVID-19 治療薬使用のための倫理委員会手続き・同意書確認などに忙殺され、現場
の感染対策教育を十分に行うことが困難だった。また、集中治療目的で転院搬送の際、患者状態に応じた感染対策を行う必要があるが、搬
送先と感染対策の共通認識を得ることが難しいことがあった。今後、パンデミックや大規模災害時、感染症診療・ケアを専門としない医療
スタッフが安全な医療を提供するため、感染対策に係る迅速な判断を支える平時の感染対策教育が重要である。その取り組みとして、教育
機関かつ地域高度医療を支える医療機関という特性を生かし、医学生・研修医・職員・地域医師会会員に対するシームレスな卒前・卒後感
染対策「実地」教育を展開している。その成果として、能登半島地震では、AMAT・DMAT として参画した CCM スタッフが、適切な感染
対策を行いつつ、安全に災害医療活動を展開出来た。その活動の実際を紹介するとともに、今後、感染対策部門が有事に求められる対応や
課題について考える。

40周年記念シンポジウム③第1部
SP5-1 生成AI は世界をより身近にするか？―ベトナムでのフィールドトレーニングを通

じて―
東京品川病院 呼吸器内科・感染症内科1）、国際医療福祉大学大学院 医学系研究科2）

○高橋 秀徳（たかはし ひでのり）1）、鍋島 清香2）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症の流行を経て生成 AI、オンライン会議といった新技術が急速に普及し、国際的な感染対策活動の
枠組みも進化している。感染対策や抗菌薬適正使用は現在に至るまで世界的に重要な課題であり、その推進には「言語の壁」を越え、各地
域・国特有の文化や課題を深く理解することが求められる。ベトナムでは、若者を中心にスマートフォンや SNS の普及が進み、現地病院に
おいても広報戦略として SNS の活用が重要視されている。一方で日本語とベトナム語という少数言語間で生成 AI がどれほど有効に活用で
きるのかは未知数であった。本報告では 2024 年 9 月に国立国際医療研究センター主催によるベトナムでの NCGM グローバルヘルス・
フィールドトレーニングにおいて生成 AI を活用した事例を共有し、異文化環境との感染対策推進における新技術の有用性と課題について
考察する。

【活動内容・成果】2024 年 9 月にベトナムで実施した NCGM グローバルヘルス・フィールドトレーニングにおいて、生成 AI（ChatGPT-4：
当時最新モデル）を以下の 3 つの場面で活用した。その内容と成果を報告する。
1．言語支援：日常的なコミュニケーション（例：現地での買い物や会話）において、日本語・ベトナム語の双方向翻訳を生成 AI で行った。
翻訳結果は即座に利用可能で言語上の不便は解消され、円滑な生活が可能となった。
2．資料作成支援：プレゼンテーション資料作成時に、専門用語を含むスライドのベトナム語翻訳や視覚的要素の生成を ChatGPT-4 で実施
した。例えば「日本の抗菌薬適正使用の取り組み」をテーマに作成したスライドでは、日本語からベトナム語への翻訳が高精度で行われ、
現地通訳者から「驚くほど正確」と高評価を得た。同じトレーニングに参加した別チームが使用した ChatGPT-3.5 モデルでは翻訳の正確性
に課題があり、生成 AI のバージョン間の性能差が実務に与える影響を示した。
3．文化的理解の補助：現地で撮影した祭りや日常生活の写真を生成 AI に解析させ、その文化的背景や意義についての解説を取得した。こ
の情報を基に先方のスタッフと対話でき、感染対策啓発活動で信頼関係を構築できた。通訳者により解析の内容が正確であることが確認さ
れ、生成 AI の文化的支援としての有用性が確認された。

【考察】生成 AI は日進月歩で進化を遂げており、さらなる正確性や利便性が期待される。この時点では、専門的な表現や文化的解釈の正確
性を保証するため通訳者による都度の確認が必要であった。しかしながら、少数言語間での翻訳や資料作成、文化的背景の理解支援におい
て高い有用性が明らかになった。本事例は生成 AI が国際的な感染対策活動の推進に大きく寄与し得る可能性を示している。
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40周年記念シンポジウム③第1部
SP5-2 残留消毒効果に基づくウイルスの生存に適さない皮膚表面の創出：手指衛生を強

力にサポートする革新的な感染制御法
京都府立医科大学大学院医学研究科 感染病態学
○廣瀬 亮平（ひろせ りょうへい）、中屋 隆明

【背景】手指衛生の実践は接触感染予防に必須である。一方で、さらに予防効果を高めるためには、現行の手指衛生の実践を強力にサポート
する革新的な感染制御方法が求められる。皮膚表面に塗布された消毒剤には残留消毒効果（residual disinfection effect：RDE）があることが
これまで示唆されてきた。しかし、ウイルスに対する RDE の正確な評価は依然として困難であり、感染制御のための RDE の応用はあまり
検討されてこなかった。我々は、新たに構築した評価モデルを用いて RDE の正確な評価を実現し、ウイルスの生存に適さない皮膚表面の創
出を実現した。（注：表現簡略化のため「感染力の維持」を「生存」と定義している。）

【方法】さまざまな消毒剤を塗布したヒトの皮膚表面上に存在する新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）、 ヒトコロナウイルス（HCoV-OC43）、
インフルエンザ A 型ウイルス（IAV）の力価を経時的に測定した。次に、これらの力価値から各表面上のウイルス生存時間を算出した。コ
ントロール条件（消毒薬を塗布しない条件）をベースに生存時間短縮率を算出し RDE を正確に分析した。

【結果】エタノール・イソプロパノールを塗布した皮膚表面上ではウイルス生存時間の短縮はなく、RDE は認められなかった。対照的に、
ポビドンヨード、グルコン酸クロルヘキシジン、塩化ベンザルコニウムを塗布した皮膚表面では生存時間が大幅に短縮し、SARS-CoV-2・
HCoV-OC43・IAV に対する RDE を認めた。特に 10％ ポビドンヨードと 0.2％ 塩化ベンザルコニウムは強い RDE を示した。具体的には、
0.2％ 塩化ベンザルコニウムの RDE により、SARS-CoV-2・HCoV-OC43・IAV の生存時間はそれぞれ 665 分から 5 分、1285 分から 12 分、
121 分から 4 分に大幅に短縮された。さらに、この極めて強い RDE は、皮膚に塗布してから 4 時間経ってもほとんど減少しなかった。

【結語】強力な RDE を持つ消毒剤を皮膚に塗布してウイルスが生存しにくい皮膚表面を作ることで、ウイルスの生存時間を大幅に短縮でき
る。現在、皮膚表面だけでなく様々な環境表面においても RDE を応用できることを確認している。強い消毒効果と RDE を併せ持つ消毒薬
を皮膚・環境消毒に適用することで、「皮膚・環境の適切な消毒」と「ウイルスが生存しにくい皮膚・環境表面の創出」を同時に達成するこ
とができる。「ウイルスの生存しにくい環境・皮膚表面の創出」により、消毒が行われていない状態でも自動的に環境・皮膚表面上のウイル
スを減らし接触感染リスクを低減させることができ、 医療現場だけでなく食品加工現場等においてもより強固な接触感染予防が実現する。

［Hirose et al. Evaluation of the residual disinfection effects of commonly used skin disinfectants against viruses：An innovative contact
transmission control method. Environmental Science ＆ Technology, 2021；55（23）：16044-16055.］

40周年記念シンポジウム③第1部
SP5-3 手指衛生の「直接観察法」をAI により自動化するモバイルカメラシステムの開発～

データの標準化および大幅な人件費削減が可能～
株式会社モレーンコーポレーション
草場 恒樹、○川口 順也（かわぐち じゅんや）

【背景】医療関連感染の予防には、医療従事者による適切な手指衛生の実施が重要である。ただし、医療機関では現在、手指衛生の実施状況
を評価する方法として「直接観察法」が一般的に用いられており、この方法には以下のような課題がある。
1）観察者ごとの評価基準のばらつきによる主観的な評価の影響
2）観察されていることによる医療従事者の行動変容（ホーソン効果）
3）観察時間のばらつきによるデータの偏り
4）人手不足による継続的な監視の困難さ
これらの課題を解決し、より客観的かつ継続的な手指衛生の評価を可能にするために、AI 技術を活用したモバイルカメラベースの手指衛生
モニタリングシステムを開発した。本研究では、このシステムの概要と評価結果について報告する。

【方法】本システムは、モバイルカメラを用いて医療従事者の手指衛生の実施状況を記録し、AI が映像解析を行うことで「5 つの瞬間」にお
いて手指衛生の遵守状況を判定するものである。モバイルカメラなので、必要に応じて観察場所を容易に設置変更することができ、定期的
に部署ごとの実施状況のフィードバックも可能となる。
・手指衛生の映像解析
AI が手指衛生の動作（アルコール手指消毒剤）を識別し、それが適切なタイミングで行われるかをさらに評価する。特に 1 の「患者に接触
する前」と 2 の「無菌操作の前」は強化し、そのタイミングで手指衛生を実施したかどうかを AI が検知、解析して記録としてフィードバッ
クする。
・プライバシー保護
開発したカメラは、患者に自動的にマスクをかけ、開発者サーバーも含めて患者の映像情報はどこにも残らない仕様。医療従事者の識別に
関しては任意にマスクをかけることも外すことも可能である。
・試験
実際の臨床現場での研究はこれからだが、弊社ラボにおいて本システムを運用し、一定期間における手指衛生実施の検知率を測定した。

【結果】
・手指衛生実施の検知率の結果から、本システムが「直接観察」として実用可能性があることが示唆された。
・AI による客観的な自動解析により、継続的なモニタリングが可能となり、従来と比較して観察者の負担が大幅に軽減されることが期待さ
れる。ただし、ひとりの患者に対し、複数人の医療従事者が対応した場合の検知には課題を残し、今後システムを改良する余地がある。

【結語】本研究により、AI を活用したモバイルカメラベースのシステムが、手指衛生遵守率の向上に寄与する可能性が示された。該当者の
特定ではなく、ロールモデルとなる対象者を称える機会にもなることがわかった。また、従来の直接観察法と比較して、ホーソン効果の排
除、主観ではなく標準化された客観的評価が可能になり、観察者の負担軽減および継続的なモニタリングの実現が期待できることがわかっ
た。今後は、臨床現場での既存の「直接観察法」との有意差を検証していく。
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40周年記念シンポジウム③第2部
SP6-1 感染対策が脆弱な施設に対する感染対策リスク・コミュニケーションの課題

神戸大学医学部附属病院 感染制御部
宮良 高維（みやら たかゆき）

【パンデミック初期の状況】兵庫県内では、2020 年 3 月に入って病院・高齢者施設等における COVID-19 のクラスター発生に伴い、死亡例も
発生するようになった。行政機関の依頼で、2022 年 8 月までの約 3 年半に 24 施設に 30 回の感染対策支援を行ったが、各施設内の発症者数
は、支援時に 10 名以内の施設から既に 160 名以上が発症している施設もあった。

【感染対策が脆弱な施設に対する感染対策の伝達媒体の作成】クラスター発生施設の支援に向かっても、高齢者施設や精神科病院の場合は当
然のことながら、発症したヒト、場所、発症時間などのリストも当初は未作成であった。また、標準予防策についての理解や使い捨てガウ
ンなどの PPE の着脱方法といった基本事項の伝達から始める必要があったことに加え、眼前のクラスターへの対処として、訪問時間内に
ゾーニング、コホーティング、室温に注意した共用空間の換気等も指導する必要があった。また、デイルームに定時に全員を集めて喫食さ
せる永年の習慣を改め、二部から三部に喫食時間を分けるなど方法の提案も行った。こういった内容は、県内の同様の施設全体に伝達する
必要があることから、県と共にイラストによる基本的感染対策を説明するポスターを 6 種類作成し、配布や HP からのダウンロードを可能
とした。

【エアロゾル感染を推測させる集団感染事例】2021 年に単一病棟内で数十名の感染が発生した病院では、感染者と認識されていなかった咳嗽
の強い初発者の上部消化管内視鏡検査で、検査施行者らの感染に加えて、隣接していないブースで同時に検査を受けた外来患者の発症があ
り、エアロゾル感染を意識した対応を病院側にも保健所にも強く勧めた。また他院では、1 フロアーの 30 名近い患者が、ほぼ 24 時間以内に
集中して発症した。Epi-curve からは、感染源への単回曝露が考えられ、前日のカラオケ・レクレーションが原因と推測された。

【考察】新規感染症のパンデミックに際して行政機関や専門機関は、基本的な感染対策の広報に加え、従来の概念に囚われず、年単位を要す
るエビデンスの確立前に類似エピソードの集積を早期に社会へ還元することが、入院症例を受け入れる医療機関や社会全体の負担軽減にも
繋がると考えられた。

40周年記念シンポジウム③第2部
SP6-2 沖縄県高齢者福祉施設等を対象としたCOVID-19感染対策オンライン研修の評

価
浦添総合病院1）、国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター2）、国立健康危機管理研究機構
国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター四室3）

○原國 政直（はらくに まさなお）1）、山岸 拓也2,3）、黒須 一見2,3）、島田 智恵2）、
砂川 富正2）

2020 年より流行が始まった COVID-19 は感染力の高さから、集団生活の場において感染が拡がりやすく、とくに感染に脆弱な高齢者が集団
で生活している高齢者福祉施設等において、一度感染が拡がると制御するのが困難な状況にあった沖縄県では、高齢者福祉施設等に対する
感染対策の指導と発生時の迅速な医療介入を徹底して流行初期より行ってきた。その中で、沖縄県高齢者福祉介護課主催による高齢者福祉
施設等の職員を対象としたオンライン（OL）研修を 2021 年 1 月から週 1-2 回の頻度で開催し、高齢者福祉施設等の感染対策のスキルアップ
および感染対策に関する相談等について対応を行ってきた。しかし、1 年以上にわたり感染対策オンライン研修に取り組んできたが、それら
の効果に対する評価がおこなわれていない現状があった。今回、感染対策オンライン研修を実施したことで高齢者福祉施設等における感染
対策への取り組みは向上したかを評価することで感染対策オンライン研修の有効性を検討したのでここに報告する。

（非会員共同研究者：国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター、国立健康危機管理研究機構 国立感染症研
究所 感染症サーベイランス研究部第一室 小林祐介、沖縄県衛生環境研究所感染症センター 高良武俊）
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40周年記念シンポジウム③第2部
SP6-3 地域における災害・感染症対応の変遷とこれから～いわて感染制御支援チームの

14年間の活動より～
岩手県立中央病院 感染管理部1）、岩手医科大学附属 内丸メディカルセンター2）、岩手医科大学附属病院 感染制御
部3）、岩手医科大学附属病院 薬剤部4）、岩手県立胆沢病院 感染管理室5）、岩手県立二戸病院 薬剤科6）

○福田 祐子（ふくだ ゆうこ）1）、下沖 収2）、長島 広相3）、近藤 啓子3）、成田 和也3）、
稲垣 学人4）、下田 次郎5）、吉田 裕子5）、齋藤 雅彦1）、本間 絵里6）

いわて感染制御支援チーム（以下 ICAT とする）は 2011 年東日本大震災発災後、岩手県内の避難所の感染症蔓延防止とサーベイランスを目
的に、7 医療施設の感染対策有資格者で組織化された。2012 年に、大規模災害および大規模感染症拡大事案に対応する県の組織として常設
化された。県の要請に応じた活動内容の見直しやメンバーの教育・再編などをしながら、14 年に渡り活動を継続しており、現在 20 施設、主
に約 30 名のアクティブメンバーで活動を行っている。有事の活動として、2011 年東日本大震災・2016 年台風 10 号の避難所支援、新型コロ
ナウイルス等の感染症対策支援である。平時の活動として、保健所と協働で高齢者施設・保育施設に対する感染対策研修会の実施、県の総
合防災訓練の参加、災害時の感染対策資料作成、ICAT メンバーに対する研修会を実施している。2019 から 2022 年にかけての新型コロナウ
イルスクラスター対応では、保健所や DMAT とも連携し、病院・高齢者施設等 73 施設に支援を実施した。自施設のクラスター対応も重な
り地域支援が困難となった時期には、加算連携する施設の ICT メンバーを地域 ICAT として協力を得て支援を継続した。ICAT・保健所・
DMAT・福祉連携の重要性が顕著となった。2024 年の能登半島地震では、国や環境感染学会の支援の進化が感じられる一方で、地理的な問
題・過疎化・高齢化の進んだ地域での支援の困難さも報じられた。岩手県における地域の課題として、超高齢化、医療資源が限られた状況
で災害や感染症対応を実施しなければならない現状がある。ICAT の強みとして、限られた人材だからこそのメンバー間の連携の良さ、長
年培われた県・保健所など行政との連携体制があり、地域の加算連携でも協力体制を構築している。2024 年には、岩手県保健福祉部所掌の、

「いわて医療福祉施設等クラスター制御タスクフォース」という、災害時支援を行う医療・福祉の各団体が連携して支援を行う仕組みができ
た。初回の活動として、県の総合防災訓練での協働訓練を実施した。訓練を通じて、有事の協働を図るためには、それぞれのチーム役割の
相互理解、ツールの共有化、指示命令系統の明確化が必要であった。東日本大震災から 14 年が経過し、震災当時に避難所支援を実施した経
験者からの世代交代が進んでいる。近年、異常気象による災害や、巨大地震や感染症の脅威も高まっている中、高齢化が進み医療資源が乏
しい地域では、行政と医療・保健・福祉連携は重要であり、感染症対策を担う医療従事者の育成も今後の課題である。
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教育講演1
EL1 災害地支援としての感染対策

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野1）、長崎大学病院 総合感染症科・感染制御教育センター2）

泉川 公一（いずみかわ こういち）1,2）

昨年の能登半島地震に代表されるように、日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発し、被災地、避難所などにおける公衆衛生上の問
題が重要視されている。特に感染症の拡大は被災者の健康を脅かし、同時に、災害復旧をも困難にする要因となりうる。避難所においては、
人口密集や衛生環境の悪化が感染リスクを高め、適切な対策を講じなければ集団感染の発生につながる可能性がある。本講演では、これま
での東日本大震災、熊本地震、能登半島地震の際の感染症流行事例を振り返りながら、被災地支援の現場で実践可能な感染症予防策につい
て、そして、医療従事者として何か求められるかについて解説したい。当学会の DICT はまさに、被災地の避難所等における感染対策を実
践するために設立されたチームである。大規模な活動実績として、能登半島地震での活動が最初となる。本講演では、DICT の活動の実際に
ついて紹介し、被災地での呼吸器や消化器感染症リスクの評価、避難所での衛生管理の指導、感染症発生時の対応策の策定など、DICT の取
り組みがどのように現場で活用され、被災者の健康維持につながったか、を具体的に示したい。現在、DICT の事務局は、国立健康危機管理
研究機構（JIHS）内と学会事務局にも設置されている。能登半島地震での活動をもとに、新に設置された事務局、そして、今後、DICT
がどのように運用され、災害時の迅速な情報共有、感染対策支援をどのように行っていくか、将来の展望についてもご紹介する。本講演を
通じて、災害発生時の感染症対策をより実践的かつ効果的なものにするための知識と技術を共有し、今後の災害対応に貢献できるよう学会
員の皆様と共有したい。

教育講演2
EL2 韓国における薬剤耐性菌の状況と感染制御のための戦略

Gyeongsang National University College of Medicine, Jinju, Korea
Sunjoo Kim

韓国では MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）、CRE（カルバペネム耐性腸内細菌目細菌）、MDRP
（多剤耐性緑膿菌）、CRAB（カルバペネム耐性アシネトバクター・バウマニ）などの多剤耐性菌（MDRO）が医療機関で拡散し問題となっ
ている。この講演では、韓国におけるこれらの MDRO の状況について日本の状況とも比較しながら解説する。まず、両国で耐性率が大きく
異なるものとして VRE と CRAB があげられる。2022 年で腸球菌に占める VRE の割合は、日本では 2％ だったのに対して韓国では 35％
だった。アシネトバクター属菌では、イミペネム耐性の割合は日本では 1％ だったが、韓国では近年耐性化が急速に進み、耐性率は 86％ だっ
た。両国間のこれらの耐性率の違いが何によるのかは明確ではないが、耐性菌の遺伝子型の違いの他、抗菌薬の使用量、処方パターン、さ
らに医療従事者が実践している院内感染予防と対策などが複合的に関係していると考えられる。この点については両国の専門家が協力して
さらに研究を進める必要がある。韓国では幸いなことに MRSA は徐々に減少しており、CRE は肺炎桿菌以外では増加は見られていない。肺
炎桿菌のセフォタキシム耐性率は日本では近年増加傾向にあるが、韓国では減少している。MDRP は両国ともに増加は見られない。MDRO
の対策にはまず実態を正確に把握することが必要である。そのためには国や関係組織がサーベイランスを継続的に実施することが不可欠で
ある。さらに社会全体で薬剤耐性菌を減らすための国家戦略が必要である。医療現場においては、あらゆる分野の関係者が連携して薬剤耐
性菌対策を進める必要がある。この講演では我々の病院が経験した CRAB のアウトブレイクの対応についても紹介したい。
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教育講演3
EL3 マスギャザリングと感染症

防衛医科大学校 防衛医学研究センター
加來 浩器（かく こうき）

マスギャザリングとは、限られた期間・空間に多数の人々が同一目的で集まる状況であり、マスギャザリングイベントには国際会議、スポー
ツ、宗教行事、災害時の避難など多様な形態が含まれる。2025 年開催の大阪・関西万博は、半年間で約 2820 万人の来場が見込まれ、350
万人以上の訪日外国人が夢洲に集中する国際的マスギャザリングイベントである。このような状況では、感染症の持ち込みと拡散、自然災
害、意図的な病原体の散布（バイオテロ）などさまざまな健康危機事態が想定され、イベント開催地域の医療機関だけでなく、インバウン
ド観光客増加を見越した地方での備えも重要である。マスギャザリングに関連した感染症のリスクを、病原体・感染経路・宿主の 3 要点か
らみてみると、病原体の特徴から想定される感染症は輸入感染症（麻疹、MERS、マラリア等）、季節性呼吸器感染症の流行、土着ベクター
による媒介感染症（SFTS、日本紅斑熱等）、遺伝子改変病原体（薬剤耐性を含む）による感染症（バイオテロ）などが挙げられる。感染経
路に関するリスクとしては、 イベント会場は 3 密環境が形成されやすく飛沫・接触・空気感染など複数の感染経路が同時に存在すること、
医療の現場では不慣れな外国人患者への対応による院内感染のリスクなどがある。宿主側の問題としては、免疫状態の多様性、ワクチン未
接種者の存在などが課題となる。これらを考慮したうえで特に注意すべき疾患、平素での発生数は少ないものの一例でも集団対応が必要と
なる侵襲性髄膜炎菌感染症、空気感染する麻疹、国際的流行が継続する結核、新興・再興感染症としてのデング熱・マラリアなどがある。
万が一、イベント開催中に大規模災害や秘匿型バイオテロが発生した時には、避難所が再びマスギャザリング状態となる。公衆衛生当局は、
平素から医療機関との連携を密にしながら、国内外の感染症流行状況に関する情報を現場にわかりやすい形で提供していただく必要があ
る。医療機関においては、薬剤耐性菌の検出状況や非特異的症状の重症患者数の増加などに注意し、地域医療機関におけるネットワーク対
応が求められる。

教育講演4
EL4 難治例・超重症例を救うために：ガイドラインにない治療法の選択

東京医科大学病院 感染制御部・感染症科
中村 造（なかむら いたる）

近年、数多くのガイドラインが診断・治療・管理の標準化を目指すために作成され、膨大なエビデンスを元に我々が準拠すべきコンセンサ
スで構成されている。そして、このガイドラインの存在は現在の臨床マネジメントに大きな影響を与えているのが事実である。確かにガイ
ドラインに準拠して医療を行うことで基本的な判断は間違うことなく実施可能であるし、自己流の医療ではなく標準化した医療により広く
予後を改善することが可能であると言える。一方でガイドラインの元になる各エビデンスは症例を均一化し 2 群間比較をするなどの調整が
行われており、複雑な症例や特殊な症例は除外されていることが一般的である。しかし臨床で遭遇する事例は、その均一化された事例では
なく、むしろ複雑で特殊な事例であることは実は少なくない。またガイドライン参考に判断を行うのではなく、ガイドラインに事例を当て
はめ、ガイドラインに合致しない症例は、その判断が棄却され及第点の治療や管理が選択されることも現場では発生している。本来はガイ
ドラインに患者を当てはめるのではなく、ガイドラインを参考にしつつ目の前の症例の管理をより良い管理にするためにはどうするか、何
を選択すべきなのか、ガイドラインではこう書かれているが実際にはこうする、といったように、マネジメントを熟考することが臨床では
求められている。特に難治例や超重症例は RCT などの除外症例に当たりやすく、その診断・治療マネジメントこそ専門家に求められるスキ
ルであると言える。本講演では MRSA 感染症に抗 MRSA 薬が無効な場合にどうするか、多剤耐性菌の治療に有効な治療薬がない場合にど
うするかなど、事例を通じてガイドラインを超える判断、Beyond the guideline の視点で症例マネジメントを考える一助とする。
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教育講演5
EL5 真菌の惑星における人類と真菌の共存：感染症からアレルギー、新規健康障害まで

帝京大学 医真菌研究センター1）、帝京大学大学院医学研究科医真菌学2）

槇村 浩一（まきむら こういち）1,2）

ヒトが地球上に種として確立した概ね 30 万年前、既に真菌は地球上に繁茂し、そのメンテナンスに欠かせない生物群となっていた。その起
源は化石としての証拠から、24 億年前とも 7 億 1500 万年前とも言われている。元より地球は「真菌の惑星」であったのだから、我々の生活
環境に真菌が生えるのは当然のことであり、人類が真菌と関わりを持つことなく地上に存在することは事実上あり得ない。人類が最も早く
発見した微生物は真菌であり、同様に真菌感染症は我々が最も古くから認識している感染症である。感染症としての真菌症は、最も古く記
載された感染症であるケルスス禿瘡に始まり、概ね 1980 年代までは皮膚真菌症が主体であった。その後、医学・医療の高度化・複雑化に伴
う易感染宿主の増加により、深在性真菌症が台頭した。生命予後の点においても医療経済の観点からも深在性真菌症のインパクトは大きく、
診断・治療上の研究開発は促進されたが、未だにその手詰まり感は拭えない。そのような中で、真菌症に関する新たなパラダイム転換の契
機が訪れつつある。即ち、真菌アレルギーおよび真菌由来代謝産物（カビ毒、キノコ毒、および微生物由来揮発性有機化合物 mVOC）によ
る健康障害の発生（または認識）である。アレルゲンとしての真菌は古くから関心を集めているが、環境中におけるキノコ（担子菌）のア
レルゲンとしての重要性には十分な関心が向けられてこなかった。これは、キノコを形成せず糸状発育をする担子菌の同定が従来困難で
あったためと考えられる。微生物関連健康障害は古くより知られていたものの、実際問題としてヒトの身体や生命に重篤な問題を引き起こ
さないことから、 必ずしも重視されない「無視された真菌関連健康障害 neglected fungal health disorders（NFHD）」として放置されてきた。
しかし、今日我が国をはじめとした医真菌研究者によって、これら NFHD に関する病態の一端が明らかにされつつある。このような背景の
中、AMR 対策が叫ばれる今日、真菌症の中でも最も注目されるべき真菌感染症を考えると、基礎的（微生物学とカルチャーコレクションは
感染症研究のインフラストラクチャーである）にも臨床的にもその対策の脆弱性は否めない。医学・医療の高度化・複雑化は止まることな
く進み、ヒトが存在する限り真菌を排除できないことが明らかである以上、我が国で見出され真菌初のパンデミックを生じた Candida auris
の例に示されるように、我々は常に移り変わる新規病原真菌に苛まれる宿命にある。昨今問題となっている地球温暖化（沸騰化）に伴って、
今後一層多様な病原真菌の出現に曝される事に間違いはない。これら真菌関連の様々な健康障害を解析するためにも、生物としての真菌自
体の分類・生態を含めた広い範囲の知的基盤の整備が必須である。多くの方々の（医）真菌研究への参加・協力を求めたい。

教育講演6
EL6 歯科診療における標準感染予防対策と環境整備の実際

広島大学大学院 医系科学研究科 公衆口腔保健学
太田 耕司（おおた こうじ）

体の中で最も細菌数の多い口腔内を治療する歯科診療は、特に患者から感染しやすい医療職とされている。患者唾液からの直接的な飛沫だ
けでなく、歯を切削するタービン、超音波スケーラーなどの器具から発生するエアロゾルによって口腔内の唾液、血液が周囲に浮遊、飛散
する。また歯科用チェアユニットの取り手やライトハンドルはとりはずして滅菌することができないため、患者の口腔内を触れた手袋でユ
ニットの取り手を触った場合、他の患者への交差感染が起こる可能性もある。さらに他の医療職と比較して、注射針だけでなくリーマー、
切削バーや、スケーラーなど歯科特異的な鋭利な器具を使用することが多いため、針刺し事故も起こりやすい。標準感染予防対策とは感染
症の有無に関わらずすべての患者に適応する感染対策であるが、以上の理由から、歯科診療では歯科に特化した標準感染予防対策を行うこ
とが必要とされる。新型コロナウイルス感染の蔓延が落ち着いた現在、今一度歯科における院内感染標準予防対策、その環境整備を再度検
討する必要があると考えている。今回の講演では歯科における院内感染予防対策の意義、具体的方法、課題などについて我々実際行ってい
る感染対策方法を供覧しながら概要や今後の展望をお話させていただく。歯科における標準感染予防対策について再考し、皆様方の日常臨
床や医療安全衛生管理の一助となれば幸いと考える。
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教育講演7
EL7 手指消毒薬の賢い選び方・使い方～スマートラビングの実践～

長崎大学病院薬剤部
中川 博雄（なかがわ ひろお）

医療従事者が行う手指衛生には、患者と接触する前後などに行う衛生的手洗いと、手術前に行う手術時手洗いの 2 つがある。さらに衛生的
手洗いには、速乾性アルコール性手指消毒薬を用いる方法と、石鹸と流水を用いる 2 通りの方法がある。目に見える汚れがない場合には速
乾性アルコール性手指消毒薬が推奨され、血液や体液など目に見える汚れがある場合には石鹸と流水による手洗いが推奨される。さらに医
療従事者の手指衛生については、WHO（世界保健機関）が、患者ケアを行う中で手指衛生が必要となるタイミングを 1）患者に触れる前、
2）清潔/無菌操作の前、3）体液に曝露されたおそれのある場合、4）患者に触れた後、5）患者周囲環境に触れた後の 5 つに絞り、ガイドラ
インに明示している。また、手指消毒薬に関する最近の話題として、高頻度な手指衛生による手荒れやアルコール過敏の医療従事者に対す
る手指消毒薬が上市されている。具体的には低刺激性の低濃度アルコール性手指消毒薬と非アルコール性手指消毒薬の 2 種類がある。今後
さらに臨床現場における有効性の評価が求められるところである。本講演では、医療従事者の手指衛生に関して、適正なタイミングで確実
な消毒を実践するための正しい消毒薬の知識について解説する。また、低刺激性の低濃度アルコール性手指消毒薬や非アルコール性手指消
毒薬の効果および注意点について述べる。手指消毒薬の賢い選び方・使い方に対する理解を深めることで、スマートラビング（演者による
造語）の実践を提唱したい。

教育講演8
EL8 病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS-02-2022を読み解く

順天堂大学大学院 医学研究科 感染制御科学
堀 賢（ほり さとし）

医療福祉施設における空調設備は、「病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS-02-2022」（一般社団法人日本医療福祉設備協会、2022
年改訂）に基づいて設計・施工されている。この改訂には 11 の学会・協会が参画し、医学的・建築学的知見に基づくエビデンスベースのガ
イドラインとなっている。本ガイドラインは、関係法令や通知に準拠しつつ、望ましい衛生水準の達成・維持を目指して編集されている。
第 5 版にあたる今回の改訂は COVID-19 パンデミック下で進められ、空気感染対策の科学的根拠が不十分だったため、情報の更新と再整理
を図りつつ、エアロゾル対策は Appendix（付録）として収載された。これにより、施設基準との整合性を保ちつつ、今後の知見の追加に柔
軟に対応できる構成となった。また、日本、WHO、米国 CDC による勧告を比較し、推奨仕様を検討するとともに、解釈を助ける事例集も
掲載された。ところが 2024 年 5 月、WHO は「空気を介した病原体伝播に関する用語技術協議報告書（TTAT）」を発行し、粒子径に基づく
従来の分類を廃止。呼気由来の分泌物をすべて感染性呼吸性粒子（IRP）と定義し、吸入経路を空気感染と再定義した。しかしこの工学的概
念は臨床への適用が難しく、医療現場での混乱が懸念される。さらに、CDC の HICPAC による隔離予防策ガイドラインの改訂も中止された
ため、今後の方向性は不透明である。本講演では、TTAT の概要にも触れつつ、実際の医療現場でどのような点に注意すべきか、HEAS-
02-2022 を読み解く。
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教育講演9
EL9 病院設計の観点からの感染制御の課題を概観する：将来のパンデミック対策を含

む
工学院大学建築学部
筧 淳夫（かけひ あつお）

本講演では、病院における感染制御について、「病院設計」という物的環境の観点から多角的に捉え直すことを目的とする。医療施設では、
感染対策の多くが医療行為や人的対応に依存してきたが、建築的な要素も感染リスクの低減に大きく寄与しうる点に注目する。
この講演においては数多くの事例写真を見ながら諸課題について考察する。
まず、日常的な感染制御において重要となる「汚染物の管理」や「汚物処理室の設置・運用」における設計上の課題と工夫について説明す
る。また、医療スタッフや患者に対する「わかりやすい情報提供」も、感染対策の実効性を高める上で不可欠であり、その情報が自然と目
に入る建築的仕掛けや掲示方法の工夫も取り上げる。
さらに、観察しやすい隔離室の設計や、手洗い設備の汚れにくさといった衛生的な水まわり環境の整備、ディスポのさらなる導入など、現
場での利便性と感染リスク軽減の両立を図る手法も紹介する。
最後には、パンデミック時に求められる医療施設の柔軟性・拡張性に着目し、建築的視点からの対策案として、日本医療福祉建築協会が 2024
年にまとめた「医療施設における建築的パンデミック対策」の検討項目 33 点も紹介する。これらは今後の施設整備や設計指針の基盤となる
ものであり、建築と感染制御の連携強化の重要性を振り返る。

教育講演10
EL10 血液培養ボトルの出荷制限に対する対応から血液培養の意義を再考する

東京大学医学部附属病院 感染症内科
池内 和彦（いけうち かずひこ）

2024 年 7 月より BD バクテック™血液培養ボトルの出荷調整が始まり、本邦でも多くの医療機関が、これまで経験のない血液培養ボトルの
不足という事態に直面した。一方で、この状況は血液培養の意義、血液培養 2 セット採取の意義、を再考する契機ともなった。血液培養に
は、主に三つの意義がある。第一に起因菌の推定、第二に菌血症の有無の判定、第三に治療効果の判定である。一つ目の起因菌の推定は、
感染性心内膜炎、カテーテル関連血流感染症、感染源不明の感染症などで特に重要度が高い。一方で、蜂窩織炎のように陽性率が低い疾患
や、尿路感染症のように他部位から菌の検出が容易な疾患においては、その意義が相対的に低いとする考えもある。二つ目の菌血症の有無
の判定については、従来は同じ臓器の感染症であっても、菌血症の有無によって治療期間を変更してきた経緯があり、血液培養はその判断
において重要な役割を担ってきた。しかし近年では、菌種や感染臓器によっては、菌血症の有無にかかわらず治療期間を変更する必要はな
いとする研究も増えている。三つ目の治療効果判定は、黄色ブドウ球菌菌血症等における陰性化の確認が挙げられる。陰性化確認の間隔や、
2 セット採取の必要性についても検討が行われた。血液培養 2 セット採取の意義は、検出感度の向上とコンタミネーションの判断の容易化に
ある。本来は 2 セット採取が望ましいが、現実的に血液培養ボトルが不足している状況下において、多くの医療機関では血液培養の採取を
1 セットとする、あるいは適応疾患を限定するといった対応が取られた。1 セットと 2 セットの使い分けを行う、あるいは 1 セットを異なる
穿刺部位から採取するなどの工夫をする医療機関も見られた。また、1 セット採取の文化が根付いてしまった後、2 セット採取率が元に戻る
かという懸念もあった。本セッションでは、血液培養の意義を再考しつつ、当院の経験を踏まえて各種対応の妥当性について検討する。
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教育講演11
EL11 下水疫学調査による感染症の流行実態把握と感染対策への活用

東京大学 大学院工学系研究科 国際下水疫学講座
北島 正章（きたじま まさあき）

下水疫学調査は、下水を用いた病原体サーベイランスであり、「下水サーベイランス」とも呼ばれる。これは患者検体に依存せず、効率的か
つ非侵襲的・客観的に集団レベルでの感染状況を把握できる手法として、学術的・社会的に高い関心と期待を集めている。下水中には、感
染者の排泄物や分泌物を通じて排出された病原体が広く含まれており、症状の有無や受診行動、検査体制の違いに左右されることなく、バ
イアスの少ない連続的なデータを取得できるという利点がある。そのため、下水疫学調査は臨床検査を補完する手法として大きな可能性を
有している。我々の研究グループは、下水中のウイルスを高感度に検出する技術を開発し、札幌市などの自治体や東京 2020 オリンピック・
パラリンピック選手村においてその技術を実装し、COVID-19 対策に貢献してきた。たとえば、札幌市における都市下水中の新型コロナウイ
ルス濃度データは、北海道大学病院において院内感染対策の判断材料の一つとして活用されているほか、新聞やテレビなどのメディアを通
じて市民への注意喚起にも利用されている。また、下水中ウイルスのゲノム解析により変異株の検出も可能であり、神奈川県など一部の自
治体では、新型コロナウイルス変異株の解析が社会実装されている。現在では、SARS-CoV-2 に加え、インフルエンザウイルス、RS ウイル
ス、ヒトメタニューモウイルスといった他の呼吸器ウイルスや、薬剤耐性菌を含む病原性細菌も、当該技術によって下水から高感度に検出
できることが確認されている。下水疫学調査の適用対象施設も多岐にわたり、下水処理場のみならず、高齢者施設などの下水を対象とする
ことで、施設単位での感染対策に資することが実証されている。さらに、海外からの感染症流入を監視する目的で、国際空港における航空
機排水や空港ターミナルの下水を対象とした病原体検出調査も実施している。このように、下水疫学調査は、COVID-19 パンデミックの教訓
を踏まえ、今後構築すべき多層的な感染症監視体制の一要素として位置づけられている。技術的には既に実用化されており、有事のみなら
ず平時においても、公衆衛生上有用な情報を提供し得ることが実証されつつある。本講演では、下水疫学の社会実装を支える技術開発、ポ
ストコロナ社会における新たな研究展開、さらには地域および施設レベルでの感染対策への応用について、我々の最新の成果や取り組みを
交えて概説する。

教育講演12
EL12 地域包括ケアにおける感染管理 コロナ禍を越えて

沖縄県立中部病院 感染症内科 地域ケア科
高山 義浩（たかやま よしひろ）

日本は少子高齢化に直面しており、医療と介護のニーズが複合的に絡み合いながら増大している。介護現場は過密になってきており、医療
との適切な連携を保っていかなければ、文字通り共倒れになりかねない。コロナ禍はそれを顕在化させたものだった。私たちは、在宅から
病院まで地域が一体となって感染管理を維持し、高齢者の健康を守っていく必要性に改めて気づかされた。
経管栄養や気管切開、ストーマなど医療的なサポートも複雑化しており、感染管理の側面からも留意が必要な状況が増えている。ただし、
病院で感染症のリスクとなる処置が、家庭や施設においても同様にリスクとなっているかは明らかではない。在宅ケアにおける標準化され
た評価法や定義がないことも一因だが、感染症のリスク背景が多様である点も理解すべきである。
裕福な高齢者もいれば、いわゆるゴミ屋敷に暮らしている人もいる。独居もいれば、大家族もいる。同じ病原体に対する感染管理であって
も、そこで行うべきこと、できることは病院での感染管理とは大きく異なる。生活と医療の接点である救急搬送や退院支援において留意す
べき局面も少なくない。
実際、在宅患者の生活は、私たち医療者が想像する以上に多様なものだ。ひとつの生活習慣の背景には、さまざまな歴史や事情が詰め込ま
れている。そこに伴走する医療は柔軟であるべきであり、理想を掲げてるだけでは不十分である。
しかし、ケアに関わるスタッフは手指衛生など標準予防策を遵守し、防護用具を適切に使用して、他の在宅患者へと伝播させないよう注意
しなければならない。これは病院であっても、居宅や施設ケアであっても譲れぬところだろう。
本講演では、新型コロナウイルス感染症への対応も振り返りつつ、地域包括ケアにおける感染管理の考え方と求められる連携について、い
くつかの症例を交えながら紹介したい。
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教育講演13
EL13-1 感染症トップペーパー

藤田医科大学 微生物学講座・感染症科
本田 仁（ほんだ ひとし）

新型コロナウイルス感染症も落ち着き、院内外の感染対策のエビデンスの蓄積はここ数年で大きな変化を見せている。先進国ではゲノム解
析を用いた感染対策、AI によるサポートによる感染対策や抗菌薬適正使用が行われている。最終的なゴールである医療関連感染症や薬剤耐
性の低減に関する、2024 年 8 月以降に出された論文に関して、重要な論文を 5 篇ほど紹介し、各論文の結果の解釈、意義、そして現場への
応用を議論する。

教育講演13
EL13-2 感染症・感染対策トップペーパー

山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部
森兼 啓太（もりかね けいた）

感染症や感染対策に関する多くの論文が毎年発表されているが、その中で 2024 年から 2025 年にかけて注目すべき論文を紹介する。詳細は
当日の講演をご聴講頂きたい。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－165－

教育講演14
EL14 オールハザードアプローチを考える

東京科学大学大学院医歯学総合研究科感染症健康危機管理学分野1）、東京科学大学感染症センター（TCIDEA）2）

矢澤 知子（やざわ ともこ）1,2）

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、我々は、2012 年に新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）
（以下、「特措法」という。）が制定されて以来、初めて特措法に基づき感染症危機対応を行った。
政府は、特措法第 6 条により「政府行動計画」を定めており、その中で医療機関の役割は、平時から、院内感染対策や医療資器材の確保等
を推進すること、また、発生後は診療継続計画に基づき医療を提供するよう努めることとされている。
新型コロナウイルス感染症患者が発生した当初は、感染症指定医療機関が最前線で対応し、次第に救急医療や災害医療を担う能力を有する
医療機関が、感染者の診療に対応した。そして、大規模な院内感染が相次いで発生したことや、市中感染が急速に拡大したことにより、全
ての医療機関が大きなダメージを受けた。医療機関は、確保していた個人防護具や消毒薬等がすぐに足りなくなり、その後も解熱剤や検査
キッド等「物資」の不足が相次いだ。また、職員の感染や、家族の感染による出勤停止により、ベッドはあっても職員が確保できないといっ
た「人材」不足に陥った。医療機関には、感染者の診療と、職員及び家族の安全確保の両面から危機管理を行うことが求められた。
危機管理の目的は、被害を最小限に抑え、早期復旧を目指すことである。このことは、災害、事故、外部からの攻撃、感染症による健康危
機等に共通する。
自然災害が多い我が国の医療機関は、従前から災害危機管理対策を重視している。実情に応じた BCP や対応マニュアルを作成し、指揮命令
系統の明確化、情報・通信管理、ライフラインや物資の備蓄と調達、防災訓練等に取り組んでいる。これらの中には、感染症危機に適応で
きる取組が多く含まれている。新型コロナ対策においても応用した事例は数えきれない。
そこで、本講演では、まず政府行動計画の基本的考え方を踏まえながら、新型コロナウイルス感染症対応を振り返り、次なる脅威に備えた
平時の備えや有事の対応について述べる。そして、医療機関における感染症危機管理対策は、オールハザードアプローチを視野に入れ、災
害危機管理対策と相互に溶け合って共通の課題に共通の能力で対処するよう進めることも重要であるとの観点から、私見を述べることとし
たい。

教育講演15
EL15 感染対策におけるDX応用の可能性～洗濯板から全自動洗濯機へ～

NTT東日本関東病院 感染対策推進室
○櫻井 隆之（さくらい たかゆき）、渡邊 愛子、黒田 潤子

日本中、いつでもどこでも DX という言葉を聞くようになった。まさに猫も杓子も DX である。DX とはデジタル・トランスフォーメーショ
ンを略した言葉であり、略語がデジトラとはならず DX となった理由を私は知らない。この DX の波がついに私たちの医療現場にも届くよ
うになった。この輝かしい言葉は、例えば業務の効率化、そして、労力の削減、費用対効果の改善、情報のフィードバックの適正化かつ迅
速化、といった、今まで医療現場が成し得ようとしても成し得なかったことが達成できるかもしれないという期待を抱かせる。しかし、私
を含めてアナログ世代（又の名を黒電話世代）が多数派の医療機関において、一体全体 DX は感染対策に応用できるのだろうか。そして、
どのように DX を進めればよいのだろうか。
まず感染対策業務を見回してみたときに、感染管理システムの搭載の有無に関わらず、思いのほか、業務がアナログで占められていること
にお気づきになるのではないだろうか。そして、マンパワーと業務量のアンバランスはどこでも自覚されておられるのではないだろうか。
私たちの施設でも同様に、マンパワーと照らし合わせて業務量が明らかに過積載となっていたため、効率化を目的に DX を取り入れること
を計画した。例えば、手指衛生の遵守率のチェックである。現場の観察で得られた手指衛生の実施・非実施の数を、職種や部署ごとに計算
していくのにあたり、Microsoft Excel にデータを手入力してスプレッドシートを作り、実施率などを計算していたが、これを Robotic Proc-
ess Automation（RPA）を用いることで自動的に算出できるようにした。これにより大幅な時間と労力が削減され、空いた時間を他の作業
に向けられるようになった。この RPA は DX のツールの一つに過ぎないのだが、私たちにとってはまさに魔法の様に感じられた。
これを皮切りに、次は Microsoft Teams を用いた情報共有や、Forms を用いた感染症発生や血液曝露の報告・情報共有制度などを立ち上げ
ることとした。これには病院の情報システム担当や DX 化担当部署の協力を仰いだ。実は DX 化における最大の障壁はここにあり、こうし
た技術やシステム構築に長けた人材を確保したり、端末を確保したりするために予算を投じなければならない。また、診療系電子カルテ端
末からの直接的なリンクはセキュリティの観点で構築しづらいため、いかに臨床情報を効率よく集めて分析するか、が中長期的な課題とな
る。しかし、一度 DX 化を果たすとその効果は絶大であり、それまでの人力が虚しく思えたりさえする。それは、洗濯板から全自動洗濯機
になるが如しである。
当日は、私たちの施設での様々な取り組みを共有し、また、その取り組みを通じて感じた課題や可能性、そして、DX の進化版・AIX を目
指した今後の展望などを短時間ではあるがお話したい。
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教育講演16
EL16 COVID-19パンデミックを経て、ER感染対策はどう変わるべきか？

堺市立総合医療センター 救命救急センター
森田 正則（もりた まさのり）

救急外来部門では、新興感染症を含む多様な感染症に対する対策が求められているが、十分なエビデンスに基づいたガイドラインなどの整
備はなされていなかった。これを受けて、日本救急医学会は「救急外来部門における感染対策検討委員会」を設置し、日本感染症学会、日
本環境感染学会、日本臨床救急医学会、日本臨床微生物学会と連携して、2020 年に「救急外来部門における感染対策チェックリスト」を公
開した。救急外来と密接に関わる救急隊の感染対策は、医療機関を守るうえでも重要である。しかし、2016 年のアンケート調査によれば、
感染対策マニュアルが整備されていた消防機関は半数に満たず、十分な対策が講じられているとは言えない状況であった。こうした背景を
受け、消防機関の特性も踏まえて、2019 年には「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.1.0）」が策定された。こうした取り組みが進む中、
2020 年に COVID-19 パンデミックが発生した。救急外来では、ソフト・ハード両面で患者の円滑な受け入れが困難となるなどの課題が生じ、
救急隊の現場活動においても院外心停止への対応遅延や搬送時間延長といった問題が明らかになった。2023 年に実施された救急医療機関へ
のアンケートによると、2015 年と比較してハード面での整備が進んでいることが明らかとなった。具体的には、個室の保有率が 85％ から
93％ へ、陰圧個室の設置率が 55％ から 75％ へと、それぞれ上昇している。さらに、24 時間対応の COVID-19 検査体制として、抗原定性が
70％、抗原定量が 53％、PCR が 76％ で実施されているとの結果であった。ソフト面においては、検査室（CT・MRI 室など）の感染対策に
関する記載率が 44％ から 69％ へと上昇していた反面、2009 年のインフルエンザ流行に対して特別なマニュアルを作成したと回答した割合
が 91％ から 73％ に、エボラ出血熱に関するマニュアルの保有率も、74％ から 22％ へと低下していた。このことから、COVID-19 で得られ
た知見や対策も風化することが懸念される。救急隊の感染防止対策マニュアルは COVID-19 対応を反映し Ver.2.1 まで改訂されたが、2024
年の消防機関へのアンケートでは、医療機関との連携、暴露事故後の対応、医療機器の再利用に関する課題が明らかとなり、消防機関単独
で感染対策を推進することの難しさが浮き彫りとなった。2015 年の韓国での MERS 流行では、初動の遅れにより救急外来が感染拡大の大き
な要因となった。COVID-19 早期に実施された感染対策の強化は一定の効果を示したと考えるが、過剰な対策が救急診療に影響を及ぼしたこ
とも否定できない。COVID-19 パンデミックで得られた知見や整備されたハードを活かし、救急隊、救急外来部門、院内感染対策をさらに連
携させ、患者の受け入れを可能な限り継続できる体制整備が必要である。今後は、日本臨床救急医学会や日本環境感染学会と協力して、
チェックリストの見直しと医療現場での普及を進めていく必要がある。

教育講演17
EL17 第 8次医療計画から見た薬局におけるこれからの感染対策

東北医科薬科大学大学院薬学研究科 臨床感染症学教室
藤村 茂（ふじむら しげる）

人口構造の変化に対応しつつ地域医療の課題に向き合うべく 2024 年より第 8 次医療計画が公表された。この第 8 次医療計画では、新興感染
症への対応に関する事項が追加され、医師・看護師・薬剤師の確保および外来医療についても見直されている。具体的には新興感染症の発
生・まん延時や災害時等で必要な医療の提供体制の整備促進が求められており、がんや脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患、ハイリス
ク妊産婦や医療的ケア児への支援にかかる医療体制の強化・整備のほか、地域における救急医療機関の役割や災害拠点病院等における被害
軽減の対策などが盛り込まれ、さらに在宅医療というキーワードがクローズアップされている。これは、在宅医療において積極的役割を担
う医療機関や在宅医療に必要な連携を担う拠点を確認し、医師、看護師、薬剤師など各職種の機能・役割を明確化することにある。この中
で喫緊の課題として、地域における医師・薬剤師の人材確保ならびに特定行為研修終了者・その他の専門性の高い看護師の養成と確保が明
示されている。感染対策に関する部分では、例えば災害医療の体制では従来、DMAT・DPAT のほか、当学会で行っている DICT が地域の
自治体や病院と協力して、その任にあたるが、新興感染症のまん延時も含め、地域に根付いている保険薬局も薬剤師会を中心に連携する必
要があるだろう。外来医療の体制構築にあたり、先述のマンパワー不足だけでなく地域で不足する医療機能として、夜間・休日の診療、在
宅医療と公衆衛生管理が指摘されており、この公衆衛生では、地域の病院や保険薬局で働く薬剤師の活躍が期待されている。病院薬剤師は
病棟薬剤業務やチーム医療が、保険薬局薬剤師には在宅医療や高度薬学管理を中心とした業務・役割のさらなる充実が求められており、感
染症対策でもさらなる専門性が求められている。そんな中で 2022 年より、主に保険薬局薬剤師が取得可能な認定資格制度（外来抗感染症薬
認定薬剤師）が開始された。本講演では、ウイルスや細菌などの各種病原体が進化し続ける今日において、そのまん延に薬剤師がどう対処
すべきか述べる予定である。
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教育講演18
EL18 感染対策に役立つCRE、CPEスクリーニング検査

公立那賀病院 臨床検査科
口広 智一（くちびろ ともかず）

現代におけるグラム陰性桿菌の耐性菌は非常に多様化しており、複雑化の様相を来している。特に β-ラクタマーゼを主とした β-ラクタム
系薬耐性は非常に複雑であり、主に基質拡張型 β-ラクタマーゼ（ESBL）、AmpCβ-ラクタマーゼ、およびカルバペネマーゼなどを産生する
耐性菌の増加が問題となっている。特にカルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）においては、有効な抗菌薬の選択肢が少ないため、抗菌
薬治療や感染対策の面において極めて重要な問題となっている。CRE の主な耐性メカニズムとしては、ESBL や AmpC 産生に外膜変異によ
るポーリン孔の減少が加わった場合や薬剤排出ポンプの亢進、カルバペネマーゼ産生があげられるが、後者のカルバペネマーゼ産生 Entero-
bactelaes（CPE）が最も注意すべき耐性菌の一つとなっている。CPE は主にプラスミド上でのカルバペネマーゼ産生遺伝子の獲得によりカ
ルバペネム薬を分解することで耐性化するが、それらの産生遺伝子は菌種を越えて伝播することが知られているため、その拡大防止には重
要であり、適切な抗菌薬適正使用と感染対策の実施が不可欠である。一度 CPE が施設内で増加して蔓延してしまうと、終息させるのは極め
て困難となるため、施設に持ち込ませないための適切な検査が重要となる。加えて、一部の CPE ではカルバペネム系薬の感受性結果が感性

（Susceptible）と判定されるステルス型の存在が、この問題を困難なものとしている。これらは微生物検査室が通常実施している薬剤感受性
検査だけでは正確に検出することが困難な場合があるため、CPE を見逃さないための適切な検査体制の構築が重要である。カルバペネマー
ゼ非産生 CRE（non-CP-CRE）における院内感染対策の対応は施設によって様々であると思われるが、検査室が CPE と non-CP-CRE を正確
に検査可能であれば、CPE との感染対策の差別化をはかることが可能であると思われる。しかしながら、適切な検査体制が整っていない場
合は、non-CP-CRE が疑われても CPE と同様の感染対策が必要であると考える。これらを適切に鑑別するために、カルバペネマーゼ産生遺
伝子の遺伝子検査を主とした耐性機構の検査体制を構築しておく必要がある。本セッションにおいては、微生物検査室が備えておくべき耐
性菌を見逃さない検査法について紹介させていただく。各施設において、よりよい耐性菌の感染症診療と感染対策につながる微生物検査体
制を考える一助になれば幸いである。

教育講演19
EL19 ネズミ・ダニ・ノミ媒介性感染症に注意

大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学
忽那 賢志（くつな さとし）

媒介動物を介する感染症は、日本国内の自然環境や都市環境の多様性により、地域ごとに流行状況が異なり、散発的に発生する。そのため
臨床現場では見逃されやすく、医療従事者が十分に認識しておくことが求められる。ネズミ媒介感染症の代表であるレプトスピラ症は、淡
水環境への曝露歴を有する患者に発症しやすく、発熱、筋肉痛、黄疸、腎障害などを呈する。都市部でも下水や用水路への接触によって感
染が成立することがあり、特に自然災害後やレジャー活動の増加時に注意が必要である。ノミ媒介性感染症としては、猫との接触歴、特に
子猫との密な接触を契機に発症する猫ひっかき病が知られており、発熱、所属リンパ節腫脹、皮疹などを呈することがある。免疫不全患者
では重篤化することもあるため、背景に応じた対応が重要である。本講演では、特に近年関心が高まっているダニ媒介性感染症を中心に概
説する。ツツガムシ病や日本紅斑熱は、発熱、発疹、刺し口の三徴を呈するリケッチア感染症であり、西日本を中心に毎年一定数の患者が
報告されている。重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome：SFTS）は致死率が高く、媒介ダニ（マダ
ニ）による感染に加え、患者の血液や体液を介した二次感染事例も報告されており、感染防御の観点からも注意を要する。ライム病、Bor-
relia miyamotoi 感染症、ダニ媒介性脳炎、ヒト顆粒球アナプラズマ症なども報告されており、北海道ではエゾウイルス感染症やオズウイル
ス感染症といった新興ダニ媒介性ウイルスの発見も相次いでいる。これらの疾患はいずれも地域差が大きく、流行地域の把握と、患者の屋
外活動歴や動物との接触歴など、詳細な問診が診断の となる。また、通常の院内検査では診断が困難であり、確定診断には保健所を通じ
た専門機関への検体提出が必要となる場合が多い。そのため、まず本疾患群を疑う視点を持つことが最も重要である。抗菌薬で治療可能な
疾患については、検査提出と同時に早期治療を開始することで転帰の改善が期待できる。媒介動物や地域疫学に関する正しい知識を備える
ことは、感染症の見逃しを防ぎ、より安全な医療の提供につながる。
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教育講演20
EL20 末梢静脈カテーテル関連感染症の現状と対策

自治医科大学附属さいたま医療センター救急科1）、一般社団法人日本血管内留置カテーテル研究協議会2）

安田 英人（やすだ ひでと）1,2）

血管内留置デバイスに関連する合併症の中で最も注目すべきは血管内カテーテル関連血流感染症（CRBSI）である。一般的に CRBSI の議論
では中心静脈カテーテルや動脈ラインに焦点が当てられることが多く、末梢静脈カテーテル（PIVC）関連の感染症は臨床的関心の周縁に置
かれがちである。実際、PIVC による CRBSI が認識されるのは、多くの場合、感染事例が発生した時点であることが少なくない。この状況
が生じる主な理由は、PIVC に起因する CRBSI の発生率の低さにある。最新のシステマティックレビューによれば、PIVC による CRBSI
発生率は 1000 カテーテル日あたり 0.18 件と報告されている。この数字だけを見れば確かに発生頻度は低いと言えるが、看過できない重要な
点がある―それは PIVC の使用頻度の圧倒的な多さである。研究によれば、入院患者の約 70％ に PIVC が挿入されており、これは侵襲的医
療デバイスの中で最も普及率が高い。この広範な使用実態を考慮すると、発生率の低さにもかかわらず、総合的な感染リスクは無視できな
いレベルとなる。より安全な医療提供を目指すならば、PIVC による CRBSI 対策は不可欠である。PIVC 関連感染症の重要性は国際的にも
認識されており、WHO が 2024 年に「Guidelines for the prevention of bloodstream infections and other infections associated with the use of
intravascular catheters：part I：peripheral catheters」を発表したことからも明らかである。このガイドラインの発行は、PIVC に関連する
感染症が世界的な公衆衛生上の課題として注目されていることを示している。近年、PIVC 関連感染症に関する研究は著しく進展している。
最近報告された複数の無作為化比較試験では、カテーテル挿入前の皮膚消毒方法、各種ドレッシング材の効果比較など多岐にわたる介入研
究が実施され、これらの成果は Lancet Infectious Disease をはじめとする高インパクトジャーナルに掲載されている。これらの研究動向から
も、PIVC 関連感染症が現代の医療安全において無視できない課題であることが明らかである。さらに、CRBSI よりも高頻度で発生する
PIVC 合併症として静脈炎（phlebitis）が挙げられる。静脈炎の発生機序には感染性要因も関与しているため、PIVC 感染対策を考える上で
は、PIVC 関連静脈炎（PIVC-related phlebitis）も含めた包括的アプローチが求められる。本発表では、我々の研究グループが実施した PIVC
関連 CRBSI および静脈炎に関する疫学調査とリスク因子分析の結果を共有するとともに、国内外のガイドラインや最新エビデンスに基づ
く PIVC 感染対策の現状を概説する。特に、WHO の最新ガイドラインで強調されている推奨事項を踏まえながら、カテーテル選択、挿入部
位、挿入手技、固定方法、交換タイミング、および日常的な管理法について詳細に検討し、医療施設における効果的な感染対策プログラム
の構築に向けた実践的提言を行いたい。

教育講演21
EL21 結核の最新のトピックスとガイドライン～診断から感染対策まで～

千葉大学医学部附属病院 感染制御部
猪狩 英俊（いがり ひでとし）

結核感染対策では、COVID-19 のパンデミックを経て、環境感染学会の会員施設では相当な対策が実施されていると考えています。そこで冒
頭では、グローバルな視点から結核対策を提起します。
WHO（世界保健機関）では、「END TB STRATEGY」（結核終息戦略）を掲げています。2035 年までに世界の罹患率を人口 10 万対 10 未満
にするという、極めて意欲的な目標を設定しています。この戦略は 2015 年に始まり 2025 年は中間です。
日本では、2021 年に結核罹患率 10 万対 9.2 を達成し、結核低蔓延国となりました。WHO 戦略は 3 つの目標が設定され、1）結核死亡率の
95％ 削減、2）結核罹患率の 90％ 削減、3）結核医療費に悩まされる世帯をなくす、となっています。日本では医療費に困ることはありませ
んが、1）と 2）についてはこれからも課題として取り組むことが求められます。
入国前結核スクリーニング（JPETS）が今年の 7 月より段階的に開始されます。近年、外国生まれの結核登録患者数は増加傾向にあります。
当初の対象国は、フィリピン、ネパール、ベトナムです。
日本結核・非結核性抗酸菌症学会では、2024 年 3 月に「結核診療ガイドライン 2024」を発刊しました。Minds の規格（日本医療機能評価機
構の基準）に基づいて作成した最初のものになります。ガイドラインとは、「診療ガイドラインとは、さまざまな健康に関連した課題に対し
て、エビデンスなどに基づいて最適と考えられる治療法等を提示する文書」となっています。この教育講演では、12 個のクリニカルクエス
チョンから診断と感染対策に関連するものを取り上げます。更には、ガイドライン作成は、COVID-19 のパンデミックのため 6 年間の時間を
要しました。このプロセスが結核診療・研究・人材育成へもたらして効果を振り返ります。
最後に、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を取り上げます。（結核に限定した表現で）私たちは結核の診断・感染対策の向上をミッ
ションとして日々の活動を行っています。結核院内感染ゼロはそのビジョンとひとつといえます。このビジョンを達成するための「価値観」
や「行動指針」がバリューとなります。今回のガイドラインもバリューです。環境感染学会の会員施設のマニュアルもバリューです。冒頭
では WHO の「END TB STRATEGY」を取り上げました。このグローバルなミッションのために、我 （々国・学会・施設・人）はバリュー
を設定し、ビジョンを目指すかが問われています。
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ベーシックレクチャー1
BL1 感染性呼吸器粒子（IRP）とエアロゾル感染対策の理解

横浜市立大学附属病院 感染制御部1）、横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科2）

加藤 英明（かとう ひであき）1,2）

1900 年に Flügge が提唱した飛沫感染の概念は、当時の観測技術が未熟であり、大きな粒子しか観察できなかった。現在では高感度カメラ
や粒子カウンターの利用により、サブミクロンレベルの粒子の動態が明らかになっている。COVID-19 パンデミックでは、飛沫では説明でき
ない集団感染が発生し、粒子径にもとづいた飛沫感染と空気感染の枠組みを見直す契機となった。
呼吸や発声では異なる大きさの粒子が発生する。ヒトの発生する呼吸器粒子の成分は 95％ が水分で、残りがムチン、タンパク質、ウイルス
成分である。呼吸器粒子は発生した瞬間から蒸発をはじめるが、蒸発のスピードは湿度と室温の影響を受ける。呼吸器粒子を粒子径で単純
に分ける分類から、感染性呼吸器粒子（IRP）として呼称することが提案された。IRP の発生量は個人差も大きい。
IRP は付着と吸入という二つの感染経路がある。IRP（付着）は IRP が粘膜に直接付着する様式であり、粘膜面への接触感染ということもで
きる。物理学的にはこの振る舞いをするのは、直径 100µm 程度の大きな IRP である。フィジカルディスタンスを確保すること、環境清掃、
手指衛生が有効と考えられる。反面、IRP（吸入）では空間自体の外気を入れた換気と、個人防護具として N95 レスピレーターが必要であ
る。
現在、IRP 対策を具体的にどのように行うか、は明確ではない。医療現場は窓を開けた換気をする構造になっていない上に、エアロゾル発
生手技（AGP）が多数ある。また病原体によって IRP（付着）に近いものから、IRP（吸入）に特化したものまで様々あり、まだ明確に区別
されていない。医療施設の IRP 対策をどのように進めるか議論が続いているところである。

ベーシックレクチャー2
BL2 小児病棟における感染管理の実際

兵庫県立こども病院
○中島 由佳（なかじま ゆか）、新谷 茜

小児病棟は成人病棟と同様に内科・外科的治療目的の入院がある一方、流行性ウイルス感染症による入院も多く、小児特有の感染管理上の課
題が存在する。本レクチャーでは、小児に特徴的な日常生活援助や遊びに関する感染対策、当院の感染経路別予防策の実際、流行性ウイルス
感染症対策（職員ワクチンプログラム、院内伝播やアウトブレイク対応）などについて紹介する。
・小児病棟の特殊性と感染リスク
流行性ウイルス感染症に罹患した小児は、無呼吸や呼吸窮迫に対する呼吸管理や経口摂取不良による輸液管理を目的に入院することが多く、
免疫不全患者との同室や同一空間での療養を余儀なくされる場面もあり、流行性ウイルス感染症の院内伝播が起こりやすい状況が発生する。
・日常生活援助に関する感染対策
小児は日常生活において常に大人の介助が必要であり、これは低年齢であるほど顕著である。抱っこや授乳、入浴、オムツ交換など両親、家
族の他、入院中は医療従事者との密接な接触が不可避であり、日常生活援助の場面において接触感染、飛沫感染がおこりやすい。また、小児
は呼吸器症状があっても咳エチケットとしてのマスク着用が困難な患者も多く、飛沫感染予防策として医療従事者のマスク着用も重要な感
染対策である。当院は、全職員が統一した感染経路別予防策を実践できるようピクトグラムを運用している。
・遊びと感染対策
遊びは小児の成長発達において重要な要素であるが、ここにも感染症の伝播リスクは潜んでいる。集団生活や友人との遊びを通じた接触感
染、飛沫感染はおこりやすい。特に低年齢の小児は何でも口に入れる行動をとるため、共有のおもちゃが間接接触感染の要因になることもあ
り、おもちゃの管理も重要である。当院は、おもちゃの管理方法やプレイルームの使用ルールを定めて感染対策マニュアルに明記している。
・感染症状の把握と早期対応
小児は体調不良を適切に表現できないことがあり、発熱しても元気に動き回る、腹痛を頭痛などと表現することもある。医療従事者が日常の
観察の中で「いつもと違う」「何かおかしい」といった変化に気づく視点が感染症の早期発見の となる。
・家族と職員に対する感染管理
小児病棟は家族の付き添いや長時間の面会が多く、家族が感染症を院内に持ち込むリスクがあるため、患者本人のみならず家族も感染管理の
対象となる。また、小児は成人に比べ獲得免疫が乏しく、特に小児がんなどの免疫不全者は生ワクチン接種が不可能であるため、患者周囲が
集団免疫を維持することが重要となる。医療従事者の流行性ウイルス感染症の発症と患者への伝播リスクを低減するため、職員ワクチンプロ
グラムの構築も感染管理の重要な要素である。当院は、面会者による流行性感染症の持ち込み防止として病棟入口で面会者の体調確認を行っ
ている。また、職員ワクチンプログラムは病院職員のみならず委託業務等の職員までを対象にしている。
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ベーシックレクチャー3
BL3 医療施設における清掃の評価と改善

東京慈恵会医科大学附属第三病院 感染制御室1）、東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部2）

○斉藤 麻里（さいとう まり）1）、美島 路恵2）

医療施設の環境、特に手洗いシンクやトイレといった水回りは、多剤耐性グラム陰性菌の伝播に関与するリスクが高い環境である。汚染さ
れた環境を介し、医療従事者や患者の手指が汚染され接触伝播が起こる場合や、洗面や歯磨きのタイミングで環境から直接患者へ伝播する
場合もあり、水回り環境の清浄度を保ち、患者への伝播リスク低減に努める必要がある。
最も基本的な対策は、日常清掃の質を保つことである。清掃は多くの場合外部業者に委託されているため、ICT（Infection Control Team：
ICT）は、自施設に適した清掃マニュアルが整備され、実際に適切な清掃が実施されているか評価し、必要時改善を図る必要がある。汚染拡
大を防ぐ清掃手順や物品管理となっているか、手袋交換や手指衛生が適切なタイミングで実施されているかなど、感染管理の視点で清掃業
者とともに清掃の質を維持改善していくことは ICT の役割である。効果的な評価や改善には清掃業者や、清掃業者への窓口となる院内の部
門との連携が不可欠であり、お互いに顔の見える関係性を構築していく必要がある。
本レクチャーでは、清掃業者と連携したマニュアルの整備と教育、清掃状況の把握とフィードバック、環境培養の活用等についての実践の
実際を紹介する。自施設では複数の清掃業者が入っており清掃手順の徹底等に苦慮するところも多いが、複数であることを生かし戦略的に
活動できる利点もある。全ての清掃業者、施設課の担当者等が集まり定期的に行っているミーティングでは、清掃手順の遵守状況の推移や
ICT ラウンドの結果を業者ごとにフィードバックしている。経年的に遵守状況の改善がみられており、見える化の効果と考えている。更に、
各清掃業者のスタッフ教育や清掃の質改善の取り組み状況を共有することで全体的な質向上にもつながっている。
また、自施設では系列病院間で同じ清掃業者が入っている環境もあり、病院間の ICT が連携することにより更なる清掃の質の維持、改善に
つながっていくと考える。系列病院への異動により顕在化した、病院間の連携の課題についても取り上げるとともに、改善に向けた活動を
紹介する。

ベーシックレクチャー4
BL4 Clostridioides difficile 対策アップデート：正確な検査・診断から繋ぐ感染対策

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部1）、国際医療福祉大学大学院 臨床検査医学分野2）

大野 達也（おおの たつや）1,2）

Clostridioides difficile 感染症（CDI）は、主要な医療関連感染症の一つであり、その正確な診断は患者管理と感染制御策の根幹を成す。本邦
では、海外と比較して CDI に対する認識や診断への意識が低い可能性が指摘されており、検査の重要性に対する理解向上が求められている。
診断の過不足（過小診断・過剰診断）を是正し、適切な感染対策へと繋げることが、臨床現場における重要な課題である。本講演は、CDI
診断における各検査法の特性とピットフォールを理解し、臨床現場での適切な検査選択と解釈、そして効果的な感染対策の実践に繋げるこ
とを目的とする。
CDI の検査診断は、原則として下痢症（bristol stool scale 5～7）を呈する 2 歳以上の患者を対象とする。現在用いられる主な検査法には、
1．酵素免疫測定法（EIA）またはイムノクロマト法（IC）によるグルタミン酸デヒドロゲナーゼ（GDH）およびトキシン検出（迅速キット）、
2．核酸増幅検査（NAAT）、3．培養検査がある。迅速キットは、GDH と比較してトキシンの検出感度が低いという特性があり、特に【GDH
陽性/トキシン陰性】の結果解釈が臨床判断を複雑にし、過小診断や過剰診断の一因となりうる。NAAT は、毒素遺伝子（tcdB）を迅速か
つ高感度に検出可能であり、コロナ禍で普及した遺伝子検査プラットフォームを活用して実施されることが多い。特定の遺伝子変異（tcdC
変異）やバイナリートキシン遺伝子（cdtA/cdtB）の検出が可能な検査法もあり、これらは 027/BI/NAP1 株に代表される強毒株の存在を
示唆する情報となりうる。しかしながら、NAAT は早期診断・治療による重症化予防や医療費削減への期待がある反面、無症候性保菌者の
検出や臨床症状との不一致（過剰診断）といった課題も存在する。そのため、適切な検査・診断体制（diagnostic stewardship）の構築が不
可欠である。培養検査は、菌株分離を可能にし、分離菌を用いた毒素産生能の確認（toxigenic culture）が可能となる。さらに、薬剤感受性
試験や、分子疫学的手法（POT 法、PCR リボタイピング等）による感染経路の推定、流行株の特定に必要不可欠である。分離菌株の保存と、
これらの分子疫学解析が可能な体制の整備は、アウトブレイク対応や地域レベルでの疫学監視において重要な基盤となる。
講演では、演者施設の POT 法を活用した感染対策事例についても紹介する予定であり、臨床現場における CDI の適切な診断と感染対策の
実践に繋がる知識をアップデートしていただければ幸いである。
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ベーシックレクチャー5
BL5 解説「第5版 レジオネラ症防止指針」

琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座
金城 武士（きんじょう たけし）

レジオネラ症は、1976 年に米国フィラデルフィアのホテルで開催された在郷軍人会（Legion）の集会において、空調装置を介して集団発生
した肺炎に端を発し、以後、世界各地で症例が報告された。我が国では 1981 年に斎藤厚先生らによって国内初のレジオネラ肺炎症例が報告
され、1999 年以降は感染症法上の四類感染症として全数把握の対象となっている。1999 年の報告数はわずか 56 例であったが以後、増加傾
向にあり、2024 年の報告数は過去最多の 2419 例となっている。レジオネラ属菌は河川や土壌など自然界に広く分布し、主に汚染された水が
エアロゾル化してヒトに感染する。したがって医療施設のみならず、建築物の管理者はレジオネラ症予防のための衛生的環境の確保に取り
組む必要があり、その指針として、「レジオネラ症防止指針」が発刊されている。今回の発表では、2024 年 9 月に改訂された第 5 版のエッセ
ンスをお話ししたい。

ベーシックレクチャー6
BL6 SSI 予防における最新知見

国立病院機構 京都医療センター 外科・感染制御部
畑 啓昭（はた ひろあき）

手術部位感染（SSI）が起きると、患者にとっては、手術後順調に経過せず、感染の処置で痛みや苦痛が生じ、入院が長引く。また、癌の手術患者では、感染を合併すると癌の予後も悪くなる
と言われている。同時に、医療者にとっては、処置・対応に時間を要し、薬剤費や治療材料のコストも増加し、待機している次の患者のためのベッドを占有するなどの弊害も増加する。この
ように、SSI は医療関連感染のなかでも重要な問題であるため、日本だけでなく、WHO や CDC などからも SSI 予防に関するガイドラインが発刊されている。今回は、これらのガイドライン
から引き続き重要と思われるトピックスと、ガイドライン発刊後に出された新しい知見、近く改訂・発行される日本外科感染症学会のガイドラインに取り上げられている最新のトピックスな
どを紹介する。

参考となる SSI 予防に関するガイドライン
2016 年 World Health Organization（WHO）ガイドライン
2017 年 CDC ガイドライン
2016 年 日本化学療法学会/日本外科感染症学会「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」（学会 HP からサマリーのダウンロードが可能）
2018 年 日本外科感染症学会「消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン」（学会 HP からダウンロードが可能）
2019 年 「整形外科感染における国際コンセンサス」（International Consensus Meeting ホームページからダウンロードが可能（https://icmphilly.com/japanese/）
2025 年夏 日本外科感染症学会「消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン」改訂版 出版予定

紹介予定の項目
最新の知見：広域予防抗菌薬の効果に関する研究結果とその解釈、術野消毒薬に関する最新の RCT の結果と解釈、MRSA 感染症診療ガイドラインからのトピックス、腹腔内感染症治療ガイ
ドライン up date のトピックスなど
術前の対策：術前の栄養介入、鼻腔の MRSA 除菌、大腸術前の経口抗菌薬など
術中の対策：予防抗菌薬の種類・タイミング・術中の追加投与・体重に応じた投与量補正・術後の投与期間、消毒薬、血糖コントロールの目標、手術創の洗浄、二重手袋の着用についてなど
術後の対策：術後の創管理、陰圧閉鎖療法（NPWT：Negative Pressure Wound Therapy）など

まとめ
ガイドラインの標準的な対策に加えて、最近の知見の、何を知り、どのように解釈し、日常の対策に取り入れていくのがよいのか、自院のプラクティスを見直す参考にして頂ければ幸いです。
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ベーシックレクチャー7
BL7 手指衛生の科学―現場に根づく行動変容をめざして

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 感染対策室
石井 幸（いしい ゆき）

手指衛生は医療関連感染対策の基本であり、医療従事者の遵守が患者安全に直結する。しかし、その実践率は必ずしも高くなく、科学的根
拠の理解と行動変容の両立が課題となっている。
本講演では、手指衛生の科学的背景と、それをいかに臨床現場で根づかせるかという視点から、実践的知見を提示する。
まず、皮膚常在菌と一時菌の分類、ならびに手指が感染伝播に果たす役割を概説し、手指衛生の意義を再確認する。アルコール製剤には、
濃度、剤形、接触時間、皮膚適合性といった多様な特徴があり、現場での選択や活用の工夫が求められる。それらの特性を踏まえた臨床で
の実践的な工夫に焦点を当てる。
例えば、当院では複数の手指消毒製剤（アルコール性および非アルコール性）を併用し、スタッフが状況や好みに応じて選択できる体制を
整えた。この「選択の余地」により、自発的な使用行動を促す環境が形成された。
さらに、全体使用目標量として掲げていた「15L/患者日」を「1.5mL/患者日」に換算し、個々のスタッフが日常業務の中で意識しやすい単
位として提示した。加えて、HCU ではスタッフに「この場所で使いたい」と感じる位置にポストイットを貼ってもらい、その場所にアルコー
ル製剤を配置位置の検証を行った。
このような可視化と選択の工夫により、製剤使用量の増加と現場の積極的関与が得られた。
本講演では、科学的根拠と行動変容の両側面から手指衛生を考え、現場に根づく文化として定着させるための視座を共有したい。

ベーシックレクチャー8
BL8 安全文化を醸成する取り組み～teamSTEPPSの活用～

東京慈恵会医科大学附属病院
美島 路恵（みしま ゆきえ）

安全文化の醸成とは、組織全体の安全意識を高め、事故やミスを減らすためのルールや手順に留まらず、安全を最優先とする価値観と行動
様式を組織全体に育み、根付かせるプロセスである。感染対策を推進していく上で安全文化の醸成の視点を組み込む効果として、単に感染
対策を遵守するだけでなく、それを組織文化として浸透させることで、より強固で持続可能な安全な医療環境を構築できると考える。
安全文化を醸成する教育システムの一つに teamSTEPPS がある。teamSTEPPS とは「良好なチームワークを形成して医療の質と安全性を
高めるために米空軍事故対策エビデンスをもとに作成された戦略と方法」である。当院では 2010 年に医療安全において teamSTEPPS が導
入され、教育が実施されてきた。感染対策においても 2013 年度から teamSTEPPS を導入し推進している。teamSTEPPS は医療安全に
フォーカスを当てて開発された教育システムであることから、すべてを感染対策に応用することはできないが、感染対策においても活用で
きるエッセンスを中心に活用し、実践している。
実際の導入においては、感染対策における teamSTEPPS のツール活用の実際について動画を作成し、院内の感染対策講習会、医局会や部署
ごとの勉強会へ出張して繰り返し教育を実施していった。また、組織のトップマネージャーが感染対策を推進していく上で teamSTEPPS
の活用が重要であることを認識しないと現場に浸透しないと考え、理事長、病院長、診療部長、師長等を対象にした教育も実施していった。
さらに、teamSTEPPS の実践、活用については「病棟 ICT」を設置し、役割の 1 つに teamSTEPPS の推進を掲げ、部署ごとに実践できる
ような仕組み作りも行っていった。
安全文化を醸成させるために teamSTEPPS を感染対策にも活用し、教育方法の工夫、教育効果を高めるための組織作り、他方面から複数回
の教育アプローチを実施するなど、定着に向けた様々な取り組みを行ってきた。今後も組織文化として teamSTEPPS を定着させ、医療安全
文化の醸成に繋がるよう、継続したアプローチを行っていきたいと考える。
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ベーシックレクチャー9
BL9 針刺し・切創・汚染対策の基本と最新傾向～安全な医療現場を目指して～

国立健康危機管理研究機構 国立看護大学校
網中眞由美（あみなか まゆみ）

医療従事者は日々、体液や血液への曝露、鋭利器材の取り扱いなど、多様な職業感染リスクに直面している。中でも、針刺し・切創・汚染
は、日本および海外で最も多く報告されている職業性曝露事象の一つである。米国疾病予防管理センター（CDC）の報告によると、米国内
の医療現場では年間約 38 万 5,000 件の鋭利器材による負傷が発生しており、病棟や手術室をはじめとするさまざまな医療環境で頻繁に発生
している。この状況は日本でも同様であり、針刺し・切創によるリスクは医療従事者にとって重大な問題である。これらの事象は、心理的
ストレスや医療提供体制への影響など、さまざまな問題を引き起こすため、確実な予防策と曝露後対応体制の整備が求められる。
本ベーシックレクチャーでは、針刺し・切創・汚染対策に関する基本的な知識と最新の動向を整理し、現場で即実践できる視点を提供する。
医療安全文化の醸成に向けて、個々の実践と組織的取り組みの重要性を共有し、医療従事者一人ひとりの意識と行動を見直す契機となるこ
とを目指す。

ベーシックレクチャー10
BL10 バンコマイシン耐性腸球菌（Vancomycin-resistant Enterococci：VRE）の基

礎から地域連携を含めた感染対策まで
小倉記念病院 感染管理部
宮﨑 博章（みやざき ひろあき）

バンコマイシン耐性腸球菌（Vancomycin-resistant Enterococci：VRE）は、欧米では広く流行しているが、VRE による感染症は 5 類感染症
のため、全例届け出の対象となっている。本邦での報告はまれであるが、2020 年、2021 年にそれぞれ 136 例、124 例の報告があり、増加傾
向にあると考えられる。我々の施設では、2007 年初めて vanB- E. faecium を検出、以降 2017 年まで、98 例の vanB- E. faecium のアウトブ
レークを経験した。一部の菌株のゲノム解析を行い、MLST で ST78 と判定、世界的に流行している CC17 に属している vanB- E. faecium
であることが分かった。これらの菌株の一部には、VCM に対する MIC 値が 8µg/ml 以下を示す、バンコマイシン低感受性株が存在するこ
とが明らかとなった。つまり、感染症法で規定されているバンコマイシンの MIC が 16µg/ml では、検出されない恐れがあることを暗示して
いる。当院では VRE の院内検査として、VRE 選択培地を用いてスクリーニングを行い、さらに遺伝子検査を用いて VanA/VanB 遺伝子の
同定を行っている。また、同様の菌株が北九州地域に拡散していることが判明して、2010 年には、KRICT 北九州感染制御ティームが「北九
州地域で増加しているバンコマイシンの MIC 値が低い vanB 遺伝子保有 Enterococcus faecium について」という提言を行い、地域を含めた
感染対策を継続している。また当院では、VRE の院内感染対区として、今回、バンコマイシン低感受性「ステルス型」VRE の検出法から、
パルス方式キセノン紫外線を用いた院内感染対策、さらに地域を含めた広域の感染対策について解説を行う。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－174－

ベーシックレクチャー11
BL11 VAP/VAE対策

地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立循環器・脳脊髄センター
阿部亜矢子（あべ あやこ）

2013 年に米国疾病予防管理センター（CDC Centers for Disease Control and Prevention）は、人工呼吸器関連肺炎（VAP Ventilator‐As-
sociated Pneumonia）サーベイランスを人工呼吸器関連状態（VAE Ventilator-Associated Events）サーベイランスへ変更するとし、VAE
の定義を発表した。その後、VAE サーベイランスの定義は複数回の変更が加えられ、VAE サーベイランスにより、客観的な評価が可能と
なった。VAP サーベイランスの結果との乖離や人工呼吸器の管理の方法に左右されるなど様々な議論はあるが、VAE は患者の予後に大き
く影響することが報告されており、その予防に向けた対策を推進する意義は大きい。2022 年には、VAP/VAE 予防のための戦略がアップ
デートされた。具体的には、挿管を回避し非侵襲的陽圧換気の推奨、鎮静を最小限に抑える、身体機能の維持向上のための早期のリハビリ
テーションなどである。これらの対策の導入には、私たち感染対策を実践する者のみならず、他の専門チームや多職種との共同が不可欠で
ある。本ベーシックレクチャーでは、アップデートされた VAP/VAE 予防のための戦略を再確認し、VAE サーベイランスおよび前述の戦
略を含めた VAP/VAE 対策導入の効果について実践例も含めて皆さんと共有し、今後の VAP/VAE 対策の一助としたい。

ベーシックレクチャー12
BL12 変貌する梅毒

札幌中央病院 泌尿器科1）、ていね駅前泌尿器科2）、札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座3）

○市原 浩司（いちはら こうじ）1）、砂押 研一2）、髙橋 聡3）

我が国における梅毒の報告数は近年急増しており、従来の臨床像や検査所見と必ずしも一致しない症例に遭遇することも少なくない。そこ
で本講演では、「変貌する梅毒」の実際に焦点を当て、臨床現場で直面する課題について考察したい。まず、臨床所見に関して、必ずしも外
陰部病変が診療契機となるとは限らず、非典型的な病変を主訴とする例も認められる。また、初期病変とされる硬性下疳は「無痛性」とさ
れてきたが、 痛を伴う潰瘍として受診する症例も増加しており、単純ヘルペスウイルス感染との鑑別が困難なこともある。次に診断法と
しては、非トレポネーマ抗体（RPR）およびトレポネーマ抗体（TP）が用いられるが、TP 抗体は近年、化学発光法を用いた自動化検査

（TPLA）が主流となっている。しかし TP 抗体は陳旧性感染例でも陽性を示すため、活動性感染との判別が困難な症例も存在する。さらに、
RPR と TP の両者が陰性であっても感染を完全には否定できず、片方が陽性の場合でも治療を要する可能性があるため、検査結果のみで判
断することはできない。したがって、梅毒の診断には感染機会の有無、臨床所見、血清検査結果の三者を総合的に評価する必要がある。最
後に、医療従事者における梅毒感染リスクについて述べたい。活動性梅毒患者の血液や病変への曝露による感染リスクは、HIV や HBV と比
較して極めて低いとされるが、粘膜や損傷皮膚への直接接触では感染の可能性が理論上否定できない。海外のガイドラインでは、曝露後の
ルーチンな抗菌薬投与は推奨されていないものの、曝露から 3 か月後までの血清学的フォローアップ（RPR および TP 抗体の測定）が提案
されている。本講演では、臨床所見の多様化、診断上の課題、感染管理の現状という三つの観点から、梅毒診療・対策の一助となる知見を
提供したいと考える。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－175－

ベーシックレクチャー13
BL13 急性期病院におけるCLABSI 予防対策：2022年改訂ガイドラインを踏まえて

東邦大学医療センター大森病院 感染管理部
富田 学（とみだ まなぶ）

中心ライン関連血流感染症（CLABSI：Central Line-associated Bloodstream Infection）は、死亡率が高く医療費を増大させるため医療関連
感染症として重要な位置を占める。CLABSI は、微生物が中心ラインを介して血流に侵入することで発症する。主な侵入経路は、カテーテ
ル挿入部位からの外表面からの伝播、ハブ汚染からの内腔からの伝播、汚染された輸液製剤、および他の感染巣からの血行性播種である。
CLABSI の多岐にわたる侵入経路を効果的に遮断するためには、複数の対策を組み合わせたケアバンドルアプローチが重要である。個別の
対策ではなく、手指衛生を含む基本的な清潔操作の徹底を基盤とし、複数の対策を同時に実施することで相乗効果が期待できる。
2022 年に更新された「急性期病院における CLABSI 予防のためのガイドライン」では、推奨事項が「すべての急性期病院で採用されるべき

“必須の実践”」と「必須の実践によって CLABSI がコントロールされない場合に、病院の部署や集団で検討できる“追加のアプローチ”」の
2 つに分類された。必須の実践における主な変更点としては、まず集中治療室における挿入部位として鎖骨下静脈がより強く推奨されるよう
になった。また、カテーテル挿入時の超音波ガイドの使用が推奨されているが、この手順が無菌操作の破綻につながる可能性が述べられた。
さらに、クロルヘキシジン含有ドレッシングが必須の実践として再分類され、輸液セットの交換頻度も最大で 7 日まで延長可能となった点
が注目される。追加のアプローチとしては、血液透析患者のカテーテル挿入部位への抗菌薬軟膏の使用、消毒薬含有キャップの使用、およ
び専門の輸液チームの活用、カテーテルの無縫合固定が新たに推奨されている。これらの対策は、特定の状況下で CLABSI 予防の強化に貢
献する可能性がある。
CLABSI 予防対策の効果を評価するためには、サーベイランスが不可欠である。日本環境感染学会の Japanese Healthcare-associated Infec-
tions Surveillance（JHAIS）などの標準化された定義を用いて、デバイス使用比や感染率を継続的にモニタリングする必要がある。サーベイ
ランスデータは、感染発生状況の把握、ベンチマーキング、および改善領域の特定に役立つ。また、新たな資材導入に伴う費用負担に対し
ては、感染対策チームがサーベイランスデータを用いて費用対効果を示すことで、病院管理部門の理解と協力を得ることが重要となる。
ガイドラインの推奨事項を臨床現場で実践するためには、教育・組織的な支援体制が不可欠である。医療従事者の意識改革、組織文化の変
革、および多職種連携によって達成される。最新のガイドラインに基づいた予防策の体系的な導入と、継続的なサーベイランスによる評価・
改善サイクルを確立することで、患者安全と医療の質向上に貢献する。

ベーシックレクチャー14
BL14 CAUTI 対策

東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野
縣 智香子（あがた ちかこ）

尿道カテーテル留置に伴う細菌尿の発生率は 1 日あたり 3～7％ である。また、尿道カテーテル留置患者の細菌尿に起因するグラム陰性菌の
アウトブレイクの報告もあり、尿道カテーテルの使用は感染リスクを伴う。したがって、尿道カテーテル関連尿路感染 Catheter-associated
Urinary tract Infection（CAUTI）の対策が重要である。本レクチャーでは、CAUTI 対策について解説する。日々の感染対策に加え、対策
の効果を評価する手段としての CAUTI サーベイランスの活用についても紹介する。
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ベーシックレクチャー15
BL15-1 地域連携で活かせる感染管理データの整理と可視化～J-SIPHEを用いて～

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター
田島 太一（たじま たいち）

感染管理や抗菌薬適正使用支援の一環としてデータを収集し可視化することは、サーベイランスを実行する上で欠かせない。しかし、感染
管理および抗菌薬適正使用支援のデータ収集や意思決定に役立つ可視化の重要性を学んだとしても、実際のデータ整理や図表作成は、独学
で学ぶケースが多いのではないだろうか。これは、各施設や個人の独自フォーマットがあるため、同じ手順で学びにくいことが要因の一つ
と考えられる。
近年の IT 化の進展により、J-SIPHE（感染対策連携共通プラットフォーム）などの共通システムを利用することで、同じフォーマットのデー
タを取得できる環境が整いつつある。J-SIPHE には、登録データを自動でグラフ化する便利な機能がある一方、各病院や各地域で図表をア
レンジしたい場合には、登録データである“raw データ”が必要になることもある。
本ベーシックレクチャーでは、地域連携での情報共有を視野に入れながら、J-SIPHE を例とした集計後のデータ抽出と、raw データを用い
た Microsoft Excel による図表作成までの具体的な手法を紹介する。J-SIPHE 利用者は、ログイン後に「還元情報」から任意のグラフを表示
させ、数値ダウンロードから集計データを入手し、Excel で簡単に図表化をアレンジすることができる。また、「精度管理」タブから「raw
データ抽出」を行い、csv 形式でダウンロードした自施設などの raw データを Excel で開き、データ加工や結合を行い、高度ながらも自由
に図表化する方法もある。J-SIPHE 上では、ある程度整理されたデータが提供されているが、raw データを用いた図表作成にチャレンジさ
れる方は慣れない場合もあるため、まずは「システムについて」タブの raw データ項目一覧を確認し、データの構造を理解することが効率
的である。
今回は、主に耐性菌や抗菌薬に関するデータを取り上げ、地域連携にも活用できる図表を作成する方法を解説する。これを基礎として、よ
り詳細な分析の際にデータをうまく使えるようになれば幸いである。

ベーシックレクチャー15
BL15-2 感染症アウトブレイク時のデータ整理と可視化

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター 第一室1）、国立健康危機管理研究機構 薬剤
耐性研究センター 第四室2）

中下 愛実（なかした まなみ）1,2）

感染症アウトブレイク発生時に、迅速かつ効果的な対応策を講じるためには、発生状況を的確に把握し、感染拡大の要因を検討することが
求められる。そのために必要不可欠な記述疫学では、（1）必要なデータの収集、（2）ラインリストの作成、（3）データの整理、（4）図表に
よる可視化、といった一連のステップを通じて、いつ、どこで、どのような人のなかでアウトブレイクが発生したかという全体像を明らか
にしていく。これにより、感染源や感染経路、感染拡大と関連する要因を推定し、適切な介入策の立案につなげることが可能となる。記述
疫学による可視化は、現場での対応策を検討するうえで有用であるのみならず、病院管理者や上層部への状況報告や対応方針の説明、対策
実施に関する合意形成を図るうえでも重要な手段となる。また、流行曲線や患者特性などを示す図表は、病院内のさまざまな職種と共通認
識を形成し、協働的な対応を進めるための情報共有手段としても効果的である。本レクチャーでは、記述疫学の基本的な考え方（時・場所・
人）に加え、実際の業務における各ステップの進め方やデータ収集時の留意点、現場で起こりがちな課題やその対応の工夫について解説す
る。記述疫学のステップは感染対策チーム（ICT）の一部の専門職に限られた業務ではなく、看護師、医師、臨床検査技師、薬剤師など、ICT
業務に関わるすべての医療職が連携して担うべき活動である。各職種がその役割を理解し、相互に協力しながら記述疫学を実践・活用する
ことが、迅速な評価・対応につながる。本レクチャーにより、ICT 業務に携わる多職種の皆様がアウトブレイク発生時に求められる記述疫
学の知識とスキルを振り返る機会となれば幸いである。
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ベーシックレクチャー16
BL16 洗浄・消毒・滅菌

東京科学大学病院 看護部
小野 和代（おの かずよ）

「洗浄・消毒・滅菌」は、感染成立の 3 要因（病原体、感染経路、宿主）の 1 つである病原体、つまり原因微生物にアプローチする重要な感
染対策である。「洗浄・消毒・滅菌」のプロセスを理解し、適切に実施することが、感染拡大防止の重要な となる。
洗浄は、目に見える汚れや有機物を除去するプロセスである。洗浄により消毒や滅菌の効果が高まる。方法には、浸漬洗浄、用手洗浄、機
械洗浄などがあり、対象物に応じて適切な方法を選択することが重要である。
消毒は、生存する微生物の数を減らすプロセスである。対象の生存微生物数を、使用に適した水準まで減少させる。紫外線などを用いる物
理的消毒法と消毒薬を使用する化学的消毒法があり、対象物や病原微生物の種類に応じて、消毒方法や消毒薬を選択する。器材の消毒では、
第一選択は熱水や蒸気などの熱、第二選択が消毒薬である。
滅菌は、すべての微生物を殺滅または除去するプロセスである。滅菌法には、高圧蒸気滅菌などの物理的滅菌法と、エチレンオキサイドガ
スなどを用いる化学的滅菌法がある。各滅菌法の特徴を理解し、被滅菌物の性質に応じて適切な滅菌法を選択することが重要である。
以上の基本的な考え方をおさえた上で、臨床現場での実践を考える。生体や環境全体を滅菌することはできない。また、すべての医療器具
が滅菌を必要とするわけではない。「洗浄・消毒・滅菌」のプロセスを上手く使い分け、効果的かつ効率的な処理を行う必要がある。また、
各プロセスにおける留意点について、感染管理の視点で確実に捉え、職員への指導・教育も重要である。洗浄の重要性を理解し確実に実践
すること、従事者の汚染源の曝露防止対策のための適切な防護具使用、消毒薬の効果に影響を及ぼす要因（濃度・時間・温度）の管理、目
的にあった消毒薬の選択、滅菌物の保管管理や滅菌物使用時の確認などがあげられる。
本セッションでは「洗浄・消毒・滅菌」に関する情報を、感染管理の視点で幅広く共有する。

ベーシックレクチャー17
BL17 薬剤耐性菌の感染対策

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター1）、国立健康危機管理研究機構 国立感染症研
究所 応用疫学研究センター2）

黒須 一見（くろす ひとみ）1,2）

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業検査部門の日本国内の薬剤耐性菌（以下、耐性菌）の発生動向では、近年、世界各国で問題と
なっている腸内細菌目細菌、特に大腸菌と肺炎桿菌のカルバペネム耐性率は 1％ 未満で推移している。腸球菌属のバンコマイシン（VCM）
耐性率は海外に比較して比較的低い水準にあるものの、2022 年は 2.6％ と増加傾向にあり、一部の地域でバンコマイシン耐性腸球菌による
多施設での広域な病院内アウトブレイクが認められている。このため、薬剤耐性対策アクションプラン（2023‐2027）では、新たな成果指
標に VRE 感染症の報告数（2027 年目標値 80 人以下）が追加された。
VRE では日常的に実施される原因探索の検査で偶発的に探知されることが多く、検出検体は血液、尿、膿などから検出されている。これま
で、1 例目探知後のスクリーニングは同室者あるいは限られた範囲での実施が多かったが、探知前の入院期間が長い場合には同室以外の接触
の機会も多く、また在院日数の短縮化や空床運用等による頻繁な患者の病床移動や、看護師が受持ち患者ごとに病室を複数受け持つことも
ある。1 例目を探知した際には同室者のみならず、多くの患者が曝露されている可能性があることから、急性期医療機関では幅広いスクリー
ニングを行い、全体像の把握が重要である。
耐性菌の感染対策としては、積極的保菌調査、標準予防策＋感染経路別予防策（主に接触予防策）、情報共有、環境整備の強化が挙げられる。
これまで医療施設内で検出がない、あるいは検出が稀な耐性菌が検出された場合、個室管理や標準予防策＋接触予防策を実施するが、スク
リーニング検査の対象患者においても標準予防策、特に手指衛生と個人防護具の適切な着用・脱衣についてすべての職員が厳重に実施す
る。国内の医療機関を利用する訪日外国人や海外歴のある邦人の入院時は、海外での医療機関の入院歴や医療曝露状況を確認しておくこと
も重要である。入院歴や医療曝露歴がある場合には、渡航先の耐性菌検出状況を考慮し、検査結果が判明するまでの期間は標準予防策の強
化、あるいは個室管理や標準予防策＋接触予防策を実施するなど先行した対策を講じておくことで、万一、耐性菌が検出された際にも慌て
ることなく対応が可能となる。手指衛生や個人防護具着脱の適切な実施は、耐性菌の種類に限らずすべての患者ケアにおいて重要であるが、
境整備等での対策は耐性菌の特徴を考慮する。標準予防策と接触予防策の違いについて十分な理解がされない場面にしばしば遭遇してお
り、日頃から職員への研修でこれらの概念も説明し、耐性菌検出時に確実にプラクティスが実践できているかをモニタリングしフィード
バックする。
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ベーシックレクチャー18
BL18 疥癬に対する感染対策

赤穂市民病院 皮膚科
和田 康夫（わだ やすお）

疥癬の恐怖を知っているだろうか？一度でも恐怖体験を味わったことがある人は、身にしみてお分かりのことと思う。見えない無数の敵が
果てしなく前から襲いかかってくる。連日の対応に心身ともに疲弊し極限状態に追い込まれる。熟練の皮膚科医ですら疲れ果てて離職する
人までいる。恐怖を知らない人は、幸いなるかな、まだ遭遇していない方である。その恐怖はある日突然やってくる。
入院中の患者で、皮膚がカサカサした人がいる。洗っても洗っても、こびりついた垢が取れない。皮膚科でみてもらうと角化型疥癬（ノル
ウェー疥癬）だ。すぐさま病棟患者や居合わせた看護師を診察すると、何人もの人から疥癬が見つかる。疥癬の集団感染である。感染者の
治療を始めるものの、日を追うごとに疥癬患者が次から次に湧いて出てくる。当初疥癬が見つからなかった人たちからも、発病者が後を絶
たない。感染の広がりはどこまでなのか？感染は果たして終息するのか？いつ自分が発症するのか？スタッフにも不安が広がり病院全体が
パニックに陥る。これは当院で実際におきた事例である。決して特殊なケースではない。日本全国どこでも生じうる話である。
疥癬の集団発生時の対応は、インフルエンザや Covid-19 と根本的に異なる。一定期間の隔離、病棟閉鎖、施設閉鎖は無効である。ステイホー
ムをしても意味はない。患者を見つけて治療をしない限り、治らないばかりか感染は拡大し続ける。診断も難しい。簡便な PCR 検査や抗原
検査はない。疥癬を疑ったとしても、診断には熟練した目が必要である。ご安心あれ。疥癬は診断がつきさえすれば今や治療は容易である。
イベルメクチンとフェノトリンの 2 薬剤がいずれも奏功する。治療の展望についても紹介する。診断もコツさえ分かれば比較的容易である。
疥癬に恐怖を覚える最大の理由は、原因となるヒゼンダニが目で見えないことだろう。これは間違いである。目の良い人なら肉眼で見える。
私はかつてヒゼンダニを飼っていたことがある。そのときに目で見えることに気づいた。肉眼で診断がつけられるようになると、疥癬はも
う怖くない。もしあなたが疥癬に罹ったなら、それは絶好のチャンス。ダニはいつ見てもそこにいる。肉眼で確実に見えるようになる。治
療薬もあり簡単に治る。もし全身に発症すれば、うまくいけば免疫がつく。ノルウェー疥癬を素手で触ってもうつらなくなる。
肉眼診断の術が身につくと、疥癬はもう怖くない。医師でなくともよい。ある病院では臨床検査技師が、ある病院では薬剤師が、ある病院
では看護師が術を身につけ、陣頭指揮をしていた。若い人ほど目が良いため活躍の場が期待される。肉眼診断という最強の剣を手にしたあ
なたは、疥癬に対して無敵の武将となろう。王騎将軍のように見える世界が一変するはずである。
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シンポジウム1
SY1-1 できることから取り組む抗菌薬適正使用

静岡県立静岡がんセンター
望月 敬浩（もちづき たかひろ）

抗菌薬適正使用とは何か？1 つの定義としては、有効性・安全性を最大限に担保した上で、薬剤耐性菌の出現を最小限にとどめることであ
る。また、「抗微生物薬適正使用の手引き」では、1）抗微生物薬が必要ではない病態において、抗微生物薬が使用される不必要使用、2）抗
微生物薬が投与されるべき病態であるが、その状況における抗微生物薬の選択、使用量、使用期間が標準的な治療から逸脱した不適切使用
の 2 点を抗菌薬の不適正使用と分類している。
抗菌薬適正使用は地域レベル、施設レベルと比較的大きな視点で語られることも多いが、これらは患者レベルでの抗菌薬適正使用の積み重
ねの結果である。つまり、抗菌薬適正使用を推進していくためには、個々の症例でいかに抗菌薬の適正化ができるかが重要なポイントとな
る。
静岡県立静岡がんセンターは、615 床のがん専門施設であるが、各種の免疫不全を伴う患者が多く、とある 1 日でみると、150～200 人程度
の入院患者に何らかの抗菌薬が使用されている。残念ながら、抗菌薬使用患者のすべてに適切な支援を行うことは難しく、TDM 対象抗菌薬
使用患者の対応から始まり、抗菌薬適正使用支援チームの発足に伴い広域抗菌薬使用患者へも、抗菌薬適正使用支援を行っている。
広域抗菌薬使用患者については、開始時点での使用目的（感染症名）・培養提出の有無・投与量を主な確認項目とし、不適正と判定した場合
には、担当医師へ必要な介入を行っている。これらの評価を開始した 2019 年には、培養が提出されていない or 不足している事例および使
用目的が不明確な事例がそれぞれ約 20％ 存在していたが、啓発活動を継続していくことで、現在では、5％ 以下まで改善されてきた。これ
により、感染臓器・原因微生物に応じた抗菌薬の選択や必要な治療期間の提案等の支援業務が支えられている。
当センターでの経験を共有することを通じて、今回のシンポジウムのテーマである、何をもって適正とするのか、適正使用のために何がで
きるのかを考える機会としたい。

シンポジウム1
SY1-2 忙しい薬剤師のためのAST活動の極意！効率化と教育で築く3本の柱

京都第二赤十字病院 薬剤部/感染管理室
澤田 真嗣（さわだ しんじ）

感染症専門医不在の中小病院における AST 活動には、限られた人的資源をいかに活用するかが重要な課題である。AST の中心として活動
する薬剤師には、効率的かつ持続可能な取り組みを構築することが求められる。しかし、日常業務に追われる中で、抗菌薬適正使用に十分
な時間を確保するのは容易ではない。
当院では、「効率化」と「教育」をキーワードに、AST 活動を 3 本の柱として体系化し、取り組みを推進している。具体的には、1）血液培
養陽性症例、2）広域抗菌薬使用症例、3）コンサルテーションを対象とし、特に 1）と 2）については、毎日 1.5 時間ずつ全症例を把握し、
迅速なフィードバックが行える体制を構築した。
効率化の は「感染対策ソフト」と「連日活動」である。感染対策ソフトを活用することで、1）や 2）の症例をワンクリックで抽出し、情
報整理が迅速かつ簡便に行える。連日活動は一見負担が大きいように思われるが、各症例の 1 日分の変化を中心に確認することで、短時間
で状況を把握し、迅速な介入を可能としている。「忙しいからこそ、連日活動」という視点が効率化の要となる。
教育面では、人的資源の確保とスキル向上に重点を置いている。AST 活動を継続的に行うため、6 年目以降は自らの AST に割く時間を半減
し、その分を後任者と共有しながら活動する体制へ移行した。これにより、2 人体制での活動を確立した。また、病棟専任薬剤師の感染症リ
テラシー向上を図るために、症例相談通じた感染症教育や、定期的な勉強会を継続し、薬剤師全体の底上げを図っている。
本発表では、忙しい薬剤師でも実践可能な中小病院での AST 活動の工夫と成果を紹介し、医療機関の大部分を占める中小病院で、限られた
資源を活かすためどのような工夫ができるのか、聴衆と活発な議論を行いたい。
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シンポジウム1
SY1-3 抗菌薬適正使用支援における看護師の役割

東京慈恵会医科大学附属柏病院
菅野みゆき（すがの みゆき）

2018 年度診療報酬改定における抗菌薬適正使用支援加算の新設を機に、抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team：
AST）が組織され、看護師が抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship：AS）にチームの一員として参画するようになった。AS
活動における看護師の役割は、感染予防・管理以外に、抗菌薬の有効性評価や副作用を早期発見するための患者状態モニタリングやタイム
リーな情報収集や報告、微生物検査における検体の適切な採取・保存・運搬などが指摘されており、これらを実践するための必要なスキル
を習得できる教育・指導体制の構築が医療機関に求められている。（抗微生物約適正支援プログラム実践のためのガイダンス 2024 年度改訂
版）
当院は 664 床の急性期病院であり、AS 推進は重要な課題であるが、AST メンバーは感染制御チーム（Infection Control Team：ICT）との
兼務で行っているのが現状である。本発表では、当院の AS における活動から看護師の役割について報告する。

シンポジウム1
SY1-4 地方中核施設のAS活動～これまでの取り組みとこれから～

新潟県立新発田病院
田邊 嘉也（たなべ よしなり）

新潟県立新発田病院は新潟県下越地域（県北という言い方をすることもある）の地域中核病院で、私が赴任するまでは感染症専門医不在で
あるものの、ICT 活動は積極的で組織的なアプローチが行われていた。新潟県内では新潟医療関連感染制御コンソーシアム（CHAIN）も組
織され加算 1 取得施設を中心に ICT 活動の均てん化を目指す活動が積極的におこなわれていたこともその一因であろう。本シンポジウムの
副題にある中小病院の視点ということでいえば、（中小病院の定義として 300 床とするものが一般的と思われるが、、、）当院の病床数は 465
床で、それなりに人的資源は豊富といってよい状況であり感染防止対策加算 1 を取得し感染症専門医が常勤（専任）で対応し他施設よりは
AST としての介入やフィードバックを積極的におこなっていると自負している。しかし先述した CHAIN による活動が行われるなかで加算
1 施設でも AST 活動は施設間の活動の濃淡が大きいと感じていた。それでも 2016 年の抗菌薬の適正使用に向けた 8 学会提言や感染防止対
策加算の改訂等により AST の組織化は進み、当初の ICT 活動の中で行う抗菌薬の監視や届け出制を中心にした活動から徐々に介入や
フィードバックのシステムが構築されてきているが、より規模の小さい施設においては ICD が感染症専門医ではないこと以上に専従対応者
が看護師のみである施設がほとんどで専任対応の医師、薬剤師の AST としての活動時間の制限も大きい状態は続いている。2025 年 2 月に
は抗微生物薬適正使用支援プログラム（ASP）実践のためのガイダンスの改訂がおこなわれ中小規模施設や外来における AS といった新た
な項目も追加されているなかでさらに AS が一般的なものになるべく活動をつづけていきたい。基本的な活動内容紹介が主体となるがその
中から自施設で取り入れていただけるようなものを提示できればと考える。
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シンポジウム2
SY2-1 薬剤師としてPAFや TDM等を通じて遭遇する、特殊病態や多剤耐性菌への対応

地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 薬剤科・感染対策室1）、明治薬科大学 公衆
衛生・疫学教室2）

村上修太郎（むらかみ しゅうたろう）1,2）

本講演では、抗菌薬適正使用における難題である特殊病態および多剤耐性菌（MDRO）への対応について、Post Prescription Audit and Feed-
back（PAF）や Therapeutic Drug Monitoring（TDM）といった視点から深掘りする。一般的な抗菌薬適正使用に加え、PAF や TDM が果
たすべき医療の質的向上への役割と可能性を提示できればと思う。具体的には、1．特殊病態としての、重度腎機能障害、集中治療領域の重
症患者、肥満患者での感染症といった状況、そして、2．MDRO としての、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、ESBL 産生菌、AmpC 産生菌、MRSA
などによる感染症といった状況、これら 2 つの状況を対象とした抗菌薬選択や TDM による投与量設計、PAF における「適正」と「不適正」、
などにおける判断ポイントを紹介させて頂きたい。さらに、これらの領域も含めた PAF での活動や MDRO の発生頻度をマクロ的に見て評
価するためのアプローチ法についてもお話できればと思う。本講演が、臨床薬剤師が主導する PAF 活動や TDM を、より論理的かつ効果的
とするための一助となることを目指す。

シンポジウム2
SY2-2 救急・集中治療における抗菌薬の適正使用

東京医科大学病院 薬剤部
添田 博（そえだ ひろし）

救急・集中治療領域では、敗血症や熱傷といった重症病態状況下での感染症治療が必要となることがある。しかしながら、これらの病態に
おいては、感染症治療薬の薬物動態学的な変化が生じていることが多く、適正使用を行うには、これらの変化に応じた調整を行うことが必
要となる。重症病態の状況下では、呼吸状態や循環動態が大きく変動することがあるが、これに伴い腎機能の変動が大きい。多くの場合は
腎機能の低下である急性腎障害（Acute kidney Injury；AKI）を生じるが、症例によっては逆に、腎機能の亢進状態となる過大腎クリアラ
ンス（Augmented renal clearance；ARC）を生じることもある。ARC は臓器障害を伴わない敗血症で問題となることがある。高度侵襲に
よる血管拡張や心拍出量の増大といった病態による要因と血管作動薬や輸液等の投与により、クリアランスや分布容積が増大した結果、抗
菌薬の血中濃度が低下するという現象である。ARC が発現すると β ラクタム薬といった水溶性の腎排泄型抗菌薬の血中濃度が低下し、治
療効果が減弱する可能性がある。重症熱傷においては、受傷後の時間経過とともに、ARC だけでなく多臓器不全に伴い体内動態が変化して
いくため、これらを確認していく必要がある。重症病態における体内動態の変化に対応した抗菌薬適正使用には、負荷投与量や維持投与量
をどのように設定するかがポイントとなる。本シンポジウムでは、救急・集中治療領域の重症病態における体内動態変化に対する抗菌薬の
適正使用について考えていきたい。
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シンポジウム2
SY2-3 抗菌薬適正使用に微生物検査は本当に必要とされているのか？

大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座1）、大阪大学医学部附属病院感染制御部2）

山本 剛（やまもと ごう）1,2）

1．はじめに：抗菌薬適正使用とは、感染症の診療において最適な抗菌薬を、最適な投与量・期間で使用し、治療効果を最大化しながら薬剤
耐性菌（MDRO）の出現を最小限に抑えることを目的とする。不適正使用の典型は、ウイルス感染への不要な抗菌薬投与、培養前の治療開
始、広域薬の漫然投与などである。特に、患者個別の病態や感染臓器、原因微生物、薬剤感受性を科学的根拠に基づいて、多剤耐性菌（CRE、
MRSA、MDRP など）の発生を防ぐことは重要である。2．Gram 染色：迅速な初期判断のカギ感染症診療において、Gram 染色は最初の一
手として非常に重要である。培養結果を待たずに起因菌の推定ができ、初期抗菌薬選択の精度を高める。特に TAT（Turnaround Time：検
査報告時間）が短縮された運用では、治療の早期最適化に貢献することができる。それは、検査室と臨床医の連携により進めることが可能
で、近年では画像デジタル化や AI による判定支援の導入も進んでいる。3．薬剤感受性検査：治療の再評価に必須適切な抗菌薬を選択する
上で、薬剤感受性検査は必要である。初期治療薬の妥当性を検証する上で感受性結果を確認し、de-escalation や治療期間の短縮を図ること
が重要である。また、アンチバイオグラムの作成によりローカルデータも参照した治療薬の選択が求められる。4．遺伝子検査・耐性機構の
把握：未来の適正使用を支える近年では、PCR や多項目遺伝子パネルを用いた耐性遺伝子の迅速検出が実用化され、グラム陰性桿菌では
ESBL やカルバペネマーゼの確認、MRSA では mecA 遺伝子などを早期に把握でき、初期治療の調整や感染管理を行う上で早く結果を報告
することができる。また、感受性結果に加えた耐性メカニズムの理解は、治療選択だけでなく、院内感染対策にも波及する重要な知見であ
る。さいごに抗菌薬の適正使用を行う上で、turn around time（TAT）の短縮は、重症感染症では、血液培養や尿培養、喀痰検査を含む早
期採取とタイムリーな報告が治療アウトカムを左右する。可能であれば検査室の 24 時間体制化も、抗菌薬適正使用を支援する となると考
えることから、オートメーションの導入も含めた検査室の構築が求められる。

シンポジウム2
SY2-4 特殊病態における抗菌薬適正使用の再定義―個別性と時間軸を踏まえた戦略的判

断
奈良県立医科大学 感染症内科学講座
笠原 敬（かさはら けい）

抗菌薬の適正使用は、疾患や病原体の特性のみならず、感染症が発生した背景・病態・宿主の条件によって大きく意味合いが変わる。特に、
免疫抑制、集中治療、発熱性好中球減少症、腎機能障害といった特殊病態においては、「何が適正で、何が不適正か」を画一的に判断するこ
とは困難であり、感染症の重症度、想定される病原体、施設や地域の疫学、患者個別の臓器機能や過去の感染歴を踏まえた柔軟な対応が求
められる。
適正使用の要素としては、（1）スペクトラムの妥当性、（2）用法・用量、（3）治療期間、（4）デ・エスカレーションの実行、（5）患者背景
への配慮が挙げられる。たとえば敗血症や FN の初期対応においては、広域抗菌薬による外れの少ない初期治療が適正であり、微生物学的
情報や臨床反応を得たのちに狭域薬への切替を速やかに実施することで、真の意味での適正使用となる。また、腎機能障害患者では、過量
投与による中毒や治療効果不十分を避けるために、腎機能に応じた投与設計・TDM の活用が不可欠である。
さらに、抗菌薬適正使用は「時間軸」を含んだ動的な判断であり、単一時点の適否でなく、診断・治療の経過に応じた再評価と調整こそが
重要である。微生物検査の早期実施と結果に基づく治療の最適化は、適正使用の根幹を成す。加えて、ガイドラインと個別リスク評価のバ
ランスをとりながら、現場で実行可能な判断を積み重ねることが重要である。
本発表では、特殊病態における抗菌薬適正使用について、臨床実例と最新の国際的知見をもとに整理し、「ルール」と「リスク評価」の間で
揺れる現場において、戦略的に判断するための視座を提供したい。
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シンポジウム3
SY3-1 NICUにおけるブドウ球菌対策 総論～NICUにおける感染予防と管理のための

勧告：黄色ブドウ球菌CDC2020～
東京都立小児総合医療センター 総合診療部 感染症科、免疫科1）、東京都立小児総合医療センター 小児感染症セン
ター2）

堀越 裕歩（ほりこし ゆうほ）1,2）

2020 年に米国 CDC は、NICU における感染管理の中でも特に黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）に特化したガイドラインを発表し
た。最大の特徴は、従来の MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）に加えて、MSSA（メチシリン感受性黄色ブドウ球菌）にも言及して
いる点である。ただし、MSSA に関する感染管理のエビデンスは乏しく、推奨事項の多くは MRSA に関するものであった。対策としては、
従来と同様に手指衛生、標準予防策、接触予防策、隔離・コホーティング、環境整備、スタッフ配置、スクリーニング、除菌が挙げられて
いる。スクリーニングは入院時および入院中のアクティブサーベイランスが対象となるが、MRSA については推奨されている一方で、MSSA
についてはデータ不足により明確な結論は示されていない。また、MRSA であっても NICU 内での伝播が遮断されている場合はスクリーニ
ングを不要とする見解も示されたが、伝播状況はスクリーニングなしには把握できないため、高度な感染対策の実践が前提となる。都立小
児では一時期、伝播が確認されなかったことから入院時のみスクリーニングを実施していたが、散発的な水平伝播が発生したため、入院中
も定期的に実施する体制に戻した。その頻度は検出状況に応じて調整しており、アウトブレイク時には週 1 回、平常時は 2 週に 1 回として
いる。また CDC ガイドラインでは、スクリーニング部位としては、少なくとも鼻前庭からのスワブによる培養または PCR 検査が推奨され
ている。MSSA および MRSA 保菌者全例への除菌については、有効性を支持するデータが乏しいことから推奨されていないが、アウトブレ
イク時など限定的な状況では、対象を絞った除菌の実施が考慮される。また、長期入院患者に対する接触予防策の解除についても、現時点
ではエビデンスが不足しており、明確な結論は示されていない。

シンポジウム3
SY3-2 POT法を用いたNICUにおけるMRSAクローン伝播の可視化とアラート連動対

策の実際
順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防対策室1）、順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科2）、順天堂
大学医学部附属順天堂医院 総合診療科3）、順天堂大学大学院医学研究科 感染制御科学4）

○遠山 雄大（とおやま ゆうだい）1,2）、小林 裕美1）、廣瀬 幸子1）、小松崎直美1）、
金澤 晶雄1,3）、池田麻穂子1,3）、堀 賢1,4）

順天堂大学医学部附属順天堂医院の NICU・GCU では、全入院患者を対象に週 1 回の MRSA スクリーニングを実施している。MRSA が検
出された場合、感染対策室が電子カルテ上で即時に情報共有し、基本方針に基づき個室またはコホート隔離を開始する。MRSA 陽性例には
分子疫学的タイピングとして POT（PCR-based ORF Typing）法を導入し、遺伝子型に基づき院内伝播か孤発例かを判定している。従来の
実地疫学的判定と POT 法による分子疫学的判定を比較した結果、前者では伝播と判定される頻度が相対的に高く、2019 年 11 月より POT
法に基づく評価へと移行した。これにより、伝播の有無をより精緻に判断できるようになり、現場との認識の共有も促進された。本施設で
は、6 か月間に生じた伝播エピソード数に基づき、リスクをレベル 0～3 の 4 段階に分類している。同一 POT 型が 2 名から検出された場合
を 1 エピソードと定義し、エピソード数に応じてレベルを段階的に上昇させる。レベル 1 では、個室隔離の厳格化や現任教育の自己点検か
ら開始し、レベルが上がるごとに職員スクリーニングの実施、RCA（Root Cause Analysis）や SIP（Strategic Improvement Plan）の立案な
ど、介入内容が段階的に強化される。この仕組みを「MRSA アラートシステム」と称し、現場主導の自発的改善の契機として運用している。
これまでの実績では、レベル 1 は年間 1 回程度観察されており、RCA においては包交や超音波検査などの共用処置が伝播リスクとして示唆
された。SIP では、介入の「時期・実施者・手法」を明確化し、実施状況を QI として定量化することで、改善の実効性を高めている。この
ように、POT 法による分子疫学的知見を現場実務に還元し、具体的なアクションへとつなげる取り組みは、感染対策室と臨床現場の連携を
強化し、NICU 特有の構造的・人的制約を克服する上で有用と考えられる。クローン追跡とアラート基準の連動は、重症新生児が集まる
NICU という特異な環境下においても、過不足のない対策を可能とし、MRSA 制御における合理的かつ実効性のあるアプローチといえる。
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シンポジウム3
SY3-3 NICUにおけるMRSAアウトブレイクの終息と感染予防管理体制の構築・継続

名古屋大学医学部附属病院 看護部感染対策
豊留 有香（とよどめ ゆか）

厚生労働省院内感染対策サーベイランスにおいて、NICU 部門では Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus（MRSA）を含む Staphylo-
coccus aureus（黄色ブドウ球菌）による感染症が多く報告されている。NICU に入院する新生児は感染症の影響を受けやすく、発症時には
生命予後に重大な影響を及ぼす。当院 NICU ではこれまでに複数回の MRSA アウトブレイクを経験し、そのたびに感染対策の強化に取り組
んできた。しかし、アウトブレイクにより新規入院を停止せざるを得ない事態が繰り返され、新生児医療を必要とする患者に大きな不利益
をもたらしていた。そこで、医療関連感染症から患者を守り、アウトブレイクによる新規入院停止の影響を最小限に抑えるための対策を講
じた。
当院 NICU では、アルコール含有擦式手指消毒剤の消費量が院内で最も多く、環境整備の頻度や範囲も過去のアウトブレイクを契機に見直
され、ルールとして定められていた。感染対策ルールは多岐にわたるが、業務の多忙さから実施が困難な場面も見受けられた。手指衛生に
ついても、患者ゾーンと医療エリアを頻繁に行き来する中で、必要な機会での実施が不十分な状況が見られた。
こうした課題に対し、現場スタッフと協働して問題点を抽出し、実行可能な解決策を検討・実践した。具体的には、「重症度・稼働率・イベ
ント負荷の考慮」「ガイドラインに基づく手指衛生の再教育」「感染対策物品へのアクセス改善」「医療器具関連感染症サーベイランスの導入
とフィードバック」「手指衛生の直接観察結果の共有」「感染対策を前向きに捉える組織文化の醸成」などを行い、スタッフが主体的に感染対
策を実践できる体制を整備した。加えて、MRSA 保菌者が増加した際には、家族への説明と同意のもとでクロルヘキシジン清拭やムピロシ
ン塗布による除菌を選択的に行っている。
その結果、1000 入院患者当たりの MRSA 新規検出数（入院 48 時間以降）は、令和 4 年度の 5.7 件から令和 5 年度は 2.4 件、令和 6 年度には
1.9 件へと減少した。アウトブレイクによる新規入院停止は回避されるようになり、NICU の安定した運営にも寄与している。現場での「実
践が難しい課題」に対し、現実的な方法で対応し、継続可能な感染対策体制に向けた基盤が整えられた。今後は、得られた成果を維持・発
展させるため、定期的なフィードバックと教育体制の強化を継続していく予定である。本シンポジウムでは、これらの取り組みの詳細と成
果について共有したい。

シンポジウム3
SY3-4 NICUにおけるブドウ球菌対策～全国NICUアンケート調査結果を踏まえて～

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
齊藤 明子（さいとう あきこ）

2020 年に CDC より発出された「NICU における黄色ブドウ球菌感染症の予防および管理に関する推奨」では、NICU において黄色ブドウ球
菌による感染症が増加した場合、または MRSA の水平伝播が増加した場合の監視培養の実施を推奨している。また、特定の条件下では黄色
ブドウ球菌の除菌を推奨すると記載する一方で、その具体的な方法については推奨に至っていない。本邦では 2021 年に木下らが NICU にお
ける多剤耐性菌対策に関する全国アンケート調査を行い、第 66 回新生児成育医学会・学術集会で報告した。8 割強の施設が監視培養を行っ
ているが、標準化は図れていなかった。2025 年に再度、全国 NICU を対象に監視培養実施状況および黄色ブドウ球菌対策に関するアンケー
ト調査を実施した。
アンケート調査は WEB 上での回答方式とし、全 411 施設のうち、194 施設から回答を得た。95％ が監視培養を実施していた。監視培養を
行わない理由として、施設特性（短期入院が多く必要性がない）によるとの回答がある一方で、予算がない、エビデンスがないと回答した
施設も認めた。MRSA 等の選択培地のみを用いて監視培養を行う施設は 3 割であった。監視培養結果は、主治医に加え病棟の感染対策責任
者、院内感染対策部門が確認するとの回答が大多数であったが、耐性菌の報告がなければ特に確認しないと回答した施設も少数認めた。お
よそ半数の施設で入院患者に対して先制的接触予防策を実施しており、院外出生児や母体の耐性菌保菌状況が不明な場合に加え、入院患者
全例を対象としている施設を 3 割認めた。
新規に MRSA 保菌を認めた場合は、ベッド位置を移動してコホーティングを行う施設が 8 割以上を占めたが、スタッフコホーティングを行
うと回答した施設は半数であった。MRSA 保菌時の MUP 軟膏鼻腔塗布による除菌を実施している施設は 3 割弱認め、それ以外の方法（ク
ロルヘキシジン浴、イソジン浴など）を行っている施設も少数認めた。MRSA 等の多剤耐性菌を検出した際に遺伝子検査（POT 法、PFGE）
を実施する施設は 4 割であった。
MRSA 以外の黄色ブドウ球菌（MSSA）保菌者が増加した場合に、特別な感染対策を行うと回答した施設は 3 割、感染症が増加した場合に
のみ対策を行うと回答した施設は 1 割弱認めた。保菌者が増加した場合にはコホーティング、接触感染対策を行うとの回答がある一方、手
指消毒の徹底や環境整備などスタンダードプリコーションの強化を行うとの回答も認めた。感染者が増加した場合は、同様の対応に加え院
内感染対策部門と協働するとの回答を認めた。
全国調査の結果、監視培養の実施率は前回調査より増加していたが、積極的に結果を確認していない施設も少数認めた。MSSA への対応は
施設ごとに異なり、保菌増加時に対応を行う施設は約 3 割であった。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－185－

シンポジウム4
SY4-1 栄養管理に係るカテーテル管理関連研修を活用したPICCチーム活動とカテーテ

ル管理の向上
地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院
佐々木優子（ささき ゆうこ）

当院は広域基幹型急性期病院であり、中心ライン（以下、CVC とする）はおよそ年間 1000 件が留置されている。多くは内頚静脈からアプ
ローチする CVC（以下、CV とする）であるが、10 年ほど前より末梢留置型中心静脈注射用カテーテル（以下、PICC とする）が留置され
るようになった。2017 年、外科病棟における中心ライン関連血流感染（以下、CLABSI とする）サーベイランスの感染率が CV より PICC
の方が高い結果となり、外科病棟の看護師から PICC の管理方法についてコンサルテーションがあった。それを機に、2018 年に特定行為研
修の「栄養に係るカテーテル管理」で「中心静脈カテーテル抜去」と「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」を受講した。研修に
より PICC を挿入することが可能となり適正管理についてもスキルを高めることができた。受講後は、感染管理認定看護師として PICC の適
正管理についてスタッフ教育をするとともに特定行為を実践していきたいという思いがあったが、当院にはニーズがなく実践に至らなかっ
た。
そこで、CLBASI の低減を目的として、2019 年に看護師による PICC チームを立ち上げた。PICC チームでは看護師による CVC 管理を向上
することを目的に、活動 1 年目は「PICC ドレッシング交換手順マニュアル」を作成し、その後、患者ラウンドを行い CVC 管理状況の確認
とスタッフ教育を行った。2 年目は電子カルテを媒体とした「中心ライン管理評価表」（以下、評価表とする）を作成し運用した。評価表はす
べての CVC 留置患者を対象に挿入時、ドレッシング交換時、抜去時のタイミングで作成し、患者・器具情報以外に看護師に知っておいてほ
しい観察項目やドレッシング交換の手順について予め記載し、担当した看護師が記録時に繰り返し確認できるようにした。また、ケアの継
続のため、次に患者を担当する看護師に対してケアの注意事項を記入する欄を設けた。3 年目は CVC 管理における部署のモデルナース（以
下、CVC ナースとする）を育成した。CVC ナースはドレッシング交換や CVC 採血などの実践の他に、スタッフ指導や部署勉強会講師など
の活動をしている。
血液内科病棟における CLABSI サーベイランス結果では、感染率が 2020 年下半期 2.04、2024 年下半期 0.82 で経年的に低減傾向となってお
り、一連の PICC チーム活動による CVC 管理の向上が一要因となったと考える。
特定行為研修受講後、特定行為の実践に至ってはいないが、施設のニーズをとらえ多角的にアプローチをすることで、研修で得た医学的知
識や技術を活用し医療や看護の質の向上に貢献することができる可能性を見出すことができたので報告する。

シンポジウム4
SY4-2 VAD管理の質向上に貢献する！ 特定行為研修修了者の挑戦

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 看護部
新居田敦子（にいだ あつこ）

2015 年に、さらなる在宅医療等の推進を図っていくために、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成する看護師特定行為研修
制度が開始され、10 年が経過した。社会全体のニーズ、社会で生きる人々の個別のニーズや、看護師教育の場の変化により、経験年数に応
じて習熟していくことが難しく、自律、自立した看護師が育ちにくい環境となっている。熟練した看護師を育成するための系統的な学習の
機会として、本研修が誕生したものと考える。2024 年 9 月には看護師特定行為研修修了者がようやく 1.1 万人を超え、指定研修機関は増加
したが、全体としては定員割を生じている。令和 2 年度の調査では、過去 1 年間就業先で特定行為を実施していない者の割合は 31.6％ であ
り、その理由の多くは「活躍できるような体制がないこと」であった。こうした状況の背景には、研修機関の特徴と修了後の配置が影響し
ていると考えられる。学びの方法として、大学院 NP 教育課程、B 課程認定看護師教育機関、その他の指定研修機関があるが、施設ごとに活
動の目的や範囲が異なる。その体制の整備の状況により、活躍の程度が異なるものと考える。当院では、看護師のアセスメント力や働き甲
斐の低下、インシデントの増加に対し、看護実践の場において、リーダーシップを発揮できる看護師を育成するために、本研修を導入した。
当院で行われている医療行為や、指定研修機関で受講可能な行為を考慮し、外科系基本領域パッケージに PICC 挿入を加えた行為を基本と
し、Generalist への受講を推進している。各部署各勤務帯 1 名以上の配置を目標とし、年 2 名ずつ育成を行っており、看護実践におけるロー
ルモデルとなることを期待している。タスクシフト・シェアへの貢献として、2017 年より看護師による PICC 挿入を開始し、平日日勤帯は
すべて看護師が担う体制を構築することが出来た。これにより看護師全体の静脈アクセスデバイスに関する知識が向上し、適切なデバイス
選択や管理が可能となった。CVC 挿入患者は不変であるが、PICC 挿入患者が増加傾向にあることから、不適切な末梢静脈カテーテルの留
置が PICC に置き換わったものと考えている。ただし、使用比の上昇により、トラブル（感染性やその他の静脈炎、血栓、閉塞、自己抜去
など）の数も増加しており、単に PICC 挿入を推進するだけでは、質向上とはいえないと考えている。現場の看護師は患者の血管の状態、
挿入中の安全な管理についてアセスメントし、挿入を担当する特定行為研修修了者は、自身が安全に挿入できる病状の範囲内であるかを適
切に判断しなくてはならない。さらに、患者の治療に応じた適切なデバイス選択や安全性については、診療の判断を行う医師に啓蒙を行う
必要がある。多職種、さらに、医療安全管理室、感染管理チーム、抗菌薬適正使用支援チーム、栄養サポートチームなどと、より連携を強
化し、質向上に努めていくことが今後の課題である。
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シンポジウム4
SY4-3 特定行為実践者のスキルを活かした感染管理担当者の中心静脈カテーテル感染予

防活動～中心静脈カテーテル挿入から抜去まで～
藤枝市立総合病院 医療安全・感染管理センター 感染管理室
戸塚美愛子（とつか みあこ）

私は 2005 年に認定看護師資格を取得し兼任での活動を経たのち、専従になった。
実践者だった頃の自分自身の感覚を忘れず、現場目線に即した対策を推進できるよう感染対策マニュアルの作成・改訂に努めていた。しか
し、専従長期化により“実践者の目線に立った指導・相談対応ができているか？”懸念を抱くようになった。感染対策・感染症診療に関し
て“もっと学びたい”という思いを抱いていた私に巡ってきたのが特定行為研修だった。
特定行為研修を修了し、『末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入』『中心静脈カテーテルの抜去』の特定行為を実践する立場になった。
これまでの血管内留置カテーテルに関する感染予防活動は看護師と感染管理担当の 2 つ視点で関わっていたが、新たに医行為を実践すると
いう役割が加わったことで感染管理担当者は無論のこと、 実施者と介助者の多角的な視点で感染予防活動に取り組むことが可能になった。
感染管理担当者かつ特定行為実践者として“中心静脈カテーテル挿入前から抜去後まで関与する”をモットーにした、日々の活動を振り返
り報告する。

シンポジウム4
SY4-4 感染管理認定看護師が特定行為として関わる血管内カテーテル管理の実践とその

効果
滋賀県立総合病院 看護部 兼 感染管理室
中川 祐介（なかがわ ゆうすけ）

【背景】中心静脈カテーテル（Central Venous Catheter, CVC）は、長期的に血管内ルートを確保し、大量輸液、薬剤投与、中心静脈圧測定、
静脈血採血などを目的に使用される有用なデバイスであるが、その反面、血流感染症の大きなリスクにもなる。感染管理認定看護師は、こ
の有用性の高いデバイスを安全に使用できるよう環境を整え、医療の質の維持と向上に貢献する役割がある。ただ、これまでの関わりは、
知識と技術を伝え評価と提案を繰り返すこと、スタッフが扱うデバイスに間接的に関わることが中心であった。そのため、特定行為研修に
より得た知識と技術を用いることで、感染率を低値であり、かつクリティカルな合併症が少ない PICC（Peripherally Inserted Central Cathe-
ter）の活用を推進すること、また中心静脈カテーテル関連感染症が疑われる場合、直ちにソースコントロール（CVC 抜去）を行うことなど、
より直接的に関わることを目指した。【内容】筆者はこれまでに PICC 挿入は 600 症例、CVC 抜去は 500 症例以上、病状の範囲内として実施
してきた。これらの医行為を看護師が行うことは、まず安全な医行為であることが大前提である。当院では血液疾患例において PICC の合
併症の比較を行ったところ、CLABSI（Central Line-Associated Bloodstream Infection）を含む刺入部 痛、閉塞、血栓症など PICC 挿入に
伴うイベントによる抜去については、医師と看護師間で差は認めなかった。また、感染症診療にも貢献できる可能性もあるが、病状の範囲
内であるかの判断は、手順書には記載されない内容や予後について検討する必要がある。さらに行為を実施する以外にも、医師を支援する
中で血管内カテーテル感染対策について説明することもあるが、実際の医行為の過程で説明することは、より効果的であると感じている。

【結果】特定行為研修にて得た知識と技術を用いて直接的に関わったことで、PICC の払い出し量は増加したが、PICC 以外の中心静脈カテー
テルは PICC へ置き換わってはいない。しかしながら、サーベイランスにおいて CLABSI 感染率は減少しており、患者の不利益は減少し、
医療の質は向上していると評価する。また、収益性やタスクシフトにも貢献できていると言え、これらの効果を可視化することは、感染制
御活動に協力を得やすい環境を形成すると考えられる。【結論】特定行為を活用し、直接的に血管内カテーテル管理に関わることは、PICC
の活用に有用であり、時に感染症診療にも寄与できる。また、特定行為は単に PICC 挿入や CVC 抜去の実施だけでなく、血管内カテーテル
感染対策の周知や遵守への効果的な介入を可能とし、医療の質の維持と向上に貢献できると考えられる。さらに、他にも多くのメリットが
伴う可能性もあるが、感染管理認定看護師の多くは少数精鋭で、業務負担の増加と質の担保は課題であり、組織的な支援と個人のセルフマ
ネジメントが重要である。
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シンポジウム5
SY5-1 劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症の疫学に関するアップデート

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症サーベイランス研究部
神垣 太郎（かみがき たろう）

劇症型溶血性レンサ球菌感染症（streptococcal toxic shock syndrome、以下 STSS という）は、病状の進行が急激かつ劇的で、発病から数十
時間以内にショック症状、多臓器不全、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）、壊死性筋膜炎などを伴う、致命率の高い感染症であり、感染症発生
動向調査事業による感染症サーベイランスにおいて 5 類感染症全数把握疾患に位置づけられている。STSS の起因菌は β 溶血性レンサ球菌
であり、細胞壁多糖体抗原性に基づいて A 群、B 群、C または G 群などが知られている。明確な季節性を持たず毎月 50-100 例が報告される
が、年ごとでみると 2010 年代は一貫して増加している。さらに 2023 年には約 950 例が報告されて過去最多となった。また 60 歳以上が報告
された症例の 50％ を超えている。病原因子である M タンパクをコードする遺伝子 emm1 型である M1 型株のうち UK 系統株が 2011 年以
降に主要な分離系統となっており、同系統株を含めた A 群溶血性連鎖球菌の海外および我が国における動向について文献的な検討を紹介す
る。ここ数年の STSS の増加要因の詳細は不明であるが、報告された STSS の疫学的特徴について我が国の発生動向のデータを用いて記述
しながら概説し、A 群溶血性レンサ球菌による STSS への対応について議論したいと思う。

シンポジウム5
SY5-2 劇症型レンサ球菌感染症の病態解明に向けた臨床-基礎共同研究

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 感染症制御研究部
竹本 訓彦（たけもと のりひこ）

劇症型レンサ球菌感染症（STSS）は A、G、B 群レンサ球菌により引き起こされる致死率 30％ 程度と極めて重篤な感染症である。初期症状
としては発熱、腫脹、四肢の 痛などが多いが腹痛などを主訴とする症例もあり、初期症状からの判断は困難である。診断マーカーも存在
しないため、治療開始が遅れることが多い。また、極めて進行が速く、歩行来院した患者が 48 時間以内に亡くなるケースも散見される。こ
のようなケースでは、体内で、分単位で菌が旺盛に増殖している。2010 年まで日本での症例報告数は年間 100 件程度で原因菌は主に A 群レ
ンサ球菌であったが、2010 年以降 C/G 群レンサ球菌による高齢者での症例が急増し、2019 年には 900 症例近くが報告された。2020-2022
年は COVID-19 の影響で減少したが 2023 年後半から A 群レンサ球菌による 50 代以下での症例が急増している。A 群レンサ球菌は基礎疾
患のない比較的若い年齢でも重篤な STSS を引き起こすのが特徴であり、コロナ以降の急増は懸念すべき状態で、早期の原因解明と対策が
求められる。我々は STSS の病態形成機構を明らかにするためには、非侵襲性感染・非劇症型侵襲性感染・劇症型感染の全てを対象として、
実際の感染症の起こっている場所、すなわち患者の感染叢で何が起こっているのか？を観察し、比較する必要があると考えた。加えて、宿
主側の状態や遺伝因子の違いが病態形成に関わり、細菌を特徴づける（選択する）可能性も考えられるため、細菌側の特徴と患者側の特徴
を合わせて解析していく必要がある。これらのコンセプトのもと、我々は現在、臨床現場を出発点とした基礎研究を実施している。本発表
では、我々が行っている臨床観察研究について、分離された細菌の解析を中心に紹介する。
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シンポジウム5
SY5-3 劇症型A群レンサ球菌感染症の臨床的特徴～国内外における動向を踏まえて～

東邦大学医学部 臨床検査医学講座1）、東邦大学医学部 微生物・感染症学講座2）、東邦大学医療センター大森病院 臨
床検査部3）

吉澤 定子（よしざわ さだこ）1,2,3）

A 群溶血性レンサ球菌（Group A Streptococcus pyogenes；GAS）による劇症型レンサ球菌感染症（Streptococcal toxic shock syndrome；
STSS）は、1987 年に米国で最初に報告され、日本においては 1992 年に初めて報告されたが、死亡率は約 30％ と高く、「人食いバクテリア」
などとメディアでは呼称され近年話題となっている。GAS は細胞表面に T タンパク、M タンパク等を有しており、これらの血清型別によっ
てさらに分類されるが、M タンパクをコードする遺伝子（emm）配列により 100 種類以上の型に細分化される。M タンパクは病原因子とし
て知られ、分離株の M 型別を行うことは病因との関連を知る上でも重要である。STSS 患者からは、T タンパクの血清型では T1 型、M
タンパクの血清型で M1 型、すなわち M1T1 型が最も多く分離される。GAS 感染症のほとんどは咽頭炎や皮膚の蜂窩織炎などの感染症にと
どまるが、まれに無菌部位に侵入し、STSS などの重篤な疾患を引き起こすことがある。STSS の初期症状としては、発熱や悪寒などの風邪
様の症状、四肢の 痛や腫脹、創部の発赤などが見られる。発症からの病状の進行は急速かつ激烈で、発病後数十時間以内には軟部組織壊
死、急性腎不全、ARDS（急性呼吸窮迫症候群）、DIC（播種性血管内凝固症候群）、多臓器不全などを引き起こし、死亡率は約 30％ 程度と
される。なお、咽頭炎とは異なり、STSS の場合は 30 歳以上の成人例が中心となる。感染症法における第 5 類感染症の全数把握疾患であり、
届け出基準：1）無菌的な部位からの β 溶血性レンサ球菌の検出、2）ショック症状、3）肝不全、腎不全、ARDS、DIC、軟部組織炎、全身
性紅斑性発疹、中枢神経症状のうち 2 つ以上、を満たす場合に 7 日以内に最寄りの保健所に届け出る必要がある。厚生労働省の報告では、
2024 年第 1～52 週までの STSS 症例報告数は 1,888 例であり、1999 年に感染症発生動向調査を開始して以降最も多い届出数となっている。
2022 年に英国において猩紅熱と侵襲性レンサ球菌感染症が急激に増加し、解析の結果従来の M1 型から 27 塩基変異（SNPs）した新たな M
1UK 系統株の分離頻度が増加していることが判明した。M1UK 株は 2008 年に発生が認められたが、英国での流行後世界中に急速に広がり、
欧州、北米、豪州等では M1 型の中で主要な分離系統となっている。M1UK 系統株は、従来の M1 型株（以下、従来株）と比較し、発赤毒
素の産生量が約 9 倍多く、伝播性も高いとされている。日本においては、2024 年 6 月時点で収集された STSS 由来 GAS 377 株のうち、M
1 型は 59％ を占め、そのうち 88％ が UK 系統株であった。本講演では、近年の動向を踏まえた STSS の臨床的特徴について概説する。

シンポジウム5
SY5-4 病院内、特に入院病棟におけるA群溶連菌感染症の感染対策について

公益財団法人がん研究会 がん研有明病院
羽山ブライアン（はやま ぶらいあん）

A 群溶連菌感染症は軽症なものから致死的な重症例に至るまで取りうる病像の幅が広い疾患ですが、その大半が市中発症の形で遭遇するも
ので、ICU で管理するような重症例もその発症そのものは市中であることがほとんどです。一方で、ヒトからヒトに伝播しやすい特徴を持
つ病原体ですので、ひとたび入院患者となった場合には院内感染対策についての視点も必要となってきます。また、頻度は決して高くはな
いものの、実際に病棟内でのアウトブレイクを生じた報告も一つや二つではありません。当院で生じたそのうちの一つの事例を紹介しつつ、
A 群溶連菌の院内感染対策についてお話ししようと思います。
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シンポジウム6
SY6-1 なぜ感染症の創薬促進が必要なのか。～日本における感染症創薬の現状と課題、そ

の解決策～
ヤスビオファーマ・コンサルティング
俵木 保典（たわらぎ やすのり）

厚生労働省は、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品
等（MCM）の利用可能性を確保することが必要な感染症として重点感染症を指定した。この中には、新たな治療薬の開発が必要なものが含
まれており、薬剤耐性菌による感染症は、その一例である。薬剤耐性については、国がアクション・プランを策定し、2016 年から対策を強
化してきており、その成果については、今年 3 月に厚生労働省が公表した薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書 2024 に示されている。同
報告書によると、日本におけるヒト用抗菌薬の販売量に基づいた抗菌薬使用は年々減少しており、適正使用の浸透が窺える。一方で、院内
感染症による推定死亡者数は、横ばい・増加傾向にあり、既存抗菌薬の適正使用の推進だけでは、この問題は解決しないと考えられる。こ
のような背景の下、感染症創薬の必要性については、上述の薬剤耐性（AMR）アクション・プランの戦略 5.6 として「抗微生物薬の持続的
な開発、安定供給の強化」が示されており、また、昨年改定された新型インフルエンザ等政府行動計画にも厚生労働省、健康・医療戦略推
進事務局の役割として、感染症危機対応医薬品等（MCM）や治療法の研究開発を推進し、支援することが求められている。しかしながら、
日本における感染症領域の研究開発力については、1980 年代・90 年代に多くの新規抗菌薬を創製したものの、近年は低下傾向にあり、例え
ば、新規抗菌薬の上市数は年々減少している。また、感染症領域における公表論文数も、他の領域に比べ著しく低くなっている。この理由
としては、新規創薬ターゲットの枯渇といった科学的な困難さもあるが、経済的な困難さにより創薬エコシステムが機能不全に陥っている
ことも大きな要因である。特に抗菌薬領域においては、前述のように適正使用の推進により薬剤の使用量が限られ、また新薬の上市数も減
少し、さらに既存薬の薬価改定もあいまって市場規模の縮小が著しい。また、いつ感染拡大が起こるのかを予測することは困難であり市場
規模の予見性も乏しいことから魅力に欠け、多くの製薬企業が本領域の研究開発から撤退している。本講演では、このような日本における
感染症創薬の現状を振り返るとともに、感染症創薬エコシステム再活性化の方策、特に再活性化の起点となり、市場の魅力度をアップさせ
るプル型インセンティブについて解説する。

シンポジウム6
SY6-2 感染症創薬はなぜハードルが高いのか

塩野義製薬 創薬疾患研究所
山野 佳則（やまの よしのり）

感染症創薬を検討する上で、薬剤耐性（AMR）は避けては通ることのできない重要な課題である。ウイルス、細菌、真菌、原虫など種々の
感染を引き起こす病原体において薬剤耐性の克服はグローバルヘルスにおける大きなアンメットメディカルニーズとなっている。本講演に
おいては、薬剤耐性細菌を題材とし、薬剤耐性菌に対する新規抗菌薬を創製する上での課題について紹介したい。
ここ数年は、世界的な規模で、多剤耐性菌の増加が大きな課題と認識されており、WHO はカルバペネム系抗菌薬を含む多剤に耐性を示すグ
ラム陰性菌に対する抗菌薬の枯渇を最重要な課題として捉え、警鐘を鳴らし続けている。ここ 10 年以上にわたって世界各国政府により
AMR アクションプランとして新規抗菌薬の開発を促す諸々の施策は試みられているものの、多くの製薬会社が感染症領域から撤退する状
況は続いており、依然として新規抗菌薬の枯渇は大きな課題となっている。薬剤耐性菌に対して有効な新規抗菌薬の創薬を継続的に進める
上では、サイエンス面とビジネス面の課題を挙げることができる。サイエンス面からみれば、新たな作用機序を有する薬剤やバクテリオ
ファージのような新たなモダリティを有する治療薬の創製の難しさを挙げることができる。アカデミアを含めて数多くの試みがされ、候補
化合物の報告は数多くあるものの、承認取得まで至ったケースは皆無である。また、臨床試験の難しさも課題として挙げることができる。
薬剤耐性菌の出現頻度は必ずしも高いものではなく、地域差も大きく見られており、一国で臨床試験を完遂することは不可能な状況となっ
ている。そのようなグローバルでの臨床試験を進める上で、薬剤耐性菌に対する効果を検証するための臨床試験の実施も課題となっており、
米国、欧州、日本のような複数の審査当局との合意を得る必要性があることも課題として挙げられる。
このようなサイエンス面の課題に加えて、ビジネス面の課題があるのも感染症創薬の難しさを増大させている大きな原因と言える。感染症
治療薬は一般的に急性感染症に使用されるケースが多く、使用期間は限定的となっている、また、新たな耐性菌の出現を抑制する適正使用
を推進するためにも、その使用は限定的なものとならざるを得ない。このような背景のために、薬剤耐性菌に対する治療薬というニーズは
あるもののその使用機会は限定的なものとなるために、企業にとっては魅力の少ない疾患領域となっている。さらに、耐性菌の出現数を予
測することは容易ではないため、供給量の予測が立てにくいこともビジネス面での大きな課題と言える。上記したようなサイエンス面及び
ビジネス面の課題克服が感染症創薬において必要なことを本講演では紹介したい。
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シンポジウム6
SY6-3 感染症創薬を政策として推進するために―シンクタンクの視点から

日本医療政策機構1）、AMRアライアンス・ジャパン2）

河野 結（こうの ゆい）1,2）

かつて我が国において、感染症は主要な死因であった。特に結核はその代表例であり、1943 年には結核死亡率（人口 10 万人対）が 235.3
にまで達していた。その後、国全体の衛生環境の改善、ワクチンや抗菌薬等の医薬品開発、検査機器や診断技術の進歩等が相まって、1947
年には死亡率が 187.2 に減少し、2023 年には 1.3 まで低下した。現在、結核を含む感染症全体（感染症及び寄生虫症）の死亡率は 20 程度に
抑えられており、これは我が国の医療政策の大きな成果の 1 つである。
しかし、感染症は決して遠い過去の課題ではない。グローバル化や気候変動が影響し、感染症が国境を越えて拡大するリスクはむしろ高まっ
てさえいる。特に日本が位置する西太平洋・アジア地域は、気候変動の影響を受けやすいと考えられており、我が国で感染症研究が果たす
べき社会的な役割はさらに拡大していくといえる。
その反面、感染症研究や関連政策には構造的な課題が残る。例えば、2025 年 4 月時点で感染症専門医の認定者数は全国で 1876 名に留まり、
感染症指定医療機関のうち常勤の専門医が在籍する施設は全体の 35％（144 施設）に過ぎない。創薬を含む感染症研究等の専門的な対応に
十分な時間や人材を確保することが難しい現状がある。
感染症のなかでも、薬剤耐性（AMR：Antimicrobial Resistance）は注目すべき課題である。2024 年には AMR に関する国連総会ハイレベル
会合が開催された。加盟国等による議論を経て、全会一致で AMR 対策に関する政治宣言が採択された。宣言のなかでは感染症創薬の重要
性も指摘されており、私たちは国際社会の一員としても AMR 対策、感染症創薬を前進させる必要がある。2025 年は非感染性疾患（NCDs：
Noncommunicable Disease）に関する国連総会ハイレベル会合も予定されているが、NCDs 政策としても AMR 対策の必要性が議論されてい
る。AMR 対策や感染症創薬は、疾患横断的な課題であり、保健医療制度の根幹を支えているのだ。
筆者が所属する日本医療政策機構（HGPI）や AMR アライアンス・ジャパンは、非営利・独立・超党派の医療政策シンクタンクとして、中
立的な立場から多様なステークホルダーを結集し、市民主体の医療政策の実現を目指してきた。今回は、患者・当事者の声の収集や、投資
家との連携強化、大学等と協働した次世代育成等、従来の創薬や医療の枠組みを超えた疾患横断的、領域横断的な取り組みを中心に共有す
る。また、政策シンクタンクの立場から今後の政策の選択肢や方向性についても考えたい。

シンポジウム6
SY6-4 感染症創薬支援の現状―創薬ブースター事業におけるアカデミア創薬研究支援活

動について―
日本医療研究開発機構 創薬事業部 創薬企画・評価課 東日本統括グループ
藤江 昭彦（ふじえ あきひこ）

国際的な課題である薬剤耐性（AMR）に対し、日本では「薬剤耐性（AMR）アクションプラン 2022-2027」が策定され、普及啓発・教育、
動向調査・監視、感染予防・管理、抗微生物剤の適正使用、研究開発・創薬、国際協力の 6 分野で目標が設定されている。AMED は、この
プランの実現に向け、創薬研究開発支援で中心的役割を担うことになっている。一方、薬剤耐性菌に対する新薬開発はビジネス的な優先順
位が低いため、日本の製薬企業を含め世界の多くの企業が、新規抗菌薬の研究開発から撤退している。そのため、抗菌薬の研究開発を活性
化するには、研究開発費用を支援する「プッシュ型インセンティブ」と事前買取制度や市場・需要形成支援などを行う「プル型インセンティ
ブ」の二つの仕組みをいかに魅力ある内容にし、効果的に組み合わせるかが、将来のサイレントパンデミック対策にとって重要な となる。
そのような状況下、日本医療研究開発機構（AMED）は、2025 年 4 月から始まった第 3 期中長期計画において、8 つの統合プロジェクトの
一つに新たに「感染症プロジェクト」が加わった。このプロジェクトを通じて、国立健康危機管理研究機構（JIHS）や政府関係機関との連
携を強化しながら、感染症有事への対応能力向上を目指す。演者が担当している「創薬総合支援事業（創薬ブースター）」は、標的検証の初
期段階の創薬研究から実用化を目指し、研究計画、知財戦略や研究戦略の策定、技術的な問題解決、連携機関との調整などを創薬研究の専
門家の創薬コーディネーターが研究者に伴走しながら総合的にサポートするものである。この「創薬ブースター型伴奏支援」を中核に、新
設された「感染症プロジェクト」として実施される「新興・再興感染症 基盤創生事業 多分野融合研究領域」、「新興・再興感染症に対する革
新的医薬品等開発推進研究事業」や革新的先端研究開発支援事業の「AMED-CREST 事業 感染症研究基盤の構築」と緊密に連携し、アカデ
ミアや公的研究機関から生み出される感染症創薬シーズの実用化にこれまで以上に強力に推進することが求められている。本シンポジウム
においては、演者が担当している創薬ブースター事業における感染症創薬研究に対する支援の現状と課題、そして、その課題を解決するた
めの演者の考えを述べたい。
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シンポジウム7
SY7-1 非結核性抗酸菌症の最新の疫学動向

慶應義塾大学医学部 感染症学教室1）、慶應義塾大学病院 感染制御部2）、慶應義塾大学病院 臨床感染センター3）

南宮 湖（なむぐん ほう）1,2,3）

【背景】非結核性抗酸菌症（NTM）は感染症法の届出対象外であり、報告義務がないため、その疫学的実態は長年にわたり不明確であった。
筆者らは 2014 年に、日本呼吸器学会認定施設を対象とした全国調査（対象：884 施設、回収率 62.3％）を実施し、肺 NTM 症の罹患率を 14.7
人/10 万人年と推定し、公衆衛生上、重要な呼吸器感染症であることを明らかにした（Namkoong H, et al. EID 2016）。【目的】今回、肺 NTM
症の最新の疫学動向を明らかにするため、約 10 年ぶりに全国規模の調整を実施した。また、近年注目される播種性 NTM 症の実態について
も検討を行った。【方法】2024 年度、AMED 事業の一環として、全国の医療機関を対象にアンケート調査を実施した（実施期間 2024 年 8
月-9 月）。対象施設数は 789 施設であり、調査項目には新規肺 NTM 症患者数、新登録結核患者数、主要 NTM 菌種の内訳などを含めた。

【結果】本調査の回収率は 37.4％（295/789 施設）であり、2014 年の全国調査と比較して低下した。調査回答施設における新登録結核患者数
は 3,400 例であったのに対し、新規診断された肺 NTM 症患者数は 6,925 例であった。結核の統計値（8.1 人/10 万人年）を基に推定すると、
肺 NTM 症の最新の罹患率は 16.5 人/10 万人年と算出された。肺 NTM 症の中で最も多かったものは肺 MAC 症であり、全体の 85.6％ を占
めた。一方で、肺 M. abscessus 症は 6.1％ と、既に肺 M. kansasii 症（2.5％）を上回る頻度となっていた。【結語】今回の全国調査により、
肺 NTM 症の罹患率は依然として上昇傾向にあり、公衆衛生上の課題となっていることが明らかなとなった。また、肺 M. abscessus 症の増
加は喫緊の課題となっている。今後は、より高精度かつ医療現場に負担のかからない継続的な疫学調査が求められる。

シンポジウム7
SY7-2 迫る非結核性抗酸菌症の脅威：検査と診断基準のアップデート

京都第二赤十字病院1）、京都府立医科大学 感染制御・検査医学2）、京都府立医科大学附属病院 臨床検査部3）、京都府
立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学4）

○山本 千恵（やまもと ちえ）1,2）、貫井 陽子2）、山田 幸司3）、谷野 洋子3）、塩津 伸介1）、
野口 進1）、中川 裕太2）、古川恵太郎2）、濱島 良介2）、山野 哲弘2）、稲葉 亨2）、
髙山 浩一4）

本邦における非結核性抗酸菌（Non-tuberculous mycobacteria：NTM）症は増加の一途を辿っており、2017 年時点では肺 NTM 症の人口 10
万人あたりの罹患率が 19.2 となり、2007 年と比較し 3 倍以上に上昇している。さらに罹患率だけでなく死者数も増加しており、2020 年以降
は結核による死者数を上回る状態が続いている。今日、NTM 症はもはや common disease といっても過言ではなく、日常診療で遭遇する機
会の多い感染症である。またマクロライド系をはじめとした多数の抗菌薬に耐性を示し、治療に難渋することの多い Mycobacterium absces-
sus species（MABS）の増加も重要な課題である。肺 NTM 症においてはやせ、高齢、空洞を有する例、赤沈亢進、男性などが予後不良因
子として知られ、かつ治療開始後の菌陰性化が予後改善と関連するとされる。本邦における化学療法における見解（2023 年改訂）でも空洞
を有する例、喀痰抗酸菌塗抹陽性例などでは注意深い経過観察（watchful waiting）よりも治療開始が推奨されており、重症化・難治化する
前の「早めの診断、早めの治療導入」が重要となっている。このような状況を踏まえ、昨年本邦における肺 NTM 症診断に関する指針が 16
年ぶりに改訂された。主な改訂のポイントとしては、従来の診断基準に加え抗 GPL-core IgA 抗体および胃液を用いた暫定的診断基準が追加
されたこと、菌種同定について質量分析などの新たな検査方法の注意事項が追加されたことなどがある。さらに今年に入り抗酸菌検査ガイ
ド 2025 も発行された。こちらも NTM に関する記載が大幅に追加され、かつ質量分析に加え最新の薬剤耐性検査や遺伝子検査についても言
及されている。暫定的診断基準の追加は、これまで臨床的に肺 NTM 症が疑われながら既存の診断基準を満たせなかった例に対する診断、
治療導入において有用である。また質量分析や最新の薬剤耐性検査、遺伝子検査の導入は MABS をはじめとする難治性 NTM 症や希少菌種
症例の診療において、より迅速かつ的確な診断、抗菌薬選択を可能にする。本講演では市中病院に勤務する呼吸器内科医としての立場より、
自験例、とくに診断や治療に難渋した例も交えながらこれらの NTM の最新の検査の活用法を具体的に紹介する。
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シンポジウム7
SY7-3 非結核性抗酸菌の感染源：浴室と自然環境

複十字病院 呼吸器センター
森本 耕三（もりもと こうぞう）

非結核性抗酸菌（NTM）は環境中に広く分布する菌群であり、現在までに 200 種以上が同定されている。中でも肺感染症である肺非結核性
抗酸菌症（NTM-PD）は、近年その罹患率が世界的に上昇傾向にあり、我が国においても 2017 年の調査で 19.2/10 万という罹患率が報告さ
れている。主要な起因菌は Mycobacterium avium および M. intracellulare であり、これらは総称して MAC（M. avium complex）と呼ばれ
る。加えて、従来は稀とされていた M. abscessus subspecies の検出頻度も増加傾向にある。臨床的には、中高年の痩せ型女性に多く発症し、
推奨される多剤併用療法を行っても治療成功率は約 70％ に留まる。さらに、治療成功後の再発率は約 40％ と高く、そのうちの 75％ は再感
染であることが報告されている。このことから、宿主因子、環境因子、菌因子に関する包括的な研究の必要性が指摘されている。我々は、
NTM 症の疫学的背景をベースとして、菌種別の環境因子に着目した研究を実施している。過去の報告では、M. avium は主に東日本、M. in-
tracellulare は西日本に多いとされていたが、その後の環境調査により、M. avium は家庭内の浴室、特に給湯口周辺から高頻度で検出される
ことが判明した。我が国における広範な入浴習慣を踏まえると、浴室が主要な感染源である場合、M. avium 症は全国的に均一に分布してい
る可能性が示唆された。この仮説を検証するため、レセプトデータと菌種別分布データを統合解析した結果、M. avium は全国的に比較的均
一に分布していることが確認された。この知見に基づき、浴室環境における感染実態のさらなる解明を目的とした調査を進めている。現在
までに、200 例以上の NTM 症患者に対し入浴前の浴槽水を解析し、約 3 割の症例で NTM 陽性が確認された。さらに、検出された菌種の多
くは M. avium であり、これらの患者は再発率が高く、自然陰性化しにくい傾向がみられている。さらに M. intracellulare は家庭環境からは
分離されないことから、バイオエアロゾルや土壌との関連に注目して検討を行っている。環境因子に着目した研究を発展させ、NTM 症の罹
患率低下につながる新たな予防戦略の確立を目指している。

シンポジウム7
SY7-4 非結核性抗酸菌感染症に対する宿主反応

東邦大学医学部 微生物・感染症学講座
梶原 千晶（かじわら ちあき）

近年、非結核性抗酸菌（nontuberculous mycobacteria；NTM）による感染症が世界的に増加している。NTM とは、抗酸菌の中で結核菌群
とらい菌を除いた菌群の総称であり、中でも M. avium complex（MAC）は、肺 NTM 症の原因菌のおよそ 9 割を占める。肺 MAC 症は、
通常、菌が環境から宿主に侵入することで始まる。ほとんどの場合、健康な宿主はこれらの菌を制御し排除できるが、一部の宿主では感染
が慢性的に進行し、重篤な症状や肺組織障害を引き起こすことがある。この背後には、宿主の免疫応答、微生物の生態学的特性、および環
境要因の複雑な相互作用が関与している。
このような背景のもと、宿主因子をターゲットとした効果的な治療法の探索を目的として、マウスモデルを用いた基礎研究も試みられてい
る。一般的に用いられている BALB/c や C57BL/6 系統のマウスに病原性を有する MAC を感染させると、免疫機能は正常であるにもかかわ
らず各種臓器で菌が増殖し、ヒトの病態を模したモデルとして解析が可能である。MAC 全身感染モデルマウスでは脾臓などで菌数が増え、
免疫抑制機能をもつ細胞が出現し病態形成に関わることが報告されている。他方、肺 MAC 症モデルマウスにおいても肺で菌が増殖し、そ
の後、脾臓や肝臓、さらには胸腺といった臓器にまで播種することが確認されている。抗酸菌が増殖の場として利用するのは、本来、微生
物を貪食殺菌する機能を持つはずのマクロファージである。結核菌に感染したマクロファージは、細胞内に多量の脂肪滴を形成した泡沫化
細胞に変化することが知られている。炎症性サイトカインや酸化ストレス、脂肪酸の過剰な取り込みが泡沫化を誘導し、これらは殺菌能が
低下しているため、結核菌の増殖を許す。MAC 感染においても泡沫化マクロファージが病態形成に関わるという知見が集まりつつある。
本発表では、肺 MAC 症の慢性化における宿主側の要因、特にマクロファージの機能変化について、研究成果を含めて概説する。
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シンポジウム7
SY7-5 M. abscessus subsp. massiliense の院内感染の実態と感染経路に関する検証

大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座1）、結核予防会結核研究所 抗酸菌部2）、酪農学園大学 獣医学研究科3）、
国立感染症研究所 ハンセン病研究センター 感染制御部4）

○小宮 幸作（こみや こうさく）1）、山末 まり1）、山谷いずみ2）、能田 淳3）、
吉田 光範4）、御手洗 聡2）

非結核性抗酸菌は、結核と異なりヒトからヒトへの感染はないと認識されている。しかし、2013 年、M. abscessus subsp. massiliense（M.
massiliense）の嚢胞性線維症患者におけるヒト－ヒト感染が懸念される調査結果が報告された。我々は、大分県内の長期療養病棟において、
嚢胞性線維症以外、すなわち神経筋疾患を基礎とした人工呼吸器依存性の気管切開患者 52 名から M. massiliense を検出したことに経験し
た。水道設備や空気中からサンプルを採取し、検出された M. massiliense を 52 名から分離された株とともに全ゲノム解析を行った。また、
患者のこれまでの病棟移動についても情報を収集し、接触機会の有無について検証した。結果として、M. massiliense は水道設備からは検出
されなかったが、当該患者の病室近傍のエアーサンプルから検出した。系統解析では、殆どの株が 25 single nucleotide polymorphisms

（SNPs）以内の違いであり、個々が環境から感染したことより、患者間において感染した可能性が示唆された。また、M. massiliense を検出
した患者は、過去に全例で直接または間接的に接触の機会があった。環境調査によって得た株を含めた全ゲノム解析によって、人工呼吸器
依存性の非嚢胞性線維症患者においても院内伝播が生じる危険性が示された。水道設備から検出されず、エアーサンプルのみから検出され
た結果から、エアロゾルによる感染経路などが考慮された。このような気管切開患者における同菌の検出は、国内の他の施設からも散発的
に見られている。しかし、全国規模での調査は行われたことがない。そのため、日本重症心身障害学会、日本重症心身障害福祉協会、国立
病院機構、日本感染症学会の協力を得て全国調査を実施した（AMED 支援事業）。複数の協力機関から集団検出が確認されており、現在は
該当する施設への環境調査および分離株の全ゲノム解析を実施している。本シンポジウムでは、これらの全国調査結果を紹介するとともに、
M. massiliense の伝播経路ならびに感染対策の可能性について議論する。

シンポジウム8
SY8-1 分子疫学的根拠に基づいた効率的な院内感染対策のための菌株全ゲノム解析タイ

ムリーフィードバック手法とその可能性
東邦大学医学部 微生物・感染症学講座
青木弘太郎（あおき こうたろう）

薬剤耐性菌の院内伝播および院内感染は、患者安全ならびに医療経済を脅かす重要な問題である。伝播ルートの遮断が感染対策の基本であ
ることから、病棟スタッフは耐性菌の院内伝播を防止するために手指衛生や標準予防策を日常的に行い、院内感染対策チームはそれらの教
育ならび啓発、時には監視を行っている。それでも、しばしば院内伝播・院内感染は発生する。
例えばある病院の病棟で MRSA の分離頻度が上昇したことが判明したとする。しかし、その話題となっている MRSA 菌株が「院内伝播」な
のか「市中からの持ち込み」なのかを臨床情報や「現在の」微生物検査室の検査結果から区別することは容易ではなく、その判断を支える
根拠に乏しいことが多い。したがって、MRSA の分離頻度が上昇し院内伝播発生の可能性のある病棟について、いわゆるバンドルによる感
染対策の強化が指示されるなどといった、「広域な」対策が行われる。
日常的に MRSA が分離される状況において、分子疫学的根拠に基づかない感染対策の強化の指示は、病棟スタッフの納得感が得られにく
く、疲弊につながる可能性もある。仮に話題の MRSA が「市中からの持ち込み」であった場合、強化された感染対策は空振りに終わること
になる。「市中からの持ち込み」だろうと高を括っていると、実際には「院内伝播」であり、対策が後手に回ってしまった、ということにな
る可能性もある。ここで、菌株伝播の分子疫学的根拠をタイムリーに現場スタッフへフィードバックすることができれば、伝播ルートを絞
り込むことで「狭域な（効率的な）」感染対策の実施が可能になると考えられる。
演者らのグループでは、対象株を逐次的に全ゲノム解析し、連続的な分子系統解析（ここではコアゲノム中にある一塩基多型に基づいた、
最高解像度の解析：cgSNP 解析）を行い、その結果を現場へタイムリーフィードバックするためのコンセプト：Tracking Antimicrobial Re-
sistant Organisms Timely（TAROT）を提案し、病院の微生物検査室で実施可能なワークフローを開発した。その性能を MRSA 34 株を用
いて確認したところ、実績のある方法に対して正確性を維持しつつ、菌株から分子系統解析までを 6 時間以内に完了できることがわかった

（Aoki K, et al. 2025. JAC Antimicrob Resist 7：dlaf069.）。
本講演では、TAROT が「将来の」効率的な院内感染対策へ貢献する可能性を中心にお話したい。
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シンポジウム8
SY8-2 全塩基配列決定で明らかになった薬剤耐性緑膿菌の伝播要因に基づく対策―

PFGEによる多剤耐性緑膿菌対策からの転換―
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 看護部 院内感染管理室1）、国立看護大学校 研究課程部 感染
管理看護学2）

○窪田 志穂（くぼた しほ）1）、西岡みどり2）、森 那美子2）、網中眞由美2）

当センターでは長年、多剤耐性緑膿菌の感染対策に苦慮してきた。院内伝播が疑われた際は pulsed field gel electrophoresis（PFGE）により
同一株を推定していた。その株を伝播したと考えられた手指衛生不足、吸引に使用した個人防護具の不適切な取り扱い、洗面台の汚染への
対策を講じていた。しかし、その後も多剤耐性緑膿菌の伝播が続いていた。そこで、20 年間の 2 剤耐性緑膿菌保存菌株の全塩基配列決定を
行い、同一株を推定した。PFGE で同一株と推定していた株がそうでなかったり、伝播が想定されていなかった株同士が同一株であったり
していたことが判明した。その結果に基づいて、伝播要因を推定しなおしたところ、マウスケアが最も重要な要因であることを明らかになっ
た。そこで、重症患者のマウスケア物品を単回使用にした。その後、多剤耐性緑膿菌の検出件数が激減した。

シンポジウム8
SY8-3 ESBL産生菌の院内伝播の実態解明と感染対策

京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学1）、京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部2）

津田 裕介（つだ ゆうすけ）1,2）

薬剤耐性菌は、世界的な公衆衛生上の喫緊の課題である。薬剤耐性菌による感染症は、薬剤感受性菌によるものに比べて死亡率が高く、2050
年にはがんによる死亡者数を上回る可能性が指摘されている。薬剤耐性菌の拡散を防ぐためには、抗菌薬の適正使用に加え、適切な感染対
策の徹底が強く求められている。感染対策が必要な薬剤耐性菌には、Extended-spectrum β-lactamase（ESBL）産生腸内細菌目細菌（EPE）
やカルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）などがあり、米国疾病予防管理センター（CDC）のガイドラインでは、これらの菌が検出され
た患者に対して接触感染対策を行うことが推奨されている。
2019 年から 2024 年の間、日本において第 3 世代セファロスポリン耐性（3GCR）腸内細菌目細菌の検出頻度は増加しており、その大部分を
EPE が占めている。EPE は、特定のクローンの拡散や、プラスミドを介した ESBL 遺伝子の水平伝播によって拡大する。EPE への接触感染
対策が実施されているにもかかわらず、日本国内のみならず世界的に検出率が上昇している。
EPE に対する一律の感染対策が本当に必要かどうかについては議論がある。2012 年には、ESBL 産生肺炎桿菌が ESBL 産生大腸菌よりも環
境汚染の頻度が高いと報告された（PMID：22325483）。また 2018 年には、ESBL 産生大腸菌の院内での伝播能力が、ESBL 産生肺炎桿菌の
約 1/4 にとどまるという報告がオランダからなされた（PMID：29020273）。さらに、ESBL 産生大腸菌は市中や家庭内での拡散がより重要
であるという指摘もあった（PMID：30641228）。これらの知見から、EPE に対して一律に接触感染対策を講じるのではなく、菌種に応じた
対策の必要性が示唆されている。
近年では、院内伝播の実態把握において、全ゲノムシーケンシング（WGS）を用いた分子疫学的手法の有用性が注目されている。WGS は、
菌株間の遺伝的関連性や、プラスミドを介した薬剤耐性遺伝子の伝播メカニズムを詳細に解析可能であり、伝播イベントやアウトブレイク
の高精度な検出、さらには感染源の特定にも有効である。こうした分子レベルでの理解を基に、菌種ごとの特性や伝播経路に応じた、より
効果的かつ精緻な感染対策の構築が期待されている。
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シンポジウム8
SY8-4 MRSAにおけるPOT法を用いた院内感染対策

大阪公立大学医学部附属病院 中央臨床検査部1）、大阪公立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学2）

中家 清隆（なかいえ きよたか）1,2）

＜序文＞
現在、薬剤耐性菌の増加が問題となっており、薬剤耐性菌を伝播させないためには院内伝播の早期発見が重要である。当院では分子疫学解
析 POT 法（PCR-based open reading flame typing）を感染対策に取り入れることで、効率的な感染対策強化を実施してきた。当院における
活用事例およびと有用性とその効果、POT 法を用いた院内伝播判定の問題点に対する取り組みについて報告する。
＜POT 法を用いた院内感染対策＞
当院での POT 法を用いた院内感染対策として、MRSA の POT 法による分子疫学解析を毎週実施し、同一病棟又は診療科より同一 POT
番号の検出があった場合、現場にフィードバックすることにより、迅速に感染対策強化を実施することが可能となった。POT 結果は週に一
度 ICT にて評価し、アウトブレイクの可能性がある場合には、積極的な支援を実施している。アウトブレイク基準についても POT 法の結
果を用いて基準を設定している。
＜効果判定＞
感染対策の評価項目として、黄色ブドウ球菌に占める MRSA 率（MRSA 検出患者数/S. aureus 検出患者数）、病棟内伝播率（同一病棟内で
同一 POT 番号検出数/入院新規 MRSA 患者数）で評価している。POT 法を活用した感染対策の医療経済効果についても、POT 法の実施頻
度を 1 ヶ月毎から 1 週間毎に変更した前後の比較において院内伝播症例数の減少および、医療経済的効果が示唆された。また、POT 法を新
規検出に対して全症例実施することにより病棟横断的な MRSA 検出事例の伝播原因を究明できた。
＜POT 法を用いた院内伝播判定における問題点の取り組み＞
院内伝播判定において POT 法は有用であるが、地域蔓延株の存在により正確な院内伝播判定が困難な場合がある。その問題を解決するため
に、各地域の MRSA の POT 型別検出頻度を調査し、正確に持ち込み判定を行うための検討を開始した。
＜結語＞
院内感染対策における POT 法の活用は院内伝播を可視化させることにより、院内伝播の原因究明や、院内感染対策が正しく実施できている
ことの証明など、院内感染対策上有用であると考える。

シンポジウム9
SY9-1 “気づき”から始まる感染対策―微生物検査室の声をどう届けるか―

国保君津中央病院 医療技術局臨床検査科
加地 大樹（かじ だいき）

医療関連感染を予防し、患者および医療従事者の安全を確保するためには、感染対策を病院全体の取り組みとして実施することが極めて重
要である。その中でも“気づき”は、感染対策における本質的な要素の一つである。現場における些細な異変や兆候にいかに早期に気付け
るかによって、その後の感染拡大の規模は大きく異なり、対応のタイミング次第で感染の広がりを最小限に抑えることも、あるいは重大な
集団感染へと発展させてしまうこともある。“気づき”の質と早さは、感染制御の成否を大きく左右する決定的要因である。微生物検査室は、
感染症の発生兆候に対する“気づき”を最も早期に捉え得る部門であり、検査技師の多くは、検出菌の傾向や病棟ごとの耐性菌検出の変化
といった微細な兆候に日々注意を払い、異常の兆しにいち早く気づいていることも少なくない。しかしながら、これらの情報の伝達方法に
ついては、医療機関ごとに大きな差が存在するのが実情である。アウトブレイクの可能性が疑われた場合に、速やかに臨床現場へ報告を行
う体制を整えている施設もある一方で、すべての検査結果が出揃ってから初めて報告を行う施設もある。感染拡大を未然に防止するという
観点からは、前者のような迅速な情報共有体制が望ましい対応と考えられる。しかしながら、アウトブレイクを疑って報告を行った結果、
後に否定される可能性もあることから、現場では過度に慎重になり、報告のタイミングを逸するケースも見受けられる。このような課題を
打開するためには、医師や看護師など臨床スタッフとのコミュニケーションが不可欠である。平時から円滑な情報共有体制を構築しておく
ことで、臨床側がどのタイミングで検査情報を必要としているのかを微生物検査室が把握しやすくなり、より的確なタイミングでの報告が
可能となる。また、仮にアウトブレイクと判断されなかった場合であっても、感染拡大が生じていなかったという事実を臨床側が前向きに
評価できる体制も重要である。当微生物検査室は、感染症専門医が不在という背景もあり、血液培養の陽性報告などにあたっては臨床医と
直接コミュニケーションを図り、耐性菌検出時は ICT に限らず臨床医や病棟看護師へも積極的に情報を提供し院内感染対策を支援してい
る。これらを迅速に対応するため、微生物検査室では起因菌に対する薬剤感受性試験に迅速法を導入している。また、薬剤感受性試験を実
施していない場合でも、菌数に括らず MRSA、ESBL 産生菌などの多剤耐性菌スクリーニングを実施し、必要に応じて MRSA は POT 法を
用いた遺伝子解析を行うことで、検査結果に付加価値を加えて報告している。本講演では、当微生物検査室における多剤耐性菌スクリーニ
ング体制や遺伝子検査の活用、ならびにアウトブレイクが疑われた際の初期対応について紹介し、フロアの皆様とより実効性の高い感染対
策体制の構築に向けた意見交換を行いたいと考えている。
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シンポジウム9
SY9-2 医師と微生物検査室との緊密なコミュニケーションは良質な感染管理に不可欠で

ある
愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 感染症内科
井口 光孝（いぐち みつたか）

微生物検査室は病原体診断において中心的な役割を担っており、従来から正確な検査結果の提供が求められてきた。現在では感染管理の観
点から「迅速性」の重要性も増しており、正確性を担保しつつ turn-around time を短縮することが重視されている。医師と微生物検査室の
連携は、【検査前】【検査中】【検査後】全てのプロセスで感染管理の質を左右する。

【検査前】には適切な微生物検査が実施されるための準備が重要である。医師は病態に応じた適切な検体を選択し、疑われる病原体や背景情
報を添えてオーダーしなければならない。また、正しい手順で検体を採取・保存し、速やかに搬送する必要がある。例えば、患者に海外で
の濃厚な医療曝露がある場合にその情報が検査室に伝達されることで耐性菌の検出を想定した選択培地が事前に追加できたり、検体採取マ
ニュアルの整備と周知を行うことで不適切な検体の提出を防げたりすることが該当する。

【検査中】は結果の迅速な活用が感染拡大防止に直結する段階である。微生物検査室では結果確定前に“probably”や“possibly”レベルの
暫定情報を把握していることが多く、これを活用すれば初動が加速される。しかし、その情報には信頼度のばらつきがあるため、情報の不
確実性を正確に共有できる信頼関係と双方向のコミュニケーションが不可欠である。

【検査後】では結果の正確な報告と適切な解釈が求められる。略語の使用はコミュニケーションの効率化に資する一方で、伝達の齟齬を生む
リスクもある。例えば MRSA（Methicillin-resistant Staphylococcus aureus）のように広く認知されている略語もあれば、ESBL（Extended-
spectrum β-lactamase）のように理解が浸透しつつあるもの、CPE（Carbapenemase-producing Enterobacterales）のように感染対策分野
以外では理解が十分でないものも存在する。更に MDRPU/I（Medical Device-related Pressure Ulcer/Injury；医療関連機器褥瘡）のように
他領域の略語が類似するケースでは混乱が生じる可能性も否定できない。略語を使用する時は常に相手の専門性や理解度を考慮することが
必要である。
こうした多層的なコミュニケーションの質を高めるうえで RIME（Reporter, Interpreter, Manager, Educator）framework の活用が有効であ
る（Pangaro L. Acad Med. 1999）。もともと医師教育の文脈で用いられたこの枠組みは多職種連携にも応用可能である。医師と微生物検査技
師がそれぞれの知見を共有し、情報を単に報告（Reporter）するだけでなく、互いに解釈（Interpreter）し合い、感染制御の実践を管理

（Manager）し、相手を教育（Educator）する関係性を築くことで、連携の質を大きく高めることができる。
感染管理の質を向上させるためには、微生物検査室を「感染対策チームの中核的構成員」として位置づけ、職種間の双方向的なコミュニケー
ションと継続的なフィードバック体制を確立することが不可欠である。

シンポジウム9
SY9-3 コミュニケーションが成果を生む：感染制御看護師が微生物検査室と進める感染

制御の実践例
日本赤十字社医療センター 感染管理室
西川美由紀（にしかわ みゆき）

感染制御を効果的に実施する上で、微生物検査室との円滑なコミュニケーションは非常に重要である。検出された微生物情報は、感染症治
療と感染制御の両面に直結し、正確かつ迅速な情報提供が求められる。感染管理室では、検査情報をもとに、リスク評価や対策の提案、現
場への情報共有を行い、実施状況の確認を行う。
その中で有資格の感染制御看護師は、微生物検査室との連携において要所を担っており、薬剤耐性菌などが検出された際には、検査結果の
第一報を受けることも多く、最終結果が判定される前の疑いの段階から現場の感染制御策を主導する役割がある。また、アウトブレイクの
際には、疑い患者や接触者への監視培養、環境培養の範囲や方法、必要な人手や時間などを検査室と協議し、リスクと効果のバランスを考
慮しながら対応策を検討する必要がある。さらに、感染制御看護師は、対看護職に関する微生物検査室からの教育相談窓口としても機能し、
提出検体の質を保つための役割も担う。検査結果が信頼できるものであるためには、適切な検体が提出されることが前提となる。そのため、
看護職への検体提出に関する指導や、標準化された採取手順の確立、リジェクト体制の整備など、検査の精度を高めるための活動を微生物
検査室とともに行っている。
当センターでは、感染管理室と微生物検査室のスタッフが月 1 回の合同ミーティングを開催し、情報共有や課題の洗い出しを行っている。
最近では、パニックデータの取り扱いについて見直しを行うため、ワーキンググループを設置し、感染制御看護師と臨床検査技師が中心と
なって具体的な検討を行った。この検討では、報告対象となる検査の選定、連絡方法、夜間・休日の対応、定型コメントの内容などについ
て、微生物検査室と臨床現場の業務や微生物検査の流れを理解し合うことで、優先順位の整理や実現可能な運用の構築に繋がったことが実
感できた。作成した素案は委員会で承認され、マニュアルとして整備され、実際にパニックデータが発生した際の迅速な対応の基盤となっ
た。
感染制御看護師として、感染制御に関するリスク評価や対策の実施状況の確認、その結果を現場に迅速に反映させるためには、微生物検査
室との連携が欠かせない。微生物検査室との日常的な情報交換に加え、緊急事態に備えた連携体制を整備することは、院内全体の感染制御
の基盤を強化するものと言える。感染拡大のリスクを最小限に抑え、患者の安全を守るためにも、お互いの役割を理解し、平時、定期的な
タイミング、有事の際に情報を交換し、関係構築を高めていきたい。
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シンポジウム9
SY9-4 感染対策における薬剤部と臨床検査部とのコミュニケーション事例の紹介

高知大学医学部附属病院 薬剤部
浜田 幸宏（はまだ ゆきひろ）

感染対策には大きく感染制御と感染症治療があり、適切な感染対策を励行するには検査の実施とその解釈は非常に重要である。
1．検査の適切な活用
・迅速な検査依頼：感染症が疑われる場合、速やかに適切な検体を採取し、検査を依頼する。
・適切な検体の選択：誤った採取方法や不適切な検体では正確な診断が困難になるため、標準的な手順に従う。
・検査結果の正確な解釈：結果が出たら、臨床経過と照らし合わせながら総合的に判断する。
2．臨床検査部門との情報共有
・検査技師や感染症専門医とのコミュニケーションを確保し、適切な情報共有を行うことが重要であり、専門医がいない施設では薬剤師や
看護師がその役割を担う。
・検査意図の明確化：臨床医は、検査を依頼する際にどのような感染症を疑っているのかを明確に伝える。
・結果のフィードバック：検査結果が診療にどのように影響したかを検査部門と共有し、検査の精度向上に役立てる。
・リアルタイムの情報提供：最新の耐性菌情報や地域での感染症動向を定期的に共有する。
上記は本の一例であり、このような取り組みを通じて、臨床検査と協力しながら感染対策を推進し、耐性菌の抑制や治療効果の向上を目指
すことができる。本シンポジウムでは実際のコミュニケーション事例をもとに解決できた事例を紹介する。

シンポジウム10
SY10-1 がん患者に対するワクチン接種について がん研有明病院での取り組みも交えて

公益財団法人がん研究会 がん研有明病院
羽山ブライアン（はやま ぶらいあん）

がん患者に推奨される主なワクチンについて、その対象疾患のがん患者におけるインパクト、ワクチンの効果、実際の運用などについて概
説致します。また、それらの推奨されるワクチンをがん患者に対して実際に接種するにあたり、どのような運用が求められるかについても
少し触れていきたいと思います。
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シンポジウム10
SY10-2 造血幹細胞移植患者のワクチン

国立がん研究センター東病院 感染症科1）、国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科2）

冲中 敬二（おきなか けいじ）1,2）

造血幹細胞移植（HSCT）後、患者の免疫系はドナー由来のものに置き換わる過程で、過去のワクチン接種や感染によって獲得した免疫記憶
が失われるため、HSCT 後の感染症予防にはワクチンの再接種が不可欠であり、国内外のガイドラインで推奨されている。一方、比較的新
しい CAR-T 療法では液性免疫がある程度保たれる可能性が示されており、HSCT ほど広範な再接種は現時点では推奨されていない。HSCT
後の免疫回復は段階的に進み、B 細胞や CD4 陽性 T 細胞などの機能的回復には最低でも半年から 1 年以上を要し、その速度は患者の年齢、
原疾患、移植の種類、移植後の合併症（GVHD 等）により大きく異なる。移植直後の免疫抑制状態では免疫原性が低いという課題が新型コ
ロナワクチンなどの研究で示されているが、易感染性の高いこの時期に感染症を予防することも極めて重要であり、接種開始時期はエキス
パートオピニオンによって多少差がある。ワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンがある。生ワクチン（麻疹、風疹、ムンプス、水痘）は、
免疫抑制状態の患者ではワクチン株による感染リスクがあるため、移植後少なくとも 2 年間、および免疫抑制剤使用中や慢性 GVHD がある
場合は接種を避ける必要がある。一方、不活化ワクチン（肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナワクチン、B 型肝炎、破傷風、百日咳等）
はワクチン株への感染リスクはなく、早ければ移植後 3 ヶ月から接種可能とされる。異なるワクチン間の接種間隔規定は一部緩和されたが、
同一ワクチンの複数回接種には（例えば B 型肝炎ワクチンを 0.1.6 か月で接種するなど）規定の間隔が必要である。不活化ワクチンの接種開
始は移植後 6 ヶ月以降が一般的だが、GVHD の活動性が高い場合などは延期されることもあり、実際には移植後 1 年頃から接種されている
ものも多い。特定の状況下（例：化学療法中、中等度以上の GVHD）では移植 1 年後まで延期を考慮すべきとのエキスパートオピニオンも
ある。また、生ワクチンは免疫グロブリン製剤投与後、一定期間（3～11 ヶ月）は接種を避けることが推奨されている。移植後の患者では、
インフルエンザ様疾患、帯状疱疹、肺炎球菌感染症といったワクチンで予防可能な疾患（VPD）の頻度が高いことが報告されており、オー
ストラリアの同種移植患者で約 42％ が何らかの VPD を経験し、インフルエンザ様疾患や帯状疱疹が多かったことが報告されている。現在
では COVID-19 の影響も大きいと考えられる。これらのリスクに対し、個々の患者の状態に応じた適切なワクチン接種計画の立案と実施が
重要である。

シンポジウム10
SY10-3 固形臓器移植患者におけるワクチン接種

亀田総合病院 感染症内科
大澤 良介（おおさわ りょうすけ）

固形臓器移植後の患者は、拒絶反応を防ぐために免疫抑制剤を生涯にわたって内服するため、常に易感染状態にある。感染症に罹患すると
重症化のリスクが高いため、早期診断・治療に加え、ワクチンや抗微生物薬による予防が極めて重要である。
生ワクチン（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）は移植後には接種できないため、移植前に完了させる必要がある。不活化ワクチン（インフル
エンザ、新型コロナウイルス、帯状疱疹、RS ウイルス、肺炎球菌、B 型肝炎、三種混合［ジフテリア、破傷風、百日咳］、日本脳炎、ポリ
オ、HPV など）も原則として免疫抑制剤開始前に接種すべきであるが、移植までに接種が完了しない場合は、移植後 3～6 カ月を目安に接
種可能である。
ワクチン接種は重要な予防戦略であるにもかかわらず、日本移植学会が 2022 年に実施した全国調査では、約 3 分の 1 の施設で接種が積極的
に推奨されていない実態が報告されている。接種が進まない理由としては、接種に必要な時間や費用、接種本数の多さ、ワクチンの必要性
への理解不足、説明の負担などが挙げられる。
腎移植を実施する当院では、レシピエント候補者が早期に感染症内科外来を受診し、母子手帳および抗体価を参考に必要なワクチンを接種
できる体制を構築している。接種本数や費用の負担は大きいが、移植外科・内科、移植コーディネーター、感染症内科が連携し、患者教育
とスケジュール調整を行っており、患者の受け入れも良好である。本講演では、固形臓器移植患者に必要なワクチンの整理と、当院におけ
る接種推進の取り組みについて紹介する。
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シンポジウム11
SY11-1 平時から考える災害時の抗菌薬適正使用と感染対策

有限会社 黒田薬局
黒田 雅子（くろだ まさこ）

災害支援の原則は「自助、共助、公助」にあり、薬局はいずれの支援にも参加することが求められている。多くの薬局は策定した BCP（Busi-
ness Continuity Plan）に基づいて自局の活動維持及び再開を目標に行動する。また共助として行政の定める地域防災計画に基づき、地区薬
剤師会の災害支援計画に従って医療救護活動に従事する。地域防災計画では、重傷者は災害医療拠点病院、中等症者は災害医療連携病院、
軽症者は緊急医療救護所・医療救護所で対応するとされ、薬局薬剤師は緊急医療救護所での活動に従事する。東京都では、地区薬剤師会が
指示命令系統の確立に加えて緊急医療救護所等に支給する医薬品を災害用備蓄医薬品として確保している。
災害発生時、集団生活を余儀なくされる避難所では感染症の発生を回避することが難しいほか、外傷などの外因性感染のリスクも高まるこ
とから、必要な抗菌薬の確保は重要な任務であり、薬局も災害用備蓄医薬品として抗菌薬等を確保しておくことが望ましいと考えられる。
しかし経営母体が小さい薬局は経済的な理由から十分な備蓄医薬品を確保することは難しく、さらに医薬品の供給が安定していない現在の
状況は備蓄医薬品の確保を更に困難にしている。
災害時は抗菌薬の需要と供給のバランスが大きく崩れるため、使用に際しては適正な症例を見極める必要があるが、平時においても各種疾
患ガイドラインの推奨通りに抗菌薬が適正使用されているとは言い難く、薬剤師も抗菌薬処方の是非について深く介入することはない。薬
剤師は平時より患者の罹患情報から抗菌薬の使用の是非、および処方された薬剤の適正性について検討する視点を持って処方監査を行うこ
とが重要である。また平時における薬局からの抗菌薬、感染対策等に関する情報発信は国民の抗菌薬神話の脱却につながる他、災害時にお
ける感染症の蔓延を予防しうるとも考えられ患者教育という観点からも重要視されている。さらに新型コロナウイルス感染症の世界的パン
デミックから新興感染症の感染拡大時には新規治療薬は迅速承認が行われる場合があり臨床データの乏しい医薬品を薬局で感染者に投薬
することがあることを実体験したが、新規治療薬の投薬においては医療機関のみならず薬局薬剤師も投与の是非について十分な注意を払う
必要があったと考えられる。 こうした薬局薬剤師の抗菌薬の適正使用に向けた活動は AMR の観点からも災害時においても重要と考える。
災害時は平時とは異なり、人的及び物的資源が限られる。しかし感染症治療において耐性菌の発現を回避するために適正な抗菌薬を選択す
る必要があるという基本的な考え方は災害時も平時も変わりはない。本シンポジウムでは、平時における薬局薬剤師の感染症に対する視野
の拡大と地域住民への啓もう活動が災害時の感染対策に有効であることの可能性について検討したい。

シンポジウム11
SY11-2 大規模災害時における抗菌薬適正使用と薬剤師の役割

京都第二赤十字病院 薬剤部
川島 裕明（かわしま ひろあき）

大規模災害時には、生活環境や衛生環境の悪化、医療アクセスの低下などにより、感染症発生のリスクが高まる可能性がある。災害急性期
には外傷、熱傷などに伴う創部感染症、亜急性期以降では避難所における呼吸器・消化器感染症などが主な問題となる。こうした状況下で、
薬剤師には感染症の予防を目的とした公衆衛生活動、抗菌薬をはじめとした感染症治療薬の供給、感染症治療薬の適正使用推進など多面的
な役割が求められる。
災害時に抗菌薬適正使用を実現するためには、抗菌薬や消毒薬などの「モノ」の確保が不可欠である。被災地域内で働く薬剤師は、自施設
が稼働可能な場合には、地域医療の中心として医薬品供給体制を維持することが期待される。そのためには、平時からあらゆる状況を想定
し、行政、他医療機関、薬剤師会、近隣薬局、医薬品卸などと連携を図ることが重要である。一方、被災地外から支援に入る薬剤師は、災
害の種類・フェーズや被災地域の流行疾患を踏まえた携行医薬品を選定することが重要である。モバイルファーマシー（災害対応医薬品供
給車輌）が全国で約 20 台導入されており、被災地域における医薬品供給に活用されている。
また、抗菌薬を適切に使用できる「ヒト」の確保も重要である。薬剤師派遣の形態は、DMAT や JMAT などの医療チームの一員としての
派遣に加え、薬剤師会経由の派遣など多様化している。平時から ICT や AST に従事する薬剤師、病院や薬局で感染症診療に関わる薬剤師
も多く、日常臨床での経験は災害時における抗菌薬の適正使用につながると考える。近年、各都道府県では災害薬事コーディネーターの任
命が進んでおり、被災地の薬事に関する「モノ」や「ヒト」の調整において中心的な役割を担うことが期待される。
本発表では、受援・支援の両側面から大規模災害時の感染症診療・抗菌薬適正使用における薬剤師の活動について実例を交えながら共有
し、薬剤師に期待される役割や今後の展望について議論したい。
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シンポジウム11
SY11-3 災害時に継続する抗菌薬適正使用～薬剤師の出向を通じた「ヒト」の育成と地域連

携～
金沢医科大学病院 薬剤部1）、金沢医科大学病院 感染制御室2）

多賀 允俊（たが まさとし）1,2）

抗菌薬適正使用の根幹は患者予後の改善であり、その重要性は災害時においても揺るぐことはない。しかし、災害下では抗菌薬適正使用に
必要な「ヒト（人材）」と「モノ（物資）」が著しく制約され、しばしば想定を超える困難に直面する。
令和 6 年能登半島地震は、その複合的な課題を浮き彫りにした。COVID-19 流行後の大規模災害であったことに加え、長期化したインフラ

（特に上下水道）の途絶、半島という地理的制約、年末年始の帰省者による一時的な人口増加、そして既存の抗菌薬供給不安といった要因が
重なった。さらに、被災地域に製薬工場が多く存在したため、地震による供給停止等が「モノ」の不足を深刻化させ、代替薬の選択が不可
欠となった。
避難所においては感染症に対する抗菌薬治療が特に高齢者に対して検討されることが多い。限られたリソースの中で、平時の抗菌薬適正使
用の考え方に縛られずに、柔軟な対応が求められる。今回長期の断水に伴い、服薬コンプライアンスの向上のために少ない服用回数・錠数
で済む薬剤を選択するという考え方も必要であった。しかし現状では、感染症の専門知識を持つ薬剤師は地域の中核病院に偏在しており、
平時から地域全体の薬剤師の抗菌薬適正使用に関する能力を底上げすることが、災害への備えとして不可欠である。
こうした課題認識のもと、令和 6 年度診療報酬改定で「薬剤業務向上加算」が新設され、薬剤師の医療機関間での実務研修が推進されるこ
とになった。当院でもこの制度を活用し、令和 6 年 11 月より薬剤師を地域医療機関へ出向させ、抗菌薬適正使用の推進と人材育成に取り組
んでいる。
本シンポジウムでは、能登半島地震の教訓を踏まえ、いつどこで起こるかわからない災害時にも抗菌薬適正使用を継続するための となる

「ヒト」の育成に焦点を当てる。当院における薬剤師出向を通じた地域連携の実践を紹介し、持続可能な抗菌薬適正使用の体制構築に向けた
議論の契機としたい。

シンポジウム11
SY11-4 災害時の抗微生物薬適正使用 有事にできること、平時から取り組むべきこと

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座1）、鹿児島大学病院 感染制御部2）

川村 英樹（かわむら ひでき）1,2）

災害時には被災地の入院医療機関や外来医療機関は、施設の被害に加えて、多くの職員やその家族の被災により従事も困難となることなど
から、医療機能は大きく低下する。これは抗菌薬適正使用に関わる微生物検査を含む臨床検査や薬剤管理機能も例外的ではない。これに加
えて、物流機能の低下による薬剤や検査試薬の搬送が困難となる上、被災地の調剤薬局も被災し、外来薬剤処方も困難となる。このように
抗微生物薬適正使用に重要なリソースである、微生物検査や薬剤管理、そしてチーム医療を成立させる専門家のマンパワーが不足するなか
で、マネジメントをせざるを得ない。災害時には、直後には津波による肺炎、がれきによる創部感染や破傷風といった災害特異的な感染症
が、その後には避難所での集団生活、衛生環境の悪化に関連し、災害前から被災地で流行している呼吸器感染症・消化器感染症や食中毒な
ど、さまざまな感染症が問題となる。被災地支援に関わる医療従事者や、避難所管理に関わる保健医療福祉関係者と、流行する、あるいは
重篤となる感染症のリスクアセスメントの共有が診療支援や感染拡大に重要となってくる。特に重篤となりうる感染症に関しては医療提供
が可能な遠隔地医療機関への搬送が重要となる。一方、軽症例に対する医療提供は困難となるため、医療支援班の巡回等による被災者の健
康管理支援や、可能であれば抗原キット等の活用による迅速な病原体診断、診断に基づく抗微生物薬の適正使用も重要となる。このため医
療支援班への診断キット・薬剤の提供や、災害処方箋による医療救護所や仮設調剤所、モバイルファーマシーなどによる調剤が可能な支援
活動が重要となってくる。また場合によってはインフルエンザなどの集団発生に対しては抗インフルエンザ薬の予防投与なども選択にはあ
がる。ただし、これらも被災地への支援体制や復興状況に大きく依存するものである。災害時の抗微生物薬適正使用が困難な状況を見越し、
平時からどのように取り組むべきか考える必要がある。予防可能な感染症に対する対策の実施、予防接種など、感染症を減らすことで災害
時も可能な範囲で抗微生物薬適正使用に努めることがなにより重要と考える。
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シンポジウム12
SY12-1 日本で診る寄生虫症を含めた熱帯感染症を整理する

東京都立墨東病院 感染症科
中村（内山）ふくみ（なかむら（うちやま） ふくみ）

現在、新型コロナウイルス感染症の流行によって大幅に落ち込んでいたインバウンド（訪日外国人）数は、過去最高更新ペースで増加して
いる。日本人出国者数はコロナ前に及ばないものの着実に増加している。また国内の外国人労働者数が過去最高を更新し、中でも特定技能
や技能実習の在留資格で働く外国人が増加している。さらに 2025 年は国内でマスギャザリングイベントが複数開催されることもあり、人の
往来と相まって海外からの感染症の流入リスクが高まっている。すなわち熱帯感染症を診る機会も必然的に増加するためその知識の整理が
必要である。
おそらく日本で最も診る頻度が高い熱帯感染症はデング熱である。年間 200～350 例の発生届出があり、2019 年に 461 例と過去最多を記録し
た。2019 年はアジア諸国とアメリカ大陸でこれまでにない規模の大きなデング熱流行が報告された年であり、日本での患者届出数は流行地
のデング熱流行状況と関係しているため、海外での流行状況を把握しておくことも重要である。媒介蚊は日本にも分布し、日本国内での感
染例が 2014 年と 2019 年にも確認されている。デング熱と同様に、発熱と全身の発疹が見られるチクングニア熱とジカウイルス感染症も、
アジア、中南米を中心に流行しており、また同じ種類の蚊（Aedes spp.）によって媒介される感染症である。
蚊が媒介する熱帯感染症で見逃してはならないのはマラリアである。マラリアの症状は発熱、頭痛、悪寒、衰弱、筋肉痛や下痢・腹痛など
非特異的で、初診時に患者の全身状態が比較的良いため「ウイルス感染症」や「風邪」と誤診される。年間 40～60 例の届出数と少なく、医
療者と患者のいずれにもマラリアの知識が不足していることなどから診断は難しい。しかし適切に診断すれば治療できる感染症であるた
め、アフリカ渡航歴のある発熱患者ではマラリアの検査は必須である。
麻疹の世界的な発生は 2022 年から増加に転じている。2024 年 8 月から 2025 年 1 月における麻しん症例報告数の上位 10 か国にパキスタン、
インド、タイ、インドネシア、ベトナムとアジア諸国が含まれ、2025 年 3 月 16 日までに届け出られた麻疹患者の推定感染地域で最も多かっ
た地域はベトナムであった。
実際の診療においては感染症名の診断がついていない状況で患者の診療を始める。 日頃から「熱帯感染症かもしれない」という意識を持ち、
海外渡航歴を確認することを習慣づけたい。さらに症状から考えられる感染症を鑑別にあげる、必要な感染対策をとることも合わせてト
レーニングしておくと良い。

シンポジウム12
SY12-2 高病原性ウイルス感染症の脅威と対策

国際医療福祉大学成田病院 感染症科
加藤 康幸（かとう やすゆき）

痘瘡が根絶される 1960-70 年代に致死率の高いマールブルグ病、ラッサ熱、エボラ出血熱が新たに認識され、これらのウイルス性出血熱
（VHF）は国際的に重大な公衆衛生上のリスクになりうると考えられてきた。また、2000 年代以降は重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東
呼吸器症候群（MERS）、新型インフルエンザ H1N1、COVID-19 などの重症急性呼吸器感染症（SARI）が相次いで出現し、パンデミック対
策という古くて新たな課題が注目されるようになった。
本講演では、これらの高病原性ウイルス感染症の最近の発生状況などを概説するとともに、日本国内で発生するリスク、感染症指定医療機
関で医療従事者がより安全に患者の治療を行うための取り組みも紹介する予定である。
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シンポジウム12
SY12-3 パンデミック後の新興感染症対策と国際連携

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター 国際感染症対策室
森岡慎一郎（もりおか しんいちろう）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックは、国境を越えた感染症対策の重要性を改めて浮き彫りにした。今後の新興感染症に
対処するうえでは、国内での感染症危機管理体制整備だけではなく、国際的な協調体制の強化や、科学的根拠に基づく予測・評価・対策立
案が必要である。本講演では、パンデミック以降に浮上した新興感染症の動向と、それらに対処する国際連携の要点を整理したうえで、今
後予想される課題に対する新しい連携モデルや国際的な枠組み構築の展望を示したい。

シンポジウム12
SY12-4 耐性菌問題を含めた国際的な感染症対策の展望

大阪公立大学大学院 医学研究科 臨床感染制御学
掛屋 弘（かけや ひろし）

大阪では、2025 年に開催される大阪・関西万博に伴うマスギャザリング（大規模集客）に対する感染症対策が強く求められています。万博
開催期間中、推定来場者数 2820 万人のうち約 320 万人が海外から訪れると想定されており、耐性菌のみならず、海外で流行している感染症
の国内侵入リスクが高まっています。このため行政は、特に大規模発生や重症化のリスクを考慮し、まず麻疹、侵襲性髄膜炎菌感染症、中
東呼吸器症候群（MERS）、および腸管出血性大腸菌感染症などへの対策を重点的に検討しています。加えて、COVID-19 やインフルエンザ
などの季節性呼吸器感染症、さらには食中毒などのリスクにも十分な警戒が必要とされています。一方、コロナ禍収束後、インバウンド需
要は急速に回復しており、万博前年の 2024 年には、推計 1463 万人超の訪日外国人が大阪府を訪れました。これにより、万博開催の有無に
かかわらず、海外の感染症流行の影響は無視できない状況となっています。その実例として、2025 年 4 月時点で大阪府内の麻疹患者数は、
すでに 2024 年の年間患者数を超過しています。こうした背景を受け、大阪府は「大阪・関西万博感染症情報解析センター」を設置しました。
同センターでは、万博会場内での感染兆候探知、万博会場が感染源と疑われる府内外の感染症患者の動向把握、海外感染症流行状況や治療
薬の処方状況、蚊媒介ウイルスや衛生動物の情報収集など、包括的なサーベイランスを強化しています。また、大阪市内および万博会場に
加え、関西国際空港（大阪公立大学 獣医学研究科が担当）においても下水サーベイランスが実施されており、感染症の流行予測や水際対策
が期待されています。この下水サーベイランスでは、国内ではあまり経験のない耐性菌遺伝子も検出されています。臨床現場においても、
海外由来の耐性菌の持ち込みによる影響は深刻です。当院では、海外での入院歴を有する患者に対して入院時スクリーニングを実施してお
り、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）やバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）など、国内では稀な耐性菌の保菌例が散見されていま
す。これにより、院内における水際対策の重要性を日々痛感しています。今日、多くの海外旅行者が日本各地を訪れ、また日本からも容易
に海外へ渡航できる時代となっています。国際感染症の脅威は大都市部に限った問題ではなく、全国すべての医療機関が対応を考えるべき
課題です。本講演では、国際的な感染症対策の現状と今後の展望について考察したいと思います。
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シンポジウム13
SY13-1 東京都における感染症危機管理ネットワークの構築―東京 iCDCの役割と活動

聖マリアンナ医科大学1）、東京感染症対策センター（東京iCDC）2）

賀来 満夫（かく みつお）1,2）

2019 年 12 月 31 日に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のもたらしたインパクトは極めて大きく、我が国においても、多くの
感染症患者が発生し、特に人口が集中する大都市においては、交流の活発化や交通の発達などの背景もあり、次々と市中感染・施設内感染
のクラスターが起こり、広範囲に感染が拡がり、救急搬送困難事例などが生じるなど、感染症対応は困難を極めることとなった。
これまでも東京都では、大規模な感染症発生時には保健医療局（前福祉医療局）が中心となって対策本部を立ち上げ、東京都の全部局や保
健所、東京都健康安全研究センター、東京都医学総合研究所などが一体となって感染症危機管理を実践してきた。しかしながら、今回の
COVID-19 のパンデミックでは、疫学的情報や病態、診断・治療・予防などに関する情報やエビデンスに乏しいこともあり、これまでにも増
して、より総合的な対策が求められることとなった。このような背景の中、東京都では、COVID-19 に係る全般的な医療体制について助言を
行う新型コロナウイルス感染症医療体制戦略ボードを設置するとともに、小池百合子都知事の公約に基づき、2020 年 10 月 1 日に東京都にお
ける感染症危機管理を支援する組織として東京感染症対策センター（東京 iCDC）を新たに設置し、保健医療局、医療体制戦略ボードと連携
して、感染症危機管理を実践する体制を立ち上げた。
この新たに設置された東京 iCDC は東京都の常設の組織として立ち上げられ、感染症危機管理を行っていく上で不可欠なインテリジェンス
やエビデンス：感染症に関する調査分析や評価、診断・予防・治療などについての情報共有や情報発信などを担い、東京都の政策立案・決
定を助言・支援する役割を有する組織として活動している。特に、東京 iCDC の特徴的なことは、これまでに類をみない、多くの専門家が
参加するバーチャルネットワークであり、疫学・公衆衛生、感症検査診断、感染症診療、感染制御、微生物解析、研究開発、人材育成、リ
スクコミュニケーション、情報マネジメントの 9 つの専門家ボードやワンヘルスや AMR、ワクチン、後遺症、梅毒対策などに関するタクス
フォース、感染対策支援チームなどから構成され、各領域の専門家が参加し、それぞれのチームがインテリジェンスやエビデンス、エキス
パートオピニオンなどに基づき、さまざまな情報提供や助言・提言、啓発資料の作成、セミナー開催などの活動を精力的に行っている。
次なるパンミック対応に向けて、今後、東京 iCDC が目指す取り組みとしては、インテリジェンス機能のさらなる強化、東京都における感
染症対策の支援強化、社会全体の感染症への対応力向上の 3 点であり、国立健康危機管理研究機構や今後、地域自治体で設置される組織と
のより密接なナショナルネットワークを構築していくことはもちろんのこと、感染症のグローバル化にともない、WHO や米国 CDC および
ヨーロッパ CDC などの世界各国の感染症専門機関との間にもグローバルネットワークを構築していくことを目指している。

シンポジウム13
SY13-2 大阪における感染症危機インテリジェンス組織の確立；地衛研からの挑戦

大阪健康安全基盤研究所
朝野 和典（ともの かずのり）

◇なぜ都市に独自の感染症危機管理が求められるのか？：COVID-19 パンデミックの初期、死亡者は都市部に集中し、医療はひっ迫した。オ
ミクロン株になって、感染対策が緩和されると、重症化・死亡は都市に特有のことではなくなった。都市部では人口の密集により、初期か
ら高齢者や基礎疾患のある人が感染する確率が高く、また感染症に脆弱な地域社会も存在する。このようにワクチンが開発されていない、
治療法の確立していない流行の初期には、都市部により大きな負荷がかかる。そのため、新興感染症のパンデミックでは、全国一律の対策
では不十分で、都市部により効果的な感染症対策が必要となる。
◇感染症危機管理のインテリジェンス機能の担い手：感染症危機事象においては医療体制の整備は必須の対策であるが、感染拡大を抑制
し、有効な対策を実施する時間的な余裕を生み出すには、科学的な情報の収集・解析に基づく政策決定が必要である。そのためには、イン
テリジェンス機能も対策の重要な要素となる。感染症危機のインテリジェンス組織として、国には国立健康危機管理研究機構（JIHS）があ
り、東京都には iCDC がある。大阪府も大都市部であり、感染症危機に備えたインテリジェンス組織整備の必要性が COVID-19 の流行によっ
て認識された。大阪府では、感染症予防計画等で感染症の検査のみならず情報を収集・解析する地方衛生研究所である大阪健康安全基盤研
究所（以下、大安研）が、その役割を担うことになった。大安研は大阪府と大阪市の地方衛生研究所が統合され、全国で唯一地方独立行政
法人化された地方衛生研究所でもある。
◇シンデミック理論に基づく感染症対策：シンデミックとは、synergy と流行を意味する demic の合成語で、上流部の貧困や差別、暴力な
どの社会的要因が影響して、下流の複数の疾患が影響し合いながら増幅するという考え方で、公衆衛生対策は、上流から下流までの一貫し
た対策が有効であるという理論である。例えば、エイズは、暴力と薬物によって拡散していく“SAVA syndemic”と名付けられた。COVID-
19 も同様に、重症化しやすいリスク因子としての糖尿病等の慢性疾患、肥満などがあり、その改善を阻む貧困や格差などの社会的な要因の
重要性が指摘されている。すなわち、感染症危機事象においても平時の健康増進が対策の要であり、都市の脆弱性を改善する施策と同時に
取り組むべき課題が明確となる。
◇平時の人材育成：有事には、都市特有の脆弱部分を補強しつつ医療体制の確保が必要となり、各自治体の予防計画で医療機関等との協定
が締結されている。有事に備えた医療体制の整備の要は平時の人材育成であり、その一環として公衆衛生医師の確保を大安研で行い、有事
には行政で従事するドクターバンクの構築も推進している。また、大阪府、大阪公立大学と連携し、感染管理認定看護師の育成も始まろう
としている。
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シンポジウム13
SY13-3 国立健康危機管理研究機構の役割

国立健康危機管理研究機構1）、東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野2）

四柳 宏（よつやなぎ ひろし）1,2）

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは日本の感染症対策に欠けていたものを炙り出した。サーベイランス体制の薄さ、遺伝子検査の
普及の遅れ、診断定義に基づく臨床像の集約の困難さ、医療機関の機能分化・集約化の難しさ、診断薬・治療薬・予防薬開発の遅さ、審査
に要する時間の長さなど様々な問題点が明らかになった。これまでの体制では新たなパンデミックに立ち向かうことは難しいことから、国
は 2020 年から新たなナショナルセンター構想を立て、2025 年 4 月から国立健康危機管理研究機構（JIHS）が発足した。国立感染症研究所
と国立国際医療研究センターが一体となった JIHS は CDC としての機能に病院機能を併せ持つ強力な機関である。感染症有事における初動
対応の強化、研究開発力の強化、健康危機における臨床機能の強化、人材育成・国際協力を 4 つの目標として掲げている。日本環境感染学
会の委員会の一つである災害時感染対策委員会（DICT）が JIHS での災害時感染対策活動に全面的に協力する形になっている。この講演で
は JIHS について皆様に紹介すると共に、今後の役割、都道府県との協力について演者の私見も交え述べたい。

シンポジウム14
SY14-1 CPE収束の は手指衛生と清掃だった当院の取り組み

千葉大学医学部附属病院 感染制御部
千葉 均（ちば ひとし）

【背景と目的】
当院では 2015 年～2019 年にかけて CPE（IMP-1）陽性の CRE アウトブレイクを経験した。原因は手指衛生や清掃、内視鏡などの洗浄・管
理の不徹底にあり、見直しにより終息した。その後も、ICT（感染対策チーム）ラウンドによる環境整備や手指衛生の徹底、清掃教育などの
多面的対策を継続したことで、CRE 検出数の大幅な減少を達成した。今回は当院が実施した対策とその効果を報告する。

【方法】
手指衛生は、擦式アルコール手指消毒剤使用量を把握、看護師を中心に個人持ちを行った。また、2019 年からは手指衛生の直接観察を開始
し、データのフィードバックと直接指導も加えた。経腸栄養を準備するシンクやトイレからは CRE が複数の部署で検出されたため、看護補
助者および清掃業者への教育を徹底し、シンクの清掃手順書の作成、トイレ清掃チェックリストの作成、清掃カートの定期点検を行った。
また、感染者の中には内視鏡検査が共有と思われる事例もあり、一元管理を通じて洗浄・履歴管理の徹底を図った。

【結果】
CRE 検出件数は 2015 年に比べ 2023 年には 75％ 減少した。そのうち CPE は 2022 年以降院内感染と思われる 2 次感染事例は確認されず、い
ずれも孤発事例で感染拡大は確認されなかった。

【考察】
感染対策の は、医療従事者の手指を介した直接伝播と、汚染環境を介した間接伝播の両面へのアプローチである。当院では、ICT ラウン
ドによる標準化された指導と、手指衛生・清掃・機器管理のバンドル化を通じて、CRE の院内伝播を抑制することができた。今後も感染対
策の継続と教育の強化が求められる。
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シンポジウム14
SY14-2 シンクからの IMP型メタロβラクタマーゼ産生 K. pneumoniae（CPE）検出事

例から得られた教訓
宮崎大学医学部附属病院 感染制御部
○安藤 大介（あんどう だいすけ）、高城 一郎

当院のA病棟に入院していた患者Bから IMP型メタロβラクタマーゼ産生 K. pneumoniae（以下、CPE）が検出された。院内のアウトブ
レイク防止を目的に環境培養を実施したところ、経管栄養作成室および汚物処理室のシンクの排水口から同一遺伝子型のCPEが検出され
た。当院でCPEが検出された事例は初めてであり、実践した感染対策および、この事例を通して得られた教訓について報告する。
CPEが検出されたシンクからの伝播を防止する目的で、病棟スタッフに手指衛生の強化、水回りで作業する際の個人防護具の着用を依頼し
た。また、シンクへの次亜塩素酸ナトリウムによる消毒を 7日間実施したが、陰性化には至らなかった。次の対策として、次亜塩素酸ナト
リウムによる消毒に加え、酵素系洗浄剤での洗浄や経管栄養作成室シンクの部品交換、高圧洗浄を実施したが、CPEの検出が続いた。この
ことから、シンクに定着したCPEを陰性化することは困難であると判断し、シンクからの拡散防止対策を強化した。その結果、他の患者へ
の伝播ならびに新規検出患者は確認されなかった。
今回、CPEが検出されたシンクに様々な対策を行ったが、陰性化には至らなかった。今回の事例を、他施設と共有し検討したところ、シン
クからCPEが検出された経験がある他医療機関でも、対応に苦慮していることがわかった。他施設の助言と今回の経験により、陰性化を目
標とするのではなく、他患者へ伝播させない事が重要であるという教訓を得た。

シンポジウム14
SY14-3 CRE、CPEにおける感染対策の限界と課題解決を微生物検査室の立場から考える

川崎医科大学総合医療センター 中央検査部1）、川崎医科大学総合医療センター 院内感染対策室2）、川崎医科大学附属
病院 感染管理部3）、川崎医科大学附属病院 中央検査部4）

○石松 昌己（いしまつ まさき）1,2,4）、上原 慎也2）、大石 智洋3）

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（Carbapenem-Resistant Enterobacterales：CRE）およびカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌
（Carbapenemase-Producing Enterobacterales：CPE）は治療薬の選択肢が限られており、CREに関連した死亡率は 26～44％との報告があ
ることから問題となっている。また、薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン（2023-2027）においても感染対策が重要視されている。多剤
耐性グラム陰性菌感染制御のためのポジションペーパー第 2版（日本環境感染学会、2017 年）では、環境汚染が耐性遺伝子の伝播経路とな
り、アウトブレイクの原因がシンクの排水管の汚染であった事例が報告されている。シンクや排水口は腸内細菌目細菌が繁殖しやすい場所
であるが、患者や医療従事者のエリアに近接しておりハイリスクであると注意喚起がされている。このことから、環境培養は薬剤耐性菌の
重要な感染対策の一つである。シンポジウムでは、川崎医科大学総合医療センターにおける 2020 年から 2024 年の CREおよび CPEの検出
状況および環境培養を含む院内感染対策ついて報告する。さらに、川崎医科大学附属病院で 2023 年に検出された患者由来および院内環境由
来 Enterobacter 属菌を分子疫学的解析したので報告する。CREおよび CPEの感染対策として、持ち込みや保菌を把握するための糞便培
養、標準予防策の周知徹底、広域抗菌薬の管理、抗菌薬適正使用の活動を行っている。また、CREおよび CPEが検出された場合には、患者
周囲の環境調査や分子疫学的解析を実施し多面的な対策を行っている。しかし、糞便培養を全入院患者には実施していないため、持ち込み
や保菌の把握は限定的である。環境調査においては、患者の接触面や共有の医療機器などを対象とすることが推奨されているが、検体採取
場所の選定や範囲などにより結果が異なることがある。また、分子疫学的解析で相同性が認められない場合でも、環境整備の実施は必要で
あるため結果の解釈には注意が必要である。感染対策には、感染源の究明と根拠に基づいた対応が重要と考えている。これまで、糞便培養
および環境培養の増加、シンクや配管の交換、日々の消毒といった感染対策を行ってきたが、CREおよび CPEを完全に除去することは困難
であり、コストと人員の労力を考慮すると感染対策には限界がある。シンポジウムでは、人員や資材を含め限られた医療資源を効率的に活
用し最大限の効果を得るための方策について議論できればと考えている。
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シンポジウム14
SY14-4 CPEアウトブレイクを契機とした環境除菌を含む多層的感染対策の実践ならびに

検証
日本鋼管病院 呼吸器内科1）、日本鋼管病院 看護部2）、川崎市立川崎病院 呼吸器内科3）、川崎市立川崎病院 感染症
内科4）

○大塚 健悟（おおつか けんご）1,3）、宮尾 直樹1）、浦山 英子2）、細田 智弘4）、坂本 光男4）

カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（Carbapenemase-Producing Enterobacterales：CPE）は、医療機関において集団感染を引き起こす
重要な耐性菌であり、適切な感染対策が強く求められる。CPE の伝播様式には接触感染が主であるが、近年の研究では環境表面や排水を介
した間接的伝播のリスクが示されており、環境対策の重要性が再認識されている。当院では過去に CPE のアウトブレイクを経験し、これを
契機に感染対策体制の見直しと多層的介入の強化を行った。発生当時は単一病棟において新規 CPE の検出が連続し、疫学調査の結果、標準
予防策が不十分であったことや環境表面の清掃不備、情報共有の遅れが伝播拡大の一因となっていたことが明らかとなった。これを受け、
院内の感染管理体制を強化し、当該患者の隔離、患者スクリーニングと接触予防策の徹底、耐性菌に対する職種横断的に教育を実施した。
さらに、環境培養により多数の水回り箇所で CPE が検出されリザーバーとなっていることが判明した。上記の感染対策に加え環境整備の再
構築が必要と考え、環境清掃、清掃教育の強化ならびに環境除菌を行った。さらに感染対策の効果を可視化する目的で介入およそ 1 年後に
再度、環境培養を実施した。こうした多層的介入の結果、アウトブレイクは終息、その後も新規の CPE 検出例は数例にとどまっている。本
発表では、当院での CPE によるアウトブレイクの経験を概説するとともに、それを基に再構築した多層的感染対策の実際について報告す
る。

シンポジウム15
SY15-1 環境培養検査の工夫と実践―目的菌を見逃さないために―

東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 感染管理部
村上日奈子（むらかみ ひなこ）

院内での耐性菌のアウトブレイクは治療のみならず感染対策において深刻な懸念事項となっている。 院内感染の三大経路として空気感染、
飛沫感染、接触感染があげられるが、その中でも接触感染によって起こる耐性菌のアウトブレイク時には環境培養により感染源や感染経路
を特定できる可能性が高い。環境培養は菌の存在を可視化することにより感染対策における重要な情報を提供することができる。環境培養
を実施するためには明確な目的、適切な検査、正しい結果の解釈が必須となる。しかしながら、環境培養の方法については「ゴールドスタ
ンダード」がなく、論文や文献を参考に各施設で摸索・工夫をしながら検査を行っているのが現状である。また、結果の解釈についても菌
の発育が認められなかった環境には菌が存在しないと思って安心してしまうと感染対策が疎かになってしまう可能性もあり、非常に危険で
ある。
本講演では、東邦大学医療センター大森病院におけるアウトブレイク時の環境培養の経験と目的菌検出の工夫、環境培養のピットフォール
について解説する予定である。
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シンポジウム15
SY15-2 MDRAアウトブレイクを経験して～環境培養の実際～

帝京大学医学部附属病院 中央検査部1）、帝京大学医学部附属病院 感染制御部2）、帝京大学医学部 臨床検査医学3）

○浅原 美和（あさはら みわ）1）、松永 直久2）、横山 直之3）

多剤耐性アシネトバクター（Multidrug-resistant Acinetobacter spp.；MDRA）は、土壌や河川などの自然環境に生息し、低栄養環境下でも
発育可能である。また、医療環境中に長期間生存し、環境や医療従事者の手を介して院内における伝播が容易である。発症した場合には治
療が困難な耐性菌として、院内感染上重要な課題となっている。多剤耐性アシネトバクターの感染対策として、手指衛生の徹底と環境（病
室や病棟、手指が高頻度に接触する面）を清潔に保つことが重要である。多剤耐性アシネトバクターの伝播に環境要因が関与する可能性が
ある場合、感染対策の一環として環境培養の実施を検討することが重要である。環境中の菌の存在を把握し、適切な感染対策を講じること
で、院内感染のリスクを低減できる可能性がある。当院では、2009 年 5 月の新棟移転後、同年 8 月に初めて多剤耐性アシネトバクターが検
出され、2010 年 9 月にアウトブレイクとして公的機関へ報告した。当時、日本国内の医療機関で多剤耐性アシネトバクターの検出例は稀で
あった。一方、海外では本菌によるアウトブレイクが問題視されており、特に海外の医療機関で入院治療を受けた患者による持ち込み例に
対する警戒が必要とされていた。2010 年 5 月、多剤耐性アシネトバクターが検出された患者の病棟において、感染対策の一環として、患者
および環境に対する監視培養を開始した。当時、日本国内では多剤耐性アシネトバクターの選択分離培地が販売されておらず、extended-
spectrum β-lactamases（基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ：ESBL）検出を目的とした Cefotaxime：CTX 2µg/mL 加 BTB 寒天培地

（自家製）を用いて監視培養を行った。この培地では、腸内細菌目細菌やブドウ糖非発酵菌、グラム陽性球菌、酵母の発育が確認され、感度
向上の課題があった。2010 年 8 月から、アシネトバクターの選択分離を目的に開発された合成酵素基質培地 CHROMagar™ Acinetobacter

（CHROMagar 社製）に KPC サプリメントを添加した培地を併用し、その効果を検討した。本培地の導入により、他の菌の増殖が抑制され、
より精度の高い培養が可能となった。2010 年 9 月にアウトブレイクを公表して社会的に大きな問題となった後、病院全体で集中的に、4
日間で全入院患者の監視培養（咽頭、便、尿）2,448 件および病棟（消毒前・消毒後）・外来の環境調査 4,430 件、計 6,878 件の培養検査を実
施した。多数の検査対応が必要となったため、外注業者に協力を仰ぎ外注検査にて行った。また、外注先でも院内と同様の培地を使用し、
同じ培養条件で検査することで、一貫性のある監視体制を維持した。本講演では、多剤耐性アシネトバクターアウトブレイク時の環境培養
に関する具体的な実施内容と課題、選択培地を活用した効率的な対応について詳細に報告する。

シンポジウム15
SY15-3 環境培養を活用したCPE伝播対策

日本大学医学部附属板橋病院
小林 広和（こばやし ひろかず）

【はじめに】
当院では、MDRP や VRE が院内発生した際に、環境培養は原則として実施しない方針としているが、感染拡大が強く疑われる場合には例
外的に実施可能と規定している。今回、院内の特定の病棟で発生した MDRP（IMP 型）のアウトブレイクに対し、環境培養を実施し、感染
源の特定および伝播抑止に成功した事例を報告する。

【方法】
2023 年 7 月に 1 名、8 月に 1 名、同一病棟で MDRP（IMP 型）が検出された。この患者間に看護ケア等の接点がなかったため、共用設備を
介した環境伝播を疑い、同年 9 月に環境培養を実施。共用トイレ 3 室、洗面所 2 カ所、移植患者用個室 3 室の温水洗浄便座ノズル、水タン
ク、排水口、シャワーヘッドなど計 17 か所よりスワブ検体を採取し、CPE 寒天培地およびヒツジ血液寒天培地にて 35℃、48 時間培養を行っ
た。

【結果】
共用トイレ 1 室および個室 2 室の温水洗浄便座ノズルより、MDRP または CPE が検出された。共用トイレは機器分解・内部洗浄および次亜
塩素酸ナトリウム（5,000ppm）での消毒により陰性化を確認。個室 2 室では便座ユニットを交換。以後、2025 年 4 月現在まで同病棟での同
耐性菌の再発は認められていない。

【考察】
温水洗浄便座ノズルは、感染伝播の重要なリザーバーとなり得る。分解清掃や機器交換による対策の重要性に加え、環境培養結果の「見え
る化」により院内関係者間の危機意識共有が可能となった。感染制御の一環として、状況に応じた環境培養の活用は有効と考えられた。

【結論】
本事例において環境培養は、感染伝播源の特定と制御に貢献した。今後も適切なタイミングでの環境介入が、CPE や MDRP の院内蔓延抑止
に寄与すると期待される。
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シンポジウム15
SY15-4 環境培養結果を活用した感染対策～ICDの立場から～

日本医科大学千葉北総病院 感染制御部
平井 潤（ひらい じゅん）

環境表面は、MRSA や CRE などの医療関連感染で重要な病原微生物の間接的な伝播に関与することが知られており、これらの微生物による
アウトブレイクが発生した際には、積極的な環境培養の実施が推奨されています。環境培養の目的には、感染源の特定に加えて、環境清掃
の効果評価（清掃後の陰性確認を含む）などが含まれます。環境培養により感染経路が推定できた場合には、環境の清掃・消毒手順の再検
討、直接観察による職員の適切なタイミングでの手指衛生の確認やゾーニングの見直し、ならびにそれらに関する再教育の実施が求められ
ます。また、対象とする微生物に応じた採取箇所、使用培地の選定、および培養方法の適切な設定も、培養の有効性を左右する重要な要素
です。当院では、過去に多剤耐性アシネトバクターによるアウトブレイクを経験し、現在も複数回にわたりアウトブレイク対応が求められ
る CPE の検出に伴う対応を継続しています。発表当日は、当院における環境培養を用いた介入事例を紹介し、環境培養の限界や注意点にも
触れながら、環境培養結果をどのように感染対策に活用すべきか、皆さまと共に議論できれば幸いです。

シンポジウム16
SY16-1 教員の立場から

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
黒木 利恵（くろき りえ）

Infection Control Nurse、以下 ICN は、医療現場における感染対策の中核を担う専門職として、科学的根拠に基づいた判断力と、組織横断的
な調整力が求められている。新興感染症の出現や医療の高度化に伴い、ICN の役割はますます多様化・複雑化しており、次世代 ICN の育成
には、知識の習得にとどまらず、実践的かつ主体的な学びを重視した教育が不可欠である。
過去 10 年間にわたり感染管理認定看護師教育課程の教員として ICN 育成に携わってきた中で、感染管理の専門性に加え、現場でのリーダー
シップや多職種連携を実践的に学ぶ機会の重要性を強く感じている。特に、臨地実習やシミュレーション教育を通じて、受講生が「自ら考
え、行動する力」を養うことが、現場で即戦力となる ICN の育成に直結している。また、教育者としての役割は、単なる知識の伝達者では
なく、受講生の成長を支える「伴走者」であると考える。受講生一人ひとりの背景や経験を尊重し、対話を重ねながら個別性に応じた支援
を行うことが、学びの深化と自己効力感の向上につながっている。
ICN の円滑な世代交代・後継者育成については、教育課程修了後の継続的な支援体制の構築と、現任 ICN によるロールモデルの提示が重要
である。実践現場と教育機関が連携し、キャリア形成を見据えた育成環境を整えることで、次世代 ICN が自信を持って役割を担えるように
なる。特に、地域における ICN 間のネットワーク形成や、若手 ICN が相談・学習できる場の整備は、後継者育成の となるのではないか。
本シンポジウムでは、これまでの教育実践を振り返りながら、次世代 ICN に求められる資質・能力と、それを育む教育的アプローチ、そし
て ICN の持続的な育成と後継者支援に向けた提言について、教員の立場から報告する。
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シンポジウム16
SY16-2 次世代 ICNの育成を考える～ICNを経験した看護管理者の立場から～

社会医療法人畿内会 岡波総合病院 看護部
松島 由実（まつしま ゆみ）

人材育成は、指導する側と学習する側が相互に高め合い、成長していくプロセスである。次世代の ICN の育成においても、ともに学ぶ、と
もに取り組む、ともに成長する、そのような職場風土の形成が必要不可欠であると考える。ICN は特定の看護分野において、熟練した看護
技術と知識を有するスペシャリストであるとともに、 その時々の環境に適応して最適な看護を実践するジェネラリスト（看護職）でもある。
つまり、柔軟な思考プロセスを持って専門性を発揮することが重要である。私が ICN として活動していた頃、グループ内の病院異動や医療
機関外での活動を通して、ICN が地域で求められるニーズ、施設の現状や課題に直面し、今までとは違った場面での役割を痛感した。また、
学会やネットワーク活動、またその運営に携わったことで、意図的に育成する重要性を学んだ。つまり、対象やニーズを理解し、具体化し
た内容を指導するためには、専門的な知識に加え、医療情勢や地域の背景などを読み解くバランス感覚が求められ、それを獲得する有用な
手段の一つが地域活動への参画であると言える。院内の感染管理だけでも十分に多忙であるのは承知の上だが、活動の一環として感染対策
におけるさまざまな地域活動に参画する機会を提供したいと考える。私が次のステップとして看護管理の道に進んだ時、感染対策も看護管
理も実践できる存在になりたいと覚悟した。次世代の ICN を育成していくことはまさに看護管理者の役割の一つでもある。ICN が次のス
テップを考える時、医療の質である感染対策とのつながりは必ず続いていくと考える。実際、看護部長という立場になり、コロナ禍におけ
る病院運用や病院建築における感染管理など、ICN の知識や経験はあらゆる場面で大きな力となり、自信につながった。次世代の ICN を育
成するために、ポジションや役割を伝えること（現世代の ICN も交えて）、さらなるステップの目標をどこにおきたいかなど、看護管理者と
しての方向性を示すことが必要であると考える。また、Sustainable でさらなる医療の質改善につながるよう、今の ICN 活動の理解者および
支援者として尽力したい。

シンポジウム16
SY16-3 特定機能病院におけるCNICの育成に関する現状と課題

岐阜大学医学部附属病院 看護部
深尾亜由美（ふかお あゆみ）

当院は 614 床を有する特定機能病院の役割を持つ大学病院であり、感染管理認定看護師（Certified Nurse in Infection Control 以下、CNIC）
の育成は重要な課題である。本発表では、当院の育成方法とその成果や課題について述べる。2005 年から現在までに 6 名が CNIC の資格を
取得した。2025 年 4 月現在、当院には 5 名の専門看護師（Certified Nurse Specialist 以下、CNS）と 23 名の認定看護師（Certified Nurse
以下、CN）が在籍している。全般的に計画通りには育成できていない。CNS、CN の育成が計画通りに進まない理由の 1 つとして、特定機
能病院である大学病院では、より管理能力やリーダーシップ能力が求められることが挙げられ、CNS や CN への道のりは難易度が高いと感
じていることが考えられる。CNS や CN の役割は、高齢化や医療の高度化に伴い他職種と連携して医療チームの中核となることや、他職種
への指導や調整といった院内横断的な活動に拡大していることが、より難易度を上げている。当院の取り組みとして、看護師の特定専門分
野における能力開発や役割遂行のための基礎教育実施、専門分野の人材層の拡大を目的に、2005 年度から院内認定コース「感染管理コース」

「褥瘡ケアコース」「集中ケアコース」「がん看護コース」を開催、以降、さまざまな変遷を経て、現在は高度実践看護ケア研修を実施している。
加えて、研修受講者やリンクナースと、取り組みをまとめ学会発表できるよう支援をしている。その結果、リサーチマインドの醸成や自部
署の課題解決を通して自信が持て、CNS、CN の資格の取得に繋がっている。また、CNS、CN への支援は、役割を発揮できるよう支援する
目的で 2010 年よりリソースナース委員会を設置した。活動内容は、目標管理、コンサルテーションシステムの構築、役割発揮能力獲得への
支援等である。CNIC の育成においては、時間の確保、組織の支援が重要であると考える。自身が行った「CNIC の活動状況とその影響因子
に関する研究」では、『感染管理に関する活動の実施できている程度』が高いと思っている CNIC は、専従であること、活動時間が十分ある
こと、感染管理以外の業務量が少ないこと、活動範囲に制限がないこと、周囲からの理解や支援があること、組織として CN の役割が明文
化されていることなどが影響していた。したがって、当院での CNIC の育成は、目標管理、時間の確保、課題の共有、看護部が期待するこ
との提示などを丁寧に行っている。その成果として、世代交代をしながら、現在、2 名の専従 CNIC は、やりがいを持って求められる役割を
果たせていていると感じている。今後の課題は、CNIC のキャリアパスの明確化やキャリア開発であると考える。シンポジウムでは、CNIC
の育成について当院の取り組みを述べ、会員の方々から忌憚のないご意見を頂きたい。
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シンポジウム16
SY16-4 中規模病院における人材育成の取り組み―日常から育む次世代 ICNの芽―

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
目崎 恵（めざき めぐみ）

ICN の育成を考えるうえで重要なことは、ICN の姿が「自分もやってみたい」と思える存在であることだと感じている。ICN は、時に行動
変容を促す立場として、他者からの反発や苦言に直面することも多く、理解されず、つらさやもどかしさを感じる場合もある。しかしその
根底には、「医療関連感染を予防する」という明確な目的があり、ICN が確信を持って目的を掲げ、その実践を継続する姿勢こそが、周囲の
共感と信頼を得る出発点となる。日常の中で先輩 ICN が感染予防対策に前向きに楽しんで取り組む姿勢が、「やってみたい」「関わってみた
い」と思ってもらえるきっかけ、そして ICN を目指す第一歩になると考える。
自身は、開院から 10 年を迎えた 454 床の中規模病院において、専従の ICN として活動してきた。感染管理を一人で担うには限界があり、ま
ずは院内でリンクナース（仲間作り）を育成することから着手した。その育成においては、特に次の 3 点を意識してきた。1 つ目は、自らが
感染管理を楽しむ姿を＜見せる＞こと。2 つ目は、日々の感染予防対策を何のために行うのかを＜意味づけ＞て伝えること。3 つ目は、現場
での取り組みを＜任せる＞ことで小さな成功体験を得てもらうことである。この積み重ねが、感染管理に目的意識を持ち、自らの役割を前
向きに担える人材の育成につながると考えている。
この 10 年間で、当院ではリンクナース研修を受講した 2 名が感染管理認定看護師となって活動しており、また 1 名が感染管理認定看護師教
育課程を受講中である。さらに地域では、感染管理認定看護師が不在の医療機関が多く存在していることから、行政と医療機関、そして圏
域内感染管理認定看護師が連携し、地域の医療機関を対象に、感染リンクナース育成研修を開催し、うち 2 名が感染管理認定看護師教育課
程を修了している。日常の実践を通して感染管理の意義を見出し、自らのキャリアとして歩み始める人材が着実に育ってきていると実感し
ている。
しかし、感染管理に対して前向きな姿勢を持ち続けることと、レジリエンスが備わっていることは、必ずしも一致しない。だからこそ、育
成においては、そのレジリエンスを支える環境や関わり方－意味づけ、成功体験の共有、楽しさの可視化－が極めて重要であると考える。
特に中規模病院においては、組織的な育成体制が限定的であるからこそ、日常の関わりや対話を通じて、人が人を支える育成が、現実的か
つ有効な支援のあり方であると感じている。
本発表では、病院および地域における ICN 育成の実践を通して、次世代を担う人材育成の在り方について検討し、今後の展望について考察
を深める機会としたい。

シンポジウム17
SY17 すべての医療従事者に伝えたい微生物検査の“落とし穴”「検査前プロセス、検査プ

ロセス、検査後プロセス」
黒川 正美（くろかわ まさみ）
国立国際医療センター 中央検査部門

鷲尾 洋平（わしお ようへい）
日本医科大学付属病院 臨床検査部

大柳 忠智（おおやなぎ ただとも）
聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査技術部

臨床検査はどの検査においても「検査前プロセス」「検査プロセス」「検査後プロセス」で構成され、これら検査工程のいずれかでも不適切で
あれば検査結果に影響を及ぼし、その結果から、誤った臨床診断や感染対策、望ましくない抗菌薬治療など様々な影響を及ぼす。この内容
に関して、臨床検査技師だけではなく、医師や看護師などすべての医療従事者が理解しておく必要があり、このためには日々教育していく
必要がある。

「検査前プロセス」においては、依頼をした時点からすでに検査が始まっており、その依頼に応じた適切な検体採取や採取後の検査開始まで
の検体の保管や検体輸送、「検査プロセス」では患者の診断前情報の適切な伝達、「検査後プロセス」では、検査結果の適切な利用や利用不
足など臨床検査技師以外の職種が中心となるプロセスが多数存在する。
今回、我々は微生物検査における「検査前」「検査」「検査後」の各プロセスの実例をふまえた「落とし穴」を会場の先生方に提示していく。
そして、適切な「Diagnostic Stewardship」につながるために、環境感染学会としての今後の課題などについて意見交換していきたい。
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シンポジウム18
SY18-1 薬剤師の視点で見直す消毒薬～消毒薬評価指針の ICTでの活用～

長崎大学病院 薬剤部
○今村 政信（いまむら まさのぶ）、森塚 暁裕、福重 友理、谷口 隼輔、中川 博雄

感染制御活動において、ICT（Infection Control Team）と AST（Antimicrobial Stewardship Team）は共に重要な両輪である。ICT におけ
る薬剤師の重要な役割の一つに、消毒薬の適正使用が挙げられる。消毒薬は、医療器具や環境、患者の皮膚・粘膜などの生体に至るまで幅
広く使用される。薬剤師は消毒の対象物に応じた適正な使用濃度や接触時間、対象微生物による消毒薬の使い分けなどに精通し、適正な消
毒薬選定を行わなければならない。一方国内では、市販される消毒薬の中から適正な製品選定をするための明確な評価基準が存在しておら
ず、製品間の効果の比較が困難であった。そこで日本環境感染学会の消毒薬評価委員会より、2011 年に「生体消毒薬の有効性評価指針：手
指衛生 2011」が策定され、2020 年には「環境消毒薬の評価指針 2020」が策定された。さらに 2023 年には「生体消毒薬の有効性評価指針：
手指衛生 2023」が 10 余年ぶりに改定された。これらの指針によって、製造業者が標準化された試験系で製品の有効性データを評価・公開し、
ユーザーである医療施設が消毒薬の製品選定を行う際の評価基準として利用する共通認識が確率した。長崎大学病院（以下、当院）では十
数種類の消毒薬が採用されているが、その多くは医療材料での取り扱いであり、薬剤師がその製品選定に関与する機会は限られていた。そ
のため、ICT での院内ラウンドの際に、見慣れない消毒薬が医療現場で使用されている場面も少なくなかった。こうした状況を踏まえ、我々
は当院にて採用のある製品のうち、生体に使用される消毒薬について、評価指針に則った有効性データが取得されているかどうかの確認を
始めた。また、感染制御部と連携し、今後新たな消毒薬を導入する際に留意すべきポイントをまとめた院内指針の作成に取り掛かかってい
る。評価指針に関して、市中の医療機関や介護施設における認知度は十分とは言い難い。これからは消毒薬の適正使用のために中小病院や
介護施設においても評価指針に則った有効性データのある製品の採用を積極的に行っていくべきである。そこで院外における取り組みとし
て、長崎県病院薬剤師会や感染対策向上加算の連携施設を通じて当院の薬剤師が周知活動を進めていく予定である。本シンポジウムでは、
院内における消毒薬の採用や評価指針の運用における課題を共有し、その解決策や、さらには市中施設へ浸透させていく方法について議論
を深めたい。

シンポジウム18
SY18-2 紫外線照射による環境殺菌の活用

広島大学病院 感染制御部
森 美菜子（もり みなこ）

【はじめに】
近年、新たな環境清掃方法として、紫外線（UV）照射による環境殺菌が用いられている。UV 照射の効果について述べる。

【薬剤耐性菌及び C. difficile 対策への活用】
当院において、MRSA、VRE、C. difficile それぞれの検出患者退室後の環境調査を行い、UV の効果を検討した。MRSA 検出患者の病室か
らの MRSA 検出率は、退室後 42.2％（43/102）、清掃後 19.6％（20/102）、UV 照射後 3.9％（4/102）と有意に減少した（退室後 vs. 清掃後；
p＜0.01、清掃後 vs. UV 照射後；p＜0.01）。また、1 箇所の平均 MRSA コロニー数も、退室後 5.7±2.1CFU、清掃後 1.1±3.9CFU、UV 照射
後 0.3±2.0CFU と有意に減少し（退室後 vs. 清掃後；p＜0.01、清掃後 vs. UV 照射後；p＜0.01）、MRSA 院内伝播率は、3.56/1,000patient-days
から 2.21/1,000patient-days に有意に低減した（p=0.0497）。VRE 検出患者の退室後の病室においても、VRE 検出率は退室後 37％（22/60）、
清掃後 23％（14/60）、UV 照射後 0％（0/60）と減少し、1 箇所の平均 VRE コロニー数も有意に減少した（p＜0.001）。一方、UV は芽胞菌
には効果が弱いことが報告されている。しかし、C. difficile 感染症患者退室後の病室を、次亜塩素酸ナトリウムを用いた清掃と、第四級アン
モニウム塩に UV 照射を追加した清掃を比較したところ、両者とも退室後より有意に C. difficile 検出率が減少し、効果に差はなかった。

【UV 照射時の注意点】
UV は直接光が当たるところが殺菌されるため、影になるところは効果がないことに注意を要する。1 部屋あたりベッドを挟んで 2 回照射
し、照射部位がカーテン等で隠れないように調整する。また、オープンスペースのユニットでは、周囲への光の遮断が難しい。反射性素材
の消毒用テントも開発されたが、大きく重たいことから設置に労力がかかり、実用的な手法とは言い難い点が課題である。また、シンクの
汚染を原因とした薬剤耐性菌アウトブレイク報告があるが、水回り環境はグラム陰性桿菌の生息に適した環境であり、一旦汚染すると除菌
は困難であることから、排水管の UV 照射の効果は期待できない。

【結語】
薬剤耐性菌等は手を介した伝播が主であるが、環境の微生物汚染の負荷が上がると院内伝播に繋がりうる。そこで、一般的な環境清掃を補
完するものとして、UV の併用は効果的であると考える。さらに薬剤耐性菌対策だけでなく、手術室での夜間照射が清潔手術の SSI 発生率低
下につながったとの報告もあり、今後、院内での照射対象拡大が期待される。
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シンポジウム18
SY18-3 雑品では済まされない！消毒薬適正使用：チームで挑む、多様な課題への実践的ア

プローチ
東京医科大学病院 感染制御部1）、東京医科大学病院 薬剤部2）、昭和医科大学大学院 薬学研究科 衛生薬学分野3）

下平 智秀（しもだいら ともひで）1,2,3）

消毒薬は、人体、医療器具、環境表面など、医療現場において極めて広範な用途で使用されている。しかし、その使用は単純ではない。同一の
消毒薬であっても、対象や目的に応じて適切な濃度が異なり、例えば 10 倍希釈を誤ればアナフィラキシーショックを引き起こすリスクすら存
在する。加えて、多種多様な成分が存在し、それぞれに特性や禁忌がある。

さらに問題を複雑にしているのが、消毒薬の中には医薬品に該当しない「雑品」扱いものが存在し、これらは薬剤部門の管理下にない施設が多
いことである。コスト削減や現場での使いやすさを理由として、多種多様な製品が導入される傾向にある。その結果、品質管理や有効性の担保
が困難となり、総合的な管理体制の構築が急務となっている。不適切な消毒薬の使用は、期待される効果が得られないばかりか、医療関連感染
を引き起こす潜在的なリスクとなる。しかし、その重要性にもかかわらず、消毒薬に関する体系的な教育は、卒前教育や臨床現場において十分
に行き届いているとは言えず、これが不適切な使用を招く一因とも考えられる。

このような背景から、消毒薬の適正使用を推進する活動が不可欠である。当院では具体的な取り組みとして、まず院内の各部署で使用されてい
る消毒薬の種類、用途、管理方法について詳細なヒアリング調査を実施した。その結果に基づき、科学的根拠と院内での実用性を考慮した推奨
消毒薬リストを作成し、使用マニュアルや濃度・用途が一目でわかる早見表を整備・周知した。これらの標準化により、不必要な消毒薬の削減
や期限切れによる廃棄量の減少といった成果が得られている。最近では、周術期における皮膚消毒薬の選択に関する管理にも着手している。

さらに、物品消毒に頻用される次亜塩素酸ナトリウムの現場での希釈・使用状況の適正化にも取り組んでいる。次亜塩素酸ナトリウムは通常、
原液を希釈して使用するが、現場調査の結果、希釈濃度の不正確さや、浸漬方法が守られていない事例が多数確認された。院内清掃などを担う
委託業者職員も消毒作業に関与しており、教育や管理の難しさが増している。この問題に対し、希釈方法や使用手順の標準化とその遵守徹底を
図っている。さらに次のステップとして、現場での消毒対象物品そのものを可能な限り減らすための改善に着手している。

消毒薬の適正使用は、薬剤師を含む多職種が連携し、継続的に現場の実態を把握し、改善策を講じ続けることで達成される。本シンポジウムで
は、これらの実践的な取り組みを紹介し、各施設における消毒薬管理の課題と今後の展望について議論を深め、適正使用推進の一助としたい。

シンポジウム18
SY18-4 多職種協働で行う消毒薬の適正使用

大阪大学医学部附属病院 感染制御部
太田 悦子（おおた えつこ）

消毒薬の適正使用は、医療関連感染（Healthcare-associated infections：HAI）の予防における基本的かつ不可欠な要素であり、感染対策全
体の質的向上に直結する。過剰使用や誤使用は、薬剤耐性菌の選択圧を高める要因となるだけでなく、化学的暴露による医療従事者の健康
被害、さらには医療資源の不適切な消費をもたらす。一方で、不適切な希釈や接触時間の不足、使用目的に合わない薬剤の選定といった運
用上の不備は、消毒効果の低下を招き、結果として患者安全の確保を脅かすことになる。
当院ではこれまで、各部署が個別に選定した多種多様な消毒薬を使用しており、生体消毒薬（例：ポビドンヨード、クロルヘキシジン）と
非生体用の器材消毒薬（例：グルタラール、過酢酸など）との使用区分が不明確な場面や、濃度管理・接触時間の遵守が不十分な事例が散
見されていた。これらの問題に対し、感染制御チーム（Infection Control Team：ICT）では、薬剤師を中心とした多職種による ICT ラウン
ドを通じて、各部署で使用・保管されている消毒薬の種類、希釈状態、開封後の使用期限の管理状況について実地評価を行った。加えて、
評価結果を踏まえたフィードバックを現場に還元することで、使用薬剤の標準化と保管状況の是正、開封日表示の徹底など、現場運用の改
善を図った。現在も ICT ラウンドは継続的に実施しており、消毒薬の適正使用の維持・定着に向けたモニタリング体制を構築している。
さらに、心臓血管外科手術における術後感染、特に手術部位感染（Surgical Site Infection：SSI）に関して、定期的なサーベイランスにより
一定期間で SSI の増加傾向が認められた。これを契機に、感染制御チームと心臓血管外科・手術室看護師・薬剤師らとの多職種協働により、
術前皮膚消毒の手技や使用薬剤の見直しを実施した。具体的には、既存のポビドンヨード単独使用に加え、ガイドラインでも推奨されてい
るアルコールベースの消毒薬を併用する方針とし、さらにポビドンヨードの適切な接触時間を確保するための手順の明文化を行った。手術
室看護師には、消毒終了後のタイマー管理を依頼し、実施状況の可視化と標準化を進めた。こうした一連の取り組みにより、SSI 件数の減少
という成果を得ることができた。
消毒薬の適正使用は、単なる薬剤管理の問題にとどまらず、質の高い感染対策の実現に不可欠な要素である。多職種が連携しながら、科学
的根拠に基づいた持続可能な取り組みを推進していくことが求められる。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－213－

シンポジウム19
SY19-1 開業医がHIV診療する上での問題点・課題について

新橋南桜パーククリニック
吉田 正樹（よしだ まさき）

1981 年、アメリカにおいて若年男性同性愛者にカポジ肉腫やニューモシスチス肺炎などの重症免疫不全が相次いで報告され、1983 年にはフ
ランスのパスツール研究所によりヒト免疫不全ウイルス（HIV）が同定された。HIV の出現に伴い、米国疾病予防管理センター（CDC）は、
すべての患者の血液・体液を感染源とみなして標準的な防護具の使用、注射針の再使用禁止、安全な廃棄方法の徹底を求める「ユニバーサ
ル・プリコーション（普遍的予防策）」を提唱した。さらに 1996 年にはこれを発展させ、「スタンダード・プリコーション（標準予防策）」
が提唱され、現在の感染対策の基本となっている。スタンダード・プリコーションが徹底されていれば、HIV 診療において特段の不安を抱
く必要はないはずであるが、実際には国内で医療従事者の間に不安や抵抗感が根強く残っていると考えられる。
開業医による HIV 診療には、抗 HIV 療法（ART）を提供する場合と、一般的な医療（感冒、生活習慣病、歯科治療など）を提供する場合
が想定される。ART を行っているクリニックは限定的である一方、HIV 陽性者が日常的な健康問題で一般の医科・歯科クリニックを受診す
る機会は多く、その際に自身の HIV 感染を申告しないケースも少なくない。
クリニック側の問題点としては、HIV に関する専門性および診療経験の不足、院内感染対策や診療体制に対する不安、診療報酬や経済的イ
ンセンティブの不十分さ、が挙げられる。一方、患者側の課題としては、プライバシーの保護に対する懸念、地域社会におけるスティグマ
や偏見、心理的・社会的サポート体制の不足などが考えられる。
これらの課題に対する対策としては、HIV 診療拠点病院との緊密な連携体制の構築、HIV 専門医・感染症専門医とのコンサルテーション体
制の整備、ならびに学会や研修会への参加を通じた知識の継続的なアップデートが重要である。また、針刺し事故や体液曝露時の対応マニュ
アルの整備、スタッフへの感染対策教育の徹底も必要不可欠である。

シンポジウム19
SY19-2 クリニックでHIV診療をするメリット・デメリット～クリニック・患者それぞれ

の視点から～
KARADA内科クリニック
佐藤 昭裕（さとう あきひろ）

HIV 新規患者数は年々減少傾向であったが、2023 年に 7 年ぶりに増加に転じた。また、抗ウイルス薬の発達により平均寿命も延び、累積 HIV
感染者数・AIDS 患者数は増加の一途をたどっている。そのため今後もこれまでのような HIV 拠点病院のみが入院・外来診療を行っていく
のは体制的に限度が近いように思われる。東京都内では HIV 診療を行うクリニックが少しずつ増加はしているものの、地方ではいまだその
ような流れにはなっていない。当院も 2019 年に開院後、HIV 診療を開始した。HIV 感染者は現役で働いている世代が多く、病院受診のため
にこれまでは休みをとったり、土曜日診療をしている医療機関に受診を余儀なくされていた。また、予防接種や定期的な性感染症スクリー
ニング検査など自費診療を要することも多く、拠点病院ではカバーしきれない診療内容も存在する。本発表では、当院のこれまでの知見や
患者アンケート結果に基づき、クリニック・患者それぞれの視点から「開業医で HIV 診療を行う」ことのメリット・デメリットについて述
べたいと思う。
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シンポジウム19
SY19-3 小規模クリニックにおけるHIV診療の実際

柳沢クリニック
柳沢 如樹（やなぎさわ なおき）

「抗 HIV 薬の進歩によって、HIV 感染者の生命予後が劇的に改善した」と言われて久しい。多剤併用療法が臨床現場で本格的に使用される
ようになってから約 30 年が経つが、この間に抗 HIV 薬の服用錠数や回数は劇的に減少し、今では 1 日 1 回 1 錠の内服が主流となった。一
方、生命予後の改善は HIV 感染者の高齢化をもたらし、日常診療では感染症のコントロールだけでなく、心血管障害、非 HIV 関連悪性腫瘍、
慢性腎臓病などの合併症にも注意することが重要となった。東京都立駒込病院で約 15 年間 HIV 診療に携わり、その経験を地域に還元する
ため、2019 年から新宿区内のクリニックで HIV 診療を開始した。今まではエイズ中核拠点病院のスタッフとして、医療機関や地域関係機関
向けの研修企画やカンファレンスなどを通じ、HIV 感染症の正しい理解と受け入れの推進に努めてきたが、その経験はクリニックへのス
タッフの教育等に大変有用であった。診療面においては、治療薬の進歩に伴い、薬物相互作用や服薬アドヒアランスの説明も医師のみで現
状では特段困る事例は浮上していない。また、通院患者の中には外国籍の患者も多数いるが、英語圏の患者らは問題なく診療が可能であり、
その他の言語の患者に関しては毎回友人が通訳として来院してくれているため、これも現状としては問題なく経過している。その反面、大
小さまざまな困難がある中で、これまで中核拠点病院で MSW にお願いしていたことで困ることが最も多い。特に免疫障害者手帳や自立支
援の申請で浮上してくる様々な事案に関しては、ケースバイケースで対応せざる負えないことも多く、これまでのネットワークを最大限活
用して、個別に対処しているのが現状である。また、現在経験は少ないものの、心血管障害などに緊急に対処が必要な状況や、非 HIV 感染
悪性腫瘍の治療などの場合は、中核拠点病院との連携が不可欠である。特に HIV 感染者では非 HIV 感染者よりもこれらの疾患を発症するリ
スクが高いことが報告されているため、地域中核拠点病院との連携を強化することが最も重要と考える。

シンポジウム19
SY19-4 歯科診療所におけるHIV陽性者診療の現状

エビナ歯科医院
蛯名 勝之（えびな かつゆき）

AIDS 症例が米国で報告されてから 40 年以上、口腔内にも多くの症状を伴うことから歯科としても当初より関わってきた。しかしながら最
初のころの「薬害」という社会問題、「性感染症」、「麻薬中毒者」、有名人の「死」というショッキングなキーワードから「感染し発症する
と確実に悲惨な死に至る怖い病気」「一般医療機関では手に負えない病気」というイメージが付き、治療薬の進歩、予防啓発が進む中でも実
態に伴わない認識だけが残り、その悪いイメージは払拭されていない。未だに診療を拒否する医療機関も多く散見される。都道府県、各地
区歯科医師会としても地域差こそあれ、正しい知識を随時提供することで地域における協力歯科診療所を募るべく活動は行われてきたがそ
の数は伸びていない。協力歯科診療所になることで紹介事業システム対象になり、患者の正確な病態、治療データが把握でき、双方が安心
安全な医療を享受できる。紹介事業に関わらずブラインドされた状況では予期せぬトラブルを招きかねない。歯科診療は歯石除去をはじめ
観血的な処置が多いが、外科処置を含む基本的歯科治療の中で感染する可能性はほぼなく、肝炎ウイルスを基準にした消毒体制と基本手技
や準備（スタンダードプリコーション）で十分対応可能であり、万が一の針刺し事故があった場合でも日頃から紹介事業で基幹病院と連携
していることで対応がしやすい。今歯科の中で医療提供を拒んでいるのは科学的論拠がない心理的なものに過ぎない。今回は、これまでの
経緯や歯科の取り組みをお話しするとともに、今後慢性疾患として超高齢化社会の中で、外来から在宅、終末期に向け関わってくる家族へ
のカミングアウト問題や多職種連携の場面で関わる一般のケアマネジャーやヘルパーに U=U を迎えた現在の HIV/AIDS の状況をどのよ
うに正しく伝えられるかという今後の課題について共有していきたい。
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シンポジウム20
SY20-1 様々な施設における換気の評価や対策

公益財団法人宮城県結核予防会
齋藤 彰（さいとう あきら）

新型コロナウイルス感染症のアウトブレイク以降、さまざまな研究が行われ、換気の重要性が再評価されている。2 類相当から 5 類に移行し
た後も、老健施設や病院では感染拡大が続いており、現在も感染症対策は大きな課題となっている。私たちの研究チームは、換気の可視化
と二次感染の低減を目標に、現地調査を中心に活動し、調査後には結果を数値で評価し、各施設に対応した効果的な対策を検討し提案して
きた。施設管理には築年数が大きく影響し、建築物の新旧や施設の種類によって換気の評価が大きく変わる。新しい施設では、建築基準法
の改正に伴い、24 時間換気が義務付けられるようになった。最近の老健施設や病室では、全熱交換器とエアコンによる室内管理が標準となっ
ている。一部では廊下に給気、病室から換気扇による排気を行うところもあるが、前者の方式が圧倒的に多いように感じられる。その中で
問題となるのは、天井埋め込み型の全熱交換器のフィルターの目詰まりや、屋外ガラリの閉塞である。ほこりが固着している、ゴミが落ち
てきたなど視覚的に訴えるものがあれば、表面（室内）の給排気口の清掃を行うが、内部（天井裏）、外部（屋外）になると話は別であり、
建築物が施工主から引き渡された後にこの部分の定期清掃をすることは皆無に等しい。クラスター発生施設の原因で一番多いのはこの部分
であり、風量低下の根本的な原因になっている。エアコンのフィルターを掃除することはあっても、全熱交換器の清掃、メンテナンスを実
施することは非常にまれである。建築基準法の改正以前の施設では、まれに全熱交換器がついている施設もあるが、基本的に窓開けや、換
気扇に頼るしかないのが実情である。窓開け換気に関しては、実際にどの程度換気ができているのかの把握が難しい。さらに熱中症や、寒
さ、冷暖房効率に対する問題も大きいため、CO2センサなどによる客観的指標を用いた換気評価や、換気量が足りないようなら空気清浄機の
運用などを考慮する必要がある。人的なものでは、全熱交換器や換気扇など換気システムに係る多くは電気で動くものであり、コスト削減
として格好の標的になりやすく、夜間のスイッチが切られることがある。音がしている、スイッチが入っているから大丈夫と考える施設も
多く、風量や風速など数値で評価している施設が少ないことも大きな原因の一つである。宮城県内の病院で、調査報告会の前後で集団感染
の規模に大きな違いが見られた。自施設の空調機器の問題の把握と発生当時の感染経路の判断、押さえるべきポイントをしっかり押さえた
ことが功を奏していた。これまでの感染症対策の歴史を踏まえ、標準予防策、感染経路別予防策を押さえること、多重防護を行い感染リス
クを低減していくことが重要であると考える。シンポジウムではいくつか事例も紹介したい。

シンポジウム20
SY20-2 換気の重要性に関して

早稲田大学創造理工学部 建築学科
田辺 新一（たなべ しんいち）

2020 年 3 月 23 日に空気調和・衛生工学会は日本建築学会と共同で「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して緊急会長談話」
を公表した。一般的に、飛沫感染、接触感染、空気感染の 3 つのルートがある。飛沫感染に関しては、咳や会話で出た大きな飛沫は重力沈
降するので 2m 程度離れれば大丈夫であり、ソーシャルディスタンスを保つべきという根拠である。飛沫の沈着や感染者の手指によって汚
染された表面を触れたとき、その手で口、鼻、目の粘膜に触ると感染の可能性がある。これが接触感染であり、この経路を断つために手指
衛生は非常に重要である。問題なのは、会話や咳によって発生する感染性を有するウイルスを含んだエアロゾルや飛沫が蒸発した飛沫核が、
空気により運ばれて空気感染を引き起こすかどうかである。新型コロナウイルス感染症の空気感染に関しては現在でも WHO（世界保健機
関）で議論が続いている。一方で、これまで知見で換気や空気清浄が極めて重要であることが認識されてきた。2020 年 5 月 27 日に世界の関
係するグループで学術雑誌へ感染性を保ったウイルスを含むエアロゾル粒子による空気を介した感染への対策が必要であることを示す論
文を公表した。粒径が 5～20 マイクロメーターの飛沫は 1.5m 落下するのに数分から数時間かかる。また、5 マイクロメーター以下の飛沫核
は空気中に漂い続ける。厚生労働省が指摘しているように医療機関において空調・換気システムの運用管理が不充分であったことによる問
題が指摘されている。本講演ではエアロゾル対策の効率的な方法に関して解説を行う。また、日本医療福祉設備協会が刊行する病院設備設
計ガイドライン（空調設備編）HEAS-02-2022 についても紹介する。
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シンポジウム20
SY20-3 ウイルス飛沫シミュレーションと機械学習による室内感染予測システムの開発

京都工芸繊維大学
山川 勝史（やまかわ まさし）

新型コロナウイルス感染症のパンデミック直後に著者が公開した幾つかの漂う飛沫のシミュレーション結果は世界中で共有され、「ウイル
ス飛沫シミュレーション」という新しい研究分野を創出した。特に国内においてはスパコン富岳の運用直後とも相成り、スパコンによるウ
イルス飛沫の可視化映像を連日テレビでも取り上げられていた。あれから 5 年の月日が経過し、日常生活においての新型コロナははほとん
ど意識されなくなっている。一方、院内において本感染症は時期によっては未だに猛威を震い、対策が完全とは言い難い。また次期パンデ
ミックについても対応の準備を進める時期であると言える。このような背景を踏まえ、著者はオフィスや病室など室内環境における飛沫感
染の予測システムの構築に取り組んできた。感染予測というと大げさではあるが、例えば飛沫の見える化が容易に実施できるのであれば、
少なくとも感染のリスクを下げることは出来そうである。飛沫の可視化はシミュレーションを利用すれば可能であることは示してきた。問
題なのはその計算時間であり、またコストでもある。室内飛沫計算のために PC を用いると予測できるまで数日を有する。一方、各々の部屋
についてスパコンを使うのは現実的ではない。そこでスマホ＋AI をキーワードに短時間で且つ手軽に感染予測ができるシステムの開発に
取り組んだ。詳細は本講演でお話させて頂く。

シンポジウム20
SY20-4 感染対策を考えた換気への取り組み

東北医科薬科大学 医学部 感染症学教室
遠藤 史郎（えんどう しろう）

COVID-19 のパンデミックを契機に換気は感染対策において非常に重要な役割を果たしてきました。WHO は換気の悪い密閉空間は感染の
リスクが高く屋内では換気を重視すべきと述べています。換気を行うことで、同一空間中のウイルス濃度が下がり、エアロゾルを介した感
染拡大リスクを低減することが可能になります。実際の換気例としては、開窓によるスポット的な換気、設備としての持続的な機械換気、
空気清浄機などを利用した換気方法が用いられてきました。感染対策における換気の目的は、空間におけるウイルス濃度を低い状態に保つ
ことです。そして、常に一定の効果が求められます。多くの医療関連施設では開窓などによる自然換気が取り入れられてきました。開窓に
よる換気は新たな費用負担がなく、導入への障壁が低い一方、その効果は持続的ではなく、開窓時間あるいは開窓方法（1 か所開窓や 2 か所
開窓など）により左右されます。また、気象条件によっても換気効率は左右されるため、常に一定の効果を期待することが難しいこともあ
ります。さらに、人力による開窓作業自体、夜間帯などは困難であり、このような事実が持続的かつ効率的な換気を困難にしています。一
方、施設設備による換気は、機械を利用した強制的な換気であることから、メンテナンスを怠らなければ、持続的かつ効率的な換気を実現
できます。しかしながら、増改築を繰り返したり、老朽化した医療関連施設でメンテナンスが不十分であった場合には、施設設備による換
気に期待が持てない場合もあり、さらに、施設設備による換気をリニューアルするには巨額の費用が必要な場合もあり、現実的ではないこ
ともあります。空気清浄機はそのフィルタの能力にもよりますが、自然換気や機械換気が不十分な医療関連施設においては、1 つの対策にな
ります。医療施設および高齢者介護施設に設置した空気清浄機の実例を紹介したいと思います。
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シンポジウム21
SY21-1 感染制御に役立つリーダーシップ論

ジョージ・ワシントン大学1）、グロービス経営大学院2）

髙岡明日香（たかおか あすか）1,2）

皆さまは、少子高齢化や働き方改革、そしてポストコロナといった変化と困難のさなか、まさに「中間管理職受難の時代」に組織を率いて
おられると思います。組織運営の難易度は今、かつてないほど高まっていませんか。そんな今だからこそ、ご自身のリーダーシップを磨き
上げることで、メンバーのパフォーマンス向上と組織全体の成果を実現して頂きたいと思います。あなたは、得意なリーダーシップスタイ
ルをお持ちですか。自分が得意なスタイルを徹底的に鍛えることが、リーダーシップ開発の一丁目一番地です。しかし、リーダーシップの
難しさとは、残念ながらその得意なアプローチが、どんな状況でも、誰に対しても有効とは限らないということです。対する相手によって、
状況によって、自身のスタイルをいかに微調整できるかが、リーダーとしての勝負の分かれ目でもあります。なぜなら、リーダーが関わる
利害関係者は多様で、リーダーシップを発揮する文脈も多様だからです。感染管理の現場はまさに、医師や様々な医療職、サポートスタッ
フ、患者とその家族など、背景の異なる関係者が混在するという複雑性にくわえて、それぞれの立場の優先順位をめぐり摩擦や対立が生じ
得る、難易度の高い職場だと思います。本セッションでは、長い歴史とともに進化してきたリーダーシップ論、特に最新の理論を実例とと
もに学びます。様々な理論をご自身の引き出しに蓄え、適切な時や場所で適切に取り出して発揮できるような、しなやかなリーダーになっ
て頂きたいからです。まず 20 世紀以前の主な理論を概観したのちに、21 世紀以降の新たな理論―「集合天才」「倫理的なリーダーシップ」「レ
ベル 5・リーダーシップ」―についてご紹介します。これら望ましいリーダーシップにくわえ、望ましくないそれの代表例として、ナルシシ
スティック・リーダーシップを取り上げ、彼らがもたらす組織への悪影響や、部下がとるべき選択肢など実践的な手法を学びます。最後に、
女性リーダーが避けるべき、そしてとるべきリーダーシップスタイルについても理解していきます。リーダーシップは、たとえ大組織を率
いていなくても、部下がいなくても、一緒に仕事をする人が一人でもいれば、明日から発揮することができます。周囲にロールモデルがい
ないという方、あなた自身が後進のロールモデルになると決めて下さい。そして明日から行動を変えてみて下さい。行動を変えれば、周囲
は必ず気づきます。周囲のあなたに対する見方が変わると、人間関係が変わり、あなたの人生が変わり始めます。リーダーシップを理解し、
自分固有のそれを発揮し身に付けることができれば、人生を変える契機になります。ぜひ自分に内在する力を信じて、ご自身のリーダーシッ
プを実現してください。本セッションがその一助になれば幸いです。

シンポジウム21
SY21-2 ICNの立場から考える、リーダーシップの理想と現実

国際医療福祉大学成田病院 感染制御部
平松 玉江（ひらまつ たまえ）

感染管理担当看護師（ICN）は、組織横断的な感染対策の推進役として、リーダーシップを発揮することが求められる専門職である。近年で
は、実践力に加え、戦略的視点をもって多職種を巻き込み、感染対策を組織文化として根づかせる能力が重視されつつある。米国 APIC
が提唱する「Infection Preventionist（IP）コンピテンシーモデル」では、感染対策の専門職に求められる中核的能力として、リーダーシッ
プが明確に位置づけられており、コミュニケーション、批判的思考、コラボレーション、行動科学など多面的な要素が提示されている。こ
れらは ICN にとってのリーダーシップの理想像を示す国際的枠組みといえる。一方で、日本の医療現場における ICN は、看護部門の一員と
して感染管理室や ICT の中で唯一の専任として活動することも多く、決定権や制度的な支援体制には限界がある。また、実際の現場では、

「示したことが浸透しない」「協力が得られない」「対策が定着しない」といった現実に直面することが多い。ICN は多職種と関わる中で多様な
価値観の違いに直面し、理想的なリーダーシップと現実にギャップを感じることも少なくない。こうした現状を踏まえ、本発表では、理想
像をただ追い求めるのではなく、実践の中でどのようにリーダーシップを発揮し、試行錯誤を重ねながら現場に適応していくのか、そのプ
ロセスを考察する。APIC モデルで示されるリーダーシップの構成要素を参照しつつ、日本の ICN が現場で経験するさまざまな葛藤の中で、
リーダーシップの理想像と、それをどう現実に落とし込み、適応していくかを考える機会としたい。
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シンポジウム21
SY21-3 ICDの立場から考える、リーダーシップの理想と現実

東京科学大学統合臨床感染症学分野
岡本 耕（おかもと こう）

医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員から構成される感染対策チーム（ICT）は、病院感染対策の中心であり、病院が提供する医
療安全の重要な基盤の一つである。病院感染対策の守備範囲は、様々な病原体・病態別の感染対策のみならず、サーベイラインス、病院環
境整備、職員の血液体液曝露対応・ワクチン接種など非常に幅広い。したがって、関わる部署や職種も、診療部門（医師、看護師）だけで
なく、診療支援部門（その他の医療職）・管理部門（事務職員、外部委託業者）も含まれるため、現場レベルから病院上層部まで全病院が対
象となる。さらには、加算の要件にもなっている地域連携も重要な業務であり、病院外の組織・人との協働も重要になっている。
ICT の仕事は本質的に、感染対策に関わる必要なデータの収集、分析、方針・計画の策定、その遂行である。ICD（医師）は病院感染対策
の実質的な責任者として、その一連のプロセスの中で ICT をリードしていくと同時に、現場スタッフから病院上層部まで病院全体を感染対
策についてリードすることが求められる。ではリードするとは一体どういうことなのか。リードすることは指示・命令することではなく、
チーム・組織におけるゴールを策定し、関係性を構築し、合意形成を行って、構成員を同じ方向に動かくしていくことであろう。ICT にお
いては、感染管理認定看護師（ICN）をはじめておして各チームメンバーがそれぞれ重要なタスクを遂行しており、チームが有機的に機能す
ることが特に重要になる。また、ICT 以外の関係者との対応といういみでは、ICD は他のメンバーより他部門の責任者、病院上層部、他病
院の関係者などのとのコミュニケーションをとる機会が多い。よって、ICD におけるリーダーシップには特に、様々な関係者との（交渉を
含む）コミュニケーションがカギとなる。前述のように、職種、部門も含めて多種多様な背景を持つ相手を“動かす”には相手にとって特
に何が特に重要なのか、相手をよく理解してアプローチを柔軟に変えていく必要がある。
リーダーシップは生まれながらの特性ではなく、学んで身に着けることができるものである。リーダーシップは感染対策の実務では医学的
な知識と同等に重要なものである一方、現状では我が国において医師としてのキャリア、あるいは ICD の資格取得に至るプロセスの中では
明示的に学ぶ機会がほとんどない。我が国の ICN の教育課程におけるリーダーシップの位置づけと対照的な状況であり、日本の感染制御に
おける重要な課題の一つかもしれない。本講演では、ICD の立場から見えるリーダーシップについて参加者の皆さんと一緒に考えてみたい。

シンポジウム22
SY22-1 医療関連感染症の状況把握と改善に向けたアプローチ

名古屋大学医学部附属病院 中央感染制御部1）、名古屋大学医学部附属病院 看護部感染対策2）

○森岡 悠（もりおか ひろし）1）、越取 雄策1,2）、豊留 有香1,2）、八木 哲也1）

自施設における医療関連感染症（HAI）の疾病負荷を、正確に把握できている施設はあるだろうか？疾病負荷を評価する場合、1．発生率、
2．有病率、のいずれかで通常評価を行うが、評価方法が異なってくる。
病院機能評価や、感染対策向上加算等で施行が求められている手術部位感染症（SSI）、人工呼吸器関連イベント（VAE）、中心静脈カテーテ
ル関連血流感染症（CLABSI）、カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）はターゲットサーベイランスと呼ばれ、特定の医療関連感染症をある
期間中にどれだけ生じたかを調査することで、発生率を算出する。発生率が上昇した場合、適応、手術/留置手技、操作時の消毒等の問題点
の抽出と対応は一般化されており、対応は取りやすい。広く行われていると思われるが、全ての病棟・全ての診療科でこれらのサーベイラ
ンスを行えている病院はほとんど無いと思われる。
HAI はこれらのデバイス関連感染症と SSI だけではない。VAE や CAUTI に該当しない肺炎や尿路感染症、腹腔内感染症なども問題とな
る。これらを調査するには、横断的な患者調査が必要であり、Point Prevalence Survey（PPS）が世界的に広く行われている。HAI の有病
率は、USA では 3.2％（2018 年）、ヨーロッパ全体では 7.1％（2022-2023 年）、愛知県 27 病院では 6.6％（2020 年）であった。愛知県での調
査では、病院規模によって HAI の種類が異なり、800 床以上の大規模病院では SSI の有病率が最も高く、小～中規模病院では肺炎・尿路感
染症が多かった。デバイス関連感染症は HAI 全体の約 15％ であった。ターゲットサーベイランスと異なり、PPS の結果そのものを即時に
感染対策に活かすことは難しい。しかし、院内でどのような HAI がどのような患者に生じているのか、院内での HAI の対応が十分なのか

（予防、診断、治療など）、を知ることができる。質的評価を行うことで、問題点の把握と対応策を考えることができる。
当院では、ターゲットサーベイランスと PPS を行ってきたが、本講演ではその結果の解釈と改善に向けた取り組み等も紹介する予定である。
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シンポジウム22
SY22-2 透析関連感染対策

JCHO下関医療センター 感染管理部1）、透析関連感染サーベイランス研究会 DSN-J2）

○坪根 淑恵（つぼね よしえ）1,2）、森兼 啓太2）、谷口 弘美2）、前多 香2）、高橋 陽一2）、
細田 清美2）、帯金 里美2）、山下 恵美2）、多湖ゆかり2）、水野 住恵2）、畠山 国頼2）、
吉川美智代2）、中島 博美2）、赤尾 康子2）、大石恵理子2）、小林 三枝2）、柏原 久乃2）、
宮田こずえ2）、近藤 恭子2）、中林 准子2）

日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況（2023 年 12 月 31 日）」によると、透析患者数は 34 万人を超えている。平均年齢は 70.09 歳で年々増加傾向を示している。高齢
化および透析歴が長い患者が増加している。原疾患で最も多いのは糖尿病腎症、慢性透析患者の死因の 1 位は感染症で 23％ を占めている。透析室は、慢性腎不全、DM、低栄
養状態、貧血などによる易感染状態の透析患者が、バスキュラーアクセス（VA）への穿刺を繰り返し、体外循環をしている特殊な環境である。様々な感染症に関するハイリ
スク区域であり、一般病棟の感染対策に追加した感染対策が必要である。
2013 年から透析関連感染サーベイランス研究会（DSN-J）にデータを提出し、DSN-J の集積したデータをベンチマークとして活用し、VA 管理改善に取り組んでいる。DSN-
J 参加施設と情報交換し、透析室の感染対策を評価し見直している。

【バスキュラーアクセス（VA）管理】
血液透析において VA は感染のハイリスク因子となる。透析関連感染サーベイランス研究会（DSN-J）非カフ型カテーテルの感染率（感染数/延べ透析回数×1,000）は、7.75
と他の VA に比べて有意に高い。自施設のデータ集積開始当初は、11.4 と高かったが、カテーテル操作確認、カテーテルケアの見直し、皮膚消毒薬変更などの取り組みにより
3.89 と低下した。しかし、再度感染率が上昇傾向になり、DSN-J 参加施設の取り組みを参考に、カテーテル操作作業者の特定、ドレッシング剤変更などカテーテルケアの見直
しをしている。
非カフ型カテーテルの挿入理由に関して、アクセストラブルを基準とした透析導入の相対リスク比は、1.51（95％CI1.25-1.82）と高い。CKD 外来と連携して、透析導入前にシャ
ントを作成し、カテーテル使用を避けることでリスク回避できると考えた。
シャントの感染率は、0.04 で DSN-J の感染率 0.05 よりやや低い。しかし、シャント感染は治療に難渋し、透析患者の予後を左右する。自施設では夏期に 2 例感染症例があっ
た。DSN-J の調査結果では、夏期は冬季に比べて感染症例が 23％ 増だった。アクセス別では、シャント、カフ型カテーテルで感染が多かった。汗をかきやすい夏期に皮膚の
常在細菌叢が増加することに関連していると思われる。夏期は意識して皮膚の保清を行うことや穿刺時の皮膚消毒をより念入りに行うことで感染を減らせる可能性がある。

【透析室の感染対策】
標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル 6 訂版を参考にマニュアルや手順書を改訂した。穿刺・回収時のベストプラクティスを作成し、透析室内のゾーニングを
明確にし、手技を統一した。ベッド周囲や透析監視装置は頻回に血液汚染するため、適切に清拭消毒しないと交差感染の原因となりうる。ベッド周囲の環境表面の ATP 測定
をし、洗浄清拭消毒の評価をし、清拭方法を改善した。

シンポジウム22
SY22-3 薬剤耐性菌対策

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
下川 結花（しもかわ ゆか）

薬剤耐性菌対策は、抗菌薬の適正使用、適切な検査、拡大防止に向けた迅速な感染経路別予防策が重要である。厚生労働省院内感染対策サー
ベイランス事業（JANIS）全入院患者部門では、MRSA が 94％ をしめ、CRE、PRSP、MDRP、VRE、MDRA が検出され地域差がみられ
る。薬剤耐性（AMR）アクションプラン（2023-2027）では、新たに VRE 罹患数、カルバペネム系の静注抗菌薬に関する指標が盛り込まれ
ている。
医療関連感染リスク評価は、病原体、患者、病院、地域の視点から考えていく。まず、病原体、特に検出が稀でリスクが高い薬剤耐性菌は、
平成 26 年 12 月 19 日付け医政地発 1219 第 1 号「医療機関等における院内感染対策について」通知時点で、カルバペネム耐性腸内細菌科細
菌（CRE）、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）及び多剤耐性ア
シネトバクター属の 5 種類の多剤耐性菌がアウトブレイクする危険性が示されている。次に、患者は、疾患や抗菌薬使用状況、処置や侵襲
的医療器具の有無、重症度等の全身状態と共に療養環境（多床室や担当医療者）、医療者の介入状況の評価が重要となる。更に、病院や地域
は、部署や各施設の感染状況、感染対策に関する体制等、病原体の広がりと共に感染対応力を評価する必要がある。初期段階で、病原体の
検出状況、患者の状態や集団特性評価、院内や地域への拡大や感染対策評価、様々な視点からリスク評価していく事が求められる。
次に、薬剤耐性菌対策の改善プロセスは、リスク評価に基づき 6 つの分野（普及啓発・教育、動向調査・監視、感染予防・管理、抗微生物
剤の適正使用、研究開発・創薬、国際協力）の視点を持ち、具体的な目標設定、実現に向けた戦略や取組みを計画的に進めることが重要で
ある。主な薬剤耐性菌の感染経路は接触感染、医療者の手指や患者同士の直接接触、器具器材や環境を介した間接接触である。感染予防・
管理の視点から、標準予防策と接触感染予防策を行う。主に、手指衛生、適切な防護具使用、患者隔離、環境管理、専用化である。感染対
策を継続させるには、改善プロセスの可視化が重要でありサーベイランスの活用も有効である。手指衛生実施率や防護具着脱調査、薬剤耐
性菌検出率など、リスク評価と合わせ対応策の効果を評価し必要に応じて改善策を検討する事が感染対策の となる。
薬剤耐性菌は予測困難であり 1 例目の検出時はすでに拡大している。速やかに検出時のリスク評価、感染拡大予測を行いながら、適切な感
染対策の実施、感染行動の改善プロセスが必要となる。本セッションでは、薬剤耐性菌対策の現状を振り返りながら次に繋がる機会とした
い。
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シンポジウム22
SY22-4 手術部位感染のリスク評価と改善のプロセス

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科
新改 法子（しんかい のりこ）

手術部位感染（SSI）は術後合併症の一つであり、SSI の発生は患者の QOL 低下や健康面・経済面での負担を強いることに加えて病院側に
とっても経済的負担となる。SSI は術後 1 ヶ月以内に発生する切開創もしくは臓器/体腔感染であり、手術部位への微生物汚染が主な原因と
なる。皮膚・粘膜切開により患者自身の細菌への曝露は不可避であり、SSI の完全な予防は極めて困難である。さらに、手術部位や手術手技
により感染リスクは異なり、消化管手術では内因性細菌による汚染リスクが高く、一方、心臓血管外科や整形外科などの手術では人工関節
や人工弁・人工血管といった人工材料を体内に埋め込むため、微量の細菌でも重篤な感染に至る可能性がある。感染の悪化は体内埋入物の
抜去を余儀なくされ、患者の生命を脅かすため、早期発見と重症化予防、そして効果的な SSI 対策による発生予防が極めて重要になる。SSI
発生には栄養不良、喫煙歴、創の清潔度分類（不潔、汚染/感染創）など術前の患者の状態に関する要因、剃毛や長時間手術など術前・手術
手技に関する要因、抗菌薬予防投与の不適切なタイミングや低体温、高血糖など周術期に関する要因、そして手術室の不適切な空調管理や
手術器材の滅菌不良などが複雑に関与する。手術手技によってもリスク因子は異なるため、SSI 予防には、術式、患者背景、周術期の経過、
手術室環境、手術器材管理など、考えられるリスク因子を多角的に分析し、その結果に基づいた予防策の実施と評価が不可欠である。近年、
在院日数の短縮に伴い、早期の退院・転院が進む中、術後 SSI の早期発見には退院後の継続的な観察と支援も重要となる。特に、高齢者や
在宅医療・介護、高齢者施設利用者の増加を踏まえ、地域連携の強化が求められる。特に近年需要が増している人工関節手術など人工物留
置例では術後 1 年間の長期観察が必要であり、感染対策における地域連携の重要性も増している。本シンポジウムでは、SSI リスク因子を
ICT メンバー及び診療部門との協働による改善プロセスを紹介し、今後の課題について考察する。

シンポジウム23
SY23-1 AST活動結果の分析と報告のポイント

国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンター
松永 展明（まつなが のぶあき）

感染症対策において、AST（Antimicrobial Stewardship Team）による抗菌薬適正使用支援は重要な役割を果たしているが、その活動成果
を客観的に評価・報告する手法は限られている。本セッションでは、J-SIPHE（Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare
Epidemiology）を活用した AST 活動結果の分析および報告の実践的ポイントについて紹介する。J-SIPHE は国内の医療機関から収集された
抗菌薬使用量、耐性菌検出率、感染対策指標等を一元的に可視化・分析できる感染対策情報基盤であり、AST 活動の質を評価する上で有用
なツールである。本発表では、J-SIPHE における AST 活動評価の基本的な指標（DDD/1000 患者・日、DOT、抗菌薬種類別推移、感受性
率の変化等）、定期的報告に必要な分析内容、多職種へのフィードバックに有用な項目の工夫、介入実施前後の比較による活動の効果測定、
指標の注意点について解説する。また、J-SIPHE によるベンチマークを活用した自施設の位置づけの明確化と、地域・全国的な傾向との比
較を通じた課題抽出・改善提案の実際についても取り上げる。AST 活動が日々の実務に埋もれて可視化されにくい中、データに基づく分
析・報告の工夫はチームの継続的な動機づけと組織的支援の獲得に直結する。現場で使える実践的な分析の視点と報告の型を共有し、各施
設での活用促進につなげたい。
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シンポジウム23
SY23-2 今日から使える！感染対策のためのアンケート調査・分析のコツ

京都府立医科大学大学院保健看護学研究科
内海 桃絵（うつみ ももえ）

アンケート調査の利点は数多くあります。たとえば、多数の意見を効率よく収集できる、匿名性を確保でき本音を引き出しやすい、定量的
なデータとして比較分析がしやすい、多様なトピックに柔軟に対応できる、意思決定や改善活動の根拠になる、実施コストが比較的低い、
などが挙げられます。感染対策の実践においては、現場の声を可視化し、改善につなげる有効な手段の一つです。しかし、「どんなアンケー
トを作ればよいのかわからない」、「せっかくアンケートをとったのに、その結果をどう活用してよいのかわからない」と悩んでいる方も多
くいます。簡単なようで、実は難しいのがアンケート調査なのです。調査の目的が曖昧だったり、設問設計に不備があったり、集計や分析
が十分に行われないまま放置されるというケースも少なくありません。本講演では、「すぐ使える」「現場で役立つ」をキーワードに、過不足
なく、実行可能なアンケートを作成、実施、分析するためのコツについて共有し考えます。目的に合ったシンプルな設計と分析、そして

“伝わる”形での報告ができれば、非常に価値のある情報になります。アンケート調査が現場をよりよくする実践の一助になれば幸いです。

シンポジウム23
SY23-3 アウトブレイク調査データのまとめかた

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第四室
山岸 拓也（やまぎし たくや）

アウトブレイク調査は感染管理に携わる医療従事者が経験し得る活動である。実際にアウトブレイクを目の前にすると、短期間に実施すべ
き対応が目白押しになるので混乱することもあるが、やるべきことを一つ一つ行っていけば、調査自体に特別な技能は必要ない。アウトブ
レイク調査で中心的な活動は、定義した症例を時・場所・人に分けて整理していく記述疫学である。病院や施設で感染管理を行っていると、
アウトブレイクの前段階に当たる小さな事例を多く経験し、時に感染対策チームでの対応が必要なことがある。あるいは、病院上層部や院
外の専門家に応援を求める必要があるかもしれない。この時、自分たちだけで対応可能なアウトブレイクなのか、あるいは外部に応援を求
めるべき状況なのか、を評価することをアウトブレイク事例のリスク評価と呼んでいる。アウトブレイク調査の基本ステップは近年いくつ
かの書籍で紹介されているが、その中でリスク評価が紹介されていないことがある。しかし、リスク評価はアウトブレイク調査の重要な一
環である。本シンポジウムでは、具体例を辿りながら記述疫学を行うまでの流れに触れる。具体的には、アウトブレイクを探知し確認する
際のデータのまとめ方、リスク評価時のデータのまとめ方、アウトブレイク中の記述疫学でのデータのまとめ方の 3 つに分けて、コツを紹
介する。本シンポジウムを通じて、皆様がアウトブレイクに直面した際に、対応を行っていくべき人間に必要な情報を過不足なく共有し、
同じ危機意識を持つことで、包括的かつ足並みのそろった対応に繋がることを期待する。
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シンポジウム24
SY24-1 定期的な内視鏡培養検査を踏まえた適切な内視鏡洗浄・保管の検討

東京大学医学部附属病院 感染制御部1）、東京大学医学部附属病院 臨床工学部2）、東京大学医学部附属病院 光学医療
診療部3）

○大木 大輔（おおき だいすけ）1）、溝口美祐紀1）、岩崎 圭悟2）、角嶋 直美3）、堤 武也1）

近年、軟性内視鏡検査手技後に患者に感染症が発生するリスクはこれまで考えられていたよりも高く、施設により差があるという報告があ
る。また汚染された軟性内視鏡が不適切に処理されたことにより、患者が残存していた病原微生物に曝露され内視鏡検査後に重篤な感染症
を来したという報告や、アウトブレイクを来した報告も散見される。その中でも特に内視鏡を介した多剤耐性菌の伝播を防ぐことは喫緊の
課題と考えられる。内視鏡を介した細菌の伝播防止のために、使用後の内視鏡に対して適切な再生処理を行うことは重要である。内視鏡の
再生処理はベッドサイド洗浄→用手洗浄→高水準消毒→処理後の内視鏡の乾燥・保管という流れで行われる。この工程が適切に行われてい
るかの評価目的に、内視鏡の定期培養検査を行うことが本邦及び諸外国のガイドラインで推奨されている。本邦のガイドラインでは無作為
に抽出した内視鏡に対して培養検査を少なくとも年 1 回以上実施することが推奨されている。当院でも 2 か月に 1 回内視鏡培養検査を実施
している。検査対象は、上下部消化管内視鏡、十二指腸鏡、気管支鏡であり、評価対象菌は一般細菌及び抗酸菌としている。全例検査は不
可能なため、1 回につきランダムに内視鏡 3-4 本を選択する抜き取り調査であり、その結果をもとに介入する必要性があるかを評価してい
る。培養は鉗子・吸引チャンネルに対して行い、20ml の滅菌生理食塩水を入れた滅菌試験管内に内視鏡先端を浸し、鉗子孔より注射器を用
いて滅菌生理食塩水を吸引する。吸引した液を再度内視鏡内にフラッシングし、この作業を 15 回繰り返した液を回収し、既定の培養過程を
経て評価している。内視鏡の汚染が確認された場合には、フローチャートに沿って、検出された菌種に応じた対応を実施している。菌種は
FDA のガイドラインを参考にして、HIGH/LOW CONCERN に分須し、HIGH-CONCERN 1CFU、LOW-CONCERN 20CFU を陽性として
いる。陽性であった場合は、当該内視鏡の使用中止もしくは使用の優先順位を下げる対応とし、多職種により部署訪問を行い洗浄ガイドラ
インに準拠しているかを確認・フィードバックしている。その後内視鏡を再洗浄後に培養を行い、再度陽性となった場合は、内視鏡自体に
問題がある可能性も考慮してメーカーに依頼して評価及び必要に応じて分解内腔修理を行っている。上述の再生処理の工程において、昨今
再生処理後の内視鏡の乾燥・保管の重要性が再認識されている。米国の内視鏡洗浄の最新のガイドラインである AMSI/AAMI ST91 におい
ても内視鏡内腔の乾燥の重要性が指摘された。我々は、保管庫の種類及び内視鏡の保管方法により乾燥度に違いが生じるか、またそれによ
り内視鏡内に残存する細菌の増殖率に差があるかの評価検討を現在行っており、その結果も併せて紹介する。

シンポジウム24
SY24-2 JCI 基準に基づく内視鏡管理とトレーサビリティの実践

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 内視鏡室1）、順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防管理部 滅菌品
質管理室2）、順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防管理部 感染予防対策室3）、順天堂大学医学部附属順天堂医院
臨床検査部4）、順天堂大学大学院医学研究科感染制御科学5）

○小松﨑真理（こまつざき まり）1）、田中 恵美2）、廣瀨 幸子3）、川上 剛明4）、堀 賢2,3,5）

当院では、気管支鏡、小腸内視鏡、超音波内視鏡、上部・下部内視鏡など計 128 本の内視鏡を保有している。Joint Commission International
（JCI）基準に則り、内視鏡の運用は、清潔区域から汚染区域へ一方向の「ワンウェイ構造」にて運用しており、保管庫～内視鏡施術室～洗
浄室～保管のすべての過程で一貫している。特に新築時には、洗浄室の設計にも加わり、洗浄受付から用手洗浄・機械洗浄工程を経て、乾
燥・払い出しまでの物流も「ワンウェイ構造」を実現した。また、内視鏡洗浄液による労働災害を防止するために、機械式換気で毎時 12
回換気を実現している。内視鏡の保管については、内視鏡管路内に水滴が残りにくいように「垂直保管」を遵守している。特に小腸内視鏡
などのロングスコープに対応するため、専用の保管庫を特注・設置し、適切な保管環境を整備している。さらに 2017 年より、洗浄・消毒の
全工程にトレーサビリティシステムを導入している。これは、患者 ID、内視鏡 ID、洗浄・消毒担当者 ID、消毒薬濃度、フィルター・薬液
の交換履歴などをサーバーに登録・一元管理するもので、工程ごとのデータを自動記録・監視することで記録ミスを防ぎ、管理の正確性と
生産性を向上させている。トレーサビリティシステム導入以前は紙媒体での管理であったが、導入後はサーバーからの迅速なデータ抽出が
可能となり、リコール発生時や感染症アウトブレイク発生が疑われた時の使用者調査への対応力が向上した。実際に 2021 年に入院病棟で
VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）のアウトブレイクが発生した際には、保菌者に使用した内視鏡と洗浄機、担当した検査医師、臨床工学
技士、洗浄者などを即時特定し、関連した内視鏡と洗浄機に対して培養検査を実施した。培養結果ではいずれも VRE を検出されなかったが、
他のグラム陰性桿菌が少量検出されたため、洗浄機の緊急メンテナンスを実施し、過重使用環境下でメンテナンスプログラムの見直しを内
視鏡メーカーに依頼した。この事例を契機に、「内視鏡管理指針」を策定し、内視鏡検査の実施件数に対応した内視鏡の本数が常に適切に維
持されるよう管理目標を設定し、安全保守点検や清浄度検査が正しく行われるように運営を改善した。さらに、内視鏡室で業務に従事する
すべての職員に、安全な内視鏡管理に関する教育を行い、安全管理体制の強化を図った。内視鏡管理においては、感染リスクを最小限に抑
えるため、工程ごとの精緻な除染管理と高い透明性が不可欠であり、トレーサビリティの確保は JCI においても中核的要件とされている。
今後も再処理不備による感染事例の教訓を活かし、継続的改善に取り組む所存である。
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シンポジウム24
SY24-3 内視鏡洗浄業務の中央化における運用・連携と教育の実際

名古屋大学医学部附属病院 看護部感染対策
豊留 有香（とよどめ ゆか）

内視鏡は体腔内に挿入される医療器材でありセミクリティカル器材に分類され、適切な洗浄・消毒が実施されなければ、医療関連感染症の
媒介となるリスクがある。国内外で再処理不備による内視鏡関連感染症の報告がされており、感染対策上の課題として注目されている。日
本においては、「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン（第 2 版）」や「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド

（改訂版）」などが策定されており、内視鏡洗浄の標準化と安全管理の徹底が求められている。
当院では、内視鏡培養の結果で微生物が検出されたことを契機に、外来内視鏡の洗浄や保管管理工程における課題が明確となり、院内で使
用する全ての内視鏡洗浄業務を中央化した。中央化により、洗浄手順が標準化され、個人による用手洗浄手技のばらつきを最小限に抑える
体制を整えられた。一方で、従来は外来で使用直後の洗浄を行うことで限られた台数の内視鏡を頻回に回転させて使用していたが、中央化
により搬送時間が加わり、保有する内視鏡台数や運用の見直しを要した。
現在は光学医療診療部を中心に、臨床工学技士および外部委託業者と感染対策チームが連携し、院内で使用する全内視鏡の洗浄・保管・ト
レーサビリティ管理を一元管理している。中央化の効果として、洗浄工程の標準化と、問題発生時の迅速な共有と改善策の周知・徹底が可
能となった。また、教育面においては、内視鏡培養結果から課題を確認し、洗浄・運搬・保管管理など、現状の課題に準じた指導を行って
いる。
中央化にはメリットもあるが、外部委託業者が不在となる夜間や休日などがあるため、24 時間 365 日対応することはできない。時間外対応
で使用した内視鏡は稼働日の洗浄となるため、汚れの乾燥やこびりつきといったリスクも否定できない。このような課題に対しては、当院
職員へのベッドサイド吸引など用手洗浄を行う前段階の指導を徹底するようにしている。また、緊急の診療に影響を及ぼさないよう、内視
鏡の本数を増やして対応を行っている。
今後も、中央化体制の維持と質の向上を目指し、継続的なモニタリングと多職種連携による改善活動を推進していく。シンポジウムでは、
当院における中央化の具体的な運用体制や教育の工夫、現場での課題とその対応について、実際の事例を交えて紹介したい。

シンポジウム24
SY24-4 内視鏡検査における感染対策の実際センター内の導線、スコープ洗浄・消毒・保管

の品質管理
日本赤十字社栃木県支部 足利赤十字病院
小林由美江（こばやし ゆみえ）

感染対策は、全てのヒトの体液や血液を感染性があるものとして取り扱う、標準予防策の原則に基づき行うとされ、内視鏡検査においても
同様である。それに加え、内視鏡検査では、検査環境やスコープの適切な洗浄・消毒・保管における品質管理が必要である。消化器内視鏡
の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド改定版（日本環境感染学会；2013 年 7 月 10 日発行）では、検査室と洗浄室は独立した設計
とし、その導線を可能な限り短くするとされ、使用後のスコープと洗浄・消毒されたスコープの運搬経路が交差しないレイアウトを推奨し
ている。当院の消化器内視鏡検査室の室圧は等圧、換気回数 5 回/h、洗浄・消毒エリアは 10 回/h、検査室と洗浄・消毒エリアは分離してい
るものの独立しておらず、医療従事者、使用前、使用後スコープの出入り口を共有している。そのため、使用後スコープの運搬時、洗浄・
消毒実施時の曝露リスクがあった。そこで、使用後のスコープは、検査終了直後に必要なベットサイドで行う洗浄・消毒実施後、検査室内
で専用コンテナに密閉し、洗浄・消毒エリアまで運搬するとした。これにより使用後スコープの可及的速やかな密閉による周囲への汚染リ
スクの低減が図れた。その後、洗浄エリアまで運搬されたスコープは、洗浄・消毒過程を経て保管されるが、特に用手洗浄は、その後の消
毒効果を最大限得るために、適切な手技が求められる。当院では、年間 6,072 件の消化器内視鏡検査、111 件の気管支鏡検査（2024 年度）が
実施され、スコープの洗浄・消毒を行う専従職員を 1 名配置している。洗浄手技の質担保のための、専従職員を含めた新規配属者への教育
や洗浄手技を評価するためのスコープの培養検査を定期的に実施している。これにより洗浄技術の改善が図れると共に、目に見えないス
コープの破損も早期に察知できる。自動洗浄消毒装置で使用する高水準消毒薬（フタラール製剤：ディスオーパTM0.55％）の濃度管理は必須
であるが、濃度計測器自体の品質管理も実施する。また、高水準消毒薬を危険物質に特定し、SDS（Safety Data Sheet：安全データシート）
に従った取り扱いを厳守する。このような過程を経て洗浄・消毒されたスコープは、再汚染防止のため温度・湿度管理された専用キャビ
ネットで保管する。このように、内視鏡検査を安全に行うためには、検査環境の整備、スコープの洗浄・消毒・保管における品質管理をポ
イント押さえ実施する。また、それらを内視鏡検査に携わる医療従事者が、標準予防策を理解し、その原則に基づいた感染対策を各工程で
適切に実施する必要がある。
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シンポジウム25
SY25-1 海外のカテーテル関連感染症ゼロを目指した取り組み

東京医科大学病院 感染制御部・感染症科
小林 勇仁（こばやし たけひと）

カテーテル関連血流感染症（catheter related blood stream infection：CRBSI）は、医療関連感染症の中でも特に重篤であり、患者の予後や
医療費に大きな影響を及ぼす。
2024 年、国際感染症学会（ISID）は中心静脈カテーテル関連血流感染症（CLABSI）に関するポジションペーパーを更新し、教育、モニタ
リング、手技の標準化といった多面的介入の有効性を強調している。また同年、世界保健機関（WHO）は末梢静脈カテーテル（PIVC）に
関する初の感染予防ガイドラインを発表した。PIVC は世界中で膨大な量が使用されており、その感染は潜在的に極めて大きな負荷となって
いることが推察されるが、CLABSI と比較するとデータが乏しい状況であった。今回のガイドラインでは、無菌的手技の徹底、適切なカテー
テル選択、医療従事者への教育の重要性などを明示している。
抗菌物質含有製品を活用する検討も進んでいる。これまでクロルヘキシジン含有ドレッシングの有用性が報告され、本邦でも現場への導入
が進んでいるが、抗菌物質を含浸させたカテーテルやコネクタ、コネクタキャップの有用性も検討されている。また、カテーテル内腔を抗
菌物質で満たすロック療法についても、様々な薬剤について試験が行われている。
本発表ではこれらの国際的ガイドライン、臨床試験データ、革新的技術の現状を整理し、今後の CRBSI 対策の方向性について議論する。

シンポジウム25
SY25-2 多職種連携チーム協働介入によるVAP発生0を目指した取り組み

東京慈恵会医科大学附属病院
松澤真由子（まつざわ まゆこ）

人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated pneumoniae；以下 VAP）は人工呼吸中の患者に、開始 48 時間を超えて発生する肺炎であり、ICU
において頻度の高い感染性合併症である。VAP 発生における寄与死亡率は 13％ に及び、1 例発生すると 1 万から 4 万米ドル以上のコストが
余分にかかると報告されている。専門知識を要する人工呼吸器装着患者の管理は、医療安全の面から集中治療領域に集約した配置が望まし
いとされ、故に VAP 対策は集中治療領域において、重要なタスク（要素）である。
当院には、2014 年から呼吸器内科医、集中ケア認定看護師、臨床工学技士を中心とした RST（Respiratory support team；呼吸ケアサポー
トチーム）が設置されており、最適な人工呼吸管理がなされるべく患者の診療・ケアのサポートを行っている。当院の ICU は各科の医師が
管理する Open ICU であり、集中治療医である 1 名の麻酔科医師が ICU 入室患者の診療全般をサポートしている。限られた人的リソースの
中で、高いレベルの人工呼吸管理を実施するために、RST が関与する形になっている。VAP 発生数の低減は ICT、RST 双方における重要
課題の一つである。ICT は RST と連携して VAP バンドル対策の評価および、アウトカム指標として VAP 発生数を定め、ケアの質向上を
支援してきた。また、ICT が RST 担当医師と VAP 判定を共に行うことで、判定が困難とされる VAP サーベイランスの精度向上へ寄与し
た。ICT と RST による専門知識を活用した連携によって、患者の予後改善に繋がる取り組みができたと考える。本シンポジウムでは、当院
の取り組みを紹介しながら、効率的な VAP 予防に対するバンドルアプローチについて言及したい。（注釈：現所属と本文中の所属施設は異
なる）
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シンポジウム25
SY25-3 ゼロを目指して：CRBSI 予防における多角的対策の実践と成果

金沢医科大学病院
中川 佳子（なかがわ よしこ）

血管内留置カテーテル関連血流感染（CRBSI）は、医療現場における代表的かつ重要なデバイス関連感染症の一つである。当院では、中心
ライン関連血流感染（CLABSI）予防のため、マニュアルの整備・周知に加え、カテーテル管理の各段階（挿入前、挿入時、挿入後）におい
て多角的な対策を講じてきた。特に、刺入部の衛生管理の破綻や皮膚損傷が感染発生に関与すると考え、重点的な介入を行っている。
挿入前には、刺入部皮膚の清潔保持を目的として、シャワー浴や泡洗浄剤による清拭を徹底した。挿入時には、1％ クロルヘキシジンアルコー
ルで皮膚を消毒し、無縫合固定器具（StatLockⓇ）を用いてカテーテルを愛護的に固定した。導入当初は事故抜去の懸念もあったが、実際に
は増加は認められなかった。挿入後は、刺入部の血液除去、滅菌ドレッシングの衛生的な交換、剥離剤の使用および皮膜剤の塗布により、
皮膚損傷の最小化に努めている。これらの対策を現場に定着させるため、看護師 2 年目ラダー取得者、感染リンクナース（主任看護師）、希
望者を対象に、毎年講義およびシミュレーション教育を実施している。また、輸液接続に関与する医師や放射線技師に対しても、出張形式
で教育を行い、手技の標準化を図っている。さらに、2024 年からはチェックリストを活用したカテーテルラウンドを開始し、「管理状況」「ハ
ブの消毒」「ケア物品の管理」などについて現場で確認し、即時フィードバックを実施している。これにより、刺入部の清潔保持と皮膚保護
に対する意識が職員全体に浸透し、日常的な実践として定着している。
CLABSI サーベイランスは、当初は集中治療センターや感染者数の多い病棟に限定して実施していたが、2023 年の電子カルテ更新により感
染管理支援システムと統合され、現在では全 22 病棟での運用が可能となった。加えて、年 1 回、全病棟を対象としたサーベイランス情報共
有会を開催し、院内全体での情報共有と感染予防意識の向上に努めている。
こうした取り組みにより、CLABSI の年間発生件数は 2016 年の 71 件から 2019 年以降は 30 件前後で推移している。また、末梢静脈カテー
テル（PVC）関連の感染対策としては、末梢静脈炎のスケール評価、刺入部写真の電子カルテへの反映および記録の適正化を推進し、感染
件数は最大 16 件から 5 件前後へと減少した。感染が発生した場合には、部署や診療科と連携し、速やかに原因を分析し、カテーテルの種類

（CV、PICC、ポート、透析用、末梢など）ごとに個別の対策を実施している。
今後も感染ゼロの実現に向けて、継続的な対策の改善と多職種への教育の充実を通じ、より強固な予防体制の構築を目指していく。

シンポジウム25
SY25-4 カテーテル関連血流感染症ゼロへの挑戦：基本の徹底とバンドルアプローチの実

践
自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科1）、一般社団法人日本血管内留置カテーテル研究協議会2）

安田 英人（やすだ ひでと）1,2）

カテーテル関連血流感染症（CRBSI）の撲滅は、患者安全向上における最重要課題である。2006 年に開始された Michigan 州の Keystone
ICU Project は、ICU における CVC による血流感染症を大幅に削減し、中央値で 2.7/1000 カテーテル日から 0 まで減少させる画期的な成果
を収めた。同プロジェクトは、「基本的な感染対策の確実な実施」の重要性を実証し、現在の CRBSI 対策の基盤となっている。
CRBSI 予防の成功には ANTT（Aseptic Non Touch Technique）や I-DECIDEDⓇのような体系化されたアプローチの実践が不可欠である。
ANTT は、Key-Part and Key-Site Protection という独自の概念に基づき、標準予防策、非接触技術を組み合わせた包括的な無菌操作技術で
ある。I-DECIDEDⓇは、侵襲性デバイスの包括的な評価・決定ツールとして、エビデンスに基づいた 8 段階のチェックリストを提供し、適切
な評価と不要なデバイスの早期除去を促す。これらの「当たり前と思えること」を体系化し、確実に実践することで、感染リスクを大幅に
軽減する。
その中でも、本講演では消毒薬とドレッシングの重要性に特に焦点を当てる。世界標準である 2％ クロルヘキシジンアルコール製剤は、従
来のポビドンヨードと比較して CRBSI 発生率を有意に減少させることが確立されている。一方、日本発の新規薬剤であるオラネキシジング
ルコン酸塩は、従来薬と異なる作用機序を持ち、近年増加傾向にある耐性菌に対しても効果を示す可能性が示唆されている。特に重篤な患
者において、その効果が期待される。ただし、CRBSI 対策としてのエビデンスはまだ限定的であり、現在、筆者らのグループは Apollo study
と題する大規模 RCT を実施中であり、その有効性の検証を進めている。
また、消毒薬と並んで重要でありながら、しばしば軽視されがちなのがドレッシングの役割である。鎖骨下静脈での CVC 挿入において、感
染率が内頸静脈や大腿静脈より低いとされる理由の一つは、実は適切なドレッシングの維持が容易であることにある。透明フィルムドレッ
シング、CHG ドレッシング、それぞれの特徴を理解し、患者の状況に応じて最適な選択を行うことが重要である。同時に、ドレッシング内
の清潔を維持し、密着したドレッシングを継続的に保持するような管理こそが、CRBSI 予防の要となる。
これらの要素を統合したバンドルアプローチこそが、CRBSI 撲滅への確実な道筋である。ANTT や I-DECIDED による基本の徹底、適切な
消毒薬の選択、ドレッシングの戦略的活用を組み合わせることで、Keystone ICU Project と同様の劇的な改善を実現できる。ここで重要な
のは、単に手順を実行するだけでなく、当たり前と思われている基本的なことを改めて正しく理解し、なぜそれが必要なのかを深く認識す
ることである。今こそ、「当たり前を当たり前に」実践する姿勢で、CRBSI 対策の新たなスタンダードを築く時である。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－226－

シンポジウム26
SY26-1 Role of the microbiology laboratory in Infection Control

Department of Laboratory Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul,
Korea
Mi-Na Kim

The microbiology laboratory contributes infection control and prevention（ICP）through diagnosis of infections and optimization of labora-
tory testing to ensure timely and accurate provision of laboratory tests to the infection control and antimicrobial stewardship programs, as
well as through consult and direction by clinical microbiologists with expertise in both healthcare epidemiology and ICP.
The first role has recently been further conceptualized by diagnostic stewardship. Success in controlling infectious diseases is influenced by
the effectiveness of early detection, therapy and control. Diagnostic stewardship can be defined as performing the appropriate test from or-
dering to reporting to ensure appropriate treatment. Clinical microbiologists should be involved not only in test selection but also in per-
forming, interpreting, and reporting tests in the laboratory in a timely manner to optimize infection control. In particular, as molecular diag-
nostic tests that are expensive and detect more pathogens simultaneously become more widely used in infectious disease diagnosis, more
clinical microbiologists are needed. Close communication and understanding between clinical microbiology and infection control is essential
to optimal laboratory testing needed for surveillance, outbreak control, and antimicrobial stewardship. Therefore, teamwork between labo-
ratory and infection control members is not an option, it is a necessity.
The second role of consult and direction for ICP is depend on empowerment of clinical microbiologists as an expertise in both healthcare
epidemiology and ICP. As a vivid example, COVID-19 is the first pandemic in which all resources at the institutional, community, and na-
tional levels have been focused on controlling the infectious disease. From the beginning to the end of the pandemic, COVID-19 diagnostic
testing had to be performed by appropriately selecting and combining a wide range of molecular and serological tests, from POCT tests to
strain typing tests, in real time according to epidemiological changes within hospitals or communities. The clinical microbiologist should be
responsible for coordinating all resources of an institution based on knowledge of microbiological, pharmaceutical, and non-pharmaceutical
means of controlling infections.
Another pandemic caused by antimicrobial resistant organisms is currently underway. Therefore, the healthcare-associated infection con-
trol and antibiotic stewardship are becoming more dependent on clinical microbiology. Many clinical microbiologists serve as leaders and
essential members of infection control and antimicrobial stewardship programs in Korea. Clinical microbiologists will play an increasingly
leading role in infection control in the future.

シンポジウム26
SY26-2 Infection Prevention and Control in Taiwan：Turning Crisis into Oppor-

tunity
National Institute of Infectious Diseases and Vaccinology, National Health Research Institutes, Taiwan/
Department of Medicine, National Taiwan University, College of Medicine, Taiwan/Division of Infectious
Diseases, Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan
Yee-Chun Chen

Strengthening Through Crisis Taiwan’s infection prevention and control（IPC）capacity has been progressively built in response to public health crises―includ-
ing a Salmonella outbreak in 1984, the Enterovirus 71 epidemic in 1998, and SARS in 2003. These events catalyzed national efforts, beginning with the Ministry
of Health’s IPC training program in 1984 for physicians, nurses, and technicians. IPC elements were included in hospital accreditation by 1988. Taiwan CDC was
established in 1999, and the Infection Control Society of Taiwan（ICST）, formed in 1993, now has over 10,000 members. A national IPC journal was launched in
1991 and is now co-sponsored by Taiwan CDC and ICST. From Infrastructure to Surveillance Taiwan CDC launched the Taiwan Nosocomial Infections Sur-
veillance System（TNIS）in 2001, later evolving into the Taiwan Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance Surveillance System（THAS）in
2020. By 2015, all medical centers and regional hospitals were submitting HAI data；by 2018, participation exceeded 430 hospitals. Feedback reports provide
data on infection density, pathogens, and antimicrobial resistance trends. Since 2008, Taiwan CDC has conducted national IPC inspections（biannually since
2017）, later expanding to long-term care and correctional facilities in 2014. These inspections support IPC integration with antimicrobial stewardship（AMS）,
quality improvement, and vaccination programs. Implementing Evidence-Based Measures With guidance from the Hospital Infection Control Advisory Com-
mittee, Taiwan CDC issues national IPC standards aligned with WHO and US CDC guidelines. Initiatives include hand hygiene programs（2007, 2010-2011）, cen-
tral line bundle campaigns（2011, 2013-2014）, care bundles for CAUTI ＆ VAP（2015-2017）, environmental hygiene programs（2012）, national AMS program（2013
onward）. These programs were scaled up from model hospitals like National Taiwan University Hospital. Taiwan integrates IPC and AMS efforts while promot-
ing awareness through campaigns such as World Antimicrobial Awareness Week. The Taiwan Antimicrobial Resistance Network（TANK）, created by NHRI
and supported by Taiwan CDC, compiles HAI and AMR data to facilitate dissemination real-world data. In 2025, Taiwan launched a five-year National Action
Plan for AMS（NT$1.9 billion/US$59 million）, led by the Ministries of Health and Agriculture using a One Health approach. Key goals include reducing human
antibiotic use by 5％ and CRAB infection rates by 10％. IPC for Epidemic Prevention and Preparedness The SARS outbreak reinforced the role of IPC in epi-
demic response and healthcare worker protection. These include annual tabletop exercise and drill for EID, and healthcare worker vaccination（HBV, influenza,
MMR, varicella, Tdap）. Collaboration and Capacity Building IPC program bridges public health and healthcare through integrating early detection, notifica-
tion, case management and treatment―helping reduce incidence of TB and HIV significantly. The Infectious Diseases Society of Taiwan has issued treatment
guidelines for AMR and fungal infections. NHRI supports long-term AMR surveillance and the One Health framework. ICST pilots IPC outreach to community
settings―e.g., dialysis centers, respiratory care centers, and long-term care facilities―and provides accredited training, audits, and site visits. Challenges and
Threats As Taiwan becomes a super-aged society, the demand for IPC continues to rise, yet workforce shortages persist. EIDs are also spreading more rapidly
on a global scale. Surveillance remains labor-intensive and requires modernization through digital tools. Additionally, there is a gap between public expectations
and understanding of IPC, which affects resource allocation and support. Conclusion Taiwan’s IPC system―built through crisis―prioritizes basic principles,
continuous surveillance, and evidence-based strategies. Interdepartmental communication, regional engagement, and global collaboration are vital for sustain-
able IPC, AMR containment, and epidemic preparedness. IPC not only ensures safety and quality care but serves as a critical pillar of national health security.
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シンポジウム26
SY26-3 Confronting the Multidrug-Resistant Pathogen Crisis：Thailand’s Expe-

rience and Regional Priorities
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Romanee Chaiwarith

Multidrug-resistant organisms（MDROs）are no longer a future threat but an urgent, ongoing crisis affecting healthcare systems across
Asia. In Thailand, high burdens of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii（CRAB）, carbapenem-resistant Enterobacterales（CRE）,
and vancomycin-resistant enterococci（VRE）are observed, particularly in tertiary hospitals and intensive care settings. These pathogens
lead to prolonged hospital stays, increased healthcare costs, and higher mortality.

The National Antimicrobial Resistant Surveillance Center, Thailand（NARST）, monitors and reports antimicrobial resistance trends nation-
wide. According to NARST data, the prevalence of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii（CRAB）, carbapenem-resistant Es-
cherichia coli , carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae , and carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa in 2012 was 67％, ＜1％,
＜1％, and 1％, respectively. By 2022, these figures had increased to 77％, 6％, 22％, and 22％, 14％, respectively. Notably, vancomycin-
resistant Enterococcus faecium increased from 1％ in 2012 to 14％ in 2012. In contrast, the prevalence of methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus（MRSA）decreased from 23％ in 2012 to 9％ in 2022.

Thailand has taken action through a national plan to fight antimicrobial resistance（AMR）. This plan brings together efforts in infection pre-
vention and control（IPC）, antimicrobial stewardship（AMS）, and AMR surveillance in people, animals, and the environment. Key interven-
tions include strengthening hospital IPC teams, implementing standardized IPC bundles, increasing AMR surveillance, and expanding IPC
training in both central referral hospitals and district-level healthcare facilities.

However, since MDROs can easily cross borders, national efforts alone are not enough. Regional collaboration is crucial. Drawing on Thai-
land’s experience, this presentation highlights the importance of working together across countries. Priorities for regional action include de-
veloping shared IPC protocols, improving data sharing, building joint training programs, and establishing rapid response teams for out-
break control. Combining strong national programs with coordinated regional strategies is essential to reduce MDRO transmission, protect
patient safety, and build sustainable healthcare systems across Asia.

シンポジウム26
SY26-4 Building up the IPC Program

Singapore General Hospital, Singapore
Moi Lin Ling

Recent COVID-19 pandemic has clearly shown the importance of Infection Prevention and Control（IPC）in our daily lives and the urgent
need for us to build and grow IPC in every healthcare setting. As an IPC professional, we have privilege to work with partners and stake-
holders in ensuring safety at the healthcare setting, primarily in the field of healthcare associated infection prevention. The key is effective
implementation of the WHO core components and achieving a vibrant and successful program viz. Going beyond meeting minimal require-
ments but aiming towards full implementation of the WHO core components.
An effective IPC team is an important contributing factor to the success of the IPC program. This comprises the IPC doctor and full-time
IPC nurses working in close collaboration with stakeholders in the healthcare facility. Equally important is ensuring that all healthcare
workers are trained and competent in IPC.
It is the responsibility of the IPC team to develop and build each of the core components in program to level expected of a vibrant and ac-
tive IPC program.
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シンポジウム27
SY27-1 General characteristics of Klebsiella pneumoniae infections and the

current situation in Japan
東邦大学医学部 微生物・感染症学講座
原田 壮平（はらだ そうへい）

Klebsiella pneumoniae は、医療関連感染症の主要な起因菌の一つとして広く認識されており、近年は多剤耐性株の増加が、国際的な公衆衛
生上の課題となっている。一方、「肺炎桿菌」という名称は、本菌が健常者に対しても急速進行性の重篤な肺炎を惹起しうる病原体であるこ
とに基づき命名された経緯を有する。さらに、特定の国・地域においては、重篤な基礎疾患を有さない症例において、播種性髄膜炎や眼内
炎を合併する肝膿瘍（invasive liver abscess syndrome）を呈する事例が報告されている。
2000 年代以降の臨床的・遺伝学的解析により、K. pneumoniae によるこれらの異なる病態は、異なる遺伝子型を持つ菌株群（クローン）に
よって引き起こされることが明らかとなった。しかしながら、近年、本来は抗菌薬への感受性が良好であった高病原性株が多剤耐性を獲得
する事例が報告されており、K. pneumoniae 感染症の治療を複雑化している。
本講演では、高病原性・多剤耐性 K. pneumoniae の臨床的・分子疫学的特徴について概説するとともに、国内における K. pneumoniae 菌株
の遺伝学的特徴とそれらが引き起こす感染症の臨床像の関係について演者の解析事例を交えて解説する。

Klebsiella pneumoniae is recognized as one of the major causative agents of healthcare-associated infections, and the global emergence of
multidrug-resistant strains has become a significant public health concern. On the other hand, the species name reflects its clinical charac-
teristic of causing severe and rapidly progressive pneumonia even in previously healthy individuals. Furthermore, in some countries and re-
gions, community-acquired infections in patients without underlying conditions have been reported to manifest as‘invasive liver abscess
syndrome’, sometimes accompanied by metastatic complications such as meningitis or endophthalmitis.
Clinical and molecular analysis in the 21st century have revealed that these distinct disease manifestations are attributed to genetically di-
vergent clonal lineages of K. pneumoniae . Of particular concern is the recent emergence of multiple resistant hypervirulent strains, which
were originally susceptible to antimicrobial agents. This convergence of virulence and resistance poses a substantial challenge to current
treatment strategies.
In this presentation, the clinical characteristics and molecular epidemiology of hypervirulent and multidrug-resistant K. pneumoniae strains
will be reviewed, and the relationship between the genetic characteristics and clinical presentation of infections caused by K. pneumoniae
strains in Japan will be described.

シンポジウム27
SY27-2 Invasive Klebsiella pneumoniae liver abscess syndrome in Taiwan：

Clinical and microbiological characteristics
Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Tri-Service General Hospital, National Defense
Medical Center, Taipei, Taiwan1）、Institute of Infectious Diseases and Vaccinology, National Health Re-
search Institutes, Miaoli, Taiwan2）

○Feng-Yee Chang1）、L. Kristopher Siu2）、Jung-Chung Lin1）

During the past three decades, a distinct invasive liver abscess syndrome caused by Klebsiella pneumoniae has been increasingly reported
in Asia, and this syndrome is emerging as a global disease. Diabetes mellitus and two specific bacterial capsular types, i.e., serotype K1 or
K2, predispose a patient to developing liver abscesses and metastatic complications such as meningitis, endophthalmitis, necrotizing fasciitis
and extrahepatic abscesses. These serotypes are in high prevalence of resistance to phagocytosis and intracellular killing by neutrophils
and serum killing by bactericidal complements.
Some virulence factors have been described for K. pneumoniae include the presence of specific capsular serotype, mucoviscosity-associated
gene A（magA）, rmpA , and aerobactin. magA has been described as the causative gene for K. pneumoniae liver abscess and septic metas-
tatic complications. The enzyme encoded by magA , also named wzy in accordance with the bacterial polysaccharide gene nomenclature
scheme, functions as a polymerase involving in capsule synthesis, and this function is restricted to the capsular gene cluster of serotype K1
only. The magA mutant strain does not show hypermucoviscosity, however, silencing of genes surrounding magA in the same cluster of
genes needed for capsular polysaccharide synthesis also resulted in loss of hypermucoviscosity and virulence. In addition to serotype K1
and K2, the presence of rmpA , aerobactin, their phagocytic and serum resistance as well as 50％ lethal dose（LD50）in mice were presented
and classified as virulent strains, hypervirulent strains and non-virulent strains. We further studied 6 strains of each of serotype K1 and K2
isolates and 17 strains of ST11 isolates. Although serotype K1 and K2 strains and ST11 isolates had similar virulence gene profiles, the ST11
isolates showed less serum and phagocytic resistance than the serotype K1/K2 isolates. The mouse lethality test revealed that all ST11 iso-
lates were unable to cause lethality, even at＞107 CFU, while serotypes K1 and K2 showed an LD50 at 103 CFU. Aerobactin or capsule
knockout mutants exhibited a lower LD50 than the parental strain, while capsule mutants showed a more significant decrease in LD50.
Since there was a significant difference in virulence levels between the two types of hypervirulent K. pneumoniae “HvKp” when assessed
in in vitro and in vivo models, we suggest it may be better to use the designation “HvKp” for some strains based on animal studies, and viru-
lence and non-virulence could be analyzed in a relative manner, especially in comparison studies.
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シンポジウム27
SY27-3 Unveiling the Silent Threat：Klebsiella pneumoniae infections in the

Philippines―The Need for More Research and Action
National Institutes of Health - University of the Philippines Manila1）、The Philippine General Hospital2）

○Christian N. Francisco1,2）、Angelo Dela Tonga1）、Stessi Marie Geganzo1）、Jonnel Poblete2）、
Edsel Maurice Salvaña1,2）

Klebsiella pneumoniae（KPN）infections are prevalent in the Philippines. Historically, data have been limited to case reports that highlight the or-
ganism’s propensity to disseminate, a likely characteristic of hypervirulence and hypermucoviscosity. The increasing incidence of KPN infections
in the country is exacerbated by the threat of antimicrobial resistance（AMR）resulting from the misuse and overuse of antibiotics. In 2023, the
Antimicrobial Resistance Surveillance Program of the Philippine Department of Health reported a phenotypic resistance rate of 15-17％ to
carbapenems.

In our institution, KPN is the most commonly isolated gram-negative pathogen from clinically significant infection sites. A small study was con-
ducted that screened 99 isolates for the presence of carbapenemase genes using a commercially available multiplex polymerase chain reaction

（PCR）kit. It was reported that the most common infection site was the respiratory tract, followed by the genitourinary tract and hepatobiliary
systems. The majority are hospital-acquired infections. Thirty（30）isolates harbored only the bla NDM gene, while 27 isolates contained both bla NDM

and bla OXA-48, and 21 isolates carried the bla KPC gene. The 30-day mortality rate is notably high, at approximately 53％. A separate study that inves-
tigated the molecular characteristics of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae（CRE）in two（one private and one government）tertiary hos-
pitals in Metro Manila, Philippines, reported KPN as the most common pathogen isolated（70/126）. Isolates that were confirmed to have
carbapenem-resistant genes via PCR amplification underwent clonal structure identification using multilocus sequence typing（MLST）. House-
keeping genes for KPN were amplified and sent for Sanger sequencing. The most common KPN sequence type is ST147（9/70）, followed by ST16

（5/70）. Common carbapenemase genes detected include bla NDM（44/70）, bla KPC（15/70）, while the most common ESBL genes were bla CTX-M（56/
70）and bla SHV（56/70）. An ongoing collaborative study between the Philippines, Japan, and the United States aims to investigate the presence of
AMR and hypervirulence genes in KPN and their association with poor outcomes.

Despite ongoing efforts to characterize the molecular epidemiology of KPN infections, there remains a critical need for nationwide surveillance to
fully understand disease pathogenesis and transmission dynamics. Such data is crucial for mitigating the impact of KPN as a public health threat.

シンポジウム27
SY27-4 CR-hvKP and hv-CRKP：the similarity and the difference

Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, China
Minggui Wang

Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae（CRKp）is listed as one of the top high-priority pathogens by the World Health Organization.
Meanwhile, hypervirulent K. pneumoniae（hvKp）causes severe community-associated infections, such as liver abscesses and meningitis, in
otherwise healthy individuals. Both CRKp and hvKp infections are associated with high mortality rates. The convergence of carbapenem
resistance and hypervirulence within a single bacterial strain may lead to significantly more severe clinical outcomes. Alarmingly, such con-
vergence has already emerged and is becoming increasingly prevalent worldwide. A recent international study reported that 59％ to 95％
of CRKp isolates from China co-harbored carbapenem resistance genes along with hypervirulence genes. These findings underscore the ur-
gent need to study the mechanisms driving the formation and spread of these convergent strains.
This convergence occurs because both carbapenem resistance and hypervirulence determinants were mediated by mobilizable plasmids. It
can arise through two distinct pathways, resulting in either carbapenem-resistant hypervirulent K. pneumoniae（CR-hvKP）or hyperviru-
lent carbapenem-resistant K. pneumoniae（hv-CRKP）. CR-hvKp typically arises when canonical hvKp clones have acquired carbapenem-
resistant plasmids. In contrast, hv-CRKp refers to classical CRKp clones acquire pLVPK-like virulence plasmids.
This presentation will have a review on the recent research progress of the following topics：The prevalence, mechanisms of formation and
adaptive evolution of CR-hvKp and hv-CRKp；and also have a discussion on the development of molecular diagnosis and novel strategies to
manage these infections.
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シンポジウム28
SY28-1 MRSA感染症の現状と課題

順天堂大学院医学研究科 臨床病態検査医学/総合診療科学
上原 由紀（うえはら ゆき）

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は未だに薬剤耐性菌の代表であり、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）検査
部門の統計によると、2023 年に MRSA の検出を経験しなかった参加医療機関はわずか 0.6％ であった。MRSA 感染症への対応がほぼ全ての
医療機関で求められる状況は変わらない。元来黄色ブドウ球菌はヒトの 20-30％ 程度が保菌する皮膚常在菌で、皮膚の損傷から感染症が起こ
り、表層の皮膚軟部組織感染症から血流感染症を伴う深部感染症まで様々な深達度・重症度の感染症へと進行する。20 世紀には MRSA は主
に医療機関内に存在し、カテーテル関連血流感染症や手術部位感染症など医療関連感染症の原因となったため「MRSA 感染＝院内感染」と
いう単純な図式で捉えられており、そしてそれはおよそ間違いではなかった。しかし 21 世紀に入ると、米国の市中で急速に広がった USA
300 クローンのように世界各地で市中にも MRSA が増加し、さらに 2010 年代以後は市中に多かった MRSA クローンが医療機関内にも侵入
して起き変わりが進んでいる。前述の JANIS の統計によると、2023 年の黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率は院内で 45.2％、外来で 29.3％
である。このような変化は市中での黄色ブドウ球菌感染症の治療薬選択において経験的治療の段階で MRSA を想定すべきかどうかという
問題を、また医療機関内においては MRSA に対してどのような感染予防策が適切か、MRSA の医療機関内伝播をどのようにして判定するか
という問題を提起している。2024 年に発行された日本の MRSA の診療ガイドラインでは、積極的に市中感染症に抗 MRSA 薬を使用するこ
とや MRSA 保菌者に対する予防策を接触予防策から標準予防策に一段階下げることは推奨していないが、今後は継続的な分子疫学解析の
結果に基づいて推奨の見直しが必要となる可能性がある。治療においては、欧米で使用されている抗 MRSA 作用を持つ β ラクタム剤は日
本では使用できないものの、その他の抗 MRSA 薬の選択肢は多く残されている。しかし黄色ブドウ球菌感染症一般に求められる抗菌薬以外
の対応、すなわちカテーテルや体内人工物の抜去、デブリードマン、ドレナージといった感染巣のコントロールが不十分であると治療が困
難となり、長期の抗 MRSA 薬投与の間に最小発育阻止濃度が上昇する現象がみられることもしばしばである。この場合は高用量の抗菌薬投
与や複数の抗菌薬を組み合わせるなどの工夫があるが、メチシリン耐性の有無によらず黄色ブドウ球菌感染症を治療する場合には常に基本
に立ち戻り、できる限りの感染巣コントロールを試みるべきである。

シンポジウム28
SY28-2 遺伝子解析によるMRSAの迅速検出と分子疫学的アプローチ

長崎大学病院 臨床検査科1）、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野2）

賀来 敬仁（かく のりひと）1,2）

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は、医療関連感染の主要な起因菌の一つであり、適切な治療および感染対策のためにも早期の検
出が極めて重要である。しかし、従来の培養を主体とした微生物検査では、菌の増殖を必要とするため、検出までに数日を要する点が課題
とされてきた。近年、遺伝子解析技術の進歩と検査自動化の発展により、迅速核酸検出法が臨床現場にも導入されつつあり、検体から 1～2
時間で MRSA を検出することが可能となっている。これらの検査は、MRSA 感染症の早期診断のみならず、感染対策の面でも有用性が高い
と考えられるが、普及に向けてはコストなどの課題解決が求められている。

一方、MRSA の流行株動向の把握やアウトブレイク時の調査においては、分子疫学解析をはじめとする遺伝子解析技術が活用されてきた。
従来は、パルスフィールド電気泳動法（PFGE：pulsed-field gel electrophoresis）、多遺伝子配列タイピング法（MLST：multilocus sequence
typing）、およびポリメラーゼ連結タイピング法（POT：polymerase chain reaction-based open reading frame typing）などが用いられてき
たが、それぞれに解析の解像度や結果の一般化に限界があった。現在では、次世代シークエンサー（NGS）の普及により、全ゲノム解析

（WGS）を用いた分子疫学的アプローチが可能となり、院内株の比較にとどまらず、地域・国内外の流行株との関連性まで評価できるように
なってきている。さらには、薬剤耐性遺伝子や病原性関連遺伝子の同時検出も可能であり、網羅的な病原体解析が可能となった。

本シンポジウムでは、迅速核酸検出法の臨床応用とその意義、さらに分子疫学解析の現状と将来的な活用の展望について概説する。
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シンポジウム28
SY28-3 病原性から見るMRSAの進化：MRSAの生存戦略と感染対策のヒント

東邦大学 微生物・感染症学講座
山口 哲央（やまぐち てつお）

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は、抗菌薬耐性に加え、高度な病原性と巧妙な免疫回避機構を併せ持つことで、感染症診療にお
ける大きな脅威であり続けている。1961 年に初めて報告された MRSA は、1980 年代には医療関連感染の主要病原体（HA-MRSA）として世
界中の医療機関に拡大し、1990 年代後半にはアメリカを中心に、健常人にも感染を引き起こす市中感染型 MRSA（CA-MRSA）が出現した。
代表的なクローンである USA300（ST8/SCCmec IV）は 2000 年代に全米へと急速に拡大し、さらに近年では家畜関連 MRSA（LA-MRSA）
も報告されている。これらの動態は、MRSA が環境や宿主の変化に応じて柔軟に適応・進化しながら生存戦略を拡張してきたことを如実に
示している。本講演では、MRSA の「病原性」を支える分子メカニズムに焦点を当て、α-toxin、Panton-Valentine leukocidin（PVL）、トキ
シックショック症候群毒素-1（TSST-1）、フェノール可溶性モジュリン（PSMs）など、代表的な病原因子が臨床像や感染伝播様式に与える
影響を概説する。特に、これらの毒素が相互に協調して病態に及ぼす影響や、宿主細胞との相互作用を通じた免疫回避戦略に着目し、MRSA
の生存戦略としての病原性の役割について考察する。さらに、近年のゲノム解析の進展により明らかになりつつある、病原因子の進化的獲
得様式にも言及する。次世代シーケンサーを用いた解析により、モバイル遺伝因子の水平伝播や病原性遺伝子の重複・逆位など、MRSA
のゲノムが極めて動的であることが明らかとなっており、これが多様な病原性発現の基盤となっている。最後に、こうした分子病原性に関
する知見が感染制御の現場でどのように応用可能であるかを検討する。病原性因子の理解は、単なる学術的興味にとどまらず、感染リスク
の予測、制御戦略の最適化、アウトブレイク時のリスク評価などに活用できる可能性を秘めている。本講演を通じて、MRSA の進化と病原
性を多角的に捉え、基礎研究と感染制御の実践をつなぐ接点を探ってみたい。

シンポジウム28
SY28-4 MRSA感染対策の新展開

東北大学病院 感染管理室
池田しのぶ（いけだ しのぶ）

2016 年に薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが策定され、黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性化率を 20％ 以下に引き下げるという目標
が掲げられた。日本における黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性化率は、2014 年には 49％ であったが、2020 年には 50％ と依然として高い水
準にあり、すべての医療機関において MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）対策は重要な課題であると考えられる。当院においては、
2020 年のメチシリン耐性化率は 18％ まで低下したものの、2024 年には約 33％ まで上昇しており、MRSA に対する感染対策の強化が求めら
れる状況にある。MRSA 感染対策の基本は、「接触を介する感染伝播」の阻止である。具体的には、患者病室の専用化、個人防護具の着用、
患者移動の制限、医療器具の専用化、ならびに環境整備が挙げられる。院内感染伝播リスクを最小限に抑えるためには、培養検査結果に基
づき速やかに接触予防策を導入することが重要である。病棟などでの MRSA の集積状況を察知するために検査部との連携体制を構築し、早
期の感染対策の開始とその質を維持できるような介入が求められる。そこで、当院では MRSA の初回検出時や MRSA 保菌者の再入院時に、
感染対策チームが各部署へ出向き、感染対策の必要性を共有する介入を行っている。こうした取り組みにもかかわらず、MRSA の集積事例
が発生することがある。その際には、分子疫学的解析手法である POT 法（polymorphic open reading frame typing）を活用している。客観
的な分子疫学的データを用いることで、感染源や感染経路の同定に役立ち、各部署との情報共有を通じて、現場の感染対策に対する意識改
革および再教育を行い、早期の終息につなげている。2024 年、米国 CDC は「隔離予防策のためのガイドライン 2024 年改訂ドラフト版」を
公開した。その中で、「接触を介する伝播」に対する感染経路予防策として、「接触予防策」と「強化バリア予防策」の 2 種類が提案された。
とくに後者は、熟練介護施設における医療ケア提供を対象に設定されており、過度な隔離がもたらす医療の質の低下や患者の QOL への影響
に配慮した施策であると解釈される。このように、医療の質そのものに焦点が当てられる現在、経路別予防策の基盤である標準予防策の質
の向上が、より一層重要となる。本講演では、当院における取り組みを交えて、MRSA 感染対策について考察したい。
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シンポジウム29
SY29-1 眼感染症治療へのファージ療法の応用の展望

高知大学医学部 眼科学講座1）、岡山大学医学部 病原細菌学2）

○福田 憲（ふくだ けん）1）、岸本 達真1）、石田 わか1）、内山 淳平2）、山城 健児1）

眼細菌感染症は主に角結膜などの眼表面と眼内の感染症の 2 つに大別されるが、眼表面の角膜感染症はコンタクトレンズ装用者の増加、眼
内炎は白内障などの内眼手術の増加に伴い患者数が増加し、眼細菌感染症は依然として全世界で失明の原因疾患の上位である。感覚器であ
る眼組織の機能は視覚であり、レンズの役割を担う角膜やフィルムとしての役割を担う網膜などに組織傷害・瘢痕化が生じると、たとえ抗
菌薬で治療できたとしても視機能は回復しない。そのため、眼感染症の治療において、速やかな除菌と炎症・組織障害を最小に留めること
が重要である。また、眼細菌感染症も耐性菌の増加により、抗菌薬では難治な症例が増加している。さらに、内眼手術後の眼内炎の予防目
的で投与された抗菌薬による重篤な網膜血管炎による視力障害が多数報告された。したがって、眼細菌感染症の治療においても抗菌薬に代
わる新規細菌感染症治療薬の開発が急務である。
我々は、これらの現在の眼感染症治療の問題を解決できる可能性を有するのがファージ療法（ファージとそのエンドライシン酵素の利用）と
考え、その臨床応用を目指して研究を行っている。我々は、重症コンタクトレンズ関連角膜炎において重要な起炎菌である緑膿菌性角膜炎
に対するファージの点眼療法の効果を示した。また、眼内炎はグラム陽性菌により生じることが多い。中でも、腸球菌による眼内炎は視機
能の予後が非常に悪い。我々は、マウス腸球菌性眼内炎モデルにおいて、眼内へのファージの投与による治療および予防効果について示し
た。さらに、眼内レンズ表面に形成されたバイオフィルムの融解にも効果が見られた。一方でファージ由来のエンドライシン酵素では、外
膜を有する緑膿菌に対しては十分な殺菌効果を達成できなかった。そこで遺伝子組換え技術を用いて、緑膿菌を含むグラム陰性桿菌に有効
な新しいエンドライシン酵素を創出した。本酵素は、耐性菌出現頻度が抗生物質比較しても低いという利点を持つため、AMR を考慮した場
合、眼科領域での利用が期待される。
以上から、ファージ療法は眼細菌感染症の治療薬に適していることが示唆された。まずファージは迅速に除菌可能であり、病原微生物によ
る組織障害を最小限に抑えることができる。またファージは抗菌薬の効果が少ない薬剤耐性菌に対しても有効である。さらにファージ療法
の製剤開発に向けて、眼表面の感染は点眼や眼軟膏などにより、眼内炎においては硝子体への投与により病巣局所へ届けることができる。
本講演では、眼細菌感染症に対するファージ療法の展望を議論する。

シンポジウム29
SY29-2 原発性硬化性胆管炎に対する腸内細菌を標的とした新規治療法の開発

慶應義塾大学医学部 消化器内科
○中本 伸宏（なかもと のぶひろ）、市川 将隆、岡田はるか、金井 隆典

原発性硬化性胆管炎（Primary sclerosing cholangitis：PSC）は大胆管周囲の炎症浸潤、胆管狭窄による胆汁鬱滞をきたし肝硬変や肝不全に
至る疾患であり、肝移植以外に根本的な治療法が存在しない。臨床的特徴の一つとして高率に炎症性腸疾患（Inflammatory bowel disease：
IBD）を合併することから、病因の一つとして腸内細菌の関与が注目されている。私達のグループは IBD を合併した PSC 患者便を無菌マウ
スに移植したヒトフローラ化マウスを用いた検討を行い、マウスの腸間膜リンパ節から Klebsiella pneumoniae（Kp）、Enterococcus gallina-
rum（Eg）、Proteus mirabilis の 3 菌を分離同定した。これらの 3 菌は PSC 患者の便中に高率に検出されること、特に Kp は大腸上皮傷害能
を有し bacterial translocation を介して肝臓 TH17 免疫応答に寄与することを報告した。さらに、当院通院中の PSC 患者 45 名の腸内細菌と
臨床パラメーターとの関連を検討したところ、Kp と Eg の両菌を保菌する患者は保菌しない患者と比較して血清 ALP 値が有意に高く、診
断時を起点とした transplant-free survival が劣っており、本菌が PSC の予後予測バイオマーカー、および治療標的として有用性である可能
性が示された。病原菌に対するアプローチとして抗菌薬は長期使用による耐性菌の出現に留意する必要があるが、bacteriophage（以下ファー
ジ）は菌株特異的な溶菌作用を有することが古くから知られているが、近年様々な分野で再注目されている。国際共同研究のもと、自然環
境に存在する Kp を標的とするファージを複数組み合わせることにより、in vitro 環境下で長期間 PSC 患者由来 Kp の増殖を抑制し続ける
ファージカクテルの作製に成功した。次に Kp を定着させたマウスへのファージカクテルの経口投与により、便中の Kp 量は劇的に減少し、
その効果が 28 日目まで持続することを確認した。さらに、Kp を定着させた後に肝線維化を惹起した PSC モデルマウスへのファージカクテ
ルの投与により、Kp により誘導された肝臓内 TH17 細胞数、および肝線維化の程度が 50％ 程度改善することが確認された。以上の結果か
ら、Kp を選択的に排除するファージカクテルが PSC に対する有効な新規治療法となる可能性が示され、今後の臨床応用への展開が期待さ
れる。
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シンポジウム29
SY29-3 メタゲノム解析を基盤とした腸内共生病原菌に対するファージ療法の開発

大阪公立大学大学院医学研究科 ゲノム免疫学1）、東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター メタゲノム医
学分野2）

藤本 康介（ふじもと こうすけ）1,2）

次世代シークエンサーによるゲノム解析技術の向上に伴い、さまざまな疾患と腸内細菌叢との関連が明らかとなった。しかし、抗菌薬は菌
特異的な制御法ではなく、腸内細菌叢の乱れ（dysbiosis）を助長するため、腸内共生病原菌の制御には適さない。腸管内には腸内細菌を宿
主とするバクテリオファージが数多く存在していることに着目し、疾患特異的な腸内共生病原菌を制御する新しい手法の開発に取り組ん
だ。ヒト糞便から細菌およびウイルスゲノムを抽出し、ショットガンシークエンスを行った後、膨大なシークエンスデータを統合解析する
ことで、腸内細菌と腸内ファージの感染関係を同定することができるようになった。さらにその情報を元に、ファージが宿主細菌から出芽
する際に利用する溶菌酵素の配列を抽出する解析パイプラインを構築した。本講演では、将来的なファージ療法の実用化を目指して、現在
取り組んでいることについても議論したい。

シンポジウム29
SY29-4 本邦における個別化ファージ療法の準備状況と課題

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター
早川佳代子（はやかわ かよこ）

個別化ファージ療法は、薬剤耐性菌やバイオフォルムの関与などによる難治性感染症に対する新たな治療法として注目されている。ファー
ジは細菌に特異的に感染するウイルスであり、人体には無害である。欧米では、拡大アクセスや人道的使用による臨床応用が進んでおり、
有効性が報告されている。本発表では、当機構におけるパイロット研究の結果や個別化ファージ療法の特定臨床研究の準備状況を含め、個
別化ファージ療法を本邦で実施するための課題などについて概説する。
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シンポジウム30
SY30-1 ファージ療法のタイプ別の特徴と技術的課題

早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科1）、早稲田大学 総合研究機構 ファージセラピー研究所2）

○常田 聡（つねだ さとし）1,2）、金子 知義1,2）、中塚 哉太1,2）

薬剤耐性菌による年間死者数は増え続け、2050 年には全世界で 1000 万人を超えると予測されている。製薬企業が莫大なコストをかけて抗菌
薬を研究開発しても、その薬剤に耐性を持つ細菌が出現すれば利益に繋がらないというリスクがあるため、抗菌薬の開発は思うように進ん
でいないのが現状である。このような「いたちごっこ」に終止符を打つためには、新しい発想に基づいて感染症治療技術の研究開発を進め
る必要がある。
溶菌作用を持つバクテリオファージ（ファージ）の存在はペニシリンの発見以前からが知られていた。一部の東欧諸国では 100 年近く前か
らファージを用いた細菌感染症治療（ファージ療法）が続けられてきたが、他のほとんどの国では抗菌薬に依存した治療のみが行われてき
た。しかし近年、薬剤耐性菌問題の顕在化とともに全世界でファージ療法が再び注目を浴びるようになった。特に、多剤耐性アシネトバク
ターに感染した患者に対し、米国における未承認医薬品緊急使用制度によってファージが投与され、治療に成功した例（2016 年のパターソ
ン症例）をきっかけにファージ療法への期待が一気に高まった。それでもなお、ファージ療法を一般的な感染症治療技術として普及させる
ためには、様々な課題を克服する必要がある。特に、「ファージの感染宿主域が狭いため、起炎菌の株ごとにマッチするファージを選定する
必要がある」という点が最大の課題である。
地球上に存在するファージの総数は 1031個と言われていて、系統学的に見ても非常に多様性に富んでいる。これらのファージを集めた
ファージバンクの構築が世界各国で進められている。ファージバンクの中から感染症患者の起炎菌にマッチするファージをいくつか選抜
し、それらを混合（カクテル化）して患者へ投与するファージ療法は「個別化ファージ療法」と呼ばれている。個別化ファージ療法は、ファー
ジの感染宿主域が狭いという欠点を克服するのに有効な方法である。しかしながら、ベルギーなどの一部の国を除き、個別化ファージ療法
の実施は未承認医薬品使用制度を利用する場合に限られる。一方、いくつかのファージをあらかじめカクテル化したものを承認薬として製
造・販売できるようになれば、通常の抗菌薬と同様に、微生物検査によって得られた起炎菌の情報に応じて医師の判断でファージ製剤が処
方できる。このようなタイプの「Ready-made 型ファージ製剤」は欧米の研究機関やスタートアップ企業を中心に開発が進められている。
本講演では、上述した 2 つのタイプのファージ療法の特徴を紹介するとともに、実用化に向けて必要な研究開発ポイントをまとめる。さら
に、大腸菌を例として取り上げ、演者らが開発を進めている「効果的なファージカクテルの設計手法」についても紹介する。

シンポジウム30
SY30-2 本邦におけるファージセラピーの臨床応用に向けた研究開発動向

株式会社Arrowsmith
安藤 弘樹（あんどう ひろき）

過去 20 年間に、欧米ではファージセラピーを事業とする多数のスタートアップが設立されました。複数のパイプラインが臨床試験第 1 相・
2 相に進んでいます。一方、国内ではこの 10 年間でファージセラピー研究が活発化し、近年では動物を対象としたファージセラピーの成功
例や、ヒトを対象とした特定臨床研究の計画が聞こえてきます。
本講演では、国内におけるファージセラピーの臨床応用に向けた産学の研究開発動向を概観します。また、私たちが取り組むファージセラ
ピー事業についてもご紹介します。
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シンポジウム30
SY30-3 ファージの抗菌治療効果を高めるために「宿主域」を再考する

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 治療薬開発研究部
氣駕恒太朗（きが こうたろう）

バクテリオファージ（ファージ）は、特定の細菌に感染・殺菌するウイルスであり、抗生物質に代わる新たな抗菌療法としての応用が期待
されている。ファージ治療を臨床に応用する上で、特に重要な特性のひとつが「宿主域」である。宿主域とは、ファージが感染・増殖可能
な細菌の範囲を指し、ファージの適応範囲を規定する重要な概念である。宿主域は一般に、プレート培養を用いたスポットテストにより評
価される。我々は、ファージ溶液を 8 段階に希釈し、培養プレート上に滴下（スポット）してプラーク形成を観察し、宿主域を判定してい
る。また、ファージ感染レベルを 0～8 に分類し、レベル 6 以上を「治療に適用可能なファージ」と暫定的に定義しているが、この基準が最
適であるかどうかについては、十分に検証できていない。ファージ感染の分子機構に着目すると、レベル 0 かレベル 1 以上かの違いは、主
にファージと宿主細菌のレセプター認識によって決定される。一方で、感染強度（レベル 1～8）には、宿主側のディフェンスシステム（ファー
ジ感染に対する細菌側の免疫機構）が強く影響していると考えられる。ファージの宿主域をより正確に理解し、標準化された評価法を確立
することは、より効果的なファージ選択・設計戦略につながり、難治性感染症に対するファージ療法の開発を加速させると期待される。

シンポジウム30
SY30-4 Mycobacterium abscessus に対するエンドライシンの可能性

東邦大学医学部 微生物・感染症学講座
山田 景土（やまだ かげと）

非結核性抗酸菌（nontuberculous mycobacteria：NTM）感染症は、結核菌群を除く抗酸菌を原因とする感染症であり、慢性かつ難治性の経
過をたどることが多い。先進諸国を中心に罹患数は年々増加しており、日本においても罹患率の高い感染症として、公衆衛生上の重要な課
題となっている。中でも、近年急速に増加している病原菌の一つが Mycobacterium abscessus complex（MABC）である。MABC は複数の
抗菌薬に対して高度な耐性を示す傾向があり、すべての検査薬剤に耐性を示す例も報告されている。また、初期には感受性を示していた場
合でも、長期の抗菌薬投与中に新たな耐性を獲得するケースも少なくない。呼吸器感染症としての MABC の推定罹患率は 0.5 人/10 万人年
とされ、2007 年の報告と比較して約 5 倍に増加している。さらに、肺 MABC 感染症の院内死亡率は最大で 16％ に達するとの報告もあり、
同菌に対する新規治療戦略の確立は喫緊の課題である。
このような背景のもと、近年、抗菌薬に代わる新たな治療法としてバクテリオファージ療法が注目されている。ファージは標的菌に対して
高い特異性を示し、細菌種だけでなく株レベルでも識別可能であることから、従来は菌株のタイピング手法としても利用されてきた。一方
で、この特異性の高さは、常在菌叢への影響を最小限に抑えられる利点がある反面、治療対象が限定されすぎるという課題もある。加えて、
MABC を含む NTM は、スムース型およびラフ型という異なる形態の集落を形成するが、スムース型に対して有効に感染するファージはほ
ぼいない。
そこで我々は、ファージ由来の細胞壁加水分解酵素であるエンドライシンに着目し、その治療応用の可能性について研究を進めている。抗
酸菌の細胞壁は、一般的な細菌と比較して厚く、強固な脂質層を有しているため、これを効果的に加水分解できるエンドライシンの探索が
重要である。本発表では、MABC 感染症に対する治療薬候補としてのエンドライシンの可能性について、我々の研究成果を中心に報告する。
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シンポジウム31
SY31-1 東日本大震災の経験から学ぶ医療機関における災害時感染対策の実践と教訓 感

染対策は継続医療の要～災害BCPと現場実践の融合を目指して～
日本赤十字社 石巻赤十字病院 感染管理室
西條 美恵（さいじょう みえ）

2011 年の東日本大震災では、東北沿岸部を中心に甚大かつ広範囲な被害が発生した。石巻赤十字病院は震災の 5 年前に沿岸部から内陸部へ
移転新築していたことから、建物自体の被害は免れたものの、地域の災害拠点病院として多数の傷病者を受け入れる中、電気・ガス・水道
といったライフラインの断絶に直面し、厳しい条件下での医療継続が求められた。発災直後、標準的な感染対策マニュアルが機能せず、限
られた資源と人員の中、感染制御を実践するためには、既存の知識を応用し、現場で“最もベターな選択”を積み重ねる柔軟性が求められ
た。
本発表では、震災当時、感染管理認定看護師として院内外の感染対策に従事した経験を基に、発災直後から復旧期にかけての院内感染対策
と、避難所支援における実践事例を紹介する。特に、手指衛生の代替手段、個人防護具や滅菌物の延命的運用、ゾーニングの即時実施、嘔
吐物処理やトイレ管理など、現場の判断が必要とされた感染対策について具体的に振り返る。
また、この経験を踏まえて現在の感染対策 BCP に反映した備え（物資・設備・マニュアル・教育体制）や、地域支援・広域連携における感
染対策の視点についても言及する。
BCP は計画ではなく、実行力のある仕組みでなければならない。災害時に感染管理を確実に機能させるためには、平時から「判断できる人
材」「応用可能な知識」「柔軟な運用力」を育む必要がある。本発表が、今後の災害医療における実効性のある感染対策体制構築の一助となる
ことを願う。

シンポジウム31
SY31-2 熊本地震後の熊本大学病院の取り組み 平時の備えの難しさ

熊本大学病院 感染制御部
藤本 陽子（ふじもと ようこ）

熊本大学病院では、1998 年に火災を想定した災害マニュアルを作成し、2012 年からは地震を想定したマニュアルへ改定し、その後も台風に
よる水害への備え追加するなどしながら改定を行っている。2012 年から、熊本市災害対策医療訓練への参加し、行政と連携し多数傷病者発
生を想定し模擬患者を用いた訓練を開始した。2014 年 4 月 14 日、16 日に熊本地震が発生した際には、それまでの訓練が奏功し対応するこ
とが出来たことから、平時の訓練の重要さを実感することとなった。当院の入院病棟や中央診療部門の施設は免震構造のため大きな被害は
なく、停電や断水になることはなく病院機能を維持することが出来た。熊本地震後、地震による停電はなかったが、電気系統の設備が地下
にあり、水害発生時に地下に浸水すると施設内が停電するため、浸水防止に取り組んでいる。井水は、水が濁っても医療用水や飲料水に使
用できるようにろ過装置を設置し、食料は、職員分の食料の備蓄を追加した。院内の再開発に合わせて防災広場を整備し、マンホールトイ
レを 3 か所設置した。また広場に隣接してトリアージ診療棟を増設し、災害時や新興感染症流行時の病棟外での診療に備え、被災の経験を
元に施設の整備を行っている。しかし、感染対策で使用する手袋、エプロン、ガウン、マスク、手指消毒剤、除菌クロスなどの備蓄につい
ては、平時使用分の 3 か月分を目安にローリングストックを行ってきたが、倉庫の確保が出来ないため 1.5 ヵ月分まで減らされている。また、
下水道の断水を経験していないため対応できる備蓄はなく、防災広場にマンホールトイレを整備したが病棟から離れて屋外にあり、患者や
病棟職員が使用するには難しく、感染対策の大きな課題である。物品の備蓄は、使用期限が切れて廃棄となることのないようにローリンス
トックで継続させることが望ましい。しかし、ローリングストックの整備には費用がかかるため、予算確保が厳しい状況である。熊本地震
を経験している当院であっても、経験した被害以外への備えが出来ていない現状がある。災害時 BCP 策定において、2 か月分程度の備蓄が
望ましく、その必要性を理解する感染対策担当者の力が重要となる。平時に施設の機能維持に必要な状況を把握し、いつ起こるかわからな
い災害にむけて備えに取り組んでいただきたい。
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シンポジウム31
SY31-3 能登半島地震の経験をふまえた災害時BCPにおける感染対策の考え方について

金沢医科大学病院 医療安全部 感染制御室
野田 洋子（のだ ようこ）

令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震は、巨大地震による甚大な被害に加えて、奥能登という地勢的な問題により断水などの復旧に時間を
要した。避難所において流行する感染症として、インフルエンザや新型コロナウイルス（コロナ）などの呼吸器感染症と、ノロウイルス、
ロタウイルスなどの感染性胃腸炎が重要である。発災当初の混乱混雑した避難所では、特にコロナが問題となった。また高齢者の誤嚥性肺
炎は、水不足による口腔衛生の低下、飲水を控えることによる脱水傾向などが発症および重症化リスクを高め、さらにコロナ感染が重症化
の要因となった。このように、災害時の衛生管理や清潔保持などにおいて水は極めて重要であり、今後の災害時 BCP においても最優先課題
と考える。今回の災害では、地域住民のみならず、地域の中核拠点病院すなわち災害拠点病院も甚大な被害を受けた。建物の被害の他、断
水、職員の被災も加わり、診療制限が長く続いた。その結果、被災地での受入可能患者数が大きく下がり、被害を免れた県内の施設への患
者搬送が急増、全ての施設で入院患者の急増により医療がひっ迫し、コロナのクラスターの発生がさらに状況を悪化させた。当院も被災地
からのコロナ陽性患者の受け入れが急増し、隔離個室不足もあり、閉鎖していたコロナ病棟を急遽再稼働し対応した。スタッフの人員不足
に対しては私立医科大学協会などから派遣支援を受けた。院内クラスター発生による患者受け入れ制限とならないように、院内全体に警戒
レベルを上げるよう周知した。当院では平時から「入院後 72 時間は観察強化、有症状時には検査実施と感染対策開始」を持ち込み防止対策
の標準としており、「避難所経由の入院患者は、持ち込み感染症発症リスク有」として感度を上げ対応した。その結果、発災から 4 月までは
コロナ・インフルエンザのクラスター発生はなく、制限無く患者を受け入れることができた。日常的に行われている持込防止感染対策が、
非常時の病院機能維持と被災地支援につながったことを、全職員が体験し達成感を得ることができたと考える。避難所への支援は、被災地
の医療施設が主にその役割を担うが、今回の巨大地震と医療ひっ迫により、DMAT や JMAT などの外部医療支援チーム、感染対策では日
本環境感染学会 DICT による長期にわたる支援が必要であった。DICT の活動が 2 月 19 日までで終了することとなり、県の対策本部とも相
談し、金沢医科大学感染対策チームを事務局とした災害時感染対策チーム「石川 DICTS」を設立した。現在、県内外にチームメンバーとし
て、75 名 27 施設が登録いただいており、2024 年 9 月に発生した豪雨被害に伴う避難所支援も行った。災害時 BCP における感染対策は、ど
のような災害にも対応できる柔軟性が重要であるが、日常的な感染対策のレベルアップにより、災害時において自施設の機能を維持し、地
域全体の医療の支援に繋がることを実感した。

シンポジウム31
SY31-4 被災地域全体におけるBCP

市立輪島病院
横地 仁美（よこぢ ひとみ）

【震災時の状況】能登半島は本州中央部の日本海側に位置し、石川県域の 12 市町、富山県の 1 市からなる、日本海側最大の半島である。輪
島市は、奥能登地域に位置し、市民は市中心部だけではなく半島周囲の海岸付近や山間部に広範囲に点在する集落に居住している。年末年
始の帰省者により人口が増加していた 2024 年 1 月 1 日 16 時 10 分ごろ、マグニチュード 7.6（速報値）、最大震度 7 の地震が発生した。この
地震により道路は大きく損壊した、住宅が密集していた市街地では家屋や電柱の倒壊により道路がふさがれ車の通行は不可能になった、山
間地では山崩れ、がけ崩れが多発し家屋や河川、道路などを埋め尽くした。輪島市職員の地震時参集基準は震度 5 強以上であったが道路損
壊や自宅の被害などにより参集できない職員が多数となった。市立輪島病院は災害拠点病院であったが多くの職員が出勤できないこと、上
下水道や医療機器の被害等により災害拠点病院としての機能を失った。このため震災後に支援に入った災害派遣医療チーム（DMAT）の指
示により入院病床を 25 床に縮小し、避難所からの感染症患者受入用とし、空き病床を災害支援者の宿泊部屋へ提供する方針とした。

【避難所の状況】感染症患者の増加は医療機能の低下した病院に大きな負担となるため避難所の感染対策が急務と考え管轄の保健所と協力
して県外の災害保健師チームと避難所の状況把握と感染対策を行った。公設指定避難所だけではなく、農業用ビニールハウス、集落の集会
所などを利用した私設の避難所が散在し、どこの避難所も避難者数に対してトイレの数が不足し、人手不足と物資不足よりトイレの衛生環
境が悪化していた。巡回で感じた印象として、市街地の避難所に比べ、中山間地は同地域の人たちの集まりであり、住民のまとまりが良く
炊き出しも自分たちの手で整然と行われていた。これは日頃の地域の行事を自分たちで行ってきたことによるコミュニティの力によるもの
だと思われる。

【考察】大規模災害時は行政による公助が重要であるが、公助が届く間まで生き残るためには、自助として家庭での災害対策をできるだけ行
い、共助として地域のつながりを大切にし協力して災害に立ち向かうことが重要である。公助を担う自治体は事前に災害復興計画を練り上
げ、災害時には地域社会が崩壊しないように迅速な復興を行うこと、なによりスピード感が大切である、この点で言えば能登の現状は失敗
である。現在、能登の医療機関や老人施設は存続の危機にある、原因は住民の大量流出に伴う職員離職と利用者の減少である。医療機関は
自施設の BCP を策定しているはずであるが、それは地域住民の生活が成り立つことが前提であり、大規模災害時にそれが成り立たない場合
は現在の能登と同様な状況になる可能性が高い。今回、今の能登の現状をお知らせすることが将来必ず来る大規模災害対策の参考になれば
幸いです。
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シンポジウム32
SY32-1 委託業者と取り組む感染対策―新型コロナウイルス感染症パンデミックを契機と

した委託事務職員との感染対策の連携強化とその実際―
地方独立行政法人 東京都立病院機構 がん・感染症センター都立駒込病院 ICT1）、株式会社駒込SPC2）

○桃井 祐子（ももい ゆうこ）1）、小沢 貴大1）、鈴木 信也1）、石井 康善2）、吉永将太郎2）、
渡辺 多美1）

感染対策は医療従事者のみならず、病院運営に関わる委託業者においても極めて重要な課題である。特に新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）パンデミック以降、感染対策のあり方は大きく見直され、委託業者との連携の必要性が再認識されるようになった。
受付業務や物品管理などの業務を担う委託事務職員が、患者や医療従事者と日常的に接触する機会が多く、感染リスクと隣り合わせの環境
にある。以前より、事務部門を含むすべての関係者が感染対策を徹底し、医療従事者とともに病院感染予防に取り組むべきであると言われ
てきたが、実際の取り組みは標準予防策の遵守のように限定的であった。しかし、COVID-19 パンデミックを契機として、その必要性が再認
識され、委託業者も含めた病院全体での感染対策が実施されるようになった。
感染症の中核病院である当院において、パンデミック以前の委託事務職員の主な関与は、診療材料等の院内採用品の検討と管理や新興感染
症訓練への参加に限られていた。COVID-19 パンデミックを契機に、従来業務に加え、以下のような感染対策の取組にも協力するようになっ
た。
1 感染対策物品不足時における調達および、柔軟な供給調整への対応
2 院内掲示物の作成と掲示
3 外来患者、入院患者および面会者に対する症状スクリーニングの実施
4 外来患者、入院患者および面会者への手指衛生・マスク着用に関するオリエンテーションの実施
さらに、診療報酬上の感染対策加算項目に関しても、委託事務職員が条件の確認や算定に関する助言を行うなど、医事業務面での連携も進
めている。
感染対策は、医療従事者や施設職員だけでなく、委託業者を含めたすべての関係者が一丸となって取り組むべき課題である。本シンポジウ
ムでは、これまでの取り組みを共有するとともに、より安全な医療環境の構築に向けた具体的方策を探っていきたい。

シンポジウム32
SY32-2 外部委託給食職員への感染対策教育

久留米大学医療センター ICT
○江崎 祐子（えざき ゆうこ）、吉永 英子、中田 一徳、矢野 叶子、山下 大輔、
田渕 幸祐、大津 寧

給食部門の業務は、栄養バランスのとれた食事の提供に加え、さまざまな病態に対応する治療食の提案、食中毒やアレルギーの予防など、
感染・安全対策を含む多岐にわたる役割を担っている。近年は、多くの医療・介護施設で給食業務が外部委託されており、当院でも開設以
来、病院職員である管理栄養士と外部委託の調理員によって給食部門を構成し、院内調理を行ってきた。
ある日、管理栄養士より「外部委託の調理員から定期検便でサルモネラが検出された」との報告があり、対応の相談を受けた。ICT として
給食部門の就業体制や教育内容を十分に把握できておらず、これを機に実態把握と対応を進める必要があると判断した。給食部門は調理室
内での作業が多く、勤務時間も他部署と異なり、院内で顔を合わせる機会が少なく、ICT も職員の顔や名前を知らない状態であった。また、
給食部門で実施されている衛生教育が院内マニュアルと整合しているかの評価も行っておらず、外部委託業者は職員の入れ替わりも頻繁
で、継続教育の実施が困難な状況だった。
調理室および調理員の状況確認の結果、迅速かつ包括的な対応が必要と判断し、ICT による環境整備と手指衛生の教育的介入を開始した。
清掃前後に実施した環境調査ではサルモネラは検出されなかったが、清掃後にもかかわらず Klebsiella pneumoniae、非発酵菌、Bacillus
cereus などが検出された。特に Bacillus cereus は食中毒の原因菌であり、病院職員の管理栄養士、委託業者責任者、ICT で協議し、徹底し
た清掃と手指衛生の強化を実施した。
集合・個別教育を行い、委託業者のマニュアルと院内感染対策マニュアルとの整合性を確認した。手洗い教育では 21 名中 7 名が不十分であ
り、再教育の結果、全員の手洗い状況が改善された。なお、Bacillus cereus は古いまな板の傷からの検出が持続したため、調理器具の定期
交換をマニュアルに盛り込むなど、具体的な対策を講じた。
ICT と給食部門が連携し、日常的な衛生管理を徹底したことで、調理室の衛生状態は着実に改善した。「患者への安全な食事の提供」は、雇
用形態に関係なく、すべての関係者にとっての使命である。共通の目的に向けて連携するには、互いの業務や体制を理解し、対話を重ねな
がら改善策を進めていくことが重要である。
現在は給食部門が内製化され、院内職員による運営に移行しているが、委託業者とともに検討・実施してきた改善策を継承し、安全な病院
食の提供を継続している。今後も教育的な関与を続け、清潔で安全な調理環境の維持に努めていくことが重要な課題である。
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シンポジウム32
SY32-3 洗濯業者・産業廃棄物処理業者との協力体制の構築

埼玉県済生会加須病院
小美野 勝（こみの まさる）

【背景・目的】医療機関は、さまざまな委託業者との契約によって病院機能が維持されている。特に感染管理においては、洗濯業者や医療廃棄物処
理業者、看護補助者など、感染対策を推進するうえで重要な役割を担う職種が多い。一方で、臨床現場で業務を行う委託スタッフは、感染管理に関
する基礎知識や現任教育が十分ではないことも多い。ときには ICT と委託業者との相互理解に難渋するケースもあり、特に COVID-19 発生時に顕
在化したのが現状である。そのようななかで、安全かつ効率的な感染対策を推進するためには、委託業者の要望や思いに寄り添うことが重要である。
当院における COVID-19 当時の委託業者との交渉・調整事例を振り返り、ICT が取り組むべき委託業者との連携のあり方について検討する。

【方法】当院では、2020 年 2 月から COVID-19 患者の入院受け入れを開始したが、洗濯業者・医療廃棄物処理業者との調整が急務であった。交渉の
際には、以下の対応を心がけながら交渉にあたった。
・交渉前（1）委託業務に関するガイドラインなどを確認しておき、自施設の要望が妥当であるか確認しておく。（2）ガイドラインの推奨事項や委
託業者の要望について、自施設で可能な対応を検討しておく。（3）契約時の仕様書を確認しておく。（4）業務や契約内容に関わる部署・担当者の同
席を調整しておく。
・交渉時（1）交渉に必要な資料を持参する。（2）双方の方針・要望を確認し合う。（3）要望に対する課題を共有する。（4）課題を解決するための
対策を一緒に検討する。（5）決定した内容は、病院の承認を得る。
・稼働後（1）運用状況を定期的にチェックする。（2）課題・問題発生時は再度調整を行う。（3）委託業者が相談しやすい環境を整える。

【結果】
・洗濯業者：COVID-19 発生前は ICT との直接的な連携はほとんどなかったため、交渉は難渋した。患者に使用したリネンは患者毎に廃棄処分と
なり、5 ヶ月間以上継続された。スタッフユニフォームは通常の引き取りを依頼したが、他スタッフとの分別が必要であった。5 類感染症移行後も、
約 1 年間水溶性ランドリーバッグを用いた二重梱包の継続が必要であった。
・医療廃棄物処理業者：ICT の定期的な巡視やリンクナースの処理場見学など、COVID-19 発生前から連携を密に取っていたため、交渉はスムーズ
であった。双方にリスクがなく安全に処理・搬送できる方法を検討し、対応できた。5 類感染症移行に合わせて、通常の運用に戻すことができた。

【結語】委託業者は、単に病院機能を維持するだけではなく、患者とスタッフも守るための必要不可欠なパートナーである。お互いに安全・安心に
業務が遂行できるように、顔の見える連携を心がけ、普段からの協力体制を維持していくことが重要と考える。

シンポジウム32
SY32-4 委託業者と取り組む中央材料室での感染対策

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
細田 清美（ほそだ きよみ）

医療環境の変化および人員不足のなか、業務継続と提供する医療の質を維持するため、各部門の業務の在り方や効率化に変化が求められる。
中央材料部で看護師や看護補助者が行っている汚染具の洗浄・消毒・滅菌・保管と供給業務もその一つで、看護職を看護業務に専念させる
ため、業務委託の導入がすすんでいる。業務委託契約にて人員の確保が可能となる一方で、施設の規模や特徴、機能によって業務の複雑性
は異なり、さらに、ガイドラインや法令遵守など、業務委託職員には中材業務にかかる正しい知識や技量、習熟度が必要である。さらに、
血液や体液で汚染された鋭利器材を多く扱うため、針刺し・切創事象が起きた場合の対応などを含めた業務委託職員の研修とフォロー体
制、自身のスキルアップも検討が必要な事柄である。また、業者によっては外国人を雇用している企業もある。業務委託契約では、業務内
容は契約で規定されるため業務の追加や変更が容易ではない。 契約の時点で業務内容と範囲を明確にすることが重要であることに加えて、
院内外の研修参加やワクチン接種など、品質管理と感染管理、安全対策について、建設的に話し合い感染制御部門との協働が図れるような
関係性とシステムの構築が望まれる。できれば、業務委託契約の際には、委託契約を担う部署から感染対策室に一報あり、共に企業で実施
されている研修な内容などを確認し、自施設で必要な追加研について話しあう機会をつくることができると良い。外国人の対応においては、
担当者と日本語の理解度を確認することや文化の違いを共有し、業務内容や感染対策に関する説明を理解しやすい言語で提供するなど、業
務への影響を少なくできるように意見交換することで継続した業務と質保証につながると考える。多くの課題が存在するが、受入部署や中
材の担当者に一任とならず、業務改善と質の向上を図り患者と作業者の感染制御と安全な資材を提供するために自施設での導入について考
える機会としたい。
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シンポジウム33
SY33-1 抗菌薬不足時の代替薬選択と実践

佐賀大学医学部附属病院 感染制御部
浦上 宗治（うらかみ としはる）

抗菌薬の供給不足は、微生物の耐性化や副作用による使用中止とは異なる第 3 の要因として、抗菌薬適正使用の障壁となっています。2019
年のセファゾリンショック以降、多様な抗菌薬が欠品し、もはや予想外とは言えない状況です。供給不足は一時的な問題ではなく、断続的
に発生するリスクとして認識し、適切に対応することが antimicrobial stewardship の一環となっています。しかし、供給不足への対応指針
がなく、各施設で試行錯誤しているのが現状です。
当院では、抗菌薬不足時の antimicrobial stewardship の具体策として以下を実施しています。
■代替薬の選択
抗菌薬適正使用の基本要件として、原因菌に有効であり、感染臓器へ移行し、可能な限り狭域スペクトルであることが求められます。代替
薬はこれらの要件を満たすことを前提に選択し、可能であればエビデンスによる有効性が示されているものを優先しますが、伴わないこと
もあります。
■使用量の削減
製薬メーカーや医薬品卸との連携による在庫調整は重要ですが、本質的な対応は使用量を削減することです。特に、術後感染予防の抗菌薬
は全患者に投与されるため、院内の使用量削減に貢献できます。クリニカルパスに基づく適正化は、持続的な効果をもたらします。また、
抗菌薬の治療期間を見直し、エビデンスに基づいた適正期間を設定することで、使用量の削減を図っています。
■コンサルテーション窓口の設置
不足時の対応や代替薬選択については、個別の症例ごとに特殊な事情が生じるため、antimicrobial stewardship チームが主治医の不安に寄り
添うことが重要です。当院では、簡単な抗菌薬選択のコンサルテーション窓口を設置し、気軽に代替薬の相談ができる体制を整えています。

シンポジウム33
SY33-2 抗菌薬アレルギーの診断と治療

宮崎大学医学部附属病院 感染制御部
髙城 一郎（たかじょう いちろう）

抗菌薬アレルギー、特にペニシリンアレルギーの既往は、日常診療において頻繁に遭遇する問題です。しかし、「ペニシリンアレルギー」と
申告される人の約 90％ は実際にはアレルギーを有していないとされており、誤った診断により広域抗菌薬の不適切な使用が促されること
で、薬剤耐性（AMR）の助長や治療選択肢の制限といった不利益が患者にもたらされます。診断においては、被疑薬が本当にアレルギーの
原因であるかどうかを見極めるため、詳細な問診が不可欠です。一般人口の約 10％ がペニシリンアレルギーの既往を有するとされています
が、そのうち真の即時型（I 型）アレルギーは 5％ 未満であり、発症から 10 年ごとにリスクは約 80％ 減少すると報告されています。薬剤反
応がアレルギーによるものか、あるいは非アレルギー性の副作用や他薬剤による反応であるかの鑑別も重要です。鑑別対象には、I 型アレル
ギー（即時型、アナフィラキシー）、IV 型アレルギー（遅延型、薬疹）、重症薬疹（SJS、TEN、DRESS）や、アレルギーとは無関係な症状
などが含まれます。診断補助としては、即時型には皮膚テスト、遅延型にはリンパ球刺激試験が有用であり、必要に応じて drug challenge
も実施されます。治療はリスク評価に基づいた対応が基本です。β-ラクタム系薬剤にアレルギーが疑われる場合でも、側鎖構造（R 基）が
異なれば交差反応性が低く、使用可能なことが多いとされています。たとえば、ペニシリンと交差反応を有する可能性は第 1・2 世代セフェ
ムで約 10％、第 3 世代では 2～3％、カルバペネムで 1％ 未満、アズトレオナムではほぼ皆無です。このため、構造が異なる薬剤への代替を
検討することが重要です。たとえば、セファゾリンにアレルギーがある場合でも、側鎖が異なるセフトリアキソンは使用可能なことがあり
ます。β-ラクタム系の使用が困難な場合には、同等の抗菌スペクトラムを持つ非 β-ラクタム系薬剤への変更を検討します。重篤なアレル
ギー反応（アナフィラキシー）には、アドレナリン筋注が第一選択であり、必要に応じて抗ヒスタミン薬、ステロイド、輸液、酸素投与な
どを併用します。薬剤性発疹では、原因薬剤の中止が最も重要です。軽症例には抗ヒスタミン薬による対症療法、重症例（DRESS、SJS、TEN
など）では全身ステロイドや必要に応じてステロイドパルス療法が検討されます。抗菌薬アレルギーは誤認されることが多く、それにより
治療選択肢の制限や AMR の助長といった重大な問題が生じます。これらを防ぐためには、信頼性の高い診断に加え、正確なアレルギー情
報の電子カルテへの記録と共有が不可欠です。また、多職種による連携体制の構築や、必要に応じたアレルギー専門医との協力も重要です。
真のアレルギーを正しく見極め、適切に対応することは、患者の安全確保と AMR 対策の両面において極めて重要な取り組みであるといえ
ます。
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シンポジウム33
SY33-3 それ本当に抗菌薬アレルギーなのか？アレルギー誤登録された患者のデラベリン

グの取り組み
江戸川病院 感染制御部1）、聖路加国際病院 感染症科2）、聖路加国際病院 アレルギー膠原病科3）

○石川 和宏（いしかわ かずひろ）1）、小澤 廣記3）、森 信好2）

ペニシリンアレルギーと報告された患者のうち、実際にアレルギー症状を呈するのは約 10％ に過ぎないとされる。アナフィラキシーを引き
起こす真の IgE 介在性アレルギーは稀であり、皮膚テストを用いたメタアナリシスでは、ペニシリンアレルギーと記載された患者の最大
95％ が実際にはアレルギーではない可能性が示唆されている。しかし臨床現場では、病歴やアレルギー歴の記載のみを根拠に β-ラクタム系
抗菌薬が回避されることが多く、適切な再評価がなされていないのが現状である。ペニシリンアレルギー誤診の主な要因には、小児期に付
与され本人も親も詳細を覚えていないラベリング、ウイルス感染症に伴う皮疹の誤認、予測可能な副作用（下痢、悪心、嘔吐、頭痛など）の
誤登録、非特異的症状や不明瞭な病歴に基づくラベリングが挙げられる。さらに、真の IgE 介在性アレルギーであっても時間経過に伴い感
作性が自然減弱すること、家族歴のみで本人にラベルが付与されることも原因となる。このような背景から、広域抗菌薬の使用増加、感染
症治療効果の低下、予後の悪化、多剤耐性菌の出現といった問題が懸念されており、Antimicrobial Stewardship Team 活動の一環としてア
レルギーラベルの適切な評価とデラベリングの推進が求められるようになってきた。聖路加国際病院においてもこの問題に対応すべく、
2017 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までに入院した患者のうち、カルテ上にペニシリンアレルギーの記載が文書で確認された 530 名を
対象に、Antibiotic Allergy Assessment Tool（AAAT）を用いたカルテレビューを実施した。その結果、対象患者 530 名のうち 62 名（11.7％）
が実際にはアレルギーではないと判断され、デラベリングされた。主な理由は、特定の抗菌薬でアレルギー登録されていたが、その後の使
用で症状が出現しなかったケース、薬剤熱を疑われたが再投与で発熱が再現されなかったケースなどであった。一方、真のアレルギーと判
断された患者は 55 名（10.4％）であり、その他の患者では抗菌薬チャレンジ試験や皮膚テストによるさらなるデラベリングの可能性が示唆
された。また、職種間でアレルギー登録の誤りに差が認められたことから、アレルギー真偽の判定は個人に委ねるべきではなく、薬剤師、
看護師、医師、アレルギー専門医や皮膚科医といった多職種連携による慎重な評価が必要であると考えられた。

シンポジウム33
SY33-4 抗菌薬アレルギー時の代替薬選択

鹿児島大学病院 薬剤部1）、鹿児島大学病院 感染制御部2）、鹿児島大学 医歯学総合研究科 薬物動態制御学分野3）

○茂見 茜里（しげみ あかり）1）、川村 英樹2）、金澤 直子1）、髙橋 菜緒1）、有村昂太朗1）、
下野 奨平1）、末次 王卓1,3）、寺薗 英之1,3）

細菌感染症治療薬の主軸となる β-ラクタム系薬は抗菌薬アレルギーの原因薬剤としての報告頻度が最も高く、抗菌薬アレルギー歴のある
患者での抗菌薬選択に悩まされる。本邦では、『抗菌薬投与に関連するアナフィラキシー対策のガイドライン』において、ショック既往患者
では類似抗菌薬の投与は原則禁忌、別系統の β-ラクタム系薬は皮膚反応試験陰性を確認した上で慎重投与とし、ショック以外の過敏症既往
患者では当該抗菌薬投与は原則禁忌だが、皮膚反応試験陰性確認の上慎重に投与することは許容されるとしている。また、『術後感染予防抗
菌薬適正使用のためのガイドライン』では β-ラクタム系薬アレルギー例に関し、グラム陽性球菌のみをターゲットした術式ではグリコペプ
チド系またはクリンダマイシン、グラム陰性菌（+嫌気性菌）カバーを考慮する場合はアミノグリコシド系薬またはキノロン系薬（+メトロ
ニダゾールの併用）を推奨している。抗菌薬アレルギーラベルのある患者における抗菌薬療法の最適化は、複数の国で抗菌薬適正使用プロ
グラムの優先事項の一つとなっており、アレルギー型や重症度評価、アレルギー症状発現時期に基づいた抗菌薬選択のアルゴリズムが提唱
されている。β-ラクタム系薬アレルギーの大部分はペニシリンの代謝産物と結合した蛋白がアレルゲンとなって起こすとされ、ペニシリン
系薬では β-ラクタム環の 6 位の側鎖、セファロスポリン系薬では 7 位、ついで 3 位の側鎖構造に同一構造や類似構造を有する抗菌薬はアレ
ルギー交差反応をおこす可能性が高い。アナフィラキシーを伴わない即時型および非重症の遅延型過敏反応歴のあるペニシリンアレルギー
患者では、側鎖構造の異なるセファロスポリン系薬（セファロスポリンアレルギーの場合はペニシリン系薬）、およびアズトレオナム（AZT）
やカルバペネム系薬は慎重な症状観察のうえ直接投与可能と判断されるが、AZT はセフタジジム及びセフィデロコルの 7 位と側鎖構造が
一致しており交差反応の可能性が高く、両薬剤アレルギー患者での使用は回避が望ましい。また、生命に危険を及ぼす重症の遅延型反応で
はすべての β-ラクタム系薬の再投与回避が推奨され、β-ラクタム系薬以外の抗菌薬の使用を考慮する。非 β-ラクタム系薬では ST 合剤、
バンコマイシンでの報告数が多く、また、キノロン系薬での即時型反応報告が増えているとされており注意を要する。オランダのガイドラ
インにおいて、非重篤例では管理された環境での再導入は可能で、重篤例では同一系統抗菌薬使用の回避を推奨しているが、非 β-ラクタム
系薬の交差反応に関する報告は少ない。また、アナフィラキシー症例やアレルギーリスクが高い患者で同系統の薬剤の投与を要する場合は
皮膚テストや薬剤負荷投与試験での忍容性確認が推奨され、抗菌薬アレルギー患者での最適化治療のためにはアレルギー専門医との連携が
重要である。
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シンポジウム34
SY34-1 医療における薬剤耐性ワンヘルス

金沢大学医薬保健研究域医学系感染症科学・臨床検査医学
金森 肇（かなもり はじめ）

近年、ヒト、医療、動物、家畜のみならず、国内外の河川、下水等の環境中からも薬剤耐性菌が検出されており、ワンヘルスの観点から薬
剤耐性（antimicrobial resistance；AMR）対策への関心が高まっている。国連環境計画は、対策が必要な環境中の薬剤耐性として、医療施
設、都市排水、畜産、堆肥、養殖場、下水処理場などを挙げている。一方で、下水の AMR モニタリングの実施によりヒトにおける AMR
の拡散状況を理解することに役立つ。AMR による世界の疾病負荷の調査では 2050 年までに AMR を原因とする死亡者数は 3,900 万人以上
と推計されている。世界保健機関による薬剤耐性菌プライオリティーリストで極めて重要なカテゴリーに分類されている AMR には、アシ
ネトバクターのカルバペネム耐性、腸内細菌目細菌のカルバペネム耐性と第 3 世代セファロスポリン耐性が含まれ、緑膿菌のカルバペネム
耐性も依然として重要であり、サイレント・パンデミックとしての AMR 対策は喫緊の課題である。医療機関ではカルバペネム耐性腸内細
菌目細菌、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネトバクターなどによる医療関連感染やアウトブレイクが世界中で報告されている。AMR に起因
する感染症の蔓延を防止するため、AMR アクションプランが実施されており、医療機関では院内感染対策チーム（infection control team；
ICT）が薬剤耐性菌の伝播防止に取り組み、抗菌薬適正使用支援チーム（antimicrobial stewardship team；AST）が病院全体の抗菌薬使用
状況を評価し、抗菌薬適正使用を推進している。本講演では、医療における AMR ワンヘルスの現状と課題について考えてみたい。

シンポジウム34
SY34-2 One Health アプローチによる生産動物由来薬剤耐性菌の実態把握とその対策

酪農学園大学獣医学群 食品衛生学ユニット
臼井 優（うすい まさる）

薬剤耐性菌は、国際的な公衆衛生上の課題として、その実態解明や対策に関連する広範囲な研究が必要とされている。
日本の動物分野では、1999 年より薬剤耐性菌モニタリングシステム（JVARM）が実施されており、国内における抗菌薬の使用量や動物由
来薬剤耐性菌の動向が把握されている。抗菌薬の使用量は、動物での使用量がヒトでの使用量よりも多い。動物の種類別では、集団で飼育
され、集団に対して抗菌薬が使用されることもある豚と鶏への抗菌薬の使用量が多い。そして、豚や鶏に由来する細菌の薬剤耐性割合が高
く、抗菌薬の使用に伴い薬剤耐性菌が選択されていることが示唆される。また、動物由来細菌から、ヒトの医療で特に重要視される耐性菌

（ESBL 産生菌、mcr 陽性菌、tetX 陽性菌等）が検出されることもあり、動物からヒトへの薬剤耐性菌/耐性遺伝子の伝播が懸念される。
抗菌薬の使用と薬剤耐性菌の出現・拡散は明確な関連があることから、公衆衛生上および動物に対する抗菌薬の有効性の確保のため、獣医
師が抗菌薬を適正に使用し、薬剤耐性菌の出現及び拡散を防ぐことは重要である。2023 年度には、2027 年に向けた薬剤耐性アクションプラ
ンが決定され、動物分野においても薬剤耐性率や抗菌薬使用量についての具体的な目標数値が設定されている。その目標を達成するため、
動物分野での抗菌薬の使用量を低減させる、さまざまな取り組みが実施されている。我々も、抗菌薬の使用に関する獣医師向けのガイドブッ
クの作成、コロニー性状を基にした菌種推定法、nanopore sequencer を応用した迅速な菌種同定法を開発（菌種情報に応じた抗菌薬の選択）
することで、動物分野での抗菌薬の適正使用に向けた研究を行っている。
また、薬剤耐性菌問題は、動物だけでなくヒトや環境も関わる One Health での対応が重要となる。そこで我々は、動物からヒトへの伝播経
路について、食品はもちろんのこと、衛生昆虫、野生動物、水圏環境、堆肥、土壌など生態系を介した薬剤耐性菌/耐性遺伝子の拡散や伝播
の可能性について、その実態を解明するための研究を行なってきた。具体的には、動物-環境-ヒトのそれぞれから薬剤耐性菌を分離し、その
遺伝学的類縁性についてゲノム解析等を用いて、分野を超えて伝播や拡散しているかについて研究を行った。これらの研究により、動物-
環境-ヒトでの薬剤耐性菌/耐性遺伝子の拡散や伝播の実態が解明し、その結果を基に薬剤耐性菌/耐性遺伝子の分野を超えた移動を防ぐため
の手法や提案をしている。
薬剤耐性菌は、抗菌薬の使用に伴い選択される。薬剤耐性菌の分野を超えた伝播（動物からヒトやヒトから動物など）は頻繁には起こって
いないが、ひとたび分野を超えた伝播が起こると、大きな問題となることがある。特に分野を超えた伝播を防いでいくため、今後、分野間
でさらに情報共有を行い、協働して課題に取り組むことが求められる。
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シンポジウム34
SY34-3 「AMR対策としてのワンヘルス・アプローチを考える」―伴侶動物獣医師の立場か

ら―
むらた動物病院1）、東京農工大学 農学部附属 感染症未来疫学研究センター2）、VICA 獣医臨床感染症研究会3）

村田 佳輝（むらた よしてる）1,2,3）

＜ワンヘルス・アプローチ＞抗菌薬の不適切な使用を背景としたヒト、動物、食品、環境等における AMR が、国際社会で大きな課題となっ
ている。薬剤耐性菌が汚水処理場で多数みつかっており、海洋生物への感染の可能性もあり、ヒトの体内に取り込みが危惧されている。さ
らに家畜・養殖魚に使用された抗菌薬の海洋汚染も危惧されている。また野菜・果樹・園芸植物の農薬も真菌の耐性アスペルギルスの増加
に寄与している。世界的なワンヘルス・アプローチにより、ヒト、動物、環境の健全性に関する分野横断的課題に対して、わが国でも AMR
での取り組みは広がっている。＜小動物臨床における薬剤耐性菌の現状＞小動物での薬剤耐性は MRS 保有率約 50％、ESBL 保有率約 40％
で、ESBL 産生大腸菌（Escherichia coli）においては、保有動物と飼い主の間で感染が確認されており、感染動物の飼い主の糞便中に感染動
物の糞便から分離された菌と同じ遺伝子型を持った ESBL 産生大腸菌が発見され、この経路で薬剤耐性菌が行き来していることが確認され
た。現在最も注意をしなければならない動物の耐性菌は ESBL 産生大腸菌となる。＜小動物での薬剤耐性真菌＞近年アゾール系農薬の植物
への使用が、特にアスペルギルスにおいては耐性菌出現に寄与していると考えられており、問題視されている。さらにヒト・動物で薬剤耐
性のアスペルギルス隠蔽種が分離され、犬猫の鼻腔内・眼窩膿瘍でも多剤耐性がみられている。カンジダ感染症では Non-albicans Candida
に多剤耐性菌の C. glabrata が分離されている。さらに近年発見された多剤薬剤耐性菌としてカンジダ・アウリスのアウトブレイクが問題に
なっているが、インドにおいて犬の外耳炎からも分離されているため、我が国においても今後注意が必要と考えている。＜薬剤耐性（AMR）
対策 薬剤耐性菌減少への取り組み＞「獣医臨床感染症研究会 VICA」は、増加している小動物の薬剤耐性菌の実態調査を行い、現場から
薬剤耐性菌を減らす取り組みの指導的立場として設立され、抗菌薬・抗真菌薬の使用ガイドラインを作り、敗血症の実態調査、防止を目的
として発足した。今回、One Health の理念より、小動物臨床での薬剤耐性菌の増加を緊急事態と考え、薬剤耐性菌の減少に努める試みを行っ
た。1 地方小動物病院において、4 年間、第一世代抗菌薬を第 1 選択薬とし、広域抗菌薬の使用を制限し、特にフルオロキノロン、ロングター
ム抗菌薬の使用を制限したところ、病院内アンチバイオグラム（薬剤耐性率）が向上し、特にテトラサイクリン系・キノロン系の向上がみ
られ、MRS、ESBL、検出率も減少した。この試みは、小動物診療での耐性菌を減少させる対策の指針となると考えている。抗菌薬慎重使用
の重要性を獣医師・動物看護師・飼い主への伝達は重要で、「犬と猫の臨床感染症ガイドブック」が現場での普及啓発となることを期待して
いる。

シンポジウム34
SY34-4 環境水・医療排水中に内在する薬剤耐性菌及び抗菌薬の実態と不活化法の開発

大阪医科薬科大学大学院薬学研究科1）、大阪大学感染症総合教育研究拠点（CiDER）2）、熊本保健科学大学保健科学部医
学検査学科3）、東邦大学医学部4）、東邦大学医療センター大橋病院外科5）

○東 剛志（あずま たかし）1,2）、黒田 誠3）、片桐 美和4,5）、渡邉 学4,5）

近年、抗菌薬に耐性を有する薬剤耐性（AMR：Antimicrobial Resistance）は、サイレントパンデミックとして世界的に深刻化している。WHO
は人・動物・環境の連携によるワンヘルス（One Health）のもと、各国に国家行動計画の策定を求めている。日本でもアクションプランが
策定され対応が進んでいるが、環境中の AMR には国際的にも未解明な点が多いのが現状である。これまでに、河川、下水処理場の放流水
と流入水、医療施設や畜産農場の排水を対象とした調査から、WHO が対策を求めている薬剤耐性菌や、種々の抗菌薬が幅広い濃度で内在し
ていることが明らかにされている。し尿由来の有機物（BOD）の除去を中心として設計されている従来型の排水処理では、これらの新規環
境汚染物質を完全に除去することは困難であり、塩素消毒を経た放流水から数～百数 CFU/mL の薬剤耐性菌が検出され、河川水中に概ね類
似した濃度で抗菌薬が確認されている。一方、オゾン処理を行っている処理場の放流水中からは薬剤耐性菌は検出されず、抗菌薬も検出限
界付近まで低減しており、高い処理効果が確認されている。下水処理場に流入する排水は家庭排水に加え、医療機関や各種事業所など多様
な排水を含むため、病院や畜産施設の排水処理のあり方は、今後の社会における課題と考えられる。私たちの研究グループでは、AMED
の事業により国内都市部の病院施設内にオゾン処理装置を実装して、1,000 L の排水に対し 20 分間の処理で薬剤耐性菌および残留抗菌薬を
1％ 以下まで低減可能であることを確認した。現在、病院全体の排水に対して、オゾンと UV-LED を組み合わせた連続処理方式の効果検証
を実施しており、社会実装に向けた今後のさらなる展開と学術・産業の両面で社会への還元が待たれるところである。人と環境の間で循環
する排水を包括的に捉え、AMR をはじめとする健康危機への対応と社会の安全確保を両立させる科学的知見の収集と検証の試みは、持続可
能な社会と人類の繁栄を目指す上で重要である。今後環境リスク評価の進展と、求められる削減レベルの整備を推進するとともに、より実
効的な AMR への対策戦略へと発展させていくことが重要であると考えられる。【謝辞】本研究を行うにあたり、採水にご協力下さいました
病院、河川及び下水処理場の関係者の方々に厚く御礼申し上げます。本シンポジウムで紹介した演者らの研究および国内外の情報収集は、
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）（JP22fk0108131, JP25fk0108666）、厚生労働省科学研究費補助金研究事業（21HA1002, 24
HA1003）、農林水産省生産資材安全確保対策事業（033098）、文部科学省科学研究費助成事業（20H02289, 23H03553）から一部助成を受けて
実施しました。
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シンポジウム35
SY35-1 感染症健康危機発生に備えた国レベルでの取組み

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター 危機管理総括部
関 なおみ（せき なおみ）

2020 年 4 月、国立感染症研究所（NIID；National Institute of Infectious Diseases）は東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の開催を
踏まえ、公衆衛生部門として 1 部署のみであった感染症疫学センター（旧感染症情報センター）から危機管理に特化した機能を分離し、感
染症危機管理研究センター（CEPR；Center for Emergency Preparedness and Response）を新設し、感染症危機発生時に NIID 内の関係部
署と連携して円滑に対応できる体制を整備してきた。
また次の感染症危機に備え、2022 年 9 月に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症に関するこれ
までの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」においては、「感染症等に関する新たな専門家組織の創設に取り組む」
ことが明言された。この「新たな専門家組織」として、国立健康危機管理研究機構法に基づき、NIID と国立国際医療研究センター（NCGM；
National Center for Global Medicine）を統合し、特殊法人として、2025 年 4 月 1 日に国立健康危機管理研究機構（JIHS；Japan Institute for
Health Security）が設置されたところである。
JIHS は内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に対し、感染症危機管理に係る科学的知見を提供する役割を担う。具体的には、2024 年 7
月に全面改定された新型インフルエンザ等対策政府行動計画に、計画の実効性を確保するため、JIHS が以下の 4 つの役割を担うことが明記
されている。
・JIHS と地方衛生研究所等や大学等の研究機関、医療機関等が平時から協働・連携し、感染症情報のネットワークを更に密なものとし、必
要な情報収集やそれに基づくリスク評価等を行うこと
・政府に対する科学的知見の提供及び助言を行うとともに、国民等に分かりやすい情報提供・共有を行うこと
・臨床研究等のネットワークのハブとなり国内における研究開発を推進すること
・人材育成や、国際機関や外国の公衆衛生機関等との国際連携を推進すること
国レベルにおいて、新興感染症発生の初動時には、病原体の確保、疫学的知見の集約、検査診断技術の確立、治療薬やワクチンの開発といっ
た様々な対応を同時多発的かつ迅速に行う必要がある。
本セッションでは危機管理において、情報共有を促進し、業務やリソースの配分調整等を担う場所・組織体である緊急時対応センター

（EOC；Emergency Operation Center）の機能やこれまでの取組も含め、議論していきたい。

シンポジウム35
SY35-2 医療データベースの活用による我が国のCOVID-19施策への貢献と反省：泥縄

式対応から科学的な準備へ
関西医科大学 メディカルデータサイエンス講座1）、奈良県立医科大学 公衆衛生学講座2）

野田 龍也（のだ たつや）1,2）

COVID-19 のパンデミックにおいて、日本政府による対策について、場当たり的との批判をしばしば受けた。一方、前例のないパンデミック
に対して、多くの専門家がその時点での最善を尽くして対応にあたり、施策に貢献したことも確かである。
本発表では、日本全国の医療レセプトデータである、匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）を用いた COVID-19 のリスク評価およ
びワクチン副反応推定の事例を提示し、感染症対策のあり方を検討する。感染症危機発生時の政策決定には科学的根拠に基づくリスク評価
が不可欠であり、本来は“scientific preparedness”（科学的な準備）に立脚した戦略が求められる。
NDB 等の大規模医療データの登場により、従来の調査法と比較して、非常に迅速な分析が可能となり、実際の COVID-19 対策に生かされた。
しかし、巨大なデータは巨大な間違いを犯す危険があり、分析者及び分析の解釈者（政策担当者）の双方のリテラシーと正しい方針決定が
重要である。
本発表では、演者の関与した COVID-19 関連分析とその施策への展開について、内側から見た実際の状況をタイムラインで示すとともに、
科学と政策の関係性について検討に資する材料を提供したい。
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シンポジウム35
SY35-3 エムポックスの現在～Neglected と Emerging の 間で

大阪公立大学大学院医学研究科ウイルス学/寄生虫学
城戸 康年（きど やすとし）

エムポックスは、2022 年に Clade IIb の流行によって世界的な注目を集めたが、その歴史は天然痘撲滅キャンペーンの最中での 1958 年のウ
イルス発見、1970 年のコンゴ民主共和国（DRC）における最初のヒト感染例報告まで遡る。特に、DRC では人獣共通感染症としての低水準
ではあるが持続的な流行が続き漸増していたが、2024 年には Clade I がアフリカ大陸外へこぼれ落ち、2 度目の「国際的に懸念される公衆衛
生上の緊急事態（PHEIC）」が発出された。このような中で、変異株の出現、エムポックスの感染様式の変化、天然痘ワクチンに対する免疫
交差性等が懸念されており、静かなアウトブレイクが進行中である。つまり、2022 年まではアフリカ大陸の奥地にのみ発生する neglected
な（顧みられない）感染症であったが、アフリカ大陸外での感染が見られ Emerging（新興）感染症となった。このエムポックスに対して、
天然痘ワクチン接種による交差免疫が感染防御に有効であると期待されている。実際、1980 年まで実施された天然痘撲滅キャンペーンによ
る集団免疫があったため、エムポックスはアフリカ大陸に封じ込められてきたが、天然痘ワクチン接種停止からおよそ 50 年たった現在、地
球人口の 70％ 以上は天然痘ワクチン非接種世代であり、集団免疫の低下がエムポックス感染拡大の大きな背景にある。ウイルスだけではな
く、ヒトと地球も、こうも短期間に変化することの一例である。かつての天然痘ワクチンが、現在のエムポックス感染予防にも有効か？が、
現在の、そして未来の人類の大きな課題である。私たちは、DRC の最大のエムポックス流行地である赤道州にエムポックス研究拠点を形成
し、研究を行っている。DRC におけるエムポックスコホートを基盤として、リスク因子同定や感染様式把握のための疫学研究、患者検体か
ら分離したウイルスゲノム解析、自然感染と天然痘ワクチンの交差免疫性等の宿主因子研究を行っている。疫学データを用いた感染リスク
因子や重症化因子の解析から、主要な感染様式が動物からのスピルオーバーからヒトーヒト感染に移行していることが明らかとなった。こ
のような疫学的な情報のみならず、皮膚病変の分布、ウイルス排出期間などの臨床的特徴およびウイルスゲノムなどのウイルス学的解析の
比較を通じて、拡大を続ける Clade I エムポックスとワクチンの現在地を紹介したい。

シンポジウム35
SY35-4 新興感染症に対する抗微生物薬開発の課題

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター
齋藤 翔（さいとう しょう）

私たち国立国際医療センター（旧国立国際医療研究センター）は 2020 年の流行初期に実施された米国国立衛生研究所（NIH）が主導する
ACTT 試験を皮切りに、数多くの国際共同医師主導治験や企業治験に参加し、症例登録をおこなってきた。これらを経験する中で感じた日
本国内で感染症領域の治験を実施するための課題を共有する。
ACTT 試験は米国における患者登録開始が 2020 年の 2 月 21 日（国内は 3 月 26 日）、合計 1062 名の患者登録完了が 4 月 20 日、論文発表が
5 月 22 日と計画全体が極めて迅速に進められた。国内の準備が遅れた場合は治験参加自体が困難となり、有効性の認められたレムデシビル
の国内導入が遅れた可能性があるため、パンデミック時の治験は迅速性が重要であることを実感した。迅速に試験を実施するために、米国
においては事前にネットワークが構築されており、さらに中央一括倫理審査が実施されたことで、多くの施設が同時に試験を開始した。試
験デザインの側面からは ACTT 試験はプラットフォームデザインが採用されており、治験開始前から複数の治験薬についての試験が想定
されていた。最終的に 4 つの治験薬が検証されたが、プラットフォームデザインが次の試験への迅速な移行を可能とした。
COVID-19 は未曽有の世界的流行であったため、特に流行初期は様々な制約の中で治験が実施された。例えば PCR 資材が枯渇したため治験
に必要な診断が遅れ、検体は搬送手順を構築する必要があり、研究コーディネーター（CRC）による患者対応が不可能であったため現場の
医師と看護師がすべての患者対応を行った。また、ACTT 試験はプラセボ対照試験として実施された。本邦においては流行初期にはエビデ
ンスが確立されていない複数の薬剤による conpassionate use（人道的使用）が行われたが、その後有効性が証明されなかった薬剤も存在す
る。流行初期には安易に conpassionate use を行うのではなく、エビデンスを作るための試験を多くの施設で実施するための体制構築が必要
であると考えられる。
次の新興・再興感染症の流行時に備え、治験を迅速に実施するための準備が必要である。それは研究ネットワークの構築、セントラル IRB
の整備、試験デザインの想定、手順書の準備、院内 CRC を含めたスタッフのトレーニング、プラセボ対照試験の重要性の啓蒙など多岐にわ
たるが、平時にこそ準備することが可能であり、重要であると考えられる。
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シンポジウム36
SY36-1 ガウン・手袋、ちゃんと着けてる？～現場のリアルから生まれた接触予防の導入～

兵庫県立尼崎総合医療センター 感染対策課
大迫ひとみ（おおさこ ひとみ）

感染対策はエビデンスに基づき実施されるものの、実際の医療現場ではガイドライン遵守が困難な場面に遭遇します。当院では、接触予防
策における薬剤耐性菌保菌者の増加に伴い、従来の一律的な個室管理とガウン・手袋着用という対策が形骸化しつつありました。

このような背景を踏まえ、現場の実情に即した新たな接触予防策を導入しました。それは、感染対策レベルに応じて接触予防策を「接触予
防策 1」と「接触予防策 2」の 2 種類に分類するという独自のルールです。

「接触予防策 1」は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、ESBL 産生腸内細菌目細菌、MRSA 等を対象とし、患者に触れる範囲に
応じた PPE 装着を基本とします。一方、「接触予防策 2」は、MDRP 等の稀な薬剤耐性菌や感染力の強い感染性胃腸炎、角化型疥癬等を対
象とし、個室管理と病室入室時の手袋・ガウン着用を必須としました。

本取り組み導入後、全病棟における MRSA および ESBL 産生腸内細菌目細菌の新規発生率を継続的にモニタリングし、評価しています。本
発表では、この新たな接触予防策導入の経緯、具体的な運用方法、そして導入後の現場のリアルな声をご報告いたします。ガイドラインと
現場の狭間で生まれた、より実践的な感染対策の一つのあり方をご提示できれば幸いです。

シンポジウム36
SY36-2 “救う”と“守る”の両立 ICU・救命救急における感染対策のジレンマ

群馬大学医学部附属病院 看護部1）、群馬大学医学部附属病院 感染制御部2）

○大嶋 圭子（おおしま けいこ）1）、徳江 豊2）

集中治療室（Intensive Care Unit：ICU）および救命救急センターでは、急性期医療の最前線として、患者の生命を救うために高度な医療技
術と迅速な対応が求められる。一方で、感染予防策の実践においては、ガイドラインと現場の実情との間に深刻なギャップが存在している。
医療従事者の過重な業務負担や時間的制約、心理的プレッシャーに加え、感染対策の目的や意義に対する理解不足、病院の設備的制約や費
用面での限界などが感染対策の遵守を困難にする要因となっている。救命救急センターおよび ICU における標準予防策の中でも、特に「手
指衛生」と「個人防護具（Personal Protective Equipment：PPE）」の適切な使用に焦点を当て、これらの実践と現場とのギャップをいかに
埋めるかについて検討する。シンポジウムのテーマでもある「対話」と「データ」という二つの視点から、実効性のある改善策を考察した
い。まず「対話」の観点では、医療従事者、感染管理担当者、管理職が立場を超えて協働し、現場の実情を踏まえた柔軟な感染対策の運用
について継続的に議論することが求められる。専門職間における認識の違いやコミュニケーションの不足は、感染対策の実行を妨げる要因
であり、日常的な対話の場を設けることが、相互理解と協力体制の構築に不可欠である。次に「データ」の活用では、感染症発生件数や検
出微生物の情報、感染対策の実施状況を評価するチェックリスト、経路別予防策の実施率、手指衛生の遵守率、PPE 使用状況といった定量
的データを収集・分析することにより、現場の実態を可視化し、課題の抽出と改善策の立案を支援する。データに基づいたアプローチは、
感染対策の客観的評価を可能にし、現場の納得感を伴う改善策の策定に有効である。本シンポジウムでは、ガイドラインに基づく感染対策
を現場の実情に即して実行可能にするための現実的な手法について議論を深めるとともに、当院の ICU および救命救急センターにおける具
体的な取り組みを交えて、現場に即した感染対策の実現について議論を深めたい。
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シンポジウム36
SY36-3 「風邪ウイルスも隔離する？」当院の血液疾患患者の対策の現状と課題

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
金沢 陽子（かなざわ ようこ）

【背景】
当院では、市中呼吸器ウイルス（CRVs）の診断目的で、血液内科入院患者に限定して呼吸器パネル検査を実施しており、検出例はすべて隔
離対象としてきた。これは、血液内科病棟でのパラインフルエンザウイルスアウトブレイクの経験に基づく対応である。しかし、移植患者
の増加に伴い、血液疾患患者が一般病棟に入院する機会が増加し、現場からは個室利用の逼迫や隔離方針の見直しに関する相談が相次いだ。
これを受けて、ICT（感染対策チーム）では、CRVs 隔離の方針をハイリスク病棟とそれ以外で整理するとともに、耐性菌に対する隔離対策
の再評価を行った。本発表では、現場との対話や ICT 内の検討を通じて明らかになった課題と対応策について報告する。

【内容】
過去のアウトブレイク事例を振り返り、呼吸器パネル結果の運用や、全診療科における CRVs への経路別予防策の必要性について ICT 内で
再検討した。また、過去 5 年間に検出された多剤耐性菌の保菌患者の隔離状況を、感染管理支援システムを用いて診療科別に把握した。現
場からは、管理職へのヒアリングや、感染対策を理由とした個室料金の減免額の推移から、実際の隔離運用の実態を分析した。

【結果】
CRVs に関しては、ハイリスク病棟とそれ以外の病棟で隔離基準を明確化し、今後も感染対策遵守状況などのデータを活用しながら現場と対
話を継続することとした。耐性菌に関しては、隔離対象の多くが血液疾患患者であり、主な菌種は MRSA、ESBL 産生菌、CRE であった。
この状況から、CRE および PreMDRP に対する隔離方針を、拡散リスクに基づく判断とし、MRSA・ESBL 産生菌と同様の基準に変更した。
また、個室料金の減免額やラウンド結果から、過剰な隔離が一部で行われている可能性が判明し、標準予防策と隔離基準についての院内研
修を実施することとなった。

【評価と課題】
今回の見直しは、血液疾患患者の増加が院内の感染リスクに影響することや、日常的な標準予防策の徹底が重要であることを現場に再認識
させる機会となった。一方で、これまで隔離対策の定期的な見直しやデータ活用が不十分であったことが課題として浮き彫りとなった。今
後は、基本的な感染対策活動として、データ分析と現場へのフィードバックの強化を図る。

シンポジウム36
SY36-4 「正しさ」や「べき論」で人の心は動かせない CDI 対策はコミュニケーションから

地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター
新井まゆ子（あらい まゆこ）

多くの人が「感染対策を実施すること」は正しいことと認識しているだろう。しかし手指衛生など感染対策の正しさを伝えても、必ずしも
相手に納得してもらえるわけではなく、時には反発されるという経験はないだろうか。おそらく多くの感染管理者は、あの手この手で現場
に働きかけても、手指衛生の実施率が上昇しない現状や接触予防策が適切に実施できない状況を目の当たりにして、いかに対象の感染対策
へのモチベーションを上げるか、効果的な働きかけかたに頭を悩ませていると思われる。当院は神戸市内唯一の結核病床を有する急性期総
合病院である。入院中の結核患者の大半は免疫力が低下した高齢者であり、経口摂取が困難なことから経管栄養や中心ラインを挿入し患者
も少なくない。結核治療は抗結核薬を長期間中断することなく内服する必要があることから、近年、結核治療中の Clostridioides difficille
感染症（CDI）合併が問題となっている。当院の結核病棟においても、いまや CDI は一般的な感染症といっても過言ではない。結核患者が
CDI を発症した場合、治療に難渋する場合や、いったん下痢症状が消失しても入院期間中に再発する事例も少なくない。そして、CDI の原
因となる Clostridioides difficille は環境表面で芽胞を形成することから、患者自身の皮膚や周囲環境を汚染し、汚染した環境、患者自身、医
療従事者を感染経路として容易に院内伝播する。また、CDI の特性から、感染対策の基本である手指衛生はアルコール擦式消毒よりも流水
と石鹸の手洗いが優先される。このような特性から、手指衛生の徹底や適切な防護用具の使用、環境管理が重要とされているが、煩雑な臨
床現場において厳重な接触予防策を日常的に遵守することは容易ではない。したがって、感染対策を推進するためには、第一にガイドライ
ンの正しさと現場の状況を照らし合わせることが必要である。その上で感染対策に関わるメンバーと実践可能な方法を話し合い、今できる
ことに焦点を当てて「これならできるかも」と賛同する仲間を増やすことが重要であると考える。人の行動は感情に左右されるため、現場
の実践者が「やらなきゃ」という気持ちが持てなければ日常的な対策の遵守は困難である。本セッションでは、当院の結核病棟における CDI
対策においてガイドラインと現場との狭間で悩んだ経験を感染管理者の立場から紹介し、現場との対話から実践可能な対策を導くことにつ
いて考える機会にしたい。
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シンポジウム37
SY37-1 プロセス指標の達成に向けて改善に取り組んだ多剤耐性アシネトバクター多発事

例対応
鹿児島大学病院 感染制御部
○有村 尚子（ありむら しょうこ）、川村 英樹、茂見 茜里

2016 年 9 月から 2018 年 4 月までに ICU を中心に多剤耐性を含む IMP-1 陽性薬剤耐性 Acinetobacter baumannii が 15 例の患者から検出
された。国公立大学附属病院感染対策協議会の改善支援を受審し、この発生要因として、手指消毒使用回数の経年的低下、接触予防策の不
十分な実施、輸液調整エリアを含む物品・環境の衛生管理の不徹底、カルバペネム系薬を含む広域抗菌薬の過剰使用が挙げられた。そのた
め、事例の終息判断として、新規に患者や環境から薬剤耐性アシネトバクターが検出されないというアウトカム指標に加え、3 つのプロセス
指標を取り入れ、ICU および病院全体での根本的な改善活動を目指すこととした。ICU におけるプロセス指標は、1．1 日 1 患者当たりの手
指消毒薬使用回数 200 回以上、録画機能付き監視カメラによる 1 日 30 分間の病室入退室時手指消毒監査で遵守率 90％ 以上、2．週 1 回の
ICT ラウンドにおける整理整頓に関する指摘事項の改善、3．カルバペネム系薬 100 患者日あたりの抗菌薬使用密度・使用日数 10 以下を掲
げた。これらの達成と再発防止の一環として ICU 全看護スタッフを対象にした感染対策再教育プログラムを実施した。本プログラムでは、
導入として改善支援の指摘事項と理由を振り返り、手指衛生、個人防護具着脱訓練、デバイス関連感染予防、手術部位感染予防など全 6
項目の講義・演習を実施し、実践的な感染対策の基礎を構築した。その後、ICU 管理者とチェックリストを用いた教育後の評価を行い、共
通認識のもと監査と直接的指導を繰り返した。これらの取り組みは手指衛生遵守や感染対策を考えた看護ケアの実施という意識の向上につ
ながり、業務効率化を優先し廊下で実施していた輸液調製を中央化するなどゾーニングの改善も図ることができた。プロセス指標に揚げた
1 日 1 患者あたりの手指消毒薬使用回数 200 回以上については、現在も 200 回前後を維持できており、これらの活動は全病院的に横展開され
ている。終息判断にプロセス指標を導入したことは組織全体で取り組むべき課題が明確化され、感染対策再教育プログラムの導入により行
動レベルでの改善につながった。さらに、管理者と評価することで現状把握の統一と具体的なリスク共有を図ることができた。その後、2020
年に新型コロナウイルス感染症の流行が始まったが、本多発事例の経験が特に ICU における当院の対応に有効的に寄与したと考えている。

シンポジウム37
SY37-2 現場主導と情報共有で早期収束につながった薬剤耐性菌アウトブレイク対応の組

織的実践
橋本市民病院
枡田美加子（ますだ みかこ）

当院は 2018 年と 2023 年に異なる 2 つの薬剤耐性菌アウトブレイクを経験した。2018 年は収束までに 1 年 8 カ月を要したが、2023 年は 8 ヶ
月で収束した。年単位の対応を覚悟していた中、短期間での収束に至った要因について振り返ると「対策立案の主導主体」と「情報共有の
在り方」にあったと考える。
2018 年は、感染管理者が中心となり課題抽出から対策立案・実施までを担った。しかしこれは、「言われたからやる」といった受動的な空気
を生み、対策の意味や根拠について自ら考える機会を奪い、現状に合わない目標設定により所属職員や感染ワーキングメンバーのモチベー
ションを保ちにくい状況にしていたのではと考える。情報共有も ICT メンバーと限られた幹部のみに限定していたため、現場にはアウトブ
レイクの現状が見えにくかった。結果、当該部署は「また出た…自分たちのせい…？」といった自責の念や疑問、他部署は「（情報がないの
で）知らない、関係ない」といった無関心が広がり、組織内に温度差が生じた。
2023 年はこれまでの経験を踏まえ、全部署の感染ワーキングメンバーが、自部署を俯瞰し課題を抽出する方法に変更し、感染管理者は支援
に徹した。すると、数時間のラウンドでは見えなかった現場の課題（手指衛生、PPE 使用、清掃、各手技のばらつきなど）が次々と挙がり、
これに相応する対策を現場主導で実践することにした。また、アウトブレイク情報を定例共有週 1 回に加え、新規陽性が出た際は号外形式
で速報し、全職員に感染対策強化のアラートを発信した。目標設定も工夫し、全体目標は「アウトブレイクの早期収束」としながら、小目
標は各部署の課題に即した内容とした。これにより画一的ではなく、現場に即した分かりやすい取組みにつながった。さらに、ワーキング
メンバーが自ら対策を評価できたことで、現場に必要な支援をタイムリーに実施できた点も主体性向上につながった。
これらの実践により、感染対策を特定の部署の問題とせず、組織全体の課題として共有できたことが、収束期間差の要因の 1 つになったと
考える。今後は、薬剤耐性菌に限らず、医療・介護・福祉・学校保健との連携を強化し、持続可能な地域感染対策の構築へと発展させてい
く必要がある。
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シンポジウム37
SY37-3 CRE（NDM型）アウトブレイクの経験～収束に向けて、そして繰り返さないため

の取組み～
平塚市民病院 感染管理センター
○石井美千代（いしい みちよ）、間地 知子、小野寺 潤、片山 順平、武内悠里子、
松崎 重之、高木 俊介

CRE はカルバペネム系抗菌薬及び広域 β-ラクタム系薬に対し耐性を示す腸内細菌目細菌である。感染症を発症した場合の治療が極めて困
難であり、耐性遺伝子は菌種を超えて伝播する。日本では IMP 型カルバペネマーゼ遺伝子が多くを占めるが、海外型カルバペネマーゼ遺伝
子の NDM 型も近年増加し海外渡航歴のない患者からも分離されている。医療機関内での感染拡大を防ぐとともに、医療機関から地域に拡
げないことを念頭に 1 例目の発見を持ってアウトブレイクに準じて対応する必要がある。2024 年 1 月に入院患者より CRE（NDM 型）が検
出された。保健福祉事務所や国立感染症研究所 FETP の支援下に感染対策を強化し、同年 4 月に収束に至った。CRE が検出された患者は 7
名で PFGE パターンが一致した。この中には海外の医療機関から転院してきた患者が存在し、アウトブレイクの発端である可能性が示唆さ
れた。スクリーニング検査は、まずは同病棟内の患者を対象に CRE1 例目の判明同日及び 5 日目に 2 回の便培養を行った。次いで転棟、転
院、退院患者など関連する患者を抽出し検査した。1 例目判明 5 日目以降は新規 CRE の検出はなく、感染の拡がりは発生病棟内に限定して
いると考えられた。CRE が検出された 7 名はもともと介護度が高くおむつ交換、経管栄養、吸引など共通する医療ケアがあった。また、同
時期に同病棟内では 3 名の患者から Clostridioides difficile が検出され、このうち 2 名は CRE 検出患者であった。これらのことから腸管に保
菌された CRE がケアを通じて伝播した可能性が示唆された。おむつ交換の手順と役割分担を見直し、共有する物品の管理方法や水回りの環
境を整備した。環境からは CRE は検出されなかった。抗菌薬治療については感染症を発症した場合を想定し、AST から担当医師に対応方
法を発信した。CRE 検出者 7 名は幸いにも感染症は発症せず、抗菌薬治療を必要としなかった。CRE 検出患者には入院エリアと担当者を分
けて対応した。感染対策委員会や ICT、リンクナース会で情報を共有し、全職員に向けて文書や研修を通じて注意喚起を行った。また、地
域医療機関等への影響と拡大を防止するため、ホームページ、各種の会議等で情報を発信した。神奈川県感染症発生情報でも注意喚起が行
われた。同様のケースを繰り返さないため、海外入院歴のある患者のスクリーニング体制を整備した。アウトブレイクの経験を通じて、平
時からの感染対策を遵守する組織風土、専門機関や行政からの支援と連携の重要性を痛感した。CRE の保菌した患者は希望する場所に転院
できないなど、生活の質に影響を及ぼしている。薬剤耐性菌の増加が問題となっている今、地域全体で取り組む体制が重要である。今回の
経験を忘れずに今後も地域の基幹病院として院内のみならず地域全体の感染対策が底上げできるよう尽力していきたい。

シンポジウム37
SY37-4 クラスター収束までの取り組みと課題

社会医療法人財団池友会 福岡和白病院
○崎田 大輔（さきた だいすけ）、甲斐 健一、﨑田 宏、藤井 勇佑、髙平 裕樹

2019 年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症（以後 COVID-19）は、日本国内で、2023 年 5 月 5 類感染症に指定されるまでに約
3,400 万人が感染し、約 7 万 5,000 人の死者数が報告されることになった。福岡県では、2020 年 12 月 12 日に福岡コロナ警報が発動され、当
時では新規陽性者数・療養者数・入院者数・重症者数がいずれも過去最多を記録し、医療への負荷が非常に高まった。
当院でも 2021 年 2 月、急性期病棟 6 病棟のうち、4 つの病棟（合計 200 床）で大型クラスターを経験し、厚生労働省新型コロナウイルス感
染症クラスター対策班の支援のもと収束を迎えることができた。
クラスター発生の要因として、1．原疾患による探知の遅れ 2．有症状者の頻回な部屋移動 3．感染対策に関する知識や技術の不足などが挙
げられる。また、クラスター発生後、ICN や ICT は現場の状況把握・濃厚接触者の洗い出し・行政対応・検査対応・資料作成など多くの業
務に忙殺されてしまった。そのため、感染拡大阻止に最も重要な現場の感染管理強化や濃厚接触者の判断と対応に専念できなかったことも
要因の 1 つであったと考える。
当院では当初、ICT に加え病院幹部職員のみで会議を行っていたため、現場で情報の共有ができなった。そのことを踏まえ、対策本部に院
長・事務長・看護部長・医局長だけでなく、各病棟の所属長や医療技術部の所属長、医療連携室担当者を追加することで必要な業務の整理、
人員の確保、役割分担の明確化、情報共有、明確な指示伝達、現場における課題の抽出・共有・解決を促進することができた。また、院内
の方針として、救急患者の受け入れ制限、不急の手術症例の延期、他病院への転院調整等を行うことで約 1 か月後に収束を迎えることがで
きた。
院内における ICT の役割は大きく多岐にわたる。有事の際は ICN や ICT のメンバーが中心となって活動することになるが、その活動には
限界があり、院内の組織をいかに取り組むかが重要になる。有事の際に組織としてどのように対応するか BCP の作成および改定と日々の感
染対策が重要となる。また他部署との連携は不可欠であり、日頃のラウンドの結果が収束への近道に繋がったと考える。
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シンポジウム38
SY38-1 全国保健所長会協力事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業

班」の活動
神奈川県鎌倉保健福祉事務所1）、茨城県潮来保健所2）、高知市保健所3）、鳥取市保健所4）、佐賀県佐賀中部保健所5）、高松
市保健所6）、久留米市保健所7）

○近内美乃里（こんない みのり）1）、緒方 剛2）、豊田 誠3）、長井 大4）、
中里 栄介5）、藤川 愛6）、藤田 利枝7）

日本では 2023 年に新たな「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」が示され、保健所には、薬剤耐性感染症の感染予防・管理について
病院や関係機関（診療所、薬局、高齢者施設、地方衛生研究所等）と連携した活動を広げるために、地域における総合的な感染症対策ネッ
トワーク（仮称）への関与や薬剤耐性感染症集団発生対応支援などの役割が求められている。新型コロナウイルス感染症流行下の対応や感
染対策向上加算により、医療機関と保健所が連携する機会は増加しているが、一方で AMR 対策の経験のある保健所職員が少ないことや人
材育成が課題としてあげられている。そのような状況を受け、全国保健所長会協力事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事
業班」では、保健所職員の地域における感染症対策ネットワークの構築推進への取り組みや AMR 対策に積極的に関与するための支援を感
染管理等専門家の協力を得て実施しており、その概要を報告する。
地域における感染症対策ネットワークの構築推進への取り組みについては、保健所と医療機関との連携を具体的にイメージできる事例につ
いて、活動内容やその特徴、保健所に求められる役割や今後の課題等について各保健所に聞き取り調査をした。調査した事例は、保健所単
位から県庁主導、大学附属病院主導まで多岐にわたっていたが、共通してキーパーソンとなる熱心な ICN や ICD と保健所との関わりが重要
であり、保健所には地域のハブとなる役割が期待されていた。また、保健所と地域の感染症対策ネットワークとの連携について、全国 468
保健所に WEB アンケート調査を実施（回答率 47.2％）し、平成 30 年度に当事業班が実施した調査結果と比較したところ、医療機関との連
携が進んでいる保健所が増加し、保健所と医療機関等の感染症専門家がシステムや予算措置された事業とつながるスキームが構築され、活
動が拡大している自治体もみられた。人材育成については、AMR 対策の経験の少ない保健所職員が薬剤耐性の基礎から対応のポイントまで
を習得することを目的に、オンライン AMR 対策公衆衛生セミナーを令和 4 年度から年 1 回実施しており、今年度も実施を予定している。
5 人以上のチームとしての参加を全国の保健所から募集し、令和 6 年度は 30 都道府県、64 チーム、386 人が参加し、感染症法、医療法担当
の保健所職員のみならず、地方衛生研究所の職員も参加し、感染症発生時の疫学調査や検査の担当者間の情報共有、連携にもつながってい
る。
保健所と医療機関等が連携し、地域における総合的な感染症対策ネットワークの構築や人材育成に取り組むことで、社会福祉施設等も含め
た地域全体の感染症対策の向上をめざすとともに有事に備えた平常時のネットワークとしても生かしていきたいと考えている。

シンポジウム38
SY38-2 行政と取り組む感染対策の課題―感染対策向上加算1施設の ICNの立場から―

公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 感染対策室
前多 香（まえた かおり）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックでは、コミュニティにおける危機対応能力が試されることになった。大きな災害を
前に、個々の力ではなすすべもなく、地域の医療関係者がお互いに知恵を出し合い、協力して未曽有の危機に立ち向かった。全国各地にお
いて感染対策ネットワークの構築が促進されたことは、パンデミックの貴重な遺産のひとつである。
課題も残った。コロナ禍では多くの高齢者施設、障がい者施設、保育施設等でクラスターが発生し、感染症に対し脆弱であることが明らか
となった。患者が複数の施設や医療機関を行き来する状況で、感染症が地域で流行すれば、医療機関にも流入する。地域単位での感染対策
のボトムアップが重要なのは明白である。
このような背景から、2024 年度の診療報酬改定では感染対策向上加算の施設基準に「連携する介護保険施設等への実地指導や助言等」が追
加された。新しい時代の感染管理担当者には、加算の枠にとらわれず、地域全体に目を向けることが求められている。そのためには保健所
などの行政と良好なコミュニケーションを図ることが不可欠と考える。
当院は東京都北区に位置する急性期医療に特化した地域医療支援病院であり、感染対策向上加算 1 を取得している。区内に大学病院はなく、
加算 1 の医療機関が 2 施設、加算 2 の医療機関が 4 施設、加算 3 の医療機関が 2 施設ある。先進的なネットワークが整備されている地域と
比較すればこぢんまりとしているが、保健所や地域の医師会と連携し、カンファレンスや新興感染症の発生を想定した訓練の実施を通して
有益な関係を構築してきた。発表では、当院におけるこれまでの取り組みと、今後の課題について報告したい。
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シンポジウム38
SY38-3 地方衛生研究所所属の感染管理認定看護師が、医療機関と行政機関の連携による感

染対策の強化について考える
東京都健康安全研究センター
中村貴枝子（なかむら きえこ）

医療機関と保健所を含めた行政機関との連携は、地域の感染制御において、重要かつ最強のタッグとなる。
私は、病院の感染制御部門に 15 年間ほど在籍後、地方衛生研究所である東京都健康安全研究センターに、非常勤職員として所属している。
病院所属時には、東京都感染対策支援チームとして、東京都実地疫学調査チーム（TEIT）や保健所とともに、新型コロナウイルス感染症ク
ラスターの訪問支援を実施した。現在、東京都内保健所のオンライン会議内で、「感染対策ミニレクチャー」を担当し、保健所職員への教育
を継続的に行っている。その経緯もあり、医療機関と行政機関の感染対策部門の立場を経験した者として、医療機関と行政機関の連携によ
る感染対策の強化について考えてみたい。
感染対策支援チームは、令和 2 年 10 月に東京都感染症対策部に設置され、設置当初より参画した。令和 2 年から 3 年の 1 年間に訪問支援を
行った病院のうち、感染防止対策加算 2 は 13 病院で、その多くは、加算 1 算定病院に相談をしておらず、病院連携が不足している状況であっ
たが、その時点では、保健所職員の関心を得るには至らない印象であった。
現在所属する、東京都健康安全研究センターの危機管理情報課疫学情報担当部門は、都内の感染症に関する情報収集、情報発信、技術支援、
調査研究業務を行っており、毎週、保健所職員の情報交換を目的としたオンライン会議を開催している。その中で月 1 回、10 分程の「感染
対策ミニレクチャー」を開始した。開始当初は、保健所職員に知っておいてほしいことをテーマとし、令和 5 年度以降は、アンケートを行
い、保健所職員が直面する疑問や、指導場面での留意点、その解説など、内容を改善した。保健所職員はおおむね 2～3 年で部署異動がある。
その点も踏まえ、分かりやすく、活用できる内容となるよう試行錯誤しながら実施している。前述した加算に関連した連携強化についての
テーマは、今年度に入り「加算とは」について知識を得たいとの要望があり、実施することができた。令和 4 年度の診療報酬改定により地
域連携はより強化され、保健所は地域連携のマネジメントの役割を担うようになってきていることが、感染防止対策向上加算を知りたいと
の意見につながったのではと考える。
医療機関と行政機関の連携強化には、双方の理解と信頼関係の構築が不可欠である。お互いを知らないゆえのコミュニケーション構築の難
さを理解し、歩み寄ることで理解と連携が深まると考える。医療機関と行政機関の双方を多少なりとも知っているものとして、相互理解推
進に取り組んできたいと考える。

シンポジウム38
SY38-4 新興・再興感染症発生等想定訓練の経験から

川崎市健康安全研究所
三﨑 貴子（みさき たかこ）

医療機関と行政との連携の強化は、昔からその重要性が指摘されているところではあるが、なかなか思うようにいかないのも現実である。
令和 4 年度に診療報酬改定があり、医療機関が感染対策向上加算 1 を取得するためには、医師会や行政と連携して、年 1 回は新興感染症等
の発生を想定した訓練を実施することが要件の一つとなった。川崎市においては、この改定以前から、新型インフルエンザ等対策訓練の一
環として、市内の医療機関の協力の下、模擬患者を使ったシナリオのない実践的な訓練を実施してきた経緯がある。そこで、この訓練をア
レンジして、複数の医療機関と保健所、衛生研究所等が参加できる机上訓練を考案し、令和 4 年度から市内の参加医療機関とともに実施す
ることとなった。また、「実践的な訓練の実施」は、令和 5 年度から行政が策定している予防計画の項目の一つでもあることから、現在は川
崎市が共催の形で机上訓練に参加している。
本訓練における目的は、「リスクアセスメント」と「連携」である。新興・再興感染症をはじめとする健康危機事象への対応は、平時から少
しづつ慣れておくことが重要である。しかし、これらの健康危機事象は現実の社会において必ずしも身近なものではなく、平時から慣れて
おくことは難しい。しかしながら、実践型の比較的リアルな机上訓練を通じて集団発生などの事例を体感すると、自ずとギャップや弱みが
明らかになり、平時の対応の見直しができる。また、これを繰り返すことで連携も強化され、実際の事例に直面した際に活かすことができ
ると考えている。
訓練は、危機対応に備えるための現実的、効果的かつ費用対効果の良い方法である。特にシナリオのない机上訓練は、医療機関と行政との
新たな連携を生み出す良いツールであり、本訓練は川崎市内だけでなく、依頼を受けた複数の自治体でも実施している。ここではその概要
を紹介し、今後どのように役立てていくことができるかを考えてみたい。
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シンポジウム39
SY39-1 リンクナース活動からの学び～リンクナースの成長、CNICの成長、そして病院の

成長へ～
社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会千里病院
橋本 渚（はしもと みぎわ）

リンクナースとは、専門チーム等（ICT）から最新の知識や技術を学び、それを病棟に持ち帰って、現場のリーダーとしてスタッフ 1 人 1
人に伝えて浸透させることで病棟のレベルアップを図る。また、問題点が病棟で生じた時、それを専門チームに伝える。専門チームと現場
の病棟をつなぐ役割を担う看護師である。
私は 2012 年に感染管理認定看護師（CNIC）の資格を取得し、縁があり 2014 年に現施設に専従として着任した。専従経験がない CNIC 3
年目、あらたな地での活動開始であり周囲に知り合いもおらず不安を抱える日々の中、着任後はじめての取り組みが ICT リンクナース会議
の発足であった。2014 年 11 月から ICT リンクナース活動を開始、携帯用手指衛生剤の導入から始め、手指衛生の遵守率向上に向けた活動
や部署別の目標設定、ICT リンクナース会議内でのチーム活動、ICT ラウンドへの同行など手法を変えてアプローチをしてきた。ICT リン
クナースが主体となり実践した印象的な活動を 3 つ報告する。

1．管理者とともに行う手指衛生直接観察
2．新型コロナウイルスに関連した感染対策（動画作成、クラスター後の再発予防に向けた勉強会の開催など）
3．カテーテル関連尿路感染発生症例の振り返りと再発予防の検討

いずれもリンクナースの問題意識が明確となっており、部署管理者を巻き込み取り組むことができた事例である。リンクナースの活動を推
進し育成するためには、目標の設定、コミュニケーション、そして経験を通じて学ぶ機会を提供すること、成長を支援することが重要であ
る。
私はリンクナースに未来の CNIC を期待している。しかし、近年ではリンクナースの看護師経験年数が低く、いわゆる「Z 世代」である 2～
3 年目の看護師も少なくはない。また、リンクナースを継続せずに毎年交代する病棟も多い。低年齢化や継続ができていないことは当院の課
題である。リンクナースを育成するためには、「今まではこうだったから」ではなく、個々を理解することに加え自分自身の成長と支援方法
の工夫が必要であることを痛感している。そのためには、1）自身が学び続けること、2）指導力・コミュニケーション力の向上、3）客観的
な視点を持つこと、4）育成環境を整備すること、5）感情のコントロールと忍耐力である。
本シンポジウムでは、リンクナースとともに歩んだ 10 年間の活動とリンクナース育成に関する CNIC の工夫や喜び・悩み、今後の課題な
ど、演者の経験も踏まえて考える機会としたい。

シンポジウム39
SY39-2 感染リンクナースを活用した感染対策の推進と育成支援

横浜市立みなと赤十字病院
大原 みお（おおはら みお）

医療関連感染対策の実践と継続には、全職種・全職員の協力が不可欠である。しかし、現場レベルでの感染対策の浸透には、継続的な支援
と工夫が求められる。そこで、各部署における実践的な感染対策の推進役として、感染リンクナース（以下、LN）の活用が重要となる。
当院では、LN 会を月 1 回、1 時間の頻度で開催している。LN は各部署から 1 名を選出し、看護師経験年数の中央値は 8 年（範囲 3～21
年、2025 年度）である。任期は設けていないが、1～2 年で交代することが多い。
LN 会の主な活動内容は以下の通りである：
・標準予防策および感染経路別予防策の基礎知識・技術の学習
・手指衛生遵守率向上のための取り組み
・感染対策チーム（ICT）と連携した他部署ラウンド
・ATP 拭き取り機器を用いた環境汚染の可視化
・年間の活動成果を発表する報告会など
これらの活動を通じて、LN が自部署における感染対策上の課題を見出し、主体的に改善に取り組めるよう、感染管理認定看護師（ICN）と
して支援している。LN 育成においては、「よい点を見つけてほめる」ことを意識し、肯定的なフィードバックを行うことで、LN が自信を持っ
て活動できる環境づくりに努めている。また、単なる知識の伝達にとどまらず、自主性を尊重し、「やらされる活動」ではなく「自ら考え行
動する活動」への動機づけが課題である。さらに、ICN 自身が日々の感染対策を前向きに楽しんで実践することで、その姿勢が周囲に良い
影響を与え、次世代の育成につながることを期待している。
本発表では、当院における LN 育成支援の具体的な方法、そこから得られた成果、および今後の課題について報告する。
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シンポジウム39
SY39-3 リンクナース経験のない看護師と取り組んだ活動～次世代のリンクナース育成を

目指して～
順天堂大学医学部附属静岡病院 医療安全推進センター 感染対策室
平馬 知実（へいま ともみ）

当院は、2022 年 12 月に VRE アウトブレイクを経験してから現在に至るまで、外部機関の指導のもと、スクリーニング検査や標準予防策、
経路別予防策の強化、さらに環境衛生や物品管理の整備を行っている。特に看護部では、VRE 伝播予防対策として、「ケアマイスター制度」
を立ち上げ、おむつ交換を中心とした技術向上のための取り組みを行っている。当病棟は 2024 年 8 月から 2025 年 2 月まで VRE コホート病
棟を担当した。しかし、2024 年 6 月に MRSA、ESBL の水平伝播、さらに 2025 年 2 月に VRE のアウトブレイクを経験した。これを機会に、
行動変容ステージモデルや自己決定理論を活用し、リンクナース候補者の育成を行なった。
まず、コホート病棟の準備として、院内の動向と病棟の現状を読み解き、VRE 伝播ハイリスクケアの周知と対策を講じた。VRE コホートが
開始されてからは、ケアマイスター制度を活用し、病棟スタッフ参加型の取り組みを行なった。また、予防技術の強化だけではなく、感染
伝播に関する倫理的問題にも着目し、カンファレンスを行いながら現場指導に活かしてきた。結果、手指衛生やおむつ交換技術の向上につ
ながったが、継続力という点で課題が残った。
私は、病棟に勤務する ICN であり ICT を兼任している。さらにリンクナースの役割も担っていたことから、前述したような自身の活動を通
し、リンクナース候補者の技術向上だけではなく、自律性にも働きかけた取り組み結果を報告する。

シンポジウム39
SY39-4 リンクスタッフがいてこそ成り立つ業務改善、わたしの鵜の目鷹の目大作戦

近畿大学病院 安全管理センター 感染対策部
廣瀬 茂雄（ひろせ しげお）

院内感染対策を各部署で効果的に実践するためにはガイドラインやマニュアルを示すだけでは十分といえない。病棟ごとの文化の違いを考
慮したうえで「実施可能な方法で現場に落とし込む」ことが重要である。しかし、当院は 21 病棟、910 床の大学病院であり、外来を含む全
部署の実態を感染対策部が正確に把握するのは困難である。
当院では各部署・診療科にリンクナース（以下 LN）・リンクドクターを配置し、院内感染対策を推進している。本シンポジウムでは主に LN
への教育、介入、活躍について紹介する。LN に期待する役割として各部署での実態調査・業務改善があげられる。
LN 委員会の小グループ活動で医療デバイス関連サーベイランスに取り組んでいる。尿道留置カテーテル関連尿路感染症（以下 CAUTI）サー
ベイランスは全病棟対象で実施している。 症例収集・判定は感染対策部が担当するが、 各部署の問題点は LN が抽出する方式としている。
問題点は各部署で異なる場合も多く、LN 委員会の時間内で問題点・業務改善策を検討し、導入・運用までのロードマップを具体化する。ま
た各部署で業務改善策をスムーズに導入・運用するために、交渉術も指導している。このように自部署の問題点の抽出、人間関係も含めた
組織分析、フィードバック、業務改善策の検討・導入などを専従看護師と協同し、PDCA サイクルを実施している。
当院の LN の任期は人事面から概ね 2 年間である。2 年間で LN が入れ替わりながらも CAUTI 発生率は院内平均で 3.1→0.8/1000 カテーテ
ル使用日まで改善した。発生率の低減がなかった部署もあるが、カテーテル適正使用判定のため定期カンファレンスの実施や、尿パッドの
使用推進など新しい習慣を定着させる活動に各自が取り組んでいる。習慣・業務を変化させることがアウトカムを達成するための重要な過
程である。
本シンポジウムでは、当院での LN 活動事例を紹介し、LN の実践力向上のために行っている教育についても触れておきたい。
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シンポジウム40
SY40-1 ICNの立場から～医師とのチーム活動の構築について考える～

鳥取大学医学部附属病院 看護部1）、鳥取大学医学部附属病院 感染制御部2）、鳥取県立中央病院3）

○上灘 紳子（かみなだ のぶこ）1,2）、中本 成紀2）、千酌 浩樹3）

院内の感染制御を推進するにあたって、多職種による感染対策チームで活動することは診療報酬の加算要件でもあり、当たり前のこととし
て求められている。Infection Control Doctor（ICD）はチームを率いるリーダーとして、チームの各職種の専門性を活かしつつ、医療関連感
染によるリスクを最小限に抑えるべく積極的に取り組む必要がある。
自施設においては、2006 年に感染制御部が、2013 年に感染症内科が開設された。加えて COVID-19 のパンデミックでより鮮明となった「地
域における感染症専門医および ICD の不足」から、鳥取県の寄付講座として臨床感染症学講座が 2020 年 11 月に開設された。この間、院内
の感染症内科医・ICD が 1 名から 10 名前後に増加したが、COVID-19 への対応を第一に求められた時期であったため、感染症専門医を目指
す若手医師は COVID-19 診療が業務の中心となり、感染制御活動が不十分な状態が続いた。昨年より流行は落ち着いたが、「医師の働き方改
革」に伴う時間制限もあり、依然として感染予防や制御に対する活動時間を十分取ってもらえない状態が続いていることが課題となってい
る。
ICD 制度協議会は、認定 ICD の役割として、病院感染の実態調査（サーベイランス）、病院感染対策の立案と実施、対策の評価および対策
の見直し、職員の教育・啓発、病院感染多発（アウトブレーク）時の対応、伝染性感染症発症時の対応をあげている。この原則に則って、
感染症専門医取得を目指す若い医師が、十分な感染制御活動に参加していくような仕組みと意識付けが求められる。
Infection Control Nurse（ICN）の立場からこうあって欲しいと考える理想の ICD、理想の臨床医はどういった人だろうか。「感染対策に貢献
する医師の育成」のために、ICN ができることは何だろうか。医師への関わり、研修医への関わり、医学生への関わり等、自施設の現状と
課題を交えながら、ICN の立場からの医師とのチーム活動の構築について考えてみたい。

シンポジウム40
SY40-2 感染制御の現場で活躍する医師の育成

熊本大学病院 感染制御部1）、熊本大学 感染症対応実践学寄附講座2）

中田 浩智（なかた ひろとも）1,2）

新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、感染症に対する社会的関心が急速に高まり、医療現場においても感染制御の重要性がこれ
までになく認識されるようになった。加えて、将来的に発生が懸念される新興感染症への備えとして、行政主導のもと、地域における感染
症診療体制の整備が進められている。しかしながら、多くの地方都市においては、感染症診療や感染制御に従事する医師の数が依然として
不足しているのが現実である。この深刻な課題の解決に向けて、いくつかの県では大学との連携によって感染症に関する寄附講座を設置し、
地域に根差した感染症専門医の育成に取り組んでいる。熊本県もその一つであり、感染症対策の中核を担う人材の育成に取り組んでいるが、
そのような医師の育成は容易なものではない。特に感染制御の現場では、感染対策の立案と実行、感染拡大の封じ込め、行政や他の医療機
関との情報連携、クラスター対応など、極めて実務的かつ多面的な対応力が求められる。それらを担う専門家には、優れた臨床能力に加え
て、疫学的知識、公衆衛生的思考、多職種チームとの連携力、さらには危機管理能力や柔軟な判断力といった、幅広いスキルが不可欠であ
る。私たちも、そうした実践力を備えた医師の育成に向けて、ようやく第一歩を踏み出した段階であり、教育体制の構築や人材確保を含め、
多くの課題を抱えているのが現状である。本講演では、私たちの取り組みとその現状をご紹介しながら、感染制御に従事する医師の育成に
おける課題を共有し、今後の課題解決に向けた一助となることを期待している。
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シンポジウム40
SY40-3 感染対策の卒前教育と ICDの育成

東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部
中澤 靖（なかざわ やすし）

感染対策は感染症を生業とする医師のみならず、全ての診療科医師が参加し実践するものである。そのため、1999 年には ICD（インフェク
ションコントロールドクター）制度協議会が発足して、様々な領域での感染対策の医師の育成が強化され、今や 30 の学会が加盟し、9000
人以上が登録されている。ICD は病院感染対策の立案と実施や、職員の教育・啓発、アウトブレイク時の対応など、施設における感染管理
を実践することが求められており、我が国の感染対策のレベルを維持・向上していく上で、ICD 制度は優れた仕組みであると思う。
一方、医師の卒前教育において感染対策も重視されるようになってきた。その中で標準予防策など感染対策の教育はされているものの、感
染対策をチームや組織全体で取り組む重要性、組織全体のマネジメントの教育は十分とは言えない。実習中心となる中で診療における多職
種連携の重要性も強調されつつあるが、診療チームにおける感染対策のリーダーとしての医師の関わり方も理解されるべきである。教育の
時間は限られているので困難な状況であるが、専門領域を選択する前の学生や初期研修医の時期においても、感染管理について触れておく
ことは意義がある。
例えば、医学生が感染対策チームの活動に参加し、院内ラウンドや感染管理状況の確認、職員へのヒアリング、手指消毒方法のチェックな
どを行うことで、現場での感染管理の重要性や実際の対策を学ぶことができるであろう。また、地域の感染症ネットワーク活動や、保健所
での実習に参加して、地域の感染制御の認識を深めることができる。医学生が市民に対する AMR の啓発活動に参加した実例もある。
振り返ると、COVID-19 パンデミックは医学生においても感染管理の視点を学ぶ重要な機会であった。当院でも、希望する一部の学生はレッ
ドゾーンにて臨床実習を行い、感染対策の実際を目の当たりにする貴重な経験ができた。また部活動の運営において、各部の学生自身が流
行状況にあわせて具体的活動における接触度合いを勘案したマニュアルを作成し運営した。他学では学生がワクチンの情報サイトを立ち上
げ、実習再開にむけて学生がマニュアルを作成していた。このような経験が、将来 ICD の前向きな取得につながることを期待したい。
医師が ICD を取得しようとする意欲は、必ずしも個人の意欲ではなく、病院の診療報酬などに絡んで所属している組織からの後押しを受け
てのものかもしれない。全ての診療科の医師が感染対策に関わるという考え方からすれば、当院のような大病院においては、ICD が各診療
科に 1 名以上配置されてもよいかと思う。医学生の感染管理への認知が高めることで、将来、ICD 取得を主体的に思考する医師が増加する
ことが期待される。

シンポジウム40
SY40-4 感染制御で役に立つ公衆衛生上の視点

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第四室
山岸 拓也（やまぎし たくや）

医療現場での感染制御は、あらゆる活動がチームで行われる。そのため、院内で感染対策チームの一員として活動することは極めて重要で
ある。感染制御には、同時に院外関係者との連携も地域の安全を守るという目的からは重要である。しかし、医療現場からは、保健所や地
方衛生研究所等を含む地方自治体がどのような活動を行っているか見えづらい。特に、若手の医師は院外活動自体に触れる機会が少ないた
め実感が湧きにくいと思われる。 診療報酬上の加算算定が推進されているおかげで病院と保健所とが一緒に活動する機会が増えているが、
まだ理解を深められる余地がある。感染管理は医療現場で実践している感染対策チームに一日の長があるが、医師会や病院会との協議、地
方衛生研究所や実地疫学専門家養成コース（FETP）などの公的機関との調整、メディア対応を含むコミュニケーションなど、病院に比べて
保健所が豊富な経験を有する活動がある。お互いの立ち位置や長所を理解して連携していくことで、より安全な地域を実現していくことが
重要である。本演題では、病院の感染制御とその公衆衛生上の意義、保健所の活動、公衆衛生上のカウンターパートとの連携で理解してお
くべきことについて、薬剤耐性菌アウトブレイク事例対応を例に挙げながら紹介する。本セッションを通じて、広い視野で院内外の感染対
策に貢献する医師が育ってくれることを願っている。
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シンポジウム41
SY41-1 未来に向けた ICT・ASTの薬剤師の新しい試みを考える

高知大学医学部附属病院 薬剤部
浜田 幸宏（はまだ ゆきひろ）

感染症対策の高度化に伴い、薬剤師の役割が新たな局面を迎えている。Infection Control Team（ICT）および Antimicrobial Stewardship
Team（AST）における薬剤師の関与を拡大し、医療の質向上を目指す取り組みが求められている。本講演では、トップバッターとして感染
症対策の未来像を描く。
1．消毒の最適化: 院内消毒管理に薬剤師が関与し、科学的根拠に基づいた消毒薬の選定と使用方法の標準化を推進する。機械化や AI 等を活
用した環境モニタリングにより、消毒効果をリアルタイムで評価する。
2．周術期における感染対策: 薬剤師が手術前後の抗菌薬適正使用を支援し、SSI 発生を抑制する。術前の感染リスク評価と適切な薬剤選択を
行い、ICT と連携して院内感染を予防する。
3．ワクチン戦略の強化: 地域社会や医療現場におけるワクチン使用の適正化を支援し、感染症の予防に貢献する。薬剤師が患者や医療従事
者へのワクチン情報提供を担い、接種率向上に寄与する。
4．地域連携の強化: 病院・診療所・薬局間の情報共有を円滑化し、感染症の地域レベルでの管理を強化する。ICT/AST と地域医療機関が連
携し、薬剤師が感染症予防・治療に積極的に関与するモデルを構築する。
5．AI 技術の導入: 抗菌薬の処方支援や感染リスクの予測分析に AI を活用し、診療の質を向上させる。リアルタイム/ワールドデータ解析に
より、感染症管理の精度を高め、医療資源の適正化を実現する。
この提案はほんの一部であり、薬剤師は感染症対策の最前線で重要な役割を担い、医療の質を向上させることが可能となる。ICT・AST
の枠組みの中で薬剤師の貢献を拡大することにより、感染制御のさらなる発展に期待する。

シンポジウム41
SY41-2 薬剤師が介入する外科周術期感染管理活動

兵庫医科大学病院 薬剤部
高橋 佳子（たかはし よしこ）

2010 年頃より手術室への薬剤師の常駐化、周術期医療に薬剤師も介入する病院が増加しており、日本病院薬剤師会の調査によると 500 床以
上の施設で 90.5％ が手術関連業務に関与しており、専従 22％、専任 22.4％ と報告されている（日本病院薬剤師雑誌：60（6）；651-687, 2024）。
また、令和 4 年度の診療報酬改定において新設された周術期薬剤管理加算および術後 痛管理チーム加算に係る業務に薬剤師が参画し、よ
り質の高い周術期薬剤業務を行うことが望まれており、周術期医療における薬剤師のニーズは高まっている。日本病院薬剤師会 学術第 5
小委員会が作成した「根拠に基づいた周術期患者への薬学的管理ならびに手術室における薬剤師業務のチェックリスト（2022 年度版）」には
周術期に取り組むべき薬剤師業務が示されているが、中でも感染領域に関連する項目は、術前にはアルコールなどの消毒薬や抗菌薬アレル
ギーの確認と対処、予防抗菌薬の適正使用（選択、投与タイミング、体重に応じた投与量、腎機能に応じた投与回数、長時間手術における
追加投与など）、術後には感染の有無の確認と感染時の治療計画の立案など多岐にわたる。その他にも適切な個人用防護具（PPE）の使用、
手指衛生、感染性廃棄物の取り扱い、使用される抗菌薬のサーベイランスなど外科周術期に関連する感染管理活動は幅広い。
外科周術期感染管理に関する薬剤師業務について、当院、特に手術センターでの取り組みや実例、今後展開すべき（当院では手がつけられ
ておらず展開したいと個人的に考えている）業務なども含めて紹介し、周術期感染管理において次世代に求められる活動、エビデンスにつ
いて再度考える機会としたい。
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シンポジウム41
SY41-3 ワクチン接種プログラムに関わる薬剤師活動

亀田総合病院 薬剤部1）、医療法人鉄蕉会医療管理本部 薬剤管理部2）

舟越 亮寛（ふなこし りょうかん）1,2）

新型コロナ対応においては、感染症に対応するためのワクチンを開発・確保した上で、平時のワクチン接種と比べ、大規模な接種体制・流
通体制を速やかに整備しなければならないといった課題が生じた。ワクチンの重要性が改めて認識されたことを踏まえ、政府の新行動計画
においては新たに『ワクチン』を対策項目に位置付け、対策を充実させることになっている。令和 8 年 6 月稼働に向けて、予診情報・予防
接種記録管理/請求支払システムにより、マイナポータル経由で予診票回答の登録や、集合契約システムを活用した費用請求等が可能にな
る。
副反応監視活動については、令和 4 年の法改正により、自治体から国への予防接種の実施状況の報告義務を課すとともに、匿名化した予防
接種等の情報と他の公的データベースと連結解析を可能とすべく、予防接種等関連情報データベースの構築・運用に必要な運用上の措置を
講じており、現在、令和 8 年 6 月のデータベース稼働に向けて、設計・開発に係る業務を進められている。
ワクチン接種体制（打ち手の確保）については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和
4 年法律第 96 号）により、感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の者（歯科
医師、臨床検査技師、救急救命士等）がワクチン接種を行う枠組みを整備されてきた。
2020 年代から新たなワクチンとして「帯状疱疹」、「子宮頸癌等」、「RS ウイルスによる感染症」など市販され、あわせて「経鼻弱毒生インフ
ルエンザワクチン」、「4 種混合」から「5 種混合」、「SARS-CoV-2 による感染症」では自己増幅型を含めた mRNA ワクチンなど新たなモダ
リティなどが市販されてきた。
薬剤師の活動は、2010 年代から処方箋に基づく適正な調剤と服薬指導から処方計画の立案、有効性安全性経済性を評価しての処方提案など
処方前の対人業務に拡充してきた。入院のみにかかわらず外来患者へのワクチン啓発のみにかかわらず患者の特定の背景を考慮したワクチ
ン接種の提案・事前説明などが近年求められるようになってきた。当院における薬剤師主導での入院外来患者へのワクチン接種プログラム
への関与について紹介する。

シンポジウム41
SY41-4 薬剤師に求められるこれからの感染対策地域連携とは

東北公済病院 薬剤科
千葉 博暁（ちば ひろあき）

8 学会合同抗微生物薬適正使用推進検討委員会が 2025 年 3 月に公開した「抗微生物薬適正使用 支援プログラム実践のためのガイダンス
2024 年度改訂版」において感染対策関連業務の中で薬剤師の立ち位置はより明確になりました。薬剤師に求められる職能には感染制御の知
識の他に、消毒薬や抗菌薬の知識、微生物の知識、更には薬剤耐性機構など幅広い知識が求められます。職能を発揮する場が院内から地域
全体に拡大しており、情報発信力やコミュニケーション力も真価が問われています。
ある急性期病院の中堅薬剤師から「うちの若手薬剤師は AST 担当の希望は多いけど、ICT 担当のなり手が少なくて困っている、解決策は？」
と相談を受けたことがありました。演者の答えは、「可能な限り AST と ICT の双方を経験すること」です。これは 2022 年に感染対策向上
加算の要件で、より具体的な取り組みが求められたことや、2015 年から始まった AMR アクションプランの抗菌薬の適正使用が国家レベル
で取り組まれており、AST のニーズが高まった背景があります。今後、AMR の取り組みは個々の医療の現場に留まらず、一般市民へ対す
る啓発活動のニーズを増すものと考えられます。
一方で、感染制御と感染症治療は両輪の関係であり、薬剤師自身の手指衛生の実践と病院スタッフや薬学実習生、市民向けのセミナーなど
で指導できるスキルと経験が求められると演者は考えています。そのためには ICT と AST を同時に担当するか、マンパワーの観点から困
難であれば、時期をずらしてでも双方の立場のトレーニングを受け、現場レベルの対応を提案、実践することが求められるのではないでしょ
うか。当日は地域連携を意識した自施設の取り組み事例の紹介や演者の所属する宮城県病院薬剤師会の活動として仙台市医師会と連携した
活動の報告を、更にはワンヘルスの視点の取り組みとして宮城県獣医師会と仙台市医師会が共催するイベントにおいて演者が関与してきた
取り組みについて紹介します。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－258－

シンポジウム42
SY42-1 環境用洗浄消毒剤の特徴と効果

日華化学株式会社 界面科学研究所
中村 尚良（なかむら たかよし）

【背景と目的】環境表面の管理においては、日常的な清掃に加え、必要に応じて適切な環境の洗浄・消毒の対応が必要になる。清掃において
は適切な洗浄性を得るための要素として、1．化学的作用、2．機械的作用（物理力）、3．時間（＋温度）の主に 3 つのパラメータを制御す
ることが重要になるが、対象となる汚れや器材、その他環境要因も含めて取捨選択を行うことは必ずしも容易なことではない。以上のこと
から、本発表では薬剤メーカーの立場から、洗浄・消毒（除菌）における成分のプロス＆コンスを中心とした情報や事例についてご紹介す
る。【報告概要】洗浄・消毒剤においては毒性やユーザビリティ性、低臭性のような基本的な機能に加え、洗浄性や除菌性、素材影響性、化
学的特性（有効成分の安定性や引火性）に関する情報が提供されることが望ましい。トイレなどの水回りの環境除菌などをケーススタディ
として、対象となる汚れや、求められる洗浄消毒剤の機能について、文献も交えてご説明する。また洗浄・消毒剤の種類によっては、使用
上の禁忌条件があり、取り扱い上留意しなければならない点がある。化学物質の取り扱いにおける昨今の労働安全衛生法の改正点なども併
せて、ご報告したい。【最後に】2020 年の新型コロナウイルスの出現を発端として様々な環境用途の洗浄・消毒剤が供給され、法規制を含め
た種々の課題が提起されている。化学薬剤に留まらず、効果を有する成分には一長一短があることが多く、使用状況に応じて取捨選択出来
ることが望ましい。今後もメーカーとして適切な情報の開示に努めるとともに、本報告において少しでも参考になる点があれば幸甚である。

シンポジウム42
SY42-2 トイレ清掃時汚染物曝露の実態と感染防止対策

ワタキューセイモア株式会社 メディカル営業本部 請負事業部
大槻 和弘（おおつき かずひろ）

医療関連サービスマーク振興会の調査（2024 年度）において、院内清掃業務の認定企業は 1,400 社に上る。認定企業は日常清掃に係わる作
業点検や感染性廃棄物の取扱い等を取り決め、厚生労働省令で定める基準以上の要件を満たす企業と判断される。また、医療関連サービス
マーク振興会の 2021 年度の調査では、9 割近い医療施設が外部委託しており清掃業務は院内感染対策の一つとして重要な役割を担ってい
る。しかし、清掃ガイドライン（標準的な院内清掃のあり方の研究）や医療関連サービスマークの認定項目において、具体的な感染対策や
対策の根拠が乏しく、認定企業は各社模索しながら構築している。その結果、各社で対策が異なり、一部の認定企業は感染対策より美観保
持の観点に主眼が置かれ、適切な感染対策を構築できていないと推察する。これは院内清掃の外部委託化が進み、病院職員が院内清掃を実
施する機会が減少したことで、清掃業務が深く追求されていないことも一因だと考える。特にトイレは、ノロウイルスやバンコマイシン耐
性腸球菌（VRE）がアウトブレイクを引き起こした感染源の 1 つとして報告された事例もある。このことからトイレ清掃は感染対策上、重
要な作業（場所）であることは明白だが、着用すべき個人防護具や清掃手順等を明確に示すエビデンスが少ないため、実施する対策は受託
企業により異なるのが実情である。適切な院内清掃業務がもたらす感染対策の成果は周知の事実であるが、具体的な手法については検討の
余地がある。着用すべき個人防護具、適切な清掃手順の構築を考えて A3 値（ATP＋ADP＋AMP）を指標に、トイレ洗浄前後における汚染
物曝露の検証を行った。作業者の目や胸元、さらには環境表面への汚染物曝露が示され、その成果が American Journal of Infection Control

（AJIC）に掲載された。また洗面台清掃時および蛇口から吐出された水道水の跳ね返りによる作業者への汚染物曝露量も示すことができた。
したがって、水回り清掃時における根拠に基づいた感染対策（着用すべき個人防護具・適切な清掃手順・手指衛生のタイミング等）が明確
になり、医療施設内で行われるよりよい感染対策の指標の一助になればと考える。今後は課題として、個人防護具や手指衛生の徹底は費用

（請負金額）の増加に直結するため、価格競争が激しい清掃業界では遵守が徹底されない恐れがある。仕様書に個人防護具の着脱基準や手指
衛生の頻度を明記するなど、すべての受託企業が遵守できるような仕組みを病院職員、特に感染管理認定看護師の方々と協力して構築する
ことが求められる。
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シンポジウム42
SY42-3 「捨てたい瞬間」に応える環境的“しかけ”を取り入れた注射針廃棄行動の改善

金沢大学附属病院 感染制御部1）、金沢大学附属病院 看護部2）、金沢大学 医薬保健研究域医学系 感染症科学・臨床
検査医学3）

○佐武 多恵（さぶ たえ）1,2）、金森 肇1,3）

【背景】当院は病床数 830 床を有する特定機能病院であり、外来一日平均来院者数は 1,500 人を超え、連日付き添い者を含め多数の来院者が
ある。外来患者の中には、糖尿病治療薬（インスリン、持続性 GLP-1 受容体作動薬）や関節リウマチ治療薬（ヒト型抗ヒト TNFα モノク
ローナル抗体製剤）などの自己注射製剤が処方されている方もおり、外来受診時に院内で当該薬剤を使用する事例も少なくない。
自己注射を行う患者に対しては、針の廃棄方法および外来処置室の利用について指導を行っているものの、院内の廊下やトイレの一般ゴミ
箱に使用済み針が廃棄されている事例が散見されていた。特に、トイレ内ゴミ箱には注射針が使用後の状態のまま廃棄されることがあり、
清掃従事者の針刺し事故リスクが顕著であった。この状況に対し、医療者による指導強化およびトイレ内へのポスター掲示等により適切な
廃棄を促す対応を行ったが、その効果は限定的であった。

【方法】平成 30 年 12 月より、ヒトの行動心理と動線設計の観点を踏まえた環境要因的介入として、専用の注射針廃棄ボックスの新設を試み
た。海外都市や大規模テーマパークにおける「ゴミ箱設置個所を増やすことによりポイ捨てを抑制する」という事例を参考に、院内での人
の動きや注射後の心理的行動を考慮し、針廃棄用ボックスを 1 階（食堂付近）および 2 階（内科外来付近）の男女および多機能トイレに設
置した。設置位置は手洗いシンクへの動線上、かつ廃棄しやすい高さとし、ボックス本体は 付き・固定設置とすることで安全性を確保し
た。

【結果】これらの対策により、トイレ内ゴミ箱への針の不適切廃棄は消失し、清掃従事者への針刺し事故リスクが大幅に低減した。さらに、
院外から持ち込まれる針の適正廃棄を促進するため、内科外来説明室入口に医療廃棄ボックス（45 L）を設置したが、外来廊下の一般ゴミ
箱への不適切廃棄が継続したため、追加として採血室および 1 階・2 階の外来廊下に 付き大型医療廃棄ボックスを設置した。これにより、
廊下のゴミ箱に対する針廃棄は確認されなくなり、針刺し事故の危険性は著しく低減した。

【考察】注射針の適正廃棄促進には、患者教育のみならず、ヒトの行動特性や心理的傾向に基づいた環境設計が有効であることが示唆された。
使用直後に「捨てたい」と思うタイミングと場所に、安全かつ容易に廃棄できる手段を提示することで、患者の適切な行動を自然に誘導す
ることが可能となった。本取り組みは、他施設における感染対策および医療安全対策としても有用な知見を提供し得ると考える。

シンポジウム42
SY42-4 清掃から院内感染減少を目指す

東邦大学医療センター大森病院
塚田 真弓（つかだ まゆみ）

近年では病室内の環境表面に付着したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、アシネトバクター属
菌、クロストリジウム・ディフィシルなどが、疫学的に病原体伝播の証拠が蓄積されている。我が国における病院の環境を清掃する担当者
は、令和 6 年度医療関連サービス実態調査によると病院清掃の委託率は 87.8％ となっている。これらにより、感染管理担当者は清掃担当者

（委託業者）と共に清掃による院内感染防止対策を検討することは重要な役割となっている。病院清掃に関わるから院内感染リスクの大枠と
して 1、高度接触表面 2、水周り 3、埃・カビ の 3 つが挙げられる。1、高頻度接触表面 MRSA などの乾燥表面に長期に生存する菌やウ
イルスを広げず、菌量を減少させる清掃方法を検討すべきである。最近では環境消毒用ワイプで一度清掃すると長期に消毒効果を示す商品
や、ノンタッチテクニックで UV-C 照射や過酸化水素噴霧器など様々な清掃方法が開発され始めている。各施設の状況に合わせた方法を検
討し清掃担当者と取り組んでいく必要がある。2、水回り 水回りを好む菌で Legionella 属菌・緑膿菌・腸内細菌目細菌（CPE など）・セラ
チアなどが、シンク・トイレ・浴室などに付着して院内感染を起こす場合がある。病院の排水溝には血液や体液・薬液（抗菌薬など）・経腸
栄養・石鹸・医療従事者の手の汚染菌などが流れ、栄養が豊富で湿度が高いため、安定した微生物群集の形成されやすい環境である。その
ため、清掃用具の選定・清掃方法・頻度などは感染担当者が関わり、水回り清掃で伝播防止対策を実施しなければならない。3、埃・カビ
医療機関には免疫機能の低下している患者が来院・入院しているため、日和見感染を起こす菌にも注意が必要である。アスペルギルス属

（Aspergillus）の真菌は肺炎やアレルギー症状などを起こす場合がある。空調や冷暖房の吹き出し口の周辺、換気目的のサーキュレーターな
どの定期的清掃や方法についても共に検討が必要である。病院清掃は自宅やオフィスなど清掃とは異なり、院内感染防止に重要な一役を担
う清掃スタッフに対して、感染管理担当者は感染対策を考慮した病院清掃を実施してもらえるように働きかけなければならない。
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シンポジウム43
SY43-1 感染対策に関連する検査の疑問や検査部への要望～ICNの立場から～

京都大学医学部附属病院 感染制御部・看護部
植村 明美（うえむら あけみ）

京都大学医学部附属病院（以下当院）では、感染対策を目的とした微生物検査として、耐性菌保菌調査、内視鏡培養検査を実施している。
耐性菌保菌調査は、血液内科病棟及び肝胆膵移植外科病棟において 2～3 ケ月毎に入院患者の便保菌スクリーニング検査を実施している。こ
れは過去 2004 年、2012 年に MDRP によるアウトブレイクが発生したことを踏まえ、病棟再開にあたりスクリーニング検査による監視を行
うことが院内で合議され継続されているものである。
また CPE、VRE が入院患者から検出された場合には、当該病棟の全入院患者に対して毎週スクリーニング検査を行っている。さらに他施設
から転院した患者や、過去 6 ヶ月以内に他施設への入院歴がある患者に対しても、VRE スクリーニング検査を実施している。
NICU においては MRSA を対象とした鼻腔および便の保菌スクリーニング検査を実施している。2018 年までは月 2 回実施していたが、検出
状況を考慮して 2018 年 8 月から週 1 回実施している。
いずれの病棟において標準予防策および感染経路別予防策を実施することで、現在は問題となる検出は認めていない。
次に内視鏡培養は、当院の 11 部署に配置された各種内視鏡（消化管内視鏡に関わらず）の洗浄・消毒・管理状況を確認するため、院内を巡
回し無作為に選んだ内視鏡に対して「内視鏡定期培養検査プロトコール」に基づき、年 1 回の培養検査を実施している。
環境培養については定期的な実施はしていないが、過去に CPE や VPE、MDRP 等検出患者の退室時の清掃評価として実施した。また MRSA
アウトブレイク時に医療者が触れる環境表面および手指の培養検査を実施したことがある。 しかし環境培養は費用や手間がかかる一方で、
目的とする菌の検出頻度は高くないため、現場スタッフが「環境表面は汚染されていないので手指衛生をしなくても問題ない」という誤解
を生むリスクもあるのではないかと考えている。
微生物検査は感染症の原因となる微生物を対象に原因菌の特定や薬剤感受性試験を行う検査であるが、ICN は実際の検査方法や各行程に要
する時間や労力について十分理解していないことが多い。 またアウトブレイク時や病原微生物曝露時の検査については対象の範囲や頻度、
検査法等について判断に苦しむ ICN（施設）も少なくない。そのため以下の点に疑問や課題を感じている。
・保菌調査における対象患者の範囲、実施頻度、検査方法および費用と時間
・環境培養検査にかかる検査技師の労力や時間、その有効性
・職員に対する麻疹、水痘、風疹、ムンプス等の流行性ウイルスに関する抗体検査の実施頻度と妥当性
さらに検査実施中の患者の負担や苦痛についても触れておきたい。特に結核など空気予防策が必要な感染症を疑う場合、検査結果が判明す
るまで患者は「隔離」を余儀なくされる。行動制限により筋力低下防止や気分転換の機会を失われることがあるため、可能な限り早期に結
果を返していただくと有難く思う。

シンポジウム43
SY43-2 検査して終わりにしない、“本当に”感染対策に役立つ検査のための工夫

九州大学病院 検査部1）、九州大学病院 グローバル感染症センター2）

○清祐麻紀子（きよすけ まきこ）1,2）、小林 里沙2）、佐々木恵一2）、下野 信行2）

Diagnostic Stewardship の実践はすべての職種の理解と協力が重要であり、微生物検査室はすべてのプロセスで重要な役割を担っている。当
院の微生物検査室は 9 名の技師（うち、認定微生物検査技師・ICMT は 4 名）で日常業務を行い、ICT や AST 活動は経験年数 3 年未満の技
師以外は全員が携わる全員参加型で実施している。感染対策向上加算に関連する定期レポートやラウンド、カンファレンス以外に、環境検
査や耐性菌スクリーニング、アウトブレイク時の環境検査や疫学解析も実施している。本セッションでは、これらの業務を検査して終わり
にしない、本当に役立つ検査にするための工夫について意見交換したい。
感染対策のための検査は保険点数が設定されていないものがほとんどである。その費用とマンパワーの調整は病院規模にかかわらない課題
であり、施設間差も大きいのが現状である。実際、アウトブレイク時には長期間にわたりスクリーニング検査や環境検査が必要なケースも
ある。当院では、感染対策に関する検査内容と費用は随時、グローバル感染症センターと相談しながら実施している。日常的に実施する検
査と、非常時に必要な検査は条件を厳選して行い、微生物検査室では全員参加型で若いスタッフには感染対策を学ぶ機会としても活かすよ
うに考えている。感染対策に携わることで他職種とのコミュニケーションの重要性、臨床現場に行くことの学び、フィードバックデータの
工夫を経験することができる。アウトブレイクの早期発見は検査室が気付くこともあり、日常検査から得られたデータを異なる視点で“読
む”という、視野を広げる機会にも活かすことができる。当日は、他職種の意見も伺いながら「検査して終わりにしない」ための検査につ
いて考える機会にしたい。
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シンポジウム43
SY43-3 診断と感染対策に役立つ検査を考える

東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部
佐々木雅一（ささき まさかず）

臨床検査は現代医療になくてはならないものである。微生物検査室がおこなう検査はさじ加減ひとつで、診断を見逃すことにも、必要な感
染対策の未実施につながりかねない。検査室だけではなく、検査をオーダーする医師においても、検査の出し方、解釈の仕方で同様なリス
クを負うことになる。したがって、検査の選択や進め方だけではなく、検査結果の返し方や伝達方法など工夫すべき点は多い。
また、診断と感染対策の判断が必要となる重要なポイントのひとつに薬剤耐性菌検査があげられる。ひとたび施設で薬剤耐性菌のアウトブ
レイクが発生した場合には厳重な監視が求められる。監視体制をいつまで続けるのか、どのように継続を選択し判断するのかについても判
断が求められる。判断材料には医療機関の役割、地域の状況など様々な要素が加わり、コストや労働量なども考えながら対応することが求
められる。
本セッションでは日常行っている検査のなかで診断や感染対策に役立つことに焦点をあてて紹介し、参加者と議論していきたい。

シンポジウム43
SY43-4 感染対策目的の微生物検査におけるDiagnostic Stewardship の視点と展望

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野1）、長崎大学病院 臨床検査科/検査部2）

○加勢田富士子（かせいだ ふじこ）1,2）、栁原 克紀1,2）

感染対策の現場では耐性菌の保菌スクリーニング、水系のレジオネラ菌調査、内視鏡など医療機器の汚染調査が行われています。さらに院
内感染やアウトブレイクが発生した際には、環境培養や分子疫学解析など、より多岐にわたる微生物検査が行われています。これらは診断
を目的とするものではなく、あくまで院内伝播リスクの把握や、感染対策上の介入判断の材料とすることを目的としています。しかし現実
には、それぞれの検査の目的や効果、実施基準が十分に整理されていないまま、「前例に倣って」「不安だから」といった理由で惰性的に実施
されている場面も少なくありません。
たとえば、MRSA の保菌スクリーニングは比較的広く行われていますが、検出された保菌者に対して具体的にどのような隔離や介入を行う
かは施設により異なります。また、スクリーニングの感度や特異度、さらに実施後の行動変容まで含めた有効性については、現時点で十分
なエビデンスがあるとは言い難いのが実情です。
院内伝播が疑われる際には、患者由来株と環境由来株、あるいは複数患者間での菌株の関連性を評価するために、POT 法などの簡便な分子
タイピング法がよく行われています。近年では次世代シーケンサーを用いたコアゲノム MLST（cgMLST）などの高度な分子疫学的手法の
活用も検討されています。これらの技術は、伝播経路の推定や感染対策介入の効果判定に役立つ一方、コストやリソースの問題、結果をど
のように行動につなげるか、さらには検査を行うことにより患者への有益性は認められるのかという課題もあります。
本発表では、感染対策目的で実施される微生物検査について、実施目的と実効性、そしてエビデンスの濃淡という観点から整理を行い、日々
の ICT 活動において「その検査は本当に必要なのか」「結果が介入に結びつくのか」といった視点から見直すための手がかりを提示したいと
考えています。限られた医療資源の中で、真に意味のある検査を選択するために、今後の適正な検査運用の方向性について考える場となれ
ば幸いです。
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シンポジウム44
SY44-1 性感染症

札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座
安田 満（やすだ みつる）

性感染症は、わが国において感染症の中でも日の当たることの少ない領域であるが、実は非常に多くの問題を抱えている。その中でも特に
問題なのは、淋菌感染症とマイコプラズマ・ジェニタリウム（MG）感染症、そして近年増加傾向にある梅毒である。
淋菌は薬剤耐性化が顕著であり、既に初期治療薬として推奨されている薬剤はセフトリアキソンとスペクチノマイシンのみである。スペク
チノマイシンは咽頭感染に無効であり、第一選択はセフトリアキソンとなる。しかし 2009 年に世界で初めて京都でセフトリアキソン耐性菌
が分離され、わが国ではあまり注目されなかったものの、世界的には大問題となった。薬剤耐性動向を把握するためには淋菌薬剤感受性サー
ベイランスが必須であり、世界的には WHO、GASP、GISP など主な国々、地域で公的な機関により実施されている。残念ながらわが国で
は実施されておらず、我々を含めた AMED の研究班によって実施されている。その結果はわが国のデータとして WHO GLASS に報告され
ているが、研究費で賄われており、研究資金の基盤としては脆弱といわざるを得ない。治療においては事実上セフトリアキソン一択となる
ため、代替の抗菌化学療法が必要である。新規抗菌薬の開発は進んでいないため、既存薬の有効活用が検討されている。これは Resistance-
guided therapy といわれ、耐性菌か否かにより抗菌薬を選択していくものである。現在のところ候補となるのはフルオロキノロンやセフィ
キシムであるが、耐性菌あるいは感受性菌検出の POCT 開発が必須である。
MG は近年になってようやく検出法が保険収載されたため、その実態がまだ不明である。その検出法も POCT ではなく、外注となるため初
診時には確定診断・治療ができない。そのため MG 検出の POCT 開発研究が進められている。MG は淋菌以上に薬剤耐性化が顕著であり、
すでに 100％ 有効と言える薬剤は存在しない。そこで淋菌と同様に Resistance-guided therapy が推奨されており、薬剤耐性検出法の開発研
究が進んでいる。また新規抗菌化学療法の開発研究も行われており、テトラサイクリン系→シタフロキサシンといったシークエンシャル療
法や適応外抗菌薬の臨床研究も行われている。
梅毒では検出法の研究が進んでいる。梅毒の診断は、培養による検出は不可のため、抗体による診断がなされている。しかし抗体による診
断は解釈が困難なことが多く、病原体の検出による診断が望まれており、核酸増幅法による検出が研究されている。
本シンポジウムでは、これら性感染症における諸問題に対する研究について紹介する。

シンポジウム44
SY44-2 カンジダ・アウリス：WHOや世界で注目されている多剤耐性真菌の脅威

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター
石金 正裕（いしかね まさひろ）

カンジダ・アウリス（Candida auris）は、2009 年に日本で初めて報告された新種の病原性酵母であり、近年、世界的に多剤耐性（AMR）を
有する院内感染症の原因菌として注目されている。本菌は、抗真菌薬に対する高い耐性を示し、特に集中治療室（ICU）などでの医療機器を
介したアウトブレイクが報告されている。また、環境中で長期間生存し、接触感染を通じて容易に人から人へ伝播するため、感染制御上の
大きな課題となっている。日本においては、これまでにカンジダ・アウリスによる侵襲性感染症の報告は限られており、主に耳道からの分
離例が中心である。しかし、海外での流行状況を鑑みると、国内での発生リスクも無視できない。本講演では、カンジダ・アウリスの疫学
的特徴・微生物学的特徴・診断方法・そして感染予防対策について解説する。特に、厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予
防接種政策推進研究事業）JPMH23HA2006 の助成を受けた研究班「AMR に関するアジア太平洋ワンヘルス・イニシアチブ（ASPIRE）の
実行のための体制整備に資する研究」（研究代表者：国立感染症研究所 菅井基行、研究分担者：国立国際医療研究センター 石金正裕）にて作
成した「カンジダ・アウリス 診療の手引き」（https://dcc-irs.ncgm.go.jp/document/manual/candida-auris_202312.pdf）に基づく最新の感染
対策について議論する。
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シンポジウム44
SY44-3 臨床に近いバイオフィルム研究の最近の話題

聖マリアンナ医科大学 微生物学講座1）、聖マリアンナ医科大学病院 感染制御部2）

竹村 弘（たけむら ひろむ）1,2）

現代医療において、体内留置デバイスは不可欠な存在である。しかし、その表面に細菌が付着すると、増殖の過程でバイオフィルム（BF）
と呼ばれる構造を形成し、これが感染症の難治化の一因となる。BF 内部では、生存のために細菌同士が協調的に働くことが知られており、
抗菌薬に対する抵抗性や耐性遺伝子の伝達効率に影響を及ぼすことが容易に想像される。本演題では、臨床に近い視点からのバイオフィル
ム研究の最新トピックを 2 つ紹介する。
1 つ目の話題は、新規のシデロフォアセファロスポリン系抗菌薬であるセフィデロコル（CFDC）の抗 BF 効果についてである。BF 形成状
態にある細菌に対する抗菌薬の効果は、さまざまな方法で評価されており、多様な菌種と抗菌薬の組み合わせに関する研究が報告されてい
る。多剤耐性緑膿菌やカルバペネム耐性腸内細菌目細菌に対しては、抗菌薬の併用による抗 BF 効果に関する研究も多く見られる。CFDC
は鉄と結合することで、細菌が鉄を取り込む際に用いる鉄トランスポーターを介して能動的に細菌内に輸送される。この機構により、カル
バペネム耐性に関与する三つの主要な機序（β-ラクタマーゼによる薬剤の不活化、ポーリンの変異による膜透過性の低下、排出ポンプの過
剰産生）の影響を受けずに抗菌活性を発揮する。CFDC が多剤耐性グラム陰性桿菌に対して顕著な抗 BF 効果を示し、とくにイミペネムと
の併用が有効であることを示した研究や症例報告をいくつか紹介する。
2 つ目の話題は、尿管ステントやカテーテルといった体内留置デバイスに付着した BF や結晶を、体外からの超音波で破壊・除去できる画期
的な素材の開発についてである。この素材は、ベルン大学とチューリッヒ工科大学の共同開発によるもので、シリコン製の管の内部に、生
体模倣型の繊毛（長さ約 100 µm）が備えられている。開発者らは、体外からの超音波によってこの繊毛を作動させ、管内に付着した大腸菌
の BF や結晶（炭酸カルシウム、シュウ酸カルシウム）を除去できることを実験的に証明した。とくに、感染が生じた場合には外科手術で
しか取り外せない尿管ステントの素材として、実用化の可能性が示唆されており、この成果は本年 4 月、権威ある｢PNAS（米国科学アカデ
ミー紀要）｣に掲載され、大きな注目を集めている。
現代医療における感染症の予防や治療戦略を考えるうえでは、細菌・真菌を問わず、BF の存在を常に念頭に置く必要がある。今後も、最新
の研究成果に注目していきたいと思う。

シンポジウム44
SY44-4 呼吸器感染症の病院内アウトブレイク予防へのアプローチ―呼吸器症候群サーベ

イランスと症状スクリーニングの複合戦略CARES（ケアーズ）の開発と今後の展
望―
独立行政法人国立病院機構天竜病院 感染対策室
高山 直樹（たかやま なおき）

COVID-19 の国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of International Concern：PHEIC）の宣言終了から 2
年が経過した現在においても、依然として病院内での COVID-19 のアウトブレイクは散見される。病院内で流行する呼吸器感染症は
COVID-19 だけでなく、インフルエンザ、Respiratory Syncytial（RS）ウイルス感染症、Human metapneumovirus（hMPV）感染症、マイ
コプラズマ肺炎など多岐にわたる。病院内における呼吸器感染症アウトブレイクの予防は、多くの病院にとって重要な課題である。
演者は、2014 年に重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態にある重症心身障害児（者）病棟において、RS ウイルス感染症アウト
ブレイクへの対応に苦慮した経験から、重症心身障害児（者）施設における呼吸器感染症防止に関する検討を開始した。そして、2024 年 9
月に、Concurrent Approach for Respiratory Epidemiological Surveillance and Symptom Screening（CARES）戦略を提案した。CARES
は、患者に対する呼吸器症候群サーベイランスと職員や面会者に対する症状スクリーニングを同時進行する対策であり、病院内における呼
吸器感染症アウトブレイクの防止を目的とする。この戦略は、（1）重症心身障害児（者）施設における呼吸器感染症対策の悉皆調査、（2）重
症心身障害児（者）施設における呼吸器感染症リスク要因探索調査、（3）重症心身障害児（者）施設におけるアウトブレイク調査に基づく
プレゼンティーイズム（体調不良のある職員の出勤継続）防止の重要性と感染対策費用の検証、という 3 つの論文に基づいて考案された。
CARES の有効性は、患者の Quality of Life（QOL）の観点から論じられ、呼吸器感染症アウトブレイクの防止効果が示された。
CARES は、重症心身障害児（者）施設における研究に基づいて検討されたものであるが、一般の医療機関、高齢者施設、学校、保育園など
でも応用が可能な戦略であると考える。今後、多くの施設で利用いただけるように、現在、アプリケーション化を目指して開発を進めてい
る。当日は、CARES に含まれる呼吸器症候群サーベイランスおよび症状スクリーニングの構成要素の詳細、開発過程、今後の展望について、
論文を基に解説する。
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シンポジウム45
SY45-1 高齢者・介護施設における感染対策の課題と展望

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座1）、鹿児島大学病院 感染制御部2）

川村 英樹（かわむら ひでき）1,2）

COVID-19 対応では高齢者・介護施設でのクラスター発生が問題となり、本県においても行政機関とともに施設のゾーニングや職員に対す
る防護具着脱訓練などをはじめとした感染対策支援を行ってきた。5 類以降の現在においても、支援要請は少なくなっているものの、クラス
ター発生は依然課題として残っている。高齢者施設では、要介護者対応ケアが密となること、認知症の徘徊者もいること、口腔ケア物品・
歯ブラシなど口腔内に使用するものの利用者間での交差がおこりやすく、対策も難しい。また、介護施設では職員は密接に介護者と接して
ケアをすること、介護者が密集して食事をとることがケア上必要となること、入浴介助など一部のケアでは防護具着用が困難な状況がみら
れることなど、高齢者の集団生活で 3 密がそろい、感染拡大につながりやすい背景要因がみられる。これらの問題は COVID-19 の問題だけ
でなく、感染症発症のため抗菌薬曝露の多い施設利用者における薬剤耐性菌対策という観点からも無視できないポイントであ離、経管栄養
の管理やおむつなどの排泄ケアなどにおいても対策が重要と考えられる。一方、支援する医療従事者においては高齢者施設に対する十分な
知識が不足しているのも事実である。例えば、要介護状態の高齢者を対象とした施設としては、公共型施設（特別養護老人ホーム・介護老
人保健施設・介護医療院等）や、民間型施設（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム等）があり、COVID-19 対応
では施設の特徴によって個室確保が可能なのか、医療体制があるのかなど異なることも念頭に対応していく必要もある。またそれ以外の対
策においても、介護ケアスタッフの知識に応じ、また多彩な介護業務の中で実践可能な対策を標準化していくことも検討課題である。また、
高齢者の入院療養の課題として、フレイルの進行・不可逆的な身体機能低下、転倒・骨折リスク増大、環境や周囲の人々の変化による心理
面の影響なども挙げられる。施設内療養という選択肢も含めて利用者に配慮した対策を進めていくことも望まれる。令和 6 年度の医療・介
護保険の診療報酬改定において、医療機関と介護福祉施設が連携した感染対策や治療の支援がスキームとして取り入れられている。今後研
修や施設訪問などを進めながら、地域で連携した取り組みが重要と考える。

シンポジウム45
SY45-2 千葉県の介護老人保健施設への教育支援

千葉県がんセンター
大塚モエミ（おおつか もえみ）

高齢者介護施設では身体機能や認知機能の低下により、感染対策の実施や協力が難しい入所者も多い。施設構造面ではリビングなどの共有
スペースが設置され、ショートステイ入所者やボランティアなどの出入りもある。施設内へ感染症の持ち込みを完全に防ぐことは難しく、
コロナパンデミック前から約 50％ の高齢者介護施設が感染症集団発生を経験しているとの報告がある。千葉県では 1990 年に老人保健施設

（以下、老健）協会が発足し（当初は協議会）、1993 年頃より老健職員を対象として年 10 回の研修会を開催している。2004 年よりそのうち
の 1 回が感染対策に関する研修となり、筆者は 2016 年より研修講師を担当している。研修内容は老健協会研修委員が会員施設のニーズをふ
まえ決定している。研修目的は老健における感染拡大防止に主眼を置いた職員の基本的知識の習得と技術の獲得である。対象者は、老健施
設に勤務し自施設の感染対策に関わる職員で、職種や職位、経験や資格の有無等は問わず、様々な職種が感染対策について学習の機会が得
られるように配慮されている。老健の利用者はリハビリテーションや日常生活支援を受けて家庭への復帰を目指している。コロナパンデ
ミック時には、クラスター発生施設の施設利用者の行動制限や提供サービスの質低下による ADL 低下が問題となった。しかし、ほとんどの
施設は感染対策の専門家が不在であり、最新知見の情報収集や自施設への適用に課題を抱えている。研修参加者の多様なレディネスを踏ま
え、講義の基本構成は感染対策の基礎知識、高齢者施設で問題となる感染症各論、個人防護具着脱演習、グループワークとしている。講義
や説明の際に、感染対策担当の初心者も理解できるように専門用語はなるべく用いず、使用する際は用語の説明をすることを心がけている。
グループワークは各職種混成グループとし、季節性インフルエンザや COVID-19 等の集団感染発生時対応について話し合う。グループを即
席感染対策チームと見立て、講義内容を基にした事例展開をすることで発言者が偏らないように工夫し、講義で得た知識の定着と自施設で
の活用を目指している。研修アンケートを振り返ると、この 10 年間共通しているのは、研修に参加して今後に活かせる知識として、感染対
策基礎知識、個人防護具着脱手技の重要性、感染症各論について、グループワークで得た各施設の取り組みについて、であった。以上より、
老健職員の研修ニーズの基本部分は変わらないと思われる。今後は可能であれば、感染対策初心者への基礎知識・技術研修と、組織で活用
するための応用編などに分けるなど段階的な研修が可能になると、より施設の持続的かつ自律的な感染対策につながるのではないかと考え
る。
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シンポジウム45
SY45-3 障害者支援施設における感染対策支援

東京慈恵会医科大学 内科学講座 感染症内科
堀野 哲也（ほりの てつや）

障害者支援施設では、一人暮らしに必要な支援や企業での就労を希望する方へ必要な訓練を行う自立訓練や就労移行支援、生活介護や施設
入所支援のような生活全般における支援など、障害の特性や利用者の背景に応じたさまざまな支援が提供される。入浴や排泄、食事の介助
を提供する支援では利用者と職員との距離が近く、施設入所支援を提供する入所施設では利用者同士の距離が近くなるため、新型コロナウ
イルス感染症やインフルエンザ、ノロウイルス胃腸炎などの感染症が利用者と職員との間、あるいは利用者の間で伝播しうる。そのため、
特に入所施設では施設内に病原体を持ち込まないことと施設内で拡散させないことが重要となる。
入所施設での施設内への感染症の持ち込みは、職員や短期入所・通所として利用している利用者だけでなく、入所している利用者が自立訓
練などを行う施設への外出先や帰宅による外泊などで感染し持ち込まれることもある。そのため、職員の勤務開始時や利用者の入所時の体
調確認に加え、利用者が入所施設以外で利用する支援施設などでの感染症の流行状況についても確認し、感染のリスクを把握する必要があ
る。また、施設内で拡散させないためには職員や利用者の体調を確認し、有症状者の迅速な確認と無症状者との接触を制限することが望ま
しいが、入所施設は生活の場であり、これらの対応は入所者にとって大きなストレスとなりうることを考慮しつつ、居住施設としての快適
さを保ちながら感染対策を実施する必要がある。また、障害により自身の症状を訴えることができない方や身体的障害により感染対策を実
施することが困難な方、知的障害により感染対策を理解することが困難な方もおり、障害の特性により実施可能な感染対策が異なることを
あらかじめ認識し、それぞれの利用者あるいは施設に応じた適切な感染対策を構築しておくことが重要である。そのため、施設に勤務する
すべての職員が感染対策の重要性を理解し、感染症の早期発見および感染症発生時に迅速かつ適切に対応できるように、施設の体制や構造
に合わせた手引きやマニュアルを設置しておく必要がある。
ここでは障害者支援施設における感染対策支援として、知的障害者の利用する入所施設における感染対策支援について発表させていただき
ます。

シンポジウム45
SY45-4 行政における高齢者・介護施設の感染対策支援

枚方市保健所
○北田果奈栄（きただ かなえ）、白井 千香、村上 朋子、沖 登美子、板東 彩、
今西 咲子、岡本 凪、藤原 健、中原 良樹

【背景】
枚方市には高齢者入所施設が約 200 か所あり、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの際には、高齢者・介護施設でクラスターが多発し、医療のひっ迫につながる状況があった。感染拡大防止に
は初期対応が重要であり、高齢者施設等において感染症に対応できる体制構築や人材の育成が課題となった。そのため、従前、保健所が実施していた高齢者・介護施設に対する感染対策支援に加え、今後
の新興感染症の発生に備えて、施設自らの感染症対応力向上を目的にネットワークの構築を図ることとした。

【従前の高齢者・介護施設に対する保健所の取り組み】
（1）施設内での感染症集団発生に関する支援
高齢者・介護施設については、平成 17 年 2 月 22 日付厚生労働省通知（令和 5 年 4 月 28 日一部改正）「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、感染症の集団発生があった場
合は、保健所まで報告を行うこととなっている。保健所では、以前より報告を受けた施設に対し、感染症の発生状況、実施している感染対策等を聞き取り、状況に応じて訪問等での助言を実施していた。

（2）施設職員への感染症に関する啓発
高齢者・介護施設から相談を受け、職員を対象とした健康教育を実施。高齢者施設等で注意するべき結核についての啓発や、感染性胃腸炎の嘔吐物の処理の実演等を行い、職員の感染対策に関する意識向
上に取り組んでいた。

【新たなネットワーク構築による取り組み】
枚方市全体の感染症の対応力の向上を目的として、令和 6 年度に保健所を事務局として市内の感染対策向上加算 1 病院（5 か所）の感染管理認定看護師（以下、「ICN」という）と「枚方市感染症ネットワー
ク会議」を立ち上げ、以下の取り組みを実施した。

（1）高齢者入所施設を対象とした研修会を開催
加算 1 病院の ICN を講師として、「感染症予防対策研修」を開催。施設における感染症対策の基本について講義をした後、グループワークを実施。加算 1ICN がグループワークのアドバイザーとして参加し、
施設内で困っていることを共有、相談する場とした。

（2）感染症集団発生施設に対する ICN との同行訪問
感染性胃腸炎の集団発生施設へ保健所職員と ICN で同行訪問。施設ラウンドにて ICN より感染対策について具体的な助言を行った。

【課題、今後の展望】
施設訪問や研修アンケートを通じて、施設によりマンパワーや感染対策物資、職員の感染症に対する認識の違いがあり、この対策で良いのか模索しながら感染症対策を実施していることが明らかになった。
施設数も多く、保健所による個々の施設等への取り組みだけでは、地域全体の感染症対応力の向上にはつながりにくい。そのため、今後も感染症ネットワークとしての取り組みを継続し、研修会等を通じ
た職員の人材育成や、施設が加算 1 病院に相談できるような体制構築等に取り組む必要がある。
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シンポジウム46
SY46-1 加算3の精神科病院としてJ-SIPHE参加までのプロセスと手指衛生における活

用について
独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター
加藤 紘子（かとう ひろこ）

精神科では、手指衛生に関する特有の課題がある。例えば、誤飲防止のため手指消毒剤の設置場所が限定されるため、手指消毒剤へのアク
セスが制限されること。患者が病室外で過ごす時間が多く、WHO が推奨する手指衛生「5 つの瞬間」にある患者ゾーンを、職員が一様に理
解することが難しいことなどである。また、保護室の患者のケア時は安全管理上、ワゴン等を持ち込まずに入室しなければならず、ケア終
了後には、速やかな退室が求められる場合もある。このため、推奨される「5 つの瞬間」に則った手指衛生の実践が難しい場合がある。
当院では、これらの課題を踏まえ、手指衛生文化の刷新を目指して、WHO 手指衛生多角的戦略を導入した。さらに、リンクナース会では手
指衛生の勉強会や認知バイアスに働きかける取り組みを行っている。その結果、手指消毒剤の使用量は徐々に増加傾向にあるものの、WHO
の推奨値には依然として達していない。こうした現状に対し、精神科特有のケア内容を考慮したうえで、他の精神科施設と比較した場合に、
自施設の水準はどの位置にあるのか、また、精神科の標準値はどの程度かという疑問が生じた。そこで、精神科のベンチマークデータとの
比較を行い、現場にフィードバックすることを目的の一つとし、J-SIPHE への加入を検討した。
当院は感染対策向上加算 3 を取得しており、J-SIPHE に登録するためには、システム的に、感染対策向上加算 1 を取得している連携施設

（以下、加算 1 施設）の基本グループへの招待を受ける必要がある。そこで、まず院内の準備を行った。J-SIPHE では、入力するデータ項目
を、任意で選定できるため、ICT メンバーで検討し、入力するデータ項目を決定し、事務部・薬剤部・検査科の協力を得て、入力の役割分
担を決定した。これは、長期的な運用継続のために重要な取り組みである。また、J-SIPHE に参加することで、感染対策の向上やサーベイ
ランス加算の取得といったメリットが得られることを院内に説明し承認を得た。その後、加算 1 施設に招待を依頼し、登録することができ
た。
J-SIPHE に参加すると、自施設のデータを即時にグラフ化することができ、院内資料の作成等に活用できる。また、全国の一般病棟のデー
タだけでなく、精神科病棟のデータとの比較も可能となる。手指消毒剤使用量も、精神科病棟のみを抽出して、グラフ化できるため、一般
病棟のデータと比較するよりも、現場へのフィードバックに活用しやすい。当院でも、精神科病棟と比較した結果をリンクナース会で提示
したところ、現場のスタッフが参考にしやすいという感想が聞かれた。
本シンポジウムでは、手指衛生を含めた精神科病院での J-SIPHE の活用について、会場の皆様と考える機会としたい。

シンポジウム46
SY46-2 ベンチマークデータ活用のススメ～J-SIPHEを用いた施設・地域内における

AMR対策～
JA広島厚生連尾道総合病院 薬剤科
○別所 千枝（べっしょ かづえ）、藤本 雅宣、井上 雄平、岡崎 華歩、近藤 彰恵、
栗原晋太郎

薬剤耐性（AMR）対策は、医療機関単体で完結できるものではなく、地域全体で継続的かつ戦略的に取り組むべき重要な課題である。なか
でも精神科病院は、長期入院患者が多く、感染症の特性や抗菌薬使用の傾向が一般病院とは異なるため、施設特性に応じた独自のアプロー
チが求められる。J-SIPHE（Japanese Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology）は、抗菌薬使用量や耐性菌発生状
況を可視化し、全国の医療機関で共通のベンチマークを用いた比較と評価を可能にする大規模なデータベースである。特に、データに基づ
いて感染対策を推進するデータ駆動型のアプローチを支える基盤として、精神科病院でも活用が期待される。
JA 尾道総合病院（以下、当院）では、感染対策向上加算 1 を取得する急性期病院として、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）が J-SIPHE
のベンチマークデータを用い、診療科別の抗菌薬使用状況や感受性率、他施設との比較結果を診療科にフィードバックし、エビデンスに基
づいた AMR 対策を展開している。一方、精神科病院では在院日数の長さや感染症の発生頻度の違い、抗菌薬使用量や検体培養数の少なさ
により、一般病院との単純な比較が困難である。感受性率の分析に必要なデータも限られており、アンチバイオグラムを作成しても信頼性
が十分とは言い難い。演者の前職である精神科病院でも、アンチバイオグラムを基に院内の抗菌薬使用指針作成に努めたが、他施設との比
較による評価は困難であった。こうした課題に対して、J-SIPHE の「任意グループ」機能を活用することで、同種の診療機能を持つ精神科
病院同士でのデータ比較が可能となる。同一基盤上での分析により、抗菌薬適正使用の評価と改善サイクルをデータ駆動型で構築すること
ができ、AMR 対策の精度向上に寄与する。
さらに、J-SIPHE では WHO が提唱する AWaRe 分類（Access、Watch、Reserve、Not Recommended）に基づいた経口抗菌薬の使用比率
を分析でき、特に Access に分類された抗菌薬の使用割合はパーセンタイル表示で施設ごとの立ち位置を把握できる。当院でも未だ Access
の使用比率は低く、現在もあらゆる対策を講じているところであるが、精神科病院においても、服薬アドヒアランスの観点から服用回数の
少ないフルオロキノロン系のような Watch に分類される抗菌薬が選択されやすく、抗菌薬の適正使用に課題が残る。こうした外来における
使用傾向の把握にも J-SIPHE は有効であると言える。
限られたリソースの中でも信頼性のあるデータを活用し、現状の可視化と他施設との比較・連携を通じた改善を図ることは、精神科病院に
おける AMR 対策の となると考えている。J-SIPHE の積極的な導入と活用により、精神科病院でもデータ駆動型の AMR 対策を実践できる
ことを、本講演を通じて提案したい。
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シンポジウム46
SY46-3 自施設ベンチマークの活用による感染制御の課題と展望―見えない強みと改善点

をどう活かすか―
三重県立こころの医療センター 感染管理室
○中村 友喜（なかむら ともひさ）、澤井あゆ美

感染制御の質を高めるためには、現状を客観的に把握し、改善の方向性を明確にすることが不可欠である。その手法の一つとして、自施設
内の取り組みを定量的に評価し、継続的な改善へとつなげる「ベンチマーク」の活用が挙げられる。ベンチマークとは、設定した基準や目
標と比較することで、自施設の感染対策の現状を可視化し、改善点を明確にするための評価手法である。当センターの感染管理室では、抗
菌剤の使用状況や院内感染、発熱者に関するサーベイランスの結果をもとに独自に院内ベンチマークを作成し、院内感染の発生状況を評価
している。また、各看護師レベルでのアルコール手指消毒剤の使用量についても継続的に調査しており、使用量が少ない看護師に対しては
状況の確認と必要であれば適正使用に対する指導を個別に行っている。このように、自施設の内部で継続的に収集されたデータに基づいた

「自施設ベンチマーク」は、日常の業務と直結したリアルな改善の指標となり、適切な自施設ベンチマークを設定・活用することで、感染対
策上の課題抽出が容易になる。自施設ベンチマークの作成にあたっては、調査の目的に対応した適切なデータ指標の初期設定が重要である。
さらにデータの正確性継続性、集計の標準化、解析の視点など、いくつかの課題が存在する。これらの課題に対応しては、国立国際医療研
究センターが運用する感染対策連携プラットフォーム「J-SIPHE」を活用することで、効率的かつ体系的に構築できるベンチマークもある。
自施設ベンチマークは、前述のように改善点を見出すために用いるだけではない。改善対策に関する目標が数値化されることで到達点と実
施期間が明瞭化され、目標達成に向けた実施計画の策定が容易になる。また、介入前後でベンチマークを比較することで、対策の効果判定
にも活用でき、エビデンスに基づいた感染管理に対する改善活動の支えとなりうる。可視化された課題をもとに職員の意識が変化するなど、
組織全体の感染対策文化の醸成にも寄与できる部分もある。さらに、自施設ベンチマークを通じて、それまで気づかなかった「強み」や

「課題」が浮かび上がってくることもある。本講演では、当センターにおけるベンチマーク構築時の留意点や活用状況について紹介し、自施
設の「見えない強み」や「隠れた課題」をどのように可視化し、どのように活かしていくかを共に考える機会としたい。

シンポジウム46
SY46-4 他病院との連携で見えた精神科病院でのJ-SIPHEデータの可能性～精神科病院

でも「見える化」を進めてみませんか～
兵庫県立ひょうごこころの医療センター
森田 亮一（もりた りょういち）

精神科領域での感染対策は、手指消毒剤や個人防護具等が「危険物」となり得るため、ベッドサイドに配置できない等の特殊性はあるが、
標準予防策が基本であり、行うべき感染対策の考え方は、一般科と変わらない。しかし、一般科と比較すると、感染拡大のリスクこそ高い
が、一定の免疫機能を保った患者が多く、感染症の発生件数は低い傾向にある。そのため、手指消毒剤の使用量・細菌検査数・抗菌薬使用
件数等のデータを、一般科と同一の指標で評価することは難しい。
単科精神病院である当センターも、地域の感染対策連携等で、手指消毒剤使用量等のデータ共有は行っているが、背景が異なる施設間での
比較は困難であった。J-SIPHE への参加以降は、「精神病床」等の選択で、比較対象の選択が容易となり、全国の同一分類の病床との比較が
可能となった。そのため、病床分類が異なる施設間でも、目標値の設定等を行い、ベースラインとしての活用が可能となった。
J-SIPHE は、データ登録の簡便さやグラフの自動作成等、自施設の感染対策の可視化を推進できるシステムであり、現在サーベイランス等
を行えていない精神科病院でこそ導入が望まれる。しかし、精神科病院での J-SIPHE 導入には 2 つの問題点がある。1 点目は、J-SIPHE
の導入には、地域の感染連携等への参加と、J-SIPHE 内の基本グループへの加入が必須となる点である。精神科病院は地域の感染連携への
未参加施設も多く、J-SIPHE 導入が行えない。これに関しては、当センターも含め、基本グループを作成できる感染対策向上加算 1 の精神
科病院があり、全国の精神科病院で構成する J-SIPHE 基本グループを作成し、オンラインカンファレンス等で、データを活用した感染対策
の共有を行うことで、地域での感染連携への参加にもつながるのではないかと考える。2 点目は、J-SIPHE 内でも「精神病床」の細分化がさ
れていない点である。各厚生局の施設基準の届出受理状況と、J-SIPHE 参加施設中、ICT 関連項目（手指消毒使用量データ等）に登録の

「精神病床」を含む施設から抽出すると、精神病床の割合が 5 割超の施設は約 34％ であった。ここから考えると、「精神病床」と分類されて
いる大部分のデータが、総合病院等の身体管理を要する患者のための精神病床で構成されていると推測され、精神病床を主とする施設との
比較については限界を感じている。
そこで、今回、精神病床が主の施設でのデータ収集と活用を目的に、2025 年の 4 月より J-SIPHE に参加の精神病床が主体の施設間で任意グ
ループを作成した。同年 5 月現在で、参加数は 10 件と小規模であり、開始から 1 か月程度であるため、データの精度は高くないが、単科に
近い精神病床での手指消毒剤の使用量や、細菌の耐性率等のデータを参考に、今後の精神科領域における J-SIPHE 活用について検討したい。
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シンポジウム47
SY47-1 大阪府泉州地域ネットワークの取り組み

医療法人良秀会 事業支援本部クオリティーマネジメント部1）、藤井病院 感染制御室2）

森野 幸代（もりの さちよ）1,2）

泉州医療圏は大阪府の最南部に位置する 8 市 4 町から構成される。関西国際空港があることから、新興感染症の流入に備え特定感染症指定
医療機関を中心にその対策を求められる地域である。大規模病院はないものの、入院患者の圏域内の自己完結率は小児医療を除くと 80％ 以
上と高い状況であり、医療における地域連携の基盤がある地域といえる。感染対策における連携については、感染防止対策加算が新設され
た 2012 年に、加算 1 を取得した 5 施設の感染管理認定看護師（以下、CNIC）が発起人となり、泉州感染管理ネットワーク（以下、泉州ネッ
トワーク）を立ち上げた。発端となったのは、CNIC 教育課程の同窓生や大阪府看護協会の男性看護師会などの個人的なネットワークであっ
た。また、発起人の一人が、院内で発生した感染症報告などで関係を構築していた保健所の感染症チームに連絡をとり、泉州ネットワーク
への参加を呼び掛けた。泉州医療圏には 3 か所の保健所があり、行政内のネットワークを通じて残りの 2 保健所も加わり 5 施設 3 保健所で
泉州ネットワークが発足した。さらに、発足当時に事務局を担当していた施設が、泉州医療圏の全病院に、加算 2 の取得意向と泉州ネット
ワーク参加希望を確認し、参加施設は 29 施設、3 保健所となった。泉州ネットワークの主な活動は、加算施設の連携のマッチング及び全施
設での合同カンファレンス開催である。カンファレンス開催においては、加算 1 施設が抗菌薬適正使用や耐性菌対策などの普遍的テーマや
時事の感染症に関するトピックスを設定、また、医療圏内の状況把握や保健所からの情報提供などを企画し、連携することのメリットを実
感できるように工夫している。2020 年 COVID-19 の世界的流行時には地域内で軽症から重症まで完結できる体制が整備できていた。また、
泉州ネットワークに加入していない施設でクラスターが発生した際には、保健所がハブ機能を果たし、保健所と CNIC が合同で早期に介入
し感染拡大を防いだ。さらに、COVID-19 流行が長期化するなか、大阪府看護協会感染管理地域ネットワークを発足させた際には、泉州ネッ
トワークがそのまま支部ネットワークを担うこととなり、これまでの活動が先駆的であったことが伺えた。また、看護協会の感染管理地域
ネットワークができたことにより、泉州地域以外のネットワークとつながることができ、他の医療圏との情報共有が可能となった。このよ
うな地域連携が行えたのは、対面での関係構築による人的ネットワークと複数の組織ネットワーク活用の相乗効果によるものと考える。今
後は、さらなる行政との対面での連携を図るとともに、大阪府地域包括的感染症対策プラットフォームなど IT を活用し、地域連携を強化し
ていきたい。

シンポジウム47
SY47-2 堺 ICNネットワークの取り組み～堺市と ICNで取組む地域連携（社会福祉施設訪

問事業）とリンクナース育成支援～
医療法人 方佑会 植木病院
高濱 正和（たかはま まさかず）

堺市は人口約 80 万人の政令指定都市で、病院 40 施設、病床数 11,000 床、感染管理認定看護師（専門看護師含む、以下 ICN）は各施設で 21
名の登録あり。2021 年 8 月に堺 ICN ネットワーク（以下、堺 ICN）を立ち上げ、ICN が連携できるような体制作りに取組んできた。地域の
リソースナースとして活動するための組織支援は必須であり、発足当初から自身の看護管理者としての立場を生かし、ICN 所属施設の看護
部長と密な情報共有を行なってきた。さらに、堺市保健所・感染症対策課（以下、堺市）の職員と協働するという目的で、堺 ICN ミーティ
ングへの参加を依頼して、ICN の実践内容や病院・地域で発生している感染症事例などを共有する事で、病院と ICN と堺市が繋がるような
体制作りを目指した。同時期に大阪府看護協会（以下、協会）が感染管理地域ネットワークを立ち上げ、コロナ禍の感染対策を支援する組
織作りを進め、ICN の社会福祉施設・中小規模病院の訪問事業が開始されたため、堺 ICN も参画した。さらに ICN 不在の病院や社会福祉施
設の看護師を対象に、「地域リンクナース（以下、LN）の育成研修」も開講され、研修を修了した LN の継続支援は協会ネットワーク各支部
の ICN が担うことになった。ICN と病院や福祉施設を繋ぎ、自施設の感染対策を推進できる LN を地域で育成する、という考え方が定着し
た。堺支部には 41 名の LN 研修修了生が在籍し、年 3 回の LN 支部交流会を対面で実施、交流会の参加者は毎回 30 名を超えている。ICN
の施設に近い場所で勤務する LN でグループを構成して、担当 ICN は LN と直接連絡を取り合い交流会への参加を呼びかけ、顔の見える関
係性を構築する事に力を注いでいる。堺市内では COVID-19 やノロウイルスの大規模クラスター発生による高齢者施設での課題は現在も続
いており、堺市と堺 ICN が協働で行なう訪問事業の継続は必要であるという認識で一致した。堺 ICN は堺市と話し合いを重ねて施設訪問の
継続を提案した結果、12 月に予算承認が得られ、「令和 6 年度 堺市社会福祉施設等感染対策支援業務」という事業が立ち上がり、地域の感
染対策を堺市と ICN と LN が連携して担うという新たな取り組みとしてスタートした。1 月から 3 月にかけて、ICN と LN、堺市のスタッフ
による 22 施設の社会福祉施設訪問を実施する事ができた。訪問後のアンケート結果から、マニュアルの改善につながった、疑問点の解消に
つながった等の意見があり、訪問に対する満足度（大変満足 61％、満足 39％）も高い評価を得ることが出来た。各施設から出された質問や
疑問などを FAQ としてまとめて、堺市 HP で公開する予定である。今回、2 ヶ所の施設がクラスター発生となり、堺市より緊急訪問の対象
として ICN の派遣協力依頼が出された。予定外訪問のため ICN のスケジュール調整が再度必要となり上長の承認を得る時間も制約された
が、ICN の組織支援は十分に得られており、次年度は ICN 緊急訪問時の支援体制作りを検討したい。
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シンポジウム47
SY47-3 地域連携活動の推進とリンクナース教育の二本柱で地域の感染対策向上を目指す

大阪鉄道病院
坂本 麗花（さかもと れいか）

大阪市は政令指定都市として、一定の権限と予算を有し、独自に感染対策を実施できる体制にある。市内の感染症対策は大阪市保健所が中
心となり、2019 年に「大阪市感染対策支援ネットワーク（Osaka City Infection Prevention and Control Network：以下 OIPC）」を発足した。
OIPC では、薬剤耐性菌に関する情報共有や、アウトブレイク発生時の医療機関同士の相互支援体制の整備を目的に、市内すべての病院が参
加し、市内を東部・西部・南部・北部の 4 ブロックに分けて地域連携を推進した。しかし、大阪市の病院数は府内最多の 174 施設（2025
年 1 月時点）と全国的にも多く、ブロック内での地域連携システムの構築・推進は容易ではなかった。このため、南部ブロック（阿倍野区、
天王寺区、西成区、東住吉区、住吉区、住之江区）では、2022 年度から感染対策向上加算 1 取得施設が中心となり、加算 2・3 取得施設およ
び未取得施設を含む 41 施設による地域連携活動を独自で本格化させた。カンファレンス、施設訪問ラウンド、チェックリストを用いた支援
ツールの活用を通じて、全施設の加算取得及び加算区分向上率 10％ を目標に掲げ、2022 から 2024 年度にかけて 4 施設が加算取得を達成し、
うち 2 施設は未加算からの取得であった。2024 年度からは、高齢者施設等との連携も開始され、地域内における施設間連携はより強固なも
のとなった。一方で、OIPC 南部ブロックの活動により施設間連携の構築と推進がされたが、地域における感染管理専門家不在の施設で感染
対策を推進できるスタッフ個々の育成も必要とされた。そのため、大阪府看護協会が主導する「感染管理地域ネットワーク」と連携し、地
域リンクナース（以下 LN）の育成と継続支援にも取り組んだ。LN 交流会を開催し、介護スタッフや外国人スタッフへの教育方法、院内イ
ンフラやコスト面の課題など、現場での実務的な悩みを共有し、施設特性に応じた具体的支援策の立案を図る場とした。感染管理認定看護
師等（以下 ICN）が不在、または加算未取得施設においては、LN が感染制御のキーパーソンとしての役割を担う場面もあり、施設側からの
期待も大きい。これらにより、OIPC 南部ブロックで実施している環境ラウンドの総合評価は年々向上しており、LN による現場改善が地域
全体の感染対策力向上に寄与していると考えられる。LN の活動を支える継続的な支援体制の構築は、今後も重要となる。今後は、大阪府が
提供するプラットフォームを活用した情報共有や教育支援をさらに充実させるとともに、施設管理者層への啓発活動を強化し、LN が組織的
に活動しやすい環境整備を進めていく必要がある。また、大阪市南部地域のすべての取り組みの中心には ICN の存在があり、自施設での業
務を遂行しながら、ICN の経験と知見を活かして南部地域全体の感染対策向上を推進してきた。今後、ICN がさらに地域で活躍するために
も、行政との協力体制は必要不可欠である。

シンポジウム47
SY47-4 大阪府感染症予防計画 地域包括的感染症対策ネットワークについて

大阪府健康医療部保健医療室
山岡 優士（やまおか ゆうじ）

大阪府では、新型コロナウイルス感染症への対応の検証等を踏まえ、令和 6 年 3 月に大阪府感染症予防計画（第 6 版）を策定し、感染症へ
の対応力向上につながる取組みを進め、感染症の危機にも対応できる強固な保健・医療提供体制を構築し、感染症の発生の予防及びまん延
の防止を図っていくこととしている。
その中の取組みの 1 つである「地域包括的感染症対策ネットワーク」は、保健所、地域（保健所所管区域又は二次医療圏を想定。以下同じ。）
の中核的医療機関、関係団体等を中心に、医療・福祉関係施設等が参加する地域包括的感染症対策ネットワークを構築し、人材の育成等を
行うとともに、育成した人材等と協働し、病院や施設など地域における感染症への対応力向上をめざして取り組んでいる。
具体的な取組みとしては、次の 3 つ。
1 感染管理の対応力に応じた人材育成支援（対応力別研修開催、ICN 養成課程受講支援）
2 情報プラットフォームの運用（施設や育成した人材の情報登録、各施設の実践支援等）
3 登録情報を活用した取組み（継続的な育成・実践支援等）
感染症の拡大を防ぐためには、 病院や施設での感染症発生時の適切な初期対応による自施設内の感染拡大を防ぐことが重要と考えており、
保健所、地域の ICN、関係団体等と相談しながら、研修による人材の育成をはじめ、施設内ラウンド研修、施設同士で相互ラウンドの実施
など、現場での実践を支援する取組みを進めていきたいと考えている。
この事業は、コロナ禍で大阪府看護協会と連携して取組んできた「感染症予防重点強化事業」を基礎としており、病院への支援は病院所管
部局、福祉施設への支援は福祉施設所管部局と役割分担し取り組むことで、病院や施設への効果的な働きかけが実現し、大阪府内一体となっ
て取り組んでいくための連携が図れていると考えている。
しかしながら、保健所と適切な連携が図れていなかったことから、現在、情報プラットフォームを活用し、どういった形で地域内で連携し
ながら取組みを進めていくことができるかについて、それぞれの地域の状況等を考慮しつつ、大阪府本庁、保健所、地域の ICN 等を中心に
検討を進めている。
大阪府本庁、保健所、大阪府看護協会等の関係団体、地域の医療機関、社会福祉施設などのそれぞれの機関が、主体的に考え、役割に応じ
て実践していくことが必要であり、引き続き、地域一体となって感染症への対応力の更なる向上に向けて連携し取組んでいきたいと考えて
いる。
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シンポジウム48
SY48-1 地域の基幹病院としての感染対策のあゆみ

岩手医科大学附属病院 感染制御部1）、岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 感染制御部2）

○長島 広相（ながしま ひろみ）1）、中嶋 香里1）、大森 紀和1）、及川みどり1）、
嶋守 一恵2）、近藤 啓子1）、小野寺直人1）

岩手県は面積 15,275 平方 km の広い土地で人口が 110 万人程度のため、人口密度は北海道に次いで低い。そのため医療機関は散在しており、
各施設とも人員は十分とは言い難い。また本県の感染症専門医数は全国でもっとも少なく、感染症治療についても充足しているとは言い難
い。そのような中で当院では 2011 年の東日本大震災を契機に地域との連携を意識した感染対策の体制整備をすすめ、2012 年には連携病院と
相互の技術交流を通して信頼と協力関係の醸成と地域における医療関連感染の制御体制構築のために、いわて感染制御コンソーシアム

（IICC）を設置し、当時は施設基準になかった、連携病院のラウンドや定期的なミーティングを開始した。2013 年からは感染防止対策加算
1 算定施設による一方的指導ではなく、加算 2 施設同士が相互に評価ラウンドを行い、評価を経験することが重要であると考え、加算 2 同士
の相互ラウンドを開始し、感染対策上のスキルだけではなく組織構築や ICT のスキルも伝授し、基幹病院として各施設が自律して実践・管
理できるよう関わってきた。我々は取り組みの成果として、他学術集会にて相互ラウンド開始時（2013 年度）に存在した施設間の感染対策
における「ゾーニング」など各項目の達成率格差が経年的に減少し、全ての施設が 2016 年には高い達成率を示したことから、本研究で導入
した加算 2 施設相互の評価ラウンドは施設間の感染対策格差の改善に寄与したと考えられることを報告した。定期的なミーティングやその
他研究会などでは当院で経験したアウトブレイク事例の原因や対処法を積極的に示し、連携機関やその他の医療機関にも注意喚起を行って
いる。連携施設とは各施設の抗菌薬の使用状況と、耐性菌の発生状況を数値だけではなく、現場の事情も含めた情報を共有している。連携
施設から自施設の評価、今後の対応について報告して頂き、その内容に応じて、当院の各職種がそれぞれの専門性や役割に応じてコメント
を記入して連携施設に返却している。また必要時いつでも抗菌薬の使用や感染対策について気軽に相談頂けるように周知している。加算 1
の要件である「カンファレンスのうち 1 回は新興感染症などの発生を想定した訓練を実施すること」に応じて、普段単独の施設では準備す
るのが煩雑である、ブラックライトや塗料を用いた手指衛生の確認や複数台のフィットテスターを用いた N95 マスクのフィットテスト、個
人防護具（PPE）の着脱などの訓練を定期的に開催している。連携病院の職員はもちろんのこと、保健所職員や医師会関係者、診療所の職
員にも参加して頂いている。＜今後について＞岩手県でも高齢化が進行しており、今後も高齢者施設での感染対策の重要性は更に高まると
おもわれる。施設における適切な感染対策を目的とした感染対策ラウンドを連携している施設で協力して人材を提供する体制づくりが今後
構築できればと考えている。

シンポジウム48
SY48-2 地域全体での連携・情報共有を目指した岐阜県での取り組み・体制

岐阜大学医学部附属病院 感染制御室
馬場 尚志（ばば ひさし）

近年、国の施策や診療報酬において、感染対策における地域連携の推進・強化が図られてきた。そのきっかけの 1 つとして、2003 年度に厚
生労働省院内感染対策有識者会議の報告書において都道府県等による地域ネットワークの設置が提唱されたことが挙げられる。これを受け
2004 年度に厚生労働省のモデル事業として 8 つの県で院内感染対策地域支援ネットワークが設置されたのを皮切りに、各都道府県による地
域ネットワークが構築された。その後も厚生労働省からは、地域におけるネットワークの構築・強化について繰り返し通知が発出され、ア
ウトブレイク時の管轄保健所への報告や地域ネットワークによる支援も求められている。
診療報酬でも、2012 年の改定時に「感染対策防止加算」が新設され、算定要件として医療機関間のカンファレンスや連携・支援体制の構築
が盛り込まれた。2020 年からの COVID-19 の経験を経て、「感染対策向上加算」と名称変更された 2022 年以降は、保健所および地域医師会
と連携してカンファレンスを行うよう求められるとともに、新興感染症を想定した訓練の実施も算定要件に加えられた。さらに、診療所を
対象とした「外来感染対策向上加算」も新設され、訓練やカンファレンス等への参加を通じた診療所を含めた感染症対策における地域連携
の強化が図られている。
このような流れの中、岐阜県では、2005 年度に院内感染対策協議会を設置して以来、継続的に医療機関への訪問指導やアウトブレイク発生
時の改善支援などを行っている。これら訪問指導・支援には、県医療整備課や管轄保健所が立ち合うほか、必要に応じて当該地域の感染対
策において中心的な役割を担う急性期病院の感染制御担当者も参加し、ともにラウンドする中で、お互いの視点や分析、指導内容について
共有し、地域全体での情報共有・支援につなげている。
また、2012 年の「感染対策防止加算」新設時から、県内のすべての加算算定病院による合同カンファレンスを年 2 回開催している。ここで
は、県医療整備課や県内すべての保健所のほか、岐阜県病院協会や岐阜県医師会と連携し、県全体で感染症やその対策に関する様々な課題
について意見交換および情報共有している。さらに「感染対策向上加算」となった 2022 年からは、岐阜市医師会など周辺医師会に所属し外
来感染対策向上加算を算定する診療所すべて、岐阜市内の感染対策向上加算 1 を算定する 6 病院と連携する加算 2・3 算定病院のすべて、さ
らには岐阜市保健所も参加し、訓練を含むカンファレンスを開催している。この中では、医師会、保健所、加算算定病院、診療所が、それ
ぞれの立場から課題や情報を提供し、知識だけでなく地域の状況把握や取り巻く環境などについて文字通り地域全体で共有することを重要
な柱としている。
本講演では、これら岐阜県における地域連携に関する取り組みについて、その背景や理念、さらには今後の課題などとともに紹介する。
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シンポジウム48
SY48-3 大都市圏における感染対策と地域連携

東京科学大学 感染症センター
関谷 紀貴（せきや のりたか）

サイレントパンデミックとも呼ばれる薬剤耐性菌感染症、COVID-19 流行でその重要性が再認識された新興・再興感染症において、包括的な
感染対策を目指すにあたり様々な観点からの連携が求められている。薬剤耐性対策では、2016 年の初版から 7 年を経て 2023 年に発表された

「薬剤耐性対策（AMR）アクションプラン 2023-2027」において、感染予防・管理の項では高齢者施設等での更なる取組の推進・強化、抗微
生物薬の適正使用の項では医療機関における広域抗菌薬使用とガイドライン遵守に関して触れられている。また、新興・再興感染症対策で
は、2024 年に全面改訂された新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、幅広い感染症に対する危機対応を目指した平時からの準備
の充実・維持、有事の迅速な初動体制構築、訓練を通じた点検・改善の重要性について言及されている。
東京科学大学は文京区に位置し、同区内には当院を含め 5 つの加算 1 施設が存在する一方、加算 2/3 施設の多くは同区外に存在する。その
ため、病院機能の特徴に応じた連携や中小病院支援といった、多面的な角度から連携のあり方について模索を続けている。特徴に応じた連
携については、既存の感染対策向上加算の枠組みにおいて、施設特性に応じた感染症対応の見直し・強化を目的としたケーススタディ（入
院における急性呼吸器感染症・薬剤耐性菌アウトブレイク対応、外来ゾーニングなど）の実施や、抗菌薬適正使用支援活動の相互交流を通
した活動改善を行っている。また、加算外の取組みとして、病院機能の異なる地域医療機関との合同訓練や人材育成面での交流を通して、
平時・有事におけるスムーズな連携を目指した活動を開始している。中小病院支援については、東京都では比較的多く見られる加算外の中
小病院を対象として、リソースが限られた状況での感染対策支援を目的とした教育コンテンツの開発や、その運用に関する講習会等の実施
を東京都と共に取り組んだ。
本セッションでは、薬剤耐性菌や新興・再興感染症の感染対策を中心に、東京科学大学の取組みについて紹介したい。

シンポジウム48
SY48-4 感染対策ネットワークを活用した地域の人材育成と今後の課題

九州大学病院 グローバル感染症センター
○小林 里沙（こばやし りさ）、下野 信行

2012 年の診療報酬改定で「感染防止対策地域連携加算」が新設され、感染防止対策加算 1 を算定する医療機関同士が相互に感染防止に関す
る評価を行った場合の加算が初めて設けられた。その後、医療機関における地域連携が進み、加算 1 を取得する医療機関には地域連携のリー
ダーシップが求められている。
福岡県の人口は 513 万人であり、病院数は 456 施設で、全国第 4 位の病院数であり、そのうち福岡市に 114 施設が集中している（2020 年現
在）。診療報酬改訂により、感染対策に係る加算を取得する施設は増加し、ますます地域連携も進んでいる。福岡県は 4 つの生活圏・地域に
分けられており、福岡市を中心とする福岡地区の地域連携においては、2012 年に福岡地区感染対策ネットワークを構築し、現在では感染対
策向上加算 1～3 を取得する施設を中心に 91 施設が参加している。福岡地区感染対策ネットワークでは、ICT 交流会やサーベイランス報告
会が行われ、地域連携の強化を目指している。2024 年からは、福岡地区感染対策ネットワークの ICN 交流会も開始し、様々なシャリアを持
つ ICN の情報交換の場となっており、更なる連携強化が望まれる。
また、大学病院である当院は医療従事者の養成機関としての役割も担っており、地域の医療機関へ向けた教育も行っている。グローバル感
染症センターでは、2014 年から職種別に 3 つの人材育成プログラムを各プログラム 2～5 回/年の頻度で実施し、福岡地区感染対策ネット
ワークを活用した地域の医療従事者の育成に貢献している。特に、看護師対象の研修では、受講者の経験年数やキャリアに合わせた 4 種類
の研修を開催している。また、研修は少人数制とし、シミュレーショントレーニングなどの実技指導や、事例検討などの研修を行っており、
知識と技術の習得を目的とした研修を開催している。私自身も、地域の感染対策の現状を知る貴重な機会となっており、施設ラウンドや他
施設からのコンサルテーションに役立っている。
私たちは、COVID-19 のパンデミックの経験を経て、医師会や行政、高齢者施設等との連携の重要性も痛感した。既に、行政や高齢者施設等
との連携が進んでいる地域も少なくないが、医療機関での連携構築までには至っていない地域が多い現状である。当院も高齢者施設との連
携には課題がある。更なる地域の感染対策強化のためには、医療と介護の垣根を超えたネットワークの構築が重要である。中でも、ICN
には感染対策のスペシャリストとして地域をリードすることが求められており、今後のネットワーク拡大の を握ると考える。
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シンポジウム49
SY49-1 令和6年度診療報酬改定を踏まえた院内抗菌薬適正使用における薬剤師の役割と

今後の課題
東京大学医学部附属病院 薬剤部
山口 諒（やまぐち りょう）

2016 年、国家プロジェクトとして薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが策定され、2018 年度の診療報酬改定で「抗菌薬適正使用支援
加算」が新設されたことにより、抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship：AS）活動は全国の医療機関に急速に普及した。2022
年度には「感染対策向上加算」が新設され、AS の対象は大規模施設のみならず中小規模施設やクリニックにまで拡大した。さらに 2024
年度（令和 6 年度）の診療報酬改定では「抗菌薬適正使用体制加算」が新設され、外来診療も含めた AS 活動の重要性が一層高まっている。
従来、薬剤師は感染制御チーム（ICT）の一員として感染対策と並行して AS 活動に取り組んできた。院内抗菌薬適正使用における主な業務
には、抗菌薬の適正な用法・用量設計、TDM による投与量調整、副作用モニタリング、相互作用の確認などが含まれ、これらは現在も継続
して薬剤師が重要な役割を担う。2017 年度には、8 学会合同による「抗菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス」が公表され、
ICT とは別に抗菌薬適正使用支援チーム（AST）を独立した組織として整備する必要性が示された。診療報酬に支えられ全国へと AS 活動
が拡大し、感染症治療の早期モニタリングとフィードバック（PAF）が国内でも多くの施設で導入された。これに伴い、我が国における AS
の効果を検証する研究も蓄積され、各施設の取り組みがエビデンスとして報告されつつある。
2024 年度（令和 6 年度）の診療報酬改定を契機に、AST の薬剤師に求められる役割は一層専門的なものとなっている。広域抗菌薬使用中の
患者や菌血症、免疫不全状態など感染症リスクの高い患者群を早期にモニタリング対象として設定し、抗菌薬の選択や投与設計、培養結果
に応じた de-escalation、スイッチ療法（注射用抗菌薬から経口抗菌薬への切り替え）などを検討し、主治医へフィードバックする必要があ
る。また、抗菌薬使用状況や血液培養実施率などのプロセス指標、耐性菌発生率や死亡率などのアウトカム指標を定期的に評価・分析し、
更なる適正使用推進に努めることが求められる。
一方で、課題も多く残る。日本の AST 活動を担う薬剤師や医師のフルタイム当量（FTE）は諸外国と比較して低く、人材確保・育成が急務
である。J-SIPHE や OASCIS の活用によりサーベイランス業務の負担は軽減されているものの、「適正使用」の定義や基準は施設により異な
るため、これらの情報基盤を活用した施設ごとの質的向上が重要となる。また、感染症治療に不可欠な抗微生物薬の供給不安定化は深刻な
問題であり、これらを医療資源として適切に管理することも薬剤師の重要な責務である。診療報酬評価が整備されつつある現在、各医療機
関では加算取得要件と得られる報酬、活動コストを適切に評価し、経営的側面からも AS を推進することが求められている。

シンポジウム49
SY49-2 地域連携における薬剤師の役割

東邦大学医療センター大森病院 薬剤部1）、東邦大学医療センター大森病院 感染管理部2）

大谷真理子（おおたに まりこ）1,2）

近年、地域における感染対策の重要性が増しており、平成 24 年度の診療報酬改定では「感染防止対策加算 1・2」および「感染防止対策地域
連携加算」が新設された。その後、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の流行は、地域における感染対策の在り方を見直す大き
なきっかけとなった。このような背景から、令和 4 年度の診療報酬改定では「感染対策向上加算 1・2・3」および「外来感染対策向上加算」
が新設され、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施することが施設基準に追加された。令和 6 年度の診療報酬改定では介護保険施設等
との連携に関する要件が追加され、地域連携を通じた感染対策の更なる質の向上が期待されている。
東邦大学医療センター大森病院（以下、当院）は、東京都大田区に位置する地域の基幹病院であり、感染対策向上加算 1 を算定している。
大田区では保健所、医師会および加算 1 の施設が中心となって「大田区入院医療協議会院内感染対策専門部会」を開催し、毎回違ったテー
マで情報交換を行っている。加算の施設基準に定められた合同カンファレンスの対象であるが、2011 年から始まったこの会には感染対策向
上加算および外来感染対策向上加算が新設される以前より、診療所や介護保険施設等からの参加もあり地域のネットワークや支援体制構築
の基盤となっている。
当院は現在、感染対策向上加算 2 および外来感染対策向上加算を算定している計 6 施設と連携している。令和 4 年度の診療報酬改定で新た
に追加された新興感染症の発生等を想定した訓練では、COVID-19 のアウトブレイク・シミュレーション等、毎回工夫を凝らして行ってい
る。訓練は異なる施設の医師、看護師、薬剤師および臨床検査技師から成るグループ単位で行い、最後に発表・コメントの時間を設けてい
る。訓練の内容にもよるが、薬剤師として治療薬選択や治療期間等の知っておくべきポイントについて言及する良い機会となっている。当
院では上記の訓練やカンファレンスの際に、感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）および診療所版 J-SIPHE への参加を呼び掛け
てきたが、全施設が参加するには至っていなかった。そこで、指導強化加算の施設基準に定められている感染制御チームの専従医師又は看
護師の訪問に同行し、サーベイランスへの参加やメリット等の説明を行った結果、連携している全施設の参加が完了した。薬剤師は指導強
化加算上必須の職種ではないが、薬剤師が連携施設に赴くことも時として重要と考える。
本シンポジウムでは地域連携における薬剤師の役割について、当院の取り組みを紹介するとともに、これらの加算における課題や将来展望
について議論を深めていきたい。
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シンポジウム49
SY49-3 外来の経口抗菌薬の適正使用

社会医療法人 医仁会 中村記念病院 薬剤部
山田 和範（やまだ かずのり）

外来の経口抗菌薬の適正使用は、薬剤耐性菌拡大の抑制や患者の安全確保にとって極めて重要である。令和 6 年度の診療報酬改定では、薬
剤師の役割強化が求められており、その活躍が期待されている。本シンポジウムでは、改定内容を踏まえた薬剤師の役割と具体的な実践方
法について考えてみたい。まず、抗菌薬の適正使用には、適切な診断の下、適切な選択と投与期間・用量の管理が必要となる。薬剤師は、
医師と連携しながらこれらの側面をサポートし、不必要な抗菌薬使用や過剰投与、過少投与を未然に防ぐことが求められている。具体的に
は、処方内容の妥当性をチェックし、必要に応じて疑義照会や代替薬の提案を実施する。次に、服薬指導をはじめとした患者への説明や指
導も薬剤師の重要な役割であり、特に抗菌薬の副作用や服薬コンプライアンスについて情報を提供し、適切な使用を図ることが求められる。
さらに、抗菌薬耐性の拡大を防ぐためには、服薬および感染予防の啓発活動も積極的に行う必要がある。

令和 6 年度の診療報酬改定により、抗菌薬適正使用体制加算（5 点）が新設された。
抗菌薬適正使用への取り組みの結果、以下の施設基準を満たした場合に算定できる。

（1）抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
（2）直近 6 か月において使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60％ 以上又はサーベイランスに参加する医
療機関全体の上位 30％ 以内であること。

現在、わが国の代表的なサーベイランスシステムには、AMR 臨床リファレンスセンターが主体となり運用されている J-SIPHE および OAS-
CIS がある。これらのプラットフォームを活用することで、抗菌薬の使用比率や自施設がサーベイランス全体のどの位置にいるのかも把握
できるため積極的に活用したい。外来における経口抗菌薬の適正使用において、AWaRe 分類の導入は重要なポイントとなる。AWaRe 分類
は、世界保健機関（WHO）が推奨する抗菌薬の分類体系で、抗菌薬を「Access」「Watch」「Reserve」の 3 区分に分けている。この分類は、
抗菌薬の適正使用を促進し、薬剤耐性菌の増加を抑制することを目的としている。薬剤師は、医師と連携しながら抗菌薬の選択や投与量、
期間の適正化に寄与するためにも AWaRe 分類を理解し適切に用いることで、抗菌薬の過剰使用を防ぎ、耐性菌の発生を抑えることが期待
される。本加算により、薬剤師は診療の質向上に寄与しつつ、施設としてのハードルは高いものの成果報酬的にインセンティブも得られる
ようになった。地域ネットワーク等を活用し、抗菌薬の適正使用と患者教育をより一層推進していくとともに、感染症診療に対する薬剤師
の積極的な参画により、患者安全と公衆衛生の向上に寄与し、抗菌薬耐性対策の一翼を担うことに期待したい。

シンポジウム49
SY49-4 中小病院の薬剤師による抗菌薬適正使用の推進：令和6年度診療報酬改定の戦略

的活用
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 薬剤科1）、京都薬科大学大学院 臨床薬剤疫学分野2）

沢田 佳祐（さわだ けいすけ）1,2）

全国の感染症専門医は約 1,600 名で、その約 75％ が大規模施設に集中し、多くの中小病院では感染症専門医が不在である。そのような中、
当院（313 床）では 2018 年より感染症専門医不在下で薬剤師主導の抗菌薬適正使用支援チーム（AST）を構築した。令和 6 年度診療報酬改
定において、薬剤師の感染対策における役割がさらに拡大・評価されることとなったが、本発表では中小病院薬剤師の新たな可能性を検討
する。
感染対策向上加算 1 の要件として第一種協定指定医療機関への指定が必須となり、新型インフルエンザ等感染症等の患者受入体制が求めら
れる。当院では 2020 年 5 月から COVID-19 入院患者の受入れを開始し、流行初期より多職種チームを組織した。流行初期の混乱状況下では、
薬剤師がエビデンス評価と治療戦略発信の中心的役割を担った。抗ウイルス薬承認後はニルマトレルビル/リトナビルの腎機能に応じた用
量調整や薬物相互作用管理、禁忌薬に対する代替薬の迅速提案を行い、薬剤師の専門性を発揮した。
サーベイランス強化加算の見直しに加え、新設の抗菌薬適正使用体制加算では Access 抗菌薬 60％ 以上の使用率達成が要件とされた。当院
は現時点で要件を満たしていないが、サーベイランスデータは加算取得以外にも医療貢献が可能である。当院が中心となって実施した多施
設共同研究では、抗緑膿菌薬の選択圧を示す modified Antibiotic Heterogeneity Index（mAHI）と緑膿菌カルバペネム感受性率に有意な相
関を認め、感受性率 90％ 予測の mAHI 至適カットオフ値を同定した。このように、サーベイランスデータの活用は、加算要件の枠を超えた
抗菌薬適正使用推進への貢献が実現できる。
新設の薬剤業務向上加算は免許取得直後薬剤師の総合的研修体制を評価し、人材育成の重要性が認識された。当院の薬剤師主導 ASP は病棟
薬剤師を教育し、連携することにより入院日数の有意な短縮と、抗菌薬コスト 30.3％ 削減という明確な臨床アウトカムを改善した。さらに
テキストマイニング解析により、ASP 導入後の病棟薬剤師のカルテ記録が「薬剤確認中心」から「感染症評価中心」へ変化したことを示せ
た。中小病院において、病棟薬剤師による ASP への積極的関与は人員の不足を補完する重要な戦略であり、高水準な ASP が実現できる。
令和 6 年度診療報酬改定は中小病院における薬剤師の感染対策での役割を大幅に拡大し、感染症専門医が不在な環境を薬剤師の専門性が発
揮できる機会として活用する新たな道筋を示した。科学的アプローチに基づくエビデンス評価と多施設連携、そして組織的な人材育成によ
り、中小病院だからこそ実現できる柔軟で迅速な感染対策の推進において、薬剤師が変革のリーダーとして貢献することが期待される。
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JIHSシンポジウム
SSY-3 感染症臨床研究ネットワーク（iCROWN）事業の構想と進捗について

国立健康危機管理研究機構
○日尾野宏美（ひびの ひろみ）、風間 正洋、平山久美子、船木 孝則、大曲 貴夫、
村井 昂志、野田 博之、武井 貞治

「感染症臨床研究ネットワーク（Infectious Disease Clinical Research Network with National Repository（iCROWN）」事業は、感染症危機発
生時に迅速な臨床研究を可能とするための関係機関間のネットワークを、平時から構築しておくことを目的とした事業である。iCROWN
の運営は、厚生労働省からの委託のもと、令和 7 年 4 月に国立国際医療研究センターと国立感染症研究所の統合により設立された「国立健
康危機管理研究機構（JIHS）」が担当している。また、事業の方針決定や諸課題への対応にあたっては、管理運営委員会において大方針を検
討・決定し、その下に設置した 6 つの小委員会において個別的・具体的な事項を検討する体制をとっている。iCROWN には、特定及び第一
種感染症指定医療機関を要件とする「研究実施機関」、臨床研究中核病院等からなる「研究推進機関」、事業への参加に合意し、検体の提出
等に関する協定を締結した医療機関（流行初期医療確保措置含む）からなる「準研究実施機関」（以下、この 3 種類の医療機関を「参画医療
機関」と総称）、（準）研究推進機関の指定権者である都道府県等が参画しており、また iCROWN 事務局が、参画医療機関 の研究者や都道
府県との連携調整等を担っている。研究実施機関は、令和 6 年度に 14 施設であったのに対し、令和 7 年度は 38 施設（5 月 20 日時点）にま
で拡大しており、また研究推進機関は 13 機関、準研究推進機関は 14 機関（となっている。iCROWN でこれまでに実施した具体的な取組と
しては、重症急性呼吸器感染症（SARI）・エムポックス・原因不明小児肝炎、入国時感染症ゲノムサーベイランス等の厚生労働省厚生科学
審議会感染症部会で承認された iCROWN 対象感染症のデータおよび試料の収集、研究実施機関に対する支援策の構築、感染症危機管理に資
する医療従事者向けの研修会の開催、迅速な多機関共同研究実施のための机上訓練、情報共有や意見交換を図るための厚生労働省や自治体
も交えた施設協議会の開催、公的研究資金を獲得した医師主導治験等を活用した参画医療機関との連携 強化、臨床医と基礎微生物学研究者
向けの勉強会等がある。これらの取組を通じて、平時から参画医療機関・都道府県・事務局等の間の相互の連携を強化しておき、また感染
症危機発生時に備えた事前準備をしておくことで、感染症危機発生時に、その発生状況や影響を速やかに把握・評価し、対策に必要なデー
タや試料を収集して利活用者に提供 し、また迅速な多施設共同研究を実施すること等が可能になることが見込まれる。さらには、JIHS にお
ける基礎から臨床までの一体的な研究基盤が強化されることで、創薬等の早期開発などにつながると考えている。本発表では、JIHS におけ
る iCROWN での取り組みの進捗及び目指すべき方向性について議論したい。

JIHSシンポジウム
SSY-4 感染症危機管理対応の体制強化に向けた人材育成：厚生労働省委託事業 感染症

危機管理リーダーシップ研修（IDCL）の紹介
国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 企画調整部 政策研究課 研究開発連携室1）、厚生労働省健康・生活
衛生局感染症対策部感染症対策課2）、国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局3）

○福田 哲也（ふくだ てつや）1）、及川 昂太1）、佐藤 瞳1）、金原 健人1）、風間 柾洋1）、
村井 昂志1）、濵田ひとみ2）、坂田 大三2）、松本かおる2）、岡 邦子2）、荒木 裕人2）、
武井 貞治3）

感染症危機発生時における地域の対応では、医学的知見に加え、関係機関との連携・調整等に必要な様々な能力が求められる。厚生労働省
の委託事業として開始された感染症危機管理リーダーシップ研修（IDCL）は、地域における感染症危機管理対応において求められる、公衆
衛生、医療提供体制、組織マネジメント、関係機関との調整、コミュニケーションといった多様かつ分野横断的な知識やスキルを有する人
材の育成を目的としている。
地域における感染症危機管理でリーダーシップを発揮できる人材に求められる能力（コンピテンシー）として「感染症危機時において、迅
速に戦略と方針を決定し、実行する能力」、「感染症危機時において、人材・組織を管理する能力」、「感染症危機時における自他の情動・感
情を認知・理解し、制御する能力」、「感染症危機時において、情報収集・分析し、戦略や方針に繋げる能力」という 4 つのリーダーシップ
系統のコンピテンシーと、「公衆衛生、臨床医学、その他感染症対応」、「地域のリソース管理」という 2 つの専門性系統のコンピテンシーを
習得する研修プログラム（e ラーニング、対面研修、机上演習、実地研修、講義等）となっている。
令和 6 年度に IDCL（短期）が開催され、自治体の保健・医療・感染症分野の実務担当者 16 名が参加し、国立国際医療研究センター、検疫
所、国立感染症研究所等での講義・見学、感染症危機を想定した机上演習等を実施した。令和 7 年度からは実践的な研修プログラム（On-
the-Job Training）を含む IDCL（長期）が開始されている。本発表では、研修設計の背景、令和 6 年度事業の具体的な実施内容、参加者か
らの評価と今後の展望について紹介する。
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JIHSシンポジウム
SSY-5 JIHSの国際連携とJ-GRID＋の挑戦：グローバル感染症危機への備え

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター
石金 正裕（いしかね まさひろ）

2025 年 4 月に、国立国際医療研究センター（NCGM）と国立感染症研究所（NIID）の組織統合により「国立健康危機管理研究機構（JIHS：
Japan Institute for Health Security）」が発足した。JIHS の Vision は世界トップレベルの「感染症総合サイエンスセンター」として、感染症
をはじめとする様々な疾患、健康危機から人々を守ることである（https://www.jihs.go.jp/index.html）。また JIHS の 4 つの機能として 1．
情報収集・分析・リスク評価機能、2．研究・開発機能、3．臨床機能、4．人材育成・国際協力機能が掲げられている。日本では、2005 年度
より「感染症研究国際展開戦略プログラム（J-GRID：Japanese initiative for Global Research Network on Infectious Diseases）」として感染
症の主な流行地であるアジア・アフリカに海外研究拠点を整備し、新興・再興感染症の基礎的な研究を実施している。2025 年度時点では、
アジア・アフリカに南米も加え、整備している海外研究拠点は 11 カ国となった。現地に日本の大学等に所属する研究者が常駐し、長年にわ
たり信頼関係の築かれた現地の大学や研究機関等と連携して共同研究をするという他に例を見ない独創的な研究スキームを活かして、国内
では得ることのできない感染症流行地の患者検体や臨床情報・データ等を活用する研究を推進している。2023 年度より、感染症流行地に整
備された海外研究拠点の特性や現状を踏まえた上で、そのネットワークを強化する目的で、「感染症国際研究拠点連携プログラム

（J-GRID＋：Japanese initiative for Global Research Network ＆ Link on Infectious Disease）」が開始された（https://jgrid-plus.ncgm.go.jp/）。
その中で我が国の感染症対応能力の強化に資する体制を整備するとともに、厚生労働省、関係機関等との密な連携・協力体制も構築するこ
とを目指し、「ネットワークコア拠点」が新たに設置され、その機能を JIHS が担い運営している。感染症危機管理体制の強化とともに国内
外の連携も一層求められる。本講演では、JIHS における「J-GRID＋」の取り組みについてについて紹介する。

JIHSシンポジウム
SSY-6 DICTの取り組みについて

国立健康危機管理研究機構 国際感染症危機管理対応推進センター
松澤 幸正（まつざわ ゆきまさ）

2024 年 10 月 1 日、厚生労働省の委託事業のもと、平時からの関係機関との連携を強化し、災害発生時に迅速かつ効果的に避難所等における
感染症対策の支援を行うため、Disaster Infection Control Team（DICT）事務局を国立国際医療研究センター（現・国立健康危機管理研究
機構 国立国際医療センター）内に設立しました。DICT 事務局では、技術的な支援及び手段の検討ならびに DICT の運営に係る協議を行う

「DICT 運営委員会」を設置するとともに、DICT 運営委員会には、技術的支援手段の検討及び DICT の運営に係る個別の専門的事項につい
て議論を行うワーキンググループ（避難所等支援 WG、情報収集・分析 WG、研修人材登録 WG、広報・啓発 WG）を設置し、体制整備を進
めています。現在の体制整備の状況、国立健康危機管理研究機構としての役割、さらに今後の展望について概説させていただきます。
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ミニシンポジウム
MSY-1 医科・歯科連携；高齢者肺炎予防はワクチンと口腔ケアの両輪で

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科）
迎 寛（むかえ ひろし）

現代の日本において、高齢者肺炎の疾病負荷は甚大であるが、その多くが誤嚥性肺炎でありワクチン接種や口腔管理によって肺炎を未然に
防ぐことができれば、健康寿命の延伸や医療費の削減が可能となる。オランダの司祭デジデリウス・エムスムスの言葉に、「予防は治療に勝
る」とあるが、超高齢社会真っ只中にある本邦において重要なテーゼとなると思われる。昨年、日本呼吸器学会から発刊された「成人肺炎
診療ガイドライン 2024」にも、誤嚥性肺炎の項目が新設されると共に、高齢者肺炎の予防策として肺炎球菌ワクチンと口腔ケアの重要性が
明記された。また、厚生労働省は昨年から 9 月末の 1 週間を呼吸器感染症予防週間とし、肺炎を含む呼吸器感染症に関する正しい知識の普
及啓発を進めている。2040 年には本邦における 3 人に 1 人が高齢者になると推計されており、肺炎予防に真 に取り組んでいくことが国を
含めて私たち医療人に求められる。本日は、高齢者肺炎対策におけるワクチンと口腔ケアの重要性に関して専門家の先生方に述べて頂き、
聴講の皆様と肺炎対策における医科・歯科連携の重要性を考えてみたい。

ミニシンポジウム
MSY-2 高齢者肺炎予防におけるワクチンの重要性

三重県立一志病院
丸山 貴也（まるやま たかや）

肺炎の発生率、死亡率は高齢になるにつれて高くなる。高齢者が肺炎を発症しやすい原因としては、加齢に基礎疾患に伴う免疫力の低下、
嚥下機能の低下、咳嗽反射の低下、気道線毛輸送系の機能低下などがあげられる。これらを考慮した予防対策が必要であり、日本呼吸器学
会は「ワクチン接種と口腔ケア」を肺炎予防の両輪として推奨している。高齢者には 4 つのワクチンが推奨され、肺炎球菌ワクチン、イン
フルエンザワクチン、RS ウイルスワクチン、COVID-19 ワクチン、である。成人に使用できる肺炎球菌ワクチンは大きく莢膜多糖体型

（PPSV）とタンパク結合型（PCV）の 2 種類に分類され、莢膜多糖体型は 23 価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン（PPSV 23）、タンパク結合
型は 15 価蛋白結合型肺炎球菌ワクチン（PCV 15）と、20 価蛋白結合型肺炎球菌ワクチン（PCV20）である。日本呼吸器学会の肺炎診療ガ
イドラインでは、PPSV23 の予防効果について統合解析が実施され、日本人を対象とした 3 編の RCT からインフルエンザワクチンと肺炎球
菌ワクチンの併用接種による肺炎発症に対する有意な抑制効果が検証されている。PCV に関しては前型の PCV13 について大規模な RCT
が実施され、PCV13 に含まれる莢膜型の非侵襲性肺炎球菌性肺炎を 45％、侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）を 75％ 削減するという予防効果が
報告されている。小児に対する PCV の普及により、小児、高齢者ともに侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）が減少した一方で、PCV ではカバー
されない莢膜型による IPD が増加しており、PCV20 は高い免疫原性と高い莢膜型カバー率を有する新しい肺炎球菌ワクチンとして期待さ
れている。また、2023 年、CDC からは RS ウイルス、インフルエンザ、SARS-COV2 感染による入院患者を前方視的に比較した結果、RSV
感染が最も重症であったことが報告され、RS ウイルスワクチンの重要性が注目されている。本邦では COVID-19 の感染対策を緩和した影響
もあり、昨シーズンのインフルエンザの感染者数は過去最多を記録し、COVID-19 は重症者の割合は低くなったものの、流行を繰り返してい
る。従って、引き続きインフルエンザワクチンと COVID-19 ワクチンの接種は重要である。本講演では、上記 4 つのワクチンを中心に高齢
者肺炎予防におけるワクチンの重要性について解説する。
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ミニシンポジウム
MSY-3 誤嚥性肺炎予防における口腔ケアの重要性

日本大学歯学部 感染症免疫学講座
今井 健一（いまい けんいち）

呼吸器と消化器とが交錯する口腔は、歯という硬組織が体表に露出する生体で唯一の器官であり、他の身体の部位とは異なる微生物叢を形
成しています。
近年、口腔細菌が唾液の誤嚥や血流を介して呼吸器や循環器等に侵入し、肺炎、心疾患および糖尿病などの全身疾患の発症に関与すること
がわかってきました。その中でも、誤嚥性肺炎の発症と進展における口腔細菌の役割が明らかになるにしたがい、「口腔ケア」の重要性が高
まっています。
誤嚥性肺炎による死者数（死因第 6 位）は近年、肺炎による死者数（死因第 5 位）を凌駕する勢いで増え続けています。高齢者の肺炎は、
その多くが誤嚥性肺炎であること、また、死因第 3 位の老衰の中にも、誤嚥性肺炎死が多く含まれていることからも誤嚥性肺炎対策は喫緊
の社会課題となっています。高齢者のコロナ対策も、誤嚥性肺炎対策と換言しても過言ではありません。また、災害関連死において一番の
問題となっているのも、誤嚥性肺炎です。
誤嚥性肺炎は、再発する・繰り返すことが問題です。誤嚥性肺炎で入院したり家で寝たきりとなる結果、フレイルが進む→ 誤嚥性肺炎が再
発→ 健康寿命の短縮→ 死、という「負のサイクル」に陥りがちです。また、コロナ後遺症と同様、誤嚥性肺炎は認知症の大きなリスクファ
クターともなっています。フレイルを防ぎ認知症を予防するためにも、誤嚥性肺炎対策は重要です。
昨年、日本呼吸器学会から発刊された「成人肺炎診療ガイドライン 2024」では、誤嚥性肺炎の項目が新設されると共に、肺炎患者さんの肺
から口腔のレンサ球菌とともに嫌気性菌（歯周病原菌）が検出されること、及び肺炎対策としての口腔ケアの重要性が明記されています。

「肺炎対策は口腔ケアと肺炎球菌ワクチンが車の両輪、すなわち 2 本柱」との位置づけです。口腔ケアが「肺炎の予防」のみならず、「肺炎
による死亡も抑制」するエビデンスも、ガイドラインに示されております。しかし残念なことに、歯科側のマンパワー問題もあり、肺炎予
防における口腔ケアは「弱く推奨する」に留りました。今こそ、真の意味での「医科歯科連携」を進め、誤嚥性肺炎対策を通して国民の健
康寿命を延伸させるため、必要とするすべての人に口腔ケアを届ける、そんな未来を切り拓いていく必要があると思います。
本講演では、全身の健康における口腔の意義を、特に誤嚥性肺炎対策の観点から述べさせて頂きます。口腔ケアと医科歯科連携との重要性
を共有させて頂く場となりますと幸いです。
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委員会企画1 ［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］
CP1-1 疫学と検査

富山大学学術研究部医学系 微生物学講座
森永 芳智（もりなが よしとも）

Clostridioides difficile 感染症（CDI）に関するガイドが公開され、検査、治療、感染対策などについて一定の標準化が進んだ。CDI の認識度
も高まり、多くの職種において感染対策が意識されるようになっている。

CDI の原因菌である C. difficile には、いくつかの主要な系統が存在し、病原性や薬剤感受性などにわずかな違いが見られる。これらの系統
は各国で特徴があり、その頻度も変動してきた。CDI 感染対策ガイドの初版からも系統の変化が観察されており、改訂に向けて近年の疫学
状況をまとめる。国内ではリボタイプ 018 の株が多いことが特徴とされてきたが、近年の様々な施設からの菌株報告を見ると、施設間で菌
型の特徴が大きく異なることが明らかになってきた。また、世界的に重症例との関連が報告されていた 027/BI/NAP1 株については、もとも
と国内の情報が少なかったが、この数年の報告を見ても増加傾向はなく、国内発生例は限定的であるようだ。感染対策の面では、海外から
の持ち込みの可能性を認識しておくことが重要であるが、以前流行が見られた欧米での頻度も近年低下傾向にある。しかしながら、散見さ
れる重症例については、細菌の病原性によるものか、宿主の防御因子の低下によるものか、結論に至る状況ではなく、引き続き注視してい
くべきと考えられる。

C. difficile の検査には、抗原検査、核酸検査（NAAT）、培養検査の 3 つが存在する。検査方法自体に近年大きな変化はないものの、核酸検
査はアウトブレイク時の迅速な対応に活用できるよう、便検体から直接検査することも可能となっている。また、アウトブレイクなどでは
菌株の系統解析が重要となるが、近年、わが国で開発された POT 法の利用が進んでいる。POT 法の解析結果と、海外で広く行われる解析
結果との関連性も整理されてきた。POT 法は基本的な遺伝子解析技術で実施可能であり、比較的安価であることから、我が国の感染対策と
疫学において重要な位置づけとなりつつある。

委員会企画1 ［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］
CP1-2 Clostridioides difficile 感染症 平時の対応

名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学
中村 敦（なかむら あつし）

Clostridioides difficile は抗菌薬関連下痢症をおこす代表的な原因菌であり、宿主の免疫状態に腸内細菌を攪乱するような抗菌薬や医療行為
への暴露などが関与することによって下痢症や偽膜性腸炎、中毒性巨大結腸症など多彩な病態を引き起こします。また C. difficile は環境に
長期わたり定着し、アルコール消毒薬にも抵抗性を示すため、医療関連感染の主要な原因微生物にもなっています。このような C. difficile
感染症（CDI）に対して、アウトブレイク時のみならず平時においても感染源および感受性者、感染経路に関する対策が必要です。
平時における感染源対策の第一歩は患者の早期発見です。下痢患者に対し積極的に検査をおこない、CDI 患者を拾い上げることが速やかな
感染対策を実施につながります。今回のガイドの改訂では感染源および感受性者のリスク軽減について、この Diagnostic Stewardship（DS）
の考え方を「CDI の感染管理の総論」ならびに「Antimicrobial Stewardship（AS）活動」の Clinical Question（CQ）の項に追加します。ま
た「総論」にリスク因子として記載されている制酸剤に、近年使用頻度が増加しているカリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB）
を追加することにしています。
感染経路対策では、環境消毒に実臨床の場で使用されているペルオキソ一硫酸カリウムに関する CQ を新たに追加するとともに、「医療従事
者の手指衛生」に関する CQ をより明確にするとともに、「患者ケア時のガウン着用」についての CQ では長袖と袖なしに分けて記載、「患
者の退院後の病室の清掃」に関する CQ の項ではターミナルクリーニングの用語を明記するなど、明解で誤解しないように修正を加える予
定です。これらを踏まえ、ガイド冒頭に掲げた「CDI を疑う感染性下痢症における感染対策のフローチャート」を修正します。さらに各 CQ
のエビデンスレベル・推奨度も見直し、図表やイラストを追加して読みやすくなるよう改訂作業を進めています。
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委員会企画1 ［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］
CP1-3 CDI アウトブレイクへの対応

広島大学病院 感染制御部
森 美菜子（もり みなこ）

【はじめに】
C. difficile Infection（CDI）は院内感染対策において重要な感染症である。アウトブレイク発生時の対応について述べる。

【CDI 患者の早期発見】
CDI 患者との同室患者の発症リスクは高いことから、対応の遅れによってアウトブレイクに繋がりうる。そこで、下痢症患者を早期に発見
し CDI 診断につなげることが重要である。なお、トキシン検査は偽陰性があることから、GDH 陽性トキシン陰性の場合、NAAT 検査の活
用が望ましい。アウトブレイク時に無症候の入院患者のスクリーニング検査を行う必要はない。職員の下痢症状への危機意識を高め、有症
状時の迅速な対応を教育することが再発予防策にもつながると考える。

【感染経路の分析】
新規発生を抑えるためには感染経路の分析が必要である。C. difficile は排泄物の中に含まれ、接触感染と糞口感染をすることから、排泄ケア
や経管栄養管理における感染対策実施状況と、ケアに用いる共有物品の洗浄・消毒の状況を確認し、ケアの見直しにつなげる。感染源と考
えられる環境等があれば環境培養調査を行うことも考慮される。

【感染経路の遮断】
CDI 患者は個室またはコホート管理とし、下痢症状消失後 48 時間が経過するまで接触予防策を行う。感染者の陰性確認のための検査は不要
である。なお、芽胞菌でありアルコールが効かないため、患者ケア後は石鹸と流水での手指衛生が必要であること、環境清掃には次亜塩素
酸ナトリウムを用いることが、通常の接触予防策と異なることに注意を要する。加えて、バンドルアプローチの実施による感染対策強化と、
これらの対策が適切に実施できているかの確認を行うことで、さらなる拡大を防ぐ。また、C. difficile は環境中に長期間生存し、環境を介し
た感染も起きうることから、退室後の環境清掃には紫外線照射などの活用も効果的である。

【結語】
CDI アウトブレイクは、CDI 患者の早期発見、感染経路の分析と遮断が重要である。実施しているケアを見直し再発予防策につなげるとと
もに、感染対策遵守率向上のための教育が重要である。

委員会企画1 ［C. difficile 感染対策ガイドライン策定委員会］
CP1-4 Clostridioides difficile 感染症対策ガイド改訂のポイント：環境消毒

愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座
三鴨 廣繁（みかも ひろしげ）

Clostridioides difficile 感染症（CDI）は、医療関連感染の中でも再発率・重症化率が高く、感染制御上の重要な課題である。近年、CDI の環
境中での持続性と芽胞の拡散が再感染や医療施設内アウトブレイクの要因として注目されており、環境消毒の重要性が改めて認識されてい
る。医療施設における消毒薬の基本となっているアルコールが芽胞に対して効果を示さないことが感染対策を困難にしていることが要因の
一つであるが、その観点からも環境消毒という概念が CDI 感染対策においては浸透している。本講演では、感染対策ガイドライン改訂にお
ける「環境消毒」の要点について概説する。特に、次亜塩素酸ナトリウム、紫外線、過酸化水素噴霧、次亜塩素酸水などの消毒薬の選択と
是非、具体的な使用法、接触表面の清掃頻度、消毒対象区域の範囲、電子機器等の特殊表面への対応、ならびに清掃スタッフの教育・監査
体制の整備について、エビデンスと実践の両面から述べる。最後に、芽胞除去に焦点を当てた清掃マニュアルの構築と、感染拡大を防ぐた
めの医療施設内標準化の必要性についても言及し、実践的な感染対策の構築を目指したい。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－280－

委員会企画2 ［教育委員会］
CP2-1 インタラクティブ講演 HHSAF「5の要素：組織文化」の解説

川崎市立看護大学大学院 看護学研究科
川上 和美（かわかみ かずみ）

WHO 手指衛生多角的戦略を施設内で推進するためのツールとして、手指衛生自己評価フレームワーク（hand hygiene self-assessment
framework：HHSAF）がある。HHSAF は施設内の手指衛生推進と実施状況を「5 つの要素」で分析する系統的なツールであり、27 項目の
指標（質問項目として 51 項目）で構成される。「5 つの要素」とは、1．物品設備（system change）、2．研修教育（training/education）、3．
測定評価（evaluation and feedback）、4．現場掲示（reminders in the workplace）、5．組織文化（institutional safety climate）である。HHSAF
を用いて各質問項目のスコアをつけることで施設内の手指衛生の課題を明らかにし、行動計画立案・実施・評価に活用する。職員の手指衛
生への動機づけを図り、組織全体で WHO 手指衛生多角的戦略を推進するには、手指衛生を優先事項と位置づける組織文化を醸成し、管理
者による継続的な支援が基盤となる。HHSAF「5 の要素：組織文化」は、リーダーシップ、キャンペーン、現場のモチベーション向上の工
夫等、手指衛生実践の文化を効果的に醸成するための要素であり、以下の 6 指標による 17 の質問項目にスコアをつけ、100 点満点の合計点
で評価する。
5.1 手指衛生チームの任命や活動時間の確保
5.2 施設管理職の手指衛生改善への支持支援の明確な意思表明（院長・診療部長・看護部長の支持）
5.3「5/5 手指衛生の日」における施設の取り組み
5.4 全部門での手指衛生リーダー任命・ロールモデルの表彰と活用
5.5 手指衛生推進への患者の参加
5.6 各現場における継続的な改善を支援する取り組み
では、「5 の要素：組織文化」のスコアの現状はどうであろうか。2019 年に WHO が行った HHSAF の国際調査（de Kraker MEA, et al., 2022）
では、90 か国（WHO 加盟国の 46％）3,206 医療施設の回答で、「5．組織文化」のスコアが最も低いことが報告された（中央値 55、IQR 35-
75）。日本の J-SIPHE 年報 2023 では、340 施設の集計データで「5．組織文化」が最も低い結果であった（中央値 30、IQR 15-50）。
本セッションでは、参加者の皆様とともに HHSAF「5 の要素：組織文化」のスコアをつけながら、各質問項目とスコアの評価について解説
を行い、施設の手指衛生組織文化の醸成に向けた課題や改善策を考えていく。

委員会企画2 ［教育委員会］
CP2-2 日本における手指衛生の課題―「実装科学」の視点―

国立病院機構 下志津病院
鈴木 由美（すずき ゆみ）

2023 年の J-SIPHE の年報で報告された手指衛生自己評価フレームワークの「5 の要素」のスコアや、国内のアルコール手指消毒剤消費量は、
WHO のグローバルレポートによる高所得国の同スコアやヨーロッパ諸国の同消費量と比較すると明らかに低い。一方 AMR による疾病負
荷は、ヨーロッパ諸国よりも高い。2022 年の WHO/OECD による G7 加盟国の感染管理レポートでは、現在の日本の課題として、「多角的な
取り組み、および実装科学の導入」があげられている。多角的な取り組みとは、WHO 手指衛生多角的戦略における「5 つの要素」について
かたよりなく取り組む、といったことであるが、「実装科学の導入」とは何を意味するのか。
実装科学とは、保健医療従事者が他職種や患者、地域コミュニティなどの多彩な関係者（ステークホルダー）と協働して、エビデンスに基
づく介入（Evidence-based intervention：EBI）を臨床活動に落とし込む学問である。ガイドラインが出されても、それが日常診療で患者の
健康アウトカムの向上に貢献するまでに長時間を必要とし、「エビデンス・プラクティス・ギャップ」と表現される。このギャップを短くす
るためには、EBI を実施する医療従事者など、多彩な関係者の行動変容を促す実装戦略を積極的に立案した上で、戦略の効果を検証する実
装研究に取り組むことが必要とされる。実装研究のための統合フレームワーク（Consolidated Framework for Implementation Research：
CFIR）の項目は、WHO 手指衛生多角的戦略の「5 の要素」に含まれる内容と、その多くが重複する。そしてこれらの項目は、集団に新し
いことを普及するにしても、個人の行動変容を促すにしても、欠かすことのできない重要な内容である。
また CFIR の項目として、適応（Adapt のしやすさ）、文化、といった項目も含まれる。WHO 手指衛生多角的戦略の導入も、現地の文化を
考慮して Adapt することが推奨されている。国の文化による価値観の違いを定量評価する方法としてホフステードの「国民文化 6 次元モデ
ル」があり、現在はビジネス領域で事業の海外展開の際などに活用されている。2021 年の Borg らによる報告では、ヨーロッパ諸国のベン
チマーキングデータによる MRSA 発生率と同モデルのスコアとの関連を調べたところ、6 つの次元のうち 3 つに有意な相関が認められた。
特に「不確実性回避」については強い関連があることが示唆された。日本は「不確実性回避」スコアが非常に高く、感染管理における介入
でも、この特徴をよく考慮することが重要である。
WHO 手指衛生多角的戦略を学び実践することで、感染管理領域における多角的な取り組み、そして「5 の要素」に多数含まれる実装科学の
視点について習熟できる。国内の多くの施設で、日本の文化に適合した形でこの戦略が導入され、成果が報告されることで、手指衛生の遵
守率の向上、さらには感染管理領域の実装科学の発展にもつながることが期待される。
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委員会企画2 ［教育委員会］
CP2-3 感染管理と実装科学のクロスロードとしての手指衛生多角的戦略

東京科学大学 統合臨床感染症学分野
岡本 耕（おかもと こう）

医療現場における手指衛生を推進する重要なツールとして用いられている WHO 手指衛生多角的戦略は 2009 年に発表された。翌年に発表
された手指衛生自己評価フレームワーク（Hand Hygiene Self-Assessment Framework：HHSAF）については、現在国内でも認知および使
用が広がっている。個々の医療従事者における手指衛生の行動には実に様々な要素が影響していることが分かっており、組織レベルでの持
続的な実装につなげるためには必然的に単一の戦略ではなく、多角的戦略が必要となる。

WHO の手指衛生多角的戦略は、行動科学や実装科学など幅広い分野の知見を基に緻密に作り上げられた戦略であり、WHO では多角的戦略
をその後感染管理全体に広げていっている。2016 年に国および急性期医療施設レベルでの感染予防・管理プログラム中核的要素に関するガ
イドライン、2018 年にガイドライン実施支援の暫定実装マニュアル、感染予防・管理評価フレームワーク（Infection prevention and control
assessment framework：IPCAF）を発表している。

HHSAF と IPCAF には、概念的に類似した項目が複数あり、組織文化の項目もその一つである。2019 年に国内で実施された多施設での調査
では、残念ながらその他の項目に比べ組織文化の点数は低いことが明らかになっており、組織文化の醸成は手指衛生のみならず感染管理を
改善していく上で重要な課題となっている。手指衛生、感染管理はその性質上、実装科学の知見を活用するのに適した領域である。組織文
化を含む手指衛生や感染管理全体を実装科学の観点から俯瞰しながら、現状の課題を考え、今後の改善にどうやってつなげられるか参加者
の皆さんと考えてみたい。

委員会企画2 ［教育委員会］
CP2-4 自己評価フレームワークで伸びしろ発見！多角的評価を活用した小児専門病院で

の手指衛生遵守率向上の取り組み実践報告
千葉県こども病院 感染管理室1）、千葉県こども病院 感染症科2）

○前田佐知子（まえだ さちこ）1）、星野 直1,2）

背景：2017 年に、NICU で発生した MRSA アウトブレイクの教訓から、感染対策チームでは手指衛生推進活動に力を入れてきた。しかし、
手指衛生遵守率は伸び悩んでいた。流行性ウイルス疾患の散発的アウトブレイクや MRSA の断続的な集積事例が発生し、期待した成果には
結びつかなかった。演者は、2022 年に着任後、薬剤耐性菌やウイルス疾患の集積事例の対応をする中で、組織的・戦略的な取り組みの重要
性に気づいた。感染対策チームで検討し、手指衛生推進活動の取り組みの行き詰まり感を改善するため、2023 年度から WHO 手指衛生多角
的戦略を導入することになった。自己評価フレームワークを活用し、改善に取り組んだ 2 年間の歩みについて報告する。
内容：当院は、2019 年ごろから病院幹部を巻き込んだ手指衛生直接観察を行っており、ICT スタッフやリンクナースとともに、年間 1 万場
面程度、観察を行ってきた。さらに、全職員を対象とした年 2 回の院内感染対策研修会に加え、年 1 回以上の手指衛生手技・個人防護具着
脱演習等も実施していた。一方で、遵守率の改善の停滞や、アウトブレイク発生による病棟閉鎖が多く発生していた。2022 年に、手指衛生
推進活動のアウトカムの改善を目指すヒントを得たいと考え、指導者トレーニングに参加した。研修後、関係者と自己評価フレームワーク
の採点を行ってみると、242.5 点初級レベルであり、現場掲示と組織文化が低く、多角的な取り組みの必要性が明確になった。これまでの取
り組みに追加し、病院長の決意表明と組織全体への呼びかけ、掲示物の改善、現場のロールモデルの認定と部署の風土に合わせた活動を推
進し、年度ごとに評価し、活動の強化ポイントを定めるとともに、手指衛生推進の働きかけを切れ目なく、多角的かつ組織的に実践する仕
組みとし、現在も活動を継続している。
成果・考察：2019 年の手指衛生遵守率は 55.1％ であり、2020 年から 2022 年までの遵守率は、それぞれ 57.5％、55.5％、67％ だった。取り
組みを開始した 2023 年は 69.7％、2024 年は 74.7％ で推移している。自己評価フレームワークの結果は、2023 年度末に 357.5 点、2024 年度
末は 377.5 点となった。院内感染発生状況は、2023 年度のアウトブレイク対応は 6 件、病棟閉鎖期間が延べ 10 日間であり、2024 年度は、ア
ウトブレイク対応が 3 件、病棟閉鎖期間は延べ 6 日間であった。手指衛生遵守率の改善とともに、感染症アウトブレイクの発生時も小規模
化しつつある。
今後の課題：WHO 手指衛生多角的戦略導入 3 年目は、手指衛生教育が年度途中採用職員に実施できるようにすること、直接観察者の研修・
評価の実施、ポイントオブケアへの手指消毒剤の配置などの課題の改善に着手している。改善活動を持続的にするために、人材開発の取り
組みをすること、最も重要な課題は、薬剤耐性菌やウイルス疾患による感染アウトブレイクを最小化する目的を見失わず、組織全体で改善
し続けることである。
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委員会企画2 ［教育委員会］
CP2-5 自己評価フレームワーク 5の要素「組織文化」と「多角的な取り組み」の相乗効

果
独立行政法人国立病院機構 下志津病院 看護部
森野 誠子（もりの もとこ）

【背景】当院は、自己評価フレームワーク（HHSAF）を活用しながら WHO 手指衛生多角的戦略に取り組んできた。今回は、HHSAF の 5
の要素「組織文化」に注目し、「多角的な取り組み」が現場主導で継続的に展開できる体制づくり、そして全部署が主体的に参画し、自部署
の文化として手指衛生の取り組みが根付くための方策について報告する。

【内容】2014 年に WHO 手指衛生多角的戦略を導入し、「導入の手引き」に書かれている「必要最低限項目」から着手する、「HHSAF に含ま
れないことは重視しない」など、明確な優先順位を持たせて取り組みを開始した。また障害者病棟を持つ病院であり、非医療職の職員も多
く在籍し、療育を重視する文化があることから、このような文化にあったキャンペーンを企画した。導入にあたり、院長の支持を得て院内
感染防止対策委員会で決議し、病院全体で取り組むこととした。また、現場リーダーとしての役目を担う感染対策マネジャー部会を立ち上
げた。同部会では、ICT 主導で設定した病院としての年度目標およびキャンペーン内容に沿って、各マネジャーが自部署の課題に応じた活
動を行い、部会内で具体的な取り組み内容を共有する仕組みとした。ここで「取り組み発表テンプレート」を用いることで取り組み方を標
準化し、マネジャーの負担感を軽減した。また、伸び悩む病棟を「ハイリスク病棟」として選定し、1 か月集中的に ICT が支援することと
した。これにより、その部署がアウトブレイクを起こす前に手指衛生に「本気で取り組むきっかけ」を作った。ここではその部署の文化と
して手指衛生を根付かせるような取り組みを促し、翌月の部会で取り組み内容の共有をおこなった。導入開始から 2 年間は ICT 中心に
HHSAF を基盤とする院内全体の体制整備が中心だったが、3 年目からマネジャー中心の取り組みを本格化させた。6 年目からは、毎年マネ
ジャー向けに多角的戦略について講義を実施し、病院としての多角的な取り組みについて共有、部署レベルでもこの応用を促した。9 年目に
は、成果を出す部署の多くが HHSAF に沿った多角的な取り組みを行っていることが明らかとなり、10 年目からはテンプレートを改訂し全
部署が「5 つの要素」に基づいて「5 つのステップ」に準拠した活動ができるように整備した。

【成果考察】HHSAF を基準に、自施設の文化にあった形で、現場が楽しく負担感なく主体的に取り組みを継続できる体制を整備してきた。
これにより、各マネジャーのモチベーション向上と行動の後押しをしながら、徐々に取り組みの主体を現場へと委譲することができたと考
える。

委員会企画3 ［消毒薬評価委員会］
CP3-1 臨床での活用法を考える～「生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生2023」をご

存知ですか？～
長崎大学病院薬剤部
中川 博雄（なかがわ ひろお）

これまでに多くの手指消毒薬が発売されているが、主成分のみならず含有される保湿剤なども多種多様であり、医療従事者は製品選定に難
渋してきた。これまでは、幾つかの製品を使い比べてみて、コスト面や使用感を重視した手指消毒薬の選定が行われてきたものと思われる。
2011 年に日本環境感染学会消毒薬評価委員会より、生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生 2011 が策定された。これにより、日本における
生体（手指）を対象とする消毒薬の有効性評価の基準が標準化された。その後 10 余年を経て、新しい知見や欧米の評価法と有効性基準の改
定を鑑み、指針は 2023 年版（以下、手指衛生の評価指針）に改定された。手指衛生の評価指針が改定されたことで、製品開発側だけでなく、
製品を利用する医療従事者側にとっても製品比較が容易となった。さらに、医療施設が独自に外部委託で製品の効果を調査する方法もある。
近年、国内でも手指衛生の評価指針に準拠し、有効性の評価を受託できる試験施設が増えつつある。今後は医療従事者が手指消毒薬を評価
する上で、対象製品が手指衛生の評価指針に従った試験法で評価を実施しているかどうかを選定のポイントとして重視すべきである。本シ
ンポジウムでは、手指衛生の評価指針の臨床での活用法について考えるとともに、今後の課題について議論したい。
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委員会企画3 ［消毒薬評価委員会］
CP3-2 企業での活用法：生体消毒薬―手指消毒剤について―

サラヤ株式会社1）、東北大学2）

吉田 葉子（よしだ ようこ）1,2）

欧米では、生体消毒薬、特に手指消毒剤に関して、公的な標準試験法と有効性基準が整備されており、これらは医療現場での使用において
均質で信頼性の高いエビデンスとして活用され、医療関連感染の予防・制御に貢献している。
一方、日本では手指消毒剤の製造販売には厚生労働省の承認が必要であるが、後発品として一般用医薬品や医薬部外品の申請をする際には
殺菌力試験の提出が必須ではなく、各メーカーが独自に設定した試験法・基準に基づいて評価を行っているのが現状である。
手指消毒剤の主成分はエタノールであり、一般に 60～80vol％の濃度で配合されているが、手荒れ対策として保湿剤などを加えた製品が多
い。近年ではエタノール未配合または濃度を抑え他の殺菌剤を添加した製剤もみられる。さらに、ジェル剤では増粘剤、フォーム剤では界
面活性剤、持続効果を謳う製剤ではクロルヘキシジングルコン酸塩やベンザルコニウム塩化物などが配合されており、これら添加物が殺菌
力に影響を及ぼす場合もある。
また、殺菌力の評価法にはスタンプ法、Time-Kill 法、グローブジュース法などがあり、それぞれの手法や条件の違いによって結果にばらつ
きが生じるため、企業が提示する試験結果のみでは製剤間の有効性を客観的に比較することが困難であるという課題がある。
こうした背景を踏まえ、日本環境感染学会・消毒薬評価委員会は 2011 年に「生体消毒薬の有効性評価指針：手指衛生 2011」を策定し、さら
に新たな科学的知見や欧米の評価基準の改定を反映して、2023 年には第 2 版を発行した。
COVID-19 パンデミック以降、一般市場においても多様な手指消毒剤が流通するようになり、医療機関や消費者による製品選択が一層複雑化
している。特に医療機関で使用される製剤には、患者安全の観点から一定水準以上の品質と殺菌効果が求められるため、企業側においても
本指針を活用した製品開発・有効性評価が、医療現場からの信頼獲得および感染制御への貢献に直結する。
本セッションでは、国内外の規制動向の比較、製剤タイプごとの殺菌力の違い、医療現場における使用実例を交えながら、企業における有
効性評価指針の活用について具体的に紹介する。

委員会企画3 ［消毒薬評価委員会］
CP3-3 消毒薬評価指針の活用法を考える 企業での活用法2（環境消毒薬）

丸石製薬株式会社 研究本部
奥西 淳二（おくにし じゅんじ）

これまでに日本環境感染学会消毒薬評価委員会は、医療機関で使用される医薬品の消毒薬を主な対象として、その有効性に関する評価指針
を 3 種類策定している。これらは、欧米において消毒薬の均質で信頼性の高いエビデンスとして活用され、製品の承認申請や認可登録の際
に有効性評価の根拠として用いられる場合がある公的標準試験法および有効性基準を参考にしている。日本では、消毒薬を製造販売する企
業が有効性評価を行う場合、独自に構築した試験法や海外の試験法を参考にするなど、評価法が企業ごとに異なるのが実情である。また、
日本の医薬品承認申請レギュレーション上、いわゆる後発品の承認申請資料には、微生物に対する有効性を示すデータ（薬効を裏付ける試
験成績など）の添付は必須とはされていない。そのような要因により各社が取得した有効性データを比較することは困難な状況にある。医
療機関において消毒薬を選定する際には、添付文書情報、剤型などの製剤特性、希釈の要否といった利便性、価格、容器デザインといった
要素が比較材料となりうるが、これらに加えて有効性に関するデータを参照できるようにすることは、医薬品の適正使用を推進するために
企業が貢献できる役割の一つと考えられる。
また、日本環境感染学会消毒薬評価委員会が策定した指針は、欧米で使用実績があり、国際的な学術誌などでも採用されている標準試験法
を参考にしており、ベンチマークとしての信頼性が高いこと、標準試験法に従って試験を行うことにより一定の再現性が得られることが期
待されるため、企業にとっては製品開発時のターゲットプロファイルの検証や製品コンセプトの明確化の手段としても活用することが可能
である。
以上のような背景を踏まえ、消毒薬評価指針 環境消毒薬に関する企業での活用法として、医薬品情報提供活動での利用、製品開発を行う際
の試験条件設定根拠としての有用性、薬事承認申請での利用可能性に加え、指針の啓発活動などの事例紹介をする。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－284－

委員会企画4 ［多剤耐性菌感染制御委員会］
CP4-1 薬剤耐性菌アウトブレイク対応のサイエンスと文化

秋田大学医学部附属病院 感染制御部1）、秋田大学医学系研究科附属感染制御総合センター2）

嵯峨 知生（さが ともお）1,2）

薬剤耐性菌の制御は感染制御における最重要課題の一つであり、薬剤耐性菌の院内感染が社会問題となり始めた時代に設立された環境感染
学会の歩みと表裏一体である。「効くはずの薬が効かない」耐性菌は、患者の予後を悪化させ、治療選択肢を狭め、医療費を増大させてしま
う。このため耐性菌アウトブレイクは由々しき事態であり、患者らの不利益となり、発生した医療機関の社会的信用をも下げてしまう。
耐性菌にはそれぞれ個性がある。分子疫学的手法が発達して耐性菌をゲノムレベルで理解することが可能となった現在、我々の目の前に現
れる耐性菌は抗菌薬を投与された患者体内で選択されるのみならず、すでに耐性化した系統が国や地域を超えて伝播している場合も少なく
ないことがわかってきた。さらに抗菌薬開発以前から耐性菌が存在していたという事実は薬剤耐性菌の制御への本質的な問いを投げかけて
いるようにも感じられる。
これらの知見は耐性菌アウトブレイク対応における理にかなった対応を前進させてきた一方で、耐性菌アウトブレイクは依然として感染制
御上の大きな課題であり、しばしば大きな困難を伴うという状況には変わりがない。
本演題では、アウトブレイク対応におけるサイエンスと文化について、これまでの知見を振り返りながら皆様とともに将来を展望すること
ができればと考えている。

委員会企画4 ［多剤耐性菌感染制御委員会］
CP4-2 微生物検査のサイエンスと文化

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学
○小佐井康介（こさい こうすけ）、栁原 克紀

薬剤耐性菌は感染対策の中でも特に深刻な課題の一つである。その脅威は個々の医療機関のみならず世界的な公衆衛生上の問題であり、医
療従事者にとって確実かつ継続的な対応が求められている。薬剤耐性菌の拡大を抑制するためには、科学的根拠に基づいて対策を講じると
ともに、それを医療現場の実践に根づかせ文化として定着させることが重要である。なかでも微生物検査は、感染症の診断や治療方針の決
定、感染対策を立案する上で重要な役割を果たしている。正確な検査とそれに基づく適切な結果の解釈は、抗菌薬の適正使用の推進や感染
予防策の実践に直結する不可欠な要素である。一方で、このような検査の活用には医療現場の文化が大きく影響する。例えば、検体採取の
タイミングや手技、検査結果の報告体制、医療スタッフ間の連携といった日常業務に根ざした行動様式が、検査の精度や感染対策の効果に
結びつく要因となる。薬剤耐性菌に対する感染対策をより効果的なものとするためには、微生物検査の意義を十分に理解し、それを的確に
活かす文化を醸成することが求められる。本講演では微生物検査の基本的な内容から新しい検査法までを概説し、感染対策における活用に
ついて考察する。感染対策の質を高める一助となれば幸いである。
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委員会企画4 ［多剤耐性菌感染制御委員会］
CP4-3 抗菌薬適正使用のサイエンスと文化

高知大学医学部附属病院 薬剤部
浜田 幸宏（はまだ ゆきひろ）

抗菌薬の適正使用は、抗菌薬耐性（AMR）の拡大を防ぐために重要な取り組みである。抗菌薬適正使用支援プログラム（ASP）は、医療機
関において抗菌薬の使用を最適化し、耐性菌の発生を抑制することを目的としている。ASP の実践には、科学的根拠に基づいたガイドライ
ンの遵守と、医療従事者間の協力が不可欠である。
抗菌薬適正使用の科学的側面として、感染症の診断と治療には、適切な薬剤選択、投与量、投与期間等を決定することが含まれる。これに
より、治療効果を最大化し、副作用や耐性菌の発生を最小限に抑えることができる。例えば、感染症の診断には、迅速かつ正確な微生物検
査が重要であり、これに基づいて適切な抗菌薬を選択することが求められる。
抗菌薬適正使用の文化的側面として、ASP の成功には医療従事者間のコミュニケーションと協力が不可欠である。医師、薬剤師、看護師な
どの医療チームが一丸となって取り組むことで、抗菌薬の適正使用が促進される。また、患者教育も重要な要素である。患者に対して抗菌
薬の正しい使用方法や、耐性菌のリスクについて説明することで、患者自身が適正使用に協力する意識を持つことが期待される。
さらに、抗菌薬適正使用の推進には、政策的な支援も必要である。日本では、2016 年に国家プロジェクトとして AMR 対策アクションプラ
ンが開始され、2018 年には抗菌薬適正使用支援加算が新設された。これにより、全国の医療機関で ASP が広がりつつある。また、2022
年度の診療報酬改定では、感染対策向上加算が新設され、中小規模の医療機関やクリニックでもインセンティブが得られるようにもなった。
抗菌薬適正使用のサイエンスと文化は、医療の質を向上させ、耐性菌の拡大を防ぐために不可欠な要素である。科学的根拠に基づいた適正
使用と、医療従事者間の協力、患者教育や卒前・卒後教育、政策的支援が一体となって取り組むことで、持続可能な医療環境が実現される
であろう。

委員会企画4 ［多剤耐性菌感染制御委員会］
CP4-4 日常における感染対策と薬剤耐性菌対策

東京慈恵会医科大学附属柏病院
菅野みゆき（すがの みゆき）

COVID-19 の経験は、日常の感染対策を改めて問い直すこととなった。未知の感染症はある日突然出現し、その存在が判明したときにはすで
に病原体は伝播しているということを思い知らされた。手指を介した伝播を断つ適切なタイミングで手指衛生を行うこと、個人防護具を使
用することによって病原体が存在する可能性のある湿性生体物質から自身を防護かつ患者間の伝播を防ぐこと、物品の清浄化や水回りや空
調などの環境整備を行うことなど、 標準予防策を中心とした感染対策が日頃から当たり前に行う文化として育まれていることが望まれる。
薬剤耐性菌についてもすべての患者に培養検査を行っているわけではないため、潜在的な保菌者に対しては標準予防策で対応していること
となる。標準予防策と薬剤耐性菌が検出されたときの接触予防策が正しい理解のもと実践されることが重要である。
当院における日常的な感染対策を定着させるための取り組みやサーベイランスを含めた薬剤耐性菌対策について発表する。
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委員会企画5 ［マスギャザリング関連感染症対策委員会］
CP5-1 北海道の地域特性から考える感染症対策

北海道立衛生研究所 感染症センター1）、札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座2）

藤谷 好弘（ふじや よしひろ）1,2）

北海道は日本の最北端に位置し、海に囲まれた島である。ほぼ全域が亜寒帯気候に属し、他の地域とは異なる自然豊かな特性がある。国内
外問わず多くの旅行者が来訪し、近年では新型コロナウイルス感染症流行前よりも増加している。特にニセコや富良野などはインバウンド
旅行者が多く、デング熱やチクングニア熱など熱帯感染症の報告も見られる。国際的なスポーツ大会などのマスギャザリングイベントの開
催実績もある。2021 年には東京オリンピックのマラソン競技が札幌市で開催され、その際に札幌医科大学は医療支援を行ったが、現場スタッ
フに髄膜炎菌ワクチンの接種を実施した。冬季にもスポーツ大会や雪まつりなどのイベントが開催されるが、防寒及び建築構造などから

「3 密」になりがちであり、空気や飛沫によって伝播する感染症は流行しやすい傾向にある。新型コロナウイルス感染症の流行初期に冬季イ
ベントにおける感染伝播についても指摘されている。また、感染症の輸入は旅行者だけではない。北海道は外国人の技能実習生や労働者も
多く、近年は結核対策、特に多剤耐性結核に対する公衆衛生対応、医療体制の整備は大きな課題である。今後は麻疹や水痘、薬剤耐性菌な
どの流行も懸念事項である。
一方、北海道は独自の生態系が存在し、北海道特有の人獣共通感染症が存在する。持ち込まれるだけでなく、旅行者が感染することで各居
住地に輸出される可能性もある。北海道が国内唯一の流行地とされるエキノコックスは、多包条虫に感染したキツネによって北海道に流入
し、キツネの移動によって全道に拡散したと言われている。近年、症例数は減ってきてはいるが、都市部においても感染したキツネに遭遇
することがあり、感染リスクの増加が懸念されている。また、ダニ媒介感染症のライム病、新興回帰熱、ダニ媒介脳炎などが見られ、ほぼ
北海道からの報告である。特にダニ媒介脳炎は致命率も高く、神経学的後遺症が見られることが多い。近年、エゾウイルスが発見され、同
ウイルスによる症例が報告されている。北海道立衛生研究所では検査が可能であり、動向をモニタリングしている。また、2023 年には北海
道内の河川等での活動による水系感染が疑われたレプトスピラ症例も報告された。北海道への観光では自然を活用したアクティビティなど
も経験できるが、上記のように特有の感染症のリスクもあり、道外へ移動後に発症する場合があることに留意を要する。
本セッションでは感染症診療や感染管理に従事する方々に知っておいて頂きたい北海道における感染症を臨床、公衆衛生等の観点から紹介
する。

委員会企画5 ［マスギャザリング関連感染症対策委員会］
CP5-2 マスギャザリング関連感染症対策における大学病院の役割

岩手医科大学医学部 臨床検査医学・感染症学講座
仲村 究（なかむら きわむ）

マスギャザリング・イベントにおいては、海外から持ち込まれる病原体による感染症アウトブレイクが発生し易い。2014 年の代々木公園を
中心としたデング熱のアウトブレイクなどがその例であるが、特定のマスギャザリング・イベントが無くとも、近年のインバウンド自体の
増加により想定外の病原体が国内に持ち込まれ、アウトブレイクが発生することが懸念される。岩手県を訪れる外国人観光客数は、令和 4
年に 2 万 3,948 人であったが、令和 5 年には 32 万 7,018 人となり、前年比の約 13.7 倍であった。また、大阪・関西万博など国内他地域での
マスギャザリング・イベントへの参加前後に東北地域を訪れる外国人数が増加する可能性も高い。岩手県においては 28 の県立病院が存在
し、地域医療の中核的な役割を担っている。感染症アウトブレイク発生時には、県内唯一の大学病院として当院にも多くの役割が求められ
るが、いずれの感染症への対策においても、迅速な検査と診断確定は、その後の治療方針決定や、感染制御に不可欠である。それらの検査
には核酸増幅検査を用いた特殊検査も多く存在し、大学病院の検査部門、感染症部門を担う立場として、各医療機関に貢献したいと考えて
いる。更に、マスギャザリング・イベント期間中に自然災害が発生する可能性もあり、県内の感染制御支援チームとの連携体制を構築して
いくことも必要と考えている。これらに向けた当施設での取り組み状況、期待される感染症対策ネットワーク像について述べる。
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委員会企画5 ［マスギャザリング関連感染症対策委員会］
CP5-3 埼玉県東部地区の渡航外来に付随する海外帰国者外来の実態

獨協医科大学埼玉医療センター
○春木 宏介（はるき こうすけ）、本田なつ絵

当院は埼玉県東部に位置し基幹病院として機能している。大学病院としては約 900 床を有し内科外科系診療を行っている。感染症科はなく
臨床検査部医師が感染制御部医師を兼ねており付属越谷クリニックでワクチン接種を中心とした渡航外来を行っている。数多くの渡航外来
がある中、帰国後のフォローがなされていない施設が多いが、当院では渡航外来とは別に帰国後の診療も行っている。渡航外来は 2013 年か
ら開始しているが帰国者外来については 2006 年から開始している。内訳は旅行者下痢症が多いが中にはマスギャザリングで注意すべき疾
患も混在している。感染症病棟はあるものの感染症科はないため外来診療、また入院が必要な場合の病棟確保に関して様々な問題点があっ
た。この講演では今までの経緯と今後の展望、マスギャザリングにおける問題点について当院の実情について述べる。

委員会企画5 ［マスギャザリング関連感染症対策委員会］
CP5-4 立命館アジア太平洋大学（APU）における国際学生を対象とした予防接種歴調査と

感染拡大防止策の取り組み
大分大学グローカル感染症研究センター1）、大分県厚生連鶴見病院APU学生健康管理支援ネットワーク2）、立命館アジ
ア太平洋大学APUヘルスクリニック3）

○西園 晃（にしぞの あきら）1）、河村早奈条2,3）

立命館アジア太平洋大学（以下「APU」）は、大分県別府市に 2000 年に開学し、在籍する学生の約半数が国際学生というグローバルな大学
で、大学の保健室である APU ヘルスクリニックが、国際・国内学生に対する入学前からその後の健康管理を行っている。国内学生を含め
112 か国から約 6,000 人の学生が集うキャンパスでの健康管理は、まさにマスギャザリングにおける健康管理といえよう。ヘルスクリニック
では 2014 年に国際学生に麻疹疑いの事例が発生したことから、「全学生の麻疹、風疹の記録を整備するように」という管轄保健所の指導で、
開学時から書面で行っていた入学前の麻疹、風疹に関するワクチン接種歴調査を 2015 年からデータ化し、接種歴・回数の確認や接種回数が
足りない学生を対象に抗体価の把握や追加接種の推奨を行っている。麻疹、風疹に関しては 2 回のワクチン接種が国際的にも求められてい
るため、調査は麻疹、風疹予防接種歴調査票を用い、（1）2015～2018 年は「麻疹、風疹の両方もしくはどちらかの接種歴 1 回のみ」の学生
を対象に血清 ELISA 抗体価の測定を行い、麻疹では陰性域［1.9 IU/mL 未満］の学生が 2.9％、風疹では 13.8％ であった。（2）2018 年以降
は「両方もしくはどちらかの接種歴が無い、もしくはわからない」学生を対象に抗体調査を行い、それぞれ 21.0％、17.3％ の学生が抗体価
陰性域であった。（1）（2）いずれの調査でも、記録・記憶無しの学生であっても、ほぼ 80％ 以上の学生が陽性域［4.0 IU/mL 以上］の抗体価
は有していた。また国際学生と国内学生での抗体保有率の有意な差は認められなかった。感染症リスクが様々な世界各国から青壮年が多く
集まるような状況下では感染力が強く、集団の中で空気・飛沫を介して容易に広がりやすい感染症（麻疹、風疹、COVID-19、髄膜炎菌感染
症）への欠かせない対策として、ワクチン接種による集団免疫の獲得が必要である。渡日前にできる限り小児期からの予防接種状況の記録
や抗体価の確認、追加接種の推奨などを進めることが何よりも必要になる。
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委員会企画6 ［JHAIS委員会］
CP6 サーベイランス集計結果報告および事例判定解説

座長のことば
森兼 啓太（もりかね けいた）
山形大学医学部附属病院 検査部・感染制御部

針原 康（はりはら やすし）
東和病院

日本環境感染学会 JHAIS 委員会は、本邦における質の高い医療関連感染サーベイランスの普及および全国集計によるベンチマークデータ
の提示を通して、各施設が行う医療関連感染対策を支援することを目的として活動しています。
現在、手技関連感染に分類される手術部位感染（SSI）サーベイランスと医療器具関連感染サーベイランス（ICU および一般病棟での尿道留
置カテーテル関連尿路感染（CAUTI）、中心ライン関連血流感染（CLABSI）、人工呼吸器関連肺炎（VAP）、人工呼吸器関連イベント（VAE）
と NICU での CLABSI、VAP）に関して、診断定義と方法を定めて、それに基づいたサーベイランスの普及に努めています。
本シンポジウムでは、前半にサーベイランスデータの全国集計結果を報告し、後半は具体的な事例を提示して感染症例判定に関する解説を
行う予定です。今回の企画が、会員の皆様に医療関連感染サーベイランスに関しての有用な情報を提供できる機会となれば幸いです。

委員会企画7 ［ワクチン委員会］
CP7-1 インフルエンザワクチン

慶應義塾大学 小児科学1）、慶應義塾大学病院 感染制御部2）

新庄 正宜（しんじょう まさよし）1,2）

【要点】医療関係者は、毎年 1 回、12 月中旬までを目安に不活化インフルエンザワクチンを接種する。
60 歳以上であれば、2025 年秋に発売予定の、高用量の不活化インフルエンザワクチンも選択肢となる。2024 年秋から使用されている経鼻生
ワクチンは 19 歳以上には適応がない。

【インフルエンザとは】インフルエンザウイルスによる、潜伏期 1～3 日程度の呼吸器感染症である。症状として、突然の高熱、咽頭痛、頭
痛、筋肉痛、倦怠感などで始まり、呼吸器症状や消化器症状を伴う。診断としての迅速抗原や PCR などの検査（保険診療内）、治療として
の抗微生物薬（保険診療内）、予防としてのワクチン（一部定期接種）、曝露後予防としての抗微生物薬、すべてが公式に承認されている、
唯一の感染症である。

【ワクチンの意義】1）医療従事者本人を予防するほか、2）患者（特に接種できない患者や接種に免疫応答しない患者）が罹患したり合併症
を併発することを予防したり、 3）勤務可能な医療従事者の減少を抑える（→周囲の医療者の業務負担を増やさない）ことなどにもつながる。

【接種の対象】いわゆるワクチンの接種不適当者以外は、妊婦や免疫不全者含めて全関係者対象となる。年内にすでに罹患した場合や、秋の
接種を逃した場合でも、その後に別の型の流行がありうる（例：3 月に B 型）ため、シーズン中気づいたときに接種することを勧める。出
張などで海外に渡航する際には、その流行に合わせて渡航の 2 週間前までに接種しておくことを提案する。

【ワクチンの有効性】インフルエンザワクチンには、A（H1N1）pdm09、A/H3、B 型の成分が含まれている。これまでの不活化インフルエ
ンザワクチンの有効性は、シーズン、型や亜型によって大きく変わり、医療関係者の年齢層でも 0～90％ と幅があるものの、総合して 40％
程度の効果（接種した集団で発症する率は、接種しない集団で発生する率の 60％ 程度になる）と考えられる。ワクチン免疫が持続しないこ
と、予測される流行株が毎年異なることから、毎年接種が必要である。なお、高用量インフルエンザワクチン（2025 年秋に発売予定）は、
標準用量ワクチンと比較して、軽症のインフルエンザ発症だけでなく、肺炎、その他呼吸器・心血管疾患による入院に対する有効性を示す
エビデンスが得られてきた。

【副反応】主な副反応は局所反応である。これまでの不活化インフルエンザワクチンは製造する過程で有精卵が使われ、日本製のワクチン 1
mL に含まれる可能性のある鶏卵タンパクは数 ng（ナノグラム）とごく微量であり、これをもって卵アレルギー患者に接種できないわけで
はない。

【費用の負担】それぞれの施設で検討する。
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委員会企画7 ［ワクチン委員会］
CP7-2 RSウイルスワクチン

愛知医科大学医学部 臨床感染症学講座
三鴨 廣繁（みかも ひろしげ）

RS ウイルス（RSV）の疾病負荷は、小児のみならず、成人においても大きい。組換え RS ウイルスワクチンは、日本では 2023 年 9 月（販売
名：アレックスビー筋注用）と 2024 年 1 月（販売名：アブリスボ筋注用）に医薬品医療機器法に基づいて製造販売承認され、アレックス
ビーⓇ筋注用は 2024 年 1 月から、アブリスボⓇ筋注用は 2024 年 5 月から販売され、接種が可能となった。アレックスビーⓇ筋注用はアジュバ
ントを含有する組換えサブユニットワクチンで、50 歳以上の RS ウイルスによる感染症が重症化するリスクが高いと考えられる者（慢性肺
疾患、慢性心血管疾患、慢性腎臓病又は慢性肝疾患、糖尿病、神経疾患又は神経筋疾患、肥満、前記以外で、医師が接種を必要と認めた者）
に適応があり、専用溶解液で抗原製剤を溶解したのち、0.5mL を筋肉内に接種する。アブリスボⓇ筋注用は RS ウイルス A 型および B 型の両
方を含む二価ワクチンで、妊娠 24 週から 36 週（妊娠 28 週から 36 週の方が有効性が高い）の妊婦および 60 歳以上の高齢者に適応があり、
0.5mL を筋肉内に接種する。医療従事者の RS ウイルスワクチンの接種対象は、原則として 60 歳以上の医療関係者であるが、新生児集中治
療室（NICU）に勤務する小児科医、看護師、薬剤師等、産科に勤務する産婦人科医、助産師、看護師、薬剤師等は接種を推奨する。・RSV
ワクチン接種を希望する妊娠中の医療関係者は、アブリスボⓇ筋注用を妊娠 24 週から 36 週に接種する。

委員会企画7 ［ワクチン委員会］
CP7-3 エムポックスワクチン

高知大学 医学部 臨床感染症学講座
山岸 由佳（やまぎし ゆか）

【エムポックスとは】オルソポックスウイルス属に属するエムポックスウイルスによる感染症で、当初はカニクイザルで発見されたためサル
痘と名付けられたが、現在はエムポックスという名称である。2022 年以降世界的な流行が発生しており、日本では 4 類感染症に指定されて
いる。2024 年 8 月 14 日、世界保健機関（WHO）の緊急委員会が開催され、コンゴ民主共和国及び周辺国におけるエムポックスの急激な感
染拡大について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）が宣言された。【ワクチンの意義】ヒトからヒトに接触感染（直接的、
間接的）や飛沫感染で、また動物からヒトへ 傷を含む接触感染や感染動物の喫食で感染するとされる。曝露により発症したり重症化する
ことが報告されているため予防法としてワクチン接種を推奨する。日本では、LC16m8 ワクチンが 2022 年 8 月によるエムポックスの予防と
して承認されている。【接種の対象】LC16m8 ワクチンの接種対象者として、曝露後ワクチン接種（PEPV）と一次予防（曝露前）ワクチン
接種（PPV）があげられる。曝露後ワクチン接種（PEPV）にの対象は、適切な個人防護具を着用せずに患者の皮膚、粘膜、体液、呼吸器飛
沫、体液に汚染された物質（寝具など）に触れた可能性のある人が想定される。発症リスクと重症化予防を目的として、曝露後 14 日以内

（理想的には曝露後 4 日以内）かつ発症前に接種が推奨される。現時点でワクチンが広く一般流通していないことからリスク評価に基づく優
先接種が必要で、接触状況による感染リスクのレベル中以上が推奨される。また一次予防（曝露前）ワクチン接種（PPV）には、曝露する
高リスク者として、エムポックス患者に接する可能性のある特定の医療関係者（患者の主治医など）、エムポックスウイルスを取り扱う臨床
検査技師や検査担当者、保健所職員などが推奨される。【ワクチンの有効性】ヒトを含む投与前後で、中和抗体が誘導される。【副反応】予
想される重大な副作用として、ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）、熱性けいれん（0.1％ 未満）、その他の副反応として、
接種部位の炎症反応、発熱、腋窩リンパ節腫脹、倦怠感、掻痒感、蕁麻疹、頭痛、筋肉痛様の 痛、自己接種、副痘、種痘疹などがある。

【その他】現在安全性、有効性を評価する臨床研究が実施されている。
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委員会企画7 ［ワクチン委員会］
CP7-4 腸チフスワクチン

慶應義塾大学医学部 小児科学1）、慶應義塾大学病院 感染制御部2）

新庄 正宜（しんじょう まさよし）1,2）

【要点】医療関係者は、Salmonella Typhi への曝露リスクがある地域へ渡航する医療関係者に対し、渡航 1～2 週間以上前に 1 回、さらに滞
在する場合は 2～3 年ごとに追加で、精製 Vi 多糖体腸チフスワクチン（不活化ワクチン）0.5mL を、筋肉内あるいは皮下に接種することを
推奨する。

【腸チフスとは】腸チフスは、非常に強毒かつ侵襲性の腸内細菌であるチフス菌（一般的に Salmonella Typhi）を原因菌とする急性全身性感
染症である。潜伏期間は通常 7～14 日で、潜伏期間後高熱、頭痛、全身のだるさ、高熱時に数時間現れる胸や背中、腹部の淡いピンク色の
発疹、便秘などの症状が現れる。熱が高い割に脈が遅いのが特徴的である。合併症として、下血や腸管穿孔がある。未治療の場合や不適切
な抗菌薬により治療された場合には、致死率は 10～20％ になる。

【ワクチンの意義】流行地（南アジア、東南アジア、アフリカ、カリブ海、中央および南アメリカなどの一般に衛生水準の高くない地域）へ
の業務で感染することを防止する。日本における腸チフスの報告は毎年 30～60 例であるが、海外渡航者によって、主に南アジア及び東南ア
ジアなどの流行国から持ち込まれることも注目に値する。

【接種の対象】医療関係者のうち、Salmonella Typhi への曝露リスクが認められた地域へ渡航する者、S . Typhi 標本又は培養に日常的に曝露
される微生物学者およびその他の実験作業員、S . Typhi の培養物または標本が日常的に扱われる実験室環境で働く者と考えられる。

【ワクチンの有効性】医療関係者を対象としたものではないが、Vi 抗体価の陽転率は、国内の第 III 相試験においても海外第 I 相臨床試験に
おいても 90％ 以上であった。

【副反応】局所反応が主である。発現頻度 10％ 以上の主な副反応は、注射部位 痛 74.0％、筋肉痛 49.0％、倦怠感 11.5％ であったが、
ほとんどの反応は軽微で 7 日以内に消失した。

委員会企画7 ［ワクチン委員会］
CP7-5 ダニ媒介性脳炎（TBE）ワクチン

信州大学医学部附属病院 感染制御室
金井信一郎（かない しんいちろう）

ダニ媒介性脳炎（Tick-Borne Encephalitis：TBE）は、TBE ウイルスを保有するマダニに刺 されることで感染する。中央ヨーロッパ、東
ヨーロッパの多くの国々およびロシア、中国で流行している。経過や転帰は、ウイルスの亜型により異なる。日本では北海道で極東亜型ウ
イルスが分布しており、感染すると徐々に頭痛、発熱、悪心、嘔吐等の髄膜炎症状が現れ、脳脊髄炎を発症すると、精神錯乱、昏睡、痙攣、
麻痺等の中枢神経症状を呈する。極東亜型の致死率は 20％ 以上で、生存者の 30％～40％ に神経学的後遺症がみられるなど、最も重篤な経
過をたどる。国内 7 例は全て北海道で発生しているが、北海道以外でも TBE ウイルス抗体陽性患者や抗 TBEV 抗体保有動物が確認されて
いることから、国内に広く分布していることが示唆される。
日本では、組織培養不活化ダニ媒介性脳炎ワクチン（タイコバック水性懸濁筋注）が 2024 年 3 月に製造販売承認、同年 9 月から発売され、
現在は流行地への渡航者中心に接種が行われている。初回免疫の場合、1 回 0.5mL（1 歳以上 16 歳未満は 0.25mL の小児用製剤）を 3 回、筋
肉内に接種する。2 回目接種は。1 回目接種の 1～3 ヶ月後、3 回目接種は 2 回目接種の 5～12 ヶ月後に接種する。必要に応じて、3 回目の接
種 3 年後に追加免疫を行い、以降は 1 歳以上 60 歳未満では 5 年毎、60 歳以上では 3 年毎の追加免疫を行う。
初回免疫終了後の抗体陽性率は 99％ で、高齢者でも初期の抗体陽性率は高いが、中和抗体レベルが徐々に低下しやすい。副反応は軽度なも
のがほとんどで、16 歳以上では、注射後 痛、下痢が 10％ 以上に見られた。重篤な副反応として、ショック・アナフィラキシー、多発性硬
化症、急性散在性脳脊髄炎、脊髄炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群が、海外製造販売後の因果関係が否定できない症例として報告
されている。
TBE にヒトヒト感染は見られず、医療関係者としてのワクチン接種の意義は乏しいが、医療関係者のうち、TBE の流行時期に流行地で野外
活動を行い、マダニに刺 されるリスクがある者や TBE ウイルスを取り扱う実験を予定している者はワクチン接種を検討する。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－291－

委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-1 DICTの新たな活動方針

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野1）、長崎大学病院 総合感染症科・感染制御教育センター2）

泉川 公一（いずみかわ こういち）1,2）

日本は自然災害大国である。2011 年の東日本大震災、2016 年の熊本地震、2024 年の能登半島地震では、甚大な被害とともに、避難所や医療
機関における感染症対策の課題が浮き彫りとなった。災害時には適切な衛生管理が困難になり、感染症の拡大リスクが高まるため、迅速か
つ的確な対応が求められる。こうした背景を受け、日本環境感染学会は、災害時に被災地の避難所の感染拡大リスクを抑制、制御すること
を目的として、Disaster Infection Control Team を設立した。本チームは、通常は医療機関で感染対策に従事する職能集団よりなるチームで
あり、研修を経てメンバーに登録され、有事の際には、被災地、あるいは、後方からの支援を行う。2024 年の能登半島地震では、本チーム
が本格的に稼働し実績をあげた。その後、厚生労働省の委託事業として活動することも決定し、事務局が国立健康危機管理研究機構（JIHS）
に設置された。今後の活動、運営方針は、事務局の中に運営委員会が組織され決定されることになった。現在、様々なワーキンググループ
で、議論が行われ、本チームの効率的な運用を担うべく、体制作りが行われている。本講演では、これまでの DICT の今後の運用と展望に
ついて詳しく解説したい。そして、願わくは、多くの会員に DICT のメンバーになっていただきたい、と期待している。

委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-2 厚生労働省によるDICT事務局の設置について

国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 感染症臨床政策部
大曲 貴夫（おおまがり のりお）

2024 年の能登半島地震における避難所の感染症対策の実施を通じて、災害時における感染症制御体制の整備の必要性が顕在化した。これを
受け、厚生労働省は「災害時感染制御支援チーム（DICT：Disaster Infection Control Team）」の活動を恒常的・体系的に支援するため、2024
年 10 月に「DICT 事務局」を設置した。DICT は、日本環境感染学会を中心に構成される感染症専門家チームであり、地震や風水害等の災
害発生時に避難所等に派遣され、感染リスクの高い環境における衛生環境の評価、動線管理、感染制御の助言、必要資機材の提供などを行
う。能登半島地震では初めて大規模に導入され、避難所の環境衛生状態の把握や対策の指導に加え、J-SPEED や D24H といった情報収集シ
ステムを通じたデータ分析、リスク評価、関係機関への迅速な情報共有を可能とした。DICT 事務局は、この DICT の活動を支援・統括す
る機関として日本健康危機管理研究機構に設置されている。DICT 事務局の運営体制は「DICT 運営委員会」を中心に構成されており、同委
員会の下に「避難所等支援」「情報収集・分析」「研修・人材登録」「広報・啓発」の各ワーキンググループが設置されている。委員会は、学術
団体（例：日本環境感染学会）、専門家（医療機関、大学、国立健康危機管理研究機構等）、DMAT などの災害医療関連組織、自治体関係者
等から構成され、災害時における受援と支援の円滑な橋渡しを担っている。本事務局の設置により、感染症対策の支援体制が制度的に整備
され、避難所の安全性の確保、地域住民の健康被害の最小化が期待される。今後は、全国的な災害対策体制への組み込み、ICT を活用した
情報共有基盤の強化、平時からの多機関連携の深化が課題とされる。
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委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-3 避難所支援

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 感染症専門医養成講座1）、日本環境感染学会 災害時感染制御検討委員会2）

川村 英樹（かわむら ひでき）1,2）

災害発災の過程において、避難所は一時的な避難ではなく、避難生活ができる場所として役割を担う必要がある。一方、発災直後の避難所
では避難者が多く集まる一方、下水道や電気などのライフライン機能が低下し、生活衛生環境の悪化などから感染症が多発しやすい、一方
既存の医療・保健福祉や物流などの機能が大きく低下するという問題がある。特に発災タイミングが感染症の流行期では特にリスクが高
く、2011 年の東日本大震災以降、避難所の感染対策支援が取り組まれてきた。避難所にもさまざまなものがある。災害対策基本法に基づき
市町村は避難所として指定避難所、および高齢者や障害者、妊婦等の一時避難所では避難生活が困難な要援護者に配慮した避難施設である
福祉避難所を設置する義務があり、発災により開設される。これに加えて指定避難所での人数が多く対応ができない場合、一時的避難に利
用された避難場所等に避難者の受け入れを行う場所として非指定避難所が立ち上がることもみられる。これらを把握・支援することも容易
ではない。災害時には被災地からさまざまなチームが参加し、被災都道府県および被災地域を所管する保健所に設置される保健医療福祉調
整本部での情報連携・整理・分析、チームの派遣調整の下支援活動が行われる。令和 6 年の能登半島地震においては厚生労働省の相互調整
の下、国立感染症研究所・国立国際医療研究センター（機関名は当時）と連携し、日本環境感染学会の DICT が現地活動を行った。災害時
には CSCATTT（Command and control「指揮・統制」、Safety「安全」、Communication「情報伝達」、Assessment「評価」、Triage「トリ
アージ」、Treatment「治療」、Transport「搬送」）で表される災害対応の原則の下に各チームがワンチームとなって対応する必要がある。
感染管理においても専門家のリスクアセスメントの下、他の支援チームと連携した活動が求められる。今後 DICT は厚生労働省の委託事業
として、体制整備が図られる予定である。多くの感染管理の専門家にも関わっていただきながら、平時に連携し有事に備えることができる
と幸いである。

委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-4 災害時における感染症情報の可視化～令和6年能登半島地震での取り組みより～

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所
島田 智恵（しまだ ともえ）

自然災害が頻発する日本において、避難所における感染症対策の重要性はますます高まっている。特に高齢者や基礎疾患を有する被災者が
多い地域では、感染性胃腸炎、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの集団感染が避難生活における深刻な健康被害につながる。
さらに、避難所の収容人数が多く過密である場合や、断水・停電といったインフラの機能不全により衛生環境が保てない状況では、感染拡
大のリスクは飛躍的に上昇する。このような状況においても、「早期探知・早期対応」が感染症対策の基本であることに変わりはない。しか
し被災地では、既存の感染症発生動向調査に関連したシステムが機能不全に陥り、感染症の早期探知そのものが困難になることが予想され
る。そこで、平時とは異なる情報源を活用して臨時のサーベイランス体制を構築し、感染症関連情報を迅速に収集・分析し、意思決定者へ
還元するという体制づくりが重要となる。令和 6 年能登半島地震では、このような体制構築の試みが具体化した。厚生労働省の依頼と調整
のもと、国立感染症研究所に対して、DMAT 拠点病院からの受診者情報（DMAT 事務局）、J-SPEED（災害時診療概況報告システム/広島
大学）、D24H（災害時保健医療福祉活動支援システム/芝浦工業大学）、避難所における感染管理アセスメントシート（DHEAT）など、複数
のデータソースが提供された。これらを基に感染症の発生状況を記述し、感染リスクを評価した上で県の保健医療福祉調整本部へ還元した。
さらに、これらの情報は本部経由で日本環境感染学会の専門家等で構成される災害時感染制御支援チーム（DICT）にも共有され、巡回支援
対象となる避難所の判断などに活用された。このように、複数の職能集団と厚生労働省が連携し情報取得体制を構築し、現場の感染対策行
動に結びつけたこの取り組みは、過去の災害対応にはなかった新たな進展である。これらの経験を受けて、厚生労働省は 2024 年 10 月、国
立健康危機管理研究機構内に、厚生労働省委託事業「DICT 事務局」を設置し、平時からの連携強化や、人材育成、災害時に機動的かつ持続
可能な感染制御支援体を可能とする体制の構築を目指している。本発表では、令和 6 年能登半島地震における感染症情報収集から還元まで
の我々の活動を紹介し、現在進行中である DICT 事務局の体制整備と今後の展望について報告する。
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委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-5 DICTの研修・人材登録について

東京大学医学部 附属病院 薬剤部1）、日本赤十字社 和歌山医療センター 感染症内科部2）

○高山 和郎（たかやま かずお）1）、古宮 伸洋2）

災害時において、避難所等における感染症の集団発生を予防・制御する専門的支援体制の必要性が、これまでの災害の経験から明らかと
なっている。こうした背景のもと、日本環境感染学会では、感染制御の実務経験者を中心に構成された災害時感染制御支援チーム（Disaster
Infection Control Team：DICT）を創設し、東日本大震災や熊本地震などの大規模自然災害において実地活動を重ねてきた。特に、令和 6
年能登半島地震では、DICT の本格的な現地展開が実施され、種々の組織と連携した感染対策支援が実績として記録された。こうした学会主
導の実践的活動を礎として、厚生労働省は DICT を正式な制度として位置づけ、DICT 事務局を設置し DMAT と同様に、感染対策に特化し
た国家レベルの災害時の専門チームとして DICT を整備し、迅速かつ的確な災害対応を図ることを目指している。さらに、DICT は令和 6
年改訂の防災基本計画（内閣府）においても明文化され、国の災害対応体制における一要素として制度的位置付けがなされたことは特筆に
値する。現在、厚生労働省 DICT 活動要領の策定作業が進められており、演者はそのなかで「研修・人材登録ワーキンググループ」を担当
している。DICT 活動においては、人的資源と物的資源の両立が不可欠であるが、特に人的資源の「質」の確保は極めて重要である。感染対
策の専門性を有し、かつ災害医療における連携と調整、指揮命令系統の理解といった基本的スキルを併せ持つ人材は、一朝一夕に確保でき
るものではない。そのため、DICT 登録者の質的担保を目的として、体系的な教育・研修制度の構築が求められている。現在検討中の研修体
系では、「隊員養成研修」「技能維持研修」「統括 DICT 研修」の三本柱が設定されており、それぞれ目的と対象を異にする。隊員養成研修では、
感染制御に関する基礎知識と災害現場での実践的判断力を備えることを目指し、技能維持研修では継続的な能力更新を通じて即応力の維持
を図る。また、統括 DICT 研修では、各地域において指揮・助言機能を果たす人材の育成を行い、都道府県や保健医療福祉調整本部との協
働体制を確保することが目標とされている。DICT は現在、日本環境感染学会と厚生労働省のそれぞれが管理する組織体制となっており、今
後も両者が災害時には連携しつつ、それぞれの役割を発揮することが想定されている。強みと活かすとともに、弱みを相互に補完しながら、
両者の有機的連携により、感染対策の空白を生じさせない災害医療体制の構築が期待されている。そこで本シンポジウムでは、DICT の制度
化と今後の整備の方向性を俯瞰しつつ、研修と人材登録制度の検討状況について概説し、今後求められる人材像とその育成のあり方につい
て考察を加える。

委員会企画8 ［災害時感染制御検討委員会］
CP8-6 災害時感染対策情報を社会へ橋渡しするDICT広報・啓発WG―能登半島地震の

教訓と4つのゴール―
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野1）、長崎大学病院 総合感染症科 感染制御教育センター2）、岩
手医科大学医学部 臨床検査医学・感染症学講座3）、岩手医科大学附属病院 感染制御部4）、厚生労働省委託事業 災害
時感染制御支援チーム（DICT）広報・啓発ワーキンググループ5）

○田代 将人（たしろ まさと）1,2,5）、小野寺直人3,4,5）

2024 年 10 月 1 日、厚生労働省は災害時感染制御支援チーム（Disaster Infection Control Team：DICT）事務局の設置を発表し、その使命と
体制を全国へ示した。本セッションはこの設立を契機に災害時感染対策の将来像を議論する場であり、本講演では「広報・啓発ワーキング
グループ（WG）」が DICT の知見を現場と社会へ橋渡しする要であることを示す。DICT 運営委員会には 4 つの WG が設けられる。避難所
等支援 WG は避難所運営手順、ロジスティクス管理、標準技術指針、動員物資の選定・在庫管理を担う。情報収集・分析 WG は J-SPEED、
D24H、感染症発生動向調査など多様データを統合し、被災地域の流行状況と支援実施状況を可視化・リスク評価する。研修・人材登録 WG
は全体・統括・領域別研修を設計し、派遣候補登録システムとシフト表を整備して人材供給のギャップを防ぐ。そして、広報・啓発 WG
は啓発資材を一元管理し、委員会方針や他 WG の成果を政策と整合させつつ社会へ発信する。令和 6 年能登半島地震では国・学会・関連団
体が個別に資材を作成した結果、メッセージの質とタイミングにばらつきが生じた。今後は広報・啓発 WG が意見集約、資材作成、政策同
期、戦略実行を包括的に担い、平時から共通フォーマットで資材を備蓄し、災害発生時には迅速展開する体制へ転換する。広報・啓発 WG
が情報を届ける対象は被災者、避難所・医療機関の職員、そして多様な支援チームから成る DICT 外ネットワークである。平時から統一メッ
セージを共有しておくことで、発災直後の混乱を最小化し、現場の感染対策立ち上げを支援する。広報・啓発 WG のゴールは普及・迅速・
継続・政策の 4 点である。「普及」ではパンフレット・動画・ウェブ情報を共通フォーマットで整備し、発災後 1 週間以内に全避難所へ配付
し、避難者とスタッフ 90％ 以上が活用している状態を目指す。「迅速」では発災後 24 時間以内に感染対策や相談先を SNS・公式サイト・自
治体防災アプリで同時発信し、情報未達避難所ゼロを狙う。「継続」では自治体職員や地域団体が最新知見を学び続けられる実務教育基盤を
構築し、DICT 内部向け専門研修と重複しない範囲で実践手順と住民説明法を提供する。「政策」では厚労省や自治体との情報連携プロトコ
ルと資材のバージョン管理を整備し、ガイドライン改定を即時資材へ反映し行政承認済み情報のみ配布する。DICT 広報・啓発 WG は、大
規模災害がいつ発生してもおかしくない現実を踏まえ、完璧な仕組みの完成を待つのではなく、平時から資材・システム・連携を「動的アッ
プデート」し続けることで柔軟性と即応性を高める。その不断の改善こそが、次の災害時に「正しい情報が正しい形で正しい相手に届く」状
況を実現する となる。
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委員会企画9 ［医療環境委員会］
CP9-1 ビルの水環境 建築物衛生行政の視点から

元 東京都健康安全研究センター 広域監視部
中島二三男（なかじま ふみお）

1 はじめに
ビル内で使用されている水には、飲料水だけではなく、雑用水として、トイレ洗浄、清掃、修景、空調など様々な用途がある。
これらの様々な用途に使用されている水は、「水道法」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法」（建築物衛生法）などにより、衛生
確保が図られているが、その主な内容は次のとおりである。
2 水道法の規制
水道の目的は、水質基準に適合する衛生的に安全な水質、需要を円滑に満たす水量と水圧を保持し、できるだけ安い料金で供給することで
ある。
法に基づき、一般の需要に応じて、水道事業者は水質基準に適合した水道水を供給している。この水道水は、給水装置までは水道事業者が
水質管理等を行っているが、建築物においては、貯水槽を設けて水道水を一旦貯留し、ビル内に供給するシステムが一般的である。この場
合、水道メーターの先、貯水槽以下の水については、水道事業者の管理外で、建築物側の管理者の管理となる。貯水槽の大きさによっては、
簡易専用水道の規制が適用され、法に基づく維持管理が義務付けられている。
また、地下水等を使用して、一定の条件下で居住者等に水を供給する場合は、専用水道の規定が適用され、法に基づく維持管理を行わなけ
ればならない。
上記の水道に該当しない井戸水を使用する小規模な施設等は、法は適用されず、地方自治体の制定する条例や要綱等で規制される。
3 建築物衛生法の規制
建築物衛生法の規制対象となる建築物は、多数の人が使用、利用する建築物のうち、事務所、店舗などの特定用途で、3000m2以上の延べ面
積を有する建築物（特定建築物）である。なお、病院は該当しない。
この法律は、特定建築物において、空気環境の調整、給排水、清掃、ねずみ・昆虫等の防除という分野ごとの建築物環境衛生管理基準を定
め、維持管理を行うことを特定建築物所有者等に義務付けている。
給水管理については、飲料水と雑用水について、それぞれ水質検査の実施や貯水槽の清掃等の維持管理基準が設けられている。
なお、レジオネラ症対策として、空気調和設備の病原体汚染防止のための維持管理基準が定められている。これらの水の管理については、

「レジオネラ症防止指針」、「建築物における維持管理マニュアル」に具体的な対策が記載されているので参考にされたい。

委員会企画9 ［医療環境委員会］
CP9-2 水回り器具における衛生配慮の事例

TOTO株式会社 機器水栓事業部 機電商品開発部
村橋 利行（むらはし としゆき）

1．緒論
水回り環境の衛生管理は、感染予防の観点から重要な課題である。本稿では、水回り衛生管理の要点を、接触感染リスク低減のための「非接触
化」、微生物増殖抑制のための「菌抑制」、そして汚染物質付着防止と除去を容易にする「清浄性維持」の 3 つの視点から考察し、具体的な事例
を提示する。
2．非接触化による感染経路の遮断
接触感染は、水栓金具などを介して病原体が伝播する主要な経路の一つである。実際に、水栓ハンドルの細菌汚染調査では、湿潤状態にある箇
所で顕著な高菌数が確認されており、HACCP においても再汚染防止策としての非接触型水栓の導入が推奨されている。この課題に対し、自動
水栓は有効な解決策を提供する。近年では、水流による自家発電機能や電気温水器との統合型製品も開発され、利便性と省エネルギー性を両立
している。手洗い後の乾燥手段としては、温風乾燥機の使用再評価が進んでいる。コロナ禍において一時的に使用が制限されたものの、その代
替として用いられたペーパータオルによる散乱や、床面・扉の濡れといった新たな問題が顕在化した。現在では、エア吸引機構やフィルターを
搭載し、飛沫拡散抑制と清浄なエア供給に配慮した温風乾燥機が登場している。さらに、手洗いから乾燥までを完全非接触で行える統合型設備
の開発も進められている。
3．菌抑制に向けた積極的介入
微生物の増殖を抑制する能動的なアプローチとして、水道水を電気分解して生成される「水道電解水」の活用が注目される。JIS B 8701 定義さ
れるこの技術は、WHO の飲料水質ガイドラインの基準値を下回る低濃度でありながら、大腸菌や黄色ブドウ球菌に対し優れた殺菌効果を示す
ことが実証されている。また、pH 値が水道水の範囲内であるため、配管腐食のリスクも低い。水道電解水は、厨房、洗面所、トイレなど、多
様な水回り環境での応用が期待される。使用直後の噴霧は、バイオフィルム形成を遅延させ、衛生的な状態を維持する上で重要である。
4．清浄性維持のための素材と設計
水受け部は、汚染物質の付着性に影響を与える。表面平滑化技術は、陶器表面をナノレベルで平滑にすることで、微生物等の付着を抑制する。
また、吐水キャップへの水道電解水の作用は、流路の衛生維持に貢献し、メンテナンス頻度の低減に繋がる可能性が示唆されている。手洗いに
特化した器具設計も重要である。スタッフ手洗器や病院用洗面器は、水撥ね抑制機能や深いボウル形状により、効果的な手洗いを支援する。
5．結論と今後の展望
水回り環境の衛生管理は、患者および医療従事者の安全確保において重要な要素である。非接触化、菌抑制、清浄性維持という多角的なアプロー
チは、感染症リスクの低減に大きく貢献する。今後の研究開発および実装を通じて、より安全で衛生的な医療環境の実現を目指す必要がある。
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委員会企画9 ［医療環境委員会］
CP9-3 医療環境中の水検査とその留意点

大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座1）、大阪大学医学部附属病院感染制御部2）

山本 剛（やまもと ごう）1,2）

1．はじめに医療施設内で使用される水は、手指衛生、機器洗浄、加湿器やネブライザー、透析など多岐にわたる。これらの水を介した微生
物による水汚染は、レジオネラ属菌や非結核性抗酸菌（NTM）、緑膿菌などの感染源となり得る。特に重症患者が多い集中治療室や透析室
では、水質の安全性確保が感染防止策には重要である。2．水の検査とその目的、留意点水の検査の主な目的は、日常的な水質監視や感染症
アウトブレイク時の原因究明、新設設備の評価など、必要性に応じて異なる。採取する場所は、蛇口とシャワーヘッド、給湯器、空調加湿
装置、ネブライザー、透析装置、手術室や ICU の水回りなどがある。採取に際しては、滅菌済み容器を用い、無菌的に採取する。特に、流
し始めの「直流水」と数分後の「流流水」を区別して採取することで、汚染の違いを評価することがある。また、冷水・温水両系統の採取
が望ましく、採取した水は冷暗所で保存し 24 時間以内に検査へ供することが原則である。水の滞留、配管の劣化、使用頻度の低下などは微
生物の増殖リスクを高める要因となり、ハイリスク区域ではモニタリングを行い、感染制御部門や施設管理部門と連携した体制づくりが求
められる。そのため、日常から採取や分析の記録を残し、院内感染の発生防止策を検討する場面を作る。3．レジオネラ属菌の基準と検査レ
ジオネラ属菌は、特に免疫不全患者や高齢者に肺炎を引き起こすことがあり、水系感染源として警戒される。日本の厚生労働省通知に基づ
き、浴槽水・給湯水の基準値は 10 CFU/100 mL 未満とされており、これを超過した場合は洗浄・消毒や配管の見直しが必要となる。培養法
に加えて PCR 法や蛍光抗体法を併用することで、迅速かつ高感度な検出が可能となる。結論医療環境中の水の採取とその管理は、単なる衛
生管理ではなく、医療安全と直結する感染対策である。水由来感染症を未然に防ぐためには、科学的根拠に基づいた採取と検査、施設横断
的な連携、そして継続的な教育と点検体制の強化が不可欠である。

委員会企画9 ［医療環境委員会］
CP9-4 水の管理のポイント

東京医科大学病院 感染制御部・感染症科
中村 造（なかむら いたる）

医療施設における水の管理のポイントは大きく（1）給水系の塩素管理、（2）給湯系の温度管理、（3）その他の水関連設備や機器の管理とな
る。本邦では給水系の消毒は原則として塩素消毒が実施される。安価であること、利用しやすことなどの複数の利点がある一方で、時間が
経過するにつれて濃度の低下が起こることや水温が上昇することでも揮発速度が促進することが欠点である。それゆえ給水系の管理として
は、時間が経過した水を発生させない、つまり水が淀まない様にすることが給水の塩素濃度を保つために重要となるため、節水の意識より
も頻度を高く水を利用することがその実際の解決策となる。または、週 1 回などの頻度で水を流しっぱなしにしてフラッシングすることも
選択肢となる。給水の温度は季節に応じて変化があり実際には塩素濃度の揮発性の変化が起こる。また給水配管と給湯配管が設計上近接し
ている等により給湯の熱量が給水へ移行してしまう現象もあり、同様に塩素濃度の担保が出来なくなる。レジオネラをはじめ給水に関連し
た感染症が夏に増加するのはこれらの要素が影響している可能性がある。建物内の給水のスタート時点にあたる貯水槽の塩素濃度を 1.0-0.8
ppm などに高度に管理することで蛇口末端の塩素濃度を上げることが可能であり、目標とすべき蛇口末端の塩素濃度は 0.2ppm 程度と考え
られる。給湯系については、上記の通り揮発性促進のため塩素消毒による管理が不可能であるため、温度を高くたもつこと自体がその管理
のキーとなる。給水系と同様に流れが淀むと給湯系の温度は低下しやすくなる。生体にも快適な温度帯は病原体にとっても同様で培養器の
中で水を管理することと同様の現象が起こり給湯内での病原微生物の増加に繋がる。そのため、給水と同様に給湯も頻度を高く使用するこ
とが求められる。使用頻度が担保できない給湯系の場合にも同様に週 1 回など給湯を流しっぱなしにするフラッシングが求められる。貯湯
槽は 60 度以上、蛇口末端の給湯温度が 50-55 度になる管理することが目標となる。その他、水設備・機器の管理として吐水口・整流器・シャ
ワーヘッドの管理から、水を使用するシンクの管理、その後の排水口・排管の管理が必要となる。原則としてそれぞれに対し使用に伴い発
生する清掃による物理的に汚れを落とすこと、塩素系消毒薬を主体とする消毒が必要となることが多い。また交換可能な整流器やシャワー
ヘッドについては定期交換することも選択肢となる。医療施設における水管理のポイントはその感染リスクを認識し、感染リスクがゼロに
なることを目標にするのではなく、制御下に置くレベルで管理を目指すことがポイントと言える。またこれらの対策は自施設で実施可能な
内容を検討するすることが最重要である。
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委員会企画10 ［リスクコミュニケーション委員会］
CP10-1 リスクコミュニケーション総論―ワクチンとリスクコミュニケーションを考える

基層として―
放送大学教養学部/大学院生活健康科学プログラム
奈良由美子（なら ゆみこ）

リスクコミュニケーションとは、個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す活動であ
り、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念である。
リスクコミュニケーションはその機能として、一方向の情報発信にとどまらず、相手の考え方や状況を把握する「聴くコミュニケーション」
も含む。とりわけ、何らかの行動変容を求める場面では、どう行動すべきか、またなぜそれが必要なのかを伝えるだけでなく、相手が期待
どおりに行動しない場合に「なぜしないのか・できないのか」の理由や状況を聴くことが必要となる。相手は、それぞれの価値観と合理性
を持って判断し行為する主体だからである。
これはワクチン接種についても同様である。ワクチンの効果や副反応等について、相手に分かりやすい言葉で科学的・客観的なリスク情報
を示すことは有効であるし必須のリスクコミュニケーションである。加えて、相手がワクチン接種や当該感染症に対してどのような意識を
抱いているのかを把握することも必要となる。
本講演ではリスク認知や信頼などワクチン躊躇に関わる論点も扱いながら、リスクコミュニケーションの総論を示す。本セッションにおい
てワクチンとリスクコミュニケーションについて考える基層として位置づけたい。

委員会企画10 ［リスクコミュニケーション委員会］
CP10-2 小児の定期接種を中心にVaccine Hesitancy を考える

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 応用疫学研究センター1）、国立健康危機管理研究機構 国立感染症研
究所 感染症サーベイランス研究部2）

○砂川 富正（すながわ とみまさ）1）、中村 夏子1）、小林 祐介1,2）

Vaccine Hesitancy（ワクチン躊躇または忌避）は、「保健サービスが適切に提供されているにも関わらず、推奨されるワクチンの受容が遅れ
たり拒否されたりすること」と定義される。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が顕在化する前の 2019 年には既に、人類の健康に対
する 10 大脅威の一つに Vaccine Hesitancy は位置付けられていた。COVID-19 パンデミック中の 2022 年に、WHO は世界の小児予防接種率
が過去 30 年間で最大の低下と報告しており、依然としてパンデミック前の水準に回復しておらず、多くの国や地域で接種率の停滞や低下が
続いている。国内においても小児を含む定期予防接種率の低下が報告されており、その背景には Vaccine Hesitancy の影響も一部指摘されて
いる。また COVID-19 前より、日本は Vaccine Hesitancy の最も大きな決定要因であるワクチン安全性への信頼が国際的な比較において低い
ことが指摘されていた。こうした状況の中で正確な情報をどのように伝え、適切な感染症予防行動に繋げてもらうか、すなわち、実効性の
あるリスクコミュニケーションの重要性が一層高まっている。以上の課題に対する対策へとつなげるため、WHO が開発した「予防接種に関
する行動的および社会的要因（BeSD）フレームワーク」を用いて、国内都道府県で最も MR ワクチン接種率が低い沖縄県の、特にうるま市
における低下の背景にある要因を明らかにするための混合研究を実施した。2024 年に実施した第 1 期・第 2 期対象者の保護者に対する調査
および予防接種関係者へのインタビューの結果、接種率に影響を与えていた主因は「保護者の考え方と感じ方」、すなわちワクチンの重要性
や安全性に対する認識、医療従事者への信頼であった。また、麻疹や風疹の流行減少によるリスク認識の希薄化や、さらに、COVID-19 以降
に顕著となったと考えられる不正確な情報の拡散も、接種への躊躇に影響を与えていた。また「社会過程」、すなわち家族や地域の価値観の
影響も重要であった。一方で、保健所や医療機関による実務的対応、たとえば健診と予防接種の連携や接種機会の確保などは、多くの「実
務的な問題」を克服する上で有効であった。これらの結果から、予防接種率の向上には、「保護者の考え方と感じ方」や「社会過程」に働き
かけるリスクコミュニケーション戦略が重要であると示唆された。今後、接種率改善の となるのは、保護者の認知や感情を尊重しつつ信
頼と理解を構築するための双方向的なコミュニケーションである。Vocal Vaccine Denier（声高なワクチン否定者）との直接対話よりもむし
ろ、一般市民に向けた、共感と科学的根拠を両立した情報発信を行うことが求められる。
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委員会企画10 ［リスクコミュニケーション委員会］
CP10-3 Hesitancy（ワクチン躊躇）とリスクコミュニケーションについて考える

横浜市立大学 産婦人科学教室
宮城 悦子（みやぎ えつこ）

WHO は「15 歳までに 90％ の女性がヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンを接種し、70％ の女性が 35 歳と 45 歳で確実性の高い子宮
頸がん検診を受け、90％ の子宮頸部病変を有する女性が適切な治療を受ける」という目標を 2030 年までに達成すれば、2085 年から 2090
年に子宮頸がんはがんの排除（Elimination）の基準とされる女性人口 10 万人あたり 4 人以下に達するという目標を公表した。検診手法は、
中・低所得国でも導入が容易な HPV 検査を示している。一方、日本では、子宮頸がん（上皮内がん含む）罹患のピークが 30 歳代後半から
40 歳代前半にあることで、出産可能年齢の女性が妊孕性を失っていることは公衆衛生上の重大な問題である。また、年間約 3,000 人の女性
が子宮頸がんで亡くなり、1 万人以上が浸潤がんに罹患し、減少の兆しが見えないことは、有効性のある子宮頸がん検診が行われてこなかっ
たことに起因する。HPV ワクチンは、副反応疑い症例の報道後の 2013 年からの HPV ワクチン定期接種の積極的な勧奨の一時差し控えとい
う状況が続いたが、有効性・安全性の国内外でのエビデンスにより、2022 年度より積極的接種勧奨の差し控えは中止となった。2024 年度ま
で予定の 17 歳から 27 歳まで（1997 年度生から 2007 年度生）の公費キャッチアップ接種（接種勧奨中止により情報が届かなかった女性のた
めの無料接種）の駆け込み需要で、2024 年 9 月以降にワクチンの出荷制限が生じた。その結果、2022 年度以降のキャッチアップ接種対象と
2024 年度高 1 相当の女性が 2022 年 4 月～2025 年 3 月末までに 1 回接種していれば、2025 年度中に残りは公費となる施策がとられている。
子宮頸がん検診については、自治体が行う対策型検診において、従来の 20 歳以上 2 年ごとの細胞診による子宮頸がん検診に加え、2024 年度
より 30 歳から 60 歳での 5 年ごとの HPV 検査単独法への移行が可能となった。現在の日本は、まさに国際的な HPV ワクチンと検診の両輪
を回す子宮頸がん予防の動きから大きく後れを取っていることより、ワクチン・検診双方の状況改善が急務である。この打開策として、子
宮頸がんのほとんどが HPV 感染に由来すること、さらにその疾病負担をしっかりと啓発し、予防策としての HPV ワクチン接種という方法
があること、HPV ワクチンは国際的に効果も安全性もしっかり確立していることなど、子宮頸がん検診には死亡率減少効果があることな
ど、リスクコミュニケーションの重要性を含めて概説する。

委員会企画10 ［リスクコミュニケーション委員会］
CP10-4 ワクチン忌避をもつ保護者との対峙―日本小児科学会の取り組み―

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 小児科学分野1）、成育医療研究センター 感染症科2）

○齋藤 昭彦（さいとう あきひこ）1）、幾瀬 樹2）

「ワクチン忌避（Vaccine Hesitancy）」は、世界的な公衆衛生上の脅威として認識されており、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
ク以降、その傾向はさらに強まっている。日本小児科学会ではこの課題に早期から注目し、2020 年より米国小児科学会（AAP）との連携の
もと、予防接種・感染対策委員会を中心にワクチン忌避への対応プロジェクトを開始した。
まず、国内の実態を把握するため、小児科医を対象に KAP（Knowledge, Attitude, Practice）調査を実施した。その結果、ワクチン忌避は国
内でも深刻な問題であり、早急な対応が必要であること、特にヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン、ムンプスワクチン、新型コロナ
ワクチンに対する忌避が顕著であることが明らかとなった。この結果を踏まえ、次にワクチン忌避を示す保護者や児の行動変容を促す手法
として、「動機づけ面接（Motivational Interview：MI）」に着目し、MI の研修セミナーを企画した。これは AAP が米国で実施しているプ
ログラムを、日本の文化や制度に適合させたものである。セミナーでは、ワクチン忌避や MI の基本に関する講義に続き、参加者が小グルー
プに分かれて、ファシリテーターの指導のもとで実践的な演習を行う。演習には、俳優が出演する各ワクチンの面接シーンを収録したビデ
オ教材を使用し、「OARS アプローチ」に基づき、相手の内在的な矛盾点に気づいてもらい、自己変容を促す対話技法を反復練習する。セミ
ナーは 3―4 時間程度で構成されている。
2023 年 1 月から 2025 年 4 月までに、日本小児科学会、日本ワクチン学会などの学会と連動して、計 6 回のセミナーを開催し、各回 20-60
名、累計で 200 名以上の医療関係者（医師、看護師）が参加した。受講者からは高い評価を得ており、ファシリテーターとして活動する人
材も育成され、良好な循環が形成されつつある。また、セミナー参加者や実際に MI を受けた接種対象者からのフィードバックを通じて、そ
の有効性も確認されている。
今後の課題としては、小児科医以外の医療従事者への MI 普及、MI の効果に関する更なるエビデンスの蓄積、AAP からの支援が終了した
今後の持続的な活動体制の確立があげられる。
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委員会企画11 ［臨床研究推進委員会］
CP11 臨床研究推進委員会の活動と意義

聖マリアンナ医科大学 感染症学講座
國島 広之（くにしま ひろゆき）

日本環境感染学会 臨床研究推進委員会（三鴨廣繁 委員長）は産学共同で Evidence based Infection Prevention を実現すべく設立された組織
である。2020 年以降、私たちヒトの医療ならびに社会では、新型コロナウイルス感染症による未曾有のパンデミックがみられ、いまだ院内
伝播や高齢者施設におけるクラスターが継続しており、新型コロナウイルス感染症は、今なおわが国における最大の死因となる感染性病原
体である。対策は、基本的な感染予防、ワクチン接種、適切な治療が三本柱である。本会による「医療関連者のためのワクチンガイドライ
ン」の通り、今後、より一層、医療従事者のワクチン啓発が求められる。加えて、近年では、市中感染型 MRSA、ESBLs（基質拡張型 β-
ラクタマーゼ産成菌）や CRE（カルバペネム耐性腸内細菌目細菌）、多剤耐性緑膿菌、非結核性抗酸菌症、主要な抗菌薬関連下痢症である
Clostridioides difficile 感染症などの、様々な病原微生物による市中や日和見感染症がみられているとともに、これらの病原微生物は伴侶動物
を含めた人獣共通感染症として、また環境を介した伝播経路の重要性が指摘されていることから、わが国ではワンへルスを含めた薬剤耐性
アクションプランが実施されている。このような感染症に対しては、感染経路別予防策や抗菌薬など様々なアプローチが行われている。新
型コロナウイルス感染症のパンデミックでは、三密（密集・密閉・密室）が重要な伝播リスクのひとつとされ、適切な換気設備や空気清浄
機が多く設置、その効果が期待された。また、薬剤耐性菌や Clostridioides difficile については、水周り、Hospital Flora との強い関連性が指
摘され、適切な消毒、UV-C や過酸化水素機器などの有効性も多く報告されている。これら環境衛生に関わる Environmental stewardship
の推進が期待されており、今後わが国でも国内外での最新の取り組みをより一層検討する必要がある。

委員会企画12 ［国際委員会（APIC）］
CP12 Navigating Infectious Disease Threats in the U.S.：The Role of Active

Surveillance Testing and Infection Prevention
APIC 2025会長/Infection Prevention Consultant, Lewisville, North Carolina, USA
Carol McLay

This session will explore the current landscape of infectious disease threats in the United States, with a particular emphasis on the role of
active surveillance testing（AST）in identifying and mitigating risk. Presenters will discuss how Infection Preventionists（IPs）support AST
implementation and use it as a tool to guide evidence-based interventions in healthcare settings. The session will also highlight APIC’s lead-
ership in promoting best practices related to AST and infection control, with practical insights into how U.S. facilities are responding to
emerging pathogens and antimicrobial resistance. Perspectives will be shared to foster dialogue with international colleagues on shared
challenges and approaches.
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委員会企画13 ［国際委員会（SHEA）］
CP13 Breaking the Chain：Strategic Approaches to Prevention of MDRO

Transmission
The James Lowenstine Professor of Internal Medicine（Infectious Diseases）and Professor of Pathology/
Chief, Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Rush Medical College；Director,
Division of Clinical Microbiology, Rush Medical Laboratories, Chicago, IL, USA
Mary Hayden

Healthcare-associated infections（HAIs）due to multidrug-resistant organisms（MDROs）represent one of the most formidable challenges
facing healthcare systems worldwide. Prevention of MDRO transmission requires a sophisticated understanding of pathogen epidemiology,
transmission dynamics, and the complex interplay between host factors, environmental reservoirs, and healthcare processes. The tradi-
tional approach of treating each infection as an isolated event has proven inadequate in the face of these evolving threats. Instead, success-
ful MDRO prevention demands a comprehensive, systems-based approach that recognizes transmission as a dynamic process occurring
across multiple levels―from individual patient encounters to institutional networks and regional healthcare ecosystems.
This presentation will provide an overview of MDRO transmission dynamics and evidence-based strategies for implementing effective pre-
vention programs at the patient-, healthcare institution and regional levels. Participants will gain insights into both the scientific foundations
and practical realities of MDRO HAI prevention. This presentation represents a synthesis of current evidence and emerging innovations. It
is designed to provide infectious disease physicians and nurses with some of the knowledge and tools needed to effectively break the chains
of transmission that threaten our most vulnerable patients.

委員会企画14 ［臨床研究推進委員会・編集委員会共同企画］
CP14-1 CONSORT声明

東京科学大学病院 ヘルスサイエンスR＆Dセンター
小池 竜司（こいけ りゅうじ）

ランダム化比較試験（RCT）はヘルスケアに関する介入の有用性を評価する研究の gold standard であり、アウトカムに混入するバイアスや
ノイズを最小化できる研究デザインである。ただしその利点は研究を正しく実施し、適切に解釈し、公正に公表してこそ確保されるもので
あり、いずれかが歪曲や誤用されることで失われる。RCT は現代のヘルスケアにおける EBP（Evidence-Based Practice）において最もレベ
ルの高い根拠情報として参照されることから、不適切な RCT 結果はヘルスケアの判断の誤謬を通じて患者や一般市民の健康被害をもたら
す危険性をも含んでいる。このような問題意識に基づき、1990 年代半ばより特に RCT を念頭に臨床試験結果の報告の質を改善しようとす
る取り組みが進められ、適切な RCT 結果報告のためのガイドラインとして 1996 年に初版の CONSORT 声明が発表された。その意義と必要
性は継続して評価され、方法論の進歩や経験の蓄積に伴って 2001 年、2010 年に改訂が行われ、2024 年に最新改訂が行われた。CONSORT
声明の核は、RCT 結果報告に含まれるべき項目のチェックリストと RCT 実施過程を示すフローチャートから成る。しかしそれらはそもそ
も RCT を計画し実施する時点から明確化すべき内容であり、RCT を計画する研究者や協力者すべてが熟知しておく必要がある。また近年
の臨床試験の複雑化やデザインの多様化に伴い、拡張版とした付随情報も発表されている。本発表では以上のような背景を踏まえて、CON-
SORT 声明で示された適切な臨床試験結果報告に必要な項目のエッセンスを解説する。CONSORT 声明の理解を通じて、RCT の計画と実施
における要点を整理し、感染制御領域における日本発の RCT と根拠の創出の一層の推進を期待したい。
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委員会企画14 ［臨床研究推進委員会・編集委員会共同企画］
CP14-2 STROBE声明観察研究の報告に関するガイドライン

国際医療福祉大学大学院 医学研究科 公衆衛生学専攻
藤田 烈（ふじた れつ）

多施設、多症例からなるランダム化比較試験（RCT：randomized control trial）は質の高いエビデンスを創出するが、すべての研究課題に対
し RCT を実施することは不可能である。我々が現実に取り扱う臨床課題の多くは、観察研究によって検討されている。感染制御領域におい
ても、感染や疾病悪化の原因を追究する研究の多くは、コホート研究、ケース・コントロール研究、および横断研究に類する研究デザイン
を用いて実施されている。また、観察研究は、予防介入の有用性やリスクに関する検討、アウトブレイク調査などの場面でも頻繁に用いら
れている。研究の信憑性は、試験デザイン、実施行程中の品質管理、統計解析手法等に依存する。2004 年に設立された STROBE（Strengthen
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology）イニシアチブは、観察研究の報告の質を改善する目的で設置された組織であり、研
究方法論を専門とする学者と医学雑誌編集者によって構成されている。彼らは、一般的な医学雑誌または専門誌に記載された疫学研究を分
析し、多くの論文において報告の質や透明性を示す情報が著しく不足しており、故に研究結果の信頼性や再現性が保証されない状況が生じ
ていることを報告した。さらに、これらの問題を是正する目的で、観察研究の報告に対する推奨事項を記した STROBE（The Strengthening
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology）声明を公表した。STROBE 声明は、分析的疫学研究における三つの主要な研究デ
ザインである、コホート研究、ケース・コントロール研究、および横断研究において、それらの報告で記載されるべき 22 項目のチェックリ
ストとして構成されている。現在までに、観察研究の報告に関するグローバルガイドラインとして広く認知されており、観察研究論文の採
択率を向上させるツール、あるいは観察研究論文を査読するための補助資料として幅広く用いられている。さらに、論文投稿時に STROBE
声明のチェックリストを同封することを要求する雑誌も急増している。

委員会企画15 ［編集委員会］
CP15-1 VRE研究、七転び八起きの全記録！論文化の裏側を語る

名古屋市立大学医学部附属 東部医療センター 感染症内科1）、名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野2）

赤澤 奈々（あかざわ なな）1,2）

【はじめに】2020 年、静岡県立静岡がんセンターにおいてバンコマイシン耐性腸球菌（Vancomycin-resistant Enterococci：VRE）のアウト
ブレイクが発生した。本事例において、病棟スタッフと協力し、迅速な感染対策を実施した結果、短期間での収束に成功した。本講演では、
アウトブレイク対応の論文化の過程で直面した課題や苦労について赤裸々に語る。

【研究の背景と目的】VRE は、免疫不全患者において深刻な感染症を引き起こす病原体であり、院内感染対策上で大きな問題となっている。
本研究では、アウトブレイクの実態を明らかにし、VRE 伝播の経路および VRE 獲得に関するリスク因子を評価することを目的とした。ま
た、論文化にあたっては、データの整理や統計解析、査読対応など、数々の壁に直面した。

【方法】最初の VRE が確認された後、速やかに多面的な感染対策を実施した。VRE 獲得のリスク因子を特定するために、症例対照研究を行っ
た。また、査読者からの指摘への対応では、一見厳しいコメントを前向きに捉え、研究の精度を高めるための修正を積み重ねた。

【結果と論文化の過程】VRE 伝播の経路、VRE 獲得リスク因子や感染対策の成功を示すデータは明確であったが、それらを論理的に整理し、
説得力のある形でまとめる作業は想像以上に困難を極めた。

【苦労と学び】論文執筆は、単なる研究結果の報告ではなく、データをいかに分かりやすく、論理的に伝えるかが重要であることを痛感した。
査読者のコメントを受けた際には、「この指摘は厳しすぎるのでは？」と感じることもあったが、冷静に考え直すと、研究の精度を上げる貴
重な機会であったことに気づかされた。また、執筆の過程で「伝えたいことがあるなら、シンプルかつ明快に書く」という基本を再認識し
た。

【おわりに】論文化の過程において、メンターの存在が極めて大きかった。時には査読者よりも厳しく、論理の一貫性やデータの解釈、いか
にわかりやすく人に伝えるかについて徹底的に指摘を受けた。また今回の経験で、研究成果を発信することの重要性を再認識した。本講演
では、実際の対応プロセスや論文化の裏側について、具体的なエピソードを交えて紹介する。
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委員会企画15 ［編集委員会］
CP15-2 医学雑誌編集者国際委員会（ICMJE）が示す著者資格について

慶應義塾大学病院 学術研究支援課
池谷 修（いけたに おさむ）

International Committee of Medical Journal Editors（ICMJE：国際医学雑誌編集委員会）は、バンクーバースタイルと呼ばれる文献引用の
基準などを作成していたが、1979 年からは Uniform Requirements として、医学系雑誌の編集者、および著者を対象に統一規格を公表して
きた。さらに、2013 年には、Recommendation として、A．著者（および研究貢献者）の役割の定義、B．金銭的、および非金銭的も含めた、
研究への直接的な支援に加え、間接的な支援に関する利益相反（Conflicts of Interest：COI）の開示など、C．投稿時の著者の責任など著者
に関する推奨だけでなく、編集者に対する推奨も公表された。本シンポジウムでは、ICMJE の推奨のうち、論文作成時点から論文投稿時点
においても著者が理解しておくべき以下の著者定義や、満たすべき要件、著者の説明責任などの項目に焦点を絞って議論していく。著者資
格には、1．研究の構想・デザインから、データ取得、解析、解釈への実質的貢献、2．論文の起草、または重要な知的内容について、批判
的な推敲を行った、3．出版原稿の最終承認を行った、4．研究の正確性、または対して説明責任を負うこと同意することの 4 つのすべての
条件を満たす必要がある。これらが推奨されるに至る経緯には、gift-author の問題だけでなく、実際に上記 4 項目に該当する貢献があるに
も関わらず共著者にならない場合があるなどの問題がある。また、近年では ICMJE が毎年改定されているが、これは人工知能支援技術の急
速な進展に伴う推奨の変更が多く含まれている。人工知能技術の使用に関する推奨は、著者の役割と責務の項目に記載があり、これらの使
用を否定するのではなく、これらの技術をどのように使用したか、どのセクションに明示すべきかを明示している。また、人工知能で生成
された結果を介した場合の盗用のリスクを認識することと、最後に必ず人が確認しなければならいことなどが明記して締めくくられてい
る。論文投稿時の COI 申告は、ICMJE の Disclosure Form の提出を求められる場合が多く、日常的にこれらの書式に記載はしているものの、
各項目の詳細事項については確認する機会は多くないと思われるので、これらの内容についても紹介する。そもそも、この申告を行う上で
利益相反はどのように定義されているか、金銭的、あるいは非金銭的とはどのようなものがあるか、研究と直接的に関係しない関連のある
支援と何を指すか、開示する金額の基準はあるか、などについても各項目の記載内容と、それらが何を指すかの例を具体的な事例も含めて
紹介する。上記のように ICMJE の推奨を原文で確認するのは非常に労力と時間がかかることから、本シンポジウムではこれらの知識を深め
るとことと、情報のアップデートしたうえで他の演者とともに論文を書く前の注意点について議論する。

委員会企画15 ［編集委員会］
CP15-3 論文作成時のアクセプトに向けたポイント

岩手医科大学医学部 臨床検査医学・感染症学講座
仲村 究（なかむら きわむ）

本講演は初めて論文を執筆する方を対象に企画したものであり、アクセプトに向けて参考にしていただきたい事項について示す。まず、論
文のタイトルであるが、演者の場合を例にすると、論文の執筆開始時には仮題としておき、原稿全体が出来てから最終的なタイトルとした
方が、論文内容とのずれが生じないことが多い。論文要旨についても同様であり、一度仮で作成し、その後に論文の全体像が記載されてい
るかを確認しながら、原稿が出来上がるのに合わせて論文要旨を完成させている。論文内容の詳細は取り扱う事項によって大きく変化する
が、これまで論文査読も行ってきた経験からすると、効率的な論文タイトルと論文要旨があるか否かで、査読に対する姿勢が大きく異なる。
これに続いて、序文、事例や症例の紹介、考察、結語、と続けていくが、まず重要なことは、これから記載しようとする内容について、筆
者自身が興味深い、これだけは伝えたい、と思ったことを簡潔に述べることが可能か、という点である。自身がフォーカスしたい部分が明
瞭であることがそもそも重要であり、その点が曖昧であると記載内容の各所に余計な記載や、あるいは情報が足りない記載が多くなり、そ
れらはアクセプトを妨げる因子となり得る。他にも、査読プロセスによって初回原稿がブラッシュアップされる事は非常に重要であり、査
読を経て改善点が見られれば、追加の指摘事項があっても、アクセプトされる事が多いと個人的に考えている。本講演では、それらの点に
ついて例を示しながら、論文作成時に著者が注意することで改善可能となるポイントについて検討する。
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委員会企画16 ［NICU感染対策検討委員会］
CP16 NICUにおける薬剤耐性菌アウトブレイクの対応

座長のことば
坂木 晴世（さかき はるよ）
国際医療福祉大学大学院

高野八百子（たかの やおこ）
慶應義塾大学病院

NICU（新生児集中治療室）では、未熟な免疫機能を持つ早産児や低出生体重児が集中的に管理されており、患児にとって薬剤耐性菌の感染
は重篤な転帰を招きうる深刻な課題である。NICU における薬剤耐性菌のアウトブレイクは、ひとたび発生すると制圧に長期間を要する場合
も少なくなく、地域の周産期医療体制にまで影響を及ぼすことがある。そのため、日常的な予防とともに、発生時には迅速かつ的確な対応
が求められる。
本セッションでは、NICU における薬剤耐性菌対策の基本から、実際のアウトブレイク事例、現場で活用可能なツールまでを包括的に取り上
げ、現場での実践に資する知見を共有することを目的とする。はじめに、森岡一朗先生より、NICU と薬剤耐性菌に関して ICT が押さえて
おくべき要点についてご解説いただく。続いて、千葉均先生には、NICU における薬剤耐性菌アウトブレイクについて、課題や組織内外との
連携についてご紹介いただく。また、星野智子先生からは、本委員会が現在作成を進めている「NICU 感染対策チェックリスト（案）」につ
いて、その背景と構成、今後の活用の展望を報告いただく予定である。
アウトブレイク時の対応は ICT のみで完結するものではなく、NICU スタッフをはじめとする多職種の協働、ならびに施設内外の組織的支
援体制の構築が不可欠である。また、限られた人員や設備の中でも現実的かつ効果的な対応策を平時から明確にし、有事の際に迅速な初動
が可能となるよう備えることが重要である。NICU における薬剤耐性菌対策の質を高める一助として、本セッションが現場における具体的な
行動につながる契機となることを期待する。
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合同シンポジウム1 ［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業感染制御委員会との
合同企画］
JSY1-1 国における個人防護具の備蓄について

厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課 医療用物資等確保対策推進室
坂本 和也（さかもと かずや）

新型コロナウイルス感染症の発生直後は、医療現場で使用するマスク・ガウン・手袋等の医療用物資が不足し、混乱が生じました。これま
でも、国や自治体等には個人防護具の備蓄義務はあったものの、定性的なものであり、十分な備蓄があったわけではなく、また、備蓄物資
も古く、性能が維持されておらず、使用できなかったものもありました。次の感染症の発生に向け、昨年夏に国が策定した「新型インフル
エンザ等政府行動計画」及びそのガイドラインでは、新たに「物資」という項を設け、医療用物資について、国・都道府県の定量的な備蓄
目標を設けるとともに、都道府県と協定を結んだ医療機関にも積極的な備蓄を求めており、これら主体が一体となって、有事に個人防護具
の不足が生じないよう、備蓄を進めています。まずは、これら個人防護具の備蓄に関する政策の状況について、ご説明させていただきます。
一方、個人防護具は、時間の経過とともに性能が変化することもあり、「使用推奨期限」が 5 年と定められているものが多くありますが、備
蓄物資を「備蓄して、使用推奨期限経過後に廃棄する」ということは避ける必要があります。一定期間備蓄した上で、使用推奨期限経過前
に有効活用していただく「回転備蓄」の有効な方法を国において検討してきており、その検討の状況や、「流通備蓄」をはじめとする他の備
蓄方法などに関する議論についても、ご紹介させていただきたいと思います。

合同シンポジウム1 ［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業感染制御委員会との
合同企画］
JSY1-2 個人防護具の適正使用に関する調査報告

済生会横浜市東部病院 感染管理対策室1）、職業感染制御研究会2）

○大石 貴幸（おおいし たかゆき）1）、四宮 聡2）、黒須 一見2）、津田 洋子2）、
吉川 徹2）

個人防護具（以下、PPE）の適正な使用と管理は、医療従事者の安全を確保し、医療関連感染を予防するための基盤となる。職業感染制御
研究会では厚生労働省からの委託を受け、国内の医療施設における PPE 管理の現状を明らかにし、より質の高い管理体系を構築するための
エビデンスを提供することを目的として調査を開始した。本セッションではこの調査結果を報告する。
調査は、2024 年 2 月 21 日から 3 月 1 日の期間、日本国内の医療施設 200 箇所を対象にオンラインアンケート形式で実施した。参加者は感染
制御の医療専門家であり、各施設の代表者として選定された。調査内容は PPE の教育体系、管理状況、品質評価、購買方針、備蓄計画など
に及び、収集データは記述統計を用いて分析した。
調査の回答率は 56.0％（112/200）であった。回答施設の 99.1％ で PPE 使用に関するマニュアルが整備されており、職員を対象としたトレー
ニングが実施されていた。しかし、外部委託職員へのトレーニング提供率は 3.8％ にとどまった。複数サイズのサージカルマスクを導入して
いる施設は 58.0％ であり、N95 レスピレーターのフィットテストができる環境を整備している施設は 58.9％ にすぎなかった。また、環境ラ
ウンドや手指衛生評価と連動した PPE 管理を評価している施設は 58.9％ であった。一方で、備蓄に関しては、45.2％ の施設が状況を評価し
ておらず、63.2％ の施設が備蓄状態を文書化していなかった。
本調査により、外部委託職員への教育体系の欠如、サージカルマスクのサイズ多様化の必要性、N95 レスピレーターのフィットテスト環境
整備の重要性が浮き彫りになった。また、PPE 使用遵守状況の評価体系の確立や、備蓄およびその管理システムの構築といった課題が明ら
かになった。
特に、外部委託職員に対する教育不足の問題は、日本国内に限らず国際的にも指摘されており、契約時点での教育機会や責任範囲の明確化
が必要である。さらに、サージカルマスクのサイズ選択は、感染予防の効果を高めるために重要であり、N95 レスピレーターのフィットテ
ストの普及にはコスト負担を軽減する工夫が求められる。加えて、PPE 使用の遵守状況を評価するための具体的な手法の開発や、手指衛生
評価との連携が重要である。
本調査は、日本国内における PPE 管理の現状を初めて包括的にまとめたものであり、基礎的なデータを提供するものでもある。本調査結果
を基に、さらなる全国規模のデータ収集と詳細分析を施行し、医療現場における PPE 管理の実態解明と改善を図ることが期待される。
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合同シンポジウム1 ［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業感染制御委員会との
合同企画］
JSY1-3 個人防護具の性能検査、N95マスクのJIS T9002の評価試験について

公益社団法人 産業安全技術協会
飯島 直之（いいじま なおゆき）

医療従事者向けの個人防護具（Personal Protective Equipment、以下「PPE」と略す）については、医療従事者の生命及び健康を保護する
物資であり、ひいては国民の生命及び健康を守る点で重要な物資である。一方、医薬品や医療機器と異なり、手袋の一部を除いて薬機法の
規制はなく、製造販売は自由であり、品質については JIS や国内外の規格により規律されている。令和 2 年初頭から本格化した国内での新
型コロナウイルス感染症（以下「COVID－19」と略す）の流行により、医療現場における PPE の需要が急激に高まった。物資によって差は
あるものの、COVID－19 流行当初は N95 レスピレーター（以下「N95 マスク」と記す）、ガウン・エプロンについて、また冬頃からは、使
い捨て非滅菌手袋（以下「非滅菌手袋」と記す）について流行前と同じように入手することが困難な施設、地域が発生した。これは、PPE
の主要生産国の各国政府が国内向けの必要量確保のために輸出を禁じたことや、国際市場において輸入業者間の PPE の確保競争により通
常仕入れルートからの PPE 調達が困難になるなど、国内市場において供給面での制約が生じたことによる。このような需給逼迫に対応すべ
く、国においては、流通に悪影響が生じないよう量的確保と同時に検査検品による品質の確保を行いつつ、医療現場に対してプッシュ型の
供給体制を構築した。その後現在では、PPE の回転備蓄事業が立ちあがっている。当協会は労働安全衛生法に基づいて産業用の防じんマス
ク等の検定を行う検定機関である。世界各国で使用されている防じんマスクのうち米国の N95 マスク、欧州の FFP2 マスク及び日本の DS
2 マスクは、同等性能を有するマスクとして一般に認識されており、国が調達を行った N95 マスクについては、当協会が品質、及び技術面
で厚生労働省をサポートし、またマスク以外の PPE についても、当協会が検査検品を行い、PPE 研究班会議に報告を行った。この報告書で
は、今後のパンデミックへの対策として国が PPE の備蓄品の調達を行う場合は、医療現場で使い慣れた製品が望ましいこと、品質の不安定
化に対して検査体制が重要であること、また N95 マスクについては、感染症リスクを伴う医療現場の作業者に対してフィットテストに関す
る教育訓練が重要であることを提言している。今回の発表では、PPE の性能検査の概要、及び N95 マスクの JIS T9002 の評価試験について
説明する。また、前回コロナ禍の混乱の中、米国で販売されない品質の不安定な N95 マスクが報告されたことから、当協会では医療用とし
て使用される N95 マスクと DS2 マスクを対象として、工場監査・市場買取検査を必須とする強力な品質認証システム（TIIS 認証）を立ち
上げたので合わせて報告する。

合同シンポジウム1 ［職業感染制御研究会と日本環境感染学会職業感染制御委員会との
合同企画］
JSY1-4 N95レスピレータの世界の流通状況とCOVID-19後の国内医療機関における定

量フィットテストの現状について
株式会社モレーンコーポレーション
川口 順也（かわぐち じゅんや）

2019 年 12 月に中国の武漢から最初に報告された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は感染力が非常に強く、世界規模で爆発的な広が
りを見せた。パンデミック発生以降、医療従事者の呼吸器防護具である N95 レスピレーターは全世界で需要が急増し、日本だけでなく全世
界で供給不足が続いた。N95 レスピレーターを販売する弊社も世界的な需要拡大と各国の争奪戦の中、その調達は困難を極め、海外工場や
様々な関係者と日々連絡を取り合い調整したが、日本のユーザーへの供給に本当に苦心した。COVID-19 では N95 レスピレーターの品不足
により様々な経験をすることになった。N95 レスピレーターの供給不足を解消するために通常はディスポーザブルの N95 レスピレーターの
再使用と再生（除菌）方法の確立、代替手段として PAPR（電動ファン付き呼吸器防護具）の使用の急増、そして性能が担保できているの
かが怪しいレスピレーターの日本国内での流通など、それまでの想像を超える事態が多発したことは記憶に新しい。その経験を基に弊社で
は COVID-19 のような世界規模の感染症が発生した場合に備えて、製造工程や原材料の調達方法の見直しを行い、安定した供給を継続でき
る仕組みを整備しているところである。そして N95 レスピレーターのフィットテストについては COVID-19 の経験を経てそのフィットの重
要性が医療従事者の中でもさらに高まり、単なる N95 レスピレーターの購入備蓄にとどまらず、定量フィットテスターを購入またはレンタ
ルしてそのフィット性を確認する施設が増えている傾向にある。
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合同シンポジウム2 ［日本外科感染症学会との合同企画］
JSY2 術中の感染対策手技を見よう～第4回 心臓血管外科・泌尿器科編～

座長のことば
大毛 宏喜（おおげ ひろき）
広島大学病院 感染症科

畑 啓昭（はた ひろあき）
京都医療センター外科・感染制御部

外科系医師が所属していない ICT・AST のメンバーや、手術室での勤務経験がない看護師からは、手術室における SSI 予防対策を実際に目
にする機会が少ないため、実感が湧きにくく、具体的な対策を考えることも難しいとの声をよく耳にします。
本セッションでは、日本外科感染症学会との共催という特徴を活かし、術中に行われる SSI 対策の手技やその注意点、さらに外科的処置に
おける感染対策のポイントについて、実際の動画や画像を用いて紹介します。手術室での勤務経験がない方にも理解しやすく、具体的なイ
メージを持ってもらえる機会になるのでは、と考えています。もちろん、現在手術に携わっている医療スタッフにとっても、専門家による
標準的な手技や新しい知見を学ぶ絶好の機会になると思います。
第 4 回となる今回は、心臓血管外科領域および泌尿器科領域における感染対策手技をテーマとしました。
本シンポジウムを通じて、術中の感染対策に対する具体的なイメージをもって、自施設での感染対策活動に役立てていただければ幸いです。
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第484回 ICD講習会
ICD-1 感染対策における新しいエビデンスと新技術

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター
大曲 貴夫（おおまがり のりお）

MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）感染症は、医療施設内にとどまらず、介護施設、学校、家庭など広範な環境において問題となっ
ている。特に医療従事者は、感染の媒介者ともなり得るため、予防策の中核を担っている。本抄録では、MRSA 感染予防策の現行標準と、
近年提案された革新的アプローチを概観する。現行の標準予防策は、手指衛生、個人防護具の適切な使用、医療器具や環境の定期的清掃・
消毒、接触予防策の実施、および抗菌薬の適正使用に集約される。医療機関ではこれらの対策の教育啓発に努めるとともに、病院の指針に
応じた隔離予防策の導入と、ICT による監視と教育が重要である。介護施設では標準予防策を基盤としつつ、過剰な対応の是正と平時の生
活の質確保との両立が求められている。家庭や学校でも、手洗いや傷の管理、物品共有の回避などを徹底することで感染拡大を防止できる。
近年の研究では、抗菌コーティング技術による環境表面からの伝播防止、マイクロバイオームを活用した保菌除去やプロバイオティクスに
よる感染抑制、AI を用いた感染リスク予測やアウトブレイク早期探知など、新たな対策が提案されている。従来的な人の感染対策に関する
行動を教育と啓発でより推進していくことが重要であるが、今後は従来の方法を活かしつつ、より人間の行動変容を引き出す方法や、抗菌
薬の適正使用、新技術の導入により、MRSA の問題への対応をより一層推進する必要がある。

第484回 ICD講習会
ICD-2 高信頼性組織（HRO）理論の応用

東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部
中澤 靖（なかざわ やすし）

医療関連感染は入院患者の予後に影響を及ぼし、医療コストの増加をもたらす。中心静脈ライン関連血流感染（CRBSI）や手術部位感染
（SSI）などによる院内 MRSA 菌血症もそのひとつである。その増加要因は、院内における MRSA の水平伝播の増加や医療関連感染予防策
の不足などが挙げられるが、単一の原因に集約することはしばしば困難である。
米国では「ゼロトレランス」に象徴されるように、すべての医療関連感染は本来発生してはならないものと捉え、妥協を許さない文化や組
織風土の醸成が推進されることで、医療関連感染が減少している。当院では以前、重症患者に MRSA が検出されてしまうのは仕方ないとい
う考え方が蔓延していた。そこで、当院でも感染対策部門として「院内感染のない医療の実現（ターゲットゼロ）」をビジョンとして院内感
染抑制に取り組んできた。手指衛生の向上などエビデンスに基づき様々な観点から持続的改善を繰り返すことで、MRSA 菌血症を含めた院
内感染を最小限に抑えようと努めた。しかし、日々重症患者を受け入れ、侵襲のある処置を多々行う高度医療機関において、MRSA 菌血症
をゼロにするのは困難な状況であり、むしろ COVID-19 パンデミックの 2020 年においては増加していた。院内感染は許さないというビジョ
ンは堅持しつつも、今後、どのような方向性をもって日々改善に努めるべきであろうか。
近年、日頃からハイリスクな業務を遂行しながらも、重大事例を起こさず、失敗を最小限に抑制している組織が研究されている。このよう
な組織を高信頼性組織（HRO：High reliability organization）と呼ぶ。感染対策部門も、複雑な医療の中で院内感染を起こさないように努力
しているが、それは HRO を目指して活動しているに他ならない。
HRO を維持している組織の研究から、 HRO 達成のための 5 つの要素が示されている。 それらを感染対策の観点から解釈して表現すると、
以下のようになると思う。
1．院内感染発生を常に想定し、予防に注力する（Preoccupation with Failure）
2．事例を綿密に分析し、対策を講じる（Reluctance to Simplify）
3．業務プロセスを観察する（Sensitivity to Operations）
4．現場との対話を通じて認識を共有する（Deference to Expertise）
5．院内感染を迅速に認知し、回復を図る（Commitment to Resilience）
感染対策部門として、これらの HRO の 5 つの要素を意識して対応することで、組織を院内感染に対して注意深い（マインドフルな）状況に
保ち、医療関連感染を最小限にすることに繋がるものと考えている。
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第484回 ICD講習会
ICD-3 MRSA菌血症ゼロを目指した取り組み

東邦大学医療センター大森病院 感染管理部
塚田 真弓（つかだ まゆみ）

【はじめに】
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）菌血症は、敗血症や全身状態の悪化を引き起こし、医療費の増大や医療従事者の業務負担増につ
ながる。当院では、これまで ASC（active surveillance culture）や手指衛生の強化、接触感染対策の徹底など、様々な感染対策を実施して
きた。しかしながら、MRSA 菌血症の発生が増加しており、この状況を改善すべく、「MRSA 菌血症ゼロ」を目標に掲げ、新たな取り組み
を開始した。Outcome として、CRBSI（カテーテル関連血流感染）ゼロおよび MRSA 新規検出ゼロを設定し、以下の感染対策戦略を実施し
ている。

【主な感染対策戦略】
1、組織体制の確立
・医師・看護師・その他職種によるリンクスタッフ制度を立ち上げ
・小児 ICT（感染制御チーム）との連携
・救命 ICT との連携活動
2、多職種による振り返りと再発防止策検討
・MRSA 菌血症発生時の関連診療科・部署・感染管理部で会議
・CRBSI や MRSA アウトブレイク時のリンクスタッフ会でグループワーク
3、教育・研修活動
・リンクスタッフ会での CRBSI・MRSA 予防対策講習会と演習
・現場スタッフの感染対策意識向上と実践能力強化
4、モニタリングとフィードバック
・MRSA 菌血症発生数、CRBSI 発生数、MRSA 新規検出数
・ASC の実施
・無菌操作（清潔操作、薬剤・カテーテル管理、手指衛生）
・接触伝播防止策（隔離、防護具の使用、環境消毒、物品管理、手指衛生）

【考察】
バンドル対策の実施を含む、リンクスタッフ制度を中心とした組織的な感染対策の結果、MRSA 菌血症の発生件数は減少傾向を示した。
CRBSI の発生件数についても同様に減少傾向が認められた。全体としては MRSA 新規発生数に大きな変化は見られなかったが、感染対策を
強化した小児病棟においては、MRSA 院内発生の減少が確認され、小児 ICT の介入およびリンクスタッフとの連携が奏功したと考えられ
る。また、リンクスタッフ会でのグループワークや演習は、現場スタッフの感染対策に対する意識向上と実践力の強化に寄与した。MRSA
菌血症発生時の迅速な振り返り体制は、個別の事例からの学びを組織全体に展開する上で重要な役割を果たした。

【結語】
目標設定に基づく感染対策に組織全体で取り組むことの重要性を、現場の医療従事者も実感している。一方で、MRSA 菌血症ゼロの達成、
CRBSI のさらなる減少、MRSA 新規発生の抑制に向けては、今後も対策のさらなる強化が必要である。ICT とリンクスタッフの連携をより
深め、現場スタッフの意識と実践力を一層高めていくことが今後の課題である。

第484回 ICD講習会
ICD-4 環境・設備から考える感染対策の将来展望

広島大学病院 感染制御部1）、広島大学病院 感染症科2）

○森 美菜子（もり みなこ）1）、北川 浩樹1,2）、大毛 宏喜1,2）

【はじめに】
日本の黄色ブドウ球菌に占める MRSA 分離率は低減傾向にあるが、依然として身近な薬剤耐性菌である。そこで、MRSA 菌血症の予防策の
1 つとして、感染対策の実施による MRSA 伝播予防が重要である。

【手指を介した伝播対策】
当院の血液培養検体より分離した MRSA での検討において、重症化を起こす市中感染型の MRSA による院内感染が増加傾向にあり、感染
対策は重要である。MRSA は主に手指を介して拡大するため、日頃からの手指衛生が重要であり、特に MRSA 菌血症の侵入門戸となりやす
い血管留置カテーテル管理と創傷管理がポイントである。サーベイランスを踏まえた改善活動とともに、手指衛生遵守率を上げるためには、
職種を超えて声を掛け合うこと、一緒に対策を検討することが効果的である。

【環境を介した伝播対策】
当院は、環境を介した伝播対策としてターミナルクリーニングに紫外線（UV）照射装置を活用している。MRSA 検出患者退室後の環境から
の MRSA 検出率を調査したところ、退室後 42.2％（43/102）、清掃後 19.6％（20/102）、UV 照射後 3.9％（4/102）と有意に減少した（退室
後 vs. 清掃後；p＜0.01、清掃後 vs. UV 照射後；p＜0.01）。また、1 箇所の平均 MRSA コロニー数も、退室後 5.7±2.1CFU、清掃後 1.1±3.9
CFU、UV 照射後 0.3±2.0CFU と有意に減少し（退室後 vs. 清掃後；p＜0.01、清掃後 vs. UV 照射後；p＜0.01）、MRSA 院内伝播率は、3.56/
1,000patient-days から 2.21/1,000patient-days に有意に低減した（p=0.0497）。しかし、MRSA 院内伝播の原因として、汚染度の高いベッド
周囲環境を介した伝播や、汚染した共有物品を介した伝播も起きている。近年は、222nm という人体の組織に対して安全性が高いと言われ
る UV もある。今後、人体への安全性が証明されると、有人下での照射も可能となるため、ターミナルクリーニング以外でも、環境の微生
物負荷を下げることができるようになり、照射対象拡大が期待される。

【結語】
MRSA 菌血症ゼロを目指して、平時からの感染対策の推進が求められる。手指衛生遵守率の向上に加え、一般的な環境清掃を補完するもの
として、UV の併用は効果的であると考える。
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スポンサードシンポジウム1
SSP1-1 下水・湖水の高感度核酸解析で拓くワンヘルス感染制御―COVID-19と H5高病

原性鳥インフルエンザの早期検知事例―
株式会社AdvanSentinel
岩本 遼（いわもと りょう）

【緒言】AdvanSentinel は、下水・環境試料中の微量核酸を高感度に検出する技術を基盤とし、感染症リスクを俯瞰的に可視化するワンヘル
ス企業である。本講演では、1．下水サーベイランスの現状と展望、2．鳥インフルエンザ（HPAI）の環境モニタリングという二視点から、
環境感染制御の新潮流をレビューする。【下水サーベイランス】COVID-19 パンデミック以降、臨床検査の定点報告だけでは地域流行を正確
に把握できなくなった。無症候者も含む「市中全体の排泄物」を集約する下水を調査する下水サーベイランスは、変異株出現や感染再拡大
の早期兆候を捉える社会の町全体の血液検査である。当社が全国自治体と構築した下水モニタリングネットワークでは、臨床陽性率上昇の
1-2 週前にウイルス RNA 濃度のスパイクを検出できる。定点把握に移行後も受診行動によらず、一定のレベルで感染動向をモニタリングし
続けることが可能である。【鳥インフルエンザと環境監視】H5 亜型高病原性鳥インフルエンザは国内家禽産業に甚大な被害を与え、海外で
はヒトへの致死的感染例も相次ぐ。日本では主にシベリア由来の渡り鳥が湖沼にウイルスを持ち込み、これが養鶏場へ波及する。そこで当
社は主要ルートである各地の湖水に焦点を当て、リアルタイム RT-PCR を用いたサーベイランスを実装した。従来は赤血球濃縮法が用いら
れていたが、QuickConc と COPMAN を利用し、従来手法比感度を 100 倍以上高めることに成功した。2024 年 10 月から複数地点にて、湖
水サーベイランスを実施し、周辺農場からのインシデントに先立ち、湖水からの鳥インフルエンザの検出に成功した。一部陽性検体につい
てはシークエンス解析を実施し、HPAI であることが確認できた。湖水からの病勢鑑定としては世界初の事例になる。【結論】下水および湖
水サーベイランスは、臨床データが捕捉しきれない「見えない感染ループ」を可視化し、公衆衛生と家畜防疫を横断的に支援する次世代プ
ラットフォームである。単一の高感度核酸解析技術で複数マトリックスを同時監視できる点は、ワンヘルスの理念を具体化する強力な武器
となる。今後は 1．複数病原体を同時解析するマルチプレックス化、2．AI による時系列リスク予測モデルの高度化、3．行政・産業界との
データ共有基盤整備を進め、持続可能な環境感染対策エコシステムの構築を目指す。学術界・行政・産業界が連携し、網羅的かつ経済合理
的な監視体制を世界に先駆けて実装することが喫緊の課題である。

スポンサードシンポジウム1
SSP1-2 高病原性鳥インフルエンザの脅威と備え

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザ研究センター
長谷川秀樹（はせがわ ひでき）

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）H5N1 ウイルスは、1997 年に香港で初めてヒト感染例が報告されて以降、家禽産業への壊滅的な被害の
みならず、哺乳類やヒトへの感染リスクが指摘され、世界的な公衆衛生上の重要課題となっている。近年、特に Clade 2.3.4.4b 系統のウイル
スが、北米、南米、南極域にまで拡散し、渡り鳥を介して地理的な広がりが加速している。日本国内でも 2022 年秋以降、複数の道県におい
て高病原性鳥インフルエンザの発生が相次ぎ、家禽や野鳥に加えて、北海道ではキタキツネやタヌキなど更に 2025 年には道東地方では海
鳥、アザラシ、トド等の海生哺乳類への感染事例も確認され、動物種間の越境感染が現実化している。さらに、2024 年 3 月には米国テキサ
ス州とカンザス州で乳牛への H5N1 感染が初めて報告され、乳頭からの感染経路や乳中へのウイルス排出など、これまで想定されていな
かった家畜間の伝播リスクが顕在化した。感染牛では乳量の減少、乳の粘調性増加、食欲不振、発熱、下痢などが観察されたが、一般に軽
症か無症状で経過し、5～14 日程度で自然回復することが多い。これらのウイルスは北米由来のみならず、ヨーロッパ由来株でも乳牛への感
染が成立することが実験的に確認されており、今後日本を含む他地域でも同様の事態が発生する可能性が否定できない。また、米国では 2024
年以降、H5N1 に感染したヒトも報告されており、主に結膜炎や軽度の呼吸器症状が見られるものの、現時点ではヒトーヒト感染は確認され
ていないが、ウイルスの哺乳類適応の兆候や、広域な動物種への感染拡大を踏まえると、パンデミックのリスクは引き続き注視すべきであ
る。このような状況を背景に、我が国ではプレパンデミックワクチンや抗インフルエンザ薬の備蓄、One Health アプローチに基づく動物・
ヒト・環境を統合した監視体制の構築と強化が不可欠となっている。国立感染症研究所では、北海道のキタキツネから分離された H5N1
ウイルス株（A/Ezo red fox/Hokkaido/1/2022）を基盤としたプレパンデミックワクチン株を作製し、2024 年には WHO のワクチン組成会
議において認定を受けた。2024 年には国の備蓄ワクチンとして製造されている。本講演では、HPAI H5N1 ウイルスの最新の流行状況と、今
後求められる公衆衛生対策について、科学的根拠に基づき概説する。
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スポンサードシンポジウム1
SSP1-3 AMRの現状と抗菌薬の適正使用について

国立大学法人東京科学大学大学院医歯学総合研究科 統合臨床感染症学分野
岡本 耕（おかもと こう）

薬剤耐性（Antimicrobial resistance, AMR）は、ヒトにおける問題であるだけでなく、動物や環境を含めた健康（健全性）問題であり、分野
横断的に取り組む One health（ワンヘルス）アプローチが重要であると認識されている。近年では、気候変動などと共に、地球規模の環境
の健全性とヒトの健康の関連、すなわち Planetary health（プラネタリーヘルス）の問題として語られることもある。薬剤耐性菌による感染
症は、世界で 100 万人以上の死亡の直接的な原因となっており、対策を取らなければ今後さらに影響が拡大すると予想されている。
薬剤耐性の主要な原因はヒトおよび動物に対する抗菌薬をはじめとする抗微生物薬の不適切な使用や過剰な使用である。薬剤耐性の問題に
対して、日本をはじめ多くの国でワンヘルスアプローチが採用されている。日本政府は 2016 年に薬剤耐性アクションプラン 2016-2020 を、
2023 年に同 2023-2027 を発表し、抗菌薬適正使用を含め様々な取り組みを進めている。2024 年度の報告によると、ターゲットになっている
複数の菌での耐性率については大きな変化はみられていないが、使用量削減のターゲットとなっている複数の抗菌薬でコロナ禍を経て再び
使用量増加の傾向がみられている。
抗菌薬適正使用は、適正に感染症を診断し、その感染症に対して感染症が必要な場合は、適正な抗菌薬を、適正な量で、適正な期間で投与
するという考え方である。抗菌薬適正使用が耐性菌の定着や感染症のリスク低下と関連していることが複数の研究で示されており、臨床現
場で取り組むべき最も重要な対策のひとつである。 日本でも抗菌薬適正使用加算を含め国の政策として抗菌薬適正使用が推進されている。
その中心は抗菌薬適正使用支援チーム（AST）が担い、感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、抗微生物薬の事前承認など複数
の介入によって抗菌薬の適正使用の支援を行っている。AST と感染対策チーム（ICT）は、そのゴールやメンバー・職種など多くの部分で
オーバーラップしており、病院における医療安全を推進するうえで、協働することが重要である。

スポンサードシンポジウム2
SSP2-1 救急・集中治療領域における超音波検査機器の管理方法と課題

日本医科大学付属病院 看護部
藤田 昌久（ふじた まさひさ）

近年検査機器・装置の開発や性能向上により、迅速な診断や治療に活用されており、とりわけ救急医療や集中治療領域における活用は急速
に拡大している。特にポイントオブケアとして緊急度や重症度を判断する超音波検査の必要性と実施頻度は高く、日常的に行われる検査の
一つとして考えられる。
こうして行われる超音波検査は経皮的なアプローチ一般的であるが、損傷皮膚における血液や体液、生体及び環境における薬剤耐性菌等の
病原性微生物による汚染は避けられないものである。そのため使用後の検査器具の適切な洗浄・消毒は、院内感染対策上必要不可欠な対応
である。
しかしながら現状では使用後の適切な管理は十分に出来ているとは言い難く、対象物に関する洗浄・消毒に係る正しい知識に基づく処理方
法の選択、実践のための現場に即した手順の整備、関係する多職種におけるリスクコミュケーションの課題も考えられる。
今後ますます必要性が重要視される、ポイントオブケアとしての超音波検査機器・装置の管理方法について課題を明確にしたうえで、先行
報告や関連する学会等で報告されている対応方法を参考にし、一定の管理上の質を担保できる対応について、現場との検討・調整行った内
容について共有する。
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スポンサードシンポジウム2
SSP2-2 NICUスタッフと取り組むエコープローブの消毒

綜合病院山口赤十字病院 NICU
神崎多紀子（かんざき たきこ）

当院は山口県の県央部の地域周産期母子医療センターとして、NICU9 床を有している。ハイリスク妊婦や新生児の出産、治療は、同じ医療
圏にある総合周産期母子医療センターが担っている。当 NICU では山口市内の早産、低出生体重児や近隣市町の心臓疾患の新生児の入院を
受け入れている。
NICU では出生直後から退院まで、超音波画像診断が頻繁に行われる。医師がベッドサイドに超音波検査機器を移動させ、頭部や心臓、腹部
などの検査を行う。エコープローブを消毒した後、機器を定位置に戻すといった一連の作業が行われている。
私が以前 NICU に勤務していた頃は、エコープローブの消毒は行われておらず、耐性菌の伝播経路になっているのではと考えたことがあっ
た。当時の超音波検査機器メーカーにエコープローブの消毒方法を確認したところ、使用出来る消毒薬がほとんどないとの回答だった。小
児科医師とメーカー担当者と話し合い、イソプロパノールと低水準消毒薬含有ワイプで消毒をすることとなった。検査が医師のみで行われ
るため、検査した医師が消毒まで実施するルールができた。それから十数年が経過し、再び NICU で勤務することとなった。超音波検査機
器は新しいものに変わっていたものの、消毒のための物品は以前と同様に整備され、医師によって消毒が続けられていた。
昨年 6 月、感染関連学会の展示ブースでエコープローブの高水準消毒装置があることを知った。当院では採用できないだろうと思いながら、
話を聞いたところ、当院に導入されているとのこと。驚くばかりであった。産婦人科外来に設置され、外来のエコープローブが消毒されて
いた。NICU のエコープローブを消毒したいと打診したところ、産科側は産科診療に支障がなければ・・・、小児科医師は漸く更新できたエ
コープローブが壊れないなら・・・という事であった。超音波検査機器、消毒装置それぞれのメーカーに当院のエコープローブでの使用の
可否を確認し、消毒可能と分かったため、感染リンクナースとともに消毒ルールを作成した。
当初、産婦人科外来の消毒日以外での使用となった。しかし、清潔なプローブを提供したいという NICU スタッフの思いを受け、産婦人科
外来スタッフに交渉し、平日は毎日消毒できるようにした。多忙な業務の中でも消毒が実施されるよう、他の業務と同じく担当者が決めら
れるようになっている。
当院 NICU の超音波検査機器に関する感染対策は、エコープローブの消毒から始めたが、患者使用毎の高水準消毒には至っていない。また、
使用するゼリーや本体操作パネルの清潔管理など課題は残っているため、引き続き感染対策を検討していきたい。

スポンサードシンポジウム2
SSP2-3 このままでいいはずがないと思いながらも超えられない壁と立ち位置のジレンマ

埼玉医科大学総合医療センター 看護部
池田 知子（いけだ ともこ）

2023 年 7 月に開催された第 38 回日本環境感染学会総会・学術集会中で行われた、共催シンポジウム「診療部門別感染対策プラクティス最前
線」を聴講し、産婦人科領域における超音波検査感染防止マネジメントバンドル 2023、超音波プローブ高水準消毒装置があることを知った。
超音波プローブの管理は悩みの種だったため、このシンポジウムの内容は衝撃的だった。学会から戻って 1 か月もたたない頃、産科病棟の
看護師長から、「出生直後に ESBL が検出される児が最近続いている。環境上問題がないか、見てほしい」と依頼を受けた。私は、超音波プ
ローブ高水準消毒器の導入のチャンスだと思い、すぐに産婦人科の教授に面談を申し入れ、話はスムーズに進んだが、どの部署が買うのか、
という壁にぶつかった。私は、2009 年から長いこと感染制御室の専従看護師として、院内全体の感染管理を担ってきたが、2023 年 4 月から
中央材料部へと移動となり、感染制御室の室員にも所属しない立ち位置だった。そのため、これらのことを感染制御室の室員に相談したが、
機器を購入するかしないかを感染制御室では決めかねるとの返答だった。私は、この対応に違和感を抱くと共に、自分無力感を感じた。し
かし、中央材料部で勤務して実感した。クスコは滅菌しているのに、超音波ブローブの管理はこれでいいはずがないと。私のようにジレン
マを感じている方々もいるかもしれない。皆さんとのディスカッションで道が開けることを期待したい。
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スポンサードシンポジウム3
SSP3 感染症危機管理の新たな未来―東京感染症対策センター（東京 iCDC）の発足とそ

の活動―

座長のことば
賀来 満夫（かく みつお）
聖マリアンナ医科大学感染症学講座、東京iCDC

成田 友代（なりた ともよ）
東京都保健医療局

東京 iCDC（東京感染症対策センター）は、新型コロナウイルス感染症が拡大していた 2020 年 10 月に、都の感染症施策に科学的な見地から
助言を行う専門家のバーチャルなネットワークとして設立された。東京 iCDC の最大の特徴は、自治体において外部の専門家が参画する常
設の組織として設立されたことであり、行政主体で行う感染症危機管理の地域モデルとして非常に先進的な取組みといえる。本シンポジウ
ムでは、都における感染症対策の概要を紹介した後、東京 iCDC の取組みについて、核となる 3 つの柱からそれぞれの具体な事例を紹介し、
今後の展望について議論する。

スポンサードシンポジウム3
SSP3-1 感染症危機管理のためのエピデミックインテリジェンス活動の強化と国際連携

大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科
中島 一敏（なかしま かずとし）

歴史的に感染症は多くの被害を生じてきた。2000 年以降の 4 半世紀だけでも、2009 年の新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）による 2 回のパンデミックに加え、重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器症候群（MERS）高病原性鳥インフルエンザ
H5N1 感染症、エボラウイルス病、ジカ熱、Mpox 等、感染経路の異なる様々な感染症が国際的な問題となっており、今後、どのような感染
症がいつ出現するかわからない状況にある。
Epidemic Intelligence（EI）は、脅威となる感染症の発生を早期に探知するための活動である。世界保健機関（WHO）は、平時から公式、
非公式を問わず様々な情報源から疑わしい情報を収集し、確認作業を行い、リスク評価を実施している。EI 活動には、信頼性の高い情報を
迅速に入手する必要があるが、公開されている情報は限られており、国内外の信頼できる専門組織や専門家とのネットワークを通じた非公
開情報の共有が重要となる。
東京 iCDC は、2023 年 1 月に、COVID-19 の感染者数、死亡者数ともに世界的に低い水準に抑えたシンガポール、COVID-19 の大きな健康被
害が生じた米国を 2023 年 10 月に、また、英国、スウェーデンを 2024 年 7 月に訪問し、公衆衛生当局、専門機関、医療機関、NPO 等を視
察、各地域の COVID-19 パンデミックに対する専門機関の活動、政策との連携、医療・公衆衛生対応、コミュニケーション対応の成果や教
訓について情報を収集、意見交換を行い、相互のネットワークを構築してきた。
大都市は感染症に対し一定のリスクを共有している。行政・専門機関・医療における大都市間の連携は、感染症危機管理への備えの強化、
早期探知と迅速な対応に重要と考える。
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スポンサードシンポジウム3
SSP3-2 東京都におけるクラスター発生時の医療関連施設への支援～保健所と感染対策支

援チームの連携による取り組み～
東京臨海病院、感染対策支援チーム1）、多摩小平保健所2）

○長井 直人（ながい なおひと）1）、○桑波田悠子（くわはた ゆうこ）2）、沼田 結子2）

東京 iCDC「感染対策支援チーム」（以下：支援チーム）は、病院内・施設内の感染対策支援を目的に新型コロナウイルス流行下の 2020 年 10
月に設置された。支援チームは、保健所からの派遣要請に応じてメンバーを派遣し、所管保健所、実地疫学調査チームと連携して感染拡大
防止に努めている。施設支援は、聞き取り調査による状況の把握、施設特性に応じた疫学調査、感染経路解析、環境ラウンドを行い、課題
の抽出と具体的なアドバイスを行っている。これらの活動は新型コロナが 5 類移行後も、新型コロナ以外の院内・施設内感染管理上重要な
薬剤耐性菌や疥癬など保健所のニーズに応じて継続している。前半では、こうした支援チームの概要について説明する。
後半では、支援チームと保健所の連携した活動について、実際に支援を行った薬剤耐性菌の事例を踏まえて報告する。
多摩小平保健所管内にある医療機関 A では、アウトブレイクに至らないものの、断続的に CRE が発生していた。保健所では、病棟の水場
等への CRE の定着と医療従事者を介した感染伝播の可能性を考えて介入し、保健所の病院訪問時には支援チームと共同ラウンドを行った。
保健所ではこれまでに、水回りの清掃や PPE 着脱手技等への助言を行っていたが、支援チームからは、委託清掃員への指導、シンク清掃ス
ポンジの交換時期の明確化、シンク用途の表示等、より臨床現場に即した実践的な助言があった。患者分離株及び環境分離株の遺伝子検査
等の実施結果、院内感染対策の取組結果については本学会「CRE13 例における薬剤耐性遺伝子の検出状況と保健所の介入による院内感染対
策の取組について」において報告する。本事例では支援チームと協働することで、保健所職員単独では気が付きにくい課題抽出ができ、具
体的な改善策提案につながった。今後、本取組を地域の感染症対策ネットワークで報告し、薬剤耐性菌対策への共通認識のもと、圏域全体
で対策の底上げをしていくこととしている。

スポンサードシンポジウム3
SSP3-3 レジリエントな都市づくりに向けた社会全体における感染症対応力向上の取組み

国際医療福祉大学医学部感染症学講座1）、東京都保健医療局感染症対策部調査・分析課（東京iCDC事務局）2）

○松本 哲哉（まつもと てつや）1）、○菊池 優（きくち ゆう）2）

東京 iCDC の専門家ボードは、9 つのチームで構成されており、その内の 1 つである感染制御チームは科学的な知見を基に効果的な感染対策
を検討し、高齢者施設・障害者施設や一般の都民向けなど対象別に、感染対策事例集やハンドブックの策定等に取り組んできた。具体的に
は 2020 年 12 月以降、感染の流行に伴いその時点で重点的に感染対策を取り組むべき対象となっていた世代や施設などを踏まえて、新型コ
ロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブックや、高齢者施設・障害者施設向けの新型コロナウイルス感染対策事例集、若者向けの集団
感染を防ぐためのチェックリストなどを作成した。さらに高齢者施設などでクラスターが引き続き発生している状況を受けて、施設におけ
る感染拡大予防に関する研修動画を作成し配信し、施設向けのオンライン講習会を開催した。その後、新型コロナウイルス感染症の 5 類へ
の移行を受けて、高齢者施設・障害者施設向けの感染対策事例集を新型コロナウイルス以外の感染症も追加し、平時にも役立つ事例集に改
訂した。また、この事例集を題材とした施設内研修用の講習動画を作成し、職員教育にも役立つ題材として提供した。さらに、各種感染症
が次々に流行したことを受けて、日常生活で役立つ感染症予防ハンドブックを作成した。
東京都が提供した情報は印刷物だけでなくホームページ上でも公開し誰でも閲覧可能となっており、東京都民に限らず広く活用していただ
くことを願っている。
また、都民の方が感染症への関心を高めるきっかけとし、将来の感染症危機への備えにつなげるほか、医療従事者等の感染症対策関係者に
向けた、東京 iCDC の活動・研究内容等の情報発信の場として、「東京 iCDC フォーラム」を 2023 年度より開催している。こうした取組みを
通じ、社会全体の感染症対応力を向上させていく。
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スポンサードシンポジウム4
SSP4-1 医療施設におけるエアロゾル感染と空調換気対策

北海道大学工学研究院 建築都市部門 空間デザイン
林 基哉（はやし もとや）

建築物の空調換気設備は、室内空気環境を維持できるように設計施工される必要がある。日本では、1970 年に施行された建築物衛生法で室
内空気環境の管理基準が定められ、不特定多数の人々が利用する一定規模の特定用途の建築物（特定建築物）に対しては、自治体が立入検
査を行い空気環境管理に関する指導が行われている。しかし、医療施設は特定建築物ではないため、室内空気環境の維持管理は医療施設に
委ねられている。室内空気環境は感染症対策としても重要であるが、COVID-19 パンデミックでは特定建築物も例外ではなく様々な建築物で
集団感染（クラスター）が発生した。健康ハイリスク者が利用するだけではなく感染拡大抑止の機能を担う医療施設は、特定建築物より高
度な空気環境管理が必要であるが、医療施設に適した管理に関する指導は行われていない。COVID-19 パンデミックでは、医療施設でクラス
ターが多発した。クラスターが発生した医療施設で空気環境が要因となっている可能性が指摘された場合には、国立感染症研究者、国立保
健医療科学院及び大学等によって調査が行われた。そして、ほとんどの対象で顕著な換気不良が確認された。空調換気設備の給排気量が設
計値に対し顕著に低下しており、その原因としてダクトの脱落、粉塵によるダクトの狭窄、振動によるダンパーの閉鎖などが指摘された。
また、省エネ・省コスト・寒さ対策のための換気の一時停止や給気量の抑制が確認された。このように、実際の換気量や各室での給排気バ
ランスは設計と乖離していた。さらに、病室の扉が常時開放されていることや病室の給気量が排気量より大きいことによって病室のエアロ
ゾルが廊下、さらに他室へ拡散することが確認された。これらの結果は、感染者が利用する病室内での感染リスクを上昇させたこと、病室
の近傍や風下の空間の感染リスクを上昇させたことを意味し、換気不良がクラスター拡大の要因となった可能性が指摘された。この調査結
果に基づいて、厚労科研「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」の研究班は健康危険情報を通報し、厚生労
働省は「新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について（2021 年 4 月 7 日）」を通知した。新型コロナウイルスでは、当初
からエアロゾル感染（空気を介する伝播・感染）が指摘され、換気対策が発信された。しかし、医療施設では空気清浄機の利用や窓開け換
気などの応急的な対策を、その効果を検証できない状況で取り組んだ。このような中、多くの医療施設でクラスター発生が続いた。次のパ
ンデミックの備えとして、医療施設の空気環境の改善は急務である。エアロゾル感染対策を踏まえた空調換気設備の設計基準及び既存の医
療施設の空調換気設備の改修方法について、空気清浄器や簡易陰圧化法などの応急的対策も含め、次のパンデミックに備えたガイドライン
が必要である。

スポンサードシンポジウム4
SSP4-2 継続的なセンシングによる空調・換気設備の状態基準メンテナンス

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
○谷口景一朗（たにぐち けいいちろう）、赤司 泰義

本研究は、建築設備の維持管理において一般的に採用されている時間基準メンテナンスの問題点を指摘し、センサーベースのヘルスモニタ
リングを活用した状態基準メンテナンス（CBM）の有効性を検証することを目的とする。従来の時間基準メンテナンスは、一定の期間ごと
に設備を点検・修繕する方式であるが、設備の劣化進行は必ずしも一定ではなく、使用環境や負荷条件に応じてばらつきが生じる。そのた
め、過剰なメンテナンスによるコスト増加や、不十分なメンテナンスによる性能低下が発生するリスクがある。これに対し、CBM は設備の
状態をリアルタイムで監視し、その劣化状態に基づいて適切なメンテナンス時期を判断する手法であり、効率的かつ合理的な維持管理が可
能である。CBM の有効性を明確に示すため、モンテカルロシミュレーションを用いて設備の劣化挙動および故障リスクを解析し、その結果
を新たに提案するチャート評価法により定量的に評価した。シミュレーション対象とする全熱交換換気設備の構成機器に対し、フォルトツ
リー解析を適用し、各機器の故障が全体性能に与える影響を評価した。特に、モニタリング密度（グローバル、ローカル、併用）の違いが
性能維持および不確かさ低減に与える効果を比較し、密度を高めることで性能のばらつきが抑制され、安定した運用が可能であることを確
認した。グローバルモニタリングは、設備全体の運転状態を統合的に監視する手法であり、全体的な劣化傾向を把握できるものの、個別機
器の故障を識別することは困難である。一方、ローカルモニタリングは、各構成機器を個別に監視し、劣化進行をリアルタイムで把握でき
るため、効率的なメンテナンスが可能となるが、多数のセンサー導入によるコスト増が課題となる。本研究では、これらを組み合わせた

「併用モニタリング」を提案し、劣化進行が早い機器のみをローカルに監視し、他はグローバルに監視することで、コストと性能のバランス
に優れた手法であることを示した。また、実際の利用状況を考慮し、UWB 位置測位システムによる在室人数モニタリングを実施し、リアル
タイムに人数に応じた換気量制御を行うことで、エネルギー消費の削減および換気性能の向上を確認した。さらに、CBM を設計段階で導入
することにより、必要性能を満たす最小限の設備構成が実現し、初期コストの削減も可能であることを示した。シミュレーション結果から、
CBM は性能の安定性向上、故障リスクの低減、エネルギー効率の向上に寄与し、従来の時間基準メンテナンスに比べて効率的であることが
明らかとなった。また、実利用に基づく運用方法は、エネルギー消費削減およびコスト削減に有効であり、最適な維持管理が可能であるこ
とを示唆している。
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スポンサードシンポジウム4
SSP4-3 病院室内環境におけるウイルス飛沫感染リスクシミュレーションと空調条件・機

器レイアウト検討
ダイキン工業株式会社 テクノロジーイノベーションセンター
○笹井 雄太（ささい ゆうた）、○中澤 武馬（なかざわ たけま）、小川 夕季、
横野遼太郎

COVID-19 の世界的流行を契機とし、飛沫・エアロゾル感染のリスク評価モデル構築が研究されている。CFD（Computer Fluid Dynamics）
によって飛沫拡散過程を物理的に解析して感染リスクを推定する技術として、スーパーコンピュータ「富岳」を用いた事例が挙げられる。
ウイルスを含む飛沫は発話や咳嗽などによって口元から噴流状に発生し、非定常かつ微細な気流の渦の影響を受けながら拡散される。この
ような複雑な乱流の影響を高精度に解析する手法として、LES（Large Eddy Simulation）による大規模計算が実施される。飛沫拡散挙動を
精密に解析し、被感染者の呼吸領域におけるウイルス量の積算値から曝露量を評価し、それに基づき室内空間での感染リスクを定量化する
ことが可能である。しかし、詳細な乱流と粒子挙動の解析手法はコストが非常に高く、HPC 等の豊富な計算資源を必要とする。そのため、
より実用的な感染リスクの評価に向けて RANS（Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations）とパッシブスカラーによる物質輸送拡散解
析に飛沫粒径に応じた重力影響を加味したウイルス飛沫感染リスクシミュレーション（以下、簡易解析手法）を構築し、「富岳」による計算
と同様に相対評価が可能であることを確認した。また、感染防止や室内汚染物質への曝露低減策として換気・空気清浄機等の導入・空調機
での空気清浄を求められており、その効果を簡易解析手法によって評価することは社会的な意義が大きい。以上を踏まえ、簡易解析手法の
確からしさの実測検証を実施した。面会室において感染者と被感染者が対面で会話している状況をクリーンブース内で再現し、異なる設置
位置での空気清浄機の稼働や中性能フィルタを導入した空調機の稼働による模擬飛沫核の濃度分布を計測した。実測評価との比較から
CFD によるエアロゾル濃度分布の計算結果は感染リスク評価において十分な精度であり、簡易解析手法の有用性が確認された。実測評価お
よび簡易解析手法の結果から、空調機の稼働により広範囲に及ぶ飛沫拡散が生じるが、適切な配置・風量で動作する空気清浄機との連動や
空調機へのフィルタ導入によって飛沫濃度が低下し、感染リスクの低減が示唆された。感染リスクを低減させる空気清浄機の配置例として、
換気装置の給気口から供給された外気が排気口に向かう流れを妨げない位置であること、感染者のウイルス放出方向と被感染者の呼吸によ
る吸い込み方向の直線経路上以外の位置であること、清浄化された空気が室内に再供給されやすい位置であること等が示された。このよう
に簡易解析手法によって、低コストで最適な機器のレイアウトおよび連動条件を導出し、特定の室内空間における感染リスクを相対評価す
ることが可能となった。

スポンサードシンポジウム5
SSP5-1 新型コロナワクチン―医療関係者のためのワクチンガイドライン第4版より―

高知大学医学部 臨床感染症学講座
山岸 由佳（やまぎし ゆか）

2019 年世界で始まった新型コロナウイルスの流行は、日本国内では 2020 年から第 1 波が始まった。当初主流であった武漢株は瞬く間にウイ
ルスが変異し、第 9 波のオミクロン株 XBB.1.5 系統や XBBl.9 系統から派生した EG.5 株のほか、第 10 波では BA.2.86 株から派生した JN.1
株が、2024 年 7 月には JN.1 派生変異株の KP.3 株が流行している。2021 年の第 5 波の主流を占めたデルタ株以降に確認されている変異株
は、免疫逃回避による易感染性が指摘されており、第 11 波では第 9、10 波をしのぐ患者数であった。そのタイミングで日本環境感染学会が
発刊している医療関係者のためのワクチンガイドライン第 4 版では新型コロナワクチンの記載を大幅にアップデートした。新型コロナウイ
ルスはヒトからヒトへ感染するため、医療関係者には個人予防に加え、他者に伝播させないために、新型コロナワクチンを接種することが
推奨される。接種の際に想定される副反応の症状や出現頻度、時期などを考慮した勤務体制を整える。2024 年 7 月時点で、オミクロン株
XBB.1.5 対応 l 価ワクチンである mRNA ワクチン製剤として「コミナティ筋注」（ファイザー株式会社）、「スパイクバックス筋注」（モデル
ナ・ジャパン社）、「ダイチロナ筋注」（第一三共株式会社）が使用可能であった。また 2024 年秋からのオミクロン株 JN.l 株系統対応ワクチン
として、「コミナティ筋注」（ファイザー株式会社）、「スパイクバックス筋注」（モデルナ・ジャパン社）、「コスタイベ」（Meiji Seika ファルマ株
式会社）、「ダイチロナ筋注」（第一三共株式会社）、「ヌバキソビッド」（武田薬品工業株式会社）が使用可能となった。さらに 65 歳以上の者ま
たは 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有す
るものは、2024 年 10 月 1 日～2025 年 3 月 31 日の間で各自治体が設定する期間に限って予防接種法 B 類疾病の位置づけとして接種対象と
なった。使用可能な 5 剤について、ワクチンタイプにはそれぞれ mRNA ワクチン、mRNA ワクチン（レプリコンワクチン）、組換えタンパ
クワクチンがあり、それぞれ対象年齢、希釈の有無、貯法、1 本当たりの接種可能回数が異なっているため、対象者や接種状況に応じて選択
が可能となっている。用法・用量について本ガイドラインでは製剤の添付文書に準じるよう記載している。本セッションでは 5 種類のワク
チンの特徴も含め本ガイドラインのコロナワクチンについて講演する。
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スポンサードシンポジウム5
SSP5-2 医療関係者における2024年度新型コロナワクチン接種状況のアンケート調査結

果
聖マリアンナ医科大学 感染症学講座
國島 広之（くにしま ひろゆき）

【背景】日本環境感染学会 臨床研究推進委員会（三鴨廣繁 委員長）は産学共同で Evidence based Infection Prevention を実現すべく設立され
た組織である。「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第 4 版」での推奨を踏まえ、2024 年度シーズンの医療関係者における新型コロ
ナワクチンの接種実態を把握し、今後の適切な接種啓発につなげることを目的として企業を公募し、アンケート調査を行った。【方法】2025
年 3 月 28 日～4 月 18 日に本学会会員を対象に Web アンケート（8,546 名）20 問を実施した。【結果】回答は 1,032 名（12.0％）から得られ
た。回答者は男性 37.8％、300 床の病院（精神科除く）48.6％、感染対策防止加算 1 62.3％、看護師 60.2％ である。5 類移行後の感染対策で
は、勤務外でも手指衛生励行 68.3％、勤務外でも屋内ではマスク着用 46.2％、三密回避 42.3％ であった。新型コロナおよびワクチンの情報
は、公的機関 74.5％、学会 72.1％、感染制御部門 44.8％、マスメディア（新聞、テレビ）34.3％ から得ていた。2024 年 10 月以前の新型コロ
ナワクチン接種歴は 7 回が 26.2％ と最も多く、2024 年 10 月以降は 25.9％ が接種していた。回答者の勤務場所の 24.8％ が新型コロナワクチ
ンの接種補助をしており、そのうち 31.9％ は無料（自己負担なし）であった。自己負担額がどの程度であれば、新型コロナワクチンを接種
するか、については 1,500 円以上～3,000 円未満が 40.6％ と最も多かった。回答者の 39.7％ は、勤務施設の患者さんから新型コロナワクチン
に関して聞かれたら、ワクチンの接種を勧めていた。【考察】新型コロナ感染対策において、ワクチンに関する正確な情報共有は極めて重要
である。加えて、施設における医療従事者への適切な支援が不可欠であることが示唆された。

スポンサードシンポジウム5
SSP5-3 感染対策を担当する看護師の立場から新型コロナワクチンの接種について考える

東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染対策室
菅野みゆき（すがの みゆき）

医療者に対するワクチン接種プログラムは感染管理における職業感染対策の重要な柱である。医療者が患者から感染してしまうことを防
ぎ、医療者が患者や他の医療者に感染を伝播させる感染源とならないようにすることが目的である。患者に感染伝播した場合は病状が悪化
したり治療経過に支障をきたしたりする可能性があり、医療者間で感染が拡大した場合には病院機能に多大な影響が出てしまう。このため、
当院においてもワクチンで予防が可能な複数の感染症について、職員のワクチン接種を推奨している。しかしながら、ワクチン接種は強制
されるものではなく各職員が接種を受けるかを判断することが基本であるため、接種の必要性や副反応に関することなどについて十分な理
解を得る必要があると考えている。
2021 年 2 月に医療従事者を対象とした新型コロナワクチン接種が開始された。当時、まだわからないことの多い感染症であった新型コロナ
ウイルス感染症は、感染力が非常に強く、患者や職員の集団発生を次々と引き起こした。そのような中で待望のワクチン接種の開始であっ
たが、新しいワクチンであることから安全に接種するための準備から副反応への対応を含めた職員の理解を得るために慎重な対応が求めら
れたと思う。病院を挙げて職員そして患者への接種を行ったことは貴重な経験である。
2024 年 4 月から新型コロナウイルスは定期接種 B 類疾病に位置づけられ、医療者のワクチン接種は任意接種となったが、新型コロナウイル
ス感染症は流行を繰り返し、院内発生への対応に困難さを感じる状況はあまり変わっていない。本発表では、看護師の立場から今後のワク
チン接種に寄与できることについて考えてみたい。





一般演題口演抄録
〈O1-1～O20-6〉
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O1-1 当院における血液培養検査の汚染
率低下へ向けた活動

マツダ株式会社 マツダ病院 臨床病理検査室1）、マツダ株式会社
マツダ病院 看護部2）、マツダ株式会社 マツダ病院 呼吸器内
科3）、マツダ株式会社 マツダ病院 外科4）

○西田 圭子（にしだ けいこ）1）、村田 織江2）、
宗本 幹枝2）、大成洋二郎3）、赤木 真治4）

【背景・目的】血液培養検査は感染症診療において重要な検査である。その
結果は治療に直結するため、正しい結果を報告しなければならない。検体
採取時の皮膚常在菌や環境菌による偽陽性は、不要な抗菌薬使用につなが
る可能性があるため、適切に検体採取を行う必要がある。当院では散発的
に汚染率の上昇を認めており、その原因の究明と汚染率低下へ向けて活動
した。

【活動内容】当院では血液培養検査陽性時は菌名同定後、汚染菌の判断をし
ていた。しかし、その時点では採取後時間が経過しているため採血者に聞
き取りを行っても、原因が解明されないことが多かった。そのため、2022
年 1 月より、グラム染色結果より汚染菌の可能性について、例えば「Cory-
nebacterium 属の可能性があり、これは皮膚の常在菌が含まれます」など
感染管理認定看護師（ICN）へ報告することとした。ICN はカルテ情報を
確認し、必要に応じて採血者、採取場所、採取状況、採取手順などの聞き
取りを行い介入した。その結果について感染対策チーム（ICT）ミーティ
ングで報告し、情報を共有した。2023 年 11 月には血液培養検体採取の手
順書を改訂し、その周知、啓発に努めた。倫理委員会申請中。

【成果・考察】活動前から現在まで複数セット採取率は 90％ 以上であっ
た。活動前（2021 年）の汚染率は平均 1.3％（0.0％～4.1％）であったが、
活動後は 2022 年 0.9％（0.0％～2.7％）、2023 年 1.0％（0.0％～2.3％）と減
少し、散発していた汚染率の上昇は認めなかった。ICN の聞き取りにより、
手指衛生や手袋装着のタイミングに課題があることが判明したため、血液
培養検体採取の手順書を改訂し、それらのタイミングを強調した。これに
より 2024 年は汚染率が 0.6％（0.0％～1.9％）とさらに減少した。菌名同定
前に ICN に汚染菌の可能性を伝えることで、早期の聞き取りが可能とな
り、原因解明に役立った。その結果、適切な対策をとることが可能となり、
汚染率低下へつながった。

O1-2 当院における13年間の血液培養
コンタミネーション低減に向けた
取り組みとその成果

香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院 ICT
○武下 公子（たけした きみこ）、三谷佳衣子、
矢野 紗織、岡本 佳樹

【背景・目的】血液培養（血培）採取時のコンタミネーション（コンタミ）
は、真の起炎菌の判別を困難にし、不必要な検査や抗菌薬投与につながる
恐れがあるため、避けなければならない。当院での 2012 年から 2024 年ま
でのコンタミ率低減に向けた取り組みとその成果について報告する。

【活動内容】2013 年血培採取の推進を開始、2014 年血培採取マニュアルの
整備と Q＆A の作成、コンタミ防止院内研修会（外来・病棟）を実施した。
2015 年看護師新人研修会を開始、予習を取り入れ、講義、確認テスト、実
技を行い、コンタミに対する理解度と血培採取の質を高められるよう工夫
した。滅菌手袋着用、ボトルの消毒、皮脂消毒（70％ エタノール綿での有
機物や汚れの除去）に重点をおいて指導した。2016 年皮膚消毒剤を 10％
ポビドンヨードから 1％ クロルヘキシジンアルコール（CHG）に変更、看
護師全員に少人数研修会、医師に説明会を実施した。2017 年中途採用も含
め、看護師入職者全員対象に研修会を開始した。また、コンタミ率につい
ては 2014 年からモニタリングを開始し、毎月、院内感染対策委員会に報
告、院内 Web で全職員に周知し、コンタミ率が増加した場合は注意喚起を
行った。

【成果・考察】2012 年から 2024 年まで血培採取セット数（最小 293 セッ
ト、最大 1352 セット）と動脈血採取セット数（最小 17 セット、最大 83
セット）は年々増加しているが、コンタミ率は、2012 年から 5 年間は 3.1％
から 1.4％ の間で変動、2017 年に 0.5％ に低下し、2024 まで 8 年間は 1％
以下を維持している。1％ CHG への皮膚消毒剤の変更と全看護師血培採取
研修会の実施はコンタミ率の低減に寄与した可能性がある。また、コンタ
ミ率を監視し、効果的な結果のフィードバックと全看護師への教育の継続
がコンタミ率低減の維持につながったと考えている。今後も、血培の検査
精度を高められるようコンタミ率 1％ 未満の維持を目標に院内で取り組
んでいきたい。

O1-3 適切な皮膚消毒方法の広報活動が
血液培養汚染率低下へ与える影響
の検討

神戸大学医学部附属病院 感染制御部
○楠木 まり（くすき まり）、田村 直暉、八幡眞理子、
出田 理恵、宮良 高維

【背景・目的】血管内留置カテーテル関連菌血症を正しく抽出する目的で
も血液培養（以下血培）の複数セット採取率の向上と血培汚染率の低下は、
重要な課題である。当院では、2021 年 12 月のリンクナース会を契機に、
血培の適正な採取について新規採用および復職時のオリエンテーション
や全職員必修講習会など、複数のチャンネルを通じて継続的に広報を行っ
ている。この広報活動が血培汚染率に及ぼした影響を検討した。

【対象と方法】2019 年から 2023 年にかけて、当院で提出された血培の汚染
率を算出した。対象は、同日に 2 セット以上の血培が提出された症例とし、
汚染菌の可能性とする菌種が、1 セットのみ陽性であった症例を血培汚染
と定義した。汚染菌の可能性とする菌種は、Coagulase Negative Staphylo-
cocci、Cutibacterium acnes、Micrococcus spp.、viridans-group Strepto-
cocci、Corynebacterium spp.、Bacillus spp. とした。各年における血培汚
染率について、ペアワイズのカイ二乗検定を用いた解析を行った。

【結果】血培の汚染率は、2019 年：3.95％、2020 年：4.54％、2021 年：
4.97％、2022 年：3.28％、2023 年：3.04％ であった。COVID-19 流行期前
後（2019 年 vs 2022 年・23 年）では、いずれも有意な差を認めなかった。
一方で、広報活動前後（2021 年 vs 2022 年・23 年）では、有意な減少を認
めた（p＜0.01）。また、2019 年と 2022 年・2023 年における汚染率のオッ
ズ比を算出した結果、2019 年と比較した 2022 年の汚染率には有意な変化
を認めなかった（オッズ比 1.08、95％IC 0.88-1.31、p=0.46）。一方、2023
年では有意な汚染率の低下が認められた（オッズ比 1.31、95％IC 1.07-1.62、
p=0.01）。

【考察】2020 年および 2021 年に血培汚染率が高値を示した背景として、
COVID-19 流行期における full PPE 着用下での採取手技の影響が考えら
れる。一方で、広報活動前後（2021 年 vs 2022 年・2023 年）の比較では有
意な汚染率の低下が認められ、さらに COVID-19 流行期前後（2019 年 vs
2023 年）においても有意な低下が認められた。この結果から、本広報活動
は血培汚染率の低下に有用である可能性が示唆され、継続的な取り組みが
重要であると考えられた。

O1-4 看護師による血液培養採取の推進
と汚染率低下への取り組み

大阪大学医学部附属病院
○太田 悦子（おおた えつこ）、中上理紗子、
長田麻友子、日馬 由貴、忽那 賢志

【背景・目的】血液培養採取における皮膚常在菌の汚染は、抗菌薬適正使用
に影響を及ぼし、各種問題を引き起こす。汚染率は 3％ 以下が目標とされ
るが、当院では 2022～2023 年度に 5％ 前後で推移した。看護師が採取する
血液培養採取チームの汚染率は低いと報告されており、当院では従来、医
師が主に採取していたが、AST 活動の一環として看護師による採取を段
階的に推進したので報告する。

【活動内容】2023 年 3 月より感染管理リンクナース、副看護師長、看護師
長に対し、看護師採取の意義・目的・効果を説明し、ナーシングスキルⓇに
基づくシミュレーション研修を実施。その後、各部署・診療科と相談・合
意の上で教育を行い、看護師採取を開始した。2024 年度からは、リンク
ナースと診療科医師による ICT 活動の一環として複数部署で看護師採取
を目標とした。評価のため、採取部署でシールを貼付し、微生物検査室で
看護師・全体の採取数、汚染検体数を毎月算出し、3 か月毎にデータを関
係者へフィードバックした。

【成果・考察】教育機会は感染管理リンクナース 4 回、副看護師長 1 回、看
護師長 2 回であり、リンクナースが中心となり各部署でシミュレーション
教育を実施した。識別前の 2023 年 4 月～2024 年 1 月を介入前、2024 年 2
月～12 月を介入後とし汚染率を評価した。全体の汚染率は 4.28％→4.03％

（p=0.53）であった。介入後の看護師・医師の汚染率はそれぞれ 1.46％、
5.21％（p＜0.0001、OR 0.26、95％CI 0.16-0.44）であり、看護師採取の方が
有意に低かった。統一手順に基づく教育が汚染低減に寄与した可能性があ
るが、カテーテル逆血採取による影響は除外できていない。看護師による
血液培養採取の推進は、院内全体の汚染率低下に寄与し、看護師採取は医
師採取より汚染率が低いことが示された。
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O1-5 医療用テープの適切な管理方法の
検討

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 臨床検査科1）、独立
行政法人国立病院機構栃木医療センター 臨床研究部・感染アレ
ルギー科2）、独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 看護
部3）、独立行政法人国立病院機構栃木医療センター ICT4）
○黒岩ひかり（くろいわ ひかり）1,4）、山口 禎夫2,4）、
丸山沙緒里3,4）

【背景・目的】医療用テープは、注射針やチューブの固定に用いられ、患者の
皮膚に貼付するものであるが、無菌的な状態を求められてはいない。しかし
不適切な管理で汚染された場合、医療用テープを介して細菌が伝播する可能
性も否定できない。本研究は、医療用テープの使用方法及び管理の仕方で汚
染に差があるか調査を行い、適切な管理方法を検討したのでその取り組みを
報告する。

【活動内容】当院ではハサミストラップに医療用テープを装着し、白衣のポ
ケットに携帯した状態で患者ケアを実施している医療従事者が散見された。
そのため、まず医療用テープの携帯率を 5 日間かけて調査した。携帯率は平
均 39％ で、最も高かった病棟は 60％ であったが、使用時にカートから取り
出す運用の病棟は 0％ であった。医療用テープの汚染状況の比較のため、携
帯していた医療用テープとカート内の医療用テープをそれぞれ 14 検体培養
検査＜菌種同定及び菌量（CFU/cm2）測定＞を行った。方法は、滅菌スピッ
ツに 2cm×2cm の医療用テープと滅菌生理食塩水を 2mL 加え攪拌後、抽出
した 1mL の液を 5％ ヒツジ血液寒天培地に滴下した。発育した菌は、主に皮
膚常在菌（S.epidermidis、Bacillus sp.）で、携帯していたテープからは、B.
cereus や腸内細菌目細菌など多種多様の菌が検出された。菌量は、カート内
の医療用テープでは平均 0.4CFU/cm2に対し、携帯していた医療用テープで
は平均 13.1CFU/cm2であった。カート内の医療用テープは 5 検体（36％）、
携帯していた医療用テープは 14 検体すべて培養陽性（100％）と有意に多く

（χ2検定：P＜0.05）、最も多く菌が発育しているもので 44.0CFU/cm2であっ
た。本結果をリンクナース会で報告し、使用時に医療用テープを持参するよ
うに各病棟で周知後、医療用テープの管理状況を 5 日間かけて調査した。

【成果・考察】周知後、医療用テープの携帯率は平均で 4％ に激減した。本研
究で、医療用テープを白衣のポケットに携帯することは、患者ケア業務の際
に細菌汚染されていたことを改めて確認できた。今後も定期的に院内ラウン
ドで周知を徹底し、適切な管理状況を維持したい。

O1-6 気管支洗浄液から検出された
Sphingomonas parapaucimobi-
lis による院内感染の早期阻止に成
功した一例

一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 臨床検査
科
○増子 七海（ましこ ななみ）、前田 順子

【背景・目的】Sphingomonas parapaucimobilis（以下本菌）は、土壌や水中な
ど様々な環境に広く存在するブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌である。非発酵菌
は院内感染症の起因菌であり日和見病原体でもある。本菌は臨床的な重要性は
低いと考えられているが、文献的には多数の感染例が報告されている。2024
年 4 月より 6 月までの期間、本院で気管支鏡を行った患者 22 名の気管支洗浄
液から本菌が検出され、院内感染の可能性が示唆されたため原因を調査した。

【活動内容】感染源の特定を目的として、疑わしい環境中の箇所を詳細にサンプ
リングし、培養法を用いて調査した。内視鏡の洗浄にはベッドサイド洗浄法を
採用しているが、確認のためにフラッシュテストや洗浄機器内の培養を行った
が結果は陰性だった。透視室内の培養は、手指が触れる場所、内視鏡保管場所、
排水溝などを培養したところ、排水溝と水道の蛇口の 2 箇所から菌が検出され
た。しかしこれは検査後の器具洗浄に起因するものと考えられた。次に、内視
鏡検査を実施していない病棟を調査するために全病棟の環境培養を実施した
が結果は陰性だった。最終的に、採取した検体を各検査室に分ける作業を行っ
ている A 部署の環境培養を実施したところ、部署内の 2 箇所と生理食塩水か
ら本菌が検出された。原因の解明に至るまで、看護部門へは環境整備を呼びか
け、A 部署には環境清掃と手指衛生の徹底をお願いした。以降、検体から本菌
の検出は認められなかった。

【成果・考察】A 部署の職員が環境汚染されていることを知らずに、部署から出
る際に手洗いをせず採取場所へ赴きそのまま手袋を装着して検体の処理を
行ったため、手指に付着していた本菌が検体に混入したと考えられる。WHO
も適切な 5 つのタイミングで手指衛生を行うことを提唱しているが、このよう
な事例はどの部署でも発生するリスクがあるため、手袋装着の前後はもちろ
ん、手指衛生を徹底することで院内感染防止に繋がる事が改めて確認された。
今回は細菌検査室からの迅速な報告と ICT チームの早期介入により、院内感
染を未然に防ぐことができた。今後も院内感染の監視と防止に努め、感染管理
の責任を果たしていきたい。

O2-1 病院と医師会連携によるMicro-
soft Formsを活用した浜松地区感
染状況報告の取り組みと今後の課
題

浜松医科大学医学部附属病院 感染制御センター
○古橋 一樹（ふるはし かずき）、望月 啓志、
鈴木 利史、名倉 理教

【背景・目的】2010 年度以降の診療報酬改定で院内感染対策チーム整備と病院
間連携が進んだが、2020 年以降の新型コロナ流行で、医師会、診療所・クリ
ニック、保健所との連携の重要性が再認識された。2022 年度改定で新設された

「外来感染対策向上・連携強化・サーベイランス強化加算」を活用し、浜松地
区では病院感染対策チームと地域医師会が連携し、Microsoft Forms による年
4 回の感染状況報告を実施した。本取り組みは、施設間の情報共有と現場課題
の明確化を通じ、地域全体の感染対策体制の持続的強化を目指す。

【活動内容】病院感染対策チームは、加算要件に基づき Microsoft Forms でア
ンケートプラットフォームを作成し、QR コードで簡便な入力方式を導入し
た。浜松市医師会、浜松市浜北医師会、浜名医師会に所属し連携強化加算を取
得している診療所・クリニックを対象に、手指消毒薬使用量、感染症診断件
数、検体提出件数（MRSA 含む）、抗菌薬・抗ウイルス薬の使用状況、5 類移
行後の診療体制等を年 4 回調査した。特に感染症診断件数、検体提出件数、抗
菌薬・抗ウイルス薬使用状況は経年調査を継続し変動を把握した。更に合同
カンファレンスや医師会配布資料を通じ各施設へのフィードバックを行っ
た。

【成果・考察】2022 年度調査では、各施設の手指消毒薬使用量、感染症診断件
数、検体提出のばらつき、抗菌薬・抗ウイルス薬処方傾向が明らかとなり、小
児科標榜施設とその他との違いや診療所・クリニックでの MRSA 検出件数
推移から現場課題が浮き彫りとなった。2023 年度は、5 類移行後の診療体制に
おける検査方法、個人防護具選択、環境対策の多様性が確認され、抗菌薬使用
パターンの改善傾向と留意点が示された。また、年 4 回報告へのアンケートで
は約半数から改善要求が寄せられたが、これらの成果から Microsoft Forms
による報告システムが地域の感染対策の現状把握と課題抽出に有効で、病院
と医師会の協働で現場課題を明確化できたことを示す。今後は、詳細な抗菌薬
使用量等のデータ収集や AMR 対策高度化を目指す OASCIS の普及、報告体
制の負担軽減と情報精度向上を両立する仕組みの構築が課題である。

O2-2 WHO手指衛生多角的戦略の活用に
よる手指消毒薬使用回数の改善

大分大学医学部附属病院 感染制御部1）、大分大学医学部附属病院
看護部2）

○眞名井理恵（まない りえ）1,2）、二宮 萌1,2）、
兒玉 知久1,2）、橋本 武博1）、平松 和史1）

【背景・目的】当院の 1 患者 1 日あたりの手指消毒薬使用回数（以下使用回
数）は、2021 年度の 13.3 回をピークに 2022 年度は 10.4 回に低下した。そ
こで、2023 年度に病院の目標回数を 15 回に設定し活動を行ったが、11.7
回となり目標達成には至らなかった。2024 年度では WHO 手指衛生多角
的戦略を活用し、使用回数の改善に取り組んだ。

【活動内容】2024 年 4 月に WHO 手指衛生多角的戦略の 5 つの要素を、手
指衛生自己評価フレームワークを用いて評価した。物品設備 55/100 点、研
修教育 50/100 点、測定評価 70/100 点、現場掲示 70/100 点、組織文化 50/
100 点の合計 295/500 点であり、手指衛生のレベルは中級であった。この
結果を踏まえ、低い項目でかつ改善しやすい内容を優先的に取り組むこと
にした。特に組織文化の項目は低く、7 月に外部評価を受ける機会をチャ
ンスと捉え、新たな取り組みを行った。まず「感染制御のための業務改善
計画書」を各部署の病棟医長と看護師長に協働で作成を依頼した。また、
看護師のみで構成されていた感染制御部リンクナース会を、多職種から構
成される感染制御部リンクスタッフ部会に変更した。さらに、手指消毒薬
を携帯している職員に関しては、個人使用量を毎月調査し使用量の多い職
員をロールモデルとして評価し、部署の管理者やリンクスタッフと共有し
た。

【成果・考察】2025 年 1 月の手指衛生自己評価フレームワークの結果は、
物品設備、現場掲示は前回と評価は同等であった。また、研修教育は 50
点から 55 点、測定評価は 70 点から 75 点、組織文化は 50 点から 70 点と改
善し、合計点は 295 点から 325 点へと上昇していた。さらに、2024 年度の
手指消毒薬使用回数は 2023 年度の 2 倍近くに増加し、MRSA の新規検出
率も低下していた。今後は、WHO 多角的戦略を長期的に活用し PDCA
サイクルをまわすことで、更なる手指衛生の改善および定着につなげるこ
とが課題である。
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O2-3 ICTが介入した外来診療エリアで
同時多発的に発生したチャタテム
シの駆除対策

加賀市医療センター 感染管理室1）、加賀市医療センター 看護
部2）、加賀市医療センター 皮膚科3）

○小森 幸子（こもり さちこ）1）、赤尾 康子2）、
木村 浩1,3）

【背景・目的】当院は、2016 年 2 病院の統合により新築開院した。2024 年 10
月、1 階外来診療エリアに同時多発的にカビと同定不能の微小なムシ発生の報
告を得た。衛生害虫の発生は、医療機関にとって人体への影響および衛生管理
の不備を指摘されることになり速やかな対策が必要である。今回発生した衛生
害虫の駆除対策を総括する。

【活動内容】2024 年 10 月 3 日外来部門から、カビと直径 1mm 程度の一部飛翔
するムシが複数箇所で発生していると報告を受けた。カビ発生場所の清掃は速
やかに実施されたが、1 週間後内視鏡室でムシが捕獲され顕微鏡下で観察した
ところ、形態学的にチャタテムシであると想定された。その後、害虫駆除業者
随行の目視調査で外調機のカビ発生や天井裏配管の水漏れなど設備に問題が
ないことを確認し、ムシが発生した皮膚科・耳鼻科・産婦人科・小児科・内視
鏡室に対してピレスロイド系燻煙式殺虫剤で駆除作業を実施した。次に施設内
の湿度管理状況を調査した結果、7 月に 22 日間、8 月に 21 日間と湿度 60％ を
超える多湿日が続いていた。待合場所に加えて、診察室や内視鏡室にも湿度計
を設置し湿度調査は継続とした。さらに節電による夜間の空調停止時間を短縮
した。対策後にはカビ・ムシの発生はない。

【成果・考察】今回発生したムシは無翅型のコナチャタテ亜目と有翅型のチャ
タテ亜目に属する 2 種類と類推された。2 種ともに典型的な屋内性の種で、そ
の生態は高温多湿な環境を好み主にカビを餌とする。チャタテムシは加湿状態
を指摘する環境指標生物であり、中密度繊維板を使用した収納棚にアオカビや
天井にクロカビの発生が複数箇所で確認されたことからも湿度管理の必要性
を再認識する機会となった。今回のムシ発生要因は、1）建物の気密性に加えて
長期間夏の猛暑が続いたこと、2）にもかかわらず電気代高騰で休日夜間の外来
診療エリアの空調を制限していたこと、3）段ボール再利用やカビの発生など複
合的なものである可能性が考えられた。2017 年埼玉県の医療機関において手
術室でチャタテムシ発生のため手術が 2 日間中止されたとの新聞報道もあり、
医療経済学的にも ICT による衛生害虫対策は今後重要であると考える。

O2-4 当院の感染対策における地域連携
について、J-SIPHEと OASCIS
の活用

滋賀県立総合病院 外科1）、滋賀県立総合病院 感染管理室2）

○大江 秀典（おおえ ひでのり）1）、中川 祐介2）、
西田 和輝2）

【背景】・令和 4 年度の診療報酬改定で感染対策が見直され、地域連携が重
視されるようになった。もともと感染管理室は院内の感染対策を目的とし
ていたが、地域の病院間だけでなく多くの診療所との連携など対外的な活
動が求められ、資料作成等の労力が膨大になってきている。
・連携にかかるフォーマットの共通化が不十分で、他の連携グループや全
国との比較が難しく、その場その時限りの資料になりがちである。

【活動内容】・感染対策向上加算病院同士の連携では、J-SIPHE の還元情報
をもちいて定期的なカンファレンスを行うこととした。
・外来感染対策向上加算に伴う診療所との連携では、OASCIS に一本化す
ることとした。

【成果】・感染対策向上加算病院同士の連携での J-SIPHE 導入は比較的問
題なく行う事ができ、カンファレンスの資料作成にかかる資料作成労力を
大きく削減することができた。全国の病院との比較も行えることから、連
携施設の全国での立ち位置を確認出来、カンファレンスがより具体的な目
標を共有できるものとなった。
・診療所との連携に OASCIS を導入する依頼を医師会にしたところ、当初
はどのように登録すればいいのか、レセプトデータ登録の安全性やコスト
に懸念がある、自院の電子カルテが対応しているのかわからない、OASCIS
での連携が加算要件を満たすのかわからない等の問題点をいただいた。近
畿厚生局に加算要件を満たすことを改めて確認した後、OASCIS に先進的
に取り組んでいただける診療所と連携し医師会役員の理解を得、懸念され
ている診療所に当院の事務職員が赴くなど地道な取り組みを続け、最終的
には医師会全体の理解を得ることができ、およそ 30 超の診療所と OAS-
CIS での連携に一本化することができ、大変な労力削減に貢献している。

【考察】全国的なプラットフォーム上で地域連携を行っていく事は、導入時
は大変な努力を要するが、資料作成の労力を大きく削減しカンファレンス
をより有意義にすることで、 抗菌薬適正使用に貢献できる可能性がある。

【謝辞】福田正悟先生（ふくだ医院院長 守山野洲医師会顧問）、水上博行
（滋賀県立総合病院 経営強化推進室）

O2-5 連携施設への訪問活動とその成果
について

埼玉医科大学病院 感染対策室
○吉原みき子（よしはら みきこ）、小松 真怜、
星野みなみ、妙中 勇貴、坂田由美子、岸 悦子、
小泉 盛、戸叶美枝子、樽本 憲人

【背景・目的】当院は、感染対策向上加算 1、および指導強化加算を届出し
ている医療機関であり、感染対策向上加算の届出医療機関 7 施設、外来感
染対策向上加算の届出医療機関 3 施設と連携している。今回、当院と連携
する医療機関を訪問し、感染対策について助言をした活動内容について報
告する。

【活動内容】2022 年 9 月から連携する医療機関に対して、当院からの訪
問・ラウンドの実施希望を聴取し、訪問を希望する医療機関に対しては、
チェックリストを用いたヒアリングと病棟等のラウンドを実施している。
また、訪問後は、ラウンド時の写真に課題と改善策を記載した報告書を作
成するなどの改善支援を行っている。2025 年 2 月までに 1 医療機関に対
して計 3 回訪問を実施しているが、2 回目以降の訪問では前年度改善策を
提案した内容について改善の進捗を合わせて確認している。さらに、定期
的に開催される Web カンファレンスにおいて、当院のラウンド後の改善
に向けた取り組みを各医療機関から報告してもらい、参加者間で共有して
いる。

【成果・考察】訪問のヒアリングにおいては、「組織体制」「職員教育」「AST
活動」に対して助言することが多かったが、施設管理者への働きかけを支
援することにより「AST 活動」を除き、概ね改善されている状況が確認で
きた。しかし、「AST 活動」については人的資源の課題があり改善が困難
な医療機関が多かった。また、病棟ラウンドにおいては、「シンクの使用用
途の混在」や「汚物処理室の環境整備」「滅菌物の管理方法」等の課題が多
くみられたが、具体的な改善策を提案することにより、短時間で課題が解
決されたことが確認できていた。さらに、カンファレンスにおいて各医療
機関の改善に向けた取り組みを共有していることについては、「具体的な
取り組みを共有することは、自施設の改善のヒントに大きく役立つと考え
ます」等の回答が参加者から得られている。これらのことから、当院が実
施する活動が連携する医療機関の感染管理のボトムアップに繋がってい
ると考えられた。

O2-6 ICTによる ICT（情報通信技術）の
有効活用

松下記念病院 感染制御室
○中西 夕香（なかにし ゆか）、松林 宏実、新子 円香

【背景・目的】ICT 活動を実践の中、ラウンドや感染情報等の連絡、報告書
作成に時間を要してタイムラグが発生している。また口頭での伝達や報告
では十分に意図が伝わりにくく課題であった。さらに、2024 年度より看護
部会議時間の短縮（半減）で感染リンクナース（以下 LN）同行の他部署
ラウンド時間が削減され直接指導の機会が減った。院内モバイル（以下ス
マホ）を有効活用することで、伝達業務の改善を目指した。

【活動内容】2024 年 10 月支給のスマホのトーク機能で LN 等のグループを
作成した。このスマホグループを活用し、ICT ラウンドの報告、伝達事項
や部署の勉強会等の共有、感染症発生時の情報共有の 3 点を重点的に取り
組んだ。写真付き ICT ラウンド報告書でフィードバックを行い、当該部署
の LN は改善策を返信し、 他部署の LN は必ず内容確認することとした。
感染症報告は微生物検査室から連絡があると CNIC が現状確認後、ICT
に情報発信した。その他に医師への連絡や相談など急を要しない件への連
絡にも活用した。

【成果・考察】スマホの活用はメール報告よりも手軽で迅速に行え、過去の
記録もいつでも閲覧でき、交代制勤務の看護師にも情報共有を図り易かっ
た。従来はラウンド時にデジカメで現状を撮影し、ラウンド後に写真入り
の報告書を作成していたが、ラウンドを行いながら報告書を作成すること
で月当たり 120 分の時間短縮につながった。ラウンドは全部署に共通する
課題が多く、指摘事項と改善対応を全 LN で共有できた。LN の任期は約
2 年で、1 年目は具体的な活動がよく分からないという反応が多かった。さ
らに他部署ラウンド参加の機会が無くなったが、スマホ利用で経験による
差を改善することにつながり、LN の反応は上々である。一方で、メール
内容を確認していなくても既読が付くが確認者や内容を読み込んでいる
かまでは分からない。今後は、情報発信が一方通行にならないよう、他部
署の意見、他部署の状況報告などの返信を求めるといった形で双方向な運
用を検討している。院内モバイルの活用はスマホ利用に慣れた世代への情
報発信・共有に役立ち前向きに活用していきたいと考える。
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O3-1 小児 ICT（感染対策チーム）発足に
よる病棟内感染対策活動の取組み
報告

東邦大学医療センター大森病院 看護部1）、東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部2）、東邦大学医学部 微生物・感染症学講
座3）

○佐藤 恵美（さとう えみ）1）、塚田 真弓2）、
富田 学2）、舘田 一博2,3）

【背景・目的】小児病棟は、0～15 歳までの幅広い年齢層が入院する環境で
あり、疾患や症状も様々である。当院では、化学療法や移植後の患者など
免疫力の低い患者と、上気道炎や胃腸炎などの急性疾患による入院患者と
が混在する療養環境となっており、過去にはノロウイルスや RS ウイルス
などの病棟内伝播が発生していた。これに対し、小児感染対策チーム（以
下小児 ICT）を発足し、院内感染対策委員会との連携を図り、多職種で連
携しながら感染予防策を徹底している。患者に安全な療養環境を提供する
とともに、医療者の手指消毒の向上をはじめとした感染防御策の徹底を目
指し活動している。これらの取組みについて、ここに報告する。

【活動内容】チームは院内感染対策委員会の承認を受け、下部組織として位
置づけた。チームメンバーは、病棟内に多く入退院する主要診療科から複
数の医師、病棟看護管理者、病棟スタッフ、感染管理部員で構成した。活
動は、定例会議、ラウンド、教育活動、データ収集と分析、新たな感染対
策の検討と導入などを実施している。新たな感染対策については、病棟再
編成にともなう療養環境の整備や、紫外線照射を利用した消毒などを行っ
た。

【成果・考察】病棟内の看護管理者、感染対策係が定期的に感染管理部員と
対面会議での現場の状況を把握し、課題の明確化、感染対策の検討をする
ことで、病棟での周知・教育をタイムリーに行うことができ、感染防止効
果が得られている。また、チーム内に病棟スタッフを巻き込むことにより、
現場職員の感染対策への問題意識が高まり、小児病棟における感染対策へ
の組織文化の醸成に繋がっている。小児 ICT による多職種連携と継続的
な教育・モニタリング活動により、病棟閉鎖をするような院内伝播発生を
防止し、MRSA 発生数の減少といった成果をもたらした。

O3-2 当院集中治療部における入室時監
視培養提出停止前後の比較

福井大学医学部附属病院 検査部1）、福井大学医学部附属病院 感
染制御部2）、福井大学医学部 感染症学講座3）、福井大学医学部附
属病院 腎臓内科領域・検査医学4）

○久田 恭子（ひさだ きょうこ）1）、飛田 征男1）、
西村 一美2）、松山 千夏2）、酒巻 一平3）、遠山 直志1,4）

【背景・目的】当院では 2024 年 3 月まで、集中治療部（ICU）入室患者全員に
鼻腔検体の監視培養を実施してきた。メチシリン耐性 Staphylococcus aureus

（MRSA）等の耐性菌保菌（持ち込み）の確認や、院内感染発症時の経験的治
療の参考などが理由である。長年継続し、積極的監視培養の有効性は罹患率に
影響を受け、一律な培養検査は不要だと示唆された。加えて、検体採取・搬送
や検査業務の負担増も考えられた。そこで、ICU 入室時の監視培養停止前後を
比較し、MRSA 感染症の増加やアウトブレイク発生の有無を調査した。

【方法】2023 年 4 月から 2025 年 3 月までの間に、福井大学医学部附属病院 ICU
へ入院した患者を対象とした。監視培養を実施していた 2024 年 3 月までの 1
年間（A 期間）と、監視培養を停止した 2024 年 4 月からの 1 年間（B 期間）で
の培養検査を比較した。鼻腔検体は、羊血液/ドリガルスキー分画培地とチョ
コレート寒天培地に塗抹し、発育した菌種は全て同定検査を行った。また、起
因菌が疑われた際には併せて薬剤感受性試験も実施した。培養から検出され
た MRSA は、入院後 3 日以内に検出された場合を持ち込み、4 日以降に検出さ
れた場合を院内発生と定義した。

【結果】総入院患者数は A 期間で 2136 人、B 期間（2025 年 1 月末時点）で 2299
人、鼻腔培養の検体数は A 期間で 464 件、B 期間では 36 件であった。MRSA
検出割合（S. aureus 検出数に占める MRSA 検出割合）は A 期間で 32.0％、B
期間で 40.8％ であり、検体受付総数における MRSA の割合はそれぞれ 1.9％、
1.7％ であった。A 期間における薬剤感受性試験実施例は 122 件だったが、B
期間の実施例は 11 件と大幅に減少した。MRSA 持ち込み件数は A 期間では
19 件、B 期間では 8 件であった。

【結論】MRSA 検出割合は両期間でほとんど差異がないものの、検査件数減少
で大幅な負担減となったことや、B 期間でのアウトブレイク発生事例がない
ことなどを総合的に判断すると、監視培養停止に問題がないことが示唆され
た。今後、同時期による持ち込み件数の増加や同一遺伝子型の検出等、何らか
の徴候が見られた場合には、一定期間だけでも積極的な培養採取が望まれる。
検出事例の把握や遺伝子型測定等、日常的監視は必要である。

O3-3 高齢者介護施設の感染予防対策支
援を行う感染管理専門家の実践プ
ロセスの探求―感染予防対策支援
者への面接結果―

宮城県立がんセンター 感染対策室1）、川崎市立看護大学大学院
看護学研究科2）、静岡県立大学大学院 看護学研究科3）

○菊地 義弘（きくち よしひろ）1）、川上 和美2）、
操 華子3）

【背景・目的】高齢者介護施設での感染予防対策の課題解決のため、高齢者介護施設
を対象とした、感染予防実践支援プログラム（以下プログラム）の開発に着手してい
る。そこで、本研究の目的は、プログラムの開発のため、高齢者介護施設の感染予防
対策支援の実績のある感染管理専門家の実践プロセスを明らかにし、プログラムの
構成要素を抽出することである。

【方法】高齢者介護施設の感染予防対策支援に関わった、感染症専門医 1 名、感染管
理認定看護師または感染症看護専門看護師の有資格者 14 名を対象に半構造化面接
を実施した。対象者の属性は記述統計量により傾向を明らかにした。面接データの逐
語録を質的帰納的に分析し、サブカテゴリ、カテゴリに分類した。本研究は研究者の
所属機関の研究等倫理委員会の承認を受け実施した。

【結果】研究対象者の属性［中央値（最小値-最大値）］は、感染症または感染管理関
連の資格取得後の経験年数が 15（1-20）年、過去 3 年以内の感染予防対策支援を行っ
た施設数が 19（3-100）施設であった。感染予防対策支援の実践プロセスとして、271
のコード、71 のサブカテゴリ、16 のカテゴリが抽出された。現状及び課題として、
微生物・感染症の特徴、施設内での感染リスク査定、隔離予防策の適切な実践などの
カテゴリが抽出された。これらの課題への具体的支援内容は、記述疫学の活用、感染
症者の迅速な察知、施設管理者への説得の試みなどの 30 のサブカテゴリが抽出され
た。この実践プロセスの展開上で求められるコンピテンシーのカテゴリには、高齢者
介護施設における感染管理の知識、生活の場としての施設特徴に配慮した支援、多職
種の能力を引き出す力、多職種の役割を尊重した支援、限られた資源での感染予防対
策の経験値、組織へのリーダーシップを発揮のサブカテゴリを含めた。

【結論】高齢者介護施設における感染予防対策の支援プロセスには、高齢者及び高齢
者施設の特徴を理解し、微生物の特徴や施設の感染リスクを捉え、多職種が実践可能
な隔離予防策に結び付けることである。そのために必要なコンピテンシーは、生活の
場としての配慮、多職種の能力を引き出す力、役割尊重が求められることが明らかに
なった。

O3-4 久留米大学病院における介護保険
施設との連携と感染対策推進方法

久留米大学病院 感染制御部
○片山 英希（かたやま ひでき）、三浦 美穂、
森田 真介

【背景・目的】2020 年より世界的に流行した新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）への対応から明らかになったことは、感染防止対策チームの
組織化、感染症対策専門の人材育成、地域ネットワークの構築、医療施設・
介護施設相互の支援体制確立等の重要性である。
2024 年度の診療報酬改定では、ポストコロナにおける感染症対策の推進
が掲げられ、介護保険施設との連携推進が新たに新設された。久留米大学
病院（感染対策向上加算 1 算定）は 2011 年より久留米市の社会福祉協議会
と連携し、市内の介護施設へ訪問指導および講演会の実施を行っていた
が、今回、新たに開始した介護保険施設との連携および取組みについて報
告する。

【活動内容】介護福祉施設との連携にあたり、2024 年度は 4 施設と連携し、
訪問 2 回/年（7 月および 1 月に各施設 1 時間程度）、講演会 1 回（11 月）を
実施する事とした。指導内容は介護保険施設専用チェックリスト（28 項
目）を作成して評価を行った。また、年度毎に介入テーマを決めて指導を
行う方針とし、2024 年度は「トイレの感染対策強化」とした。

【成果・考察】チェックリスト 28 項目中、1 回目訪問時の感染対策実施率
は 67％ であったが、2 回目訪問時は 83％ へ上昇した。改善できなかった
項目は「ハンドクリームの設置」や「職員全員がマニュアルに目を通して
いる」であった。11 月の研修会において、トイレ周辺や関連物品の感染対
策の重要性を周知し、陰部洗浄ボトルの管理（洗浄・消毒・乾燥）は 4
施設中、3 施設が改善され実施できていた。
今回、専門家の指導が入ることで、施設の改善が速やかに行われることが
明らかとなった。現在は感染対策向上加算施設と連携を取れていない介護
保険施設のほうが多く、今後も連携施設を増やしていく必要がある。今後
も積極的に介入を行うことで、介護保険施設における感染対策を推進する
ためにリーダー的役割を担える人材を育成に努めたい。
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O3-5 当院における診療用チェアフラッ
シングの有効性

大阪歯科大学附属病院 ICT1）、大阪歯科大学附属病院 院内感染
防止委員会2）、大阪市健康局健康推進部3）

○上田 衛（うえだ まもる）1,2）、野木 弥栄1）、
谷本 啓彰1,2）、鳥井 克典1）、護邦 英俊1,2）、
松川 綾子1）、小滝 真也1）、坂田 裕美1）、久保田陽子1）、
内藤 徹1,2）、蒲生 祥子3）、松本 和浩1,2）、志水 秀郎2）

【背景・目的】歯科治療は、医科治療と比較し、水を用いて行うことが多い。
そのため、水質管理は重要であるが、特に法律では規定されておらず、水
道法を元に基準が定められている。歯科用チェアーユニット（以下「診療
チェア」）のチューブ内には一定量の給水が残留しており、長時間内部で滞
留されることにより、残留塩素濃度が低下し細菌汚染が進行する可能性を
秘めている。そのため、診療開始前に診療チェア内に滞留した残留水を排
出するフラッシングの実施が重要とされている。フラッシングを行うこと
で、診療チェアから排出される水内での一般細菌数の減少という効果が得
られる。しかし、フラッシングの具体的な手法には、関連学会で策定され
た規定がなく、各医院・病院等で手順を策定し実施しているのが現状であ
る。今回我々は、当院でのフラッシング前後の一般細菌数の変化を過去 7
年分調査したのでその結果を報告する。

【方法】大阪歯科大学附属病院の診療室にある診察チェアを無作為に選択
し、休診翌日の月曜日の診療前に診療チェアから排出される水を、フラッ
シング前後で含嗽用水、タービン・マイクロモーター、スリーウェイシリ
ンジから採取し、細菌培養検査を行った。フラッシングは上記 4 か所を対
象とし、残留水を 2 分間排水させた。調査は 2018 年～2024 年の 7 年間
行った。

【結果】全年において大腸菌はフラッシング前後とも検出されなかった。フ
ラッシング前に一般細菌数が高値を示した診察チェアも、フラッシングに
より一般細菌数は減少した。診察チェアの使用年数が経過している診察
チェアで、一般細菌数が高値を示すことが多く、使用年数が長期間に及ぶ
と配管内にプラークが形成されている可能性が示唆された。定期的な配管
交換が必要であると考えられた。

【結論】残留水排出のためのフラッシングの実施は、一般細菌数の減少に有
効であり、診察チェアの水質管理のために重要である。

O3-6 一般撮影室に従事する診療放射線
技師の手指衛生遵守のための物品
設備についての検討

国立病院機構 埼玉病院 放射線科1）、国立病院機構 埼玉病院
看護部2）、国立病院機構 埼玉病院 Infection Control Team3）

○皆川 梓（みながわ あずさ）1,3）、工藤 圭美2,3）、
福本 由紀2,3）、平林亜希子2,3）

【背景・目的】手指衛生は感染対策の基本であるが、診療放射線技師（以
下：技師）の遵守率は低い。我々の先行研究により、一般撮影検査におけ
る手指消毒を行うべき 5 つの瞬間の具体例を示すポスター掲示とその瞬
間に必要な実施場所に手指消毒剤を固定設置することにより手指衛生遵
守率が 43％ から 91％ に向上した。WHO「手指衛生多角的戦略」では職員
の行動変容のためには多角的にアプローチしていくことが必要とされ、「5
つの要素」の一つである物品設備では手を伸ばせばすぐ届くところに手指
消毒剤を配置または個人携帯することとしている。一般撮影室において、
手指消毒剤の固定設置と個人携帯について適切な配置を間接観察法で検
討した。

【方法】観察対象は放射線科一般撮影室に従事する経験年数 1-28 年の技師
6 名。使用手指消毒剤はジェルタイプ、1 回適正使用量 1 mL の 250 mL
ボトル。5 つのタイミングで手指衛生を実施しやすい位置に手指消毒剤を
固定設置し a．2 ヶ月間の手指消毒剤の使用量、b．個人携帯の 2 ヶ月間の
手指消毒剤の使用量、再度 c．手指消毒剤を固定設置し 2 ヶ月間の使用量
を確認した。使用量は毎日カウントし、撮影者数から 1 患者あたりの平均
手指消毒剤使用量を算出した。

【結果】手指消毒剤固定設置期間 a の 1 患者あたりの平均手指消毒剤使用
量は 1.10 mL、個人携帯期間 b は 0.81mL、固定設置期間 c は 0.96 mL で
あった。手指消毒剤を固定設置から個人携帯に変更した a-b の期間では 1
患者あたりの平均手指消毒剤使用量が有意に低下した。また、再度固定設
置期間 c は固定期期間 a より低下した。

【結論】当院の一般撮影室設計においては手指消毒剤を個人携帯するより、
手指衛生 5 つの瞬間で行う場所に手指消毒剤を固定設置することが望ま
しい。

O4-1 小児科病棟におけるケアバンドル
を活用したCLABSI 防止対策につ
いて

金沢医科大学病院1）、金沢医科大学病院 感染制御室2）、金沢医科
大学病院 薬剤部3）、金沢医科大学病院 中央臨床検査部4）、金沢
医科大学 臨床感染症学5）

○槻 大雅（けやき たいが）1）、河嶋 愛1）、
谷村 友絵1）、中川 佳子2）、野田 洋子2）、多賀 允俊3）、
村 竜輝4）、上田 順彦5）、飯沼 由嗣2,5）

【背景・目的】A 病棟では血管内留置カテーテル管理（刺入部消毒・ドレッシング剤
交換）を主に小児科医師が行っていた。中心静脈カテーテル関連血流感染（以下、
CLABSI）サーベイランスにて、2019 年 3 件（感染率 3.27）、2020 年 5 件（感染率 4.39）
と高値を示し、同一患者の再感染も認めた。再発防止を目的としたカンファレンスで
は、刺入部の出血や汚染発見時、消毒・ドレッシング剤交換が迅速に実施されていな
い現状が課題として挙げられた。そこで、看護師がカテーテル管理に介入するための
CLABSI ケアバンドル（以下、ケアバンドル）を導入し、感染率の減少に繋げること
ができたので報告する。

【活動内容】2021 年に院内ケアバンドルを当診療科の特徴に合わせ、診療科リンク医
師・部署リンク委員、リンクナースが協同し、中心静脈カテーテル挿入前（4 項目）、
挿入後（9 項目）、薬剤作成時（7 項目）、ドレッシング材交換時（8 項目）の 4 場面
に分けて作成した。各勤務帯で確認していたが、導入当初記載漏れが続き、2022
年項目の色分けをし、一枚に集約したところ、記載漏れが減少した。また、ICT の協
力のもとリンクナースによる CLABSI 防止対策勉強会の実施、バンドルに基づいた
手技確認を年 2 回、100％ 遵守できるまで繰り返し指導した。

【成果・考察】CLABSI 件数は 2021 年 3 件（感染率 0.32）発生したが、ケアバンドル
運用開始以降は、2022 年 1 件（感染率 1.16）、2023 年 0 件（感染率 0）、2024 年 1
件（感染率 0.9）と経年的に減少した。ケアバンドル遵守率は 2022 年から 2024 年は
挿入前 63％ から 100％、挿入後 52％ から 83％、薬剤作成時 100％、ドレッシング材
交換時 29％ から 77％ と改善を認めた。しかし、挿入後の「週 2 回のライン交換」「適
切な消毒時間」が低遵守であった。毎日のケアバンドル評価、低遵守項目を繰り返し
教育し、異常の早期発見、早期対応の重要性について周知した結果、遵守率向上と感
染率低下に繋がったと考える。一方で 2024 年の発生は、医師による採血時の衛生管
理の不備が確認された。今後は、医師を含めたカテーテルケア方法の教育・トレーニ
ングの実施、ケアバンドル評価、低遵守項目の改善活動に取り組んでいきたい。

O4-2 末梢静脈カテーテル関連血流感染
防止に向けたバンドル導入前後の
比較検討

市立大村市民病院 医療安全管理室 感染対策防止室1）、市立大村
市民病院 救急総合診療科2）

○大久保あかね（おおくぼ あかね）1）、山田 康一2）

【背景・目的】末梢カテーテルは頻繁に使用されるデバイスであるが、末梢
血流関連感染（PLABSI）は中心静脈血流関連感染と比較して認知度が低
いと考えられている。当院においても、PLABSI 予防に関する管理方法の
徹底ができておらず、挿入日や入れ替え、刺入部の観察や記録も不十分な
現状であった。そこで PLABSI バンドルを作成し、導入することで
PLABSI 発生の低減を図る取り組みを実施した。

【方法】当院における末梢カテーテル管理方法の現状にあわせ、1、前後の
手指衛生 2、清潔なドレッシング材の使用と挿入日の記載 3、挿入部位の観
察と記録 4、6 日目での差し替え 5、フォーカスが不明な場合の差し替えの
5 項目からなるバンドルを作成した。バンドルは、院内感染対策委員会、
看護部感染対策委員会（LN 会）医療安全カンファレンスにて周知を図っ
た。LN 会においてはバンドルに加え、フィルムドレッシング材による固
定方法のレクチャーを行い、刺入部の観察が容易にできるよう院内で統一
した。10 月よりバンドルを導入し、バンドルの遵守率を 1 回/2 週間ラウン
ドにて実施した。2024 年 4 月～9 月までを導入開始前群、10 月～12 月まで
を導入開始後群として Fisher の正確確率検定を用いて比較検討を行い、p
＜0.05 を有意差ありとした。

【結果】PLABSI 発生件数、血液培養陽性例はバンドル導入前 6.1％（6/97）、
バンドル導入後 0％（0/53：p＝0.07）であり、PLABSI は減少傾向にあっ
た。導入前に検出された菌種には Bacillus cereus の検出が見られた。

【結論】バンドル導入後により、PLABSI の発生件数が減少傾向であり、有
効性が示唆された。PLABSI も重要な医療関連感染症として認識すべきと
考え、バンドルを継続し患者ケアの向上につなげていく必要がある。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－323－

O4-3 MRSA菌血症ゼロおよびカテーテ
ル関連血流感染ゼロを目指した組
織的な支援の効果検証

東邦大学医療センター大森病院 感染管理部1）、東邦大学 医学部
微生物・感染症学講座2）

○富田 学（とみだ まなぶ）1）、塚田 真弓1）、
西川栄里子1）、宮崎 泰斗1）、澤 友歌1）、大谷真理子1）、
安田 寛1）、村上日奈子1）、舘田 一博1,2）

【背景・目的】カテーテル関連血流感染（CRBSI）は重篤な医療関連感染症であり、特に MRSA
菌血症は院内感染対策の最重要課題の一つである。本研究の目的は、首都圏の急性期病院（以
下、A 病院）の組織的な支援が院内発症 MRSA 菌血症および院内発症 CRBSI の予防に与える
効果を検証することとした。

【方法】研究デザインは後ろ向き観察研究で、介入の効果を評価するため 2022 年 1 月～2024
年 12 月における院内発症 MRSA 菌血症発生件数、院内発症 CRBSI 発生率（/1,000 延べカテー
テル使用日数）を調査した。CRBSI の判定基準は NHSN（National Healthcare Safety Network）
に準拠した。院内発症は、入院 3 日を超えて血液培養が陽性となった症例と定義した。なお、
本研究は東邦大学医療センター大森病院倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：M
23054）。

【結果】A 病院における組織的な支援として、以下の取り組みを実施した。
2022 年 11 月より CRBSI の発生メカニズムを視覚的に理解できるよう、蛍光塗料を用いた研修
を導入し、研修対象者を段階的に拡大した。
2023 年 4 月より「院内発症 MRSA 菌血症ゼロ」ならびに「院内発症 CRBSI ゼロ」を目標に掲
げ、院内全体に周知した。MRSA 菌血症が発生した場合は、診療科および病棟の責任者と感染
対策チーム（ICT）で感染対策をレビューし、院内感染対策委員で報告した上で、部署にフィー
ドバックをおこなった。
2024 年 4 月から各部署からリンクスタッフを任命し、ICT と連携しながら CRBSI 症例の多角
的レビューを行う体制を構築した。
その結果、院内発症 MRSA 菌血症の発生件数は 2022 年から 2023 年にかけて 65％ 減少し、
2024 年も同水準を維持した。また、院内発症 CRBSI の発生率は 2022 年に 0.88、2023 年に 0.81、
2024 年に 0.52 と減少傾向を示した。

【結論】本取り組みにより、院内発症 MRSA 菌血症および院内発症 CRBSI の発生件数が減少
し、組織的支援の有効性が示された。教育プログラムを導入し、目標を明確化することが現場
での感染対策の向上に寄与したと考えられる。今後も院内発症 MRSA 菌血症ゼロおよび院内
発症 CRBSI ゼロを目指し、リンクスタッフの役割を強化しながら組織的支援を継続していく。

O4-4 中心静脈カテーテルの適切な管理
を目指して―カテーテルラウンド
の取り組み―

公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 感染対策
室
○西森 友則（にしもり とものり）、前多 香

【背景・目的】末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）は非トンネル型中心
静脈カテーテル（CVC）に比べ中心ライン関連血流感染（CLABSI）率が低
いと報告されている。しかし当院血液内科病棟の CLABSI 率は 4.11/1000
カテーテル使用日（CVC3.24、PICC8.81）であり PICC の方が高かった。診
断までの留置期間（平均 19 日、中央値 16 日）からカテーテル管理方法に課
題があると考え、カテーテルラウンドを実施したので報告する。

【活動内容】感染管理認定看護師が週 1 回の頻度で病棟訪問を行った。1）ド
レッシング材に交換日が記載されている、2）ドレッシング材の中心に刺入
部が位置している、3）刺入部に発 1 赤や腫脹がない、4）ドレッシング材に
剥がれがない、5）ドレッシング内に異物の巻き込みがない、6）刺入部の観
察項目が電子カルテに記録されている、7）無縫合固定器具の使用方法が適
切である。以上 7 項目を評価した。結果は、その場で担当看護師にフィード
バックした。また、遵守率を集計し、定期的に病棟全体へ報告した。

【成果・考察】ラウンド開始当初、1）の遵守率は 9.0％（1/11）であった。
交換日の記載漏れがあると、刺入部の消毒が適正な頻度で行われない可能
性がある。フィードバックを続けた結果、遵守率は 63.6％（14/22）まで上
昇した。「刺入部の発赤」については、5 件が病棟看護師に見逃されていた。
電子カルテの記録では「なし」と記載されていることから、観察方法の教育
が不十分であったことが考えられた。「ドレッシング材の剥がれ」は 6 件観
察された。血液内科患者の特性として、皮膚の脆弱性があり固定が難しいこ
と、特に PICC においては上肢の動きに影響を受けやすいことが要因と考
えられた。「無縫合固定器具の使用方法」が適切だったのは 55.6％（5/9）だっ
た。調べたところ、部署で独自に作成した指導教材に誤りがあることが判明
し、修正を行った。2）、5）、6）の遵守率は 100％ であった。
活動の結果、CLABSI 率は 1.96（CVC1.36、PICC3.59）前年比 52.3％ 減少し
た。現時点で統計学的に有意差は見られていないが、観察期間が短かったこ
とが要因の一つと考える。今後もカテーテルラウンドを継続し、データに基
づいた教育を行い、適切なカテーテル管理の遵守率向上を目指していく。

O4-5 消化器がん病棟における皮下埋没
型中心静脈ポート関連血流感染防
止への取り組み

金沢医科大学病院 看護部1）、金沢医科大学病院 感染制御室2）、
金沢医科大学病院 薬剤部3）、金沢医科大学 臨床感染症学4）

○西岡 美保（にしおか みほ）1）、中川 佳子2）、
野田 洋子2）、多賀 允俊2,3）、上田 順彦2,4）、飯沼 由嗣2,4）

【背景・目的】A 病棟では、化学療法や栄養管理を目的に皮下埋没型中心静脈ポー
ト（以下、ポート）を使用する患者が多い。看護部静脈注射認定制度に則ってポー
ト穿刺は 8 名の有資格者が行い、 日常的なポート管理は看護師が実施している。
ポート関連血流感染は、2022 年 0 件から 2023 年 5 件（感染率 2.77）と急増した。
そのため、ポート管理状況を確認した結果、「消毒時間が適切でない」「フィルム剤
交換時皮膚保清ができていない」「シャワー前後のケア不足」などの不適切な管理
が明らかとなった。今回、新たにポート管理方法手順の見直しおよび管理バンド
ルを作成し、手順の遵守率向上および感染率の低減が見られたため報告する。

【活動内容】感染制御室が作成したポート管理バンドルをもとに、「シャワー浴前
後のケア、消毒・フィルム交換実施を含む項目を追加した 15 項目」「CV ポート穿
刺者・介助者のカテーテル管理 13 項目」のバンドルを A 病棟で作成し、チェック
リストとして活用した。次に、病棟看護師 24 名に対し学習会を開催し、デモ器で
トレーニングを行った。遵守状況は前期後期リンクナース各 1 回評価、その 1 ヵ
月後に主任が再評価した（2024 年 4 月～12 月までに計 4 回実施）。また、日々の
管理方法の確認ラウンドを週 2 回と、2 か月に 1 回 ICT によるカテーテルラウン
ドを行い、その都度指導を行った。遵守率向上のため、チェックリストによる指
導を繰り返し行い、カテーテルラウンドによる他者評価の頻度を上げた。

【成果・考察】手順チェックにおける前期 2 回の低遵守率項目は、「シャワー浴前
後 15 項目」のうち、汚染除去後の手袋交換（平均 50％）、適切な接触時間で消毒

（同 57％）、シャワー後の針周囲の皮膚保清（同 70％）、「カテーテル管理 13 項目」
のうち、フィルム剤交換時の皮膚保清（同 77％）であったが、後期はすべての項
目が 100％ と上昇した。介入前（2023 年 4 月～2024 年 3 月）と介入後（2024 年
4 月～2025 年 1 月）の感染率は 2.77→1.51 と減少した。一方で、2024 年 4 月以降
に感染した 2 症例はいずれも緊急入院時に皮膚保清が不十分な状態でポート穿
刺が行われていた。今後も感染ゼロを目指し、遵守維持の取り組みを継続してい
く。

O4-6 CLABSI 発生率減少に向けての取
り組み

亀田総合病院 地域感染症疫学・予防センター1）、亀田総合病院
感染症内科2）

○古谷 直子（ふるや なおこ）1）、永井 友香1）、
加瀨 美月1）、大澤 良介2）

【背景・目的】当院では、2021 年度より中心ライン血流感染症（CLABSI）サー
ベイランスを、CVC（Central Venous Catheter）と PICC（Peripherally Inserted
Central Catheter）を対象に病院全体で実施している。業務のタスクシフトによ
り「PICC チーム」が立ち上がり、PICC の使用量が増えたことに加え、COVID-
19 の流行でサーベイランスが滞った状況が続き、PICC による CLABSI 発生率
が増加した。2024 年度は、CLABSI の対策を強化し発生率が減少したので、
PICC に焦点を当て報告をする。

【方法】サーベイランスは、NHSN の判定基準を用いて感染管理認定看護師
（ICN）が評価した。感染対策として、ICN が感染事例の事例検討会を主催し、
実務を行う看護師に対して薬液の準備・投与の手順、被覆剤交換の手順、カ
テーテル必要性の評価についてプロセスの確認と指導を行い、手順を行動レベ
ルにまで落とし込み確認することで、看護師が自身の手順を確認できるよう意
識した。リンクナースが、輸液を準備する際の清潔ケアのプロセス評価を 4～
12 月の期間で 2 回実施した。

【結果】PICC による CLABSI の発生率は、病院全体で 2021 年度から 2023 年度
までで 1000 患者当たり、1.07、1.24、1.53 と増加したが、2024 年度（4～12
月）に 0.74 と減少した。一般病棟での発生率は、0.99、1.32、1.48 と増加したが、
0.68 と減少した。ICU/HCU 病棟は 2021 年度の発生率が 2.38 であったが、増加
することなく減少傾向となった。PICC の使用は、2021 年度で延べカテーテル
使用日数が 15000 日だったが、2023 年度には 25000 日に増えており、院内で使
用される PICC の 9 割が一般病棟で使用されていた。PICC の CLABSI の約 9
割は一般病棟で発生していた。事例検討会は 2024 年 4 月～12 月までの期間で
14 件実施した。リンクナースによるプロセス評価の遵守率は、7 月 67.2％、10
月 73.8％ であった。

【結論】PICC による CLABSI 発生率が増加傾向にあったが、ICN と病棟看護師
が事例検討を繰り返すことで、リンクナースによるモニタリング遵守率が改善
し、CLABSI 発生率の減少につながった。また PICC の使用が年々増加してお
り、PICC の CLABSI の 9 割は一般病棟で発生していたことから、施設背景に
合わせ病院全体のサーベイランスを実施することも必要であると考える。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－324－

O5-1 中心静脈ライン関連血流感染に関
するリスク因子の検討

ベルランド総合病院
○山田加代子（やまだ かよこ）、田中まこと、南村 弘佳

【背景・目的】中心静脈ライン関連血流感染（以下 CLABSI）は入院期間の
延長や死亡率の増加、医療費の増加との関連が報告されている。当院でも
2019 年度より院内全体でのサーベイランスを開始し、CVC 留置患者に対
し CLABSI 発症を予防するための様々な取り組みを行っている。また
2022 年度から徐々に特定行為研修を修了した看護師による PICC 挿入の
実施件数も増加している。このような背景の中、CLABSI の減少を目的に
CLABSI に関するリスク因子について検討を行ったので報告する。

【方法】調査期間は 2024 年 1 月から 12 カ月、対象患者は CVC 留置後 48
時間以降が経過した患者 791 例（男性 461 例、女性 330 例）とした。
CLABSI の判定は、環境感染学会 JHAIS の定義を用いた。解析方法は、診
療録からリスク因子の情報を抽出し（年齢、性別、病棟、カテの種類、挿
入期間、マキシマルバリアプリコーションの有無、実施者の職種）単変量
解析及び多変量名義ロジステックモデルを用いて解析した。P＜0.05 を統
計学的に有意差ありとみなした。

【結果】対象となった CVC 挿入総件数は 791 件、のべ CVC 使用総日数は
9356 日であり、平均年齢は 80 歳（中央値 75 歳）、CVC 挿入期間の平均は
12 日（中央値 8 日）であった。CLABSI 発生件数は 26 件、発生密度率は
2.78（対 1000 中心ライン使用日数）であった。単変量解析の結果、挿入期
間のみ統計学的に有意差を認めた（P=0.0209）。さらに挿入期間を 10 日毎
で区切り感染の有無を目的変数、挿入期間を説明変数にて解析を行った結
果、10 日以上の挿入期間で CLABSI の発生に有意差を認めた。11～20
日：P=0.0473、OR=2.8（95％ CI、1.01-7.54）、31 日～40 日：P=0.0256、OR
=4.9（95％ CL、1.21-19.53）他。その他の項目は単変量解析の結果、CLABSI
の発生に有意差は認めなかった。

【結論】CLABSI 発生件数は 2.78/1000device-days であった。本分析結果よ
り CLABSI のリスク因子は、挿入期間である可能性が示唆された。不要な
CVC 留置の把握や留置期間を短縮させる取り組みが必要である。また、
CVC 挿入時の MBP は各職種でほぼ 100％ 実施されており、また実施者の
職種による感染数に有意な差は認めなかったことから、特定行為研修修了
者の行為による感染数上昇はなかったことも示唆される。

O5-2 中心静脈カテーテル長期留置患者
における閉鎖式輸液システムの定
期交換が与えるカテーテル関連血
流感染への影響

兵庫県立がんセンター 看護部1）、兵庫県立がんセンター 医療安
全管理室2）、敦賀市立看護大学 看護学部看護学科3）

○白國 真斗（しらくに まなと）1）、佐藤 瑠美2）、
池原 弘展3）

【背景・目的】血液内科病棟では、治療のため中心静脈カテーテル（以下、
CVC）を長期留置する症例が多い。CVC 先端に接続する閉鎖式輸液システ
ム（以下、閉鎖コネクター）は CVC の一部とみなし交換していなかった
が、閉鎖コネクターの長期使用に伴う弁の陥没や亀裂等の異常を複数認め
た。閉鎖コネクターの異常がカテーテル関連血流感染（以下、CRBSI）や
空気混入等の原因になり得ると考え、血液内科の患者を対象に閉鎖コネク
ターの定期交換を開始した。これに伴う CRBSI への影響を検証した。

【方法】閉鎖コネクターの交換は、血液内科医師、医療安全部門と検討し、
CVC 及び閉鎖コネクター販売会社の情報を基に 2 週間毎の交換とし、感
染面と安全面に配慮した方法を採用した。定期交換前（2022 年 1 月～10
月）と交換後（2022 年 11 月～翌年 8 月）の CRBSI 発生件数（NHSN 判定
基準を採用）を、カイ二乗検定を用いて分析した。CRBSI に影響し得る因
子として、1 患者 1 日あたり手指衛生剤使用量、CVC 挿入医師、CVC 関連
物品や被覆材交換手順の変更の有無を確認した。

【結果】閉鎖コネクター定期交換開始前の症例数は 108 件、CRBSI 発生件
数 11 件、CVC 使用比 0.57、CRBSI 発生率 1.81（1000device days）、1 患者
1 日当り手指衛生剤使用量 24.9ml（期間内平均）であった。定期交換開始
後の症例数は 80 件、CRBSI 発生件数 6 件、CVC 使用比 0.48、CRBSI 発生
率 1.24、1 患者 1 日当り手指衛生剤使用量 20.1ml であった。交換開始前後
の CRBSI 発生件数をカイ二乗検定した結果、有意差を認めなかった（カイ
二乗値＝0.403、p＝0.526）。調査期間中に CVC 関連物品の変更はなく、被
覆材の交換手順や CVC 挿入医師にも変更はなかった。

【結論】今回は閉鎖コネクターの定期交換と CRBSI 発生件数に有意差を認
めなかったが、血液疾患等で CVC の長期留置が必要な症例では、閉鎖コ
ネクターの長期使用に伴う劣化は避けられない。引き続き CRBSI 予防効
果の検証を行うと共に、今後は安全面の検証も行っていきたい。

O5-3 遠位大腿静脈穿刺法（俗称 大腿
PICC）の現状と工夫～長径のシー
スイントロデューサーの使用経
験～

函館厚生院 ななえ新病院1）、函館厚生院 ななえ新病院 薬剤
科2）、函館厚生院 函館五稜郭病院 感染管理室3）

○目黒 英二（めぐろ えいじ）1）、菅井 陽介2）、
山根のぞみ3）、山本亜希子3）、加地 正英3）

中心静脈ラインは重症患者のモニタリングや薬剤投与ルートとして重要な役割
を担っている。穿刺部位には内頸、鎖骨下、大腿（鼠径）、上腕の静脈などがあ
るが、患者の状態も穿刺部位選択の重要な要因である。

【目的】当院では挿入時の安全性と感染管理の面から上腕 PICC 法を第一選択と
している。特に高齢者は種々の原因で上腕 PICC 法が選択できないことがあり、
その場合には遠位大腿静脈穿刺法を選択している。

【方法】2019 年 6 月から 2025 年 1 月まで 374 症例に対してリアルタイムエコー
ガイド下に実施した。穿刺位置は鼠径溝から末梢（膝関節寄り）に平均 20.1cm
の位置から穿刺。

【結果】男性 150、女性 224。平均留置期間は 96.6 日、延べ留置期間は 36,111
日であった。カテーテル感染は 58 例であり、1,000 日あたりの感染率は 1.61
であった。遠位大腿静脈穿刺法が増えてきて留置難渋症例も出てきて、目的とす
る穿刺静脈が深いためか、大腿の筋組織の厚みなどの影響かシースイントロ
デューサー外筒が操作中に折れてしまいストローを折った状態の如くなり、

「シース」が血管内に入っていてもカテーテルが挿入出来ない症例が何例かみら
れた。手技に工夫を検討したり、カテーテルメーカー数社に相談したがなかなか
良い改善策が見つからなかった。2024 年初旬に Nipro 社が材質 PTFE（ポリテ
トラフルオロエチレン）で折れにくく、かつシースが 10.0cm の長径シースイン
トロデューサーを作成してくれて、使用したところその後 70 例以上に問題無く
留置が可能でありイントロデューサーについてはストレスが無くなった。

【結論】本穿刺法の利点は鼠径部より膝関節に近いために排泄物などでの汚染が
少なく感染率も低く、鼠径部に比べて消毒などの処置もしやすい。欠点は現状の
市販のカテーテルキットではカテーテルが短いため先端が腎静脈付近までしか
入れられないが中心静脈栄養投与では問題は見られていない。本穿刺法法は上
腕 PICC 穿刺ができない時の選択肢になりうる。本穿刺法にて穿刺留置困難例
に対して、新しいイントロデューサーを使用して有用であった。

O5-4 感染管理認定看護師が在籍してい
ない医療機関でのサーベイランス
実施の効果～外部より ICNがサ
ポートすることで得られた実績～

impサポートセンター1）、社会医療法人延山会 北成病院2）

○伊藤 幸咲（いとう みさき）1）、堀田 洋平2）、
敦賀 朝子2）

【背景・目的】医療機関、約 8000 件のうち感染対策向上加算を算定している施
設は約 4200 件あり、日本医療機能評価機構ではサーベイランスの実施が奨励
されている。医療器具関連感染は患者の負担だけではなく医療の質としても
重要なためサーベイランスに着手するメリットは大きい。今回、imp サポーセ
ンターでは ICN が在籍していない 1 つの中小病院に介入し、感染担当者と一
緒に BSI サーベイランスを実施したことで感染率低下・感染対策の向上・薬
剤使用量低下につながったため活動報告する。

【活動内容】病院の感染担当者は CV 感染を問題視していたため imp サポート
センターが BSI サーベイランス実施をサポートした。過去のデータを後ろ向
き調査し「臨床的敗血症」を基準として感染率を算出した。感染担当者と問題
点や課題を抽出し対策について検討。1 マキシマルバリアプリコーションの実
施 2 刺入部の観察 3 ドレッシング材の変更と固定の強化の 3 つの対策を実施
した。対策開始から前向きデータにより感染率・カテーテル使用比を算出。対
策実施前後で感染率は大きく低下した。フィードバックは観察やカテーテル
管理によって感染率低下と薬剤使用量が削減できたことを評価した。

【成果・考察】サーベイランスは感染対策の質保証・改善において重要な役割
を果たす。ホーソン効果やデータ収集していることへの関心もあり、単なる
データ収集にはとどまっていないことが明らかであった。感染担当者は情報
収集が「機会教育」となり、視点が広がり抗菌薬投与や検査内容などを医師へ
確認することが増え、意識向上したことがわかる。抗菌薬使用量は比較した 3
か月間で 650 回分、約 70 万円減少した。このことは対策に効果があったこと
を示し、適切にカテーテル管理され医療の質が向上したことや使用薬剤の減
少、医療材料費減少も合わせてフィードバックすることで経済面や組織運営
としての信頼性の向上にもつながりサーベイランスの効果を伝えることがで
きたと考える。外部からサポート受けることはコストがかかるが、雇用・育成
するよりも低コストであり、サーベイランス効果によるコスト削減は費用対
効果が大きいと考える。
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O5-5 特定看護師が留置した末梢留置型
中心静脈カテーテルサーベイラン
スと今後の課題

独立行政法人都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター
○加藤 雄介（かとう ゆうすけ）

【背景・目的】2020 年度より特定看護師による末梢留置型中心静脈カテー
テル（以下 PICC）の挿入が行われるようになった。2023 年度では、4 人の
特定看護師が PICC 挿入を行っており、挿入件数も年々増加している。
2023 年度特定看護師が留置した PICC の感染率や管理上の課題を明らか
にすることで、今後の PICC における感染率の低減と管理状況の改善に寄
与できると考え、本研究を実施した。

【方法】2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの期間に、A 病院特定
看護師が PICC を留置した全ての患者を対象とした。カテーテル留置日
数、中心ライン関連血流感染（以下 CLABSI）の有無、カテーテル留置中
の他の感染の有無、合併症の有無、カテーテル使用目的、診療科、在院病
棟の 7 項目を電子カルテから情報収集を行った。本研究は所属施設倫理委
員会の承認を得て実施し、開示すべき利益相反はない。

【結果】2023 年度に特定看護師が PICC を留置した件数は 352 件。対象期間
内の延べ PICC 留置日数は 7082 日、CLABSI 発生件数 13 件、感染率 1.83/
1000PICCdays、感染発生までの留置日数（範囲 9-35 日）は、中央値 19
日であった。合併症発生件数は 62 件、内訳としてはカテーテル機能不全
16 件、菌血症 15 件、CLABSI13 件、カテーテル損傷 9 件、その他 9 件で
あった。カテーテル使用目的は、末梢静脈路確保困難 122 件、栄養投与 120
件、抗菌薬長期投与 47 件、特殊薬の投与 33 件、がん化学療法 30 件の順に
多かった。依頼診療科は 16 診療科で、内科系診療科 189 件、外科系診療科
132 件、救急診療科 31 件と内科系診療科から依頼を多く受けていること
がわかった。また、対象患者の 80％ は一般病棟に入院していた。

【結論】今回のサーベイランス結果において、PICC 単一の感染率が明らか
になった。また、特定看護師による PICC 挿入は一般病棟に入院中の患者
で需要が多い為、血流感染を予防するためのカテーテル管理だけでなく、
カテーテル機能を低下させないための対策も検討し、職員教育を行ってい
くことが必要である。

O5-6 CRBSI サーベイランスから見えて
きたもの

愛知医科大学病院 感染制御部
○久留宮 愛（くるみや あい）、高橋 知子、
大高 通代、渡邉永理香、川端亜紗子、三鴨 廣繁

【背景・目的】A 病院では末梢静脈カテーテル関連血流感染（PLABSI）が
多い傾向を把握されていたが、PLABSI に関する全国的な研究データも少
なく、実際の感染率の把握もできていなかった。これを機に、末梢静脈カ
テーテル（PVC）をはじめ、中心静脈カテーテル（CVC）、末梢挿入型中
心静脈カテーテル（PICC）も含めた 3 種デバイスに関するカテーテル関連
血流感染（CRBSI）サーベイランスを開始したため報告する。

【活動内容】ICT リンクナースや責任者の協力のもと、2023 年 6 月から全
病棟 23 部署で CRBSI サーベイランスを開始。A 病院では PVC や PICC
の使用データを電カルシステム上で集計することができないため入力
シートを作成し、各部署がデバイス使用日数を入力、ICT がデバイス使用
比・感染率を算出した。感染率の比較には χ2検定、感染者の平均留置期
間の比較にはマン・ホイットニ検定を用い、有意水準 5％ 未満とした。感
染者の判定は、血液培養陽性患者で AST が CRBSI と判断した患者とし
た。感染事例に関しては、部署で輸液管理について振り返りの実施を依頼
した。この研究は所属施設の看護部研究倫理審査会の許可を得た。

【成果・考察】2023 年 6 月～2024 年 3 月の CRBSI 発生件数は PVC57 件、
CVC4 件、PICC31 件。使用比は PVC0.31、CVC0.02、PICC0.02。感染率は
PVC0.82/1000device-days、CVC1.01/1000device-days、PICC6.12/1000
device-days（p＜0.05）。感染者の平均留置期間は PVC5.1 日、CVC6.3 日、
PICC25.0 日（p＜0.05）であった。PLABSI が多いことから PVC を含めた
CRBSI サーベイランスを開始したが、現状把握としてデータを算出した
結果、使用比はどのデバイスも同等であったが、感染率では PICC が優位
に高いことが判明した。今後も CRBSI サーベイランスを継続し、輸液管理
の教育を行い、CRBSI 低減に努めていく。

O6-1 大気エアロゾルから分離された
Clostridioides difficile の分子疫
学的解析

大阪医科薬科大学薬学部
○谷 桃佳（たに ももか）、松田 捺見、駒野 淳

【背景・目的】C. difficile は広く土壌に存在する芽胞形成性の偏性嫌気性
グラム陽性桿菌で、医療関連感染症の原因の一つである。先行研究により
神奈川県で捕集された大気の微小粒子状物質（PM2.5）から C. difficile
が 7 株分離培養された。これらの由来を推定するために分子疫学的解析を
試みた。

【方法】日本各地の 11 医療機関から分離された 928 株（POT 型 295 種類）
と、8 つの河川に由来する 119 株（POT 型 69 種類）に対し、大気 PM2.5
分離株に見出された 5 種類の POT 型が同定される頻度を調査した。
PubMLST や NCBI に登録されている世界各地の 46 株抽出し、MLST に
用いられる 7 つの遺伝子（adk、atpA、dxr、glyA、recA、sod A、tpi）の
塩基配列を用い、PM2.5 由来の 4 株と合わせて MEGA（ver. 11）を使用し
最尤法にて分子系統解析を行った。

【結果】大気 PM2.5 分離株と同一の POT 型が日本国内の臨床分離株に 3
種類（572-257、405-308、485-183）存在し、その頻度はそれぞれ 0.6％、0.5％、
0.1％ であった。環境分離株には PM2.5 分離株と同じ POT 型が 2 種類

（405-308、485-183）存在し、その頻度はそれぞれ 3.4％、1.7％ であった。
分子系統解析によると、大気 PM2.5 から分離された 4 株は多くのアジア
分離株と遺伝的に離れた 2 つのクラスター A と B を形成し、最も近縁
だった株にはそれぞれ北米株が含まれていた。

【結論】大気 PM2.5 由来株の POT 型は日本国内で分離されていないもの
が 40％ を占め、検出された型も検出頻度は極めて少なかった。大気 PM
2.5 由来株はアジア株と遺伝的に近縁と予想されたが、北米株により近縁
であった。北米では農地から土壌のエアロゾル化が定期的に起こってお
り、大気エアロゾル中に存在する C. difficile の起源として可能性が高いと
思われた。遺伝学的解像度を高めた解析結果を報告する予定である。

O6-2 大気エアロゾル由来のClostridioi-
des difficile と臨床・環境分離株
の芽胞形成能の比較検討

大阪医科薬科大学薬学部
○松田 捺見（まつた なみ）、谷 桃佳、駒野 淳

【背景・目的】C. difficile は偏性嫌気性で芽胞形成性のグラム陽性桿菌で
あり、院内感染の原因として世界的に問題視されている。人の腸管内のほ
か、土壌や水環境に広く分布している。先行研究により、大気バイオエア
ロゾルから 7 株分離された（2024 年環境感染症学会）。本研究では、大気
由来の分離株は芽胞形成率が高く大気に飛散しやすいという仮説の検証
を試みた。

【方法】大気、臨床、河川水由来の分離株それぞれ 4、6、5 株をサイクロセ
リン 250 ug/ml とセフォキシチン 40 ug/ml を含む BBL™ブリューワー
変法チオグリコレート培地で 37℃ にて 1～2 日培養した。これを 70：30
培地（STAR Protoc 2020）に塗布し、37℃ で嫌気培養を行った。培養 1、
5、9 日目にコロニー中心部を釣菌しウィルツ芽胞染色を行い、全菌数に対
する芽胞数の割合を算出した。統計学的解析には Student’s t 検定を用い
た。

【結果】培養 1 日目の芽胞形成率は臨床、河川水、大気分離株の順にそれぞ
れ 29.9±34.7％、28.2±19.1％、4.0±4.1％ と、大気分離株の芽胞形成率は他
のグループに比べて有意に低かった（p＜0.05）。培養 5 日目の芽胞形成率
は 74.8～85.4％、9 日目では 98.3～99.9％ で、すべての株群で有意差を認め
なかった。POT 型 485-183 の大気分離株は他の由来の同 POT 型株と比較
し培養 1 と 5 日目の芽胞形成率が低かった。

【結論】C. difficile は臨床、河川水、大気の由来に関わらず高い芽胞形成能
力を有していた。大気由来株は芽胞化の開始が他の由来より遅い傾向が認
められた。以上より、大気分離株は芽胞形成しやすいために大気エアロゾ
ルから分離されたという仮説は否定的であった。菌株数をさらに増やした
解析結果を報告する予定である。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－326－

O6-3 当院におけるクロストリディオイ
デス・ディフィシル感染症発生時
の感染対策強化の有効性について
の検討

JA愛知厚生連 江南厚生病院 感染制御部
○仲田 勝樹（なかた まさき）

【背景・目的】当院におけるクロストリディオイデス・ディフィシル感染
症（以下 CDI）の発生率は、2021 年度 0.276、2022 年度 0.287 であり、県
内にある同系列 8 病院の平均値（2021 年度 0.170、2022 年度 0.164）よりも
高値であった。このように CDI 発生率が高い傾向にある当院においては、
感染対策の強化と発生率の低下が急務であった。そのため、今までのアウ
トブレイク定義であった前年度発生率+2 標準偏差から定義を変更し、ア
ウトブレイク期間中の感染対策を強化した。今回、この感染対策の有効性
を検討したので報告する。

【方法】2023 年 5 月より同一病棟で 1 ヶ月以内に 2 例目の CDI を確認した
場合はアウトブレイクと定義を変更した。アウトブレイク時は、「1．すべ
ての陰洗ボトル、尿器、便器の消毒を 1 回実施 2．すべての病室で環境消
毒（手指の高頻度接触面）を 1 回実施 3．アウトブレイク期間中は CDI
患者を感染源隔離して接触感染予防策の徹底」を実施した。なお、アウト
ブレイク対応は新規の CDI 発生が 4 週以上ないことを確認してから解除
した。感染対策強化前後の CDI 発生件数について、感染対策強化前の 2021
年 4 月～2023 年 4 月と、強化後の 2023 年 5 月～2024 年 12 月の期間にお
いて差があるか、有意水準を 0.05 に設定しカイ二乗検定で有効性を評価
した。

【結果】感染対策強化前の CDI 発生件数は 121 件、CDI 発生率は 0.273（延
べ入院患者数 399,359 名）であったが、感染対策強化後はそれぞれ 49 件と
0.118（延べ入院患者数 313,576 名）へ減少および低下していた。感染対策
強化前と後の CDI 発生数は有意に減少（121 件/入院実患者数 48,857 名 vs
49 件/入院実患者数 44,786 名、p=0.0000006887）していた。

【結論】CDI 発生時の感染対策強化について、同一病棟で 1 ヶ月以内に 2
例目の発生を認めた場合をアウトブレイクと定義して対応することは、
CDI 発生件数の減少と発生率の低下に有効であることが示唆された。

O6-4 当院で経験した髄膜炎菌検出事例
2例の感染対策に関する報告

福岡大学病院 感染制御部1）、福岡大学病院 臨床検査・輸血部2）

○宮﨑 里紗（みやざき りさ）1）、橋本 丈代1）、
徳重智絵美2）、結城万紀子2）、戸川 温1）

【背景】髄膜炎菌（Neisseria meningitidis）はグラム陰性双球菌で、髄膜炎
および菌血症等の原因菌となる。侵襲性髄膜炎菌感染症は国内で年間
30～40 例程度の報告数で、呼吸器分泌物を介した飛沫感染で伝播し、集積
事例の稀な報告もある。「侵襲性髄膜炎菌感染症発生時対応ガイドライン
第一版（2022）国立感染症研究所」では、症状の進行の早さと重篤度から
迅速な積極的疫学調査と曝露後抗菌薬予防投与を含む感染拡大防止策の
実施を推奨している。今回、経過の異なる 2 例の髄膜炎菌検出事例を経験
したため感染対策の視点から報告する。

【症例 1】40 歳男性。高度 2 型呼吸不全で転院搬送となり V-V ECMO が導
入された。入院時の喀痰培養から入院 5 日目に髄膜炎菌を分離した。感染
対策として個室隔離で飛沫・接触予防策を開始し、咽頭培養の陰性確認後
に隔離解除した。髄膜炎菌分離前に施行された気管支鏡検査に従事した医
療従事者の個人防護具装着が不十分だったため、保健所と協議のうえで濃
厚接触者と判断し、曝露後抗菌薬予防投与が行われた。原疾患に対して集
学的治療が行われ、入院 15 日目に転院した。

【症例 2】1 ヶ月男児。新生児発熱で救急搬送された。入院時の血液培養お
よび咽頭培養から入院 6 日目に髄膜炎菌を分離した。侵襲性髄膜炎菌感染
症の診断となり、直ちに保健所に届出を行うとともに感染対策を開始し
た。咽頭培養の陰性確認後に隔離解除した。保健所と協議のうえ同居家族
に対する積極的疫学調査が行われ、家族の陽性を認めたため、曝露後抗菌
薬予防投与が行われた。抗菌薬治療が行われ、入院 12 日目に自宅退院し
た。医療従事者の濃厚接触者は認めなかった。

【考察・結論】症例 1 は保菌事例だが、侵襲的手技に伴う体液曝露リスクを
考慮して積極的疫学調査および曝露後抗菌薬予防投与を行った。症例 2
では積極的疫学調査で同居家族に保菌を認め、家族内感染が疑われた。髄
膜炎菌分離時における保健所と連携した積極的疫学調査による感染対策
の早期介入とともに、髄膜炎菌曝露を想定した平時からの基本的な感染対
策の遵守が重要であることが示された。

【会員外共同研究者】永江 寛子（福岡大学病院 感染制御部）

O6-5 末梢ブドウ糖加アミノ酸輸液使用
中の Bacillus cereus 菌血症にお
ける抗菌薬治療期間についての考
察

諏訪赤十字病院 感染管理室
○横山 征史（よこやま せいじ）、田中 文、
小口はるみ、井川 正樹、蜂谷 勤

【背景・目的】Bacillus cereus（以下、B. cereus）は、環境中に広く存在し、食中
毒を除き低病原性の日和見病原菌として認識されている。しかしながら、病院内
では、しばしばカテーテル関連血流感染症の起炎菌となり、特に末梢ブドウ糖加
アミノ酸輸液の使用は発症リスクとの関連性が報告されている。B. cereus 菌血
症の第一選択薬として VCM、CLDM が推奨されているが、標準治療期間につい
てはエビデンスに乏しい現状がある。そのため、当院における末梢ブドウ糖加ア
ミノ酸輸液使用中の B. cereus 菌血症について、抗菌薬治療期間を調査した。

【方法】2022/9/1/～2024/12/31/の期間に、ビーフリードⓇが使用されており、同
日採取の血液培養の複数セットから B. cereus が検出された患者を対象とし、電
子カルテから後方的に調査した。ビーフリードⓇの投与経路が末梢静脈以外の患
者、血液培養から B. cereus 以外の検出菌がある患者、深部感染巣のある患者、発
症から 48 時間以内に死亡された患者は対象から除外された。統計解析には EZR
ver2.7 を用いた。

【結果】調査対象として 21 例が抽出された。年齢中央値は 81 歳（範囲：47～93
歳）、性別は男性が 16 例（76％）、Body Mass Index 中央値は 20.0（範囲：12.5～
27.4）、併存疾患は悪性腫瘍が 9 例、糖尿病は 3 例であった。全例が血液培養陽性
後早期の静脈路の交換がなされた。発症後 28 日死亡は 1 例（4.8％）であった。感
受性のある抗菌薬が投与されたのは 18 例であり、投与期間中央値は 10.5 日

（IQR：9.3～15.8 日）、抗菌薬の内訳は、MEPM9 例（VCM 併用 3 例）、VCM8
例（MEPM 併用 3 例）、CLDM、LVFX、PIPC、TAZ/PIPC 各 1 例であった。治
療期間 14 日以上群と 14 日未満群では 28 日死亡率に有意差は認めなかった（p_
value 1.00）。

【結論・考察】当院における末梢ブドウ糖加アミノ酸輸液使用中の B. cereus 菌血
症では、抗菌薬治療期間中央値は 11 日であった。少数例での検定ではあるが、抗
菌薬の治療期間が 14 日未満群と 14 日以上群で死亡率に有意差を認めなかった
ことから、B. cereus 非複雑性菌血症においては 14 日未満の治療期間を支持する
結果となった。

O6-6 小児造血細胞移植患者における便
中ノロウイルス排泄期間の検討

国立成育医療研究センター 感染症科1）、国立成育医療研究セン
ター 感染制御部2）

○幾瀨 樹（いくせ たつき）1）、葛西 健人1）、
松井 俊大1）、三浦 祥子2）、大宜見 力1,2）

【背景・目的】ノロウイルス感染症では免疫正常者でも便中へのウイルス
排泄が 1 ヶ月程度持続する。ノロウイルスは感染力が高くとウイルス排泄
期間が長いため、院内感染が発生した場合の感染対策の徹底が重要であ
る。免疫抑制者ではより長期にウイルス排泄が持続するとされているが、
小児の報告は限られている。今回当院でノロウイルスに感染した造血細胞
移植患者におけるウイルス排泄期間を後方視的に検討した。

【方法】当院では造血細胞移植患者がノロウイルスに感染した場合、1 か月
から数ヶ月を目処に間隔をあけて便ノロウイルス PCR を評価し、陰性を
確認してから接触予防策を解除としている。2022 年 4 月 1 日から 2024
年 3 月 31 日に病棟で胃腸炎症状を呈した造血細胞移植患者のうち、便ノ
ロウイルス PCR 検査が陽性となった患者を抽出した。年齢、性別、基礎疾
患、症状、便中ウイルス PCR 陽性期間、移植からの期間などを電子カルテ
から情報収集した。

【結果】対象期間内に造血細胞移植患者で入院中に胃腸炎症状を発症し、便
ノロウイルス PCR が陽性となったのは 3 人であった。年齢は 1 歳、3 歳、
5 歳で、それぞれの基礎疾患は X 連鎖性重症複合免疫不全症、Diamond-
Blackfan 貧血、急性リンパ性白血病であった。3 例中 2 例は、重症移植片
対宿主病があり、かつそのうちの 1 例は抗菌薬に対する中毒性表皮壊死症
発症後であったため、免疫抑制薬の減量に難渋した。また、消化管移植片
対宿主病による下痢症状と、ノロウイルス腸炎よる症状の判別が困難で
あった。陰性が確認できるまで便ノロウイルス PCR を繰り返し、ノロウイ
ルスが最初に検出されてから PCR 陰性が確認できるまでの期間は 84 日、
166 日、338 日であった。その後再発はなく、二次伝播も認められなかった。

【結論】小児の造血細胞移植後におけるノロウイルス感染者は長期にわた
り便中にウイルスが排泄されていた。小児では自己衛生行動が困難な場合
があり、成人よりも厳格な感染対策が必要である。小児免疫不全患者にお
いては、便中ノロウイルス PCR のモニタリングに基づいた感染管理の有
用性が示唆された。
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O7-1 困難を極める ICUにおけるKPC
産生菌のアウトブレイクの対策

神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科・感染管理室
○土井 朝子（どい あさこ）、奈須 聖子、山本 達也、
小倉 明子

【背景】当院は約 750 床の急性期総合病院である。海外からの受診者に対し
ては入院時に耐性菌スクリーニングを行っている。当院の重症部門のアル
コール使用量については、56.7 回/人/日である。

【症例】2022 年 11 月に当院 ICU において当院で初めて KPC 産生 Entero-
bacter kobei が血液培養にて分離された。その後の環境培養にて ICU・
HCU の複数の個室と Ns ステーションのシンクから検出されたため、シン
クからの水はね対策として手指衛生の徹底、医療器具の配置やシンク使用
方法の見直し、陽性となったシンクの物理的な洗浄と化学的消毒、定期的
な環境サーベイランスを継続していた。環境からの検出菌は、ゲノム解析
により同耐性遺伝子を保有する Kosakonia sp. の類縁菌であった。シンク
の使用継続の有無を判定するために陽性シンクから深さ別に培養（蛇口、
0cm、-2cm、-10cm）を行ったところ、表面の窪みを含めた複数箇所で陽性
となり、容易に水はねを通して患者に伝播しうる状況であることが判明し
た。その後シンクの使用の禁止を行い、シンクを交換することとした。感
染対策は現在進行中でありその効果は確認できていない。

【考察・結論】アウトブレイクから約 2 年が経過した時点で行った環境調
査においても、KPC-2 遺伝子を内包するプラスミドを保有する Kosakonia
sp. の類縁菌を検出した。従って、排水管のエコシステム中で、KPC-2 プラ
スミドを保持した環境菌が存在し続けており、他の菌種にも伝播している
ことが判明した。シンクの交換後もバイオフィルムは出口に向かい伸びる
と考えられるため、解決を得ることは困難であるが、今後も基本的なシン
クのスプラッシュ対策と手指衛生、紫外線照射といった総合的な感染対策
が重要となる。

O7-2 新生児室のニューデリーメタロβ
ラクタマーゼ産生菌アウトブレイ
クの取り組み

安城更生病院 感染制御部1）、安城更生病院 診療協同部2）、安城
更生病院 小児感染症科3）

○稲富 里絵（いなとみ りえ）1）、原 徹1）、
舟橋 恵二2）、鈴木 道雄3）、杉浦 康行2）、外山 ゆき1）

【背景・目的】当院の産科新生児室（以下；新生児室）は健常児が入室する。新
生児室のニューデリーメタロ β ラクタマーゼ（以下；NDM）産生菌のアウトブ
レイク報告は稀である。今回、新生児室を介した NDM 産生菌アウトブレイクを
経験したので経過と感染対策について報告する。

【活動内容】帝王切開で出生し、新生児室滞在したあと、7 月 8 日に NICU/GCU
（以下；センター）へ入院した児の、同日採取の便培養よりメロペネム耐性 Kleb-
siella oxytoca が検出された。遺伝子検査の結果 NDM 陽性が判明し、7 月 10
日より新生児室の接触児とその母親・センターの接触児の便培養を実施した。7
月 12 日新生児室の児 1 名から Enterobacter cloacae complex の NDM 陽性が
判明した。その後、追加接触者調査を行い、新生児室を介した計 7 名の児より
NDM 陽性の腸内細菌目細菌が検出された。伝播経路の検索目的で、新生児室と
センターの沐浴・調乳エリア、手術室の合計 71 カ所の環境培養検査を実施した
が NDM 産生菌は検出されなかった。新生児室内の感染対策の状況を調査し、共
有物品の確認、調乳・おむつ交換・沐浴槽清掃手順や手指衛生及び個人防護具
着脱のタイミングを確認した。調査により調乳・手洗い・物品洗浄が同じシン
クで実施されていたため変更した。個人防護具や廃棄物容器の設置箇所を整備
した。おむつ交換は手順書を産科病棟スタッフと作成し、感染制御部が監査し結
果をフィードバックした。新生児室及びセンターの入室歴のある児の便培養を、
退院前（生後 4～6 日目）と 2 週間健診または 1 か月健診で実施し、9 月 30 日ま
で継続した。その検査結果は、NDM 産生菌は検出されなかった。

【成果・考察】センターでは入室児及び定期的に培養検査を実施しているが、新
生児室では実施しない。そのため、耐性菌の保菌状況が不明であり標準予防策の
遵守が求められる。また、入室の人数制限が無く、分娩数により管理する児が増
減する。7 月は分娩数が急増し、新生児コット間の間隔が狭くなったことも感染
拡大の要因の 1 つと考える。手洗い・物品洗浄・調乳の環境を共有したことも
感染拡大に寄与した可能性がある。新生児室はセンターより感染制御部が介入
する機会が少なかった。今後は継続して支援する体制を構築していく。

O7-3 医療用テープの携帯廃止までの取
り組み～カルバペネム耐性腸内細
菌目細菌（CRE）検出を契機に実施
した環境調査結果から～

淀川キリスト教病院 感染対策課1）、淀川キリスト教病院 臨床検
査課2）、淀川キリスト教病院 呼吸器内科3）、淀川キリスト教病院
感染制御チーム4）

○今﨑 美香（いまさき みか）1,4）、浅野志津香1,4）、
永谷 啓晃2,4）、西島 正剛3,4）

【背景・目的】2024 年 4 月に 2 病棟において患者 2 名の血液と喀痰からそれぞれカルバ
ペネム耐性腸内細菌目細菌（以下、CRE）検出を認めた。当該患者 2 例は ICU を経由し
ており、菌種は K.pneumoniae（ESBL）であった。そこで当該病棟入院患者の保菌調査
ならびに当該病棟の各汚物処理室を中心に環境調査を実施した。また 1 例は血液から
CRE 検出を認めたため、看護師が常態的に携帯していた複数の医療用テープの汚染に
着目し、本機会に医療用テープ（以下、テープ）の培養検査も併せて実施した。
本結果からテープの汚染が明らかとなったため、管理方法を見直し、テープの携帯廃止
に至った。その経過を報告する。

【活動内容】当該病棟の汚物処理室環境とテープからは CRE は検出されなかった。無作
為に抽出したテープ 6 個すべてから E.faecium、S.hominis などのグラム陽性球菌や S.
maltophillia などのグラム陰性桿菌が検出された。中には数年間、同じテープを携帯し
ていた職員もおり、外見上の汚染も顕著であった。そのテープで輸液（末梢・中心ライ
ン等）ルートの補助的な固定を行っていたことも判明した。
今回の環境調査結果を受け、看護部はじめ、各部門と調整の結果、テープの携帯を廃止
し、専用ケースあるいは複数個の場合は蓋付きケースに入れて保管することに変更し
た。

【成果・考察】今回の環境調査により、テープは高頻度に汚染されており、テープを介
した微生物の伝播が起こりうることが明らかとなった。検出菌種は主に腸球菌や皮膚
常在菌および環境汚染菌であった。使用期間が長期になるとテープ側面の粘着部分の
汚染が進む傾向があり、テープの携行の仕方や使用年数も細菌汚染と密接な関連が
あったことが示唆された。テープは輸液ラインの固定などに使用することも多く、交差
感染の原因になりうる。使用直前の手指衛生はいうまでもないが、清潔な医療材料とし
て適切に管理すべきである。
今後も安全な医療環境を提供するため、水回り環境の整備や日常清掃に加え、医療材料
の適切な管理や取り扱いに関する改善などの取り組みを行っていきたい。

O7-4 松山赤十字病院で発生したバンコ
マイシン耐性腸球菌（VRE）アウト
ブレイク時の対応と出口戦略

松山赤十字病院 感染制御チーム1）、松山赤十字病院 看護部2）、
松山赤十字病院 検査部3）、松山赤十字病院 薬剤部4）

○新山 優（にいやま ゆう）1）、高村 弘美1,2）、
長尾 愛子1,3）、森井 千春1,4）、宮岡 純也1,4）、水木 伸一1）

【背景・目的】本邦における VRE の報告数は年間 120～140 例程度で推移してお
り、愛媛県は毎年 1 件程度の報告である。我々は病棟内で VRE のアウトブレイ
クを経験し、認知から終息に至るまでの対応について検討を行った。

【活動内容】X 年 7 月、A 病棟の入院患者 1 名の喀痰から VRE が検出されたた
め、強固な接触予防策を講じた。その後、A 病棟での新たな VRE の発生はなく、
本患者は退院した。 ICT は院内感染対策委員会で VRE に関する情報を共有し、
院内への注意喚起と当該病棟における手指衛生の徹底を実施した。
X 年 8 月、B 病棟の入院患者 1 名の喀痰から VRE が検出された。また、この患
者と同時期に B 病棟に入院していた別の患者の創部培養からも VRE が検出さ
れ、さらに同室の別患者から VRE の保菌が判明した。アウトブレイクの発生と
認知し、直ちに ICT 内で情報を共有し、アウトブレイク対応を開始した。さらに、
管轄保健所と連携し転院先の病院や施設に対して感染対策に関する情報共有を
並行して実施した。
スクリーニング検査は発生患者がいた部屋の環境培養から開始し、徐々に対象
範囲を拡大した。VRE が検出された病床はただちに使用を禁止し、徹底的な清掃
を実施した後、 再度の環境培養において VRE が検出されないことを確認した。
X 年 12 月以降、院内のすべての検体から VRE は検出されず収束と判断した。

【成果・考察】積極的に環境培養を実施し全体像を把握したことで、迅速な感染
対策の導入と VRE の伝播防止が可能であった。我々は患者に対する VRE のス
クリーニング検査を同室者に限定し、環境培養と徹底した清掃を重点的に実施
した。今回の患者 4 例について、VRE をパルスフィールドゲル電気泳動で解析し
た結果、同一株であることが判明した。1 例目が検出された時点で院内伝播はす
でに始まっていたと推測されるが、病棟スタッフへの迅速な情報共有と指導に
より、伝播を最小限に抑えることができた。また、環境培養の陰性を確認するこ
とで、さらなる拡大を防止した。VRE のアウトブレイクは当院だけの問題ではな
く、周辺地域の医療機関や施設とも密接に関わる重要な課題であるため、再発防
止に向けて地域全体で取り組む必要がある。
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O7-5 バ ン コ マ イ シ ン 耐 性 腸 球 菌
（VRE）の院内発生事例とその対応
策について

浜松医科大学医学部附属病院 感染制御センター1）、浜松医科大学
医学部看護学科2）

○名倉 理教（なぐら おさのり）1）、長尾 侑紀1）、
望月 啓志1）、森下由加里1）、片桐由起子1）、岡本 季紗1）、
鈴木 利史1）、髙岡 雅代1）、澤木ゆかり1）、
脇坂 浩1,2）、古橋 一樹1）

【背景・目的】バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）感染症は、AMR 対策アクションプラ
ンにおける成果指標として挙げられる重要な薬剤耐性菌である。2019 年以降、静岡県内
で VRE 検出例が増加しているが、浜松市内では確認されなかった。当院では 2012 年 4
月から全便検体を対象に VRE 選択培地によるスクリーニング検査を実施し、これまで
検出例はなかった。しかし 2024 年 4 月、初めて院内で検出され、感染拡大防止の包括
的対策を実施した。今回、当院における VRE 院内発生事例と対応策を報告する。

【活動内容】最初の VRE は ICU 患者から検出された。ICU 入室歴のある 53 名を対象に
便検体スクリーニング検査を実施した結果、追加で 3 名から VRE が検出された。更に、
これら 3 名の転棟先と新規検出の 4 病棟に対し、現入院患者 145 名に同検査を実施し
た。その結果、計 9 名（便 7 株、吸引痰 1 株、血液 1 株）から VRE が検出され、Entero-
coccus faecium（VanB 型）と同定された。これら 9 株の PFGE 解析では 5 つに分類さ
れ、うち 5 株は同一由来株で全例が ICU 入室歴を有していた。一方、残り 4 株は各々異
なる株であった。これらの結果から ICU 内での院内感染が疑われたため、感染経路特定
と拡大防止を目的に、ICU 関係者と合同カンファレンスを実施し、各検出患者の入室状
況、職員動線及びリスク行動の再検証を行った。また、ICU の環境ラウンドを実施し、
ゾーニングの適正運用、職員への感染対策教育、環境清掃及び接触予防策の再確認を
行った。これらの対策後、2024 年 6 月末以降は新たな VRE は検出されず、院内感染は
2 ヵ月で終息した。

【成果・考察】本事例は、ICU での院内感染に加え、市中からの持ち込みが確認された
ことから、市内での VRE 存在を示唆する。ICU はリスクの高い処置やケアが多く感染
対策に が生じやすいが、一般病棟では標準予防策が徹底され、感染拡大が防止され
た。VRE は地域内での流行が懸念され、地域感染対策連携の評価指標となる。大学病院
では VRE 選択培地を用いた高度な対策が可能な一方、地域病院や高齢者施設では継続
的なモニタリングが困難なため、これら施設では標準予防策の徹底と職員への教育・
啓発が最も重要と考えられる。

O7-6 薬剤耐性菌アウトブレイク収束ま
での活動と標準予防策改善への取
組み

独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター
○中村 早苗（なかむら さなえ）

【背景・目的】2024 年 1 月、当院 B 病棟の入院患者 1 名の糞便培養から
VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）を検出した。VRE アウトブレイク調査
を開始すると、患者の移動のあった D 病棟からも検出し、2024 年 1 月～5
月の間に B・D 病棟で計 14 名の保菌が判明した。VRE アウトブレイク収
束までの 10 か月間の活動と、手指衛生を中心とした標準予防策の改善へ
の取り組みについて報告する。

【活動内容】VRE アウトブレイク収束まで、保菌者が入院中はスクリーニ
ングを 2 週間に 1 回実施し VRE 検出状況と手指衛生実施回数（1 患者 1
入院日あたりの手指消毒回数）の相関をモニタリングした。定期的な手指
衛生直接観察を開始し、手指衛生使用量・実施回数・手指衛生遵守状況を
院内にフィードバックした。また感染対策リンクナースが手指衛生のタイ
ミングや個人防護具の着脱を正しく理解し自部署で実践・指導できるよ
うリンクナースによるベストプラクティスの作成を行い、ボトムアップを
図った。トップダウンの改善として、看護師長同士で手指衛生直接観察・
環境ラウンドを実施し、看護師長がリンクナースの実践する改善を後押し
できるよう介入した。結果、手指衛生の改善だけでなくおむつ交換等排泄
物の取扱いや、環境整備の手順の見直しにつながった。また、VRE 保菌者
が検査やリハビリが制限されるような過剰な対策が実施されることがな
いよう、関連部門に具体的な感染対策を提示し、適正な療養を受けられる
よう努めた。

【成果・考察】手指衛生実施回数が増加するとともに徐々に VRE の検出件
数は減少し、VRE 初発の保菌判明から 4 か月後の 5 月を最後にスクリー
ニングで VRE の新たな検出はみられなくなった。10 月にアウトブレイク
終息と判断し調査を終了している。介入前の B・D 病棟職員の手指衛生実
施回数（1 患者 1 入院日あたりの手指消毒回数）は 2023 年度が平均 7.3
回であったのに対し、介入後平均 14 回まで増加した。また、手指衛生直接
観察からみた B・D 病棟職員の手指衛生実施率は活動開始前が 25.6％ で
あったのに対し、活動開始後は 62.5％ と、適切なタイミングでの手指衛生
には改善の余地がある。引続き、手指衛生を含めた標準予防策の改善に向
けた取組みを継続していく。

O8-1 耳鼻科系病棟におけるMRSAアウ
トブレイク―伝播因子と対策の検
討―

埼玉医科大学国際医療センター 感染対策室1）、埼玉医科大学国際
医療センター 感染症科・感染制御科2）

○鴨下 文貴（かもした ふみたか）1）、小野 誠1）、
久保沢千恵1）、清水 敦子1）、関 雅文1,2）、光武耕太郎1,2）

【背景・目的】2024 年 2 月に耳鼻科系病棟で MRSA がアウトブレイクし
た。標準・接触予防策の徹底に加え、入院中患者の保菌調査、環境培養検
査を実施した。その中で、伝播因子と対策について検討したため報告する。

【方法】期間は 2024 年 1 月から同年 3 月、部署は耳鼻科系病棟、MRSA
院内発生定義は、入院後 48 時間以降の新規検出とした。この期間の
MRSA 院内発生患者は 8 名であった。アウトブレイク対応で実施した入
院中患者の保菌調査は、16 件中 4 件が新たに MRSA 検出、環境培養では、
使用後清掃済みの物品 30 件中 12 件で MRSA 検出があった。
MRSA 検出患者を症例群（12 例）、未検出患者を対照群（30 例）とし、伝
播因子について症例対照研究を行った。患者と環境から検出された
MRSA 株（24 件）について、PCR-based ORF Typing（POT）法を実施し、
伝播経路の推定を行った。

【結果】症例対照研究では、手術［Odds Ratio（OR）：9.6、95％Confidence
Interval（CI）：1.10-84.23］、経腸栄養（OR：10.0、95％CI：1.83-54.60）、超
音波ネブライザー（OR：4.7、95％CI：1.12-19.54）、喀痰吸引（OR：4.7、
95％CI：1.12-19.54）が主な因子であった。
MRSA 検出患者 12 件の POT 型は、93-137-2（パターン A）が 8 件、106-
255-121（パターン B）が 4 件であった。環境検出の MRSA12 件のうち、
6 件は超音波ネブライザー本体と架台であり、すべてパターン B であっ
た。他の 5 件は病棟処置室（ユニット 3 件、医療材料保管棚 1 件、患者用
丸椅子 1 件）、パターン A が 3 件、パターン B が 2 件であった。1 件は経
腸栄養用トレイ、パターン B であった。
対策として、ネブライザーは中央管理、処置室と経腸栄養用トレイは清掃
手順書を遵守するよう再指導した。その後、院内発生は減少し、2024 年 4
月に終息した。

【結論】耳鼻科系病棟では、使用頻度が高いネブライザー、ユニットを含む
処置室、経腸栄養関連物品が伝播経路になることがある。

O8-2 単 一 病 棟 に 限 局 し たPCR-
ribotype 002株 に よ る Clos-
tridioides difficile 感染症アウト
ブレイクの経験

岡山済生会総合病院 感染制御チーム1）、岡山済生会総合病院 消
化器内科2）、国立感染症研究所 細菌第二部3）

○上山 海斗（うえやま かいと）1）、田中 弘之1）、
池田 房雄1）、五藤 輝之1）、友野 良美1）、立道 優太1）、
塩出 純二2）、妹尾 充敏3）

【背景】Clostridioides difficile 感染症（CDI）は医療関連感染として重要である。優勢
株の 1 つである PCR-ribotype 002（RT002）株は、日本でのアウトブレイクの報告が
少ない。当院で経験した RT002 株による CDI アウトブレイクの分析結果を報告する。

【症例】2019 年から 2021 年の 3 年間における当院 A 病棟の平均 CDI 発生率は、糞便中
CD 毒素陽性患者数で算出して、4.0/10,000patient-days（PD）であった。2022 年 12
月に A 病棟の入院患者 2 名で CD 毒素が検出され、 CDI 発生率は 17.2/10,000PD と、
過去 3 年の平均値+2SD（14.5/10,000PD）以上となった。2023 年 1 月は検出がなかっ
たが、2 月には 2 名、3 月には 4 名から検出され、CDI 発生率はそれぞれ 17.2/10,000
PD、31.6/10,000PD と再び+2SD を超え、アウトブレイクが疑われた。3 月の院内感染
対策委員会にて報告し、感染制御チームが調査・介入を行った。患者間の接触は 1
例のみで、排泄介助の必要率は 73％ と高いことから、患者間伝播の可能性は低く、医
療スタッフを介しての伝播と推測された。環境感染を防ぐために、隔離と環境消毒を
徹底した。また、感染対策の知識に個人差があるため、CDI 患者ケア時には流水と石
鹸による手指衛生を行うなど基本的な点の再教育・指導を行った。ところが、4 月も
3 名から CD 毒素が検出され、感染拡大が続くため再調査を行うと、清拭バケツを A
病棟入院患者で共有していることが判明した。そこで、清拭バケツにビニール袋をか
けて使用し、患者ごとにビニール袋を交換する運用に変更後、アウトブレイクが終息
したことから、原因の 1 つとして C. difficile に汚染された清拭バケツの共有と判断し
た。後日、アウトブレイク期間中に菌株が分離された全病棟の CDI 患者 18 名において
国立感染症研究所に PCR-ribotyping を依頼した。A 病棟 11 名の内、菌株が分離され
た 10 名すべてが toxin A 陽性、toxin B 陽性、binary toxin 陰性、RT002 株と同定され
た。A 病棟以外の RT002 株は A 病棟との因果関係は認めなかった。

【考察・結論】単一病棟に限局したアウトブレイクが特定され、排泄介助以外の患者ケ
アが感染拡大の媒介となる可能性が示唆された。清拭バケツ運用の院内標準化は CDI
対策の重要な課題と結論づけた。
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O8-3 レジオネラ感染症発生時の救急病
院における対応について～ICT・
ASTでの取り組み～

むさしの救急病院
○河瀬 員子（かわせ かずこ）、岸野 孝昭、
増野 智章、小川 哲生、菊岡 慶、髙橋 順

【背景】当院は 2024 年 2 月に新規開院した東京都多摩地域にある救急病院
である。2024 年 9 月 1 日～2024 年 11 月 30 日までの期間にレジオネラ陽
性患者の報告が 13 件あり、東京都に発生届での報告を行った。地域の保健
所と連携することで感染源の特定に寄与し、院内での報告システム、院外
での感染症発生時の報告システムについて構築することができた。

【症例】2024 年 9 月 1 日～2024 年 11 月 30 日までの期間に、当院レジオネ
ラ（Legionella pneumophila）陽性患者は 13 件だった。遺伝子型別法の実
施による相関関係の分析を行う保健所の依頼に応じ治療前の喀痰検体 8
件を提供し、地方衛生研究所が検査を実施、Sequence-based typing 法にて
ST23 検出が 2 件報告された。地域の保健所での感染対策担当者情報共有
会議に参加し動向を見守った。

【考察・結論】医療機関における院内感染対策は、2012 年 4 月診療報酬改
定で導入された感染防止対策加算により、院内感染対策の推進と医療機関
同士の連携を図ることが求められており、今後も ICT/AST では院内感染
対策の推進と医療機関同士の連携を図る必要がある。感染症法に基づく届
け出疾患発生時に、特に、一部地域での発生に関しては速やかな地域の保
健所との連携が重要である。加湿器（特に超音波式や気化式など）を使用
される場合には、タンクの水を毎日洗浄し、定期的な手入れが必要である。
循環式浴槽（追い炊き機能付き風呂・24 時間風呂など）を備え付けている
場合は浴槽内に汚れやバイオフィルムを生じないように、取り扱い説明書
に従って維持管理することが重要である。そのためには、レジオネラ症を
予防するために、一般的な知識を、職員・患者に掲示するなど啓蒙し、感
染予防対策を強化していくことが必要である。

O8-4 複合型介護施設におけるインフル
エンザ対策～職員の固定配置の有
効性～

社会医療法人 松涛会 安岡病院
○藤井 智恵（ふじい ともえ）

【背景・目的】私は、複数の高齢者施設を運営する法人に所属し、その中で
ICN として感染管理業務を行っている。2022 年夏以降、新型コロナウイル
ス感染症（以下、コロナ）により多数の施設でクラスターが発生した。そ
の経験から、小規模多機能居宅介護と住宅型有料老人ホームが併設された
複合型介護施設において、感染対策の意識向上と実践的な対策の導入を目
的とし継続的に介入してきた。2025 年 1 月、複合型介護施設でインフルエ
ンザが発生した。施設職員と協力し、新たな試みとして、職員の固定配置
を行い、早期終息を目指し実践したため報告する。

【活動内容】2023 年度より施設職員へ院内の勉強会やリンクスタッフ会議
への参加を調整し、基本的な感染対策の教育を行った。また、手指衛生の
評価や個人防護具の着脱演習の実施をサポートした。施設では 2023 年度、
感染症発生時の手順を作成し、2024 年度はその対応訓練を 2 回行った。
2025 年 1 月インフルエンザ発生時には、初動は手順通りに実施され、発生
当日に職員の固定配置を指示した。まず陽性職員が発生、その職員の濃厚
接触者を特定し、濃厚接触者対応職員を 3 日間固定した。その 2 週間後に
別ルートで陽性患者が施設で発生、陽性患者とその濃厚接触者の対応職員
を 5 日間固定し、他の利用者、職員との接触を制限した。

【成果・考察】初動対応が迅速に実施されたことは、事前の教育の成果であ
ると考えられる。濃厚接触者対応職員を 3 日間固定した場合も、陽性患者
とその濃厚接触者の対応職員を 5 日間固定した場合も、感染拡大はなかっ
た。これまで職員の固定配置を行わなかったコロナ対策では、2 週間以上
の対策期間を要していた。このことから、早期終息には職員の固定配置が
有効である可能性がある。しかし、感染症ごとに感染経路や対策が異なる
ため、単純比較できない。また、職員の固定配置に関するデータは乏しく、
根拠は十分でない。今回の症例数は限られているため、更なる検討が必要
である。また、陽性患者の対応を行った職員は通常業務と兼務となり、負
担は増大した。さらに、複合型介護施設は職員配置の基準が細かく定めら
れ、業務調整が困難である。今後の課題として、固定期間の最適化や職員
の負担軽減策の検討が求められる。

O8-5 特効薬を使用した高齢者入所施設
での疥癬アウトブレイク2事例の
経験から感染制御における保健所
の関わりの検討

石川県能登北部保健所
○澤﨑 愛叶（さわさき まのか）、後藤 善則

【背景】疥癬は診断の難しさから高齢者施設や病院でアウトブレイクをしば
しば認める。診療ガイドラインではイベルメクチン錠が治療薬として推奨さ
れ、予防治療についても言及されている。能登北部保健所が最近報告を受け
た管内高齢者入所施設での集団感染を調査したところ、特効薬があるが故に
施設間で対処に違いがあり、感染制御における保健所の関わりに見直しが必
要であった。

【事例 1】A 特別養護老人ホーム。初発患者は診断 10 カ月前に入所。当時か
ら頭部の掻痒にステロイド剤を外用していた。震災により嘱託医の回診頻度
が減少し、診断 3 カ月前に別病院を受診するも悪化。再診時に角化性疥癬と
診断され保健所に報告となった。イベルメクチン内服とクロタミトン外用で
治癒。元々個室利用であり、施設では装着する個人防護具、清掃と洗濯を変
更した。施設内の有症状者（すべて入所者）を集めて週 1 回受診させ、5
週間で 29 人が通常疥癬の診断で投薬を受けた。浴室に置いてある衣類着脱
時に利用するベッドが感染拡大の場であった。

【事例 2】B 介護医療院。初発患者は診断 7 週間前から丘疹と痒みの訴えがあ
り、病院を受診し通常疥癬と診断され投薬を受けた。施設で調査したところ
入所者 21 人と職員 1 人に症状を認め、翌日施設医師の判断でイベルメクチ
ンを含む治療を実施した。その後 1 週間以内に入所者 4 人と職員 8 人が有症
状となり同様に加療するとともにコホーティングが実施された。保健所への
報告は初発患者診断日から 2 週間後で、調査するも角化性疥癬患者の存在や
感染経路は不明で、その後新たな有症状者も発生しなかった。

【考察】事例 1 では速やかに保健所が発生を把握でき、施設とともに感染源と
感染拡大の場を調査し環境改善に取り組んだ。通常疥癬患者は散発したが終
息は見通せた。事例 2 では保健所が関わる時点で終息が得られていた。診断
的治療とも言え通常疥癬でない者がいた可能性があるが、特効薬がある現
在、受診時の入所者及び職員の移送負担（過疎地では遠距離）を考慮すれば
予想される対応である。保健所は疫学調査や感染予防支援に加え（集団）予
防治療の知見を深め、早期発見につながる施設への啓発が必要と思われた。

O8-6 フーリエ変換赤外分光光度計法
（FTIR法）による菌株識別能の他法
との比較検討

京都府立医科大学附属病院臨床検査部1）、島津ダイアグノスティク
ス株式会社2）、株式会社島津製作所3）

○春日里佳子（かすが りかこ）1）、山田 幸司1）、
稲葉 亨1）、辻山 光2）、押川 大起3）、髙橋 敏宏3）、
荒木 貴久3）、岩本 慎一3）

【目的】院内感染対策として同一病棟などで同一の耐性菌が複数患者から検出された場
合、それらが同一クローンによる水平伝播かどうかを調べることが重要である。現在ま
でにパルスフィールドゲル電気泳動法（PFGE 法）やポリメラーゼ連鎖反応法（PCR
法）などの検査法が実施されてきたが、操作の煩雑性や測定に時間を要するなどの問題
があった。菌株識別法として、フーリエ変換赤外分光光度計法（FTIR 法）およびマト
リックス支援レーザー脱離イオン化法（MALDI 法）は簡便な操作と迅速性から注目さ
れている。今回、島津製作所製 FTIR 装置（IRXross）と MALDI 装置（MALDI-8020）
の菌株識別能の検証を行ったので報告する。

【方法】2021 年～2024 年に当院で検出されたメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）
について PCR-based ORF Typing 法（POT 法）を実施し、次の条件で菌株の選出を行っ
た。条件 1：院内伝播したまたは疑われた症例、条件 2：市中感染型 MRSA（CA-
MRSA）に多い POT1 の番号が 106 の菌株、条件 3：院内感染型 MRSA（HA-MRSA）
に多い POT1 の番号が 93 の菌株、条件 4：ランダム抽出された菌株。条件 1～4 にそれ
ぞれ該当する合計 20 株（条件 1 が 7 株（POT 番号 2 種類）、条件 2 が 6 株（POT 番号
2 種類、うち 1 種類は条件 1 にも該当）、条件 3 が 5 株、条件 4 が 4 株）について、FTIR
法および MALDI 法で比較検討した。

【結果】FTIR 法では条件 1・3・4 に該当する 16 株は POT 番号別に別クラスターとし
て分離はされたが、一部異なる POT 番号を持つグループが同一クラスターに分離され
た。また、条件 2 のみに該当する同一 POT 番号の 4 株は 2 つのクラスターに分かれた。
MALDI 法では条件 1 と条件 1・2 に該当の 7 株はすべて同じクラスターとして認識さ
れ、条件 2 のみに該当の 4 株は 3 つのクラスター、条件 3 の 5 株は 4 つのクラスターに
分かれた。いずれの方法でも、院内伝播したとされる株は同一クラスターになった。

【結語】院内伝播が疑われた場合、同一クローンによるものなのかを確認することは感
染経路を明確にするためにも重要なことである。今回の検証で FTIR 法、MALDI 法と
もに院内伝播したとされる株は同一クラスターに分類されたことから、両装置ともに
一定の菌株識別能が期待できると示唆された。
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O9-1 新型コロナウイルス感染症に職業
感染した看護師の実態と思い～看
護師と感染管理看護師の思いの違
いに焦点をあてて～

青森県立保健大学健康科学部看護学科1）、名古屋市立大学大学院看
護学研究科2）

○新改 法子（しんかい のりこ）1）、大西香代子2）、
矢野 久子2）

【背景・目的】COVID-19 に職業感染した看護師のメンタルサポートと職場復帰支援
の示唆を得るために、感染管理（認定看護師又は専門看護師）に関する資格（以下、
感染管理看護師）の有無別看護師の属性や思いの違いを比較検討する。

【方法】対象は国内の医療機関に勤務し COVID-19 に職業感染した（疑い含む）看護
師。方法は、調査会社を介した web による無記名質問紙調査で登録者から職業感染
した看護師を募集した。期間は 2024 年 6 月で、研究協力の同意を得た上で開始した。
調査内容は、性別、年齢、感染管理看護師の有無等属性の他、COVID-19 に感染する
前・感染した時・職場復帰まで・職場復帰後に抱いた思いに関する 18 項目とし、設
問毎に 3～24 の選択肢（有・無）を設け複数回答法とした。分析は SPSS ver28.0
を使用し、記述統計後、感染管理看護師と資格を持たない看護師（以下、看護師）で
属性や思いを単変量解析して比較した。本研究は所属機関研究倫理委員会の承認を
得て開始した（承認番号 23098）。

【結果】COVID-19 に職業感染した看護師 396 名から回答を得た。内訳は感染管理看
護師 11％、看護師 89％ であった。属性は感染管理看護師/看護師の順に、女性（％）；
64/87、年齢（歳）；38±9/40±10 であった。感染回数（％）では、1 回 67/84、2
回 16/14、3 回以上 18/2 で、感染管理看護師は看護師に比較して有意に多かった（p
＜0.001）。抱いた思いでは、「感染する可能性に不安を感じていた」48/42（％）など
不安な思いを抱いていたが、有意差を認めなかった。その一方で「病院の感染対策の
指示内容に不合理を感じた」27/14（％）、「早く復帰したかった」42/13（％）、「落ち
着いた所で働きたい思いが芽生えた」31/12（％）、「感染した経験を今後の看護に生
かしたい」52/31（％）などの思いが看護師に比較して有意に高かった（p＜0.05）。

【結論】現場で働く看護師らの不安に寄り添い、感染防御できる職場環境の構築は重
要である。感染管理看護師は看護師に比較して感染リスクが高いことが示唆された。
感染管理看護師の更なる安全保障と、管理者との協働によって心身の負担軽減や使
命感を持ち続けられる病院からの支援は重要である。本研究は JSPS 科研費（課題番
号 22K17441）の助成を受けた。

O9-2 大学病院における水痘ブレイクス
ルー感染時の拡大制御の一例

金沢大学附属病院 感染制御部1）、金沢大学 医薬保健研究域医学
系 感染症科学・臨床検査医学研究分野2）

○北谷 栞（きたや しおり）1,2）、田中 靖也1）、
佐武 多恵1）、金森 肇1,2）

【背景】水痘は空気を介して容易に周囲へ伝播するため、潜伏期間が長いこ
とも相まって、医療従事者が罹患した場合の就業制限や接触者管理は大き
な課題となる。ワクチン接種により発症や重症化を予防できるものの、複
数回の接種を行っても一定数の個人では抗体価の上昇が認められず、ワク
チンの効果が十分に得られない場合がある。

【症例】20 代男性。2 回の水痘ワクチン接種歴を確認しているが、抗体価は
陰性であった。初期研修中、市中病院に約 1 か月間滞在し、その間に帯状
疱疹患者を診察していた。当院での勤務再開後 6 日目に全身に発疹を認
め、近医の皮膚科を受診した。デルマクイック VZVⓇにより水痘と診断さ
れ、バラシクロビルの内服治療が開始された。発疹が痂皮化するまで休職
の措置がとられ、病状は改善した。水痘発症時点に遡り接触歴を調査し、
職員・患者の水痘ワクチン接種歴を確認の上、追加接種を実施した。その
後も職員・患者の健康観察を継続し、発症者を出すことなく感染拡大を防
ぐことができた。

【考察・結論】本症例では、抗体価が上昇しなかった研修医が帯状疱疹患者
を診察し、水痘を発症した。研修医は多くの患者を受け持ち、一主治医と
して診察を行う機会が多い。また、研修先の診療科によっては長時間の診
察が必要となる上、患者が隔離や移動制限の指示を遵守できないことがあ
るため、感染リスクが高まる可能性がある。ワクチンを 2 回接種した者で
あっても、抗体価陰性や接種後の時間経過に伴い、水痘・帯状疱疹ウイル
スに対する感受性を有する者が一定数存在する。そのため、集団感染を予
防するためには、平時から既往歴のない 1 回接種者や未接種者に対して水
痘ワクチンの 2 回接種を推奨するとともに、接種者間でも集団感染が発生
しうる可能性を考慮し、水痘患者が発生した際には速やかに適切な感染対
策を講じる必要がある。本症例を通じて、医療従事者のワクチン接種歴・
抗体価管理の重要性が再認識された。感染拡大を防ぐために、ワクチン接
種歴・抗体価の定期確認と追加接種の検討、ワクチン接種歴・抗体価デー
タの一元管理、院外研修後の感染症リスク評価、診療科ごとの感染対策の
強化が重要であると考えられた。

O9-3 地域における職業感染対策の取り
組み～中小病院、診療所との連携～

国立病院機構高崎総合医療センター 感染管理室
○中沢まゆみ（なかざわ まゆみ）、小村 誠、
五十嵐恒雄

【背景・目的】当院は、群馬県高崎安中地区の三次医療を担う急性期病院で
あり、地域の感染対策の拠点としても機能している。地域内の 12 の病院、
100 の診療所、2 つの保健所、3 つの医師会と幅広く連携し、感染対策を推
進している。新型コロナウイルス感染症のパンデミックを通じて、地域で
の連携の重要性が再認識された。この観点から、地域における職業感染対
策強化の一環として、医師会と協力し「地域における針刺し事故対応マ
ニュアル」を作成し、院内の対応体制を整備した。

【活動内容】医師会を中心に、地域の医療機関の立場から「針刺し事故対応
マニュアル」を作成した。連携施設での針刺し等の曝露事故発生時に必要
な検査や対応が迅速かつ円滑に行えるよう、当院で実施可能な検査内容を
考慮し、当院の立場から追記・訂正を提案した。マニュアルには、説明資
料や必要な承諾書も含まれており、曝露に対する考え方の共有や、事務的
手続きを含めた対応の標準化・明確化を目指している。これをもとに、外
来感染対策向上加算に関わる地域連携カンファレンスで、職業感染対策を
テーマに勉強会を開催し、有事の対応について共通認識を持つ機会とし
た。

【成果・考察】マニュアル作成途中に連携施設で 2 件の曝露事故が発生し、
院内対応マニュアルの有用性を検証する機会があった。夜間休日を含めた
担当者を明確にしたことで、感染管理担当者が不在でも支障なく対応でき
る形に近づいたことが確認できた。今後も、様々なカンファレンスなどの
機会を活用して、針刺し事故対応マニュアルを共有し、関係者と定期的に
見直しを行うことで、感染対策に関する地域の連携をより強固なものにで
きるよう活動を展開していきたい。

O9-4 新型コロナウイルス感染症流行
前・期中・後における針刺し事象
の検討

日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室1）、日本医科
大学付属病院 看護部2）、日本医科大学付属病院 臨床検査部 微
生物検査室3）、日本医科大学付属病院 薬剤部4）、日本医科大学付
属病院 呼吸器内科5）

○松代 実希（まつしろ みき）1,2）、前原 茂子1,2）、
椋本 郁子1,2）、鷲尾 洋平1,3）、中村翔太郎1,4）、
藤田 和恵1,5）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）蔓延期の診療において、
長時間・頻回な個人防護具着用による疲労や操作性の低下などにより、鋭利器
材による切創（以下、針刺し）のリスクが高まることが推測される。そこで、
COVID-19 流行が針刺し事象に与えた影響について検討した。

【方法】エピネット日本版サーベイランス（職業感染制御研究会）を用い、針刺
しサーベイランスを実施、COVID-19 前（2017-19）・期中（2020-22）・後（2023-
24）の間の発生件数、職種、経験年数、発生状況を比較した。

【結果】期間中 314 件の針刺し報告があった。職種別では看護師が全体の 149
件（48％）、次いで医師が 124 件（40％）であった。医師のうち研修医は 49 件

（40％）であった。報告事例のうち曝露源がウイルス肝炎陽性 45 件（14％）、HIV
陽性 1 件（0.3％）で、職業感染例はなかった。COVID-19 患者からの針刺しはな
かった。COVID-19 前・期中・後の比較では、1000 患者当たり発生件数が、0.13、
0.15、0.18 と増加傾向にあった。経験年数別では、経験 5 年未満が「前」61％ に
対し、「期中」は一旦減少（54％）、「後」58％ と再増加した。経験 10-19 年の割
合は「前」10％ から「期中」16％、「後」21％ と増加していた。発生状況は、3
期間とも「器材の使用時」が最も多かった（45-49％）。「鋭利物廃棄中」の針刺
しは COVID-19「期」「後」で「前」より増加していた（11、21、18％）。「鋭利物
の廃棄後」の針刺しは「前」2.8％ に対し「後」6％ と増加傾向にあった。

【結論】COVID-19 後、当院の針刺し事象数は増加傾向、特に、ベテランスタッ
フの針刺し件数が増加した。COVID-19 下、個人防護具装着など感染対策を行い
ながらの診療・ケアの必要性から、若いスタッフの侵襲性の高い処置への参画
が少なくなり、ベテランスタッフへの業務シフトが影響したと考えた。これらの
結果から、パンデミック時には、ベテランスタッフへの業務負担を念頭に、針刺
し防止「再教育」を行う必要性があると考えた。
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O9-5 臨床実習生における針刺し・切創、
皮膚粘膜曝露防止に向けた取り組
みと指導医への啓発の重要性

秋田大学医学部附属病院 感染制御部
○佐藤 智子（さとう ともこ）、石川 陽子、嵯峨 知生

【背景・目的】医学部医学科臨床実習生（以下、実習生）において、実習中
に発生した針刺し・切創、皮膚粘膜曝露（以下、針刺し等）の速やかな報
告と対応は医療従事者と同等に実施すべきものである。しかし、実習生は
実習中の実技への緊張や集中で受傷したことをすぐに覚知できないこと
や受傷の自覚はあっても指導医への遠慮等で報告が遅れたり未報告とな
る事例が散見された。血液媒介病原体および曝露時の対応については講義
を受け実習生向けマニュアルにも記載されていたものの、針刺し等のリス
クに対する認識が低いことが影響していると考えられ、改めて指導が必要
と考えた。

【活動内容】2021 年に自施設の実習生と院内外の指導医に向けて針刺し等
の予防策と発生時の対応の FD（Faculty Development）を実施した。その
後、実習生への聞き取りで術野での実習において目の防護は必ずしも実施
されていないことが判明した。これを受けて実習生が術野で実習する際に
はシールド付きマスクを着用する掲示と啓発を行った。また感染管理認定
看護師が隔週で担当している実習生への手指衛生トレーニングの講義の
後で針刺し等の予防策と発生時の対応について確認及び指導を実施した。
針刺し等発生時は、指導医へも発生状況や再発防止策の聞き取りを開始し
た。2022 年度は実習生からの報告はなかったが、2023 年度は 6 件の報告が
あった。これらには指導医が針刺し等は不慣れな実習生個人の問題である
との考えや曝露が予測される際の目の防護具着用を指導していなかった
こと等を受けて、2024 年度には自施設の医療従事者向けに ICT 研修会を
実施した。2024 年の臨床実習前のガイダンスにおいては針刺し等の予防
策と対応について動画を作成し、実習開始前に動画視聴と確認テストの実
施を義務付け、指導医も動画が視聴できるようにした。

【成果・考察】実習生への指導によって、針刺し等に対する知識は向上し報
告漏れは減少したと期待される一方で、指導医への針刺し等の予防策の実
施や発生時の対応の認識について啓発が必要と考えられた。指導医は実習
生に対する責任があり、今後は実習生のみならず、新たな指導医も適切に
対応できるよう啓発活動を継続する必要があると考える。

O10-1 当院における「深在性真菌症の診
断・治療ガイドライン」の遵守率と
治療成績

加古川中央市民病院 薬剤部
○長谷川浩司（はせがわ ひろし）

【背景・目的】カンジダ血症の死亡率は 29～49％ と報告されており、その
死亡率の高さから適正な抗真菌薬投与が必要とされる。「深在性真菌症の
診断・治療ガイドライン」（以下ガイドライン）では侵襲性カンジダ症の予
後改善を目的に「ACTIONs Bundle 2014」（以下バンドル）の実施が推奨さ
れている。バンドルの遵守率は EQUAL カンジダスコア 2018（以下カンジ
ダスコア）を用いた評価を行うことが出来るが、得られたカンジダスコア
と抗真菌薬の治療成績との関係は明らかとなっていない。今回、スコアと
抗真菌薬の治療成績について調査を行ったので発表する。

【方法】2023 年と 2024 年に血液培養からカンジダが検出された症例（コン
タミネーション疑いを除く）を対象にカンジダスコアでスコアリングを
行った。治療成績は 30 日以内の死亡率とした。

【結果】カンジダ血症の 30 日以内の死亡率は 2023 年が 36.4％（4/11 例）、
2024 年が 45.0％（9/20 例）であった。カンジダスコアは 2023 年が 16.5
±0.9（平均±SE）、2024 年が 18.9±0.5 であった。カンジダスコアでは有効
な抗真菌薬の 14 日間投与で 2 点が付くが死亡症例の抗真菌薬投与日数は
2023 年と 2024 年共に 1 例を除いて 14 日以内の死亡であった。カンジダ
スコアは生存群で優位に高かった。（p=0.02）死亡による治療期間未達の影
響を消すために 14 日間投与の加点を 0 点とすると、生存群と死亡群でカ
ンジダスコアに有意な差はなかった。AST による介入は 2023 年が 5 件

（45％）、2024 年が 8 件（40％）であった。
【結論】カンジダスコア高得点群で生存率が優位に高かったが、14 日間の
抗真菌薬投与の加点を 0 点とすると有意な差はなかった。これはカンジダ
血症での死亡が 14 日以内である事が原因と考えられた。カンジダスコア
はドイツでの多施設観察研究では 9.9 との報告があるが、当院のカンジダ
血症では AST による介入率が 40％ 超であり、カンジダスコアは死亡群で
も 16.5 と高値であった。これらより AST によるバンドル遵守がルーチン
に促される施設においてはカンジダスコアの有用性は認められなかった。

O10-2 当院で検出された過去12年間の
カンジダ属検出状況について

三重県立総合医療センター 中央検査部1）、三重県立総合医療セン
ター 感染制御部2）

○高羽 桂（たかば けい）1）、垣内 由美2）

【背景・目的】近年、医療の高度・先進化により免疫低下状態の患者が増加
傾向にある。抗菌薬の使用増加による菌交代現象等もあり、真菌感染症例
が増加している。カンジダは真菌の中でも検出頻度が高く、カンジダ血症
に至っては死亡率も高いため、適正な診断・治療が必要な疾患である。
よって、当院で過去 12 年間に検出されたカンジダ属の検出頻度及び検出
菌種を調査し検討することを目的とした。

【方法】2012 年 4 月から 2024 年 3 月までの 12 年間に提出された培養検体
から検出されたカンジダ属について調査を行い、材料別検出菌種を比較し
検討を行った。

【結果】材料別検出頻度は喀痰が最多で、同定された菌種は Candida albi-
cans が最多で 64.2％、次いで Candida glabrata が 22.8％、Candida tropi-
calis が 5.2％、Candida parapsilosis が 4.6％ と続いていた。血液培養から
のカンジダ検出は 0.3％ で、菌種別では C. albicans が 49.3％、C. parapsilo-
sis が 21.7％、C. glabrata が 15.9％ となり、C. parapsilosis の検出割合が
増加していた。カテーテル先端培養からのカンジダ検出は 3.6％ で、C. al-
bicans が 60.4％、C. parapsilosis が 20.8％ となりこちらも血液培養と同様
C. parapsilosis の検出率が高かった。また、カテーテル先端培養カンジダ
検出 52 例中血液培養とリンクしていたのは 23 例（43.4％）であった。

【結論】カンジダでのカテーテル関連血流感染症（CRBSI）は難治性感染症
とされ、C. albicans の報告は多いが、時に C. parapsilosis が勝る場合もあ
る。両者ともバイオフィルム形成能が高いからで、本検討でも C. parapsi-
losis は、血液培養およびカテーテル先端培養での検出頻度が高く、その他
の材料とは検出頻度に差が見られた。血液培養とカテーテル先端培養のカ
ンジダ検出がリンクしていた症例も約 45％ と多く、検出割合もほぼ同じ
であったことから、本検討でも C. albicans と同様 C. parapsilosis の
CRBSI との関連が示唆された。
倫理審査委員会：承認済

O10-3 当院におけるCandida 血流感染の
現状

金沢医科大学 臨床感染症学1）、金沢医科大学 一般・消化器外科
学2）、金沢医科大学病院 薬剤部3）、金沢医科大学病院 中央臨床
検査部4）、金沢医科大学病院 看護部5）、金沢医科大学病院 感染
制御室6）

○上田 順彦（うえだ のぶひこ）1,2,6）、多賀 允俊3,6）、
西田 祥啓3）、髙多 瞭治3）、村 竜輝4,6）、
北川真理子5）、西岡 美保5）、中川 佳子6）、野田 洋子6）、
飯沼 由嗣1,6）

【背景・目的】Candida による血流感染（以下、Candida 血流感染）は日常診療でしばし
ば経験するが、稀に重篤化することもある。今回、当院における Candida 血流感染の現
状を明らかにすることを目的として検討した。

【方法】過去 4 年間に当院で Candida 血流感染と判明した 52 例を対象として、臨床的背
景、治療成績などについて検討した。なお乳幼児は除外した。

【結果】（1）種類：C.albicans 22 例（42％）、C.glabrata 15 例（29％）、C.parapsilosis 7
例（13％）、C.dubliniensis 4 例（8％）、C.krusei 2 例（4％）などであった。複数の菌種の
併存は 3 例。（2）年齢：中央値は 77.5 歳（22～98）で、80 歳以上が 22 例（42％）と高
齢者が多くを占めていた。（3）免疫能に影響する慢性的な基礎疾患：なし 7 例（13％）、
あり 45 例（87％）で、内訳は担がん状態 19 例、糖尿病 12 例、膠原病/リウマチ 7 例、
慢性腎不全 4 例などであった。なお 80 歳以上、糖尿病、膠原病、慢性腎不全のいずれか
に該当する症例は 36 例であった。（4）基礎疾患なしの 7 例の内訳：絞扼性腸閉塞、大動
脈瘤破裂、汎発性腹膜炎で緊急手術または COVID-19（中等症）。（5）Candida 血流感染
までの経緯：ポート感染 1 例、免疫状態の悪化 9 例、緊急の全身状態悪化 20 例、脳血管
障害の悪化 5 例、入院治療中または後の過程で発症 17 例。（6）広域抗菌薬（カルバペネ
ム、TAZ/PIPIC、第 4 セフェム、フルオロキノロン）の 1 か月以内の使用：33 例（63％）。

（7）予後：軽快退院 33 例、長期入院継続 1 例（難治性真菌感染持続）。死亡退院 18 例
（35％）であった。死亡と Candida 血流感染との因果関係：原疾患の悪化 11 例（関与な
し）、原疾患増悪・死亡に関与 5 例（一部関与）、Candida 血流感染が主な死因 2 例。

【結論】（1）Candida 血流感染は高齢者で基礎疾患を有する患者、とくに担がん状態や免
疫低下状態の患者に起こることが多い。（2）事前に広域抗菌薬の使用症例も 63％ と多
い。（3）Candida 血流感染では 35％ の症例で死亡しているが、一部は原疾患増悪・死亡
に関与が疑われ、また Candida 血流感染による死亡例もあり、高リスク症例では早期に
発見・対応するように注意する必要がある。
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O10-4 市中病院で気管支肺胞洗浄液から
Candida auris が分離された事例

虎の門病院分院 感染対策室1）、虎の門病院・虎の門病院分院 臨
床感染症科2）、虎の門病院分院 血液内科3）

○丸山俊一郎（まるやま しゅんいちろう）1）、
有福 保恵1）、荒岡 秀樹2）、和氣 敦3）

【背景】本邦から報告される Candida auris は Clade2 で耳漏からの報告が
多いが、海外からの侵襲株の流入の懸念が強まっている。そうした中、当
院で気管支肺胞洗浄液から C. auris が検出された。市中病院で突如生じ
た、この事例の一連の感染対策を振り返り、C. auris の脅威に備える一助と
したい。

【症例】悪性リンパ腫や関節リウマチでかかりつけの 60 代女性、202X 年
5 月、呼吸困難と酸素化低下で受診。薬剤又はリウマチ性の間質性肺炎が
疑われ入院となった。入院 3 日後に気管支鏡検査を実施したが、その際の
気管支肺胞洗浄液から C. auris（質量分析で同定）が検出された。すぐに感
染対策委員長や病院幹部らと情報共有をし、個室での接触予防策を開始し
た。海外渡航等なく感染経路は不明であったが、周囲への広がりを最小限
とするために、同室者のリストアップや、使用した気管支鏡の特定等を行
い、接触した人と物の移動は慎重に対応した。管轄保健所に報告し、感染
研に当該検体を送付した。院内でも情報提供と注意喚起を行った。その後
の臨床経過から本菌が感染症の原因菌である可能性は低いと考えられ、ま
た精査の結果 Clade2 であることが判明したため、周囲の保菌調査や環境
調査は行わず、現行の対策を継続した。

【考察・結論】近年 C. auris の名前を聞くことは増えてきたが、自施設の呼
吸器検体から分離されることは想定外であった。新興真菌症である本菌に
ついて、院内だけでなく、地域の保健所や近隣医療機関でも持っている情
報や経験が乏しい。実務的には、感染研の診療の手引きは対策や方針検討
の際の手助けとなった。海外からの渡航者も増加する中、市中病院におい
てもいつ院内に持ち込まれてもおかしくない。標準予防策の遵守と院内検
査体制の充実に加え、日頃からの行政や感染研とのシームレスな連携が、
このような有事の際に活きると思われた。

O10-5 患者および医療環境から分離され
たExophiala 属の遺伝子学的解析

大阪大学医学部附属病院 感染制御部
○髙橋 佑輔（たかはし ゆうすけ）、中上理紗子、
太田 悦子、忽那 賢志

【背景・目的】Exophiala 属は湿潤環境や医療施設内の水回りからの検出
される黒色真菌であり、院内でのアウトブレイク事例も報告されている。
今回、我々は Exophiala 属のカテーテル関連血流感染症と診断した症例を
経験し、本真菌の医療環境における分布を評価するために当該患者の周囲
環境について培養検査を実施した。

【方法】患者周囲および看護師詰所の水回りと点滴作成台から環境試料の
培養検査を行った。形態学的に Exophiala 属と一致する菌株および患者の
血液培養から分離した臨床分離株については ITS 領域および 28S rRNA
領域の塩基配列を決定し、BLAST（Basic Local Alignment Search Tool）を
用いて NCBI の GenBank データベースと比較した。

【結果】点滴作成台の架台表面から Exophiala 属と一致する形態の真菌（環
境分離株）を検出した。遺伝子解析の結果、環境分離株および臨床分離株
はともに E. dermatitidis に高い相同性を示し、同一菌種であることが判明
した。

【結論】本研究により水回りではない医療環境中にも E. dermatitidis が存
在することが確認された。これらの菌株の遺伝子型が一致するかどうかを
明確にするには、さらなる遺伝子解析が必要であるが、薬剤の調製時に本
菌種が混入する可能性が示唆された。安全な薬剤調整を行うためには点滴
作成台の作業を行う机の表面だけでなく、周囲環境に対しても介入が検討
される。

O10-6 Aspergillus niger が起因菌と考
えられた眼窩先端症候群に対する
イサブコナゾニウムの使用経験

福井赤十字病院 AST
○寺本 敏清（てらもと としきよ）、石田 尚子、
坪田 マキ

【背景】当院耳鼻咽喉科に慢性副鼻腔炎で通院中の 84 歳女性が、新型コロ
ナ感染症を契機に症状が悪化し、抗菌薬治療が開始される。2024 年 9 月 24
日右眼が見えないことに気づき当院救急外来を受診された。画像検査で後
篩骨洞軟部影と視神経への浸潤を認め、右視神経炎の原因として副鼻腔炎
が疑われ、同年 9 月 25 日耳鼻咽喉科に入院となる。

【症例】入院後両側中鼻道より鼻汁液培養、左中鼻道の粘膜を病理に提出さ
れ、ボリコナゾール点滴静注が開始となった。鼻汁液培養からは Aspergil-
lus sp.、病理検体からは Aspergillus niger が検出された。治療効果が不十
分であったため、自己免疫疾患も考慮され、脳神経内科へ転科、精査され
たが明らかな自己抗体は検出されなかった。免疫治療の反応性も乏しく、
感染による眼窩先端症候群が一番の鑑別となった。臨床症状悪化傾向のた
め AST への介入依頼があり、抗真菌薬の検討を行った。まず、スペクト
ラム外真菌（Mucor 等）の関与も検討し、一旦リポソーマルアムホテリシ
ン B への変更を提案した。薬剤変更後、入院前から訴えがあった頭痛、眼
痛の改善傾向が見られたが、画像所見、左フリッカー値低下、左視力低下、
右優位の眼球運動低下も出現し、外科的介入も検討されたが困難との判断
で経過観察となった。リポソーマルアムホテリシン B 変更後、徐々に腎機
能の低下が見られ、主治医より他剤への変更検討依頼があった。経口薬変
更への意向もあり、AST で検討を行った結果、ポサコナゾール、イサブコ
ナゾニウムが候補に挙がった。しかし、副鼻腔、眼窩等への分布を検討し
た報告例は乏しく、薬剤の吸収、臓器移行性の面からイサブコナゾニウム
を提案することとした。変更 3 週目頃から、両眼球運動、左眼視力の改善
が得られ退院となった。

【考察・結論】イサブコナゾニウム変更後、臨床症状が悪化することなく治
療継続が可能となった。真菌起因の眼窩先端症候群に対するイサブコナゾ
ニウムの症例報告は少ないものの、臨床効果を維持しつつ、リポソーマル
アムホテリシン B の副作用から脱却することが可能であった貴重な症例
と考える。

O11-1 バンコマイシン濃度の予測におけ
るADL評価指標の影響

関西労災病院 薬剤部1）、関西労災病院 脳神経内科2）

○松屋 翔太（まつや しょうた）1）、川端 俊介1）、
寺崎 泰和2）、山口 智江1）

【背景・目的】バンコマイシン（VCM）の投与量は患者の腎機能等を考慮
して決定され、適切な血中濃度に制御する必要がある。投与設計はシミュ
レーションソフトを用いて予測濃度を算出することが多いが、予測値と実
測値に解離が発生し、治療を遅らせるケースがある。今回、当院で VCM
が投与された患者を抽出し、予測濃度と実測濃度の解離に影響する因子を
調査した。

【方法】対象は調査期間（2021 年 1 月～2022 年 12 月）内に VCM が投与さ
れた推算糸球体濾過量 50 mL/min/1.73m2以上の患者とした。対象者の患
者背景、VCM の投与量・初回 TDM 時の濃度や、ADL の評価指標として
機能的自立度評価法（運動 FIM）や要介護度等を抽出した。得られたデー
タよりバンコマイシン TDM ソフトウェア PAT（ver. 2.1）の予測濃度と実
測濃度を比較して分析した。比較に当たって平均誤差、平均絶対誤差、二
乗平均平方根誤差を算出した。

【結果】対象症例は 234 例であった。TDM の採血までの VCM の投与回数
の中央値は 4 回であった。平均絶対誤差を目的変数とした多変量解析の結
果、予測濃度と実測濃度の解離に影響を与える因子として運動 FIM（P
＜0.01）、要介護度（P＜0.01）、神経筋疾患の有無（P＜0.01）、集中治療室
への入室（P＜0.01）、年齢（P＜0.01）、BMI＜18.5（P＝0.03）が抽出され
た。また、Receiver Operatorating Characteristic curve（ROC 曲線）より、
誤差が大きくなる ADL 指標のカットオフ値は運動 FIM17 点、要介護度 5
であった。

【結論】VCM の投与設計において、パラメータとしてクレアチニンクリア
ランスを使用しているため、筋肉量の低下により腎機能が過大評価される
ケースがあり重要な問題の一つである。本研究の結果より、ADL 評価指標
から実腎機能と血清クレアチニン値の解離のリスクを予測できる可能性
が示唆された。特に ADL が極めて低い患者ではクレアチニン値の補正や
シスタチン C による腎機能の再評価を実施することでより精度の高い
VCM の投与設計ができる可能性があると考えられた。
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O11-2 MRSA検出患者退院後の周囲物品
を遠紫外線照射した効果検証

東邦大学医療センター大森病院 感染管理部1）、ウシオ電機株式会
社2）、東邦大学医学部 微生物・感染症学講座3）

○塚田 真弓（つかだ まゆみ）1）、西川栄里子1）、
富田 学1）、澤 友歌1）、開米 玲奈2）、厚井 融2）、
佐藤 恵美1）、舘田 一博1,3）

【背景・目的】当院で過去にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）がアウト
ブレイクした際に患者由来株と環境由来株をゲノム解析したところほぼ一致
したことがあった。Porter らによると環境の MRSA 生存日数は 1-318 日以上
との報告がある。Wong らは手作業のみでの病室の清掃は最適とは言えず、UV-
C 照射装置を併せて使用すると、MRSA、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、
Clostridioides difficile（CD）による病室の汚染を効果的に削減すると述べてお
り、当院でも UV-C 照射機 274 nm を導入し実践していた。しかし 274 nm UV-
C の照射は人体に影響がある為、使用が困難な場所や設定などの準備が必要で
あり、スタッフへの負担も一部生じていた。今回、日常業務を制限せずに照射
可能な 222 nm Far UV-C（遠紫外線）照射による効果検証をおこなった。

【方法】MRSA 検出患者（MRSA 判明後入院 3 日以上経過）を非照射群と遠紫
外線照射群に分け、それぞれの周囲に置かれている物品 10 カ所を対象に
MRSA を選択培養して検出率を比較した。照射方法は Care222Ⓡ i-BT（ウシオ
電機社製）にて最大の照射量は 14.3-36.43 mJ/cm2で、最長 4 時間の照射をおこ
なった。調査期間は約 7 カ月で計 600 検体採取し、調査物品の種類は 29 種類実
施した。

【結果】調査数は非照射群 330 検体、照射群 270 検体の培養を実施した。MRSA
検出率は非照射群 28.8％、照射群 9.6％、カイ 2 乗検定 P＜0.0001、RR0.422

（0.294-0.587）の結果で、有意に照射群で MRSA 検出が少なかった。患者に接触
する物品（血圧計・体温計・聴診器など）の比較では、非照射群（調査数 114
検体）検出率 40.4％、照射群（調査数 100 検体）検出率 13.0％ カイ 2 乗検定
P＜0.0001 RR 0.393（0.235-0.620）の結果だった。

【結論】MRSA 検出患者に接触する物品（血圧計・体温計・聴診器など）は、
MRSA が付着し長期間残存する恐れがあり、十分な消毒がされない場合は、他
の患者に使用すると MRSA が伝播する恐れが高い可能性があることが示唆さ
れた。Far UV-C222nm は器材庫に設置し、そこに物品を配置するだけで照射可
能で MRSA 検出率が低くなるため、業務を制限せずに運用可能となった。

O11-3 過去10年間の長崎県耐性菌ネッ
トワークにおける薬剤耐性分離状
況

長崎大学病院 検査部1）、長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科
病態解析・診断学分野2）

○川良 洋城（かわら ひろき）1）、小佐井康介2）、
加勢田富士子1,2）、賀来 敬仁1,2）、栁原 克紀1,2）

【背景・目的】薬剤耐性の検出状況は、周辺施設との連携や患者の受け入れ
方針にも影響するため、大規模調査による疫学情報に加えて、地域学的な
耐性菌の分離状況を把握しておくことも重要である。
今回、長崎県耐性菌ネットワークとして県内基幹病院から集計した情報を
基に、薬剤耐性の分離状況を調査した。

【活動内容】2014 年から 2023 年における長崎内基幹病院 17 施設より分離
された、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐性腸
球菌 VRE）、ペニシリン耐性肺炎球（PRSP）、基質特異性拡張型 β-ラクタ
マーゼ（ESBL）産生菌（E. coli、K. pneumoniae、K. oxytoca、P. mirabilis）、
多剤耐性緑膿菌（MDRP）、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）およ
びカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）の分離率や症例数の経年
推移を評価した。また、CRE または CPE と同定された菌種の内訳を調査
した。

【成果・考察】MRSA の分離率は、2014 年の 50.8％ から 2021 年の 40.6％
に低下し、その後横ばいであった。VRE は、2021 年に 1 例、2023 年に 1
例でほとんど分離されていなかった。PRSP の分離率は平均 47.4％ で、ば
らつきが大きかった。ESBL 産生大腸菌は、2014 年の 23.7％ から 2019
年に 30.5％ に上昇し、その後横ばいであった。ESBL 産生 K. pneumoniae

（平均 5.4％）および P. mirabilis（平均 3.5％）の分離率は横ばいであった。
MDRP の分離率は、2014 年の 1.4％ から 2020 年の 0.35％ に低下し、その
後横ばいであった。CRE（平均 0.08％）の分離率は横ばいであった。また、
CRE または CPE と判定された菌種で最も多かったのは、Enterobacter
spp. であった。
2014 年から 2023 年の長崎県の耐性菌分離率の推移が明らかとなった。今
後継続して地域の薬剤耐性菌情報を把握していく必要があると考える。

O11-4 mCIMで偽陽性を示した Entero-
bacter kobei の一例

JA愛知厚生連安城更生病院 ICT1）、愛知医科大学医学部 臨床
感染症学講座2）、JA愛知厚生連安城更生病院 臨床検査室3）

○杉浦 康行（すぎうら やすゆき）1,3）、稲富 里絵1）、
鈴木 道雄1）、原 徹1）、三鴨 廣繁2）、舟橋 恵二2）

【背景】腸内細菌目細菌におけるカルバペネマーゼ産生性の有無は、感染対
策上重要な検査結果である。今回、カルバペネマーゼの表現型検査として
広く用いられている Modified Carbapenem Inactivation Method（mCIM）
で偽陽性を示した Enterobacter kobei の一例を経験したので報告する。

【症例】在胎 26 週 2 日、出生体重 910 g、NICU 入院中の日齢 38 の女児。
Raoultella ornithinolytica 菌血症に対し、Meropenem（MEPM）を 7 日間、
その後 Cefotaxime を 3 日間投与し、抗菌薬終了後の吸引痰の培養から E.
cloacae complex が検出された。 MEPM の MIC が 1µg/mL だったため、
mCIM を実施したところ、初回は陽性、再検では陰性であった。カルバペ
ネマーゼ産生菌（CPE）の可能性があることを感染制御部に報告し、厳密
な接触感染対策を開始した。CRP は 1.18 mg/dL であり、感染症の原因菌
の可能性もあるとして、MEPM に Gentamicin を追加して治療を開始し
た。PCR 法によるカルバペネマーゼ遺伝子（IMP、VIM、NDM、KPC、
OXA-48-like、GES および IMI/NMC）の検出はいずれも陰性であった。遺
伝子検査の結果と表現型確認検査の結果から AmpC 産生菌であり、外膜
透過性の低下を伴う株であると示唆された。

【考察・結論】E. kobei は染色体性のセファロスポリナーゼ（ACT-28）を
産生し、弱いカルバペネマーゼ活性を有するため、mCIM で偽陽性を示す
ことが報告されている。そのため、mCIM の偽陽性が疑われる場合、単に
E. cloacae complex と判断するのではなく、質量分析で上位菌種に E.
kobei が含まれることを確認し、遺伝子検査を含めた総合的な結果解釈が
必要であると考えられた。感染対策の観点からは、表現型検査の結果に基
づき CPE としての対応を開始するが、遺伝子検査でカルバペネマーゼ産
生が否定された場合には、non-CPE として対応を切り替えることが適切で
あり、自施設では実施できない詳細な遺伝子検査を地域のネットワークを
通じて依頼できる環境を整備することが重要であると考えられた。

O11-5 入院患者から分離されたESBL産
生大腸菌に関する検討

愛信会 小倉到津病院 感染制御科1）、ひびきAMR研究会2）

○菱谷 優衣（ひしたに ゆい）1）、村谷 哲郎1,2）、
朔 晴久1,2）

【背景および目的】当院の新規入院患者は急性期病院で抗菌薬療法を受け
た患者が多く耐性菌保有率が高い。また、平均在院日数は 400 日超と長い
ことより、薬剤耐性菌が検出されるリスクは高く、持ち込みだけでなく、
院内感染が起こっている可能性も考えられる。今回は ESBL 産生大腸に関
して検討したので報告する。

【材料と方法】2023 年 1 月以降に入院した 115 名を対象とした。また、2023
年 12 月以降に分離された大腸菌 127 株について、PCR 法により、β-
lactamase 遺伝子の検出をおこなった。さらに 71 株については PFGE に
よる型別試験を行った。

【結果】大腸菌が分離された 87 名中 ESBL 産生株は 55 名（63.2％）、ESBL
および AmpC 産生株 2 名（2.3％）、AmpC 単独産生株 3 名（3.4％）から分
離され、非産生株は 45 名（51.7％）から分離された。入院時検査で大腸菌
が分離されたのは 52.2％（60/115）であり、そのうち ESBL 産生株は 40.7％

（26/60）、ESBL および AmpC 産生株 1 名（1.7％）、AmpC 単独産生株 2
名（3.3％）から分離され、ESBL および AmpC 非産生株は 34 名（56.7％）
であった。細菌学的解析を行った 127 株のうち同一患者処理を行ったとこ
ろ、ESBL 産生株は 62 株となり、CTX-M-3 45、CTX-M-14 15、CTX-M-
2 4 株であった。OXA-1 産生株は 39 株存在し、そのうち 37 株は CTX-M-
3 同時産生株であった。CTX-M-3 と OXA-1 同時産生株の PFGE 型はいず
れも類似しており、院内感染の可能性も否定できないが、新規入院患者か
らも同一パターンの株が分離されており、地域に広がっている株である可
能性も考えられた。

【考察】入院時検査で大腸菌が分離されたのは 52.2％ であり、ESBL 産生株
は全体の 23.5％（27/115）の患者から分離された。入院時検査を含め、入
院中に ESBL 産生大腸菌が分離された患者は 49.6％（57/115）まで増加し
ていた。この増加は院内感染により増加したのか、抗菌薬の使用や免疫力
の低下により、保菌していた ESBL 産生大腸菌が顕在化したのかは不明で
ある。入院時検査では耐性菌選択培地を使用しているわけでないため、
ESBL 保菌者を確実にとらえている訳では無いことも見かけ上増加して
いることの一因であるかもしれない。
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O11-6 療養病棟におけるカルバペネム耐
性腸内細菌目細菌（CRE）のアウト
ブレイク事例における単施設後方
視的研究

敬寿会 前橋城南病院1）、医療法人 高柳会 赤城病院2）

○久保美香子（くぼ みかこ）1）、上間 貴子1）、
関口 秀文2）、柏木 秀幸1）

【背景】今回我々は療養病棟における CRE アウトブレイクを経験した。24
例のうち 2 例で CRE 感染症を発症し、22 例で保菌が確認された。そのうち
18 例（75％）でカルバペネーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）を検出、17
例から日本でも稀な IMP（Imipenemase）-11 型が同定された。これは当院
内での水平感染を強く示唆するものであった。本発表では、CRE の水平伝
播経路、リスク因子、アウトブレイク終息までの経過、および有効であっ
た感染対策について報告する。

【方法】CRE アウトブレイク確認後、病院全体の CRE 便スクリーニング検
査を実施し、多面的な感染対策を講じた。また、CRE 陽性者と陰性者を比
較する症例対照研究を行い、リスク因子を特定した。

【結果】入院患者 153 人に対し便培養検査を実施した結果、14 人が CRE
陽性、そのうち 12 人が IMP-11 型 CPE であった。最終的に 24 人が CRE
陽性となり、男女比は男 12 人（50％）、年齢は 50～96 歳（中央値 83 歳）で、
全員が寝たきりでおむつを使用していた。CRE リスク因子解析では、

「ESBL 保菌」（オッズ比 4.08）、「経管栄養」（オッズ比 5.0）、「COVID-19 院内
罹患」（オッズ比 11.47）が有意であった（p＜0.05）。多くの CRE 陽性例が便
培養の保菌者であったことから、 おむつ交換時の水平感染が疑われたが、
療養病棟のほぼ全員がおむつを使用しており、「おむつ使用」の統計的比較
は困難であった。また、COVID-19 クラスター発生時のコホート隔離が水平
感染の要因となった可能性も示唆された。対策として、手指衛生および個
人防護具の徹底を強化、おむつ交換時には患者ごとの個人防護具交換を導
入し、アウトブレイクの期間は約 5 ヶ月と、比較的短期間で収束した。

【結論】CRE 水平伝播の経路としておむつ交換時の水平感染が疑われたが、
統計学的比較は困難であった。当院において「ESBL 保菌」「経管栄養」

「COVID-19 院内罹患」が CRE のリスク因子だった。感染対策は多大な費用
と労力を要するため、伝播経路を特定し、効果的な対策を講じることが必
要である。

O12-1 COVID-19の院内持ち込み防止対
策とその効果について

金沢医科大学病院 感染制御室1）、金沢医科大学病院 薬剤部2）、
金沢医科大学病院 中央臨床検査部3）、金沢医科大学 臨床感染症
学4）

○中川 佳子（なかがわ よしこ）1）、野田 洋子1）、
多賀 允俊2）、村 竜輝3）、上田 順彦4）、飯沼 由嗣4）

【背景・目的】当院では、COVID-19（以下、COVID）流行前から入院後 72 時間を、市中
流行性感染症発症リスクが高い期間とし、感染症の早期発見と対応を重視してきた。
COVID 流行後、この対応は「COVID 疑い/可能性症例の入院対応」としてマニュアル化
し、5 類感染症移行後も同様の対策を継続している。本研究では、これらの対策が COVID
の院内感染防止にどのように寄与したかを報告する。

【方法】COVID 疑い症例（入院時症状があり、抗原定量検査〈COVID/インフルエンザ〉
が陰性だった症例）と、COVID 可能性症例（入院 1 週間以内に感染リスク行動や有症状
者との接触歴がある無症状症例）に分類し、以下のマニュアルを作成した。
・COVID 疑い症例（有症状者）：原因が判明するまで個室管理し、飛沫接触予防策を実施
・COVID 可能性症例（ハイリスク者）：原則個室管理は行わないが、接触状況に応じて感
染対策を判断
・非リスク者：通常の入院でマスク着用の協力を得る
医師・看護師で感染症状について評価し、入院後 72 時間以内に発熱や上気道症状が出現
した場合、抗原検査を実施。陰性でも症状が持続または悪化すれば追加検査（抗原検査、
PCR 検査）を行った。
流行期には、最大 1 週間まで症状に注意を払い、検出感度を向上させる指導を実施した。

【結果】2023 年 1 月から 2024 年 12 月までに入院した COVID-19 患者 339 例のうち、313
例は入院時に COVID 陽性が確認され、26 例は入院後に COVID 陽性が判明した（有症状
者 2 例、ハイリスク者 5 例、非リスク者 19 例）。
入院後 72 時間以内に陽性が判明した 19 例（有症状者 2 例、ハイリスク者 4 例、非リスク
者 13 例）は、持続的な症状や原疾患との鑑別のために検査（または再検査）を実施し、
院内感染のリスクを最小限に抑えた。一方、72 時間を超えて陽性が判明した 7 例（ハイリ
スク者 1 例、非リスク者 6 例）は、軽微な症状や、原疾患による症状の判断が難しく、発
見が遅れた。

【結論】本対策は、COVID に限らず他の流行性感染症の持ち込み防止にも有効であり、標
準予防策として通年で継続する方針である。入院後 72 時間以内での感染症の早期発見は
院内感染防止に大きな役割を果たし、引き続き感染症の早期発見と適切な対応を重視し、
院内感染防止策を強化する必要がある。

O12-2 統計学的根拠に基づく効果的かつ
効率的な院内COVID-19感染対策
への挑戦

社会医療法人駿甲会 コミュニティーホスピタル甲賀病院
○帯金 里美（おびかね さとみ）

【背景・目的】2023 年 5 月から COVID-19 が 5 類感染症に変更され、基本
的対処方針は廃止され、感染対策は個人や事業者の判断に委ねられた。当
院の入院患者は高齢者が多く感染リスクが高いため、感染対策を変更せず
に対応した。しかし、COVID-19 の発生に波があり入院病棟が逼迫した。
当院では入院中の患者で感染者が発生した場合、感染者を隔離したうえで
感染者と同じ病室に入院していた患者（同室者）に対して 5 日間の隔離管
理し、同隔離部屋への新規入院を制限している。別の病室からも感染者が
発生した場合、定数割れした隔離病室が増え、病院全体として受け入れら
れる入院患者数が減少する。そのため、同室者への感染対策を緩和可能か
評価すべく、感染リスクを評価した。

【方法】2024 年 11 月 1 日から 12 月 24 日までの入院患者 2020 人を対象と
した。一つのフロアの患者を入院中の新規感染者、同室者、同フロア別室
者に分けた。累計同室者数および累計同フロア別室者数と累計発症者数を
用いて同室者と同フロア別室者の感染率をカイ二乗検定で評価した。

【結果】同室者は 187 人で感染率は 9.63％、同フロア別室者は 1833 人で感
染率は 3.22％（p=0.000135、オッズ比 3.20）で有意に同室者の感染率が高
いことがわかった。

【結論】感染リスクを考慮し、同室者と同フロア別室者を分ける感染対策は
変更しないこととした。効果的な感染対策として、感染者および同室者の
隔離管理部屋は空気清浄機を導入することで高リスク患者に対する
WHO の推奨換気量を維持することとした。効率的な感染対策として、同
室者に該当する患者を可能な限り一つの部屋にまとめることととした。こ
の方針を本研究対象期間に当てはめると、病棟稼働率が 13％ 上昇するこ
とがわかった。
同室者の感染率は同フロア別室者より高いため、両者をわけて対応する必
要がある。空気清浄機による感染対策を施したうえで同室者同士をまとめ
ることが感染率に与える影響を今後評価する。

O12-3 中等度または重度免疫不全状態に
ある新型コロナウイルス感染患者
の隔離解除基準の多角的評価

札幌北楡病院 感染対策委員会
○長倉 竜也（ながくら たつや）、倉本 朗、
木田 秀幸

【背景・目的】免疫不全状態の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者
は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）排出の長期化が示されており、A
病院では COVID-19 に罹患し入院が必要な患者の隔離解除を発症後日数と
組み合わせて SARS-CoV-2 RT-PCR でサイクル閾値（Ct）30 以上と定めてい
る。この基準に当てはめて管理すると、隔離期間が長期化する症例も存在し、
日常生活動作や認知機能の低下など様々な悪影響が懸念される。本研究の目
的は、A 病院における COVID-19 隔離解除基準を評価することである。

【方法】対象は 2022 年 8 月 16 日～2024 年 9 月 17 日までの期間に A 病院対
策病棟入院の COVID-19 患者で中等度～重度免疫不全の定義に該当した 67
名とした。なお、検体は全て鼻咽頭拭い液でコバス SARS-CoV-2 を用い Ct
値を求めた。診療記録より後方視的に重症度、Ct 値、隔離期間、隔離解除後
二次感染の有無、看護必要度 B 項目スコア（患者の状態）を調査した。感染
性の評価について、Ct 値の推移、隔離解除後二次感染の有無を検討した。看
護必要度の変化について、隔離前後の看護必要度 B 項目スコアを比較し、
Wilcoxon 符号付順位和検定を実施した。また、隔離期間と看護必要度 B 項目
スコア変化量の相関を Spearman の順位相関係数に基づいて評価した。

【結果】感染性の検討において解析に含めた 67 名では、年齢の中央値（Me）
70.0 歳（四分位範囲（IQR）62.0-76.5 歳）、重症度は中等症が約 43％ を占めた。
発症から Ct 値 30 以上を確認するまでの日数の Me（IQR）は 14.0 日（11.0-
20.5 日）であった。隔離解除後に再燃による 2 次感染を 1 事例（疑い）認め
た。看護必要度の検討において解析に含めた 31 名では、年齢の Me72.0 歳

（IQR63.5-79.0 歳）、重症度は中等症が約 26％ を占めた。隔離期間の Me
（IQR）は 14.0 日（9.0-18.5 日）であった。隔離前後で看護必要度 B 項目スコ
アに差はみられなかった（P=0.951）。また、隔離期間と看護必要度 B 項目ス
コア変化量の相関係数は r＝0.125、P=0.504 であった。

【結論】A 病院では中等度または重度免疫不全状態にある患者が多く入院し
ており COVID-19 に罹患すると隔離期間が長期化する傾向にあるが、発症後
日数と Ct 値 30 以上を組み合わせた隔離解除基準は継続可能と評価した。
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O12-4 COVID-19院内クラスター発生と
ワクチン接種率の関連性の検討

ふれあい東戸塚ホスピタル 総合診療内科
○織本 健司（おりもと けんじ）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は高齢者や基礎疾
患を有する患者が多い慢性期病院において重大な脅威となる。当院では第
6 波以降、9 回の院内クラスターが発生しており、特にワクチン接種率の変
動がクラスターの規模に影響を与えている可能性が示唆された。本研究で
は、当院における COVID-19 院内クラスターの発生状況を分析し、ワクチ
ン接種率とクラスター規模との関連性を明らかにする。

【方法】当院（150 床）の COVID-19 クラスター発生状況を第 6 波以降の 9
回にわたり調査した。クラスター発生前の入院患者（透析および非透析患
者）および職員のワクチン接種率を記録し、クラスターの発生規模（感染
者数、死亡数）と比較した。特に、院内臨界免疫率（入院患者および職員
のワクチン接種率の合計値）とクラスターの規模との関係を分析した。

【結果】第 1 回クラスター直前の入院患者（150 名）および職員（232 名）の
2 回目のブースターワクチン接種率は 5％ 未満であり、大規模なクラス
ターが発生した。第 4 回クラスター以降、院内臨界免疫率は 55％ まで回復
し、クラスターの規模は縮小した。しかし、今回の第 9 回クラスター発生
時の院内臨界免疫率は 20％ と低調であり、再びクラスターの規模が拡大
した。特に、透析患者の感染者数は非透析患者の 2 倍以上であった。

【結論】当院の COVID-19 クラスター発生状況の分析から、ワクチン接種率
が院内クラスターの発生規模に影響を与える可能性が示唆された。特に、
院内臨界免疫率が低い場合、感染拡大のリスクが高まることが明らかと
なった。当院では透析患者が多く、今後は、定期的なワクチン接種の促進
および感染制御策の強化が求められる。

O12-5 病院空調換気設備の管理状況の実
態調査～COVID-19対策として病
院の空調換気設備向上に向けて～

NHO九州医療センター感染制御部1）、NHO九州医療センター看護
部2）

○小田原美樹（おだわら みき）1,2）、長﨑 洋司1）

【背景・目的】日本国内で新型コロナウイルス感染症の症例が初めて確認
されて以降、多くの医療機関で COVID-19 のクラスターを経験した。
COVID-19 のクラスター対策として『換気』の重要性が指摘されている。
しかし、空調換気設備の保守点検は医療機関ごとの判断に委ねられてお
り、医療機関における空調換気設備の状況は把握されていない。今回、
COVID-19 クラスターが発生した病院を対象に換気状況の実態調査を行
い、医療機関における換気対策を検討した。

【方法】対象はクラスターが発生した 6 医療機関の病棟で 2023 年 6 月 8
日から同年 7 月 7 日の期間に以下の調査を行った。（1）質問紙調査および
聞き取り調査：医療機関の概要および換気設備の管理方法を把握した。

（2）換気量測定：Model6750、Model6710 を用い、換気量を測定し設計値
と比較した。（3）CO2濃度測定：TR-76Ui を用い、COVID-19 患者が滞在
した病室および陽性者が滞在していない病室で 24 時間以上測定した。
CO2濃度の日内変動、患者の状態や業務内容との関連性をみて換気状況を
確認した。

【結果】調査対象の築年数は約 10～50 年で、全施設で換気設備の定期的な
保守点検は実施されていなかった。6 施設で測定した 103 室中 67 室

（65％）で換気量が設計時の 80％ 以下に低下しており、その主な理由は、
換気設備の電源付け忘れや故障であった。また、CO2濃度測定の結果は、
4 施設で患者ケアを行う時間帯に CO2濃度が上昇し、2 施設では夜間に換
気設備が停止している間に、CO2濃度が 1000ppm を超えていた。

【結論】本研究を通じて、医療機関における換気設備の定期的な保守点検の
必要性が分かった。その際、適切な換気設備の稼働を確認するためには、
ファシリティ・マネジメントが重要である。加えて、感染管理の視点で感
染管理担当者の積極的な介入や施設責任者や担当者との連携が不可欠で
ある。これらの対策を講じることで医療機関内の感染拡大リスクを低減で
きると考える。

O12-6 地域の感染症連携カンファレンス
と換気調査について

公益財団法人宮城県結核予防会1）、進和テック株式会社2）、石巻赤
十字病院3）、石巻市立病院4）、東北医科薬科大学病院5）

○斎藤 彰（さいとう あきら）1）、加藤 辰夫2）、
松本 亜紀3）、佐藤ひろみ4）、吉田眞紀子5）、遠藤 史郎5）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症流行によるクラスター発生を契
機に、病院や高齢者施設など、複数が共同生活を営む場では、換気設備の
管理不備などが報告され、室内環境改善に対する意識が高まってきてい
る。宮城県、石巻圏域では地域ネットワークの一環として、保健所を含め
た感染症連携カンファレンスが実施されており、感染症対策の普及、指導
に加え、換気の可視化に重点を置いた室内の環境改善を新たな取り組みと
して始めた。最終目的には、現場スタッフが自発的に換気について考え行
動できることを設定した。

【活動内容】取り組み内容は病室、多目的スペース、更衣室など複数名が同
時に共有する場所を中心に風量・気流を実測し、備え付け機器の換気能力
低下などを認めた場合には、その原因を調査・検討をし、感染拡大の要因
となった可能性を議論した。例えば、屋外ガラリの詰まりが確認された場
合には、ガラリ清掃前後の比較、あるいは、機器の故障が認められた場合
には機器の修繕前後の比較も行った。更にクラスターが起こらなかった病
棟などの比較も併せて行った。

【成果・考察】圏域内の 10 病院の換気調査を行い換気に関する問題点を洗
い出し、改善に繋がる対策を共有した。圏域内の主要医療機関での対策を
先に行うことで、それ以外の医療機関への正しい換気の啓発にも繋がり、
圏域内でのクラスター発生の抑制に貢献できた。実際の病室の調査では設
計上の換気回数が 2 回/h 程度であるのに対し、実測値は 0.56 回/h と設計
上の換気回数に満たない数値も多くみられた。換気量の低下の要因とし
て、換気扇の故障、全熱交換器のフィルター詰まり、熱交換エレメントの
劣化、屋外ガラリの閉塞、スイッチの故障がみられた。これらの換気不良
原因は、以前、京都府で行った調査で確認された事項と同様であり、換気
不良原因は地域の特性ではなく全国共通にみられる事項であると考えら
れる。設計時の値と実測値に大きな差が生じることがあり、特に築年数、
全熱交換器のメンテナンス不足は換気不良原因との相関がみられやすい。
施設のファシリティーマネージメントは単なる施設管理だけでは済まさ
れず、院内感染対策部門（ICT）との連携が重要と思われた。

O13-1 特定看護師によるカテーテル管理
と 感 染 制 御 へ の 取 り 組 み～
CLABSI 予防に向けた実践～

滋賀医科大学医学部附属病院 看護部
○金城 真一（きんじょう しんいち）

【背景・目的】当院は、現在 42 名の特定行為研修修了者（以下、特定看護
師）が在籍しており、そのうち栄養に係るカテーテル管理関連の特定看護
師が 5 名いる。これらの特定看護師は、カテーテル手技に限らず、院内の
感染管理を視点に取り入れた包括的な看護実践を目指している。今回、特
定看護師による感染管理教育を通じて、院内の CLABSI の予防に向けた
取り組みについて報告する。

【活動内容】栄養に関連するカテーテル管理領域の特定行為には、CVC
の抜去や PICC の挿入が含まれる。当院では、CVC 抜去および PICC 挿入
の特定行為を修了した CNIC が在籍し、感染制御を行う体制を看護部主体
で実践している。CNIC は特定看護師に対して、PICC 挿入や挿入時の管理
などの指導、感染徴候出現時や不要となった CVC を抜去するなど、個々
の患者に応じた適切なカテーテル管理を行っている。また、部署の看護師
に対して特定看護師が教育することで、一連の CLABSI 予防策を実践し
ている。特定看護師は、CVC 抜去や PICC 挿入だけでなく部署ラウンドな
ども行い、実践および看護師への教育指導を通して、感染制御につながる
よう活動している。

【成果・考察】PICC 挿入や CVC 抜去といった手技に留まらずカテーテル
管理関連の特定看護師は、看護の視点で挿入から抜去までをシームレスに
活動している。この結果、CLABSI 予防だけでなく、特定看護師の部署ラ
ウンドを通じて、看護師への教育的な介入が実現した。特定看護師は、単
なる手技の実施者ではなく、主となるカテーテル管理を通じた感染制御に
対してリーダーシップを発揮しているといえる。今後の課題としては、特
定看護師が 5 名と少ないため、24 時間 365 日の管理が十分とはいえない。
カテーテル挿入患者の管理は、部署の看護師が代わってカテーテル管理に
注力ことで、看護職としてさらに一歩すすんだ感染制御につながると考え
る。そのため PICC 管理に関する実践や教育を CNIC が中心に継続的に行
うことで、感染制御の成果をみていくことである。
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O13-2 当院での感染症診療領域における
特定行為実践報告

地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院
○上久保奈美（かみくぼ なみ）、加藤 建吾、
中村ふくみ、河嶋みさを、佐野 真澄

【背景・目的】当院では、2018 年から抗菌薬使用支援チーム（以下、AST）が活
動を行っている。今回、感染管理認定看護師として特定行為に携わることによ
り、AST 活動における看護師の活動範囲の幅を広げることができた。活動の質
が向上したため、実践内容を報告する。

【活動内容】2023 年 11 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日の期間で活動し、方法は以
下の通りである。
1．感染症専門医（指導医）、診療看護師と院内の特定行為手順書を見直し、院内
での活用方法を検討した。
2．感染症のマネジメントがバンドル化されている Staphylococcus aureus およ
び Candida spp. が血液培養から検出された患者を対象とし、介入フローチャー
トを作成した。患者選定は AST を通じて、細菌検査室に協力を依頼した。
3．介入フローチャートに基づきフィジカルアセスメント、感染巣や侵入門戸の
推定、合併症の評価、抗菌薬の治療方針等を評価し、指導医と協議した。協議結
果は主治医に伝えた。
4．薬剤師と協議しバンコマイシンの投与量を調整し、トラフ採血の代行入力を
実践した。

【成果・考察】実際の介入症例では、監視培養が未採取のため抗菌薬の投与期間
が設定できない、合併症の検索がされていないという 2 点の問題が生じていた。
この問題を解決するために、指導医を介して主治医に培養採取の依頼や抗菌薬
の投与量に関する提案を行い、合併症検索のための検査を推奨した。また、バン
コマイシンの投与量調整に関しては薬剤師との協議内容を医師に伝え、投与量
を変更したことで、円滑な診療に繋がった。
当院では、あらゆる診療科の医師が感染症診療に携わることが多い。そのため、
介入フローチャートを基に実践したことで、合併症検索のための必要な検査を
実施し、適切な感染症診療の一助に繋がった。また、今回の介入が契機となり薬
剤師から相談を受け、医師へ働きかけたことで抗菌薬の狭域化に繋がった症例
があった。今回の実践では、看護師が行ったフィジカルアセスメントを基に評価
した内容を医師、薬剤師、臨床検査技師と共有することで多角的な視点から患者
の状態を評価でき、適切な感染症診療に繋がったと考える。今後は、他の抗菌薬
についても介入門戸を広げていきたい。（非学会員協力者：阪本直也）

O13-3 高知県初の感染管理認定看護師教
育課程（B課程）の開講と実践報告

日本赤十字社 高知赤十字病院 看護部1）、高知大学医学部附属病
院 医療人育成支援センター 看護教育部門2）、高知大学医学部
臨床感染症学講座3）

○成瀬 美佐（なるせ みさ）1,2）、西川美千代2）、
山岸 由佳2,3）

【背景・目的】2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クを契機に、地域における感染対策の重要性が再認識された。高知県でも
医療機関や社会福祉施設での感染拡大が続き感染管理専門家の支援が求
められた。しかし高知県の感染管理認定看護師（以下 CNIC）の数は全国
で最も少なく、感染管理の専門知識を有する人材の育成が急務となってい
た。2022 年に高知県が実施した県内 120 施設の医療機関を対象としたア
ンケートでは 77.9％ が CNIC の養成を希望し、84.3％ が県内での養成体制
整備を求めていた。これらのことから高知県の事業委託として高知大学医
学部附属病院に感染管理認定看護師教育課程（B 課程）を開講した。

【活動内容】事業実施組織として高知大学医学部附属病院に看護教育部門
が新設され、部門長は高知大学医学部臨床感染症学教授が就任し、主任教
員（高知県 CNIC B 課程）、専任教員（高知県 CNIC A 課程）を各 1 名配置
した。初年度の研修生は 9 名で、全員が高知県の施設に所属し、看護師経
験年数は 10 年以上の中堅看護師が最も多く、施設規模は多様であった。教
育スケジュールは 2023 年 7 月～2024 年 6 月の 1 年間とした。認定看護師
共通科目、特定行為研修区分別科目は e ラーニング講義と高知大学医学部
附属病院臨床医による対面演習や実習を交えて実施した。専門科目は県外
の感染管理専門家を講師に迎え、臨地実習は高知県内の施設で行った。

【成果・考察】初年度は研修生全員が 2024 年度の認定看護師審査に合格
し、本教育機関から高知県に 9 名の CNIC を輩出した。本教育機関は高知
大学医学部附属病院の教育体制や施設利用の利点を活かし、卓越した学び
の場を提供できた。また専門科目に経験豊富な県外講師を招いたことも研
修生の高い知識、技術の習得に結びついたと考える。しかし、本教育課程
の受講希望者数は期待に反して少ない状況である。医療機関側の人員不足
や資格要件の高さが受講の障壁となっていることや、全国的に同教育課程
を開講する教育機関が 2021 年の約 2 倍に増加したことなどが要因と考え
られる。今後は研修生の質を担保しつつ地域に根ざした学びの環境を提供
し、高知県感染管理の質向上を目指していきたい。

O13-4 「主体的に実践できる」感染管理教
育を目指した看護部キャリアラ
ダー教育の構築

JCHO東京新宿メディカルセンター
○舘野 洋子（たての ようこ）、髙谷あかね

【背景・目的】看護職の能力開発と個人の目指すキャリア発達を支援する
教育ツールとして、当機構で共通した看護職キャリアラダー（以降ラダー）
を活用している。各ラダーでは「組織役割遂行能力」、「看護実践能力」、

「自己教育・研究能力」という 3 つの求められる能力が設定されている。2
年前より感染管理の研修内容を「主体的に実践できる」看護師の育成を目
指して再構築したので報告する。

【活動内容】1）部内の教育担当者でキャリアラダーの研修内容と到達目標
を見直した。2）ラダー 1・2 を概ね卒後 1・2 年と捉え、基本的な標準予防
策・感染経路別予防策の知識、演習をラダー 1、医療関連感染対策と KYT
をラダー 2 とし、自部署の感染対策を改善するための実践活動をラダー 3
と設定した。3）ラダー 3 では頻度の高い看護処置に対し感染リスクの明確
化、手順に沿った望ましい感染対策とその根拠、評価ツール作成、部署内
での教育活動とその評価など一連の感染管理プロセスを体験する実践型
の教育内容とした。4）年度末に実践活動を報告・共有する機会を設けた。

【成果・考察】各部署の実践報告では、看護手順の動画作成し、教育ツール
として活用した部署や、小テストを用いて知識の定着を可視化する部署、
手袋を交換するタイミングなど自己流になりやすい手順について根拠を
示すために、感染リンクスタッフや感染管理専従者と確認しながら自分の
言葉で伝えるなど創意工夫が多く見られた。標準予防策の遵守率は全部署
向上しただけでなく、さらなる改善のための計画立案まで課題提起する者
もおり、ラダー 3 の目標でもある「自部署の目標達成へ向けて主体的実践」

「自己の学習活動に積極的に取り組むとともに指導的な役割を実践する」
と感染管理 3 のねらい「各部署の感染対策上のリスクアセスメント・現状
分析から改善につながる思考と取り組みを学ぶ」は達成した。既存の研修
では講義を受ける座学や、グループディスカッションが中心であったが、
研修方法を見直し、より実践的な研修計画にしたことで研修の達成がより
主体的実践につながることが期待できる。

O13-5 ICTリンクナースによる病棟看護
師の行動変容につなげるための取
り組み

順天堂大学医学部附属浦安病院
○堀田 知子（ほった ともこ）、前原 千秋、安田 雅一

【背景・目的】2023 年度当初、アルコールゲルの使用量が目標値以上を維
持していたところ、急激な減少と共に、手指衛生遵守率の低下が認められ
た。さらに、近隣での広がりも確認されている VRE（バンコマイシン耐性
腸球菌）の水平伝播も発生した。薬剤耐性菌の水平伝播が起こると、患者
の入院生活は制限され QOL に影響を及ぼすこと、治療期間の延長や転院
先が見つからず入院の長期化が課題となる。リンクナースとして、この事
態を改善するために、アルコールゲル使用量の増加、及び手指衛生遵守率
の上昇へ向け病棟看護師の行動変容を促すことを目的に取り組んだこと
を報告する。

【活動内容】病棟内で現状課題について共有し、適切な場面での手指衛生に
ついて看護師・看護補助者・病棟クラークに指導を実施した。さらに、感
染対策に関する個人が自ら目標を立案したものを病棟内に掲示し、達成に
向けてお互いが意識し合えるようにした。アルコールゲルは、看護師が主
となり各自が携帯していたが、看護補助者と病棟クラークも携帯し、適切
な場面で使用ができるように環境を整えた。勤務終了時には、個人携帯用
のアルコールゲル使用量を確認し、目標値への達成が分かるように可視化
した。手洗いオーディットは、少人数の看護師と連携し限られた回数で実
施していたが、オーディットの機会を増やすために、看護師に主旨を説明
し、病棟全体で取り組めるように変更した。手指衛生遵守率と個人携帯用
アルコーゲル使用量の結果を可視化し、病棟内の活動を感染対策室とも共
有した。

【成果・考察】手指衛生遵守率は、68.8％ から 94.2％ まで上昇した。1000
患者当たりの使用量（L/日）は、20L/日を目標値として定めているが、15.5
L/日から 35.0L/日まで増加した。取り組み開始後から薬剤耐性菌の水平
伝播は起こっていない。看護師だけでなく、看護補助者・病棟クラークも
自己の目標を立て取り組んだこと、手指衛生遵守率やアルコールゲル使用
量の結果を可視化したこと、手洗いオーディットを病棟全体で取り組むこ
とで感染対策の意識が向上し、病棟看護師の行動変容に繋がったと考え
る。
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O13-6 感染管理認定看護師が自律的に指
導役割を遂行するための感染管理
認定看護師長の支援

群馬大学医学部附属病院 感染制御部1）、群馬県立県民健康科学大
学 看護学研究科2）

○大嶋 圭子（おおしま けいこ）1,2）、清水 裕子2）、
徳江 豊1）、廣瀬規代美2）

【背景・目的】感染管理認定看護師（以下、CNIC）が自律的に指導役割を遂行するた
めに、同一資格を有する看護師長の支援内容を明らかにする。また、支援内容の特徴
の考察を通して CNIC が能力を発揮し自律的に指導役割を遂行できるような支援方
法の示唆を得ることである。

【方法】感染制御部の組織体制を持つ大学病院に所属し、CNIC を育成している CNIC
を有する看護師長 7 名を対象に半構造化面接を実施し、グレッグの質的記述的研究手
法を参考に分析した。逐語録から、CNIC が自律的に指導役割を遂行するための看護
師長の支援に関する内容を抜き出し、指導場面や活動状況等を視点に看護師長の考え
と役立つ行動をコードとし、類似性に基づきサブカテゴリ、カテゴリを生成した。

【結果】看護師長経験年数は、3 年～15 年、平均 7.7（SD4.2）年、感染管理としての看
護師長経験年数は、1 年～15 年、平均 5.6（SD4.8）年であった。CNIC 看護師長の支
援内容を表す【科学的根拠に基づく感染対策を目的とした専門的な指導の確認と助
言】【感染制御部として統一した指導を目的とした情報や指導内容の共有】【資格・立
場の対等性を重視した信頼関係の構築と働きやすい環境維持】【対話する機会を通し
CNIC のモチベーション向上を目的とした実践内容の称賛】等 10 カテゴリが形成さ
れた。

【結論】10 カテゴリの特徴の考察を通し、CNIC が能力を発揮し自律的に指導役割の遂
行にむけた看護師長の支援方法について以下の示唆を得た。1, CNIC の科学的根拠に
基づく専門的知識を駆使し、臨機応変な対応ができるよう助言により感染管理の正当
性と信頼性を担保する。2, CNIC の実践経験レベルや対象部署の感染対策の実践状況
を判断し、対象部署の確実な感染予防行動を目的とした CNIC に対する具体的かつ実
践的な指導をする。3, CNIC との対等性を意識した信頼関係の構築や意見交換が可能
な環境整備、指導内容を自ら考え・気づきを促す。4, CNIC の専門性を維持し感染管
理業務において成果を発揮できるよう、日々の活動の評価や学会活動の推進等の環境
を整備する。5, 対象部署との良好な関係構築や環境整備を管理業務と捉え、他部門や
看護師長との調整を積極的に行うことが必要であるといった 5 つの支援方法が考え
られた。

O14-1 手指衛生の直接観察による感染リ
ンクスタッフの意識変化の調査

NHO岩国医療センター
○上成 敏爾（うえなり としじ）

【背景・目的】A 施設では、今年度感染リンクスタッフによる手指衛生の直
接観察を会議内で実施し、より正確な手指衛生遵守率を出すことができ
た。一方で、この直接観察に参加することが、感染リンクスタッフの手指
衛生についての意識変化にも繋がっているのではないかと考えた。これを
確認するため、アンケート調査を実施したため、その結果をここに報告す
る。

【方法】感染リンクスタッフによる手指衛生の直接観察は、2024 年 6 月と
10 月の会議で 2 人 1 組で約 15 分間、各部署（13 部署）に分かれて実施し
てもらった。この活動経験での意識の変化を確認するため、11 月の会議の
時に「直接観察を実施する前の 5 月頃」と、「2 回の直接観察実施後の現在
での意識の変化」について、アンケートに回答してもらった。アンケート
は手指衛生に関する 6 つの項目で、それについて 5 段階で評価してもらっ
た。その 5 段階評価をそれぞれ 1～5 点で点数付けし、その合計点や平均点
で意識の変化を評価した。

【結果】手指衛生に関する 6 つの項目は、直接観察 2 回実施後は全ての項目
で上昇し、そのうち「手指衛生の 5 つのタイミングを実践できていたか」

「自部署の手指衛生の遵守率を知っていたか」「手指衛生についてスタッフ
指導ができていたか」では平均点数の増加率が 42～74％ と高く、意識の改
善効果が大きかった。また「手指衛生の必要性を知っている」や「手指衛
生の 5 つのタイミングを知っている」については、5 月頃時点の回答でも
平均点数が高く、もともと意識が高かったと考えられた。この要因として
は、4-5 月の会議で標準予防策や手洗いについての勉強会を実施しており
その結果と推定した。

【結論】感染リンクスタッフに手指衛生の直接観察に参加してもらうこと
は、多くの手指衛生のタイミングのデータ収集ができるだけでなく、感染
リンクスタッフ自身の意識変化に繋がり、教育的効果があることが分かっ
た。ただし、今回のアンケート調査では 5 月を振り返ってアンケート記入
をしてもらっている点と、事前に研究目的を説明しているため、それが研
究結果に影響を及ぼしている可能性がある。

O14-2 抗菌薬適正使用支援のための研修
会（Fil-GAP）～意識・知識の差を埋
める

大阪公立大学大学院医学研究科細菌学1）、大阪公立大学大学院医学
研究科感染症科学研究センター2）、大阪公立大学大阪国際感染症研
究センター3）、大阪公立大学大学院医学研究科臨床感染制御学4）、
市立大村市民病院救急総合診療科5）、大阪公立大学医学部附属病院
感染制御部6）、大阪公立大学医学部附属病院薬剤部7）、大阪公立大
学医学部附属病院中央臨床検査部8）、大阪公立大学医学部附属病院
看護部9）

○金子 幸弘（かねこ ゆきひろ）1,2,3）、山田 康一4,5）、
岡田 恵代4,6）、櫻井 紀宏4,7）、西浦 広将6）、
明堂 由佳6）、藤田 明子6）、野々瀬由佳9）、中家 清隆8）、
掛屋 弘2,3,4,6）

【背景・目的】薬剤耐性（AMR）への対応として抗菌薬適正使用支援（AS）の推進が重
要視されているが、意識・知識の差が AS の課題の一つとなっている。その差を埋める

（fill gap）という思いを込め、多職種により AS のための研修会（Fil-GAP）を企画・実
施したので報告する。

【活動内容】2024 年 8 月 4 日に午前と午後の二部構成で研修会を実施した。午前は対面
で外来コース、午後はオンラインで院内コースとした。継続的な学習を促すため、独自
ウェブサイトを開設し、受講者が事前・事後に学習できる環境を整えるとともに、教育
効果の評価のために試験とアンケートを実施した。また、細菌・真菌のオリジナルキャ
ラクター「バイキンズⓇ」やゲーム要素を活用し、受講者が興味を持ちやすく、理解を
深められる教材を提供した。研修後も LINE 公式アカウントなどを通じて情報を発信
し、追加コンテンツの提供や学習継続の支援を行っている。

【成果・考察】予定の参加人数は概ね確保でき、意識・知識の差の解消だけではなく、
多職種連携の必要性や抗菌薬流通の課題なども共有できた。一方で、元々意識の高い参
加者が多く、参加者以外への活動の拡大や継続に関しては今後の課題であり、さらなる
仕掛けが必要と考えた。一過性の試みに終わることなく、今後もウェブコンテンツの更
新を継続し、活動を発展させるとともに、成果の検証によって今後の研修設計に活かし
たい。なお、教育効果については現在解析中であり、別途報告する予定である。

【謝辞】研修会の実施に際し、「ファイザー公募型医学教育プロジェクト助成」（Grant
ID：76059539）の支援を受けた。また、ゲームや抄録原案の構想に際して、ChatGPT-
4o（OpenAI）を利用したが、内容は慎重に確認した。

O14-3 プロジェクトR～感染管理者とし
ての地域感染連携への取り組み～

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院
○井上 通人（いのうえ みちと）

【背景・目的】令和 4 年外来感染対策向上加算新設に伴い、京都市山科区に
おける感染防止対策として地域医療連携を進めた。感染対策向上加算 1
算定医療機関として、感染対策を中心とした地域医療連携を進めた取り組
みを報告する。

【活動内容】令和 4 年時点で外来対応医療機関として公開されている診療
所へ外来感染対策連携を図るために、「外来感染対策向上加算」「連携強化
加算」の施設基準概要を説明し、届出に必要な準備を地域連携課と連携し
サポートした。外来感染対策向上加算算定後は当院での、感染症検出状況
の共有や感染対策に関するガイドラインや文献の共有を行い、感染対策有
事の際の事前取り決めを策定し、【顔の見える】連携を強化していった。ま
た、連携強化加算に必要な年 4 回の感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況
等の報告についての提出サポートなどを通じて、無くてはならない存在を
目指して連携強化を図っていった。

【成果・考察】調査の結果、「外来感染対策向上加算」38.2％（対医科診療
所総数）、「連携強化加算」24.5％（対医科診療所総数）共に、京都府内に
おいて最も高い割合を達成しました。また、京都市山科区は感染症の情報
共有と地域連携が深化したエリアとなったと評価する。結論として、「感染
対策向上加算 1」届出施設が感染防止対策のために地域医療連携を進め、
ニーズに応じた質の高い情報共有する事は、地域医療連携の深化に寄与す
る可能性が示唆された。
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O14-4 大学病院における医学生・研修
医・職員・地域医師会に対する
シームレスな卒前・卒後感染対策
教育の試み

日本医科大学付属病院 院内感染制御チーム1）、日本医科大学付属
病院 医療安全管理部 感染制御室2）、日本医科大学付属病院 臨
床検査部 微生物検査室3）、日本医科大学付属病院 薬剤部4）、日
本医科大学付属病院 呼吸器内科5）

○卯月 真弓（うづき まゆみ）1）、前原 茂子2）、
松代 実希2）、椋本 郁子2）、鷲尾 洋平2,3）、
中村翔太郎2,4）、藤田 和恵2,5）

【背景・目的】COVID-19 期以降、医療機関の大小を問わず適切な感染を行いなが
ら医療を継続する重要性が認識された。医学生共用試験（OSCE）では 2025 年度ま
でに「感染対策」項目追加を提案するなど、感染対策「実地」教育の充実が望まれ
ている。日本医科大学付属病院では、教育機関かつ地域高度医療を支える医療機関
という特性を生かし、感染対策の質向上を目的に、医学生・研修医・職員・地域医
師会会員に対するシームレスな卒前・卒後感染対策実地教育を展開している。そ
の活動の実際を紹介するとともに、今後の課題を検討した。

【活動内容】2021 年度から、医学生・研修医・職員、2022 年度から地域医師会会員
に対し、個人防護具・手指衛生・環境整備演習を、看護師、薬剤師、臨床検査技師、
医師の 4 職種で実施した。医学生は、第 1 学年時・Pre ccOSCE 時の 2 回の演習に
加え、感染対策演習講義（座学）を実施した。研修医は、ICT ラウンド同行後、演
習を実施した。年度、対象の違いに関わらず、教材・物品は全て同じものを用いた。

【成果・考察】年次・職歴が上がるごとに演習の習熟・達成度は上昇した。研修医
は ICT ラウンド後に実施することで、実臨床における感染対策の必要性を理解出
来、積極的に演習に取り組めた。職員には、当院の感染対策ポリシーを伝える機会
となり、ICT ラウンド時の実効性確認に役立った。アンケートでは、研修の目標や
計画・実施状況が適切であった、実臨床に即役立ったと回答された。初期研修医
は、COVID-19 下で制約のある診療参加型臨床実習が行われた世代、地域医師会会
員は体系的な感染対策教育のない世代であり、実地演習は効果的と回答した。ま
た、多職種参画により、多職種協働や顔の見える医療連携の重要性に気づいたと回
答、感染対策教育を通じたコミュニケーションのあり方を再考する契機となった。
今後の課題として、看護職以外のコメディカルへの継続的な感染対策実施教育が
上がり、提携教育機関と協働し臨地実習時からの介入の必要性と考えた。

O14-5 神奈川県内の単科精神科病院・療
養病院における感染対策向上加算
の取得を困難とする要因の検討

医療法人社団静心会 常盤台病院 看護部1）、医療法人社団清心会
藤沢病院 看護部2）

○織田 真理（おだ まり）1）、熊谷 知也2）

【背景・目的】本研究は、神奈川県内の単科精神科・療養型病院を対象に、感染管理システ
ム・人材の感染管理体制と感染対策の現状、感染対策向上加算の取得を困難とする要因に
ついて明らかにすることを目的とした。

【方法】1．研究対象：神奈川県内の単科精神科病院、療養型病院 80 施設
2．研究期間：2024 年 6 月 1 日～11 月 30 日
3．研究方法：郵送による質問紙調査とした。質問紙は、研究の趣旨に同意を得た施設から
返送とした。調査項目は、施設の属性、感染管理体制、連携の現状、加算算定の課題、自
由意見とした。
4．分析方法：データを、感染対策向上加算の加算群と非加算群に分け、院内感染対策の状
況について Fisher の正確検定を用いて解析した。統計ソフトは EZR version1.68 を用い
て、有意水準を 1％ とした。
5．倫理的配慮：医療法人社団静心会常盤台病院倫理審査の承認を得た。本研究について開
示すべき利益相反関係にある企業などはない。

【結果】回答数は 28 施設（回収率 35％）であり、単科精神科病院 17 施設、療養型病院 10
施設、未回答 1 施設であった。感染管理体制について加算群と非加算群に有意差は認めら
れなかった（p＜0.01）。感染対策の資格者の有無による、感染管理体制に有意差は認められ
ず人材の活用も十分に行えていない施設が存在した。加算群においても感染担当者を専任
配置できない、ICC とは別に ICT を設置できず、1 回/週の院内ラウンドが不十分な施設も
みられた。加算を取得できない理由については感染対策に関わる人材に関する回答が全体
の 40％、医療措置協定の要件についての項目が 50.8％ という結果になった。他機関との連
携においても、平時のネットワークが構築されていない施設が 70.5％ という結果であっ
た。

【結論】単科精神科病院・療養病院における感染対策向上加算の取得を困難とする要因は、
1）人材の確保や活動時間、感染対策に関する資格者の活用が不十分である。
2）加算の要件となっている医療措置協定を締結する事が難しい。
3）非加算医療機関、医療措置協定を締結していない医療機関は院内感染対策に関する情報
が不足する。
4）非加算群の感染対策ネットワークを構築するために施設間のコンサルテーションを行
う人材を確保する。

O14-6 介護施設団体・行政と連携した感
染対策向上加算1算定施設共催に
よる全県下での感染対策研修の開
催

鹿児島感染制御ネットワーク1）、鹿児島大学病院 感染制御部2）、
出水郡医師会広域医療センター3）、国立病院機構 鹿児島医療セン
ター4）、今村総合病院5）、鹿児島県立薩南病院6）

○川村 英樹（かわむら ひでき）1,2）、有村 尚子1,2）、
牟禮 愛1,3）、山下健一郎1,4）、吉森みゆき1,5）、
酒井 奈穂1,6）

【背景・目的】本県では新型コロナウイルス感染症対策のため、県調整本部
に介護・福祉施設班が設置され、行政・感染管理の専門家と介護福祉施設
団体等との連携が図られた。5 類移行後会議体はなくなったが、鹿児島県
老人福祉施設協議会からの研修依頼を基に、鹿児島県庁および県内感染対
策向上加算 1 算定 6 施設が共催し、特別養護老人ホーム等介護施設職員向
けの感染対策研修会を開催した。

【活動内容】鹿児島大学主導で、webinar 形式での「標準予防策・オムツ交
換・汚物処理」「環境整備」「消毒・衛生材料・処置・注射関連」「拡がりや
すい感染症対策」「加算を含む医療機関等との連携」「集団発生時の対応」の
テーマと防護具着脱訓練を含む研修プログラムを作成した。また各項目の
介護施設や外部チェック時に活用可能なチェックリストを作成し、あわせ
て研修会で共有を行った。またプログラムに関しては鹿児島県から九州厚
生局へ高齢者施設等感染対策向上加算 1 算定要件で年 1 回参加が求めら
れる院内感染対策研修になること確認の上、案内を行った。

【成果・考察】施設団体および行政と共催することで、多くの施設の参加が
可能となった。次年度はさらに幅広い介護施設に研修参加を呼び掛けると
同時に、今後本研修会内容を基に、2022 年 9 月に行政・保健所・関係団体
と連携し高齢者施設等における新型コロナ感染者発生対応マニュアルを
改訂する予定である。一方、職員の基本的知識把握や環境整備などは施設
訪問など顔と顔の見える関係を確立し改善を図る必要があり、医療機関と
介護施設連携の拡大が課題と考えられた。（非会員共同研究者 鹿児島県
老人福祉施設協議会 吉満 誠・鹿児島県高齢者生き生き推進課 吉田
美佳）

O15-1 紫外線（UV-C）殺菌装置の効果的な
照射の検討

岩手県立磐井病院
○小野 有起（おの ゆき）

【背景・目的】医療関連感染を防ぐには環境清掃が重要であり、その一つの
ツールとして紫外線殺菌装置がある。半径 3m 以内の場所で 15 分間の紫
外線照射をかけると細菌やウイルスは不活化できるとされている。当院は
2024 年 5 月まで COVID-19 患者のターミナル清掃の一環で紫外線殺菌装
置を用いて病室内に紫外線照射を行っていた。今後、病室のターミナル清
掃で紫外線殺菌装置を活用する際の、効果的な照射方法を検討する。

【方法】臨床分離株 Bacillus cereus 菌を用い、混濁液（106cfu）をトリプト
ソイ寒天培地に塗布したものをサンプルとした。個室病室（6250×3000
cm2）に、菌液を塗布した培地を 12 ヶ所配置した。トイレと A、B の 3 ヶ
所に紫外線殺菌装置を置き、5 分間と 10 分間の照射を行った。好気培養
35℃、24 時間培養後、培地内のコロニー数を目視にて計測し照射時間・配
置場所によってどの程度コロニー数の変化が見られるのか単純集計し数
値化した。

【結果】1）5 分間の照射でコロニーの発育が少ない
床頭台テレビ段手前、窓際中央、ベッド頭側、ベッド足側、トイレ便座
2）10 分間の照射でコロニーの発育が少ない
床頭台最上段中央、収納棚中段手前、収納棚 BOX 内中央、洗面台蛇口付
近
3）コロニーの発育多数あり
床頭台 BOX 内中央、収納棚観音開き下段手前、トイレ内棚

【考察・結論】培地と殺菌装置との直線距離が 80cm～125cm 以内、且つ高
さが 90cm 以内の場所で物理的な遮蔽がなければ 5 分間の照射でコロ
ニーの発育を抑制できた。また、直線距離が 130cm 以内且つ高さが 130cm
以内の場所では多少の遮蔽があっても 10 分間の照射でコロニーの発育を
抑制できた。しかし、殺菌装置との直線距離が 130cm 以上、高さが 130cm
以上、さらに完全に光線が遮られる場所ではコロニーが発育した。
以上のことから、床頭台や収納棚等は環境清拭用クロスを用いた清掃を行
い、患者の生活スペースを中心に配置場所を考慮し直線距離で 130cm 以
内の場所に殺菌装置を配置し、トイレを含めた 3 ヶ所で 10 分間ずつの紫
外線照射を行うことが効果的である。
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O15-2 排水管熱除菌ユニットによるシン
ク排水管内細菌定着の抑制効果

長崎大学病院 感染制御教育センター1）、長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科 臨床感染症学分野2）、株式会社モレーンコーポレー
ション3）

○柿内 聡志（かきうち さとし）1）、田中 健之1）、
本多 功知3）、川口 順也3）、寺坂 陽子1）、渡辺 瑞紀1）、
藤田あゆみ1）、田代 将人1,2）、草場 恒樹3）、泉川 公一1,2）

【背景・目的】近年、シンクの排水管や封水に存在する菌は、排水管を伝っ
て排水口まで進展することが示されており、院内感染対策の注目すべき場
所となっている。排水管を加熱することで除菌効果が期待される、排水管
熱除菌ユニット（DTDU）による細菌定着抑制効果について評価を行った。

【方法】本研究は前向きコントロール実験観察デザインで、2024 年 1 月～
7 月に長崎大学病院 ICU の 10 箇所のシンクを対象に行った。シンクは通
常通り使用し、定期的洗浄や清拭を継続した。8 排水管（口腔ケアデバイ
ス洗浄用シンク排水管（OC）：3、手指洗浄用シンク排水管（HW）：5）に
DTDU を装着し、OC・HW それぞれ 1 排水管ずつをコントロールとし
た。DTDU と封水レベルの接触の有無、OC・HW で複数の設定を行い、
DTDU の 1 回あたりの連続加熱時間・1 日あたりの加熱回数は、OC：20
分 3 回または 20 分 6 回、HW：40 分 6 回または 60 分 6 回とした。2 週間
ごとに排水管内の細菌培養検査を行い、菌種・菌量（半定量）を評価した。
統計学的検定は、研究期間中の総検査結果に対して、陰性あるいは少数

（1.0×103CFU/mL 未満相当）群、また 1.0×104CFU/mL 以上群に分けて
Fisher 正確検定を行った。

【結果】研究期間中、各排水管でそれぞれ 14 回培養検査を行った。DTDU
作動時平均温度は 91.0～120.4℃ であった。DTDU 装着排水管では、コン
トロールと比較し、DTDU 設定・OC・HW 問わず、菌量は有意に低下し
ていた（いずれも p＜0.01）。最も分離された菌種は P.aeruginosa であった

（全分離株中約 46.3％）が、OC ではコントロールでのみ分離、HW ではコ
ントロールと比較して、2 種の DTDU 設定ともに菌量は有意に低下して
いた（いずれも p＜0.01）。研究期間中、HW コントロール排水管からカル
バペネマーゼ産生腸内細菌が検出されたが、DTDU 装着排水管では認め
なかった。

【結論】排水管を加熱して除菌を行うことで、定期的洗浄や清拭で抑制でき
ない菌も含め、排水管内の細菌定着抑制に効果が期待される。

O15-3 飛沫・エアロゾル感染予防対策と
して換気量測定による感染リスク
の評価

宮城県立がんセンター 看護部1）、宮城県立がんセンター 感染対
策室2）、東北医科薬科大学 感染症学3）

○駒木根 瞬（こまきね しゅん）1）、菊地 義弘2）、
鈴木 義紀2）、原﨑 頼子2）、遠藤 史郎3）

【背景・目的】飛沫・エアロゾルによる感染拡大要因には、「多床室」あるいは
「複数人が長時間滞在する空間」が過去の症例対照研究により、リスク増加因子
であることが示唆されている。我々は飛沫・エアロゾル感染予防における隔離
予防策をより充実させるために、施設内の換気量測定を行い感染リスクを評価
した。

【活動内容】施設内の個室 1 室、多床室 4 室、廊下、看護控室を対象に、
KANOMAX 風量計 Model 6710Ⓡを用いて、給気口及び排気口（換気扇）の風量
を実測した。多床室 3 室と看護控室に関しては、排気口（換気扇）の清掃を実施
し、その前後での風量比較も行った。さらに病院設備設計ガイドライン（空調設
備編）HEAS-02-2022 を参考に施設の換気状況及び感染リスクを評価した。

【成果・考察】病棟 A の各部屋における給気・排気量（m3/h）は、個室が
+20・-50、多床室①が+46・-160（清掃前）-180（清掃後）、多床室②が+58・-156

（清掃前）-163（清掃後）、多床室③が+90・-150（清掃前）-147（清掃後）、多床
室④は+67・-220、看護控室が+160・±0（清掃前）-6（清掃後）、廊下が+220・-53
であった。換気扇カバーの清掃不十分（埃の蓄積）、未作動状態の換気扇（作動
音が大きいため）が散見された。厚生労働省はビル管理法の考え方に基づく必要
換気量は一人当たり 30m3/h を推奨している。病棟 A の多床室（換気扇作動状
態）では、120 m3/h 以上の換気量が実測され、必要換気量は満たしていた。し
かし、換気扇は誰でも on/off できる環境であり、未作動（off）の場合には必要
換気量を満たさず、ほぼ無換気に近い状況となっていた。換気扇が off の状況で
飛沫・エアロゾルが室内に放出された場合、感染リスクが高まる状況が容易に
推測された。換気扇の作動音は入院患者の安楽障害に繋がる可能性があるため
配慮が必要である。看護控室は、必要換気量以下であったため、飛沫・エアロゾ
ルが控室内で発生した場合、クラスターの温床になり得る可能性が考えられた。
換気量は目に見えないことから、十分な換気が行われているか実感しにくい。し
たがって、換気量を実測し、数値化することは、今後の飛沫・エアロゾル感染を
コントロールしていく上での重要なマネージメント指標になると思われた。

O15-4 クリーンタイムの導入が薬剤耐性
菌分離数に及ぼす影響

学校法人 久留米大学病院 高度救命救急センター1）、学校法人
久留米大学病院 感染制御部2）

○郷原 吉喜（ごうはら よしき）1）、三浦 美穂2）、
片山 英希2）、森田 真介2）、高橋 大輔1）、大坪 里恵1）、
山口 朋信1）、國生 理紗1）

【背景・目的】当センターは過去数回、薬剤耐性菌アウトブレイクを経験して
いる。そこで 2016 年 10 月よりクリーンタイム（医師・看護師など全ての職
種が、環境ワイプを用いて拭き上げ清掃に従事する時間）を 1 日 2 回 5 分間
設けた所、CRE を含む薬剤耐性菌感染症が減少するなど一定の効果が得ら
れた。しかし 2024 年に薬剤耐性菌感染症が再び増加したため、効果的なク
リーンタイムが実施できているのか調査し、評価を行うこととした。

【活動内容】はじめに微生物汚染を示す ATP 検査を 19 ヶ所実施した。その
うち 7 カ所が基準値を上回る数値であった。クリーンタイムの実施率を調査
した所、28.5％ と低く、クリーンタイムが十分に行えていないことが明らか
になった。原因として、多様化する繁雑な業務により、クリーンタイムの人
数や時間を十分に確保しにくいことが考えられた。そこで、午前のクリーン
タイムを夜勤スタッフの終業前に変更し、日勤スタッフと協同実施すること
で人員確保を行った。また、午後のクリーンタイムは、これまでカンファレ
ンス後に行っていたが、カンファレンスが長引いた場合、クリーンタイムの
時間が削られることが度々あった。そこで、カンファレンス前に時間を変更
し、クリーンタイムの時間確保を徹底した。さらに、スタッフに薬剤耐性菌
のアウトブレイク防止と清掃の重要性について再度周知し「確実な環境整
備」の意識づけを行った。

【成果・考察】クリーンタイム実施率は、28.5％ から 98.6％ に改善した。ATP
検査では、基準値を上回る箇所が 7 ヶ所から 1 ヶ所に減少し、薬剤耐性菌感
染症も減少した。寺田ら1）は、「環境整備の業務内容項目のいくつかは限られ
た時間内に優先して行われており、時間内にできない項目は業務分担し、終
日をかけて行う方法がとられている」と述べている。多様化する業務でク
リーンタイムは後回しにされやすい現状にある。クリーンタイムの人数や時
間を十分に確保できるシステムを構築し、継続していくことが重要である。
今後も感染制御部と協力し定期的に評価を行いながら、スタッフにフィード
バックしていくことが必要であると考える。引用文献 1）寺田英子, 環境整備
に対する看護者の意識と実態, 第 29 回日本看護学会論文集（看護総合）, 1998

O15-5 プレイルームに配置したAI ソー
シャルロボットの細菌学的汚染状
況と感染対策

尼崎総合医療センター 小児感染症内科1）、尼崎総合医療センター
ICT2）
○伊藤 雄介（いとう ゆうすけ）1,2）、大迫ひとみ2）、
後藤 賢一2）

【背景・目的】近年セラピードッグやソーシャルロボットが医療や介護の現場に導入されて
いる。患者の療養環境や心理的ケアの向上に役立てられている一方で、患者と共通の病原体
が検出されることも報告されており、感染対策上の懸念にもなっている。当院の小児科プレ
イルームにはソーシャルロボット（LOVOT、GROOVE X 社製）が 2 体配置されている。定
期的な洋服の洗濯と清拭は行っているが、患者や保護者、医療従事者がロボットの顔や鼻を
頻繁に触っており、汚染状況は不明である。本研究はソーシャルロボットの汚染具合を評価
し感染リスクを明らかにすることで、清掃管理の指針を提案するものである。

【方法】1．清拭物品による違い
エタノール 80％ 含有の除菌クロスと、第四級アンモニウム塩配合クロスを使用し、それぞ
れ清拭後にロボット各部の培養検体を採取した。
2．清拭頻度による違い
2 体のロボットに対して、1 日目に第四級アンモニウム塩配合クロスで清拭を行った。その
後、ロボット A は毎日清拭を行い、ロボット B は清拭を行わなかった。2、4、7 日目に清拭
直前に培養検体を採取し、顔、鼻、体の部位を検査した。各部位の素材は顔（人工スエード）、
鼻（シリコーンゴム）、体（ポリエチレン、ポリウレタン）である。また、ロボットの接触
頻度が異なる可能性を排除するため、ロボットに記録される特定部位の 1 日あたりの接触
時間を比較した。

【結果】1．清拭物品による違いはなく、どちらの物品での清拭後も培養検体は陰性であった。
2．毎日清拭を行ったロボット A では、2 日目と 4 日目の検体は陰性で、7 日目の体部分か
ら CNS が検出された。一方、ロボット B では、2 日目の体から CNS、4 日目の顔と鼻から
CNS、7 日目の顔と鼻から Bacillus が検出された。1 日あたりの接触時間は、ロボット A
が顔 265 秒、鼻 134 秒、体 188 秒、ロボット B が顔 306 秒、鼻 141 秒、体 176 秒であり、大
きな差は見られなかった。

【結論】アルコールを含まない清拭物品でも、定期的に清拭を行うことで汚染は少なかった。
一方、清拭頻度が低下すると皮膚常在菌や環境汚染菌が検出されることが確認された。定期
的な清拭に加え、ロボット接触前後の手指衛生などの患者教育の重要性も示唆された。
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O15-6 模擬配管を用いた P. aeruginosa
の遡上に関する検討

東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科1）、独立行政法人 地
域医療機能推進機構 横浜中央病院2）

○橋本 佳恵（はしもと よしえ）1,2）、松村有里子1）、
岩澤 篤郎1）、森屋 恭爾1）

【背景・目的】施設での手洗いシンクを含む排水設備から検出される病原
微生物は乾燥状態でも生存できることから、感染対策上の問題となってい
る。前回大会では、配管長と材質の異なる模擬配管を用いて排水管に主に
存在する細菌の種類と遡上の関係について検討した。その結果、配管の材
質は、ステンレス製の方が硬質塩化ビニル製より菌が遡上しにくい傾向に
あり、配管の乾湿状態が関連していることを明らかにした。今回は、緑膿
菌の遡上に及ぼすバイオフィルムの影響について検討した。

【方法】供試菌株は Pseudomonas aeruginosa ATCC ATCC27853 を用い
た。模擬配管は外径 8mm、内径 6mm、長さ 10mm のステンレス製シーム
レスパイプを乾燥状態または各種滅菌溶液に 5 分間浸漬して湿潤状態と
したものを用いた。ダルベッコリン酸緩衝液で希釈した Brain Heart Infu-
sion 培地で菌液を調製し、一定量シャーレに入れて 72 時間室温で静置し
てバイオフィルムを形成した。そこに模擬配管を立て、その天井部分に滅
菌したペーパーディスクを設置し、温度と湿度をモニターしながら 30～
60 分間静置した。ペーパーディスクをチオグリコール酸培地中で培養し、
菌の増殖の有無を確認するとともに、模擬配管に生成したバイオフィルム
量を測定した。

【結果】乾燥した模擬配管では、菌液の菌数が高いほど、P. aeruginosa
が配管を遡上する傾向が強くなった。湿潤した模擬配管では菌液の菌数に
関係なく P. aeruginosa が配管を遡上した。発表では模擬配管に生成した
バイオフィルム測定量の結果も報告する。

【結論】P. aeruginosa がバイオフォルム形成している場合に配管を遡上す
る傾向が示された。

O16-1 適切な手指衛生のタイミングを理
解するための教育ツールの活用状
況とその効果

慶應義塾大学病院 感染制御部1）、慶應義塾大学病院 看護部2）、
慶應義塾大学病院 医学部感染症学3）

○田村 祐子（たむら ゆうこ）1,2）、増谷 瞳1,2）、
北 美紗子1,2）、吉藤 歩3）、宇野 俊介3）、
高野八百子1）、南宮 湖3）、長谷川直樹3）

【背景・目的】当院では WHO 手指衛生自己評価フレームワーク（以下 HHSAF）を
用いて、自施設の手指衛生実践状況を評価し、手指衛生推進活動を行っている。手指
衛生実施状況については、感染管理看護師（以下 ICN）が直接観察法により遵守率を
算出して評価している。当院では、HHSAF の研修教育の項目で示されている手指衛
生研修を実施している。しかし、病棟や外来で手指衛生の場面を観察すると適切なタ
イミングで実施されていないことがあり、遵守率は 70％ 台で停滞していた。そこで
手指衛生の適切なタイミングを示した教育ツール「手指衛生ベストプラクティス」

（以下ベストプラクティス）を作成した。この教育ツールは各部署の手順書に基づき、
日常業務の流れの中で手指衛生のタイミングを具体的に示しており、かつチェック
リストとして活用できる。教育ツールの活用状況と、その効果を評価したため報告す
る。

【活動内容】ICN を中心に次の 3 つを企画した。1．病院全体で取り組む手指衛生強化
月間の際に、自部署の課題に応じたベストプラクティスを選択し、スタッフはそれを
用いて相互チェックを行った。管理者はベストプラクティスを用いて患者に触れる
前の手指衛生実施状況を確認した。2．各部署の担当者が手指衛生推進活動を行う際
に、ICN が協働し、各部署において必要なベストプラクティスの場面を用いて教育を
行った。3．薬剤耐性菌の発生や感染症の複数発生の際に、ICN が該当部署の看護師
とベストプラクティスを用いて再教育を行い、手指衛生実施状況を確認した。

【成果・考察】1．全部署で適切な手指衛生のタイミングを共通認識できた。2．担当
者は自部署の手指衛生教育において、ロールプレイや相互チェックを行う際に教育
ツールとして活用できた。3．業務手順の中での手指衛生のタイミングを再確認でき、
さらに手指衛生の実施状況を一定の基準で確認し、ICN と各部署が共通認識するこ
とができた。手指衛生遵守率は、これらの活動を開始する前の 2022 年は患者に触れ
る前 79％ であったが、2024 年には 84.3％ に上昇した。ベストプラクティスを様々な
場面で活用することは、適切な手指衛生のタイミングの理解と実践を促すために有
効であると考えられた。

O16-2 手指衛生向上に向けての取り組
み：手指衛生の直接観察を行い、不
適切な手袋の使用を低減し、手指衛
生の遵守率を向上する

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
○南 直樹（みなみ なおき）、和泉 雅章、
寺崎 泰和、川端 俊介、松屋 翔太、吉野千恵美

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症の流行下では十分な活動が行えておら
ず、2023 年 5 月より新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症となり、院内のラ
ウンドを再開した。その際、看護師の手袋の着用が多く、手指衛生が必要な場面
でも手指衛生を行うよりも手袋の着用が優先されていた。2024 年 4 月から 2024
年 12 月まで院内のラウンドを行い、手指衛生の 5 つのタイミングに基づき、手
指衛生の実施場面の直接観察を実施した。この活動を通して、不適切な手袋の使
用を低減し、手指衛生の遵守率を向上できるように取り組んだ。

【活動内容】12 病棟とユニット 3 部署（ICU、HCU、CCU）の 15 部署で、手指
衛生の 5 つのタイミングである、患者に触れる前、清潔/無菌操作の前、体液に
曝露するリスクの後、患者に触れた後、患者の周囲に触れた後の各場面における
手指衛生（手指消毒または手洗い）の遵守率、手指衛生を実施していない場面で
の手袋の着用率について、直接観察を行い確認する。毎月の手指衛生の遵守率・
手袋の使用率をまとめ、問題となる場面について各部署に報告を行う。

【成果・考察】4 月と 12 月時点では、全病棟：患者に触れる前の手指衛生の遵守
率 20％→51％・手袋の装着率 8％→1％、清潔/無菌操作の前の手指衛生の遵守
率 11％→33％・手袋の装着率 22％→9％、体液に曝露するリスクの後の手指衛
生の遵守率 77％→94％・手袋の装着率 0％→0％、患者に触れた後の手指衛生の
遵守率 38％→53％・手袋の装着率 7％→2％、患者の周囲に触れた後の手指衛生
の遵守率 25％→38％・手袋の装着率 10％→3％。全ユニット：患者に触れる前
の手指衛生の遵守率 22％→44％・手袋の装着率 57％→3％、清潔/無菌操作の前
の手指衛生の遵守率 7％→40％・手袋の装着率 67％→33％、体液に曝露するリ
スクの後の手指衛生の遵守率 89％→100％・手袋の装着率 0％→0％、患者に触
れた後の手指衛生の遵守率 58％→70％・手袋の装着率 16％→5％、患者の周囲
に触れた後の手指衛生の遵守率 31％→38％・手袋の装着率 26％→0％。4 月時
点に比べ、手袋の装着率は 5 つのタイミングのすべての場面で低下し、手指衛生
の遵守率も上昇することができた。しかし、患者に触れる前・清潔/無菌操作前、
患者周囲に触れた後の手指衛生の遵守率は低く、引き続き介入が必要と考える。

O16-3 静脈注射投与時の手指衛生遵守率
向上に向けた取り組み～動画を取
り入れた教育の実施～

久留米大学医療センター 看護部 リンクナース会1）、久留米大学
病院 看護部2）

○江﨑 祐子（えざき ゆうこ）1）、坂田奈美枝2）、
松田 紗有1）

【背景・目的】A 病院は、静脈注射投与（以下、投与）直前の手指衛生遵守
率が 5Moments の他項目に比べ低い。投与手順に手指衛生の詳細な記載
がなく、ダブルチェック用確認端末導入による手順の複雑化のためと考え
る。本研究の目的は、投与直前の手指衛生遵守率を向上させるため、動画
教育を行い教育効果について検討した。

【方法】2024 年 10 月から 12 月、投与時手指衛生タイミングの教育動画
（以下、動画）を作成し、病棟と外来看護師を対象に動画視聴前後で WEB
アンケートと手指衛生直接観察（以下、直接観察）を実施した。アンケー
トは、投与者（6 項目）とダブルチェック者（確認者）（5 項目）の「手指衛
生が必要なタイミング（認識）、実施しているタイミング（実施）」、「一連
の流れの全問正解の有無」を動画視聴前後で Fisher の正確検定、手指衛生
遵守率を t 検定で比較した（有意水準は 0.05 とした）。

【結果】動画は平均 2.0（1～5）回視聴した。「投与者（認識）使用物品片付
け後（p＜0.0001）」、全問正解者は「投与者（実施）（p=0.0210）」に有意差
を認めた。直接観察は、患者接触前 23.1％ から 68.0％（p=0.0007）、患者接
触後 21.7％ から 59.5％（p=0.0400）と有意差を認めた。投与直前は 30.5％
から 44.5％ へ上昇したが有意差は認めなかった（p=0.3173）。

【結論】動画により、使用物品片付け後は患者周辺環境接触後のため手指衛
生が必要という理解に繋がった。投与者の実施に正解が増えたのは、手順
を決め役割分担した動画により正しいタイミングを具体的にイメージで
きたためと考える。直接観察で患者接触前、接触後が上昇したのは投与手
順と手袋着脱タイミングの理解となり、動画教育は効果があったと考え
る。しかし「投与者の認識と全問正解者」は上昇したが、投与直前遵守率
44.5％ であり、看護師の認識と直接観察結果には乖離がある。動画教育は
イメージをもつ事に効果的であったが、投与前の手指衛生実施の必要性の
理解と実践までには繋がっておらず、継続的に動画教育を実施し、繰り返
し直接観察結果をフィードバックすることが課題である。
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O16-4 おむつ交換手順の見直しと手指衛
生遵守状況について

青森市民病院 感染管理室1）、青森市民病院 整形外科2）

○川口 理恵（かわぐち りえ）1）、塚田 晴彦2）、
小寺 秋紗1）

【背景・目的】おむつ交換は、実施する機会の多い看護ケアであるが、体液
曝露の場面であり、正しい手順が遵守されなければ、感染拡大の要因とな
る。
2018 年、 青森県内の複数の医療機関で VRE アウトブレイクが発生した。
VRE は糞便中に保菌している可能性が高いため、排泄に関連した感染対
策の見直しが必要であると考え、おむつ交換手順の見直しを行った。おむ
つ交換手順については、サーベイランスを実施し、手順の遵守状況の把握
を行った。

【活動内容】当院のオムツ交換手順は、1（手指衛生）物品準備、2 個人防
護具着用、3 便の処理、4 汚染おむつの密封、5 手袋を外す（手指衛生）、
6 新しいおむつへ交換する、7 全ての個人防護具を外す、8 汚染物を廃棄す
る（手指衛生）という手順であった。そこで、見直しの際に、カーテンに
触れた後、汚染物の密封後での手指衛生のタイミングを追加した。さらに、
ICN 委員会では、定期的におむつ交換手順の周知と確認を行い、特に手指
衛生のタイミングについて周知を行った。

【成果・考察】2019 年 6 月に手順を修正後、2019 年 8 月にサーベイランス
を行った。その結果、カーテンに触れた後の手指衛生の遵守率は 41％ と最
も低く、次いで、手袋を脱いだ後の手指衛生遵守率が 45％ と低い結果と
なった。2024 年 2 月の調査でも同様の結果であったが、遵守率は 67％ と
73％ と前回より改善が見られた。改善には、定期的な ICN 委員会での周知
の効果に加え、COVID-19 流行に伴う手指衛生遵守率の向上が影響したと
考えられる。
一方、手袋を着用してから必要物品を準備する、個人防護具を着用したま
ま、患者のベッドサイドから離れ、不足物品を取りに行くなど不適切な場
面も認めた。カーテンに触れた後、手袋を外した後などの手指衛生が必要
な場面について、タイミングだけではなく、その根拠についても合わせて
指導し、遵守率向上へ向けて働きかけていきたい。

O16-5 手荒れを有する看護師と看護師長
を繋ぐ手指衛生推進のための擦式
ノンアルコール手指消毒薬の導入
体制と ICNの働きかけ

慶應義塾大学病院 感染制御部1）、慶應義塾大学病院 看護部2）、
慶應義塾大学 医学部感染症学3）

○北 美紗子（きた みさこ）1,2）、増谷 瞳1,2）、
田村 祐子1,2）、河西 貴子2）、高野八百子1）、
南宮 湖1,3）、長谷川直樹1,3）

【背景・目的】当院では擦式ノンアルコール手指消毒薬を導入していなかった。手荒
れを有する看護師は手指衛生を遵守したい一方で、アルコール手指衛生（ABHR）が
困難な状況であった。看護師長は手指衛生を推進したい一方で、手荒れを有する看護
師の手指衛生に懸念があった。感染管理看護師（ICN）は感染拡大リスクをおさえ手
指衛生推進活動を強固にする必要があり、擦式ノンアルコール手指消毒薬の導入が必
要と考えた。

【活動内容】対象は、手荒れにより ABHR が困難でケアや皮膚科の受診後も改善がな
い看護師とした。導入前に対象の看護師は看護師長に手荒れと ABHR が困難な状況
を相談し、看護師長が ICN に相談とした。ICN は擦式ノンアルコール消毒薬の導入時
に対象者の手荒れとケアの状況、手指衛生に関する知識を確認し、擦式ノンアルコー
ル手指消毒薬の使用方法を説明した。導入後、ICN は手荒れと手指衛生の状況を観察
し、手指衛生の指導を行った。また、手荒れの評価や手指衛生のタイミングと方法を
対象者と看護師長に定期的にフィードバックした。

【成果・考察】2023 年 11 月から 2024 年 12 月までに擦式ノンアルコール手指消毒薬
を導入した看護師は 28 名であった。手荒れの評価に用いたスキンコンディションス
コアの総合得点の平均値は導入時 12.6 点、導入後 1 回目 16.3 点（n=24）、2 回目 17.1
点（n=17）、3 回目 20.1 点（n=8）であり、3 名が ABHR 可能となった。手指衛生状
況を観察できた 18 名の手指衛生遵守率は 90.1％ であった。運用後、対象部署での薬
剤耐性菌等のアウトブレイクは起きなかった。看護師長と連携した擦式ノンアルコー
ル手指消毒薬の体制は、手荒れに悩む看護師の手指を看護師長が確認する機会となっ
た。ICN が手荒れやケアの状況を継続的に評価したことで、一部の看護師の手荒れが
改善し ABHR が可能となった。ICN による対象者と看護師長への継続的なフィード
バックは、看護師長が対象者の ABHR に対する複雑な思いを理解する手指衛生の組
織風土を醸成し、対象者の手指衛生のタイミングと方法の理解を深めたと考える。
ICN は組織の管理者と連携し手指衛生推進の体制を整え、働きかける必要がある。

O16-6 チャットツールを活用したナッジ
による手指衛生行動変容に向けた
アプローチと評価

洛和会丸太町病院
○小野寺隆記（おのでら たかのり）

【背景・目的】感染対策の基本は標準予防策であり手指衛生である。手指衛
生遵守率上昇に向けて、様々なアプローチが試みられているが、決め手と
なる感染対策は存在しない。そのような中、行動経済学が注目を集めてお
りナッジを活用して、自分の意思で手指衛生を実施するという行為に導く
対策が注目されている。当院では DX を推進していく中、全職員にスマー
トフォンが配布され TeamsⓇの活用を開始した。また、タイミングを同じ
くアルコール手指消毒剤（以下アルコール）の個人携帯が開始された。ア
ルコール個人携帯とチャットツール（TeamsⓇ）をナッジとして活用した手
指衛生遵守率上昇に向けた取り組みとその評価を報告する。

【活動内容】全職員に迅速でリアルタイムな発信を継続した。発信内容はア
ルコール使用量・1,000 患者日数当たりの使用率、院内の感染症発生状況、
手指衛生啓発動画であった。発信方法はプッシュ通知として、スマート
フォンを持っているスタッフへ強制的に通知した。手指衛生行動に影響を
与えることができたのかを評価するために、アルコール手指消毒剤の使用
量の変化、アルコール使用量と新規 MRSA・ESBL 産生大腸菌の発生件数
との相関を分析した。

【成果・考察】アルコール使用量は介入開始前後で月平均値 18,500ml から
30,364ml に増加した（P＜0.001）。その一方で MRSA、ESBL 産生大腸菌の
新規発生率とアルコール使用量との相関は無かった。
アルコール個人携帯開始は手指衛生行動へのアクセスを向上するだけで
なく、手指衛生の意識付けに繋がった可能性がある。また、定期的な情報
発信も含めて観察期間である介入開始後 10 か月間について、使用量が増
加した状態を継続できた。しかしながら、アルコール使用量の増加は頭打
ちとなっている。これは、一つの方策を継続するだけでは停滞を招くこと
を示唆している。さらに、アルコール使用量と耐性菌の新規発生率に相関
を認めなかったことは、耐性菌伝播防止には手指衛生だけでは不十分であ
ることを示した。
手指衛生遵守率の上昇、アルコール使用量の増加は感染管理者の抱える共
通の課題である。今後も様々な手法を模索していくと共に、手指衛生遵守
率上昇に対するアウトカム指標の検討が課題として残った。

O17-1 助産師の周産期ケアにおける個人
防護具着用に関する研究

関西看護医療大学看護学部1）、岡山県立大学保健福祉学部2）

○尾筋 淑子（おすじ よしこ）1）、森本美智子2）

【背景・目的】助産師は、分娩介助時に血液・体液暴露経験が多い。助産師
の個人防護具の着用状況の実態調査を行い、着用状況に関連する要因を明
らかにし、個人防護具着用遵守のための教育プログラムを作成の資料とす
ることを目的とした。

【方法】研究デザイン：量的記述研究デザイン調査期間：2023 年 10 月～
2024 年 5 月調査対象：産科または産婦人科病棟の妊産褥婦と新生児のケ
アに携わる助産師 1011 人調査方法：自己式質問紙調査調査内容：基本属
性、施設の属性、分娩介助時の個人防護具（手袋、マスク・ゴーグル・ガ
ウン・シューズカバー・キャップ）の使用状況（必ず使用、時々使用、使
用しない）の 3 件法で回答。個人防護具に対する意図 46 項目について（そ
う思う、ややそう思う、ややそう思わない、思わない）の 4 件法で回答。

【結果】産婦人科施設にランダムに 1000 施設に依頼し、うち 192 施設の助
産師 1011 名から回答を得た。分娩介助時の血液・体液暴露経験で暴露有
は 760 名（75。2％）、暴露無 251 名（24.8％）。分娩介助時の個人防護具使
用状況で「必ず使用する」手袋は 985 名（97.4％）、 マスク 1009 名（99.8％）、
ゴーグル 662 名（65.5％）、ガウン 903 名（89.3％）、シューズ 127 名（12.6％）、
キャップ 253 名（25.0％）であった。有意差が認められたのは年齢段階別
にゴーグル（P＝＜0.01）、ガウン（P＝＜0.01）、シューズ（P＝0.002）、キャッ
プ（P＝0.028）。看護師経験年数別では、手袋（P=0.036）。助産師経験年数
では有意差はなく、年間分娩件数では手袋（P=0.001）、マスク（P＜0.001）、
ゴーグル（P＜0.001）、ガウン（P＝0.008）、シューズ（P＜0.001）、キャッ
プ（P＜0.001）であった。助産師教育課程ではゴーグル（P=0.003）、シュー
ズ（P=0.024）。研修参加の有無ではマスク（P=0.005）であった。

【結論】分娩介助時の個人防護具使用状況については、手袋とマスクを「必
ず使用する」は約 100％ が着用していたが、シューズカバーとキャップの
着用は低かった。ゴーグル着用は 60％ で年齢段階別で有意差が多く見ら
れた。個人防護具着用に関する要因は年齢が大きく関与していると考えら
れる。
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O17-2 救急医療スタッフのN95マスク密
着性評価におけるユーザーシール
チェックの信頼性

京都橘大学 健康科学部 救急救命学科1）、医療法人大植会 葛城
病院 看護部長室2）、日本赤十字社 高山赤十字病院 感染管理
室3）、国民健康保険 飛騨市民病院 地域連携室4）、明治国際医療
大学 保健医療学部 救急救命学科5）

○澤田 仁（さわだ ひとし）1）、垣根 美幸2）、
後藤 泰代3）、大庭のりこ4）、平出 敦5）

【背景・目的】救急医療の現場では経気道感染症への適切な対応は極めて重要
であるが、そのために必須である N95 マスクの顔面への密着性は、現実には
ユーザーシールチェック（USC）による主観的なフィット感のみに委ねられて
いる。本研究は、救急医療スタッフの N95 マスク密着性評価における USC
の信頼性を定量的フィットテスト（QFT）により検討することを目的とした。

【方法】救急医療スタッフ 160 人を対象とした。対象者は、日常使用している
N95 マスクを装着して USC を行い、フィット感を 5 段階のリッカート尺度を
用いて主観的に評価した。その後、QFT を受けて N95 マスクの密着性を定量
的に評価した。QFT は、専用の測定機器を使用して OSHA プロトコル（前屈
50 秒、発声 30 秒、頭を左右に回す 30 秒、頭を上下に動かす 39 秒）を実施し、
総合フィットファクター（FF）100 以上を合格とみなした。初回テストに不合
格であった対象者は、USC を修正して再テストを実施した。フィット感と総合
FF の分布は、それぞれ 5 段階に分類し、各段階の人数をグラフ化して比較し
た。USC と QFT の整合は、フィット感（4 以上 vs3 以下）と初回 QFT の FF

（100 以上 vs100 未満）をクロス集計して、カッパ係数で一致度を検討した。
【結果】QFT の初回合格者は 65 人（40.6％）であった。再テストは、USC
を修正した際、明らかに漏れを感じた 19 人を除外し、76 人に実施した。再テ
ストの合格者は 45 人で、最終的に 110 人（68.8％）が QFT に合格した。フィッ
ト感の分布は、5 段階の 4 が最も多い単峰性であった。一方、FF の分布は、
49 以下と 200 以上にピークのある凹型の二峰性であった。カッパ係数（95％
CI）は、0.030（-0.116～0.175）と両者の一致度は低く、QFT を真の結果とした
ときの USC 偽陽性率は 58.1％（54/93）に達した。

【結論】QFT は、救急医療スタッフの USC の技能的問題を明らかにした。救
急医療スタッフの USC と QFT は整合しておらず、USC のみによる N95 マス
ク密着性の信頼性は低かった。

O17-3 A病院の医療スタッフに対する3
種類のN95マスクの定量的適合評
価

京都橘大学 健康科学部 救急救命学科1）、医療法人大植会 葛城
病院 看護部長室2）、国民健康保険 飛騨市民病院 地域連携
室3）、明治国際医療大学 保健医療学部 救急救命学科4）

○澤田 仁（さわだ ひとし）1）、垣根 美幸2）、
大庭のりこ3）、平出 敦4）

【背景・目的】A 病院では、3 種類の N95 マスクを導入している。医療スタッフ
は、N95 マスクの顔面への適合をユーザーシールチェック（USC）で評価してい
るが、定量的フィットテスト（QFT）は実施していない。本研究は、A 病院が導
入している 3 種類の N95 マスクと医療スタッフの顔面との適合を QFT で定量
的に評価することを目的とした。

【方法】A 病院の医療スタッフ 56 人を対象に QFT を実施した。QFT で使用した
N95 マスクは、ダック型（マスク 1）、2 つ折型（マスク 2、マスク 3）の 3 種類
であった。参加者は、3 種類の N95 マスクについて USC によるフィット感を 5
段階（1 悪い～5 良い）で評価した後、フィット感が 4 以上の場合、主観的に適
合しているとみなし QFT を受けた。QFT は、専用の測定機器を使用して OSHA
プロトコル 1910.134（前屈 50 秒、発声 30 秒、頭を左右に回す 30 秒、頭を上下に
動かす 39 秒）を実施し、総合フィットファクター 100 以上を合格とみなした。
初回テストに不合格であった場合は USC をやり直し、再テストを受けた。

【結果】各マスク（マスク 1/2/3）の QFT 実施人数は、52 人/53 人/40 人であっ
た。初回テストの合格率は、34.6％（18/52）/22.6％（12/53）/2.5％（1/40）で
あった。再テストの実施人数は、24 人/33 人/6 人で、合格率は、41.7％（10/24）/
48.5％（16/33）/0％（0/6）であった。2 回の QFT による最終的な合格率は、53.8％

（28/52）/52.8％（28/53）/2.5％（1/40）であった。USC による主観的フィット
感で適合した中で、QFT で合格できなかった偽陽性率は、65.0％（13/20）/75.0％

（27/36）/100.0％（22/22）であった。3 種類の N95 マスクのうち、3 種類とも適
合したスタッフは 1 人、2 種類が 13 人、1 種類が 28 人、どれも適合しなかった
スタッフは 14 人であった。

【結論】A 病院が導入している N95 マスクのいずれかが、医療スタッフの 75.0％
（42 人）に適合していた。一方、3 種類の N95 マスクがどれも適合しない医療ス
タッフが 25.0％（14 人）いた。USC による適合評価は偽陽性率が高く、定量的評
価の重要性が明らかになった。

O17-4 職員を対象としたN95マスク
フィットテストの実施

久留米大学医療センター ICT
○吉永 英子（よしなが ひでこ）、江崎 祐子、
矢野 叶子、中田 一徳、石川 健一、山下 大輔、
田渕 幸祐、大津 寧

【背景・目的】新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックを契機に
医療現場においても N95 マスクを着用する機会が増えた。一方で、形状が
異なる N95 マスクがあるためそれぞれの N95 マスクに適した着用法を習
得していく必要がある。今回我々は、着用指導と短縮版定量的フィットテ
スト（以下、テスト）を活用した N95 マスクの着用習熟度を把握し、方向
性を検討したので報告する。

【方法】対象者は、412 名（医師 37 名、看護部門 175 名、薬剤師 11 名、臨
床検査技師 20 名、放射線技師 8 名、リハビリ 33 名、清掃 26 名、その他
102 名）とした。N95 マスクは院内で使用頻度の高い 2 種類（折りたたみ
式、カップ式）を用いた。折りたたみ式については、ICT メンバーが着用
指導をしてテストを行った。また、テストでのもれ率が 5％ 未満を合格と
し、複数回指導で不合格であった場合はカップ式にて、再度着用指導とテ
ストを行った。

【結果】412 名の折りたたみ式 N95 マスクのもれ率（％）は中央値 2.2（平
均値±標準偏差：7.3±12.7）であり、 もれ率 0％ は全体の 4.4％（18/412）、
もれ率 100％ は 0.5％（2/412）であった。折りたたみ式の不合格者は 26.2％

（108/412）で、もれ率（％）は中央値 17.4（平均値±標準偏差：21.7±16.4）
であったが、カップ式を用いることで全員が合格となった。興味深い結果
として、折りたたみ式だけではなくカップ式を用いることで職種を問わず
良好な結果を得ることが出来た。また、折りたたみ式で、もれ率 100％ の
2 名は、カップ式に変更後、数回で合格となったが、顏の形状に起因する
ものと考察された。

【結論】折りたたみ式 N95 マスク装着の不合格者数は少なくはないが、
カップ式 N95 マスクの活用や ICT による定期的な指導およびテストを実
施することで、職種間差なく適切な着用が可能となることが示された。

O17-5 防水ガウンおよびプラスチックガ
ウン表面の尿中大腸菌の付着菌数
の違いについて

帝京山梨看護1）、山梨大 医2）

○武井由貴絵（たけい ゆきえ）1）、田辺 文憲2）

【背景・目的】大腸菌は尿路感染症の起因菌として最も多く、陰部洗浄やオ
ムツ交換など排泄物を扱う看護ケアにおいて看護師が接触する可能性の
ある菌種である。ケアの過程で看護師の身体に排泄物が飛散することも想
定されるため、ガウンは感染予防において重要な役割を果たす。本研究で
は、防水ガウン、プラスチックガウンを対象に、尿中の大腸菌をガウン表
面に付着させた場合の表面付着菌数の違いについて実験検討した。

【方法】実験対象の防水およびプラスチックガウンは異なるメーカーの各
3 製品を選定し、ガウン片（2×2cm）を作成した。本研究に同意を得た健
常者から提供された尿に大腸菌（ATCC13706）を混和し、約 1×106 colony-
forming unit（CFU）/mL に調整した。各ガウン片に大腸菌液を 50µL
滴下し、滴下直後、20 分後にマイクロピペットで表面の液滴を取り、滅菌
濾紙片をのせて 5 秒間スタンプした。濾紙片を取り除き、ガウン片を滅菌
生理食塩水 5mL に入れ 30 秒間撹拌後、100µL をデゾキシコレート寒天培
地に塗り広げた。37℃ で 24 時間培養後、赤色コロニーを計測し、ガウン
表面の大腸菌付着菌数を求めた。1 回の実験につき 1 人の尿を用い、同一
条件で実験を行った。本研究は山梨大学医学部倫理委員会の承認を得た

（承認番号 2480）。
【結果】防水ガウン表面の大腸菌付着菌数（CFU、平均値±標準誤差）は
滴下直後 593.3±242.3、20 分後 8656.7±3400.7 であり、プラスチックガウ
ンは滴下直後 20.0±13.6、20 分後 1993.3±862.1 であった。Mann-Whitney
U 検定より、防水ガウン（p＜0.05、n=15）、プラスチックガウン（p＜0.01、
n=15）とも滴下 20 分後の付着菌数が滴下直後より有意に多かった。また、
防水ガウンの付着菌数は滴下直後（p＜0.01）、20 分後（p＜0.05）において
プラスチックガウンより有意に多かった。

【結論】防水およびプラスチックガウン表面に尿中大腸菌を付着した結果、
20 分経過すると大腸菌のガウン表面付着菌数は増加した。また、防水ガウ
ンはプラスチックガウンより大腸菌付着菌数が多かった。陰部洗浄など尿
中大腸菌が飛散する可能性のある看護ケアにおいては、二次感染を防ぐた
めにガウン表面の汚染を意識した脱衣の重要性が改めて示唆された。
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O17-6 医療従事者が個人用防護具を着用
することに関する一般人の見解の
変化：COVID-19パンデミックを
経験して

国立看護大学校 感染管理看護学1）、労働安全衛生総合研究所2）

○網中眞由美（あみなか まゆみ）1）、西岡みどり1）、
吉川 徹2）

【背景・目的】医療従事者が個人用保護具（PPE）を着用することに関する一
般の人々の見解は明らかでない。本研究は、COVID-19 パンデミックを経験
したことによる一般の人々の「医療従事者の PPE 着用」に対する見解の変化
を明らかにすることを目的とした。

【方法】COVID-19 パンデミック前の 2019 年 1 月と COVID-19 パンデミック
期の 2022 年 2～3 月に、一般の人々を対象にインターネット調査を実施し
た。調査項目は「医療従事者の PPE 着用」に対する必要性の認識、「医療従
事者の PPE 着用」に対する印象、「医療従事者の PPE 着用」が患者との信頼
関係に与える影響に対する認識、個人属性とした。すべての項目の記述統計
を算出し、 COVID-19 パンデミック前とパンデミック期の回答を比較した。
分析は SAS ver.9.4 を使用し、有意水準は 5％ とした。本研究は国立国際医療
研究センター倫理審査委員会の承認を得て実施した（NCGM-S-003113-01）。

【結果】解析対象は、COVID-19 パンデミック前群が 1,003 名、COVID-19
パンデミック期群が 1,057 名であった。COVID-19 パンデミック前群とパン
デミック期群の属性分布に差があったのは、性別、最終学歴、入院歴、外来
受診歴であった（いずれも p=0.001）。なお、COVID-19 パンデミック期群の
4.2％ に COVID-19 罹患歴があった。一般の人々は、患者ケア時に PPE 着用
が必要であると認識しており、その認識は、COVID-19 パンデミック期群の
ほうが高かった（p＜.001）。医療従事者が PPE を着用することに対するネガ
ティブな印象を持つ者は両期とも少なかった。マスク、手袋、ガウン、ゴー
グル着用による「話しかけにくさ」の認識は、パンデミック期を経て減少し
た（p＜.05）。COVID-19 パンデミック期のほうが、マスク（p＜.001）、手袋

（p＜.001）、ガウン（p＜.001）、ゴーグルの着用が信頼関係に良い影響を与え
ると考えていた（p＜.001）。

【結論】医療従事者の PPE 着用に対する一般の人々の見解は、COVID-19
パンデミックを経験したことにより COVID-19 パンデミック前より好意的
になった。

O18-1 汚物室における洗浄・消毒業務の
見直し～ディスポ製品の導入と使
用後評価～

医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院 感染管理室
○晦日 浩二（みそか こうじ）、山本 美樹

【背景・目的】汚物室での洗浄・消毒を確実に行うことは、感染伝播・感染
対策上非常に重要であり、機器により、安全・確実に処理している病院が
多い。当院では、設置スペースやコストの課題もあり機器の導入には至ら
ず、用手洗浄と浸漬消毒で対応してきていた。しかし、確実な洗浄・消毒、
適切な物品の使用、スタッフの汚染暴露などの懸念があり、汚物室での物
品の洗浄・消毒について見直し、ディスポ製品の導入評価を行った経過を
まとめた。

【活動内容】汚物室での物品の処理方法について、「ベッドパンウォッ
シャー」「マセレーター」「ディスポ化」の 3 方法を比較。設置スペースや初
期導入コスト、汚染暴露リスク、費用対効果、災害発生時対応などの理由
で、「ディスポ化」導入の提案を感染予防対策委員会にて決定。病院運営会
議に、汚物室での洗浄・消毒方法の見直しの必要性、見直し案について提
案、まずは 1 病棟での評価導入許可あり。2024 年 3 月 18 日より障害者病
棟にてポータブルトイレ用に「ポータブルトイレシート」、尿器と採尿バッ
クからの尿回収に「男性用尿バッグ」を導入、陰部洗浄については「紙コッ
プ」を使用し評価開始。2024 年 5 月 13 日～20 日スタッフ 29 名を対象にア
ンケートを実施し、4 月～6 月の 3 か月間の使用状況とともにまとめた。

【成果・考察】アンケート回答率は 93％。ディスポ化して良かったことは、
「業務負担軽減」が 16 人と最多、次いで「清潔」6 人となっている。ディ
スポ化して不都合なことは、「吸収時間」7 人、「吸収量」4 人、「（容器が）
自立しない」4 人となっている。運搬時の汚染リスクは 70.4％ が改善した
と回答、洗浄・消毒時の汚染暴露リスクは 92.6％ が改善したと回答して
いる。衛生環境の改善も 74.1％ が改善したと回答し、物品保管スペースも
84％ が改善したと回答している。使用状況は「ポータブルトイレシート」
が予測より多く、「男性用尿バッグ」が予測より少なかった。オムツの廃棄
量は予測と同程度の増加であり、トータルコストはほぼ予測の範囲内で
あった。以上より汚物室での洗浄・消毒をディスポ製品の導入で代替でき
る可能性があると考える。

O18-2 次亜塩素酸水噴霧による落下微生
物に対する空間除菌効果の評価

長崎大学病院 薬剤部1）、長崎大学病院 検査部2）

○中川 博雄（なかがわ ひろお）1）、栁原 克紀2）、
今村 政信1）

【背景・目的】患者に投与される注射薬は、無菌的な環境下で調製されるこ
とが望ましい。しかし、多くの医療機関では看護師による非無菌環境下で
の注射薬調製が一般的である。病棟において、注射薬調製に使用する点滴
調製台の衛生管理は、看護師などがワイプなどで清拭を行っている。感染
対策の観点からは、清拭による除菌、消毒の効果は不十分とされている。
一方、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験し、感染対策とし
ての空間除菌の概念が注目されている。その中でも除菌剤である次亜塩素
酸水は雑品の取り扱いでありながら、2021 年 10 月に厚生労働省から“空
間噴霧に次亜塩素酸水を適切に使用することは妨げない”との通知が出さ
れた。これまでに次亜塩素酸水の噴霧による実験的環境下での除菌効果に
ついては一定の効果が示されている。しかしながら、病棟に設置された点
滴調製台の衛生管理に関して、除菌剤の空間噴霧による除菌効果の有効性
を調査した報告はない。そこで本研究では、病棟の点滴調製台の傍らで次
亜塩素酸水を空間噴霧し、落下微生物に対する除菌効果について調査し
た。

【方法】病棟のスタッフステーション内に設置された点滴調製台の傍に噴
霧器を設置した。次亜塩素酸水を空間有効塩素濃度が 0.02ppm となるよ
うに 120 分間空間噴霧した。噴霧 120 分後より無塵性調査と微生物汚染度
調査として点滴調製台上で落下細菌・真菌のサンプリングを行った。比較
対象として、次亜塩素酸水噴霧前に同様に無塵性調査および微生物汚染度
調査を行った。

【結果】今回の噴霧条件では、次亜塩素酸水の空間噴霧の有無により点滴調
製台に落下する細菌・真菌数に差はなかった。

【結論】本調査結果は、次亜塩素酸水の除菌効果を否定するものではなく、
空間噴霧の有効性を示す適切な噴霧条件を引き続いて検討する必要性が
ある。

O18-3 ケアミックス型病院におけるUV-
C照射装置を用いた環境消毒効果
の検証

金沢大学附属病院 感染制御部1）、医療法人松田会 松田病院2）、
サラヤ株式会社メディカル事業本部3）、東北大学4）、サラヤ株式会
社サラヤ総合研究所5）、金沢大学 医薬保健研究域医学系 感染症
科学・臨床検査医学研究分野6）

○北谷 栞（きたや しおり）1,6）、平間 里美2）、
吉田 葉子3,4）、原田 裕5）、村井 浩紀5）、
青木 徹3）、田澤 寿子2）、金森 肇6）

【背景・目的】医療関連感染は医療現場の安全に関わる重要な課題であり、細菌の伝播が
その一因となる。院内感染の多くは、環境表面や医療機器を介した交差汚染によって引
き起こされるため、防止には徹底した環境消毒が不可欠である。しかし、従来の用手清
掃には限界があり、清掃精度にはばらつきが見られる。この課題を改善するため、紫外
線照射装置を含むノータッチ・メソッドなどの新たな環境消毒技術が注目されている。
本研究では、UV-C 照射装置（SEPALIGHTⓇ）を市中病院における高頻度接触面の環境
清掃に使用し、環境消毒効果の評価を行うことを目的とした。

【方法】市中病院の外来（耳鼻科・泌尿器科外来、内視鏡室）および病棟内において、高
頻度接触面を設定した（外来：ドアノブ、ネブライザー、ユニットなど計 13 か所×3
回、病棟：テレビリモコン、床頭台、洗面台など計 9 か所×3 回）。紫外線照射前後に高
頻度接触表面をスポンジスティックで拭き取り、スポンジを揉み出した希釈液を寒天培
地と混和して培養した。形成されたコロニーの数を計測し、拭き取り面積当たりの紫外
線照射前後の一般細菌数を算出し、対数スケールに直して評価した（log10（cfu/サンプ
ル））。統計解析には対応のある t 検定を用いた。

【結果】外来、病棟、および全体のすべてにおいて、UV-C 照射前と比較して照射後の一
般細菌数は有意に減少した（外来：照射前 2.2［95％ 信頼区間（CI）1.1-3.1］、照射後 1.9

［95％ CI 1.1-2.4］、p＜0.01、病棟：照射前 2.7［95％ CI 1.7-3.4］、照射後 2.0［95％ CI 1.0-
2.8］、p＜0.001、全体：照射前 2.7［95％ CI 1.7-3.6］、照射後 2.0［95％ CI 1.0-2.8］、p＜0.001）。

【結論】本研究により、SEPALIGHTⓇによる UV-C 照射が市中病院における環境消毒に
有用であることが示された。UV-C 照射は、従来の用手清掃を補完する形で導入された
ノータッチ・メソッドのひとつであり、手の届きにくい部位や見落とされがちな箇所も
効果的に消毒できる技術として医療現場での活用が広がりつつある。今後、SE-
PALIGHTⓇをはじめとする UV-C 照射技術を効果的に活用し、環境消毒の精度をさらに
向上させることが重要である。
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O18-4 ワイプ消毒剤としての精製次亜塩
素酸水の有効性に関する検討

ニプロ株式会社 医薬品研究所
○橋川 大介（はしかわ だいすけ）、更田 宏史、
吉澤 和晃、大塚 愛美、川村 尚久

【背景・目的】精製次亜塩素酸水は高い安定性、良好な安全性を有し、広範
な微生物に対して有効性を示すことから、清拭含む種々様態での新たな消
毒剤として期待される。一方で、清拭消毒剤を対象とした公的試験法では、
対象表面上の菌数のみが評価対象とされており、ワイプ内に菌が残存する
可能性を拭いきれないという問題点が挙げられる。そこで、精製次亜塩素
酸水を対象に、ワイプ内の残存菌にまで焦点を当て、清拭用途における有
効性について包括的に評価した。

【方法】欧州標準試験法 BS EN 16615：2015 に則り清拭試験を実施した。
具体的には、菌体を固着させた試験板上を 1 往復清拭後、残存生菌数を計
数した。対象菌種は S. aureus、E. coli、A. brasiliensis、M. avium、B. sub-
tilis 芽胞、試験物質は精製次亜塩素酸水及び次亜塩素酸 Na とした。また、
B. subtilis 芽胞については、同試験基準記載外ではあるが、清拭後ワイプ内
の残存菌についても回収し生菌数を評価した。

【結果】試験板上の残存生菌数については、精製次亜塩素酸水 600ppm 及び
次亜塩素酸 Na 500ppm とも全ての菌種に対して充分な対数減少値を示し
た（S. aureus：5.3 及び 5.4log 減、E. coli：5.1 及び 5.0log 減、A. brasilien-
sis：4.2 及び 4.2log 減、M. avium：5.3 及び 3.9log 減、B. subtilis：3.3 及び
3.1log 減）。一方で、ワイプ内の残存生菌数については両剤で差異が認めら
れ、精製次亜塩素酸水では 300ppm でも検出限界（＜2.4log（cfu））に至っ
たのに対し、次亜塩素酸 Na では同濃度 300ppm においては多くの残存菌
が観察された（5.5log（cfu））。

【結論】次亜塩素酸 Na についてはワイプ内に菌が残存するリスクが示唆
された一方で、精製次亜塩素酸水についてはワイプ内残存菌まで視野に入
れたとしても充分な有効性が確認された。今後は他の消毒剤との比較も含
めた詳細な検討が期待される。

O18-5 褥瘡洗浄剤としての精製次亜塩素
酸水の有効性検証

ニプロ株式会社 医薬品研究所
○高見 直弥（たかみ なおや）、清水 明子、
新開 規弘、川村 尚久

【背景】褥瘡は寝たきりなどによって体重で圧迫されている場所の血流が
滞ることで発症する。褥瘡に微生物が定着・感染・増殖・バイオフィルム
形成すると、治癒遅延、炎症、蜂窩織炎を生じ、敗血症を発症することも
ある。そのため、患部の洗浄、消毒は褥瘡の遷延化の抑制に効果的とされ
る。本研究は、精製次亜塩素酸水（HOCl）の褥瘡洗浄剤としての可能性を
評価した。

【方法】HOCl の正常細胞への影響を確認するため、細胞毒性試験を実施し
た。等張化した 5～50 ppm の HOCl を L929 細胞に 20 分間処置後、PBS
で洗浄した。Alamar blue を添加して一晩培養した後、570 nm と 600 nm
の吸光度を測定し、その差を細胞障害性の指標とした。除菌効果は褥瘡の
主たる感染菌である Staphylococcus aureus（S. aureus）を用いて評価し
た。S. aureus の菌懸濁液を 108 cfu/mL に調製し、BHI 液体培地に加え、
96 ウェルプレートで培養した。菌培養液には 96 ピンプレートを浸漬しピ
ン上にバイオフィルム（BF）を形成させた。培養 1 日目と 4 日目にピンを
精製水、水道水および 10 ppm の HOCl で 15 分間処置を 1 回（15 min×1）
あるいは 3 分間処置を 5 回（3 min×5）行った。処置後はピン上の BF
量および生菌数を測定した。

【結果】10 ppm 以下の HOCl は細胞毒性を示さなかった。培養 1 日目に 15
min×1 並びに 3 min×5 で処置を行った際の生菌数は、精製水群および水
道水群間で明確の差は認められず、2.1×104 cfu/pin～3.5×105 cfu/pin を
示した。10 ppm の HOCl で 15 min×1 処置した際は 1.0×104 cfu/pin を示
す一方、3 min×5 の処置では、生菌数は検出限界以下を示した。培養 4
日目では精製水処置群および水道水処置群で 9.2×105 cfu/pin～1.9×106

cfu/pin の生菌数を示し、差は認められなかった。10 ppm の HOCl では 15
min×1 の処置で生菌数は 1.6×105 cfu/pin を示したのに対し、3 min×5
の処置では 5.5×100 cfu/pin を示した。

【結論】10 ppm の HOCl は細胞毒性を発現することなく、BF を形成した
S. aureus に対し、高い洗浄・除菌効果を有することが明らかとなった。10
ppm の HOCl は褥瘡洗浄剤としての有効性が期待できるものと考えられ
た。

O18-6 非結核性抗酸菌症に対する精製次
亜塩素酸水の感染予防効果に関す
る検討

ニプロ株式会社 医薬品研究所1）、東邦大学 微生物・感染症学講
座2）

○新開 規弘（しんかい のりひろ）1）、清水 明子1）、
高見 直弥1）、友池 英樹1）、荒木 陸1）、更田 宏史1）、
川村 尚久1）、舘田 一博2）

【背景・目的】非結核性抗酸菌（NTM）は、自然環境に多く生息し、様々な感
染症を引き起こす。特に、呼吸器感染症の発症頻度が高く、原因菌として、My-
cobacterium avium complex（MAC）の検出頻度が多い。肺 MAC 症は、再燃・
再感染が多く、治療成功率が低いため、感染予防対策が重要となる。本研究は、
精製次亜塩素酸水（pHOCl）の NTM に対する除菌効果を確認すると共に、マ
ウス肺 MAC 症モデル（肺 MAC モデル）に対する効果を確認した。

【方法】サスペンジョン試験は、Mycobacterium intracellulare（M. intracellu-
lare）および Mycobacterium avium（M. avium）の 106 CFU/mL 菌液と pHOCl
を 1：19 で 5 分間混合し、反応停止後のコロニー数から対数減少値（LRV）を
算出した。金属付着菌に対する除菌性能試験は、M. avium を付着乾固させた金
属治具に、pHOCl を任意の時間適用させた。その後、金属治具からの菌抽出液
を培養し、生細胞数を計測した。肺 MAC モデル試験は、マウスを 200L の噴霧
チャンバー内へ移送し、109 CFU/mL の M. avium 懸濁液および pHOCl を同
時噴霧することで pHOCl の感染予防効果を検討した。 pHOCl の噴霧終了後、
肺胞洗浄液、肺および脾臓を摘出し、各組織の生菌数を計測した。

【結果】サスペンジョン試験において、pHOCl による LRV は、M. intracellulare
および M. avium に対し、それぞれ 100 および 300ppm の濃度で検出限界以下
となった。金属付着菌に対する除菌性能試験において、pHOCl は、M. avium
の生菌数を有意に低下させた。肺 MAC モデル試験において、500ppm の
pHOCl を M. avium 懸濁液と同時噴霧した際の組織中生菌数は、精製水噴霧群
と比較して僅かに減少したものの劇的な変化とはならなかった。肺 MAC モデ
ルに対する生着抑制効果に関し追加試験を検討中であり、報告予定である。

【結論】本試験結果より、細菌を含む飛沫飛散後の pHOCl による予防対策は困
難となることが明らかとなった。一方で、蛇口等の細菌が付着した金属媒体を
除菌することは効果的であり、日常の衛生管理が極めて重要であると考えられ
た。

O19-1 カテーテル関連尿路感染低減に向
けた取り組み

八尾市立病院
○道野真美亜（みちの まみあ）

【背景・目的】カテーテル関連尿路感染症（以下、CAUTI）の発生は、医
療費の増加や入院期間の延長に繋がり病院や患者にとって不利益が大き
い。自施設は、感染率、器具使用比ともに他施設と比較すると高い傾向に
あった為、職員教育や CAUTI 予防対策実施への意識向上のための介入が
必要であると考え、改善活動に取り組んだ結果を報告する。

【活動内容】活動期間：2023 年 11 月～2024 年 11 月。調査期間：2024 年 1
月～9 月。全看護師対象に CAUTI 予防対策の認識や実施状況についての
実態調査アンケートを介入前後に実施。リンクナースに適切なカテーテル
挿入手技と挿入中の管理方法の周知・教育を行い、各部署に伝達を依頼し
た。全部署に 3 カ月毎に書面でサーベイランスのフィードバックを行い、
職員の感染対策実施への意識向上を図った。又、尿道カテーテル適正使用
評価シートを作成し、運用を開始した。本研究の実施に際しては、看護部
倫理委員会、臨床研究審査委員会において承認され、病院長の許可を受け
実施した。（承認番号：学倫 150125-237）

【成果・考察】介入前同月期間と比較し感染率は 3.60 対 1000 医療器具使
用日数から 3.31 対 1000 医療器具使用日数で p 値が 0.702 と有意差を認め
なかった。医療器具使用比は 0.184 から 0.180 で p 値が 0.052 と減少傾向を
認めた。（p＜0.05）アンケートの「カテーテルを適切に固定している」の
対策では、取り組み前後で「できている」が 48％ から 69％ と増加し実施
状況が改善した。「尿道カテーテル適応を常に考え、使用期間を最小限にと
どめ、医師に抜去への提案ができている」の対策では、取り組み前後で、

「できている」が 18％ から 26％ に増加した。今回、感染率、器具使用比と
もに有意差は認めなかったが、適切な CAUTI 予防対策教育や教育要素を
含めたアンケートの実施、サーベイランスのフィードバック、尿道カテー
テル適正使用評価シートの運用といった多角的な取り組みは、職員の感染
対策実施への意識向上に繋がり、今後、感染率、器具使用比の低減に期待
できると評価できた。今後も CAUTI 低減に向けて、組織的な継続した活
動を推し進めていきたい。
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O19-2 カテーテル関連尿路感染の低減を
目的とした取り組み

長野医療生活協同組合 長野中央病院
○宮川 佳也（みやがわ よしや）

【背景・目的】長野中央病院の 2022 年 5 月から 2023 年 4 月におけるカテーテル関
連尿路感染（Catheter-Associated Urinary Tract Infection、以下 CAUTI）の感染
率は 3.60 であり感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）の 1.89 を大幅に上
回る状況となっていた。特に長期留置している患者に感染が多く発生していたこ
とから、カテーテルの適切な管理や不要な留置を減らすことが必要であると考え
られた。
感染予防策の見直しと新たな取り組みを実施した結果、CAUTI の低減を確認した
ため報告する。

【活動内容】以下を 2023 年 5 月から開始した。
1．チェックリストのデジタル化
従来、カテーテル管理の適正化と早期抜去を目的に週 1 回のチェックリストを紙
媒体で運用していたが、記録や評価の煩雑さから、実施状況を正確に把握すること
が困難であった。この問題を改善するためチェックリストは紙媒体からデジタル
化し、電子カルテのテンプレートを活用して記録や評価の簡素化を図った。
2．長期留置患者を対象としたラウンドの実施
留置期間が 14 日以上に及ぶ患者に対してラウンドを実施した。ラウンドでは長期
留置による感染リスクの注意喚起に加え、治療方針を病棟スタッフと協議し不要
なカテーテルの早期抜去を推進した。

【成果・考察】チェックリストをデジタル化した結果、感染対策室が各部署の実施
状況や留置期間をリアルタイムに把握し、適切な介入が可能となった。また 2023
年 4 月から 2024 年 12 月までに延べ 1364 名の患者に対してラウンドを実施した。
介入前（2022 年 5 月から 2023 年 4 月）と介入後（2023 年 5 月から 2024 年 12 月）
の感染率および使用比について、マン・ホイットニーの U 検定を適用し、有意水
準 0.05 で有統計学的有意差を確認した。その結果、感染率は 3.60 から 1.61 と有意
に減少（p＝0.02）、使用比も 0.18 から 0.15 と有意に減少した（p=0.003）。特に長期
留置している患者の感染が顕著に減少したことから、感染リスクの注意喚起や不
要なカテーテルの抜去推進はスタッフの意識変化を促した可能性がある。
以上より、チェックリストのデジタル化による管理体制の強化と、ラウンドを通じ
たスタッフとの連携強化は CAUTI を低減させる上で有効な手段であることが示
された。

O19-3 尿道留置カテーテル挿入患者の統
一した観察と評価に向けた取り組
み

白山石川医療企業団 公立つるぎ病院
○大島 有美（おおしま ゆみ）、嶋田由美子

【背景・目的】当院は病床数 152 床で、地域包括ケアシステムの中心的や役
割を担う地域の中核病院である。2019 年より尿道留置カテーテル関連尿
路感染（以下 CAUTI）のサーベイランスを行っている。2019 年度は感染
率 1.01 使用比 0.18 であり、2022 年度までに感染率 0.21 使用比 0.11 まで減
少したが、以降は下がりきらない状況が続いている。CAUTI を起こした
患者を確認すると、日々の観察や交換時の評価が不十分であり、観察項目
も統一されていないことが分かった。看護師が同じ視点で観察・評価がで
きるようにする必要があると考え、活動した内容を報告する。

【活動内容】当院では看護ケアや観察項目を入力し、結果を一覧できるよう
になっている。カテーテル挿入中の患者に対し統一した観察ができるよう
に、1）尿混濁 2）尿流出 3）尿浮遊物 4）腰背部痛 5）カテーテル固定テー
プ交換の 5 つの項目を新たに観察項目の初期入力画面にセット化した。そ
の周知を含めた研修会を開催し、カテーテル適正使用や挿入時の注意点・
留置中の管理・観察・評価方法について講義した。研修会に参加できない
職員に対して、研修会の内容をまとめた ICT 便りを発行した。

【成果・考察】カテーテル挿入患者の観察項目の入力状況を、研修会開催前
後で比較してみると、1）尿混濁 62.1％→73.9％、2）尿流出 69.7％→71.3％、
3）尿浮遊物 57.6％→74.8％、4）腰背部痛 18.2％→40.9％、5）カテーテル
固定テープ交換 28.8％→41.7％ とそれぞれ入力状況は増加した。研修会実
施後にも CAUTI 発生は 1 事例あり、交換時の評価内容を確認すると、具
体的に評価当日の尿の性状等を観察した記録が記載されるなど、記録内容
に変化があった。しかし、毎日の観察内容の評価は記載されておらず、前
回評価以降の尿の性状を確認し評価するよう指導が必要であった。当院で
は CAUTI の発生事例は多くないため今後も個々の事例を振り返り、カ
テーテル挿入患者の観察や評価が適切であったか検討していく必要があ
る。

O19-4 排尿ケアチームと感染対策チーム
の協働によるCAUTI 予防の取り
組み～抜去後の排尿管理体制の構
築～

地方独立行政法人広島県立病院機構 県立二葉の里病院
○新田由美子（にった ゆみこ）、桑原 隆一、峠岡 康幸

【背景・目的】当院では感染対策チーム（ICT）が、カテーテル留置患者のラ
ウンドを通じて管理の適正化や早期抜去の推進に取り組んできた。しかし、
CAUTI はカテーテルの長期留置中だけでなく、抜去後にも発生するケース
があり、特に整形外科病棟では抜去後の CAUTI 発生が多いことが課題で
あった。CAUTI 予防には、早期抜去だけでなく、抜去後の排尿管理を適切に
行うことが不可欠である。しかし、当院では残尿測定器の活用がなく、統一
した抜去後の管理体制が確立されていない状況にあった。そこで、2024 年に
排尿ケアチームを設立し感染管理組織に組み入れ、お互いのチームが協働し
て CAUTI 予防の改善に取り組んだ。

【活動内容】排尿ケアチーム主導で、カテーテル挿入患者の下部尿路機能障害
評価表を作成し、排尿ケアリンクナースが評価を実施。また、全病棟で残尿
測定器を使用できる体制を整備し、カテーテル抜去後の患者全員に対し、残
尿測定の実施および排尿日誌の記載を統一ルールとして導入した。さらに、
CAUTI の課題やカテーテル挿入患者の状況について、ICT と排尿ケアチー
ムで情報を共有し、定期的なミーティングやラウンドを実施した。ICT はラ
ウンド時に管理状況や抜去の適否を評価し、その結果を感染対策リンクナー
スへフィードバックする体制を構築した。

【成果・考察】カテーテル抜去後のすべての患者に対し、適切な排尿管理を実
施する体制が整備された。特に、抜去後の残尿測定を徹底することで、尿閉
が発生した際には適切なタイミングで導尿を実施し、不必要な導尿を回避す
ることが可能となった。これにより、CAUTI 対策として、カテーテル挿入中
の適正な管理や早期抜去の推進だけでなく、抜去後の排尿管理まで包括的に
行える体制を構築することができた。本取り組みの成果として、感染率は介
入前（n＝497）1.98 から介入後（n＝488）0 に低下した。また、尿道留置カ
テーテルの平均留置日数は、介入前 4.1 日から介入後 3.5 日へと短縮したも
のの、有意差は認められなかった（P＝0.317）。今回、ICT と排尿ケアチーム
がそれぞれの専門性を活かし連携したことで、カテーテル挿入中から抜去後
までの一連の介入が可能となり、CAUTI 予防に寄与したと考えられる。

O19-5 感染リンクナース会と排尿ケア
チームの協働による尿道留置カ
テーテルの適正使用に向けた取り
組みと評価

常磐病院 感染対策部1）、常磐病院 看護部2）、常磐病院 診療部
外科3）

○秋田 友紀（あきた ゆき）1）、松崎 幸江2）、
髙崎 順子2）、黒川 友博3）

【背景・目的】尿道留置カテーテル（以下 IDC）の不適切な長期留置は、カテーテル関連
尿路感染症（CAUTI）の主要因であり医療関連感染対策の重要課題である。当院では手
術患者に対し迅速な IDC 抜去を推進してきたが、クリニカルパス適応外の患者では長期
留置が課題だった。そこで感染リンクナース会と排尿ケアチームが協働し、IDC 管理を
見直すため IDC 抜去フロー（以下抜去フロー）を 2024 年 5 月に導入した。本報告では
チームアプローチが IDC 適正使用に与えた影響を検証する。

【活動内容】感染管理認定看護師（ICN）と皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC）が連携し、
排尿ケアチームの介入フローを見直し、新たに 3 つの取組みを追加した。
1．患者掲示板への IDC 挿入目的の明示 2．クリニカルパス適用外の IDC 留置患者への
適応評価（週 1 回以上のチェック）3．適応外 IDC 留置症例への抜去トライアル
見直し後、感染リンクナース会と排尿ケアチームが協働し各病棟へ展開。リンクナース
を通じた教育・啓発を強化した。導入後 3 か月間、ICN と WOC は対象患者リストを作
成し、IDC 挿入目的の明示状況や適正利用の監査を実施。不適切な留置が確認された場
合は担当看護師へ迅速にフィードバックし、評価・抜去を促進した。また新人や中堅看
護師向けラダー研修を開催する他、医局会での報告を通じ医師の認識向上にも取り組ん
だ。

【成果・考察】組織横断的なアプローチにより IDC 適正使用に向けた変革がもたらされ
た。一般病棟における IDC 使用比は導入前 0.15 から 0.14 へ、中でも混合病棟では 0.14
から 0.11 に減少した。JHAIS データとの比較では当院の IDC 使用比は導入前後で 25～
50 パーセンタイルに位置し変化はなかったが、病棟全体の意識改革が進んだ。更に IDC
留置患者のアセスメントおよびケアの質が向上し、看護記録の充実により抜去日・交換
日の記載漏れが顕著に減少。これにより、サーベイランス業務の負担軽減にも寄与した。
今後は IDC 抜去困難症例への介入を強化し、ケアの質向上と感染率の更なる低減を目指
す。本活動はガイドライン遵守に留まらず、チーム医療による包括的な感染対策の新た
なモデルケースとなることが期待される。

【会員外共同演者】齊藤保奈美
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O19-6 尿道留置カテーテル管理における
陰部洗浄方法の改良～ボトル洗浄
から清拭用ワイプへの移行効果～

公益財団法人 唐澤記念会 大阪脳神経外科病院
○今井 健悟（いまい けんご）

【背景・目的】A 病院では 2024 年 3 月から CAUTI（尿道留置カテーテル
関連感染）サーベイランスを開始した。情報収集を行う中で、尿道留置カ
テーテル挿入時は緊急性や多忙を理由に陰部洗浄を省略し消毒のみを実
施していることが判明した。カテーテル挿入前のボトルによる陰部洗浄実
施はスタッフの業務負担が大きいと判断し簡便な清拭用ワイプを導入し
た。この陰部洗浄方法変更は業務負担の軽減と実施率の向上につながった
のか報告する。

【活動内容】調査期間は 2024 年 3 月～8 月とし、3～5 月を介入前、6～8
月を介入後と設定した。介入前は尿道留置カテーテルが必要となった患者
に対してポビドンヨードでの消毒かディスポタオルでの清拭を行い、汚染
時のみボトル洗浄を実施していた。カテーテル留置後はボトルを用いて陰
部洗浄を行い、ボトルの洗浄、消毒、乾燥は看護補助者が行っていた。介
入後は対象病棟の全スタッフに清拭用ワイプの使用方法と尿道留置カ
テーテルの管理方法の研修を行い、挿入前及び管理中は清拭用ワイプの使
用を開始した。また、看護記録にはテンプレートを用いて留置理由と洗
浄・消毒の実施の有無を記載した。

【成果・考察】介入前後を比較すると、介入前の感染者は 1 名おり感染率は
5.29/1000device-days、介入後は 0 名という結果となった。また、介入前の
陰部洗浄実施割合は 7％、介入後の陰部洗浄の割合は 42％ と上昇した。そ
の内陰部清拭用ワイプの実施率は 100％ で従来のボトルを使用した方法
は 0％ と簡便なワイプを使用する割合が多かった。そのため、ワイプの導
入は患者にとっても医療者にとっても有用な取り組みであったと考えら
れる。陰部洗浄の方法を変更後も感染者の増加は無く、ディスポ製品にす
ることでスタッフの業務負担を減らすことが可能となった。そのためス
タッフがケアを行う時間の確保と感染リスクの低減が期待できる。今回は
比較的短期間のデータ収集であったため、引き続きサーベイランスを実施
し、検証していきたい。

O20-1 SSI 予防抗菌薬を用いる周術期ク
リニカルパスにおけるAST薬剤師
の介入効果の検証

浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部1）、浜松医科大学医学部附属
病院 感染制御センター2）

○望月 啓志（もちづき たかし）1,2）、片桐由起子1,2）、
森下由加里1,2）、名倉 理教2）、長尾 侑紀2）、
鈴木 利史2）、髙岡 雅代2）、澤木ゆかり2）、岡本 季紗2）、
脇坂 浩2）、古橋 一樹2）

【背景・目的】手術部位感染（SSI）は入院期間延長、医療費増大、患者の生活の質
低下といった重大な医療課題を引き起こす。また、耐性菌の選択圧や薬剤費用削減
の観点から、各手術部位に応じた SSI 予防抗菌薬の適正な選択と投与期間がガイド
ラインで規定されている。当院では、手術情報管理システムによる使用実態の把握
及び SSI サーベイランスカンファレンスへの AST 薬剤師の参加に加え、クリニカ
ルパス（CP）推進委員会への AST 薬剤師参画を開始し、SSI 予防抗菌薬の適正使
用促進に取り組んでいる。本発表では、周術期 CP への AST 薬剤師の介入がもたら
す効果を検証し、臨床現場での実践的意義を明らかにすることを目的とする。

【活動内容】院内の CP 推進委員会において、SSI 予防抗菌薬を用いる周術期 CP
の新規及び修正申請時に、各手術における抗菌薬使用のエビデンス提出を必須とす
る体制を構築し、各診療科医師に対して抗菌薬適正使用の意識付けを行った。既存
の周術期 CP で用いられている抗菌薬の選択、投与量、投与期間について再評価を
行い、該当診療科と直接協議の上、CP の修正を依頼した。これらの取り組みによる
AST 薬剤師の介入効果を評価するため、介入前後の SSI 発生率、入院期間、抗菌薬
処方量、薬剤費用を比較検討した。

【成果・考察】再評価対象となった SSI 予防抗菌薬を用いる周術期 CP は計 132 件
（20 診療科）、内 65 件に対して介入の必要があった。2025 年 2 月時点で 38 件（7
診療科）に対して CP 修正の依頼を行った結果、提案内容に基づいて修正が実施さ
れたのは 38 件中 25 件（応需率 65.8％）であった。さらに AST 薬剤師が参加する
SSI サーベイランスカンファレンス（8 診療科）においては、周術期 CP 修正後の手
術において介入前後で SSI 発生率の増加や入院期間の延長は認められなかった。特
に、心臓血管外科への介入では周術期におけるセファゾリン投与期間短縮により、
処方量減少及び月約 80,000 円の薬剤費用削減が実現された。これにより、AST 薬剤
師による周術期 CP への介入は、SSI 発生率の増加や入院期間の延長を伴うことな
く、適切な予防抗菌薬使用と薬剤費の削減効果をもたらすことが示された。

O20-2 手術部位感染サーベイランスの分
析と季節性変動に関する検討

社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院 感染管理室
○寺島 恭子（てらしま きょうこ）、藤江 良典、
佐藤 恒太、佐藤 達哉

【背景・目的】手術部位感染（Surgical Site Infection：SSI）は、患者の予
後と QOL に重大な影響を及ぼす合併症である。当院 ICT では継続的な
サーベイランスを実施しており、今回 SSI 発生率に関連するリスク因子の
特定を目的とした。また SSI の季節性変動に言及した既報を念頭にその点
についても分析を行った。

【方法】2022 年 4 月から 2024 年 12 月までに実施された 711 例の手術（開
頭術、脳室シャント術、骨折の観血的整復術、人工股関節置換術、人工膝
関節置換術、脊椎固定術）を対象とした。分析対象として、SSI 発生率を
術式別、年度別、月別に解析し、感染部位は表層、深部、臓器・体腔に分
類して調査した。リスク因子は、患者背景および手術関連（手術時間、感
染対策実施状況など）を調査し、医療従事者要因（診療科別感染率、医師
の配置状況、手術室看護師の経験年数など）も合わせて評価した。

【結果】全体の SSI 発生率は 3.8％（27 件）で、術式別では脊椎固定術が 8.5％
と最も高値を示した。年次推移では 2022 年 3.4％、2023 年 3.8％、2024
年 4.2％ と漸増を認めた。感染部位別では、表層感染 15 件、臓器・体腔感
染 8 件、深部感染 4 件であった。リスク因子分析では、手術時間が 75 パー
センタイル値を超過した症例（P=0.021）と創分類 3 以上の症例（P=0.013）
において有意に SSI 発生率が高値であった。一方で、その他の患者背景因
子や手術関連因子、医療従事者要因では差はみられなかった。季節性変動
に関しては、9 月～11 月の感染率が 8.1％ と他期に比べ有意に高値を示し
た（P＜0.001）。

【結論】特定の術式と時期において SSI 発生率が上昇する傾向を示した。特
に手術時間の延長と創分類の重症度が重要なリスク因子として示唆され
た。季節性変動については、夏季～秋季に感染率の上昇を認めた点が特徴
的であった。また脊椎手術においては夏季に SSI 発生率が高いとする文献
報告があり、当院でも同様の傾向が確認された。これらの結果から長時間
手術における感染対策の強化、創分類 3 以上の症例に対する周術期管理の
徹底、季節の影響を考慮した創部観察の強化が重要と考えられる。

O20-3 手術室看護師の手術時手指衛生技
術の獲得に向けた手術看護認定看
護師の実践内容

深谷赤十字病院 手術室1）、川崎市立看護大学大学院 看護学研究
科2）、順天堂大学大学院 医療看護学研究科3）

○野口小百合（のぐち さゆり）1,3）、川上 和美2,3）

【背景・目的】WHO 手指衛生ガイドラインに基づく手術時手指衛生の実
施が推奨されているが、手術室看護師の手術時手指衛生技術に個人差があ
る。本研究では、手術室看護師の手術時手指衛生技術の獲得に向けた、手
術看護認定看護師による実践内容を WHO 手指衛生多角的戦略 5 つの要
素に基づき明らかにすることを目的とする。

【方法】理論検証型内容分析の手法を用いた質的記述的研究とした。研究対
象者は、全国の 300 床以上かつ感染対策向上加算 1 医療機関の手術室に勤
務する手術看護認定看護師とした。調査票で基本情報を得て、半構造化イ
ンタビューを実施した。逐語録より、手術室看護師の手術時手指衛生技術
の獲得に向けた手術看護認定看護師の実践内容をコード化した。WHO
手指衛生多角的戦略の 5 つの要素に基づき、演繹的手法で「物品設備」「研
修教育」「測定評価」「現場掲示」「組織文化」にコードを分類した。次に、帰
納的手法でコードをサブカテゴリ、カテゴリに分類した。本研究は、所属
大学の倫理委員会の承認を得た。

【結果】研究対象者は 12 名であった。全体で 174 コード、45 サブカテゴリ、
17 カテゴリが抽出された。「物品設備」では、手術時手指衛生製品の選定
や手洗い場の環境整備、手荒れ対策に取り組んでいた。「研修教育」では、
手術時手指衛生教育プログラムや教材を作成し、手術室看護師への指導や
指導者育成を行っていた。「測定評価」では、多角的な手法を用いて手術時
手指衛生技術を評価し、結果を看護師個人と全体にフィードバックしてい
た。「現場掲示」では、独自のポスター作成と掲示、動画配信を実践してい
た。「組織文化」では、ICT や手術室師長、リンクナースの協力を得て、手
指衛生技術獲得に向け協働していた。

【結論】手術看護認定看護師は手術室看護師の手術時手指衛生技術の獲得
に向け、多職種と協働し「組織文化」を醸成し、「物品設備」「研修教育」「測
定評価」「現場掲示」を実践していた。手術時手指衛生技術獲得の推進に
WHO 手指衛生多角的戦略の 5 つの要素の概念を適用できる可能性が示
唆された。
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O20-4 表層切開創SSI 予防のための用手
洗浄における効果的な創洗浄方法
の検討―実施者・器具・把持方法
別の洗浄表面圧力の測定―

埼玉県済生会加須病院1）、国際医療福祉大学 大学院医療福祉学研
究科2）

○小美野 勝（こみの まさる）1,2）、坂木 晴世2）、
遠藤 英子2）

【背景・目的】表層切開創の SSI 対策として行われる創洗浄はガイドラインの推奨レベルが低く、具体的な
方法は明らかになっていない。Clinical Practice Guideline Number 15 Treatment of Pressure Ulcers では、
洗浄圧を 4～15psi に設定することが推奨されており、35mL 注射器と 19G 注射針（本邦では 30mL 注射器
と 18G 注射針）による用手洗浄が有用とされている。しかし先行文献の多くがベルヌーイの定理を用いた
理論的な推定値であり、圧力の実証実験による検討はされていない。本研究では、SSI 予防のための用手
洗浄における効果的な創洗浄方法の検討を目的とした。本研究は多機関共同研究であり、各倫理審査委員
会の承認を得た。

【方法】1．研究デザイン：用手洗浄器具と圧力測定器具を用いた実験研究
2．調査対象者：医師または看護師 50 名
3．調査内容：20mL・30mL・50mL 注射器および 18G 注射針・18G 静脈留置針外筒を用いて、親指押し・
支えなし、親指押し・支えあり、両手押し、母指球押しの把持方法を設定し洗浄表面圧力を測定した。
4．分析方法：各洗浄手技の洗浄表面圧力を算出した。調査項目について単変量解析を行った。統計ソフト
は SAS Ver9.4（SASⓇStudio）を用い、有意水準は 0.05 とした。

【結果】・20mL 注射器：洗浄表面圧力 1.44～1.83psi、推奨圧力に到達した被験者の割合（以下、到達割合）
0％
・30mL 注射器：洗浄表面圧力 2.24～3.11psi、到達割合 6～30％
洗浄表面圧力と握力の関連では、30mL 注射器＋18G 注射針の親指押し支えなしの手技で弱い正の相関が
みられた（r=0.3029）。
・50mL 注射器：洗浄表面圧力 4.14～6.24psi、到達割合 58～90％
注射針と静脈留置針外筒の比較では、50mL 注射器の洗浄表面圧力が静脈留置針外筒で有意に高かった

（P=0.0004 または P＜0.0001）。
【結論】1．50mL 注射器＋18G 静脈留置針外筒による「両手押し（洗浄表面圧力 6.24psi、到達者の割合
90％）」または「親指押し・支えあり（洗浄表面圧力 5.77psi、到達者の割合 88％）」で行うことが、洗浄表
面圧力が推奨範囲内であり、かつ到達者の割合が高かった。
2．用手洗浄器具として推奨されている「30mL 注射器＋18G 注射針」は、洗浄表面圧力が低く、把持方法
によっては握力の影響を受けた。

O20-5 外減圧術後頭蓋形成術における術
後感染症対策に関するアンケート
調査研究

東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科1）、東邦大学医療セン
ター大橋病院 院内感染対策室2）、東邦大学医療センター大橋病院
臨床検査部3）

○中山 晴雄（なかやま はるお）1）、松岡千賀子2）、
小玉健太郎2）、伊藤 志昂2,3）、太田登志子2）

【背景・目的】本邦における頭蓋形成術に伴う手術部位感染（SSI）に関する
報告は極めて限定的であり、対策も十分に行われていない。改善の余地があ
るため、本研究では脳神経外科手術における SSI の発生頻度を明らかにする
ことを目的とした。特に、国内の主要医療機関における外減圧術後頭蓋形成
術の感染対策と SSI 発生頻度を調査した。

【方法】本研究はオンラインアンケートを用いて実施した。対象は、日本脳神
経外傷学会および日本脳卒中の外科学会の会員で、参加同意を得た日本国内
の医師とした。対象期間は 2022 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに外減圧術
後頭蓋形成術を施行した医師とした。データは匿名のオンラインアンケート
で収集した。調査項目は以下の通りである。1．回答者：年代、性別、役職。
2．調査施設：地域、母体（公的、半公的、私的機関）、規模、脳神経外科医
の人数。3．SSI 対策：外減圧術実施件数、頭蓋形成術実施件数、SSI 発生件
数。4．予防抗菌薬：投与開始時期、抗菌薬の種類、バンコマイシン使用有無、
1 回投与量、術中再投与の間隔。

【結果】126 件の有効回答を得た。1．回答者：98％ が男性で、40～50 代が
76％。90％ 以上が施設長または専門医。2．調査施設：79％ が公的・半公的
機関。76％ が 200～800 床規模で、脳神経外科医 4～6 人が 31％。3．SSI
対策：外減圧術実施症例の 48.4％、頭蓋形成術実施症例の 54％ が 1～5 件。
創部感染症例は 1～5 件が 32.5％ で最多。4．予防抗菌薬：90％ 以上がセファ
ゾリンナトリウムを使用。52％ が手術開始 30 分以内に投与。バンコマイシ
ン使用は 2％、1 回投与量 1g が 15％ で最多。33％ が術中再投与を行わない
と回答。

【結論】本研究により、外減圧術後頭蓋形成術における SSI の発生状況と予防
対策の現状が明らかとなった。予防抗菌薬の投与時期や種類にばらつきがあ
り、ガイドラインの標準化が今後の課題である。SSI 発生率低減には、効果
的な感染対策と多施設共同研究によるエビデンスの蓄積が求められる。

O20-6 病棟での手指消毒剤使用量とSSI
発生率との関係

広島大学病院 感染制御部
○佐野 由佳（さの ゆか）、森 美菜子、繁本 憲文、
大毛 宏喜

【背景・目的】消化器外科手術における手術部位感染（Surgical site infec-
tion：SSI）発生率と、病棟での手指消毒剤使用量との関係を明らかにす
る。

【方法】2016 年 4 月～2024 年 9 月の 8 年 6 カ月の間に、当院消化器外科で
行われた待機的手術のうち、肝胆膵手術（BILI-L、BILI-PD、BILI-O）、大
腸手術（COLO）、直腸手術（REC）を受けた 4,014 件を対象とした。6
カ月後毎の SSI 発生率と、同期間の消化器外科病棟手指消毒剤使用量（払
出量）との相関関係を検討した。SSI 判定には NHSN の定義を用いた。

【結果】対象術式全体の SSI 発生率は 14.6％ で、検討開始時の 18.2％ から
14.0％ へと低下傾向にあった。内訳は、表層切開創 SSI が 144 例（25.0％）、
深部切開創 SSI が 35 例（6.0％）、臓器/体腔 SSI が 407 例（69.0％）であっ
た。手指消毒剤の使用量平均値は 9.0L/1,000patient-days で、検討期間中
徐々に増加傾向にあり、最終の 2024 年度は 10.8L/1,000patient-days で
あった。SSI 発生率と病棟での手指消毒剤使用量との間に有意な負の相関
関係を認め（p＜0.05）、術式別では開腹手術で有意な相関関係があった一
方で、SSI 発生率の低い低侵襲性手術（腹腔鏡下、ロボット支援下）では
有意差は認めなかった。その他の SSI 発生率リスク因子として、多変量解
析で、開腹手術（OR＝2.79、95％CI：1.92-4.05 p＜0.001）、ドレーン留置

（OR＝2.31、95％CI：1.45-3.67 p＝0.002）、ASA 分類 class3 以上（OR＝
1.88、95％CI：1.12-3.15p＝0.015）を認めた。

【結論】病棟での手指消毒剤の使用量は、主に術後の創処置の質を反映する
因子と考えられる。SSI 発生率と有意な相関関係にあることは、術後の管
理に携わる全ての職種で手指消毒剤の推進を図る上で、根拠となるデータ
になり得ると考える。
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P1-001 WHO手指衛生多角的戦略導入後約
1年目の成果

北海道中央労災病院 感染対策室
○武田 知子（たけだ ともこ）

【背景・目的】手指衛生の遵守・継続は難しい課題である。WHO 手指衛生
多角的戦略は、手指衛生の実践を医療従事者個人の問題として対処するの
ではなく、施設単位で取り組み、組織文化の醸成を促し、成果を上げてい
る。当院では、病院全体を対象に WHO 手指衛生多角的戦略の 5 か年計画
を作成、導入した。導入後約 1 年目の成果について、プロセスを手指衛生
自己評価フレームワーク（HHSAF）スコア、アウトカムを手指消毒回数、
MRSA 院内発生患者数、入院患者の新型コロナウイルス感染症院内発生
数を用いて評価した。

【活動内容】HHSAF スコアを基に 5 要素の計画を作成し実行した。導入前
と現在の自己評価の変化は、各 100 点満点中要素 1 は 50 が 90、要素 2
は 30 が 70、要素 3 は 35 が 75、要素 4 は 35 が 85、要素 5 は 60 が 65 で、
合計点 210 の手指衛生レベル必要最低限が、370 の手指衛生レベル中程度
へ上昇した（p＜0.01）。毎月の手指消毒剤の使用量は入院患者 1 人 1 日あ
たりの手指消毒回数を算出した。MRSA 院内発生患者数は毎月入院後 72
時間以内を持込と判断して除外し数えた。入院患者の新型コロナウイルス
感染症院内発生数は、アウトブレイクと判断した期間に持込の可能性があ
る入院患者を除外し数えた。導入前の令和 4 年度と 5 年度、導入前の令和
5 年度と導入期間中の令和 6 年度を比較した。

【成果・考察】入院患者 1 人 1 日あたりの手指消毒回数は、導入前と導入期
間中を比較すると、両方とも毎年統計学的に優位に増加し改善が見られ
た。令和 4 年度は平均 6 が令和 5 年度は 7 へ増加（p＜0.05）、令和 6 年度
は 10 へ増加（p＜0.01）、増加率はそれぞれ 17％ と 43％ であった。MRSA
院内発生患者数は、導入前は 1（人/年）が 10 へ増加していたが（p＜0.01）、
導入期間中は 2 へ減少し（p＜0.05）、改善が見られた。一方入院患者の新
型コロナウイルス感染症院内発生数をアウトブレイク 1 回あたりの患者
数で比較すると、令和 4 年度平均 12（人/回）から令和 5 年度 9 へ減少し
たが統計学的に優位差は認めなかった（p＝0.488）。更に令和 6 年度は 4
へ減少したが統計学的に優位差は認めなかった（p＝0.1496）。これらより、
WHO 手指衛生多角的戦略の 5 年計画の導入 1 年目の成果として、手指消
毒回数の増加、MRSA 院内発生数の減少が認められた。

P1-002 WHO手指衛生多角的戦略を用いた
手指衛生の取り組みの成果と課題

千葉大学医学部附属病院 感染制御部1）、千葉大学医学部附属病院
看護部2）

○谷中 麻里（やなか まり）1）、千葉 均1）、
漆原 節2）、猪狩 英俊1）、谷口 俊文1）

【背景・目的】当院の手指衛生指数（患者 1 人あたりの 1 日の消毒回数）は
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い徐々に上昇し、2021 年には 17.3
回と最も高い数値であった。しかし、それ以降手指衛生指数は年々低下し
ている状況であった。そこで WHO 手指衛生多角的戦略を用いた取り組み
を 2023 年 11 月から開始した。その取り組みの成果と課題について報告す
る。

【活動内容】WHO 手指衛生自己評価フレームワークでは開始時点で総ス
コア 215 点であった。研修教育、現場掲示、組織文化の要素が特に低い評
価であり、この 3 要素について改善に取り組んだ。研修教育では院内の
ICT ホームページに WHO のガイドライン等を掲載した。直接観察では
ICT メンバーで実施し、観察者による偏りがでないように行った。現場掲
示ではラウンド時にポスターの掲示状況を確認することや手指衛生に関
するポスターを定期的に発出した。組織文化では手指衛生キャンペーンを
実施し、病院長、看護部長、各部署にポスター協力の依頼をし、外来待合
エリアや職員の健康診断会場等に掲示した。さらに一部の部署は ICT と
現状分析を行い部署ごとに手指衛生の取り組みについて支援を行った。

【成果・考察】自己評価フレームワークの総スコアは 215 点から 2024 年
12 月時点で 310 点まで上昇した。WHO 手指衛生多角的戦略を実施するこ
とで、手指衛生実施のリマインドをかけることや、直接観察の評価の標準
化、組織的に手指衛生を取り組むことへの認識を持つことができたと考え
る。しかし、総合的な手指衛生指数に大きな変化はなかった。手指衛生指
数の上昇が認められたのは ICT の支援があった部署のみであった。手指
衛生が実施できない要因は部署毎に異なっており、同じ対策をしても効果
は違う。そのため、手指衛生指数を上昇させるには部署毎の要因分析を行
い、個別の対策が必要と考える。WHO 多角的戦略は手指衛生が実践でき
る環境を物品設備から組織風土まで全般的に改善し、手指衛生をするため
の良い土台を作るためにとても有用なツールである。多角的戦略を用いた
取り組みと併用して、部署に合った支援も充実できるように次年度は計画
する。

P1-003 手術室小集団におけるWHO手指
衛生多角的戦略デモンストレー
ションとその効果

愛知県医療療育総合センター中央病院
○桑山 祐樹（くわやま ゆうき）

【背景・目的】B 病院では特殊性の高い手術室環境での手指衛生を 2021
年度～2023 年度の 3 カ年で遵守率 21％ から最大 48％ までに改善させ
た。しかし、2024 年度では短期間で 20％ 台に低下した。このイタチごっ
こを解消すべく、WHO 手指衛生多角的戦略を試行した。

【活動内容】2024 年 5 月から導入し、戦略推進担当者を手術室兼任感染管
理認定看護師が担当し、手術室を枠組みとする小集団に対して 5 つの要素

（物品設備、研修教育、測定評価、現場掲示、組織文化）への介入を、5
つのステップ（準備決意、事前評価、実施結果、事後評価、計画立案）で
展開した。手指衛生自己評価フレームワーク（以下、HHSAF）では、500
満点中 192.5 点（手指衛生レベル：必要最小限）の結果であった。5 つの要
素に対しては、「物品設備」で医師が使用する設置型手指消毒剤の整備、

「研修教育」で教育資料の整備と手術室内の患者ゾーン・医療エリアを再
定義した上での教育、「測定評価」で従来の遵守率調査に加え ABHR 使用
量調査の追加、「現場掲示」で手術室内の患者ゾーン・医療エリアのマーク
表示やリマインドポスター掲示、「組織文化」で介入対象を手術室看護師の
みから医師も適用、などに取り組んだ。

【成果・考察】一連の取組みによって手術室看護師では最大 56％ にまで遵
守率を向上させることができた。しかし、医師においては診療科ごとに違
いはあるものの、遵守率を向上維持させることは困難を極めた。手術室看
護師においては過去の取組みでの水準を上回ったことから、WHO 多角的
戦略での介入によって一定の効果を得た可能性がある。「事後評価」と「計
画立案」として、次年度以降では HHSAF の再評価、医師に対する介入を
強化するために診療科ごとの手指衛生推進担当者設置、キャンペーン活動
の企画展開などが検討された。

P1-004 WHO手指衛生多角的評価フレーム
ワーク（HHSAF）を活用した取り組
み～自施設の「伸びしろ」をみつけ
て～

独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院
○髙本 恭子（たかもと きょうこ）、朴 在鎬、
高橋慎太郎、佐々木一成

【背景・目的】当院は 8 年前から WHO の手指衛生多角的戦略を取り入れた、
手指衛生活動を行い、手指衛生回数上昇、薬剤耐性菌（MRSA）新規検出数の
低減等の成果がみられた。また、新型コロナウイルス感染症が流行したことで
さらに、手指消毒剤の使用量は増加した。しかし、必要な場面以外での手指消
毒の実施が目立つようになっていた。そこで、改めて HHSAF を用いた手指衛
生評価を実施し、自施設の「伸びしろ」を見つけ改善活動を実施したことをこ
こに報告する。

【活動内容】2017 年 WHO 手指衛生多角的戦略を取り入れた手指衛生改善活動
開始。HHSAF は 230 点 5 つの要素、「5 組織文化」TeamSTEPPS のクロスモ
ニタリングを活用した改善活動開始した。2020 年 HHSAF 425 点、現行の対策
を継続的に実施するとともにリンクスタッフによる直接観察法開始した。
2023 年 HHSAF332 点 TTT セミナーに参加後再評価。自身の評価視点が変わ
り新たな「伸びしろ」に気づく。強化対策として 5 つ要素「2 研修教育」特に
手指衛生の意義と 5 つの瞬間である 1．患者に触れる前を正しいタイミングで
実施できるよう教育した。「5 組織文化」では、2 回/年手指衛生キャンペーン
を追加。さらに、サーベイランスによるアウトカム結果を振り返る中「入院後、
48 時間においては、患者の 39％ 程度手指が耐性菌で汚染されているとい
う」先行文献から、患者参画として患者の手も綺麗にする対策を追加した。

【成果・考察】今回プロセス評価（HHSAF）とアウトカム評価から、手指衛生
の意義（5 つの瞬間）を中心に学習会や手指衛生キャンペーンを実施した。結
果、正しいタイミングでの手指消毒を意識し実施できるようになり、手指衛生
回数は減少したが遵守率が上昇傾向を示した。特に 5 つの瞬間「1．患者に触
れる前」遵守率が 10％ 程度上がった。次に患者参画である入院患者の手の保
清活動では、開始後 3 ヵ月だが、医療関連感染は発生していない。WHO 多角
的戦略を活用した手指衛生改善活動は自施設の状況に合わせて改変・アレン
ジして取り組んでいくことが大切である。引き続き定期的に評価を行い自施
設にあった対策を継続的に実施していく。
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P1-005 手指消毒剤消費量の向上を目指し
た取り組み報告

尼崎医療生協病院 医療の質・安全管理室
○井上 美里（いのうえ みさと）

【背景・目的】手指衛生は感染管理の基本となる行為であるが、5 つの瞬間
に遵守した手指衛生を行うのはなかなか難しい。直接観察法において遵守
率の平均 30～50％ と言われており、当院でも開始時は 31％ であった。必
要な瞬間に手指衛生ができるように組織的に向上するため手指衛生の推
進活動として取り組みを行ったので報告する。

【活動内容】手指衛生レベルの向上を図る為 2022.11.13 に WHO「手指衛生
多角的戦略」指導者育成セミナーを受講し、HHSAF による評価と直接観
察法の導入を行った。1．物品設備 2．研修教育 3．測定評価 4．現場掲示
5．組織文化の 5 項目を導入前に評価、165/500 点と手指衛生レベルは初級
であり、手指衛生改善に病院として取り組む準備をした。準備決意として
初めに病院長、看護総師長に計画への支持と支援を求めるお手紙を提出。
管理者の手指衛生宣言をいただき、2 回/年の手指衛生活動推進ポスター
作製の協力を得た。自施設の今までの取り組み全体を俯瞰し「偏り」や

「伸びしろ」を見つけ、改善しやすい項目から取り組み始めた。日本国内で
一般的になっている手指衛生の手順とは違い、WHO は指の背をこする行
為を取り入れ手首は患者に触れる頻度としては少ない為不問としている。
まずはこの WHO の正しい手順の導入から始めた。直接観察法はリンク
ナースが 5 つの瞬間を理解して評価ができるよう現在も学習中である。

【成果・考察】HHSAF による評価は 2022 年の 11 月から取り組み 2 年目
で 312/500 点、3 年目で 370/500 点と上昇した。手指消毒剤消費量が 2019
年は 5.6L/1000 患者・日だったが 2024 年は 15.5L/1000 患者・日となっ
た。WHO のガイドラインでは手指消毒剤消費量が 20L/1000 患者・日以
上を目標にしている。COVID-19 感染症の流行で一時的に隔離病床が増え
たため飛びぬけて消費量が上昇したが、2020・2021 年を除くと多角的戦
略に取り組み始めてから徐々に上昇しているのがわかる。コロナのクラス
ターで手指衛生の大切さを痛感し、一人ひとりの意識が高まったことも上
昇につながったのだろうと考える。WHO の正しい手順のポスターを作成
し以前のものから更新したことも手伝って風景にしない取り組みとなっ
た。

P1-006 某中規模急性期病院リハビリテー
ション部における手荒れに関する
アンケート調査

医療法人社団苑田会 苑田第一病院 リハビリテーション部1）、苑
田第一病院 看護部 感染制御室2）、苑田第一病院 外科3）

○遠藤 貴之（えんどう たかゆき）1）、金谷 直子2）、
加茂 知久3）

【背景】標準予防策の中で、手指衛生は基本であり最も効果的な感染対策といわれて
いるが、一方で、手荒れによる遵守率の低下が問題点にあげられ、ハンドケアの重要
性が報告されている。当院においても ICT を中心に、新入職者に対してハンドケア
講習会を実施しているが、職員の手荒れ状況についての実態調査は行われていない。

【目的】当院における理学療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴覚士（ST）の手
荒れの状況、皮膚科受診の有無、知識（手荒れの原因）について調査すること。

【対象と方法】リハビリテーション専門職 35 名（PT 23 名・OT 3 名・ST 9 名）に対
して、Google フォームによるアンケートを実施した。質問内容は、職種・経験年数・
手荒れの有無・強いかゆみの有無・皮膚科受診の有無・知識について（手荒れを起
こしやすいのはどれか：アルコール消毒・石鹸と流水・分からない）・自由記載と
した。

【結果】回答率は 100％ であった。経験年数は、PT：1 年目 7 名 2・3・4・5・7・8
年目各 1 名 10 年目以上 7 名、OT：5・6・7 年目各 1 名、ST：2 年目 2 名 5 年目 4
名 6・8 年目各 1 名 10 年目以上 1 名であった。手荒れの有無は、有り：15 名（43％）
無し：20 名（57％）であった。手荒れ有りのうち、強いかゆみ有りと回答したスタッ
フは 5 名であった。皮膚科受診の有無は、3 名でありその中で強いかゆみが有ると回
答したスタッフは 1 名であった。知識については、アルコール手指消毒と回答したス
タッフ：14 名、石鹸と流水：13 名、分からない：8 名であった。アルコール手指消
毒と回答した 1～3 年目は 6/14 名（43％）、10 年目以上は 3/8 名（38％）であった。
自由記載は特になかった。

【考察】ICU 看護師を対象とした調査では、約 60％ に何らかの手荒れの症状があった
との報告があるが、今回の調査では、手荒れ有りと回答したスタッフは 43％ であっ
た。強いかゆみはアレルギー性皮膚炎の症状であり、皮膚科受診の検討が必要と思わ
れるが、受診しているスタッフは少なかった。知識については、経験年数による差は
少ないことが示唆された。基本的な知識を定着させるための戦略と、実践のための戦
略、また継続した手荒れの調査と皮膚科受診の促しなども必要と考える。

P1-007 本センターでの手荒れ対策とその
効果

日本赤十字社和歌山医療センター 感染管理室
○前 知歌子（まえ ちかこ）、臼井 昌行

【背景・目的】当院では、新型コロナウイルス感染症や薬剤耐性菌の流行を
契機に手指衛生の重要性が再認識され、手指消毒薬の使用量が大幅に増加
した。それに伴い、手荒れに悩む職員が増加傾向にあった。そこで、職員
への支援を強化し、適切な手指衛生を推進するため、皮膚・排泄ケア認定
看護師、皮膚科医師、感染管理認定看護師が連携し、手荒れ相談窓口を開
設した。今回、その取り組みと効果について報告する。

【活動内容】2024 年 6 月から皮膚・排泄ケア認定看護師、皮膚科医師、感
染管理認定看護師が連携し、手荒れ相談窓口を開設した。またノンアル
コール製剤の手指消毒薬の採用種類を 1 種類から 2 種類に増やしたこと
で、職員がより自分にあった手指消毒薬を選択できるようになった。そし
て手荒れ相談窓口の効果を具体的に評価するため相談前後の手の状態を、
スキンコンディションスコア（Larson’s skin self-assessment tool）を用い
て評価を行った。

【成果・考察】手荒れ相談を開始し、3 か月間で 20 名の職員から相談を受
けた。そのうち再評価を行うことができたのは 15 名だった。15 名中 11
名（73％）で、スキンコンディションスコアが向上し、手荒れの自覚症状
の改善が認められた。残念ながらスコアが向上しなかった方 4 名のうち 3
名は手指消毒薬の変更のみで改善が見られなかった。
手指消毒薬の選択に加え、皮膚科医や皮膚・排泄ケア認定看護師による専
門的なアドバイスやケア指導を提供できたことが、手荒れの改善に繋がっ
たと考えられる。多職種連携による手荒れ相談窓口の開設は、職員への包
括的な支援体制を構築する上で有効であった。

P1-008 手荒れラウンドからわかった指先
ハンドケアの重要性

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 感染制御室1）、聖マリアン
ナ医科大学横浜市西部病院 皮膚科2）、聖マリアンナ医科大学横浜
市西部病院 看護部3）

○松本 香（まつもと かおり）1）、村上富美子2）、
細谷 美鈴3）、中薗 健一1）、遠藤 芳子1）、細川 聖子1）

【背景・目的】COVID-19 拡大により医療現場における手指衛生の重要性が
再認識された。しかし、擦式アルコール製剤の使用量および手指衛生頻度
の増加に伴い、医療従事者から手荒れに関する相談が相次いだ。手荒れは、
手指衛生の実施率低下だけでなく、皮膚への細菌定着の可能性があり、適
切な対策が求められる。そこで、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院で
は、2021 年から手荒れに関するアンケート調査を実施し、調査結果を基に
ICT と皮膚科医師による手荒れラウンドを開始した。今回、擦式アルコー
ル製剤による手荒れの実態把握と手荒れラウンドによる効果を検討した。

【活動内容】毎年 4 月に職員を対象とし、手荒れに関するアンケート調査を
実施した。アンケート結果から手荒れの報告があった職員を手荒れラウン
ド対象者とした。前年度に皮膚科受診提案の職員も対象者に加えた。手荒
れの報告があった職員を中心に、ICT と皮膚科医師が病棟・外来等を巡回
し、手荒れラウンドを実施した。ラウンドでは、1．皮膚状態の観察、2．
手指衛生方法の確認、3．保湿剤の使用状況の把握、4．保湿剤塗布方法の
指導、5．代替手指消毒方法の提案、6．皮膚科受診提案を行った。また、
ICT 活動として、保湿剤の採用品目変更、保湿剤塗布方法の手順書作成、
保湿剤塗布方法の院内周知などを実施した。

【成果・考察】2021 年から 2024 年の手荒れラウンド総件数 1251 件、アン
ケート回答総件数 1772 件の結果から、手荒れの好発部位は指・指先に多
く、受診提案者の約 8 割は指・指先に手荒れが確認された。2021 年では受
診提案者の 94％（n=33）に指・指先の手荒れが確認された。手荒れラウン
ドにて受診提案となった割合は、2021 年度 12％（n=275）に対し 2024 年度
は 7％（n=298）と減少した。医療従事者の手荒れの多くは頻回な手指衛生
に起因する刺激性皮膚炎だと考えられており、刺激が加わる部位から始ま
り、一般には利き手側の指先や手掌、爪周囲などに好発する。医療従事者
のハンドケアでは、手指衛生剤から皮膚を保護するバリア機能のある保湿
剤の使用に加え、指先を中心とした予防が重要と考えられる。また、継続
的な介入は手荒れ予防に効果的であったと言える。
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P1-009 アルコールフリー手指消毒剤の効
果の比較と検討

群馬大学医学部附属病院 感染制御部1）、群馬大学医学部附属病院
看護部2）

○須田 崇文（すだ たかふみ）1）、大嶋 圭子1,2）、
山田まり子1,2）、徳江 豊1）

【背景・目的】手指衛生は医療環境において病原体の伝播を減少させる最も
重要な手技とされ、医療現場ではアルコール製剤が繁用されている。しかし、
アルコール過敏体質や手荒れ等により、アルコール製剤での継続的な手指衛
生が困難な医療従事者が存在しており、アルコールフリー手指消毒剤（以降
ノンアル製剤）の使用が徐々に普及している。
2023 年度リンクナースを対象に、パームスタンプ法を用いて手洗いや手指
消毒による効果判定の取り組みを行った。その際ノンアル製剤の使用前後で
は、消毒前よりも消毒後のコロニー数が明らかに増加する結果となった。そ
こでノンアル製剤について複数製品の比較を行い、当院での使用方法・基準
について検討を行うこととした。

【活動内容】ベンザルコニウム塩化物を消毒成分として販売されている、含有
濃度の異なる 3 社の製剤（ノンアル A：0.05％、ノンアル B：0.1％、ノンア
ル C：0.2％）について、消毒前後でパームスタンプ法での効果判定を行った。
対象者は平時からノンアル製剤を使用している看護師 4 名とした。またノン
アル A は当院で採用している製剤であり、B・C については手荒れや過敏症
状の確認も行うため、パームスタンプ前に 2 週間程度通常使用し実施するこ
ととした。

【成果・考察】パームスタンプ法の結果は、ノンアル A・ノンアル B では 4
名とも消毒後のコロニー数が増加した。ノンアル C は 2 名が実施し消毒後
のコロニー数に減少がみられた。3 社の製剤を比較し、消毒成分濃度上昇に
より一定の効果があることが推測された。
しかし手荒れ・過敏症状では、ノンアル B を 2 週間通常使用後 4 名中 2 名
に症状の悪化があり、ノンアル C の検討からは除外した。ノンアル C を使用
した 2 名も 2 週間通常使用後に症状の悪化があった。添加物の影響も考えら
れるが、消毒成分濃度上昇により手荒れ等症状については悪化がみられた。
上記結果より、当院ではノンアル製剤の変更は行わず、使用開始時に必ず正
しい使用方法の伝達および定期的な手洗いの必要性について教育を行うこ
ととした。今後もノンアル製剤の使用者には介入を行い、手荒れ外来の設置
など手荒れ対策の強化に取り組んでいくことも重要と考える。

P1-010 A病院におけるノンアルコール製
剤の導入に向けた取り組み

独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
○林 海空（はやし みそら）、上成 敏爾

【背景・目的】医療現場での手指衛生はアルコール手指消毒剤の使用が第
一選択となっている。A 病院ではノンアルコール手指消毒剤の採用がない
ため、手荒れにより使用出来ない看護師は、石鹸と流水による手洗いもし
くは手袋交換での代用をしている。しかし、実際には処置毎の手洗いや手
袋交換は、急な処置時には実施をする事が困難であり、適切な手指衛生が
されないまま様々な作業をしてしまう可能性がある事が課題であった。
今回、アルコール手指消毒剤が使用出来ない看護師に対し、ベンザルコニ
ウム塩化物を有効成分とする製剤の使用感の確認を行い、ノンアルコール
手指消毒剤導入の検討をしたため、ここに報告する。

【活動内容】アルコール手指消毒剤の使用が困難な看護師で同意を得られ
た 11 名に、ノンアルコール手指消毒剤を約 1 か月間使用してもらい、使用
後の皮膚状態の変化及び、製剤の使用感など 4 項目のアンケート調査をし
た。評価は 5 段階の評定尺度法を用い、「5」を良いとして、自己評価をし
てもらった。

【成果・考察】ノンアルコール手指消毒剤使用時の手の皮膚状態の自己評
価は、平均値が 4.1 点であり、アルコール手指消毒剤と比較して手荒れは
なかったという評価が多かった。11 名中 2 名は 3 点以下の評価であった
が、これは元々手荒れが酷い状態で使用したため、手荒れの改善という実
感を得られなかったと考える。今後導入する際には、使用開始基準の検討
が必要であると考える。ノンアルコール手指消毒剤の使用感についてのア
ンケート評価の平均値は 3.8 点であり、11 名中 4 名が 3 点以下の評価で
あった。ベンザルコニウム塩化物は不揮発性であるため、アルコール手指
消毒剤よりも乾くのに時間がかかる。そのため、次の行動に時間がかかる
という意見であったが、今後も使いたいかという質問に関しては 11 名全
員が「はい」と回答したことから、手荒れのある看護師にとってはアルコー
ル手指消毒剤よりもノンアルコール手指製剤の方が使用しやすいことが
分かった。
ノンアルコール手指消毒剤の導入は、これまでアルコールによる手指衛生
が出来なかったスタッフの手荒れ悪化の防止と十分な手指衛生が確保さ
れ、院内感染対策の向上に繋がると期待している。

P1-011 新規導入した手指消毒剤の使用に
伴う手肌への影響と使用感の評価

関西医科大学附属病院 感染制御部
○池山 美沙（いけやま みさ）、小坪 浩之

【背景・目的】手指衛生は医療関連感染対策の基本であり、医療現場では頻
回な手指衛生が求められる。そのため、手荒れによる皮膚トラブルに悩む
職員もおり、手荒れは手指衛生へのモチベーションを低下させ、手荒れし
た部位に細菌が定着するリスクを高める。これらに対応するため、本研究
では既存の手指消毒剤を手肌への刺激や保湿に配慮された製品へ変更し
た影響と使用感の変化ついて報告する。

【方法】研究に先立って、院内の倫理委員会の承認を得た。対象者は、一般
病棟および ICU に所属する看護師 36 名とした。評価は WHO の「手指消
毒剤の忍容性・受容性評価プロトコル」を参考に、1．研究者による使用者
の肌評価、2．使用者による肌評価、3．新規導入した手指消毒剤の使用感
の評価、4．使用者の左手手背中央と前腕内側の角層水分量の 4 項目に沿っ
て、導入前の 2024 年 4 月と使用 1 ヶ月後の変化を評価した。また、角層水
分量の測定は研究条件の統一化を図るため手背に限り、手洗い実施後に測
定した。

【結果】研究者による使用者の肌評価で異常なしと評価された割合は、使用
前 69％ から、使用 1 ヶ月後は 92％ に上昇した。使用者による肌評価でも、
異常なしと回答した割合は、使用前 61％ から使用 1 ヶ月後は 89％ に上昇
した。新規導入した手指消毒剤の使用感の評価については、使用者の 72％
が新規導入した物が良いと回答した。使用者の角層水分量では、手背で使
用前 25.2a.u.、使用 1 ヶ月後 30.6a.u.（p＜0.05）、前腕では、使用前 29.3a.u.、
使用 1 ヶ月後 34.5a.u.（p＜0.05）となり、手背、前腕ともに有意な増加を認
めた。また、使用者の手指消毒剤の 1 ヶ月あたりの平均使用量は導入前
563mL から使用後 854mL に増加した。

【結論】本研究の結果、新規導入した手指消毒剤は使用者の肌状態の改善に
寄与し、使用感においても高い評価を受けた。研究者と使用者の肌評価で
も、使用 1 ヶ月後に異常なしとする割合が増加し、肌に対する忍容性が高
いことが示された。また使用者の角層水分量は、手背と前腕共に増加した
が、手背は恒常化のため測定前に手洗いを実施していることや、手指消毒
剤の頻回な使用があったことを考慮すると、新規導入した手指消毒剤の保
湿効果が高いことを示唆している。

P1-012 リンクナースによる病棟内での手
指衛生遵守率向上への取り組み

（医）豊田会 刈谷豊田東病院
○山岡佳代子（やまおか かよこ）、佐藤 浩二

【背景・目的】手指衛生は感染対策の重要な手技の 1 つである。しかし、A
病棟の手指衛生実施率は、2023 年に 1 患者当たり手指衛生回数平均 14.5
回と病院目標 20 回に達していない状況であった。さらに 2024 年 1～3 月
は平均 9.38 回と減少傾向にあることが分かった。そこで、WHO 手指衛生
多角的戦略の手法を取り入れ、手指衛生の実施状況の改善への取り組みを
行った。その結果、手指衛生の実施状況が改善したため報告する。

【活動内容】2024 年 3 月より A 病棟内にて手指衛生の直接観察法による調
査を開始した。5 月手指衛生キャンペーン後にスタッフへ手指衛生に関す
る自己チェックを行った。7 月ポスター掲示、毎朝手指衛生動画で手技の
確認を行った。10 月環境整備の手指衛生の実施状況について感染管理ベ
ストプラクティスを用いて評価を行った。また、2 回目の手指衛生に関す
る自己チェックを行った。12 月に直接観察により実施状況を評価し
フィードバックを行った。

【成果・考察】3 月の直接観察手指衛生実施率は 63.0％ であった。5 月の手
指衛生キャンペーン後の直接観察手指衛生実施率は 79.6％ であった。5
月手指衛生自己チェックの結果、患者周辺の環境や物品に触れた後の実施
率が 82％ と最も低かった。10 月感染管理ベストプラクティスを用いた環
境整備の手指衛生評価は 100％ であった。2 回目の手指衛生自己チェック
の結果は、患者周辺の環境や物品に触れた後の実施率は 94％ へ上昇した。
12 月の直接観察手指衛生実施率は 97.8％ と大幅に上昇した。月平均の 1
患者当たり手指衛生回数は 18.8 回であった。一連の取り組みにより手指
衛生の実施回数、実施率の改善がみられた。改善の要因としては直接観察
の実施中、即時フィードバックでの指導やポジティブな言葉かけにより、
職員の知識習得や意識の高まりに繋げられたと考える。その一方で、とり
あえず何でも触れるたびに手指衛生をしているスタッフが散見され、見ら
れているという意識（ホーソーン効果）により実施率が高まった可能性も
考えられる。スタッフから見られていない時は疎かになってしまうという
意見があったため、手指衛生が習慣化する取り組みと病棟スタッフへの教
育、手指衛生の重要性を伝えていく必要がある。
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P1-013 当院における手指衛生行動の向上
に対する現状分析

防衛医科大学校病院 医療安全・感染対策部
○市江 希（いちえ のぞみ）、斎藤 陽子

【背景・目的】当院は、手指衛生使用量サーベイランスを実施している。し
かし新型コロナウイルス禍をピークに、病棟およびユニットにおける「1
日 1 患者における手指衛生回数（以下、手指衛生回数）」の年度平均回数が
減少している。その問題点として、1．職員における手指衛生に関する知識
不足、2．手指衛生に関する職員教育機会の不足、3．リンクナースにおけ
る手指衛生啓発活動への意欲の低迷、などが考えられた。そのため、新た
な戦略を要し、活動を開始した。

【活動内容】手指衛生に関する問題点に対し、1．院内ニュースやリスクマ
ネージャー会議の機会を利用した手指衛生に関する知識発信の開始、2．リ
スクマネージャーに対する手指衛生推進者であることの意識づけ、リンク
ナースを中心とした手指衛生研修と自部署における手指衛生遵守率測定
の開始、3．各病棟、ユニットにおける手指衛生回数目標を達成した部署へ
の表彰と院内ニュースを活用した院内への公示、を行った。

【成果・考察】2024 年 12 月までの結果をもとに中間評価を行った結果、活
動前と比較し、手指衛生回数は減少していた。また、Methicillin‐Resis-
tant Staphylococcus aureus（以下、MRSA）新規検出率も合わせ評価したところ、
MRSA 検出率も手指衛生回数減少に伴い増加傾向であった。この結果に
対し、原因究明と活動方針再建のため WHO 多角的戦略によるフレーム
ワークを使用し、本年度当院における手指衛生活動に関する現状評価を
行った。2023 年度までの評価と比較し、「組織文化」の項目においてやや
改善傾向にあったが、「研修教育」の項目においてきわめて低い結果となっ
た。当院における手指衛生を含め感染制御に関する教育機会が少ない。特
に診療や看護において中心となる職員への教育機会はほとんどない。しか
し、当院は防衛省管轄の医療機関という特性から、研修医に対する研修管
理を防衛医科大学校が担っているため、新たな機会を設けることが困難で
ある。そのため、当院における手指衛生行動改善のための活動方針として、
1．既存する教育コンテンツや時間を活用した手指衛生に関する知識の効
果的伝達、2．平時就業時における手指衛生行動の監視と直接指導が有効と
判断した。

P1-014 リハビリテーション室の手指消毒
剤使用量増加に対する取り組みと
今後の課題

公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター リハビリ
テーション室1）、公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療セン
ター 感染対策室2）

○髙橋 勇貴（たかはし ゆうき）1）、前多 香2）、
西森 友則2）

【背景・目的】2009 年に世界保健機関は「医療における手指衛生についてのガイドラ
イン」を公表し、その中で手指衛生の 5 つのタイミングを明記している。2020 年以降、
新型コロナウイルス感染拡大によりリハビリテーション（以下リハ）職種においても、
手指衛生の重要性を再認識する機会が増加した。当院では 2020 年度から感染対策委
員会・感染対策室の指示により、各部署のゲル状速乾性擦式手指殺菌・消毒剤（以下
手指消毒剤）の使用量計測が開始されたが、2020 年度はリハ室の使用量が思うように
増加することはなかった。そのため、2021 年度から新たな対策を実施し、手指消毒剤
の使用量を増やすことを試みた結果、一定の成果を得ることができた。その一方で今
後の課題についても明らかとなったため報告する。

【活動内容】当院リハ室は BSC（Balance Score Card）を用いて年間目標を立案し、そ
れに沿った重要業績評価指標（KPI；Key Performance Indicator）を決定する。2021
年度は手指消毒剤の月間使用量をリハ室の KPI に設定し、月 1 回のリハ会議内でリ
ハ室全体の手指消毒剤の使用量を示した。さらに 2022 年度からはマイクロソフトの
Microsoft Teams を用いて、月 1 回各自で手指消毒剤の使用量を入力し、その結果を
リハ会議で共有した。

【成果・考察】2020 年度のひと月の平均使用量はセラピスト 1 人あたり 112.6mL/人
であったが、2021 年度には 296.3mL/人、2022 年度では 435.3mL/人、2023 年度には
469.8mL/人と増加した。しかし、2024 年 12 月末の時点では 441.8mL/人とわずかでは
あるが低下傾向となっている。
今回、手指消毒剤の使用量をリハ室の KPI に設定し、毎月使用状況を共有することで
スタッフの感染に対する意識向上に寄与し、さらにオンラインツールを用いてスタッ
フ自身で使用量を入力することで、自分自身の振り返りのタイミングを設定できたこ
とが、使用量増加につながっているのではないかと考える。一方 2024 年度に関して
使用量が増加していない背景として、手指消毒剤の使用が習慣化されていないスタッ
フの増加も要因として挙げられる。適切な感染管理が安全な医療の提供に繋がり、質
の高いリハビリテーションにつながることという理解に繋げていければと考える。

P1-015 臨床工学室における手指衛生遵守
に向けた啓蒙活動と直接観察の効
果

NTT東日本札幌病院 診療支援部 臨床工学室1）、NTT東日本札
幌病院 感染管理推進室2）、NTT東日本札幌病院 看護部3）

○田代顕一朗（たしろ けんいちろう）1）、須藤 徹1）、
桑原 理江2）、金子 陽香2）、萩野 貴志3）

【背景・目的】当院の臨床工学室のインフェクションコントロールスタッ
フとして、感染予防対策の強化に努めている。しかし、透析業務を除く CE
業務において 1 患者あたりの手指衛生回数が目標値の 4 回を下回る状況
が確認され、消毒薬使用法および手指衛生の重要性に対する認識不足が原
因として考えられた。啓蒙活動と直接観察を通じて手指衛生の重要性を再
認識することで患者に必要なタイミングで手指衛生できること、感染予防
行動の定着を目指すことを目的とした。

【活動内容】2024 年 10 月より臨床工学室では従来の自己申告による消毒
薬使用量記録方法から、使用済みボトル回収へ変更、消毒薬使用量を正確
に把握する体制とした。また、11 月から手指衛生の重要性と消毒薬の適切
な使用方法に関する啓蒙活動を強化した。臨床工学室内にポスターを掲示
し、視覚的・継続的に情報提供を行い、スタッフの意識向上を図った。加
えてチェックリストを用いた直接観察を実施、各 CE の手指衛生手技およ
び消毒薬使用のタイミングを評価した。観察結果を基に個別に改善点を
フィードバックし、技術向上を促進する指導を行った。さらに、臨床工学
室全体での消毒薬使用量を対象患者数で割り 1 患者あたりの手指衛生回
数を算出した。

【成果・考察】集計方法の変更直後には擦式消毒薬使用量の目標達成率が
従来の平均 70％ から 38％ まで減少、正確な使用量把握により自己申告と
の乖離が明らかになった。啓蒙活動および直接指導を行った結果、手指衛
生回数は（10 月 1.5 回から 12 月 2 回）増加傾向を示した。各 CE が実践す
る手指衛生手技の質の維持と消毒薬使用量の適正化を図るため、部署内で
のポスター掲示や毎月の使用量結果に対するフィードバックを通じた継
続的な支援が重要であると考えられる。今後も手指衛生の意識向上を図
り、行動を定着させることが課題である。

P1-016 当院臨床工学技士の手術時手洗い
の現状と課題 第2報

NTT東日本札幌病院 診療支援部 臨床工学室1）、NTT東日本札
幌病院 感染管理推進室2）、NTT東日本札幌病院 看護部3）

○須藤 徹（すどう とおる）1）、田代顕一朗1）、
桑原 理江2）、金子 陽香2）、萩野 貴志3）

【背景・目的】当院では、医師の働き方改革制度開始を念頭に 2023 年 6 月よ
り臨床工学技士（以下 CE）によるスコープオペレーター業務を開始した。
それに伴い、ラビング法の正しい手技の習得を目的とした、継続的な指導お
よび評価を 2024 年 1 月より実施している。教育前後、1 か月後、4 か月後の
評価から、手荒れがラビング法の精度を妨げる要因であることが示唆され、
手荒れ対策の必要性が明らかとなった（第 39 回本学会報告）。 これを受け、
保湿ケアを中心とした手荒れ対策を追加実施し、6 か月後に再評価を行っ
た。今回、CE のラビング法習得プログラムを確立したため報告する。

【活動内容】手荒れがラビング法の精度を妨げる要因であることを考慮し、
以下の手荒れ対策を実施した。保湿ケアが手指衛生を支える重要な要素で
あることを指導し、保湿の実践を奨励する啓蒙ポスターを職場内に掲示し
た。また、定期的に手荒れの状態を評価することで、改善意識を高めるとと
もに行動の習慣化を促進した。教育効果の評価には、前回同様 3M 社製ク
リーントレース ATP 測定器を用いた手指の清浄度を数値化、指先から手首
までを 72 か所に分割した評価図（以下 72 分割図）と蛍光塗料とブラックラ
イトを用いて手指の洗い残し・塗り残しの評価を手荒れ対策実施後の 10
か月後に実施、前回評価と比較した。

【成果・考察】10 か月後評価では、予備手洗い後の平均 ATP 値が 218RLU
（最小 42－最大 1025）であり、前回（教育前 1046、教育後 618、1 か月後 604、
4 か月後 572）と比較し最も低い値を示した。72 分割図による流水石鹸の洗
い残し・消毒薬の塗り残しの評価では、洗い残し数が平均 2.2（0－8）、塗り
残し数が平均 1.4（0－4）であった。前回の教育前洗い残し数平均 12.0（2－
26）、塗り残し数平均 7.5（2－14）と比べ大幅に減少した。手荒れが認めら
れた 4 名中 3 名に改善が確認され、3 名の予備手洗い後の平均 ATP 値が
262、流水石鹸の洗い残し数が平均 1.7（0－3）、消毒薬の塗り残し数が 0
と、保湿ケアの有効性が示唆された。以上のことから、ラビング法習得プロ
グラムは手荒れ対策を取り入れることで、手技の精度向上に効果的である
と考えられた。教育効果を維持するため、定期的な評価とフィードバックを
今後の課題とする。
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P1-017 手指衛生の向上と定着を目指した
薬剤課の取り組み

公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院 薬剤課1）、公益社団法
人昭和会 いまきいれ総合病院 感染管理課2）

○久津輪久世（くつわ ひさよ）1）、立和名聖子2）

【背景・目的】院内感染対策では、手指消毒剤の使用量や使用回数のモニタ
リングとフィードバックが推奨されており、当院でも看護師を中心に積極
的に行われている。院内でのコメディカルの手指衛生活動は各部署に一任
されており、薬剤課では手指衛生の動向を把握していなかった。また、
WHO の推奨する 5 つのタイミングは患者療養環境を中心として図説さ
れているため、薬剤師の業務と手指衛生のタイミングが個々で理解しにく
いことも分かった。そこで、手指衛生向上と定着に向けて薬剤師業務での
手指衛生のタイミングをルール化し、手指消毒剤使用量の測定とモニタリ
ングを行った。

【活動内容】薬剤師の業務は外来・病棟業務や調剤・抗がん剤調製業務な
ど多岐にわたっているため、業務領域で区分けして手指消毒剤使用量を
2024 年 1 月から測定した。薬剤業務内での手指衛生のタイミングを検討
し、手指衛生を向上・定着をさせるためにポスターの部署内掲示や使用量
のモニタリングとフィードバックを行った。

【成果・考察】測定開始月では薬剤課の手指消毒剤全使用量は約 600mL
であった。手指衛生のタイミングのルール化と手指衛生の教育を行った後
では使用量の増加が見られた。業務別の使用量は投薬・調剤業務で多く、
病棟常駐室では少なかった。この結果を部署内でフィードバックし、職員
内で周知共有した。WHO は医療現場における手指消毒剤の使用量の目安
として 1 日 1 患者あたり 20mL を推奨しているが、当活動での目標値はな
い。そのため、使用量をわかりやすく比較しやすくするために手指消毒剤
の液量を薬剤課職員数と手指消毒剤の 1 回適正使用量で割り、職員 1 人あ
たりの使用回数で算出した。測定開始月は 18.8 回/人であり、活動を行っ
た後では約 2 倍となった月も見られた。部署内でコロナ罹患数が月 4 名と
多いこともあったが、活動開始後からはインフルエンザ・コロナの感染は
ほぼなかった。活動開始前、薬剤師は手指衛生の重要性の理解が看護師と
比べると低いことが感じられた。本活動で手指衛生の重要性と認識が上
がったと考える。今後は薬学教育にも必要と感じ、薬学部の実務実習生に
も同様に教育していきたい。

P1-018 精神科領域における手指消毒剤ポ
シェットの導入と定着にむけた取
り組み～レヴィンの変革モデルで
アプローチ方法を検証して～

独立行政法人国立病院機構東尾張病院 感染対策室
○田尻理恵子（たじり りえこ）

【背景・目的】精神科専門病院の A 病院では、2020 年度の手指消毒剤の払い出
し量は、平均 2.4L/1000 患者・日、2021 年度より開始した直接観察の遵守率は
38％ と非常に低く、医療関連感染リスクが高い状況であった。
手指衛生についてさまざまな対策を講じる中で、現場スタッフの手指衛生を
行う環境に注目した。携帯用コードリール式タイプの手指消毒剤（以下、リー
ル式タイプ）から、手指衛生行動を簡単にできるポシェットタイプの手指消毒
剤（以下ポシェット式タイプ）を導入した。安全に使用できるのか不安等、精
神科領域ならではの意見もあり定着には時間を要した。この経験をレヴィン
の組織変革の 3 段階モデルをもとに振り返り検証した。

【活動内容】まずは現場スタッフの手指衛生行動の現状分析を行った。精神科
領域では患者の特性上長い紐のある物品はリスクが高いとされており、導入
前に自身が実際に現場で使用し、安全性や利便性について検証した。2022 年
9 月に導入を開始したが、使用率は低く手指消毒剤の携帯率も下がった。現場
の意見を取り入れ、保護室等リスクの高い場面ではリール式タイプの使用、ま
た個人で使用しやすい方法と選択肢を増やした。次に、推進に向けた取り組み
を行い、さらには 2024 年 10 月に新しいポシェット式タイプを導入した。

【成果・考察】2024 年 12 月では、ポシェット式タイプの使用率は 74.1％、手指
消毒剤の携行率は 97.5％ となった。また、2024 年度（4～12 月）の手指消毒剤
使用量は、介入前の約 2 倍の 4.6L/1000 患者・日と増加し P＜0.05 有意差を認
めた。さらに遵守率は、介入前から 19.6 ポイント増加し 57.6％ となり、手指
衛生の行動変容に至った。
ポシェット式タイプの導入について振り返り検証した結果、「解凍」では、ビ
ジョンを掲げ、現状分析や検証を行い、動機づけを行う。「移行期」では、推
進に向けた取り組みにより、定着に向けてより具体的な対策を立案し、管理者
を含め現場スタッフ担当者とともに実践していく。「再凍結」では、取り組み
を継続し、さらに変革を進めながら維持していくためにも導入後の評価と改
善を図る。今後も、現場スタッフの理解と承認を得ながら、手指衛生に対する
組織風土を改変し医療関連感染の発生防止に努める。

P1-019 特別養護老人ホームにおける手指
衛生の実施率改善に向けた取り組
みについて

特別養護老人ホーム 玉寿荘1）、神栖済生会病院 感染管理室2）、
茨城県立医療大 医科学3）

○小林 辰洋（こばやし たつひろ）1）、山口 芳子2）、
山本美智子1）、小瀧 紀子3）、桜井 直美3）

【背景・目的】COVID-19 を含む様々な感染症の流行により、特別養護老人
ホーム（以下特養）では入所者の日常生活を支える業務において感染対策を
講じる必要性が一層高まっている。一方で、特養では介護職員が日常生活介
助に特化したケアを担っているため、感染予防に関する知識や技術が不得
意となりやすい傾向がある。このような背景を踏まえ、同地域の CNIC の助
言を受けながら、施設内で正しい知識を学び、体験をする機会を設けた。ま
ず、感染対策の基本である手指衛生について実践したので報告する。

【活動内容】本館（従来型、定員 60 名）に勤務する介護職員（18 名）を対象
に食事配膳前の手指衛生実施を直接観察により調査し手指衛生実施率を算
出した。食事配膳前としたのは出勤職員が全員関わり、直接観察が可能だっ
たからである。手指衛生実施率は、手指衛生を実施した職員数÷配膳担当職
員数により算出し、介入前と介入後の変化を観察した。介入方法は以下の通
りとした。令和 6 年 3 月 29 日及び 30 日に、手指衛生の現状を把握した。そ
の後、職員の手洗い場所（3 カ所）に自作した手洗いポスターを令和 6 年 4
月 1 日より掲示した。それと同時に、令和 6 年 4 月 1 日～7 日の 1 週間にわ
たり、申し送りや申し送りノートを活用し、口頭及び書面を通じて手指衛生
の重要性を伝達し、職員に認識させた。介入 2 週間後（令和 6 年 4 月 19
日及び 20 日）、2 ヶ月後（令和 6 年 6 月 4 日及び 5 日）、8 ヶ月後（令和 6
年 12 月 23 日及び 24 日）に、それぞれ手指衛生実施率の変化を調査した。

【成果・考察】手指衛生実施率は、手指衛生の重要性を伝達する前は 83％ で
あったが、伝達後には 100％ まで上昇した。2 ヶ月後もその水準は維持した
ものの、8 ヶ月後には 71％ まで低下していた。その間、手洗いポスターは継
続して掲示されていたが、手指衛生の実施率を維持するには、ポスター掲示
以外の伝達や講習等の定期的な介入が必要であることが推察された。今後
は、定期的な手指衛生に関する介入を継続し、手指衛生の実施状況だけでな
く、適切に実施されているかどうかを把握するため、本館では職員 1 名当た
りの手指消毒回数を継続的に把握していく予定である。

P1-020 自施設COVID-19発生時の着眼点
をもとにした手指衛生の取り組み

特別養護老人ホーム きららの杜1）、茨城県立医療大 医科学2）

○佐藤 由紀（さとう ゆき）1）、小瀧 紀子2）、桜井 直美2）

【背景・目的】令和 4 年 12 月に自施設で COVID-19 のクラスターが発生し
た。その際、手指衛生（手洗い及び手指消毒）、標準予防策の重要性を実感
した。「感染しない！感染しても拡げない！」を目標に、感染管理専門介護
職員養成プログラム受講で学んだ、手洗い・標準予防策を着眼点として取
り組み、評価を行った。

【活動内容】学習会は、感染対策として、大人数で集まらずに出来るよう工
夫した。学習会の内容は以下の通りとした。まず、厚生労働省が作成した
YouTube 動画（特養のためのそうだったのか！感染対策！シリーズ）のう
ち「外からウイルスを持ち込まないために」「施設の中でウイルスを拡げな
いために」「手洗い」の 3 つの動画を全職員 52 名に 4/1～4/10 の間に各自
で視聴させた。その後、4/11～7/16 までの間に 13 回、4 名ずつ、全 52
名に対し以下の勉強会を実施した。蛍光塗料を用いた手洗いチェック、
PPE の着脱確認チェック、標準予防策ポイント説明、標準予防策理解度確
認テスト、標準予防策実施の自己チェック、学習会全体の感想アンケート
の順に実施した。標準予防策ポイント説明は、感染管理専門介護職員養成
プログラム受講で学んだ内容を周知し、確認テスト、自己チェックは同地
域の ICN の指導を受けた。また、学習会全体の感想のアンケートは自由記
載とした。

【成果・考察】手洗いチェックは、洗い残しの多い職員が 20％ いた事が確
認できた。手荒れも洗い残りになる事が目視できたことでスキンケアの重
要性も理解出来た。PPE の着脱は、89％ の職員が手順通りに行えていた。
標準予防策の自己チェックの結果を集計すると、「吐物処理セットが準備
されているか」の項目で、出来ている 37％、まぁ出来ている 43％、出来て
ない 20％ と不安の残る結果となった。全 52 名の学習会全体の感想アン
ケートを集計したところ、勉強になった 55％、確認出来てよかった 30％、
繰り返し勉強するのが良いと思った 15％、となった。PPE 着脱チェックの
際に繰り返し練習しないと忘れてしまう為、学習会をもっと行って欲しい
という声が聞かれたことからも、定期的な学習会の必要性が明らかとなっ
た。
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P1-021 保育士の手指衛生行動の変化
朝日大学 保健医療学部看護学科
○横田 知子（よこた さとこ）

【背景・目的】保育所では、厚生労働省の感染対策マニュアルに沿って対策
を行っているにも関わらず、インフルエンザや感染性腸炎など年間を通し
て様々な感染症が発生している。また 2020 年以降、コロナ感染症の世界的
感染流行において、保育所は感染症対策の充実が求められた。本研究は、
世界流行したコロナ感染症によって、保育士の手洗い方法がどのように変
化したかを明らかにした。

【活動内容】2019 年は愛知県の 8 つの保育所、2023 年は大阪府の 8 つの保
育所に勤務する保育士を対象に質問紙調査を実施した。2019 年は 120 人、
2023 年は 87 人から有効回答を得た。2019 年の調査は、愛知県立大学研究
倫理審査委員会の承認を得て実施をした。2023 年の調査は、大阪成蹊大学
倫理審査委員会の承諾を得て実施した。研究対象保育所で研究を実施する
にあたり、施設長の承認を得て実施をした。本研究は科研費（課題番号 20
K02716）の助成を受けたものである。本研究の開示すべき COI 関係にある
企業などはない。

【成果・考察】下膳と配膳時の方法は、石鹸と手指消毒薬の両方が最も多
く、2019 年の実施率は 46.7％ に対し、2023 年は 77.0％ に増加していた。
オムツ交換時の方法は、2019 年は石鹸を使用するが 57.5％ に対し、2023
年は石鹸と手指消毒薬の両方が 62.1％ と最も多く、手指衛生の方法に変
化があった。トイレの介助時の方法は、2019 年は石鹸を使用するが 56.7％
に対し、2023 年は石鹸と手指消毒薬の両方が 52.9％ と最も多く、手指衛生
の方法に変化があった。嘔吐物を片付けた後の方法は、石鹸と手指消毒薬
の両方が最も多く、2019 年の実施率は 58.3％ に対し、2023 年は 93.1％ に
増加していた。日本の保育所はコロナ感染症流行によって、感染対策の強
化が求められた。また、日常的に感染症に対する情報がマスメディアで報
道されたことや、公的機関から感染対策に関する情報が提供されたことか
ら、接触感染の予防対策の向上が見られた。しかし、保育園で感染症が発
症することや、保育士が感染する可能性に不安を抱えながら保育に従事し
ている現状は継続していることから、保育現場の状況に沿った感染対策を
検討する必要がある。

P1-022 外来診察時の医師の手洗い遵守に
対する新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の影響

三重大学医学部附属病院1）、三重大学医学部附属病院 感染制御
部2）

○新居 晶恵（あらい あきえ）1）、塚脇美香子2）、
安田 和成2）、山崎 大輔2）、田辺 正樹2）

【背景・目的】適切な手洗いは、病原体の感染を減らし、医療関連感染
（HCAI）を防ぐ最も重要な方法のひとつであるが、医師の手洗い遵守率は
依然として低い。本研究の目的は、外来診察時の医師の手洗い遵守率に対
する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの影響を評価す
ることである。

【方法】本研究は、2019 年 1 月から 2023 年 12 月までの期間、三重大学医
学部附属病院で外来診療に従事する医師を対象に実施した。手指消毒剤
ディスペンサー下部に無線装置を設置することで、使用されたアルコール
製剤の量を自動集計する電子集計装置「手指衛生モニタリングシステム
Compleo-IO」を使用し計測を行った。手指衛生遵守率は、手指消毒実施回
数を外来患者数で割ることで算出した。各部署、各医師の手指衛生遵守率
を毎月測定し、パンデミックによる手指衛生遵守率への影響の変化を評価
した。さらに、遵守率を不良（0％～25％ 未満）、平均（25％～50％ 未満）、
良好（50％ 以上）に分類し、年ごとの推移を視覚的に評価した。

【結果】27 部署における手指衛生遵守率は、パンデミック前（2019 年）に
は平均 24.8％ であったが、パンデミック初期（2021 年～2022 年）には
35.2～39.4％ に上昇した。しかし、パンデミック後期（2022 年～2023 年）に
は、ベースライン値である 25.4～27.2％ に戻った。個々の医師の手洗い遵
守率（5 年間にわたって継続的に測定できた 97 人の医師を基に）も同様
に、パンデミック前の平均は 26.9％ であったが、パンデミックの初期段階
では 32.1％ から 37.7％ に上昇した。しかし、パンデミック後期には、基準
値である 26.0～26.6％ に戻った。

【結論】前例のない新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック
の初期には手指衛生遵守率が上昇したが、最終的にはパンデミック前の水
準に戻った。

P1-023 手指衛生に伴う医療スタッフの手
荒れ相談の実績と問題点

東京医科大学八王子医療センター 感染制御部1）、東京医科大学八
王子医療センター 薬剤部2）、東京医科大学八王子医療センター
看護部3）、東京医科大学八王子医療センター 感染症科4）

○松永 宣史（まつなが のりふみ）1,2）、山田加奈子1,3）、
波多野 塁1,3）、石橋 令臣1,4）、平井 由児1,4）

【背景・目的】手指衛生はアルコールによるものが主流でありその利便性
から遵守率向上のために個人持ちを導入している施設も多い。当院では
2014 年 11 月より全看護スタッフが個人持ちの体制となったが同時に手
荒れを訴えるスタッフが増加し始めた。WHO 医療における手指衛生ガイ
ドライン 2009 では手荒れは手指衛生の遵守率に影響を与える因子として
おり手荒れのスタッフに対してハンドケア実施に関する教育を行うこと
を推奨している。当院ではこれまで現場へのハンドケア製品の配置で対応
していたが個別の対応も必要と考え 2020 年 4 月から希望者に手荒れ相談
を開始とした。

【活動内容】担当は ICT 薬剤師が行い予約制とし 1 人あたり 30 分の相談
としている。相談は手指衛生以外の生活習慣などのリスクの有無、皮膚科
受診の有無、普段のスキンケア方法についての問診を行い手荒れのリスク
になっていると考えられる生活習慣に対して改善するように助言、また皮
膚科の受診が必要と考えられる相談者には受診を奨めている。さらに外用
薬の処方を受けているスタッフには外用剤の使用方法など処置の指導を
行っておりスキンケアについてはワセリンによるウエットラップ法を奨
めている。またアルコールに対して不耐の相談者にはノンアルコール手指
消毒剤の供給を行っている。

【成果・考察】2020 年 4 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの相談者は 77
人であった。職種は看護スタッフ 61 人（79％）、医師 2 人（2％）、パラメ
ディカル 8 人（10％）、事務員 6 人（7％）であり看護スタッフが約 8 割を
占めていた。いずれの相談者も手指衛生の必要性を理解していたが行うこ
とに苦痛を感じており遵守率への影響が示唆された。また皮膚科受診者は
39 人いたが外用剤の使用方法などの処置を指導されていたのは 3 人にす
ぎず使用方法の理解不足が改善に至っていなかった要因の 1 つとも考え
られた。手荒れ相談はケアの方法、リスクとなる生活習慣の改善、治療薬
使用法の指導まで総合的に行うことが効果的と考えられたが今後は継続
的に行うことによりその他の対策も考えていきたい。

P1-024 精神科病院における入浴介助時の
ディスポ手袋の有効性の考察

公益財団法人積善会日向台病院 看護部
○菅原 俊一（すがわら しゅんいち）

【背景】当院では入浴介助時にディスポ手袋（以下手袋）を着用して行って
いる職員が多い。CDC のガイドラインでは「感染症の有無に関わらず、す
べての人に対して、血液、体液、汗を除く分泌物、排泄物、損傷した皮膚、
粘膜等の湿性生体物質は、感染の可能性があるとみなして対応する」が、
入浴介助を行う対象患者はほとんどが健康な皮膚である。また通常は洗体
時タオル越しに患者に触れるため、直接患者の肌に触れる機会は身体を支
える時位である。また石鹸を使用して洗体するため、介助者の手指は常に
石鹸手洗いしている状態に近いと考える。仮に手袋を着用して洗体をして
も手袋の中にお湯などが入るため、逆に汚染されたお湯が手袋内に滞留し
かえって不潔なのではないかと思った。そのため、健康な患者に対し入浴
介助を行う際、手袋が必要なのか検討したいと考えた。

【方法・結果】モデル人形に蛍光塗料（以下塗料）を塗布し、実際に洗体を
行う。A は素手で洗体、B は両手に手袋を着用して洗体し、洗体後の手に
付着した塗料をブラックライトで観察した。素手で洗体した時よりも、手
袋を着用した場合の方が視覚的に塗料の付着が少なかった。しかし手袋を
着用していても指の部分は塗料が付着していた。素手、手袋着用療法とも
塗料の付着に左右差があった。

【考察・結論】素手で洗体した時は手全体に塗料が付着していたが、手袋を
着用した場合は素手に比べ塗料の付着が少ない事から、手袋の着用はある
程度汚染予防に効果があると考える。しかし手袋を着用していても指など
に塗料の付着があるため、感染予防としては不十分と思われる。塗料の付
着に左右差がみられたのは、通常左手で体を支え右手で洗うため、左手を
動かす頻度が少なく接触時間が長くなり汚染しやすいと考える。本来であ
れば、患者 1 人洗体する度に手洗い、手袋の交換が望ましいが、現実的で
はない。またロング手袋を使用した方が汚染のリスクは少ないと思われる
が、コストの問題がある。今回は都合上人形 1 体の洗体結果だが、通常入
浴介助は多くの患者に対し行うため、結果が変わる可能性がある。
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P1-025 排泄・清潔援助場面における標準
予防策徹底の取り組み

昭和医科大学江東豊洲病院
○高久 美穂（たかく みほ）

【背景・目的】2023 年度には複数回の集団感染が発生し、特に感染性胃腸
炎、CD 腸炎、疥癬の集団感染は長期間の入院制限を余儀なくされた。こ
れらの一因として、排泄・清潔援助場面（清拭、オムツ交換、更衣など）に
おける標準予防策の不足が挙げられた。そこで再発防止に向けた改善活動
を行い、その成果を報告する。

【活動内容】活動期間：2024 年 4 月から 2025 年 1 月 活動内容：1．手順
チェックリストと動画教材の作成 2．クロスモニタリング（リンクナー
ス・サブリーダーによる他者評価）3．指導体制の強化（指導者の増員、リ
ンクナースによる遵守率集計とフィードバック）4．改善策の検討と実施

（リンクナースによる感染対策の評価・分析・修正）
【成果・考察】活動前は手指衛生の未実施や個人防護具、使用済みオムツ等
の不適切な処理が散見されていた。COVID-19 対応の優先や指導経験者の
減少による指導体制の弱体化が原因と推測される。そこで、排泄・清潔援
助場面の手順動画とチェックリストを作成し、リンクナースとサブリー
ダーによるクロスモニタリングを実施した。中間評価におけるチェックリ
スト遵守率は 68.5％ であり、特にエプロン脱衣のタイミングの遵守率は
42.2％、片付け後の手洗いの遵守率は 60.6％ と低かった。集団感染は 7
件発生しており、動画閲覧やリンクナースとサブリーダーの評価では指導
が不十分であったと考えられた。そこで、係長と指名スタッフを指導者に
追加し、リンクナースによる遵守率集計および迅速なフィードバックを実
施し、指導を強化した。また、手指衛生遵守率測定や集団感染事例の共有、
リンクナースによる感染対策の評価・分析活動を追加した。その結果、
チェックリスト全体の遵守率は 75.9％ に向上した。エプロン脱衣のタイ
ミングの遵守率は 60.1％、片付け後の手洗いの遵守率は 70.9％ に改善し、
後期の集団感染の発生は 0 件であった。遵守率の向上や感染発生件数の減
少から、今回の活動は感染制御に効果的であったと考えられる。しかし、
正しい手順や指導方法の習得には予想以上の時間がかかり、今回の活動期
間では定着が不十分であったため、今後も標準予防策の徹底とリンクナー
スや各部署主体の定期的なクロスモニタリングを推進する。

P1-026 リハビリスタッフのウロバックの
適切な取り扱いに対する取り組み

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 リハビリテーション室1）、医療
法人徳洲会 福岡徳洲会病院 感染管理室2）

○坂下 竜也（さかした たつや）1）、片渕 由貴2）、
黒岩 智美2）、伊藤 恭子2）

【背景・目的】第 39 回日本環境感染学会において、当院リハビリスタッフ
のウロバックの取り扱いに対する意識調査について報告した。結果、尿道
留置カテーテル関連感染症への認識はあるものの、適切な取り扱いができ
ていない事が明らかとなった。このことから、リハビリ時のウロバックの
取り扱い方法を検討し取り組んだ結果、改善傾向が見られたため報告す
る。

【活動内容】前回の結果から、不適切な取り扱いは起立や歩行訓練時に多く
見られた為、S 字フックを用いた環境設定を行い、訓練時に活用するよう
にスタッフへ説明と案内を行った。取り組みから約 1 年後に当科 PT・
OT・ST の総勢 114 名を対象として再度アンケート調査を行った。質問項
目は前回同様に尿道留置カテーテル関連感染症、並びに関連するリスク要
因の認知度とした。リスク要因は、ウロバックを「膀胱よりも高い位置に
上げる（1）」、「スタッフの制服のポケットにかける（2）」、「床に置く（3）」
とし、主観的・客観的な観点で回答してもらった。また併せて訓練前のウ
ロバック内の尿廃棄に対する病棟スタッフの協力体制も調査した。その結
果、前回→今回で、尿道留置カテーテル感染症に対する認知度は 97％→
99％ であった。リスク要因として、主観的にそのような行動を取った事が
あるかの問いに、「はい」が（1）は 26％→4％、（2）は 41％→8％、（3）は
4％→1％ であった。客観的にそのような行動場面を見た事があるかの問
いに、「はい」が（1）は 57％→12％、（2）は 70％→11％、（3）は 5％→1％
であった。リハビリ介入前の尿廃棄の協力は「はい」が 31％→45％、「半々」
が 32％→28％「いいえ」が 7％→3％、「機会なし」が 30％→24％ であった。
協力が得られない理由としては前回同様に病棟スタッフの多忙や対応困
難等が上がった。

【成果・考察】今回の調査結果から、リハビリ時におけるウロバックの不適
切な取り扱いが改善してきた事が分かった。統一した環境設定を行う事で
行動変容が生じた事、スタッフへの説明の中で感染対策に対する意識が変
化した結果によるものと推測される。今回の取り組みが一時的なものにな
らないよう、引き続き感染対策に取り組んでいきたい。

P1-027 個人防護具の適切な使用の徹底を
図るための取り組み

国立大学法人東北大学東北大学病院 看護部
○川島 香織（かわしま かおり）、千田 貴恵、
家入 珠樹、齊藤 夕貴、櫻庭 美鈴、沼田 典子、
菅原 寛子

【背景・目的】個人防護具（PPE）は医療者を守り、院内での感染症の水平
伝播のリスクを低減するため活用されるが、誤った使用方法は水平伝播を
助長する要因にもなる。当院の現状として、必要のない場面での PPE 着用
や、必要な場面で PPE 着用がされていない状況が見受けられ、課題と感じ
ていた。看護師が適切な場面での正しい PPE の脱着ができることを目的
とした、PPE の使用状況のモニタリングについて報告する。

【活動内容】クオリティマネジメント委員会で、適切な場面で PPE の使用
ができることを目的とした PPE の使用状況のモニタリング方法（評価項
目、期間、頻度、評価者の選定、対象者）を検討し、全てのクオリティマ
ネジメント委員に方法を周知した。院内 31 部署で開始した。モニタリング
目標件数は令和 5 年は 5 件/月で、令和 6 年は 10 件/月に増やして行なっ
た。評価項目は、PPE 装着の必要のない場面で手袋やエプロン・ガウンの
装着がないか（評価項目 1）、接触予防策対応中の患者対応時の手袋、エプ
ロン・ガウンの着衣・脱衣の状況と手順（評価項目 2）を観察した。 また、
同時に評価者は、対象者へ、よく出来ていた点、改善した方がよい点を即
時にフィードバックした。

【成果・考察】評価項目 1 の必要のない場面での PPE 装着は経時的に増加
した。これはモニタリング目標件数を増やしたことで、モニタリング件数
が増えた事が影響していると考えられる。今後は適切なフィードバック方
法についてさらなる検討が必要と考える。評価項目 2 は、経時的に実施率
が改善していた。これはモニタリングしたことにより、看護師が適切な場
面で PPE 使用を促すリマインド効果をもたらしたことや、知識の再習得
の機会となった事が影響したと考えられる。自部署内でのモニタリングに
よる看護師全員に向けた注意喚起および、対象者への即時的なフィード
バックは、看護師の PPE 使用に関する知識の再獲得の機会、意識の向上、
実践に繋がったと考える。また、日々の OJT の中で感染対策の視点を含め
た指導および実践状況の確認をし、院内感染対策の徹底を継続していく必
要がある。

P1-028 医療従事者および一般事務従事者
のユニフォームから分離される細
菌の薬剤感受性

北里大学医学部 微生物学1）、公立小松大学2）、宇都宮第一病
院3）、羽後町立羽後病院4）、自治医科大学5）

○林 俊治（はやし しゅんじ）1）、伊藤 道子2）、
二宮 茜3）、真田 麻美4）、笹原 鉄平5）

【背景・目的】通常の洗濯物はその洗濯の工程において消毒する必要はない。
消毒の必要な洗濯物は指定洗濯物と呼ばれ、洗濯物の消毒を行える業者のみ
がこれを扱うことができる。病院や診療所で療養のために使用された寝具な
どは指定洗濯物となるが、医療従事者のユニフォームは指定洗濯物とされて
いない。ただし、伝染性の疾病に罹患している患者に接したユニフォームは
指定洗濯物となる。職場で着用されるユニフォームを汚染する細菌の種類や
性質は職場環境に依存すると考えられる。そこで、医療従事者および一般事
務従事者のユニフォームから検出される細菌の薬剤感受性の比較を行った。

【方法】医療従事者および一般事務従事者が職場で着用していたユニフォー
ムを材料として用いた。これらのユニフォームを汚染している細菌を分離
し、その菌種を同定した。さらに、分離菌株の薬剤感受性試験を行った。

【結果】ユニフォームから検出された細菌の多くはブドウ球菌、バシラス、コ
リネバクテリウムであった。真菌も検出されたが、グラム陰性菌はほとんど
検出されなかった。検出菌種は医療従事者と一般事務従事者の間でほぼ同じ
であった。しかし、一般事務従事者に比べ医療従事者のユニフォームから検
出されるブドウ球菌は抗菌薬に耐性を示す率が高かった。このような薬剤感
受性の差はバシラスおよびコリネバクテリウムでは明確でなかった。

【結論】ユニフォームから分離される菌種は皮膚常在菌および環境汚染菌で
ある。分離菌種は医療従事者と一般事務従事者の間で大きな違いはない。医
療従事者のユニフォームから分離されるブドウ球菌は一般事務従事者由来
のものに比べ抗菌薬耐性率が高かった。しかし、このような差はバシラスお
よびコリネバクテリウムでは認められなかった。医療従事者が着用していた
ユニフォームを通常のクリーニング店や家庭で洗濯することは、薬剤耐性菌
の市中への拡散をもたらす危険性がある。医療従事者の着用していたユニ
フォームを指定洗濯物に入れることを検討してもよいのかもしれない。
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P1-029 急性期病棟に勤務する看護師の名
札の汚染状況

友愛会病院
○竹内 崇秀（たけうち たかひで）、松浦 良美、
西根 明吉

【背景・目的】筆者らが所属する施設では、看護師は名札（氏名等を示した
紙面を入れるプラスチック製ケースと定義する）を着用する。これまでに
名札から MRSA が検出されたと報告 1）されているが、看護師が名札に触
れた後の患者接触前に手指衛生をする場面は見られない。MRSA 以外の
菌による汚染状況と感染対策における名札の管理方法の示唆を得るため、
調査を行ったので報告する。

【方法】急性期病棟に勤務する看護師を無作為に 1 施設 20 名抽出し 3 施設
で計 60 名を対象として、2024 年 12 月に実施した。被験者の名札表面 3
か所をスタンプ培地で検体採取し、検体採取後に質問紙調査を行った。質
問項目は名札に関して、着用位置・触れる場面・触れる頻度・清拭消毒頻
度、触れた後の手指衛生の有無とした。得た結果は、名札からの菌検出有
無を変数とし、各質問項目について分散分析を行った。統計解析は Bell-
Curve for Excel を用い、p＜0.05 を有意とした。本研究は所属施設の倫理
委員会の承認を得て実施した。

【結果】対象者 60 名のうち、41 名（68％）から菌が検出された。検出菌は、
MSSA が 4 名（7％）、MRSA が 1 名（2％）、MSCNS が 19 名（32％）、
MRCNS が 17 名（28％）、Acinetobacter lwoffii が 1 名（2％）、および Mi-
crococcus spp. が 4 名（7％）、Bacillus spp. が 11 名（18％）、グラム陽性桿
菌が 3 名（5％）、ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌が 13 名（22％）であった。
名札着用位置はネックストラップ、胸ポケット、腰ポケット、肩と分かれ
た。接触頻度は、1～5 回が 28 名、6～10 回が 25 名、11 回以上が 12 名で
あった。接触場面は、患者挨拶時、出退勤時、着替え時、バーコード認証
時、食券を取る時、PHS 番号確認時が挙げられた。清拭消毒頻度は毎日が
4 名、1 週間に一度が 8 名、1 か月に 1 度が 7 名、していないが 41 名であっ
た。触れた後の手指消毒は、するが 33 名、しないが 27 名であった。菌検
出有無と各質問項目については、どの項目も有意差なしであった。

【結論】名札から 68％ の割合で菌検出されたが、菌の検出と名札の貼付位
置・接触頻度・清拭消毒頻度に関連性はなかった。名札は汚染されている
という認識を持ち、名札に触れた後に患者接触する場合は手指衛生を徹底
する必要があることが示唆された。

P1-030 Staphylococcus aureus の人工
皮膚上における生存期間

東北医科薬科大学 薬学部 臨床感染症学
○河村 真人（かわむら まさと）、藤村 茂

【目的】黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）は、タオル、衣服およ
び白衣などのコットンやポリエステル素材上において 30 日以上生存する
ことが報告されている。我々は、第 39 回 本学会総会・学術集会において
S. aureus がステンレス上で 3 日以上生存することを報告した。本研究は、
人工皮膚上における S. aureus の生存期間を温度や湿度毎に検討したの
で報告する。

【方法】対象菌株は、S. aureus ATCC 29213 株を使用し、被験素材に人工
皮膚の VITRO-SKINⓇを用いた。被験菌培養液を McFarland No. 0.5 に調
整後、10 µL（約 1.5×106 CFU/mL）を人工皮膚上に滴下した。滴下後の人
工皮膚を 20℃、湿度 80％、50％ および 30％ の暗室下で静置し、0 h、24
h および 72 h 後に皮膚上に生残する菌数を測定した。

【結果】室温 20℃、湿度 30％ における 24 h および 72 h 後の生残菌数は
各々 5.1×104 CFU/mL および 3.8×104 CFU/mL であったが、湿度 80％
および 50％ 条件より 101 CFU/mL 少ない程度であった。

【結語】人工皮膚上における S. aureus は、湿度に関わらず 72 h 以上生存し
た。皮膚常在菌の S. aureus の感染対策は、皮膚や環境に触れた前後での
頻回な対応が必要である。（会員外共同研究者：佐々木 美優）

P1-031 精神科病院における と 穴を介
した黄色ブドウ球菌の感染リスク
の検証

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 感染管理室
○冨田 泉（とみた いずみ）、橋口 美樹、秦 孝司

【背景・目的】当院は 504 床の精神科病院であり、閉鎖病棟では職員が頻繁
に を使用し、手指の汚染を介して や 穴が細菌に接触する回数が多
い。特に隔離患者では 30 分毎の身体確認で 1 日 96 回の施錠・開錠が行わ
れるため、 ・ 穴の汚染リスクが高まる。精神科病院は患者の安全確保
のため病室前に手指消毒剤を設置できず、携帯型消毒剤も患者に引っ張ら
れる事例があり、手指消毒の徹底が困難である。その結果、汚染された手
指で触れた が 穴を介して細菌を移行させる可能性がある。本研究は黄
色ブドウ球菌をモデル微生物として使用し、 と 穴間の細菌移行性を実
験的に検証し、精神科病院における感染リスクと対策について報告する。

【方法】 と 穴を介した黄色ブドウ球菌（ATCC6538）の移行性を検証す
るため、各実験条件につき n=10 のサンプルを用いた。 及び 穴は 121℃
15 分の高圧蒸気滅菌処理後、 表面または 穴内に菌懸濁液 10µL を滴下
し風乾させた。 表面では滴下後 0、1、3、24 時間毎に生菌数を採取し、

穴内は 3 時間風乾後、滅菌精製水 100mL と共にストマッカー袋内で菌
を回収した。さらに施錠・解錠操作を 5 回行い、双方から回収した菌数に
より移行率を算出し、Student の t 検定で解析した。値は平均±SD で示
し、p＜0.05 と確実に判断した。院内の倫理審査委員会で承認を得た。承認
番号：2024-09

【結果】 から 穴への細菌移動率の平均は 7.93％（標準偏差：5.72％）、
穴から への移動率の平均は 4.27％（標準偏差：4.35％）であった。この結
果から、 と 穴の間で細菌移動が発生することが確認され、黄色ブドウ
球菌がこれらの 表面や 穴内部で生存することが定量的に確認された。

【結論】 と 穴は精神科病院における感染拡大のリスク因子であり、清掃
や消毒が困難であるため、定期的な の清掃・消毒と患者接触前後の手指
衛生が不可欠である。さらに、職員への手指衛生教育を強化し、患者接触
前後の実施徹底が必要である。今後はカードキーや顔認証など非接触型
技術の導入や 管理に関する職員教育が求められる。将来的な研究ではア
ルコール消毒剤に抵抗性を示す病原体の移動や、病院環境での介入効果を
評価する必要がある。

P1-032 医療用マスクを汚染したウイルス
の感染力へのタンパク質の影響

和歌山県立医科大学 保健看護学部1）、四国大学短期大学部2）、香
川大学医学部 分子微生物学3）、和歌山県立医科大学 医学部4）

○池田 敬子（いけだ けいこ）1）、長尾多美子2）、
桑原 知巳3）、小山 一4）

【背景・目的】我々は医療環境の表面を汚染した種々のウイルスの感染力
の変化について系統的な解析を行ってきている。今回、汚染が問題になり
やすい医療用マスク表面でのウイルス感染性の変化を共存タンパク質濃
度との関係において定量的に解析した。

【材料と方法】ウイルスにはインフルエンザウイルス A/Aichi（H3N2）株
（IV）と単純ヘルペスウイルス 1 型 HF 株（HSV-1）を用いた。ウイルス液
には種々の濃度のウシ血清アルブミン（BSA）を添加物として加えたリン
酸緩衝塩類溶液（PBS）を用いた。 マスク材質はポリプロピレン不織布で、
7 mm 角に切った布片上に 5 または 10µl のウイルス液を接種し、室温に放
置し、一定時間後に布片からウイルスを回収しプラック法で定量した。全
ての実験は triplicate samples を用いた。

【結果と考察】0、0.1、1、5、10％ の BSA を含む IV 液を接種後 4 または
20 時間放置した場合の各標品の感染価を調べると、BSA 含量の少ない 0
または 0.1％ で感染性の減少が著しく（10-1及び 10-2）、また、標品間のばら
つきも大きい。1％ 以上の標品では 4 時間放置後も感染性の減少は限定的
であり、20 時間後においても有意（10％ 以上）の感染性が保持されていた。
保温時間を 20 分、1 時間、2 時間と短縮した場合にも同様の傾向は確認さ
れたが、感染性減少の経時変化を調べると BSA0％ のウイルス液で減少が
顕著であり（10-2以下）共存タンパク質による保護効果の存在が示された
が、0.1％ 以上ではほぼ差がなかった。同様の実験を HSV-1 を用いて行っ
たところ、HSV-1 では感染性の減少が IV より著しく、BSA を含まない場
合では放置 3 時間後には検出限界（10-4）以下となった。しかし、BSA
による保護効果も大きく（10-1）、0.1％ 以上ではほぼ類似の減少曲線が見ら
れた。咳やくしゃみで体外に排出されるウイルス含有液滴にはタンパク質
が含まれており、以上の結果は、マスク上での汚染ウイルスの感染性がウ
イルス種により異なるがかなり長期間にわたって保たれており、感染源と
なることを示している。
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P1-033 分娩環境における感染対策：ディ
スポーザブル分娩台カバーの開発

東京医療保健大学 大学院看護学研究科
○渡邊 香（わたなべ かおり）、戸津有美子

【背景・目的】分娩時、産婦は分娩台上で過ごし、特に近年産科で主流の
LDR（Labor 陣痛、Delivery 分娩、Recovery 回復、の頭文字をとった分娩
第 1 期～4 期を過ごす部屋）で長時間かつ分娩台に素肌が触れる機会も多
い。分娩台には体液付着が起きやすいが、表面素材の縫い目が多く凹凸も
多い形状から洗浄や隅々までの消毒はできず清拭清掃とせざるを得ない
ため、衛生を保つことが難しい。分娩施設の 7 台の LDR 分娩台の複数個所
に、ATP ふき取り検査（A3 法）を実施した報告では、いずれも基準値を
上回り、腰部分の汚染が最も多く残っていた（渡邊、戸津、2020）。分娩台
の汚染を防ぐ仕組みが求められるものの、開発された報告は世界的にもな
い。そこで、LDR 分娩台用ディスポーザブル分娩台カバーの開発を行っ
た。

【方法】製造過程にホルムアルデヒドの使用およびこれが発生する過程を
含まず、表面に付着した液体を吸収し裏面に浸透しない性質をもつ素材を
選択した。約 57.5g/m2の不織布＋ポリエチレン（PE）ラミネート素材（レ
ジンボンド製法）を選択し、大栄科学精器製作所の型式：RT-200 を用いて
摩擦試験機 2 形（学振形）にて乾燥試験および湿潤試験を行い、強度を確
認した。この不織布を長手に裁断し、分娩台の頭側を袋状になるよう縫製
して仕上げた（ポリエステル 100％ の 60 番手糸で 3mm 縫目）。本研究は、
ヒトおよび動物を対象としない。株式会社リリーより材料の提供を受けて
行った。その他、報告すべき利益相反はない。

【結果】使用材料について、強伸度試験、厚さ、給水量が JIS 各 L 1085-1992、
L 1085-1992、L 1912-1997 の認証を受けていることを確認した。摩擦試験機
2 形の乾燥試験および湿潤試験のいずれにおいても肉眼的形状、裏面への
水の浸透等の変化は起きなかった。頭側の縫製は、一重の場合には糸のほ
つれは見られなかったものの引っ張りによる不織布の破れが見られたた
め、不織布および縫製を二重にすることで改善した。裁断サイズは日本国
内の分娩施設で多く使用されている 3 社の主要な LDR 分娩台にフィット
することを確認した。

【結論】分娩台への体液付着および産婦の身体と分娩台の直接接触を防ぐ
ディスポーザブル分娩台カバーが完成した。今後はその有効性を検証して
いく。

P1-034 関東圏の助産所における職業感染
対策に関する考え方と新生児ケア
実施時の個人防護具の着用実態

東京医療保健大学 助産学1）、国立看護大学校 感染管理看護学2）

○戸津有美子（とつ ゆみこ）1）、網中眞由美2）、渡邊 香1）

【背景・目的】助産師は血液や体液を取扱う機会が多く職業感染のリスク
が高い。しかし、助産所助産師を対象とした職業感染対策に関する研究報
告は少なく、新生児に対するケア実施時の感染対策に関する調査報告はな
い。本研究は、助産所における職業感染対策に関する考え方と新生児ケア
実施時の感染対策の現状を明らかにすることを目的とした。

【方法】2020 年 8 月～2021 年 3 月にかけて公益社団法人日本助産師会の助
産所一覧に掲載され関東圏にある助産所 233 施設（2020 年 5 月時点）の管
理者に対し Web または紙媒体による無記名自記式質問票調査を行った。
質問票は個人属性、職業感染対策に関する考え方、ケア場面毎の使用個人
防護具（以下、PPE）等で構成し、記述統計を行った。本研究は倫理審査
委員会の承認を得て実施した（承認番号：NCGM-G-003601-00）。報告すべ
き COI はない。

【結果】助産所管理者 104 名より回答を得た（44.6％）。分娩を取り扱って
いる助産所は 34 施設であった。職業感染対策に関する考え方の項目にお
いては、「感染症の有無に関わらずすべての人に標準予防策を実施すべき
である」に「そう思わない」と回答した者が 44 名（42.3％）であった。PPE
の使用状況では手袋の未装着が新生児介補時 17.6％、おむつ交換時に
66.3％、ガウンの未装着が新生児介補時 61.8％、おむつ交換時 26.0％ で
あった。PPE を装着しない理由には「防護具を着用すると動作しにくい」、

「家庭的なイメージから離れてしまう」等が挙げられた。
【結論】本調査により助産所における職業感染対策に関する一定の考え方
が明らかとなった。新生児ケア実施時に PPE が未装着である場面もあり、
その理由は動作性や利用者の印象に配慮していた。助産師と利用者双方の
安全を守るために、今後は「標準予防策の実施」についてどのように考え
ているのかを明らかにしていく必要がある。

P1-035 N95レスピレーターフィットテス
トに関する医療従事者向け教育プ
ログラムの実践報告

順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防管理部 感染予防対
策室
○小林 裕美（こばやし ゆみ）、小松﨑直美、
廣瀨 幸子、堀 賢

【背景・目的】COVID-19 パンデミックにより、医療従事者の N95 レスピ
レーター着用機会が増加した。当院では、救急外来・集中治療室などのハ
イリスク部署を中心にフィットテストを実施していたが、短期間で全職員
への実施が必要となった。

【活動内容】2022 年 7 月より、短期間で確実なフィットテストを実施する
ため、「屋根瓦方式」の教育システムを導入。感染対策リンクメンバー（医
師 33 名、看護師 38 名、コメディカル 27 名）に JIS T-8150：2021 準拠の
定量的フィットテストを教育し、院内認定「N95 フィッター」を育成した。
フィッターは各部署で講習・フィットテストを実施し、全職員が 3 種類の
中から適切な N95 レスピレーターを選択・装着できるよう指導。講習修
了者には適合マスクとテスト年月日を記載した修了証（有効期間 5 年）を
発行した（医師 1,254 名、看護師 1,526 名、コメディカル 1,510 名）。当初

（2022 年 7 月～9 月）は自治体補助金を活用し外部業者に委託したが、10
月以降はフィッターが自部署職員のフィットテストを継続。交代・異動時
は感染管理認定看護師がフィッター育成講習を実施し、教育体制を維持し
た。

【成果】2022 年 7 月～9 月のフィットテスト合格者は 763 名、N95 フィッ
ター合格者は 157 名。2022 年 7 月～2024 年 12 月の累計合格者はフィット
テスト 4,290 名、N95 フィッター 261 名。N95 レスピレーター着用で結
核・水痘等に対応した職員からの二次感染は発生していない。

【考察】医療従事者は呼吸器系感染症に感染するリスクがあり、適切な N
95 レスピレーターの選択と着用教育が重要である。当院（職員数約 2,500
名）では、感染管理認定看護師のみでの対応は困難であり、外部委託や各
部署へのフィッター配置が有効であったと考えられる。

P1-036 N95マスクの定量的フィットテス
トがスタッフに及ぼす影響と今後
の課題

掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター
○梅原佐知子（うめはら さちこ）、山本 恭子、
斎藤ちはる、赤堀 利行

【背景・目的】医療従事者にとって N95 マスクは、空気感染から身を守る
重要な呼吸器防護具であり、定期的なフィットテストが推奨されている。
今回、実施者の感覚に影響される定性的フィットテストから数値で漏れ率
が評価できる定量的フィットテストを導入し、スタッフへ与える影響につ
いて評価したため報告する。

【方法】期間は 2023 年 9 月から 2024 年 12 月とした。対象は N95 マスクを
装着する機会の多い 5 部署の看護師 112 名（20 代：26 名、30 代：31 名、
40 代：43 名、50 代：12 名）とした。方法は 3 種類の N95 マスクを使用し、
OSHA が定める短縮プロトコルで定量的フィットテストを実施、フィット
ファクター（以後 FF とする）を実施者と確認した。合格ラインは OSHA
の基準である FF100 以上とした。実施後にアンケート形式で「実施前と実
施後の N95 マスク装着に対する自信の程度」、「フィットテストの実施が
安心材料となったか」を 5 段階で評価した。

【結果】アンケート結果（回収率 93％）より、「N95 マスクの装着方法に対
する自信の程度」は、5（大変自信がある）が実施前 1.9％、実施後 42.3％、
4（まあ自信がある）が実施前 34.6％、実施後 51.9％ と大幅に増加し、実施
後で有意に自信の程度は上がった（Wilcoxon 符号付順位和検定 p＜
0.05）。また「フィットテストの実施が安心材料となったか」では、111
名（99％）が 5（大変そう思う）、4（まあそう思う）であった。112 名のう
ち、合格 91 名（81％、内訳：FF＞200 が 85 名、FF100～199 が 6 名）で、
不合格（FF＜100）が 21 名（19％）であった。不合格で指導を行ったスタッ
フの年代別割合は、20 代が 26.9％、30 代が 19.4％、40 代が 16.3％、50
代が 8.3％ と年代が低くなるにつれ高い傾向であった。

【結論】定量的フィットテストの実施で、正しく N95 マスクの装着ができ
ていることが数値で評価され、結果を確認できたことが自信につながり、
さらに安心材料になったと考える。今後は若い年代を中心に N95 マスク
を装着する機会の少ないスタッフにも実施し、適切なマスクの選択と正し
い装着について支援していく必要があると考える。
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P1-037 N95フィットテスターを用いた
N95装着指導の取り組み

日本医科大学武蔵小杉病院 感染制御部
○菅野 絵理（かんの えり）、先崎 貴洋、酒匂川 徹、
小林美奈子

【背景・目的】当院は 2023 年 2 月に、医療従事者 9 名を含む病棟での
COVID-19 クラスターを経験した。その要因として個人防護具を脱ぐ際の
エラー（脱衣の順番間違いや、手指衛生タイミングでの未実施、汚染した
個人防護具の表面に触れる等）に加え、N95 装着時のユーザーシール
チェックが正しく行えていないことが明らかとなった。当院はこれまで手
指衛生や個人防護具の着脱といった訓練は入職時のみ実施、それ以外はマ
ニュアル参照と現場での先輩からの指導となっていたが、平時から実施す
る必要性を感じた。そこで 2024 年度は全職員対象に、手指衛生、個人防護
具の着脱、N95 のフィットテストの 3 つを感染制御部メンバーが直接指導
を実施している。今回、定量式フィットテスターを用いた N95 フィットテ
ストについて報告する。

【活動内容】日本医科大学 4 病院で共通採用しているくちばし型の N95
マスクのフィット率は 20％ に満たなかった。その要因として、正しいユー
ザーシールチェックができていないこと、職員が自分の顔に合うサイズの
N95 マスクを選択できていないこと、装着時にバンドを伸ばし過ぎて緩く
なっていることがわかった。そこでサイズの異なる 2 種類のバンド調節可
能な N95 を準備した。それぞれの N95 に付属していた装着手順書を見な
がら装着してもらったところ、手順通りに装着できる職員がほとんどいな
かったため、装着時に特にポイントとなる部分を強調した手順書を作成し
た。また N95 マスクを選択する際は、スケールを用いて顎から目までの長
さを測り、その長さに応じてマスクを選択する方法に変更した。その結果、
マスクの種類によって差はあるものの、フィット率が 40～70％ に改善し
た。

【成果・考察】COVID-19 のような感染症が流行した際、個人に対する細や
かな指導はできないため、平時より正しい個人防護具の着脱等の指導を
行っておくことは重要で、製品に付属している装着手順書や自院のマニュ
アル等に記載している装着手順書で正しく装着できない場合は装着手順
書のアレンジをすること、数種類を準備しスケールを用いて顔のサイズに
合った N95 を選択することも重要であると思われた。

P1-038 フィットテストによるN95マスク
適正選定への取り組み

京丹後市立久美浜病院
○牧野みち子（まきの みちこ）

【背景・目的】自施設は、2019 年以降のコロナ禍において N95 マスクの供給不足
から多種多様な N95 マスクを使用せざる負えない状況となった。現在は 2 種類
採用中ではあるが、1 種類のみが運用されていた。着用時に顔に圧痕の残りや息
苦しさを訴える事例や不十分な着脱も散見され、ユーザーシールチェックのみ
で本当に個々に適正なものであるか検証する必要性が伺えた。そこで、N95 マス
クの供給が安定したため、複数の N95 マスクから個々の職員に合うものを選定
するためにフィットテストを実施した。

【活動内容】期間：2024 年 8 月～2024 年 12 月の 10 日間対象：N95 マスク着用
の機会のある全職種（医師・看護師・看護補助者・セラピスト他）準備：会場に
N95 マスクの着用手順とユーザーシールチェック方法のイラストを掲示し鏡を
設置
3 種類の N95 マスクを準備（A 社 新採用予定、B 社 既採用、C 社 既採用）
方法：新採用予定の A 社を基準に着用を行った。
A 社から自身で着用しユーザーシールチェックを行い漏れがないことを確認し
た後、椅子に座り静止した状態で普通に呼吸をしてフィットテストを行った。
漏れ率（5％ 以下）を合格基準とした。
基準に達しない場合はトレーニングモードで漏れ場所を特定し改善後、再度テ
ストを行った。
再テストで不合格者は、次の B 社を装着し、不合格の場合 C 社の順でテストを
行った。

【成果・考察】フィットテスト参加者は 98％（189 名/192 名中）、テスト合格者
は 100％ で、種類選定では A 社 84.7％、B 社 2.1％、C 社 13.2％ となり個人の顔
型に合った適正な N95 マスクを選定できた。ユーザーシールチェック後、1 回で
テスト合格した割合は A 社 76.9％、B 社 75％、C 社 72％ だった。2 回で合格し
た割合は、A 社 21.9％、B 社 25％、C 社 28％ だった。3 回以上で合格した割合
は A 社 1.3％ で他 2 社は 0％ だった。トレーニングモードでの確認が多かった
漏れ場所は、鼻、頬、下顎の部分に認め、個人に漏れ場所の注意喚起ができた。
漏れ部分を改善し合格となったケースに対してはユーザーシールチェックの充
実も考慮される。今回は個人のマスク選定に重きを置き、静止でのフィットテス
トで評価したが、さらに着用後の動作や発声後の漏れ率の検証も必要である。

P1-039 当院におけるN95マスクのフィッ
トテスト結果と課題について

医真会八尾総合病院 感染制御チーム
○吉本 理恵（よしもと りえ）、前田 浩晶

【背景・目的】2019 年以降、新型コロナウイルス感染症により N95 マスク
を装着する機会が増え、様々な職種の職員が装着するようになった。N95
マスクの種類も 1 種類 2 サイズであったのが、現在は 6 種類のマスクを在
庫管理している。職員の使用状況を見ていると誤った使用方法をしている
職員も少なくない。そこで、正しい装着方法促進とマスクの選定のため、
定量的フィットテストを行った。

【活動内容】N95 マスクを装着する職員を対象に 2024 年 11 月～12 月の期
間にマスクフィッティングテスター MT-05U と MT-03 を用いて定量的
フィットテストを実施した。MT-05U は漏れ率 5％ を合格基準とし、MT-
03 は漏れ率 10％ を合格基準とした。

【成果・考察】MT-05U でフィットテストを実施した職員は 24 名で、その
うち 1 回で合格に達したのは 3 名（12.5％）のみであった。ワイヤーの調
整やマスクの種類を変更することで 16 名（66.7％）が合格基準に達した。
MT-03 でフィットテストを実施した職員は 84 名で、そのうち 1 回で合格
基準に達したのは 53 名（63.1％）であった。ワイヤーの調整やマスクの種
類の変更により残りの 31 名（36.9％）も合格基準に達することができた。
普段装着し慣れている職員でも、紐をクロスにするなど誤使用がみられ
た。装着方法の指導やマスクの変更により基準に達した職員は多い。個々
に正しい装着方法の指導する機会を得れたことはとても有効であった。安
価な N95 マスクに絞ることも考慮していたが、人によってはフィットす
るマスクが異なることが今回の結果で明らかとなった。コスト面だけでは
なく、職員の安全を考慮すると複数の種類の N95 マスクを配置すること
が必要と考える。今後も定期的に実施し正しい装着方法を維持していく必
要があると考える。

P1-040 N95マスクフィットテストで見え
てきた当院の今後の課題

埼玉医科大学病院 感染対策室
○坂田由美子（さかた ゆみこ）、小松 真怜、
星野みなみ、妙中 勇貴、岸 悦子、小泉 盛、
戸叶美枝子、吉原みき子、樽本 憲人

【背景・目的】2020 年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴
い、多くの職員が N95 マスクを装着する機会が増加した。このことから職
員の曝露防止として自分に適合した N95 マスクを確認しておくことが大
切である。N95 マスクの使用に際しては、定量フィットテストにより、職
員の安全の確保・正しいマスクの装着方法の習得、および自分に適合する
マスクを選定しておくことが重要であり、各種ガイドラインなどでも推奨
されている。今回、我々はメディカルスタッフを対象として、N95 マスク
の定量フィットテストを実施した結果を報告する。

【活動内容】当院が採用している N95 マスクはカップ型 2 製品、二面折り
たたみ式 1 製品である。定量フィットテストの対象を、空気予防策を必要
とする患者に接触する、または接触の可能性が高い職種（医師、研修医、
看護師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技師、言語聴覚士、救急救命士）とし、労研式マスクフィッティ
ングテスター MT-05U（柴田科学）を用いて、漏れ率 5.0％ 以下を適正と
して評価した。

【成果・考察】2024 年 6 月 26 日から 2025 年 1 月 30 日の期間で計 874 名
を評価することができた。評価の結果、最もフィット率が高いものはカッ
プ式マスク 1（興研株式会社：ハイラックⓇ）93.5％、次いで二面折りたた
み式マスク（スリーエム株式会社：V フレックⓇススモールサイズ）88.5％
であった。また、カップ式マスク 2（バイリーンⓇ）は 72.7％、V フレック
スⓇレギュラーサイズは 64.2％ であった。複数のマスクをテストしても 1
種類のマスクしか適合しなかった職員もいたことから、複数マスクが使用
できるように配置しておくことが職業関連感染防止の観点から安全であ
ると考える。また、対面で実施することで、装着時の注意点の詳細な説明
を個別に行うことでき、効果的な指導に繋がった。今年度は感染対策室の
看護師が評価者となり定量フィットテストを実施したが、実施率の向上の
ためには、感染対策実務者や感染制御リンクナースに対して、定量フィッ
トテストの技術指導を行ない、指導・評価者を育成していくことが今後の
課題であると考えられた。
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P1-041 N95マスクフィット率の定量測定
困難な状況を想定した主観的評価
の有用性に関する検証

産業医科大学病院
○江藤宏一郎（えとう こういちろう）、古谷 頼和、
本田 雅久、鈴木 克典

【背景・目的】日本の医療従事者の結核有病率は一般人より高く、院内感染
がその一因となっている可能性がある。結核を予防する最も有力な個人防
護具となる N95 マスクは、適切な選定と医療従事者へのトレーニングが
重要であるとされている一方で、多くの医療機関で N95 マスク装着を機
械的に評価する体制が整っていない。大学病院である当院においても、N
95 フィットテスターが導入されたのは最近のことであり、定量的な評価
が困難な施設は未だ多く存在するものと考えられる。今回、N95 マスク装
着を定量的に評価することが困難な状況において、信頼することが可能な
主観的評価指標を明らかにする。

【方法】研究の同意が得られた対象には N95 マスクの適切な装着方法を指
導せずに N95 マスクを装着してもらい、マスクフィッティングテスター
MT-11D により顔面に装着した N95 マスクの外側と内側の粉塵濃度を求
め、面体の外側と内側の粉塵の濃度比（以下、漏れ率）を算出する。同時
に主観的評価（息苦しさ・安心感・装着に伴う痛み・フィット感・会話の
しやすさ）、サッカリンによる味覚測定、自己フィットチェック、SPO2
を確認する。N95 マスクの装着方法を指導後、再度評価を行う。N95 マス
ク装着方法の指導前後で各指標を対応ありデータとして統計分析する。統
計には SPSS を用い有意水準は p＜0.05 とする。

【結果】N95 マスクの装着方法を指導後、漏れ率は有意に低下した。同時に
主観的評価についてもすべての値が有意に低下した。その他については有
意差が見られなかった。

【結論】N95 マスク漏れ率の機械的な確認ができない状況において、各主観
的評価は有用となる可能性がある。一方で、今回の実験のように適切な主
観的評価と漏れ率を体験していなければ、妥当な装着感がわからないこと
から、医療従事者においては機械的な漏れ率測定の機会を設けることが望
ましい。今回は一般的に有用とされるサッカリンによる味覚測定やフィッ
トテスト自己チェックに有意差を認めなかったが、サンプル数が少ないこ
とが影響している可能性もあるため引き続き検討を続けていく。

P1-042 個人防護具（エプロン、手袋）の使
用に関する評価方法の効果

大阪医科薬科大学病院 感染対策室
○川西 史子（かわにし ふみこ）

【背景・目的】個人防護具の適正使用に関する評価指標がなく、ケア時の直
接観察などにより使用状況をチェックしているのが現状である。A 大学病
院では個人防護具の払い出し量等から使用に関する評価指標を独自に計
算し適正に使用されているか評価している。その方法と結果を報告する。

【活動内容】A 大学病院の一般病棟の 1．2018 年から 2024 年まで個人防護
具（エプロン、手袋）部署別払い出し量データ収集した。2．毎年「個人防
護具の使用に関した調査」を実施し、各病棟の 1 日の点滴やおむつ交換な
ど処置やケアの人数から必要な個人防護具の 1 日当たりの使用量を算出
した。2．の値を適正使用枚数（部署での目標値）とした。1．2．の結果と
入院患者数から各病棟において個人防護具が適正に使用されているか評
価し、毎月フィードバックした。

【成果・考察】COVID-19 の影響を受けた 2020-2022 年を除き、全体評価し
た結果、手袋の 1 患者 1 日当たりの使用量は 13.89 枚から 19.34 枚へ、エプ
ロン使用量は 0.81 枚から 1.40 枚へ増加した。一方適正使用枚数は手袋の 1
患者 1 日当たりの使用量は 32.0 枚から 26.7 枚、エプロン使用量は 5.6 枚か
ら 4.4 枚と減少していた。A 大学病院の一般病棟の防護具の適正使用枚数
は大きな増減がなく、これは患者背景が大きく変化していないことを示し
ている。個人防護具の使用量が増加したことは、評価のフィードバックに
より目標設定ができ、意識が高まったと考える。A 大学病院での個人防護
具の評価方法は A 大学病院の個人防護具の使用量増加に効果があった。

P1-043 薬剤耐性菌（MRSA ESBL大腸菌
など）の発生密度率低減のための取
り組み

医療法人厚生会 福井厚生病院
○中島 治代（なかしま はるよ）、髙栁 淳子

【背景・目的】AMR 対策アクションプランで黄色ブドウ球菌のメチシリ
ン耐性率の目標は、20％ 以下とされている。当院の MRSA 率は、40％ か
ら 50％ 台と高い状態で推移している。また、MRSA 感染・保菌の入院患
者は増加傾向にありここ 6 年間で約 2.5 倍となった。また、MRSA を保菌
している患者も多く、ここ 6 年間で約 3 倍になっている。ESBL 産生菌の
患者は、ほぼ横ばいから微増で推移している。そこで、継続的に薬剤耐性
菌（MRSA ESBL 産生菌など）の発生密度率（発生密度率＝期間新規耐
性菌発生症例数/期間延べ患者数×1000 新規耐性菌発生症例：入院 4 日
目以降に初めて臨床検査で耐性菌が陽性となった症例）低減のための取り
組みを行った。

【活動内容】耐性菌が同定した時点で検査課から電話で報告を受け、当該病
棟をラウンドし情報を収集後、看護師・リハビリ担当者・感染管理室でカ
ンファレンスを行い具体な感染対策を検討した。以前から耐性菌を保菌し
ている患者が入院した場合は、入院時に確認し同様にカンファレンスを実
施して感染対策を検討した。耐性菌を保菌した状態で退院される場合情報
提供と具体的な感染対策をサマリー等で伝えた。ICT ラウンドでは感染対
策を確認した。さらにデータの監視を行い、MRSA と ESBL 産生菌の材料
と感染対策、点有病率などを週報とし各担当に配布した。感染リンクナー
ス会では、手指衛生遵守や汚物室の環境改善・患者環境整備などの取り組
みを実施した。薬剤耐性菌発生密度率は、関連委員会で報告した。

【成果・考察】MRSA 発生密度率は 2019 年には減少し 0.19 となったが、そ
の後 MRSA 発生密度率の増加がみられ今年は 0.33 と増加している。要因
として、MRSA の患者・保菌患者が増加した事、退院後の管理が難しいこ
と等が挙げられる。MRSA 保菌状態で退院される患者の対応について更
なる検討が必要である。ESBL 産生菌の発生密度率は、ほぼ横ばいで推移
していたが、2024 年度 0.08 となり 2018 年以降初めて 0.1 を切った。ポータ
ブルトイレやおむつ・汚物室の管理、個人防護具、手指衛生といった総合
的な感染対策を確認するなど地道な活動が重要である。今後も入院から在
宅まで介入できる体制を検討し、薬剤耐性菌の発生密度低減のための活動
を継続していきたい。

P1-044 接触予防策の実施状況評価と改善
の取り組み

NTT東日本関東病院
○渡邊 愛子（わたなべ あいこ）、黒田 潤子、
櫻井 隆之

【背景・目的】当院における MRSA の病院感染は部署により発生率に大き
な差が出ており、特に脳神経系の病棟は患者の特性から医療ケアや日常生
活援助の機会や密度が高く、突出して高い発生率となっていた。今回、脳
神経系の診療科を持つ部署を対象に、部署で行われている接触予防策の実
施状況を評価し、明らかになった課題に対して必要な改善策を講じた。接
触予防策の質の向上、さらに MRSA 新規陽性密度率の低下を目指し、活動
した結果を報告する。

【活動内容】MRSA 新規陽性密度率について院内の傾向を把握し、接触予
防策実施状況を調査する部署を選定した。CDC ガイドラインに基づき、接
触予防策を評価するためのチェックリストを作成し、対象部署で観察調査
した。その結果明らかになった課題を部署と共有し、改善策の導入を行っ
た。病院全体に関わる改善事項について感染対策マニュアルを改訂し、職
員の教育を行った。これら一連の介入後に、調査部署の再評価を行った。

【成果・考察】MRSA 新規陽性密度率が高い脳神経系の診療科を持つ 2
病棟を対象に接触予防策の実施状況を観察調査した結果、特に PPE の着
脱に関する項目に課題があることが明らかとなり、その原因として、患者
エリアの理解が不十分であることが挙げられた。そこでこの 2 病棟とその
関連部門を対象に、患者エリアの考え方、エリアを意識した PPE の着脱方
法を教育した。さらに、病棟の廊下でリハビリを行う時は患者エリアをど
のように作るか、検査の際のエリアの考え方と PPE の着脱、など各部門に
応じた接触予防策の方法を検討し導入した。これらの活動を行った結果、
この 2 病棟の接触予防策実施状況は改善し、新規陽性密度率も低下した。
一般的な事項が記載されているガイドラインの内容を踏まえた上で、自施
設の接触予防策をどのように実施していくか検討し導入していくことが、
実際の接触予防策の改善に効果的であると考えられた。また、活動に当た
り、この部署、この時、といった具体的な場面を想定し、部署や他部門と
ともに実現可能な予防策にしていくことが効果的であると考えられた。
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P1-045 ICNが多数のスタッフに実施した
N95微粒子マスクの着脱指導およ
びフィットテストに関する報告

慶應義塾大学病院 感染制御部1）、慶應義塾大学病院 看護部2）、
慶應義塾大学 医学部 感染症学3）

○増谷 瞳（ますたに ひとみ）1,2）、田村 祐子1,2）、
河西 貴子2）、高野八百子1）、宇野 俊介1,3）、
南宮 湖1,3）、長谷川直樹1,3）

【背景・目的】N95 微粒子マスク（以下、N95 マスク）は空気予防策に使用する防護具
である。当院では 2 種類の形状の N95 マスクを採用し、使用するスタッフに対して感
染管理看護師（以下、ICN）が年 1 回程度の着脱指導とフィットテストを実施していた。
2020 年に、新型コロナウイルス感染症または疑い患者のエアロゾル発生手技を実施す
る際に N95 マスクが必要となり、N95 マスクを着用するスタッフが増加した。そのた
め、ICN が院内全体の多職種に対してマスクの着脱指導およびフィットテストを実施
できる仕組みを整備する必要があった。

【活動内容】2020 年 2 月以降、新型コロナウイルス感染症または疑い患者を対応する可
能性がある全職種を対象にフィットテストを実施した。N95 マスクは三つ折り型を使
用し、ICN が顔に適合しないと判断した場合はカップ型の S サイズを使用した。
フィットテストは、事前に ICN が N95 マスクの着用方法を指導し、労研式マスク
フィッティングテスターを用いて定量的に行った。マスク内への粉じんの侵入率（漏
れ率）5％ 以下を合格とした。
2020 年 8 月、N95 マスクの供給停止により、新たな N95 マスク 6 種類を導入した。
フィットテストを実施済みのスタッフも、再度フィットテストを実施する必要があ
り、これまでと同様の方法に加え、フィッティングテスターを各病棟に巡回させて自
己チェックで漏れ率を確認する方法も取り入れた。自己チェックで漏れ率が高かった
場合は、ICN が着用方法の指導およびマスクの選定を支援した。

【成果・考察】2020 年 2 月から 2021 年 3 月まで延べ 2686 名がフィットテストを実施
した。医師 1148 名、看護師 1260 名、その他の職種 278 名であった。1 回で合格したス
タッフは 2005 名であった（74.6％）。新たなマスクを導入した前後で、1 回で合格した
スタッフ数は、導入前は 1417 名中 1198 名（84.5％）、導入後は 1269 名中 807 名であっ
た（63.6％）。
新たな形状のマスクを導入した場合の、スタッフの教育には時間と労力が必要であ
る。限られた人的資源の中で多くのスタッフに適切なマスクを選定し着用するために
は、自己チェックと ICN の指導を組み合わせて行う仕組みが有用であった。

P1-046 介護老人保健施設（老健施設）にお
ける顔面帯状疱疹からの水痘感
染～空気感染対策の重要性と教育
支援の必要性～

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 感染制御センター 感
染制御課
○谷田部美千代（やたべ みちよ）、山﨑 雅英

【背景】老健施設では帯状疱疹ケアが頻繁に発生する。帯状疱疹は加齢もリ
スク因子の 1 つとされ、水痘感染歴のある老健施設利用者全員がリスク要
因を有している。今回、広範囲な右顔面帯状疱疹の利用者から、職員を介
して別の利用者に再感染した事例より、医療機関と介護保険施設等と連携
における活動支援の一事例として報告する。

【症例】20XX 年 10 月中旬に当法人施設の利用者が水痘と診断され入院し
た。接触者調査の過程において、同室者が同年 9 月に右三 神経第 1/第 2
枝領域の帯状疱疹を発症しており、十分な隔離対策が取られていなかった
ことが判明した。更に、同フロアに海外からの技能実習生が、同年 10 月初
旬に水痘の診断を受け病欠し、接触者調査などの曝露者対応がなかったこ
とも判明した。直ちに VZV 抗体価の確認を行った結果、フロア利用者お
よび担当職員全員に十分な抗体価を獲得していたことが確認でき、その後
の感染拡大には至らなかった。今回の事例を受け、施設職員に対し感染対
策に関する研修を実施した。研修では、標準予防策に加え、空気感染予防
策の重要性、帯状疱疹発症時の適切な対応、水痘曝露時の対応、ワクチン
接種の有効性などを具体的に指導した。

【考察・結論】水痘感受性者への速やかなワクチン接種や、曝露後速やかに
就業制限を行うことは、水痘の感染拡大防止に重要である。特に顔面帯状
疱疹は、口腔内に水疱を形成し、空気感染するリスクが高い。今回の顔面
帯状疱疹事例では、口腔内に水疱を有していたかは不明だが、可能性は否
定できない。適切な感染対策が実施されていれば、二次感染を防げた可能
性は高い。老健施設において、顔面帯状疱疹からの水痘感染リスクは決し
て低くはない。適切な感染対策の実施と、継続的な職員教育が重要と考え
る。

P1-047 帯状疱疹発症患者をケアしたアジ
アからの技能実習生の水痘発症事
例を経験して

社会医療法人 駿甲会 コミュニティーホスピタル甲賀病院
○帯金 里美（おびかね さとみ）

【背景・目的】2024 年 7 月アジアからの技能実習生が水痘を発症した。同居
している職員を濃厚接触者として隔離するとともに水痘ワクチンを 2 回接
種し新たな発症は回避できた。定期接種ワクチンプログラムが国によって
異なり、アジアを中心とした留学生の水痘発症者事例が増えている現状を
知り、法人全体の技能実習生の抗体について調査を実施した。今回の事例の
水痘発症実習生は、病棟入院中の帯状疱疹患者の入浴介助が発症契機と
なったと推測されたため、帯状疱疹患者への対応をマニュアル化し帯状疱
疹サーベイランスを開始した。

【活動内容】1．初期対応：水痘発症者と同居職員への対応を外国人材受入担
当者と調整、発症者が担当している入院患者と接触のあった職員の水痘抗
体価を確認
2．帯状疱疹での入院患者について調査
3．技能実習生への水痘ワクチン接種、帯状疱疹マニュアル作成
4．職員へ研修会で情報共有、帯状疱疹サーベイランスを開始
5．市民への啓発活動、帯状疱疹ワクチン接種推進

【成果・考察】水痘発症の技能実習生は、体幹および顔、口腔内に発疹を来
たし経口摂取困難となり 8 日間入院治療をした。軽快して退院希望があっ
ても痂疲化するまで共同生活の部屋には戻れず、対応に苦慮した。発症前 2
日間に接触した入院患者 43 名と職員 40 名の水痘抗体価検査では、技能実
習生 5 名のみ陰性という結果であった。さらに法人の技能実習生の抗体検
査と陰性者へのワクチン接種の実施に至った。
発症職員は痂疲化されていない帯状疱疹患者の入浴介助をしていたことが
判明。当院における帯状疱疹による入院状況は 10 年間で 102 名、そのうち
入院途中で 23 名が帯状疱疹を発症していた。顔面や播種性帯状疱疹、免疫
不全者の帯状疱疹は感染リスクが高く、水痘に準じた空気感染予防策の必
要性を改めて痛感した。感染対策研修会で水痘と帯状疱疹によるリスクと
対策について情報共有し、帯状疱疹サーベイランスへの協力を依頼した。
グローバルな社会において新たなリスクとなる水痘・帯状疱疹について、
救急隊や市民公開講座、感染対策連携施設などにも情報提供を実施してい
る。

P1-048 兄弟で発症した髄膜炎菌髄膜炎症
例とその対応

市立ひらかた病院 医療安全管理室感染防止対策部門1）、市立ひら
かた病院 薬剤部2）、市立ひらかた病院 中央検査科3）、大阪医科
薬科大学 功労教授4）

○嶋木 美和（しまき みわ）1）、田中 鉄也1,2）、
浮村 聡1,3,4）

【背景】本年は大阪万国博覧会が開催され、インバウンズ増加により髄膜炎
菌感染のリスクが上昇すると考えられている。しかし職業感染対策として
のワクチン接種の対象疾患として髄膜炎菌を挙げている医療機関は少な
く、個別に感染対策や予防内服により対応しているのが現状である。

【症例】症例は未就学の男児、兄が当該患者の入院 7 日前にインフルエンザ
に罹患し、当該患者の入院 3 日前に発熱と頭痛が出現し、症状は悪化、2
日後に他院に髄膜炎の診断で入院した。兄の入院日に当該患者も発熱、頭
痛、嘔吐、関節痛を認め、翌日かかりつけ医を受診し当院に紹介受診となっ
た。かかりつけ医において 2 名とも小丘疹が散見された。現症として体温
は 38.1 度で意識は清明だがぐったりしており、項部硬直を認めた。髄膜炎
の診断で入院となり、入院当日に兄が入院している病院からフィルムアレ
イ髄液パネル検査にて髄液から髄膜炎菌が検出されたという情報が入り、
髄膜炎菌性髄膜炎の診断で入院となった。患児からも血液培養にて髄膜炎
菌が検出され確定診断となったが、髄液から髄膜炎菌は培養されなかっ
た。ABPC と CTX 併用にて治療を開始し 12 日間の入院加療により軽快
退院した。入院後は個室に入院し飛沫感染対策を行った。患者 2 名の感染
ルートは不明であった。この 2 名以外の同居家族 11 名に加え、診察時に十
分な感染対策が行えていなかった医療者 10 名に AZM による予防内服を
行い発症者はいなかった。

【考察・結論】培養されにくい本菌の特性を理解した診断とともに、ER
や救急隊員への予防接種や接触者への予防内服も含めて医療現場の意識
を向上させるべきと考えられる。今後職業感染対策のワクチン予防疾患と
して髄膜炎菌感染症を加えるかどうかが課題である。
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P1-049 微生物の接触伝播移行率と伝播源
の湿潤状態との関係―バイオスキ
ンを使用した接触伝播モデルの基
礎的研究―

東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科
○東 陽子（ひがし ようこ）、菅原えりさ、
佐伯 康弘、梶浦 工

【背景・目的】微生物の接触伝播に影響を及ぼすファクターの一つに湿潤
があるが、伝播源の湿潤の程度が伝播に及ぼす定量的影響については明確
ではない。今回、湿潤の程度と伝播に関する基礎実験系を構築し、接触伝
播による移行データを数理モデルで解析することでその関係性を検討し
た。

【方法】伝播源をろ紙とし、ろ紙に 8％ ポリソルベート 80 含有生食液（以
下、調整液）100µL を滴下し、37℃、2.5～20 分間静置後のろ紙の重量変化
から残存水分率を算出した。伝播実験は黄色ブドウ球菌（以下、B）を含
有させた調整液（108CFU/mL）100µL をろ紙に滴下後、直後及び 36℃、
2～30 分間静置した。そして、各ろ紙をバイオスキン上へ 10 秒間加圧（120
g/cm2）して接触伝播させたのち、培養後の菌数を計測し移行率を算出し
た。B の各移行率とその時の残存水分率の関係について“水分量変化に伴
う移行率の変化はその時の水分量に比例する”という仮説に基づいた数理
モデルから評価した。さらに、各ろ紙の湿潤程度を皮膚角質水分量測定器Ⓡ

を用いて測定し、得られたデータから、乾燥域、中湿潤域、高湿潤域を任
意に設定し、各湿潤域における B の平均移行率を算出した。

【結果】数理モデルで解析した結果、B の移行率は水分量（残存水分率）の
二乗に関連して上昇する傾向がみられ、乾燥域では低率であったものが、
残存水分率が増加するに従い上昇し、高湿潤域での B の平均移行率は乾
燥域のそれに比べ約 31 倍であった。

【結論】構築した実験系において、伝播源の湿潤程度と微生物移行率の関係
を、数理モデルを用いて定量的に示すことが示唆され、高湿潤域では乾燥
域と比較し大幅に移行率の上昇がみられた。これは、感染制御の経験則で
ある「乾燥状態（乾燥させること）」が微生物伝播の抑制に有効であること
の客観的根拠となり得る。

P1-050 2段階に分けた新たな接触予防策
の導入

兵庫県立尼崎総合医療センター 感染対策チーム
○大迫ひとみ（おおさこ ひとみ）、伊藤 雄介、
後藤 賢一

【背景・目的】本邦では、抗菌薬の効かない薬剤耐性菌の増加が問題となっ
ており、当センターにおいても基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ

（ESBL）産生腸内細菌目細菌等の薬剤耐性菌保菌患者数が年次的に増加し
ている。薬剤耐性菌の保菌等により接触予防策を必要とする患者の増加
は、個室の確保や個人防護具着脱による医療従事者への負荷を増加させる
だけでなく、臨床現場の感染制御をより困難にする。そこで当院では、効
果的かつ効率的な接触予防策の推進を目指し、独自に考案した「2 段階に
分けた新たな接触予防策」を導入したため報告する。

【活動内容】接触予防策を要する感染症を、感染対策のレベルに応じて「接
触予防策 1」と「接触予防策 2」の 2 段階に分類した。「接触予防策 1」に
は、薬剤耐性菌のうち市中でも保菌者が増加している ESBL 産生腸内細菌
目細菌やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）等を分類し、微生物の
拡散レベルが高い場合は個室、低い場合は総室管理とした。患者に接触し
ない場合は手指衛生のみを実施、患者および環境に接触する場合は接触す
る範囲に応じて、手袋・エプロン・ガウン等の個人防護具を場面ごとに選
択することとした。「接触予防策 2」には、多剤耐性緑膿菌（MDRP）等の
院内で検出が稀な薬剤耐性菌、及び感染力の強い感染性胃腸炎・角化型疥
癬等を分類し、個室管理に加えて、入室時の手袋およびガウンの着用を必
須とした。本取り組みは、周知を 2024 年 1 月、全病棟における導入を 2
月に行い、確実な実施を図るため、病棟ラウンドをリンクナース会で実施
した。

【成果・考察】導入前後の MRSA 及び ESBL 産生腸内細菌目細菌の全病棟
発生密度（入院 4 日目以降に新たに MRSA 及び ESBL 産生腸内細菌目細
菌が陽性となった全病棟入院患者数/分子と同じ期間の全病棟延べ入院患
者日数×1,000）を比較した結果、MRSA は導入前（2023 年 1 月～12
月）0.44、導入後（2024 年 3 月～12 月）0.31、ESBL 産生腸内細菌目細菌
は導入前 0.51、導入後 0.52 であった。導入後 1 年の短期間評価のため、今
後もサーベイランスを継続し、長期的に評価していく必要があると考え
る。

P1-051 リハビリテーション学部学生の黄
色ブドウ球菌保菌調査からみた感
染予防教育の必要性

椙山女学園大学看護学部1）、岐阜保健大学リハビリテーション学
部2）、名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学3）

○石原 由華（いしはら ゆか）1,3）、小島 誠2）、
柴山 恵吾3）、太田美智男2）

【背景・目的】黄色ブドウ球菌は健常者の鼻腔に保菌されている。リハビリ
テーション学部理学療法学科および作業療法学科学生は病院実習で患者
に接する機会がある。また卒業後医療従事者として患者に直接触れるの
で、手指からの接触感染によって黄色ブドウ球菌院内感染の原因となる可
能性がある。したがってリハビリテーション学部学生について、黄色ブド
ウ球菌鼻腔保菌検査を実施した。またリハビリテーション学部における感
染予防教育について調査し必要性を考察した。

【方法】培養は黄色ブドウ球菌選択培地を用いスタフィロ LA（デンカ生
研）によるコアグラーゼ陽性コロニーを黄色ブドウ球菌保菌とした。さら
に質量分析による菌種確認を行っている。分泌毒素は培養上清の特異抗体
ラテックス凝集反応（デンカ生研）によって検出した。

【結果】学生 126 名中黄色ブドウ球菌の保菌者は 85 名（67.5％）で、その
中で PCR による mecA 陽性株保有者は 7 名（被験者の 5.6％）だった。
mecA 陽性株は全て PCR により pvl 陰性であった。ACME 遺伝子の有無
については検討中である。検出された黄色ブドウ球菌の中で 6 株が
TSST-1 陽性であり、その中で mecA 陽性株は 1 株のみだった。SEA 陽性
株は 9 株、SEB、SEC 陽性株はそれぞれ 2 株および 10 株であり、以前
SCCmec II 型 MRSA に多かった SEC+TSST-1 陽性株は 3 株で、いずれも
mecA 陰性株だった。リハビリテーション学部における感染予防教育につ
いては、4 コマ程度が多く、講義が中心で実習は少なかった。

【結論】今回調査したリハビリテーション学部学生の半数以上が黄色ブド
ウ球菌を鼻腔保菌し、その中の 5.6％ が MRSA であった。また検出された
全黄色ブドウ球菌の 7.1％ が毒素ショック症候群毒素 TSST-1 を分泌する
毒性の高い菌株だった。これらの結果から、リハビリテーション学部学生
が病院実習において患者への感染源となる危険性を有しているので、感染
予防に関する十分な知識を持つ必要がある。

（会員外共同研究者：岐阜保健大学リハビリテーション学部 鈴木啓介）

P1-052 ICNと病棟スタッフによる点滴確
認ラウンドを用いた中心静脈カ
テーテル管理の取り組み

信州大学医学部附属病院 感染制御室
○塩原 真弓（しおはら まゆみ）、古瀬 正朗

【背景・目的】血液疾患患者において、中心ライン関連血流感染（以下、
CLABSI）が起こると、時に致命的な状況となる。当院では 2017 年より血
液内科を対象にサーベイランスを実施し CLABSI 発生状況の把握・評価
を行っており、様々な改善活動を実践してきたが、CLABSI 発生率は 2022
年度の時点で 3.28（使用比 0.52）と高い状況であった。特に、カテーテル
挿入部の観察記録が不十分でドレッシング剤の交換が遅れるなど、カテー
テル管理に課題があった。そこで今回、課題解決に向けて感染管理看護師

（以下、ICN）と病棟総リーダーによる点滴確認ラウンドを行ったため、そ
の内容と成果を報告する。

【活動内容】2023 年 9 月ラウンドに用いるチェックリストを作成した。
チェックリストは「CVC 挿入部の管理」と「ルート管理」に大別され、CVC
挿入部の管理は、ドレッシング剤が正しく貼付できているか、カテーテル
挿入部の観察ができるかなど 4 項目、ルート管理は、アクセスポートに汚
れがないかなど 6 項目、合計 10 項目とした。同年 10 月より、ICN と病棟
総リーダーで週 1 回ラウンドを行い、患者のベッドサイドでカテーテル管
理を評価するとともに、全患者の CVC 挿入部の写真を撮り管理状況を他
のスタッフと共有した。また、CVC 挿入部の管理が不適切だった場合は、
ドレッシング剤の交換日を早めるなどの対応を指示した。遵守率は 3 か月
に 1 度、コアメンバー会でフィードバックした。

【成果・考察】2023 年 10 月～2024 年 3 月末までに 18 回のラウンドを実施
し、のべ 155 名のカテーテル管理の状況を評価した。ラウンド開始時には
CVC 挿入部の管理の中でも、「挿入部に目に見える汚れ（凝固物）がない」

「挿入部の観察ができる」の 2 項目で遵守率が 80％ 以下と低い傾向にあっ
たが、1 月以降は 90％ を超えるようになった。また、ルート管理の項目は
比較的遵守率が高く、12 月以降はほとんどの項目が遵守率 100％ となっ
た。CLABSI 発生率は 3.28（2022 年度）から 2.56（2023 年度）へ低下した。
現在も継続してラウンドを実施しており、さらなる発生率の低下を目指
す。
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P1-053 中心静脈カテーテル関連血流感染
サーベイランスを行って

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
○三熊 有香（みくま ゆか）、網島 優、工藤 綾栄

【背景・目的】当院は 33 の専門診療部門があり、3 次救命救急センターの
超急性期医療から慢性期、セーフティネット分野と幅広い医療を担ってい
る。2020 年度から救命救急病棟、一般 ICU にて中心静脈カテーテル関連血
流感染のサーベイランスを開始、2022 年度から脳神経内科病棟も追加し
て 3 部署で中心静脈カテーテル関連血流感染のサーベイランスを実施し
ている。令和 6 年度、脳神経内科病棟において 7～9 月の 3 ヵ月間に 5 例の
感染事例が発生した。感染事例の発生要因がはっきりとしていなかったた
め、まずは注射手技のプロセスサーベイランスを行い、輸液・注射薬剤の
ミキシング、薬液投与（主管・側管）の実施状況について介入を行った。

【活動内容】今回の感染事例の起因菌は 5 例のうち 2 例が表皮ブドウ球菌、
1 例が黄色ブドウ球菌であった。侵入経路としてはカテーテル挿入部の汚
染、ルート接続部の汚染が想定され、早急に介入することを目的にまずは
注射手技のプロセスサーベイランスを行った。輸液・注射薬剤のミキシン
グ、薬剤投与（主管・側管）についてチェックリストを作成し、感染管理
認定看護師 2 名で実施状況の直接観察を行った。10 月の 1 ヵ月間を観察
期間とし、輸液・注射薬剤のミキシングは計 18 名、薬剤投与（主管・側管）
は計 10 名の観察を行った。これより、注射台・トレイの消毒、手指衛生、
ゴム栓・閉鎖式コネクタの消毒が不十分であることがわかった。結果につ
いては資料を作成し、11 月に感染リンクナースへフィードバックを実施、
病棟への伝達指導を依頼した。

【成果・考察】プロセスサーベイランスを通して注射台・トレイの消毒、手
指衛生、ゴム栓・閉鎖式コネクタの消毒が不十分であることがわかり、結
果を病棟へフィードバックすることができた。その後、現時点で同病棟で
の感染事例は発生していないが、不十分であった注射手技においては改善
がみられているか引き続き介入が必要である。今回のプロセスサーベイラ
ンスでは注射手技の介入のみであったが、当院では PICC の挿入事例が増
えており、病棟で診療看護師が挿入することも多くなっているため、挿入
時の感染対策の実施状況の観察や挿入部位の消毒、ドレッシング、固定方
法についても今後観察を行っていきたい。

P1-054 病院全体を対象としたサーベイラ
ンスを活用した病院全体で取り組
むCLABSI 対策

大阪公立大学医学部附属病院 感染制御部
○藤井 昭人（ふじい あきと）、岡田 恵代、
藤田 明子、仁木 誠、明堂 由佳、西浦 広将、
掛屋 弘

【背景・目的】当院では 2023 年度より全病棟（24 病棟）を対象に CLABSI サー
ベイランスを実施している。2023 年度は、24 病棟のうち 18 病棟で年間 1 件以上
の CLABSI が発生し、病院全体では 58 件の発生が確認された。病院全体を対象
としたサーベイランスを実施することにより、病院全体の現状を把握すること
が可能となり、2024 年度には病院全体で CLABSI 対策に取り組むことができた
ので報告する。

【活動内容】感染対策委員会と各部署の担当者が参加する ICT 会議で、サーベイ
ランスデータのフィードバックを行った。ICT の重点課題として CLABSI の減
少を設定し、各部署で多職種による感染対策チーム（病棟 ICT）が具体的な行動
計画を立案・実施した。また、看護部の目標にも反映され、リンクナースの活動
時間が確保された。病院全体の課題として認識された結果、クロルヘキシジン含
有ドレッシング剤の導入が可能になり、長期使用やハイリスク患者への使用を
推奨した。各部署は多職種で協議し、医師に中心静脈カテーテルの早期抜去を提
案した。3 か月ごとにサーベイランスデータをフィードバックし、各部署に評価
を依頼した。

【成果・考察】介入前を 2023 年 4 月～2024 年 3 月、介入後を 2024 年 4 月～12
月として、カイ二乗検定を用いて前後比較すると、デバイス使用比（介入前 0.14、
後 0.13：p＜0.001）、感染率（介入前 1.87、後 1.12：p＜0.05）であり、有意に減
少した。24 病棟のうち 14 病棟で CLABSI が発生し、病院全体で 28 件であった。
これまで看護師のみで CLABSI 低減に向けた取り組みを行ってきたが、大きな
成果は得られなかった。今回、病院全体でサーベイランスを実施することによ
り、CLABSI の発生が病院全体の共通課題として認識され、多職種による協力体
制のもと、CLABSI 低減に向けた包括的な対策が可能となった。その結果、中心
静脈カテーテルの使用頻度および感染率が低下した。
病院全体を対象としたサーベイランスは、業務負担の増加や精度低下といった
課題が存在するものの、システム構築による効率化を進めることで実施可能で
あり、感染対策の推進において有効であると考えられる。

P1-055 コロナ禍における血液内科病棟で
の中心静脈ライン関連血流感染
サーベイランスの実態と管理方法
の検証

浜松医科大学医学部附属病院 感染制御センター
○鈴木 利史（すずき としふみ）、澤木ゆかり、
高岡 雅代、岡本 季紗、望月 啓志、名倉 理教、
脇坂 浩、古橋 一樹

【背景・目的】当院血液内科病棟では重症患者管理のため、CICC や PICC 等の中
心静脈カテーテル（CVC）を多用し、中心静脈ライン関連血流感染（CLABSI）サー
ベイランスを継続している。しかし、2020 年以降コロナ禍により感染管理業務が
多忙となり、感染率や器具使用比の算出・報告に留まり、現場への介入が不十分
だった。サーベイランス結果では器具使用比は年々上昇したが、感染率の上昇は
軽度に留まった。そこで、本報告は当院血液内科病棟の CLABSI サーベイランス
結果と管理状況を再評価し、 その実態と課題を明らかにすることを目的とする。

【活動内容】当院感染制御システムではカテーテル種類別データ収集が困難なた
め、従来は CVC の合算値で算出していた。実態評価のため、コロナ禍の 2021～
2023 年の延べ 288 件の CVC 挿入例を対象に、CICC と PICC を区別し、各々の感
染率と器具使用比を再計算した。結果、全 CVC の器具使用比は 0.18～0.28 で横ば
いであったが、PICC は 0.11、0.17、0.24 と著しく増加した。全 CVC の平均留置期
間は 22.9±0.63 日であったが、感染例では 30.6±26.4 日と延長し、感染例の最短は
12 日、その他は全例 2 週間以上経過後に認められた。また、全 CVC の感染率は
0.38～1.76 だったが、PICC 単体の感染率は 0～1.66 で、器具使用比の増加に対し
て感染率の上昇は顕著でなかった。更に、現場管理では、CVC 挿入は院内研修修
了医師のみが担当し、点滴作成・接続時の手技、ドレッシング剤と輸液セットの
交換頻度は、院内規定に基づき病棟内で適切に実施されていることが確認され
た。

【成果・考察】統一対策により、感染リスクの高い血液内科病棟でも適切なカテー
テル管理が維持されることが示された。計 288 件の CVC 挿入例中、病棟処置室で
の 6 件を除く全例が、手術室や血管造影室等の適切な環境下で実施され、挿入手
技にも問題は認められなかった。更に、挿入後の点滴作成・接続時の手技管理は、
院内規定に基づき統一的に行われ、新任・異動者への指導が徹底されていること
が確認された。これらの管理体制が、コロナ禍の CLBSAI 感染率の抑制に寄与し
ていたと考えられる。一方、今後院内全体での統一管理体制の確立が求められる。

P1-056 療養型病院における中心ライン関
連血流感染の実態と課題

医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院 看護部
○加藤 千景（かとう ちかげ）

【背景・目的】長期療養型病院である A 病院において、2023 年 4 月より血
液培養 2 セット採取を推進し、中心ライン関連血流感染（Central-line asso-
ciated bloodstream infection：CLABSI）サーベイランスを開始した。そこ
で、療養型病院である A 病院における CLABSI の実態を明らかにし、
CLABSI 対策について検討したため報告する。

【方法】2023 年 4 月から 2024 年 12 月までの全入院患者を対象に CLABSI
サーベイランスを実施した。検査確定血流感染（LCBI）と判断した 32
名を対象に性別、年齢、中心ラインの種類、中心ライン挿入から血液培養
検査陽性までの日数、検出微生物、中心ラインの種類別の感染者数、中心
ラインの種類別の感染後の転帰、中心ライン抜去・使用中止後の転帰と死
亡までの日数と血清総蛋白と血清アルブミン、体格指数（Body Mass In-
dex：BMI）を調査した。A 病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】調査対象者 32 名の性別は、男性 37％、女性 63％ であり、年齢の
中央値は 86 歳であった。中心ラインの種類は中心静脈カテーテル（CVC）
37％、完全埋め込み型中心静脈アクセスポート（CVP）39％、末梢挿入型
中心静脈カテーテル（PICC）24％ であった。中心ライン挿入から血液培養
検陽性までの日数の中央値は、CVC124 日、CVP201 日、PICC78 日であっ
た。検出微生物はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が最も多く 66％ であった。
中心ライン種類別感染後の転帰は、抜去が CVC57％、PICC100％ であるの
に対し、CVP27％ であり、CVP の使用継続は 40％ であった。中心ライン
抜去・使用中止後の転帰は CVC・CVP 再挿入 43％、経口・経管栄養移行
17％、末梢静脈点滴もしくは皮下点滴に変更が 39％ であり、死亡までの日
数は中心ライン再挿入と経口・経管栄養移行は中央値 193 日であるのに
対し、末梢静脈・皮下点滴では 73 日であった。

【結語】CVP は感染が判明しても抜去に至らない傾向にあり、抜去時の侵
襲が CVC・PICC に比較して大きいことが影響していると推察された。ま
た、中心ライン抜去後に経口摂取・経管栄養移行が 17％ あり、早期から経
口摂取訓練や経管栄養への移行を検討することが必要である。
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P1-057 短腸症候群患児における在宅中心
静脈栄養法と中心ライン関連血流
感染の実態調査

北海道立子ども総合医療・療育センター
○徳安 浩司（とくやす こうじ）、浜田 弘巳、
堀田 智仙、高室 基樹

【背景・目的】短腸症候群で在宅中心静脈栄養法（HPN）を実施している
患児において、中心ライン関連血流感染（CLABSI）は生命に直結するハ
イリスクな医療関連感染である。今回、当センターで HPN を行っている
患者における、過去 8 年間の CLABSI について調査したので報告する。

【活動内容】2017 年から 2024 年にかけて、短腸症候群により HPN を行っ
ている患児を対象に、カテーテル挿入日数、交換回数、交換理由、CLABSI
発生密度率、起因菌、CLABSI 発生月について調査を行った。対象患者に
おける延べカテーテル挿入日数は 41,321 日であり、1 カテーテルあたりの
平均挿入日数は 582 日（範囲：13～3526 日）であった。対象患者の平均カ
テーテル交換回数は 3.1 回（範囲：0～13 回）であった。カテーテル交換の
理由として最も多かったのは CLABSI であり、次いでカテーテル破損、閉
塞、挿入部局所感染が続いた。CLABSI 発生密度率は 1,000 患者日あたり
0.70 であった。CLABSI の起因菌としては、Candida spp. が最も多く、次
いで S. aureus（含 MRSA）、CNS、グラム陰性桿菌が続いた。CLABSI
の発生月は 8 月が最も多く、次いで 3 月、4 月、7 月に多かった。

【成果・考察】カテーテルの交換頻度が多い患者は、幼児期や知的障害によ
り衛生行動が未成熟な患者が多かった。これらの患者は、CLABSI の頻度
が高いだけでなく、カテーテル破損や事故抜去による交換も多かった。挿
入部に触れないような工夫を行っているが、自ら挿入部のドレッシングが
剥がしてしまうことも少なくない。手指衛生行動が確立する小学生以降に
なると、CLABSI の頻度は減少する傾向にあった。起因菌で最も多かった
Candida spp. は、特定の患児では複数回にわたって起因菌として分離され
た。月別に見ると、3 月・4 月は Candida が多く、7 月・8 月は Staphylo-
coccus が多かった。夏場に発汗が増えてドレッシングが剥がれやすく
なったり、掻痒感で剥がしてしまう、皮膚常在菌量の増加などが関与して
いる可能性が考えられる。
今回の調査データを元に、患者および家族への指導方法を再評価し、在宅
中心静脈栄養管理を行っている患者の CLABSI 減少を目指した対策を検
討する必要がある。

P1-058 全入院患者を対象としたCLABSI
サーベイランス判定における当院
の現状と課題―リンクナースと
CNICの判定の差と今後の課題―

群馬大学医学部附属病院 感染制御部
○山田まり子（やまだ まりこ）、大嶋 圭子、
須田 崇文、徳江 豊

【背景・目的】病院機能評価「一般病院 3」の受審を契機に、包括的なサーベイラ
ンスを目的とし、全部署を対象にデバイスサーベイランスを拡充した。サーベイ
ランスは病院全体の取り組みと位置づけ、各部署が感染症発生状況を把握し、改
善活動につなげることを目的とし、これを実現するため、リンクナース（LN）主
体でサーベイランスを実施することとした。今回、中心ライン関連血流感染

（CLABSI）サーベイランスの感染者判定における LN と感染管理認定看護師
（CNIC）の判定差を確認し、今後の課題を明らかにする。
【活動内容】2024 年 4 月、感染対策担当医師、看護師長、副看護師長、LN を対象
に、サーベイランスの基礎や判定基準に関する研修会を実施した。さらに、NHSN
の基準に基づき、常在微生物の菌名を明記した「CLABSI 判定基準」を作成し、
LN が判定しやすいように工夫した。翌月より LN 主体で CLABSI 判定を開始し、
判断に迷った症例については報告対象とすることで情報の漏れを防ぎ、個人シー
トを紙媒体で運用し、判定の可視化を図った。また、LN の判定と並行して CNIC
も判定を行い、過剰・過少判定の有無を確認し、評価を行うことで質の担保を
行った。

【成果・考察】2024 年 5 月から 12 月まで、中心ライン使用総数：22,957、血液培
養陽性者数：282 名、CNIC による感染者該当数：36 名、LN による感染者該当
数：54 名であった。CNIC と LN の判定を比較すると、判定の一致が 29 件、不一
致が 32 件であった。不一致の内訳は、過剰判定が 25 件（78.1％）、過少判定が 7
件（21.9％）であり、過剰判定が多い傾向を示した。他の部位の感染を LCBI1
と判定するケースが最も多く見受けられた。LN はサーベイランスや菌名、感染症
の知識が十分ではない場合があり、「別の部位の感染」や、検出された微生物が常
在微生物かどうかの判断が困難であると推測された。また、LN は数年ごとに交代
するため、判定をすべて LN に委ねることには限界があると考える。しかし、自
部署の感染症発生状況への意識を高め、理解を深めることは感染管理の質向上に
寄与すると考えられる。今後も LN の教育を継続し、判定基準の簡略化を検討す
るとともに、システム化を推進し、現場主導のサーベイランス実施を目指す。

P1-059 当院における中心静脈ライン関連
血流感染（CLABSI）挿入時リスク
因子の調査

静岡市立清水病院 感染防止対策室1）、静岡市立清水病院 検査技
術科2）、静岡市立清水病院 薬剤科3）、静岡市立清水病院 呼吸器
内科4）

○土屋 憲（つちや けん）1）、池ヶ谷佳寿子2）、
齋藤 敦子1）、更谷 和真3）、芦澤 洋喜4）、増田 昌文1,4）

【背景・目的】当院では 2016 年より CLABSI サーベイランスを開始し、
2019 年より J-SIPHE に参加している。本研究では、当院での中心静脈ライ
ン挿入時における感染対策の評価と今後の課題を抽出することを目的と
した。

【活動内容】2017 年 1 月から 2024 年 12 月までの期間で、CLBSI 発生群と
非発生群とでカテーテル挿入時における 1．挿入場所（クリティカルエリ
ア vs ノンクリティカルエリア）、2．挿入部位（鎖骨下・内頚 vs その他の
部位）、3．マキシマルバリアプリコーションの有無、4．皮膚消毒時クロル
ヘキシジン使用の有無、5．手指衛生実施の有無ついて比較し、リスク因子
の調査を行った。

【成果・考察】調査期間中、CLBSI 発生群は 56 エピソード、非発生群は
1207 エピソードであった。発生群、非発生群のそれぞれの割合（カッコ内
はオッズ比、95％ 信頼区間）は、1．クリティカルエリア使用率 29％ vs
43％（1.9（95％CI：1.1～3.4））、2．鎖骨下・内頚挿入率 80％ vs 74％（0.7

（95％CI：0.3～1.4））、3．マキシマルバリアプリコーション実施率 89％ vs
87％（0.8（95％CI：0.3～1.8））、4．クロルヘキシジン使用率 32％ vs 46％

（1.8（95％CI：1.0～3.2））、5．手指衛生実施率 88％、80％（0.6、95％CI：
0.3～1.3））であった。ノンクリティカルエリアでの挿入、皮膚消毒時のク
ロルヘキシジン不使用が挿入時におけるリスク要因の可能性が示唆され
た。CLABSI 発生の要因は挿入時の問題の他に挿入中の管理も含め複数の
要因が関与していると思われる。今後、今回示唆された問題とともに改善
点を洗い出し、CLABSI 発生の低減につなげていきたい。

P1-060 中心静脈カテーテルの早期抜去を
目指した感染管理特定認定看護師
の活用

市立池田病院 看護部1）、市立池田病院 消化器外科2）

○生地あゆみ（いくじ あゆみ）1）、宗方 幸二2）

【背景・目的】中心静脈カテーテル（以下、カテーテル）は周術期管理や栄
養管理、末梢ルート確保困難症例などで挿入され、一旦挿入すると長期留
置になることが多く、留置期間が長期になればなるほどカテーテルによる
血液感染に注意が必要である。血流感染対策として、挿入時の手指衛生や
清潔操作、挿入後のルートやドレッシング材の管理、不要なカテーテルの
早期抜去が重要と言える。挿入時や挿入後の感染対策は広く周知され、看
護師から医師へのアプローチも比較的容易であるが、不要となったカテー
テルの早期抜去に関しては医師の治療方針や手術などの時間的制約があ
り介入し辛い現状であった。そこでタスクシフトとして特定行為看護師

（以下、特定）の活動が期待されている。2024 年 4 月から特定として活動
を開始し、カテーテルの早期抜去に取り組んできたので当院の現状および
タスクシフトの推移を検討し報告する。

【活動内容】外科病棟においてカテーテル早期抜去介入前の 2023 年 4 月か
ら 2024 年 1 月（前期 76 例）と介入後の 2024 年 4 月から 2025 年 1 月（後
期 68 例）にカテーテル挿入患者を対象とし輸液投与終了後からカテーテ
ル抜去までの日数を検討した。前期では輸液投与終了当日または翌日に抜
去された症例は 50 例（65.7％）、3 日後以降での抜去は 26 例（34.2％）であ
り、最長留置期間は 8 日間であった。一方で後期は輸液投与終了当日また
は翌日に抜去された症例は 65 例（95.6％）、3 日後以降での抜去は 3 例

（4.4％）であり、最長留置期間は 5 日間であった。中心ライン関連血流感
染発生率は、前期では 2.0/1,000device-days、後期では 1.3/1,000device-
days であった。 特定行為を開始した後期では特定へ 26 件の依頼があり、
外科病棟医師へのアンケート調査でも業務軽減に期待する回答が多かっ
た（72.7％）。

【成果・考察】特定としてカテーテルの早期抜去に介入することで前期に
比べ、後期ではカテーテルの早期抜去が実施されている可能性が示唆され
た。また同時にタスクシフトも少しずつではあるが進み病院全体として特
定が担う役割は重要と考えられた。今後は外科病棟のみならず全病棟への
介入・普及を目指していきたい。
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P1-061 透明な消毒剤による中心静脈カ
テーテル刺入部の皮膚消毒手技に
関する研修

国立国際医療研究センター病院 看護部
○竹本 奈央（たけもと なお）、岡 葉奈

【背景・目的】血管内留置カテーテル関連感染予防のための CDC ガイドラ
イン 2017 では、中心静脈カテーテル（CVC）のドレッシング剤交換時に、
0.5％ 以上のクロルヘキシジン含有アルコール製剤（CHG 含有製剤）で皮
膚を消毒することが推奨されている。2022 年、当院でも消毒液がポピドン
ヨード製剤から CHG 含有製剤に変更された。しかし、当院採用の CHG
含有製剤は無色であるため、消毒範囲がわかりにくいという意見が病棟看
護師から聞かれた。そこで我々は、無色の CHG 含有製剤による消毒範囲
を可視化する方法を検討し、適切な消毒手技が獲得できるよう病棟看護師
への研修を実施したため報告する。

【活動内容】CHG 含有製剤は、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール
液 1％16mm 綿棒セットⓇ（ハクゾウ）を使用した。《I．消毒範囲を可視化
する方法の検討》以下の 2 つの方法を検討した。1．ビニール袋を皮膚に見
立て、蛍光含有ローションを塗布し、消毒前後でブルーライトを当てた。
ローションをビニール袋にムラなく塗布するには 30ml 程度の量が必要
だった。費用負担が大きいことが懸念されたため、断念した。2．水色の紙
を皮膚に見立てて消毒した。消毒液により濡れることで紙の色調が変化
し、消毒範囲が可視化された。使用後に乾燥した紙は、再使用が可能だっ
た。《II．看護師研修》2．の方法で血液内科病棟看護師 18 名の消毒手技を
確認した。水色の紙に穴を開けて紐を通し、CVC を再現した。本活動は看
護部の承認を得て実施した。

【成果・考察】看護師 18 名のうち 9 名は、綿棒を縦に持って消毒しており、
綿棒と紙との接触面が限られ、消毒範囲にムラができていた。そのため、
綿棒を横に倒して使用し、接触面を広くするよう指導した。これにより、
全看護師が適切な範囲をムラなく消毒する手技を獲得できた。消毒範囲が
不適切だった看護師からは「これまでの方法では正しく消毒できていない
ことが視覚的に理解できた」、適切だった看護師からは「自分の手技が適切
とわかり自信が持てた」という意見が聞かれた。本研修の方法は、透明な
消毒剤による皮膚消毒手技を獲得する方法として、安価で有効と考えられ
た。

P1-062 事例から見出した血流感染対策の
今後の課題と対策

医療法人偕行会 名古屋共立病院 感染管理室1）、医療法人偕行会
在宅医療事業部2）

○伊藤佐知子（いとう さちこ）1）、三宅喜代美2）

【背景・目的】当法人では透析事業を行っているため、当院は透析シャント
感染治療目的の透析用カテーテル挿入患者が多い。しかし急性期入院患者
の中には、中心静脈カテーテル（以下 CVC）や末梢留置型中心静脈カテー
テル（以下 PICC）、皮下埋め込み型ポート（以下 CVP）を挿入する患者も
ある。2019 年から 2021 年まで実施した透析サーベイランスでは、感染は
1 事例のみだったが、2024 年 4 月から中心静脈カテーテル関連感染（以下
CLABSI）と考えられる事例が 3 件あったため、血流感染の発生の要因と
課題を明確とし改善策を立案することを目的に活動を行った。

【活動内容】血流感染と考えられた 3 事例のうち、刺入部に膿や膿性浸出液
の付着があり発見される事例があった。そのためカテーテル挿入患者の管
理状況の確認を行ったところ、刺入部の観察は毎日実施しているが、ド
レッシング内の有機物付着や、ドレッシング材の緩みを確認しても交換で
きていなかった。また、清潔操作前の手指衛生が遵守されていなかった。
感染率把握を目的に 2024 年 9 月から 12 月に CLABSI サーベイランスを
実施し感染率を算出したが、血液培養（以下血培）の実施がなく判定不可
能事例があり、11 月は感染 1 事例で感染率 14.9 対 1000 中心ライン使用日
数（以下/1000cld）、12 月も感染 1 事例で 8.1/1000cld、他の月は 0/1000cld
であった。そこでまず、手指衛生 5moments の勉強会と現場での指導と
レッシング管理方法の改善を試みた。

【成果・考察】手指衛生は、ラダー研修で必要性とタイミングの教育を行い
理解は得たものの、現場で実施できているスタッフは少なかった。これは、
手指消毒剤の個人携帯が少なく必要時すぐに実施できない環境であるこ
とが要因の一つと考え、看護師と補助者全員に個人携帯をした。ドレッシ
ング管理は、ラウンドを行い担当者または所属長に交換の必要性を説明し
交換してきたが、個人的な指導だけになったため病棟スタッフに周知する
ことできなかった。今後はスタッフが血流感染対策を理解し正しく実施で
きるために、教育方法を見直し再教育することと、実践の効果が可視化で
きるよう CLABSI と手指衛生遵守率サーベイランスの継続が必要である
と考えた。

P1-063 多 疾患併存（マルチモビ デ ィ
ティ）患者におけるCLABSI 低減
の取り組み

芳珠記念病院 看護局1）、芳珠記念病院 感染制御室2）

○北 みゆき（きた みゆき）1）、小谷口みさき2）、
若山 綾子2）

【背景・目的】高齢者の増加に伴い、認知症など複数の慢性疾患を有する多疾
患併存患者が増加している。当院では 65 歳以上の入院患者の 8 割以上が多
疾患併存であり、中心ラインは嚥下障害や低栄養に対する栄養療法を目的に
挿入されることが多い。2010 年から全病棟を対象に CLABSI サーベイラン
スを導入しているが、2020 年以降の CLABSI 発生率は 2.61～3.83/1000 中心
ライン使用日数と高値であり、JHAIS が公開しているデータでベンチマー
クを行ったところ 75％ タイル値を上回っていた。このため CLABSI 発生と
患者背景の関連を分析し、感染予防策の見直しを行った。

【活動内容】2020 年に CLABSI 防止策およびカテーテル挿入時から留置中の
感染管理マニュアルを改訂し、アクセスポート使用時のスクラビング消毒や
輸液ルート交換時の手順遵守を強調した。また年 2 回程度、全診療科医師に
対し CLABSI 発生率やバンコマイシン使用量の推移について情報を提供
し、不要なカテーテルの早期抜去を推奨した。2023 年に感染対策リンクナー
スナースが中心となり 15 項目の穿刺針・輸液ルート・ドレッシング交換手
順チェックリストを作成し、安静を保つことが難しい患者の場合でも無菌操
作が徹底できるよう看護師 2 人でのカテーテルケアを必須とした。感染対策
リンクナースが作成した教育用動画を各部署で視聴してもらい、2024 年よ
り交換手順チェックリストに沿ったカテーテルケアを開始した。CLABSI
が発生した部署には ICT が介入し直接観察およびフィードバックを実施し
た。

【成果・考察】当院の CLABSI 症例は全例が多疾患併存患者であり、CLABSI
発生の要因として患者背景の変化（高齢、低栄養、濃厚な医療ケアが必要、
挿入部位の保清が困難）およびカテーテル因子（長期留置、挿入部位のケア
が不適切）が挙げられる。交換手順チェックリストに沿ったケアを実施した
ところ、CLABSI 発生件数は 2023 年：15 件から 2024 年：3 件へと減少し、
ケアを標準化した効果が確認できた。中心ライン使用比は介入前：0.047 か
ら介入後：0.026 へ低下しており、カテーテルの早期抜去に対する意識が高
まっていると推察される。今後はチェックリストの遵守率を評価し、カテー
テルケアの質を向上することで CLABSI のさらなる低減を目指したい。

P1-064 中心静脈カテーテル関連血流感染
低減に向けての取り組み

独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター
○林谷 記子（はやしたに のりこ）、尾川 理恵

【背景・目的】血流感染は在院期間を延長し、医療費を増大させ、死亡リス
クを高める最も重要な病院内感染症のひとつである。血流感染の原因は主
に、1．医療従事者の手指 2．患者の皮膚の細菌叢 3．側管、接続部の汚
染 4．輸液の汚染があり、カテーテル挿入時から抜去時まで適切な感染防
止対策を実施することが重要である。A 病棟は血液内科病棟で月平均 50
セットの血液培養を採取している。カテーテルの管理方法を再度評価した
ところ側管、接続部の汚染除去の実施が不十分であった。そこで 3．側管、
接続部の汚染の除去に取り組んだので結果について報告する。

【活動内容】2022 年度より中心静脈カテーテル管理について管理方法の見
直しを開始した。2023 年 7 月血液内科医師、看護師と協力し中心静脈カ
テーテルからの採血後、輸血投与後、脂肪乳剤を実施した後のパルシング
フラッシュ法を見直し、当院の中心静脈カテーテル管理表を作成・周知し
た。2024 年 4 月、血液培養陽性の中でも Stafhylococcus 属の検出が多く、
看護師の中心静脈カテーテル側管への接続時の汚染除去が正しくできて
いないことが分かった。ICN、ICT、病棟看護師長、リンクナース委員と協
働し中心静脈カテーテルの側管、接続部の汚染除去の消毒方法を見直し、
マニュアルを変更した。5 月 A 病棟の看護師全員に、接続時の消毒方法を
ICN が実践、周知した。毎月、感染率の結果を病棟のカンファレンスで
フィードバックし、情報の共有と看護師の実際の消毒方法を確認・評価し
た。

【成果・考察】A 病棟の 2023 年の中心静脈カテーテル関連血流感染率は
3.27/1000 デバイス日、中心静脈カテーテル使用比は 0.6、2024 年 12 月まで
の中心静脈カテーテル関連血流感染率は 1.81/1000 デバイス日、中心静脈
カテーテル使用比は 0.62 となり使用比の変化はないが感染率は低減し
た。中心静脈カテーテルの管理については適切な消毒薬でアクセスポート
を擦式消毒することが重要であるが、マニュアルの実際の手技を見せる教
育、継続した OJT を行うことにより中心静脈カテーテル関連血流感染率
が低減したと考える。今後も引き続き看護師全員が理解し実践につなげら
れる教育、OJT を実施、評価を行っていく。
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P1-065 静脈ライン接続部の消毒方法の検
討

医療法人財団康生会武田病院 医療安全対策室感染管理
○藤井香緒利（ふじい かおり）、荻野 伸光

【背景・目的】静脈ライン接続部の消毒は、拭くではなく、こする行為が推
奨されている。当院は、こするでは看護師がわかりにくいと考え、5 回ゴ
シゴシこするとマニュアルに記載した。近年接続部の汚染除去率を研究し
た文献で、0.5kg～1.0kg でこする行為で除去率が上がると発表されてい
る。具体的に数値化されていることで看護師へ統一した指導ができ、感染
対策につながると考え、看護師がどれぐらいの力でこすっているか現状を
測定した。

【方法】1．2024 年 6 月リンクナース会で 8 部署のリンクナースに、接続部
へ力を加える消毒方法と力の測定方法を説明した 2．2024 年 6 月～9 月リ
ンクナースがデジタル秤を用いて、看護師の接続部をこする力を測定し、
病棟ごとにデータを集計した 3．測定データを基に、接続部をこする力が
0.5kg～1kg になるよう指導した 4．指導前（2023 年度 10 月～1 月）と指導
後（2024 年度 10 月～1 月）の感染率を比較した

【結果】看護師 219 名中基準値内に実施していた職員は 123 名（56.2％）。
最大値は 2kg、最低値は 0.16kg だった。集中治療部は、基準値内に実施で
きた職員は 11 名（29.7％）手術室では、基準値内に実施できた職員は 16
名（66.7％）だった。介入前使用比 0.067、CLABSI 感染率は 1.25/1000
device-days。介入後使用比 0.064、CLABSI 感染率は 0.993/1000device-
days だった。

【結論】接続部を適切な力でこする行為をした職員が 6 割に満たず、接続部
の消毒方法に問題があった。集中治療部は、接続部をこする場面が多く力
を入れ過ぎる傾向にあり、手術室は、接続部をこする場面は少ないが適度
な力で実施していた。発生率は、介入前が高い結果となったが、中心静脈
ラインデバイス感染には様様な問題がありこの研究で一概に比較するこ
とは難しい。今回現状を測定し、指導方法を見直すことが出来た。今後マ
ニュアルを改訂し、感染率の減少に努めたい。

P1-066 ニードルレスコネクタ表面の消毒
方法に関する検討

千里金蘭大学 栄養学部
○井上 善文（いのうえ よしふみ）

【背景・目的】血管内留置カテーテル関連血流感染症防止対策として使用
されている NLC（needleless connector）表面は、70％ アルコールで scrub
する消毒方法が推奨されているが、その具体的な方法は統一されていな
い。効率よく確実に NLC 表面を消毒する方法について検討した。

【方法】まず、実際に病棟で使用されていた NLC の汚染率、汚染度を調査
した。108 検体の汚染率（＞5CFU/検体）は 21 検体、19.8％ で、最も高い
汚染度は 80CFU/検体であった。次に、NLC 表面に Serratia marcescens
を塗布し、SSR3 回法（酒精綿を用いて、NLC 接続面を 3 回、一方通行的
に強く拭い、異なる面で側面を往復で 3 回転させて拭う方法）で消毒し、
細菌除去効果を調査した。SCDLP 液体培地を入れたシリンジを NLC に接
続して培地を注入し、回収した培養液中のセラチア菌の有無を測定した。
4 機種の NLC（セーフタッチプラグ、シュアプラグ AD、プラネクタ、セ
フィオフローコネクター SC）、それぞれ 20 検体で検討した。

【結果】4 機種、20 検体のすべてで培養液中のセラチア菌は陰性であった。
【結論】CDC ガイドラインでは NLC 表面を wipe でなかく scrub すること
が推奨されているが、その具体的な方法は各自で検討されている。2022
年に実施したアンケート調査（n=158）では 78.5％ が消毒方法を決めてい
ないと回答した。消毒時間についての回答があった 34 施設の中では 15
秒間との回答は 13 施設に過ぎなかった。15 秒間以上 scrub するという方
法が一般的に推奨されているが、根拠に乏しく、長すぎるとの意見も多い。
今回、約 5 秒で実施する SSR3 回法で検証した結果、細菌除去率は 100％
であったので、広く臨床の場で使用できる方法であると考えられる。

P1-067 A病院におけるPICC感染率改善
活動

JAかみつが厚生連 上都賀総合病院
○三品 雅洋（みしな まさひろ）

【背景・目的】A 病院は、2021 年より PICC 挿入を特定行為研修修了者
（以下挿入者とする）が行っている。2022 年度は 184 件実施され、CRBSI
サーベイランスにおける PICC の感染率が、2.30/1000device-days となり
JHAIS 中心ライン関連血流感染率（LCBI+CSEP：急性期一般病床）の平
均値 1.8/1000device-days を超えている現状があった。これまで CRBSI
対策を行ってきたが、PICC に限定して感染率が高いため、改善のために取
り組みを行ったため報告する。なお、本研究は A 病院臨床倫理委員会で承
認されている。

【活動内容】CNIC・挿入者・クリティカルケア認定看護師によるラウンド
を 2023 年 6 月から 1 回/週行った。PICC の固定方法に取り決めがなく、カ
テーテル閉塞や断裂等のトラブルが発生していた。体格を問わず長いカ
テーテルを使用していたため、短いカテーテルを採用した。全病棟に包交
時固定方法の例を書面で示し、ラウンド時に担当看護師等を集め、正しい
固定方法に修正し周知した。また、血餅の付着・ドレッシング材の剥がれ
等がある場合は、担当看護師に必要性を説明後に包交を依頼した。A 病院
は無縫合固定を用いており、固定位置がずれる事例が発生し、感染リスク
が高いと判断した。挿入者と検討し、刺入部から 2cm 以内に固定具を装着
することで統一した。固定位置がずれたカテーテルについては、医師へ報
告して入れ替えや先端位置の確認・縫合による固定等を検討する流れを
確立し、周知した。

【成果・考察】2023 年度は 238 件の PICC 挿入が行われ、感染率は、0.49/
1000device-days と大幅に低下した。2024 年度上半期（4～9 月）では 165
件の挿入が行われ、感染率は 0.59/1000device-days と低い感染率を維持し
ている。瀬川らは、多職種による週 1 回の PICC ラウンドにより CRBSI
等の有意な減少を報告している。本研究は CNIC・挿入者・クリティカル
ケア認定看護師でラウンドを行い、CRBSI の減少という結果が得られた。
これはラウンド毎に固定方法の修正や包交、血餅除去等の感染リスク低減
のための活動が影響したと考える。また挿入者が臨床の管理状況を理解
し、臨床で取り扱いが容易な位置への挿入や固定方法、カテーテルの長さ
選択等を検討・改善したことが感染率低下の一助となったと考える。

P1-068 血液内科病棟における末梢挿入型
中心静脈カテーテル（PICC）の調査
からみえた課題

愛知医科大学病院 感染制御部 感染管理室1）、愛知医科大学病院
感染症科2）

○高橋 知子（たかはし ともこ）1）、久留宮 愛1）、
渡邉永理香1）、川端亜紗子1）、大高 通代1）、三鴨 廣繁2）

【背景・目的】A 病院では 2005 年から、血液内科病棟において中心ライン関
連血流感染症（CLABSI）のサーベイランスを実践してきた。患者の安全性の
向上と CLABSI 低減のために 2019 年から、中心静脈ラインは末梢挿入型中
心静脈カテーテル（PICC）にシフトしてきた。しかし、CLABSI は 2～4 代/
1000devaice-days と改善は見られなかった。そこで我々は、造血細胞移植を除
く 54 名の PICC を調査し、ルーメン数による CLABSI の発生に差がないこ
とを報告した1）。調査を継続し、CLABSI 低減に関する課題を検討した。

【方法】血液内科医師が挿入した 2021 年 12 月から 2024 年 4 月までの PICC
挿入患者 54 名（血内 PICC）と、全カテーテルサーベイランスを開始した 2023
年 6 月から 2024 年 5 月までの血内 PICC 以外のサーベイランスデータ（全
PICC）を比較した。統計処理には χ2検定を用い、有意水準は 5％ とした。

【結果】血内 PICC の CLABSI は 3.34/1000 devaice-days で、全 PICC は 7.19
で、全 PICC の方が高かった（p=0.05）。血内 PICC の挿入日数は平均 36 日

（6～181 日）と長く（p＜0.05）、CLABSI 患者の検出菌は Staphylococcus
属が 50％ で、全 PICC と同様の傾向であった。中には、Pseudomonas aerug-
inosa や Candida krusei の検出もあった。CLABSI 予防のために導入したク
ロルヘキシジングルコン酸塩含有パッド付きドレッシングの使用率は、記録
漏れから算出できなかった。

【結論・考察】血内 PICC の CLABSI は全 PICC に比し高くはなかったが、
CLABSI 患者の検出菌は皮膚常在菌である Staphylococcus 属が 50％ を占
め、カテーテル挿入部の不十分なサイトケアや、アクセスポート・コネクタ
の消毒の不足等が考えられた。現在もリンクナースを中心にベストプラク
ティスのチェックリストを用いた手技の確認や教育を強化している。全
PICC の CLABSI が多いことに関しては、PICC 挿入患者の増加に伴い、慣れ
ない部署での PICC 管理の教育不足が考えられた。全部署に向けて、ワーキン
ググループを立ち上げ、看護師特定行為者による教育活動を行っている。教
育の効果を評価し、今後も CLABSI の改善に努めたい。
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P1-069 電子カルテ機能を活用しCLABSI
再発防止を目的としたカンファレ
ンスの効果

金沢医科大学病院 看護部1）、金沢医科大学病院 感染制御室2）、
金沢医科大学病院 薬剤部3）、金沢医科大学病院 中央臨床検査
部4）、金沢医科大学病院 臨床感染症学5）

○西永 楓蓮（にしなが かれん）1）、田中 幸恵1）、
中川 佳子2）、野田 洋子2）、多賀 允俊3）、村 竜輝4）、
上田 順彦5）、飯沼 由嗣5）

【背景・目的】A 病棟では循環作動薬投与や透析を目的として中心静脈カテーテ
ルを挿入する機会が多く、CLABSI サーベイランスにおいて 2023 年度 CLABSI
発生件数 5 件（感染率 2.61）と増加した。再発防止カンファレンスでは、挿入前
後の感染対策の不徹底について明らかとなった。再発防止のカンファレンスで
は、挿入前後の感染対策の不徹底について明らかとなった。このため、電子カル
テ更新を期に、ICT からの提案により刺入部周囲（固定方法を含む）の観察記録
として画像取り込みツールのポケットチャートⓇを活用したカンファレンスを
定期的に開催し、CLABSI 発生の減少につながったため報告する。

【活動内容】A 病棟において、2024 年 6 月から 2024 年 12 月に CVC・PICC・ブ
ラッドアクセス挿入患者は 45 名おり、カテーテル挿入日から毎日刺入部周囲を
ポケットチャートで写真撮影し電子カルテの観察記録として入力した。リンク
ナースによりカテーテル挿入 3 日以内の患者抽出が行われ、取り込まれた画像
をもとに固定方法（フィルム剤、ガーゼの選択）、デバイスの種類、継続挿入の
必要性等について日々のカンファレンスにて検討した。

【成果・考察】カンファレンスは 45 名のうち 25 名について実施した（実施率
56％）。電子カルテへ取り込まれた画像により、刺入部周囲変化を比較でき、異
常の早期発見につながり、スタッフからは遠隔で医師に状況報告しやすい、経験
の浅いスタッフが所見の判断方法について学べる、との意見も聞かれた。カン
ファレンスの結果、固定方法の変更 6 件、固定中の刺入部周囲の汚染除去や保護
剤の変更 6 件、環境整備 5 件、刺入部に手で触れないよう患者教育 4 件、現状維
持 4 件が検討された。その結果、2024 年度は CLABSI の発生が 3 件（感染率
2.28）と減少した。1 件はカンファレンス未実施、2 件は長期留置の 1 例で発生
したものであり、衛生的な管理方法の検討など継続的なカンファレンスが必要
であった。今後は全例挿入 3 日以内のカンファレンスの実施に加え、長期留置患
者、および衛生管理が困難な患者の管理方法の検討ができるよう計画している。

P1-070 CLABSI 発生率の低減に向けた取
組み

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院
○片渕 由貴（かたふち ゆき）、伊藤 恭子、
黒岩 智美、田中 博和

【背景・目的】当院は、日本環境感染学会の医療器具関連感染サーベイラン
ス判定基準に基づき、中心ライン関連血流感染（以下、CLABSI）サーベ
イランスを実施している。CLABSI 低減に向けた取組みとして 2021 年よ
りリンクナースを中心にケアバンドル導入を行ったが、2023 年度発生率
が目標値 1.65/1000 中心ライン使用日数（以下、‰）に対し、4 月から 9
月に 2.96‰となった。原因器具の 85％ を末梢静脈挿入型中心静脈カテー
テル（以下、PICC）が占めたため、現場での実践場面目視確認を行ったと
ころ医師挿入プロセス上の問題、挿入後の看護ケア上の問題が明らかとな
り、改善に向けて取組んだ。

【活動内容】医師挿入プロセス上の問題として、マニュアル手順、マキシマ
ルバリアプリコーション（以下、MBP）の実践不備があることがわかった。
例年実施していた技術習得のためのハンズオンセミナーがコロナ禍で未
開催であったため、未受講医師を中心に計 4 回開催した。ケアバンドル遵
守率が 50％ 程度から改善しない状況であったため、ベッドサイドでの看
護ケア実践を目視確認したところ、側管注射時のスクラブ実践が不十分で
あったため、蛍光塗料を用いた側管注射手技について看護師向け研修を計
8 回開催した。

【成果・考察】医師向け研修は、参加 22 名で PICC 挿入に関連する医師の
うち 53％ が受講済みとなった。看護師は参加 378 名で在籍看護師中 63％
が受講済みとなった。取組み後 2023 年 10 月から 2024 年 3 月 CLABSI
発生率は 0.77‰となり、原因機材 PICC は 60％ と不変だったが感染率は
低減した。研修後、医師からは以前の職場とは種類が違うため挿入に戸惑
うことがあったが技術を確認できて良かった、MBP セットを知らなかっ
た、セットの中身に対する改善要望などが聞かれ、効果的な意見交換の場
となった。看護師からは蛍光塗料で可視化したことにより、出来ているつ
もりだった、力が足りてなかった、汚れ残りによる感染リスクを再認識で
きたなどの意見が聞かれ、ケア改善に向け効果的であった。医療器具関連
感染は患者にとっての不利益が大きいため、感染率の低減に向け、数値的
なモニタリングだけでなく、実践現場での目視確認により、実践の標準化
を目指し活動継続していくことが重要である。

P1-071 集中治療室における中心ライン関
連血流感染の現状と課題

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療セン
ター1）、地方独立行政法人 奈良県立病院機構 医療専門職教育研
修センター2）

○東學 善友（とうがく よしとも）1）、福井 優貴1）、
森下 幸子1,2）

【背景・目的】中心ライン関連血流感染（central line-associated blood-
stream infection、以下 CLABSI）を効果的、効率的に減少させるため、エ
ビデンスが確立されている予防策を束ねて行うバンドルアプローチが
Pronovost らにより提唱されている。A 病院集中治療室（Intensive Care
Unit、以下 ICU）では、CLABSI 発生率、使用比ともに JHAIS（Japanese
Healthcare Associated Infections Surveillance）データの 90percentile を
超える現状があり、予防策を強化するため、米国疾病対策センター（Cen-
ters for Disease Control and Prevention 以下 CDC）が推奨するバンドルの
導入を検討した。
今回、A 病院 ICU における予防策の遵守状況と課題、解決に向けての取り
組みについて報告する。

【活動内容】1．CLABSI 予防策である 1）カテーテル挿入前の手指衛生、
2）マキシマルバリアプリコーション、3）挿入部のクロルヘキシジングル
コン酸塩Ⓡでの消毒、4）適切な挿入部位の選択（大腿静脈の回避）、5）不
必要なカテーテルの抜去について現状を調査した。その結果、2）マキシマ
ルバリアプリコーション 3）挿入部の消毒の遵守率が低かった。
2．ICU の医師、看護師へヒアリングした結果、2）マキシマルバリアプリ
コーションは、全身を覆うドレープが不足していること、3）挿入部のクロ
ルヘキシジングルコン酸塩Ⓡでの消毒は、マニュアルに示されていること
を知らない等マニュアルと現状の違いによる課題を抽出した。
3．中心ラインの挿入時や管理時に遵守するための予防策をまとめたバン
ドル導入に向け、業務改善を提案し関連部署と調整を図った。

【成果・考察】今回、バンドルを導入するために、改めて遵守状況と課題を
明らかにし、業務改善を提案した。今後は、CLABSI サーベイランスおよ
びバンドルによるプロセスサーベイランスを ICU へフィードバックする
体制を整え、実践、評価し感染率の低減を図る。

P1-072 末梢静脈カテーテル関連血流感染
の現状と今後の課題

国立がん研究センター中央病院
○室谷美々子（むろや みみこ）、杦木 優子、
石田 康子、中野貴代子、塩塚 美歌、小林 治

【背景・目的】当院はがん専門病院であり、手術療法や化学療法、経口摂取
困難により末梢静脈カテーテルを使用している患者が多い。院内で発生し
ている血流感染のうち、末梢静脈カテーテル関連血流感染（以下、
PLABSI）件数が 6～8 件/月と多い時期があったため、当院の PLABSI
の現状を把握することを目的に、全入院患者を対象に PLABSI サーベイ
ランスを開始した。

【活動内容】2024 年 1 月～2025 年 1 月の末梢静脈カテーテルを使用してい
る入院患者を対象にサーベイランスを実施した。また、2024 年 1 月～2025
年 1 月の期間に PLABSI と診断された症例について、年齢、診療科（内
科・外科）、血液培養からの検出菌、末梢静脈カテーテル挿入から PLABSI
発症までの期間、抗菌薬投与期間など臨床的特徴から PLABSI 予防のた
めの課題を検討した。

【成果・考察】末梢静脈カテーテル使用比は 0.59、末梢静脈カテーテル関連
血流感染率は 0.44（1,000catheter-day）であった。上記期間に PLABSI
と診断された症例は 56 例であった。PLABSI 患者の年齢は、中央値 70
歳（37～87 歳）であり、診療科は内科が 59％（33 例）、外科が 41％（23
例）であった。血液培養での検出菌は 56 症例中、コアグラーゼ陰性ブドウ
球菌が 52％（29 例）、黄色ブドウ球菌が 30％（17 例）、セレウス菌が 9％

（5 例）、真菌が 5％（3 例）であった。末梢静脈カテーテル挿入から PLABSI
発生までの日数は、中央値 12 日（3～49 日）であり、抗菌薬使用日数は、
中央値 20 日（2～51 日）であった。がん患者は免疫能の低下から感染症を
発症しやすく、発症すると重篤化しやすいため、PLABSI を予防すること
が重要である。そのため、PLABSI サーベイランスを継続し、現場にフィー
ドバックしていく。また、血液培養からの検出菌は皮膚常在菌が多く、末
梢静脈カテーテル挿入時の消毒や点滴接続時アダプターの消毒が不十分
であることが考えられるため、末梢静脈カテーテル挿入時の手技、点滴接
続時のアダプターの消毒手順を確認して問題点を抽出し、介入していく必
要がある。そして、現場での梢静脈カテーテルの感染管理について定期的
に自己評価、他者評価など行い、適切な末梢静脈カテーテル管理を維持し、
感染を予防していく。
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P1-073 Bacillus cereus による末梢静脈
カテーテル関連血流感染症対策と
しての末梢アミノ酸含有製剤の規
定作成

上尾中央総合病院 薬剤部1）、上尾中央総合病院 感染管理課2）、
上尾中央総合病院 検査技術科3）、上尾中央総合病院 臨床検査
科4）

○小林 理栄（こばやし りえい）1）、新井 亘1）、
荒井千恵子2）、奥住 捷子3）、熊坂 一成4）

【背景・目的】Bacillus cereus による末梢静脈カテーテル関連血流感染症は多くの
施設から事例報告が行われ、輸液汚染の影響を抑えるため点滴時間の制限をした
報告などがある。当院では 2017 年 6 月に重篤な症例を経験した。これを受け、既
存の報告より多くの制限を設けた。末梢アミノ酸含有製剤に対し、1．点滴時間の
制限、2．混合調製禁止、3．1 つの輸液製剤（輸液ボトル）のゴム栓部分に接続で
きる輸液ラインの数は 1 つと規定を設け、2018 年 1 月から施行した。さらに、2022
年 3 月からインスリン製剤のみ混合調製可能とする規定緩和を行った。事例発生
前、規定施行後、規定緩和後の、アミノ酸含有製剤の使用動向の変化と Bacillus
cereus 菌血症患者数を報告する。

【方法】事例発生前、規定施行後、規定緩和後として、2015 年 7 月～2017 年 6 月、
2018 年 1 月～2019 年 12 月、2022 年 3 月～2024 年 2 月の各 2 年間を調査した。各
期間における延べ入院患者数、入院患者の血液培養 2 セット以上採取数、入院患者
の末梢アミノ酸含有製剤使用本数、Bacillus cereus 菌血症患者数は末梢静脈カ
テーテル使用患者かつアミノ酸含有製剤使用中かつ入院後 48 時間以上経過の血
液培養で Bacillus cereus 2 セット中 2 セット以上陽性症例数を集計し比較した。
本研究は当院倫理委員会の承認を得ている。（受付番号 1304）

【結果】事例発生前、規定施行後、規定緩和後において、延べ入院患者数：440869、
462609（事例発生前比 104.9％）、427095（事例発生前比 96.9％）。入院患者の血液
培養 2 セット以上採取数：8145、8781（事例発生前比 107.8％）、9276（事例発生前
比 113.9％）。入院患者の末梢アミノ酸含有製剤使用本数：153293、96806（事例発
生前比 63.2％）、78457（事例発生前比 51.2％）。Bacillus cereus 菌血症患者数 11、
3（事例発生前比 27.3％）、0（事例発生前比 0％）であった。

【結論】延べ入院患者数と入院患者の血液培養 2 セット以上採取数に大きな変化は
なかったが、Bacillus cereus 陽性患者数は最終的にみられなくなった。しかしアミ
ノ酸含有製剤の使用は減少したため、栄養管理への対応も併せて必要と思われる。

P1-074 末梢静脈カテーテル関連感染への
介入

富山市立富山市民病院
○平野 規久（ひらの のりひさ）

【背景・目的】A 病院は 500 床の規模の急性期病院であるが、長期の末梢静
脈栄養を実施する症例が多い。感染対策部門では末梢静脈カテーテル関連
感染血流感染症 PCRBSI：peripheral venous catheter-related blood
stream infection）対策として、日ごろから学習会やラウンドなどを実施し
継続的に指導・教育に取り組んでいる。2022 年度の感染率が 0.59/1000
device-days であったが、2023 年 8 月に感染率が 1.3/1000 device-days と
なりその後も感染率が高い状態が持続した。感染率の増加は、入院患者数
の増加と相関があると考えれた。業務量増加による、末梢静脈カテール管
理不備が感染率の増加要因と考えられた。対策として末梢静脈カーテル挿
入中の管理に重点を置いた対策を行った。その結果 2024 年度はの感染率
は 0.55/1000 device-days へ低下した。

【活動内容】A 病院では PCRBSI 対策として、日頃より挿入中の管理 T
対策として、ICT で末梢静脈カテーテル挿入患者へラウンドを実施し、指
導を行ったりリンクナースへの学習会をしたりし継続的に対策を行って
いた。結果 2022 年度感染率は 2022 年度の感染率が 0.59/1000 device-days
であった。
しかし 2023 年に 8 月の感染率が 1.3/1000 device-days と上昇がみられた。
この期間にあらたな器具の導入や、手順の変更を実施しおらず、対策とし
てサーベイランスのフィードバックやリンクナース教育、部署教育などを
実施していも感染率が高い状態が継続した。
2022 年 4 月～2022 年 11 月の入院患者数と感染率の増加はピアソンの相
関係数 06.7 であり相関があると考えられた。この間 ICT では末梢静脈カ
テーテルラウンドを継続し実施していたが、管理手技に大きな問題みられ
なかった。しかしラウンド時に静脈炎が発生している事例が散見された。
業務量の増加したことにより、観察機会が低下し静脈炎の発見が遅れたこ
とが感染率の増加の主な原因であると考え、PCRBSI 対策として末梢静脈
カテーテルラウンドを通して観察の徹底に重点をおいた対策を行ったと
ころ、2024 年度の感染率は 0.55/1000 device-days と低下した。

【成果・考察】今回 PCRBSI 対策として、末梢静脈カテーテル挿入中の観
察を徹底するための対策を行ったことは、感染率の低下に効果があったと
考えられる。

P1-075 Bacillus cereus カテーテル関連
血流感染症の予防に点滴バッグの
みの頻回交換は非効率的

前橋赤十字病院 感染症内科部
○佐藤 晃雅（さとう こうが）、福島 暁菜

【背景】これまで、末梢ブドウ糖加アミノ酸含有輸液製剤を使用中に、本菌
による菌血症を発症した症例が複数報告されている。そのため、末梢ブド
ウ糖加アミノ酸含有輸液製剤の使用が本菌による菌血症のリスクとされ
ている。これに対して、点滴バッグの頻回の交換や点滴投与速度の調節な
どの対応がなされてきた。しかしながら、その効果は明確になっていない。
本研究は、Bacillus cereus 菌血症を発症した症例において、点滴バッグ内
に本菌がいない場合があることを証明することで、より効率的な予防策に
つなぐことを目的としている。

【症例】末梢ブドウ糖加アミノ酸含有輸液製剤を投与中に Bacillus cereus
菌血症を発症した 2 例において、点滴バッグからカテーテルまでのすべて
の点滴ルートをそのまま採取した。そのうち、点滴バッグ内、点滴筒内、
三方活栓の接続部、コネクタ接続部、カテーテル先端外側、からそれぞれ
検体を採取した。ヒツジ血液寒天培地を用いてコロニーの発育の有無を観
察した。1 例目では、三方活栓の接続部とその下流の接続部から採取した
検体で発育がみられた。2 例目ではカテーテルの接続部から採取した検体
で発育がみられた。点滴バッグ内や点滴筒内から採取した検体からは、2
例ともコロニーの発育がみられなかった。

【考察・結論】Bacillus cereus カテーテル関連血流感染症の症例において、
点滴バッグ内からは本菌を検出できなかった。予防策として、点滴バッグ
を頻回に交換することよりも、点滴ルートの接続部を触る前にアルコール
綿で物理的にこすり落とすような消毒をすることの方が効率的である。

P1-076 透析患者の長期留置カテーテル
MRSA感染について

城南福祉医療協会 大田病院
○荒尾 晶子（あらお あきこ）

【背景・目的】MRSA 血液培養（以下血培とする）陽性は院内発生であり
ゼロを目指すことができると言われており、当院の MRSA 血培陽性者数
を調査した結果、地域の他病院と比較し多い状況を推移していることがわ
かった。2023 年血培陽性者の内訳をみると半数が透析患者であり、6 件中
5 件が長期留置型カテーテル（以下パームカテとする）感染であったこと
から、調査し介入した結果 2024 年透析患者の MRSA 血培陽性者が減少し
たため報告する。

【活動内容】パームカテ使用者数は 2020 年から 6～8 名だったが 2023 年
12 名と増加、留置期間・透析歴・年齢に差はなかった。基礎疾患は 2020
年～2022 年と比べ 2023 年は急性腎不全・腎硬化症・膜性腎症などが増
加していた。パームカテ感染者 5 件中 3 件が褥瘡から、2 件は痰培から
MRSA が検出されていた。2024 年 6 月透析室の学習会で報告し、対策とし
てブラッドアクセス使用時の手指消毒の徹底、患者に触れる前と触れた後
の手指消毒の徹底、パームカテ使用者のハブの消毒や挿入部の消毒を徹底
することの提案を ICT から行った。

【成果・考察】2024 年パームカテ使用者数は例年通りの 6～7 名を推移し、
MRSA 血培陽性者はゼロとなっている。手指消毒使用量は 2023 年平均 5
ml/患者だったのに対し、2024 年平均 8ml/患者と増加した。手指衛生キャ
ンペーンに透析室は他部署と比べて、積極的に取り組むことができ、キャ
ンペーンの 6.7 月の平均は 10ml/患者となった。2023 年のパームカテ感染
が増加した原因として、パームカテ使用者の増加・ハブの消毒や手指消毒
の徹底不十分・接触感染対策の徹底不十分等が考えられる。パームカテ使
用者数の減少や手指消毒薬使用量の増加等により、透析患者の MRSA 血
培陽性者が減少したと考えられる。手指消毒薬使用量の増加は、キャン
ペーンの方法がもともとの透析室の文化にあっていて、積極的に取り組む
ことができたことが要因と考えられる。2024 年当院の MRSA 血培陽性者
数は減少したが、まだ多い状況が続いている。パームカテ感染は減少した
が、使用者数の増加によりまた感染が増加する可能性があることを念頭
に、対策を強化していきたい。
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P1-077 バスキュラーアクセス関連感染
（VAI）低減のために透析関連感染
サーベイランス研究会（DSN-J）が
推奨する対策の効果の検討

彦根市立病院1）、透析関連感染サーベイランス研究会2）

○多湖ゆかり（たご ゆかり）1,2）、森兼 啓太2）、
谷口 弘美2）、前多 香2）、髙橋 陽一2）、細田 清美2）、
帯金 里美2）、山下 恵美2）、水野 住江2）、坪根 淑恵2）、
畠山 国頼2）、吉川美智代2）、中島 博美2）、赤尾 康子2）、
大石恵理子2）、小林 美枝2）、宮田こず恵2）、山下 敦司2）、
中林 准子2）、谷掛 真弓2）

【背景・目的】16 年間の透析関連感染サーベイランスデータより、DSN-J が推奨する対策 5 項目
を提唱する。

【方法】2008 年 3 月～ 2023 年 12 月の多施設共同サーベイランスにより VAI のリスク因子を分
析し、推奨できる対策について検討した。

【結果】16 年間の VAI 発生頻度は 1,000 透析日あたり、シャント 0.05・グラフト 0.49・動脈表在
化 0.10・非カフ型カテ 7.75・カフ型カテ 1.39 である。血流感染（LCBI/CSEP）のみでは、シャ
ントと比較して非カフ型カテの相対リスク比は 631（95％CI：482-826）倍、カフ型カテは 80.8

（95％CI：60.2-108）倍でありカテ感染リスクの高さが強調される。挿入部位は非カフ型カテ、
カフ型カテともに鼠径部はリスク因子である。頸部への挿入と比較した相対リスク比：非カフ
型カテ 1.46（95％CI：1.22-1.74）、カフ型カテ 2.53（95％CI：1.56-4.10）。季節性は夏は冬に比べ
て 23％ 増であり、アクセス別ではシャント夏 0.058 冬 0.034、カフ型カテ夏 1.57 冬 1.20 と夏が
冬に比べて顕著に感染率が高い。糖尿病のリスクは非カフ型カテで相対リスク比 1.24（95％
CI：1,04-1,47）と有意であったが、カフ型カテではリスク因子にならない。VAI の起因菌は、
シャント・グラフト・非カフ型カテでは MSSA、カフ型カテは MRSA が最も多く検出された。

【結論】DSN-J は VAI 低減のための対策として以下の 5 項目を推奨する。1．非カフ型カテの使
用は有意なリスク因子であり、導入前の計画的なシャントまたはアクセス作成によりカテの使
用を避ける。2．非カフ型カテ、カフ型カテともに鼠径部への挿入は控える。3．季節性の分析
では夏は冬に比べて感染が多く、シャント・グラフトは特に汗をかきやすい夏に皮膚の常在菌
が関与していると思われる。カフ型カテの LCBI も夏に感染が多い結果からカテ挿入時の皮膚
の清浄化、出口部、アクセス時の消毒の強化が重要。4．非カフ型カテでは、糖尿病が感染リス
クを高めるため意識下に置く必要がある。5．VAI の起因菌は、シャント・グラフト・非カフ型
カテは MSSA が、カフ型カテは MRSA が最も多いため抗菌薬選択の参考にできる。

P1-078 ガイドラインに準じた透析用カフ
型カテーテル消毒方法の変更

国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 感染対策室1）、国家公
務員共済組合連合会 東北公済病院 看護部2）、国家公務員共済組
合連合会 東北公済病院 産婦人科3）、国家公務員共済組合連合会
東北公済病院 薬剤科4）

○富樫 ふみ（とがし ふみ）1）、竹中 尚美1,3）、
千葉 博暁1,4）、千田 千春2）

【背景・目的】当院では透析用カフ型カテーテル留置術を実施しておらず、
他院で留置している。留置術を行った施設の消毒方法を継続しているが、
0.5％ のクロルヘキシジングルコン酸塩を用いた出口部消毒を行っている
ことが多い。透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイ
ドライン（六訂版）によると、留置後の出口部消毒には、1％ 以上のクロル
ヘキシジングルコン酸塩を含有するアルコール、10％ ポビドンヨード、消毒
用エタノール、70％ イソプロパノールのいずれかを用いることを推奨する
と記載されており、更にカテーテル材質への適合にも配慮する必要がある。
バスキュラーアクセスの中でも感染率が高い透析用カテーテルの感染を起
こさないよう、消毒方法について見直した。

【活動内容】各カテーテルメーカーに使用可能な消毒薬を確認し、カテーテ
ルごとの消毒薬一覧表を作成した。関連する部会や委員会で検討を重ね、感
染対策委員会で承認を得た。当院で導入を検討した管理方法については、カ
テーテル留置を行った施設と情報共有し、当院で検討した消毒薬を使用す
ることについて周知した。カテーテルごとの消毒薬一覧表にそって、適切な
消毒薬を使用することが出来るよう、透析センター職員に対し教育を行っ
た。患者に対しては、カテーテル消毒方法の変更について説明と同意を得た
後、カテーテル管理の教育については、透析センター職員が行った。

【成果・考察】出口部消毒については、1 社を除いて、ガイドラインに準じる、
エタノール含有 1％ クロルヘキシジングルコン酸塩を使用できることが分
かり、消毒薬を変更することが出来た。また、綿棒タイプの消毒薬から綿タ
イプへ変更することで、大幅なコスト削減にもつながった。透析用カテーテ
ルは複数社から販売され、素材の違いにより、エタノール含有消毒薬を使用
できない物もある。しかし、カテーテルの部位ごとの素材を更に詳しく調べ
ると、当院で使用しているカテーテルについては、出口部消毒にエタノール
含有消毒薬を使用できることが分かり、ガイドラインに準じた消毒を実施
できるようになった。

P1-079 感染管理認定看護師の呼吸器ケア
サポートチームへの参加とその効
果

高岡市民病院 感染管理部1）、高岡市民病院 看護科2）

○長谷川 裕（はせがわ ゆう）1）、高原 紀子2）

【背景・目的】2016 年度以降、当院では人工呼吸器関連肺炎の発生事例は
なく、人工呼吸器装着者が必要時に喀痰培養が提出されているか調査され
ておらず、過小評価か懸念された。そこで、改めて人工呼吸器関連肺炎

（ventilator associated pneumonia：VAP）サーベイランスについて現状と
問題点を把握し、適切なサーベイランス実施につなげるため、2022 年度よ
り感染管理認定看護師（以下、CNIC）が呼吸器ケアサポートチーム（以下、
RST）に参加し、活動した結果を報告する。

【活動内容】2022 年 4 月より RST に参加し、人工呼吸器装着患者のラウン
ドを行った。感染対策チーム所属の麻酔科医と集中治療室勤務の感染リン
クナースが VAP 判定を実施し、CNIC が結果を確認した。RST ラウンド
実施時に、VAP 予防のための看護ケアの実施状況やベッドサイドの環境
整備の状況、感染対策の実施に改善が必要な点があり、呼吸器疾患看護認
定看護師と協働し、人工呼吸器装着患者のケアを実施する部署職員に対
し、VAP 予防ケアバンドル等について教育した。

【成果・考察】RST への参加を開始した 2022 年度は VAP 発生事例を 1
件認め、感染率は 1.89/1000device days となった。2022 年度、2023 年度の
使用比は 0.08 であり、変動なく推移した。VAP の発生要因として、長期
人工呼吸器使用患者、痰吸引前後の手指衛生遵守が不十分、カフ圧の適切
な管理が不十分であった等の可能性があげられた。ラウンドに参加するこ
とで、ケアの実際を把握することができ、発生要因の分析・改善に繋げる
ことができた。
一方、喀痰培養検査提出数は、2022 年度は年 9 件であり、2023 年度は RST
ラウンド時に喀痰培養提出が必要な患者への検査実施を積極的に提案し、
年 36 件提出され、VAP の発生は認められなかった。
CNIC が RST に参加し、実際にラウンドを行うことで、適切に喀痰培養提
出や胸部写真撮影ができているか把握・提言でき、正確な感染率算出の一
助となった。また、ラウンドを通してケアの実際を把握し、VAP を予防す
るためのケアの改善に繋げることができた。

P1-080 人工呼吸器関連肺炎予防チームの
発足につながった人工呼吸器関連
イベントサーベイランスのフィー
ドバック

長崎みなとメディカルセンター 感染制御センター
○森 英恵（もり はなえ）

【背景・目的】A 病院感染制御センターは集中治療病棟で 2017 年より人工呼吸器
関連イベントサーベイランス（以下 VAE サーベイランス）を行っている。人工呼
吸器関連の肺炎の可能性（以下 PVAP）は 0.0‰と発生しておらず部署へ介入は
行っていなかった。COVI-19 のため 2019 年から VAE サーベイランスは中断し
2023 年に再開した。2018 年と 2023 年を比較すると人工呼吸器関連コンディショ
ン（以下 VAC）は 9.9‰が 9.5‰、感染に関連した人工呼吸器関連の合併症（以下
IVAC）は 1.7‰が 4.7‰、PVAP は 0.0‰が 2.8‰と VAC 以外のいずれもが増加して
いた。
集中治療病棟は、2019 年と 2021 年に常勤の専門医師が着任し、手術後管理中心か
ら外科・内科問わないより専門的な集中治療へと変化している。長期呼吸器管理
の患者も在室しており、呼吸器の器具使用比は 0.24 から 0.62 と増加し、適切な呼
吸器管理の必要性が高くなっている。部署への問題提起と介入が必要と判断した。

【活動内容】集中治療病棟に VAE サーベイランス結果のフィードバックを実施し
た。その際、集中治療科医師および看護師長とクリティカルケア認定看護師（以下
CCN）のそれぞれに報告し、改善ができないか問いかけた。
集中治療病棟は、医師、看護師、理学療法士ら多職種で構成された人工呼吸器関連
肺炎予防チーム（以下 VAP チーム）を 2024 年 10 月に発足した。感染管理認定看
護師（以下 CNIC）もメンバーとしてチーム活動に参加した。VAP チームは 1 回/
週 VAP バンドルの遵守状況の確認や問題点の抽出と改善等を行った。
また、A 病院集中治療病棟で朝に実施されているウォーキングカンファレンス（以
下 WCF）に CNIC が参加し、現状を確認するとともに相談しやすい環境作りを
行った。

【成果・考察】2023 年と 2024 年の VAE サーベイランスの結果を比較した。VAC
は 9.5‰から 2.9‰、IVAC は 4.7‰から 1.0‰、PVAP は 2.8‰から 1.0‰と低下した。
これは、部署主体での VAP チームの発足という改善行動が速やかに行われたこと
やフィードバックを CCN に実施したことで認定看護師同士として協力したこと、
WCF に CNIC が参加することで感染管理面の相談が行いやすい環境が作れたた
めと考える。
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P1-081 NICUにおける多職種チームによ
るVAP予防活動の検証：VAP予
防バンドルの有用性について

岩手医科大学附属病院 看護部1）、岩手医科大学附属病院 臨床工
学部2）、岩手医科大学附属病院 感染制御部3）、岩手医科大学附属
病院 小児科4）

○杉沢 瞳（すぎさわ ひとみ）1）、中村 祐佳1）、
中嶋菜穂子1）、佐藤 円1）、山下 夢乃1）、大川 達也2）、
阿部 翔太2）、小野寺直人3）、外舘玄一朗4）、木村 美貴1）

【背景・目的】人工呼吸器関連肺炎（VAP）は新生児集中治療室（NICU）の医療関連感
染の中でも発症率が高いが、新生児領域では国内で推奨されている予防バンドルは存
在していない。今回、多職種（看護師・臨床工学技士・医師・感染制御部）で構成した
VAP 対策チームを立ち上げ、VAP 予防バンドル（以下バンドル）の有用性を検証した。

【方法】VAP 対策チームで検討し、1）上体挙上、2）口腔ケアの適正化、3）適切な加
湿調整、4）呼吸器回路交換頻度の減少、5）手指衛生の向上をバンドルとした。看護師
を対象に VAP の現状、適切な加温加湿、口腔ケアなどを多職種で研修会を開催し、随
時質問を受け付けチームで対応した。また、技術面では OJT（On The Job Training）で
教育的介入を強化した。教育介入前を 2020 年 1 月 1 日～2022 年 8 月 31 日、介入後を
2022 年 12 月 1 日～2023 年 12 月 31 日とした。対象は在胎 32 週未満で出生し、48 時間
以上気管内挿管下で人工呼吸器管理を行った児とし、VAP 発生率とバンドル遵守率を
後方視的に調査し 2 群間を比較した。VAP の発症率はポアソン回帰分析で比較し、バ
ンドル遵守率のグループ間の比較には Fisher exact test、連続変数群間の比較には
Mann-Whitney U 検定を用い、5％ をもって有意とした。本研究は岩手医科大学倫理委
員会の承認を得ている。

【結果】対象患者は教育介入前 91 名、介入後は 29 名で介入前に先天異常が多かったが、
他は患者背景に差はなかった。VAP 頻度は（件数/1000 人工呼吸器日数）6.4 から 3.6
に、人工呼吸器日数は 37（8.5－56.0）から 14（7.0－55.0）に減少した。バンドル遵守率
は上体挙上と口腔ケアで p＜0.05 有意差を認め、適切な加湿調整として喀痰の粘稠度が
p＜0.01 有意差を認めた。手指消毒薬の使用量（mL/月）は 159.0 から 166.4 に増加した。

【結論】教育介入後のバンドル遵守率は向上し早産児の VAP が減少傾向を示した。多職
種で構成する VAP 対策チームで作成したバンドルが VAP 発生率の減少に寄与するこ
とが示唆された。VAP の発生要因は様々であり、多職種で多角的にアプローチしたこ
とがバンドルの充実に繋った。また、多職種で協働した教育介入がバンドル遵守率の向
上に有効であったと考える。

P1-082 ICUにおける人工呼吸器関連肺炎
（VAP）予防バンドルの遵守率から
みえてきたVAP発生要因と予防策
の検討

高知大学医学部附属病院
○秋山 祐哉（あきやま ゆうや）、尾﨑 千芳、
谷内 彩乃、三好紗矢香、荒川 悠、八木 祐助、
山岸 由佳

【背景・目的】A 病院 ICU の人工呼吸器関連イベント（以下：VAE）における
人工呼吸器関連肺炎可能性例（以下：PVAP）発生率は環境感染学会の JHAIS
委員会が公表している 2020 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日の集計データと
比較して高い値であった。そのため、A 病院が独自に作成した VAP 予防バン
ドル（以下、バンドル）チェックシートを用いて ICU スタッフのケアと日常的
な管理、また電子カルテ情報からバンドルの遵守率を調査し VAP 発生要因と
必要な予防策について明らかにすることを目的とした。

【活動内容】2024 年 7 月に日本集中治療学会および米国胸部学会がそれぞれ発
刊しているバンドルを参考に、VAP 予防に関する大項目 5、小項目 19 から
チェックシートを作成した。作成したチェックシートを用いて 2024 年 8 月～
2024 年 12 月の期間に ICU に入室し人工呼吸器管理の患者 32 名と患者の担
当スタッフを対象としバンドルの遵守率を調査した。

【成果・考察】対象者の年齢（中央値）は 74 歳で ICU 入室日数は 11 日、人工
呼吸管理日数は 5 日であった。バンドルの遵守率は、「体位変換や口腔ケア時
のカフ圧確認やカフ上部吸引」に関する項目が 10％ 以下であった。また、「人
工呼吸中の患者を仰臥位で管理しない」に関する項目は 20％ 以下であった。
さらに、「人工呼吸器回路内の結露は、発見時、あるいは体位変換前に無菌的
な手技で除去する」に関する項目では 50％ 以下となった。このことから、VAP
発生要因には口腔・鼻咽頭に定着した細菌の誤嚥、胃で増殖した細菌の逆流、
人工呼吸器回路の汚染がある可能性が示唆された。また、安静度や管理上の制
限がない状況下でバンドルが遵守できていない理由に ICU スタッフの知識不
足があることが分かった。特にカフ上部吸引は VAP 発生率が有意に低下する
ことが明らかになっており、適切な手順で吸引が実施できるように集合研修
や OJT での指導を行う必要がある。またバンドルを念頭に入れたケアを確実
に実践できるように教育ツールを作成することが重要と考えられた。

【会員外共同研究者】岡林大資、岡山直揮

P1-083 尿道留置カテーテル関連感染予防
策の多職種遵守状況調査 全職種
対象研修によるフィードバックの
効果

札幌円山整形外科病院
○中山梨香子（なかやま りかこ）

【背景・目的】尿道留置カテーテル関連感染（以下 CAUTI）は、多職種が
関わる可能性のあるデバイスで全ての医療従事者がリスクを理解し対策
を知っておく必要がある。当院は整形外科急性期一般病棟（110 床、3 病棟）
で、2024 年の平均在院日数 14.8 日、尿道カテーテル使用比は 0.14％ であ
る。カテーテル使用比は高くないものの脊椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折患
者は長期留置になる傾向があり、CAUTI 発生を疑う症例が散見される。
当院で改善可能な点を知る為、主にカテーテルケアに携わる職種（看護師、
看護助手、リハビリスタッフ）に対しマニュアル遵守状況を調査し、結果
を全職種対象研修においてフィードバックを行ったので報告する。

【活動内容】活動期間：2023/1～2024/12、アンケート調査 2023/4/14～26、
研修日 2024/3
方法：マニュアル遵守状況の調査を看護師 92 名、看護助手 26 名、リハビ
リスタッフ 27 名に対し実施（回収率 90.4％）し、結果は対象部署に書面で
配布、その後に全職種研修を実施した。研修内容：尿路感染の基本的理解、
CAUTI、カテーテル適応、感染原因菌と治療薬、不適切使用、マニュアル
遵守状況調査の結果に基づき改善点、早期抜去の提案をした。

【成果・考察】当院の尿路感染ハイリスク群は女性、高齢者、免疫不全のあ
る患者で、かつ長期留置傾向にある脊椎圧迫骨折、大腿骨頸部骨折患者で
ある。その為、成果指標を大腿骨頚部骨折患者のカテーテル留置日数に着
目し研修前後 1 年間で比較した。ウィルコクソンの順位和検定を用いて検
定した結果、研修前は中央値 14 日（四分位範囲 10―21）、研修後は中央値
11.5（四分位範囲 7―18）P＞0.05 で差がみられなかった。CAUTI 発生率
は、サーベイランス未実施により疑い例を含むが、研修前 0.22％、研修後
0.26％ であった。CAUTI 疑い例に対する抗菌薬処方前、尿培養提出率は
8.6％ から 42.8％ と増加した。以上の点で活動効果は限定的であったが、今
後は多職種への周知状況の確認および行動変容へ繋がるよう活動継続し、
カテーテル抜去パス等の提案を視野に介入する。

P1-084 尿道留置カテーテル適正使用への
介入

医療法人厚生会 福井厚生病院
○髙栁 淳子（たかやなぎ じゅんこ）

【背景・目的】当院のカテーテル関連尿路感染症（以下 CAUTI）サーベイ
ランスより、医療器具使用比は 0.082～0.121、感染率は 0～0.68 で、急性期
一般病棟（第 1 層）の 2 病棟において他施設との比較では低値であり、感
染件数は年に 1 件である。しかしプロセスや早期抜去への介入が行えてい
なかった。今回は適正使用のための挿入時チェックリストの導入、早期抜
去に向け介入を行った。

【方法】経尿道的にカテーテルが挿入された患者または入院時から留置さ
れていた患者を対象に、留置から抜去または留置継続で退院までの日数の
平均（以下、平均留置日数）と、退院までに抜去となった割合（以下抜去
率）を算出した。CDC ガイドラインで推奨されているカテーテル適正使用
に基づいた挿入時チェックリストを作成、2023 年 6 月から使用開始した。
活用状況を一度評価し、項目をより具体化するなど追加修正を加え使用を
継続した。さらにカテーテルが長期に留置されている場合など、スタッフ
とともに留置の適応や早期抜去のアセスメントをするなど介入した。

【結果】2023 年度チェックリスト使用の結果より、適正使用基準の 75.7％
が「その他医師指示」であった。他の目的でも「その他医師指示」を選択
する傾向だった。適正基準を具体化し「その他医師指示」を削除するなど
改訂を行った。チェックリストの回収率は 25.3％ で、介入後回収率は
34.3％ に留まった。2024 年 4 月～12 月（現時点）の対象者 125 名中 CAUTI
の介入は 28 名、そのうち適正使用の介入は 14 名で、抜去に至ったのは 12
名（抜去率 85.7％）であった。2024 年度現在 CAUTI 発生なく、医療器具
使用比はほとんど変化はなかった。2023 年度の平均留置日数と抜去率の
比較では、平均留置日数は 3.33 日短縮したが、抜去率はほとんど変化がな
かった。

【結論】チェックリストの使用によって、留置の適応について具体化できた
が定着できなかった。さらに早期抜去介入後は高い抜去率であったが、ア
セスメントの基準が明文化されていなかったため適切な評価ができてい
ない。今後は不要な留置を避けるためにチェックリストの定着を図るこ
と、アセスメントの基準を作成し実施・評価していくことが課題である。
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P1-085 尿道留置カテーテル適正使用に向
けたテンプレート導入と評価

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
○西上奈緒子（にしがみ なおこ）、橋本 美鈴、
橋本 章司

【背景・目的】当院 A 内科病棟では、日本環境感染学会の医療器具関連感
染サーベイランス（以下 JHAIS）のカテーテル関連尿路感染（以下 CA-
UTI）サーベイランスにおける医療器具使用比および感染率が急性期一般
病床と比較していずれも高く、これらの状況の改善のため尿道カテーテル
適正使用に向けたテンプレートを導入し評価した。

【方法】2023 年 4 月から尿道留置カテーテル適応基準項目、尿路感染リス
クを評価できるテンプレートを作成し電子カルテに導入し、尿道留置カ
テーテルを挿入している全患者に週 1 回テンプレートを用いて不要なカ
テーテルの抜去についてカンファレンスでの検討を開始した。さらに、カ
ンファレンス実施に関するケア項目を作成し電子カルテに導入した。調査
期間は対策開始前後の各 2 年間で医療器具使用比と感染率を比較した。対
策開始前後各 2 年間の尿道留置カテーテル挿入中の全患者で対策の有無
と CAUTI の有無について比較し、χ 二乗検定を用いて検定した。

【結果】急性期一般病床における JHAIS の CAUTI サーベイランス項目に
ついて対策前後で比較し、医療器具使用比が 0.17 から 0.08 に CAUTI 感
染率が 4.4 から 0.6/1000device-days に低減した。オッズ比は 0.14（CL0.03-
0.63）で、χ 二乗検定では p=0.0036 と統計学的有意差を認め、対策により
感染率の大幅な低減が確認された。

【結論】CAUTI 予防には、カテーテルの適切な使用が不可欠である。本研
究ではテンプレートを用いた評価を習慣化することで、カテーテルの使用
継続の是非を考慮する機会を増やし、カテーテル抜去に繋がったと考え
る。この取り組みを継続し、医療器具医用比および感染率の推移を追跡す
る。

P1-086 カテーテル関連尿路感染サーベイ
ランスの現状と定期的なフィード
バック実施によるカテーテル早期
抜去への取り組み

熊本整形外科病院 医療安全管理室
○村上 広美（むらかみ ひろみ）

【背景・目的】当院では 2020 年よりカテーテル関連尿路感染（以下 CA-
UTI）のサーベイランスを開始した。整形単科の病院であり、多くの膀胱
留置カテーテル（以下カテーテル）は術前に留置され、術後には抜去され
るが、抜去の基準はなく CAUTI 発生頻度も不明であった。当院の CAUTI
の現状把握と必要な予防策を検討し、定期的にフィードバックを実施する
ことで、CAUTI 減少とカテーテル早期抜去への取り組みを実践したので
報告する。

【活動内容】対象は一般病棟の 3 病棟としサーベイランスを開始した。電子
カルテ上でカテーテル留置期間の確認と、観察項目を入力出来るようデバ
イス管理の設定を行った。2020 年の CAUTI 発生率は 2.8 で、JHAIS と比
較し高いことがわかった。また当院の CAUTI の多くは大腿骨近位部骨折
の患者であり、平均留置期間は 6.7 日であった。フィードバックは対象病
棟と委員会で 3 か月～6 か月ごとに実施し、病棟ごとに発生率、使用比、
平均留置期間などを示し、長期留置による感染リスクや、適切なカテーテ
ル管理について繰り返し実施した。2 年目には CAUTI 予防のための勉強
会の実施、抜去のためのアセスメントシート作成を行った。またカテーテ
ル留置前の陰部洗浄が統一されておらず、2023 年に陰部清拭用ワイプを
導入し、留置時の陰部清拭の手順の統一を図った。

【成果・考察】発生率は 2020 年の 2.8 から 2023 年は 0.3 へ減少し、大腿骨
近位部骨折患者の平均留置期間は、6.7 日から 4.8 日と短縮した。カテーテ
ルの観察項目入力と留置期間の可視化、定期的なフィードバックや CA-
UTI の勉強会を実施することで、スタッフの尿路感染リスクの理解、不要
なカテーテルは抜去するといった意識が早期抜去へつながり、発生率が低
減したのではないかと考える。またカテーテル留置時の陰部清拭の手順を
統一したことも、感染リスク低減のひとつと考えられた。今後の課題とし
てアセスメントシートを活用し、カテーテル適応を検討するカンファレン
スを導入するなど、不要なカテーテルの早期抜去につながるよう継続して
取り組んでいきたい。

P1-087 A病棟における尿道留置カテーテ
ル関連尿路感染率低減に向けた取
り組み

独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター
○内谷 勝（うちたに まさる）、東出 美香

【背景・目的】A 病棟は消化器内科および糖尿病・内分泌内科の混合病棟
であり、2023 年 7 月から 2024 年 3 月までの尿道留置カテーテル関連尿路
感染率は 2.54 件/1,000 catheter-day、器具使用比は 0.20 であった。これら
の数値はベンチマークの感染率および器具使用比と比較して高く、感染率
は 75 パーセンタイル値に達していたため、早期の介入が必要であった。感
染率の高い原因を考察し、感染率低減に向けた取り組みを実施した。

【活動内容】2024 年 4 月から 8 月までにおいて、以下の方法で改善活動を
実施した。1．A 病棟に入院中の患者を対象に尿道留置カテーテル関連感染
のサーベイランスを実施。2．尿道留置カテーテルを挿入した患者および留
置中の患者を対象にケアプロセスのサーベイランスを実施。3．サーベイラ
ンスの結果から算出した CAUTI 感染率および器具使用比を病棟のカン
ファレンス時に病棟看護師にフィードバック（4 月、7 月）。4．便失禁のケ
ア時における陰部の清拭保持に関する勉強会を開催し、機関紙を発行（6
月）。5．ICT ラウンド時に尿道留置カテーテル留置中の患者のプロセス遵
守状況を確認し、教育。6．ICN によりケアバンドル項目やその他の感染予
防策について OJT の実施。

【成 果・考 察】CAUTI の 感 染 件 数 は 3 件 で、感 染 率 は 2.26 件/1,000
catheter-day、器具使用比は 0.19 であった。2023 年 7 月から 2024 年 3 月ま
での感染率と比較すると、統計的に有意な差は見られなかった（p＞0.05）。
介入前のケアプロセス遵守率は 98％ であったが、介入後は 100％ に向上
した。患者のリスク因子については、看護師間でカンファレンスを実施し、
感染患者の既往歴には糖尿病があり、ADL は全介助で自力体位変換が困
難である患者にリスクが高いことの共通認識ができた。また、感染件数 3
件の原因菌は、Escherichia coli が 2 件、Candida albicans が 1 件であり、
起炎菌から考えられる感染について教育を実施したことにより看護師の
因子も関与しているという認識を持つことに繋がり、さらには早期のカ
テーテル抜去への再認識することもできた。陰部の清潔保持のケアが CA-
UTI 予防に効果的であることが再確認されたことで、今後も陰部の清潔保
持の徹底について、さらに意識を高めるよう呼びかけていく所存である。

P1-088 当院における院内全部署を対象と
したCAUTI サーベイランスの効
果と課題

近畿大学病院 安全管理センター 感染対策部1）、近畿大学病院
薬剤部2）、近畿大学病院 中央臨床検査部3）

○廣瀬 茂雄（ひろせ しげお）1）、久光 由香1）、
三五 裕子1）、平井 香那1,2）、久斗 章広1）、
吉長 尚美1）、古垣内美智子1,3）、宇都宮孝治1,3）、
吉田耕一郎1）

【背景・目的】当院では 2021 年の日本医療機能評価機構病院機能評価の受審時に、一般病
院 3（特定機能病院）は全病棟対象に医療器具関連感染サーベイランスを実施するべきと指
摘を受けた。受審前にはハイリスクと判断した ICU と一部の一般病棟で実施していたが、
この指摘に従い、院内全部署のカテーテル関連尿路感染（以下 CAUTI）の発生状況を把握
するために 2023 年 4 月よりサーベイランスを開始した。

【活動内容】感染制御リンクナース委員会においてリンクナース活動の一環としてサーベ
イランスの運用方法を決定した。
当院では感染対策システムを採用している。システム上で尿道留置カテーテル挿入患者を
把握できるように、電子カルテに必要な看護ケアの入力について周知を行った。またリン
クドクターにも CAUTI を疑った場合に尿培養を採取するよう依頼した。対象患者に発熱
または尿培養の提出があった場合は感染対策システムに CAUTI 議事症例として報告が
あり、CNIC が症例判定を行った。診断定義は日本環境感染学会 JHAIS 委員会に準じた。
サーベイランス開始当初は病院全体の CAUTI 発生率は 3.1/1000 カテーテル使用日で
あった。感染制御リンクナース委員会の活動に合わせて 4～6 カ月毎に評価・フィード
バックを行い、発生率が 50 パーセンタイル値よりも高い部署を中心に業務改善に取り組
んだ。業務改善内容は専従 CNIC と各部署のリンクナースで検討・評価を行った。
多く見られた問題として患者移送時に膀胱より高く蓄尿バッグを上げてしまっているこ
とや尿道留置カテーテルの適応を定期的にアセスメントできていないことなどがあげら
れた。

【成果・考察】これらの業務改善対策を行い、2024 年 9 月～2025 年 1 月の期間における
CAUTI 発生率は 0.8/1000 カテーテル使用日まで改善した。
サーベイランスを実施し、各部署における問題点を把握し、業務改善を行った結果、CA-
UTI 発生率を低下させることができた。今後も継続し、CAUTI 発生率の更なる低下へつな
げていく必要がある。同時にデータ収集時間の短縮などサーベイランスの効率化にも取り
組んでいきたい。
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P1-089 腎移植患者の尿路感染予防への取
り組み

医療法人社団 協友会 柏厚生総合病院
○田中 美紀（たなか みき）、跡治江理奈、藤岡 功、
小﨑 浩一

【背景・目的】腎移植患者は免疫抑制剤を服用するため易感染状態にあり、
術後厳重な感染管理が必要である。当院では 2022 年 9 月より腎移植を開
始し、2024 年 12 月までに 7 例を実施した。しかし最初の 4 例で術後尿路感
染を発症したため ICT が介入し、尿路感染予防への取り組みを実施した。

【活動内容】当院では原則腎移植後 7 日目に膀胱留置カテーテルを抜去す
るが、最初の 4 例で術後尿路感染症を認めた。抜去後の尿培養検査で 1
例目では Klebsiella pneumoniae、2 例目では Escherichia coli が検出され、
3 例目でメタロ β ラクタマーゼ産生緑膿菌が検出されたところで ICT が
介入した。当初の対策として患者を個室管理とし、接触感染対策・環境整
備・水回りの清掃指導を行なった。しかし対策後の 4 例目でも緑膿菌が検
出されたため、陰部洗浄方法の変更・環境培養を追加で施行した。腎移植
では、膀胱尿管吻合部の縫合不全対策と移植腎から大量に排出される尿の
管理のため膀胱留置カテーテルを挿入する。そこで感染予防対策として膀
胱留置カテーテル挿入中の陰部洗浄法の見直しを行なった。当初当院では
陰部洗浄の際 reuse 陰部洗浄ボトルではなく紙コップを使用していたが、
水回りからの微生物伝播を考慮し陰部清拭用ワイプシートを導入、さらに
当該病棟の環境培養を実施した。環境培養は、緑膿菌を目的菌として病室
シンク・トイレのシャワーノズルなど 30 箇所を対象に実施し、緑膿菌は
30 箇所中 5 箇所で検出され、耐性菌は認めなかった。

【成果・考察】2024 年 5 月から陰部清拭用ワイプシートに変更後腎移植 3
例を実施した。2 例は術後経過良好で退院したが、1 例は急性拒絶反応のた
め尿量が不安定で、尿量の確実な測定のため移植後 11 日目に膀胱留置カ
テーテルを抜去した。術後 14 日目に尿路感染を発症、尿培養検査で緑膿菌
が 検 出 さ れ た。本 患 者 で は 急 性 拒 絶 反 応 治 療 の た め over-
immunosuppression でかつ陰部清拭が不十分であることが確認され、陰部
清拭用ワイプシートに変更などの対策だけでは尿路感染症を防ぐことは
できなかった。
免疫抑制下にある腎移植患者は易感染状態のため厳重な感染管理が必要
である。尿路感染症防止には、丁寧な陰部清拭を含めた継続的な感染対策
が重要である。

P1-090 カテーテル関連尿路感染を減らす
ための取り組み、現状と課題

順天堂大学医学部附属 練馬病院
○塚本 真紀（つかもと まき）、杉田 学、
飯塚 智彦、渡邊麻依子、大橋久美子、林 裕代

【背景】急性期病院の脳神経外科・内科混合病棟の A 病棟では、脳血管疾
患や慢性疾患により長期的に膀胱留置カテーテルを留置している患者が
多い。しかし、尿道留置カテーテルの使用状況や感染率は明らかになって
いなかったため、2024 年 1 月から 2024 年 12 月の期間に挿入された尿道
留置カテーテルを対象とし、日本環境感染学会 JHAIS 判定基準を用いて
CAUTI サーベイランスを実施した。

【目的】尿道留置カテーテル使用比と 1000 医療器具使用日あたりの尿道カ
テーテル関連尿路感染率を算出、自施設の課題を明確にし解決策を検討す
る。

【活動内容】泌尿器科医師、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師、皮
膚・排泄ケア認定看護師、理学療法士、作業療法士で構成する排尿ケア
チームの活動に参加。尿道留置カテーテルの早期抜去を目指し、看護師、
介護福祉士、看護補助者へカテーテル尿路関連感染予防について少人数勉
強会の実施、尿破棄方法の観察、PPE 着脱手順の手技確認と教育を行っ
た。

【成果・考察】A 病棟の尿道留置カテーテル使用比は 0.20、尿道カテーテル
関連尿路感染率は 3.52 であった。JHAIS のベンチマークデータの他に分
類できない内科または内科系混合（第 3 層）の 50 パーセンタイルである、
使用比 0.18、尿道カテーテル関連尿路感染率 1.6 と比較し、高いことが明ら
かとなった。サーベイランス実施期間が一年間であり、母数が少ないため
使用比と尿道カテーテル関連尿路感染率が高くなったと推測される。病棟
の特徴として、疾患により日常生活動作が低下している患者が多く、医療
従事者による膀胱留置カテーテル管理が主に行われており、適切な挿入と
管理に関する対策が重要となる。また、膀胱留置カテーテル抜去が困難な
患者は、排尿ケアチームが介入し、早期抜去に向けた取り組みが行われた。
排尿ケアチームに感染対策室の専従看護師が参加することで、カテーテル
尿路関連感染予防についてのフィードバックを適時実施し改善できた。今
後も CAUTI サーベイランスを継続し、使用比と尿道カテーテル関連尿路
感染率の低減を目指す。

P1-091 カテーテル関連尿路感染症低減に
向けた看護師による毎日の抜去ア
セスメントと抜去後の尿閉に対す
る間欠的導尿の効果

地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合医療セン
ター
○齊藤 克哉（さいとう かつや）

【背景・目的】A 病院 B 病棟では、カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）の感染
率が高く、尿道留置カテーテル（以下、カテーテル）の適応評価が習慣化されて
いなかった。そのため、漫然とカテーテルが留置されている可能性があった。本
活動では、「尿道留置カテーテル抜去アセスメントフロー（以下、抜去アセスメ
ントフロー）」と「尿道留置カテーテル抜去後尿閉対応フロー（以下、尿閉対応
フロー）」を活用し、毎日のカテーテル適応評価と、抜去後の尿閉に対する間欠
的導尿を実施することで、 CAUTI 感染率および器具使用比の低減を目指した。

【活動内容】2023 年 6 月、B 病棟の看護師に対し、抜去アセスメントフローと尿
閉対応フローの活用方法について対面形式で教育を実施した。同年 7 月から 10
月にかけて、B 病棟に入院中でカテーテルを留置しているすべての患者を対象に
サーベイランスを行い、感染率、器具使用比、適応留置率などを前年同月と比較
した。抜去アセスメントフローを用いて、看護師 2 名がカテーテルの適応を評価
し、不適応と判断された場合は医師へ抜去を提案した。カテーテル抜去後の尿閉
については、尿閉対応フローに基づき、6 時間後に自然排尿がない場合に間欠的
導尿を実施した。

【成果・考察】器具使用比は 0.15 から 0.05 へと有意に低下（p＜0.001）した。感
染率は 1.72 から 0.00 に低下したが、有意差は認められなかった（p＝0.758）。カ
テーテルの適応留置率は 51％（90 件）、不適応留置率は 49％（88 件）であり、
不適応と判断された 88 件のうち 77 件のカテーテルが抜去された。カテーテル
抜去後の尿閉は 4 件発生し、そのうち 3 件は尿閉対応フローに基づく介入によ
り自然排尿が確認された。本活動により、適応のないカテーテルの特定と抜去、
カテーテル抜去後の尿閉に対する間欠的導尿の実施が器具使用比の低減に寄与
したと考える。なお、研究期間が 4 ヶ月間と短期間であったことは考慮する必要
がある。器具使用比への影響は少ないと考えられるが、CAUTI が発生しなかっ
たことについては、偶然の影響が十分に考えられる。今後は、カテーテルの適応
を毎日評価すること、カテーテル抜去後の尿閉に対する間欠的導尿の実施を習
慣化することが課題であり、継続した教育が必要である。

P1-092 尿道留置カテーテル管理改善の取
り組み

JCHO下関医療センター
○坪根 淑恵（つぼね よしえ）、清水 大輔、
佐伯 勝成、秋田 朋美、加藤 彰

【背景・目的】2022 年から 2023 年にかけ、カテーテル関連尿路感染（CA-
UTI）感染率が 1.34 から 1.67（件/1,000device-days）に上昇した。JHAIS
急性期一般病棟の 50～75 パーセンタイル値で、J-SIPHE 参加加算 1 施設
平均値より高い。尿道留置カテーテルの管理改善に取り組んだが、十分な
効果がなかった。今後の課題と取り組みについて検討する。

【活動内容】尿道留置カテーテルの取り扱いについてアンケート調査をし、
留置患者のラウンドで管理状況を確認した。アンケート結果、尿道留置カ
テーテルの留置基準を知っていたのは 56％、抜去時の理由に留置基準を
外れたと回答したのは 28％ と低く、留置基準が周知されていないことが
わかった。ラウンドでは、カテーテルの固定は 95％ 実施できていたが、ラ
ンニングチューブや採尿バッグの管理が不適切な状況であった。カテーテ
ル管理について看護師、感染リンクスタッフ、看護師長に対し勉強会をし
た。カテーテルが必要かどうかアセスメントするよう周知したが十分実施
できなかったため、泌尿器科医師に相談し、抜去フローシートを作成し、
日勤担当者が勤務開始時にアセスメントするようにした。

【成果・考察】2024 年感染率は 2.09、使用比は 0.19 と感染率は低下しな
かった。介入後一時的に感染率、使用比ともに低下したが、継続せず、感
染率は上昇傾向にある。使用比は J-SIPHE 参加加算 1 施設平均値より低
く推移している。
平均留置期間は 8 日間だが、CAUTI 発症者の留置期間は 19 日間と長かっ
た。カテーテル留置から発症までの期間は平均 13 日間であった。カテーテ
ルの適性使用、留置期間を最小限にすることが課題である。
当院では CAUTI の 70％ を脳神経外科が占めている。今後は脳神経外科
への介入を検討する。CAUTI 低減に向け、サーベイランスを継続し、チー
ムで多角的な介入をする必要がある。
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P1-093 尿道留置カテーテル関連尿路感染
予防に向けた脳神経外科病棟での
取り組み

国立国際医療研究センター病院
○田中 一香（たなか いちか）、窪田 志穂、
陳 麻理、飯干 桃子、松澤宗太郎

【背景・目的】A 病棟は、脳神経外科病棟であり疾患の影響により留置期間が長
期化し、2023 年 11 月～2024 年 3 月まで（介入前）の尿道留置カテーテル器具
使用比 0.20、尿道留置カテーテル関連尿路感染（CAUTI）発生率は 8.8/1000
器具使用日と高い値であった。原因菌は、Escherichia coli が多くを占めていた。
器具使用比や感染率が高い要因は、スタッフの CAUTI 予防策への意識不足
や、オツム内排泄後の陰部洗浄が洗浄液で流すのみと不十分であることが考え
られた。そこで A 病棟の感染係は ICT と連携し、スタッフの CAUTI 予防に対
する意識の向上や、陰部洗浄方法の見直しに取り組んだので報告する。

【活動内容】CAUTI 予防の意識向上と看護ケアの質改善に対し、感染リンク
ナースを中心に、2024 年 6 月以降に以下の取り組みを行った。
1）ICT や排尿ケアチームと連携し、スタッフへ 2023 年の CAUTI サーベイラ
ンス結果を踏まえて、尿道留置カテーテルの早期抜去や感染対策の必要性を伝
達した。
2）陰部洗浄方法と使用物品管理を見直し、陰部洗浄方法を明確化し、スタッフ
に周知した。
3）A 病棟スタッフ全員の陰部洗浄の手技を直接観察し、手順が不足しているス
タッフへは 2）の方法を再周知した。
以上の取り組み後に評価として、器具使用比と CAUTI 率の推移の比較とス
タッフ全員に CAUTI 予防策に対する意識の変化を確認した。

【成果・考察】器具使用比は、介入前の 0.20 から 2024 年 7 月～11 月（介入後）
0.11 と減少した（p=0.005）。CAUTI 率は介入前 8.8 から介入後 7.5/1000 器具使
用日と有意な低下はみられなかった（p=0.42）。スタッフへの意識調査（n=28）
では、「陰部洗浄方法の統一化で尿路感染症対策の意識が上がった」が 100％、

「陰部洗浄方法の見直しは適切であった」が 96.4％ 回答し、「手技が明確化され
根拠を持ち実施ができた」との回答も得られた。以上から、今回の活動により
スタッフの CAUTI 予防の意識が向上し、カテーテル早期抜去が推進され器具
使用比の低下につながったと考える。陰部洗浄方法の統一と直接観察によりケ
アの質の改善につながったが、今回は感染率に有意な低下はみられなかった。
今後も要因探索と改善活動を継続する必要がある。

P1-094 当院におけるCRE検出事例～複数
の遺伝子型のアウトブレイクを経
験して～

医療法人春秋会 城山病院
○貴志 裕子（きし ゆうこ）、照本 真也

【背景】カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）はカルバペネム系及び広
域 β ラクタム系の抗菌薬に耐性を示す腸内細菌目細菌であり、カルバペ
ネマーゼ産生株と非産生株がある。CRE は 2022 年には 53.7％ の医療機関
から分離されており、特にカルバペネマーゼ産生株はプラスミド性に他菌
種にも伝播するため感染管理上の対策が重要となる。当院は大阪府南部で
地域の急性期医療を担う中核病院であり救急搬送受け入れ数も多い。ま
た、地域の療養型医療機関や介護施設などとの連携が欠かせないため、薬
剤耐性菌の発生やアウトブレイクに注意が必要である。また、耐性菌によ
るアウトブレイク事例では、その終息に至るまで比較的長期となるため、
対応する病棟職員及び ICT メンバーの心理的な負担も大きい。

【症例】当院において、2023 年 8 月～12 月の間に保菌を含めて 8 事例の
CRE（うち保菌 4 例）を検出した。保健所の協力を得て分子疫学解析を行っ
た結果、それら 8 事例は異なる 6 種類の遺伝子であったことが判明した。
カルバペネマーゼ産生 IMP-6 型の同一遺伝子が 2 事例、カルバペネマー
ゼ非産生の同一遺伝子が 2 事例、その他の 4 事例はそれぞれ異なるカルバ
ペネマーゼ非産生の遺伝子であった。病棟シンクや内視鏡など環境培養か
らの CRE 検出はなかった。ICT により院内の CRE アウトブレイク対策
を実施し、翌年 2 月に終息宣言を行った。

【考察・結論】当院で 6 種類の遺伝子型をもつ CRE を検出したことから、
市中においてすでに CRE の保菌者が多く存在していると考えられた。そ
のため、自院のみでなく連携する地域の病院・施設での標準予防策の徹底
が感染対策として重要であることを再確認した。また、保健所の協力を得
て分子疫学解析検査が実施できた。これにより感染伝播の高リスク時期が
推定でき、効果的な対策につなげることができた。また、実施している
CRE アウトブレイク対策の効果が評価でき、終息宣言までの約半年間に
わたる病棟職員及び ICT メンバーのモチベーション維持につながった。

P1-095 当院で経験したCPEアウトブレイ
ク事例における感染対策

国立病院機構長崎医療センター 呼吸器内科1）、国立病院機構長崎
医療センター 感染症内科2）、国立病院機構長崎医療センター 感
染制御室3）、長崎大学病院 感染制御教育センター4）、長崎大学病
院 検査部5）、長崎大学病院 呼吸器内科6）

○近藤 晃（こんどう あきら）1,2,3）、木場みちよ3）、
渡辺 瑞紀4）、寺坂 陽子4）、柿内 聡志4）、田中 健之4）、
泉川 公一4）、柳原 克紀5）、迎 寛6）

【背景】CPE は院内感染対策において非常に重要な耐性菌であり、アウト
ブレイク時の対応においては迅速性や関係機関との連携が求められる。

【症例】アウトブレイク対応として、判明日に緊急会議を招集し、緊急症例
を除く手術患者の受け入れの停止、入院患者のスクリーニング検査、環境
調査などを開始し、CPE 陽性者の共通背景の探索を開始した。また、長崎
大学病院感染制御教育センターからのサイトビジットを要請し、原因の究
明に努めた。結果、明らかな原因の特定には至らなかったが、手洗い場や
汚染リスクの高い環境の環境改善を行った。また、看護師のみならず医師
の手指衛生の観察機会を確保するための体制整備を行い、結果のフィード
バック体制も整備した。加えて、周術期の手術部位感染（SSI：Surgical
Site Infection）対策における抗菌薬使用についても周術期パスの見直しな
どの適正化への介入を行った。病棟の再開にあたっては、1．同一株と思わ
れる CPE の新規発症（患者の保菌もしくは感染）を 4 週間認めないこと、
2．医師・看護師の手指衛生遵守率 95％ 以上維持、3．適切な抗菌薬の使用
に向けて 1）SSI 予防抗菌薬の適正使用、2）antimicrobial use density

（AUD）や days of therapy（DOT）のモニタリング、4．汚染源の改善、
を主な達成目標とした。

【考察・結論】感染対策を通して問題点の改善状況を確認した。達成状況を
確認しながらアウトブレイク病棟での患者受け入れを再開し段階的に拡
大して行った。約 3 か月間の期間を経て CPE 陽性患者全員の退院を確認
し、アウトブレイク収束とした。感染対策を通して、とくに医師の手指衛
生に対する意識変容が確認でき、抗菌薬適正使用への取り組みも強化され
た。アウトブレイク介入を通して院内感染対策の強化に繋げることができ
た。一方で、取り組みの継続性については時間の経過とともに減弱する傾
向にあり、今後も引き続き継続的な取り組みが重要である。

P1-096 救命センターから発生したCPEア
ウトブレイクの対応（第2報：終息
報告）

JCHO中京病院 感染対策室1）、JCHO可児とうのう病院 薬剤
部2）

○加藤 洋子（かとう ようこ）1）、中根 茂喜2）

【背景】当院救命センター入院中の患者にカルバペネマーゼ産生 Klebsiella
pneumoniae（CPE）の感染が確認され、以後 3 病棟に感染者が拡大し、約
半年間で合計 33 名の感染者が生じるアウトブレイクとなった（第 38 回日
本環境感染学会で報告）。外部施設の協力を得つつ、ICT が中心となり対応
を行い、終息したため報告する。

【活動内容】CPE は 2022 年 4 月に救命センター入院患者の髄液、約 2 週間
後、同時期に入院していた他 2 名からも検出されアウトブレイクと判断し
介入を開始した。環境培養の結果、2 台のシンクから CPE が検出されシン
クの交換などを行った。その後別の 3 病棟で 8 名の陽性者が確認されたた
め、外部施設の支援を受け保菌調査を行ったところ 16 名の陽性者が判明
し、2022 年 5 月 31 日より一つの病棟を CPE 専用病棟としてコホート隔
離を行った。遺伝子解析の結果、検出された CPE はすべて同一菌種と考え
られた。ICT では CPE 感染対策マニュアル、陽性者の隔離解除のためのス
クリーニング手順を作成し周知した。環境培養は陽性者の病室や水回りを
中心に定期的に実施した。2022 年 11 月 7 日より隔離病床を縮小し、新規
入院の受入れを再開した。2023 年 6 月 5 日に確認されたのが最後の新規
陽性者となり、2023 年 9 月終息宣言、2024 年 9 月に環境培養を終了、最後
の陽性者が 2025 年 1 月に転院となった。具体的な感染対策として、1．A
病棟のコホート隔離後に稼働病床数を半分とし、CPE 患者以外の入浴は
他病棟を利用、2．不要なシンクは閉鎖しシンクでの一次洗浄を中止、ディ
スポ化を実施、3．院内施設係と協力しシンクの水勢調査と調整などを行っ
た。陽性者の転院先には、「介護現場における感染対策の手引き（第 3 版）」
を基にマニュアルを作成、配布し転院調整が円滑になった。

【考察】CPE アウトブレイクの全容把握には初期段階での保菌・環境調査
が有用である。CPE は一度保菌すると長期に持続陽性となるため隔離解
除に難渋する。CPE アウトブレイクの制御には water hygiene team を結
成し、水回りの感染防止策を講じる必要がある。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－374－

P1-097 当院で経験したカルバペネマーゼ
産 生 腸 内 細 菌 科 細 菌
（Carbapenemase-Producing
Enterobacteriaceae：CPE）ア
ウトブレイク事例

国立病院機構長崎医療センター 呼吸器内科1）、国立病院機構長崎
医療センター 感染症内科2）、国立病院機構長崎医療センター 感
染制御室3）、長崎大学病院 感染制御教育センター4）、長崎大学病
院 検査部5）、長崎大学病院 呼吸器内科6）

○近藤 晃（こんどう あきら）1,2,3）、木場みちよ3）、
渡辺 瑞紀4）、寺坂 陽子4）、垣内 聡志4）、田中 健之4）、
泉川 公一4）、柳原 克紀5）、迎 寛6）

【背景】カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（Carbapenem-Resistant Entero-
bacteriaceae：CRE）は院内感染対策において非常に重要な耐性菌であ
り、5 類感染症に位置づけられる。とくにカルバペネマーゼ産生する CPE
は、β-ラクタム系以外の抗菌薬に耐性を示す場合も多く、一層の注意を要
する。

【症例】今回消化器外科病棟において 2023 年 12 月から 2024 年 6 月の期間
に 10 例の CPE 陽性患者のアウトブレイクを経験した。うち 2 例は感染事
例と判断し、セフィデロコルによる治療を行った。アウトブレイクの原因
調査を行い、下部消化管グループ、下部消化管術後、内視鏡検査歴が共通
項目として挙がったが、明らかな原因の特定には至らなかった。当病棟で
は 2020 年にも同様のアウトブレイクを経験しており、今回も同じ手洗い
場から CPE が検出された。今回および前回アウトブレイク時の保存菌株
のゲノム解析を行い、概ね前回アウトブレイク時と同一の Enterobacter
cloacae の CPE であることを確認した。

【考察・結論】今回のアウトブレイクの原因としては、前回のアウトブレイ
ク後にシンクの消毒など除菌に努めたが消失に至らず、残存した菌が今回
医療従事者の手指を介して患者へと伝播したものと推察した。

（謝辞）長崎県県央保健所 宗 陽子所長、長崎県環境保健研究センター
保健衛生研究部 吉川 亮先生、田川 依里先生、右田 雄二先生、長崎
医療センター 感染症内科 永井友基先生、窪田 佳史先生

P1-098 角化型疥癬患者から二次感染を防
止した医療チームの実践の一例

渕野辺総合病院 質・安全対策室1）、渕野辺総合病院 看護部2）、
公立小松大学 保健医療学部3）、北里大学 医学部微生物学4）

○森岡久美子（もりおか くみこ）1）、角谷 直美2）、
伊藤 道子3）、林 俊治4）

【背景・目的】常勤皮膚科医が不在の医療施設では、角化型疥癬患者が入院
する機会はほとんどない。しかし、渕野辺総合病院にて入院後に、患者一人
が角化型疥癬と診断された。その後も一般状態不良により、皮膚科往診医

（以下、往診医）の指導のもと、入院継続となった。それにもかかわらず、
全職員・外部委託業者の二次感染を防止することができたので、その実践
の過程を報告する。

【活動内容】症例：62 歳男性。嚥下障害と脳 塞疑いを主訴として、二人部
屋（同室者なし）にストレッチャーで入院。認知症で住宅型老人ホームで生
活中、全身発疹と掻痒感の訴えがあったが、他の皮膚科診療所で疥癬は否
定。ステロイドを塗布。家族・面会者なし。
実践過程・入院 3 日目：看護師は患者の皮疹が改善されないことを担当医
に報告。担当医は、紹介状を記載。医療連携を通し、往診医へ依頼。
入院 4 日目：往診医が往診。鏡検で虫体と虫卵を確認し、角化型疥癬と診断
確定。本施設に疥癬のマニュアルがなかったため、往診医から感染対策の指
導を感染管理認定看護師（以下 ICN）が受けた。同日に院内感染対策委員会
を臨時開催。患者と接触した職員に対しイベルメクチンの予防治療を行う
方針となった。各部署の責任者は患者と接触した職員のリストを作成し、薬
剤部はイベルメクチンを院外から取り寄せた。
入院 5 日目：職員 56 名に予防治療を開始。病室に往診医と看護師が同時刻
に入り、軟膏塗布や全身清拭などを実施した。ICN は各部署の責任者に内服
者の体調変化を確認し、内服者の相談対応も行った。
入院 11 日目：肝不全にて死亡退院。ICN は葬儀社にも疥癬の感染対策を説
明し、搬送を終えた。職員の初回の予防治療から 7 日後、2 回目の予防治療
を開始。複数の職員から皮疹の訴えがあり、勤務時間内に院外の皮膚科に受
診できるよう調整した。同科受診者からヒゼンダニの検出はなかった。翌々
月までに患者の新規発生がなく、二次感染も起きず終息と判断とした。

【成果・考察】今回の症例では同室者がいなかったこと、角化型疥癬患者を
早期に診断し、往診医の協力のもと適切な治療・看護の実践、患者と接触し
た全職員の予防治療など、複数の実践が成果を導いたと考える。

P1-099 当院で経験した疥癬のアウトブレ
イクと今後の課題

医療法人 医和基会 戸畑総合病院
○村上 りか（むらかみ りか）、野口 真吾

【背景】疥癬は、老人保健施設での集団発生が多い疾患であるが、1 か月程
度の潜伏期間を要するためしばしば診断が遅れる。また、免疫低下患者が
多い病院では、より感染力の強い角化型疥癬の発生リスクが高く、院内感
染を引き起こす可能性がある。そのため、感染拡大防止には、標準予防策
に加え接触感染対策や迅速な隔離対策が重要とされる。当院では、関連施
設での感染者増加に伴い、病棟内で約 7 か月間にわたり疥癬アウトブレイ
クが発生した。本研究では、今回のアウトブレイクを後方視的に検討し、
今後の感染対策の課題を明らかにすることを目的とする。

【症例】2023 年 7 月から 2024 年 1 月の間に、病棟内で疥癬と診断された症
例は入院患者 7 名、職員 5 名であった。入院患者 7 名の平均年齢は 84.7
歳（76～94 歳）、全員が女性であり、施設または療養型病院からの入院で
あった。入院から診断までの平均日数は 30.3±16.3 日、3 名（42.9％）が角
化型疥癬と診断された。治療後は全例で症状が軽快したが、治療開始から
隔離解除まで平均 21±3.7 日を要した。また、5 名（71.4％）が 11 月以降の
診断例であったが、同期間の手指消毒使用量（ml）は、7 月 63,109、8 月
84,214、9 月 70,645、10 月 64,888、11 月 62,141、12 月 63,518、1 月 72,810
であり、病棟内でのコロナのクラスターがあった 8 月を除き低い水準で推
移した。

【考察・結論】観察期間中に入院患者と職員を含む 12 名の疥癬感染者を確
認した。入院患者においては、感染者全員が寝たきりであり、患者間での
直接的な感染伝播は考えにくく、前施設や病院からの持ち込みあるいは職
員を介した伝播の可能性が示唆された。患者間での感染拡大・職員への伝
播の要因として、介助が必要な患者が多く接触頻度が高かったこと、大部
屋環境で手指衛生や手袋・ガウン交換が徹底されなかったこと、潜伏期間
が長く、疥癬に対する職員間での情報共有が不十分だったことなどが挙げ
られる。今後、情報共有体制の構築や感染対策の継続、早期診断の仕組み
づくりが必要である。

P1-100 老人保健施設で発生した疥癬アウ
トブレイク～角化型疥癬患者を個
室隔離できず対応した事例～

（医）偕行会在宅医療事業部1）、（医）偕行会名古屋共立病院2）

○三宅喜代美（みやけ きよみ）1）、伊藤佐知子2）

【背景】疥癬は高齢者介護施設において集団感染が発生するおそれの高い
感染症である。通常疥癬に感染しても感染者の免疫低下やステロイド薬使
用などで角化型疥癬に移行することがある。角化型疥癬患者から剥がれ落
ちる鱗屑や痂皮には多数のヒゼンダニが存在し、それらが飛散し他者へ付
着すると、直接的な接触がなくても感染が成立する。通常疥癬の場合は隔
離不要であるが、角化型疥癬の場合は治療開始後 1～2 週間の隔離が必要
である。

【症例】60 歳代男性、施設入所中に肘頭骨折、A 病院でプレート固定術を
施行し B 病院の地域包括ケア病棟を経由して再入所した。B 病院入院中に
白癬と診断され、抗真菌薬と掻痒に対してステロイド軟膏が処方された。
入所後も継続して使用していたが、腹部から下腿の発赤疹、腋窩や鼠径部
には角化もみられ悪化傾向にあった。C 皮膚科に受診したが白癬と診断さ
れ、相談を受けた時には角化型疥癬が強く疑われる状態であった。D 皮膚
科を受診し、疥癬の診断に至った。

【考察・結論】今回の症例は、白癬との混合感染状態にあったことが示唆さ
れる。高齢者は老人性乾皮症などで掻痒があり湿疹や皮膚炎を起こすこと
も多い。掻痒に対して処方されたステロイド外用薬が漫然と使用されるこ
とも多いが、疥癬だった場合はステロイド外用薬を使用することで重症
化、遷延化させてしまう。感染対策については、転院も施設内での個室隔
離もできないという八方塞がりの状況で、選択肢は多床室でのカーテン隔
離対応のみであった。これより前に通常疥癬を発症した入所者が 1 名いた
が、この入所者は角化型疥癬の入所者からの感染が疑われた。皮疹や掻痒
などの症状が出現した入所者 17 名は予防的治療としてイベルメクチンを
内服した。以降は新たな疑いを含めた感染者は出ず、28 日後に終息宣言し
た。職員の有症状者、感染者は出なかった。角化型疥癬の入所者を多床室
でのカーテン隔離対応を行ったのは、その状況でできる最大限の対策で
あった。もしまたアウトブレイクが発生した場合も今回と同様の対応でよ
いというわけではなく、角化型疥癬の患者は個室隔離が必要である。
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P1-101 角化型疥癬のアウトブレイクの経
験から疥癬の早期発見の活動報告

大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
○橋本 美鈴（はしもと みすず）、西上奈緒子、
橋本 章司

【背景・目的】当センターの入院患者での疥癬の事例は年間数人程度であ
る。また角化型疥癬の事例の経験はなく、角化型疥癬を見たことがある職
員はほぼいなかった。しかし 2023 年 6 月に看護師 1 名が疥癬と診断され、
その看護師の所属病棟の全患者の皮膚症状の観察にて 1 人の角化型疥癬
の患者（入院 16 日目）が発見された。次に当該病棟の看護師及び看護補助
者全員の顕鏡にて、3 人が疥癬と診断された。診断の遅れにより疥癬のア
ウトブレイクとなった事から、疥癬を早期に発見できるツールが必要と
なった。

【活動内容】当センターでは感染管理認定看護師（CNIC）が「感染対策の
啓発漫画」をシリーズで配信しており、皮膚科医師より疥癬の早期発見の
為の漫画の作成依頼があった。そして即、感染対策漫画を作成し、ベッド
サイドでも閲覧できるように電子カルテ PC に掲載した。漫画の内容は

（1）疥癬の好発部位、（2）症状（実際の角化型疥癬の写真）を入れ、疥癬
を疑う皮疹がある患者のベッドサイドで見比べられるようにした。また、
保健所からの近隣施設での疥癬報告の情報提供があるごとに、看護師に対
して入院時の患者の皮膚症状を確認するように周知している。

【成果・考察】翌年（感染対策漫画配信前）同病棟で、別の角化型疥癬の患
者が入院されてきた際、看護師は直ぐに疥癬を疑い、主治医に即報告し早
期に治療および感染対策を講じる事ができた。感染対策漫画配信後では、
別の病棟で入院当日に疥癬を発見できた事例もあった。アウトブレイクを
経験した事で、関わった看護師は意識して入院時に患者の皮膚症状を観察
するようになった。また角化型疥癬の診断の遅れについて危機感を持った
皮膚科医師と共に職員への啓発をする事で疥癬の早期発見に繋がったと
考える。稀な感染症でも、もしもの時の危機感を持ち、日常から意識して
備える事が重要である。

P1-102 認知症閉鎖病棟における疥癬集団
発生の報告と感染対策

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
○石井 幸（いしい ゆき）

【背景】疥癬はヒゼンダニが皮膚に寄生することで発症し、特に高齢者施設
で集団感染が報告されている。高齢者は皮膚が乾燥し、疥癬と類似した症
状（掻痒感や異常皮膚）が現れるため、診断が遅れることが多いため早期
発見と感染拡大防止が重要である。今回、認知症病棟 2 病棟で同時期に疥
癬の集団発生を経験したので報告する。

【症例】病棟 A：初発症例 80 代（以下、患者 B）。202X 年 3 月に皮膚の乾
燥や小丘疹が現れ、薬疹と診断されて対症療法を受けていたが、6 月に
なって通常型疥癬と診断。その後、10 月に角化型疥癬と診断された。その
前後から同病棟内の患者と職員が発症し患者 3 名、職員 4 名が通常型疥癬
と診断された。
病棟 C：初発症例 80 代（以下、患者 D）、202X 年 6 月から皮膚症状が出現
し、対症療法を実施していたが改善せず 10 月に角化型疥癬と診断された。
その後、同病棟内で患者 3 名が発症し通常型疥癬と診断された。

【考察・結論】認知症病棟における疥癬は、皮膚の乾燥や掻痒感が薬疹や他
の皮膚疾患と見なされやすく、診断が遅れることが多い。特に角化型疥癬
は通常型に比べて症状が軽微であるため、発見が遅れる傾向がある。今回
の症例では、患者 B がインデックスケースとなり、病棟 A の職員に伝播し
たことが確認され、標準予防策が徹底されていなかったことが職員への感
染伝播を引き起こした要因であると考えられる。
認知症病棟では患者同士の接触があり、また介助行為の際には患者と職員
との密接な接触が避けられないため、接触感染のリスクが高まる。さらに、
皮膚の異常に対する観察や予防対応が遅れたことが感染拡大を助長した
可能性がある。認知症患者における疥癬発症初期は疥癬を疑うことが難し
いため、早期発見には注意深い観察が不可欠である。
特に、角化型疥癬の早期発見には慎重な観察が必要であり、標準予防策の
徹底と職員教育が感染拡大を防ぐために重要である。感染症の早期発見と
予防を実現するためには、他科との連携を密にし、適切な診療依頼基準を
策定することが重要である。今後は、認知症患者における疥癬の早期発見
を促進するための診断基準や感染対策をさらに強化していく必要がある。

P1-103 当院における疥癬発症事例報告
久米川病院
○金澤真弓華（かなざわ まゆか）、土本 真穂、
安田 睦美、星 作男

【背景】疥癬はヒトヒゼンダニによる皮膚感染症で、病院や高齢者施設など
で集団感染が問題となる。潜伏期が長いため忘れた頃に発症したり、皮膚
症状のみでは診断がつかずしばしば対応に苦慮する。今回新型コロナウイ
ルス感染症にて入院した患者が疥癬を発症した事例を経験したので報告
する。

【症例】症例は 85 歳女性、新型コロナ感染症にて X 月 23 日に当院に個室
入院。防護服対応。入院時より皮膚掻痒感の訴えあるが、アトピー性皮膚
炎や乾燥肌と考えプロぺト等の保湿でフォロー。X 月 29 日新型コロナ陰
性確認し、大部屋移動。皮膚症状が改善しないため X+1 月 8 日に皮膚鏡検
し疥癬と診断。大部屋から個室に隔離しスミスリンローション塗布し、毎
日シャワー、翌日、胃管よりストロメクトール投与。掻痒を訴える職員を
リストアップし、全患者を対象として発疹や掻痒を訴える患者をリスト
アップした。その結果 7 名の患者と 7 名の職員がリストアップされた。検
鏡した範囲では新たな疥癬は同定されず、スミスリンローションとストロ
メクトール内服対応し X+2 月 15 日に疥癬対応を解除した。しかしリスト
アップされていた患者の一人が他院に転院し数日後に疥癬を発症した。ま
た疥癬が全く疑われていなかった患者が他院に転院し 1 ヶ月後に疥癬を
発症した。

【考察・結論】初発患者は元々新型コロナ感染症で入院となった。家族は濃
厚接触者であったため、入院時十分な聞き取りができていなかった。家族
も掻痒感を訴えておりそうした情報があればもっと早く疥癬を疑って対
応ができたと考えられる。初期対応としては毎日患者を入浴させたり、オ
イラックスを多用したりと過剰対応であったり不適切対応があった。疥癬
を疑っていたが診断がつかず転院後に疥癬を発症したり、疥癬をまったく
疑っていなかった患者が転院後に疥癬を発症したりと、疥癬対応の難しさ
を実感した。疥癬の広がりから今回の初発事例は通常型と角化型の中間的
な病態であったと考えられた。

P1-104 無菌室がなく抗癌化学療法を積極
的に行う診療科等を持たない中小
病院において分離されたカンジダ
血症の検討

福井総合病院
○橋元 千鶴（はしもと ちづる）、吉田 恵未

【背景・目的】当院は無菌室や集中治療室はなく、血液内科や腫瘍内科等の
診療科を持たない 315 床の中小病院である。カンジダ血症についてこれま
での報告は、無菌室があり抗癌化学療法を積極的に行う施設が含まれた検
討が多く、そのような設備や診療科を持たない施設に直ちに一般化できな
い。また、抗真菌薬の早期投与については、血液培養陽性時を基準としてお
り、血液培養採取時期によってはカンジダ血症の発症時期を正確に反映し
ていない可能性がある。そこで既存の報告を補完する目的で、当院で分離さ
れたカンジタ血症の症例の予後因子を、発熱を基準とした抗真菌薬の使用
等について後方視野的検討を行った。

【方法】2014 年 1 月から 2024 年 12 月までに血液培養で真菌が分離された症
例を 38℃ 以上の発熱から 60 日以内の死亡例と生存例に分け、患者背景（年
齢、性別、血清アルブミン値等）、真菌の種類、38℃ 以上の発熱から血液培
養採取までの期間、38℃ 以上の発熱から抗真菌薬投与までの期間、38℃ 以
上の発熱から 72 時間以内の抗真菌薬使用の有無、中心静脈カテーテル

（CVC）挿入の有無等を t 検定、フィッシャー正確確率検定、マン・ホイッ
トニー U 検定、ロジスティック回帰分析を用いて統計処理を行った。

【結果】血液培養で真菌を分離した症例は 30 例、そのうちコンタミネーショ
ンは 1 例であった。死亡例は 15 例、生存例は 14 例であった。死亡例では、
年齢が有意に高く（p＜0.05）、発熱から 72 時間以内に抗真菌薬を使用した症
例が有意に少なく（p＜0.05）、CVC 挿入の有無に有意差はなかった（p＝
0.108）。有意差のあった項目に CVC 挿入（p＝0.108）を共変量に加えてロジ
スティック回帰分析を行ったところ、発熱から 72 時間以内の抗真菌薬の使
用と CVC 挿入が死亡の独立したリスク因子であった（p＜0.05）。

【結論】無菌室等がなく抗癌化学療法等を積極的に行う診療科を持たない中
小病院において、発熱から 72 時間以内の抗真菌薬使用と CVC 挿入が、カン
ジタ血症の独立した死亡のリスク因子であることが示唆された。

【会員外共同研究者】福井総合病院 林幸司
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P1-105 Candida auris が検出された患者
の感染対策に関する取り組み

亀田総合病院 地域感染症疫学・予防センター1）、亀田総合病院
感染症内科2）

○永井 友香（ながい ゆか）1）、古谷 直子1）、
細川 直登2）、大澤 良介2）

【背景・目的】耳汁培養より Candida auris が検出されている患者の右耳
の真珠腫性中耳炎再発のため、鼓室形成術を行う予定となった。Candida
auris における感染管理マニュアルの作成と、マニュアルに沿って患者対
応を実施したため、取り組み内容を報告する。

【活動内容】海外で流行している Candida auris は、主に CladeI、III、IV
で病原性が強く多剤耐性傾向があり、院内での水平伝播が問題になってい
るが、今回の事例は耳への定着が大多数を占める CladeII（国内株）であり、
侵襲性感染症のアウトブレイクを起こした事例は報告されていない。
CladeII での感染対策については不明な点も多いが、感染対策チームで協
議を行い AMR 臨床リファレンスセンターより打ち出された「カンジダ・
アウリス臨床・院内感染対策マニュアル第 1.0 版」をもとに対応を行うこ
ととし、マニュアルを作成した。まずは、耳鼻科医師及び耳鼻科看護スタッ
フと共に一般的な鼓室形成術を行う患者のクリニカルパスの作成を行っ
た。クリニカルパスを基に関係部署を抽出し、関係部署へ患者情報と対応
には厳重な接触予防策を必要とすることを共有した。術前外来について
は、耳鼻科診察室、放射線診断室、生理機能室の実際の環境を見ながらレ
イアウトやゾーニング、個人防護具、環境清掃方法と使用物品の消毒方法
等の感染予防策について話し合った。入院中の対策については、手術室、
麻酔科、担当医師、病棟スタッフと協議し、病棟の入退院や手術室までの
動線、病室や手術室のレイアウト及びゾーニングを確認し、手術室入退室
時のシミュレーションを行い、これらの内容をマニュアルに組み込んだ。
術後や退院後の清掃については、次亜塩素酸 NA フォームⓇで室内の消毒
を行い、UVDRobotⓇを用いて UV-C 照射を行った。

【成果・考察】今回の対応として、関係部署のレイアウトやゾーニングにつ
いては、初期の COVID-19 対応の実績から現場スタッフの対応に関する理
解が速く、共通のイメージを持って話をすることができた。また、Candida
auris の感染対策に関する院内マニュアルを作ることができた。今後の課
題としては、内視鏡等の内腔のある器械や UV-C の使用を含めた環境整備
の方法についてさらなる検討が必要である。

P1-106 カンジダ血症患者への介入を通し
て学んだこと～特定看護師として
の関わり～

社会医療法人純幸会関西メディカル病院 感染管理室
○勝平 真司（かつひら しんじ）

【背景・目的】2023 年から本格的に特定看護師として血液培養陽性患者、
許可制抗菌薬患者に介入している。その中で特定行為を実施し、学びの深
かった症例をここに報告する。糖尿病、膀胱癌等の既往歴のある 87 歳女性
が発熱、下肢脱力感、下腹部膨満を主訴に自宅から救急搬送された。血液
培養から酵母様真菌（後にカンジダ・アルビカンス）が検出された報告を
受け介入した結果、真菌性眼内炎が見つかり、眼内炎は治癒、カンジダ血
症の治療方法を学ぶことが出来た。

【活動内容】血液培養から酵母様真菌が検出された報告を受け、追加検査、
抗真菌薬投与等の有無を確認後、患者ラウンドを行った。ラウンド時の問
診では患者から「少し眼が見えにくい」と訴えがあり、聴診では心雑音は
認めなかった。カンジダ血症バンドルを参考に眼科受診、心エコーのオー
ダーを確認すると実施されていない状態だったため、主治医へ眼科受診、
心エコーのオーダーを提案した。眼科受診すると左眼に眼内炎を認めた
が、心エコーでは感染性心内膜炎は否定的であった。その後も血液培養の
陰性化確認の提案を行い、血液培養陰性後、抗真菌薬の投与期間が決まり、
経口薬へスイッチされた。

【成果・考察】特定行為研修で学んだ臨床推論、フィジカルイグザミネー
ションを駆使し、カンジダ血症患者の検査、治療に介入した。特定行為研
修前であれば患者ラウンドは環境ラウンド、デバイス挿入患者の感染徴候
等の確認が主であったが今回のように感染症患者に介入することで、感染
症患者の検査、治療に関して関わる事が出来、AST 専従者の役割も担え
る。今後も症例を積み重ね、感染管理と特定行為の両方を実践しながら、
ICT、AST でトータル的に患者を守れるよう体制を強化していきたい。

P1-107 当院における血液培養陽性患者の
中間報告時での介入についての検
討

帯広厚生病院 感染対策室
○原 理加（はら りか）、髙村 圭、小松 守、
蝦名 勇樹、齋藤 峻平

【背景・目的】帯広厚生病院（以下、当院）では 2018 年 4 月より抗菌薬適
正使用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team：以下 AST）を発足
し、抗菌薬投与患者や血液・デバイス培養陽性患者をピックアップし、患
者個別にカンファレンスを行っている。今回血液培陽性患者へのより迅速
な対応を行うことで早期での抗菌薬投与の調整が可能か検討することを
目的とした。

【対象と方法】2024 年 9 月（9 日より）から 2025 年 1 月の 5 カ月の間に当
院で血液培養検査が行われた症例で、培養陽性の中間報告がなされた症例
を対象とした。平日 5 日間に原則 4 職種（医師、看護師、薬剤師、臨床検
査技師）で細菌検査室に集合し、類推される菌をグラム染色所見や核酸同
定検査、臨床所見や患者背景と併せて検討した。その上で介入が可能と判
断した患者について、担当医と抗菌薬投与・変更について意見交換を行っ
た。

【結果】5 カ月間で 249 例（約 50 例/月）が対象となった。日によって 0
件から最大 17 件と検討件数にはばらつきがあった。4 職種で検討できた
割合は 46％（38/68 ラウンド）であった。ほとんどが 3 職種以上での検討
であったが、2 職種での検討も 4％ 認めた（3/68 ラウンド）。多くは最終培
養報告が出るまで抗菌薬継続と判断した症例であったが、グラム陽性球菌
陽性患者で、ブドウ球菌が考えられた時点とでブドウ球菌核酸同定検査を
行い、抗 MRSA 薬（DAP、VCM）から CEZ に変更を推奨した患者が 2
名、また MRCNS と判明し TAZ/PIPC から VCM への変更を推奨した患
者を 1 名経験した。同様にグラム陽性球菌で腸球菌が疑われ、早期に VCM
投与を推奨した 1 例と、臨床検査と併せて肺炎球菌性肺炎を想定し、
TAZ/PIPC から CTRX へ de-escalation できた 1 例を経験した。

【結論】該当症例数は多くなかったが、週に 1 回の AST ラウンド時の介入
と比較し、より早期に推奨抗菌薬の投与や de-escalation について意見交
換ができ、当日での変更に至った症例を経験した。血液培養の中間報告時
点での検討が有用である可能性が示唆された。

P1-108 血液培養採血におけるバンドルを
含めたプロトコル各項目の達成率
と遵守率

常滑市民病院 感染症対策室
○谷川 暁子（たにかわ あきこ）、牧野みゆき、
竹末 芳生

【背景・目的】ICT 活動の一環として血液培養検体採取バンドルを導入し、
血液培養 contamination 率が 2.0％ から 1.0％ に有意の低下を認めたこと
を報告した（Doi M, Takesue Y et al：PLoS One. 2024 Dec 31；19：e
0314649）。バンドル項目達成に関しては、1％ クロルヘキシジンアルコー
ル（CHG-A）による消毒、滅菌分注ホルダー使用、培養ボトル消毒につい
てリンクナースによる無作為の実施直接観察、並びに、CHG-A 綿棒、分注
ホルダー使用量の推移から高い達成率が推察された。この度、新たにバン
ドルを含めたプロトコル全項目における達成率の評価を行い、見直しが必
要な項目について検討を行った。

【方法】調査期間：2024 年 5 月～12 月（血培ボトル制限期間：7 月～9 月）。
対照：成人採血前項目：1）抗菌薬使用前採血、2）≧2 セット、3）手指衛
生、4）滅菌手袋（採血困難予測例）、5）ライン採血禁（血管内カテーテル
関連血流感染疑い以外）。採血時項目：6）酒精綿による皮脂、皮膚汚れ除
去、7）1％CHG-A による皮膚消毒、8）採血量 16～20mL/セット、9）培
養ボトル消毒、10）分注ホルダー、11）採血量不足では好気→嫌気ボトル
の順番で注入（8/20 より全例に変更）。1、2、7 は症例毎、それ以外はセッ
ト毎で評価。各項目の達成率と全項目達成した症例毎の遵守率を評価した

（≧2 セットは制限期間があり除外）。本研究は常滑市民病院倫理委員会で
承認（202401）

【結果】評価対象は 706 機会（血培ボトル制限期間 267 機会）。項目 1）573/
674=85.0％、2）392/439=89％（ボトル制限期間除く）、3）1089/1186=91.8％、
4）38/1134=3.3％、5）1101/1187=92.7％、6）1134/1187=95.5％、7）646/
695=92.9％、8）941/1180=79.7％、9）1014/1187=85.4％、10）1014/1186
=85.5％、11）986/1150=85.7％。滅菌手袋達成率が極めて低率の為、その
項目を除外した遵守率：377/674=55.9％ であった。

【結論】滅菌手袋以外は各項目高い達成率が得られたが、全項目達成した遵
守は約半数に留まった。今後は採血困難が予想される場合に滅菌手袋装着
との option を廃止しルーチン使用に変更とし、全項目達成の遵守率を上
げるためにさらなる ICT からの啓発が必要と考えた。
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P1-109 血液培養検査の適正採取向上への
取り組み

小田原市立病院 看護部
○杉山美恵子（すぎやま みえこ）、荒木 政枝、
加藤 利康、山田 匡子、田中 大、松田 基

【背景・目的】小田原市立病院における血液培養検査のコンタミネーショ
ン率（以下、コンタミ）は 1.5～4.6％ で推移していたが、2024 年 6 月に 8％
に増加した。この原因を明らかにするため、抗菌薬適正使用支援チーム

（以下、AST）にて、採取手技の検証を行った。またその結果をふまえ、
採取者講習の実施と採取者へコンタミ報告のフィードバックを 2024 年 8
月より開始した。本研究により、介入の効果を明らかにする。

【方法】採取手技の検証及び採取者講習は、血液培養を採取する機会が多い
2023～2024 年度初期臨床研修医（以下、研修医）23 名を対象とし、チェッ
クリストを用いて手技の確認を行ったうえで、個別講習を行った。また血
液培養ボトルに採取者名を記入し、採取者を明確にするとともにすべての
血液培養結果を AST でコンタミか否かの判定を行い、採取者へフィード
バックすることとした。そのうえで、小田原市立病院で 2024 年 2 月～2025
年 1 月に血液培養が採取された患者 1835 名（小児を除く）の診療録を後ろ
向きに調査し、介入前 6 か月（2024 年 2 月～2024 年 7 月）、介入後 6 か月

（2024 年 8 月～2025 年 1 月）の 2 群で、コンタミ率、血液培養 2 セット採
取率、採取部位別割合を比較した。統計は、χ2 検定を用い p 値は 0.05
未満を統計学的に有意差ありとした。なお、本研究は小田原市立病院医療
倫理委員会の承認を得た。

【結果】介入前の血液培養採取手技は、未実施率の高い順に滅菌手袋への交
換 30％、血液培養ボトルのゴム栓消毒 26％ であった。また、1 回目の皮膚
予備消毒 74％、2 回目の皮膚消毒 48％ で消毒が不十分と判定された。介入
前後においてコンタミ率は 4.5％ と比較し 2.7％（p=0.018）の有意な差がみ
られた。血液培養 2 セット採取率は、98.1％ から 98.6％ であった。採取部
位別割合は、上腕 41.9％ から 48％、大腿 52.8％ から 46.6％（p=0.002）と
なり有意な差がみられ、採取部位は上腕を第一選択にする症例が増加し
た。

【結論】血液培養採取手技の遵守率低下は、コンタミ率を増加させる。採取
手技の検証は、遵守状況の確認となり、行動変容できたか講習の効果を図
ることができる。採取者へのコンタミのフィードバックは、精度管理につ
ながり有効である。

P1-110 血液培養1セット採取症例への調
査結果から介入したAST活動の成
果と今後の課題

掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター AST
○山本 恭子（やまもと きょうこ）、梅原佐知子、
西尾信一郎

【背景・目的】血液培養検査（以下：血培）は、血流感染症の診断や治療方針
の決定に重要な検査であり、複数セット採取は精度確保のため推奨されてい
る。今回、AST が複数セット採取率向上を目的に行った複数の介入前後での
効果の検証結果を報告する。

【方法】対象は 2013 年 5 月～2024 年 3 月に血培検査を実施した 39772 症例
で、2018 年 4 月より介入開始した前後（前：A 群［18300 症例］、後：B 群

［21472 症例］）で採取率を比較した。精度管理指標として、a．血培依頼件数、
b．血培実施患者数、c．1000patient-days あたりの採取セット数、d．1000
新入院患者あたりの採取セット数、e．陽性率、f．2016 年度からの汚染率を
比較した。介入方法は、1）2018 年 4 月～15 歳以上で 1 セット採取症例のう
ち複数セット採取が可能症例の指示医に理由を確認、2）2021 年 7 月～15
歳未満でも体重 50kg 以上の症例も追加、3）2021 年 5 月～採取部署へ状況調
査を実施、4）AST ニュース、オリエンテーションでの広報の 4 点とした。

【結果】全年齢の複数セット採取率は A 群：73.9％、B 群：81.9％（オッズ比
（OR）1.49［95％ 信頼区間（CI）1.42-1.57］p＜0.05：Fisher’s exact test）、15
歳以上では各々 91.2％、98.8％（OR：7.9［CI：6.83-9.21］p＜0.05：Fisher’s
exact test）で B 群が有意に漸増した。精度管理指標の a～f はいずれも両群
間で有意差がなかった（P＞0.05：t 検定）。介入 1）の 105 件の未採取理由は、
1．採取困難：35 件、2．菌血症の可能性が低い：32 件などで、2．の理由の
半数以上が ER で来院時の採血時に 1 セットを同時採取、結果確認後 2 セッ
ト目中止の判断が判明。対策として菌血症を疑う時、複数採取で提出をルー
ルとした。介入 3）の結果、必要性を指示医に確認後も、半数以上で 1 セッ
ト採取だった。一方で、1）の介入のうち 74 名中 54 名の医師は再度 1 セット
採取を実施しなかった。

【結論】調査により未採取理由が判明し、介入や医師への注意喚起につながっ
た結果、複数セットの採取率が向上したことが示唆された。一方で、必要性
の確認後も半数以上が 1 セット採取にとどまったこと、介入後も陽性率に変
化がなかった要因については適切なタイミングでの採取確認が重要と考え
られ、今後の課題である。

P1-111 セフィデロコルを例に感染管理看
護師と薬剤師が協働で行う抗菌薬
適正使用の教育活動

慶應義塾大学病院 感染制御部1）、慶應義塾大学医学部 感染症学
教室2）、慶應義塾大学病院 薬剤部3）、東京薬科大学薬学部 臨床
微生物学教室4）、慶應義塾大学医学部病院 薬剤学教室5）

○福田 正悟（ふくだ しょうご）1）、北 美紗子1）、
田村 祐子1）、吉藤 歩1,2）、増谷 瞳1）、
石川 春樹3）、瀨山 翔史4,5）、高野八百子1）、
南宮 湖1,2）、長谷川直樹1,2）

【背景・目的】近年、看護師への抗菌薬に関する教育の重要性が指摘されている。2019
年に実施された調査では、看護師の教育・指導において、抗菌薬に関する内容として、

『溶解・混合するタイミング』などが必要性の高い項目として挙げられた。看護師へ
実践的な抗菌薬の教育を推進することは重要であるが、これまで当院では十分な教育
ができていなかった。2023 年にカルバペネム耐性グラム陰性菌をターゲットとした
新規抗菌薬であるセフィデロコルが発売された。本薬剤の適正使用は薬剤耐性

（AMR）対策において重要である。セフィデロコルの使用経験を通じて、感染管理看
護師（ICN）と感染制御認定薬剤師（PIC）が協働で看護師への実践的な抗菌薬使用に
関する教育をする機会を得た。本報告では、その取り組みと成果について報告する。

【活動内容】教育活動は、セフィデロコルを使用することとなった 3 症例の病棟にお
いて、ICN と PIC がそれぞれの専門性を活かした役割のもと病棟看護師に対して実
施した。ICN は感染対策上の観点から、感染症に至った経緯、病態、検出された耐性
菌の特徴について説明を行った。一方、PIC は薬学的な観点から、適応や、PK/PD
理論に基づいた用法・用量（投与時間を 3 時間とする理由など）について解説を行っ
た。さらに、実践的な内容として調製方法を指導し、適切な投与準備が行えるよう支
援した。

【成果・考察】2024 年までにセフィデロコルを投与した 6 例のうち 3 例で治療に成功
した。これは、ICN と PIC が協働で行った教育活動が、看護職の理解度向上と適切な
投与管理に寄与した結果と考えられる。特に、病態や起因菌の特徴と、薬剤特性や調
製方法を関連付けて理解できたことは、質の高い看護実践につながったと考えられ
る。一方で、今回の経験は抗菌薬適正使用推進における一例に過ぎない。セフィデロ
コル以外の抗菌薬についても同様の教育活動を展開し、抗菌薬適正使用の取り組みを
強化していく必要がある。今後は、本活動で得られた知見を活かしながら、包括的な
抗菌薬教育プログラムの構築を目指したい。

P1-112 平成25年から当院で継続実施し
たベストプラクティスの評価

高砂市民病院
○中島 博美（なかしま ひろみ）、福田 純子

【背景・目的】手指衛生は、病院の感染対策において重要な対策の一つであ
る。当院では、手指衛生のタイミングに重点をおき、平成 25 年から感染管
理ベストプラクティス（以下ベストプラクティスと略す）を導入している。
開始当初は、感染管理認定看護師がケア項目を抽出し、全部署で同内容に
ついて取り組みを行い評価してきた。令和 5 年からはリンクナースが各部
署の問題点を抽出し、イラスト手順書を作成・指導・評価を行ない感染管
理認定看護師はその支援を行っている。イラストを用いた手順書を用いる
ことで必要な手指衛生のタイミングを理解し、手指消毒剤使用量を増加す
ることができたので報告する。

【活動内容】導入当初は、全部署で同内容の 1 ケア項目について作成・評価
を行った。まずは「尿廃棄」「末梢静脈カテーテル留置」「吸引」「二人でする
オムツ交換」など標準的な項目を実施。令和 5 年からは、リンクナースが
手順書の作成・指導・評価を行った。方法は、1．感染対策上で問題と思わ
れる処置等の項目を抽出、2．イラスト手順書を作成、3．現場との意見調
整、4．事前チェック、5．危害リストを用いてスタッフに指導、6．事後チェッ
ク、7．評価グラフ作成、フィードバックを行った。2 年間で抽出された項
目は、新たな問題点から新規作成する部署や継続して指導を強化する部署
など、現状に合わせて検討し作成・評価を実施している。手指消毒剤使用
量は、1000 患者・日あたりのアルコール使用量を 3.74 から 6.05L に増加
することができた。

【成果・考察】リンクナースは 1～2 年で交代する現状のなか、ベストプラ
クティスを用いることで継続した指導が実施できている。イラストを用い
た手順書は、日常の看護場面において振り返りがしやすく、必要な手指衛
生のタイミングが示されているため理解しやすい。リンクナースにとって
は、結果を可視化した報告ができ達成感を持つことができるため今後も継
続して感染対策に活かしたいと考える。
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P1-113 当院のAMR対策に関連した教
育・啓発活動の方向性～院内職員
の意識調査を実施して～

医療法人春秋会 城山病院
○貴志 裕子（きし ゆうこ）、照本 真也

【背景・目的】2023 年 5 月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが更
新され、取り組むべき新たな数値目標が設定された。当院は、地域の中核
病院として広域抗菌薬使用量のサーベイランスや地域の連携医療機関と
のカンファレンスを行い、さらに院内の職員・市民に対して AMR 対策を
広く理解してもらえるよう教育・啓発を行う役割を担っている。ところ
が、外来抗菌薬サーベイランスを行う中で、院内職員の受診時に不要な抗
菌薬処方があることが明らかとなった。AMR 対策は ICT メンバーにとっ
ては重要なキーワードであるが、他の職員にとっては認識が低いのではな
いかと考え、院内職員に対して AMR 対策の意識調査を実施した。

【活動内容】2023 年 7 月に、医師を除く院内全職員を対象に AMR 対策に
関連した意識調査を行った。その結果、「抗生剤は体内のウイルスを弱めた
り殺したりする働きがある」と答えた職員が全体の 56％ を占め、医療従事
者であっても抗菌薬について正しく理解されていない現状が明らかと
なった。さらに、「風邪の時には抗菌薬を処方してくれる病院を受診した
い」と答えた職員が 17.7％ であった。それらの結果を基に ICT の研修テー
マを AMR 対策に絞って計画を立案した。全職員を対象に、まず細菌とウ
イルスの違いや院内の耐性菌の現状など基礎的な知識の定着を図った。そ
して、「風邪に抗菌薬は効きません」をテーマに研修会を開催し、AMR
対策について興味関心をもってもらえるようにした。同時に、ICT ニュー
スやデジタルサイネージを利用して啓発を試みた。

【成果・考察】2024 年 11 月の意識調査で「風邪やインフルエンザにかかっ
た時に抗菌薬は効く」と答えた職員は全体の 6.7％ であった。繰り返し
AMR 対策をテーマに研修したため、一時的に情報量が増え正解率が高く
なったと考える。また、この問いに不正解だった職種別の割合は、看護部
8.8％、診療技術部 5.5％、事務部 1.25％ であり、看護部職員が多かった。
このうち、86.3％ が入職 3 年目までの看護部職員であったため、新入職時
のオリエンテーションや新人教育研修にも AMR 対策の内容を組み入れ
ていく必要がある。

P1-114 演題取り下げ

P1-115 結核菌塗抹陽性患者の接触者健診
においてT-Spot 検査陽性となっ
た職員の報告

福井赤十字病院 感染管理室
○坪田 マキ（つぼた まき）、石田 尚子

【背景】当院では、入院後に結核を発症する患者の事例を経験しているが、
接触者健診で職員が T-Spot 検査陽性になった経験はなかった。今回、入院
3 か月後に結核の診断に至った患者の接触者健診を実施した結果、職員 5
名が T-Spot 検査陽性になったので報告する。

【症例】患者は 80 歳代女性、一般病棟と集中治療室への転棟を繰り返し、
その間に透析が導入され、人工呼吸器管理となった。98 病日目に熱源精査
目的の画像検査にて結核性リンパ節炎が疑われ、翌日、喀痰塗抹検査にて
陽性（3＋）、喀痰の結核菌遺伝子検査も陽性となり、結核の診断に至った。
接触した職員は 201 名であったが、保健所との協議の結果、【1】通算 8
時間以上患者と接触があった職員【2】患者の入院期間中に痰の吸引、マウ
スケア、胃カメラ、手術等濃厚な接触があった職員 116 名を接触者健診対
象とし、診断直後と 3 か月後に T-Spot 検査を実施することとなった。1
回目の検査で陽性となった職員は 3 名、2 回目の検査で陽性となった職員
は 2 名、うち 1 名は 1 回目の検査で判定保留、1 名は 1 回目の検査で陰性
であった。合計 5 名の職員が T-Spot 検査で陽性となり、全員が呼吸器内科
を受診し、潜在性結核感染症として 6 か月間の内服治療を受けた。陽性と
なった職員は全員が、入職時の T-Spot 検査で陰性だった。
陽性となった職員の年齢、接触時間、行ったケアや処置などは【1】20
歳代、約 31 時間、マウスケアや痰の吸引など【2】20 歳代、約 3 時間、透
析の介助、痰の吸引など【3】30 歳代、約 1.7 時間、胃カメラの介助【4】
20 歳代、約 12 時間、吸引やマウスケアなど【5】30 歳代、約 77.5 時間、
痰の吸引やマウスケアなどであった。

【考察・結論】陽性になった職員 5 名は 20 歳代～30 歳代であった。全員が
痰の吸引や胃カメラの介助など咳を誘発する医療行為を行っており、患者
との接触時間が短くても、咳を誘発する医療行為は感染リスクが高いこと
が分かった。今回のように入院後、結核の診断まで長期間経過している事
例では、接触者のリストアップに時間を要するが、接触者の情報を漏れな
く調査し、接触者健診につなげていくことが重要であると再認識した。

P1-116 結核菌と非結核性抗酸菌のWST-1
法による迅速鑑別における添加物
の影響

東京医療保健大学大学院医療保健学研究科1）、国保君津中央病院臨
床検査科2）

○岩間 暁子（いわま あきこ）1,2）、松村有里子1）、
岩澤 篤郎1）、森屋 恭爾1）

【目的】結核患者の「退院させてもよい基準」には、異なった日の喀痰の塗
抹検査又は培養検査の結果が連続して 3 回陰性であることが求められる。
しかし、塗沫検査では結核菌と非結核性抗酸菌（NTM）の鑑別が困難であ
り、培養検査では 6 週間以上培養する必要がある。結核の治療効果を正し
く把握するためには、短時間で正確に鑑別できる方法が望まれる。我々は、
結核菌と NTM の新たな鑑別方法として細胞増殖能を評価する WST-1 法
を利用した方法を考案した。今回は本法における鑑別をより明確にするた
めに、添加物の影響について検討した。

【方法】試験菌株は M. tuberculosis complex、M. kansasii ATCC 12478、
35775、M. gordonae ATCC 14470、M. avium ATCC 19421、M. intrcellu-
lare ATCC 13950、M. abscessus ATCC 19977 を用いた。マイコブロスで
菌液を調整後、添加物としてトリプシンまたはリパーゼを共存し WST-1
試薬を混合して 35℃ で好気培養を行い、経時的に 450 nm の吸光度を測
定した。

【結果】培養 24 時間後の吸光度はトリプシンを添加すると非添加時より
M. kansasii ATCC 35775 は低下したが、他の NTM と M. tuberculosis
complex は増加した。一方リパーゼを添加すると M. kansasiiATCC 12478
と M. tuberculosis complex は増加したが、他の NTM は減少した。トリプ
シンまたはリパーゼを添加すると、培養 24 時間後では M. gordonae、M.
intracellulare、M. abscessus で有意差を認め（p＜0.05）、培養 48 時間後
ではさらに M. avium で有意差を認めた（p＜0.05）。しかし、M. kansasii
と M. tuberculosis complex はいずれを添加しても有意差を認めなかっ
た。

【結論】添加物としてトリプシンまたはリパーゼを用いた WST-1 法で結核
菌と NTM を鑑別できる可能性が示唆された。
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P1-117 中小規模病院におけるDOTSへの
取り組み

名戸ヶ谷あびこ病院 感染対策室
○加藤久美子（かとう くみこ）

【背景・目的】結核対策として、DOTS を活用した服薬療養支援の取り組み
は重要である。当院は 131 床の救急病院で、2024 年 7 月より感染対策向上
加算 1 を取得、地域の中核医療機関として感染対策の強化を始めた。今ま
で結核患者の DOTS を行ったことがなかった。今回、肺結核治療中患者の
骨折による入院症例や、皮膚結核患者退院後の外来フォローを余儀なくさ
れ、看護師・薬剤師・地域連携・保健所と連携し、院内・外来 DOTS 取り
組みを報告する。

【活動内容】肺結核治療中患者 A 氏が骨折で入院となった。A 氏は高齢で、
自宅での内服管理ができず怠薬があった。DOTS 手帳も紛失し服薬確認が
できなかった。DOTS 研修を薬剤師と感染対策室で病棟交代時間に合わ
せ、複数回開催し情報を共有、周知の徹底を行った。保健所と協力し DOTS
手帳を取り寄せ、入院直後より担当薬剤師、担当看護師を立ち会わせ患者
と家族に確実に内服することの重要性と手帳の使い方を説明した。患者が
見えやすいように薬袋の日付を大きくした。また、薬袋に『空袋をとって
おいてください』と明記し、空薬袋を入れるジッパー付袋を用意した。手
帳記入も看護師と患者が一緒に行い、薬剤師が確認して毎日の説明指導を
行った。保健所面談時には、服薬状況を確認した。感染対策室もラウンド
時に DOTS の状況を確認した。結果、転院時には、DOTS の流れや手帳の
記入、内服を患者が理解できるようになった。外来患者 B 氏も高齢で難聴
があり、家族も疾患や治療に対して理解力がやや乏しかった。受診時には
患者・家族に感染対策室と外来看護師で内服確認と DOTS の説明を行
い、内服状況を医師へ報告している。

【成果・考察】現在、DOTS 指導を開始し 3 か月になるが、服薬管理が行え
るようになっている。DOTS 支援は患者・家族だけでなく関わるスタッフ
全員の教育に繋がっている。自施設で治療を受けている患者が確実に服薬
し治療が完遂するためには患者だけでなく関係するすべてに対する教育
指導が大切である。また、院外での支援を継続するには保健所との連携が
欠かせない。今後も継続した介入が DOTS を確実に展開できると考える。

P1-118 喀血症状を呈した外国人就労患者
の感染対策に難渋した1例

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
○森脇美智子（もりわき みちこ）、西田 典子、
田村 緑

【背景・目的】外国人就労者の結核の確定診断に難渋した症例の感染対策
の取り組みと問題点について報告する。

【活動内容】2023 年インドネシアより来日し、ゴム製造会社に勤務の 23
歳男性。2024 年 11 月 26 日コップ 1 杯の喀血と 38℃ の発熱で A 病院受
診。肺胞出血症候群の診断で入院加療していた。12 月 1 日に再度喀血し当
センターへ転院となった。転院当日にも鮮紅色の喀痰があった。結核を疑
い個室隔離と空気感染予防策を開始する。同日より 3 日間 3 連痰を提出し
た。1 日目のみ塗抹検査で陽性が判明（菌量 1＋ガフキー 2 号）するも PCR
検査は陰性であった。2 日目、3 日目と塗抹検査は陰性であった。12 月 3
日胃液採取し塗抹検査は陰性であった。院内の結核マニュアルに従い隔離
解除となった。解除後は二人部屋で、空調は出入り口から窓側に流れるシ
ステムであり、患者を窓側に配置した。その後も喀血が続き無気肺が継続
していたため、12 月 5 日気管支鏡を実施した。気管支鏡検査後は、個室隔
離と空気感染予防策を再度実施した。気管支洗浄液の塗抹が陰性と、患者
状態に問題がないことを確認し隔離解除した。12 月 12 日にさらなる精査
目的で再度気管支鏡を実施した。気管洗浄液を採取し検査で塗抹陰性、
PCR 陽性が判明し結核の確定診断となり翌日、結核専門病院に転院する。

【成果・考察】検査の陰性が続いたが、症状や患者の出身地より結核が完全
否定できず、感染対策の判断が難しい症例であった。今回の症例のように
患者の症状や出身地によっては検査が陰性だったとしても慎重な感染対
策が求められる。厚生労働省は、令和 7 年から結核患者数が多い国の国籍
を有する者のうち我が国に渡航して中長期滞在しようとする者に対し、入
国前に結核は発病をしていないことを求める入国前結核スクリーニング
を開始するとしている。厚生労働省の政策で、発症している結核は未然に
入国が防げると考えるが、入国時に見つからず、入国後の発症も予測され
る。外国人就労以外でも、インバウンドの増加に伴い結核罹患者が増える
可能性もある。今回の事例から、今後保健所との連携を密にし、ケースに
応じた感染対策を ICT や主治医とともに話し合い検討していく必要があ
る。

P1-119 M. abscessus species の分離状
況

東京大学医学部 附属病院 感染制御部
○日暮 芳己（ひぐらし よしみ）、澁谷 茉優、
藤本 文恵、溝口美祐紀、三澤 慶樹、米田 立、
佐藤 信彦、堤 武也

【背景・目的】迅速発育抗酸菌（RGM）は、各種感染症の原因菌として分
離され、適切な抗菌薬の選択が必要となる。特に M. abscessus species

（Masp）は、亜種によるマクロライドに対する薬剤感受性の違いと erm
（41）の関連性が報告されている。Masp として同定された菌株の亜種同定
と薬剤感受性の動向調査を目的とした。

【方法】2022 年から 2024 年に分離された RGM のうち、MALDI-TOF Bio-
typer にて Masp として同定された 16 株（1 人 1 株）を対象に KANEKA
DNA Chromatography MABC/erm（41）（カネカ）を用いて亜種の同定、
erm（41）の変異についてスクリーニングを行った。なお、薬剤感受性検
査は、ブロスミック RGM（極東製薬）を用い判定した。

【結果】亜種同定の結果、M. abscessus 7 株（43.8％）、M. massiliense 9
株（56.3％）であった。AMK に対する薬剤感受性は、M. abscessus 5 株

（71.4％）、M. massiliense 9 株（100％）が感性をしめした。CAM に対する
感受性は、M. abscessus 6 株（85.7％）が誘導耐性を示し、M. massiliense
では 3 日判定にて 1 株（11.1％）が耐性を示した。M. abscessus では C28
sequevar を含む erm（41）遺伝子の変異を有する株はなく、また、M.
massiliense では欠失していた。

【結論】当院から分離される Masp は、M. massiliense が過半数を占め、erm
（41）遺伝子と菌種との関連性は、多くが既知の報告と同様であった。しか
し、各菌種の 1 株ずつに、他の耐性機序を有する可能性のある株が存在し
たことから、亜種同定と erm（41）遺伝子の変異について継続的な動向調
査が必要である。

P1-120 抗酸菌液体培養において一般細菌
によって汚染しやすい検体の当セ
ンターでの対応

神奈川県立循環器呼吸器病センター 検査科
○太田良美沙（おおたら みさ）、萩原 恵里、新谷 藍

【背景・目的】当センターでは液体培地を用いた抗酸菌培養を行っている
が、当センターには慢性呼吸器疾患を患う症例も多く、MRSA やムコイド
型緑膿菌等による培地汚染の繰り返しが課題であった。この培地汚染を繰
り返す症例に対する当センターでの対応を紹介する。

【方法】提出された検体のうち喀痰検体はスプタザイムによる均質化をし
た後、NALC-NaOH 処理を実施し、その後液体培地へ接種し培養した。6
週間の培養期間の中で陽性となった検体からチールネルゼン染色を実施。
抗酸菌が確認された検体はそのまま同定検査へと進めたが、一般細菌のみ
又は抗酸菌と一般細菌の両方が確認された検体は汚染処理を実施した。当
院での汚染処理法は汚染した液体培地の沈渣を 1ml 採取し 50ml の遠沈
管へ移した後、酸処理を実施。中和後、小川培地へ沈渣を接種し 8 週間培
養した。再処理後の培養で 8 週間陰性が確認された検体は抗酸菌培養陰性
とし、培養中に抗酸菌の発育が認められた検体は抗酸菌同定へと進めた。

【結果】当院がこの一般細菌汚染に対する再処理を実施したのは 2021 年か
らであるが、2021 年の汚染率は 0.16％、2022 年の汚染率は 0.22％、2023
年度の汚染率は 0.46％ となっており汚染率を 3％ 以下にする事が出来て
いる。

【結論】抗酸菌培養検査に用いられる喀痰などの臨床検体は前処理法を実
施してもその後の液体培養で一般細菌による汚染がみられることがある。
この運用を行う事で、本来は培地汚染として検査不能となっていた検体も
抗酸菌培養検査を継続することが出来ると考える。
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P1-121 当院における水道水の定期抗酸菌
サーベイランス

NHO近畿中央呼吸器センター 感染対策室1）、NHO近畿中央呼吸
器センター 臨床研究センター2）

○大槻登季子（おおつき ときこ）1）、木村 仁1）、
薄木 那智1）、倉原 優2）、露口 一成2）

【背景・目的】抗酸菌はあらゆる環境に棲息する常在菌である。したがっ
て、採痰時の水道水を用いたうがいは診療に混乱をきたす要因となるた
め、厳禁とされている（抗酸菌検査ガイド 2025）。当院は結核病棟を有す
る施設であり、日常的に抗酸菌検査を実施しているが、2019 年に水道水う
がいに起因すると思われる、喀痰検体からの II 群菌のシュードアウトブ
レイクを経験している。そのため、採痰時の手順を水道水による含嗽から、
滅菌注射用水による含嗽へと変更し、2020 年以降は喀痰からの II 群菌の
検出は減少傾向にあった。しかし、2023 年になり再び検出数の増加がみら
れるようになった。そこで、病棟・外来職員への採痰手順の確認と、院内
水道水の定期抗酸菌サーベイランスを実施したので経過について報告す
る。

【方法】2024 年 4 月・7 月・10 月・2025 年 1 月に、（1）井水（2）受水槽
100t（井水＋市水）（3）外来（生理機能検査室）（4）1 階病棟（診察室）（5）4
階病棟（診察室）の採水を行い、pH・水温測定、抗酸菌検査（塗抹・培養・
菌種同定）を実施。（3）（4）（5）については、前日より使用禁止とした上で、
水道蛇口をスワブで採取した。

【結果】5 か所より採取した水試料（計 20 回）のうち、19 回で塗抹陽性、
20 回で培養陽性であり、すべて M. paragordonae（II 群菌）が同定された。
水試料の塗抹菌量に大きな差はみられなかったが、7、10 月の培養コロ
ニー数が 4 月に比べ多い傾向にあった（7 月 7.7 倍、10 月 7.5 倍増加）。水
道蛇口試料はいずれの時期も塗抹陰性であったが、7 月のみ培養で M.
paragordonae が検出された。聞き取り調査では、水道水うがいの禁止ルー
ルを知らない職員が少なからず存在した。

【結論】今回の院内水道水の抗酸菌定期サーベイランスにおいて、時期を問
わず非結核性抗酸菌が定着していることが示された。さらに、適切な採痰
手順が充分に周知されているとは言えない現状が明らかになった。施設内
で検体採取時の手順を再確認し、水道水を使用しない検体採取への周知の
徹底が必要である。

P1-122 大腿骨結核性骨髄炎を契機に発見
された外国人HIV陽性者の症例

独立行政法人国立病院機構福山医療センター
○片山 智之（かたやま ともゆき）

【背景】日本における HIV 感染者および AIDS 患者の報告数は、2013 年を
ピークに緩やかに減少傾向であるが、一方で 2023 年の在留外国人男性の
HIV 陽性者数は過去最多であった。在留外国人は増加傾向にあり、なかで
も 20～30 歳代の東南アジア出身者の技能実習生の入国が増加している。
今回、大腿骨結核性骨髄炎を契機に HIV の診断に至った東南アジア出身
男性の症例を経験したので報告する。

【症例】20 代男性（東南アジア出身の技能実習生）、主訴は 2 週間前からの
右膝痛。2 年前に肺結核の診断で抗結核療法を 6 か月間行い治癒してい
た。初診時には右膝の腫脹と熱感があり、膝関節液および喀痰の抗酸菌塗
抹検査は陰性であり、抗菌薬治療が開始された。4 日経過しても症状が改
善しないため、再度膝関節液検査を施行した結果、抗酸菌塗抹検査でガフ
キー 9 号が検出された。同時期に採取した喀痰抗酸菌塗抹検査は陰性で
あったため、結核性骨髄炎と診断し抗結核薬投与が開始された。術前診察
で麻酔科医が HIV 感染症を疑い、HIV スクリーニング検査を実施したと
ころ陽性が判明し、確認検査でも HIV-RNA 定量 6.2×105copies/ml と陽
性、CD4 数 11 個/µL、HBc 抗体陽性であった。入院 23 日目、初診時の喀
痰抗酸菌培養が陽性となり肺結核の再発もあると判断し、陰圧個室隔離と
した。入院 27 日目より抗 HIV 療法を導入したが、免疫再構築症候群

（IRIS）の発症なく経過した。入院 32 日目喀痰抗酸菌塗抹検査陰性となり
陰圧個室隔離解除基準を満たした。膝関節の状態も改善したため入院 59
日目退院となった。

【考察・結論】東南アジア諸国では、依然 HIV の罹患率が高い状況にある。
また結核の蔓延率も高いため、HIV 感染による免疫不全から結核を発症す
るケースもあり、治療に難渋する。福山市近郊の在留外国人は、東南アジ
ア諸国出身者の比率が最も多く、HIV 検査を含む保健医療サービスへ簡単
にアクセスができないといった課題がある。
本症例では、肺結核の既往から結核性骨髄炎への鑑別に至ったが、最初に
肺結核を診断した時点で HIV 感染症を見逃しており、抗結核治療を行う
も再燃し、結果として骨髄炎に至ってしまった。重要なのは結核高蔓延国
の出身者では必ず HIV スクリーニング検査を実施することである。

P1-123 妊婦の梅毒感染と治療に関する検
討

市立ひらかた病院 医療安全管理室感染防止対策部門1）、市立ひら
かた病院 臨床検査科2）、大阪医科薬科大学 功労教授3）、市立ひ
らかた病院 薬剤部4）

○浮村 聡（うきむら あきら）1,2,3）、嶋木 美和1）、
田中 鉄也1,4）

【背景・目的】梅毒の感染者数は 2011 年頃から感染者が増加し始め 2021
年以降急増している。妊婦の梅毒感染は母子感染の観点から重要な課題で
あることから第二種感染症指定医療機関である当院での梅毒感染妊婦の
診療上の問題点を抽出する。

【方法】治療を要する梅毒と診断された妊婦について過去 10 年間の診療録
を後ろ向きに調査し、患者背景、治療内容、抗体の推移、出生児の感染の
有無、出産後の経過観察の内容などを調査する。

【結果】2017 年以降に 6 名の妊婦が梅毒と診断され、計 7 回の妊娠で治療
が行われた。10 代での妊娠や離婚後婚姻関係にないパートナーからの感
染、発疹や脱毛などの症状発現時にも未受診、パートナーの未検査、未治
療など社会的背景や医学的知識に何らかの問題がある妊娠が 4 件あった。
6 件では AMPC 内服で加療されたが、内服コンプライアンス不良のため
の再感染が 1 件あり、1 件では内服コンプライアンス不良が予測されたた
め一回のペニシリン注射で治療された。出生児は内服中断による治療不十
分な妊婦の出産も含め、TPHA 抗体の胎児移行のみで児の感染は予防で
きたが、出産後の経過観察中断を 2 件認めた。

【結論】梅毒の症状に関する認知度の低さ、社会的背景の問題、他の STD
合併、治療のコンプライアンス不良や経過観察の中断などの問題点を有す
る妊婦が多く現在の本邦における梅毒患者の問題点が集約された患者群
と考えられた。日本での梅毒患者増加と並行し 2017 年以降に 7 件の妊婦
の梅毒感染を認めたが、ペニシリン系抗菌薬治療により出生児の感染は予
防できた。

P1-124 大阪市感染対策支援ネットワーク
南部ブロックにおける診療所を対
象とした新興感染症対応に向けた
感染対策研修の評価

大阪鉄道病院1）、東住吉森本病院2）、大阪暁明館病院3）、南大阪病
院4）、大阪急性期・総合医療センター5）、大阪公立大学医学部附属
病院6）、大阪府済生会泉尾病院7）、友愛会病院8）、大阪公立大学大
学院9）

○坂本 麗花（さかもと れいか）1）、荻田 千歌2）、
丸岡 実3）、夜久 直也4）、川波美由紀5）、岡田 恵代6）、
田中 ちよ7）、竹内 崇秀8）、掛屋 弘9）

【背景・目的】外来感染対策向上加算新設を契機に、大阪市感染対策支援ネット
ワーク南部ブロック（以下 OIPC 南部）では、感染対策向上加算 1 施設と診療所
で連携を開始した。当地域の特徴として、OIPC 南部に参加する加算 1 が 8 施
設、連携する診療所が約 110 施設と参加数が非常に多い。そのため、訓練やカン
ファレンスはオンラインで行っている。コロナ禍で感染対策訓練を 2 回実施し、
診療所の感染対策の推進を図ってきたが、知識や実践状況の評価はできていな
かった。そこで、診療所における新興感染症発生時の初期対応について訓練研修
を実施し、その効果について検証したので報告する。

【活動内容】OIPC 南部が診療所を対象に 2024 年 12 月に訓練研修を実施した。
研修は、呼吸器症状を伴う新興感染症を疑う患者への初期対応をテーマに行い、
研修前後で感染対策の知識「PPE 選択」「PPE 脱衣順番・手袋」「PPE 脱衣順番・
N95 マスク」「環境清掃方法」に関する質問調査を実施した。回答の正答率の変化
を χ 二乗検定で分析し、統計解析は Excel を用い p＜0.05 を有意とした。

【成果・考察】訓練研修は 151 名参加し、訓練前は 132 名、訓練後は 146 名より
質問調査の回答を得た。訓練前後で正答率の変化は、「PPE 選択」が 27％ から
45％、「PPE 脱衣順番・手袋」は 33％ から 89％、「PPE 脱衣順番・N95 マスク」
が 55％ から 89％、「環境清掃方法」は 33％ から 61％ といずれも上昇した。各
項目で訓練前後の正答率変化は統計的に有意な上昇を認め、本訓練が短期的な
学習効果をもたらしたことが示唆された。しかし、訓練前の正答率は 50％ 未満
の項目が多く、かつ訓練後も「PPE 選択」と「環境清掃方法」の正答率は 50％
前後であり、診療所における標準予防策の知識や PPE 選択の正しい認識は依然
として課題と考えられた。長期的な知識や技術の定着を目指すには、よりリアル
なオンライン研修の工夫を行い、継続的な実践支援が必要と考える。
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P1-125 行政との連携に焦点を当てた感染
症流入訓練の実施報告

医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 感染対策室1）、川崎市健康
安全研究会2）

○中川加央里（なかがわ かおり）1）、渡部 伸予1）、
三﨑 貴子2）

【背景・目的】2022 年に診療報酬が見直され、感染対策向上加算 1 の施設
は新興感染症の発生等を想定した訓練を実施することが求められるよう
になった。A 病院は地域の基幹病院として、2 次医療圏を超えて年間約
20000 台を超える救急車を応需しており、新型コロナウイルス感染症流行
初期から患者受け入れを行ったが、患者対応に加えて行政との連携におい
ても混乱をきたした。その経験をもとに「1 類感染症を疑う患者発生時の
行政との連携を確認すること」を目的とした感染症流入訓練を実施したの
で報告する。

【活動内容】訓練のシナリオは、「関連施設から搬送されてきた患者が来院
後にエボラ出血熱である可能性が浮上した」という内容にした。その中で
患者の隔離や、行政への連絡、検体の搬送、専門医療機関への搬送調整を
それぞれの役割で訓練した。参加者は院内の感染制御チーム（以下 ICT
と略す）、救急医師、救急救命士に加え、院外参加者に行政職員、関連施設
の ICT とした。実際に救急患者を受け入れる救命救急センターにおいて
搬入などの導線を確認しながら実地形式で訓練した。また、参加者には役
割を割り振り、シナリオに沿って患者の搬送や行政との連絡を実演した。
役割がない参加者に対しては、当事者だった場合に行うべきことをシミュ
レートしてもらい、振り返りでは参加者全員でディスカッションする場を
設けた。

【成果・考察】訓練後アンケートでは参加者の全員から、「訓練を行ったこ
とで気づきがあった」「自施設で事例が発生した際の自己の役割について
考える機会となった」と回答を得る事ができた。机上訓練ではなく、実地
訓練としたことで、参加者がより具体的に場面を想定することが出来たと
考える。また、訓練を通して行政との情報共有、伝達について改善が必要
であることが明らかになった。スムーズな連携のために必要な情報事項を
共有していることが肝要であり、そのために必要な内容をテンプレート化
し、活用することが有用と考えられた。

【会員外共同演者】水堂祐広、石川佳祐

P1-126 地域ネットワークを活用した新興
感染症の発生等を想定した合同訓
練

日本医科大学千葉北総病院1）、東邦大学医療センター佐倉病院2）、
成田赤十字病院3）、東千葉メディカルセンター4）、下志津病院5）、
成田富里徳洲会病院6）、東邦大学7）

○桐明 孝光（きりあけ たかみつ）1）、小川 綾子3）、
阿内 剛4）、寺井 幸子2）、栗山 秀子3）、森野 誠子5）、
高野 寿枝6）、笠間 秀一7）、髙橋 一美1）

【背景・目的】2022 年の診療報酬改定により、感染防止対策加算が「感染対策向上
加算」に改定され、加算 1 を算定する医療機関は、年 4 回程度の加算 2、3 の施設
との合同カンファレンス開催が施設基準となった。このうち少なくとも 1 回は、新
興感染症の発生等を想定した訓練を実施することが求められている。地域内には、
千葉県印旛北総地区感染管理ネットワーク（印旛・香取・海匝・山武の頭文字を
とって通称「IKKS」）が構築されており、日々感染対策に関する情報交換や加算 1
同士の相互ラウンドを開催している。この度、地域の医療機関との連携を強化し、
新興感染症の発生等への対応能力の向上を目的として、合同訓練を実施したので
報告する。

【活動内容】千葉県印旛北総地区感染管理ネットワーク（IKKS）に所属する地域内
の 8 医療機関、11 名の感染管理看護師が、新興感染症の発生等を想定した訓練の
合同開催を企画・実施した。打ち合わせや調整には、チャットツールやオンライン
会議を活用した。訓練は、加算 1 を算定する 3 医療機関を会場とし、10/10、11/
7、12/3 の 3 日間で、3 医療機関とそれぞれ加算連携する医療機関が訓練に参加し
た。11 名の感染管理看護師は各会場に出向き、会場提供医療機関の 4 職種と協力
して、手指衛生、個人防護具の装着脱、N95 マスクのフィットテスト、ワクチン接
種手技、吐物処理、感染対策相談の 6 つの実践的な内容をブース形式で実施した。

【成果・考察】合同訓練には、77 医療機関 127 名（健康福祉センター、医師会含む）
が参加し、アンケート結果では、訓練内容が自施設の教育に役立つとした回答は

「大いに役立つ」が 67％、「役立つ」が 33％ であった。1 医療機関のみの訓練企画
では、人的資源の制約が課題となるが、地域ネットワークを活用することで資源を
確保し、実践的な技術演習を多く組み込んだ訓練を実現できた。また、感染管理看
護師は、チャットツールやオンライン会議を活用し、訓練の企画・調整を効率化で
きた。本取り組みは、地域の新興感染症の発生等への対応を高める訓練のモデル
ケースとなりえる。

P1-127 感染管理の核となる看護師育成の
取り組み―行政機関と地域の感染
管理認定看護師が協働で行う研
修―

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館1）、独立行政法人国
立病院機構 佐賀病院2）、独立行政法人国立病院機構 嬉野医療セ
ンター3）、医療法人社団如水会 今村病院4）

○三好恵美子（みよし えみこ）1）、執行えりこ2）、
重松 孝誠3）、古賀 陽子4）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の感染拡大時には、
多くの医療機関でその対応に苦慮した。この経験から、県内でも今後起こりうる感染
症等のパンデミックに備えて、感染管理に携わる人材を増やしていく必要がある。そ
こで今回、「感染対策エキスパート職員養成研修」として、新たに県庁感染症対策人
材育成部門（以下、行政機関）と地域の感染管理認定看護師（以下、CNIC）が協働
し、中小病院において感染管理の核となる看護師の育成に取り組んだため報告する。

【活動内容】期間：2024 年 3 月～2024 年 11 月対象：県内の中小病院に勤務する看護
師内容：行政機関より依頼を受けた CNIC が、行政機関の担当者と共に 1．研修会の
企画（受講者の選考基準の検討、目標設定、研修プログラム立案、研修内容および講
師の検討）、2．研修前準備（参加者のレディネス評価および自施設の感染対策調査等
事前課題）、3．研修会実施（講義、個人ワーク、グループワーク）、4．評価（研修後
のアンケート）を行った。

【成果・考察】研修会は、行政機関より県内の CNIC がいない中小病院に参加を募り、
基準に基づき選定された 28 名の看護師が参加した。3 日間の研修では、14 コマの講
義と事前課題である自施設の感染対策実施状況と課題解決を検討するためのグルー
プと個人ワークの時間を設けた。研修終了後に行ったアンケートでは、「感染管理に
関する知識や技術の習得」及び「感染対策の改善に向けての取り組み」について、参
加者の 80％ 以上から「よかった」「できそう」との回答が得られた。講義毎の評価で
は、「標準予防策」や「感染経路別予防策」、「洗浄・消毒・滅菌」など日頃実践して
いる講義の評価が高く、基本的な知識の習得へのニーズが高いことが明らかとなっ
た。また、施設規模や背景の近い施設でグループワークを企画したことで「ネット
ワークの構築ができた」等の声もあり、行政機関と CNIC が協働で開催した研修会は
人材育成の第一歩に繋がったと考える。今後は、研修生が習得した知識を活かし自施
設で感染対策を実践することができるよう定期的なフォローアップが課題である。

P1-128 福井県の中小規模病院等を対象と
した感染管理リーダー育成研修の
成果と評価

福井大学医学部附属病院 感染制御部1）、福井県立病院 医療安全
管理室2）、越前町国民健康保険織田病院 看護部3）、福井赤十字病
院 看護部4）、公立小浜病院 感染防止対策室5）、国立病院機構あ
わら病院 看護部6）

○西村 一美（にしむら かずみ）1）、白崎 智恵2）、
髙阪奈緒美3）、田本 聡子4）、刀根 正彦5）、吉岡 幸恵6）

【背景・目的】コロナ禍の 2021 年、福井県看護協会は県委託を受け感染管理リー
ダー育成研修を開始した。目的は、中小規模病院における感染症対策の指揮及び
看護職員等を指導できる技術を備えた看護職員の育成である。今回、3 年経過後の
研修評価を報告する。

【活動内容】本研修は、感染管理地域支援委員会が運営する 5 か月間 6 回の集合研
修である。受講者は、講前に自施設の感染対策の評価を行い、講義や他施設見学、
グループワークを通して問題抽出、計画立案、実施、評価を行い、自施設の課題
解決に取り組む。講義は、感染症や感染対策、行政との関わり、災害時の感染症
対応を含む。感染管理地域支援委員である感染管理認定看護師がファシリテー
ターを務める。

【成果・考察】3 年間の受講者総数は 104 名、受講終了直後と 2024 年にアンケート
を実施した。回収率は受講直後 100％（104 回答）、2024 年は 51％（53 回答）だっ
た。受講中に受講者が施設で取組んだ内容は手指衛生の実施向上や正しい個人防
護具の使用に関する事が多かった。受講直後は、受講者の 89％ が感染症対策の指
揮や指導スキルが身についたと回答した。2024 年の回答者の 8 割以上が、現在も
感染対策委員などの役割を担い、感染管理活動を継続していた。活動内容は、受
講当時の課題だけに留まらず、感染症発生時の報告等体制整備も行っていた。
受講直後と 2024 年のアンケート結果より、受講者らは活動を継続し、範囲を院内
全体へと拡大、感染対策の中心的役割を担っていると考えられ、本研修の目的は
果たせたと推察する。看護協会が研修を主催することで、他施設と交流し、専門
的知識を持つ医師や感染管理認定看護師、 研修設備など様々な資源が活用でき、
研修内容の充実や受講者の施設における感染対策の強化に結び付いたと考える。
今後も中小規模病院等においても感染対策が機動的に講じられるよう、更なる研
修内容の充実を模索し、行政等と連携しながら取り組みを進めていきたい。
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P1-129 豊中市感染対策リンクナース育成
事業の取り組みについて

市立豊中病院1）、国立病院機構大阪刀根山医療センター2）、公益財
団法人唐澤記念会 大阪脳神経外科病院3）、医療法人篤友会 坂本
病院4）

○鈴木 徳洋（すずき のりひろ）1）、赤瀬 望1）、
岸田 未来2）、今井 健吾3）、堂浦 知行4）

【背景・目的】医療機関および高齢者福祉施設間での患者の行き来が多い中、耐
性菌対策を含めた感染管理には地域一体となった取り組みが必要である。各施
設での感染対策リーダーの育成は単独では困難なことが多いため、市内の複数
の医療機関が協力し、感染管理認定看護師（ICN）による感染対策リンクナー
ス育成プログラムを実施した。本活動の目的は、各施設で感染対策のリーダー
的役割を果たす人材を育成し、地域全体での感染対策の質向上を図ることであ
る。

【活動内容】豊中市内全域の医療機関や高齢者福祉施設の看護師を対象に、年
4 回の研修プログラムを実施した。豊中市内の医療機関 4 施設および豊中市病
院連絡協議会看護部長会が共催し、市の保健所および福祉部門の協力を得て実
施した。

（研修内容）
第 1 回：手指衛生、PPE、洗浄と消毒、行動変容アプローチ、グループワーク
第 2 回：薬剤耐性菌、経路別予防策、結核、環境整備の基礎、グループワーク
第 3 回：尿路感染防止、冬季感染症対策と環境ラウンド実習、グループワーク

（リンクナース交流会）
第 4 回：発熱のフィジカルアセスメントと事例検討、グループワーク
グループワークではリベレイティング・ストラクチャーの手法として、「トロ
イカコンサルティング」を活用して各施設の現状分析や問題解決を行った。こ
れにより、参加者全員が主体的に議論に参加し、多様な視点からの情報共有を
可能とした。

【成果・考察】本プログラムを通じて、参加者は基本的な感染対策の知識を習得
するだけでなく、自施設の課題を客観的に分析し、具体的な改善計画を立案す
ることができた。リベレイティング・ストラクチャーを活用したグループワー
クにより、参加者間の活発な対話が促進され、各施設の優れた実践や課題が共
有された。今後の課題として、プログラムの継続的な実施と、育成したリンク
ナースのフォローアップ体制の構築が挙げられる。このような地域ぐるみの人
材育成の取り組みは、地域全体の感染対策の質向上に寄与すると考えられる。

P1-130 健康福祉事務所と連携した地域の
感染対応力向上への取り組み～
2024年度の活動報告～

赤穂市民病院 感染対策室
○望月 佐紀（もちづき さき）

【背景・目的】当院は、第 2 種感染症指定医療機関として、健康福祉事務所
と共に地域における感染対策の向上を目指した対応を行ってきた。しか
し、新型コロナウイルス感染症の対応では、保健・医療・福祉施設間の連
携不足が露呈した。その状況の中で、感染管理認定看護師（以下 CNIC）の
活躍が更に期待されるようになり、健康福祉事務所と CNIC との連携が強
固なものになってきた。そこで、今年度より健康福祉事務所・他院の
CNIC との連携強化を図り、市内の 3 施設による地域の感染対応力向上へ
の新たな取り組みを開始した。その内容を報告する。

【活動内容】以前より実施していた、感染症対策ネットワーク会議や感染予
防研修会の内容充実に加え、今年度は、新興感染症等を想定した訓練と、
施設への感染対策に関する実地指導を 3 施設合同で開始した。ネットワー
ク会議は、病院やクリニック・診療所・福祉施設に向けて、流行感染症に
関するトピックスと適切な感染対策について講義形式で 2 回開催した。研
修会は、福祉施設の職員を対象におむつ交換に焦点を当て、講義・演習形
式で手順と注意点を共通認識する機会を作った。訓練は、感染対策向上加
算連携施設・医療機関・医師会等を対象に新興感染症疑いの患者が突然
受診した場面を想定し、演習を行った。実地指導は、希望施設に出向き、
現場での対策を批判しない姿勢で支援を行った。

【成果・考察】CNIC が地域の医療機関、福祉施設に直接介入する機会が増
えれば、感染予防策遵守のための知識・技術の提供のみでなく、対象施設
に適した感染予防と制御に結び付けることができる。また、地域での活動
は顔の見える関係を作り、具体的な感染対策の実践と相談しやすい関係の
構築につながった。活動を充実したことで、施設状況の把握、環境の違い、
そこで働く職員の立場や意識等、現場に行かなければわからないことが見
え、支援を通して新たなつながりも築けた。これらの活動は、感染症対応
に関する医療機関間の役割分担、連携体制の構築を押し進める一歩となっ
たと考える。今後も、健康福祉事務所と連携し、CNIC の視点で地域の感
染対策の向上に取り組んでいきたい。

P1-131 とちぎ感染症対応力強化プロジェ
クト活動報告―高齢者施設等にお
ける感染対策コーディネーターの
育成―

上都賀総合病院 薬剤部1）、自治医科大学附属病院 感染制御
部2）、栃木地域感染制御コンソーティアム3）

○野澤 彰（のざわ あきら）1,3）、笹原 鉄平2,3）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、高齢者施設等で
集団発生が多く発生した。このことを踏まえ、新興感染症等発生時において
も対応できるよう、平時からの備えが必要とされた。そこで栃木県と地域ネッ
トワークを利用して県内の感染症対応力の強化を目的に活動を開始した。

【活動内容】多職種の医療者から構成される栃木地域感染制御コンソーティア
ム（TRICK）と栃木県感染症対策課で協議を行い、3 年間で人材育成と情報
発信など継続的な支援体制の構築を計画した。感染対策に精通した医療者を
地域アドバイザーとして保健所圏域ごとに選定し、保健所と連携し地域にお
ける相談支援、保健所開催等の会議への参加等を行うこととした。またアド
バイザー連携会議を開催し、活動状況を共有した。そして各施設における平
時からの感染対策を担う人材育成のため、感染対策コーディネーターの養
成・配置を行った。コーディネーターの養成は共通の教材による研修会を行
い、その後の活動を共有する活動報告会を開催した。養成研修は講義のほか、
手指衛生と個人防護具の着脱に関する実技講習とした。事務局からの活動支
援として、月ごとに発生動向サーベイランス情報とその時期に流行する感染
症に対する感染対策のポイントを感染症情報としてまとめホームページ等に
掲載した。また自施設で活用できる研修や訓練資料の提供を行った。

【成果・考察】2024 年度は 12 回の養成研修を行い、感染対策コーディネー
ターを約 300 名（施設）認定した。継続事業として養成研修に加えて、教育
資材によるオンライン研修、参集型研修として感染症発生時の対応訓練等、
実践的な内容を含めたフォローアップ研修を計画している。病院等の医療機
関の連携は TRICK による素地があり新型コロナウイルス感染症流行以前よ
り体制が整っていた。今回、本プロジェクトにより高齢者施設等に対して保
健所や地域アドバイザーを交えた地域での顔の見える関係を作る場になっ
た。ネットワーク整備に加え、個人の資質、組織力の向上を図り、感染症対
応力を実践できる体制を構築することにより住民の健康増進に寄与するもの
と考える。

P1-132 タイ王国のA病院とのオンライン
ミーティングを通した感染対策向
上に向けた取り組み

大阪公立大学大学院看護学研究科 感染看護学分野1）、大阪国際感
染症研究センター 人材育成部門2）、大阪公立大学医学部附属病院
感染制御部3）、大阪公立大学大学院 経済学研究科4）

○喜田 雅彦（きた まさひこ）1,2）、岡田 恵代3）、
藤井 昭人3）、金子 勝規2,4）、佐藤 淑子1,2）、掛屋 弘1,2）

【背景・目的】大阪国際感染症研究センターでは、事業の一環である「国
際・学際的感染症研修」を通して、タイ王国の複数の病院と感染対策上の
課題や解決策について相互共有を行っている。一部の病院では、感染対策
のための人材や物品等が限られており、多剤耐性アシネトバクターをはじ
めとする多剤耐性菌の蔓延が問題となっている。そのような状況におい
て、タイ王国を始めとするアジア諸国の感染対策上の課題解決は、日本の
感染制御にもつながる重要事項である。今回の活動は、大阪公立大学医学
部附属病院 ICT の感染対策活動に関する知見や経験をタイ王国の A 病院
と共有し、A 病院への感染対策の支援策を検討することを目的としたもの
である。

【活動内容】A 病院の感染対策室とオンラインミーティングを企画し、2024
年 12 月に開催した。オンラインミーティングのプログラムとして、大阪公
立大学医学部附属病院 ICT の感染対策に関する組織（組織図・リンク
ナース体制等）、手指衛生の遵守率向上や針刺し・切創対策に関する取り
組みを紹介した。プレゼンテーション用の資材にタイ語音声を用いた動画
教材を作成し、プレゼンテーション内容に基づいた議論を行い、A 病院の
感染対策に関する現状と課題を共有した。

【成果・考察】オンラインミーティングを通じて、A 病院の感染対策に関す
る多くの具体的な課題が明らかになった。特に、新規の手指消毒剤の導入
や教育講習会開催のための予算措置、安全器材導入の困難さ、針刺し・切
創対策としてのリキャップ防止の実効性の検証が必要であることが議論
された。今後の取り組みとして、感染対策推進に関する教育講習会の企
画・運営や携帯型手指消毒剤の試験導入が提案された。これらの取り組み
が A 病院の感染対策の改善と推進に向けた支援となることが期待され
る。
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P1-133 過疎高齢化地域における住民の感
染予防行動の改善を目指した
CBPRの試み

峡南医療センター企業団富士川病院1）、山梨県立大学大学院看護学
研究科2）

○廣田 直美（ひろた なおみ）1）、河西 千代1）、
小林 緑1）、平尾百合子2）

【背景・目的】過疎高齢化地域で、かかりつけ医の役割を担っている A 病院
は、地方自治体によって新型コロナウイルス感染症重点医療機関として指
定されていた。A 病院に勤務する職員の多くは病院の周辺地域に居住して
おり、その地域で感染拡大が生じた際、職員が家庭内感染や濃厚接触者と
なったことで欠勤せざるを得なくなり、病院機能の維持が困難となった。こ
の経験から、地域全体の感染対策向上の重要性に鑑み、CBPR（コミュニティ
を基盤とした住民参加型研究）実施の必要性を痛感した。そこで、地域住民
の感染予防行動の改善を目指し、試験的に実施した CBPR について報告す
る。

【活動内容】2024 年 7 月～2025 年 1 月の期間に、A 病院近隣にある 4 つのシ
ニアクラブで 3 回ずつ研修会を開催した。その内容は、第 1 回「暮らしに役
立つ感染予防」、第 2 回「手指衛生」、第 3 回「環境清拭と消毒方法」につい
て体験型の学習会を開催した。学習会後に無記名の質問紙調査を行い、その
成果と課題について検討した。本活動は所属施設の研究倫理審査委員会の
承認を得て実施した（承認番号 R6-1）。

【成果・考察】45 人の住民が学習会に参加し、男性 10 人と女性 35 人であっ
た。参加者の年齢は、65 歳未満 8 人、65～74 歳 7 人、75～84 歳 19 人、85
歳以上 11 人、平均年齢 75.9 歳であった。参加者は、第 1 回 37 人、第 2 回
37 人、第 3 回 33 人、質問紙の回収は 107（100％）であった。テーマへの興
味や学習効果について、全 3 回を通して全員が「興味があった」「勉強になっ
た」と回答していた。自由記載からは、3 回の学習会を通して得られた知識
を日常生活での感染対策に役立てようとする意欲的な意見が多くみられ
た。
今回の学習会が動機付けとなり、参加住民の感染対策への関心が高まり、感
染予防行動実施への意欲が高まったと考えられた。半年を目途に高齢者の
ペースに合わせた CBPR を再開することで意欲の継続が可能となり、過疎
高齢化地域における住民の感染予防行動の改善への可能性が示唆された。

P1-134 千葉県東葛北部地区における高齢
者施設向け感染症対策研修会の実
際

新松戸中央総合病院1）、東葛クリニック病院2）、松戸市立総合医療
センター3）、国立がん研究センター東病院4）、東葛病院5）、流山中
央病院6）、名戸ヶ谷あびこ病院7）、柏厚生病院8）、千葉感染制御研
究所9）

○今井三枝子（いまい みえこ）1）、谷口 弘美2）、
秋山 純子3）、橋本 麻子4）、松原 友紀5）、鈴木理恵子6）、
加藤久美子7）、田中 美紀8）、高嶋 英樹1）、柴田 幸治9）

【背景・目的】東葛北部感染対策地域支援ネットワーク（以下 ICoNT）では、
2013 年より医療機関向けに院内感染対策の研修会を行っていたが、今般の新
型コロナウイルス感染症の流行により 2020 年から 2022 年の間は中止した。コ
ロナ禍では高齢者施設におけるクラスターが多数発生し、その対策を支援する
中で感染対策が十分理解されていない、実践場面では不適切な対応や応用が利
かないなどの状況が散見されたとの意見が多く聞かれた。そこで高齢者施設の
感染対策の強化と質の向上が必須と考え研修会を企画した。研修会参加は全 6
回全て、施設から同じ看護職と介護職が出席することを基本条件とし、感染対
策の共通認識を得て自立した感染対応が可能となることを目的とした。

【活動内容】研修会開催は 6 回をシリーズで約 2 年かけて行った。開催日時は土
曜日の 14 時から 16 時とした。内容は感染対策の基本から標準予防策、経路別
予防策、個人防護具の適正使用、環境整備、主な感染症や耐性菌について等、
講義と演習やグループワーク（以下 GW）を実施した。ICoNT のメンバーが
ファシリテーターとして参加し、演習では症例提示をしながら個人防護具選択
の考え方について、更に職種間の情報共有と問題解決について具体的に検討し
た。研修後のアンケートでは、職種間の情報認識の違いに対し、統一した認識
のために情報交換できる機会が必要であるとの回答や、質問に対し開催期間中
に回答を行った。また、研修会の内容を施設で伝達講習をしたいと複数回答が
あった。

【成果・考察】高齢者施設では感染担当の看護職と実際のケアに当たる介護職
の間に情報共有や感染対策の理解に課題があり、GW を通して施設ごとに同じ
ような課題を抱えていることも明らかになった。今回の研修は、看護職と介護
職が共に学ぶことで職種間連携を促進し、さらに地域の専門家と顔の見える関
係を築けたことで、相談しやすい環境づくりに寄与した可能性がある。

P1-135 手指衛生 5つのタイミング実践
への取り組み

京丹後市立久美浜病院 医療安全管理室
○牧野みち子（まきの みちこ）

【背景・目的】自施設では、感染防止対策の推進のため、リンクナース（以
下、リンク）が、自部署の手指消毒使用量の評価を行い、手指衛生の啓蒙
啓発に注力している。しかし、手指衛生が必要なタイミングで行えている
か質の評価はできていない。さらに、2022 年から 2023 年にかけてコロナ
の院内クラスターを複数回経験し、標準予防策である手指衛生における質
評価の必要性を強く実感した。そこで、「リンクとともに手指衛生 5 つのタ
イミングの直接観察を行うことで、手指衛生の質向上を目指す」ことを目
的として活動を開始した。

【活動内容】2023 年 9 月～2025 年 1 月に全部署の直接観察を行った。1）
ICN が全職員対象に 5 つのタイミングの動画を用いた研修会を開催した。
2）手指衛生の質の評価は、自部署の評価を行うためリンク会で練習を重ね
た。観察した場面をリンク会で発表し、結果を共有することでリンク自身
の知識の拡充を図った。3）直接観察は、ICN は毎月全部署で行い、リンク
は、毎月リンク会前に行った。4）遵守率と場面の評価を毎月リンク会と感
染防止対策委員会で全部署へフィードバックした。

【成果・考察】手指衛生の質の評価は、全職員への研修会開始前 10 月の遵
守率は 33.2％ で、研修会終了後 3 月の遵守率は 64.4％ と上昇した。2024
年 4 月から 2025 年 1 月までの遵守率は 72％ と上昇傾向にある。場面での
評価は、患者接触前より患者接触後の実施率が高かった。擦式手指消毒剤
使用量は 10L/1000 患者日以上を維持し増加傾向にあり、耐性菌検出率と
手指衛生の比較では、使用量が増えると耐性菌の抑制も期待した。しかし、
ESBL 産生菌は低下するも、MRSA は上昇した部署があった。リンク自身
が直接観察した結果を振り返り、意見を出し合い場面を共有することでさ
らに知識が深まる。また、他者評価することで、自身の行動の振り返りに
もなる。さらに直接観察を行うとホーソン効果によりそれ自体が手指衛生
の実施を動機づける介入策となった。今後は部署ごとに必要なタイミング
の場面共有と遵守率向上への目標値を設定し更なる感染防止対策を推進
したい。

P1-136 手指衛生遵守率向上へ向けて、手指
衛生直接観察の結果から見えた傾
向と今後の課題

福島赤十字病院
○北村 慶（きたむら けい）、中村耕一郎、
清水 裕美、三浦 愛

【背景・目的】当院では 2022 年から手指衛生サーベイランスを開始した。
2022 年の 1 患者日あたりの手指消毒薬使用量は COVID-19 の影響がある
も 8.09ml と WHO 使用量の目安に遠く及ばないことがわかった。2023 年
から手指衛生遵守率向上へ向けて活動を開始したため、結果と課題につい
て報告する。

【活動内容】2023 年から感染管理認定看護師（以下、CNIC）が手指衛生サー
ベイランスについての勉強会を実施し、毎日各病棟のラウンド、覆面で手
指衛生直接観察を開始した。また、手指衛生サーベイランスの結果を院内
グループウェア、電子カルテトップ画面、感染対策委員会、病院管理会議、
師長会、各病棟でフィードバックし、手指衛生の勉強会を全病棟で実施し
た。2024 年からは感染対策リンクナース（以下、LN）でも手指衛生直接
観察を開始した。

【成果・考察】CNIC による手指衛生遵守率は、2023 年 15％、2024 年 23.4％
と有意差はないが上昇した（P＝0.13）。また、すべての場面での遵守率が
上昇した。LN による 2024 年の手指衛生遵守率は 71.8％ であり、参考値で
あるが高い遵守率であった。CNIC と LN による手指衛生遵守率は、解離
があるも共通して「患者に触れる前」の遵守率が低いことが明らかとなっ
た。1 患者日あたりの手指消毒薬使用量は、2023 年 6.92ml、2024 年 7.07
ml と有意差はないが増加した（P＞0.10）。MRSA 検出率は、2022 年 1.24、
2023 年 1.08、2024 年 0.99 と有意差はないが低下した（P＞0.10）。2023
年からの手指衛生遵守率向上へ向けての活動で、徐々に手指衛生遵守率の
上昇、1 患者日あたりの手指消毒薬使用量の増加、MRSA 検出率の低下が
あった。しかし、1 患者日あたりの手指消毒薬使用量は WHO 使用量の目
安までは遠く、MRSA 検出率も J-SIPHE 加算 1 施設よりも高い。今回の活
動で明らかとなった、「患者に触れる前」の手指衛生遵守率が低いという課
題を考慮し、「～する前に手指衛生」をコンセプトに、手指衛生遵守率向上
へ向けて活動を継続していく。
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P1-137 ICTメンバーによる直接観察法を
取り組んだ結果と課題

香椎丘リハビリテーション病院
○坂田 彰則（さかた あきのり）

【背景・目的】当院では、2023 年度まで手指消毒剤使用量による「量的評
価」を実施してきた。1 患者日あたりの実施回数は平均 8.1 回、J-SIPHE
の加算 3 施設データと比較すると手指消毒剤使用量は約 1.5 倍多い結果
であった。しかし、COVID-19 感染症患者発生後、職員の手を介したと考
えられる感染拡大が発生しており、WHO が提唱する「質的評価」より手
指衛生遵守率を明らかにすることで自施設の課題が明確にできると考え
た。今回、直接観察法を実施し手指衛生遵守率、タイミング別実施率の結
果から課題が明らかとなったためここに報告する。

【活動内容】量的評価に加え質的評価である直接観察法を開始した。直接観
察法期間：2024 年 4 月～2025 年 1 月対象：回復期 A 病棟・B 病棟の医
師、看護師、ケアワーカー、リハビリスタッフ直接観察法の実施方法：ICT
メンバーへ直接観察法に関する研修会を実施。月 2 回、ICT ラウンド時に
各病棟で実施。月に 200 機会を目標とした。

【成果・考察】直接観察法における観察期間の平均手指衛生遵守率、タイミ
ング別実施率は以下の通り。手指衛生遵守率 58.7％、患者に触れる前
43.1％、清潔/無菌操作前 66.7％、体液に曝露された可能性のある場合
82.9％、患者に触れた後 68.7％、患者周囲の物品に触れた後 44.6％ であっ
た。手指衛生遵守率は、他施設と比較するデータがなく評価は難しいが、
初年度のベースラインが把握できた。また、5 つのタイミングの内伝播リ
スクが高い患者に触れる前の実施率が低いことと、不必要なタイミングで
の手指衛生の実施が多いことが直接観察で発見できた。手指衛生や適切な
タイミングの理解不足が要因と考え、職員に 5 つのタイミングの結果と現
場での具体例を示しながら指導を行い手指衛生遵守率 48.9％→62.4％ の
改善がみられた。しかし、一時的な改善であったため継続した指導や行動
変容につながる介入が必要と考えた。今後も、現場での直接指導や研修会
開催に限らず、WHO 手指衛生多角的戦略を導入し、あらゆる角度から取
り組み、効果を期待したい。

P1-138 手指衛生の質と直接観察法の評価
との関係性

下関市立市民病院 感染管理室
○又賀 明子（またが あきこ）

【背景・目的】手指消毒薬使用量と直接観察法を用いて、手指衛生の質の改
善と遵守率向上を目指して取り組んでいる。しかし、手指消毒薬使用量と
遵守率の伸び悩む問題があるため、2020 年から 2024 年までの直接観察法
による手指衛生の質と遵守率の現状を明らかにして効果的な評価につい
て検討する。

【方法】直接観察法は、年 3 回看護部感染管理委員会が病棟と外来や手術室
など 13 部署を対象に WHO が推奨する手指衛生の 5 つのタイミングを用
いて、2 名 1 組で 2 部署をケアや処置などの動きのある時間帯を選定し 15
分間観察した。手指衛生遵守率（％）と適切な手指消毒薬の量と時間を実
施した遵守率（％）を算出して評価した。

【結果】直接観察法の場面数は、2020 年は 559 場面であったが次第に減少
し、2023 年には 458 場面まで減少した。スタッフが動く時間帯を各々の部
署担当者で考えて、場面を増やすことに着目して 2024 年は 656 場面に増
加した。手指衛生の遵守率は、2020 年は 55.5％、2021 年 63.5％、2022 年
66.4％ と増加したが 2023 年は 59.8％ に減少した。また、適切な遵守率は、
2020 年は 34.5％、2021 年 45.8％、2022 年 46.7％ と増加したが、2023 年は
31.2％ に減少した。2024 年の遵守率は 79％、適切な遵守率は 41.5％ と増加
した。この背景には、2020 年に新型コロナウイルス感染症による職員の手
指衛生の意識と感心の高さがみられるが、2023 年には 5 類に移行された
ことによる気のゆるみの影響があると考える。2024 年は、委員の半数が交
替されたため、観察方法の再周知と場面を多くする働きかけを行い、現場
で手指衛生を遵守する声かけと助言をすることを促した。

【結論】直接観察法による手指衛生遵守率は、感染症流行状況の影響を受け
て職員の意識が高まり増加することが明らかになった。また、直接観察法
は、ホーソン効果が働き手指衛生の遵守率が増加するが、適切な量と時間
の遵守率には影響されないため効果的な手指衛生を考えていくことが今
後の課題である。

P1-139 手指衛生の改善に向けた直接観察
導入の効果と課題

独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 ICT
○境目 容子（さかいめ ようこ）、高村 敦史、
大倉 尚子、森口 美琴、浜島 智央、安道 誠

【背景・目的】当院では、四半期ごとに手指消毒剤の払い出し量をもとに、
1 日 1 患者あたりの手指消毒剤使用回数を算出し、手指衛生の実施状況の
評価を行ってきたが、質的な評価は行えていなかった。1 日 1 患者あたり
の手指消毒剤使用回数は、2020 年 7 月から 9 月に 9.2 回であった一方、
2023 年 1 月から 3 月は 6.2 回に減少し、2023 年から MRSA 新規院内発生
率も上昇傾向にあった。また、WHO 手指衛生自己評価フレームワークに
より、「評価およびフィードバック」の項目が 27.5/100 点と低く、改善が
必要と考えられ、手指衛生実施状況の正確な把握、臨床現場での手指衛生
の指導および遵守率向上を目的として、全病棟における手指衛生の直接観
察を導入することとした。

【活動内容】感染管理認定看護師 3 名が各担当病棟で、看護師を対象として
直接観察を実施した。直接観察は 2023 年 7 月と 12 月に、各病棟（ICU
を含む）においてそれぞれ 100 機会を目安に実施し、遵守率およびタイミ
ングごとの実施率を算出するとともに、担当病棟へのフィードバックを
行った。各病棟の遵守率および手指消毒剤使用回数を比較・検討した。

【成果・考察】全体の遵守率は 7 月 22.0％、12 月 34.2％ であり、12 月の遵
守率が有意に増加していた（p＜0.01）。一方で、手指消毒剤使用回数は 7
月から 9 月は 7.6 回、10 月から 12 月は 7.1 回と減少していた。この結果は、
臨床現場での直接観察や現場での指導、および直接観察後のフィードバッ
クを行うことで、適切なタイミングでの手指衛生の実施が増え、不要な手
指衛生の機会が減少したことが要因と考えられる。また、ホーソン効果に
より遵守率が高くなったものの、日常的な手指衛生の遵守率向上へつなが
らなかったことも考えられる。量的評価のみでは手指衛生実施状況の把握
は困難であり、直接観察による質的な評価を継続する必要がある。今回、
直接観察で遵守率が向上したと考えられるが、当院の手指衛生の実施状況
は依然として十分ではなく、直接観察やフィードバックを継続し、手指衛
生遵守率向上に努める必要がある。

P1-140 擦式アルコール製剤使用量増加へ
の取り組み

医療法人厚生会 福井厚生病院
○林田あゆ美（はやしだ あゆみ）

【背景・目的】A 病棟では、2022 年に COVID-19 のクラスターが発生し、
患者はもちろん、スタッフの約半数が感染した。その要因として一患者当
たりの擦式アルコール製剤（以下、消毒剤と略す）の使用量が 2020 年は
15.6 回、2021 年は 13.8 回、2022 年は 12.5 回と減少していることと、直接
観察法を行なった結果、遵守率が 2021 年は 81.3％、2022 年は 52.1％ と低
下していることが考えられた。そこで、正しい場面、タイミングで消毒剤
を使用し、使用量の増加を目標に活動した。

【活動内容】2023 年から、全スタッフに出勤時と退勤時、消毒剤の使用量
を計測し 1 日の使用量の測定を依頼した。2023 年度 8 月 9 月の強化月間
を設け、朝の申し送りのあとに手指衛生 5 つのタイミングのイラストを見
ながら復唱し、強化月間後にスタッフの意識調査を実施した。継続的にス
タッフの 1 ヶ月毎の使用量をグラフ化し、掲示した。直接観察法を実施し
個別に指導も行なった。

【成果・考察】2023 年の取り組み後から一時的に増加したが徐々に減少し
ていき、2024 年の取り組み後の使用量は増加し、使用量が約 2 倍になった
スタッフもいた。意識調査の結果、毎日測定をするので意識的に使うよう
になった、自分で計測することで 1 日の使用量を確認することが出来た、
可視化されることで意識が高まった、などの意見が出た。2023 年の 1 患者
あたりの使用回数の多い月は 18.3 回、2024 年の 1 患者当たりの使用量の
多い月は 19.4 回であった。2024 年 8 月 9 月の直接観察法の順守率は 64％
から 80％ に上昇した。直接観察法では、個人に具体的なタイミングを指導
したことで、正しい場面とタイミングの理解につながったと考える。個人
が毎日使用量を計測することで、自分の業務状況に応じた使用量を把握で
きたのではないか。個人の 1 ヶ月毎の使用量の推移を可視化したことで、
個人のモチベーションが上昇し、使用量の増加につながったと考える。
2022 年の 1 患者あたりの使用回数と、2024 年の一患者あたりの使用回数
を t 検定した結果、P＝0.10 となり、増加の傾向を認めた。今後も、正しい
タイミングで消毒剤が使用できるよう、これらの活動を継続していく。
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P1-141 手指衛生遵守率向上への取り組
み～直接観察法による介入に期待
される効果～

金沢医科大学氷見市民病院
○田中恵里子（たなか えりこ）、高橋 千穂、島内 陽花

【背景・目的】A 病院では、手指衛生遵守向上のため、携帯用速乾性手指消
毒剤配布、手指消毒の手順教育、5 つのタイミングポスター掲示などの啓
発活動をしているが、定期的な観察とフィードバックは行われていない。
B 病棟では、患者に触れる前と触れた後の遵守率が低い現状である。今回、
対象者が直接観察法を行い、遵守率の結果をフィードバックすることによ
る手指衛生遵守率向上の効果を検証した。

【方法】病棟看護師 29 名を対象に、導入前に勉強会・シミュレーションを
実施した。その後、独自のチェックシートを用い 3 か月間対象者が直接観
察法を実施し、必要なタイミングで出来ていない場合はその場で声をかけ
るよう説明した。対象者が実施して得られた結果は毎月紙面にて報告し
た。対象者が実施した後の 1 か月間は研究者が対象者に調査日時や場面を
公表せず無作為に直接観察を行った。直接観察法によるホーソン効果があ
りとなしで welch の t 検定を使用しデータ分析した。

【結果】勉強会後、「正しいタイミングを定着したい」等の意見があった。
対象者が行う直接観察法は、必要なタイミングで手指衛生が出来ていない
時、その場で直接働きかけることで行動修正が出来た。ホーソン効果あり
での遵守率は「患者に触れる前」は 88％ から 94％ に上昇した。「患者に触
れた後」は 92％ から 96％ に上昇した。得られた結果は、視覚的に示しポ
ジティブフィードバックを行った。直接観察法実施中の遵守率低下はな
かった。
研究者が行うホーソン効果なしの遵守率は「患者に触れる前」65％、「患者
に触れた後」76％ であり、遵守率は低下した。ホーソン効果あり、なしの
遵守率を検定した結果、患者に触れる前、後共に P＜0.001 と統計学的有意
差が認められた。

【結論】対象者が行う直接観察法は、ホーソン効果により手指衛生遵守率が
向上したと考える。看護実践において、複数の患者に関わり多忙であれば
あるほど感染源の伝播リスクは高まる。知識はあっても実践や定着に繋げ
ることは容易ではない。手指衛生遵守率向上を維持するため、職員全員が
主体的となり、手指衛生を促す声掛け運動の継続、必要なタイミングで手
指衛生を行う風土を醸成する取り組みが必要である。

P1-142 手指衛生観察アプリを活用した
ICN業務の効率化

JR札幌病院 感染防止対策部
○佐々木光義（ささき みつよし）、櫻田 玲子、
宮崎 浩光、白土 泰彦

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症の流行により、感染対策の基本で
ある「手指衛生」の重要性が再認識された。しかし、手指衛生への意識は
徐々に低下し、院内での使用量も年々減少した。当院では 2023 年度より、
スタッフの手指衛生遵守率向上を目的に、直接観察法を用いた監視を実施
した。この取り組みと教育指導の繰り返しにより遵守率が向上したが、一
方で観察やフィードバックに要する時間が増え、ICN の業務負担が大きく
なるという課題が浮き彫りとなった。業務負担を軽減しつつ遵守率向上を
目指し、2024 年度から手指衛生観察アプリを導入したその成果について
報告する。

【活動内容】2023 年度：手指衛生の「5 つのタイミング」を確認するチェッ
クリストを作成し、直接観察の実施。その結果を各部署にフィードバック。
2024 年度：手指衛生観察アプリ「F-moments（2.0.0）」を導入。観察デー
タをアプリに入力し、自動集計機能を活用してフィードバックを実施。

【成果・考察】2023 年度に始めた直接観察法では、チェックリストの作成
から観察、結果の集計、フィードバック資料の作成に多くの時間を要した。
特に 1 部署あたり最低でも 2 日以上の作業時間が課題となっていた。この
課題を解決するため、2024 年度に手指衛生観察アプリを導入した。アプリ
の自動集計機能により、タイムリーなフィードバックが可能となった。導
入後は、1 部署の監視からフィードバックまでの作業時間が約 1 時間程度
に短縮された。本来の目的である手指衛生遵守率の向上に向けて、監視か
らフィードバックまでの効率化により教育・指導時間をさけるように
なったことは大きな成果と言える。今後もアプリを活用しつつ、さらなる
遵守率向上を目指して取り組みを続けていきたい。

P1-143 手指衛生直接観察時のアプリ使用
による業務改善および遵守率改善
活動への影響の検討

済生会兵庫県病院
○小川麻由美（おがわ まゆみ）、奥谷 貴弘

【背景・目的】手指衛生は、医療機関における感染対策の基本であり、適切
な方法・適切なタイミングでの手指衛生の実施が求められている。その一
方で、医療従事者は日常の業務やケアに集中し、適切な方法・タイミング
での手指衛生を遵守できていないことが多い。この現状をモニタリング・
評価する手段である直接観察法は、WHO では観察期間および観察単位

（病棟、診療科、職種など）あたり 200 の機会を必要としており、これらの
結果を集計・分析するためには膨大な時間を必要とする。手指衛生直接観
察アプリ（テルモ株式会社/手指衛生観察アプリ F-moments™）を活用す
ることで、集計・分析にかかる時間を大幅に短縮でき、即時にフィード
バックすることができた。手指衛生改善活動の強化につなげた結果を報告
する。

【活動内容】2024 年 8 月中に、合計 200 機会/部署以上の観察を目標に、
チェックシートを使用した直接観察を 10 部署で実施した。観察は各部署
のリンクナースと感染サポート係で実施した。感染管理認定看護師はその
観察結果を部署ごとに集計し、集計に要した時間（グラフ化するのに必要
な時間）と、フィードバックのための報告書を作成するために必要な時間
を、ストップウォッチで計測した。その後、前述のアプリの使用方法を観
察実施者へ研修した後、2024 年 11 月にアプリを用いた直接観察を同様の
観察機会数を目標に、同部署で実施。8 月と 11 月のそれぞれの観察結果の
集計・分析に費やした時間を比較した。また、8 月と 11 月それぞれの直接
観察法の結果を 10 部署にフィードバックを実施した。

【成果・考察】8 月（計 4466 機会分）と 11 月（計 4266 機会分）の観察結
果の集計・分析に費やした時間は、チェックシートでは 2 時間 4 分 29 秒、
アプリでは 20 分 29 秒であった。アプリを使用した場合、1 時間 44 分の時
間を削減でき、業務効率が改善された。アプリでは、全体と当該部署の結
果を容易に比較でき、現場へのフィードバックを迅速かつ分かりやすく実
施することが可能であった。またアプリの使用感を観察者に確認したとこ
ろ、ほぼ問題なく使用できていた。今後も継続して行い、多職種にもフィー
ドバックしていき、院内全体で手指衛生の改善につなげていきたい。

P1-144 効果的な手指衛生教育を考える
演習形式研修の導入＋手指衛生直
接観察結果のフィードバック内容
の充実化

藤枝市立総合病院 感染管理室
○小林亜紀子（こばやし あきこ）、戸塚美愛子、
小清水直樹

【背景・目的】手指衛生は感染対策において最も基本的かつ不可欠な医療行為である。感
染制御チームは、全職員が必要性を理解し、適切な場面において、正しい方法で手指衛生
を実施できるよう教育と支援をする必要がある。しかし、全職員を対象とした講義形式の
研修では、知識の伝達は可能でも実践に結びつかない現状がある。そこで、演習形式研修
の導入と直接観察のフィードバック内容の充実化を図った。

【活動内容】1）演習形式の研修
演習形式を組み込んだ研修は採用時に実施していたが、当院採用以外の職員（委託、派遣、
常駐）は対象外だった。また、フォローアップ研修を企画していなかった。そこで、R6
年度院内感染対策研修会において委託・常駐部門職員を含めた全職員対象に手指消毒の
演習を実施した。演習は手洗い評価キットの蛍光クリームを手指消毒剤に見立て手指消
毒し、専用チェッカーで自己評価する。塗り残し部分をチェックした評価票の提出をもっ
て演習参加確認した。
2）直接観察
R3 年度より専従看護師 2 名で全病棟の直接観察を実施した。観察結果は以下の方法で還
元した。1．観察対象者への即時フィードバック 2．5 つのタイミングごとの遵守率 3．
全体遵守率 4．手順 5．方法 6．手指消毒剤 1 回使用量 2～6 は専用シートを作成し
該当部署と看護部に還元した。R4 年度以降、各部署の結果を看護部の全部署で共有した。

【成果・考察】1）委託・常駐部門、ボランティアを含む全職員が研修参加できた。塗り残
し部分を集計し ICT レターで傾向を共有できた。次年度は同様の形式で手洗い演習を実
施する。
2）専従 2 名体制前後で比較する。手指衛生遵守率は R2 年 61％ から R6 年 73％ と向上し
たが手指消毒使用量は 5.5ml から 8.4ml/患者・日と向上はしたが世界保健機構が提唱す
る 20ml には遠く及ばない状況である。しかし、部署からの再観察希望、手指消毒剤携行
導入部署の拡大など職員の手指衛生に対する意識は向上傾向にあると推察する。今後は
演習形式の研修の継続と直接観察の対象範囲を拡大し実施する。手指衛生の方法・遵守
率・使用量など手指衛生のサーベイランス結果をもとに教育効果の評価を継続しさらな
る効果的な教育方法について検討を重ねる。
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P1-145 HCU病棟における手指衛生遵守率
向上に向けた取り組み

医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院
○國井 愛香（くにい あいか）

【背景・目的】当院の HCU 病棟では主に心臓血管外科や脳神経外科、消化
器外科、整形外科の術後、重症肺炎や心不全などの患者が入院している。
重症化や合併症を予防し早期に回復されることを目指すため、感染症対策
は重要である。過去 1 年間の手指消毒剤使用量の病棟別推移調査において
HCU 病棟は院内の平均値を上回っている。しかし WHO が定める 1 患者
あたりの使用量 20ml に到達していないことや、5 つの瞬間での手指衛生
遵守率が 68％ であった。これらを踏まえ、HCU 病棟における手指衛生の
認識と実態を調査し遵守率の向上を図ることを目的とし取り組んだ。

【活動内容】対象は HCU 病棟看護師 15 名。実施期間は 2024 年 9 月～2025
年 1 月。はじめに手指衛生に対する認識と実態調査にて現状把握を行っ
た。つぎに直接観察法を用い 5 つの瞬間の遵守率と、手指消毒剤の使用量
を調査した。部署会や朝会においてスタッフへ手指衛生の取り組みについ
て呼びかけ、e ラーニングによる学習、5 つの瞬間サポートブックによる学
習を取り組んだ。

【成果・考察】手指衛生 5 つの瞬間の自己評価において（1）患者に触れる
前 60％（2）清潔無菌操作の前 80％（3）体液に暴露された可能性がある場
合 100％（4）患者に触れた後 90％（5）患者の周辺物品に触れた後 90％ と
いう結果であり、（1）の遵守率が低いことがわかった。また他者評価では

（1）20％ となっており自己評価と他者評価では差があることが明確と
なった。手指衛生の遵守調査では遵守率（1）13％（2）60％（3）100％

（4）100％（5）96％ と、（1）の場面での遵守率が低いことがわかった。全
体の手指衛生への学習取り組み後のアンケート調査では 5 つの瞬間での
手指衛生の取り組みが出来ていると回答した者が 60％ であった。各自、手
指衛生の必要性は理解できているが実践が充分にできていないことが明
らかとなった。また直接観察法等の介入により手指消毒剤の使用量調査に
おいて、9 月 7.2ml、10 月 8.7ml、11 月 9.1ml と徐々に増加がみられた。今
後の課題として勉強会や直接観察法を用いた指導を実践し適切な場面で
手指衛生が実践していけるよう活動を継続していきたいと考える。

P1-146 WHO推奨手指衛生5つのタイミ
ングに準じた職員の手指衛生向上
にむけた院内研修を実践して

医療法人明日葉会 札幌マタニティウイメンズホスピタル
○篠原 由衣（しのはら ゆい）

【背景・目的】当院は産婦人科単科の病院であり、分娩数が東北以北 1 番多
い病院である。産婦人科の特徴として患者の多くは妊産婦であり、妊娠初
期に感染症のスクリーニング検査を行っている患者が多く、感染症罹患の
患者の受診は少ない。しかし出産後の産婦や新生児は易感染患者であるこ
と、分娩時には出血や羊水、産後は母乳など体液や血液に暴露される可能
性が高いことが特徴としてある。そのため産婦人科では標準予防策の徹底
が必須である。

【活動内容】標準予防策の中でも基本である「WHO 推奨手指衛生 5 つのタ
イミング」を全職員が理解し、実践に繋げることを前年度の院内感染対策
の目標に掲げ、手指衛生について研修を行ったので報告する。対象者は全
職員 156 名。手指衛生 5 つのタイミングについて部署ごと事例をもとにパ
ワーポイントを使用し講義を実施。その後受講者をランダムで 3 名人選し
蛍光塗料を塗った後に手洗いを行い、ブラックライトを照射し汚染が残っ
ていないかを確認した。研修前後にアンケートを実施した。

【成果・考察】今回の研修では「WHO 推奨の手指衛生 5 つのタイミング」
に準じて部署毎に具体的な事例に基づいた講義形式、ブラックライトを使
用した実技の導入を行った。参加者に実践してもらった研修は初めての試
みであった。手洗い後に蛍光塗料が残っている部位が洗い残しであり汚染
されていること、その手で触ったドアノブや水道の蛇口には蛍光塗料が付
着しており、その場所に触れた手でまた他の場所に触れることで感染が伝
播していくということが可視化でき、手洗いの重症性を改めて確認でき
た。今回理解を得たかった「WHO 推奨の手指衛生 5 つのタイミング」を
事前のアンケートでの知識確認、研修後のアンケートでも記載形式で実施
した。研修前の知識確認では全部署で 42 名の誤回答があったが、研修後は
WHO 推奨の手指衛生 5 つのタイミングを全く理解できていないと考え
られる回答は 6 件のみであった。部署毎による具体的な事例、手洗いの実
技を行い可視化することで、職員 1 人 1 人が業務する上でどのタイミング
で手洗いが必要なのか、気をつけるポイントは何かを考えられる研修と
なったと考える。

P1-147 手指消毒カンファレンスによる手
指消毒改善活動の取り組み

鹿児島大学病院 A棟9階病棟1）、鹿児島大学病院 感染制御部2）

○原田 幸枝（はらだ ゆきえ）1）、村田 奈穂2）、
有村 尚子2）

【背景・目的】当院感染リンクナース連絡会の手指衛生グループ活動のひ
とつに、手指消毒に関するカンファレンスの開催がある。医療者が手指消
毒を実施しなかった場合に起こり得る患者への感染リスクや、手指消毒が
実施されない要因、さらにその対策を検討することで、職員の意識変容に
つなげることが目的である。A 病棟感染リンクナースを中心に実施した、
当該病棟におけるカンファレンスの有効性について検討した。

【活動内容】2023 年度、病棟の廊下に設置した定点カメラで入退室時手指
消毒実施状況を録画し、病棟看護師が自分たちの手指消毒実施状況を客観
的に振り返り、手指消毒が実施されなかった場面の要因検討とその改善策
を検討するカンファレンスを開催した。2024 年度は、病棟編成により注射
薬作成場面が増えることが予想されたため、注射薬作成・投与時の手指消
毒が必要な場面について振り返り、各々が清潔操作として注意しているこ
とや手指消毒が実施されにくい場面について意見交換を行うカンファレ
ンスを開催した。意見交換後、当院感染対策マニュアル「注射作成から投
与」の動画を視聴し、適切な場面での手指消毒の定着を促した。

【成果・考察】カンファレンス開催前月とカンファレンス開催後月の 1 日
1 患者あたりの手指消毒薬使用回数は、2023 年度開催前月 4.47 回、開催後
月 22.79 回と大幅に増加した。2024 年度は 2023 年度開催後月以降の増加
が維持され、開催前月 19.6 回、開催後月 22.46 回と、2023 年度と 2024 年度
ともに開催後月の回数が増加した。カンファレンスでは、病棟看護師が自
分自身の手指消毒実施状況を振り返り、一人ひとりが課題を認識したこと
で手指消毒薬使用回数の増加につながったと考える。今後も定期的なカン
ファレンスを開催し、一方向的ではない手指消毒推進活動を継続的に実施
する必要がある。

P1-148 主体的な行動変容を目指した手指
衛生実施の取り組み

市立豊中病院 ICT
○赤瀬 望（あかせ のぞみ）、鈴木 徳洋、
小野 祐志、高久保佑一、徳永 康行、清水 潤三

【背景・目的】手指衛生は医療関連感染を防止する上で重要な手段であり、
院内で従事する全ての人に手指衛生の実施が求められている。当院も手指
衛生のアドヒアランスを向上させる様々な取り組みを実施しており、特に
希望部署に対して行っている手指衛生推進プロジェクトは、部署が主体的
に活動できるようなサポートを年間を通じて行っている。しかしこれらの
取り組みは、看護師を中心とした病棟部署に限られていた。そのため、病
棟看護師以外に対しても手指衛生に興味を持ち、主体的に取り組める活動
ができないか模索した結果、個人でも実施可能なポイント制度による取り
組みを開始した。

【活動内容】ポイント制度のツールとして LINE オフィシャルアカウント
のショップカードを利用した。ポイント獲得への動機付けとして、目標勾
配効果を狙ったカード作成と定期的なメーセージ発信を行った。ポイント
獲得の方法は、QR コードシールを手指消毒薬ボトルへ貼り付け、ボトル
を使用する際にスマートフォンで読み込む方法とした。QR コードシール
の管理を部署内で行うため、協力が可能な部署単位で参加を募ったが、部
署内の個人の参加は強制ではなく希望制とし、趣旨に賛同いただける方の
みとした。

【成果・考察】2023 年度は臨床研修センター長の協力があり、初期研修医
26 名で実施した。今年度は参加部門が一気に増え、臨床研修センターの継
続に加えて、薬剤部、栄養管理部、放射線部、外来の 5 部門、総勢 68 名で
実施している。参加者の個人情報がわからないシステムであるため、部署
内で誰が参加しているかの詳細はわからないが、参加部門全体では 45％
の参加率となっており、この内発的動機付けの手法を用いた取り組みは
個々が主体的に取り組みやすい方法であると考えられる。また参加部門の
使用本数の推移をみると、コロナ禍を過ぎても手指消毒薬使用量が大幅に
減少することなく維持されており、取り組みをさらに進めていくことで、
病院全体のアドヒアランス向上が期待できる。
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P1-149 使用量ポスターを利用した擦式ア
ルコール手指消毒薬の使用量増加
への取り組み

桑名市総合医療センター
○岩間 弘晃（いわま ひろあき）、伊藤 和恵、
佐藤友美子

【背景・目的】手指衛生は感染を予防するための最も基本的、かつ重要な対
策として位置づけられている。特に救急室においては、感染症が不明な患
者に対して、迅速に対応しなければならない部署であり、職員と患者を守
る為、より標準予防策における手指衛生の強化が必要な部署である。桑名
市総合医療センター（以下、当院）では、感染制御チームとして感染リン
クスタッフへの指導、現場ラウンド時の直接観察と指導、毎月リンクス
タッフによる 5 つのタイミングの調査と指導、手指衛生強化の啓発ポス
ターの掲示や、1 年間に 1 度、全職員を対象とした手指衛生の勉強会を実
施しているが擦式アルコール手指消毒薬の使用量の増加が見られず、救急
室における現状を確認し、介入を行う事によってアルコール使用量の増加
に繋がった為、報告する。

【活動内容】救急室における看護職員を対象とし、2022 年 4 月から定期的
に手指衛生の必要性についての説明や手指衛生励行の声掛け、手指衛生に
おける 5 つのタイミングの周知を行い、職員への意識付けを継続して行っ
た。それと同時に、毎月の擦式アルコール手指消毒薬使用量を表にし、個
人の使用量が目視で分かる様な活動を実施した。その後、2022 年度～2024
年度における救急室での擦式アルコール手指消毒薬の使用量の変化につ
いて調査を実施した。

【成果・考察】救急室での 2022 年度の使用量が 6.9ml/人/日だったのに対
して、活動後 1 年後の 2023 年では 9.5ml/人/日、2 年後の 2024 年度には
12.3ml/人/日へと有意に増加した。病院内全体では 2022 年度で 12.7ml/
人/日、2023 年度で 12.1ml/人/日、2024 年度で 11.7ml/人/日と大きく変化
していない事からも、救急室で行った活動は手指衛生遵守率の増加に関与
したと考えられる。個人使用量を目視結果で分かる様にした事で、消毒薬
を使用しているスタッフと使用していないスタッフが明確に分かるよう
になった。その為、今後は使用出来ていないスタッフに対しての介入を強
化していく事で、更なる擦式アルコール手指消毒薬の使用量の増加と維持
に繋げていけると考える。

P1-150 アルコール製剤使用量の現状把握
と使用量向上を目指して～手指を
介して患者への感染伝播を予防す
る取り組み～

深川市立病院看護部
○原 弘典（はら ひろのり）

【背景・目的】WHO は手指消毒剤使用量の目安を 1 日 1 患者あたり 20ml を
定めているが、当病棟の手指消毒剤使用量は約 3.2ml と明らかに少ない。先行
研究で個人用手指消毒剤の配布、使用量のフィードバックを行う事で有意に
使用量が増加したという事、手指消毒剤使用量が向上する事による MRSA
などの耐性菌や COVID-19 のクラスターが拡大しなかった事が報告されて
いる。そこで看護スタッフへ手指衛生の学習と携帯式アルコール製剤使用方
法を変更する事で使用量が増えるかどうか明らかにし、A 病棟の手指消毒剤
使用量向上つなげ、結果患者への感染伝播予防を目的として取り組んだ。

【活動内容】A 病棟看護スタッフ 25 名を対象に実施。事前アンケートで現状
の把握を行った。現状把握をもとに、動画や他病棟の比較、変更する点を記
載した資料を作り学習会を実施。携帯用アルコール製剤 A は、ホルダーに本
体を付けたキャップ式であったが、今回ポシェットを導入しポンプ式消毒剤
B を入れて使用するよう変更した。測定方法は、月末にデジタル量りで測定。
個人持ち消毒剤と病棟備え付け消毒剤の合計を 1 ヵ月の延べ入院患者数で割
り、手指消毒剤使用量を算出。またその間 MRSA 検出数を追った。事後アン
ケートで、変更後の手指消毒の意識調査を実施した。

【成果・考察】事前アンケートで、手指衛生の知識と行動が伴わない事が使用
量が向上しない要因であると考えられた。学習会で動画による視覚的要因も
加え、他部署の比較を交えた事で看護スタッフが知識と認識を共有できた。
変更後 9.2ml まで向上したが、以降 8.1ml、6.2ml と減少した。要因は、一時的
に満足し定着していない事、グラフで示された数字に対し向上させるような
教育ができなかった事が考えられた。また、MRSA の検出数も使用量が増え
たにも関わらず変更前と大きな変化は得られず、使用量だけでなく手指衛生
を正しいタイミングでする事が重要でやるべき時を十分理解する必要がある
と考えられた。目標が達成されるよう具体的な実施理由を明確化して提示し
フィードバックし継続的に介入していく必要がある事、使用量だけでなく手
指衛生遵守に対しても、感染伝播を予防する取り組みとして今後介入しなけ
ればならないと考えられた。

P1-151 部署の特性を踏まえたケア数に基
づく目標設定による手指消毒改善
活動

鹿児島大学病院 感染制御部
○村田 奈穂（むらた なお）、有村 尚子、茂見 茜里、
川村 英樹

【背景・目的】当院では全体の 1 日 1 患者あたりの手指消毒薬使用回数の
目標値を 20 回と設定しているが、2023 年度は目標値を達成できなかっ
た。一方、患者の重症度やケア度は部署ごとに異なるため、20 回がすべて
の部署に適した目標値ではない。そのため、各々の部署が自部署の特性か
ら本来必要な手指消毒薬使用回数を考え改善活動に取り組むことを目的
に、2024 年度から部署ごとの目標値を設定し手指消毒改善活動に取り組
んだため、その有効性を検討した。

【活動内容】2024 年度第 1 回目の感染リンクナース会でリンクナースへ手
指衛生の 5 つのタイミングと 1 日 1 患者あたりの手指消毒薬使用回数の
考え方についてレクチャーをした。レクチャーを受けたリンクナースは、
自部署のスタッフと当該部署の患者 1 名に 24 時間で関わる医療者の数や
ケアを想定し、実施すべき手指消毒薬使用回数を算出し、現状の手指消毒
薬使用回数を踏まえ達成可能と思われる目標値を設定するカンファレン
スを開催した。カンファレンスには、感染管理認定看護師も参加し、手指
消毒薬使用回数が正しく設定されるよう助言した。集中治療部門を除く一
般病棟で、目標値 10～42 回と設定された。目標値は院内全体で共有し、
3 ヶ月ごとの手指消毒薬使用回数をフィードバックした。

【成果・考察】部署で設定した目標値を達成できたのは 17 部署中 3 部署に
留まったが、2024 年 1 日 1 患者あたりの手指消毒薬使用回数は前年より
＋2.3 回と増加し、17 部署中 12 部署で手指消毒薬使用回数が増加した。ス
タッフは、目標設定の過程で本来必要な手指消毒薬使用回数と現状の手指
消毒薬使用回数との乖離を認識し、課題を見出すことにつながった。また、
部署の特性を踏まえた目標回数を現場のスタッフが設定したことで手指
消毒の動機付けが促進されたと推察された。部署の特性を踏まえたケア数
に基づく現場のスタッフでの目標値設定は、必要場面を認識・共有するこ
とで手指消毒改善活動の推進につなげる。

P1-152 当職員における手指衛生教育の検
討～手指消毒剤塗り残し部位の傾
向より～

医療法人春秋会 城山病院
○貴志 裕子（きし ゆうこ）、照本 真也

【背景・目的】院内の医療関連感染を防ぐために最も基本的な感染対策は
手指衛生である。そのため、どの職種においても学校や院内教育等で何度
も教育を受ける機会があり、手指衛生の必要性は周知されている。ところ
が、当院の病棟の手指消毒剤使用量は全国の中央値を下回っており、従来
の ICT による研修では職員の行動変容を起こす動機付けには至っていな
いと考えた。そこで、全職員対象に手指消毒剤塗り残し部位の傾向を調査
し、今後の教育方法を検討した。

【活動内容】2024 年 1～5 月、全職員を対象に蛍光塗料を使用した手指消毒
剤塗り残し部位の傾向を調査した。蛍光塗料を手指消毒剤に見立て、普段
通りに手に塗り拡げてもらった。蛍光塗料が光らなかった部位を塗り残し
部位と定義し、「指先・指の間・親指・つめ・手掌のしわ・手背・手首」の
7 つの部位について「洗い残しがない」を 2 点とし、0～2 点の 3 段階で点
数化した。また、部署毎に集計し、部署の傾向を確認した。

【成果・考察】当院職員において手指消毒剤の塗り残しが最も多かった部
位は指先であり、平均 1.3 点であった。次に多かった部位は親指の平均 1.5
点であった。これらの部位は手指衛生が不十分となりやすい部位と一致し
ており、引き続き啓発する必要がある。部署別で最も点数が高かったのは
診療部、最も低かったのは薬剤部であった。診療部の医師は手術時に手指
衛生を実践しており、テクニックは習得できていると考えられた。しかし
医師が病棟設置の消毒剤を使用している場面を見ることは少ない。そのた
め、診療部には手指衛生のタイミングを重視した教育内容を計画する必要
がある。点数の最も低かった薬剤部では、7 部位中 5 部位が平均点以下で
あった。日常の調剤業務で患者に直接触れる機会が少なく、手指衛生の必
要性を理解していてもテクニックとして習得できていないと考えられた。
そのため、薬剤部には手指衛生のテクニックが習得できるような研修を計
画する必要がある。看護師はどの病棟でも指先の塗り残しが多く、また総
得点において病棟間のばらつきがみられた。看護師に対しては、各病棟の
手指消毒剤使用量サーベイランスデータと照らし合わせて分析しフィー
ドバックしていきたい。
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P1-153 手指衛生の意識向上に向けてロー
ルプレイを取り入れた効果

日本鋼管福山病院西3病棟
○櫻井 絵実（さくらい えみ）、松岡 美帆

【背景・目的】A 病棟は一般急性期混合病棟であり終末期や周術期、感染症
患者が混在しているため、常に感染リスクの高い環境にあり、感染委員や
リンクナースを中心に手指衛生の啓発活動に取り組んでいる。新型コロナ
ウイルス感染症の 5 類移行に伴い 1 患者 1 日当たりの手指消毒実施回数
は 15 回から 11 回に減少し、スタッフアンケートで WHO の「手指衛生 5
つのタイミング」で手指消毒ができていると答えた割合が 53％ と低く、ス
タッフの感染対策への意識低下がみられた。手指衛生の意識向上に向けた
新たな取り組みとしてロールプレイを取り入れた効果について報告する。

【活動内容】WHO の「手指衛生 5 つのタイミング」で手指消毒が実践でき
ることを目的に病棟の全看護師を対象にロールプレイを企画。バルーンカ
テーテル挿入中の患者の陰部洗浄とオムツ交換の場面を想定し、シナリオ
は感染委員に正しいタイミングを確認してリンクナースが作成した。参加
者は 5、6 名 1 組として患者役、看護師役、評価者に分かれ、手指消毒使用
量の少ないスタッフを看護師役とした。ロールプレイ実施後、評価者が振
り返りを行い、感染委員がシナリオに沿って 5 つのタイミングについて確
認した。ロールプレイ終了後にアンケートを実施し評価した。

【成果・考察】ロールプレイ実施 3 ヶ月後のアンケートでは WHO の「手指
衛生 5 つのタイミング」で手指消毒できていると答えた割合が実施前の
53％ から 87％ に大きく改善した。「正しいタイミングがわかった」「自分
が思っていたより必要なタイミングが多いことがわかり意識づけになっ
た」「口で言うより 5 つのタイミングを理解できた」という意見があり、
ロールプレイで日常場面を可視化したことで具体的なタイミングの理解
に繋がったと考える。手指消毒実施回数も 2023 年平均 14.0 回から 2024
年は平均 18.5 回と向上しており手指衛生の意識向上にも効果的であった
と考える。しかし、効果は一時的なもので意識は時間の経過と共に低下す
るため、知識の定着化と適切な手指衛生の習慣化のためには今後も定期的
なロールプレイを含めた継続した取り組みが必要であると考える。

P1-154 手指衛生行動の変容に向けた取組
み

小樽市立病院 看護管理室
○村上 圭子（むらかみ けいこ）

【背景・目的】当院では手指衛生の遵守に向けて使用量のフィードバック、
携帯用ポーチや複数の手指衛生剤の採用、実施状況の相互評価等に取り組
んできた。しかし、使用量は多くの病棟で 5l/1000 患者日以下が続いてい
た。2020 年以降は COVID-19 の影響でやや増加に転じたが、目標の 12l/
1000 患者日には及ばなかった。手指衛生の行動変容を目指し、2023 年度か
ら新たな取組みを開始した。

【活動内容】看護師がケアの中で手指衛生のタイミングに気づき、実施でき
るようになることを目標とした。年間計画を立案し、部署単位の手上げ式
で参加を募った。2023 年度は 2 病棟が手上げしたが、1 病棟は実施に至ら
なかった。部署担当者がケア状況から目標値を 18l/1000 患者日に設定し
た。タイミングの共通理解のため、動画を用いた学習会を 5 回開催した。
手指衛生なしで撮影した一連のケアの様子を見て、参加者が手指衛生のタ
イミングと理由を考え、検討しながら実施のタイミングを決定した。場面
は自部署で多いケアを担当者が選び、撮影した。初めは回数やタイミング
にばらつきがあったが、徐々に一致するようになっていった。学習会に参
加できない場合は、個別に動画を見てタイミングを考えた後、部署担当者
が説明を行った。併せて手指衛生の手技のチェックを行い、不足部分は指
導した。また、遵守状況を業務の中で相互確認してもらい、未実施の場合
は声を掛け合うようにした。手指衛生剤の使用量は 3 ヵ月毎に集計し、
フィードバックした。

【成果・考察】当該病棟の使用量は 2023 年 10～12 月期に目標の 18l/1000
患者日を超えた。1 年間の介入終了時のアンケートでは「実際にどう行動
したらよいのかわかった」「意識が変わった」との意見が聞かれた。その後、
使用量は下降することなく、2024 年 10 月～12 月期には 28 l/1000 患者日
となっている。2024 年度は使用量のフィードバックのみを行っており、手
指衛生行動が定着してきているものと評価している。今回の取組みは手上
げであり、元々レディネスが整っていたために結果に繋がりやすかったと
考える。関心がない、手上げしたものの実施に至らなかった部署をどのよ
うに動機づけていくかが、今後活動を継続・拡大していくにあたっての課
題である。

P1-155 手指衛生評価における使用量集計
の妥当性の検討―払い出し量と使
用量集計結果の違い―

日本赤十字社和歌山医療センター 感染管理室
○臼井 昌行（うすい まさゆき）、前 知歌子、
古宮 伸洋

【背景・目的】手指衛生の実施状況を評価し改善活動につなげることは、感
染対策を推進する上で重要な活動の一つである。手指衛生の実施状況は、
遵守率や薬剤部から払い出された手指消毒薬量（以下、払い出し量）また
は実際に使用した手指消毒薬量（以下、使用量）などで評価できる。当院
では毎月、各部署から使用量の報告を受け、評価および改善活動に活用し
てきた。今回、手指衛生評価における使用量集計の妥当性を検討するため、
病床を有する 18 部署における払い出し量と使用量を比較したため報告す
る。

【活動内容】2021 年 11 月から 2024 年 11 月までの 3 年間、各部署への払い
出し量と各部署から報告のあった使用量を比較した。また、現在実施して
いる集計方法について各部署に聞き取りを行った。

【結果・考察】各部署への払い出し量と使用量を比較した結果、2022 年に
は使用量の方が-2.2 L/1000patient-days（中央値）だったのに対し、2023
年では平均で+7.7 L/1000patient-days（中央値）、2024 年では+10.6 L/1000
patient-days（中央値）と報告量と使用量の乖離が大きくなっており、使用
量の方が過剰に報告されていることが明らかになった。また各部署からの
聞き取り調査の結果、使用量集計の方法として、毎日使用量を自己申告す
る方法、新しいボトルを開封した時に自己申告する方法、特定の担当者が
月末に空ボトルを集計する方法が行われており、毎日使用量を自己申告す
る方法で集計している部署は、過剰に報告される傾向にあった。過剰に報
告される要因として、測定方法、心理的要因が考えられた。今回の結果か
ら、使用量に基づく手指衛生の評価を行う場合、使用量を自己申告する方
法は過大評価につながる可能性が高いことが示唆された。また使用量で評
価をする場合、集計方法を標準化し、払い出し量と併せて評価するなど精
度管理を行うことが必要であると考える。

P1-156 当院における院内全部署での手指
消毒剤使用量測定の取組み

NHO近畿中央呼吸器センター 感染対策室1）、NHO近畿中央呼吸
器センター 臨床研究センター2）

○木村 仁（きむら ひとし）1）、大槻登季子1）、
薄木 那智1）、倉原 優2）、露口 一成2）

【背景・目的】手指衛生は院内感染対策の基本である。世界各国で「WHO
手指衛生多角的戦略」に準じた手指衛生改善プログラムが導入され、組織全
体で手指衛生を実践していくためには多角的なアプローチが必要である。当
院では看護部のみが手指消毒剤の使用量を測定し、手指衛生遵守の活動を実
施してきた。今回、各部署の手指消毒剤使用量のベースラインを把握し、組
織全体での手指衛生遵守の強化につなげるため、感染対策室主導で全部署に
おいて手指消毒剤の使用量を測定した。この取り組みについて報告する。

【活動内容】WHO 手指衛生自己評価フレームワーク（2010）を用いて自己評
価を行った。システム変更（90/100 点）、教育（45/100 点）、評価・フィード
バック（17.5/100 点）、職場での注意喚起（40/100 点）、施設の安全文化（5/
100 点）であった。2024 年 5 月、感染防止対策委員会で手指消毒剤使用量測
定について必要性を説明し、各部署へ測定依頼と月次報告を義務付けた。
2024 年 6 月、手指消毒剤使用量測定を看護部のみでなく、診療部、薬剤部、
リハビリテーション科、検査科、栄養科、放射線科を新たに対象とし開始し
た。使用量の推移と部署間の比較ができるよう、1 患者あたりの手指消毒剤
の使用量（総使用量/対応患者数）を算出した。3 か月間の測定結果からベー
スラインを把握し、2024 年 9 月より各部署で目標使用量を決定した。2024
年 6 月から 2025 年 1 月の 1 患者あたりの使用量の推移は以下の通りであっ
た。看護部：11.2mL→11.8mL、薬剤部：1.2mL→1.4mL、リハビリテーショ
ン科：1.2mL→1.2mL、検査科：0.2mL→0.7mL、栄養科：0.3mL→0.3mL、放
射線科：0.3mL→0.4mL。診療部では携帯用手指消毒剤の使用が確認できな
かった医師が 65％ であった。

【成果・考察】本活動により、各部署の手指消毒剤の使用状況を可視化でき
た。しかし、看護部以外の部署では使用量が少なく、目標設定後も明らかな
変化は見られなかった。このことから、目標設定あるいはフィードバックの
みでは十分な行動変容を促すことができず、さらなる介入が必要であること
が示唆された。今後、手指衛生の教育や指導を強化し、リーダーやロールモ
デルの育成から現場職員の意識を高め、手指衛生遵守の強化につなげたい。
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P1-157 看護師長との協働による手指衛生
回数増加の取り組み

市立貝塚病院 感染管理室
○水本 雄二（みずもと ゆうじ）

【背景・目的】手指衛生は医療関連感染防止において基本的かつ重要な対
策である。A 病院は 2013 年から手指衛生サーベイランスを開始し、リンク
ナースによる啓発活動や擦式アルコール手指消毒薬（以下 ABHR）の個人
携帯を導入した。しかし、手指衛生回数の増加に繋がらず、また、インフ
ルエンザや薬剤耐性菌によるアウトブレイクが発生し、手指衛生の遵守向
上が急務と考えた。そこで看護師、看護補助者の各勤務前後に ABHR 個人
使用量測定を行い、手指衛生回数を可視化したことで、看護師長がデータ
を活用しながら、積極的にスタッフに対して手指衛生の意識付けや、リン
クナースの活動支援に関与した。その結果、全病棟で手指衛生回数の増加
を認めたため報告する。

【活動内容】病棟に勤務する看護師・看護補助者に各勤務前後に ABHR
使用量測定を実施してもらい、病棟毎に 1 日 1 患者あたりの手指衛生回数
を算出し、リンクナースと看護師長にフィードバッグを行った。リンク
ナースは手指衛生ポスターを作成し、各病棟に掲示するとともに ABHR
使用量が少ないスタッフに対して、直接指導を行った。他には看護師長会
議で手指衛生に関する取り組みと目標を共有した。

【成果・考察】1 日 1 患者あたりの手指衛生回数の目標値は、ケア内容や重
症度を考慮して 10 回に設定した。結果、全病棟が目標値に到達した。
ABHR 個人使用量の測定と結果を、毎週フィードバックしたことで、看護
師、看護補助者が手指衛生に対する意識が高まったと考える。また、手指
衛生の向上に不可欠なスタッフの行動変容を促すことができた要因は、看
護師長が手指衛生の必要性を認識し、リンクナースが行う啓発活動をサ
ポートし、エンパワーメントを機能させ、リンクナースの役割遂行を支援
できたことが大きいと考える。手指衛生回数増加には、看護師長の感染対
策に対する理解と協力が必要不可欠である。

P1-158 感染対策リンクナースの活動を中
心とした手指衛生改善に向けた取
り組み

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院
○石田裕美子（いしだ ゆみこ）

【背景・目的】当院では 2019 年より現場での手指衛生遵守を含む感染対策
推進のため、多職種による感染対策リンクスタッフ会の活動を開始した。
当院の病棟手指消毒回数は、新型コロナウイルス感染症の流行時から微増
したが、2022 年度は 6.7 回/患者・日で非常に少ない結果だった。リンクス
タッフが啓発活動を継続しても多忙を理由に改善に至らないという状況
があった。そこで、2023 年度よりリンクスタッフから看護師によるリンク
ナースを中心に手指衛生遵守の検討会を始め、改善に向けて具体的な活動
を検討し実践した。

【活動内容】2023 年度は「手指衛生実施を阻む要因、当院の問題点」を分
析した。要因には、「環境要因」、「知識不足」、「自己保身」、「職場風土」、

「モデル不足」などがあげられ、その要因に沿って実践可能な対策を検討し
た。「自己保身」では、自分だけを守るための不適切な手袋の使用を問題視
し、各部署で改善に取り組んだ。2024 年度は「環境要因」で、手指消毒剤
の個人携帯を推進した。「知識不足」「モデル不足で」では、リンクナースが

「手指衛生のタイミング」の学習会を行った後に、リンクスタッフと共に
「業務行程別の手指衛生のタイミング」の検討会を行った。検討内容を基
に、リンクスタッフが現場で手指衛生の直接観察を始めている。「職場風
土」では、感染管理認定看護師が桐明らによる「看護師の手指衛生に関す
る組織風土尺度」を調査した。結果から所属部署環境の項目が低い部署が
あり、看護師長に結果を報告し、リンクナースの活動支援を依頼した。2023
年度よりリンクスタッフ活動報告会を開催し、活動の周知を行っている。

【成果・考察】リンクナースが業務多忙以外の「手指衛生が改善しない根本
的な原因は何か」を考え、具体的な活動を実践することができた。病棟の
手指消毒回数は 2023 年度 9 回/患者・日、2024 年度 13 回/患者・日に上
昇した。しかし、部署別で手指消毒回数に差があり、職場風土やリンクナー
ス活動の差が、手指衛生遵守に影響していることが推測された。また、手
指消毒回数が少ないことに加え、遵守率や質的な評価が課題であり、今後
もリンクナースを中心としたリンクスタッフ活動を継続し、手指衛生遵守
推進を図っていく。

P1-159 リンクナースが主体となって行う
手指衛生遵守活動における他部署
評価の重要性

金沢医科大学病院 看護部
○日向千恵子（ひゅうが ちえこ）、西岡 美保、
前田真理子、中川 佳子、野田 洋子、多賀 允俊、
上田 順彦、飯沼 由嗣

【背景・目的】当院看護部感染リンクナース会の取り組みとして、手指衛生
5 つのタイミング遵守率 90％ 以上を目標とし、直接観察法による自己評
価を、年 2 回実施している。2023 年度、遵守率 90％ 以上の部署は 24/28
部署（85％）と非常に高かったが、手指消毒薬使用量調査（部署目標回数/
1 患者/日以上）では、目標値以上を維持している部署は 3/25 部署（12％）
にとどまった（外来部門除く）。今回、自部署評価に加え、他部署評価を行
い、調査方法の課題が明らかとなったので報告する。

【活動内容】各部署の合計 28 名のリンクナースにより、自部署 2024 年 8
月、11 月、他部署 7 月、11 月に手指衛生の直接観察法による手指衛生遵守
状況を調査した。今年度初めて任命されたリンクナース 21 名を含む 28
名全員に対して、事前に動画を用いた勉強会を実施した。直接観察後は自
部署に対しては管理者とリンクナースが改善策を検討し、他部署の調査結
果と改善策は、リンクナース会として取りまとめ、部署管理者に提案した。

【成果・考察】2024 年自部署の手指遵守率 90％ 以上の部署は 22/28 部署
（78％）であったが、他部署評価は 12/28 部署（42％）に留まった。自部署
と他部署の直接観察を同じ視点・方法で実施したが、遵守率に大きな乖離
があった。聞き取り調査により、自部署についてはホーソン効果（観察さ
れていることによる行動変容）により遵守率が向上し、他部署では、ホー
ソン効果がなかったことにより実際の手指衛生状況が反映されたものと
判明した。手指消毒薬使用量調査においても目標値以上を維持している部
署は 3/28 部署（10％）にとどまっており、他部署評価と手指消毒薬使用量
評価は概ね一致していたが、3/28 部署（10％）では消毒薬使用量は多いに
もかかわらず他者評価が低かった。他者評価者からは、「手指消毒剤を使用
しやすい場所に設置する」「互いに指摘しあう環境づくり」等も提案され
た。低評価部署では提案内容を部署内で共有し、改善活動の参考にしてい
る。リンクナース会として適切な方法および適切な場面による手指衛生遵
守向上活動と、他部署評価も加えて取り組んでいきたい。

P1-160 キャリアが豊富な看護師に対する
手指衛生の意識づけに関する検討

医療法人南会 南病院1）、高知大学医学部 臨床感染症学講座2）

○吉本 映里（よしもと えり）1）、北村 美樹1）、
山岸 由佳2）

【背景・目的】医療従事者はキャリアの経験年数を問わず感染対策に対す
る意識や知識、技術が未熟な場合がある。特に熟練されたスタッフは何十
年も培ってきた習慣等は容易に改善が難しい場合もある。本研究はキャリ
アが豊富なスタッフにおける手指衛生の遵守について効果的な意識付け
の方法を明らかにすることを目的とした。

【活動内容】A 病院の看護師 40 名を対象とした。2025 年 1 月 13 日～24
日の期間に 2 群に分けて 2 つの対策を行い、対策前後の期間（2025 年 1
月 12 日以前を対策前と 1 月 25 日以降を対策後）に流水石鹸を用いた手指
衛生の 10 項目および手洗いチェッカー TM-ST（アズワン）（以下、
チェック項目）に用いて遵守状況を確認した。手指衛生の 10 項目は各消毒
薬企業の資材を参考にオリジナルを用いた。A 群（20 名）は看護師 2 名ペ
アを組んで医療行為の後に互いにチェック項目について何も見ずに順序
良く実施できたかを確認した。10 項目完了した場合を 1 回とし 10 回達成
した場合を表彰した。B 群は 2025 年 1 月 13 日～24 日（土日除く）に病棟
の詰め所の手洗い場に流水石鹸の手順ポスター（A4 カラー、サラヤ株式会
社）を目の届くところに掲示した。

【成果・考察】対策前の手指衛生遵守率は全体で 68％ であった。10 項目は
「40-60 秒かけて手洗いをする」7.5％、「指を組んで両手の指の間をもみ洗
う」65％、「親指をもう片方の手で包みもみ洗う（両手）」40％、「指先をも
う片方の手の平でもみ洗う（両手）」32.5％、「両手首まで丁寧にもみ洗う」
52.5％ であった。対策 A 群で 10 回達成した者は全体の 90％（20 名中 18
名）であった。対策後の 10 項目の遵守率は全体で A 群 90％、B 群 70％ で
あった。A 群では全項目 90％ 以上改善が見られ、特に「40-60 秒かけて手
洗いができた」、「指先をもう片方の手の平でもみ洗う（両手）」が上昇した。
B 群では手洗いの改善はほぼ認められなかった。
ポスターなど受け身の環境だけでは意識付けの改善は難しかったが、実践
し互いに評価しあうことで正しい手指衛衛生が実施できることが判明し
た。また意識付けには評価の項目に可視化した項目を選択することが重要
と思われた。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－390－

P1-161 小児専門病院の内科系病棟におけ
る手指衛生遵守率向上に向けた取
り組み

千葉県こども病院 看護局
○塩島有美子（しおじま ゆみこ）

【背景・目的】2023 年より ICT リンクナースに任命され活動を開始した。
自部署の手指衛生の遵守率は、院内でワースト 2 位だった。目標値は、手
指消毒剤使用量 1 患者あたり 1 日 40 回、手指衛生遵守率は 70％ であるが
未到達だった。スタッフからも、手指衛生のタイミングがわからないとい
われていた。自部署は医療ケアを必要とし、薬剤耐性菌の保菌患者の入院
が多く、手指衛生遵守は必須目標であった。アウトブレイク防止のため、
自部署の特徴に合わせ手指衛生推進活動を行った。

【活動内容】活動を引き継ぎ、手指消毒剤の使用量を毎日記入することにし
た。2023 年、2024 年ともに 7 月頃から、使用量が低下するため、記入用紙
を変更した。さらに手指衛生の遵守率の向上に向けて、スタッフ全員に 5
つの瞬間と直接観察の方法を教育し、モニタリングを行った。また、5
つの瞬間の具体的な場面について、掲示し毎朝読み合わせを行った。さら
に、手指衛生マスターと共同し、医師や看護師に必要な場面で声掛けを行
い、ポジティブフィードバックを行った。2024 年に RSV のアウトブレイ
クを経験したが、実際のケア場面を提示し、手指衛生や PPE の着脱につい
て、具体的に確認を行った。

【成果・考察】2023 年の手指消毒剤の使用量低下時は、記入率が悪く出勤
日に印をつけて、記入忘れを少なくする工夫をした。その後、使用量は増
加したが、2024 年に、再び使用量が低下した。日々の使用量に、スタッフ
間の差があることを把握し、目標量を達成できているスタッフと区別して
記入するように工夫し、使用量をグループ対抗で表示した。グループ内で
の声掛けが増え、使用量の増加がみられた。新しいことを取り入れること
が刺激となり、効果があったと考える。手指衛生の遵守率は、年間を通し
て上昇傾向となり、2024 年は院内の目標値である 70％ を概ね超えること
ができた。実際に直接観察を行うことで、5 つの瞬間の理解が深まったと
考えられる。RSV のアウトブレイク時はカードを用いて 5 つの瞬間の周
知を行い、それ以上の拡大は防ぐことができた。部署の特性に合わせ、実
践の効果を見える化したことが功を奏したと考える。今後も、部署全体で、
これらの活動を継続したい。

P1-162 手指衛生改善活動と新規MRSA分
離率に関する検討

東京医科大学茨城医療センター1）、東京医科大学病院2）

○加藤 彰（かとう あきら）1）、牛丸 伸幸1）、
山田 翔伍1）、川畑 大輔1）、井上 勝1）、
渡邊 裕介1,2）、渡邉 秀裕1,2）

【背景・目的】世界保健機関（WHO）は抗菌薬耐性菌の伝播防止のため、
手指消毒による手指衛生を推奨している。当院では感染対策チーム（ICT）
が手指消毒回数を算出し、感染対策リンクチーム（ICLT）会議で共有する
とともに、感染対策リンクナース（以下 ICLT ナース）による手指衛生直接
観察を実施していたが、2022 年に MRSA の院内新規分離が 0.4 件（1000
延べ入院患者当たり）あった。MRSA の院内伝播防止を目的に手指衛生の
改善活動を行ったため、手指消毒回数の推移と MRSA 院内発生状況につ
いて検討した。

【活動内容】当院の手指衛生改善活動は、ICT にて病棟・月毎の手指消毒回
数（=手指消毒剤払出量÷延べ入院患者数÷1 回使用量）の算出し、回数が
減少している部署へ ICLT 会議内でフィードバックを行った。MRSA 患者
の持ち込み入院時や院内新規発生時は院内伝播防止のため感染管理認定
看護師が病棟看護師に対し手指衛生や防護具の着脱について指導を行っ
た。2022 年・2023 年に ICLT ナースが一般病棟で手指衛生直接観察を実施
し、手指衛生の遵守率の低い場面について ICLT 会議内でフィードバック
していた。2024 年は ICT と ICLT 委員による直接観察と実施日内の部署
スタッフへの指導へ変更した。2022 年～2023 年は手指衛生の改善活動に
ついて発表会を開催（3 回/2 年）し、部署の取り組み内容や成果について
看護師長・ICLT ナースで共有した。

【成果・考察】当院の一般病棟の手指消毒平均回数は 2022 年は 30.1 回/患
者日、2023 年は 30.8 回/患者日、2024 年は 36.1 回/患者日であり、新規
MRSA 分離率（=新規 MRSA 検出数÷延べ入院患者数×1000）は 2022 年
は 0.4 件、2023 年は 0.2 件、2024 年は 0.3 件であった。2022 年から 2023
年は ICLT リンクナースが自部署での手指衛生の改善活動を活動成果とし
てまとめ、看護師長・ICLT ナースと共有することで、手指衛生の実施が推
進され、手指消毒回数 30 回以上の維持と新規 MRSA 分離率の低下につな
がった可能性がある。2023 年から 2024 年の手指消毒回数の増加は、直接観
察結果を即時集計・フィードバックすることで、手指衛生の不足場面につ
いて指導したことが手指消毒回数の増加へつながった可能性がある。

P1-163 入院患者における手指衛生に関す
る情報提供後の行動変容

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院
○萩原 美香（はぎわら みか）、渋谷 豊克

【背景・目的】WHO 手指衛生自己評価フレームワーク 2010 年「施設の安
全文化」では、手指衛生の重要性について患者に情報を提供し、手指衛生
推進へ患者も関与することを挙げている。現状として、手指衛生に関する
情報は入院のしおりに記載しているが患者へ積極的な情報提供は行って
いなかった。そのため、手指衛生パンフレットを見直し、入院時に情報提
供を行い、入院患者の手指衛生に対する行動変容を調査した。

【方法】2024 年 10 月～2024 年 12 月に入院支援外来を受けた患者を調査対
象とした。入院支援外来担当看護師が対象患者へ手指衛生パンフレットを
用いて情報提供を行った。調査項目は入院前の手指衛生場面（食事前、ト
イレ後）、入院時の手指衛生場面（食事前、トイレ後）の実施状況、情報提
供後の意識の変化とし、「情報提供前」「入院 4 日後または退院時」に聞き取
り調査を実施した。

【結果】情報提供前 187 名、入院 4 日後または退院時 81 名に調査を行った。
「トイレ後」の手指衛生実施は、情報提供前 97.3％ であり情報提供後 97.5％
であった。「食事前」の手指衛生実施は、情報提供前後で 67.4％ から 88.8％
となり、手指衛生を実施していなかった対象者のうち 84％ が手指衛生を
実施したと回答した。手指衛生の方法は、「トイレ後流水のみで行う」と情
報提供前 63.6％ が回答していたが、情報提供後は 28.4％ となり、「流水と
石鹸を使用する」が情報提供前後で 33.7％ から 53.1％ へ増加した。手指衛
生実施平均時間は、情報提供前後で 14.6 秒から 21.3 秒となった。情報提供
後の意識変化は、「入院時の手指衛生実施の心がけにつながった」81.5％

（81 名中 66 名）、「退院後も手指衛生の実施を継続する」90.1％（81 名中 73
名）と回答があった。対象者の 69％ は、入院前に手洗い方法について知る
機会があると回答したが、手指消毒方法について知る機会は 28.8％ と低
かった。聞き取り調査の中で、「感染予防の必要性を再認識した」「病院は清
潔なイメージがあり意識していなかったが必要な時を知れてよかった」な
どの回答があった。

【結論】手指衛生に関して情報提供したことにより、食事前の手指衛生実施
は増加し、流水のみで手指衛生を行う患者が減少し、行動変容に繋がった
と考えられる。

P1-164 精神科における手指衛生とマスク
の着用に関する患者教育

井之頭病院1）、井之頭病院 感染防止対策室2）

○永岡 知生（ながおか ともなり）1）、西村 和子2）、
浅井 昌樹1）

【背景・目的】精神科領域の感染対策は、集団療法など含む治療や閉鎖環境
にある施設の特殊性、マンパワー不足などから難しさを伴い、かつ、患者
の病状や長期入院による自己衛生管理能力の低下などから、基本的な感染
対策である手指衛生やマスクの着用を適切に行うことが難しいという要
因があり、困難さをきわめる。その状況の改善を目的とし、手指衛生とマ
スクの着用に関する患者教育を試みたため報告する。

【活動内容】リンクスタッフ会メンバーを、5 グループに分け、マニュアル
作成など職員や患者向けの感染対策教育を企画した。うちひとつのグルー
プが当患者教育を担当した。メンバーは病棟に所属する看護師 3 名、デイ
ケアに所属する看護師 2 名、作業療法士 1 名の 6 名で構成。【手洗いとアル
コール消毒の重要性について】【正しいアルコール消毒】【正しいマスクの
つけ方】を内容とする 10 分程度の講義資料を作成した。教育の実施は、14
か所（12 か所の病棟と 2 か所のデイケア）を対象とし、各部署のリンクス
タッフと作業療法士が協力して行うこととした。また、終了後には【参加
人数】【実施のタイミング】のほか【患者からの感想・意見】【スタッフから
の感想・意見】についてのアンケート調査を実施した。

【成果・考察】対象とした 14 か所のうち 12 ヶ所で教育を実施することが
できた。患者より【動画で分かりやすい】【楽しかった】【勉強になった】、ス
タッフより【聞いてくれた】【真似をしてくれた】【多くの方が参加してくれ
た】など肯定的な意見が挙げられた。一方、患者より【マスクの交換は大
事だが、毎日だとお金がかかる】【ハンドクリームをつけていると消毒で落
ちてしまう】などの声もあった。概ね、患者・スタッフともに肯定的な印
象を持ち、特にスタッフは、精神科では患者教育が難しいと以前より感じ
ていたが、実施する意味や継続の必要性を改めて認識した者が多かった。
今後は、教育の内容を再検討していくとともに、アルコール手指消毒剤や
ハンドソープの使用量の変化などで効果を測定していきたい。
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P1-165 リハビリテーション専門病院にお
ける携帯式消毒薬導入後の手指衛
生5つのタイミングの変化～継続
調査の報告 続報～

つくば国際大 看護1）、茨城県立医療大 付属病院2）、茨城県立医
療大 看護3）、茨城県立医療大 医科学4）

○北島 元治（きたじま がんじ）1）、関 政彦2）、
小瀧 圭司2）、藤岡 寛3）、桜井 直美4）

【背景・目的】携帯式速乾性手指消毒薬（携帯式消毒薬）の導入メリットに場所を
問わず消毒できるものの、その効果の継続性に課題がある。我々は先の学術集会
で、携帯式消毒薬試用前（試用前調査）と試用後（試用後調査）、携帯式消毒薬導
入 2 年後（継続調査 1）における手指消毒の 5 つのタイミング（5 つのタイミング）
での手指消毒実施状況を調査し、効果が持続していたことを報告した。本研究では
我々の先行研究に引き続き、携帯式消毒薬導入 4 年後における 5 つのタイミング
での手指消毒実施状況を調査（継続調査 2）し、試用前調査・試用後調査および継
続調査 1 と比較することで、感染管理上の課題の把握と対策の検討を目的とした。

【方法】対象は本研究に同意が得られた医師、看護師、作業療法士、理学療法士、
言語聴覚士、臨床心理士（医療職者）の 82 名とした。調査は 5 つのタイミング等
からなるアンケート用紙を配布・回収した。基本属性は単純集計した。各調査の研
究対象者全員の結果はクラスカル・ウォリス検定で分析した（p＜.1）。また 4 回の
調査すべてにおいて回答した者の結果は、フリードマン検定（p＜.1）で分析した。
本研究は茨城県立医療大学倫理審査委員会（No.819）の承認を得て実施した。

【結果】各調査の研究対象者全員の結果では、試用前と比較して試用後・継続調査
1・継続調査 2 において、「患者に触れる前」「患者に触れた後」「患者周辺の物品に
触れた後」では手指消毒が有意に実施され、導入 4 年後でも継続していた。「清潔・
無菌操作の前」「体液に暴露された可能性のある場合」でも有意な改善ではなかっ
たものの手指消毒が実施されており、導入 4 年後でも継続していた。また 4 回の調
査すべてにおいて回答した者の結果では、「患者に触れる前」「患者に触れた後」「患
者周辺の物品に触れた後」で導入 4 年後も継続している傾向がみられた。

【結論】新型コロナウイルス感染症やそれに伴う職員の手指衛生の意識の高まり、
病院内における定期的な感染予防教育の実施が、携帯式手指消毒薬の使用状況を
高め、導入効果の持続に関与した可能性がある。よって、定期的な感染予防教育の
継続が必要と考えられた。

P1-166 重症心身障害児者施設に勤務する
職員の手指衛生に関する知識と手
指衛生遵守率の現状

獨協医科大学大学院看護学研究科
○山本 典孝（やまもと のりたか）、丸山 良子

【背景・目的】重症心身障害児者（以下：重症児者）施設における集団感染
は、重症児者の特徴から一旦感染症に罹患すると重症化することが多く極
めて深刻である。施設内感染の一因として職員の手指衛生の遵守が不十分
であることが示唆されている。しかし、我が国における重症児者施設に勤
務する職員に焦点を当て、手指衛生に関する知識と手指衛生遵守率を明ら
かにした研究は極めて少ない。そこで、本研究は重症児者施設に勤務する
職員の手指衛生に関する知識と遵守率を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象者は、研究協力施設に勤務し、重症児者に医療的処置、日常生
活援助と養育に直接関わる職員とした。手指衛生に関する職員の知識調査
は自記式質問紙を用いて、WHO 手指衛生の 5 つのタイミングについての
正誤問題により評価し、同時に手指衛生に関する教育の有無を確認した。
さらに、職員の手指衛生遵守率を WHO.Monitoring tools の「手指衛生を監
視する際に記入するフォーム 2009」項目を一部改変し、直接観察法により
評価した。統計処理は、IBM SPSS vol.29 を用い、t 検定、ロジスティック
ス回帰分析を実施した。本研究は、獨協医科大学看護研究倫理委員会の承
認を得て実施した。

【結果】調査質問紙回収数は、n=119（回収率：53.1％）、分析対象数 n=116
であった。手指衛生に関する教育は、看護師と比べ看護師以外の職種が有
意に低く（OR=0.43、95％CI：0.20-0.91、p=0.027）、手指衛生に関する知識
は、看護師と看護師以外の職種との正答率に有意差が認められた（t（114）
=2.19、p=0.031）。手指衛生遵守率は、手指衛生が必要な場面 197 件中、実
施は 94 件で遵守率は 47.7％ であった。 また、看護師と比較して介護士、
生活支援員の遵守率が有意に低値を示し（OR=0.39、95％CI：0.16-0.96、p
=0.041；OR=0.24、95％CI：0.07-0.90、p=0.034）、排泄ケア時と比較して清
潔ケア時、医療的処置時の実施が有意に低い傾向を示した（OR=0.12、95％
CI：0.31-0.50、p=0.003；OR=0.35、95％CI：0.14-0.90、p=0.029）。

【結論】手指衛生に関する職員の知識と手指衛生遵守率は、いずれも職種間
に有意差が認められ、手指衛生遵守率は 47.7％ と低値を示した。多職種の
職員が関わる重症児者施設では、遵守率の低い職種やケア場面別に特化し
た教育が重要な課題になることが示唆された。

P1-167 当院リハビリテーション技術部に
おける手指衛生の取り組み

医療法人弘遠会 すずかけヘルスケアホスピタル
○浅井 貴章（あさい たかあき）、久野 智彦、
平野あけみ

【背景・目的】当院では、手指衛生の評価として、手指消毒剤使用量の測定
を実施していた。しかし、量的評価では、手指衛生遵守率の正確な評価は
困難である。そこで、当部リンクスタッフによる質的評価とフィードバッ
クを行い手指衛生遵守の傾向を把握した上で手指衛生遵守率の向上を目
指した結果、成果が得られたのでここに報告する。

【活動内容】回復期・療養病棟リハビリスタッフ計 80 名（理学療法士 45
名、作業療法士 35 名）を対象とし、2023 年 11 月から 2024 年 3 月までの
期間において直接観察法により手指衛生遵守状況を評価した。その後、ス
タッフへ「WHO の手指衛生 5 つのタイミング」や手指衛生遵守の傾向の
フィードバックを中心とした院内広報システム活用による手指衛生教育
と終礼での呼びかけ等の啓発活動を行い、2024 年 4 月から 9 月の期間で
再度直接観察法にて手指衛生遵守状況を評価した。

【成果・考察】手指衛生遵守率が低かったタイミングは、1．患者接触前
（67％）、3．体液曝露リスク後（44％）、4．患者接触後（36％）、5．患者周
囲環境接触後（47％）であった。手指衛生遵守状況に合わせた教育と活動
を行い、再評価を実施した結果、1．患者接触前（88％）、3．体液曝露リス
ク後（76％）、4．患者接触後（77％）、5．患者周囲環境接触後（63％）と
手指衛生遵守率が向上した。直接観察法を実施し、手指衛生遵守状況の傾
向を把握し、その傾向に基づいた手指衛生教育と啓発活動を実施すること
で手指衛生遵守率の向上を認めた。しかし、手指消毒剤月平均使用量は
2023 年 11 月から 2024 年 3 月の期間で 16624ml/月（1 人当たり約 207.8
ml）、2024 年 4 月から 9 月の期間で 17420ml/月（1 人当たり約 217.8ml）と
大きな変化はなかった。その背景には、手指衛生剤の 1 回使用量が適切に
使用されていない可能性や手指衛生に関する理解力の低下が考えられる。
今後は、定期的な教育や啓発活動の継続だけでなく 1 回使用量のモニタリ
ングを行い、手指衛生遵守率の向上に加え手指消毒剤使用量の向上も図り
たい。

P1-168 IMP型カルバペネマーゼ産生 En-
terobacter bugandensis 発生時
の微生物学的初期対応について

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 ICT
○藏前 仁（くらまえ ひとし）、安藤 真帆、
澤出 里奈、早川 都子、加治屋優奈、夏目美恵子、
仲島さより

【背景】カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）の増加が世界的に問題と
なっており、わが国では 2014 年に 5 類感染症に指定された。中でもカルバ
ペネマーゼを産生する腸内細菌目細菌（carbapenemase-producing En-
terobacterales：CPE）は、β-ラクタム系以外の抗菌薬にも耐性を示し、プ
ラスミドを介した水平伝播の報告事例も多い。故にその発生には注意を要
し、迅速かつ正確な検出とその後の適切な対応が求められる。今回、当院
ICU 患者の喀痰より本菌が検出された際の ICT による微生物学的初期対
応について報告する。

【活動内容】81 歳男性。右肺下葉切除後の有瘻性膿胸にて開窓術後の外来
フォロー患者が感染兆候にて入院目的で当院紹介となる。皮弁形成術後に
誤嚥性肺炎を発症し、気管切開、挿管管理となる。喀痰培養より Enterobac-
ter bugandensis が検出され、抗菌薬感受性検査および遺伝子検査より
IMP 型カルバペネマーゼ産生 CPE であることが判明した。直ちに ICT
が招集され対応が検討された。本人を含めた病棟内患者全員の喀痰培養検
査を実施したが全て陰性となった。それを踏まえ再度、ICT で検討がなさ
れ ICU 内の環境培養と当該患者の消化管保菌の確認を目的とした遺伝子
検査を実施した。その結果、ICU スタッフ用手洗いシンク表面および排水
溝と糞便検体の遺伝子検査にて IMP 型カルバペネマーゼが陽性となっ
た。その後、入念な環境清掃を直ちに実施し、当該シンクを直ちに使用禁
止とし、後に取替えおよび清掃ルールを策定した。また、抗菌薬療法につ
いては AST にて徹底管理がなされた。その後、ICU 滞在時間が 72 時間を
超える患者について 1 週間に 1 度の監視培養がなされ、他者への伝播は確
認されなかった。

【考察】近年の CPE の発生リスクは増加傾向にあり、迅速で適格な原因微
生物とその耐性因子の検出により、感染対策の実施および抗菌療法の判断
を早期に実施する事で水平伝播を防ぐことが出来た貴重な事例であった。
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P1-169 CPEのアウトブレイクの経験から
見直した院内感染対策

独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター ICT
○近澤 香織（ちかざわ かおり）、雲井 直美、
木下 絵里、小西 友美、鈴木 亮平、井端 英憲

【背景・目的】当院の患者 A の喀痰、患者 B の気管支内痰から Enterobac-
ter cloacae complex（carbapenemase-producing Enterobacteriaceae、以
下 CPE）が検出された。CPE アウトブレイクと判断して臨時の委員会を開
催し、感染対策チーム（ICT）で環境調査・環境培養を行った。患者 A
と B は寝たきりで、中心静脈栄養＋経鼻栄養療法、喀痰吸引、尿道留置カ
テーテル等の処置や器具の使用を受けていた。今回、当院で CPE アウトブ
レイクを契機に、院内全ての排泄ケア物品・シンク管理方法等の見直しを
実施したので報告する。

【活動内容】環境培養を 41 ヵ所実施し、10 ヵ所から各種菌を検出した。尿
器乾燥の棚下からメタロ β ラクタマーゼ産生 Klebsiella oxytoca を、
ナースステーション内洗浄シンク排水溝からカルバペネム耐性 Entero-
bacter cloacae complex（non-CPE）を検出した。当該棚は使用を中止、シ
ンクは清掃頻度を見直し、3 日間の次亜塩素酸製剤を用いた排水溝消毒を
実施し、その後、当該シンクの再検査で菌検出はなかった。その他の 8 ヵ
所、物品洗浄シンク排水溝、物品洗浄シンク蛇口周囲、ナースステーショ
ン内手洗い場排水溝、病室トイレ手洗い場排水溝、吸引ワゴン等からは、
Pseudomonas 属、Acinetobacter lowffii、Stenotrophomonas maltophilia
等が検出された。おむつ車、ナースワゴン、口腔ケア物品ワゴン等からの
菌検出はなかった。患者 2 名の医療処置・環境培養結果から共通する処置
として、排尿や排泄介助に用いる物品、洗浄シンクを共有する経鼻栄養療
法に関わる物品管理方法の見直しが必要と考えた。環境整備状況や物品管
理方法を全病棟で確認し、該当病棟のみでなく、院内全ての病棟の尿器乾
燥棚の撤廃、陰部洗浄を陰部清拭へケアの切り替え、シンク清掃方法の見
直しと経管栄養に使用する物品の再利用を廃止し、ready to hang（RTH）
製剤への切り替えを行った。

【成果・考察】耐性菌の感染対策には、最適な対策を院内全体で足並みを揃
えて実践することが重要とされる。今回、当院で CPE アウトブレイクを契
機に施行した環境培養結果を参考に、院内全体で見直した感染対策につい
て報告した。

P1-170 海外由来の高度耐性腸内細菌目細
菌：REL/IPM/CS耐性KPC産生
Klebsiella pneumoniae 保菌者に
対する市中病院の取り組み

医療法人社団東光会 西東京中央総合病院1）、東邦大学医学部 微
生物・感染症学講座2）

○山本久美子（やまもと くみこ）1）、山口 哲央2）、
原田 荘平2）、木屋 啓一1）

【背景】海外の医療機関に入院歴のある患者から、当院採用薬全てに耐性を示す高度
耐性菌が検出された。当院は中規模の市中病院であり、これほどの高度耐性菌の検出
経験がなく、感染対策に苦慮した。本事例は耐性菌管理の重要性を示す貴重な経験と
考え報告する。

【症例】患者は中国在住の 50 歳代日本人男性。中国湖北省の病院にて脳出血のため開
頭手術を受け、2 か月の入院加療を経て当院へ転院した。入院 16 日目に再開頭手術を
施行し、術後の経過は良好であった。しかし、入院 32 日目に行った便培養検査にて
carbapenem 耐性高粘稠性 Klebsiella pneumoniae（KPC 産生株）が検出された。同株
は微量液体希釈法の結果、当院採用薬全てに耐性を示し、imipenem/relebactam の
MIC も 16/4 mg/L と耐性であった。気管切開部の吸引痰培養検査からも同一菌株が
検出されたが、臨床上の感染兆候はなく、保菌状態と判断された。CRE の検出を受け、
直ちに個室隔離とし、同時期に当該患者と同じ病棟に入院していた全患者の便培養検
査および病棟環境の培養検査を実施した。また、看護師、ケアサポーター、リハビリ
テーション科（PT、OT、ST）スタッフに対して勉強会を実施し、耐性菌に関する情
報を共有することで、感染対策の徹底を図った。患者の気管切開部は入院 39 日目に
自然閉鎖し、入院 58 日目以降は便培養からの CRE 検出はなくなった。病状が安定し
た後も、家族の希望するリハビリテーション病院を含む受け入れ先の確保は困難で
あったが、最終的には本人の希望により入院 89 日目に自宅退院となった。

【考察・結論】本症例の経験を通じて、海外の医療機関に入院歴のある患者に対する
スクリーニング検査が耐性菌の早期発見と感染防止に重要であることが示された。ま
た、長期入院が必要となった場合、高度耐性菌保菌患者を受け入れ可能な施設の確保
は困難であり、今後の課題として浮き彫りになった。さらに、海外由来のみならず高
度耐性菌の持ち込みが増加する現状において、標準予防策の徹底が感染拡大防止の要
であることを再認識した。
非学会員研究協力者：東邦大学・小森光二
西東京中央総合病院・澤田佳孝・中新田朋未・野田賢治郎

P1-171 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌
検出と抗菌薬使用量の関連性に関
する検討

東邦大学医療センター大森病院 薬剤部1）、明治薬科大学 微生物
学研究室2）、東邦大学医療センター大森病院 感染管理部3）、東邦
大学医療センター大森病院 臨床検査部4）、東邦大学 医学部 微
生物感染症学講座5）

○平山 忍（ひらやま しのぶ）1,2,3）、大谷真理子1,3）、
村上日奈子3,4）、杉田 隆2）、舘田 一博1,4,5）

【背景・目的】腸内細菌目細菌感染症に対するカルバペネム系抗菌薬は重要
な役割を果たしている。カルバペネマーゼの関与または非関与によりカル
バペネム耐性を示す腸内細菌目細菌の出現は世界的な問題であり、抗菌薬
使用量との関連性について検討を行った。

【方法】2014 年 1 月から 2022 年 12 月の間に当院入院患者から検出されたカ
ルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CNSE）検出状況と抗菌薬使用量（AUD、
DOT）の関連性を統計学的に解析した。統計解析には、MannKendall 検定、
Spearman 順位相関係数を用いた。

【結果】経時推移において、全体的な AUDs および DOTs は増加した
（AUDs：τ=0.61、p＜0.0001；DOTs：τ=0.43、p=0.0004）。特 に SBT/
ABPC、TAZ/PIPC、広域セファロスポリン系抗菌薬が増加した（SBT/
ABPC：AUD τ=0.64、p＜0.0001；DOT τ=0.39、p=0.0009；TAZ/PIPC：
AUD τ=0.53、p＜0.0001；DOTτ=0.52、p＜0.0001）。MEPM の AUD は増
加した（τ=0.39、p=0.0009）が、DOT に変化を認めなかった。カルバペネ
マーゼ産生（CP）CNSE の検出率には変化がなかっ た が、非 産 生

（NCP）CNSE は増加した（τ=0.62、p＜0.0001）。
CP-CNSE は、TAZ/PIPC の AUD お よ び DOT と 正 の 相 関 を 示 し た

（AUD：ρ=0.53、p=0.0020；DOT：ρ=0.55、p=0.0013）。NCP-CNSE は、
TAZ/PIPC お よ び CTRX の AUD お よ び DOT と 正 の 相 関 を 示 し た

（TAZ/PIPC：AUD ρ=0.62、p=0.0001；DOT ρ=0.60、p=0.0002；CTRX：
AUD ρ=0.68、p＜0.0001；DOT ρ=0.67、p＜0.0001）。MEPM は、AUD
のみ NCP-CNSE と正の相関を示した（AUD：ρ=0.38、p=0.0254）。

【結論】CNSE 検出リスクとしてカルバペネム系抗菌薬のみではなく、TAZ/
PIPC やセファロスポリン系抗菌薬の不要な使用を避け、投与量が増加した
際には耐性菌検出に注意することが提案される。

P1-172 渡航歴のない患者から同時検出さ
れたKPC産生 K. pneumoniae と
C. freundii を分離した1症例

獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査部1）、獨協医科大学埼玉
医療センター 感染制御部2）、獨協医科大学埼玉医療センター 看
護部3）

○渡邊 樹里（わたなべ じゅり）1,2）、飯草 正実1,2）、
新井 美幸2,3）、岡村 彰子2,3）、本田なつ絵1,2）、
春木 宏介1,2）

【背景】カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）、特にカルバペネマーゼ
産生腸内細菌目細菌（CPE）は院内感染の重要な原因菌であり、産生する
カルバペネマーゼの種類は国や地域ごとに特異性がある。海外では、KPC
型や NDM 型のカルバペネマーゼ産生菌が主流であるが、国内では IMP
型が主に検出されている。今回、海外渡航歴のない患者から KPC 産生の
Klebsiella pneumoniae および Citrobacter freundii を検出したので報告
する。

【症例】81 歳患者、膵管内乳頭粘液性腫瘍術後患者。既往歴は前立腺癌・
白内障、海外渡航歴はない。喀痰および便培養で CRE が疑われ、NG-TestⓇ
CARBA 5 による迅速検査で KPC 型陽性が確認された。遺伝子解析によ
り、K. pneumoniae および C. freundii の両菌種が bla KPC群遺伝子を保有
していることが明らかとなった。C. freundii ではさらに bla CTX-M-1群遺伝
子も検出された。感染対策として、接触感染予防策を徹底し、CRE 消失後
も退院まで個室管理を実施。感染支援システムで耐性菌情報を迅速に共有
し、院内感染の発生を防止した。

【考察・結論】国内で海外渡航歴のない患者から KPC 産生菌が検出された
ことは稀であり、新たな CRE のリスクを示唆している。NG-TestⓇCARBA
5 を早期に用いることで迅速診断が可能となり、院内感染対策に貢献する
ことができた。遺伝子検査による耐性遺伝子の確認は重要であり、特定の
遺伝子型の関与を把握することで感染拡大リスクの評価が可能となり、適
切な感染対策および隔離措置を決定できた。感染拡大防止には耐性菌情報
の迅速な共有が効果的であり、CRE の早期発見には迅速な検査体制と継
続的な監視体制が不可欠であることが確認された。
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P1-173 CRE13例における薬剤耐性遺伝
子の検出状況と保健所の介入によ
る院内感染対策の取組について

東京都多摩小平保健所
○沼田 結子（ぬまた ゆいこ）、桑波田悠子

【背景・目的】A 病院で断続的に検出された CRE に対し保健所が行ったリ
スク評価と対応及び、13 例の患者分離株及び環境分離株の遺伝子検査等
の実施結果について報告する。

【方法】保健所では病院が行う院内感染対策を調査し、東京 iCDC 感染対策
支援チームによる共同ラウンドを行った。R5 年 10 月から R6 年 7 月の間、
保菌を含む入院・通院患者 13 例の検体分離株および入院病棟の環境分離
株について、カルバペネマーゼ産生の有無、薬剤耐性遺伝子検査（β ラク
タマーゼ）、パルスフィールド電気泳動（PFGE）を行い分析した。

【結果】カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）の患者は 1 例（8％）
のみで IMP-1 型が検出された。これを含み薬剤耐性遺伝子が検出された
のは 5 例（38％）であった。ESBL 産生菌の原因となる TEM 型、SHV
型、CTX- M-1group または CTX-M-2group の遺伝子検出がそれぞれ 1 例
ずつ検出され、菌種はともに Klebsiella pneumoniae であった。AmpC
型 β ラクタマーゼを産生する EBC 型が 2 例から検出され、菌種はともに
Enterobacter sp.であった。また職員手洗い場の環境培養でも EBC 型が検
出されかつ菌種も Enterobacter sp. であった。薬剤耐性菌遺伝子の検出パ
ターンが類似の患者同士、一致した患者 2 例と環境由来株をそれぞれ
PFGE により比較したところ、どちらも泳動パターンは一致しなかった。

【結論】院内感染の可能性は低い結果であったが、プラスミドを介した水平
伝播の有無は、プラスミド全ゲノム解析にて評価する必要がある。少ない
母数においても 4 系統の遺伝子型が検出され、地域に各種系統の保菌者の
潜在的な存在が示唆された。62％ の患者ではカルバペネマーゼを含む主
要な β ラクタマーゼ性遺伝子が検出されず、これらでは薬剤感受性を高
く評価している可能性も否定できない。保健所の介入を契機に、病院が院
内 ICT を中心とした環境整備と感染対策強化を行い、成果が得られた。

P1-174 国立高度専門医療研究センターに
おけるCRE症例の検討

国立精神・神経医療研究センター 脳神経小児科1）、国立精神・神
経医療研究センター ICT2）
○山本 寿子（やまもと ひさこ）1）、福本 裕2）、
志村 幸大2）、大森 綾華2）、徳永恵美子2）、小澤慎太郎2）、
住友 典子1）、中川 栄二1,2）

【背景・目的】当院は精神・神経筋疾患の診療を行う高度専門医療研究セ
ンターであり、当院長期入所の重症心身障害児（者）や、基礎疾患の管理
が難しく他院で受け入れ困難な患者の感染症治療を行うことがある。抗菌
薬治療は、基礎疾患による重症化リスクから広域をカバーする抗菌薬の使
用が多く耐性菌が問題となる。近年、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌
CRE（Carbapenem-resistant Enterobacterales）が注目されている。 今回、
当院における CRE 症例の特徴を検討した。

【方法】2010 年 1 月～2024 年 12 月までに受診歴があり、電子診療録から細
菌培養検査で CRE 検出症例を抽出、年齢、性別、基礎疾患、CRE の性状、
抗菌薬投与歴、医療デバイス使用等について後方視的に調査した。

【結果】総数 25 名（男性 17 名、女性 8 名）、平均年齢 63.9±18.4 歳（年齢
幅 23～82 歳）、基礎疾患は変性疾患 9 例、神経筋疾患 7 例、自己免疫性疾
患 2 例、統合失調症 2 例、その他 5 例。臨床診断は誤嚥性肺炎 17 名、尿路
感染症 6 名、その他 2 名。検体は喀痰 15 名、尿 5 名、その他 5 名。CRE
の菌種は Klebisilla（Enterobactor）aerogenes13 名、Enterobacter cloacae
8 名、その他 4 名、性状は 23 名で carbapenemase 陰性。9 名で他の耐性菌
感染の既往があり、抗菌薬使用歴は 9 名が不明、11 名に医療デバイスの使
用があり、NPPV5 名、気管切開 3 名、培養検査のフォローアップは 11
名が未実施であった。

【結論】国立感染症研究所の病原体サーベイランスでは、検体は尿、血液・
髄液、呼吸器検体の順に多く、2017 年以降順位の変化はない。当院では呼
吸器検体からの分離が最も多く次いで尿であり、基礎疾患の神経疾患に伴
う誤嚥性肺炎の検体が多かったためと考える。CRE は高度な耐性から治
療に難渋することも多く、本検討で電子診療録上、抗菌薬使用歴の不明症
例が約 4 割を占め、適切な抗菌薬使用を行うためにも抗菌薬使用歴の調査
や記載が望ましいと考えられた。

P1-175 先進的感染症検査マップ先進的感
染症検査施設に抗菌薬耐性因子解
析を依頼し解析結果を院内感染対
策に活用した1症例

総合病院 南生協病院 検査科1）、総合病院 南生協病院 看護
部2）、総合病院 南生協病院 薬剤科3）、総合病院 南生協病院
外科4）

○長坂 陽子（ながさか ようこ）1）、小栗 生江2）、
片桐 純3）、板津 慶太4）

【背景】当院は培養検査を外部委託（外注）にて実施している。今回、メタロ
β ラクタマーゼ（MBL）産生菌を検出し、日本感染症学会・日本臨床微生物
学会の先進的感染症検査マップ（IDMAP）先進的感染症検査施設の A 施設に
追加の抗菌薬耐性因子解析を依頼し、結果を院内感染対策に活用した。

【症例】70 歳代女性。20XX 年 8 月閉塞性黄疸・胆管炎で入院。減黄処置、
MEPM、SBT/ABPC 投与。十二指腸癌・S 状結腸癌の診断で 9 月、膵頭十二
指腸切除・S 状結腸切除術（手術時間 13 時間 33 分、出血量 1090ml）施行。
手術直前の胆汁から Enterococcus faecalis を検出しており、周術期抗菌薬は
術前 VCM を 1g 単回、SBT/ABPC を術中 3 時間毎に 1.5g を 5 回、術後は 2
回投与。術後 9 日目（9POD）S 状結腸吻合部ドレーン（DN）膿性排液認め培
養提出（1 回目）、12POD には炎症所見の上昇から腹腔内膿瘍を疑い、TAZ/
PIPC 開始。13POD DN 排液培養提出（2 回目）。14POD に 1 回目 DN 排液よ
り MRSA 検出、VCM 追加。20POD に 2 回目 DN 排液より Klebsiella varii-
cola（KV）および MRSA 検出。薬剤感受性試験では KV に対する MEPM
の MIC 値が 0.5µg/mL であり、カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）
を疑い、A 施設に相談。ICT は感染対策を実施。外注 CPE 検査は 23POD
に MBL 陽性と判明。患者保菌調査決定し 24POD 便提出、34POD に MBL
陽性 KV 株検出。36POD に A 施設へ KV2 株を送付。41POD に ERIC II プラ
イマーによる分子疫学的タイピングにより KV 2 株は同一由来株、IMP-1
group 型 MBL 産生株と判明。ICT は CPE 腸管内保菌と判定し、感染対策強
化、患者・家族説明、病棟職員教育を実施。接触者保菌調査は対象 4 名中在
院中の 1 名に検査を実施、結果は陰性。患者退院後の病室環境調査にて温水
洗浄便座ノズル部分より MBL 陽性 KV 株検出、便座を取り換えた。

【考察・結論】先進的感染症検査施設でのタイピング解析を感染対策に活用し
た。

P1-176 腸内細菌目細菌性肺炎マウスモデ
ルを用いたNacubactamとCe-
fepime 併用時の組織中薬物濃度に
基づいたPK/PD評価の実践

慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座
○水上 雄貴（みずかみ ゆうき）、松元 一明

【目的】肺炎の原因菌の 1 つである腸内細菌目細菌はカルバペネマーゼを
産生し抗菌薬耐性を示す。近年開発された Nacubactam は自らも抗菌作用
を示す β ラクタマーゼ阻害薬であり、β ラクタム系薬との併用によりカ
ルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）に対し有効な治療薬として注
目されている。抗菌薬は Pharmacokinetics/Pharmacodynamics（PK/PD）
理論に基づいて使用されることが推奨されている。近年、新規 PK/PD
パラメータとして、β ラクタマーゼ阻害薬の濃度推移に基づき微小時間
毎の β ラクタム薬の MIC から算出した T＞MICi（Time above instanta-
neous MIC）が見出された。本研究では、肺炎マウスモデルを用いて
Nacubactam と β ラクタム系薬である Cefepime 併用時の in vivo PK/
PD 試験を行い、目標 fT＞MICi値を求めることを目的とした。

【方法】Checkerboard 法で Nacubactam と Cefepime 併用時の MIC を算
出した。Nacubactam、Cefepime を好中球減少肺感染モデルマウスに投与
後、血漿、肺胞洗浄液を採取し薬物濃度を測定した。Urea assay kit で補正
し肺胞上皮被覆液（ELF）中薬物濃度を求めた。好中球減少モデルマウス
に KPC または OXA 産生 Klebsiella pneumoniae を肺感染させ、Nacubac-
tam と Cefepime を様々な濃度で併用し肺中菌量を定量した。Phoenix™
WinNonlin™を用いて PK/PD 解析を行った。

【結果】CPE に対し、Nacubactam と Cefepime の併用により相乗効果が表
れることを確認した。ELF において、Nacubactam を 100 mg/kg 投与した
時の Cmaxは 43.2 µg/mL、Cefepime を 120 mg/kg 投与した時の Cmaxは
54.4 µg/mL であった。Nacubactam と Cefepime の併用において濃度依存
的に菌の減少が認められ、併用により CPE に対する抗菌作用が増大した。
KPC 産生 K. pneumoniae に対し、最大殺菌効果として 5 log10 kill を達成
する fT＞MICiは 33.5％ だった。OXA 産生 K. pneumoniae に対し、最大
殺菌効果として 3 log10 kill を達成する fT＞MICiは 22.6％ だった。

【結論】Nacubactam と Cefepime の併用は CPE に対して有効であり、本研
究から目標 fT＞MICiが明確となった。
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P1-177 当院の療養病床における Proteus
mirabilis ESBL産生菌の断続的
検出に関する検討

医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院
○立花 容（たちばな いるる）、工藤 智史

【背景・目的】当院は 303 床（一般病床 253 床/6 病棟・療養病床 50 床/1 病棟）の
総合病院である。耐性菌検出報告の週報にて、Proteus mirabilis ESBL 産生菌（以
下、当該細菌と表記）の新規検出が 2017 年以降療養病床にて断続的に発生してい
た。当該病床は、環境清掃に改善の余地があること、手指消毒剤使用量が伸び悩ん
でいたことを勘案し、当該細菌が環境・手指を介した伝播の可能性が示唆された。
そのため、当該細菌が療養病床に集中して検出される原因を特定することにした。

【方法】以下の 1～4 を実施し、総合的に評価。
1．全病棟の 2023 年 4 月～2024 年 3 月までの 1 年間で入院歴のある患者を対象と
し、当該細菌の検出状況を後ろ向きに調査。（調査 3．との関係で、手指消毒剤使
用量の正確な値が出ている期間で調査を実施）
2．療養病床における手指消毒剤使用量と当該細菌の検出状況の関連性を検証。
3．2024 年 4 月～2024 年 12 月にかけて当該細菌が検出された患者周辺の環境面及
び病棟内の高頻度接触面の環境培養を 39 箇所実施。
4．2024 年 12 月にランダムに選出した療養病床勤務の職員 12 名（医師、看護師、
看護助手）の手指培養検査を実施し、手指衛生前の菌の付着状況を調査。

【結果】1．入院歴のある患者 5466 人中、療養病床に入室歴のある患者は 162 人。
当該細菌の院内新規検出は 14 件（内、療養病床検出 13 件）。同室での発生例はな
かった。相対リスク比は 425.63（P＜0.05 有意差を認めた）。当該細菌の院内新規検
出の発生リスクは、療養病棟入室歴がある患者は入院歴がない患者の 425.63 倍高
いと評価。
2．コロナ禍の影響で、手指消毒剤使用量を正確に抽出・記録できた期間は 2023
年度以降であった。療養病床の 2023 年度手指消毒剤使用量は、年平均 10.7 回/1
患者/1 日。手指消毒剤の使用量増減と、当該細菌の新規発生報告増減に相関性は
無かった。
3．当該細菌の検出は無かった。
4．当該細菌の検出は無かった。

【結論】療養病床における当該細菌の院内新規検出が多いことは明らかとなった。
しかし、手指消毒剤使用量との相関性評価、環境・手指の培養調査では感染の伝播
経路を特定できなかった。当該細菌の院内新規検出の原因特定には、更なる調査が
必要である。

P1-178 ESBL産生大腸菌による菌血症を
伴う尿路感染症にセフメタゾール
単剤で治癒した症例

原町赤十字病院 薬剤部1）、原町赤十字病院 内科2）、原町赤十字
病院 感染管理室3）、原町赤十字病院 外科4）

○内海 博行（うつみ ひろゆき）1）、髙橋 和宏2）、
稲川 秀樹1）、冨沢 陽子3）、嶋村 洋子3）、内田 信之4）

【背景】抗菌薬治療において ESBL 産生菌の治療に難渋する症例は多い。また、これ
ら ESBL 産生菌に対してタゾバクタム・ピペラシリン（TAZ/PIPC）やメロペネム

（MEPM）等の広域抗菌薬が選択される症例も多く、広域抗菌薬の温存、耐性菌発
生の予防の観点から尿路感染症、バイタルサインの安定した患者にはセフメタゾー
ル（CMZ）の有用性が報告されている。今回、我々は ESBL 産生大腸菌を起因菌と
する菌血症を伴う尿路感染症に対して、CMZ 単剤で治癒した症例を経験したので
報告する。

【症例】尿路感染症と診断された 86 歳女性。過去の尿培養から繰り返し CMZ 感受
性の ESBL 産生大腸菌が検出されていることから、CMZ 2g を 12 時間毎（Ccr 52.3
mL/min）で治療開始された。入院 4 日目には血液培養 2 本と尿培養から CMZ 感受
性の ESBL 産生大腸菌が検出された。治療に難渋し易い ESBL 産生菌による菌血症
と判明し、主治医から病棟薬剤師に感受性を示している TAZ/PIPC や MEPM へ
広域化すべきか相談を受けた。尿路感染症やバイタルサインの安定した患者での治
療成功例や解熱傾向、血液データ、全身状態等から広域化せず CMZ の継続を推奨
し、実施された。その後順調に経過し、計 14 日間の CMZ 単剤にて治癒した。

【考察・結論】本症例が CMZ 単剤で治癒に至った要因として、過去の尿培養に
CMZ 感受性の ESBL 産生大腸菌が検出されていたこと、エンピリックに広域抗菌
薬が投与されなかったことで腸内細菌叢が乱れず菌交代症がなかったこと、4g/日
と十分な投与量だったこと、治療成功例が多い尿路感染症による菌血症だったこ
と、バイタルサインが安定していたことなどが挙げられる。本症例のように ESBL
産生大腸菌においても症例に応じて CMZ を用いることで広域抗菌薬の温存、耐性
菌発生の予防に寄与できると考えられる。中でも尿路感染症では CMZ による治療
成功例が報告されており、本症例もそれを示した結果となった。一方、CMZ は N-
メチルチオテトラゾール基由来のビタミン K 依存性凝固因子の活性化阻害による
出血傾向の原因となることや、10 日間の連日投与で約 6 割の ESBL 産生大腸菌が
耐性を獲得した報告もある。CMZ を用いる際はこれらも視野に入れることが必要
である。

P1-179 耐性グラム陰性桿菌に対しセフト
ロザン・タゾバクタムを投与した
症例の検討

杏林大学医学部付属病院 感染制御部
○吉田 博昭（よしだ ひろあき）

【背景】セフトロザン・タゾバクタムは耐性緑膿菌や、基質特異性拡張型
β ラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌に活性を持つ薬剤で、本邦では 2019
年から臨床使用されている。当院では主に耐性緑膿菌感染症に対するサル
ベージ治療の選択肢として投与を行っており、今回セフトロザン・タゾバ
クタムを投与した症例について患者背景や予後等に関して検討を行った。

【方法】2019 年 4 月から 2025 年 1 月の間（供給停止の 2020 年 12 月から
2022 年 5 月を除く）で、当院でセフトロザン・タゾバクタムが投与された
症例を抽出し、診療録より患者背景や微生物情報を抽出した。

【結果】期間中、16 例でセフトロザン・タゾバクタムが投与されていた。
原因微生物としては緑膿菌が最多で 15 例であった。緑膿菌の薬剤感受性
については、ピペラシリン・タゾバクタム、セフェピム、イミペネム、シ
プロフロキサシンでそれぞれ 14/15、15/15、13/15、13/15 例で耐性もしく
は中間であった。アミノグリコシド系薬に耐性化していた株は認めなかっ
た。確認できた菌株ではセフトロザン・タゾバクタムの耐性も認めなかっ
た。感染フォーカスとしては、皮膚軟部組織感染・骨髄炎が 8 例、呼吸器
感染症が 5 例、腹腔内感染症が 2 例であった。死亡退院した症例は 6 例で、
いずれもソースコントロール不良の病態が原因と考えられた。

【考察】当院の症例では、他剤に耐性化している緑膿菌でもセフトロザン・
タゾバクタムの感受性が残っている症例が多く、薬剤耐性グラム陰性桿菌
感染症のサルベージ治療の選択肢として有用であると考えられた。本会で
はさらなる詳細も加えて報告する。

P1-180 当院におけるESBL産生腸内細菌
目細菌の検出状況とリスク因子の
検討

社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
○田中まこと（たなか まこと）、山田加代子

【背景・目的】近年、基質特異性拡張型 β ラクタマーゼ産生菌（以下、ESBL
産生菌）は増加傾向であり、問題となっている。当院では 2024 年、ESBL
産生菌の検出数の増加を認めた。中でも入院 48 時間以内の新規検出が過
半数を占め、市中からの持込事例が懸念される状況であった。そこで今回、
ESBL 産生菌の検出に関連するリスク因子について検討を行ったので報
告する。

【方法】2024 年 1 月～12 月に当院において腸内細菌目細菌が血液培養から
検出された 114 例を対象とし、ESBL 産生菌検出群（以下、ESBL 群）と
非 ESBL 産生菌検出群（以下、非 ESBL 群）に分類し、診療録情報を基に
後方視的にリスク因子について調査した。2 群間の比較はカイ 2 乗検定を
用いた単変量解析で p＜0.05 を有意水準とした。

【結果】対象 114 例のうち、ESBL 群は 48 例、非 ESBL 群は 66 例であった。
菌種は ESBL 群では E.coli（ESBL）43 例（89.6％）が最も多く、次いで K.
pneumoniae（ESBL）3 例（6.3％）であり、非 ESBL 群では E.coli 26 例

（39.4％）、K.pneumoniae 17 例（25.8％）、E.cloacae 11 例（16.7％）の順に
検出数が多かった。単変量解析により、高齢者施設・病院からの入院（オッ
ズ比（OR）：3.21、95％ 信頼区間（CI）：1.38-7.51、p＝0.006）、入院前排尿
全介助（OR：6.02、95％CI：2.28-15.90、p＜0.001）の項目において有意に
高く、性別：男性（OR：0.38、95％CI：0.17-0.83、p＝0.014）、悪性腫瘍既
往（OR：0.33、95％CI：0.13-0.81、p＝0.014）、3 か月以内の抗菌薬使用

（OR：0.37、95％CI：0.17-0.79、p＝0.009）において、有意に低い結果となっ
た。

【結論】高齢者施設・病院からの入院と排尿全介助を要する場合、ESBL
産生菌検出のリスク因子となることが示唆された。

【考察】抗菌薬使用歴は、今回はリスク因子とならなかったが、ESBL 群は
持込事例（89.6％）が多く、入院前の抗菌薬投与状況を十分に抽出できて
いない可能性がある。医療・介護の必要性が高い患者で ESBL 産生菌検出
リスクが高い傾向は、医療・介護従事者または環境を介して耐性菌が伝播
することを考慮すべきである。手指衛生や適切な個人防護具の使用など必
要な感染対策が幅広い領域で実施される必要があると考える。
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P1-181 滋賀県内の河川における第3世代
セファロスポリン系薬耐性グラム
陰性桿菌の実態調査

京都橘大学 健康科学研究科1）、京都橘大学 臨床検査学科2）

○藤社 果林（ふじしゃ かりん）1）、中村 竜也2）

【目的】近年、薬剤耐性菌はヒトだけでなく動物や環境への拡散が問題視さ
れており、One Health の観点からもそれらの実態調査が必要とされてい
る。そこで、滋賀県内の河川より検出された ESBL および AmpC 産生グラ
ム陰性桿菌の細菌学的および分子生物学的解析を実施した。

【対象および方法】2024 年 3 月、5 月、9 月に滋賀県の河川および内湖 29
か所から採水し、フィルター法により CTX 含有マッコンキー寒天培地上
で分離した 22 株および、直接遺伝子検出法によって分離した DNA を使
用した。菌種同定は質量分析にて行い、薬剤感受性検査や ESBL 遺伝子型、
カルバペネマーゼ遺伝子型、プラスミドレプリコン型、MLST 型、系統発
生分類などの分子生物学的解析を実施した。また、ESBL 産生 A. hydro-
phila については次世代シーケンスによりゲノム情報を取得した。

【結果】薬剤感受性検査の結果として、CTX は全ての株で耐性となり、CL
耐性が 1 株検出され、mcr-3 であった。ESBL 産生菌は 21 株検出され、E.
coli が 17 株と最も多かった。遺伝子型は CTX-M-15 および M14 が domi-
nant であった。p-AmpC は CIT 型が 4 株、EBC 型が 1 株検出された。ま
た、ESBL 遺伝子と p-AmpC を同時に獲得した株が 4 株検出された。E.
coli のレプリコン型は IncF または I1 が多く、ST131 は 2 株検出された。
系統発生分類では、高病原性の B が 11 株検出された。カルバペネマーゼ
遺伝子は、2 地点で GES-24 を、1 地点で VIM-1 を検出できた。また、A.
hydrophila で VEB-3 および CTX-M-14 を持つ株が検出され、ゲノム解析
の結果から染色体上に存在することが判明した。

【考察】琵琶湖に流入する河川から、ESBL 産生遺伝子などの β ラクタ
マーゼ産生遺伝子を保持する株が他菌種で検出され、河川水においても薬
剤耐性菌に対する注意が必要であると考えられた。さらに、GES-24 と
VIM-1 を琵琶湖の下流域から検出できた。分離することは出来なかった
が、遺伝子は存在することが確認できたため、継続的に調査を行う必要が
ある。また、CTX-M-14 および VEB-3 を染色体上に保有している A. hy-
drophila が検出され、本邦における 2 例目の報告と考えられた。

P1-182 水道シンクの簡便な消毒方法導入
による薬剤耐性アシネトバクター
新規発生動向調査

順天堂大学医学部附属浦安病院 感染対策室1）、順天堂大学医学部
附属浦安病院 臨床検査医学科2）

○中村 翔一（なかむら しょういち）1）、安田 雅一1）、
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【背景・目的】当院では、薬剤耐性アシネトバクター（以下、薬剤耐性 AB）が
検出されており、2019 年以降薬剤耐性 AB の保菌患者がいない病棟でも度々
新規検出している状況を認めていた。そのため、文献より排水管内部の汚染が
要因でグラム陰性桿菌が拡散する可能性が示唆された。検討した結果、安価で
簡便な方法である次亜塩素酸ナトリウムスプレー（以下、スプレー）を用いて、
2024 年 1 月から毎日排水管入り口の消毒を開始した。しかし、消毒開始 6 か月
目に高度救命救急センター（以下、ER 病棟）において、保菌者がいない状況で
再度薬剤耐性 AB の新規検出を認めた。調査の結果、環境整備や清掃の不徹
底・気温の上昇・消毒効果の減弱が要因であると推測した。そのため、環境整
備の徹底を指導するとともにより強力な消毒方法を追加し、薬剤耐性 AB 検出
頻度と排水管の影響との関連性を調査した。

【活動内容】日常清掃時のスプレーによる消毒に加え、2024 年 9 月から感染対
策室が主導となり、消毒を開始した。消毒箇所は、薬剤耐性 AB の新規発生を
認め、ハイリスク患者が入院する ER 病棟（13 ヶ所）と集中治療室（10 か所）
に的を絞り、水道シンクの消毒を実施した。消毒方法は、週一回市販の高粘度
タイプのパイプクリーナーを排水管の壁面を沿うように 200ml 流し込み、15
分放置後水道水で流した。週一回実施しているアクティブサーベイランスおよ
び一般検体からの薬剤耐性 AB の分離数で消毒の有用性について評価した。

【成果・考察】スプレーによる消毒では薬剤耐性 AB 分離数は増加したが、より
強力な消毒を開始以降患者検体からの新規検出は認めなかった。スプレーによ
る消毒は排水管入り口付近の消毒のみであったため、消毒が不足していた可能
性が考えられる。そこで、高粘度パイプクリーナーを使用し増量することで、
薬剤耐性 AB の分離数の減少を認め、排水管内部の深くまでの消毒の必要性が
示唆された。先行文献でもアシネトバクターは季節変動により増減し、夏場は
増加する傾向にあることが示されているため、引き続き水道シンクの消毒に加
え、現場指導を継続し薬剤耐性 AB の分離状況の推移を注視していく。

P1-183 カテキンによる多剤耐性緑膿菌
（MDRP）の病原因子抑制の検討

文京学院大学大学院 保健医療科学研究科1）、文京学院大学 保健
医療技術学部 臨床検査学科2）

○蓼沼 瑞希（たでぬま みずき）1）、井口 知哉1）、
眞野 容子1,2）、古谷 信彦1,2）

【背景・目的】緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa は易感染者に日和見感染
症を引き起こし、多剤耐性緑膿菌（MDRP）の出現が問題となっている。
Biofilm 形成は MDRP の病原因子の一つであり、医療現場において抗菌薬
耐性を示し治療を難治化させるため、抗菌薬に代わる有効成分などの探索
が重要となっている。本研究では、エピガロカテキンガレート（EGCG）を
用い、Biofilm に関与する Aggregation と Motility の抑制効果について検
討した。

【方法】試供菌は緑膿菌標準株 PAO1 株、MDRP13 株、計 14 株とした。薬
剤はエピガロカテキンガレート（EGCG；東京化成工業株式会社）を使用
した。Aggregation は 24 時間振盪培養後、60 秒間ボルテックス前後で凝
集率を判定した。Motility は swimming、swarming、twitching 用培地に
菌液を滴下し培養後、各 motility zone をノギスで計測し判定した。

【結果】Aggregation では EGCG 添加により PAO1 株及び MDRP の一部
の株で凝集率の有意な低下（p＜0.05）が認められた。swimming では EGCG
添加により最大で 64％ の抑制率を認め、全ての株で有意な低下（p＜0.05）
が認められ、swarming では最大で 89％ の抑制率を認め、一部の株で有意
な低下（p＜0.05）が認められた。twitching では最大で 84％ の抑制率を認
め、一部の株で有意な低下（p＜0.05）が認められた。

【結論】EGCG 添加により凝集率が低下し、Biofilm 形成の初期段階である
付着が抑制される効果があると考えられる。 毛運動性に関わる swim-
ming と swarming motility には相関が見られたが抑制率は異なり、菌種
ごとの 毛成分の違いや遺伝子発現量が異なるためと考えられる。線毛運
動性に関わる twitching motility では抑制された株において EGCG 添加
により線毛運動性が低下したことが示唆される。これより、カテキンは緑
膿菌感染症の治療に応用できると示唆された。

P1-184 当センターにおけるカルバペネム
耐性緑膿菌保菌者の検討

神奈川県立こども医療センター 感染制御室
○鹿間 芳明（しかま よしあき）、山下 恵、
佐々木佳穂、清水 祐一、三觜菜々子、大原 祥、
松野真佐俊

【背景・目的】緑膿菌は医療関連感染の主要な起因菌であり、特に免疫不全
を有する患者では死亡率が高い。緑膿菌の薬剤耐性、特にカルバペネム系
抗菌薬への耐性化は世界的な問題となっている。一方で、小児領域でのカ
ルバペネム耐性緑膿菌（以下 CRPA）の保菌・感染に関する疫学データは
国内外とも非常に乏しい。本研究では当センターにおける CRPA 保菌・感
染症例を解析し、 その臨床像やリスク因子を提示することを目的とする。

【方法】2015 年 1 月から 2024 年 12 月までの期間に、当センターの検査で
CRPA が検出された患者を抽出し、患者背景（年齢、性別、基礎疾患等）お
よび菌の検出部位、薬剤感受性、保菌か感染か、過去の緑膿菌保菌歴、過
去の抗菌薬使用歴を後方視的に検討した。独立した 2 群間の比率の比較に
は Fisher の正確検定を用いた。

【結果】上記の 10 年間に 50 名の患者から CRPA が検出された。男女比は
31：19、年齢の中央値は 6.5 歳（0～38 歳）であった。基礎疾患は脳性麻痺
等の神経系基礎疾患が 23 例と半数近くを占め、17 例が気管切開症例で
あった。検出部位は喀痰 25 例、尿 6 例、便 5 例で、静脈血からの検出は 1
例であった。カルバペネム系以外の抗菌薬に対する薬剤感受性率は CFPM
80％、GM92％、CPFX86％ と良好である一方、メタロ β ラクタマーゼ

（以下 MBL）産生が疑われる菌は 3 例から検出された。CRPA 検出前 3
か月間にカルバペネム系抗菌薬使用歴のある患者は 30 例（60％）、CRPA
検出前に緑膿菌検出歴のある患者は 22 例（44％）あり、両者には有意な相
関がみられた（p＜0.01）。また感染は 50 例中 8 例でみられ（肺炎 4 例、肺
炎＋敗血症 1 例、腹腔内感染 1 例、胆管炎 1 例、中耳炎 1 例）、死亡例は静
脈血から検出された 1 名のみであった。

【結論】神経系基礎疾患を有する患者は気管切開や栄養チューブ等のデバ
イスが多いことが CRPA 保菌のリスク因子になっていることが推察され
る。また、緑膿菌保菌患者へのカルバペネム系抗菌薬使用は CRPA 検出の
リスクになる可能性があり、カルバペネム系抗菌薬適正使用の重要性を裏
付ける結果となった。今後 MBL 産生 CRPA は遺伝子解析を行い、当院の
みならず地域での検出状況をモニタリングする必要があると考える。
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P1-185 Acinetobacter baumannii に関
する環境における生存率とBiofilm
産生能の関連

文京学院大学大学院 保健医療科学研究科1）、文京学院大学 保健
医療技術学部 臨床検査学科2）

○藤井 彩音（ふじい あやね）1）、蓼沼 瑞希1）、
髙橋 涼2）、眞野 容子1,2）、古谷 信彦1,2）

【背景・目的】Acinetobacter baumannii は Biofilm を形成する菌であり、環境にお
いて長期間生存が可能とされている。本邦でも、環境感染を原因とした MDRA
のアウトブレイク例が報告されており、ICU などにおいて問題となっている。乾燥
での生存は Acinetobacter baumannii の特徴の一つだが、菌株によって長期間生
存日数に差異があり、生存日数と具体的因子の関連は明らかにされていない。そこ
で、乾燥表面における生存日数と Biofilm 産生能および Biofilm 関連遺伝子の調査
を目的とした。

【方法】使用菌株は Acineotbacter baumannii 臨床分離株（2023 年）とした。薬剤
感受性試験は ATCC27853 を精度管理株として CLSI に準拠し行った。Biofilm 産
生能は 0.1％ クリスタル紫を用いた 96 well plate 法で検討を行った。ATCC19606
とコントロールとして Biofilm 関連遺伝子（bap、csuE、ompA）は PCR 法を用
いて有無の確認をし、csuE、ompA は qRT-PCR 法にて定量的検討を行った。乾
燥条件下における生存日数の検討は、20 日間継続的に菌数のカウントを行い評価
した。

【結果】Biofilm 産生能の結果、高度形成株が 80％、中等度形成株が 10％、非形成
株が 10％ 認められた。Biofilm 関連遺伝子である bap、csuE、ompA の遺伝子保
有率はそれぞれ 65％、100％、65％ であった。Biofilm 高度形成株の 37.5％ が bap、
csuE、ompA の遺伝子を保有しており、bap、ompA のどちらも保有していない
株が 2 株存在したが、どちらも Biofilm は高度形成を示した。qRT-PCR 法での定量
的評価の結果、csuE および ompA の Biofilm 産生株と非産生株での有意差は認め
られなかった。乾燥条件下における生存では、Biofilm 産生株及び非産生株の生存
率に有意差は認められないものの、 5 日目以降に有意傾向（p＜0.1）が認められた。

【結論】以上のことから、Biofilm の高度形成を示す一因として csuE 遺伝子が考え
られるが、今回用いた遺伝子以外の遺伝的及び環境的要因によっても Biofilm 形成
の有無が決定されると考える。また、乾燥条件下における Acinetobacter bauman-
nii の生存は、Biofilm の形成能と関連する可能性はあるものの、ほかの要因に依存
する可能性も示唆された。

P1-186 黄色ブドウ球菌および緑膿菌にお
ける非ステロイド性抗炎症薬の影
響

文京学院大学大学院 保健医療科学研究科
○井口 知哉（いぐち ともや）、塩田 由依、
眞野 容子、古谷 信彦

【背景・目的】黄色ブドウ球菌、緑膿菌に代表される細菌由来の Biofilm
はしばしば難治性感染症の原因となる。また、Biofilm 内細菌は浮遊菌より
も抗菌薬に対する抵抗性が高く、従来の抗菌薬では Biofilm 内細菌の根絶
は困難である。そこで、既存の薬剤を再利用するドラッグリポジショニン
グに注目した。近年いくつかの研究で抗菌作用が報告されている非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAIDs）を用いて黄色ブドウ球菌、緑膿菌への抗菌活
性を検討した。

【方法】供試菌として臨床由来黄色ブドウ球菌 10 株（内 MRSA5 株）、緑膿
菌 10 株（内 MDRP5 株）を用いた。薬剤は NSAIDs としてアセチルサリ
チル酸（ASA）、ジクロフェナク（DF）、ロキソプロフェン（LX）を使用
し、薬剤感受性試験および抗 Biofilm 活性について検討をした。

【結果】MIC 測定の結果より、ASA、DF では高濃度での発育阻止を認め
たが、LX では両菌種共に発育阻止を認めなかった。緑膿菌では ASA、DF
共に黄色ブドウ球菌よりも 2 から 8 倍の発育阻止を認めた。Biofilm 形成
能は、黄色ブドウ球菌では ASA、DF、LX すべてで 1/2MIC から 1/4MIC
で抑制を認めた。緑膿菌では、ASA、DF のみで 1/4MIC で抑制を認めた。

【結論】本研究では、NSAIDs が Biofilm を構成するグラム陽性菌および陰
性菌に与える影響について検討した。今回使用した NSAIDs の中で LX
は抗菌作用を示さなかったが ASA、DF では抗菌作用を示したことから、
一部 NSAIDs は抗菌薬の代替として有望であると考える。NSAIDs の
Biofilm に対する作用機序は明らかになっていないため、作用機序の解明
と更なる薬剤の検討を要する。緑膿菌は黄色ブドウ球菌に比べ感性、耐性
菌共に低濃度で効果を示した。細菌の細胞壁の構造による違いや EPS、タ
ンパク質といった Biofilm の構成成分の違いによるものと考える。

P1-187 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）分離率低下に必要となる
手指消毒剤消費量の検討

沖縄県立中部病院 感染症内科1）、国立感染症研究所 薬剤耐性研
究センター2）

○椎木 創一（しいき そういち）1）、黒須 一見2）、
鈴木 里和2）

【背景・目的】本邦の幅広い医療・介護施設から検出される MRSA の分離率は未だ海
外と比較しても高く、その要因の一つとして不十分な手指衛生が推察される。MRSA
分離率の低減に必要な手指消毒薬消費量を検討し、病棟特性として抗菌薬使用量の影
響も解析した。

【方法】5 施設の医療機関の感染管理担当者にアンケートを実施した。2022 年の
JANIS 検査部門還元情報の年報を収集し、病棟単位で MRSA 分離率を「MRSA 分離
患者数/黄色ブドウ球菌分離患者数×100」として算出した。また同年の施設背景や感
染対策活動状況、病棟単位の診療科、平均在院日数、延べ入院患者数、看護必要度、
抗菌薬使用状況と手指消毒薬消費量を収集した。手指消毒薬は払い出し量または使用
量を元に 1000 患者日あたり消費量を算出した。抗菌薬は注射薬のみとして 1000 患者
日の抗菌薬使用密度（AUD）を算出した。

【結果】5 施設から 46 病棟の回答を得た。MRSA 分離率は中央値 44.9％［四分位範囲
28.0, 53.5］、手指消毒薬消費量 中央値 20.7L/1000 患者日［16.2, 27.8］、主要抗菌薬 AUD
中央値 174.9［124.9, 229.0］であった。MRSA 分離率と手指消毒薬消費量間に相関は
認めず、MRSA 分離率と AUD も明確な相関は認めなかった。手指消毒薬消費量を 20
L 以上と 20L 未満、MRSA 分離率 40％ 以下と 40％ より大で分け、それら組合せで病
棟を 4 区分すると、7 病棟が「手指消毒薬少/MRSA 低」であり、主要抗菌薬 AUD
は中央値 119.8 と 4 区分中で最も低かった。また、16 病棟は「手指消毒薬多/MRSA
高」であり、うち 7 病棟でメチシリン感性黄色ブドウ球菌（MSSA）の年間検出患者
数が 10 未満であり、細菌検査実施状況が MRSA 分離率に影響したと考えられた。一
方「手指消毒多/MRSA 高」病棟の中で MSSA 年間検出患者数が 10 以上だった 9
病棟のうち、主要抗菌薬 AUD が 200 以上の病棟が 4 病棟（44％）占めた。

【考察】AUD が高い病棟は、手指消毒薬消費量に関わらず、MRSA 分離率が高い傾向
があった。 手指消毒薬消費量が 20L 以上であっても MRSA 分離率の高い病棟では、
手指消毒薬消費量の測定方法や手指衛生実施のタイミングなど遵守率の評価のほか、
手指衛生以外の要因について検討が必要と考えられた。学会員外共同発表者：小林祐
介、島田智恵

P1-188 NICU入院患者から分離された
MRSAの POT法による遺伝子型
分類

獨協医科大学埼玉医療センター 感染制御部1）、獨協医科大学埼玉
医療センター 臨床検査部2）、獨協医科大学埼玉医療センター 看
護部3）、獨協医科大学埼玉医療センター 小児科4）

○飯草 正実（いいぐさ まさみ）1,2）、渡邊 樹里1,2）、
新井 美幸1,3）、岡村 彰子1,3）、新田 晃久4）、
本田なつ絵1,2）、春木 宏介1,2）

【目的】当院では、院内で新規に発生したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）に対し、POT（PCR-based ORF Typing）法を用いた分子疫学的
解析を実施している。今回、POT 法を用いて NICU（新生児集中治療室）
から検出された MRSA の遺伝子型分類を行なったので報告する。

【方法】2018 年 5 月から 2024 年 12 月の期間に、NICU の積極的監視培養か
ら検出された持ち込み例を含む MRSA52 株を対象とし、シカジーニアスⓇ

分子疫学解析 POT キット（黄色ブドウ球菌用）（関東化学株式会社）を用
いて POT 法による遺伝子型分類を行なった。POT1 値が 73・77・93 を院
内感染型（HA-MRSA）、104・106・108・110 を市中感染型（CA-MRSA）
として、クローンタイプの推移について確認した。POT 型が 106-77-113
を示した株については Panton-Valentine leukocidin（PVL）遺伝子の PCR
を行なった。

【結果】POT 法による解析の結果、MRSA 株は 20 の異なる POT 型に分類
された。最も検出頻度の高かった POT 型は 106-155-121 が全体の 21.2％

（11 株）、次いで 104-9-2 が 13.5％（7 株）、106-183-32 が 11.5％（6 株）を占
めていた。HA-MRSA の比率は 2021 年に 28.5％（2 株）であり、その以外
の期間では CA-MRSA が 100％ を占めていた。POT 型が 106-77-113 を示
した株は全期間で 1 株検出され、PVL 遺伝子の保有が認められた。

【結論】POT 法による MRSA の分子疫学的解析を行うことで、NICU 内で
の MRSA の遺伝子型の推移を詳細に把握することが可能となった。特定
の POT 型が長期にわたり検出されていたことから、院内での持続的な感
染源の存在する可能性が示唆され、感染制御の強化が必要であると考えら
れた。POT 法による MRSA の遺伝子型分類は、クローンタイプを数値化
する事で視覚的に把握でき、効率的な菌株の比較や長期的なデータ管理に
有用であった。
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P1-189 NICU・GCUで 検 出 さ れ た
MRSAに対する分子疫学解析を用
いた院内感染状況の調査

東邦大学医療センター佐倉病院 感染対策室1）、東邦大学医療セン
ター佐倉病院 臨床検査部2）、東邦大学 看護学部 感染制御学研
究室3）

○金剛寺亜吏（こんごうじ あさと）1）、寺井 幸子1）、
宮本 康平1）、三橋 未帆1）、山本 美紀1）、寺井 謙介2）、
勝瀬 明子3）、清水 直美2）、小林 寅喆3）

【はじめに】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は院内感染の原因菌として重要
であり当院でも NICU・GCU でアウトブレイクを経験している。当院では薬剤感受性
パターンの比較にて水平伝播の推定を行っていたが、MRSA のように広く蔓延してい
る耐性菌についてはより明確な解析を行うことが必要とされる。今回、PCR-based ORF
Typing 法（POT 法）による分子疫学解析を院内にて実施し院内感染状況を調査した。

【方法】2023 年 10 月～2024 年 10 月に NICU・GCU にて検出された MRSA 株 13 例と
環境培養から検出された 1 例を対象とした。6 例は 2024 年 9～10 月に発生したアウト
ブレイク事例であり環境培養株はその時に採取した。解析は院内で実施しシカジーニ
アスⓇ分子疫学解析 POT キットを用いアガロースゲル電気泳動のバンドパターンから
POT 値を算出し、院内感染状況を推定した。

【結果】遺伝子型を解析したところ POT 値は 6 パターン検出され、106-183-32 が 5 例と
最も多かった。次いで 106-51-0 が 3 例、110-12-96 と 106-9-80 が 2 例ずつであり、他 2
例はそれぞれ異なるパターンであった。アウトブレイク事例の 6 例中 5 例が 106-183-32
であり、本事例では環境培養株を含むほか 2 例が 106-9-80 であった。複数例検出された
株は同日あるいは隔週ごとに実施している監視培養にて連続的に検出されていた。

【考察】当院で検出された MRSA について分子疫学的解析を行ったところ、アウトブレ
イク事例を含め遺伝子型が同一である株が複数検出され水平伝播が強く疑われた。環
境培株と同一であった 1 例は、患者間での伝播は認めなかったものの、本事例による環
境汚染の可能性が考えられた。複数例検出された遺伝子型は全て採取日が同日、または
連続的に検出されていたことから伝播の可能性が示唆された。対して連続的でなかっ
た株は遺伝子型が全て異なっていた。以上より院内伝播が周期的に発生していること
が強く示唆された。定期的な監視培養および院内での分子疫学的解析の実施は早期に
伝播を特定するために有用であり感染対策の介入が早期に可能となることからアウト
ブレイク防止に寄与すると考える。

P1-190 抗菌薬適正使用支援チーム活動開
始前後における血液培養から検出
されるメチシリン耐性黄色ブドウ
球菌の比較

医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 感染対策室
○長坂 洋子（ながさか ひろこ）

【背景・目的】薬剤耐性（Antimicrobial Resistance：AMR）は世界的に問
題となっており、日本でも抗菌薬適正使用推進活動が行われている。薬剤
耐性菌のなかでもメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin-resistant
Staphylococcus aureus：MRSA）は、医療関連感染の主な原因であり、近
年は市中感染型で保菌している患者も増えており問題となっている。当院
は、MRSA の検出が多く分離率も高い状態になっていた。このような状態
の中で 2023 年 7 月より感染対策向上加算を 2 から 1 へ変更し抗菌薬適正
使用支援チーム（Antimicrobial stewardship team；AST）の活動が開始と
なり AST 活動開始以降、MRSA の検出件数が減少している体感があっ
た。今回、AST 活動を開始前後の血液培養からの MRSA 検出件数、MRSA
分離率の推移について検討したので報告する。

【方法】研究期間は、2022 年 7 月から 2023 年 6 月までを AST 活動開始前
（A 群）とし、2023 年 7 月から 2024 年 6 月までを AST 活動開始後（B
群）とした。期間中に院内で提出された全血液培養の実施件数と血液培養
から MRSA が検出された件数及び、それぞれの期間における MRSA の分
離率を算出し比較した。MRSA の検出に関してはカイ二乗検定により検
定を行い有意水準は 5％ とした。

【結果】A 群の全血液培養件数は 1448 件、そのうち MRSA 陽性検出件数は
25 件であった。B 群の全血液培養件数は 1598 件、そのうち MRSA 陽性検
出件数は 13 件であった。A 群と B 群の MRSA 検出に関しては P＝0.0323
となり有意差が確認された。MRSA 分離率は A 群で 64.7％、B 群では
54.9％ となった。

【結論】AST 活動開始前後のそれぞれ 12 か月の血液培養から検出された
MRSA の件数は有意に減少し、MRSA の分離率も減少していた。薬剤耐性
菌の減少という目標にたいして検出件数を客観的に評価することが重要
である。臨床の現場では、抗菌薬の使用以外にも感染予防に関する取り組
みはさまざま行われており、今回の結果が AST 活動のみの結果だと結論
することは困難である。

P1-191 ベンチマーク指標としてのMRSA
を用いた2年目病院の院内感染対
策評価

医療法人徳洲会湘南大磯病院
○小島 康裕（こじま やすひろ）

【背景・目的】当院は 2023 年 3 月に東海大学附属病院から医療法人徳洲会
へ事業継承が行われた。継承後 1 年間が経過し、現在は 150 床の病床数と
なっている。そうした背景を通して各種サーベイランスの基本となるベン
チマークデータが蓄積してきた。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（以下
MRSA）は手指衛生を始めとした院内感染対策の評価指標の一つとして扱
われ、感染対策の巧緻を図るファクターの一つとして扱われる。そこで、
院内感染対策状況の指標の一つとして MRSA の発生状況を調査し、手指
衛生の遵守状況と関連させた考察とフィードバックを行った。

【活動内容】2024 年 3 月から 12 月までの MRSA 検出状況を調査した結
果、平均 5.6 件/月、標準偏差は 1.64、75 パーセンタイルを超過した月が 8
か月確認された。同年の厚生労働省院内感染対策サーベイランスのフィー
ドバックデータからも集計対象医療機関内での当院における分離率が 75
パーセンタイルを超えている状況がほぼ通年で確認できた。
そこで、入院している MRSA 保菌患者が他の入院患者に与えた影響とし
て、MRSA の薬剤感受性パターンを確認し、同一のパターンの菌株の検出
状況を調査した。結果として、同一の薬剤感受性パターンの菌株が単一病
棟内で一定期間内に複数確認され院内感染が疑われた。
同期間内の手指衛生の遵守状況は 1 日 1 患者あたり平均 4.6 回であった。
院内感染を防止するためには手指衛生遵守率の向上が重要と考え、上記の
内容を院内にフィードバックした。

【成果・考察】当院における MRSA 増加は、手指衛生遵守率の低さと
MRSA の薬剤感受性パターンから院内感染の関与が強く疑われる分析結
果となった。
前年度から引き続いて、MRSA 分離率が高値で推移しており、保菌圧が高
く手指衛生遵守率も低いため、水平感染による MRSA 保菌患者を新たに
発生させうるリスクがある。対策として、手指衛生を始めとした感染対策
の質を向上させる必要がある。入院患者数がそれほど多くはない中小規模
病院の強みとして、データの扱いやすさがあるため、感受性パターンまで
考慮したサーベイランスによるモニタリングと迅速なフィードバックを
行い、手指衛生遵守率を始めとした状況改善を目指す必要がある。

P1-192 黄色ブドウ球菌血流感染症治療バ
ンドルの遵守率と治療アウトカム
の変化

康生会 武田病院
○松田 貴臣（まつだ たかおみ）、藤井香緒利、
荻野 伸光、泉 佑奈

【背景・目的】黄色ブドウ球菌による感染症は皮膚感染症をはじめ、血流感
染、感染性心内膜炎、骨髄炎などの転移性病変を引き起こす。また、カテー
テル血流感染、手術部位感染など医原性の感染症の原因菌としても重要な
菌種である。当院では黄色ブドウ球菌感染症治療に難渋する症例が多い印
象をもったことをきっかけに、2016 年から黄色ブドウ球菌感染症治療バ
ンドル（以下治療バンドル）の遵守率の調査を行った。その結果治療バン
ドルの遵守率が低いことが判明した。これを受け AST 活動の一環として
感染対策マニュアルに治療バンドルを盛り込む改訂や院内勉強会を通じ
て治療バンドルの意義の周知、培養提出の重要性の周知等職員の意識改革
を行ってきた。その結果として血液培養の陰性化確認について優位に提出
件数が増加し、有意な差はみられないもののその他の治療バンドルの各項
目の達成率、再入院率、死亡率にも減少傾向がみられたため報告する。

【活動内容】2021 年～2023 年と 2016 年～2018 年の入院患者のうち血液培
養から黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象に（1）治療開始後 72 時間
後の血液培養の有無、（2）再血液培養提出の有無、（3）14 日以上の抗菌薬
治療の有無、（4）心エコー、経食道エコー検査実施の有無、（5）再入院率、

（6）死亡率について後ろ向き調査をおこなった。また、それぞれの項目に
ついてフィッシャーの正確確立検定を行った。

【成果・考察】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、メチシリン感受性黄色ブド
ウ球菌いずれの血流感染の場合も血液培養の陰性化確認のための培養に
ついて有意に提出件数が上昇した。血液培養の陰性化確認は治療期間の設
定に必須のため、抗菌薬を根拠を持ってより短期間で終了できるように
なったと考えられる。その他有意差はないものの数値は改善しており職員
の意識の高まりが見られた。今後も継続的に啓発活動を続けて行く。
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P1-193 環境管理の変遷とトキシン産生
Clostridioides difficile 検出状況
の変化

千葉県循環器病センター1）、千葉県がんセンター2）

○白熊久美子（しらくま くみこ）1）、齋藤 佳子1）、
大塚モエミ2）

【背景・目的】2013 年に A 病棟でトキシン産生 Clostridioides difficile（以
下：CD）のアウトブレイクが発生した。その際、環境表面の衛生的な管理
方法や看護ケア使用物品の管理方法が感染管理上の課題として明確と
なった。現場の課題解決に向けた院内感染対策チーム活動の結果、CD
検出率低下に繋がったと考えられるため報告する。

【活動内容】アウトブレイク発生時、感染管理認定看護師により環境と看護
ケアの直接観察が実施された。水平伝播リスクとして、オムツカート、経
管栄養使用物品の運用方法、使用後リネン取り扱い、清拭車の運用、清潔
と不潔の交差したベッド周囲環境が課題としてあげられた。病棟の高頻度
接触面清掃は忙しさから省かれることも多かったことから、優先業務の一
つとして清掃ルールを明確化し確実に実施できる体制とした。経管栄養
チューブと清拭タオルは運用を大幅に変更し、栄養チューブは使い捨て、
清拭車は廃止して個包装の不織布タオルと適宜温める方法に変更した。ま
た、病室が分からなくなる患者への目印として、病棟の手摺に人形を設置
することが常態化していたが、衛生的な管理が難しいため廃止とした。ま
た、物品管理目的で再利用の紙箱も汎用されており、撤去とした。環境表
面管理として、院内清掃方法を確認すると契約通りに実施されておらず、
清掃員や清掃物品の不足等、様々な課題が明確となった。院内清掃に関す
る業務調整は事務局が窓口であるため、事務担当者とラウンドや報告書で
共有した。事務局と院内清掃の課題について共有し続けた結果、委託業者
選定の価格入札方式を総合評価方式による入札制度に変更されることに
つながり、清掃の質が大きく改善した。CD 検出数と検出率は 2013 年 35
件 0.17％ から 2024 年の 9 件 0.06％ に低下し、継続的な患者療養環境改善
活動の結果が影響したと考える。

【成果・考察】ICT は現場のスタッフと課題を共有し協働しながら改善活
動を継続すること。また、病院を管理する事務担当者と協働することで、
物品や環境管理状況を改善することが可能である。衛生的な療養環境は
CD アウトブレイクリスク低下になると考える。

P1-194 当院におけるClostridioides in-
fection 治療薬の使用状況調査およ
び適正使用推進に向けた検討

小倉記念病院 薬剤部1）、小倉記念病院 感染管理部2）、小倉記念
病院 看護部3）

○町田 聖治（まちだ せいじ）1）、宮﨑 博章2）、
山下 恵美3）

【目的】Clostridioides infection（CDI）は院内感染対策において問題となる感
染症の 1 つであり、広域スペクトル抗菌薬の把握や、環境管理などの感染防
止対策が重要である。CDI の治療薬であるメトロニダゾール（MNZ）やバン
コマイシン（VCM）を使用する際、診療ガイドラインに基づいた適正使用が
求められる。そこで今回、当院における CDI 患者への治療薬の使用状況の現
状把握および、治療薬の適正使用推進に向けた課題を検証した。

【方法】2024 年 5 月から 12 月までを調査期間とし、CDI の診断後に VCM
または MNZ が経口投与された入院患者を対象とした。年齢、性別、基礎疾患、
VCM および MNZ の用法・用量、投与期間、治療薬投与前後の臨床検査値

（肝機能、腎機能、血清アルブミン値、C 反応性タンパク質（CRP）、白血球数）
の推移について後ろ向き調査を行った。

【結果】対象患者は 23 名（VCM 投与群 13 例、MNZ 投与群 10 例）であり、
CDI 発症 2 週間以内に広域スペクトル抗菌薬の使用が 61％（14 例）、PPI また
は H2RA の使用が 87％（20 例）の症例に認められた。治療薬開始前後の臨床
検査値の変化を検討した結果、VCM 投与前後の CRP で有意な差がみられた

（治療開始時：5.2±2.6 mg/dL→治療終了時：1.6±1.3 mg/dL、p＜0.01）。
投与期間は VCM 投与群が 14.2±5.9 日であり、MNZ 投与群の 10.9±4.0 日と
比較し有意差は認められなかった。VCM の投与期間はすべて 10 日以上であ
り、MNZ の投与期間が 10 日未満の症例は 4 例（40％）、10 日を超える症例は
3 例（30％）であった。MNZ から VCM へ変更した症例は 4 例（40％）であ
り、そのうち 2 例は投与回数が 1 日 2 回であった。

【結論】CDI 初発の場合、VCM・MNZ の推奨投与期間とされる 10 日間を満
たない症例が MNZ 投与群でみられ、適切な投与期間に向けた取り組みが必
要であると考えられた。一方、MNZ の投与期間が 10 日間を超える症例につ
いては、VCM への変更の検討や、長期使用での末梢および中枢神経障害の発
現の有無に注意していくことも必要であると考える。患者個々の病態に応じ
た適切な治療薬や用法・用量、投与期間を検討することが課題であった。

P1-195 院内清掃の変化がClostridioides-
difficile 検出状況に与えた影響

千葉県がんセンター 感染管理部
○大塚モエミ（おおつか もえみ）

【背景・目的】当院は 2014 年に入院患者の Clostridioides-difficile（以下
CD）アウトブレイク以降、抗菌薬適切使用や、CDI 発生時の接触予防策遵
守などに取り組んできた。検出数は減少したが 2017 年以降は横ばいで
あった。しかし、2020 年 10 月に新病院へ移転以降、CD 検出数は減少し検
出数は低い状態を維持している。CD 感染拡大予防策の実施状況を振り
返ったところ、 CD 検出減少のタイミングで院内清掃受託会社が変わり、
清掃用具や手順などが大幅に改善されていた。そこで、院内清掃の変化が
CD 検出状況に影響を与えた可能性があるかを検討した。

【方法】抗菌薬使用状況データ収集が可能な 2013 年～2020 年を移転前、
2018 年～2024 年を移転後としてトキシン産生 CD 検出患者数、抗菌薬使
用状況、清掃方法を比較した。抗菌薬使用状況は入院患者の注射抗菌薬の
抗菌薬使用密度を算出した。清掃方法は移転前の清掃用具を当時のラウン
ド写真やラウンド報告書から確認した。清掃の質は患者投書内容を参考し
た。移転後は現状の清掃用具と手順を確認した。

【結果】トキシン産生 CD 検出数は、移転前 36.25 名/年、移転後 13.5 名/
年であった。抗菌薬使用密度は移転前が 14.08、移転後 15.83 で統計学的有
意差は認めず CD 検出状況への影響は無いと考えた。院内清掃方法は、移
転前は、木綿と思われる糸モップを主に使用していた。使用後は院内にあ
る家庭用洗濯機で洗濯後に日当たりの悪い外に面した廊下に干され、十分
乾燥しないまま翌日に使用されていた。床の清拭清掃は主に水拭きで行わ
れていた。患者からの投書は衛生的でない清掃方法を指摘する内容が確認
された。移転後の清掃用具は、マイクロファイバー製の平モップを使用し
ており、一定の床面積に使用後は交換されていた。また、平モップ等の洗
濯可能資材は院外の洗濯業者が乾燥まで行ったものを使用していた。

【結論】CD の感染拡大防止には CDI 患者退室後の十分な清掃やターミナ
ルクリーニングの有効性が報告されている。移転後のため環境がリセット
されたことに加え、マイクロファイバーを中心にした清掃用具の使用や衛
生的な管理、清掃マニュアル作成による清掃手順の遵守などが水平伝播を
防止し CD 検出数の減少に影響を与えた可能性がある。

P1-196 J-SIPHEデータにおけるClos-
tridioides difficile infection
（CDI）発生率の現状と考察

国立国際医療研究センター AMR臨床リファレンスセンター1）、
国立国際医療研究センター 国際感染症センター2）

○田島 太一（たじま たいち）1）、早川佳代子1,2）、
松永 展明1）、大曲 貴夫1,2）

【背景・目的】Clostridioides difficile は、アウトブレイクの原因となる微生物であ
る。日本では C. difficile の発生率は、3.4-7.4（10,000 patient-days）と報告され、
継続的なサーベイランスの重要性が強調されている。2019 年に J-SIPHE が開発
され CDI サーベイランスが実装された。J-SIPHE では、各施設の CDI 院内発生数
が登録されているが、CDI 発生率の推移についてまとめた報告はない。

【方法】2025 年 1 月 28 日に抽出した 2019 年から 2023 年までの 5 年間の J-SIPHE
登録データを用いて、各施設の CDI 発生率（10,000 patient-days）を算出した。5
年分のデータが揃っていない施設は除外し、60 か月分の連続したデータがある施
設のみで感染対策向上加算区分と病床区分ごとに群間の差を Kruskal-Wallis 検
定で確認し、5 年間の CDI 発生率の経時的変化を線形回帰分析で解析した。

【結果】分析対象は 221 施設であった。加算 1 は 186 施設、加算 2 は 27 施設、加
算 3 は 7 施設、加算のない病院は 1 施設であった。加算 1 の発生率の中央値は
1.26（IQR：0.72-1.97）、加算 2 は 0.60（IQR：0.29-2.06）、加算 3 は 0.80（IQR：0.55-
4.31）であった。加算ごとの発生率で有意な差が見られた（p 値＜0.05）。病床区分
では、199 床以下が 39 施設、200-599 床が 137 施設、600 床以上が 45 施設であっ
た。199 床以下の発生率の中央値は 0.75（IQR：0.42-2.06）、200-599 床は 1.33（IQR：
0.68-2.20）、600 床以上は 1.14（IQR：0.84-1.57）であった。病床数での発生率に有
意な差は認められなかった（p 値=0.117）。5 年間の経時的変化は、低下傾向であっ
た。

【結論】病床数で CDI 発生率に違いは見られなかったが、加算別で違いが見られ
た。J-SIPHE データでは病院特性が分からないため発生率を指標として用いる際
は、詳細な病院特性がわかるデータが必要であることが示唆された。本研究は発
生率が先行研究より低値であり、病院特性の影響だけでなく、適切な CDI の検査
および診断に関する質の調査も求められる。一方で、CDI 発生率が経時的に低下
傾向であり、抗菌薬適正使用の推進や感染対策の質の向上が影響している可能性
がある。今後、検査や診断の実態、抗菌薬適正使用や感染対策の質などの指標と
合わせて、さらなる分析が必要である。
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P1-197 新生児集中治療室（NICU）に関連す
るメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
のアウトブレイクにおけるPOT法
を用いた感染対策

富山県立中央病院 感染対策室1）、富山県立中央病院 新生児科2）

○高本 良子（たかもと よしこ）1）、彼谷 裕康1）、
中村 雅彦1）、二谷 武2）

【背景・目的】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は、院内感染の原因
となる菌であり、感染管理の対象として常に監視している。しかし、MRSA
はすでに広く蔓延し検出頻度が高いため、持ち込みなのか院内で伝播したの
かを明確にすることは難しい。NICU で以前アウトブレイクが発生した際の
環境調査で、MRSA が環境に存在していることが証明されたが、アウトブレ
イクの発生源を明確にできなかった。そこで、PCR-based ORF Typing（POT
法）を用いて、アウトブレイクの発生経路を明確にし、水平伝播した範囲を
明らかにすることで感染対策に役立つと考え検討を行った。

【方法】POT 法は、菌の複数の特定遺伝子を解析し、菌体間の相同性を比較
する方法である。黄色ブドウ球菌用 POT 法（SA POT 法）を用いて、2013
年～2024 年に NICU に関連した患者計 18 名から検出された MRSA の相同
性を比較した。また、材料は、統一せず、提出された際の検体を使用した。

【結果】NICU に関連する患者 18 名の MRSA 検体に対し、SA POT 法で相同
性検査を実施した結果、7 種類の POT 型に分けられた。内訳として、2013
年 4 月～7 月にかけて入院期間が重なりあう患者 6 名が同じ POT 型の菌株
をもつ例や、兄弟で違う POT 型の菌株をもつ例があった。また、2021 年 4
月に検出されたすでに NICU を退院している患者の MRSA の菌株が、2024
年に入院中の患者からも検出された例があった。

【結論】最初に検出した MRSA が一定期間に大勢に伝播させたのではなく、
入院期間の重なりあう複数の患者間で時間をかけて伝播していることから、
持ち込でなく院内で発生した発生経路であることが明らかになった。また、
3 年前の株が新たに検出されたことから、水平伝播の範囲が患者間だけでな
く、環境からも考えられることが明らかになった。NICU では、MRSA が検
出された場合、ゾーニングや接触予防策の追加を行っているが、その後も新
たに MRSA が検出される状況もあるため、感染対策に苦渋している。現状
行っている感染対策に対する介入や今後検証すべき課題を明らかにしてい
きたい。

P1-198 外科病棟で起きたMRSA検出事例
への介入

弘前大学医学部附属病院 感染制御センター1）、弘前大学医学部附
属病院 呼吸器内科・感染症科2）

○尾崎 浩美（おざき ひろみ）1）、糸賀 正道1,2）、
木村 俊幸1）

【背景・目的】当院では、病棟における MRSA や緑膿菌の集団発生が年数
回見られ、その都度、患者の ADL 確認や POT 法による菌調査、環境調査、
診療科とのカンファランス、病棟への指導などを実施してきた。2024 年 9
月から 10 月にかけて、これまで MRSA 検出が少なかった病棟で集団発生
が起きたため、ICT が介入した事例を報告する。

【活動内容】2024 年 9 月～10 月に検出された患者のラインリストを作成
し、各種確認事項（患者の ADL、シャワー浴の状況、ドレーン管理、看護
師の対応、回診時の状況、感染対策の状況、清掃状況等）について聞き取
り調査を行い、検出された MRSA については POT 法を用いた分子疫学
調査を行った。また、要因究明のために当該病棟 30 ヶ所の環境調査を実施
した。確認事項においては、手指衛生遵守状況も悪く、標準予防策がなら
れていない場面が多かった。検出患者は全体で 6 名であり、診療グループ
は A 2 名・B 1 名・C 3 名と偏っていなかった。看護グループについても、
A 3 名・B 3 名と偏っていなかった。検出部位は、ドレーン 4 名、膿汁 1
名、喀痰 1 名であった。POT 法で解析した株は全体で 12 株であり、12
株中 8 株に型の一致がなく、明らかな院内伝播を示す結果ではなかった。
30 ヶ所の環境調査の結果、体重計と看護師使用台車から MRSA が検出さ
れ、その他 17 ヶ所から表皮ブドウ球菌やバシラス等が検出された。これら
の結果から当該診療科・当該病棟看護師とカンファランスを行い、環境清
掃と手指消毒の遵守を依頼した。

【成果・考察】明確な院内伝播は確認されなかったが、環境から MRSA
が検出された点から標準予防策の不徹底が推測される。また、市中感染の
増加に伴う持ち込み事例の可能性も示唆されるため、日々の標準予防策遵
守が重要である。指導後、同病棟では持ち込み例 1 件以外に新規発生はな
く、対応の効果が示唆された。また、今回 SSI（術後感染）患者 3 名が含
まれていたことから、SSI 対策と現状把握の重要性が再確認された。

P1-199 NICUにおけるMRSAアウトブレ
イクの対応

日本赤十字社医療センター 感染管理室1）、日本赤十字社医療セン
ター 薬剤部2）、日本赤十字社医療センター 検査部3）、日本赤十
字社医療センター 感染症科4）

○風間 佳代（かざま かよ）1）、土屋 圭祐1）、
西川美由紀1）、本田 和照1,2）、今井 一仁1,3）、
馬渡 桃子1,4）、上田 晃弘1,4）

【背景】新生児は免疫能が未熟であり、MRSA といった耐性菌での感染症は重篤
になりやすい。そのため新生児集中治療室（NICU）では水平感染が起こらない
よう厳重な管理が必要である。今回、NICU における MRSA アウトブレイクを
経験したので対応と分析について報告する。

【症例】某年某月 X 日の、NICU における MRSA 監視培養で患児 1 名が陽性と
なった。その後、X＋28 日までの期間に 7 名が MRSA 陽性となった。3 人目が
検出された時点で平時の MRSA 発生率を超えていたため介入を開始した。感染
管理室（ICT）でのラウンドや、ICT と当該部署管理者と話し合いを行い、手指
衛生の徹底、個人防護具の着脱方法、吸引瓶や患者の使用物品の清潔・不潔区域
のゾーニングが課題として挙がり、これらの改善に取り組んだ。具体的には、早
産児や複数デバイスが挿入されている児に対しての手指衛生の徹底、擦式アル
コール消毒薬の増設、手指衛生ポスターの掲示、看護助手や異動者への個人防護
具着脱教育、当該部署に出入りする他科の医師、多職種との情報共有、吸引瓶の
交換頻度の見直しと手順書を作成、隔離エリアの手前に使用前と使用中の物品
を区別するワゴンを設置した。X＋28 日に 8 人目の MRSA 新規検出となった以
降 1 ヵ月間新規陽性患児は見られず、X＋64 日に収束と判断した。

【考察・結論】MRSA 陽性患児においてデバイス使用例が多かったため、同時期
に NICU 入室していた MRSA 陽性患児と MRSA 非検出患児とを比較し症例対
照研究を行った。オッズ比（95％ 信頼区間）は中心静脈カテーテル（CVC）で
12.9（1.8-93.4）と有意に高く、末梢静脈カテーテル、PI カテーテル、人工呼吸器、
持続陽圧呼吸では有意差は認めなかった。CVC は NICU の院内感染のリスク因
子となる報告はあるが、NICU での MRSA 院内発生において CVC が有意なリ
スクであるとした報告はなかった。当センターでは CVC 挿入患児は PI カテー
テル挿入患児より開放式保育器で管理されていることが多く、スタッフの手が
触れる機会が頻回となり水平感染のリスク因子と考えられる。介入の多い患児
のケアや処置においても標準予防策を遵守することが必要と考えられた。

P1-200 VRE院内アウトブレイクに対する
感染対策の取り組み

大分県厚生連鶴見病院
○田中奈津美（たなか なつみ）

【背景・目的】当院では 2021 年に発生した VRE 感染症患者を発端として、
院内アウトブレイクとなった。対策を継続し、2024 年 11 月に終息とした。
その経過と取り組みについて報告する。

【活動内容】2021 年 2 月に A 病棟の入院患者の血液培養から VRE が検出
され、スクリーニング検査で 5 名が陽性となった。接触予防策の実施や、
清掃などの見直しをしたが、以後他病棟でも検出した。2022 年に、外部専
門家の介入にて感染状況を把握し対策を評価するように助言を受けた。ス
クリーニング検査は全病棟で月 1 回行い、また、有症状者の便の監視培養
を継続した。新規陽性者は合計 87 名（感染 2 例、保菌 85 例）、菌種は E.
faecium（VanA）。平均年齢 83 歳、オムツ使用者は 61％ であった。排泄
ケア手順の変更、環境管理の見直し、カルテでの情報共有、AMR 研修を
行った。県の PFGE 解析では、A 病棟は同一パターンで水平感染であっ
た。入退院を繰り返す患者が多い B 病棟は、同一ではないが類似したパ
ターンが多く、スクリーニング以前から院内伝播していた可能性があっ
た。基本的な手指衛生の不備が原因と考え、その向上に取り組んだ。消毒
薬を携帯して、目標を 20 回/患者・日とした。タイミング研修や啓蒙にて、
2024 年から 20 回/患者・日を継続しており、遵守率も上がった。対策を実
施して新規検出者は減少傾向だったが、2024 年 5 月から、継続して C 病棟
から検出した。水平感染とし、2 週間毎にスクリーニング検査を実施して、
主な共通要因であった、吸引手順の見直しや吸入物品を中材管理とした。
6 週間、新規検出はなく終了とした。8 月、11 月の全病棟スクリーニング
検査では新規検出はなく、手指消毒は 20 回/患者・日以上を継続している
ため、アウトブレイクは終息とした。以後も有症状者の便の監視培養は継
続しているが新規の検出はない。

【成果・考察】アウトブレイクの主な要因は、手指衛生と情報共有の不備で
あった。院外専門家の介入により病院全体の危機感が強まり、スクリーニ
ング検査により、全体像を把握した具体的な感染対策の見直しや改善がで
き終息に至った。VRE は一旦アウトブレイクすると対策に難渋する。基本
的な対策の継続と、発生時の早期対応が重要である。
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P1-201 当院におけるVREアウトブレイク
事例への取り組み

和歌山県立医科大学附属病院 感染制御部1）、和歌山県立医科大学
附属病院 看護部2）、和歌山県立医科大学 臨床感染制御学講座3）

○則村 大輔（のりむら だいすけ）1）、小島 光恵1）、
辻田 愛1）、小谷 智美2）、森本 将矢1,3）、小泉 祐介1,3）

【背景・目的】当院では 2020 年から 2022 年までの約 2 年間にバンコマイ
シン耐性腸球菌（以下 VRE）のアウトブレイクを経験した。発生から終息
までに約 2 年の年月を要した。今回はその経験を元に、当院の感染対策の
問題点を洗い出し、対応について検討したので報告する。

【活動内容】2020 年 5 月に 1 例目の VRE が検出され、2021 年後半に多発
したため調査を行ったところ HCU を起点として他病棟に伝播している
ことが判明した。当院の感染対策の問題点としては、1．起点の HCU で手
指衛生が不徹底であった、2．院内のアウトブレイクを認識していない職員
が多かった、3．水回りを含む環境整備の不備があった、4．地域の病院間
の連携不足等が挙げられた。アウトブレイクの全体像が把握できなかった
ため、患者のスクリーニング検査を実施した。手指衛生改善のため、直接
観察や直接指導、手指衛生に関するデータのフィードバックを実施した。
院内全職員対象の VRE に関する内容の周知と教育を様々な手段で実施し
た。水回り対策として、患者トイレの衛生環境向上、汚物室のゾーニング
と汚物処理シンクの改修を行った。ケアカートはゾーニングを徹底した。
地域の基幹病院と保健所で VRE の情報共有を行った。

【成果・考察】2022 年 10 月には VRE の持ち込み例の検出はあるが、院内
新規検出は一旦終息した。スクリーニング検査により、VRE 保菌者の早期
検出と接触予防策を開始することができた。標準予防策の徹底として手指
衛生の強力な介入により、手指衛生遵守率は 2020 年 7 月の 23.2％ から
2023 年 7 月から 9 月では 64.6％ に上昇した。水回り対策では全病棟の患
者トイレにペーパータオルを導入し、環境整備の強化のため紫外線照射装
置を導入した。
考察としてコロナ禍で院内全職員向けの緊急集会等が開催できなかった
ことによる情報の伝達不足が感染拡大に関する当事者意識の欠如となっ
たことが挙げられる。また、地域の病院間の連携が十分できなかったこと
も感染拡大に影響した。VRE 対策では、1 つの取り組みだけでは終息せず、
手指衛生や環境整備、病院全体の職員への情報の共有や教育など複数の対
策を組み合わせた取り組みが必要と感じた。

P1-202 VREアウトブレイクへの介入と標
準予防策の見直し

沖縄赤十字病院 感染対策室
○仲間 綾乃（なかま あやの）

【背景・目的】2024 年 6 月、A 病棟の入院患者 23 名よりバンコマイシン耐
性腸球菌（VRE）が検出された。陽性者の病室に関連性はなく、職員の手
や環境を介した伝播の拡大が疑われた。A 病棟への感染対策の見直しと改
善への取り組みを報告する。

【活動内容】発生当初より 2 週間毎のスクリーニング検査を実施し、新規発
生と関連性の有無を調査した。感染拡大の主な要因として、手指衛生不足
と排泄ケア時の感染対策の破綻が挙がった。そこで、手指衛生剤の個人携
帯を導入し、直接観察による指導を実施した。また、排泄ケアでは、従来
のおむつカートの懸念点であった清潔と不潔が混在した 1 台のカートか
ら、ゾーニングを明確にした 2 台のカートへ変更し交差感染のリスクを最
小限にとどめた。陽性者の中には、ADL 自立者もいたため、療養環境およ
び共有エリアの環境整備を強化した。9 月には、A 病棟と隣接病棟が統合
し B 病棟での管理となった。B 病棟へ統合後も A 病棟での感染対策は継
続し行った。

【成果・考察】今回のアウトブレイクは、標準予防策の破綻により伝播拡大
した。発生当初は、職員の危機感から、手指消毒剤の個人携帯やおむつカー
トの変更に対して肯定的に受け止め早期に対応することができた。しか
し、感染対策への意識は、自分事として捉えられない側面も大きく、感染
対策よりも業務が優先となる場面が見られた。物理的な問題を改善するだ
けでなく、職員一人一人の意識が向上するよう直接指導することや、A
病棟のリンクナースを含む中心的役割の 4 名と改善策の検討と全体への
働きかけをしたことで統一した感染対策の継続につながった。また、9
月に B 病棟へと環境が変わったことで新規発生の抑制に大いに働いた。
しかし、繁忙期になると業務優先となり標準予防策の緩みが生じ、結果、
11 月には新規陽性者が発生した。感染対策は継続して行うことで伝播拡
大の防止につながるが、成果として捉えきれない分、繁忙期や個人の意識
により緩みが生じやすくなる。そのため、現状を定期的にラウンドし、改
善を講じていかなければならない。

P1-203 VREアウトブレイクにおける当院
の ICT活動報告

関西医科大学総合医療センター 感染制御部
○赤澤早百合（あかざわ さゆり）、西本 研二

【背景】近年国内の急性期病院での VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）の
アウトブレイク事例が増加している。当院は 477 床中 48 床が重症集中治
療病床の急性期病院である。2024 年 4 月に A 病棟患者の腹水、同月末には
B 病棟患者の血液培養、その後同病棟の 7 名の便検体より VRE が検出さ
れた。5 月の ICT 介入から 9 月の終息までの活動を報告する。

【活動内容】腹水からの検出例に対しスクリーニング検査、接触隔離対策に
より拡大は認めていなかった。同月末、別病棟で血液より検出され、別症
例として 3 日以上同室歴のある患者に対し便検査を実施した。結果 1 名よ
り検出、病棟全体にスクリーニングを拡大し 7 名の陽性が判明した。後日、
初発例の腹水と B 病棟で検出された 3 例の遺伝子が一致することが行政
検査により判明した。5 月 26 日の最終陽性報告以降、スクリーニングを継
続中（対象 151 名）であるが、実施した 51 名は全て陰性である。介入事項
は以下の通りである。1．臨時会議にてアウトブレイク宣言 2．入院・転棟
を禁止 3．スクリーニング検査に PCR 法を導入 4．環境培養調査（13 カ所
中 1 カ所から検出）5．トイレ清掃方法の見直し 6．陽性者退院後の清掃強
化（UV 照射、過酸化水素ミスト消毒を追加）7．毎日の ICT ラウンド 8．
手指衛生行動の確認と即時フィードバック、使用量調査 9．スタッフの固
定化 10．コホート隔離とゾーニングの実施 11．検査対象基準の強化（滞在
から 1 日以上とした）12．院内メールにて職員への情報発信 13．患者に接
触する職員、希望者へ携帯用手指消毒薬の配布 14．耐性菌の感染対策と事
例報告会を実施

【成果・考察】1．スクリーニングにマルチプレックスリアルタム PCR 法を
用いることで病棟閉鎖期間を短くできた。（2 週間で一部入院・転棟受入
れを再開、5 週目で全面受入れ）2．個人防護具未使用や同一道具でのウォ
シュレット清掃の実態が分かり、委託業者と手順の改訂や伝播リスクを共
通認識することができた。3．手指消毒量は 1 日 32.2ml（前月 7.5ml）に増
加した。4．便汚染のリスクの高いケア、処置、環境における標準予防策の
徹底が必要である。

P1-204 血液培養陽性で診断した侵襲性髄
膜炎菌感染症への対応

国立病院機構東京医療センター 感染症内科1）、国立病院機構東京
医療センター 看護部2）

○津山 頌章（つやま のぶあき）1）、前屋敷友香2）

【背景】髄膜炎菌は細菌性髄膜炎や菌血症を引き起こす Gram 陰性球菌で
ある。血液、髄液、その他無菌部位から髄膜炎菌が検出された症例は侵襲
性髄膜炎菌感染症（IMD）として五類感染症となっている。IMD の死亡率
は発展途上国で 20％、先進国でも 10-15％ と高く重要な疾患の一つであ
る。

【症例】症例は運転手をしている 80 歳男性。発熱、悪寒、嘔吐、体動困難
を主訴に当院へ救急搬送された。救急外来では髄膜炎を疑う症状はなく、
造影 CT で胆嚢腫大を認めたため、血液培養が採取され急性胆嚢炎疑いと
して CMZ が開始され入院した。入院翌朝、血液培養が陽性となり、Gram
陰性球菌をみとめた。微生物検査技師は形態から Acinetobacter sp. を鑑
別に考えたが、急性胆嚢炎の起炎菌としては一般的ではないことから Fil-
mArray 血液培養パネルを用いて同定を行った。その結果、N. meningitidis
と判明し、髄膜炎菌菌血症であることが確定した。IMD であることから、
微生物検査技師は直ちに担当医、ICN、感染症内科医に連絡を行った。同
日中に ICN、感染症内科医は病歴を確認し接触者を特定した。医師 1 名、
看護師 5 名を接触者と判断し CPFX で曝露後予防を行った。また、患者は
大部屋に入室していたため、個室へ移動し飛沫、接触感染対策を開始した。
同室者、同居家族 3 名に CTRX による曝露後予防を行った。その後、予防
投与を受けたものの中に発症者はなかった。

【考察・結論】今回、髄膜炎を伴わず菌血症として発症した IMD 症例を経
験した。国内報告では侵襲性髄膜炎菌感染症のうち症状に基づき髄膜炎と
分類された報告例は 63％ であり、髄膜炎を伴わない症例も少なくないこ
とに留意すべきである。本症例では、微生物検査技師が迅速に遺伝子検査
を行ったことで IMD と早期に判明した。さらに、微生物検査技師、担当医、
ICN、感染症内科医が緊密に連携し、迅速な対応を行えたことで、接触者
を最小限に抑えることができた。近年、IMD の発生数が増加しており、ど
の医療機関でも診療する可能性がある。早期診断と、診断確定後の微生物
検査技師を含む感染制御チームや担当医との連携が曝露者の低減に重要
である。
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P1-205 当院におけるClostridioides diffi-
cile 感染症アウトブレイクへの介
入

立川相互病院 感染管理室
○槇野 順子（まきの じゅんこ）、鳥居 那奈

【背景・目的】2024 年 9 月から 11 月の間、287 床の二次救急医療機関 A
病棟で、CDI のアウトブレイクを経験した。その際 ICT でケアバンドル介
入を行いアウトブレイクが終息したので、ここに報告する。

【活動内容】A 病棟は内科混合病棟で高齢者が多い病棟である。2024 年 9
月に患者 4 名、11 月に 3 名の合計 7 名の CDI 発生を認めた。病棟では発生
時より個室隔離、標準予防策に加えて接触予防策を開始していた。しかし、
認知症などでセンサー対応の患者が複数人在院しており、特に夜間の手指
衛生が実施出来ていなかった。ICT では 10 月から 1）環境管理の強化、2）
手指衛生と接触予防策の強化、3）スタッフ教育、4）院内全体の取り組み
を実施した。1）環境管理の強化では、清掃用クロスを芽胞菌に有効な製品
へ変更した。環境清掃方法の指導を看護補助者・清掃業者に行い効果的に
清掃できるようにした。ベッドサイド清掃をルール化し、毎日行うように
した。また患者退室後の居室のカーテンは交換した。2）手指衛生と接触予
防策の強化は、CDI の居室には手洗い啓発表示を行い、オムツ交換時の
PPE と汚物の取り扱い方法や、入室時の手袋の徹底を指導し、退室後の手
洗いを強化した。手指衛生が実施しやすいように、夜間の業務整理をし、
一部を昼間に移行した。3）スタッフ教育の実施では、病棟看護職には CDI
の学習会を行った。また、オムツ交換時の PPE と汚物の取り扱い方法や、
手指衛生の実施状況を観察しフィードバックを行った。4）院内全体の取り
組みでは、感染対策ニュースを通じてアウトブレイク発生状況を周知し
た。医師へは抗菌薬適正使用の呼びかけを行った。

【成果・考察】手指衛生実施率は 20％→56％ へ向上した。下痢患者におけ
る検査提出率は 14.6％→70％ へ向上し、疑い症例への検査対応が改善さ
れた。ベッドサイド清掃が毎日実施されるようになり、共有部分の環境清
掃が徹底された。これらにより 12 月以降 A 病棟で院内発生の CDI はゼロ
となり、アウトブレイクの終息を確認した。本バンドルケア介入の成果を
基に、再発防止策の強化および他病棟への水平展開を推進する。

P1-206 VRE発生に対する感染対策向上加
算1医療機関との連携

社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院
○伊藤 良子（いとう よしこ）、柳田 國雄

【背景・目的】1 例発生でもアウトブレイクとされるものに、バンコマイシ
ン耐性腸球菌（以下 VRE と訳す）がある。VRE は院内感染の原因となる
代表的な薬剤耐性菌の 1 つであり、その対策には届け出対象となる発生者
だけでなく、保菌者の把握も重要とされる。今回、慢性期病棟に長期入院
している患者の尿から VRE が検出され、病棟入院患者全員に便のスク
リーニング検査を行い 2 名の患者が陽性であった。連携している感染対策
向上加算 1 の医療機関に報告、介入連携により感染が拡大する事なく終息
を迎えられたのでその活動を報告する。

【活動内容】患者は発熱が続いていたため、2024 年 4 月に細菌尿提出。VRE
が検出され、個室隔離と接触予防策を開始した。また、病棟入院患者全員
に便検体でのスクリーニングを行い 2 名に陽性を認めた。感染対策向上加
算 1 の医療機関に報告・相談を行い、3 名の陽性患者の検体を提出、3 名と
もに E.faecium、遺伝子型は VanA であった。訪問指導を 3 回、環境調査
を 1 回 29 箇所実施され全て陰性であった。また、当該病棟への患者転入・
転出の制限指示、感染対策の見直しと厳重な接触予防策の指示を受けた。
常に手袋をした状態でケアしているスタッフも多かったため、排泄物を取
り扱う事の多い看護アシスタント対象に排泄物に関連した勉強会を実施
した。院内情報として、ICT ニュースで現状報告を行った。陽性報告から
2 カ月後新たな感染者を認めず終息と判断した時点で、感染加算 1 医療機
関協力の元、UV 照射での環境消毒を患者共用部分と病室に行った。

【成果・考察】初発患者は、スクリーニングで陽性となった 2 名の患者と病
室は隣であった。3 名の共通点は、オムツを使用している、特別浴室を利
用している、2 名がストレッチャーで移動していた。オムツ確認は、初発
患者の病室から隣の陽性患者の病室の順に行われており、排泄介助での伝
播が最も疑わしく、改めて排泄介助方法を見直す機会ともなった。患者 2
名は 3 回陰性を確認、1 名は保菌状態のまま、自宅での注意事項を説明後
退院となった。医療機関連携により、情報共有や実際の感染対策が確認さ
れた事で、病棟環境及び感染対策の見直し、徹底した接触予防策の実施が
感染を拡げる事なく終息に繋がったと考える。

P1-207 バ ン コ マ イ シ ン 耐 性 腸 球 菌
（VRE）保菌者受け入れを契機とし
た感染対策見直しの取り組みと成
果

伊豆今井浜病院 看護部1）、伊豆今井浜病院 外科2）、静岡県立静
岡がんセンター 感染症内科3）

○臼井まり子（うすい まりこ）1）、山口 哲司2）、
倉井 華子3）

【背景・目的】当院は内科、外科、整形外科、婦人科を備えた一般病棟 54
床と地域包括ケア病棟 46 床からなる一般病院である。2023 年に当院では
初めて、バンコマイシン耐性腸球菌（以下 VRE）保菌者を地域包括ケア病
棟で受け入れたが、これを発端とした院内感染を経験した。VRE 保菌者の
入院前から、院内感染収束までの取り組みと、その成果について報告する。

【活動内容】2023 年 5 月に当院地域包括ケア病棟へ VRE 保菌者 1 名の転
院が予定され、院内感染対策マニュアルを見直し、職員教育を行った。保
菌者は個室管理とし接触感染対策を徹底した。1 か月が経過した 2023 年 6
月に、入院病棟患者にスクリーニング検査を行ったところ、5 名の VRE
陽性者が判明し、院内感染が強く疑われた。全職員に常時携帯用のアル
コール手指消毒薬を配布し、職員および入院患者にも手指衛生の実施を呼
び掛けた。管轄保健所、感染対策向上加算 1 医療機関および国立感染症研
究所と、情報共有と対策の確認のオンライン会議を定期的に行った。2023
年 7 月に会議参加者による院内回診を実施し、オムツ交換カートや汚物
室、洗浄室での感染防止策の見直し、個人防護具着脱手順の明確化を行い、
これを全職員間で共有した。2023 年 7 月以降は、入院時に VRE スクリー
ニング検査を併せて実施している。

【成果・考察】感染対策の強化により、2023 年 7 月以降は判明した 5 名の
陽性者を除き、新たな院内感染の発生は確認されていない。また、手指衛
生の重要性が職員に浸透し、手指消毒の使用量はほぼ全部署で 2.5～3 倍
に増加した。一連の対応を通じて、当院の感染対策チームや職員全体の感
染管理に対する意識と実践力が向上したことを実感している。また、外部
機関との連携や迅速な情報共有が、院内感染の拡大防止において重要であ
ることを改めて認識した。今後も定期的な感染対策の見直しや職員への教
育を継続し、患者および職員の安全を守るための体制を維持・強化してい
く。

P1-208 COVID-19クラスター発生に人的
ミスが関わった事例とその対策

社会医療法人健和会 健和会病院
○関島 香（せきじま かおり）、福村 直毅

【背景・目的】COVID-19 の集団感染が発生した幾つかの病院で空調換気
に関する調査が行われ、空調・換気設備のメンテナンス不良によって、エ
アロゾル感染を防ぐための換気性能が不十分であったことが指摘された
との報告がある。当院回復期リハビリ病棟においても、2024 年 7 月に患
者・職員併せて 35 名のクラスターを経験した。その際、通常の感染ルート
とは異なる経過を辿った為原因を検索したところ、空調設備の不具合と人
的ミスの連鎖によるクラスターであったことが判明した為、ここに報告す
る。

【活動内容】当院では、COVID-19 流行前は換気扇のメンテナンスを行って
いなかった。COVID-19 の院内発生が起こるようになり、2022 年 9 月～
2023 年 3 月にかけて全病室の換気扇メンテナンスを行った。しかし、その
後回復期リハビリ病棟で COVID-19 発症者が出た際、同室者の多くが陽性
になる病室があった。2023 年 11 月、ICN が部屋の気流をスモークテスト
にて確認したところ、換気の異常が疑われた。そこで、同様の条件の部屋
の換気調査を企業に依頼して行ったところ、換気異常を示した 2 部屋が確
認された。原因として、排気を妨げる、工事の不備が確認された。直ちに
修理をし、その後 2024 年 2 月に企業による全室調査を実施したが、院内に
てその結果報告が滞る事態となり、換気量不足を把握したのは、企業から
の報告から 4 か月経った後だった。その結果を現場に伝える前に陽性者が
発生し、換気量不足の部屋が濃厚接触者の隔離部屋として用いられ、大ク
ラスターへと発展した。
その後、その部屋の換気扇を取り換え、換気量が適正であることを確認し
た後は、濃厚接触者以外の感染者は発生しなかった。

【成果・考察】表面上はルール通りに感染対策が行われていたが、水面下の
人的ミスが重なって大クラスターを形成した。人的ミスは必ず生じると考
えて対策するべきである。今回の人的ミスを分類すると 1）外部組織によ
るもの 2）内部組織によるもの、と考えることができるだろう。外部に委
託したものも空調に影響することを学んだ。また、目先の経費ばかりに囚
われがちだが、感染拡大による損失は計り知れない。空調性能の調査・メ
ンテナンスは、工事後や定期的に行う必要があると考える。
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P1-209 当院におけるCOVID-19院内感染
に対するAirdogⓇの効果の検討

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 呼吸器内科1）、公
益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 感染制御対策室2）

○丸毛 聡（まるも さとし）1）、亀澤 恵2）、
梅地加奈子2）、濱 ひろみ2）

【背景・目的】COVID-19 はエアロゾル感染により医療機関でのクラス
ター形成のリスクの高い疾患であり、 COVID-19 院内感染の拡大防止は、
医療機関での重要な感染対策課題である。AirdogⓇは独自の TPA（Two
Pole Active）フィルターにより、0.0146µm までの微細粒子まで除去可能と
なった高性能空気清浄機である。本検討では、AirdogⓇ導入により医療機
関での COVID-19 院内感染が抑制可能かどうかを検討した。

【方法】研究デザインは単施設での後方視的コホート研究。当院にて Air-
dogⓇを病院内全病室に一斉導入した前後での COVID-19 院内感染者の変
化を検討した（導入前 2023 年 5 月～10 月、導入後期 2024 年 12 月～2025
年 5 月）。感染者数は、全病院および総室のみで評価し、平均在院入院患者
数・大阪府での定点医療機関報告数で補正した。なお、導入前は全例入院
前 SARS-CoV-2 検査を行い、導入後は入院前検査を中止していた。

【結果】導入前 48 例（うち総室 36 例）、導入後 51 例（うち総室 33 例）の
入院中の COVID-19 新規発症を認め、AirdogⓇ導入前後での院内 COVID-
19 の数は同等であった。観察期間中の 1 日平均在院患者数で除した指数
は、導入前 0.096（総室 0.072）、導入後 0.092（総室 0.060）であり、院内
COVID-19 新規発生は、全病院では導入前後での有意な差は認めず、導入
後は有意に減少していた。

【結論】AirdogⓇ導入により、入院前検査を中止しても院内感染が増加しな
い可能性が示唆され、入院病床総室での院内感染が減少する可能性が示唆
された。前向きでの更なる検討を要する。

P1-210 年末年始の新型コロナウイルス感
染症のアウトブレイクへの介入

弘前大学医学部附属病院 感染制御センター1）、弘前大学医学部附
属病院 呼吸器内科・感染症科2）

○糸賀 正道（いとが まさみち）1,2）、尾崎 浩美1）、
木村 俊幸1）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症が 5 類になり、幅広い医療機関に
よる自律的な通常の対応となった。新型コロナウイルス感染症患者病棟と
いう考え方はなくなり、一般病棟でゾーニングを主として入院管理が基本
となっている。そのため、標準予防策に基づく感染対策が重要視されてい
る。2024 年 12 月末から 2025 年 1 月初頭にかけて、A 病棟で新型コロナウ
イルス感染症患者のアウトブレイクが発生し、ICT が介入した事例を報告
する。

【活動内容】12 月 23 日、当院救命救急センターから A 病棟の個室に新型コ
ロナウイルス感染症重症患者が移動し、ゾーニングと感染対策の指導を実
施した。その後、12 月 29 日に入院患者 6 名の陽性が判明し、12 月 30 日か
ら 1 月 1 日までにさらに 7 名が陽性となり、計 13 名の感染が確認された。
また、看護師 4 名が同時期に感染し、医療者が媒介し広がっている可能性
が考えられたが明らかな根拠はなかった。1 月 2 日、該当診療科の教授を
はじめとした医師、該当病棟の看護師長を交えて今後の対応についてカン
ファランスを行い、緊急入院を他病棟に依頼、非感染患者の移動、ゾーニ
ングなどの変更、感染対策の強化の方針となった。1 月 3 日に 1 名陽性を
最後にアウトブレイクは収束に向かった。新規発生した症例は術後患者 5
例と放射線化学療法患者 9 例で、重症化リスクがあるにも関わらず全員が
軽症であった。

【成果・考察】今回、幸い年末年始で新規入院が少なかったため、迅速な対
応が可能となり早期の収束につながったと考えられる。感染した株の特定
は行っていないが、重症化の傾向・拡散の傾向から考えて XEC 株と推測
された。また、病棟内では手指消毒の頻度低下やスタッフの感染対策意識
の低下が見られ、これが拡散の一因と考えられる。今回の事例を踏まえさ
らなる感染対策の強化が必要である。

P1-211 行動制限が守れないCOVID-19患
者への対応～患者の特性によって
隔離が困難であった症例の振り返
り～

JA長野厚生連佐久総合病院
○内堀由佳理（うちぼり ゆかり）、中澤 友也

【背景】当病棟は回復期リハビリ病棟で、脳血管疾患による後遺症や整形外
科疾患後の患者が、リハビリと退院調整目的で入院している。患者の特性
上、感染症のアウトブレイクが発生した際には対応に苦慮するケースが多
い。今回、病棟内で発生した COVID-19 クラスター時に、患者の特性によっ
て隔離・行動制限対応に苦慮した症例について報告する。

【症例】患者 A 氏は既往にアルツハイマー型認知症、発作性心房細動、小脳
出血等のある患者で、心原性脳 塞による後遺症のためリハビリ目的で入
院されていた。構音障害、失語を始めとする高次脳機能障害があり時々易怒
的な発言もあった。A 氏が入院生活に慣れた頃、複数の入院患者が COVID-
19 を発症した。感染対策を行いながらリハビリは続けられたが、約 2 週間後
に A 氏が COVID-19 陽性と診断され、 大部屋でのコホート隔離となった。
当初は発熱の影響で臥床していた A 氏だが、解熱して動けるようになると
マスク未装着のまま部屋から出てきてトイレへ移動する、病棟内を歩き回
るなど隔離が守れず、病棟スタッフに対して険しい表情で怒り出すことも
あった。病棟内でカンファレンスを行い、感染管理認定看護師と相談した上
で、A 氏のような認知症や高次脳機能障害を持つ患者の対応を迅速に行う
こと、マスクが装着出来ない患者からの曝露を予防する目的で N95 とゴー
グル・フェイスシールドを常時装着した。また、認知症看護認定看護師にも
相談し薬剤を併用しながら A 氏の行動に合わせた対応を継続することと
なった。A 氏のストレス軽減のため、マスク装着を促しつつ歩行に付き添
い、病棟内の廊下を一緒に歩く等の対応を実施した。その後、隣室のポータ
ブルトイレや床に排便してしまったことを機に A 氏を個室へ移動させた
が行動はあまり変わらず、A 氏の行動を見守り、必要に応じて声を掛ける、
部屋へ誘導する等の対応で隔離解除期間までを過ごした。

【考察・結論】患者の特性によって隔離・行動制限対応に苦慮するケースで
は、患者を個室隔離するといった一般的な感染防止策で対応することは難
しく、周囲の患者へ協力を得る、スタッフ側がいつでも対応出来るような感
染防止策をとるなど、感染対策への発想の転換が必要であると考える。

P1-212 老人保健施設でのインフルエン
ザ・新型コロナウイルス感染症同
時クラスターの経験

社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 看護部 感染対策管理室
○西村小百合（にしむら さゆり）

【背景・目的】2025 年 1 月 6 日～2 月 3 日まででインフルエンザ 63 名（入
所者 48 名、職員 16 名）新型コロナウイルス感染症（入所者 10 名、職員
2 名）の同時クラスターを経験した。同時クラスターの経験は初めてであ
り、活動内容について振り返り、今後の対応に活かしたいと考え報告する。

【活動内容】2025 年 1 月 6 日連絡時より手指衛生の徹底、感染症罹患者と
接触者、非接触者別の個人防護具内容の指導、ゾーニング、インフルエン
ザ予防投与への対応、罹患者の把握、保健所職員訪問時の同席を実施した。

【成果・考察】手指衛生の徹底、個人防護具内容の徹底については当初は指
導通りの対応を行って頂いた。しかし感染者が増えるにつれて特に看護師
以外の職種の不安が増大し、対応 9 日目訪問時には全ての入所者の対応時
にキャップ・N95 マスク・サージカルマスク・ガウン・手袋での対応、陽
性者は専用の個人防護具の着用を行うに変更されていた。老人保健施設は
病院と違い物資が不足する中無駄に使っている部分と過剰に使用してい
る部分の 2 分化が起こってしまった。防護具を常時着用することで手指衛
生も減っていった。ゾーニングについては、当初は部屋の移動を最小限に
して行えたが、感染者の拡大により居室が足りなくなり 2 階と 3 階をまた
いでの移動も発生した。予防内服については、対応 16 日目に保健所の訪問
があった際に全ての入所者になぜ早期に予防内服しなかったのかと質問
があった。インフルエンザ施設内感染対策の考え方についてでは、高齢者
施設ではフロア全体も考慮することとなっていることは知っていたが、丁
度タミフル製剤の出荷調整・停止が報道されておりフロア全体に踏み切
れなかった経緯がある。上記の成果より、今後の課題として高齢者施設で
の標準予防策についての教育の重要性、高齢者施設でのゾーニングの再検
討、インフルエンザ発生時の予防投与について再検討が必要であると痛感
した。現在同時クラスターが発生した高齢者施設関係者と今回の反省を踏
まえて対応を協議している。今回の経験を通して今後も起こりうる同時ク
ラスターの対応、高齢者施設への対応に活かしたいと考えている。
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P1-213 ノロウイルス感染症アウトブレイ
クの原因検討と対策

高砂市民病院 感染制御室
○福田 純子（ふくだ じゅんこ）、中島 博美、
有本 忍、渡部 宜久

【背景・目的】ノロウイルスは感染力が強いため多くの施設がアウトブレ
イクを体験し、その対策が報告されている。A 病院でも令和 6 年 2 月 27
日に入院患者が入院当日の夜に嘔吐と下痢症状を発症し、病室から廊下ま
でが吐瀉物で汚染される状況があった。夜勤看護師は、ノロウイルス感染
症を疑いマニュアルに沿った対応をしていた。しかし、その後 3 月 9 日ま
での期間に、3 つの病棟の入院患者 34 名と職員 13 名に感染が拡大するア
ウトブレイクとなった。初発患者より、ノロウイルス感染症を疑いマニュ
アルに沿った対応を行ったにもかかわらず 3 つの病棟に感染拡大するア
ウトブレイクとなった原因を検討し実施した対策について報告する。

【活動内容】2 月 27 日 B 病棟の大部屋に一人で入院していた患者が嘔吐と
下痢症状を発症、看護師はマニュアルに沿って対応していたが吐瀉物によ
る汚染が広範囲であったため 2 月 28 日に汚染された可能性のある環境表
面の再度清掃消毒とマニュアルに沿った対策の徹底を指導した。2 月 28
日 B 病棟患者 3 名、C 病棟患者 1 名と B 病棟職員 1 名、医師 1 名、2 月 29
日 B 病棟患者 8 名、C 病棟 3 名、D 病棟 1 名と B 病棟職員 1 名、C 病棟職
員 1 名が感染した。A 病院では、病棟間や当直者の応援業務を実施してお
り、一人の看護師が同日に複数の病棟で食事介助やおむつ交換などの業務
にあたっていた。感染者が複数の病棟で発生したため患者の転棟を中止
し、応援業務の制限を実施した。また、洗面台使用とおむつ交換による感
染拡大の可能性も示唆されたため水回りの環境整備とオムツ交換時の陰
部洗浄を清拭に変更した。その結果、2 月 29 日の発生をピークに徐々に感
染者数が減少し 3 月 9 日の発生以降感染は収束した。

【成果・考察】原因と考え対応した患者・職員の移動制限や水回り排泄介
助時の感染対策の実施は一定の効果はあったと考える。A 病院の空調は病
室から廊下に流れ病棟の中央にある汚物処理室から外に流れる仕組みと
なっている。初発患者の吐瀉物による汚染が広範囲であったことから、環
境消毒は実施したがノロウイルスが残っており空気感染の原因となった
のではないかと考えるため今後は N95 マスク使用も検討している。

P1-214 医療従事者における体調不良と検
査実施の実態

公立昭和病院 感染管理部1）、公立昭和病院 感染症科2）

○大島 仁美（おおしま ひとみ）1）、小田 智三1,2）、
一ノ瀬直樹1）、谷山 大輔1,2）

【背景・目的】我々は、COVID-19 の世界的大流行の経験から医療従事者の
体調管理の重要性を再認識し、厳格な体調管理を実施するようになった。
COVID-19 は 5 類感染症となったが、発症 48 時間前から他人へ感染させ
る能力があることや、エアロゾル感染などの感染様式から、他の呼吸器ウ
イルス感染症よりも感染性が高いことが確認されている。医療従事者が多
少でも気になる症状があれば、早期診断のため、積極的に検査を受けるこ
とも推奨されている。当院では SARS-CoV-2 抗原定性検査で陰性であった
場合は、核酸増幅法検査を実施している。本検討は、医療従事者における
体調不良と検査実施の実態を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象者：2024 年 7 月 1 日～2025 年 1 月 31 日の間に体調不良のた
め核酸増幅法検査を実施した医療従事者。調査方法：職種、体調不良の自
覚症状、核酸増幅法検査の結果を後方視的に調査した。結果を月毎に比較
し、地域の感染症流行状況と比較した。

【結果】対象者は 437 名、医師 42 名、看護師 273 名、その他のメディカル
スタッフ 48 名、事務職 45 名。自覚症状は、発熱 198 名（45％）、咽頭痛
191（44％）、咳 159（36％）、鼻汁 83（19％）、嗄声 48（11％）、頭 痛 48

（11％）、倦怠感 43（10％）、関節痛・筋肉痛 25（6％）、痰 22（5％）、嘔気・
嘔吐 11（3％）、下痢 11（3％）、その他 11（3％）。検査陽性は 245 名（56％）
で SARS-CoV-2 は 81 名（19％）、ライノ・エンテロ 68（16％）、インフル
エンザ A 41（9％）、パラインフルエンザ 18（4％）、RS 11（3％）。月毎に
比較すると、発熱は 7 月 62％、9 月 61％ と高く、12 月 34％ と低く、咽頭
痛は 8 月 65％ と高く、1 月 36％ と低い傾向にあった。陽性率は、SARS-
CoV-2 は 7 月 27％、8 月 13％、9 月 28％、10 月 7％、11 月 19％、12 月 17％、
1 月 20％、ライノ・エンテロはそれぞれ 11％、17％、19％、30％、25％、
13％、7％、インフルエンザ A は、10 月から 5％、2％、23％、11％ であっ
た。

【結論】自覚症状は、発熱と上気道症状の割合が多かった。SARS-CoV-2
の陽性率は 9 月が一番高く必ずしも地域の流行状況と一致していなかっ
たが、インフルエンザ A は表していた。ライノ・エンテロは、12 月、1
月は低い傾向にあった。

P1-215 山形県村山地域AMR（薬剤耐性）
ネットワークの活動報告～山形県
村山地域の薬剤耐性の現状～

山形県村山保健所1）、山形市保健所2）、恩恵財団済生会 山形済生
病院3）、山形市立病院済生館4）、山形県立中央病院 感染症内科
感染対策部5）、山形大学医学部附属病院6）

○森 福治（もり よしはる）1）、加藤 裕一2）、
川合 英樹3）、織田 士子4）、関口 徳志4）、伊豆野良太6）、
森谷 和則5）、阿部 修一5）、森兼 啓太6）、蜂谷 修6）

【背景・目的】薬剤耐性（AMR）対策は喫緊の課題であり、AMR アクションプラ
ンにおいても地域ごとに対策を進めることが重要とされている。そこで、山形県
村山地域の医療機関、医師会、薬剤師会等が地域の薬剤耐性に関する動向や情報
共有を図るため、山形県村山保健所及び山形市保健所が事務局となり、令和 5
年 6 月に「村山 AMR（薬剤耐性）等対策ネットワーク」を設置し、AMR 対策に
関する協議を開始した。

【活動内容】山形県村山地域の薬剤耐性の現状を明らかにするため、山形県村山地
域の病院を対象にバンコマイシン耐性腸球菌の罹患数、および黄色ブドウ球菌の
メチシリン耐性率、大腸菌のフルオロキノロン耐性率、緑膿菌のカルバペネム耐
性率、大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率を調査した。耐性菌の件数は、令
和 4 年、令和 5 年の院内感染対策サーベイランス（JANIS）情報から抽出した。

【成果・考察】本調査の結果、山形県村山地域におけるバンコマイシン耐性腸球菌
の罹患数は令和 5 年 0 件、令和 6 年は 1 件あった。黄色ブドウ球菌のメチシリン
耐性率は令和 5 年 26.2％、令和 6 年 36.0％、大腸菌のフルオロキノロン耐性率は
令和 5 年 26.3％、令和 6 年 28.6％、緑膿菌のカルバペネム耐性率は令和 5 年 8.2％、
令和 6 年 11.4％ だった。大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率については、調
査からそれぞれ算出した結果、大腸菌のカルバペネム耐性率は令和 5 年 0.4％、令
和 6 年 0.05％、肺炎桿菌のカルバペネム耐性率は令和 5 年 0.2％、令和 6 年 0.31％
だった。バンコマイシン耐性腸球菌の罹患数は、地域ごとの目標がないため、検
出数の推移に注意していくことが重要である。一方、その他の耐性率をみると、
山形県村山地域において本調査時点でアクションプランの目標値を達成してい
た項目は大腸菌のフルオロキノロン耐性率のみだった。村山地域の関係機関が連
携して AMR 対策を進めていくためには、村山 AMR 等対策ネットワークにおい
て、地域ごとの薬剤耐性に関する動向調査や情報共有を行うとともに、地域住民
への啓発等、AMR 対策を検討していくことが必要である。

P1-216 障害者支援施設の個別性に対応し
た感染症流行時BCPWeb作成シ
ステムの実装

四国大学短期大学部 人間健康科1）、香川大学医学部 分子微生物
学2）

○長尾多美子（ながお たみこ）1）、桑原 知巳2）

【背景・目的】障害者支援施設のサービスは生活介護や自立訓練、就労移行
支援など多岐にわたっており、施設特徴や利用者特性は施設ごとに大きく
異なる。感染管理専門家との連携が不十分なために、新型コロナウイルス
感染症パンデミックの際には介護崩壊が生じ、経営破綻した施設も多い。
事業を継続し、利用者やその家族へのサービスを維持するためには、施設
の個別性に対応した BCP を職員自らが作成できるシステムが必要である
と考え、BCPWeb 作成システムの開発に取り組んだ。

【方法】研究協力施設へのインタビュー調査をもとに、施設の概要把握と感
染対策実施状況を評価するために必要な情報、利用者の感染対策に関する
自己管理能力などを評価するために必要な情報、事業の縮小や中止に影響
を及ぼす要因について検討した。そしてリスクフェーズを決定するための
情報を抽出しデータセットを作成、システムのプロトタイプ（案）を作成
した。

【結果】BCP 作成には、「施設」及び「利用者」の感染リスク評価をし、事
業継続に影響を及ぼす「業務」の優先度を検討することが必要であること
がわかった。「施設」は、生活支援員数や感染管理活動などのソフト面と施
設構造などのハード面から評価した。「利用者」は、医療的ケアの必要性や
人工呼吸器装着の有無などの身体面と強度行動障害の有無などの精神面
から評価した。「業務」は、平常業務と感染症発生時に追加される業務を合
わせて優先順位をつけた。リスクフェーズは生活支援員と利用者それぞれ
の感染率の組み合わせから提供可能なサービスと業務の許容量を検討し
て決定したが、さらに生活支援員以外の専門職が感染した場合の影響を考
慮する必要があることが分かった。

【結論】感染管理専門家が不在の施設でも、職員が自施設の情報を質問項目
に沿って入力するだけで個別性に応じた BCP が完成する Web システム
のプロトタイプ（案）を作成した。今後は、完成した BCP と施設の実情と
で相違があった場合に、修正することができる自由度の高いシステムとな
るよう検討を進めていく。本学研究倫理審査専門委員会承認番号 2021014
にて承認を得ている。
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P1-217 精神科病院の感染症クラスター対
応において必要な外部支援と効果
的な受け入れのために必要な準
備：茨城県での対応からの学び

国立感染症研究所 実地疫学研究センター1）、茨城県保健医療部疾
病対策課2）

○中下 愛実（なかした まなみ）1）、黒澤 克樹2）、
金﨑美奈子1）、黒須 一見1）、土橋 酉紀1）、山岸 拓也1）、
砂川 富正1）

【背景・目的】精神科病院での新型コロナウイルス感染症クラスター対応は、患者特
性や療養環境の特殊性、感染症対応能力の脆弱性等により感染拡大リスクが高い。精
神科病院単独での対応が難しい一方で、外部支援を受ける時に病院の準備が整ってお
らず、効果的な支援が困難な場合があった。本研究では、茨城県土浦保健所管内の精
神科病院でのクラスター対応経験を基に、効果的な外部支援と支援を受け入れる側の
準備の在り方について検討した。

【方法】クラスター対応を経験した土浦保健所管内の精神科病院職員及び支援を行っ
た保健所職員・感染管理認定看護師を対象に、2024 年 3 月に半構造化面接を実施し、
特に初回のクラスター対応での課題を中心に聴取したうえで、質的分析を行った。

【結果】クラスター対応の課題として、感染管理の難しさ、職員の感染対策に関する
知識・技術不足、不慣れな物品管理、管理職の休職による現場の混乱等が挙げられた。
外部支援に関しては、感染管理の専門家による支援ニーズが多く聞かれた。支援者側
からは、病院に感染管理の組織体制や職員の基本的な感染対策の知識・技術が備わっ
ていない場合、指導内容の速やかな実践が難しいとの指摘もあった。マンパワー不足
への対応として、精神科勤務経験のある看護職員の派遣を求める声があった。さらに、
感染症診療の専門家による支援があれば、患者の重症化探知がより円滑になると期待
する声もあった。

【結論】精神科病院におけるクラスター対応には、精神科病院特有の課題をよく理解
した支援が必要であり、感染管理や感染症診療の専門家による支援、精神科勤務経験
のある看護職員の派遣、必要に応じた物品の供給が有用と考えられた。一方、効果的
に支援を受けるためには、組織的な感染管理体制、職員の感染管理の基本的知識や技
術の習得が必要と考えられた。これらを実現するため、地域の精神科病院を含む感染
対策ネットワークの構築と平時からの活動が重要である。非学会員協力者：入江ふじ
こ先生、土浦保健所の皆様、土浦保健所管内の精神科病院の皆様、湯原里美様、菅野
勝司様、加藤博史、福住宗久（一部敬称略）

P1-218 COVID-19パンデミック経験後の
ユニット型特養に入居する高齢者
の発熱の実態

四條畷学園大学看護学部看護学科1）、おまめ訪問看護ステーショ
ン2）

○吉本 和樹（よしもと かずき）1）、井内 律子2）

【背景・目的】COVID-19 パンデミック経験後の特別養護老人ホーム（以
下、特養）では、感染症対策をしながら、入居高齢者に対してコロナ禍前
と同様のサービスに近づけるように尽力している。今回コロナ禍後の全室
個室であるユニット型の特養で生活する高齢者の発熱要因について明ら
かにすることを目的とする。

【方法】近畿圏内にあるユニット型の特養 6 施設に入居中の高齢者 359 人
を対象に調査を行った。年齢、身長、体重、性別、既往歴、基礎疾患、要
介護度、認知症高齢者の日常生活自立度、日常生活動作、発熱の有無につ
いて一次集計の後、変数間の関連について解析を行った。研究参加の同意
が得られた 220 人のうち、1 年間継続で入居中の人 202 名を最終的な研究
対象者とした。本研究は研究者が所属していた機関の倫理研究委員会によ
る承認を受け実施した。本研究には、開示すべき COI 関係にある企業など
はない。

【結果】発熱回数は研究対象者 202 人のうち、1 年間の発熱者は延べ 114
人であった。最も多かった発熱要因は COVID-19（30 件、26.3％）で、次
いで医師の指示による様子観察の人が（24 件、21.1％）、風邪症候群（16
件、14.0％）、尿路感染症（15 件、13.2％）、肺炎（12 件、10.5％；うち誤嚥
性肺炎 5 件、4.4％）であった。多変量ロジスティック回帰分析により、要
介護度のレベルが高い人、認知症高齢者の日常生活自立度において介助必
要レベルが高い人、食事全介助の人、排泄全介助の人はそうでない人より
も発熱しやすいこととの関連がみられた。

【結論】本研究により、ユニット型特養に入居する高齢者について、日常生
活において手洗いなどの手指衛生を保持できる動作能力だけではなく、自
分で手指衛生保持の必要性について理解できるくらいの認知機能の能力
を兼ね備えている人ほど感染症を発症しにくい可能性があることの示唆
が得られた。本研究によりコロナ禍後の特養での感染症による発熱リスク
を下げる方法について考えるための資料になると考える。

P1-219 高齢者施設の感染対策向上への取
り組み

千葉県野田保健所1）、医療法人徳洲会野田総合病院2）、なし3）

○蛯沢 宏美（えびさわ ひろみ）1）、新 玲子1）、
杉﨑ゆかり2）、小池 美穂3）

【背景・目的】COVID-19 パンデミックでは、多くの高齢者施設でクラス
ターが発生した。保健所は高齢者施設に対して、講演会、グループワーク
等の研修会を実施してきたが、クラスターの報告が続いていた。その後の
調査結果から、研修会は各施設の課題に合わせた内容を検討する必要があ
ると考えられた。そこで、地域の感染管理認定看護師と高齢者施設の感染
対策の向上を目的として、実地支援を行ったので報告する。

【活動内容】管内の高齢者施設 16 施設に対して事前アンケートを実施。回
答結果から協力の得られた A、B、2 施設を抽出。対象は感染対策を担当す
る職員とし、1 人の感染管理認定看護師が 1 施設につき 2 回の支援を実
施。1 回目、施設内ラウンドを行い、課題や目標を共有、約 1 か月間に取
り組める実践方法を検討。2 回目、約 1 か月間取り組んだ感染対策を評価
し、今後の課題を明確にする。1 回目の支援で施設 A は、マニュアルにつ
いて課題を共有、具体的な表記にした改定案を提示。施設 B は、施設が要
望していたラウンドのチェックリストを作成。また、既に手指衛生の演習
をしていたため、手指衛生 5 つのタイミングを提案。

【成果・考察】2 回目の支援で施設 A は、感染管理認定看護師が提案した具
体的かつ根拠に基づくマニュアルを活用したことで、嘔吐物処理セットを
見直し、手指衛生のポスターを作成、さらに標準予防策の課題を見出すこ
とができた。施設 B は感染管理認定看師が、施設ラウンドの結果を元に、
検討したチェックリストを活用することで、職員が共通の視点で評価でき
るようになっていた。手指衛生 5 つのタイミングは、介護場面を想定して
話しあうことで理解が深まり、アルコールの使用量が増加、感染対策委員
会で共有し課題を見出すなど、組織的な活動に発展していた。高齢者施設
の感染対策の向上のためには、施設の課題に即した実践的な支援が有効だ
と考えられた。保健所は、地域の感染管理認定看護師と連携し、各高齢者
施設に合わせた支援を展開、そこで得られた結果を管内施設と共有すると
ともに、疫学調査等で得た課題を集約し、感染対策の向上に寄与する事業
を継続していく必要がある。

P1-220 高齢者施設等感染対策向上加算の
ための連携による効果～認知症対
応型共同生活介護における新型コ
ロナウイルス感染症対策～

社会医療法人 松涛会 安岡病院
○藤井 智恵（ふじい ともえ）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）は、多くの高齢
者施設で発生し、対策に苦慮する場面が多かった。これまでの施設介入では
コロナ発生後に主にゾーニング指導を行い、感染拡大防止対策を図ってき
た。2024 年に新設された高齢者施設等感染対策向上加算をクラスター対策
で支援してきた認知症対応型共同生活介護（グループホーム：以下 GH）が
取得するため、当院と医療連携した。新設加算により GH の感染対策への関
心が高まり、平時の支援が進めやすい環境が整った。この変化を受け、GH
におけるコロナ感染対策を実施したため報告する。

【活動内容】まず、感染対策チェックリストを作成し、平時のラウンドで GH
の現状を確認した。委員会設置や感染対策マニュアルの整備状況を調査し、
不足部分に改善を提案し、クラスターや新興感染症に対応できるよう指導
した。また、職員に対し、個人防護具の適切な着脱訓練を実施した。職員が
手指消毒を行うタイミング、方法、日頃から手指衛生を行う習慣を身につけ
ることの重要性を指導した。さらに、GH でコロナが発生した際、初発患者
との接触を最小限に抑えるゾーニング方法や、感染者の隔離方法などを具
体的に検討した。さらに、病院内での感染対策研修に GH の職員も参加でき
るよう招待し、コロナ発生時のゾーニングや職員の対応方法、職員がコロナ
陽性となった場合の出勤停止期間をなどについても解説し、GH でもすぐに
対応できる知識を提供した。

【成果・考察】これまで GH では、コロナ発生時は毎回クラスターが発生し
ていたが、2024 年度は感染者を少数に抑えることができた。発生時は施設管
理者が不在であったが、職員による初動対応が迅速に行われ、ゾーニングな
ど適切な対応方法を実践することができた。また、GH の詳細な構造、構成
職種、利用者の様子、施設管理者の考え方、感染対策の手順などを事前に把
握していたため、感染者が発生した際にすぐに指示を出し、病院と GH の連
携がスムーズに行えた。今後の課題として、流行株や感染状況の変化に応じ
て感染対策を柔軟に見直す必要がある。また、継続的に支援する仕組みを整
え、病院と GH の感染管理体制をさらに強化していくことが求められる。
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P1-221 COVID-19パンデミックで顕在化
した特別養護老人ホームにおける
感染対策の課題抽出とそれに対す
る保健所による支援策の検討

千葉県野田保健所1）、順天堂大学薬学部2）、順天堂大学大学院医療
看護学研究科3）

○蛯沢 宏美（えびさわ ひろみ）1）、岩渕 和久2,3）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックでは、
多くの高齢者施設で集団感染（クラスター）が発生し、特別養護老人ホー
ム（以下特養）の感染対策に関する課題が顕在化した。本研究は、クラス
ターにより浮き彫りとなった特養の感染対策の現状と課題を、施設、職員、
入所者特性の観点から分析し、保健所が地域医療支援病院等と連携して実
施する支援策を検討することを目的とした。

【方法】高齢者福祉施設情報検索ページにある全国の特養 8,400 施設を母
集団とし、層化抽出法で 1,200 施設を無作為抽出した。倫理委員会で承認
を得た後、各施設長に郵送で調査への同意を得た後、看護職者に無記名自
記式調査を実施した。有効回答を統計解析により分析した。

【結果】調査は 1,200 施設に送付され、有効回答数は 112 施設（回答率 9.3％）
であった。回答を基に、クラスターを経験した群と未経験の群で比較を
行った。施設特性として、多床室を有する施設でクラスター発生リスクが
高いことが示された（p=0.023）。職員特性では、個人用防護具（PPE）の
着脱が正しく行えない職員の存在が課題とされた（p=0.001）。一方で、職
員全員で感染対策研修を実施した施設では、感染対策の向上に効果が認め
られた（p=0.036）。入所者特性では、マスク着用が困難な入所者がいる施
設でクラスター発生リスクが高まる傾向が確認された（p=0.012）。保健所
に対しては「感染症対応訓練」や「認知症高齢者への具体的な感染対策指
導」の要望が多く、地域医療支援病院の専門家には「感染対策マニュアル
改定のアドバイス」や「迅速な連絡体制の構築」が求められた。

【結論】クラスターを経験した施設では、多床室の存在や PPE 着脱の不備
が課題として挙げられた。一方で、職員全員による研修が感染対策の向上
に有効であった。また、マスク着用が困難な認知症高齢者などの存在がク
ラスター発生リスクと関連していた。保健所には感染症対応訓練や認知症
高齢者向けの具体的な感染対策指導が求められ、地域医療支援病院の専門
家にはマニュアル改定の支援や迅速な連絡体制の構築が期待された。

P1-222 新型コロナウイルス感染症の流行
がもたらした地域活動の変化～感
染対策の充実を図るための管轄保
健所との協同（高齢者施設編）～

公立丹南病院
○宮田こず恵（みやた こずえ）、遠藤 築

【背景・目的】A 地域では、地域の医療機関に所属する感染管理認定看護師
（以下 CNIC）を世話人とする「A 地域感染管理ネットワーク連絡会」を管
轄する保健所と 2016 年に立ち上げた。 高齢者福祉施設向けの活動内容は、
研修会の実施が主なものであった。しかし、新型コロナウイルス感染症の流
行を機に、地域での感染対策のレベルアップの重要性を再認識し、2023 年度
より活動の内容を変化させ評価したため報告する。

【活動内容】会の立ち上げ当初より新型コロナウイルス感染症の流行前まで
は、高齢者福祉施設職員を対象とした感染対策研修会を年数回開催する程
度で、研修内容は参加者の要望を確認してテーマを決めていた。研修会を重
ねているにもかかわらず、似たようなテーマ要望が挙がる現状であった。そ
の様な対応が続く中で新型コロナウイルス感染症の流行は、地域の高齢者
福祉施設の感染対策の脆弱さを露呈し、これまでの会の活動内容の不十分
さを痛感するものとなった。そこで管轄保健所、地域の CNIC と協同し、施
設の感染対策リーダーと管理者を対象とした感染対策の基礎を学ぶ講義と
感染対策技術の実習、カンファレンス、医療機関見学と施設ラウンド（施設
数を限定：7 施設）を一体化した計画を立てて実践していった。感染対策の
成果指標として手指衛生サーベイランスの導入も開始した。感染管理対策、
利用者職員の健康管理、手指衛生、個人防護具、環境整備、嘔吐物処理の項
目で研修参加前と参加後、1 年後の評価をアンケートし評価した。

【成果・考察】感染管理対策の整備、利用者職員の健康管理、手指衛生、個
人防護具、環境整備、嘔吐物処理の項目で、研修参加前後で改善がみられる
項目が増える施設が多かった。しかし、1 年後では研修前までは下がらない
ものの、研修後より評価が下がる項目も見られた。理由として「対策を継続
させることが難しい」「費用が掛かるものは購入へ結びつかない」「対策への
意識が緩んできている」等、継続した関りが今後も必要であることが明らか
となった。地域の感染対策のレベルアップには継続した支援は勿論である
が、施設間で刺激し合い継続的に発展していける体制を整えていくことも
役割として検討していく必要があると考える。

P1-223 医療機関と高齢者施設の感染対策
における連携 高齢者施設の現状
把握から感染対策を考える

会津中央病院 感染防止対策部門
○佐藤 良子（さとう よしこ）、川口 吉洋

【背景・目的】当院は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、居宅支援
事業所等の高齢者施設を有している。日頃から連携し、勉強会やコンサル
テーション、施設訪問などをおこなっているが、関連施設すべてに対応が
出来ていない状況であった。コロナ禍においては、各施設でクラスターが
発生し、多くの場合収束までに時間を要した。今回、2024 年介護報酬改定
にて、高齢者施設等における感染症対応力の向上について新設された。そ
の中では、施設内で感染者が発生した場合の療養や感染拡大を防止するこ
とが求められている。第二種協定指定医療機関である当院と連携体制を構
築した施設において、新興感染症発生時の対応のみならず、それ以外の感
染症発生時に施設内で対応できるスキルを身につけ、連携できることを目
的に活動した内容を報告する。

【活動内容】高齢者等施設感染対策向上加算取得の 13 施設へ赴き、施設内
ラウンド実施、個人防護具着脱確認、感染症発生時のゾーニングなど感染
対策の現状把握をおこなった。それに基づき、評価と助言、指導を行い、
感染対策全般について意見交換と質疑応答を実施した。ラウンドに際して
は、感染対策上改善を要する箇所を画像で記録し、施設内の管理者、感染
対策委員会メンバーと共有、改善提案をおこない、改善後再度訪問し評価
をおこなっている。居宅支援事業所や、訪問看護ステーションにおいては、
訪問先での感染対策や個人防護具の着脱確認、職員との意見交換を定期的
に実施した。

【成果・考察】2024 年 8 月から 13 施設に対し実地指導をおこなった。施設
内ラウンドをした中で、標準予防策の遵守不足、おむつ台車や汚物室、浴
室、ステーション内などの環境整備に改善を有する施設が多く、またデバ
イス留置の入所者に対する対策に差があることがわかった。高齢者施設内
では、感染症が発生した場合、重症化するリスクが高く、認知症対応で居
室隔離が難しく、共同スペースなどでの感染拡大が問題となってくる。実
地訪問指導から、施設内で感染者の療養を行うためには、標準予防策の理
解と遵守、環境管理が必要であり、連携する医療機関としての役割が重要
と考える。

P1-224 新型コロナウイルス流行時の院内
対応と地域医療連携を振り返って

宮崎県立日南病院 感染管理科
○木佐貫 篤（きさぬき あつし）、谷口 浩子

【背景・目的】宮崎県立日南病院は日南串間二次医療圏の唯一の第二種感染症指定
医療機関であり、新型コロナウイルス感染症パンデミック初期から患者受入など
を行ってきた。今回、これまでの院内対応と地域医療連携をふりかえり課題を整理
したので報告する。

【活動内容】1）院内対応
流行情報を得て 2020 年 1 月 24 日に対応マニュアルを作成し、3 月に新型コロナウ
イルス対策本部会議（以下、対策本部）を設置し運営方針などを協議した。2020
年 4 月に最初の患者を受け入れた。職員に対して電子カルテ院内掲示板にて情報
提供を行う仕組みも立ち上げた。
2）地域との連携体制
2020 年前半に保健所を中心とする新型コロナウイルス対策会議（以下、対策会議）
が数回開催された。地元医師会理事会に対しては県立日南病院の状況や提案等を
継続して報告した。以前から活動していた南那珂 3 公立病院感染連携ネットワー
クで情報交換を続け、2022 年度からは開業医等も含めた南那珂感染連携ネット
ワークとして組織拡大した。

【成果・考察】1）院内対応
早期に対策本部を立ち上げたことで意思決定プロセスが明確となった。方針や手
順を定めたことで様々な状況変化に対して速やかに対応できた。職員には頻回な
情報提供で周知できたが、情報提供の頻度が多すぎて重要な情報が伝わらないと
いった課題があった。患者受入では、食事/清掃/リネンなどバックヤード支援を担
う業者の理解が得られず、看護師が全ての業務を担うことになり負担増となった。
2）地域との連携体制
対策会議では何も決まらず地域連携体制が構築できなかった。流行時の相互応援
体制はなく、流行後のふりかえりが実施できず課題の抽出共有が行われなかった。
これらの反省を踏まえ今後取り組むべきことを 7 項目にまとめた。1）地域全体の
体制構築 2）意思決定の仕組み、場と人材 3）必要十分な情報の提供体制 4）IT
システムの利活用 5）振り返りを行い、課題を共有する場の設置 6）平時からの
体制づくり 7）バックヤード業務を担う人々への支援/手当
今回の経験を活かして、未知なる次のパンデミックに備え平時から準備をすすめ
ていきたい。
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P1-225 感染管理認定看護師・感染症看護
専門看護師の介護保険施設への感
染管理支援の必要性の認識

愛知医科大学看護学部
○長崎由紀子（ながさき ゆきこ）

【背景・目的】コロナ禍において感染管理認定看護師・感染症看護専門看
護師（以下 infection control Nurse；ICN）は、国の事業への参加等により
介護保険施設への訪問やメール相談による感染管理支援を実施した。令和
6 年度診療報酬改定では、医療機関と介護保険施設との連係強化が示さ
れ、ICN による支援はさらに重要な役割として期待されるが、ICN が必要
と考える支援内容は明らかになっていない。ICN の介護保険施設への感染
管理支援の必要性の認識を明らかにすることを目的とした。

【方法】A 県の ICN135 名を対象とし無記名の WEB 調査を実施した。質問
項目の個人属性は、感染管理業務の形態、介護保険施設感染管理支援経験
の有無等とした。支援の必要性では、高齢者施設の特徴、標準予防策、感
染防止技術、感染経路別予防策、感染管理体制、感染拡大時初期対応・新
興感染症対策の認識について 40 項目を 5 件法で調査した。その他支援で
必要と思う内容について自由記述で調査した。基本統計量を算出し、支援
経験の有無による必要性の認識の差を検定した。所属大学倫理委員会の承
認を得た。

【結果】62 名から回答を得た（回答率 45.9％）。感染管理業務形態は、専従
が 41 名（66.1％）であった。介護保険施設への支援経験があったのは 48
名（77.4％）であり、施設は、従来型特別養護老人ホームと介護老人保健
施設が 33 名（67.3）と最も多かった。支援内容は、訪問による COVID-19
クラスター対策が 42 名（85.7％）と最も多く、次いで訪問による職員教育
が 30 名（61.2％）であった。支援で難しいと感じたことがあるのは 37
名（75.5％）であった。支援内容の必要性の認識は、40 項目中 33 項目が中
央値 5 であった。支援経験有り群は、「感染拡大時初期対応・新興感染症対
策」の必要性の認識が高かった（Mann-Whitney U 検定、p=.02）。その他
必要と思う支援内容の自由記述では、単発ではなく継続した支援、地域全
体の感染管理の底上げなどがあった。

【結論】ICN は介護保険施設への支援として、高齢者施設の特徴、平時から
の感染管理、感染拡大時初期対応・新興感染症対策について必要性を強く
認識していることが示された。継続的な支援に向けた連携体制の構築、地
域全体の感染管理の向上が課題である。

P1-226 COVID-19患者における感染対策
改訂の取り組み評価～ディスポー
ザブル食器対応廃止からの学び～

医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院
○田中 菜水（たなか なみ）、橋本 昌紀、相内ひとみ

【背景・目的】当院では 2020 年 4 月より COVID-19 患者の受け入れを開始
した。当時は伝播様式が不明であったことから、接触・飛沫・空気感染対
策を実行し、食事はディスポーサブル食器（以下、ディスポ食器）での提
供とした。その後、知見の集積に伴って 2023 年 1 月に日本感染症学会が食
器の取り扱いについて熱水洗浄でウイルスが死滅するためディスポ食器
は不要であることを提言した。しかし、当院は 2024 年 8 月時点でもディス
ポ食器を使用しており、スタッフからも業務負担の軽減を求める声が挙
がった。そこで、COVID-19 患者へのディスポ食器使用を廃止し、この取
り組みを通じて、実践的な感染管理に必要な要素を考察し、コスト削減と
業務負担軽減を実現することを目的とした。

【活動内容】2024 年 9 月、関係部署と協議しディスポ食器の不要性を確認
した。その中で、下膳業務に従事する厨房員が確実に感染対策を行えるか
が議題となり、作業工程を視察し指導を実施した。10 月に院内へ周知し運
用を開始、11 月から 12 月に直接観察とフィードバック、アンケート調査
を実施した。

【成果・考察】12 月末時点で関連部署職員の COVID-19 罹患者数は 0 名、
約 8 万円のコスト削減、69％ のスタッフが業務負担軽減を感じる結果と
なった。COVID-19 に対する介入がきっかけではあったが、視察により基
本的な感染対策の問題点が明らかになった。このことから、院内感染対策
において、部署巡回視察を行い広い視野をもって介入することは重要であ
ることを学んだ。厨房員への指導成果として、感染対策の必要性や方法に
ついて理解を深めることができた。一方で、不必要な手袋装着や手指衛生
の不遵守など改善が必要な面も残った。今後、基本的な感染対策について
の学習機会を増やし継続指導を行う必要がある。今回、厨房員の感染対策
にリスクがあることを発信し、関連部署と話し合いを重ねることで、顔の
見える関係性を構築した。リスクコミュニケーションには、情報伝達、意
見交換、相互理解、責任共有、信頼構築が重要であるとされており、これ
らは実践的な感染管理においても重要な要素である。

P1-227 COVID-19による偏見・差別の体
験

神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター1）、神奈川県立循環器
呼吸器病センター2）

○松永 早苗（まつなが さなえ）1）、黒木 利恵2）

【目的】本研究の目的は、COVID-19 に罹患した方が受けた偏見や差別を明
らかにすることである。

【方法】COVID-19 罹患歴を有する対象者へ、研究の趣旨に同意を得て、罹
患により受けた偏見や差別について半構造化面接を行った。分析の枠組み
は、Steps for Coding and theorization を用いた。研究は、神奈川県立保健
福祉大学研究倫理委員会の承認を得た。日本学術振興会科学研究費助成事
業の助成を受けている。

【結果】対象者 8 名は、全員が女性、罹患時の平均年齢 43 歳±8 歳、医療
関連の業種 7 名、会社員 1 名、家族と同居 6 名、独居 2 名であった。ここ
では、1 名のストーリーラインを紹介する。「 」は、抽出したテーマや構成
概念を示す。
A 氏は、「他人との食事を避け常にマスク」を着用していた。しかし、「接
待の席で他人と食事し感染」した。「業務上ながら接待の時期と対策への罪
悪感」と「施設初の感染となった苦悩」も感じていた。世の中では、「医療
者は感染してはいけないという固定観念」があり、「類似した感染記事と重
なる怖さ」を感じていた。また、A 氏の「同意なく情報が拡散」し、「飲食
による感染だけに向けられる好奇の目」に苦しんだ。「前例がなければ現行
の職場のルールを適用」され、「上司の無理解と心無い言葉」にも苦しんだ。
療養中の効果的な対応としては、「感染時の職場のルールが明確」なことが
あげられる。職場への報告について、「症状を報告する頻度の程よさ」や

「文字で残す情報伝達の正確性」は口頭伝達よりも正確性と体調面への負
担軽減につながっていた。さらに、復職後の「就労時間や環境への配慮」も
効果的と答えていた。A 氏は、「家族との良好な関係」から、「家族は感染
した原因に対しては不問」であり、療養中に外出できない環境で、「家族の
差し入れ」や「家にいながらサービスを利用」、「常備薬の蓄え」を使って
乗り切ることができた。

【結論】A 氏は、他者から偏見や差別を受けていた。加えて A 氏は、自身
への罪悪感や偏見も抱いていた。一方、A 氏は、家族や友人から受けた支
援によって、偏見や差別を乗り越えていた。

P1-228 COVID-19感染症法5類移行後に
おける院内発生および周囲への感
染伝播についての検討（インフルエ
ンザおよび流行時期での比較）

川崎医科大学附属病院 感染管理室1）、川崎医科大学 臨床感染症
学教室2）

○寺尾 有子（てらお ゆうこ）1）、大石 智洋2）、
石井 康太2）、大取 俊絵2）、山下 真利2）、世良 紳語2）、
松田 真哉2）、平田 早苗2）、吉岡 大介1）

【背景・目的】COVID-19 が感染症法 5 類移行になって以降、本疾患の感染対策について、
実際に病院内でどのように変更していくかは重要な課題と考えられる。一方、いまだに
COVID-19 の院内発生および他の入院患者への 2 次感染の発生は少なくない。そこで、
COVID-19 に対する感染対策の見直しの参考にするため、COVID-19 感染症法 5 類移行
後における実際の院内発生および 2 次感染のデータにつき検討する。

【方法】第 10 波移行、COVID-19 およびインフルエンザの院内発生（入院後 48 時間以降
の発症）について、発生数および同室者の数およびその後の 2 次感染（陽性者との最終
接触後 5 日以内の発症）の有無について調査した。なお、当院では、有症状者のみ、
COVID-19 およびインフルエンザを同時検出できる抗原定量検査を施行し、いずれかの
陽性が判明した場合、陽性者は COVID-19 は陰圧個室管理（原則 7 日間）、インフルエン
ザ個室管理（原則 5 日間）とし、いずれの陽性者との同室者も個室管理（原則 5 日間）と
している。

【結果】2023 年 12 月～2025 年 2 月までに、院内発生患者数は COVID-19 延べ 183 名、イ
ンフルエンザは延べ 111 名、院内発生者の同室者は COVID-19 延べ 153 名、インフルエ
ンザ延べ 58 名であった。同室者のうち、2 次感染した例は、COVID-19 が 39 例（25.5％）、
インフルエンザが 3 例（5.2％）で、インフルエンザの 2 次感染を起こした 3 例は全て抗
インフルエンザの予防薬の使用がなかった例であった。また、COVID-19 の 2 次感染者は
流行時期別に、第 10 波接触者 79 例 2 次感染 16 例（20.3％）、第 11 波接触者 58 例 2 次感
染 17 例（29.3％）、第 12 波は接触者 16 例 2 次感染 6 例（37.5％）であった。

【結論】COVID-19 では感染症法 5 類移行後の第 10 波から第 12 波にかけ、院内発生者と
の同室者の約 1/4 の患者に 2 次感染を認め、抗インフルエンザ予防薬併用可能なインフ
ルエンザに比し明らかに高率で、最近になり 2 次感染率が上昇する傾向にあった。この
傾向の要因は、COVID-19 に対する意識の変容やワクチン接種率の変化などが挙げられ、
今後も COVID-19 に対する院内感染の防止には十分な注意が必要であると考えられた。
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P1-229 NICU・GCUに お け るCOVID-
19院内クラスター対応と課題

東邦大学医療センター大森病院 感染管理部1）、東邦大学医療セン
ター大森病院 小児科2）、東邦大学医療センター大森病院 総合診
療・急病センター3）、東邦大学医療センター大森病院 臨床検査
部4）、東邦大学医療センター大森病院 薬剤部5）、東邦大学医学部
微生物・感染症講座6）

○西川栄里子（にしかわ えりこ）1）、富田 学1）、
塚田 真弓1）、澤 友歌1,2）、宮﨑 泰斗1,3）、
村上日奈子1,4）、大谷真理子1,5）、安田 寛1,5）、
舘田 一博1,4,6）

【背景・目的】首都圏にある A 病院において NICU・GCU で COVID-19 クラスターが発
生した。NICU・GCU での COVID-19 クラスター感染報告はなく、隔離期間や隔離方法
について慎重に対応した。A 病院での対応と課題について報告する。

【方法】A 病院 NICU・GCU 入院中に COVID-19 に感染した患者 5 名、医療従事者 8 名を
対象とした。患者については、診療録より後方視的に患者属性や検査結果、臨床経過、
病棟での対応を調査した。

【結果】陽性患者の月齢は中央値 3 か月（2 か月～2 歳 10 か月）、隔離期間は平均 11.6
日（7 日～17 日）であった。陽性患者のうち高流量鼻カヌラ酸素療法（HFNC）を使用
している患者は 3 名であり、発症時のベッドは隣接していなかった。陽性患者は授乳室
や他部署を使用し隔離を行った。NICU・GCU 入院中の COVID-19 患者のウイルス排出
量や期間は不明な点も多い。よって隔離解除は PCR 検査を行い Cycle Threshold（Ct
値）が 30 以上であることを確認し、臨床症状と合わせて解除を決定した。期間中に
COVID-19 を発症した医療従事者は 8 名いたが、いずれも発症後速やかに検査を行い休
務した。初発患者の発症 5 日目以降新規発症者はなく、初発患者発生より 19 日間で対応
を終了した。

【結論】NICU・GCU という特性上、患者と医療従事者の濃厚な接触が多く、感染が拡大
した可能性がある。新生児においても HFNC の装着はエアロゾル発生処置と考えられ
ており、呼吸器デバイスを使用する患者にはエアロゾル対策が必要であるが、病棟は
オープンフロアでありエアロゾル感染のリスクが高かった可能性がある。接触予防策を
遵守し、 患者・医療従事者の症状の早期発見が感染拡大防止につながると考えられる。
また、病棟建築の際には隔離可能な個室を設計し、感染対策が可能な病院環境の整備が
必要である。陽性患者の隔離解除の判断に PCR 検査を用いたところ、その後の感染拡大
は認めなかったことから PCR 検査が隔離解除判断に有用である可能性が示唆された。

P1-230 兵庫県立丹波医療センターにおけ
る新型コロナ5類化後―第2報―

兵庫県立丹波医療センター1）、柿サポ2）

○西崎 朗（にしさき ほがら）1）、川野 友子1）、
柿原 朱美2）

【背景】2020 年以降世界をパンデミックに陥れた COVID-19 も、本邦では
2023 年 5 月 8 日から 5 類化された。前回の学会では 2023 年 11 月までの
状況を報告した。今回は前回以降 2024 年 11 月までの状況につき検討し
た。

【目的】2023 年 12 月から 2024 年 11 月の 12 か月における、兵庫県立丹波
医療センター（TMC）を定点とした COVID-19 の状況について臨床的に明
らかにすることを目的とした。試験デザイン；単施設、後向き検討

【対象・方法】同時期に COVID-19 として TMC に入院した患者を対象と
し、臨床的な検討を行った。

【結果】検討期間の入院患者数は 200 例（男性 110 例、女性 90 例）年齢は
0 歳―107 歳（年齢中央値 84 歳）、入院時重症度；軽症/中等症 I/中等症 II/
重症＝99/29/68/4（中等症 II 以上割合 36％）、丹波圏域患者 184 例、転帰：
生存/死亡＝182/18（死亡割合 9.0％）。なお、5 類化直後 7 か月の入院患者
の年齢中央値 77 歳、中等症 II 以上割合 39％、死亡割合 5.4％（6/112）で
あった。

【考察】5 類化後も夏冬に流行がある。月平均の入院症例数は約 16 名と 5
類化 7 か月までと不変。高齢者を中心に入院症例が発生してる。男性が女
性より多い。死亡割合は 5 類化直後より、直近の 12 か月の方が高い。この
理由は、直近 12 か月の方が年齢中央値で 7 歳高齢であるためかもしれな
い。

【結論】高齢者の多い丹波医療圏において、COVID-19 はいまだ警戒すべき
感染症である。高齢者を中心に、ワクチン接種など予防対策を継続する必
要がある。

P1-231 中規模病院での感染管理に関する
タスク・シフト/シェアの取り組
み～臨床検査技師が中心となって
取り組んだCOVID-19感染対策～

北大阪ほうせんか病院 感染管理センター1）、北大阪ほうせんか病
院 看護部2）、天の川病院3）

○﨑間 里実（さきま さとみ）1）、田原 祐子2）、
北村 悦子3）

【背景・目的】2019 年末から確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染
拡大に伴い、感染対策の対応が急務となった本院は、感染管理認定看護師（CNIC）の
退職直後で感染対策向上加算 1 から加算 2 に変更した状況下にあった。CNIC が不在で
次のメンバーとなった看護師も感染制御チーム（ICT）の活動経験が浅かった。そこで
ICT3 年目となる臨床検査技師が中心となって、COVID-19 に関する検査の運用や入院
患者対応マニュアルの策定など、感染管理体制の構築に取り組んだ。その活動について
報告する。

【活動内容】大阪府北部に位置する当院は COVID-19 の対応として、2020 年 7 月から新
型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原定性検査を、10 月からは SARS-CoV-2PCR 検査
を実施することになり、ICT の検査技師として検体採取マニュアルの策定や検体採取
業務を行った。厚生労働省による「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手
引き」等の関連する各種ガイドラインを基に、検査のタイミングや検体の種類、結果の
解釈など更新される情報を随時確認し、ICT の医師の指導のもと院内周知に努めた。
2020 年 12 月に発熱外来を、2021 年 2 月末に COIVID-19 専用病棟（48 床）を開設（同
年 5 月 60 床に増床）したが、入院患者受け入れ前には全職員対象に PPE 着脱研修を実
施し、COIVID-19 対応マニュルを策定した。現場で問題や疑問点が生じた場合は、加算
1 施設の CNIC に相談したり、保健所の指導やアドバイスを受けながら、看護部を含め
各部署の理解や協力を仰いだ。

【成果・考察】ICT の臨床検査技師が中心となって、COVID-19 の感染管理に取り組ん
だ。検査に関しては専門性を発揮し、検体採取から検査及び、結果報告と一連の業務を
経験した。現場対応では、ICT の看護師が COIVID-19 専用病棟で業務を行っていたた
め、作成したマニュアルを迅速に評価し、適時改訂することができた。また平時から加
算 1-2 連携で多職種と顔が見える関係が出来ていたことで、加算 1 施設の CNIC に相談
でき、ネットワーク体制が構築されていた環境に支えられた。
ICT の検査技師が、関連部署の専門性を尊重し、調整や連携を図ることで、COVID-19
感染対策の対応システムを構築することができた。

P1-232 COVID-19第 6～11波における
当院感染症病床の対応

咸宜会 日田中央病院
○松田 裕之（まつだ ひろゆき）

【背景・目的】当院は病床 85 床で、透析病床も 37 床有している。当医療圏
では公的病院が 1 か所しかなく、新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クに際しては、2022 年 1 月より地域包括病床 10～20 床をゾーニングして
感染症病床として運用し、第 11 波、2024 年 11 月までに透析患者さんを含
む累計 400 人余りの患者さんに対応してきた。

【方法】当院では 2022 年 1 月（第 6 波）に感染症病床を開設し、第 11 波の
収束 2023 年の 11 月までに 406 名の COVID-19 患者の入院診療を行った。
それらを第 6 波（2022 年 1～6 月）、第 7 波（2022 年 7～10 月）、第 8 波

（2022 年 11 月～2023 年 4 月）、第 9 波（2023 年 5 月～11 月）、第 10 波（2023
年 12 月～2024 年 5 月）、第 11 波（2024 年 6 月～11 月）に分け、感染症の
発生状況、治療内容、転機などをレトロスペクティブに検討した。

【結果】第 6 波： 75 名の入院（12.5 人/月）、平均年齢は 55.3 歳、治療内容、
転機は 1．なし/2．抗体カクテル/3．レムデシビル/4．抗ウイルス経口薬/
5． 死亡退院：28/16/4/26/1。透析患者：0 第 7 波：65 名（16.3 人/月）、
年齢は 76.5 歳、治療内容、転機：15/7/4/38/1。透析患者：3 名 第 8 波：
71 名（14.0 人/月）、年齢は 77.9 歳。治療内容、転機：15/1/5/48/6。透析
患者：17 名 第 9 波：74 名（12.3 人/月）、年齢は 76.1 歳。治療内容、転機：
22/0/0/52/3。透析患者：8 名 第 10 波：44 名（7.3 人/月）、年齢は 75.0
歳。治療内容、転機：19/0/0/26/1。透析患者：9 名 第 11 波：63 名（10.5
人/月）、年齢は 77.0 歳。治療内容、転機：25/0/0/34/2。透析患者：25
名

【結論】第 7 波以降は主に高齢者の入院が中心で、第 8 波では死亡例が比較
的多くみられたが、おもに背景に重症間質性肺炎や末期がんなどがある重
症患者であった。透析患者もかなり巻き込まれた。一方、第 5 類となった
第 9 波からは、レムデシビルを投与するような重症例はなく、抗ウイルス
薬が投与されることが多かった。最近は特に透析患者の比率が大きくなっ
ており、透析室での蔓延を防止する目的である。また流行も夏と冬の 2
極化してきており、とくに 2024-5 年の冬はインフルエンザと同時流行が
みられ、発熱外来が再び重要化した印象である。
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P1-233 医療従事者におけるSARS-CoV-2
ウイルス排出期間とその因子の検
討

公立昭和病院 感染管理部1）、公立昭和病院 小児科2）、公立昭和
病院 感染症科3）

○一ノ瀬直樹（いちのせ なおき）1）、大場 邦弘1,2）、
小田 智三1,3）、谷山 大輔1,3）

【背景・目的】COVID-19 の 5 類感染症移行後の療養期間の目安として、発症後
5 日間は外出を控えることが推奨されているが、ほとんどの症例で発症後 5 日
目の検体からウイルスが分離されるとの報告や発症後 10 日目を超えても感染
性のある症例が存在するとの報告がある。一方、感染歴やワクチン接種歴がウイ
ルス排出期間を短くするとの報告もある。医療機関には高齢者や免疫不全者等
の易感染者が滞在するため、医療従事者には一般社会とは異なる対応が求めら
れる。今回、医療従事者におけるウイルス排出期間とそれに影響を与える因子を
検討した。

【方法】2024 年 10 月 1 日～2025 年 1 月 31 日の間に COVID-19 を発症し、発症後
7 日目以降に職場復帰目的で抗原定性検査を実施した医療従事者を対象（抗ウ
イルス薬使用例・免疫不全例は除外）に、性別、年齢、COVID-19 罹患回数、検
査陰性病日について後方視的に調査した。また、検査陰性病日と性別・年齢・
COVID-19 罹患回数との関連について、重回帰分析を用いて検討した。

【結果】対象者は 75 例、男性 18 例・女性 57 例、年齢中央値 46 歳（21-71 歳）。
罹患回数は初回 45 例、2 回 27 例、3 回 2 例、4 回 1 例。陰性病日は 7 日目 45
例、8 日目 1 例、9 日目 12 例、10 日目 10 例、11 日目 4 例、12 日目 1 例、14
日目 2 例。7 日目陰性例は、罹患初回で 16/45 例（36％）（20 代 2/4 例、30 代 4/
9 例、40 代 6/12 例、50 代 3/12 例、60 代 1/6 例、70 代 0/2 例）、罹患 2 回以上
で 29/30 例（97％）。陰性病日が 10 日目以降であった罹患初回例は 17/45 例

（38％）。陰性病日と罹患回数との間に有意な相関を認めた（相関係数=0.54、標
準化回帰係数=-0.47；95％ 信頼区間 -2.06 to -0.53、p＜0.01）。罹患初回の 50 代以
上で 7 日目陰性の割合が低い傾向にあった。

【結論】発症後 7 日目の抗原定性検査において、罹患歴がある例のほとんどは陰
性であったが、罹患初回例の 64％ は陽性であった。陰性となるのに 10 日以上要
したのは 38％ であった。本検討から、医療従事者の就業制限や復帰後の感染対
策について、罹患歴に基づき対応できる可能性が示唆された。本検討は抗原定性
検査での検討であるため、陰性であっても感染性が残っている可能性がある。

P1-234 当院における発熱患者外来対応と
感染源不明の院内新型コロナ発生
事例報告

久米川病院
○安田 睦美（やすだ むつみ）、土本 真穂、
金澤真弓華、星 作男

【背景】新型コロナ感染症が 5 類に移行し、人々の感染対策も緩み多くの医
療機関では今期冬の発熱外来は飽和状態となった。当院でも各種のインフ
ルエンザと新型コロナ検査を発症時間に合わせて使い分け対応した。新型
コロナ感染症は当初より無症状の患者がおりまた発症前から感染性があ
ることより、感染対策に苦慮する。今回我々は感染源不明の新型コロナ発
生事例を同時期に経験したため報告する。

【症例】事例 1 は 78 歳、女性、当院老健入所者中。2024 年 X 月 28 日家族
面会あり（家族は面会時体調不良なし、その後も症状なし）X＋1 月 6 日発
熱持続のため新型コロナ NEAR 法実施し陽性。PCR 再検し Ct 値 42 にて
すでに感染性はないとして隔離せず。濃厚接触者なし。同病棟 42 歳、男性。
X 月 1 日家族面会あり。X＋1 月 5 日発熱あり、解熱剤処方。X＋1 月 6
日新型コロナ NEAR 法実施し陽性。PCR 再検し Ct 値 25 にて感染性あり
と判断し、隔離対応。濃厚接触者なし。事例 2 は 75 歳、男性、（事例 1
と同一フロア同病棟）。10/6 発熱、咳嗽あり、痰増加。X＋1 月 7 日新型コ
ロナ NEAR 法実施し陽性。PCR 再検し Ct 値 28 にて感染性ありと判断
し、隔離対応。看護師 4 人が濃厚接触者と判定。事例 3 は 81 歳、男性、

（事例 1、2 と同一フロア別病棟）。X＋1 月 14 日外傷性くも膜下出血と診断
され他院入院。X＋2 月 12 日当院老健入所。経口自力摂取可能のためホー
ルで食事。一部介助でトイレ誘導、入所時より易怒性、徘徊あり。X＋2
月 23 日夜間、他の入所者への暴力行為あり。X＋2 月 26 日他院へ強制転
院、転院先で新型コロナ PCR 陽性との連絡あり。濃厚接触者は入所者 5
名、職員 12 名の健康観察 5 日実施し異常認めず全員観察終了。

【考察・結論】今回ほぼ同時期に同病棟で新型コロナの院内発生を認めた。
経過より無症状の面会者もしくは職員より感染し、伝播していったと考え
られる。高齢者は認知症も多く、徘徊の問題やマスク着用が困難など、ス
タッフが標準予防策を講じても、施設全体で標準予防策を徹底するのは困
難である。入院時に検査を徹底したり、職員自身も体調管理に気をつけて、
各医療行為での標準予防策を徹底する必要がある。

P1-235 造血器悪性腫瘍患者における新型
コロナウイルス感染症再燃による
集団感染事例から感染対策を考え
る

東京都済生会中央病院
○渡邉 明美（わたなべ あけみ）、吉藤 歩、
山根 絵里、長田 眞

【背景】造血器悪性腫瘍で治療中の患者は新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の治療経過が非典型的でウイルス排出が遷延し、肺炎の再燃を起こすことが
ある。「免疫不全者における COVID-19 の臨床対応指針案第 1.0 版」では適切な感
染対策・感染管理期間は定まっておらず、継続的な知見の集積が必要性とされ
ている。当院では 2022 年に高度免疫不全の 2 事例で RT-PCR 検査の Ct 値（以下
Ct 値）＜35 の持続と症状の再燃を経験しており、20 日間の感染管理期間を基準
に Ct 値≧35 の確認と病態から総合的に判断した隔離解除を行っている。

【症例】マントルリンパ腫にて化学療法中の患者でワクチン接種歴のない 70 歳
代の患者が 2023 年に COVID-19 を発症し、その後 4 か月間にわたり症状の再発
を繰り返した。初回感染時は中等症 I で 10 日間入院した。発症 21 日目に発熱で
来院し、中等症 II の診断で再入院、ネーザルハイフローによる呼吸器管理が必要
となった。発症 37 日目に呼吸状態が改善し、Ct 値≧35 が確認され、感染管理期
間が終了したため 4 人床病室に転室した。しかし発症 49 日目に再び発熱し Ct
値＜35 となったため COVID-19 の再燃と判断され治療と感染管理を再開した。
4 人床で同室だった患者 2 名が COVID-19 と診断された。そのうち 1 名は急性骨
髄性白血病患者で、肺炎の増悪と合併症により感染管理期間中に永眠した。

【考察・結論】造血器悪性腫瘍患者などの高度免疫不全者では、COVID-19 の再燃
に注意が必要であるといわれている。しかし他者への感染伝播を警戒した過剰
な感染隔離がフレイルなどの 2 次障害や人権問題につながることから、判断に
難渋することが多い。本症例は隔離解除基準を満たしたが再燃し集団感染につ
ながった事例である。高度免疫不全者においても Ct 値のみで判断せず血液内科
および感染症科が連携し医学的・総合的に感染性を評価し感染対策を判断する
ことの重要性を痛感させられた。高度免疫不全者を感染から守ることは感染管
理上も極めて重要であり、医療スタッフが COVID-19 は感染性が持続すること
や再燃することを理解し、患者と情報共有して健康管理と感染予防策の徹底を
支援する体制整備に努めたい。

P1-236 急性呼吸器感染症流行レベル別対
応表作成とその導入の検証

医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 薬剤部1）、医療法人社団
明芳会 板橋中央総合病院 看護部2）、医療法人社団明芳会 板橋
中央総合病院 感染対策室3）、医療法人社団明芳会 板橋中央総合
病院 QIMSセンター4）

○陶山明日香（すやま あすか）1,3）、島村 江美2,3）、
大平 静美2,3）、坂本 史衣4）

【背景・目的】当院では、COVID-19 を含む急性呼吸器感染症の流行状況に
応じて、（1）マスク着用体制、（2）検査体制、（3）面会制限、（4）就業制
限を段階的に強化または緩和するための「急性呼吸器感染症流行レベル別
対応表」を作成した。また、これらの対策を強化する最適なタイミングを
明らかにするために、院内および地域における COVID-19 発生報告数を用
いて検証を行った。

【方法】2024 年 4 月 1 日から 2025 年 2 月 2 日までの週ごとの COVID-19
新規感染職員数（職員数）、新規院内感染患者数（患者数）、および東京都
の定点あたり報告数（報告数）を集計した。さらに、相互相関関数を用い
て、職員数と報告数、患者数と報告数、職員数と患者数間の時間差を考慮
した相関を分析した。統計解析は、R（version 4.4.2）で実施した。

【結果】職員数と報告数の間には、同時期に増減することを示す有意な相関
を認めたが、患者数と報告数の間には認めなかった。患者数は、1 週間前
の職員数と有意な相関があった。

【結論】職員数は、地域の流行状況をリアルタイムで反映する指標として有
用であり、職員数増の兆しを早期に把握し、これに合わせて感染対策を強
化することが、院内感染予防に寄与することが期待される。
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P1-237 発熱外来機能継続から新興感染症
対策を考える

枡記念病院 感染対策室1）、枡記念病院 外科2）

○熊田ふみ子（くまだ ふみこ）1）、佐久間 浩2）

【背景・目的】COVID-19 が 5 類感染症に引き下げられて以降、設置されて
いた発熱外来の多くは、その機能を閉鎖し、通常の一般外来診療へと移行
されている。当院も当初より仮設の発熱外来を設置し診療を行ってきた
が、現在も発熱外来としての機能継続を決定し、診療を行っている。発熱
外来機能の継続に関して、新興感染症への備えを見据えながら、今後の発
熱外来の在り方を検討する。

【活動内容】1．COVID-19 の 5 類感染症に引き下げ前後の発熱外来対応患
者数および陽性率の変化を比較する。2．発熱外来機能継続に伴う院内トリ
アージの導入により、院内への感染症持ち込みを防止できているかを検証
する。

【成果・考察】1．2021 年 8 月に発熱外来開設以降、COVID-19 が 5 類感染
症に引き下げられた 2023 年 5 月までの発熱外来対応患者数は、月平均
317 人であった。引き下げ以降 2025 年 1 月までの月平均は 177 人と減少
しているものの、連日発熱症状患者を発熱外来で対応している。陽性率に
ついては、引き下げ前が月平均 27.4％、引き下げ以降は 37.4％ と 10％ 上昇
している。2．発熱症状のある患者全てを診察する体制から、院内救急救命
士による院内トリアージを導入し、一般患者と発熱患者の選別を開始し
た。その結果、一般外来での感染症の発生はなく、医療従事者への罹患も
みられていない。COVID-19 が 5 類感染症へ引き下げられたとはいえ、実
際に罹患すると就業制限等の社会的制限が今も継続している。当院は、院
内での感染拡大を予防する目的として発熱外来機能継続を決定した。その
後、発熱外来対象患者数は減少しているものの、一定数の受診者があり、
院内や地域の需要は継続されている。陽性率が上昇している背景には、院
内救急救命士による院内トリアージ導入により、対象患者の選別が出来て
いると考える。これは一般外来への負担を軽減し、病院内への陽性者侵入
を予防していると思われ、発熱外来機能の継続は今後発生しうる新興感染
症への備えにも繋がると考える。

P1-238 COVID-19院内感染対策 全病室
ドア閉鎖の効果

名寄市立総合病院 医療安全管理部感染対策課1）、士別市立病院
医療安全管理室2）

○大谷 圭一（おおたに けいいち）1）、春名進之介2）

【背景・目的】我々は COVID-19 のオミクロン株出現以降、複数回のアウトブ
レイクを経験した。多くの地方自治体病院は機械換気の能力に加え構造上の
問題もあり、エアロゾル感染を防ぐことは困難であることが多い。
そこで対策を更に進めるために隔離に注目した。感染者やその同室者だけで
はなく速やかに感染者以外の病室（患者）も隔離に準じた対応として全病室の
ドアを閉鎖することとした。その結果、一定の成果が得られたので報告する。

【方法】・全閉鎖法：COVID-19 の院内発生を認めた際、速やかに発生病棟の全
病室のドアを閉じて管理した
・従来法：感染者を隔離、同室者病室のドアを閉め他病室のドアは開放
・全閉鎖法の導入前後でアウトブレイク（複数病室から 4 名以上の発生）の期
間や患者数の低下の有無を病棟毎に検討した
・名寄市立総合病院（359 床）と士別市立病院（129 床）で検討を行った

【結果】＜名寄市立総合病院 A 病棟 54 床 B 病棟 56 床 C 病棟 40 床＞
・2024 年 4 月 A 病棟罹患率 12.6％（従来法 32.1％、p＜0.01）、最終感染者発生
までの日数 10 日/従来法 22 日
・2024 年 8 月 A 病棟罹患率 10.4％（従来法 32.1％、p＜0.01）、7 日/22 日
・2024 年 4 月 B 病棟罹患率 16.1％（従来法 19.3％、p≧0.05）、7 日/19 日
・2024 年 12 月 C 病棟罹患率 9.2％（従来法 25.0％、p＜0.05）、6 日/15 日
＜士別市立病院 X 病棟 52 床 Y 病棟 50 床＞
・2024 年 11 月 X 病棟罹患率 7.7％（従来法 23.1％、p＜0.05）、5 日/14 日
・2024 年 12 月 Y 病棟罹患率 5.3％（従来法 8.3％、p≧0.05）、5 日/11 日
最終感染者発生までの平均日数：全閉鎖法 6.7 日/従来法 16.2 日（p＜0.01、
ウェルチの t 検定）

【結論】病室のドアを開放している状況下で咳嗽を有するなどエアロゾル感染
を引き起こす患者が発生した場合、他病室へ拡散してしまう。
全病室ドア閉鎖はエアロゾルによる感染拡大を抑え、アウトブレイク 6 事例
中 5 事例で対策実施後 7 日以内に感染者発生は収まっていた。
感染者と同室者の病室のドアのみを閉じる従来法は飛沫感染対策であったと
考えられ、全病室のドアを閉めることがエアロゾル感染対策として効果的で
あったと考えられた。

P1-239 院内感染と考えられたA群溶血性
レンサ球菌による産褥熱の3例

石井記念愛染園附属愛染橋病院
○井石 倫弘（いせき ともひろ）、上田 史子、
木村 裕美、塩見 正司

【背景】A 群溶血性レンサ球菌（GAS）は致死率の高い病原体の一つであ
り、周産期の GAS 感染症は依然として全世界的に母体、新生児の主要な死
亡原因となっている。また劇症型溶血性レンサ球菌感染症（STSS）の発症
リスク因子として妊婦や周産期の女性が挙げられている。今回、産婦人科
病棟で短期間に 5 例の GAS による産褥熱を認め、うち 3 例は院内感染と
考えられた。なお、当院では妊娠後期の感染症スクリーニング検査では B
群レンサ球菌（GBS）に限定した検査を行っており GAS は検査対象となっ
ていない。今回の臨床経過、感染対策を含め報告する。

【症例】（1）産褥 4 日目発症。26 歳経産婦、前期破水なし、経腟分娩、在胎
35 週 6 日、出生体重 2428g。膣分泌物培養、血液培養から GAS 検出。児
は異常なし。（2）産褥 4 日目発症。32 歳初産婦、前期破水あり、経腟分娩、
在胎 38 週 5 日、出生体重 3790g。膣分泌物培養から GAS 検出、血液培養
発育なし。児は異常なし。（3）産褥 3 日目発症。29 歳経産婦、前期破水あ
り、経腟分娩、在胎 38 週 4 日、出生体重 2844g。膣分泌培養、血液培養か
ら GAS 検出。児は異常なし。いずれの症例においても抗菌薬投与で軽快
し、STSS に進展しなかった。分娩前の内診や分娩を担当した医療スタッ
フ 8 人の培養検査（咽頭、鼻腔、肛門、膣）はすべて陰性。分娩台、内診
台、内診エコー、経膣エコープローブ、入院病室ナースコール、発症者が
共通して使用したトイレの座面、ノズル、手すり、水洗レバーの環境培養
はすべて陰性。内診ユニットの運用方法の変更を行った。スタッフの保菌
を認めなかったため除菌は行わなかった。手指衛生徹底を図り新規発症な
く経過している。分子疫学的解析を目的として大阪安全基盤研究所に分子
疫学的検査を依頼した。3 例ともに M 型別解析では emm89、発赤毒素で
は SPE B＋C 型、T 型別解析では T3264 で一致した。PFGE 検査におい
ても 3 例とも一致し院内感染が示唆された。

【考察・結論】短期間に GAS 感染症が複数発生し分子疫学的解析から院内
感染が示唆された。産褥熱の予防には手指衛生を含めた標準予防策の徹底
が重要である。

P1-240 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の
2例：全国的な流行を踏まえた当
院の取り組み

医療法人社団八千代会 メリィホスピタル ICT1）、広島大学病院
消化器・移植外科2）

○三枝 義尚（さえぐさ よしたか）1,2）、山本 聡美1）

【背景】劇症型溶血性レンサ球菌感染症（streptococcal toxic shock syn-
drome：STSS）は、急激で劇的な症状を呈する致死的感染症である。2022
年以降増加傾向で、特に 2024 年は前年と比べ倍増した。高齢者の慢性期診
療にあたる当院でも STSS の症例を 2 例経験した。1 例目は致死的な経過を
辿ったが、それを踏まえて対策を行い 2 例目は救命することができた。2
症例を報告するとともに、当院の対策について述べる。

【症例】（1 例目）93 歳男性、当院グループ施設入居中。既往に狭心症と腸閉
塞。X 日前後に転倒するも下肢外傷なし。X 日に発熱し解熱剤投与開始され
るも発熱持続のため翌日再診、右下腿に発赤・熱感・腫脹あり蜂窩織炎の
診断となる。壊死性軟部組織感染症（NSTI）への進展は否定的だった。血
液検査で白血球減少、CRP 上昇、肝腎機能障害、CK 上昇を認め、毒素性
ショック症候群として入院の上セファゾリンとクリンダマイシンを投与開
始した。しかし状態の改善に至らず、入院後約 30 時間で死亡に至った。翌
日、血液培養から Strepotococcus pyogenes を検出し、STSS の診断となっ
た。（2 例目）72 歳男性、当院グループ施設入居中。既往に認知症と糖尿病。
X-1 日に転倒し下肢を打撲し外傷あり。X 日に発熱あり蜂窩織炎疑われ内服
抗生剤開始。X+1 日下肢所見悪化、STSS 及び NSTI を疑い高次医療機関へ
紹介となる。迅速検査で溶血性レンサ球菌陽性、同日下腿切断・デブリード
マンが実施された。集中治療室で循環作動薬を用いた治療を要したが軽快
し一旦退院。当院に転院しリハビリ実施予定である。

【考察・結論】STSS は突発的に発症し急速に進行する重篤な感染症だが、重
症化メカニズムには不明点が多い。2 例とも下肢の蜂窩織炎として発症して
おり、転倒歴もあるため皮膚の傷からの感染の可能性が考えられた。救命の
ためには集中治療室での速やかな治療開始が重要だ。当院では 1 例目を踏
まえ、早期診断による適切な治療開始のために A 群 β 溶血レンサ球菌抗
原キットを導入し職員に対して疾患の周知を行った。その後経験した 2 例
目では速やかな紹介により、下肢切断には至ったが救命することができた。
日本での流行拡大の現状を鑑みると、STSS はあらゆる医療機関で遭遇しう
る。速やかな受診と適切な治療のための早期発見と介入が重要である。
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P1-241 人工環境水系におけるレジオネラ
属菌の汚染状況

北里環境科学センター 微生物部
○水谷 英秋（みずがい ひであき）、菊野理津子、
笹原 武志、榊原 正也

【背景・目的】本邦におけるレジオネラ症患者数は増加傾向にあり、2023
年には 2,271 名に達している。レジオネラ属菌の主な感染源とされている
のは浴槽水や冷却塔水（CT 水と略）など人工環境水系であり、この汚染
状況の把握はその感染対策を講ずる上において極めて重要な情報と考え
られる。そこで、今回は人工環境水系におけるレジオネラ属菌の経年的な
汚染状況を把握することを目的とした。

【方法】当該センターの人工環境水系レジオネラ属菌検査データベース
（2019 年～2023 年の 5 年間分）を基に解析した。なお、レジオネラ属菌検
査は「新版レジオネラ症防止指針、付録 1 の環境水のレジオネラ属菌検査
方法」に準拠した。結果は各検体（原湯・原水、浴槽水、CT 水）からの
レジオネラ菌属の検出率（％）、平均生菌数（cfu/100ml）、Legionella pneu-
mophila 血清群（SG と略）1-14 で示した。

【結果】（1）原湯・原水においてレジオネラ菌属の検出率は 14％～19％ で
推移した。多く検出された菌種は L. pneumophila SG7-14、SG3、SG6 で全
体の 20％～50％ を占めていた。 生菌数は 50 個～450 個の範囲であった。

（2）浴槽水においてレジオネラ菌属の検出率は 2019 年から 2021 年までは
6％～7％ であったが、その後減少傾向を示し 2022 年は 3％、2023 年は 1％
であった。最も多く検出された菌種は L. pneumophila SG1 で 20％～
100％ を占め、次いで SG3、5、6 が 20％～25％ であった。生菌数は 2019
年～2021 年までは数千個であったが、その後 2022 年は 460 個、2023 年は
20 個にまで減少した。（3）CT 水においてレジオネラ菌属の検出率は
9％～13％ で推移した。最も多く検出された菌種は L. pneumophila SG1
で全体の 35％～65％ を占め、次いで SG7-14 が 20％～50％ であった。生菌
数は多く 4,000 個～13,000 個の範囲で推移した。

【結論】浴場の衛生管理上の措置が厳格化されていることを受けて、原湯・
原水については持続的なレジオネラ菌属の汚染はあるものの、浴槽水の段
階ではレジオネラ菌属の汚染対策が奏効し、その結果として検出率が低減
しているものと考えられた。CT 水については衛生管理が徹底されていな
いため、一定数の検出率と生菌数が確認されたと考えられた。

P1-242 ペットによる 傷でSFTSとの重
複 感 染 を 疑 っ たCapnocyto-
phaga canimorsus 感染症の一例

淀川キリスト教病院 臨床検査課1）、淀川キリスト教病院 呼吸器
内科2）、淀川キリスト教病院 感染対策課3）、淀川キリスト教病院
感染対策チーム4）

○永谷 啓晃（ながや ひろあき）1,4）、浅野志津香3,4）、
今﨑 美香3,4）、西島 正剛2,4）

【背景】Capnocytophaga canimorsus は犬や猫の口腔内に常在するグラム陰
性桿菌であり、動物 傷を契機に敗血症や播種性血管内凝固（DIC）を引き
起こすことがある。特に、アルコール多飲者や免疫抑制状態の患者では重症
化しやすい。また近年、動物との接触を契機とした感染症の一つに重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）も報告されており、鑑別が重要であると思われる。

【症例】61 歳女性、大酒家で痩せ型、主訴に血圧低下を認め近医を受診し当
院を紹介され自己来院した。倦怠感、ふらつき、意識変容などの症状があり
聞き取りにより姪の飼育する小型犬に右手を まれた背景が発覚した。 傷
は小範囲であったが、止血に時間を要した。同日より若干の体調不良を認め、
翌日より明確な全身倦怠感が出現し、3 日後自宅でふらつき転倒し、近医受
診した。初診時、意識レベル低下、発熱（38.6℃）、血圧低下（90/60 mmHg）、
汎血球減少（WBC 1,500/µL、Hb 10.1g/dL、Plt 2,000/µL）を認め、血液像を
確認するため鏡検した末梢血塗抹標本に多数の細菌を認めた。来院時採取し
た血液培養が翌日朝に陽性となり、グラム染色で紡錘状のグラム陰性桿菌を
認めた。血液培養液を MALDI セプシタイパー血液培養抽出キットを使用
し、質量分析装置にて C. canimorsus が同定された。重度の敗血症性ショッ
クと診断された。血小板減少が顕著であり、動物関連の背景を踏まえ SFTS
の合併を疑い保健所に検体を提出したが、結果は陰性であった。直ちに抗菌
薬治療が開始されたが、数か月後多臓器不全のため、不幸な転帰を辿った。

【考察】本症例は、大酒家という背景と、動物 傷を契機に C. canimorsus
感染症を発症し、重度の敗血症からショックに至った症例である。顕著な血
小板減少を呈し、動物由来感染症として SFTS の鑑別が求められた。近年、
SFTS に感染した動物による 傷後にヒトが SFTS を発症する報告もあり、
接触感染経路としての重要性が示唆される。本症例のような重症例では、C.
canimorsus や SFTS を含めた動物由来感染症の迅速な鑑別診断が必要であ
ると考えられるため、同様の症例における臨床的注意点を提示する。

P1-243 セレウス菌院内感染経路としての
車椅子からの手指汚染の可能性

椙山女学園大学看護学部1）、名古屋大学大学院医学系研究科2）、岐
阜保健大学リハビリテーション学部3）

○石原 由華（いしはら ゆか）1,2）、小島 誠3）、
八木 哲也2）、柴山 恵吾2）、太田美智男2,3）

【目的】昨年の本学会で、車椅子駆動輪にはセレウス菌が高頻度に汚染して
いることを報告した。それらのセレウス菌が患者手指に付着し医療施設内
に持ち込まれる可能性を検討するために、車椅子から分離されたセレウス
菌株と、同施設においてほぼ同時期に患者血液から培養されたセレウス菌
株とを分子疫学解析によって比較した。

【方法】2023 年に A 病院外来車椅子 83 台の駆動輪およびハンドリムから
1 日に分離したセレウス菌 39 株と、2021－2023 年に入院患者血液から分
離されたセレウス菌 30 株について、分子疫学解析によって比較した。それ
ぞれの株について行った RAPD-PCR の結果より、バンドパターンが似て
いると思われた血液分離株 10 株と車椅子分離株 5 株を選び、全ゲノム解
析を行った。Illumina MiSeq によってゲノムデータを取得し、Galaxy によ
るアセンブル、DDBJ Fast Annotation and Submission Tool（DFAST）に
よってアノテーションを行い、7 遺伝子 glpF、gmk、ilvD、pta、pur、
pycA、tpi について B. cereus typing database/PubMLST による MLST
解析を行った。またセレウス菌の病原性関連遺伝子について検討した。

【結果】血液分離株は数グループの遺伝子型に大まかに分類された。車椅子
分離株は 5 株ともに互いに異なった MLST 型を示した。その中の KL44
株が血液分離株 B27 株と pycA 遺伝子のみが異なる allele で他の 6 種類
の遺伝子 allele が同一だった。両株は ST-18 クローンに属していた。

【結論】セレウス菌は自然界では土中に存在し、車椅子を容易に汚染すると
考えられる。車椅子分離株の中の KL44 が血液分離株 B27 株と近縁の遺伝
子タイプで、病原性関連遺伝子の保有種類も同一だった。菌は患者が保菌
している間に変異が多少蓄積していくので、車椅子経由で院内に侵入した
KL44 から由来するバリアント株が血液感染を起こした可能性が示唆され
る。

P1-244 TAZ/PIPC使用症例における抗菌
薬選択の妥当性

横浜労災病院
○米﨑 友駿（よねざき ゆうと）、七尾 大観、
貞重 卓哉、宇田 淳子、藤原 道雄、城 裕之

【背景・目的】2020 年下半期における当院の緑膿菌に対する TAZ/PIPC
感受性率は 89％ であったが、2024 年度上半期は 74％ に低下している。こ
の要因の一つとして TAZ/PIPC の不適切使用が考えられる。しかし、
TAZ/PIPC の不適切使用がどの程度存在するのかは明らかでない。本研
究では、TAZ/PIPC 不適切使用症例を明らかにし、効果的な抗菌薬適正使
用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team：AST）活動につなげる
ことを目的とする。

【方法】後方視的観察研究。2024 年 11 月および 12 月に当院で TAZ/PIPC
を投与された 188 全症例を対象とする。感染源、耐性菌リスク（（1）耐性
菌検出歴、（2）3 カ月以内の抗菌薬使用歴、（3）3 カ月以内の入院および施
設入所歴、（4）担癌、（5）維持透析、（6）人工呼吸器管理中、（7）COPD・
気管支拡張症の既往）の有無、TAZ/PIPC の投与期間、培養同定感受性結
果、抗菌薬狭域化の有無の情報を取得する。これらの情報から、経験的治
療と標的治療の 2 つのタイミングで、TAZ/PIPC 不適切使用と考えられ
る症例を抽出する。

【結果】上記の耐性菌リスクがないにもかかわらず、経験的に TAZ/PIPC
を選択している症例は 30 例。そのうち、TAZ/PIPC 選択の根拠となり得
る 2 項目（（1）ガイドラインの推奨、（2）敗血症）のいずれかに該当する
のは 16 症例。よって、経験的治療として TAZ/PIPC 不適切使用の可能性
があるのは 14 例（7.4％）。また、TAZ/PIPC から変更がなく抗菌薬投与を
終了した 81 症例のうち、標的治療の段階で狭域化可能と考えられたのは
29 症例（15.4％）。重複症例を除くと、TAZ/PIPC 使用 188 例のうち 39
例（20.7％）は不適切使用の可能性がある。

【結論】TAZ/PIPC 使用例の 20.7％ は不適切使用の可能性があり、AST
活動により TAZ/PIPC 使用量を削減し得る。経験的治療と標的治療の 2
つのタイミングで抗菌薬適正使用支援をすることで、TAZ/PIPC の使用
量を減らすことができれば、緑膿菌の抗菌薬感受性率も改善する可能性が
ある。
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P1-245 当院における推奨抗菌薬リストを
活用した経口抗菌薬の適正使用の
取り組みと効果

鹿児島厚生連病院
○福永 晟也（ふくなが せいや）、池増 鮎美、
佐多 照正、秋山 久美、副島 賢忠、徳重 浩一

【背景・目的】当院では 2024 年 6 月に、抗菌薬適正使用を目的として、抗
微生物薬適正使用の手引きや、JAID/JSC 感染症治療ガイドを参考に、非
専門医が抗菌薬を処方する際に参照できる疾患別の推奨抗菌薬リストを
作成した。そして、推奨薬リストにない処方の場合は疑義照会を行う運用
へと変更した。今回、その効果について評価した。

【方法】2023 年度において、膀胱炎の疑いで尿培養を提出し陽性であった
患者に対して、エンピリックに使用された経口抗菌薬を電子カルテで抽出
し、抗菌薬の感受性に問題が無かったか、また処方と推奨抗菌薬リストと
の差異について調査した。
2024 年 6～12 月において、膀胱炎の診断で経口抗菌薬が処方された患者
に対しての抗菌薬の使用状況について調査した。

【結果】尿路感染症の起炎菌となった細菌は主に大腸菌・クレブシエラ・
フルオロキノロン耐性大腸菌・腸球菌等であった。そして処方されていた
アモキシシリン水和物＋クラブラン酸カリウム（CVA/AMPC）は全て感
受性があった。また推奨抗菌薬リストと比較し、推奨している抗菌薬はフ
ルオロキノロン耐性菌に対するレボフロキサシン（LVFX）を除き、全て
感受性があった。
2023 年度に処方された抗菌薬は CVA/AMPC が 37.5％、LVFX が 37.5％、
セフカペンピボキシル（CFPN-Pi）が 25％ であった。2024 年 6 月～12
月に処方された経口抗菌薬は CVA/AMPC が 60％、LVFX が 40％ であ
り、全例が推奨抗菌薬リスト内からの処方であった。
また 2024 年 6～12 月では、処方された抗菌薬のうち、はじめから CVA/
AMPC を処方していた割合が 50％、疑義照会の結果、CVA/AMPC に変
更となった処方が 10％ であった。

【結論】抗菌薬に対する適正使用に向けた取り組みにより、すべて推奨抗菌
薬リストからの処方になった。非専門分野において、推奨薬外から抗菌薬
を処方された際は、疑義照会を行う運用であったが、その必要はなかった。
これにより調剤・処方監査の時間短縮へとつながった。今後、他の疾患に
対する経口抗菌薬の処方についても確認を行っていきたい。

P1-246 血液培養及び尿培養より Strepto-
coccus dysgalactiae と Acti-
notignum sanguinis を検出した
1例

神奈川県立循環器呼吸器病センター 検査科
○太田良美沙（おおたら みさ）、萩原 恵里、新谷 藍

【背景】Actinotignum 属は通性嫌気性グラム陽性桿菌で、嫌気条件下で良
好な発育を示す。ヒトの感染症に最も頻繁に関与する種としては、Actino-
tignum.schaalii が尿路感染症などの起因菌として報告されている。また、
G 群レンサ球菌（group G Streptococcus, GGS）も劇症型感染症を引き起こ
すことが報告されている。今回、質量分析装置にて Actinotignum.sangui-
nis と同定した菌を血液から、Streptococcus dysgalactiae と同定された
菌を血液及び尿から分離した症例を経験したので報告する。

【症例】既往歴に大動脈弁閉鎖不全症（軽度）、頚椎症性神経根症、前立腺
肥大症、早期大腸癌のある 90 代男性。介護老人施設入所中、食事摂取後喉
の詰まりを訴え、右肺で乾性ラ音が聴取された。SpO2 90％（室内気）ま
で低下あり。白血球 11370/µl、CRP0.15mg/dl、誤嚥性肺炎を疑われ救急搬
送された。微生物学的検査では、入院時に血液培養、喀痰培養及び尿培養
提出。吸引痰からは Klebsiella aerogenes（1+）が検出された。尿培養で
は GPC（1+）を認め、Streptococcus dysgalactiae（10＾6）が検出された。
血液培養からは 11 時間後に 4 本中好気ボトル 1 本から GPC の発育を認
め、質量分析装置にて Streptococcus dysgalactiae を同定。52 時間後と 80
時間後に 4 本中嫌気ボトル 2 本から GPR の発育を認め、羊血液寒天培地
にて CO2 培養及びアネロ RS 血液寒天培地にて嫌気培養を行った。48 時
間後に微小コロニーを認め、質量分析装置にて Actinotignum.sanguinis
を同定。入院当日から ABPC/SBT による治療を 2 週間継続し、軽快した。

【結論】Actinotignum 属での感染症の多くは Actinotignum.schaalii によ
る報告が多く Actinotignum.sanguinis による症例は稀である。また、
Streptococcus dysgalactiae は高齢者に対して特に病原性を示す為、高齢
者の増加に伴い近年侵襲性感染症が増加し注目されている。今回は喀痰培
養に加え、血液培養及び尿培養を実施する事で診断と治療に有効な検査結
果が得られた一例と考える。

P1-247 菌血症を呈した尿路感染症患者の
経口抗菌薬スイッチングの現状

JA吉田総合病院1）、JA吉田総合病院 感染制御対策防止室2）、JA
吉田総合病院 臨床研究検査科3）、JA吉田総合病院 内科4）

○古閑恵梨奈（こが えりな）1）、只佐 宣子1）、
田中 千苗2）、亀本 千夏3）、大岡 郁子4）、石飛 朋和4）

【背景・目的】静注抗菌薬（静注薬）から経口抗菌薬（経口薬）への変更は
入院期間の短縮、患者の快適性の向上、点滴に関連した合併症の減少につ
ながると考えられ、近年、適切なタイミングで経口薬への変更が推奨され
ている。当院 AST でも、COMS criteria に基づいて経口薬への変更が可能
な患者に対して主治医に提案を行っている。今回、菌血症を呈した尿路感
染症患者の経口抗菌薬スイッチング（以下スイッチング）について当院の
現状を調査したので報告する。

【方法】2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日の期間に入院し退院した患者のうち、
菌血症を呈した尿路感染症患者 26 件を対象とした。性別、年齢、抗菌薬投
与期間、総入院日数、解熱後からスイッチングまでの期間、再発率につい
て非スイッチング群とスイッチング群の 2 群に分けて比較検討を行った。
再発の定義は、治療終了後 30 日以内の有熱性尿路感染症の発症とした。本
研究は当院における倫理委員会で審査中である。

【結果】対象患者は女性 22 名、男性 4 名で、平均年齢は 80 歳であった。非
スイッチング群は 15 件、スイッチング群は 11 件であった。静注薬平均投
与日数は非スイッチング群で 14.0±2.1 日、スイッチング群で 7.5±2.5 日
であった。選択された経口薬は、セファレキシン（CEX）が 9 件、アモキ
シシリン/クラブラン酸＋アモキシシリン（AMPC/CVA＋AMPC）が 1
件、レボフロキサシン（LVFX）が 1 件であった。スイッチング群はすべ
て COMS criteria に該当しており、解熱後平均 4 日でスイッチングが行わ
れていた。平均入院期間は非スイッチング群で 27.9±16.9 日、スイッチン
グ群で 17.6±14.4 日であった。（p＜0.05）再発率は、非スイッチング群で
20％、スイッチング群で 0％ であった。（p=0.1148）

【考察】30％ の患者でスイッチングが行われていた。今回の検討において、
スイッチングによる再発率の上昇を認めなかった。また、平均入院期間は
減少であった。COMS criteria に該当する症例に対して、AST の介入は今
後も継続していくことが必要と考える。

P1-248 Antimicrobial Stewardship
Team専従薬剤師による抗菌薬の
副作用への対応とその転帰

NHO呉医療センター 感染対策部1）、NHO呉医療センター 薬剤
部2）、NHO呉医療センター 外科3）、広島大学病院 感染症科4）

○高田 正弘（たかだ まさひろ）1,2）、首藤 毅1,3）、
大森慶太郎4）、新開 美香1）、星川 果南2）

【目的】抗菌薬適正使用支援の目的は、最大限に抗菌薬の治療効果を導くと同
時に、有害事象をできるだけ最小限にとどめ、感染症治療が完遂できるよう
に支援することである。呉医療センターは 700 床の市中病院で、2022 年 9
月より抗菌薬適正使用支援チーム（以下、AST）薬剤師を専従化している。
本研究は、AST 薬剤師による抗菌薬の副作用（以下、AE）への対応とその転
帰を明らかにする目的で、AST 介入の中で「AE への対応」を調査した。

【方法】調査期間は 2021 年 4 月から 2024 年 1 月（34 ヶ月）で、AE への対応
数は薬剤師の専従化前後 17 ヶ月で比較した。評価は、1）AE への対応数（件）
の変化、2）AE の抗菌薬別件数（件）と発生日（中央値［四分位範囲］）、3）
AE の重症度（Grade1～4；4 項目）、4）AE の対応（中止・中止と代替薬へ変
更・継続；3 項目）、5）AE の転帰（回復・未回復・悪化；3 項目）、6）感染
症治療の転帰（治癒・治癒せず・判定不能；3 項目）とした。解析は、カテゴ
リー変数に Fisher’s exact test を用い、有意水準は 5％ とした。本研究は当院
倫理審査委員会で承認（番号 2024-34）され、オプトアウトにて掲載した。

【結果】1）AST 介入に対する AE への対応数は 61 件/1,200 件（5％）であり、
専従前 5 件/264 件（2％）から専従後 56 件/936 件（6％）へ有意に増加（p
＝0.012）した。2）主な AE の被疑薬は CEZ 7 件、VCM 7 件、ST 5 件、TAZ/
PIPC 5 件、MEPM 4 件、主な AE と発生日（中央値［四分位範囲］）は、皮
膚障害 11 件（10 日［6‐14 日］）、好酸球数増加 9 件（21 日［14‐40 日］）、
肝逸脱酵素上昇 8 件（8 日［7‐14 日］）、好中球数減少 6 件（16 日［11‐25
日］）であった。3）AE の重症度は Grade 3～4 で 24 件（39％）、4）AE の対
応は「中止」と「中止と代替薬へ変更」が 53 件（87％）、5）AE の転帰は

「回復」が 52 件（85％）、6）感染症治療の転帰は「治癒」54 件（89％）であっ
た。

【考察】我々は、AST 専従薬剤師による AE への対応に関して包括的に評価し
た。AST 薬剤師の専従化は、AE への対応する機会を有意に増やし、AE の転
帰を改善させ、感染症治療を完遂させる支援に繋がる可能性がある。
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P1-249 COVID-19感染症入院患者を発症
後6日目で隔離解除したことによ
る院内感染拡大への影響

札幌孝仁会記念病院
○平井 亜美（ひらい あみ）

【背景・目的】COVID-19 感染症患者の隔離期間について、新型コロナウイ
ルス感染症診療の手引き第 9.0 版までは【参考】感染予防策を実施する期
間として明確に示されていた。しかしながら 5 類移行後、同手引き第 10.1
版や厚生労働省から明確な基準は示されず、各医療機関に対応が求められ
ている。A 病院ではこれまでの厚生労働省からの情報や、治療経験を踏ま
え、COVID-19 肺炎の無い患者の隔離期間を発症後 5 日間とし（透析、免
疫抑制状態の患者は除外）発症後 6 日目の隔離解除で他者への感染が拡大
するのか調査した。

【活動内容】2024 年 6 月から 12 月までの COVID-19 感染症入院患者 150
名を解析した。37.5 度以上の発熱、風邪症状のいずれかの症状を初めて認
めた日を発症日と定義した。150 名の COVID-19 感染症入院患者中 101
名を発症後 6 日目に隔離解除し入院継続とした。6 日目に隔離解除され入
院継続した 101 名は、解除日に 58 名が大部屋に移動し、個室継続が 43
名だった。発症後 6 日目に隔離解除された 58 名が大部屋に移動後、同室者
の発生は無かった。

【成果・考察】同手引き第 10.1 版では、発症後のウイルス量の推移を分析
したところ、6 日目前後の平均的なウイルス排出量は発症日の 1/20～1/50
となり、検出限界値に近づくと示され、A 病院の 6 日目解除で感染が拡大
しなかったこと相違が無い。しかしながら、同手引きでは、参考として発
症後 10 日目の解除を示している。実際 A 病院は 5 類移行後も、転院調整
時に発症後 10 日目以降または PCR 検査などの陰性確認を受け入れの条
件としている医療機関を経験しており、医療機関毎に隔離解除基準に差異
があると考えられる。これまでのクラスター経験等により「念のため」と
いう思いが強い施設が多く、隔離期間が実際の感染力のある期間よりも長
くなっていると考えられる。透析、免疫抑制状態、長引く肺炎等を認めな
い多数の COVID-19 感染症入院患者の隔離解除を発症後 6 日目としても、
他者への感染は無く院内感染拡大に影響はないと言える。

P1-250 COVID-19入院時スクリーニング
検査の有用性の検討

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院
○竹田 純（たけだ じゅん）、渡邊左優理、
加藤 文恵、中川 淳

【背景・目的】COVID-19 の入院時のスクリーニング検査は院内感染予防
に有用とされているが、スクリーニング検査のコストや陽性率の低さ等の
問題が指摘されている。当院ではスクリーニング検査によって、無症候陽
性者を早期に発見することができているが、その有用性を検討したため報
告する。

【方法】2024 年 1 月～12 月の間に当院で予定入院した患者を対象とした。
入院時の COVID-19 スクリーニング検査は、入院日の 3 日前～入院当目に
唾液又は鼻咽腔ぬぐい液を用いて PCR 検査を実施した。また、有症状者に
対しては PCR 検査の前に抗原定性検査もしくは抗原定量検査を実施し
た。
当院の無症候陽性者の割合を算出し、東京都の定点医療機関当たり患者報
告数が 5 人以上を流行期、5 人以下を非流行期として比較を行った。

【結果】2024 年に予定入院した患者のうち COVID-19 陽性者は 17 名、その
うち、無症候陽性者は 0.6％（15 名/2567 名）。東京都の流行期、非流行期
で比較すると、流行期は 0.8％（7 名/870 名）、非流行期は 0.5％（8 名/1697
名）であった。流行期に無症候陽性者は増加傾向であった。
無症候陽性者のうち、入院を継続した患者の 50％（5 名/10 名）が入院後
に発熱などの症状が出現した。

【結論】流行期でも入院患者に対して無症候陽性者は 1％ 未満であった。当
院での PCR 検査 1 件あたりの費用は約 3680 円で、予定入院患者 2567 名
を検査した場合、約 950 万円近い費用が発生しており、費用に対して有用
性は低いと考える。
入院を継続した患者の 50％ が入院後に発熱などの症状が出現していたこ
とから、スクリーニング検査を中止した場合、入院後の発熱や感冒症状の
出現に対しての対応を整えることで、院内感染の発生をある程度防止でき
ると考える。

P1-251 新興感染症パンデミック下におけ
る看護師の就業継続意向と支援策
の検討

井原市立井原市民病院 院内感染対策室
○柳本亜由美（やなぎもと あゆみ）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）パンデミック
により、看護師の人員不足と確保の困難が顕在化した。そこで、パンデミッ
ク下での看護師の新興感染症病床への就業継続意向に影響する要因を明
らかにし、将来の新興・再興感染症発生時の看護師確保対策の基礎資料と
することを目的とした。

【方法】2022 年 2 月から 6 月に A 地方 5 県の受け入れ病床確保を行ってい
る 179 医療機関のうち、協力の得られた医療機関で COVID-19 患者の看護
を実践したスタッフ看護師を対象に無記名自記式調査を実施した。調査内
容は個人特性、就業環境、ワークモチベーション、就業継続意向であった。
重回帰分析により結果を検討し、有意水準は 5％ とした。本研究は岡山県
立大学倫理審査委員会の承認を得て実施した（受付番号 21-53）。

【結果】1579 名に調査票を配布し、有効回答 775 名（有効回答率 94.7％）を
分析対象とした。対象者の平均年齢は 40.7±10.1 歳、平均経験年数は 17.3
年であった。重回帰分析の結果、COVID-19 病床への就業継続意向に最も
強く影響したのは配置前の就業希望（p＜.001）であり、次いでワークモチ
ベーション（p＜.001）、危険手当の支給（p＝.007）、限定された配置機関

（p＝.011）、夜勤状況（p＝.042）が有意に影響していた。
【結論】先行研究から、看護師に配置希望を聞く体制がないことは就業継続
をためらう要因となることが明らかとなっており、パンデミック下でも同
様に、事前に就業希望を確認する必要性が示唆された。また、就業した看
護師たちは業務達成のための協力や知識・技能の習得を通じてワークモ
チベーションを高め、これが就業継続意向に影響したと考えられる。
パンデミック下において看護管理者は、フロントラインで働く看護師へ十
分な説明と同意のもとで配置を行い、ワークモチベーションを高める職場
環境を整備する必要がある。さらに、未知の感染症患者ケアを行う就業期
間の限定や夜勤帯の就業時間短縮に取り組むことの重要性が示唆された。
これらの知見は、今後の新興感染症発生時における効果的な看護師確保策
の立案に貢献すると考えられる。

P1-252 技能実習および特定技能資格によ
り日本で就業する在留ベトナム人
の新興感染症に対する感染予防行
動の実態と関連要因

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部1）、川崎市立看護大学大
学院 看護学研究科2）、順天堂大学大学院 医療看護学研究科3）

○岩楯 真緒（いわだて まお）1,3）、川上 和美2,3）

【背景・目的】技能実習や特定技能資格による在留ベトナム人が増加し、情
報入手困難等による感染対策の不足や感染症罹患時の受診の遅れの報告
がある。本研究の目的は、技能実習および特定技能資格で就業のため、日
本で生活している在留ベトナム人の新興感染症に対する感染予防行動の
実態と関連要因を明らかにすることである。

【方法】無記名自記式 Web アンケートによる横断研究である。技能実習、
特定技能資格により日本で就業する 18 歳以上の在留ベトナム人を対象と
した。アンケートは対象者の基本情報、新興感染症予防的保健行動（EID-
PHB）尺度で構成した。EID-PHB は 6 因子（飛沫予防、接触予防、空気予
防、血液媒介感染予防、環境予防、態度）34 項目を 5 段階リッカート尺度
で回答する。回答の記述統計を行い、EID-PHB 尺度全体と各項目の平均値
を算出し、高得点群と低得点群で基本情報を χ2 検定で比較した。有意水
準は 0.05 とした。本研究は所属大学の倫理委員会の承認を得た。

【結果】157 名（有効回答率 57.3％）の回答を分析対象とした。技能実習 67
名（42.7％）、特定技能 90 名（57.3％）であり、年齢は 30～34 歳の 52 名

（33.1％）が最も多く、学歴は大学卒 38 名（24.2％）、短期大学卒 37 名
（23.6％）であった。EID-PHB 全体の平均は 3.9 であった。6 因子のうち
〈接触予防〉の手指衛生、〈飛沫予防〉のマスク着用など個人の対策の平均
は 4～4.5 であるが、〈接触予防〉で混雑した場所を避ける、食を控えるな
ど他者が関係する項目の平均は 3.3～3.5 であった。EID-PHB 高得点群と
低得点群の比較では、学歴で有意差を認め（p=.04）、高得点群に大学卒が
多かった。

【結論】対象者である在留ベトナム人の感染予防行動は、個人の感染対策に
取り組めている一方で、他者が関係する項目の平均は低く、ベトナム人の

「人と一緒に行動する」特性によると考えられた。また、感染予防行動への
学歴の影響が示唆された。在留ベトナム人の特性を活かし、日常生活の中
で感染予防を継続できる支援が求められる。
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P1-253 新興感染症の対応に向けての取り
組み

医療法人千寿会道後温泉病院
○砂田 真人（すなだ まさと）、山内めぐみ、
重松 記之、大西 誠、村田 洋介

【背景・目的】当院では 2020 年 10 月（第 2 波）COVID-19 の際、外来・入
院対応ができるスタッフについてのアンケートを実施。外来対応可能なス
タッフは 7.1％・入院対応可能なスタッフは 4.6％・どちらも可能なス
タッフは 20.6％ であり、限られた人員で適切な対応が行えた。新興感染症
は 4～7 年毎のペースで発生がみられており、今後も危機的な状況が繰り
返される可能性が考えられる。その為、発生時に迅速に対応出来るよう事
前の準備が必要と考え、対応可能なスタッフの把握と当院での課題の明確
化に向け取り組んだ。

【方法】1．新興感染症の対応についてアンケートを作成（感染初期と拡大
期に分けそれぞれ致死率 5～10％（A 郡）と致死率 50％（B 郡）で回答）2．
2024 年 12 月全スタッフ（249 名）へアンケートを実施（休職者除く）3．
アンケート結果をもとに新興感染症対応リストを作成

【結果】対応可能と回答したスタッフのうち、A 郡初期のトリアージ外来は
129 名（51.8％）、拡大期のトリアージ外来は 121 名（48.6％）、拡大期の入
院対応は 130 名（52.2％）であった。前回行ったアンケートでは、対応可
能なスタッフが少数だったが、今回 A 郡の場合は、対応可能と回答したス
タッフは 50％ を超えていた。一方、B 郡の場合は、初期のトリアージ外来
55 名（22.1％）、拡大期のトリアージ外来 53 名（21.3％）、入院対応 55 名

（22.1％）という結果であった。対応可能と回答したスタッフは前回のアン
ケート結果よりも約 10％ 程度下回っていた。対応不可の理由として、A
郡 B 郡とも殆どが、子供がいる・高齢者や要介護者と同居等、家族に関す
る事であり、B 群の場合は 4～8％ 程度、知識・経験不足・怖い・罹患した
くないという意見があった。看護師の感染者入院対応可能人数は、A 郡で
65 名（68.4％）、B 郡では 25 名（26.3％）であった。B 郡の場合、対応可能
看護師数が少数であり人員的には厳しい状況が想定される。限られた人数
の中でどのような対応を行うか検討が必要である。

【結論】新興感染症対応リストを活用し、感染者入院対応可能な看護師の確
保と、感染患者受け入れ人数の確認、スタッフの勤務体制（日勤・夜勤）を
検討する。また、知識・経験不足や不安に対し、感染対策に関するスタッ
フへの勉強会を行い学習・指導を行う。

P1-254 感染対策向上加算連携機関と共に
考え・実践につなげる新興感染症
等訓練

社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター
○下江 理沙（しもえ りさ）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を契機に、
地域医療での感染症対策強化が求められる中、2022 年の診療報酬改定に
より医療機関間の連携が進展しました。さらに、2024 年の診療報酬・介護
報酬・障害福祉サービス報酬のトリプル改定を契機に福祉施設も連携に
加わり、地域全体での対策が強化されています。本報告では、医療機関と
福祉施設が新興感染症訓練を実施する中で得られた多職種連携の課題と
成果、地域全体での連携強化の意義について考察します。

【活動内容】日本看護管理学会が出した危機管理における看護管理が出さ
れた。初年度として、この教育プログラムの紹介を兼ね事前動画を視聴し、
動画をもとに、課題や今後行っていきたいことを話し合う機会とした。出
された回答として、であった。

【成果・考察】本活動を通じて、新興感染症訓練への積極的な姿勢を醸成す
るには、計画段階から積極的に参加することが重要であることを再確認し
た。計画立案に関与することで、全体の流れを把握し、実践段階でのスムー
ズな対応が可能になると考える。また、活動の実施と評価を繰り返し行う
ことで、より実効性の高い訓練計画が策定されると期待される。そのため
には、PDCA サイクル（Plan-Do-Check-Act）を活用し、継続的に訓練内容
の見直しと改善を行うことが不可欠である。特に、訓練後の評価とフィー
ドバックの質を向上させることで、計画の精度や実践力の向上が図られる
であろう。今後は、以下の点を重視して取り組んでいきたいと考える。1）
各部門や関係者との緊密な連携を図り、全体最適を目指す計画立案。2）実
践後の振り返りや評価を通じて、具体的な改善点を特定。3）訓練の成果を
地域全体に還元し、全体の感染症対策能力を底上げする仕組みの構築。こ
のような取り組みを通じて、持続可能な訓練体制を確立し、新興感染症に
対する地域全体の備えを強化していきたいと考える。

P1-255 新型コロナウイルス感染症集団発
生事例における抗ウイルス薬の必
要性

群馬県済生会前橋病院 感染対策室1）、介護老人保健施設 あずま
荘2）

○齋藤 直人（さいとう なおと）1）、櫻井佐智子1）、
鈴木 浩子1）、細渕 節子1）、高瀬麻由美1）、吉田 仁志1）、
吉永 輝夫1,2）

【背景】発生初期から全世界に拡大した Coronavirus disease 2019（COVID-19）で
あるが、近年ではワクチンや抗ウイルス薬等の薬物療法が確立されつつある。今回
我々は、当院併設の介護老人保健施設で発生した COVID-19 の入所者集団感染の
事例における、抗ウイルス薬の有効性を検討した。

【方法】当院併設の介護老人保健施設で 2024 年 11 月 22 日から 12 月 9 日までに
COVID-19 に感染した入所者 35 名を対象とした。基礎疾患等により COVID-19
の重症化リスクが高いと思われた症例には抗ウイルス薬を投与した一方、重症化
リスクが低いと判断した症例は対症療法のみで経過観察とした。抗ウイルス薬は、
モルヌピラビルまたはエンシトレルビルを COVID-19 診断当日に投与した。有熱
症例の多くに解熱薬として葛根湯 3 包/日とアセトアミノフェン 1500mg/日を 5
日間分投与したが、発熱が持続しなかった例についてはこの限りではない。体温
37.5℃ 以上を発熱と定義し、有熱期間および解熱薬使用の有無について、抗ウイル
ス薬投与群と非投与群の間で差が生じたかを後方視的に比較検討した。

【結果】全 35 例で年齢の中央値は 91 歳（四分位範囲：87-94）で男性が 7 例（20.0％）
であった。有熱期間の平均値は 0.74±0.74 日で多くは速やかに解熱していた。抗ウ
イルス薬は 14 例（40.0％）に投与されており、内訳はモルヌピラビルが 3 例

（21.4％）でエンシトレルビルが 11 例（78.6％）であった。葛根湯投与例は 30 例
（85.7％）、アセトアミノフェン投与例は 30 例（85.7％）であり、いずれも要さなかっ
た症例が 3 例（8.6％）あった。抗ウイルス薬投与群の有熱期間は 0.43±0.51 日で、
非投与群の 0.95±0.80 日よりも有意に短いという結果であった（p=0.039）。経過中
の最高体温は抗ウイルス薬投与群で 37.34±0.34℃、非投与群で 37.75±0.63℃ であ
り、投与群が有意に低かった（p=0.035）。解熱薬を投与しなかった 3 症例はすべて
抗ウイルス薬投与群であり、抗ウイルス薬非投与群よりも解熱薬使用率は少な
かった（p=0.019）。両群ともに、重症化した症例は認めず全例が数日で軽快した。

【結論】モルヌピラビルやエンシトレルビルによる抗ウイルス治療は、有熱期間の
短縮や解熱薬使用の減量にも有用である可能性が示唆された。

P1-256 COVID-19のパンデミック下にお
ける外来患者での経口抗菌薬処方
状況の調査

東邦大学医療センター大森病院 薬剤部1）、東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部2）、東邦大学医療センター大森病院 総合診
療・急病センター3）、東邦大学医療センター大森病院 小児科4）、
東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部5）、東邦大学 医学部
微生物・感染症学講座6）

○安田 寛（やすだ ひろし）1,2）、大谷真理子1,2）、
西川栄里子2）、富田 学2）、塚田 真弓2）、
澤 友歌2,4）、平山 忍1,2）、村上日奈子2,5）、
宮﨑 泰斗2,3）、吉澤 定子5,6）、舘田 一博2,5,6）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）のパンデミック以降、
COVID-19 患者に対して抗菌薬が過剰に投与されている報告がある。そこで本研究で
は、東邦大学医療センター大森病院（以下、当院）での COVID-19 のパンデミック下
における外来患者での経口抗菌薬処方状況を調査することを目的とした。

【方法】1）2019 年 1 月～2023 年 12 月まで、外来患者数に対する経口抗菌薬の処方件
数（経口抗菌薬処方率）を調査し 2019 年と各年を比較した。2）COVID-19 流行時期の
2020 年 1 月～2023 年 12 月までの外来患者数に占める COVID-19 患者数の割合

（COVID-19 外来陽性率）と経口抗菌薬処方率との相関について検討を行った。なお、
経口抗菌薬処方率は全経口抗菌薬、セフェム系、ペニシリン系、マクロライド系、キ
ノロン系に分けて、比較した。2019 年と各年の 2 群間比較には、連続変数に対して
Mann-Whitney U 検定を行い p＜0.05 を有意水準とした。相関解析には Spearman の
相関係数検定を使用した。

【結果】1）全経口抗菌薬処方率は 2019 年と比較し、2022 年では有意に減少したが、
2020・2021・2023 年では差がなかった。セフェム系・キノロン系の経口抗菌薬処方率
は 2019 年と比較し全ての年で有意に減少した。ペニシリン系では 2020・2021・2022
年は有意に減少したが、2023 年は増加傾向であった。マクロライド系は 2020・2021
年までは差がなかったが、2022 年以降は有意に減少した。2）COVID-19 外来陽性率と
経口抗菌薬処方率ではペニシリン系とは弱い正の相関、セフェム系とは負の相関、マ
クロライド系・キノロン系とは弱い負の相関を認めた。

【結論】2019 年と比較し COVID-19 流行下では、4 系統の抗菌薬処方率は減少した可能
性が示唆された。COVID-19 外来陽性患者数が増加すると、細菌の同時感染や二次感染
に対してペニシリン系抗菌薬の処方が増加した可能性がある。研究協力者：松本高広
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P1-257 当院の腎移植患者における新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）

柏厚生総合病院 腎センター・外科・臓器移植外科1）、柏厚生総合
病院 ICT2）
○小崎 浩一（こざき こういち）1）、田中 美紀2）

【背景・目的】腎移植患者の多くは糖尿病、高血圧、心疾患などの合併症を
伴い、新型コロナウイルス（COVID-19）に罹患すると免疫抑制下にあるこ
とから重症化のリスクがある。日本移植学会では COVID-19 ワクチン接種
を移植患者やその家族、移植医療従事者に推奨し、免疫抑制下にある移植
患者ではワクチンの効果が低い可能性があるものの、予防効果・重症化を
防ぐ効果があることからワクチン接種を推奨している。

【方法】外来通院中の腎移植患者 82 例中、COVID-19 が報告された 2019
年から 2024 年末までの腎移植患者 44 例（生体腎 27 例、献腎 17 例）を対
象とした。維持免疫抑制法は steroid+カルシニューリン阻害薬+代謝拮抗
薬で行なった。

【結果】COVID-19 に 2 度感染した患者 4 例を含めた 21 例（生体腎 13 例、
献腎 8 例）の患者が COVID-19 に 25 回感染した。発症時期は移植後 3 ヶ月
か ら 17 年 で、～1 年：4 例、～5 年：4 例、～10 年：10 例、～20 年：7
例であった。21 例中 19 名（90.5％）がワクチン接種をしており、全例 2
回以上接種していた。症状は全例発熱・咳嗽を伴い、それ以外は下痢：4
例、呼吸困難：4 例であった。消化器症状を呈した 1 例は麻痺性イレウス
を呈していた。呼吸困難例の胸部 CT では多発性にすりガラス陰影が認め
られ、病変内部に微細な網状影が混在し、一部マスクメロンの皮様の所見、
crazy-paving pattern を示していた。重症例は直ちに入院加療となった。

【治療】重症 7 例は全て steroid+remdesivir を点滴投与、必要に応じ免疫抑
制薬の代謝拮抗薬の減量・中止を行なったが 1 名が呼吸不全で死亡した。
それ以外の患者は解熱鎮痛薬・鎮咳薬、必要に応じて molnupiravir を併
用、症状が改善し移植腎機能は問題なかった。なお移植予定患者 1 名が
COVID-19 感染し、診断後 1 ヶ月を待って移植を施行した。

【結論】当院の腎移植患者の COVID-19 は、移植後のどの時期においても発
症した。重症 7 例中 1 例がワクチン未接種であった一方、死亡例 1 例は 3
回以上接種した患者であった。COVID-19 の一般的な死亡率は約 1％ とい
われ、臓器移植患者は COVID-19 に罹患すると重症化しやすく死亡率も高
い。当院ではワクチン接種により死亡例は 1 例（0.047％）で、重症率を低
下させたことから腎移植患者ではワクチン接種が望ましい。

P1-258 当院における新型コロナウイルス
感染症抗ウイルス薬使用者と未使
用者の比較～職員アンケートの結
果から～

特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター
○根上 剛（ねがみ ごう）、嵐 奈津子、道下 孝恒、
勝木 達夫

【背景・目的】当院では新型コロナウイルス感染症に職員が罹患し、 休職により、
病院機能が低下することを防ぐため、職員が早期復職できるよう 2024 年 1 月よ
り抗ウイルス薬の助成を開始した。助成開始による抗ウイルス薬希望者の推移と
抗ウイルス薬使用者、未使用者に症状の経過を比較するため、罹患職員にアン
ケートを実施した。その結果を報告する。

【方法】2023 年と 2024 年の罹患職員数と抗ウイルス薬使用者の割合を算出した。
2023 年 8 月～2024 年 12 月の罹患職員に抗ウイルス薬使用の有無と症状の経過、
後遺症の有無、再罹患した場合に抗ウイルス薬を希望するかのアンケートを実施
した。アンケートの結果を使用者と未使用者に分け、それぞれの質問での割合を
比較した。

【結果】罹患職員は、2023 年は 209 名、抗ウイルス薬使用者は 9 名（4.3％）。2024
年は 137 名、抗ウイルス薬使用者 47 名（34％）であった。アンケート対象期間中
の罹患職員数は 241 名。その内 145 名よりアンケートの回答を得た。回答した職
員で、抗ウイルス薬使用者は 41 名。症状が診断日より 3 日以内に軽快した割合
は、使用者は 56％、未使用者は 49％ であった。再罹患した場合の抗ウイルス薬使
用希望の有無では、使用者は 56％、未使用者は 19％ であった。使用者未使用者と
もに抗ウイルス薬を再度希望しない理由として最も多かった回答は金額が高い
ことであった。助成があれば抗ウイルス薬の使用を検討するかの質問では、使用
者は 85％、未使用者は 53％ であった。自宅療養終了後の後遺症自覚の有無では、
使用者未使用者ともに 51％ が自覚ありと回答した。後遺症がいつまで持続した
かでは、1 ヵ月以上持続した職員は、使用者は 9.7％、未使用者は 13％ であった。

【結論】抗ウイルス薬助成開始後、抗ウイルス薬を希望する職員は増加した。アン
ケートの結果より、助成があれば服用を希望する職員は多いが、抗ウイルス薬は
高額なため、使用を敬遠することがアンケートの結果より得られた。限られた症
例ではあるが、症状の軽快期間や後遺症の有無、後遺症持続期間は、抗ウイルス
薬使用者の方が未使用者と比較し、早期に軽快を自覚していることがアンケート
の結果より得られた。

P1-259 新型インフルエンザ患者等発生時
対応訓練 机上シミュレーション
による地域で顔の見える関係性構
築

京丹後市立久美浜病院 医療安全管理室
○牧野みち子（まきの みちこ）

【背景・目的】新型インフルエンザや MARS 等の輸入感染症の発生に備
え、訓練を実施することで対応能力の向上を図るとともに、COVID-19 対応
の経験から課題等を明らかにし、マニュアルの整備や備品の点検を実施す
る。また、保健所・救急隊と連携し発生時の対応の情報共有を行い顔の見
える関係性を構築する目的で机上シミュレーションを行ったのでここに
報告する。

【活動内容】2024 年 7 月に自施設職員と地域の保健所職員と救急隊員共催
の総勢 27 名で訓練を行った。鳥インフルエンザ A（H7N9）発生国より帰
国した会社員が自家用車で来院を想定し、1）自家用車で受診者の対応、保
健所への連絡受診調整、院内連絡体制の確認 2）発熱外来における診療準
備、診療の実際、検体採取等の手順確認 3）医師・看護師・検査技師の感染
予防の確認（防護具の着脱、消毒等）4）患者・家族への対応 5）転院する
際の救急隊への連絡体制の確認までのシナリオを作成した。2 グループに
分かれシナリオの配役で、平面図と人・物・場所・通信手段のエマルゴを
使用し 4 つに区分されたシーンを順に行った。シミュレーション後、不明
点や追加部分、変更が必要な内容を意見交換した。グループで検討した内
容を発表した。訓練後、アンケートに回答し、後日振り返りの場を設けた。

【成果・考察】訓練後のアンケート回収率は 70％ だった。訓練に参加して
新興感染症対応のイメージはできたかは「できた」が 100％、地域で顔の見
える関係性の構築の机上シミュレーションは良かったかは「よかった」が
94.7％ だった。訓練では、患者への問診が保健所と病院とで重複して苦痛と
患者役より発せられた。保健師が丁寧に問診されている様子が確認され
た。保健所との情報共有手段の工夫が患者負担の軽減となることが伺え
た。また、救急隊からの情報は口頭で行うと報告を受けた。机上シミュレー
ションは人・物・場所・通信手段の活用で全体の動きが可視化でき、院内
の連絡順序の修正も確認できた。机上シミュレーションは課題を明らかに
しマニュアルの整備や備品の点検が実施できた。また、保健所・救急隊と
地域で顔の見える関係性の構築ができた。

P2-001 Endoscopic combined intra-
renal surgery における結石培養
と感受性検査の有用性

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野1）、名古屋
市立大学病院 感染制御部2）

○惠谷 俊紀（えたに としき）1）、中村 敦2）

【背景・目的】Endoscopic combined intra-renal surgery（ECIRS）は、尿
路結石に対する内視鏡手術で、経皮的手技および経尿道的手技を併用する
手術法である。大きな、あるいは複雑な結石に対する治療効果に優れるこ
とから本邦でも導入が進んでいるが、2021 年の多施設調査では敗血症が
3.2％ に発生したと報告されており、感染性合併症の予測や予防は重要で
ある。今回私たちは、ECIRS における結石培養の結果とその有用性につき
検討した。

【方法】2017 年 8 月から 2021 年 1 月に当科で ECIRS をうけた患者 200
名を対象とした。

【結果】結石培養は 117 人の患者で施行されていた。検出菌は大腸菌および
Enterococcus faecalis がそれぞれ 10 人、Proteus spp.、Streptococcus spp.、
Staphylococcus spp. がそれぞれ 9 人であった。45 人（38.5％）の患者で陽
性となり、検出菌数は 1 種類が 29 人（24.8％）、2 種類が 7 人（6.0％）、3
種類以上が 9 人（7.7％）であった。結石培養陽性群における術前抗生剤投
与は 55.5％ の患者で、陰性群では 12.5％ の患者で施行されており、陽性群
で投与率は高かった。術後の 38 度以上の発熱率は有意に結石培養陽性群
で高く、術後在院日数も有意に長かった。また、病院全体のアンチバイオ
グラム、ECIRS 患者の自然尿培養、および結石培養における大腸菌の抗菌
薬感受性を比較したところ、感性率はセファゾリン（CEZ）で 71.8％、
75.0％、50.0％、レボフロキサシン（LVFX）で 60.9％、62.5％、37.5％ と
なっており、結石培養から検出された大腸菌の抗菌薬感受性は低かった。

【結論】病院全体のアンチバイオグラムや ECIRS 患者の自然尿培養に比べ
て結石培養での検出菌は抗菌薬感受性が低く、周術期の抗菌薬選択には注
意が必要と思われた。会員外共同研究者：安井孝周 1）、近藤周平 2）、岡田
淳志 1）、濵本周造 1）、海野怜 1）、永井隆 1）倫理委員会承認：済
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P2-002 予定手術症例の術前清潔ケア実施
率向上への取り組み

東京都立荏原病院 看護部
○伊藤 未恵（いとう みえ）、海野 友紀

【背景・目的】A 病院では、2001 年より手術部位感染（以下 SSI とす
る）サーベイランスを開始し、SSI の低減に向けて活動を行っている。2022
年より断続的に SSI が発生し、看護側の要因として術前の清潔ケアが十分
に実施できていなかった可能性があった。今回、SSI サーベイランスチー
ム（以下 SSI チームとする）および院内感染対策委員会看護部会（以下リ
ンクナース会とする）の活動によって予定手術症例の術前清潔ケアの実施
率が上昇したためここに報告する。

【活動内容】2023 年 7 月より予定手術症例の術前清潔ケア実施状況の調査
を開始した。 SSI チームで 2023 年 12 月を清潔ケア強化月間として設け、
全職員に向けて予定手術症例の術前清潔ケアの実施の呼びかけを行った。
2024 年 3 月は全職員向けの SSI チームの勉強会で術前清潔ケアの重要性
を強化した内容で行った。2024 年 4 月よりリンクナース会のグループに

「SSI グループ」を編成し、リンクナースへ SSI に関する勉強会を実施し
た。リンクナース会の SSI グループがスタッフ向けの勉強会資料や小テス
トを作成し、スタッフ教育を行った。

【成果・考察】2023 年 1 月から 11 月までの予定手術症例の術前清潔ケア
実施率は平均 82.7％ であった。予定手術症例の術前清潔ケア実施率向上
を目的として、2023 年 12 月の清潔ケア強化月間を実施し、2023 年 12 月か
ら 2024 年 1 月まで予定手術症例の術前清潔ケア実施率は 100％ となっ
た。しかし、強化月間終了後に実施率が 84.2％ まで低下したため、2024
年 3 月に SSI チームの勉強会を実施するが、一時的に実施率が上昇するの
みで、継続的に実施率を向上させることはできなかった。チーム発信のみ
では限界があると考え、現場教育のためのリンクナース育成が必要と考え
た。リンクナース会の介入によって 2024 年 5 月から実施率が上昇し、平均
97.1％ まで上昇した。リンクナース会に SSI 対策の重要性を教育し、リン
クナース会が役割モデルとなって術前清潔ケアを積極的に行った。さらに
各病棟スタッフを教育したことにより予定手術症例の術前清潔ケア実施
率向上につながったと考える。今後も継続して活動を行い、予定手術症例
の術前清潔ケアの実施率向上を目指していく。

P2-003 当院の膵頭十二指腸切除術におけ
る手術部位感染（SSI）発生率の分析

厚生連高岡病院 医療関連感染管理部
○廣野 和子（ひろの かずこ）、窪田 恵子、
浦上 恵里、原 拓央

【背景・目的】当院では外科手術において手術部位感染（以下 SSI）サーベ
イランスを実施している。膵頭十二指腸切除術（以下 PD）は難度の高い
手術の 1 つであり、消化器外科手術の中でも高い SSI 発生率となってい
る。今回その発生率について標準化感染比（以下 SIR）によるベンチマー
キングと、SSI 発生のリスクと考えられるいくつかの因子について分析
し、当院の SSI について評価した結果を報告する。

【方法】2022 年 1 月～2024 年 12 月までの PD52 症例について、JHAIS リス
クインデックス（以下 RI）別の発生率および SIR の算出、患者因子（年齢、
性別、Body Mass Index（以下 BMI）、ASA スコア、糖尿病、喫煙の有無）、
手術因子（出血量、輸血の有無、手術時間）について、SSI 発生の有無に
分類しそれぞれのリスク因子との関連性を検討した。2 群間の比較におい
て、名義尺度は χ 二乗検定、順序尺度は正規性の検定の後、Mann-
WhitneyU 検定を行った。単変量解析で有意差を示した因子についてロジ
ステック回帰分析を用いた多変量解析を行った。P＜0.05 を統計学的に有
意差ありとした。

【結果】SSI 発生率は全体で 48.0％（表層 1.9％、臓器体腔 46.1％）であった。
SIR は 1.84 で全国平均より高い結果であった。対象症例 52 例の平均年齢
は 74.8 歳、男性 31 名、女性 21 名であった。SSI 発生の有無を目的変数と
し、SSI リスク因子を説明変数とした単変量解析の結果、BMI（P＝0.027）、
喫煙（手術前 2 か月以内）（P＝0.046）で有意差を認めた。有意差を示した
項目について多変量解析を行い、BMI（オッズ比：1.256、95％ 信頼区間：
1.008－1.564. P＝0.042）と喫煙（オッズ比：12.378、95％ 信頼区間：1.072－
142.863. P＝0.044）が独立危険因子であった。

【結論】当院における PD の SSI 発生は全国平均より高く、BMI と喫煙が
SSI のリスク因子であった。データの詳しい分析により発生の要因を検討
し、今後の SSI 対策につなげていくことが必要である。

P2-004 当院整形外科における人工股関節
置換術の手術部位感染予防への取
り組み

さいたま市民医療センター 薬剤科1）、さいたま市民医療センター
感染対策室2）、さいたま市民医療センター 内科3）

○川島 紀明（かわしま のりあき）1）、蒲池 清泉2）、
齊藤 悠太3）、松本 建志3）

【背景・目的】当院での人工股関節置換術（以後 HPRO）における深部の手
術部位感染（以後 SSI）件数は年間 1 件程度であったが、2023 年 7 月から 8
月にかけて、MRSA による深部の SSI が 3 件発生した。これを受け、感染制
御チーム（以後 ICT）は、整形外科医の希望もあり、HPRO の SSI 予防に対
して介入した。

【活動内容】ICT は手術室の状況を確認し、スタッフの手技や環境に問題が
ないか確認した。また、「整形外科感染対策における国際コンセンサス（ICM
philliy2019）」において、整形外科手術に先だちグルコン酸クロルヘキシジン

（CHG）による手術部位の皮膚消毒が有効であると、高いコンセンサスがあ
り整形外科医と協議し CHG による術前処置を導入した。手術日の朝に病棟
で手術部位周辺を 1％CHG 含浸ワイプで清拭し、さらに手術室でも再度清
拭。その後ポビドンヨードで消毒後、手術を開始する運用へ変更した。
その他、閉創後のドレッシング材を銀（Ag）が含有された製品へ変更もし
た。

【成果・考察】2023 年 1 月から 8 月までの HPRO 件数は 72 件であり SSI
が 3 件だった。ICT 介入後の 2023 年 9 月から 12 月まで 50 件実施され、1
年経過後も SSI を認めなかった。また、2024 年 1 月から 12 月まで 106 件実
施されが、同様に SSI を認めていない。

「SHEA/IDSA/APIC の実践勧告 急性期ケア病院における手術部位感染予
防のための戦略：2022 年改訂版」において、人工物を含む手技など、ブドウ
球菌による SSI のリスクが高いその他の手技では手術患者を除菌すると
なっており、CHG での術前処置はガイドライン及びコンセンサス通りに有
効であると推察される。当院では、Ag 含有ドレッシング材も同時に導入し
ているため、CHG と Ag の相乗効果によって SSI が制御されている可能性
がある。
コスト面などから、導入できる病院には条件があるが、ガイドライン通りの
施行は SSI を抑えることができる可能性が示唆された。

P2-005 人工関節手術における手指衛生ア
ドヒアランス向上への取り組み

箕面市立病院 感染制御部
○野瀬 正樹（のせ まさき）、四宮 聡、夏川和香子、
山口 充洋

【背景・目的】当院では、ハイリスク・ハイコストである人工関節手術の手
術部位感染（以下 SSI）を低減するため、SSI 対策強化に取り組んできた。
対策の推進は、術野や環境衛生を中心に見直してきたが、感染対策の基盤
となる手指衛生については思うような介入ができていなかった。そこで、
さらなる強化対策の一環として、ICT による手指衛生直接観察法を導入し
た。今回、SSI 対策としての手指衛生アドヒアランス向上と手術室におけ
る感染対策介入効果が得られたので報告する。

【活動内容】期間は 2021 年 6 月～2025 年 2 月とし、対象は人工関節手術を
担当する看護師とした。直接観察は、器械展開から患者退室までとし、
チェックリストに加えて動画撮影を行った。観察結果は、退室直後に担当
看護師・ICT リンクナースにフィードバックを行い、スタッフ全体へは、
コメントを追記した動画とチェックリストをフィードバックした。手指衛
生データは遵守率を用い、年度とタイミングを統計学的に評価した。SSI
発生状況は、サーベイランスを再開した 2023 年 4 月～2025 年 2 月のデー
タを用い、対象は股関節（HPRO）、膝関節（KPRO）手技とした。判定は、
JHAIS の定義に従い、感染率を算出した。

【成果・考察】手指衛生遵守率は、2021 年 68％（558/817）で、2022 年は
84％（408/487）、2023 年 85％（216/255）、2024 年は 83％（109/132）であっ
た。具体的な行動では、床やゴミ箱を触った後が 48％（12/25）と最も低
かったが、2024 年は 81％（17/21）に上昇した（p＜0.05）。多く観察され
た 1 回量・手技の不適切さも繰り返すフィードバックや手術室での啓発
により改善した。SSI 発生率は、2023 年の HPRO の 1 件のみ（0.006％1/
159）で、表層切開創 SSI であった。人工関節手術では、出血量測定のよう
な血液体液曝露後とインプラント提供時など多岐に渡るタイミングで手
指衛生が必要であり、SSI 対策の一環として高度な清潔環境を維持するた
めにも、手指衛生も高い遵守が求められる。約 80％ の遵守が維持できてい
る結果は、直接観察と動画による定期的なフィードバックの啓発効果と考
えられ、さらに動画の活用はタイミングや手技の癖をスタッフ自身が客観
的に確認でき、行動変容のきっかけとして有用であったと考える。
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P2-006 チームで取り組む周術期感染対策
兵庫県立西宮病院 消化器外科1）、兵庫県立西宮病院 感染対策
チーム2）

○橋本 和彦（はしもと かずひこ）1,2）、山本 美雪2）

【背景・目的】当院は、2016 年から JANIS（厚生労働省院内感染対策サー
ベイランス）へ参加し、ICT（院内感染対策チーム）と連携し、消化器外
科手術の手術部位感染（SSI）サーベイランスを行っている。今回、当院の
消化器外科手術における、チームで取り組む周術期感染対策について、報
告する。

【活動内容】当院の ICT は、医師（消化器外科医の Infection control doctor
含む）、看護師（感染管理認定ナース）、薬剤師、臨床検査技師の多職種で
構成し、活動している。2018 年から、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）
活動も開始し、ICT 活動は、AST と合同で、毎週 ICT・AST 会議を行っ
ており、院内感染状況、血液培養菌検出状況、抗菌薬使用状況などについ
て、情報共有を行っている。SSI サーベイランスは、消化器外科と ICT
が連携して行っており、2015 年感染管理支援システム（ICT Web）を導入
し、電子カルテ上で SSI サーベイランスデータを入力し、集計したデータ
を JANIS に登録している。当院では、ICT、AST と連携して消化器外科
手術における周術期感染対策を行っており、予防的抗菌薬の適正使用、真
皮縫合による創閉鎖、生理食塩水による皮下洗浄、閉創時器械交換、ドレー
ンの監視培養、ICT による病棟の定期的ラウンドなどを実施している。

【成果・考察】2019 年～2023 年の消化器外科手術の SSI 発生率が JANIS
の報告値より高値を示した術式は、2019 年：6 術式（APPY、BILI 合計、
CHOL、COLO、GAST 合計、REC）、2020 年：5 術式（APPY、CHOL、
COLO、GAST 合計、REC）、2021 年：4 術式（BILI 合計、CHOL、COLO、
SB）、2022 年：5 術式（APPY、BILI 合計、CHOL、GAST 合計、SB）、2023
年：5 術式（APPY、BILI 合計、CHOL、GAST 合計、SB）であり、年度
により、術式内容の変化を認めた。当院における消化器外科と ICT、AST
と連携した、チームで取り組む周術期感染対策について報告する。

P2-007 SSI 発生率低下に向けた新たな戦
略～CNICが手術室勤務歴を有す
る重要性～

社会医療法人スミヤ 角谷整形外科病院
○雜賀 輝（さいか ひかる）

【背景・目的】SSI（手術部位感染）の発生を予防するには、手術室におい
て細菌の増殖を抑制し指数関数的な増殖を防ぐことが最も重要である。と
ころが、SSI の発生には多種多様な要因が関わるため、単一の改善策によ
り改善できないことが多い。感染管理認定看護師（CNIC）が介入する報告
は散見されるが、効果的な介入を実践する為に必要な要件は何であろう
か？私は長年手術室に勤務し、SSI の発生予防に使命感を抱き CNIC と
なった。SSI 発生を予防するためには、以下の 2 つの新たな戦略が不可欠
であると考えている。1．感染管理に関する知識を有する者が現場のスタッ
フとして要因を分析し対策を講じること、2．現場スタッフが実践する感染
対策の質を高め、かつ維持すること（クオリティーコントロール）である。
本報告では、CNIC が SSI 発生予防を目的として実践しているプレイング
マネジメントの活動内容と、介入後の SSI 発生率の変化について紹介す
る。

【活動内容】2017 年から実施しているサーベイランス結果を解析するとと
もに日々の業務を振り返り頚椎手術における SSI 発生リスク因子を検討
した。そのうえで、周術期における SSI 発生予防を目的とした具体的な改
善策を立案した。そして、比較的導入しやすい複数の改善策を選定し 2024
年 7 月から多角的かつ複合的な改善策を実施している。

【成果・考察】2025 年 2 月時点までに、頚椎手術における SSI の発生は確
認されていない。多角的な改善策が奏功した可能性は高いと考えられる
が、効果をより厳密に評価するには長期的な観察が必要である。また、
CNIC が手術室の一員として SSI 対策の陣頭指揮を執ることで、現場のス
タッフと共に課題解決に取り組みやすくなり、意識の変容やモチベーショ
ン向上を促しやすかった。加えて、感染予防に関する知識を直接共有でき
るため、感染対策の質を高め、維持することにつながったと考える。SSI
の解決に取り組むうえで、CNIC がプレイングマネジメントを実践するこ
とは、個々の改善策の内容よりも重要度が高い可能性があると考える。

P2-008 手術室看護師への手荒れ改善介入
に関するアンケート調査

社会医療法人 寿量会 熊本機能病院 薬剤部
○下原 朋美（しもはら ともみ）、今泉 隆志、
山本 美紀、松原みさき

【背景・目的】手術時の手洗いは、手指の通過菌を洗浄・消毒除去し、付着
する常在菌を減少させることで、手術部位感染症（SSI）を防止するための
基本的な習熟事項の一つである。当院では、手術時の手洗い方法としてブ
ラッシング法に加え、アルコール含有クロルヘキシジン製剤による速乾性
擦式アルコール消毒法を採用しているが、スタッフから手荒れに関する多
くの訴えがあった。そこで今回、クロルヘキシジングルコン酸塩含有泡状
スクラブ製剤を導入し、さらにハンドケア用品としてプライムバリアロー
ションⓇを併用した。その後、手荒れの自覚的な改善効果についてアンケー
ト調査を実施し、導入の効果を検討した。

【活動内容】対象者：手術室勤務看護師 29 名調査期間：2023 年 1 月～
2023 年 6 月調査項目：性別、年齢、看護師経験年数、現在使用中の手洗い
剤、導入前の手荒れ状況、家事作業中の手袋使用、家事頻度、皮膚の基礎
疾患の有無、クロルヘキシジングルコン酸塩含有泡状スクラブ製剤の使用
感、ハンドケアローションの使用感、手荒れの自覚的改善、人工膝関節置
換術後の SSI 頻度

【成果】クロルヘキシジングルコン酸塩含有泡状スクラブ製剤の使用感に
ついては、73％ の看護師が「普通以上に満足」と回答した。また、ハンド
ケアローションの使用感については 83％ が「普通以上に満足」と回答し
た。手荒れの自覚的な改善を実感した看護師は 72％ であった。

【考察】クロルヘキシジングルコン酸塩含有泡状スクラブ製剤とハンドケ
アローションの導入により、手荒れの自覚的な改善が示唆された。当院に
おける人工膝関節置換術後の SSI の発生頻度は導入前（2022 年 7 月～12
月）0％（0/167）、導入後（2023 年 1 月～6 月）0％（0/153）であり、特に
増加は認められなかった。さらに、手荒れを自覚しながらも日常生活にお
けるハンドケアの意識が十分でない状況が示唆されたため、看護師向けの
ハンドケア啓発動画を作成し、院内で周知を行った。今後も、手術時の感
染制御を効果的に実施しつつ、スタッフの満足度向上に向けた取り組みが
求められる。

P2-009 心臓血管外科手術における手袋交
換の定着に向けての取り組み

福井循環器病院
○田川 貴義（たがわ たかよし）、森川真理子、
村中 聖恵

【背景・目的】令和 6 年看護管理能力育成研修事業における感染管理リー
ダー研修に参加した。日頃から心臓血管外科手術における手術中の手袋交
換がすべての症例で実施できていないと感じていた。現状把握を行うため
アンケートを実施したところ、約 2 割が手袋交換は必要ではないと回答
し、手袋交換率も約 60％ であった。従来から行われている手袋交換のタイ
ミングでは交換ができていなかったため、心臓血管外科症例において確実
に手袋交換を実施するタイミングを決め『手術中に手袋交換を 1 回実施す
る』を目標に問題解決への取り組みを実施したため報告する。

【活動内容】1）アンケートによる現状把握 2）手術で使用した手袋の破損
状況調査 3）アンケート結果のフィードバック及び勉強会 4）手洗い前後と
手術終了後の手指培地検査（過去資料）5）医師・看護師でのカンファレン
ス 6）啓発ポスターの掲示 7）手袋交換率調査（創サーベイランスシートよ
り）

【成果・考察】勉強会で手袋の破損状況や、手洗い前後と手術終了後の手指
培地検査結果を報告したことで手洗いの重要性と手袋交換の必要性を認
識してもらった。心臓血管外科医師と手術室看護師でカンファレンスを行
い、手袋交換を実施するタイミングを決めたことで、医師も看護師も意識
的に手袋交換を実施するようになった。啓発ポスターは目立つ場所へ掲示
したことで現在も手袋交換の意識は低下せず継続して実施できている。交
換率は 67％ だったが取り組後、96％ まで上昇した。長時間手術では手袋
に穴が開くことが多く、特に縫合針を多く使用する心臓手術では容易にピ
ンホールが発生する。今回の取り組みで、一時的に手袋交換と手指衛生へ
の意識が高まったが、医師や看護師が感染防止対策への意識を維持してい
くように定期的に勉強会を開催して手袋交換率の維持が必要である。当院
での SSI 発生率は感染率 2％ 以下で推移している。手術中手袋の破損だけ
が SSI 発生原因ではないが、さらに感染率を下げるために、原因を追究し
今後も感染防止対策に取り組んでいきたい。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－417－

P2-010 SSI サーベイランスを外科系全診
療科に拡大するための戦略

大阪公立大学医学部附属病院 感染制御部
○藤田 明子（ふじた あきこ）、藤井 昭人、
岡田 恵代、西浦 広将、明堂 由佳、仁木 誠、
掛屋 弘

【背景・目的】全病院的なサーベイランスは、施設の感染症発生動向の把握
や異常の早期発見の観点から重要とされ、病院機能評価でも積極的な実施
が求められている。一方で、非常に労力が大きく着手できる施設は少ない
と考えられる。当院では、病院機能評価受審を契機に、SSI 発生の全体像把
握を目的に、外科系全診療科へ拡大することができたのでその戦略につい
て報告する。

【活動内容】活動期間は 2022 年 4 月～2024 年 9 月。従来の 1 診療科から拡
大するには、各診療科での感染判定が不可欠と考え、機能評価受審を根拠
にトップダウンで協力依頼を行った。まず、2022 年 7 月から 3 か月間、7
診療科による試行期間を設けたところ、感染判定までの煩雑な作業が、予
想以上に大きな負担となることがわかった。そこで、システム改修により
情報の手入力をほぼ 0 とし、感染なし一括判定を可能とするなど作業負担
を最小限にした。その後、CNIC が独自の判定マニュアルを作成して事前説
明会を開催したうえで、2023 年 10 月から外科系全 13 診療科にサーベイラ
ンスを拡大した。開始後は、リマインドメール（判定時期通知、督促等）、
個別相談対応、判定作業サポートなどを行った。データの集計は CNIC
が行い、四半期毎に結果及び入力状況のフィードバックを実施した。

【成果・考察】サーベイランス対象手術手技は 3 種類から 34 種類に増加し
た。2023 年 10 月～2024 年 9 月における病院全体の SSI 発生率は 2.7％ で
あった。感染率が高いと判明した診療科には、感染制御部として介入を開
始した。また、問題を認識して病棟と独自に多職種チームで取り組みを開
始する診療科も現れた。一方、判定入力忘れが目立つ診療科もあり確実な
入力を継続することが課題である。サーベイランスを外科系全診療科に拡
大できたことは、当院の SSI 発生状況の全体像を明らかにすると共に、診
療科が各々発生状況を認識し、自ら問題に気付くきっかけとなったと考え
る。システム改修等により感染判定までの負担軽減を図ったこと、および、
きめ細かいサポートは、診療科医師の協力姿勢に好影響をもたらしたと考
える。今後は、より効率化を進めるとともに、得られたアウトカムを改善
に活かしていきたいと考える。

P2-011 外科手術部位感染予防対策のチー
ムでの取り組み

総合病院鹿児島生協病院
○堀之内ルミ（ほりのうち るみ）、佐伯 裕子

【背景・目的】当院は地域の一次、二次医療機関である。手術は腹部手術が
中心で、救急手術の割合が 35～40％ である。ガイドラインに沿った対策を
行うこと、症例を振り返り改善対策につなげ感染率を下げていくことを目
的としてチームとして活動を行っている。これまでに実践してきた活動の
報告を行う。

【活動内容】2010 年に外科医師、病棟・手術室スタッフ、感染症専門医、
感染管理認定看護師のメンバーでサーベイランスチームを立ち上げた。独
自のサーベイランス台帳を基にデータを収集。3 か月に 1 度定例会議を行
い、収集したデータを元に手術部位感染を起こした事例、創分類 3・4 の症
例で感染を起こさなかった事例の検討を行っている。皮膚の清浄化方法の
変更、抗菌薬投与タイミングの変更、閉創前洗浄方法や器械交換タイミン
グ変更などの対策を実施した。手術部位感染の判断、発生部位の判定は外
科医師が行い、データは看護師がまとめている。

【成果・考察】皮膚の清浄化は手術当日にシャワー浴を実施、臍処置や必要
時の除毛を手術室で実施へ移行、ウンドリトラクターの導入、クロルヘキ
シジングルコン酸塩での皮膚消毒などの対策を行った。抗菌薬の手術前投
与を麻酔導入後に行っていたため投与開始から皮膚切開まで 20 分程であ
り組織に十分移行していないことが考えられたので手術室入室 30 分前投
与に変更を行い平均 60～80 分となった。閉創前の対策として、器械交換、
手袋の交換タイミング、洗浄量の調整や方法を変更し実践につなげた。手
術部位感染の発生率は 2013 年の 12.4％ から徐々に減少し 2023 年は 5.8％
となった。表皮由来の微生物による感染が 2018 年以降減少した。定例会議
を継続し、事例の振り返りや改善に向けての意見交換を外科医、手術室・
病棟スタッフも交えたチーム行うことで改善につながっている。

P2-012 脊椎固定術手術部位感染の低減に
むけたケアバンドル構築と実践

公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立総合医療センター
○松村 恵美（まつむら えみ）、沼田 裕一、森 美樹

【背景・目的】2023 年上半期の脊椎固定術の標準化感染比は JANIS の
データと比較し 3.6 倍であることが判明した。個々の SSI 発症事例を調査
したところ、SSI 予防のケアバンドルが使用されておらず、周術期の管理
やケアが医師や看護師で異なっていた。科学的根拠に基づき統一された処
置やケアを実践するためケアバンドルを作成し、SSI 発症数を低減するこ
とを目的として施行後 1 年での経過を報告する。

【活動内容】ケアバンドル構築のために、感染管理認定看護師、皮膚・排泄
ケア特定認定看護師、手術室主任看護師、管理栄養士、理学療法士、薬剤
師を中心に多職種で構成された周術期早期回復チームを立ち上げ、病院内
での承認を受けた。また、現場で医療処置やケアを実施するスタッフ全員
への現状とケアケアバンドルの根拠の提示が重要と考え、整形外科医、病
棟看護師、麻酔科医、手術室看護師にサーベイランス結果をデータで
フィードバックし、動画配信も含め 9 回勉強会を行った。共にケアバンド
ル構築と改善策の検討を行い普及に努めた。 SSI 低減に向けた改善策は、
1．手術室看護師の直接介助手技の確立、2．術中低体温予防、3．周術期血
糖管理強化、4．手術前日病棟でのシャワー浴後と手術当日出棟前のクロル
ヘキシジン水溶液含浸布清拭、5．術後早期シャワー浴実施の 5 点をケアケ
アバンドル化した。チームで回診をし、ケアバンドルの遵守状況把握と問
題点の抽出を現場と行いながら修正を繰り返した。

【成果・考察】2024 年 1 月からケアバンドルを開始し、1 年間の脊椎固定術
の標準化感染比は 2.72 倍から 0.44 倍と低減した。患者本人を含めて手術
に携わるスタッフ全員が根拠に基づくケアバンドルを確実に実践したこ
とで SSI の低減につながったと考える。ケアバンドル使用期間も短いた
め、引き続き脊椎固定術の標準化感染比は今後も調査して、ケアバンドル
の評価と改善を現場とともに行う。短期効果が高かったので他の手術にも
導入を行っていきたい。

P2-013 術前・術後のSSI（手術部位感
染）早期介入プロセスの構築

市立岸和田市民病院
○石崎 美香（いしざき みか）、宅間 環

【背景・目的】看護師は、患者の全身状態を術前から観察し、アセスメント
を行うことで術後合併症の早期発見をする必要がある。しかし、術前から
看護師が統一した SSI リスク評価が行われておらず、術後においても SSI
の観察が同じ視点で判断できるツールがなく、医師により対応が異なる現
状があった。このような課題を解決するために、術前より SSI ハイリスク
チェックシートを活用し、術後は看護師が同じ視点で SSI を早期発見、早
期介入できることを目的としてフローチャートを作成した。

【活動内容】1．2023 年 8 月、SSI 早期発見介入フローチャート（以下、フ
ローチャート）を運用開始
2．2024 年 8 月、術前 SSI ハイリスクチェックシート運用開始
3．毎月の感染管理委員会（以下、委員会）で SSI 症例報告・検討を実施

【成果・考察】フローチャートの運用開始後、2023 年 8 月～2025 年 1 月の
時点で約 40 件の発生報告があった。フローチャートを用いることで、SSI
を早期に発見でき、医師と看護師の連携がスムーズに行えた。また、ICT
や AST との連携、創傷治癒には皮膚・排泄ケア認定看護師と連携を図り、
より適切な治療につなげることができた。さらに、SSI ハイリスクチェッ
クシートやフローチャートを作成したことにより、病院全体が迅速な対応
を促進する要因となった。また、委員会でその症例報告・検討を行うこと
で、SSI の観察視点や培養検査の必要性、検査結果の見方、抗菌薬の考え
方など、リンクナースの知識向上につながった。術前 SSI ハイリスク
チェックシートは、 SSI 発生のリスク因子や患者の特徴を捉えることで、
看護師間の情報共有がスムーズに行うことができ術後、予測して観察する
ことで継続した看護を行うことができた。この取り組みにより、術前・術
後の SSI 早期発見プロセスが構築され、院内で一貫した観察と評価ができ
た。また、本取り組みにおいて、リンクナースだけでなく、看護師全体の
SSI に対する意識改革と知識向上につなげることができた。
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P2-014 脳神経外科手術における手術部位
感染（SSI）低減に向けた ICNの取
り組み

京都府立医科大学附属病院 感染対策部1）、京都府立医科大学附属
病院 薬剤部2）

○菊地 圭介（きくち けいすけ）1）、中西 文美1）、
小阪 直史2）

【背景・目的】脳神経外科手術における SSI の発生率は約 1％ と高くはな
いものの、発生した場合の患者予後に与える影響は大きい。そのため、ハ
イリスク手技として SSI サーベイランスを実施する意義は大きい。当院で
は 2019 年に開頭手術の SSI 発生率が高いことを受け、低減に向けた対策
を講じた。今回、介入により SSI 発生率に改善が認められたので報告する。

【活動内容】2017 年および 2018 年は後ろ向き、2019 年以降は前向きにサー
ベイランスを実施した。2019 年 4 月に ICT、診療科医師、手術室看護師、
病棟看護師など周術期に関与する各部門の代表者を招集し、サーベイラン
ス結果のフィードバックを実施するとともに、SSI 対策についてのカン
ファレンスを実施した。また、ICN は手術の準備段階から立ち会い、得ら
れた改善策を提案して関係部署に周知した。さらに、病棟での術後創管理
を直接観察し、手順書の改訂を含めた問題点の共有を行い、多職種の意見
を取り入れながら対策を検討した。対策は 2019 年 6 月より実施し、2017
年～2019 年 5 月を介入前、介入後の期間を介入前期（2019 年 6 月～2021
年 5 月）と介入後期（2021 年 6 月～2023 年 6 月）とした。群間の比較は
χ 二乗検定を用いて、有意水準 P＜0.05 をもって統計学的に有意と判断し
た。

【成果・考察】調査期間に実施された手術件数は全 568 件であった。SSI
発生率は、介入前 5.63％（12/213）、介入前期 5.68％（10/176）、介入後期
1.12％（2/179）と、介入後期において有意な SSI 発生率の改善を認めた。
介入前期にかけて SSI 発生率の改善を得られなかった要因として、2019
年末以降の COVID-19 対応により業務が逼迫し、立案した対策の定着に時
間を要したことが考えられる。介入後期の改善効果は、COVID-19 対応が
通常業務に組み込まれたことで、SSI 対策の再周知と継続が可能となった
ためと推察する。感染対策を業務に落とし込む際には、対策継続の確認や
再周知が重要な要素となる。ICN はその過程で現場の状況を確認し、多職
種と連携しながら対策の立案・調整を行うことが求められる。

P2-015 多職種で協働するSSI バンドルの
構築と効果・今後の課題

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院
○小美野 勝（こみの まさる）

【背景・目的】医療関連感染を低減するために、エビデンスが明らかな対策
をまとめて実施するケア・バンドルが推奨されている。SSI 対策において
も、消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン 2025 ドラフト
版（日本外科感染症学会）で、SSI バンドルが新たな項目として追加され
た。当院では、2011 年から多職種チームにより協働することで、SSI 対策
を積み重ねてきた。本報告では、現時点でのバンドル構築の成果と、今後
の課題を明らかにすることを目的とした。なお本報告は、所属施設の倫理
審査委員会の承認を得た（承認番号第 52 号）。

【活動内容】消化器外科手術における SSI 予防 ケアバンドル 2025 チェッ
クリスト項目のうち、2010 年の時点で導入されていた対策は 15 項目中 5
項目であった（麻酔前プレウォーミング、執刀前 60 分以内の予防抗菌薬投
与、術中保温、開腹手術時の 2 重リング創縁保護具の使用、一次切開創へ
の創傷保護材の使用）。2011 年以降新たに導入した対策は、以下の 6 項目
であった。感染制御認定薬剤師主導：3 時間毎の予防抗菌薬再投与（2011
年）。ICN 主導：創閉鎖時の高圧洗浄（2012 年）、筋膜閉鎖時の抗菌吸収糸
使用（2014 年）。医師主導：抗菌吸収糸による真皮縫合（2014 年）、オラネ
キシジンによる術野消毒（2016 年）。手術看護認定看護師主導：周術期口
腔機能管理（2019 年）。

【成果・考察】多職種チームによるケアバンドルの推進により、2024 年 12
月時点でチェックリスト 15 項目中 11 項目の対策を講じることができた。
消化器外科系手術の SSI 発生率は 2010 年 16.1％ だったが、2023 年には
2.9％ まで減少した。調査期間中に内視鏡手術割合の増加などが影響した
可能性もあるが、サーベイランスデータをもとにバンドル対策を推進して
きたことが改善につながったものと考える。一方で、術前の栄養改善、術
前の禁酒・禁煙、術後血糖管理、早期経口摂取・早期経腸栄養の 4 項目に
ついては、組織横断的な介入が行えていない。また、開腹手術時の 2 重リ
ング創縁保護具の使用と周術期口腔機能管理の 2 項目については遵守率
が集計できていない現状がある。今後は未実施項目の実践と、実施項目の
遵守率調査を行い、ケアバンドルの有効性について検証していく必要があ
る。

P2-016 大腿骨近位部骨折術後の尿路感染
症のリスク因子の分析

宝塚第一病院
○雪田 智子（ゆきた ともこ）

【背景・目的】大腿骨近位部骨折術後に合併する尿路感染の発生状況とリ
スク因子を分析し、尿路感染予防対策について検討した。

【方法】2011 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日の期間、自施設で大腿骨近位
部骨折（大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部骨折）の手術を受けた 2276 名を対
象とした。術後尿路感染の発生率、術後尿路感染と診断された症例の尿道
カテーテル留置期間、排尿障害の有無を後ろ向きに調査した。

【結果】術後尿路感染発生率（％）は、2011 年 8.2、2012 年 6.4、2013 年 11.7、
2014 年 11.0、2015 年 13.7、2016 年 12.8、2017 年 18.5、2018 年 15.8、2019
年 8.3、2020 年 8.8、2021 年 15.8、2022 年 8.4、2023 年 21.0、2024 年 12.9
であった。2023 年に尿路感染が増加したのは、コロナ禍による尿道カテー
テルの供給不足で尿道カテーテルを留置しなかった症例が増加したこと
が要因と考え（2023 年は 87 例 48％ が留置せず）、2024 年 6 月以降は周術
期の尿道カテーテル挿入を再開した。平均尿道カテーテル留置期間は
2023 年尿路感染あり 10.5 日、尿路感染なし 5.1 日。2024 年尿路感染あり
8.2 日、尿路感染なし 4.8 日であった。排尿障害は 2023 年 7.7％、2024 年
6.7％ にみられ、相対リスク比 3.98 である。大半の症例は術後早期のリハビ
リによって、手術翌日には離床し、尿道カテーテルも抜去となっている。
排尿障害がある場合は間欠的導尿を実施し、尿道カテーテルの留置を最小
限とした。大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部骨折で離床時期は差（P＞0.1）を
認めなかった。

【結論】尿道カテーテルに関連した尿路感染と比較し、尿道カテーテルに関
連していない尿路感染の増加を経験した。腰椎麻酔による一時的な尿閉を
考慮し、尿道カテーテルを手術翌日に抜去することを目標にして術後管理
を実施したことによって尿路感染は低減した。しかし、尿路感染の発生率
が高いこと、対象者の高齢化が進んでいることから、尿道カテーテルに関
連しない尿路感染防止対策を推進することが重要である。

P2-017 持続局所抗菌薬還流療法（Continu-
ous local antibiotic perfusion：
CLAP）におけるゲンタマイシン使
用の安全性についての検討

磐田市立総合病院 薬剤部1）、磐田市立総合病院 抗菌薬適正使用
支援チーム2）

○伊藤 清香（いとう きよか）1）、田代 将貴1,2）、
松原 大祐1,2）、片桐 崇志1,2）、黒田 志保2）、
熱田 洋平2）、妹川 史朗2）

【背景・目的】持続局所抗菌薬還流療法（Continuous local antibiotic perfu-
sion：CLAP）は骨軟部組織感染症に対して使用されており、アミノグリコ
シド系抗菌薬のゲンタマイシン（GM）を直接患部に注入する。しかし、
CLAP における GM の血中濃度、第 8 脳神経障害や腎機能障害への影響に
関する詳細なデータはほとんどない。本研究では、CLAP における GM
の血中動態の個人差とその影響因子および有害作用の影響について評価
することを目的とした。

【方法】対象は、磐田市立総合病院で 2020 年 1 月から 2024 年 12 月の間に
入院し、GM を用いた CLAP による治療が行われた患者 44 名とした。GM
の投与量、CLAP による治療期間、GM の血中濃度、腎機能の変化および
第 8 脳神経障害の発生について後方視的に調査した。GM の投与量、GM
の血中濃度および有害作用の発現との関係について評価した。

【結果】CLAP による治療期間の中央値は 6 日間、GM の投与量の中央値は
60 mg/日であった。GM の血中濃度の測定が行われていたのは、32 名

（72.7％）であり、血中濃度の中央値は 0.45 µg/mL であった。GM の投与
量と血中濃度の間に相関関係は認められなかった。血中濃度の中央値を腎
機能別に比較すると、eGFR が 50 mL/min/1.73 m2以上の患者では 0.4 µg/
mL、50 mL/min/1.73m2未満の患者では 0.6 µg/mL であった。CLAP によ
る治療中に、腎機能の低下を認めた患者や第 8 脳神経障害の自覚症状を訴
える患者は認められなかった。

【結論】CLAP において、GM の投与量や腎機能は GM の血中濃度に影響を
及ぼさなかった。また、第 8 脳神経障害や腎機能障害を発現した患者は認
められず、CLAP による治療は GM の投与量や患者背景に関わらず、安全
に実施されていたと考えられた。
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P2-018 手術部位感染サーベイランスの結
果から見えた当院の現状と今後の
課題

日本赤十字社 原町赤十字病院 感染管理室
○冨沢 陽子（とみざわ ようこ）、髙橋 和宏、
嶋村 洋子、稲川 秀樹、内海 博行、内田 信之

【背景・目的】当院は A 県北西の B 郡にある地域中核病院である。2008 年か
ら消化器の手術部位感染（以下 SSI）サーベイランスを実施しているが、近
年は年間手術件数が減少してきていた。2024 年のデータをまとめたところ、
手術件数について前年と大きな変わりはなかったものの、SSI 発生率はゼロ
であった。そこで過去 5 年間のサーベイランス結果から見えた当院の現状と
今後の課題について考察する。

【活動内容】JANIS（Japanese nosocomial infections Surveillance）の年報か
ら振り返ると、開始当初 300 件を超えていた対象手術件数は徐々に減少し、
近年は 100 件を下回っていた。過去 5 年間で手術件数が大きく減少している
手術手技としては、COLO（大腸）、CHOL（胆嚢）、GAST（胃）、BILI（胆
肝膵）が挙げられた。REC（直腸）は増加傾向から減少に転じていた。HER

（ヘルニア）は微増していた。全体の SSI 発生率より高かった手術手技として
は、2020 年では GAST（胃）、2021 年では CHOL（胆嚢）、COLO（大腸）、
REC（直腸）、2022 年では GAST（胃）、REC（直腸）、2023 年では CHOL

（胆嚢）、HER（ヘルニア）であった。SSI 発生件数は 1 ないし 2 件であった。
【成果・考察】SSI 対象の手術件数は減少していた。入院患者も減少している
ことから、地域の人口動態に大きく影響されていることが考えられる。また、
2020 年 4 月 1 日から緊急手術を行わなくなったこと、高リスクの患者は手
術を控えていること、メジャーの手術が減少していることが挙げられ、職員
の労働環境変化など病院内における事情も大きく影響していることがわ
かった。当院の SSI 発生率については全体を下回った、かつ発生率が 0％ の
手術手技もある。SSI 発生件数は決して多くないと思われるが、それぞれの
手術件数（分母）が少ないことで、1 件の発生でも発生率が大きく見えてし
まうことが考えられた。2024 年、SSI 発生率がゼロであったことについては、
上記要因の他、術前から始まる SSI 対策を確実に実施したこと、経験豊富な
医師による手術手技が大きく関与していることが考えられた。今後、地域の
状況や病院内の労働環境が大きく変わることはない。当院で実施できる手術
を安全かつ確実に実施し、今後も低い感染率を維持できるように協働してい
きたい。

P2-019 手指衛生キャンペーンが職員の手
指消毒行動変容に及ぼす効果

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 感染制御室
○河合 晴美（かわい はるみ）、伊東 直哉

【背景・目的】当院における手指消毒キャンペーンの内容は発展がなく、恒
常化していた。さらに毎月各委員会でフィードバックしている全部署の手
指消毒使用量は、看護部以外の部署（以下コメディカル）では目標設定が
なく、これまで数値に変化はなかった。2024 年度感染症内科教授の赴任を
契機に、職員の感染対策に関する啓発活動を見直した。手指消毒の戦略的
な取り組みの 1 つとして「WHO 手指消毒多角的戦略」を活用した手指衛
生キャンペーンを企画し、職員の手指消毒に関する行動変容に繋げる取り
組みを行った結果を報告する。

【活動内容】「WHO 手指消毒自己評価フレームワーク」を用いて、組織分析
を行い手指消毒キャンペーンのテーマを決めた。対象は全職員、期間は 5
月（5 日間）と 10 月（1 日間）とした。5 月のテーマは「手指消毒の必要
性とタイミングの啓発」で、参加者は啓発動画を視聴後に「手指消毒やり
ます宣言」を記した。各部署と具体的な目標値を決めた後、掲示する手指
消毒タイミングのポスターを作成した。10 月のテーマはリンクナースの
協力を得て「手指消毒に関する知識と手順の確認」とし、参加者は知識確
認クイズや講習後に「手指消毒を増やすアイデア」を記した。キャンペー
ン中に、ICT と組織幹部による部署訪問をした。その後、院内感染対策担
当者による合同ラウンドで、手指消毒実施の継続性と行動の習慣化を確認
した。成果の評価は、全部署の手指消毒使用量の数値とした。

【成果・考察】参加者は、5 月は 599 名、10 月は 100 名であった。知識確認
の正解率は 81％ と低かった。キャンペーン後の手指消毒量は、看護部 14
部署中 10 部署、コメディカル 6 部署中 4 部署において増加（1.2－3 倍）し
た。動画により必要性を動機付け後に、手指消毒のタイミングを自ら言語
化することや、手指消毒の知識と手順の確認で実行性が高まり使用量の増
加につながったと考えられる。インセンティブを期待するアイデアが多
く、成果報酬は意欲向上を引き出す要素であることが分かった。今回の
キャンペーンは、職員が受け身の姿勢から参加型の能動的な態度に転換す
る絶好の機会であり、ICT も周囲を巻き込む力を向上させながら活動を継
続していく。

P2-020 当院における ICT活動報告―手指
衛生向上への取り組み―

久米川病院
○土本 真穂（つちもと まほ）、金澤真弓華、
安田 睦美、星 作男

【背景・目的】手指衛生向上の取り組みはどの施設でも行われており、本学
会でもその取り組みが報告されている。当院においても、院内講習会やポ
スター掲示による啓蒙活動など従来より活動を継続しているが十分な成
果があがっているとは言えない。今回新たに手指衛生ラウンドを開始する
など新たな取り組みを開始しており、今回当院の取り組みと成果及び課題
を紹介する。

【活動内容】当院は従来より手指衛生向上の取り組みとして 1 院内講習会、
2 アルコールの個人もち、3 院内ポスター掲示に取り組んできた。当院は感
染対策加算 2 を取得しているが JSIPHE データを見ても他施設よりアル
コール使用量が低い状態で推移している。今回新たな手指衛生向上のため
の取り組みを行ったので報告する。

【成果・考察】今回新たに 1 アルコール配置の見直し、2 アルコール使用量
の自己申告、3 非アルコール性消毒剤の導入、4 手洗いくんによる手指衛生
の実地研修、5 手指衛生ラウンド開始、6ICT/AST レターによる啓蒙活動
を開始した。こうした取り組みにより当院のアルコール使用量はやや増加
したがまだ十分とは言えない。手指衛生ラウンドの評価と手洗いくんによ
る手指衛生の結果のかい離があるなど実態把握が困難であることや、定期
ラウンドによる評価の偏りの問題など新たな課題が浮き彫りになった。抜
き打ちラウンドの実施や手指衛生に止まらず病院風土の改善などが必要
と思われた。

P2-021 A病院療養病棟での手指消毒遵守
率向上の取り組み

医療法人聖比留会 セントヒル病院
○横山 敬子（よこやま けいこ）

【背景・目的】A 病院では、感染対策チーム（ICT）リンクナースが中心と
なって手指衛生の啓発を行っているが、十分な効果が得られていない。そ
こで療養病棟の看護師に対して手指衛生の認識や実態調査を行い複数の
取り組みを行った結果、手指衛生遵守率が向上したので報告する。

【活動内容】期間：2024 年 5 月～10 月、対象者：看護師 15 名 内容：1）5
つのタイミングの勉強会（5 月）、2）手指消毒に対する理解度のアンケー
ト（5 月、10 月）、3）毎日の消毒液使用量測定（6 月～10 月）、4）5 つの
タイミングの啓発ポスターを廊下に 2m 毎提示（7 月～10 月）、5）業務前
の 5 つのタイミングの唱和（7 月～10 月）、6）手指消毒の直接観察（10
月）を行った。

【成果・考察】消毒液使用量の目標を 30ml/日と設定し、5 つのタイミング
の勉強会、ポスター掲示、業務前の唱和を毎日行ったところ、消毒液使用
量の月毎の目標量達成者は、5 月は 53％ で 6 月以降は常に 80％ 以上と
1.5 倍に増加した。また手指消毒のアンケートでは「5 つタイミングを理解
している」が、5 月は 6％ で 10 月は 90％ と大幅に増加し、10 月のアンケー
ト自由欄には「手指消毒に対する意識が上がった」との記載が 70％ あっ
た。手指消毒の直接観察では、正確なタイミングでの実施率は 50％ であっ
た。今回の取り組みを行って消毒液使用量が増加した理由は、正しい知識
を得たこと、目標使用量を設定したこと、使用量が少なければ 1 日の手指
消毒のタイミングを振り返るようにしたことの効果によると考える。また
6 ヶ月の取り組み期間内に薬剤耐性菌やクロストリジオイデス・ディ
フィシル（CD 毒素）の新規感染者がなかったことは、看護師の手指衛生
に対する意識が向上したことによる影響も大きい。しかし「5 つのタイミ
ングを理解している」と手指消毒の直接観察の結果に 40％ の乖離があり、
5 つのタイミングが理解できていても実践できていないことが分かった。
これは、根本的な手指衛生の 5 つの瞬間に対する消毒のタイミングの理解
が不十分であったからだと考える。今後は、消毒のタイミングの理解を重
点的に、今回行った複数の取り組みを継続して、質の高い看護を提供して
いきたい。
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P2-022 病棟の手指消毒剤使用量向上に向
けて

東大阪徳洲会病院
○長谷川実季（はせがわ みき）

【背景・目的】昨年、病棟で耐性菌が水平伝播した可能性のある事例が発生
した。今後、伝播予防に努めるため手指消毒剤使用量に着目した。世界保
健機関（World Health Organization：以下 WHO）は医療現場における 1
日 1 患者あたりの手指消毒剤使用量の目安を 20ml と定めているが、当院
の手指消毒剤使用量は平均 2.0ml と大幅に下回っていた。そのため、まず
は手指衛生について正しい知識を習得し、病棟の手指消毒剤使用量向上を
目指すことにした。

【活動内容】（1）全職員 135 名を対象に WHO が推奨する 5 つの瞬間や手指
消毒剤の使用方法について勉強会を開催（10 月実施）し、不参加者には配
布資料で学習を促した。（2）勉強会前後で手指衛生に関する用語の質問 2
問、手指衛生の意識に関する質問 2 問、手指消毒剤に関する質問 2 問を盛
り込んだアンケートを実施した。（3）勉強会前後で 1 日 1 患者あたりの手
指消毒剤使用量を比較した。（4）2024 年 9 月～2024 年 11 月の期間で手指
衛生遵守率調査を実施した。

【成果・考察】勉強会の参加者は配布資料の参加者を含め 127 名（参加率
94.0％）であった。事前アンケートの回答者は 130 名（回答率 96.2％）、事
後アンケートの回答者は 82 名（回答率 60.7％）であった。アンケートの回
答を前後比較し、患者ゾーンと医療エリアに関する理解度は 36.7％ 上昇、
5 つの瞬間に関する理解度は 17.9％ 上昇、手指衛生に対する意識は 8.8％
上昇、手指消毒剤に関する理解度は 18.1％、5 つの瞬間で手指消毒剤を選
択する人は 2.9％ 上昇した。1 日 1 患者あたりの手指消毒剤使用量は、勉強
会前（2024 年 4 月 1 日～9 月 30 日）は平均 2.0ml、勉強会後（2024 年 10
月 1 日～12 月 31 日）は平均 2.7ml で増加した。手指衛生遵守率は 9 月
77.1％、10 月 66.7％、11 月 71.0％ であり、勉強会開催月に低下を認めた。
勉強会開催により、職員の手指衛生に対する知識が向上したことを確認で
きた。しかし、5 つの瞬間で手指消毒剤を選択する人の割合や手指消毒剤
使用量は変化が乏しく、手指衛生遵守率の結果より知識が向上しても行動
を習慣化出来ていないことが考えられる。今後は手指消毒剤使用量の目標
数値を 4ml と定め、手指衛生遵守率向上に対する取り組みを ICT で検討
し伝播予防に努めたいと考える。

P2-023 ICTによる多角的手指衛生推進活
動

国際医療福祉大学成田病院1）、国際医療福祉大学大学院2）、国際医
療福祉大学 研究支援センター3）

○平松 玉江（ひらまつ たまえ）1）、佐藤 貴光1）、
坂木 晴世1,2）、藤田 烈2,3）、桝田 浩司1）、
三澤 陽南1）、松本 哲哉1）

【背景・目的】当院は COVID-19 受け入れと同時に開院し、手指衛生に関する体系
的な教育が実施されていなかった。
その結果、職員の手指衛生に関する知識・スキルが不十分であり、評価も手指消
毒剤の払い出し量に依存していた。
WHO 手指衛生自己評価フレームワーク（HHSAF）による評価では、5 つの構成
要素のうち「物品設備」は高得点だったが、その他は低く、初級レベルであった。
そこで、手指衛生に関する組織風土の現状を把握し、手指衛生推進を図るため、
多角的な取り組みを開始した。

【活動内容】まず、HHSAF で点数が低かった「研修教育」「測定評価」「組織風土」
「掲示物掲示」に重点を置き、即実践可能な施策を実施した。
教育的介入として、全職員を対象の講習会に手指衛生の内容を含め、看護職員、
医師、コメディカル、清掃職員等を対象に手指消毒の実技トレーニングを行った。
また、手指衛生の実態把握のため、手指消毒剤の使用量を計測した。
さらに、World Hand Hygiene Day に合わせ、病院長や看護部長の協力を得てポス
ター掲示や電子カルテを活用した手指衛生強化の告知を行った。
加えて、『看護師の手指衛生に関する組織風土尺度』（桐明、2019）を用い、手指衛
生に影響を与える「物品設備環境側面」「上司環境側面」などを評価した。結果は
看護管理者会議で共有し、手指衛生遵守には看護管理者の日常的な関わりが重要
であることをフィードバックした。

【成果・考察】半年後、HHSAF は初級から中級レベルへ向上した。しかし、手指
消毒剤の使用量には病棟間で格差があり、一般病棟では 1,000 入院患者あたり 13
L（SD7.4）と低い値を示した。
組織風土尺度の評価では、「所属部署環境側面」「上司環境側面」の点数が低かった
が、手指消毒剤使用量の増減に直接的な影響は確認されなかった。
しかし、「上司環境側面」のスコアが低い点に着目し、看護管理者へのアプローチ
を強化した結果、使用量が向上した病棟もあった。
今後は、行動変容を促進するための働きかけをさらに強化し、組織全体の手指衛
生レベル向上を目指すことが課題である。

P2-024 手指衛生手技を定量判定するツー
ルを用いた手指衛生評価の実施

医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院 感染制御
チーム
○伊藤 美里（いとう みさと）

【背景・目的】職員への手指衛生教育の一環として手洗い評価ツールを活
用してきたが、形骸化により教育効果が低下している懸念があった。職員
への訴求力が高い手指衛生手技の評価と手指衛生実施の動機付けを目的
として、手指消毒及び手洗い手技の結果を定量判定するツールを用いた手
指衛生評価を実施したため報告する。

【活動内容】対象は全職種とし、計 237 名に実施した。評価項目は手指消毒
（手掌）、手指消毒（手背）、手洗い（手掌）、手洗い（手背）の 4 項目とし、
ツールに表示される各項目の評価点数（各 100 点満点）を実施者に確認し
てもらった。可能な限り感染制御チームが同席し、点数の解釈や目視での
手技評価などを即時フィードバックした。

【成果・考察】職種別の手指消毒の合計点数（手掌+手背、 医師を除く）は、
高い順に診療技術職 191 点、事務職 185 点、リハビリ職 180 点、看護職 178
点、介護職 176 点で、職種間で有意差はなかった（p=0.343）。手洗いにつ
いては、介護職 197 点、看護職 193 点、リハビリ職 188 点、診療技術職 184
点、事務職 183 点で、職種間で有意差はなかった（p=0.391）。監視下での
評価結果であり日常の実行状況とは異なる可能性があるが、どの職種も基
本的な手指衛生手技は習得できていると考えられる。しかし、定量判定の
みでは手指衛生のプロセスを評価することは難しく、目視による評価を併
せて行うことで手指衛生評価の実効性が高まると考える。
評価場面では、点数が低く出ても事実と受け止めて自発的に手技を振り返
る者が多かった。また、職員同士で相互評価をしながら実施する様子もみ
られ、点数化されるとモチベーションが上がるという意見が複数あった。
一方で、施設全体の手指消毒剤使用量は評価実施後に低下した。
以上より、手指衛生手技の定量判定は説得力があり、自身の手技を客観的
に振り返って改善する契機になったと考える。しかし、それだけでは手指
衛生実施の動機付けとしては不十分である。他者による定性的な評価とそ
のフィードバックや、手指衛生の知識とスキルを習得するための指導・教
育を適時かつ繰り返し行い、具体的な実施場面と結び付けた内省を促すこ
とが必要であると考える。

P2-025 ゲームで学ぶ医師の手指衛生：
ボードゲーム活用の新たな挑戦

神戸市立医療センター 中央市民病院 感染管理室
○山本 達也（やまもと たつや）、小倉 明子、
土井 朝子

【背景・目的】手指衛生は医療関連感染（HAIs）予防の基本手段であり、
その遵守が感染率低下に直結することが知られている。しかし、医師の手
指衛生遵守率は低い傾向があり、教育手法の工夫が求められている。近年、
ゲーム形式の教育が学習者の関与を高め、知識定着を促進する有効な手法
として注目されている。本活動の目的は、医師を対象にしたゲーム形式の
研修を通じて、手指衛生に関する意識や遵守率を向上させるための教育手
法の効果を評価することである。

【活動内容】2024 年 7 月 31 日から 11 月 28 日までの期間に 105 名の医師
を対象に研修を実施した。研修は 2 つのパートで構成されている。講義
パートでは手指衛生の基本を科学的根拠に基づいて再確認し、手指衛生の
重要性を示す研究データや実践例を提示した。ボードゲームパートでは、
病棟を模したマップを使用し、患者接触や手袋装着、点滴準備など、医師
が日常的に遭遇する具体的な場面を取り入れたケース問題を解き、チーム
間でポイントを競う形式を採用した。研修終了後、Microsoft Forms を用
いてアンケートを実施した。収集したデータは、設問ごとに回答数を集計
し、満足度、理解度、診療への活用意識の評価を行った。

【成果・考察】研修終了後、105 名中 96 名（回答率 91.4％）がアンケート
に回答した。「満足」と回答したのは 93 名（96.9％）で、3 名（3.1％）が

「どちらでもない」と回答し、「不満足」の回答はなかった。また、92 名
（95.8％）が「診療に活かせそう」と回答し、4 名（4.2％）が「どちらでも
ない」と回答した。「手指衛生のタイミングを理解できた」と回答したのは
95 名（99.0％）で、1 名（1.0％）が「どちらでもない」と回答した。自由
記載の感想では、「ゲーム形式で楽しく学べた」「手指衛生を考える良い機
会になった」といったポジティブな意見が多く寄せられ、ゲーム形式が医
師の学習効果を高める手法であることが示唆された。本研修では、ゲーム
形式を取り入れることが、医師の手指衛生への関心を高めるうえで有効で
あることを示された。今後、学習効果をさらに測定するためのアンケート
を組み入れ、多職種への展開を目指す。
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P2-026 多角的アプローチによる手指衛生
の遵守向上を目指して

社会医療法人 堀ノ内病院 検査科 感染制御室1）、社会医療法人
堀ノ内病院 感染制御チーム2）

○水村瑚ノ葉（みずむら このは）1）、中村 英世1）、
長野美保子2）

【背景・目的】当院は地域医療に力を入れている二次救急病院で、高齢者の受け入れによりケア度が高
い状況である。
感染制御チームでは、手指衛生遵守の指標として MRSA 新規検出率と 1 患者当たりの平均手指衛生回
数を 15 回として評価を行い、遵守率向上のため取り組みを行っている。
全病棟のうち最も手指衛生が遵守されていない病棟（以下 A 病棟）では、介入前の 2024 年 7 月は 1
患者当たりの平均手指衛生回数 5.56 回、MRSA の新規検出率 0.66‰であり、指標より低い状況である。
要因として、職員の手指衛生に対する意識の低さに問題があると推測した。
今回、A 病棟に対する手指衛生遵守率向上に向けた取り組みを報告する。

【活動内容】1．手指衛生に対する意識調査
・全看護職員を対象に手指衛生に関する意識調査を実施し、結果より下記の対策を立案
2．病棟へのアプローチ
・各処置において手指衛生が必要なタイミングを再度共有
・タイミングや手技等の教育を兼ねた手指衛生ラウンドを実施
・過去のアルコール使用量より個人目標値を設定
3．再評価
・介入開始から 4 カ月後、前回同様の意識調査を実施

【成果・考察】アプローチにより、1 患者当たりの平均手指衛生回数 9.69 回、MRSA 新規検出率 0.34
‰という結果となった。
意識調査の結果により、5 つのタイミングの理解度が 90.9％ から 100％ に増加したこと、個人目標値の
設定を契機に手指衛生の自己評価の実施率が 45.5％ から 53.6％ となったことから、1 患者当たりの平
均手指衛生回数の増加に繋がったと考えられる。
回答者のうち 89.3％ が、多角的アプローチの実施が手指衛生の動機付けに繋がっていると回答した。
活動により 1 患者あたりの手指衛生の回数が増加し、MRSA 新規検出率の減少に繋がったと考えられ
る。
一方、15 秒以上の手指衛生や各タイミング、処置時の実際の手指衛生意識は改善が認められず、また、
手指衛生を妨げる要因としては多忙さや手荒れを懸念する意見が見られた。
今後の課題として、1 患者当たりの平均手指衛生回数を指標である 15 回に近づけるため、手指衛生ラウ
ンドで各職員が実施できるタイミングや方法を提案していくことや、適切な手技が行えるようフォ
ローしていくことが必要であると考える。

P2-027 手指衛生の「質」に取り組む～手指
衛生遵守率向上計画～

NHO大阪南医療センター 感染対策室
○峰岸 三恵（みねぎし みえ）、山本よしこ、
山口 美保、藤原 佐美

【目的】手指消毒剤使用量の伸び悩みを打破する為、「質」に介入し効果的
な手指衛生ができる組織醸成を目指すが、WHO 手指衛生 5 つの瞬間の認
知は約 90％、手指衛生遵守率調査では「患者に触れる前」の瞬間の遵守率
が 74％ で「知っているけどできていない」ことが問題だった。改善の為、
研修や手指衛生のタイミングポスター大会等知識と意識の向上に取り組
んだ結果、目標が達成されたので報告する。

【活動】3 つの活動を行い、手指消毒剤使用量や手指衛生遵守率調査で評価
した。1．研修で 1）手指消毒技術を評価表で確認 2）5 つの瞬間がいえる
か 5）業務中で患者に触れる前の瞬間はどんな時かを確認。研修は 2 週間
行い、其々に感染制御チーム（ICT）が評価と指導を行い、患者接触前の
瞬間の遵守率向上が目標であることも伝えた。2．患者接触前の瞬間を周知
させる為のポスター大会を開催。ポスターはリンクスタッフ（LS）が自部
署の「患者接触前の瞬間」を作成掲示し、投票はシール貼付とした。大会
を利用した活動や動機付けに利用され、エントリーした 20 場面を知る契
機となった。3．LS が自部署の手指衛生「やります宣言」活動を月次状況
報告し、課題の明確化、計画等を情報共有した。

【成果】研修（参加率 96％）では 5 つの瞬間の認知 80％ 以上、手指消毒技
術の取得が 60％ で技術と知識が確保できたと考える。3）は 918 機会報告
され、機会を意識できていることがわかった。一方「患者に触れる前」の
機会に当たらないものもあり、知識不足が問題化。研修での評価は ICT
が行い指導内容の質が担保されたと考える。患者に触れる前の瞬間 20 場
面をポスターで紹介し多くの職員が投票。貼付シールが増えると活動の意
欲も上昇し、LS 活動の求心力になった。また、「やります宣言」の月次報
告では、活動の見える化と他部署との情報交換や共有に利用できた。これ
らの活動により、手指消毒剤使用量は 111％ に、手指衛生遵守率は 86％
に、患者接触前の瞬間の遵守率も 84％ に上昇し目標を達成した。手指衛生
遵守率の向上を院内全体の取り組みとし、技術と知識を多角的にアプロー
チすることで成果が得られたと考える。今後も組織の文化の醸成に向けて
取り組みたい。

P2-028 手指衛生直接観察法の検討～移動
式カメラを用いた観察方法の検
証～

心臓血管研究所附属病院
○髙橋 七海（たかはし ななみ）、追谷 美穂

【背景・目的】手指衛生のタイミングを直接観察することは、手指衛生遵守
率の向上のために重要である。しかし、手指衛生の頻度が増える時間帯は
業務が多忙になる時間と比例する。この事実は、観察したい時間に観察者
を確保することが難しいことを意味する。そこで、移動式カメラ（以下カ
メラ）で撮影した動画が直接観察として有用であるか検証した。

【方法】看護師 17 名を対象に、人とカメラによる 2 つの観察方法を用いて
手指衛生の実施状況を調査した。人による観察は 2024 年 9 月～10 月、カ
メラによる観察は 2024 年 10 月～11 月とした。観察は看護業務が多忙に
なる 10：00～10：30 の 30 分間で、それぞれ 200 回になるまで続けた。観
察対象は主となる対象者の他に、2 名までは同時に観察可とした。カメラ
は電子カルテカートに設置して録画を行った。

【結果】観察の頻度が 200 回になるまで要した時間は、人による観察が 510
分、カメラによる観察が 630 分で、カメラによる観察の方が時間を要した。
人による観察では、観察者が対象者に合わせて移動できるため、複数の看
護師を同時に効率よく観察することができた。しかし、カメラによる観察
では概ね 1 名しか観察することができなかった。また、カメラの向きや角
度により手指衛生が必要な場面が映っていないこともあった。観察タイミ
ング別の頻度は、「患者に接する前」「清潔操作の前」「体液に触れた後」で
は、人・カメラ共にほぼ同数であった。一方、「患者に接した後」は人で
95 回・カメラで 80 回、「患者の周囲環境に接した後」は人で 10 回・カメ
ラで 29 回だった。また、人に比べてカメラによる観察では、病室内やベッ
ドサイドでより多く観察できた。さらに録画した動画は、複数の観察者で
確認することができるため、特に判定に迷う場面において、認識や判定の
齟齬に気づき観察の精度を高めることができた。

【結論】カメラを用いた直接観察は、観察者の確保が困難な状況においてそ
の一助と成り得ると思われた。人とカメラによる直接観察の各々の利点を
活かすことで、直接観察のハードルを下げ、手指衛生の遵守率向上に繋げ
ていきたい。

P2-029 当院（中規模ケアミックス病院）に
おける手指衛生活動の現状

公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院
○坂本 健一（さかもと けんいち）

【背景】当院では、2016 年から手指消毒剤の個人携帯を開始していた。中
規模ケアミックス病院である当院の感染対策チーム（以下 ICT）には専従
のスタッフがいない。そのため当院 ICT では、病棟が報告する使用量を基
に手指衛生遵守の間接モニタリングを行ってきた。しかし、病棟での使用
状況を観察していると、各病棟で報告されている使用量に疑問を持ち、改
めて手指消毒剤の払い出し量をチェックすることにした。両方のデータを
確認すると、報告されている使用量と払い出し量に大きな乖離がみつかっ
た。問題点の把握と改善を図るために活動したので報告する。

【活動内容】使用量調査は、各個人が手指消毒剤のボトルに線を引き、勤務
後に使用量を測定して表に記入。払い出し量は病棟単位で薬剤部が管理。
2023 年 7 月に払い出し量との乖離が発覚し、ICT が各病棟に使用量と払
い出し量の乖離状態をまとめたものをフィードバックし、各病棟で原因調
査と対策を報告してもらう。乖離発覚後は使用量と払い出し量の両方を
ICT が毎月チェックすることにした。数カ月後に再び乖離を認めたため、
再度データをまとめてフィードバックした。

【成果・考察】乖離が発覚しフィードバック後に病棟から提出された原因
調査の結果としては、適切な測定が行われずに記載している職員が複数存
在していたことが発覚。フィードバック後は 2～3 カ月間は改善がみられ
るものの、再び乖離が大きくなることがわかり、定期的なフィードバック
を行う必要あることがわかった。
手指衛生の改善としては、手指衛生遵守の間接モニタリング（量的調査）だ
けではなく直接モニタリング（直接観察等の質的調査）との組み合わせは
必要である。直接観察を定期的に行うことが難しい当院の場合は、手指衛
生遵守の間接モニタリングとしては使用量だけでなく払い出し量の両方
を評価する必要があり、定期的なフィードバックは重要であることを改め
て認識する機会となった。
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P2-030 当地域での救急隊における感染対
策への取り組み1感染防止委員会
の活動報告

JA岐阜厚生連 飛騨医療センター 久美愛厚生病院1）、日本赤十
字社 高山赤十字病院2）、地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病
院3）、国民健康保険 飛騨市民病院4）

○横山 敏之（よこやま としゆき）1）、畦畑なおみ1）、
牛丸亜由美1）、後藤 泰代2）、山下由起子3）、中林 玄一4）

【背景・目的】1991 年に救急救命士法が施行され、医療機関においても救急救
命士による救急業務が開始された。その後 2001 年にプレホスピタルケアの充
実や救急業務の高度化への期待を受け、メディカルコントロール（以下 MC）
体制の構築が消防庁から全国に通知され、岐阜県では 2002 年に MC 協議会
が設置された。救急救命士の医療現場での活動が増加する中、感染防止対策
の向上・標準化を目的として飛騨 MC 協議会の下部組織として感染防止部
会を発足し活動を開始した。これまでの活動について報告する。

【活動内容】2017 年 2 月飛騨地区 MC 協議会感染防止部会発足 2023 年に MC
協議会が岐阜県に統一され、飛騨地区感染防止委員会として継続会員は高山
市・飛騨市・下呂市各消防本部の感染担当者、救急指定医療機関 5 施設の感
染担当者、飛騨保健所活動事項傷病者およびバイスタンダーの感染防止に関
すること病院前救護等における消防職員の感染防止に関すること搬送先医療
機関における感染防止に関すること感染症にかかるヒヤリハット事例や事故
の再発防止に関すること具体的な活動内容感染対策マニュアルの作成・見直
し・周知感染防止にかかる研修会（年 1 回）の企画・運営消防署訪問、客観
的評価救急用資器材等の使用・消毒管理の徹底感染防止にかかる指導・相談

【成果・考察】活動開始前は、各消防本部で PPE の使用など一部の事項につい
ての手順書があるのみであったがマニュアルの作成と研修会の実施により、
統一した感染防止対策の標準化に繋った。消防署訪問では、マニュアルに則っ
た救急活動、救急車内や施設の管理、滅菌物の管理状況等を確認できた。個
人防護具の整備、感染性廃棄物処理、職業感染に関わるワクチン接種や検査
など自治体の予算に関わる事項も多いが、必要性が明確にでき適切な予算請
求に繋った。これまでの活動を通じて、関連する各個人の感染対策の意識と
知識が向上したこと、お互いの業務内容・状況が理解でき、より現実的な感
染対策に修正できたこと、新型コロナウイルス流行時の対応が迅速にできた
ことに意義があったと考える。

P2-031 中規模病院における専任感染管理
者としての活動と課題

香川医療生活協同組合 高松平和病院
○横山 達也（よこやま たつや）

【背景・目的】当院は高松市の中心部に位置し急性期、地域包括ケア、緩和
ケア病床を有する 123 床の中規模病院である。2019 年に前任の感染管理
認定看護師（以下 CNIC）が退職後、感染管理の専門知識を有する職員が
不在の状況で 2020 年のコロナ禍を迎えた。2022 年に CNIC 資格を取得
後、外来系業務を兼務する専任感染管理者としての活動を開始した。

【活動内容】前任者は病棟業務との兼務を行っており、感染管理業務にあた
る時間は限られていた。当時に比べ加算要件の変更や感染管理者に対する
院内及び関連施設からのニーズの高まりなど、環境が大きく変化した状況
での活動開始となった。事業所の規模や人員配置から専従は難しく、管理
者との折衝の上、感染管理業務と外来系業務の比率を 7：3 として活動時
間を確保した。加算要件を満たすための委員会活動、ラウンドだけではな
く、医療機関としての感染対策水準を向上するための教育や情報提供など
の業務を構築する必要があった。自身が常に感染管理業務にあたれない状
況下において、もっとも困難だったことはアウトブレイク対応であった。
初動対応を現場管理者が行うことができるよう、マニュアルの再整備を行
い、「置いてあるマニュアル」から「使えるマニュアル」への転換を図った。
また、COVID-19 クラスターが度々起こる過程を振り返り、有症状患者の
早期発見に課題があることが明らかとなり、病棟スタッフへの教育活動と
発熱患者を抽出するための電子カルテ上のシステム変更を計画し実施し
た。

【成果・考察】マニュアルの再整備は 4 割程度の進捗だが、コンサルテー
ションが多い項目から着手し、徐々にマニュアルの存在が認識され活用さ
れつつある状況になった。有症状患者の早期発見はフィジカルアセスメン
トと標準予防策の学習を看護職に実施し、必要な検査の実施に繋がってい
る。一方、手指衛生など日常的に行われる標準予防策の実施状況は他施設
と比べ不十分な状況にある。また、リハビリテーションや検査部門など看
護職以外の職種に対する教育も十分に行えていない。これらは直近の課題
として、活動時間を考慮しながらも取り組んでいく必要があると考える。

P2-032 リンクスタッフ主体の感染対策研
修の取り組みについて

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 感染制御セン
ター1）、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 看護
部2）

○國吉 光治（くによし こうじ）1,2）、城間 希一2）、
富山 辰徳2）、兼島 優子2）

【背景・目的】当院には、感染防止対策部門の一部門である感染症小委員会
（以下、委員会）があり、運営は ICT メンバーである感染管理認定看護師
が担っている。委員となるリンクスタッフは、各部署より 1 名ずつ選出す
る。リンクスタッフは自部署で感染対策の教育・指導ができることを委員
会の目標にしており、2021 年度からリンクスタッフ主体の感染対策研修
を開始した。リンクスタッフが他の職員へ感染対策を指導することは、自
らの知識を深め、感染対策に効果を発揮することを期待している。今回、
これまでの感染対策研修の振り返りを報告する。

【活動内容】感染対策研修の全体的な運営やサポートは、感染管理認定看護
師が行う。リンクスタッフは研修前に感染管理認定看護師より研修内容の
指導を受ける。研修は、月 1 回全職員を対象に各部署から受講する。研修
内容は手指衛生手技、手指衛生タイミング、個人防護具着脱、環境整備を
4 ブースに分け、各 10 分間の実技研修を受講する。

【成果・考察】感染対策研修は 4 年間で 20 回開催し、担当したリンクス
タッフは 67 名、受講者数は 445 名であった。当院の全職員数は約 1200
名で、年間あたりの受講者数は全職員数の約 1 割であった。研修後アン
ケートでは、ほぼ知りたい内容 94％、理解できた 80％、また受けたい
86％、面白い 96％ であった。自由意見では感染対策の重要性を再認識でき
た、実技で体験できて良かったなどがあった。
感染対策研修を継続していくには、研修内容を院内の感染対策の現状や課
題に合わせて検討することも必要である。受講人数を増やすための入れ替
え制や研修回数の検討も必要である。当初、研修は委員会終了後に開催し
ていたが、2023 年度より委員会の活動時間内へ変更したため、研修以外の
活動時間が短くなった。そのため、効率よく他の活動ができるようにリン
クスタッフの配置人数を調整するなどの検討が必要である。
感染管理認定看護師が常時現場に関わることは困難であり、現場で活動す
るリンクスタッフの存在は重要である。現場で感染対策を実践できる職員
が継続的に増えることが当院の感染対策に効果的である。

P2-033 地域における感染管理の質向上に
向けた新たな取り組み～フリーラ
ンス ICNの活動～

社会医療法人財団池友会 新行橋病院 感染管理室
○樋渡 美紀（ひわたし みき）

【背景・目的】2020 年に始まった COVID-19 パンデミックにより、国内で
は医療崩壊が生じた。病院で新型コロナウイルス感染症患者の受け入れが
困難となり、軽症患者は介護施設等での経過観察を強いられ感染対策に苦
慮していた。我々は、保健所や施設から依頼があれば随時感染対策の指導
を行ってきた。しかし、2024 年の診療報酬改定で感染管理専従認定看護師
の院外活動に 10 時間以内の時間制限が導入され、地域でアウトブレイク
が発生すると 10 時間では対応しきれない状況となった。そこで、地域活動
を主とした「地域感染管理アドバイザー」というポジションを新設し活動
を開始した。このポジションは、病院に所属しながら活動は院外が主で直
接ご依頼を受け対応する小さな事業所的な存在である。

【活動内容】「加算連携しているクリニックや病院での研修会開催」「介護施
設等へのラウンドや研修会開催」「施設への退院時には、経路別予防策の必
要性・具体策、継続的な標準予防策の実施法などを看護サマリーに記載」

「他施設の感染対策強化を目的とした臨時勤務」「保健所からの依頼で、感
染症発生時にリアルタイムに訪問し実地指導」「受付フロアに相談窓口を
設置し、外来患者や付き添い家族、施設職員などからの感染対策に関する
質問への対応や地域の感染情報を配信」である。勤務体制をフリーランス
にする事で、突然発生するアウトブレイクに速やかに対応している。

【成果・考察】感染性胃腸炎や疥癬などのアウトブレイク発生時、翌日には
保健所職員と共に同行し現場の確認とアドバイスを実施しその後の広が
りを防いだ。また、定期的に臨時勤務している 50 床の回復期リハビリテー
ション病院では、昨年インフルエンザ罹患者が 17 名発生したが、インフル
エンザ猛威の今シーズンは 3 名に留まっている。感染対策は初動が重要で
あり発生直後の専門的な介入は大きな意味を持つ。感染対策の必要性を理
解し、業務優先ではなく患者ファーストの志向で施設に合わせた最善の方
法をアドバイスし、実践してもらう事で成果に繋がった。今後の課題と展
望は、専門家の関わりを通じてネットワークを広げ、地域全体の感染管理
の質の向上に努めたい。
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P2-034 コロナ禍で行った地域連携の立ち
上げとその後の経過

東京品川病院 感染対策室
○藤原 聖弓（ふじはら さとみ）、深澤 鈴子、
清水 沙織、朴 桂栄、髙野 俊輔、髙橋 秀徳

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行により、地域
医療機関における感染対策の重要性が増し、組織的対応が求められた。
2022 年の診療報酬改定では、地域医療機関と感染対策の連携を強化する
ことが推進された。これを受け、地域で行う感染対策の標準化と実効性の
向上を図る体制を構築した。

【活動内容】2022 年 4 月以降、地域と連携して行う感染対策として以下の
活動を実施した。1）年 4 回地域医療機関とオンライン会議を開催し、各施
設の感染対策状況や微生物検査状況を共有した。情報交換や質疑応答を行
い、感染対策の向上を図った。2）年 1 回現地訪問（環境ラウンド）を実施
し、施設ごとにチェックリストを用いた評価とフィードバックを提供し
た。3）日常的な感染対策や感染症診療に関するメール相談窓口を設け、迅
速に個別対応を行った。4）医師会や保健所と連携し、地域の感染状況を把
握し、感染拡大防止に寄与する体制を構築した。

【成果・考察】2022 年 6 月の第 1 回オンライン会議に先立ち、感染対策連
携共有プラットフォーム（J-SIPHE）への登録を支援した。各施設の感染
対策状況を把握するため、迅速に環境ラウンドを実施し、改善支援を行っ
た。メール相談も活用したことで感染流行ピーク時に地域連携が機能し、
最大流行となった第 7 波を乗越えた。2023 年 5 月の COVID-19 の 5 類感
染症移行後も、感染症の動向に対して情報共有を続けた。2022 年 12 月以
降のインフルエンザ流行状況、2024 年 7 月の血液培養ボトル供給不足時
の対応策、2024 年秋のマイコプラズマ肺炎流行時の検査情報などを共有
し、感染症診療を支援した。また、J-SIPHE の活用により連携病院の血液
培養 2 セット提出率が大幅に増加した。さらに、環境ラウンドを継続した
ことで指摘事項に対して改善が見られ、チェックリストの達成率が上昇し
た。この成果は地域連携による迅速な感染対策の有効性を示した。持続的
な協力体制の重要性を再確認でき、COVID-19 流行後も様々な感染症に応
用可能であることが示された。

P2-035 地域連携カンファレンスの現状と
今後の役割と課題

JCHO札幌北辰病院 感染管理部
○髙木 静江（たかぎ しずえ）、臼井 美乃

【背景・目的】J 病院は、高齢化率が 33.8％ と札幌市でも高齢者の割合が高
い地域に位置し、地域医療支援病院として地域医療機関と密接な連携病院
である。1996 年感染対策加算新設に対応し、感染対策チームの再整備を行
い、地域の施設との繋がりを構築してきた。2022 年より新興感染症を想定
した訓練が要件に加わり、各加算施設と更なる連携を求められている。現
活動結果から、加算 1 施設が求められている役割を熟考し今後の課題を述
べる。

【活動内容】活動した要点を 3 点に絞る。1 点目として加算 2 は 5 施設、加
算 3 は 1 施設、診療所は 8 施設（うち 5 施設カンファレンス参加、3 施設
訓練医師会参加）計 14 施設と連携のため、カンファレンスは年 6 回時間外
開催とした。中 2 回ずつは同じ企画内容で開催とし、合計年 4 回の参加

（診療所は年 2 回）の要件を遵守できるよう配慮した。2 点目として新興感
染症を想定した訓練方法は、連携施設の意見を参考に ICT チーム内で検
討し、机上訓練と実習を組み合わせるなど実践した。3 点目としてコンサ
ルテーションはカンファレンス以外でもいつでも応需できることを伝達
し、相談窓口を決め対応した。訓練を医師会参加以外の全施設に連携訪問
を実施した。

【成果・考察】1 点目は、10 施設の参加対象者を 4 回に限定するには参加が
難しいことが予測され、参加可能な曜日が限定された。実地訓練を含め、
参加しやすい工夫は主催者側に必要であり、結果直近 3 年間、参加を見合
わす施設は発生しなかった。2 点目はテーマや訓練内容を主催者側で検討
し、役割分担や事前打ち合わせを行い実践した。実践後は学びが得られた
意見が多かった。3 点目は、訪問を通し連携施設と関わる機会が増え、年
間数件程度だった院外コンサルテーションは、年間 20 件前後となり、信頼
関係が高まってきていると捉えることができた。加算 1 施設は、診療報酬
上の要件を相互で達成できることを基本に、地域の感染防止対策への水準
向上が図れることが一番大きな役割と課題である。役割達成には訓練やコ
ンサルテーションの場を好機として、関係構築に繋げることは重要と考え
る。地域で核となる感染対策チームが一致団結し、課題達成と地域貢献に
繋げていきたい。

P2-036 連携施設との合同新興感染症訓練
の実践報告～それぞれの力を発揮
するために～

独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 感染対策室1）、愛知県が
んセンター 感染制御部 感染制御室2）、あいち小児保健医療総合
センター3）

○鈴木 京子（すずき きょうこ）1）、矢澤あや子2）、
河内 良太3）、志波 幸子1）、千種 智之2）、脇 眞澄3）

【背景・目的】2022 年度より、新興感染症の発生等を想定した訓練を開催して
いる。我々は初年度より感染対策向上加算 1 を取得している連携施設と協同し
て訓練を開催してきた。3 年間の訓練の成果と課題を報告する。

【活動内容】2022 年度は 24 名の参加者であった。対面開催とし机上訓練と模擬
訓練、個人防護具の着脱訓練を行った後にグループワークを行った。事例選定、
対応案作成は加算 1 施設の A 施設の感染管理認定看護師（以下、CNIC）が主
となって行った。事例動画作成は A 施設が行い、事例動画作成後の確認は A・
B 施設で行った。2023 年度は 88 名の参加者であった。ハイブリッドで講演と
ユーザーシールチェックの実演を開催した。講演は加算 1 施設の B 施設の医師
と A 施設の CNIC が担当をした。2024 年度は 54 名の参加者であった。講演、
事例検討と吐物処理対応の実践をハイブリッドで開催した。事例選定、対応案
作成は加算 1 施設の A 施設の CNIC が主となって行い、事例動画作成後の確
認は A・B・C 施設の ICT で行った。

【成果・考察】グループワーク時に各グループに医師または看護師をメイン
ファシリテーターとして配置し、薬剤師、検査技師はサブファシリテーターと
して配置した。ファシリテーターにはグループワークをスムーズに進められる
ように事前に指導案を提示した。しかし、訓練後の振り返りでは薬剤師、検査
技師は発言しにくかったという意見があった。訓練の事例選定、準備等は加算
1 施設の CNIC が主体となり進めた。新興感染症の流行初期は保健センターな
どの行政機関や医師会、メディアからの少ない情報を基にそれぞれの職種が役
割を担って対応しなければならない。連携施設からの質問への対応が求められ
ることも予測される。職種ごとに検討課題を設け加算 1 施設の同一職種でグ
ループワークする方法を取り入れることによって、より効果的な新興感染症訓
練が開催できると考える。また、地域と連携しそれぞれの地域の課題などの情
報共有し検討することで、新興感染症の発生時に速やかな対応が取れると考え
る。企画調整時から行政と取り組むことも有効であると考える。

P2-037 災害時の感染制御地域連携に向け
た合同訓練の実施～簡易トイレ作
成と吐物処理訓練を実施して～

医療法人春秋会 城山病院
○貴志 裕子（きし ゆうこ）、照本 真也

【背景・目的】南海トラフ地震など大規模な災害はいつ起こるかわからな
い。災害時には様々な感染症のリスクが高まるため、ICT のメンバーは自
院のみでなく地域の ICT メンバーと連携をとり地域全体の感染制御に取
り組む役割がある。また、他の地域からの受援調整や支援期間終了後には、
引き続き被災地での感染対策にリーダーシップをとる必要がある。そこ
で、これまでの災害の知見を基に ICT の役割や感染対策指導の方法につ
いて地域内で共通認識し、有事の際のスムーズな連携と感染制御につなげ
たいと考えた。

【活動内容】2024 年 9 月に地域で連携している医療機関等で災害時を想定
した簡易トイレの作成と吐物処理訓練を実施した。病院 4 施設、診療所 15
施設、介護福祉施設 4 施設、管轄保健所からの参加があり、合計 47 名で実
施した。災害発生時には ICT が災害対策本部と並行して感染制御の動き
を行うこと、災害に伴って発生する感染症を制御すること、自院のみでな
く地域の感染対策を地域の ICT が連携して役割を担っていくことを共通
認識した。簡易トイレ作成では、断水時の実際の状況と対応がイメージで
きるよう、男性の小便器を段ボールで覆い使用禁止の張り紙を貼り、洗面
所にアルコール製剤とウエットティッシュを設置した。また、トイレのド
アを実際に閉めて、狭い空間で簡易トイレを使った排泄のイメージがつく
ように工夫した。吐物処理ではノロウイルスを想定して処理を実施した。

【成果・考察】今回訓練に参加した 47 名は、市販の簡易トイレを購入した
ものの、実際に作成した経験がなかった。合同訓練実施後のアンケートで
は、「マンホールトイレや仮設トイレが設置されるまでの時間や避難所で
のトイレ問題などを初めて知った」「ビニール袋をどのように使うのか理
解できた」「ICT として自施設のトイレ対策を考える機会となった」「自施
設でも同じような研修をして備えたい」等の意見があり、参加者に実際の
対応をイメージしてもらうことができた。平時から感染対策を通して顔の
見える関係であることは災害時の強みとなる。今後はさらに各施設の役割
や具体的な連携手順などを協議し、災害時における地域全体の感染制御に
取り組める力をつけていきたい。
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P2-038 連携医療機関との4年間の関わり
と課題

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
○工藤 綾栄（くどう あやえ）、網島 優、
小谷 俊雄、三熊 有香

【背景・目的】新型コロナウイルスのパンデミックを経て、令和 4 年度から
令和 6 年度の診療報酬改定では、新興感染症対応を含む入院から在宅まで
切れ目のない、質の高い医療等の効率的な提供が求められている。そこで、
当院と連携医療機関で実施した合同カンファレンスや訓練、医療機関訪問
等の 4 年間の関わりについて振り返り、今後の課題を明らかにする。

【活動内容】連携医療機関は感染対策向上加算 1 が 1 か所、加算 2 が 4 か
所、加算 3 が 8 か所、外来感染対策向上加算が 3 か所である。当院と連携
医療機関では毎年合同カンファレンスをオンライン形式で 3 回、訓練を対
面で 1 回、挙手制での医療機関訪問を 4 回、加算 1 の医療機関との相互評
価を 1 回、J-SIPHE を用いた感染症の発生状況と抗菌薬の使用状況等の報
告を毎月受けてフィードバックを 2 回実施し、年度末の活動内容に関する
アンケートの結果から次年度の計画を立案している。4 年間のカンファレ
ンスの内容については、新型コロナウイルス感染症や診療報酬改定、災
害・パンデミック対策、手指衛生、感染症発生状況と抗菌薬使用状況の
サーベイランス等について講義や情報共有を実施した。訓練については個
人防護具の着脱や N95 マスクフィットテスト、新興感染症発生時の机上
訓練を実施した。医療機関訪問では加算 1 の相互評価用チェックリストを
参考に事前チェックリストを作成し、結果を用いて現場を巡回しながら感
染対策について協議した。

【成果・考察】カンファレンスや訓練の 3 年分のアンケートは回収率が
50～78％ で、カンファレンスや訓練が施設の活動に活かせた、一部活かせ
たの回答が 90～100％ であり、参加者は内容に概ね満足していると考え
る。一方で、2024-25 年のインフルエンザの流行で都道府県の病床がひっ迫
しているという報道もある中、近隣で感染症患者を入院させない医療機関
も一部あり、診療報酬上の施設基準とのズレを感じている。今後は目先 1
年間ではなく長期的な目標のもと、連携医療機関が自信をもって感染症を
受け入れることができるよう、現状を把握し必要な専門知識を提供するこ
とが課題である。

【会員外共同著者】服部健史、本間直健、今井直木、竹次渉、小浜優太朗、
平吹真理子、竹場光笛、橋爪海音

P2-039 現場の改善活動を促す ICTラウン
ドの検討

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセン
ター 感染制御チーム
○髙谷あかね（たかたに あかね）、室谷真紀子、
山口亜由美、片山 歳也、舘野 洋子

【背景・目的】ICT ラウンド（以下、ラウンド）は、環境等の整備がある程
度進むと関心が薄れ形骸化されやすいことが報告されている。リンクス
タッフ（以下、LS）の意欲や部署管理者（以下、管理者）の支援を得て現
場を改善する経験値も影響し、部署間の改善状況に差がある点を課題とし
ていた。そこで 2024 年度のラウンドを、従来の抜き打ちの管理状況チェッ
クから、LS と管理者が感染管理上の問題を把握し、現場の改善活動やス
タッフへ感染対策の指導と啓発を行う機会となるよう方針を変更した。

【活動内容】まず年間のラウンドスケジュールを公開しラウンド時は可能
な限り LS や管理者が同行するよう依頼した。次にラウンドで確認する視
点と適切な管理状況を示した資料を配布し説明した。ラウンドの前に院内
のメール機能を用いて、LS と管理者へ改めて確認点とその理由、判定基準
を知らせた。そしてその結果、改善が必要と判断された場合は改善後に報
告書の提出を求めた。また耐性菌の検出状況や針刺し受傷増加など、その
時々に ICT が注目している点をラウンドの項目に追加し、タイムリーに
注意喚起と管理状況を確認することで、感染対策と環境整備の目的や意義
を関連付けて理解されるよう意識した。ICT 活動の効率性の面では、毎週
全病棟をラウンドし確認は 1 箇所に限定した。さらに全病棟の結果を比較
してフィードバックすることで、部署間の競争心を刺激するよう報告書の
書式を変更した。

【成果・考察】LS や管理者から問い合わせを受ける等、LS が管理者の支援
を得ながら主体的に現場の改善に取り組む姿勢が見られるようになった。
ラウンドで確認する理由、すなわち感染リスクを示すことで、環境面の感
染管理の重要性や感染対策の意義が理解されたと考える。加えて、毎週の
メールがリマインダーとなり LS や管理者の改善活動を促したと言える。
今後の課題として、継続的に管理されていることの確認や、LS と管理者に
意識調査を行って、ラウンドの効果と効率性を繰り返し評価することであ
る。

P2-040 コロナ禍から学んだ ICTラウンド
の有用性

稲沢市民病院 感染対策室
○酒井 りえ（さかい りえ）、松本 祐人

【背景・目的】院内における COVID-19 クラスター発生防止を目的とし、令
和 2 年 8 月より ICT による有症状者のラウンドを開始した。COVID-19
陽性者を早期発見するための手段としてはじまったラウンドであるが、
日々実践現場でスタッフとの接触機会が増え、患者情報の共有及び感染対
策に関する相談の機会にもなった。このことが、COVID-19、インフルエン
ザ流行期等の感染拡大抑止へと繋がった。継続した活動が総合的な感染制
御に有用であったと考えられたため報告する。

【活動内容】ラウンド時に発熱、上気道症状をはじめ COVID-19 等を疑う症
例に対し、主治医または ICT 内の検討において必要な検査の提案、決定を
行ってきた。その中で令和 4 年 12 月 COVID-19 クラスターが発生した。陽
性者は複数の病棟に渡り、患者・スタッフ 62 名に及んだ。陽性患者の増
加、スタッフの罹患に伴い医療逼迫へのダメージは強く現場は混乱に陥っ
た。この経験からラウンド時の一方的な症状確認のみでは早期発見に繋げ
ることに限界を感じ、現場スタッフの観察力、アセスメント力が重要であ
ることを改めて認識した。ラウンド時スタッフとの会話の中で症状確認と
併せアセスメントの必要性を繰り返し伝え続けた。少しずつではあるが、
症状に関するアセスメント、症候性患者などの情報を聞くことができるよ
うになり、感染対策、患者の適正治療への早期介入へ繋がった。COVID-
19 の院内発生は断続的に確認されるが、クラスター発生は以後小規模な 1
例のみに留まっている。また、ICT への情報提供のみではなく、感染対策
における具体的な相談が増えた。

【成果・考察】クラスターの経験から ICT ラウンドのあり方を見直したこ
とで、スタッフとの連携がより強化された。ICT はラウンドから患者の異
変、感染管理状況を早期に察知、介入していくことが重要である。同時に
現場スタッフの感染制御に関する意識向上に向けた働きかけも不可欠で
ある。スタッフの意識改革、行動変容が感染拡大抑止に影響し、現場実践
力が養われ院内発生時にも最小限のダメージで経過しているといえる。こ
のことにより、ICT の現場に密接したラウンドは感染制御に有用であると
考えられる。

P2-041 ASTミーティングの回数増加と実
施場所の変更がもたらしたメリッ
ト検査技師の目線から

地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 中央検査室 微生
物検査室1）、地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 看護
部2）、地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 薬剤部3）

○籠 徹（かご とおる）1）、佐藤友美子2）、
川崎 好人3）、岩間 弘晃2）、伊藤 和恵2）

【背景・目的】桑名市総合医療センター（以下、当院）では、現在 AST
（Antimicrobial Stewardship Team）ミーティングを毎週月曜～金曜の 8：
30 から 30 分を目安に行っている。実施場所は微生物検査室で行ってお
り、微生物検査技師、薬剤師、看護師が集まり患者カルテを参照し、微生
物検査の結果などを踏まえたうえで適切な抗菌薬が使用されているかを
話し合っている。この体制になる以前は毎週月曜 16 時から 1 時間を目安
に別の会議室を使用して行っていた。
今回、AST ミーティングの頻度と実施場所を変更したことによるメリッ
トを検査技師の目線で 1 例とともに報告する。

【活動内容】AST ミーティングにて、血液培養陽性状況及び耐性菌の検出
の報告を行っている。検査技師として同定感受性結果、グラム染色からの
菌推定、培地所見からの菌推定を AST メンバーと共有している。AST
メンバーとの話し合いによって抗菌薬適正使用に繋がった例を報告する。

【成果・考察】週 1 回だった AST ミーティングを毎日に変更した結果、患
者の抗菌薬適正使用状況を AST メンバーと日を追って共有することが可
能になった。実施場所を微生物検査室にしたことでミーティングの題材と
なる患者の他材料の状況を把握することが可能になった。検査技師として
の立場から同定感受性結果、他検体の状況などの患者情報を AST メン
バーとリアルタイムで共有することにより、当院の抗菌薬適正使用向上に
貢献できた。
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P2-042 Access 抗菌薬の使用比率を向上
させるための当院での取り組み

独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター 薬剤部1）、独立
行政法人国立病院機構 広島西医療センター 看護部2）

○西阪 英恵（にしさか はなえ）1）、尾川 理恵1）、
林谷 記子2）

【背景・目的】抗菌薬の適正使用を促進するため、2024 年度の診療報酬改
定で抗菌薬適正使用体制加算が新設された。当院は算定要件である Ac-
cess 抗菌薬の使用比率がサーベイランスに参加する医療機関全体の上位
30％ 以内に属しているが、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は
60％ 以上に達しておらず、60％ 以上に向上するための活動を行ったので
報告する。

【活動内容】・毎月の ICT 委員会で Access 抗菌薬の使用比率を周知し具
体的な症例を提示するなど、抗菌薬の適正使用を促した。
・各医師と個別に面談し、抗菌薬適正使用への協力を要請した。
・小児科から要望のあった 1 剤以外の第 3 世代経口セフェム薬（セフスパ
ンⓇカプセル、セフカペンピボキシル錠/小児細粒、バナンⓇ錠/ドライシ
ロップ、 セフゾンⓇカプセル/細粒小児用 10％）計 7 剤の採用を削除した。
・抗菌薬適正使用の手引きや各種ガイドラインを参考に、医師から問い合
わせの多い疾患や処置に対応する推奨抗菌薬表を作成し、ICT 委員会で周
知後、薬剤部内に回覧した。

【成果・考察】Access 抗菌薬の使用比率は取り組み前（2023 年 10 月から
2024 年 3 月）と取り組み後（2024 年 4 月から 2024 年 9 月）で、53％ から
58％ まで上昇した。医師から問い合わせを受けた際、ICT に従事する薬剤
師が不在でも疾患に対応する推奨抗菌薬表を利用することで速やかに適
切な抗菌薬を提案することができ、経験の浅い薬剤師でも一定の質を担保
することができた。採用薬の見直しでは ICT 委員は抗菌薬適正使用の意
識が高く協力的であった。一方、それ以外の医師では個別面談に多くの時
間を要し、採用を希望する薬剤が一致しないなど、削除薬のすり合わせに
難渋したが、一人一人と直接面談したことで抗菌薬に対する各々の考えを
聴取できたことは大変有意義であった。今回の取り組みでは、採用薬の見
直しと医師への個別面談が使用率向上に大変有効であったと考える。今後
はクリティカルパスで使用している抗菌薬の見直しを積極的に行い、更な
る抗菌薬適正使用に尽力する予定である。
会員外共同演者：槙 恒雄

P2-043 高度急性期医療現場での感染管理
と血液培養の質向上～抗菌薬適正
使用支援（AS）における看護師の役
割～

総合大雄会病院 感染対策室
○鈴木奈緒子（すずき なおこ）

【背景・目的】抗菌薬適正使用支援（AS）において、ベッドサイドナース
は抗菌薬投与前の適切な血液培養検体採取で重要な役割を担う。A 病院

（高度急性期病院、平均在院日数 9.5 日）AST では血液培養の汚染率が高
く、清潔操作に課題があると考えられた。血液培養手順を変更し、汚染率
や陽性率の変化を評価した。

【方法】2023 年 5 月、リンクナース対象に血液培養検体採取の実態を質問
紙調査。6 月に調査結果と前年度汚染率データをフィードバック。7 月から
滅菌手袋、ディスポーザブル駆血帯、アルコール消毒後の 1％ クロルヘキ
シジンアルコール（40 秒消毒）の使用を新手順とし、看護師へ周知。2024
年 7 月、看護師の新手順の順守状況を質問紙調査により確認。手順変更前
後 15 ヶ月の汚染率・陽性率を比較した。

【結果】血液培養検体数は前期（2022 年 4 月～2023 年 6 月）4,311 セット、
後期（2023 年 7 月～2024 年 9 月）5,034 セット。汚染率は前期 3.4％ から後
期 1.6％ に低下（P＜0.001）。陽性率は前期 19.6％ から後期 16.5％ に低下

（P＝0.001）した。新手順を遵守する看護師は 8 割を超えていた。
【結論】AS の目的である抗菌薬の適正使用による薬剤耐性抑制と治療効果
向上のためにはベッドサイドナースに重要な役割がある。中でも血液培養
の汚染率低減は不適切な抗菌薬使用を防ぐ一助となる。1 分 1 秒を争う緊
急性の高い処置が求められる場面が多い高度急性期医療場面では、検体採
取時に清潔操作が行いやすい手順環境の工夫、及び汚染率や陽性率の監視
を通じた手順の評価継続が必要である。

P2-044 システムを使わないAST活動効率
化の取り組み

医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院
○松原 友紀（まつばら ゆうき）

【目的・背景】コロナ禍を経て、耐性菌の管理と抗菌薬の適正使用はより切
実な課題となっており、以前にもまして AST 活動の効率化が求められて
いる。電子カルテ内に感染管理支援システムを導入していない地域密着型
の当院において、AST 活動を工夫して取り組んだ結果、一定の成果を得る
ことができた。主に MEPM 使用の適正化と血培陽性ラウンドの効果につ
いて報告する。

【活動内容】MEPM 使用の適正化のため、2022 年 12 月の MEPM 供給不足
時より使用許可制とした。ICT 医師へ直接許可依頼をする体制によって、
1．AUD が有意差をもって減少し、2．クロストリジオイデス・ディフィシ
ル（C. difficile）感染率が減少した。 MEPM 供給安定後も許可制を維持し、
これらの効果の継続を得ている。血培陽性ラウンドでは、会議内で共有し、
後方的に感染対策の確認をするのみであった。2024 年 4 月からは感染対
策専門家の指導を受けて、外来も含めた全血培陽性例につき報告感知と同
時にチーム内に電カルにてアラートを発動し、会議外でも積極的にカルテ
コメントで対策支援をする体制を確立した。黄色ブドウ球菌などではバン
ドルに基づいたデフォルトコメントを用意し、陰性確認検査の代理オー
ダーの権限を得て、標準治療が遅延なく十分に行われるよう支援した。カ
ルテコメント数は増え業務量は増したが、即時性をもってチームで連携し
たことによって臨床医の協力が得られやすくなり、広域抗生剤の適正使用
につながった。連携にはチームの実働数を要するため、連休や人手不足の
時期には困難も生じたものの、臨床医の認識や理解が得られた。限界とし
て、一部の ICT 時間外業務は連携によっても解消することができなかっ
た。

【成果・考察】感染対策加算 1 を維持する地域病院として、システムを使わ
ない AST 活動効率化の工夫に取り組んだ。MEPM 使用の適正化に勇気づ
けられ、感染専門家を顧問に迎え当院の実践可能なアドバイスを毎月受け
たことがきっかけとなり、チームの連携による即時的血培陽性症例への介
入の成果が得られた。今後、広域抗生剤の選択のタイミング、長期重複使
用の回避などに取り組む計画についても提示する。

P2-045 インスリンバイアル製剤の開封後
期限遵守に関する取り組み

前橋赤十字病院 薬剤部1）、前橋赤十字病院 看護部2）、前橋赤十
字病院 感染症内科3）

○北原 真樹（きたはら まき）1）、藤井 志帆1）、
前原 恭子1）、小林 杏2）、齊藤 悟2）、清水真理子2）、
福島 暁菜3）、佐藤 晃雅3）

【背景・目的】無菌状態が確保されているバイアル製剤のうち、単一のバイアル製
剤が複数の患者に使用されるマルチユースのバイアル製剤で最も使用頻度が高い
ものにインスリンが挙げられる。インスリンバイアル製剤は、添付文書で使用開始
後 28 日以内に使用することとされている。感染管理の観点からは、複数回使用す
ることで汚染のリスクが高くなるため使用期限を遵守することが求められる。特
に高カロリー輸液に混注するインスリンの使用期限の管理に関してはカテーテル
関連血流感染症を予防するためにも重要であると考えられる。当院では全病棟・
一部外来にインスリンバイアル製剤が配置されており、その使用期限を週 1 回の
ICT ラウンドで確認している。ラウンドではほぼ毎回、使用期限切れや、開封日が
記載されていないインスリンが発見され、問題となっていた。

【活動内容】試験病棟として A・B 病棟を対象とし、病棟看護師と相談しながら
（1）～（3）の対策を実施し、実施前後でその効果について検討した。
対策（1）使用期限を冷蔵庫のドア等に明記する。
対策（2）冷蔵庫の温度チェックの際など、1 日 1 回病棟の担当者が期限を確認す
る。
対策（3）使用中のバイアル製剤の他に、未使用のバイアル製剤を 1 種類につき 1
個用意しておく。

【成果・考察】試験病棟 A で対策（1）を実施したが、翌週にはインスリンの期限
切れが確認された。対策（1）に追加して対策（2）（3）も実施したところ期限切れ
等が 2 ヶ月間確認されなかったため、対策（2）（3）を試験病棟 B でも実施した。毎
週のように期限切れ等が確認されていた試験病棟 A・B でその後も 3 ヶ月にわた
り問題なく経過したため、インスリンバイアル製剤を配置している全病棟・一部
外来で実施した。
インスリンバイアル製剤の開封後の期限の遵守に関しては、ごく基本的なことで
ありながら、病棟看護師や薬剤師に呼びかけるだけでは改善がみられていなかっ
た。今回、病棟の看護師と感染管理担当薬剤師が相談しながら対策を考え、実施す
ることで明らかな改善が見られた。今後も対策を実施し、問題があれば現場と相談
していくことで、基本的な感染対策を確実に実施していけるよう対応していく。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－426－

P2-046 当院の抗菌薬適正使用支援チーム
活動の症例報告

東京曳舟病院
○江澤恵美子（えざわ えみこ）

【背景・目的】抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が世界的に
増加する一方、新たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり、国際社会でも大き
な課題となっている。2015 年 5 月の世界保健総会で、薬剤耐性（AMR）に
関するグローバル・アクション・プランが採択された。これを受け、日本
でも厚生労働省において、2016 年に AMR アクションプランが制定され
た。当院でも 2018 年より、抗菌薬適正使用に関する活動を開始した。当院
では、活動の軸として抗菌薬適正使用支援チーム（以下 AST）を組織した。
その活動を報告する。

【活動内容】AST 活動の主な内容は以下の通りである。カンファレンスと
ラウンド、TDM 等のモニタリング、抗菌薬サーベイランス（アンチバイ
オグラム、抗菌薬の使用量の確認など）、新型コロナウイルス感染症のパン
デミック後の 2022 年度からは、地域での感染症対策強化の推進のため、医
師会・保健所との連携会議への参加も行っている。また、感染症をシナリ
オに組み込んだ災害訓練への参加も行った。今回の活動報告は、多剤耐性
緑膿菌（MDRP）の発生が懸念される患者への抗菌薬使用の介入により耐
性獲得を防ぐことができた症例である。83 歳の男性で 38.8 度の発熱と呼
吸苦で入院となった。既往に肺気腫があり、HOT 導入・クラリスロマシン
低用量投与中であった。6 ヶ月の入院中に、頻回の発熱があり、その都度
抗菌薬が投与されていた。入院中 2 回目の介入時に、確認した緑膿菌は抗
菌薬の 2 系統に耐性で、多剤耐性緑膿菌産生が懸念される状況であった。
緑膿菌カバーと MRSE カバーで併用治療を行う方針だったが、呼吸器症
状に悪化が無かったことと、MRSE が血培からの検出だったことより、
VCM の単独投与を提案しました。この提案で、緑膿菌のさらなる耐性化
を防ぐことが出来た。

【成果・考察】AST 活動で、幅広いサーベイランスを行い院内の抗菌薬の
適正使用を促すことや、抗菌薬使用中の患者を注視し介入することによ
り、院内での細菌の耐性化の防止や耐性菌の蔓延を防ぐことが出来ると考
えられた。

P2-047 演題取り下げ

P2-048 薬剤耐性（AMR）対策を考慮した抗
菌薬適正使用支援チーム（AST）の
取り組み

IMSグループ 三愛会総合病院
○有村 康夫（ありむら やすお）、鈴木 佳子、
今井 雅之

【背景・目的】当院では、タゾバクタム/ピペラシリン（TAZ/PIPC）やカ
ルバペネム系抗菌薬の使用量増加と、緑膿菌感受性率の低下、多剤耐性緑
膿菌（MDRP）の発生が度々問題となっていた。そこで 2023 年 8 月より、
薬剤耐性菌発生の抑制を目的とし、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）に
よる、様々な対策活動を実施した。今回は、その活動内容と成果を報告す
る。

【活動内容】広域抗菌薬の抗菌薬使用密度（AUD）と緑膿菌感受性率の推
移を医局会で報告、また毎月医局へ抗菌薬の使用状況に関する資料を掲示
することで、抗菌薬適正使用の啓蒙活動を行った。
AST 内で広域抗菌薬使用症例への介入を行い、抗菌薬を変更するべき症
例に対しては、AST 担当医師より電子カルテ上に処方提案内容を記録す
ることとした。更に必要と判断されれば AST メンバーが再度主治医へ抗
菌薬の変更に関する相談を行った。

【成果・考察】対策前（2022 年 4 月～2023 年 8 月）と対策後（2023 年 9
月～2024 年 12 月）における、TAZ/PIPC とカルバペネム系抗菌薬 AUD、
緑膿菌感受性率を調査し、対策前後間での比較を行った。AUD は、TAZ/
PIPC「対策前 10.6/対策後 7.18」、カルバペネム系「前 8.64/後 4.06」、となっ
た。緑膿菌感受性率は、TAZ/PIPC「前 82.0％/後 86.5％」、カルバペネム
系「前 75.8％/後 82.3％」、となった。MDRP の新規発生件数は、「前 6 件/
後 1 件」となった。
TAZ/PIPC とカルバペネム系抗菌薬の AUD は、対策前と比較して、対策
後の方がともに低い値となっており、広域抗菌薬使用量の減少傾向が認め
られた。またそれに伴い、緑膿菌感受性率と MDRP 新規発生件数にも、改
善傾向が認められた。
これら結果を踏まえると、院内の AST 活動が、抗菌薬適正使用と耐性菌
抑制に繋がっていると考えられる。今後も、早期起因菌同定による抗菌薬
適正使用の実施を目標とし、より良い AST 活動を継続していきたい。

P2-049 カルバペネム系抗菌薬供給制限が
与えた抗菌薬適正使用支援（AS）活
動への影響と今後の展望

医療法人札幌麻生脳神経外科病院
○井須 恭平（いす きょうへい）

【背景・目的】カルバペネム系抗菌薬は緑膿菌や嫌気性菌などに効果があ
り幅広い抗菌スペクトルを有している薬剤であり、重症感染症におけるエ
ンピリック治療として用いられる。当院においては、2023 年 8 月頃より供
給制限の影響でカルバペネム系抗菌薬が使用不可能となり ICT 薬剤師が
主導となり、広域抗菌薬が必要な症例に対してはタゾバクタムピペラシリ
ン（以下、TAZ/PIPC）及びセフェピム（以下、CFPM）を代替薬として
提案する取り組みを実施した。本研究ではカルバペネム系抗菌薬の供給停
止が与えた抗菌薬の使用状況の変化とその影響について調査することを
目的とし、当院での 2023 年 8 月から 2024 年 7 月までの期間における代替
抗菌薬の使用状況を、前年の同期間の値と比較した。

【方法】カルバペネム系抗菌薬供給停止前（2022 年 8 月から 2023 年 7 月）
の期間と供給停止後（2023 年 8 月から 2024 年 7 月）の期間における
TAZ/PIPC と CFPM の AUD（DDDs/100bed-days）および DOT（DOTs/
100bed-days）、緑膿菌の感受性率について調査した。

【結果】供給停止前後で代替薬として提案した抗菌薬の AUD、DOT を比較
すると TAZ/PIPC の AUD が（0.61→0.46：p＞0.1）、DOT が（0.93→0.68：
p＞0.1）、CFPM の AUD が（0.09→0.05：p＞0.1）、DOT が（0.12→0.04：
p＞0.1）となった。また、静注抗菌薬全体においては、AUD が（7.17→7.27：
p＞0.1）、DOT が（9.72→9.32：p＞0.1）と大きな変化は無かった。また、
代替薬の緑膿菌の感受性率については TAZ/PIPC が（97％→93％：p＞
0.1）、CFPM が（97％→97％：p＞0.1）と変化は無かった。

【結論】カルバペネム系抗菌薬の出荷調整に対して ICT 薬剤師が代替抗菌
薬の提案など積極的に AS 活動を行うことで広域抗菌薬の使用を抑える
ことが可能であった。また、静注抗菌薬全体の AUD 及び DOT に変化がな
かったことから出荷停止前と同等の抗菌化学療法の提供を出来たと考え
られる。今後もカルバペネム系抗菌薬をはじめとする広域抗菌薬の適応も
考えて AS 活動を行い抗菌薬適正使用に努めていきたい。
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P2-050 ASTによる急性胆管炎・胆嚢炎に
対する抗菌薬適正使用への取り組
み

NTT東日本札幌病院 感染管理推進室1）、NTT東日本札幌病院
看護部2）

○檜山 瑠美（ひやま るみ）1）、桑原 理江1）、
金子 陽香1）、大越 康雄1）、萩野 貴志2）、笠原 英樹1）

【背景・目的】当院の抗菌薬適正使用支援カンファレンスは胆汁培養陽性
患者も対象としており、第一選択薬として β ラクタマーゼ阻害剤配合セ
ファロスポリン系薬であるスルバクタム/セフォペラゾン（SBT/CPZ）が
使用されていた。その問題点として、Pseudomonas aeruginosa の検出の有
無に関わらず使用されている、SBT/CPZ が当院感受性検査の対象ではな
い、処方量が国際的な量からすると少ない、などが挙げられた。
今回、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）で急性胆管炎・胆嚢炎に対する
抗菌薬適正使用に向けた取り組みを行ったので報告する。

【活動内容】2023 年の胆汁培養陽性検体数は 253、分離率の高い菌は En-
terococcus spp .22％、Escherichia coli 16％、Klebsiella spp.15％ であり、
Pseudomonas aeruginosa は 1 件のみ検出されていた。AST で協議し、軽
症および中等症の急性胆管炎・胆嚢炎に対しては Escherichia coli、Kleb-
siella spp. への感受性がほぼ 100％ であったセフメタゾールを、重症に対
しては Enterococcus spp. と Pseudomonas aeruginosa に感受性があるタ
ゾバクタム/ピペラシリンを第一選択薬として提案することとした。
2024 年 10 月に AST 医師と消化器内科医師によって協議され、提案は受
け入れられた。

【成果・考察】消化器内科における SBT/CPZ の days of therapy（DOT）は
提案前（2024 年 8～9 月）で 10.4、提案後（11～12 月）で 0.6 DOTs/100
bed-days と速やかに減少した。消化器内科の days of antibiotic spectrum
coverage（DASC）/DOT は 8.65 から 7.22 に減少、使用抗菌薬の狭域化が
示唆された。Antimicrobial use density（AUD）/DOT は 0.53 から 0.65
と増加し、推奨量での投与が進んだことが示された。また、SBT/CPZ
はほぼ消化器内科で使用されていたため、院内採用を終了できた。消化器
内科の抗菌薬適正使用のみならず、採用薬整理にもつながった。
今後は変更後の治療や SBT/CPZ 採用削除による影響など評価し、円滑に
抗菌薬適正使用推進を継続できるよう活動していきたい。

P2-051 福岡徳洲会病院におけるアミノグ
リコシド系抗菌薬TDM実施率向
上のための取り組み

福岡徳洲会病院
○津田 裕菜（つだ ゆうな）、田中 博和、伊藤 恭子

【背景・目的】アミノグリコシド系抗菌薬（AGs）は腎毒性や聴覚毒性のリ
スクが高いため、Therapeutic Drug Monitoring（TDM）が推奨される。
しかし、福岡徳洲会病院（当院）における TDM 実施率は 2021～2022 年度
で 20.0％ と低く、改善が必要であった。そこで、TDM 実施率向上を目的
に介入を行い、その効果を検証した。

【活動内容】AGs の TDM に関する勉強会を医師および薬剤師に対して実
施し、さらに電子カルテや処方箋上に AGs を識別する目印を追加した。介
入前（2021 年 4 月～2023 年 3 月）と介入後（2023 年 4 月～2024 年 12 月）
における、4 日以上 AGs を投与した症例に対する TDM 実施率を比較する
とともに、TDM 未実施例における要因を調査した。

【成果・考察】TDM 実施率は介入前の 20.0％（11/55 例）から 29.6％（16/
54 例）に向上した。腎機能低下患者（Ccr＜60）における TDM 実施率は
20.0％（5/20 例）から 26.9％（7/26 例）に増加した。TDM 未実施例の主
な要因として、AGs の血中濃度測定が外注であるため TDM の結果が出る
までに時間を要すること、医師が自身の使用経験をもとに用量を設定して
おり、TDM の必要性が十分に認識されていないことが挙げられた。
医師や薬剤師に対する教育、および医薬品名への目印の追加により、TDM
の重要性を認識させることができ、実施率向上に寄与したと考えられる。
特に腎機能低下患者における実施率の向上は、副作用の確認につながる点
で重要である。一方で、AGs 濃度測定が外注であることや、TDM の必要
性が医師に十分に認識されていないことが課題として明らかとなった。今
後は、院内での迅速な測定体制の整備や TDM プロセスの標準化を進める
ことで、さらなる実施率向上が期待できる。

P2-052 介護老人保健施設（老健施設）にお
ける成人水痘感染

董仙会 恵寿総合病院 感染制御センター
○山﨑 雅英（やまざき まさひで）、谷田部美千代、
土谷 節

【背景】高齢者では加齢による免疫能の低下に伴い、水痘の再活性化、再感
染をきたすことがある。今回、老健施設において高齢者の帯状疱疹の再活
性化を契機に職員を介して別の利用者に再感染をきたした事例を経験し
たので報告する。

【症例】発端者：101 歳、女性。X 年 9 月 17 日右三 神経第 1/2 領域の帯
状疱疹を発症、施設にて ACV 軟膏で治療開始も痂疲化が遷延し 9 月 24
日皮膚科紹介。感染予防の必要性を指導するも、施設内で十分な情報共有
がなされていなかった。同室の 98 歳女性が 10 月 9 日発熱、その後全身に
発疹、水疱形成あり 10 月 14 日当院に相談、成人水痘の診断にて入院とな
る。陰圧室入室の上 ACV 点滴開始、10 月 21 日皮疹は痂疲化し、隔離解除
となる。第 2 例入院後、第 1 例を担当していた介護職員が 10 月 2 日発熱、
10 月 4 日に成人水痘初感染と診断されていたことが判明した。経過より
両症例が入室していたほかの利用者、担当職員の VZV 抗体価を確認し全
員が十分な抗体価を獲得していたことを確認、それ以上の感染拡大なく収
束した。

【考察・結論】介護施設では十分な治療ができないこともあり、また、利用
者の性格上、病院と比較してより濃厚な介護を要することが多く、「飛沫・
空気感染対策」「接触感染対策」を行っていても結果的に感染を媒介するこ
とになることもある。今回発端者は三 神経 2 領域の帯状疱疹であり、感
染リスクが高いにもかかわらず、（1）抗ウイルス薬の全身投与がなされな
かったこと、（2）職員に十分な感染対策指導がなされていなかったこと、

（3）感染した職員は海外からの技能実習生で水痘抗体を獲得していなかっ
た（当法人では海外からの職員につき入所くじには T-SPOT、各種ウイル
ス抗体価の確認を行っているが、偶然当該職員入職時の 3 名のみ抗体価の
測定がなされていなかった）ことが施設内拡大をきたした原因と考えられ
る。老健施設では限られた環境の中、感染指導教育が重要であることを改
めて実感した症例である。

P2-053 高齢者施設でのCOVID-19クラス
ター発生後の対策とその効果

特別養護老人ホーム ひだまりの家やまと1）、西部メディカルセン
ター 感染対策部2）、茨城県立医療大 医科学3）

○臼井 隆司（うすい りゅうじ）1）、海老澤裕美2）、
小瀧 紀子3）、桜井 直美3）

【背景・目的】令和 6 年 2 月に勤務する高齢者施設において COVID-19 が
発生した際、初動対応が遅れたため感染が拡大しクラスターとなった。そ
の原因の一つとして、PPE の保管場所や在庫の状況が把握できていなかっ
たことが挙げられた。加えて対応する介護職員の経験年数により感染対策
技術に差がみられていたことも原因として考えられたため、対策を取るこ
ととした。

【活動内容】1：感染対策マニュアルの見直し
施設内感染対策委員会で当施設のマニュアルを見直した。PPE の保管場所
を明記したリストの添付、発症者確認時の連絡方法、役割分担を明記した。
また、情報共有するためのホワイトボードを準備した。修正した感染対策
マニュアルを施設内での勉強会実施時に周知した。近隣医療機関の ICN
の方から助言を受け、PPE 保管リストを作成しマニュアルに添付した。
2：感染対策技術に関する実技勉強会の実施
当施設の全介護職員 24 名を対象に、自身が参加した感染制御専門介護職
養成プログラムでの学習内容を活用し令和 6 年 4 月 8 日、4 月 12 日に手洗
い、4 月 12 日に PPE の着脱の勉強会を実施した。手洗いの勉強会では蛍光
色素を用いて洗い残し部分を可視化し、手洗い前後の状態を確認した。PPE
着脱の勉強会では、鏡を使用し自身の動きを確認した。

【成果・考察】PPE のリスト作成により保管場所や必要数などの状況把握
が出来たことで不足が発生することはなくなったが、破損や故障している
ものもみられたため継続した物品管理については、感染対策委員会を中心
に整備し今後の準備を整える必要性を感じた。勉強会で手洗いの洗い残し
の可視化や PPE 着脱動作を鏡で確認することは、とても効果的だった。特
に洗い残しを可視化したことで職員からも分かりやすかったとの意見が
あがっており、技術力の向上が図れた。職員からは、継続して行いたいと
の意見が多く聞かれた。その後、令和 6 年 7 月に再びクラスターが発生し
たときには、個人個人が役割を考えながら行動し、情報の共有も徹底でき
た。その結果、クラスター終息までの期間が 27 日間（令和 6 年 2 月に発生）
から 16 日間に短縮できた。
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P2-054 A県内の入所系高齢者施設におけ
る感染対策上の課題

徳島大学大学院医歯薬学研究部 看護リカレント教育センター1）、
徳島大学病院2）

○山下留理子（やました るりこ）1）、代畑 光教1）、
岩佐 志美1）、西野さおり2）、岩佐 幸恵1）

【背景・目的】暮らしの場である高齢者施設は終の棲家とする人も多く、パ
ンデミック下にあっても、高齢者施設の職員一人ひとりが適切な感染対策
を実践し、介護崩壊を招かぬよう入所者に必要なケアサービスを継続的に
提供する必要がある。本研究では、入所系高齢者施設を対象に感染拡大時
における感染対策上の課題と支援ニーズを明らかにすることを目的に調
査を実施した。

【方法】本調査は自記式質問紙による横断的研究である。調査時期は 2022
年 12 月から 2023 年 1 月で、対象は A 県内の入所系高齢者施設の施設管
理者であった。本報告においては感染対策の課題について、自由記載欄の
内容を質的記述的に分析した。本研究は、徳島大学病院生命科学・医学系
研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：4281）。

【結果】133 施設から回答が得られ有効回答率は 35.2％ であった。自由記載
のあった 28 施設の記載内容を分析し、63 コード、18 サブカテゴリからな
る 7 カテゴリーが抽出された。入所系高齢者施設における感染対策上の課
題には、【施設内外における感染拡大時の人員確保の困難】や【高齢者施設
の構造上による感染対策の限界】があるほか、サービス休止に伴う事業所
収入の低下といった【感染拡大によりもたらされる事業所経営の危機】が
あった。また、認知症や介護度の高い入所者への支援において【感染症専
門家が不在の中で対策を講じていくことの難しさ】が課題であった。さら
に、クラスター発生時は褥瘡の悪化や ADL の低下、入院ができないと
いった【ヘルスケアシステムの機能停滞によりもたらされる生命の危機】
が生じていた。【行動変容のためのリスクコミュニケーションの難しさ】や

【入所者・家族・職員の心身の負担と疲弊】に向き合いながら、入所者の暮
らしを支えていた。

【結論】感染拡大時においては、地域のあらゆるヘルスケアシステムの機能
停滞が生じ、入所者の生命が危険にさらされる状況があった。感染症の専
門家は、平常時から自施設内の感染管理に留まらない地域ぐるみの感染対
策を講じていく必要性がある。

P2-055 在宅療養の場における感染対策の
実態 第一報～訪問看護師が抱え
る困難と課題～

徳島大学大学院医歯薬学研究部看護リカレント教育センター1）、サ
ラヤ株式会社 メディカル事業本部2）、東北大学3）

○代畑 光教（だいばたけ みつのり）1）、岩佐 志美1）、
岩佐 幸恵1）、櫻井かおり2）、吉田 葉子2,3）、山下留理子1）

【背景・目的】COVID-19 によるパンデミックを契機として、医療機関のみ
ならず在宅療養の場における感染対策の重要性が改めて認識されるよう
になった。一方で、在宅療養に携わる保健医療従事者は、限られた医療資
源の中で感染管理を実践することが求められる。本研究では訪問看護師が
抱える感染対策の現状を明らかにし、その課題を分析することで、在宅ケ
アにおいて効果的な感染管理のあり方を検討することを目的とする。

【方法】本研究では在宅療養の場における感染対策の実態と課題を明らか
にするため、2024 年 4 月、A 研修機関の在宅ケア認定看護師教育課程の修
了生 66 名を対象に、教務システムを用いてアンケート調査を実施した。調
査項目は、手指衛生、個人防護具、針刺し切創を含む 11 項目で、その他感
染対策の課題について自由記載欄を設けた。得られた回答は記述統計を行
い、自由記載については質的記述的に分析を行った。本研究は徳島大学病
院生命科学・医学系研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番
号：4642）。

【結果】対象となった 66 名中、58 名（87.9％）から回答が得られた。訪問
時に最も多く実施する手指衛生の方法は、擦式アルコール製剤を用いた手
指消毒が 34 名（58.6％）、次に訪問先での流水と石鹸による手洗いが 20
名（34.5％）であった。COVID-19 拡大以降に感染対策をテーマにした研修
会に参加した者の割合は、20 名（34.5％）で、参加したことのない者は 38
名（65.5％）であった。感染対策についての課題は【他事業所や他職種と
の認識の相違】【在宅ならではの環境に即した感染対策の困難】などが抽出
された。

【結論】本調査において、在宅療養の場における感染対策の現状と課題が明
らかになった。暮らしの場である在宅において質の高い医療と看護を提供
するため、利用者とその家族のみならず、支援に関わる全ての職種の安全
が担保された感染管理が求められる。

P2-056 在宅療養の場における感染対策の
実態 第二報～針刺切創と鋭利器
材専用廃棄容器の使用状況～

サラヤ株式会社 メディカル事業本部1）、東北大学2）、徳島大学大
学院医歯薬学研究部看護リカレント教育センター3）

○櫻井かおり（さくらい かおり）1）、吉田 葉子1,2）、
代畑 光教3）、岩佐 志美3）、岩佐 幸恵3）、山下留理子3）

【背景・目的】在宅療養の場では医療機関と比較し医療資材が不十分な場合が多
く、感染対策は療養者や家族の状況に応じた指導が求められ、在宅ならではの困
難も指摘されている。本研究では、在宅ケアに携わる看護師の医療資材の使用状
況を調査し、在宅療養の場における感染対策の実態と課題を明らかにすること
を目的とする。

【方法】2024 年 4 月、A 研修機関の在宅ケア分野認定看護師教育課程の修了生 66
名を対象に、教務システムである C-learning を用いてアンケートを実施した。
調査項目は、手指衛生・個人防護具・針刺切創を含む 11 項目で、その他感染対
策に関する疑問や課題に関する自由記入欄を設けた。今回、針刺切創に関する回
答から得られた結果を分析した。なお、本研究は徳島大学病院生命科学・医学系
研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：4642）。

【結果】回答が得られた 58 名中 25 名（43.1％）が鋭利器材専用廃棄容器（以下、
専用容器）を使用していたのに対し、27 名（46.6％）が専用容器以外の耐貫通性
容器を、6 名（10.3％）が非耐貫通性の容器を使用していた。また、12 名（20.7％）
が過去に鋭利器材の廃棄時に危険な経験をしたと回答し、内 8 名（66.7％）は現
在も専用容器以外の容器を使用していた。危険な経験の具体例として「ペットボ
トルに保管され針が飛び出していた」「家族から預かった点滴バックを入れた袋
に混入した針で針刺切創した」「瓶一杯に押し込まれている事に気付かず蓋を開
けた際に跳ね出し手に触れた」などが挙げられた。廃棄容器の準備については

「職員が持参」が 38 名（65.5％）、「患者が用意」が 20 名（34.5％）で、それぞれ
の専用容器の使用率は前者で 47.4％、後者で 35.0％ であった。

【結論】在宅療養の場において職員・患者いずれが廃棄容器を準備する場合で
も、専用容器使用率は 5 割以下であった。また、約 2 割の看護師が鋭利器材の廃
棄時に危険な経験をしたにも関わらず、内 6 割以上が現在も専用容器を使用し
ていなかった。鋭利器材の適切な廃棄が徹底されていない現状が明らかとなり、
感染防止の観点から適切な廃棄方法の指導と専用容器の普及促進が求められ
る。

P2-057 透析室感染対策チームを立ち上げ
て

KKR高松病院 臨床工学科
○濱脇 大貴（はまわき だいき）

【背景・目的】透析室は複数の患者を同時に診療しているため、飛沫感染や
空気感染及び血液媒介感染のリスクが非常に高い現場である。当院でもこ
れまで感染対策は行ってきたが、具体的なルールを明確にしていなかった
ため、個人により感染対策のばらつきが散見された。そこで、2021 年度に
透析室感染対策チーム（Infection Control Hemo Dialysis：ICHD）を発足
し、透析室環境整備や標準予防策の見直し、透析室感染対策マニュアルの
作成を行うこととした。

【活動内容】ICHD は、透析室常駐の臨床工学技士と看護師で構成し、月に
1 度活動内容に関する検討や議論を行っている。議論した内容は議事録に
まとめ、その他透析室スタッフに共有している。2022 年度は、環境整備の
見直しを開始。透析室内の掃除分担表を作成し、毎日必ず清掃するよう業
務内に組み込んだ。2023 年度は、手指衛生遵守率と個人防護具装着率の向
上に努めた。以前まで手指消毒用アルコールボトルは個人管理だったが、
遵守率が低かったため定点化した。また、個人防護具においては着用の必
要性についての勉強会や声掛けなどの啓発によって、実施率の向上に努め
た。2024 年度からは、透析室感染対策マニュアルの作成を行っていく事と
した。

【成果・考察】環境整備を見直すことで視覚的ではあるが、透析室内の汚れ
は目立たなくなった。また、スタッフ個人の清掃実施率を数値化し、低かっ
たスタッフに注意喚起をすることで、次月の清掃実施率の向上が見られ
た。手指衛生アルコールボトル使用量に関しては、定点化する前後 1 年間
の使用量を比較したところ、定点化後の方が年間約 1.7 倍の使用量増加と
いう結果となった。個人持ちの場合、アルコールボトルの装着を忘れがち
になる、装着すると邪魔になるから着けたくないなどといった声が以前よ
り上がっていた。そこで、各場所にアルコールボトルを定点化すると気軽
に手指消毒できるようになった、装着するストレスが減ったなどの前向き
な声を聞くことができた。ICHD を発足したことで、感染対策改善に一定
の成果は見られたが、スタッフ個人の知識や意識には未だばらつきが見ら
れる。今後は、透析室感染マニュアルを用いての教育、意識改革も重要で
あると考えられた。
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P2-058 歯科治療の飛沫飛散：模擬的治療
実験に基づき現場での対策を考え
る

鶴見大学歯学部口腔微生物学講座1）、鶴見大学歯学部歯内療法学講
座2）

○高尾亞由子（たかお あゆこ）1）、角田衣理加1）、
中野 雅子2）

【目的】歯科処置では口腔内で注水下に切削や研磨を行うため、唾液や血液
を含むエアロゾルが飛散する。潜伏期や不顕性感染時に唾液中にウイルス
を排出する COVID-19 のような事例も想定した上で、普遍的、かつ、十分
な感染対策を行う必要がある。我々はファントムを用い、仰臥位の模擬的
歯科診療時の飛沫動態を報告してきた。今回、歯科訪問診療を想定した座
位についての結果を示すとともに、患者居室を想定した空間の有効な換気
方法を検討するための流体シミュレーションを実施した。

【方法】学生実習用ファントムに顎模型を装着し、歯科用ユニットにファー
ラー位となるように固定した。処置部位は全て上顎左側中切歯とした。各
歯科処置は 5 秒ごとにポータブル口腔内バキューム吸引、吸引なしの順に
変更して行った。微粒子可視システムにより撮影された画像から、各吸引
条件において測定エリアに占める飛沫の割合を ImageJ を用いて算出し、
その対数値（log 飛沫エリア％）により統計解析を行った。流体シミュレー
ションには Flowsquare＋（Nora Scientific）を使用し、簡易的なモデル空間

（約 6 畳）の換気シミュレーションを行った。
【結果】ポータブル口腔内バキュームを使用することで、マイクロモーター
による歯面清掃（PMTC；非注水・注水）、増速用マイクロモーターによる
切削歯面清掃では飛沫エリア％の対数値が不使用時と比較して有意に低
下した（P＜0.001）。一方、口元から下に落ちる飛沫と、空間に上昇・拡散
するエアロゾルが口腔内バキュームでは十分に吸引しきれなかった。六畳
間における換気シミュレーションを行ったところ、開口部の数と位置に
よって換気効率に差がみられ、空間共有者のエアロゾル曝露の程度に影響
すると考えられた。

【結論】歯科処置は全てエアロゾル産生手技と考えられ、バキューム吸引、
個人防護具の適正使用に加え、適正な換気の配慮が必要と考えられる。よ
り詳細な換気シミュレーションを現在検討中である。

P2-059 外来リハビリテーションを受ける
脳血管疾患患者の口腔内環境の実
態

湘南医療大学大学院 保健医療学研究科 健康増進・予防領域1）、
医療社団法人 康心会 湘南東部総合病院2）、湘南医療大学 保健
医療学部看護学科3）

○小川 忠彦（おがわ ただひこ）1,2）、野口 京子3）、
渡部 節子1）

【背景・目的】日本においてリハビリテーション患者は年々増加傾向となって
いる。リハビリテーションを受ける患者の中でも、脳血管疾患患者はその疾患
の特性からも感染症に罹患しやすい集団である。先行研究では、脳血管疾患を
有することは誤嚥性肺炎のリスク要因であるとされ、その予防には、口腔ケア
の実践により口腔内環境を改善することが指摘されている。入院中の脳血管疾
患患者を対象とした口腔内環境やその保健行動についての実態は調査されて
いるが、外来リハビリテーションを行う脳血管疾患患者の口腔内環境やその保
健行動を明らかにした調査は行われていない。そこで、本研究は、外来リハビ
リテーションを受ける脳血管疾患患者の口腔内環境を明らかにすることを目
的とする。

【方法】対象者は A 病院において 2024 年 9 月～11 月までに外来リハビリテー
ションを利用している脳血管疾患患者とした。調査方法は先行研究から明らか
にされている下気道感染症罹患の関連要因について、カルテから血液データ、
機能的自立度評価表（以下 FIM）等を収集し、口腔ケアの 1 日の回数などの口
腔保健行動はインタビューにて収集した。また、口腔内の直接観察では、Oral
Health Assessment Tool -Japanese（以下 OHAT-J）を用いて評価した。本調査
は、研究者が所属している施設の倫理審査委員会で承認を得て実施した。

【結果】分析対象者は 25 名（参加率 39.7％）であり、平均年齢は 58.2 歳（SD
12.9）、麻痺がある者は 10 名（40％）であった。対象者の FIM 合計点数の平均
点は 121.2 点（SD8.9）であり、全項目において 6 点以上であった。OHAT-J
の合計点は 1.67 点（SD1.5）であった。麻痺がある者の OHAT-J の合計点数の
平均点は 0.8 点、麻痺がない者の平均点は 2.2 点であり、麻痺のある者はない者
に比較して口腔内環境が有意に良かった（p＜0.01）。

【結論】脳血管疾患患者の誤嚥性肺炎予防の一貫として、麻痺の有無に関わらず
早期から口腔内環境の観察・看護介入につなげていく必要性が示唆された。

P2-060 外来におけるプロセスシート介入
前後の血液培養汚染率変化

医療法人聖峰会 田主丸中央病院 感染管理課1）、医療法人聖峰会
田主丸中央病院 薬剤科2）、医療法人聖峰会 田主丸中央病院 総
合質管理部3）

○右田 早苗（みぎた さなえ）1）、大石 泰也2）、
本田 順一3）

【背景・目的】2022 年 1 月から 2023 年 6 月外来において血液培養汚染率
の後ろ向き調査を行った所 16.4％ と高値であった。そこで外来スタッフ
に対し 2023 年 7 月～12 月にかけて採取手技の教育を実施した。教育後も
継続した手技が行えるよう 2024 年 1 月より汚染率低減を目的に自身の手
技の振り返りや監視効果を維持するためにプロセスシートの運用を開始
し介入による手技向上の評価を行った。

【活動内容】プロセスシートの内容は、誰がいつどの部位から採取したの
か、また採取手技において清潔操作が遵守出来たかを採取者がチェック
後、感染管理課へ提出してもらい提出率と遵守率を調査した。また救急外
来に設置している録画映像で外来管理者と手技を振り返りコンタミネー
ションが起きたかもしれない場面を共有し現場へフィードバックを行っ
た。更に毎週 1 回、血液培養の結果を外来スタッフへ報告しコンタミネー
ションを起こした看護師へ手技の振り返りと改善策を提案した。

【成果・考察】プロセスシートの提出率と遵守率はそれぞれ 2024 年 1～3
月は 70.8％、95.9％、4～6 月は 65.7％、98.8％、7～9 月は 25.4％、95.2％、
10～12 月は 38.2％、100％ だった。血液培養の汚染率は 1～3 月 11％、4～
6 月 5.4％、7～9 月 4.6％、10～12 月 3.6％ と経時的に減少した。プロセス
シートの提出率が低下していたにも関わらず汚染率の低減を認めている
事から、採取手技において清潔操作の意識が向上、定着していることが推
察できた。今後は、限定した月にプロセスシートの提出を実施することで
監視効果を継続できると考えられた。現在 田主丸中央病院 研究倫理委
員会申請中

P2-061 外来看護におけるカテーテル関連
血流感染症予防のための手指衛生
遵守向上への支援

東邦大学医療センター大森病院 看護部
○矢ヶ﨑恵子（やがさき けいこ）

【背景・目的】当院では「カテーテル関連血流感染症（以下、CRBSI）ゼロ」
を目標に掲げ、感染対策に取り組んでいる。外来には免疫力が低下している
患者や化学療法を受ける患者が多く、CRBSI 予防のためには手指衛生の遵
守が不可欠である。しかし外来看護においては多様な診療科や業務の特性
上、手指衛生の実践が十分に定着していない課題があった。そこで、外来看
護職員の手指衛生遵守率向上を目的とした支援を行った。

【活動内容】手指衛生の遵守率 80％ を目標として、外来看護職員を対象に以
下の 5 つの支援を行った。

（1）各自が携帯している擦式アルコール製剤の使用量を週 1 回測定し、使用
量を可視化した。（2）日常の看護業務を基に必要な手指衛生のタイミングを
各診療科の看護職員で検討し、業務に即した 5 つのタイミングの表を作
成・共有した。（3）看護業務の場面ごとに具体的な事例を提示し、5 つのタ
イミングの適切な場面を確認するケーススタディ形式のテストを実施、そ
の結果を各診療科の看護職員へフィードバックした。（4）CRBSI 予防のため
に手指衛生や点滴作成、カテーテル挿入時に関するチェックリストを作成
し周知するとともに実態調査を実施、その結果を基に改善策を講じた。
これらの活動の評価のため、2024 年 4 月と 12 月に WHO の 5 つのタイミン
グおよび 2024 年 7 月と 10 月に CRBSI 予防に関する手指衛生の遵守率を
調査した。

【成果・考察】手指衛生遵守率は 4 月は 64％（n=375）、12 月は 84％（n=434）
に上昇した。特に、清潔操作前の遵守率が 4 月は 61％（n=81）、12 月は 91％

（n=82）に上昇した。カテーテル挿入時の手指衛生遵守率は 7 月は 39.5％
（n=43）、10 月は 97.7％（n=43）に上昇した。各診療科内で 5 つのタイミン
グの具体的場面についてディスカッションを行うことで適切な手指衛生の
タイミングを考える機会となった。CRBSI 予防のための実態調査を行うこ
とで、外来看護職員の手指衛生に対する行動や意識が明確化することがで
きた。日常の看護業務の内容に沿った手指衛生のタイミングを明らかにし、
共通認識を確立したことで、外来看護職員の行動変容に至った可能性があ
る。今後も継続的な評価と支援を行い、外来看護業務の流れに沿った手指衛
生の実施を促し、持続可能な感染対策を推進していく。
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P2-062 当院の病院前救急診療における感
染対策の現状と課題

赤穂市民病院 救急科1）、赤穂市民病院 看護部2）、赤穂市民病院
薬剤部3）、赤穂市民病院 消化器内科4）

○坂田 寛之（さかた ひろゆき）1）、望月 佐紀2）、
木村 有子3）、日原 章詔3）、三井 康裕4）

【背景・目的】当院は、人口約 4 万 5 千人都市の医療連携において中核的な
役割を担い、二次救急医療機関として年間 2000 件以上の救急搬送患者を
受け入れている。また、2021 年に救急科専門医が常勤医として着任して以
降、救急隊と連携したピックアップ方式での病院前救急診療を実施してい
る。病院前救急診療は、一刻を争う重症患者を対象に実施される事が多い
が、救急車内など限られたスペースでの活動も多く、針刺し事故などの感
染事故の予防には細心の注意を要する。加えて、事前の情報量が少ない
ケースも多く、各種感染症対策の徹底のためには事前の準備や工夫、救急
隊との連携が欠かせない。今回、当院での病院前救急診療における感染対
策の現状を振り返ったため、その内容を報告する。

【活動内容】病院前救急診療を開始するにあたり、事前に関係者で会議を開
き、救急隊とも綿密な打ち合わせを重ね、限られたスペースで想定される
処置や感染対策などを効果的に実施する方策について議論を交わした。特
に、救急車両の右左折などで車内が揺れる場合には鋭利な器材の取扱いに
万全の注意を払う必要があり、胸腔ドレーン留置や末梢静脈路確保などの
処置を行う際には同乗者同士の声掛けや連携が感染事故のリスク低減に
繋がることなどを確認し合った。2021 年 10 月から今年 2 月までに 20 例
の病院前救急診療を行い、うち胸腔ドレーン留置 2 例、末梢静脈路確保 9
例を実施した。病院前救急診療開始後も定例会議の開催は勿論、平時の救
急活動において症例検討と意見交換を行い、連携と感染対策の強化に努め
ている。

【成果・考察】現在、病院前救急診療における針刺し事故等の感染事故は発
生していない。また、13 例の内因性疾患の診療を行ったが、救急隊との連
携が図れ感染予防策を強化出来ていたため、医療者への感染例は確認され
なかった。しかし、現時点で病院前救急診療におけるマニュアルの作成に
は至っておらず、今後は看護師の同乗など活動の拡大も検討されているこ
とから、マニュアルの整備も急務と考えられる。安全かつ質の高い診療の
提供に向けて取り組みたい。

P2-063 感染管理分野院内認定看護師の育
成とその後の活動

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院1）、医療法人豊田会 刈谷豊田
東病院2）

○神谷 雅代（かみや まさよ）1）、夏目美恵子1）、
佐藤 浩二2）

【背景・目的】A 病院では、院内における看護の質向上に寄与するために、
2017 年度、2 分野の院内認定看護師制度を開始した。感染管理分野は、2019
年度より開始し、2024 年度までに 32 名の院内認定看護師を育成した。こ
の 6 年間の院内認定看護師の育成とその後の活動について報告する。

【活動内容】研修期間は、5 月から翌 3 月までの 11 か月間である。内容は、
標準予防策や感染経路別予防策といった基本的なことから、感染症専門医
や薬剤師、臨床検査技師等、他職種による専門的な知識を得るための講義
である。また、講義だけでなく、実際のケアを想定した感染経路別予防策
の実技を取り入れることで、日頃の看護実践に結び付きやすい内容とし
た。研修後半では、医療関連感染サーベイランスを学び、自部署で監視が
必要と考える医療処置を選択し、3 か月間データを収集した。得られた
データや情報収集期間中にみられた看護師の行動を評価し、感染対策上の
問題点抽出やケアを改善した。3 月に自部署の看護師へサーベイランス結
果をフィードバックし、研修の締めくくりとした。

【成果・考察】A 病院は、2020 年 2 月初めてコロナ感染患者を受け入れた。
その際、活躍したのが研修中の院内認定看護師であった。感染症病棟を担
当する看護師を選出する際、院内認定看護師は、「学んだことを活かした
い」と自ら志願し、感染症病棟での看護にあたった。また、院内認定看護
師と勤務を共にした看護師の中には、「確実な知識と技術を身に付けたい」

「根拠を持って感染対策を実施できるようになりたい」と多くの者が院内
認定看護師を目指し、その後、研修を受講した。このことから、院内認定
看護師は、感染症病棟において感染対策の役割モデルとして機能を発揮し
ていたと考える。この 6 年間で、32 名の院内認定看護師を育成した。現在
は、多くの部署に配置することができており、それぞれの配属部署におけ
る感染対策質向上を目指し活動している。今後は、各部署 1 名以上の院内
認定看護師が配置できるように育成を継続していく。

P2-064 職員の感染対策スキル向上と継続
した感染対策活動を行うための「感
染対策承認カード」導入の試み

順天堂大学医学部附属病院浦安 医療安全推進センター 感染対
策室1）、順天堂大学医学部附属病院浦安 臨床検査医学科2）

○秋田 美佳（あきた みか）1）、中澤 武司1）、
安田 雅一1）、中村 翔一1）、大出 恭代2）、藍 智彦2）、
佐々木信一2）

【背景・目的】当院では、薬剤耐性アシネトバクターやバンコマイシン耐性腸球菌
によるアウトブレイクを度々経験している。薬剤耐性菌によるアウトブレイク
は、手指衛生や環境整備など感染対策の強化により、一旦は収束傾向を示すが、
多忙な業務や職員の異動などにより対策が遵守されず、再ブレイクを繰り返す現
状が当院の大きな課題の一つとなっている。感染対策に関する行動意欲を上げる
ために様々な動機付けを行ってきたが、今回、外発的動機付けとして感染対策を
適切に行う職員を感染対策室が独自で認定する「感染対策承認カード（以下、JIN
カード）」システムを 2024 年 9 月より開始した。職員の感染対策スキル向上と継
続した感染対策活動を遵守するための一助となるよう導入したため、経過につい
て報告する。

【活動内容】1．JIN カードは、ブロンズ、シルバー、ゴールドの 3 段階になってお
り、手指衛生や環境整備など感染対策活動が適切に実施できている全職員（委託
職員も含む）を対象に、第一段階としてブロンズカードを配布する。その際、承
認した感染対策室員専用の承認シールをカードに貼付する。2．1 枚のカードに対
し、感染対策室員 3 人分のシールを獲得するとシルバーカードにランクアップす
る。3．シルバーカードを取得した職員は、ブロンズカード同様に、感染対策室員
3 人分の承認シールを獲得するとゴールドカードにランクアップするとともに
ゴールドピンバッジを獲得する。4．ゴールドカードには証明書が記載されてお
り、ゴールドカード取得職員の感染対策スキルを証明するものとなっている。

【成果・考察】2024 年 9 月より運用を開始し、2025 年 1 月時点でブロンズカード
会員 54 名、シルバーカード会員 2 名、計 56 名となっている。自身の行動が承認
されることで感染対策に対する意識の高揚がみられ、取得希望者が増加傾向にあ
ることから、職員からは高評価である。JIN カード導入により職員の感染対策への
意識の向上が図られ、人材育成にも寄与すると考える。JIN カード取得状況と薬剤
耐性菌検出状況やアルコールゲル使用量の推移等がどのように関与するか、今後
経過を追って評価したい。

P2-065 感染対策活動を通じたリンクナー
ス育成の取り組み

昭和医科大学江東豊洲病院
○高久 美穂（たかく みほ）

【背景・目的】集団感染の再発防止のために、清拭やオムツ交換などの排
泄・清潔援助場面清拭場面での標準予防策徹底への取り組みを行った。取
り組み後の感染リンクナースの役割評価では、基準値を超える結果が得ら
れたことから、感染リンクナースを中心としたクロスモニタリングの実施
がリンクナースの育成に効果的であったと考えられたため、以下の活動を
報告する。

【活動内容】活動期間：2024 年 4 月から 2025 年 1 月 活動内容：1．感染
リンクナース役割評価（10 段階評価で 7 を基準値とする自己・他者評価）
2．排泄・清潔援助場面の手順チェックリストと動画教材の作成 3．ICN
からリンクナースへのクロスモニタリング方法の指導 4．リンクナースに
よる活動（部署スタッフへの指導、排泄・清潔援助場面の遵守率測定と
フィードバック、感染対策活動の評価・分析、手指衛生遵守率測定、事例
共有）

【成果・考察】2023 年度には複数の集団感染が発生し、排泄・清潔援助場
面での標準予防策の不足が一因であったため、感染リンクナースを中心と
したクロスモニタリングを開始した。活動前のリンクナース役割評価は
6.3 で、特に「知識や技術の伝達や指導」が低評価であった。そこで ICN
が手順チェックリストと動画教材を作成し、クロスモニタリング方法を指
導した。しかし中間評価時点では全体評価が 6.7、「知識や技術の伝達や指
導」は 6.4 に留まった。排泄・清潔援助場面の遵守率は 67.5％ で、集団感
染は 7 件発生していた。リンクナースが手順や指導方法の習得に時間を要
し、OJT に至っていないと推測された。そこで活動の効率化を図るため、
リンクナースが他のスタッフに指導方法を教えて指導者を増員した。ま
た、リンクナースによる迅速な遵守率集計とフィードバックの体制を整備
し、感染対策活動の評価・分析なども追加した。その結果、リンクナース
の最終役割評価は 7.1、「知識や技術の伝達や指導」も 6.9 に向上した。排
泄・清潔援助場面の遵守率は 75.9％ に向上し、後期の集団感染は 0 件で
あった。以上のことから、リンクナースが成長し役割を発揮することで感
染対策が推進できるようになったと考える。今後もリンクナースが成長と
達成感を得られる活動を提供し、継続的な育成を図る。
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P2-066 感染リンクスタッフの育成とその
効果

岩手医科大学附属病院 感染制御部1）、岩手医科大学附属内丸メ
ディカルセンター 感染制御部2）

○及川みどり（おいかわ みどり）1）、嶋守 一恵2）、
近藤 啓子1）、大森 紀和1）、小野寺直人1）、長島 広相1）

【背景・目的】当院では 2005 年から ICT の下部組織としてリンクナース
を配置し、各部署の感染対策のリーダー的役割として活動していた。しか
し、リンクナースは看護師のみで、多職種からの選出ではなかったため、
看護師以外の職種への教育・管理が不十分であった。外部評価でも多職種
連携と教育が求められ、他の施設でもリンクスタッフ（LS）の育成が進め
られている。そこで、2021 年度に多職種の LS（薬剤師、放射線技師、臨
床検査技師、臨床工学技士、理学療法士・作業療法士）を選出し、リンク
ナース会と連携して活動を開始した。LS 会は 2022 年度から常設組織とな
り、活動を通して多職種の感染対策活動の活性化につながったので報告す
る。

【活動内容】主な活動として、多職種での LS 会は 1 回/月とし、感染管理
者からの手指衛生やサーベイランスデータ、感染対策委員会の報告・周知
の他、部会活動や勉強会、標準予防策について部署で教育できるよう手技
の習得を行っている。また、自部署での取り組みとして、毎月のゾーニン
グセルフチェックと手指消毒薬使用量の報告、ICT ラウンド（ラウンド）の
指摘事項の改善と部署教育、各部署の問題点に対しての改善活動と年間活
動報告会での報告などを行っている。

【成果・考察】2020 年度におけるラウンド（LS が関わる管理部門）の遵守
率は 59.0％（102/173）であったが、2021 年度は 80.0％（164/205）と有意
に増加した（p＜0.01）。特に臨床検査部は 63.0％ から 88.0％ へ、薬剤部で
は 57.6％ から 100％ へ、いずれも有意に増加した（p＜0.01）。その後、2022
年度から 2024 年度も同様の遵守率で経過していた。ラウンド項目のセル
フチェックやコンサルテーション体制が構築されたことと、担当者が責任
を持つことによる意識の向上により遵守率が有意に増加したと考える。ま
た、教育活動では LS の教育研修の推進により感染対策の知識の習得に繋
がり、自部署スタッフの教育の他、新人研修の実技指導を行っている。一
方で、手指衛生については、2023 年度から手指消毒量の推移をデータ化し
て部署にフィードバックしているが、2023 年度と 2024 年度を比較しても
手指消毒量に変化は見られていないため、強化対策が必要である。

P2-067 多職種によるリンクスタッフ委員
会の活動と効果

国立病院機構 関門医療センター 感染管理室
○高山佳代子（たかやま かよこ）、三村 由佳

【背景・目的】リンクスタッフ委員会は、2016 年度まで各病棟から選出さ
れた看護師 1 名と ICT で構成された看護部の委員会であった。しかし、感
染対策は病院組織として取り組む必要があるため、2017 年度から各コメ
ディカル部門より 1 名ずつ加わり、病院組織としての委員会へと変化し
た。多職種によるリンクスタッフ委員会の活動を振り返ったので報告す
る。

【活動内容】2017 年度：コメディカル部門は初めての委員会活動のため、
役割や活動を理解してもらうことを優先した。自部署の擦式アルコール使
用量の報告を役割とし、部署の代表者という意識付けを行った。従来行っ
ていた小グループ活動の中で、コメディカル部門も関連ある「手指衛生」

「個人防護具」のグループにメンバーとして加わり、課題解決のプロセスを
経験できるようにした。2018～2019 年度：委員会時間内に手指衛生直接
観察や病棟ラウンドを看護師と同一グループになるようにグループ分け
し、手指衛生のタイミングや感染対策に必要な環境整備を見て学ぶ機会を
作った。委員会メンバーによる小グループ活動は自部署の改善のための取
り組みに変更し、看護師は「輸液調整台の整備」、コメディカル部門は「手
指衛生の向上」などテーマを ICT から提示した。現状把握、目標、計画、
評価をリンクスタッフが行い、部署ごとの特徴を踏まえた改善活動を実施
した。2020 年度以降：手指衛生直接観察を自部署での実施に変更し、実施
状況の確認と同時に指導ができるようにした。コメディカル部門において
も患者対応するタイミングで評価対象となるようにし、職種ごとに遵守状
況がわかるようにした。自部署の改善のための取り組みは、テーマからリ
ンクスタッフが考え、自部署の課題を一年を通して部署スタッフと協力し
ながら改善していく活動へと変化させた。

【成果・考察】リンクスタッフとしての役割や活動を段階的に拡げ、現在で
は自部署の感染対策上の課題を考え、改善活動に取り組むことができるよ
うになった。職種に関わらず日頃から ICT へ質問や相談があり、感染対策
への意識が向上しているといえる。多職種がリンクスタッフとなることで
伝達や啓発のみならず部署ごとの改善活動ができ、病院全体の感染対策の
向上に繋がっている。

P2-068 看護補助者対象の感染対策研修へ
の取り組み～おむつ台車の環境整
備～

社会医療法人 寿人会 木村病院
○林 幾代（はやし いくよ）、澤田 忍

【背景・目的】当院は、233 床のケアミックス病院である。各部署の看護補
助者は、合計 40 名おり、主な業務は、看護師と共に患者のオムツ交換や寝
衣交換、物品の片づけなど、オムツ台車の管理も行っている。当院の入院
患者は、高齢者、寝たきりで介護度が高く、おむつ内排泄の方が多い為、
おむつ台車を使用している。しかし、おむつ台車に多くの物品を載せる、
又は載せる物品の配置により、清潔・不潔物品が不明確で水平感染のリス
クが高い状態であった。手指消毒のタイミングや使用後の清掃など運用お
方法についても確認と統一の必要性を感じていた。そこで、看護補助者が
清潔・不潔の実際を理解できるようにシュミレーション研修を行った結
果、おむつ台車の活用方法の意識が変化し改善が見られたため、ここに報
告する。

【活動内容】看護補助者 40 名全員にオムツ台車の環境整備についてシュミ
レーション研修を実施。全員が参加できるように同じ内容の研修を 3 回企
画した。3 班に分かれて実際使用している各部署のオムツ台車と使用物
品、置かれている衛生材料など持ち寄り、物品の清潔・不潔部分の配置、
衛生材料の置き方をシュミレーションし、オムツ台車使用時の工夫点や配
置で困っている点など含めて全員で振り返りを行った。また、オムツ台車
の使用後の清拭方法や手指消毒のタイミングについて指導を行った。
研修後にアンケートを実施。オムツ台車の取り扱いについて清潔・不潔部
分や清拭方法・手指消毒のタイミングの理解度のアンケートを行った。
研修終了後、オムツ台車の環境ラウンドを実施し、研修の効果について評
価を行った。

【成果・考察】研修後のアンケートでは、看護補助者の 95％ の人が研修内
容を理解できたと回答した。また、ICT による環境ラウンドでオムツ台車
の不要な衛生材料や手袋・エプロンなど清潔物品と使用後の陰洗ボトル
など混在することなく使用できていると評価した。看護補助者の経験や理
解度には差があるが、実際にオムツ台車を用いて看護補助者が自ら考え学
ぶことができるシュミレーション研修を行った事は、現場に即した研修で
効果的であり、イメージしやすく行動変容につながったと考える。

P2-069 ICTリンクナースへの学習支援を
通じた感染対策知識向上と主体的
な活動促進の取り組み

前橋赤十字病院
○齊藤 悟（さいとう さとる）、清水真理子、
小林 杏、半澤 綾

【背景・目的】ICT リンクナース（LN）は、自部署における感染対策の実
践を担う役割が求められている。しかし、当院の LN の任期は 2～3 年と短
く、知識を習得しても十分に活用しきれないまま交代することが多かっ
た。その結果、LN が主体的に活動する機会が限られ、学んだ知識が現場
で十分に活かされないという課題があった。従来、LN の知識向上を目的
に感染対策に関する勉強会を実施してきたが、受動的な学習では自部署で
の実践につながりにくいと考えられた。そこで、「学習のピラミッド」の考
えに基づき、LN が自部署で勉強会を開催し、指導者として関与する取り
組みを実施した。その活動内容と成果について報告する。

【活動内容】LN が主体的に学び、指導できる環境を整えるため、以下の取
り組みを実施した。まず、感染管理認定看護師が「正しい個人防護具の着
脱順序」をテーマとした指導用資料を作成し、毎月の会議内で LN 向けに
模範となる勉強会を行った。その後、LN が自部署で勉強会を開催できる
よう説明を行った。LN が勉強会を実施するための準備として、個人防護
具の着脱演習を行った。LN 同士で模擬勉強会を開催し、実際に指導を行
う練習を実施した。LN が勉強会を実施した後の変化を確認するため、勉
強会の前後で「正しい個人防護具の着脱順序」に関する確認テストを行い、
理解度の変化を評価した。また、自由記述および選択式のアンケートを通
じて、LN 自身の学習効果や感染対策への意識変化について調査した。

【成果・考察】確認テストの正答率は、勉強会実施前の 40.8％（回収率
90％）から、勉強会実施後には 83.3％（回収率 67.5％）に向上した。また、
LN が自部署で実際に勉強会を開催した割合は全体の 56％ であった。アン
ケートでは、「勉強会の実施は学習に役立ちましたか？」に対し、69％ が

「役に立った」と回答し、「自分が中心となって感染対策を実施できそうで
すか？」には 85％ が「できる」と回答した。LN が自ら学び、指導する機
会を持つことで、感染対策の知識向上に寄与し、主体的な活動につながる
ことが示された。しかし、勉強会の実施率には課題があり、今後はさらな
る支援策の検討が必要である。
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P2-070 リンクスタッフが中心となって行
う部署内での感染対策に対する取
り組み

医療法人社団 哺育会 浅草病院
○山田 大代（やまだ ひろよ）

【背景・目的】リンクスタッフは、所属部署の感染対策推進モデルとして、
現場での感染対策上の課題を抽出し、改善に向けた活動を展開することが
求められている。当院のリンクスタッフは看護師のみならず、診療技術部
やコメディカルも含めて構成されており、これまで改善活動を実践する機
会は限られていた。今回、リンクスタッフ自身の教育と自部署での改善活
動を実施するために、PDCA サイクルを導入し、自部署の問題解決に取り
組んだ結果を報告する。

【活動内容】2023 年 3 月のリンクスタッフ会議において、リンクスタッフ
の役割とその目的、進め方について説明した。また、PDCA サイクルの
フォーマットを配布し、部署目標の立案にあたっては、所属長と協力して
部署の課題を明確にし、目標を立案するよう指導した。感染対策委員会で
は、今年度のリンクスタッフ活動について説明し、活動の支援を依頼した。
2024 年 4 月のリンクスタッフ会議では、各部署の目標発表を行い、目標設
定や進行方法に修正が必要な部署には個別指導を実施した。その後、感染
対策委員会でも再度支援を依頼し、8 月まで部署内で活動を継続。9 月から
10 月のリンクスタッフ会議では中間報告を行い、目標達成に向けて計画
の修正を行った。

【成果・考察】立案された目標のうち、13 部署中 9 部署が手指衛生に関連
する目標を設定した。外来では、採血や整形外来での処置などシーン別に
手指衛生の動画を撮影し、スタッフに視聴してもらった。病棟では、処置
ごとに必要な個人防護具をイラストで示したポスターを掲示し、他の部署
でもリンクスタッフから手指衛生の推進が増えた。これにより、積極的な
取り組みが見られた。一方で、自部署内での発信が弱い部署もあり、活動
内容が周知されず、改善活動がうまく進まない場合もあった。今回、リン
クスタッフは PDCA サイクルに基づき、自部署の感染対策課題に初めて
取り組んだ。目標設定や具体的な行動計画に課題は残るが、「自部署で改善
活動に取り組む」という意識は育成できたと考えている。最終評価をもと
に、次年度も引き続き改善活動に取り組んでいきたいと考えている。

P2-071 病棟の環境改善にむけた取り組
み～CNICとリンクナースとの3
年間の歩み～

独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター
○関岡 剛史（せきおか つよし）

【背景・目的】A 病院は、広島中央医療圏にある急性期中核病院であり、感
染対策向上加算 1 を取得している。病棟は 7 つを有し、各病棟 1 名看護感
染対策推進委員（以下リンクナースとする）を配置している。病棟の環境
における問題点は、感染管理認定看護師（以下 CNIC とする）がラウンド
を行い、リンクナース等にフィードバックを行っている。私は、リンクナー
ス自身が環境改善の必要性を認識し、改善に取り組む必要があると考え
た。委員会活動を通じて、リンクナースが主体的に環境改善できるための
活動を行ったため報告する。

【活動内容】1 年目、CNIC が委員会でグループを編成し、環境改善項目を
3 つ提示した。しかし、取り組みが行えた項目は、1 つだった。2 年目、リ
ンクナースが自部署の問題に気付けるための活動を開始した。CNIC が着
目して欲しい項目をリスト化し、書き方例や根拠の記載を行い、リンク
ナースが現状の書き出しを行った。その中から、改善が必要だと思う項目
を自ら選択し、取り組みを行った。3 年目、リンクナースが自部署の環境
で問題だと思うところを写真に撮り、委員会で発表し、改善方法を話し
合った。また、他部署の職員が評価できるためのチェックリストを、リン
クナースが作成し、環境ラウンドを行った。

【成果・考察】1 年目は、CNIC が環境改善項目を選定したため、リンクナー
スから後ろ向きな発言があり、取り組みが進まない結果となった。2 年目
は、環境改善リストを作成したことで、全員が自部署の問題点を見つけ、
改善への取り組みが行えた。3 年目は、写真を用いて委員会で発表するこ
とで、他部署が抱えている問題も、視覚的に共有することができ、意見交
換が活発に行えた。ラウンドを実施することで、自部署との比較、他部署
の取り組みを自部署に取り入れるきっかけを作ることが出来た。チェック
リストを作成することは、同じ評価が可能となり、また、リンクナースが
作成することで評価視点を培うことに繋がると考え実施した。リンクナー
スが環境改善を行う上で重要なことは、自部署の問題点に気付き、PDCA
サイクルを展開していくことにある。CNIC は、リンクナースを支援し続
けることが必要な存在であると考える。

P2-072 包交車・滅菌物の衛生的な管理を
目指したリンクナース会の活動

共立蒲原総合病院
○村上香奈子（むらかみ かなこ）、鈴木 智子

【背景・目的】当院では、処置や看護ケアに必要な物品を包交車に搭載し使
用している。包交車の管理基準はなく、包交車や滅菌物が衛生的に管理さ
れていないことや、滅菌物の過剰搭載がみられる。また、不適切な管理は
感染リスクを伴うことも現場に周知ができていない。そこで、包交車、滅
菌物の適切な管理体制の構築を目的に、リンクナース会で改善活動に取り
組んだ。

【活動内容】活動目標を、自部署の包交車が衛生的に維持管理できるとし、
1．包交車の現状把握、2．モデルケースの紹介、3．勉強会、4．包交車管
理基準の作成と周知、5．自部署の包交車管理の改善、6．包交車ラウンド
を計画した。
はじめに、包交車の使用目的と感染リスクに対する共通認識から取り組ん
だ。各部署の包交車を写真で共有し、特に、清潔・不潔区域と滅菌物の取
り扱いについての認識が低かった。清潔・不潔区域について学習会を行
い、管理には清潔・不潔区域管理をベースとすることを周知した。あわせ
て、前年度にモデルケースとして包交車改善に取り組んだリンクナースの
活動を発表した。改善活動で気をつけたことと苦慮したことに、1．スタッ
フの認識への介入と協力依頼、2．搭載している物品と定数の見直し、3．
改善後の包交車使用に支障がないこと、4．適切に維持ができているかの確
認であると説明した。これにより、リンクナースの活動のイメージ化につ
なげられた。
次に、リンクナース主体で、滅菌物や包交車の汚染の原因となるものとそ
の理由、それらを予防する管理方法について勉強会を行った。
以上をふまえて包交車管理基準を作成し、自部署の包交車の改善と周知に
取り組んだ。リンクナース会で包交車ラウンドを行い評価した。

【成果・考察】全部署において清潔・不潔区域をふまえた包交車の改善が
行われた。包交車ラウンドでは、リンクナースによる評価により、各部署
の課題を抽出することができた。今回の活動は、目的の共通認識、モデル
ケースの提示、基準書の作成を介し包交車自体の整備につなげられた。今
後は、適切な維持管理と基準の遵守状況確認などの体制整備が課題であ
る。

P2-073 当院独自の院内認定感染制御メ
ディカルスタッフ（ICMS）制度を始
めて

（独）国立病院機構 金沢医療センター 感染管理部
○太田 和秀（おおた かずひで）、大月慎之助、
鬼頭 尚子、西原 寿代、国沢 哲也、北 俊之

【背景・目的】院内感染管理とは、患者のみならず職員も含めた全ての人を
感染から守るための活動である。感染管理に関わるスタッフには、幅広く
かつ最新の知識を基盤に施設の状況に合った効果的な感染管理システム
を構築することが期待される。そこで、当院における感染管理システムの
周知や充実にむけて 2015 年度より当院独自の院内認定感染管理メディカ
ルスタッフ（Infection Control Medical Staff：ICMS）制度をすべての職種
を対象に設けることとした。今回、その制度の内容とこの制度を始めてか
らのメリット・デメリットに関して検討したので報告する。

【制度の概要】ICMS の認定基準は感染管理に関わる 2 年以上の活動経験
（職種は問わない）と資格認定試験合格とした。資格認定試験の内容は、感
染対策の基本、EBM に基づいた感染対策、感染症・感染管理に関する基礎
知識、等と幅広い内容とした。参考図書の指定もしたが、基本的には当院
の院内感染管理マニュアルに目を通すことで解答できる問題とした。

【結果】2015 年度から 7 回 ICMS の認定を行った（コロナ禍の 2020 年度、
2021 年度は中止）。全 7 回で 51 名の ICMS が認定された。認定者の職種
は、看護師 34 名、薬剤師 5 名、検査技師 5 名、医師 3 名、理学療法士 2
名、歯科衛生士 2 名、歯科技工師 1 名であった。

【考察】当院は、国立病院機構のなかの病院であり、毎年配属転換があり認
定者が必ずしも当院に勤務し続けているわけではない。認定者 51 名中
2025 年 2 月現在当院に在籍しているのは半数以下の 22 名である。その点
がデメリットとも言えるが、同じ系列の病院群で感染管理の意識向上をは
かるといった点ではそれなりにメリットがあると思っている。また、認定
者の多くは看護師である。医師や事務職を含めた看護師以外の職種に門戸
を広げて認定者を増やす事が今後の課題かと思っている。なお、今回の発
表では、現在の在籍者 22 名を対象に行ったアンケート調査結果もあわせ
て報告する。

【まとめ】最後に、この制度にてあらゆる分野（職種）での感染管理認定者
の増加にも結びつくことを期待する次第である。
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P2-074 血管内留置カテーテル・尿道留置
カテーテルの管理に関するメディ
カルスタッフの教育～当院メディ
カルスタッフの状況～

済生会川口総合病院 感染管理室
○千葉 礼子（ちば れいこ）、大山 昇一

【背景・目的】当院の臨床工学技士・放射線技師・リハビリテーション科ス
タッフ（以後メディカルスタッフと記す）が、血管内留置カテーテル挿入中
の患者や尿道留置カテーテル挿入中（以後カテーテル挿入中と記す）の患者
と一緒にいる場面をたびたび目にしている。院内の定期的な感染管理研修
でカテーテル挿入中の管理の時間も設定しているが、そこにメディカルス
タッフの参加はなく、カテーテル類挿入中の患者の注意点やその他の感染
対策についてどのような場で学んでいるのか、アンケートをもとに調査し
たので報告する。

【方法】調査期間：2023 年 12 月 11 日～2023 年 12 月 25 日対象：臨床工学
技士 19 名・放射線技師 37 名・リハビリテーション科スタッフ 24 名調査
方法：標準予防策やカテーテル挿入中の管理や実際の対応等について、教
育を受けた時期を Google フォーム使用しアンケートを実施倫理的配慮：
アンケートの回答を得ることで、調査に同意したものとした。また、集計は
個人が特定できないように配慮した。（院内倫理委員会承認番号 2023-36）

【結果】1．回答率 96.3％2．当院就業年数を 5 年ごと 20 年目以上とし分類す
ると各職種ともに、当院就業年数 1 年目から 5 年目の割合が多かった 3．標
準予防策期・カテーテル挿入中の管理を学習した時期の回答は、就職後当
院で学習が各職種とも一番多かった 4．標準予防策を誤って捉えていた回答
が各職種からあった 5．カテーテル挿入中の患者に対して注意をしていない
回答が各職種からあった 6．カテーテル挿入中の患者と接したことがないと
の回答が各職種からあった

【結論】学習した時期については、各部署内での学習会の開催や対象患者を
通じて学んだのか、入職オリエンテーション時の説明を学習の場としてと
らえているのかはわからない。標準予防策に対して誤った認識や、カテーテ
ル挿入中の患者に対して注意をしていない回答があったことから、自己・
部署任せではなく正しい感染対策の知識を提供する機会が必要と考える集
合研修かどうかに拘らず、各職種と標準予防策・カテーテル挿入中の患者
の対応などの教育の場を構築していきたい。

P2-075 群馬県 感染対策に関わる人材育
成の取り組み―研修会開催アン
ケート分析―

群馬県済生会前橋病院1）、鶴谷病院2）、須藤病院3）、群馬県感染症
対策連絡協議会4）、群馬県感染症対策連絡協議会ICN分科会5）

○櫻井佐智子（さくらい さちこ）1,5）、伊藤 錬一2,5）、
川合 理恵3,5）、川島 崇4）

【背景・目的】近年、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、全ての医療従事者
に感染対策における知識と技術の習得が求められることとなった。今回、高齢者介
護保険施設等及び障害者支援施設等職員と中小医療機関のリンクナースを対象に
感染対策研修会を開催した。研修会をきっかけに感染対策の現状を知り、今後の人
材育成を目的にアンケート分析をしたので報告する。

【方法】研修は 3 回シリーズで、各研修終了後にアンケートを実施。アンケートは職
種、所属勤務年数、研修内容は自施設で活用できるかなどとし、自由記載欄も設け
た。アンケート回答率を上げるため QR コードを活用、各研修会終了後に回答時間
を設けた。アンケートを集計し、参加者の理解度、不足している知識等を検証する。

【結果】高齢者等施設研修会のアンケートから、講義内容の理解できたという回答は
多かったが、防護具の着脱、吐物処理に不安があることがわかった。理由は防護具
を使う機会がない、着脱に焦ってしまう、吐物処理をする頻度が少なく慣れていな
い等であった。ゾーニング演習は基本を理解しつつ他施設の話を聞くことができ、
学びがあったという意見があった。現場指導につながるかの質問に、不安があると
いう回答は 24％、その理由は現場職員個々の価値観の違い、業務が忙しい、発言を
するのが苦手等であった。リンクナース研修会でも講義内容は理解できたという回
答が多く、個人防護具の着脱と吐物処理演習は復習の機会になっていた。ゾーニン
グ演習のグループワークでは、患者の特性を考慮した対策の必要性がわかったな
ど、学びの機会になっていた。参加者の 90％ 以上が自施設での活動に活かせると回
答した。

【結論】高齢者等施設職員は講義内容を理解でき、職場で活かしたいという意欲はあ
るが、不安もあることがわかった。またコスト面を気にする回答もあり、実際の業
務に落とし込めるよう継続した関りと教育が必要と考える。リンクナースは高齢者
等施設職員に比べると、現場で感染対策を実践している人が多い。そのため、正し
い感染対策の指導ができるよう、継続教育が必要である。自施設活動に自信がなく、
支援を必要とする参加者もいたため、相談できる支援体制の構築が必要である。

P2-076 感染対策の講義形式の検討～感染
対策に興味をもってもらうための
試行錯誤～

JA長野厚生連佐久総合病院
○中澤 友也（なかざわ ともや）

【背景・目的】2018 年度より付属の専門学校で感染対策の基本について講
義を行っており、一方的な伝達にならないように工夫をしながら準備・実
施はしていた。しかし、学生たちの反応からは興味が薄い印象を持ってい
た。そこで、どのような講義形式が一番興味をもって学べるか検討した。

【活動内容】対象は付属看護学校の学生 54 名。与えられた講義時間は 1
コマ 90 分を 3 回。その中で、座学、ボードゲーム、症例検討の 3 つの授業
形態を実施し、講義後にどの形態の授業が良かったのか選択（複数回答可）
してもらい、その結果を評価・考察した。座学では、標準予防策や経路別
予防策についてスライドを用いて講義を実施した。ボードゲームは、モ
レーンコーポレーションが提供している「Save!」を使用し、各グループ協
力して問題に取り組んでもらった。症例検討では COVID-19・インフルエ
ンザ・胃腸炎のアウトブレイク症例に対して、グループごとに検討しても
らい、対策や問題点についてプレゼンテーションしてもらった。

【成果・考察】アンケート結果では、ボードゲームが良かったと回答した学
生が 70％ と多く、「ボードゲームは適切な感染対策について自ら考える機
会にもなったのでまたやりたい・ボードゲーム SAVE は回数をこなした
ら予防策は完璧にとれる良いゲームだと思った」などの感想が聞かれた。
次いで症例検討が 64％ と多く、「話を聞いているだけじゃなくて自分たち
も実際に考えてみる参加型で印象に残りやすかった・実体験が交えられ
た授業でより医療のことが知れてよかった」といった感想が聞かれた。体
験型の講義を希望が聞かれる一方で、半数は座学も必要と回答していた。
今回の学生への講義形式の検討では、ボードゲームや症例検討などの体験
型の講義形式の評価が高かった。基礎的な情報を座学などで伝達したうえ
で、体験型の講義形式を併用することで、感染対策に興味を持ってもらえ
る可能性が示唆された。感染対策への興味については、学生だけでなく新
人を含む医療従事者への教育を実施するうえでも重要と考え、今後もより
良い講義・研修の実施について検討していきたい。

P2-077 組織風土の醸成を目的とした当院
職員の「声掛け」に関するアンケー
ト調査の報告

東京医科大学病院 感染制御部1）、東京医科大学病院 中央検査
部2）、東京医科大学病院 薬剤部3）、東京医科大学病院 感染症
科4）

○奥川 麻美（おくがわ あさみ）1）、堀之内莉菜1）、
伊藤 幸子1）、山口 大1）、三浦 悠里1,2）、
下平 智秀1,3）、中村 造1,4）、渡邉 秀裕1,4）

【背景・目的】当院の組織風土の現状を把握する目的で、職員を対象とした
「声掛け」に関するアンケート調査の結果を報告する。
【活動内容】方法 1．対象：委託職員を除く全職員
2．アンケートの周知方法：病院内の EV ホールを中心とした壁へのポス
ターの貼付と院内電子掲示板への掲載
3．回答方法：Microsoft Forms による回答
4．回答期間：2024 年 4 月 15 日～5 月 31 日
5．アンケート内容：1）属性（職種、経験年数）2）声掛けして良かったこ
と、声掛けして怒られたこととその詳細（自由記載）3）また声掛けしたい
と思うか 4）同職種への声掛けのしやすさ、他職種への声掛けのしやすさ

【成果・考察】結果 1．属性：回答率 22％（N=606）内訳は看護師 52％、
医師・歯科医師 14％、事務職 13％、その他の医療技術職 21％ であった。
2．声掛けして良かった経験がある人は 88％ であった。一方で声掛けして
怒られた経験がある人は 30％ であった。詳細から医師に怒られたのが
77％ と多かった。3．同職種への声掛けのしやすさは 88％ であったのに対
して、他職種への声掛けのしやすさは 64％ に留まった。
考察 アンケートの結果から、医師に提案しにくい状況が存在しているこ
とが分かった。医療のヒエラルキーに囚われず、誰にでも何でも自由に伝
えられる（Speak up できる）環境を形成することが重要である。
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P2-078 新人薬剤師に向けた感染制御研修
の取り組みと課題

神奈川県立こども医療センター 薬剤科1）、神奈川県立こども医療
センター 感染制御室2）、神奈川県立こども医療センター 検査
科3）

○高橋 実希（たかはし みき）1）、清水 祐一1,2）、
三觜菜々子1）、山下 恵2,3）、鹿間 芳明2,3）

【背景・目的】令和 6 年より厚生労働省から薬剤師臨床研修ガイドラインが
策定され、薬剤師卒後研修の充実が求められている。感染制御は必修項目で
あり、院内感染対策チーム（ICT）や抗菌薬適正使用支援チーム（AST）へ
の参加が推奨されている。神奈川県立こども医療センター（以下、当院）で
は薬剤師の卒後研修として、新人に向けた病院薬剤師レジデント制度を設け
ており、感染制御の分野では、ICT・AST 研修を行っている。令和 4 年から
は臨床検査技師から学ぶ細菌検査研修を開始した。当院レジデント研修を修
了し、現在は ICT・AST で活動する薬剤師の立場から、令和 4 年以降の
ICT・AST 研修の取り組みと今後の課題を報告する。

【活動内容】令和 4 年 7 月から 6 年 12 月の期間で、12 名の薬剤師レジデント
が研修に参加した。主な研修内容は以下である。1）新生児・小児を含めた抗
菌薬の使い方事前講義 2）ICT 院内ラウンド 3）当院患者の使用抗菌薬適否の
考察と AST での発表 4）臨床検査技師による薬剤耐性菌や抗菌薬効力判定
の講義、グラム染色と口腔内細菌検査、質量分析装置を用いた菌同定の実践
5）アンケート調査

【成果・考察】研修後のアンケート調査は回答率 100％（12 名中 12 名）であっ
た。結果は研修の理解度について、よく理解できた（42％）、理解できた

（50％）、普通（8％）であった。満足度について、とても満足（84％）、満足
（8％）、普通（8％）であった。研修内容の実務への有用性について、非常に
有用（92％）、有用（8％）であった。レジデントからは「実際に細菌検査を
体験し、流れを理解できて良かった」「細菌検査で気になることがあれば、積
極的に検査科と関わりたい」という感想があり、他職種から学ぶ細菌検査研
修を開始したことで、研修全体の満足度と有用性の高い評価につながったと
考えられる。研修の理解度をより向上させるには、新人薬剤師の研修前の感
染制御に関する知識はそれぞれ異なるため、抗菌薬や ICT・AST 活動の事
前知識は重要であり、事前講義をレジデント個人のレベルに合わせて行う必
要がある。不足していた研修について、TDM 解析の理解を深めたかったと
いう意見が最も多く挙げられ、TDM 勉強会の実施が今後の課題である。

P2-079 膀胱がんBCG療法を通じて薬物治
療と感染対策の視点から学べる薬
学部実務実習モデルの構築

国家公務員共済組合連合会 東北公済病院
○千葉 博暁（ちば ひろあき）、富樫 ふみ、竹中 尚美

【背景・目的】当院では膀胱がん BCG 療法を 1 泊 2 日の体制で治療を提供
している。薬学実務実習生に対する指導・学習内容は多岐にわたり、感染
症疾患についても限られた期間内に効率よく学習する機会の提供が課題
であった。また、ICT 及び AST 等のチーム医療の認知度が低いという課
題があった。今回は当院で行う実務実習の継続的な受け入れから構築して
きた実習モデルを紹介する。

【活動内容】当院は 11 週間の中で病棟業務の割り当てが 8 週あり、1 名の
病棟薬剤師が 1 人の実習生に 1 週間の枠内で実習を担当している。泌尿器
科の場合、病棟薬剤師は腎盂腎炎などの尿路感染症に始まり、BCG 療法の
導入から治療アルゴリズムの学習、抗菌薬の処方解析、ワクチン接種に係
る情報提供や消毒薬の安全な取り扱いなどを患者及び医療スタッフに指
導している。BCG 療法はウシ型結核菌を用いるため、結核菌の環境汚染

（適切な PPE の着脱、安全なミキシング、感染性を無くした状態での薬液
廃棄等）を避けること、患者が結核感染を防ぎながら BCG 治療を完遂でき
ることが求められ、薬剤師が密接に関与する部分は多い。2025 年 1 月には
BCG 療法をより安全に行うため、薬液を充填するシリンジをルアーペー
パー式からルアーロック式に変更した。

【成果・考察】臨床の現場においてがん領域と感染領域に跨る複雑な薬学
的介入ポイントがある場合は少なくない。膀胱がん BCG 療法を実習モデ
ルにすることで、各論毎に講義するフローを構築し、このフローに基づき
発表者以外の若手薬剤師が、泌尿器科の実務実習を担当することができ
た。フローを繰り返し使用することで明らかになる課題は泌尿器科ミー
ティングで検討を行い、診療科マニュアル、看護手順書及び病棟業務マ
ニュアルに明文化するなど継続的な PDCA サイクルを意識していく必要
がある。また、実習生が院内巡視やカンファランスに参加することで、ICT
及び AST の認知度を上げることができた。チーム医療を理解する際に、
医療安全の視点を意識して取り入れることは医療従事者の安全衛生管理
の視点からも重要である。

P2-080 感染対策が必要な看護補助業務の
指示の在り方に関する研究

大阪公立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程1）、大阪公立大
学大学院 看護学研究科2）

○梅本 智（うめもと さとし）1）、佐藤 淑子2）

【背景・目的】チーム医療において看護師から看護補助者への業務委譲が
進められており、看護師は感染対策を踏まえて看護補助業務の指示を出す
必要がある。看護補助者への指示出しに関する課題が報告されているが、
感染対策が必要な看護補助業務について看護師がどのように指示を出し
ているのかは明らかにされていない。本研究の目的は、感染対策が必要な
看護補助業務について看護師がどのように指示を出しているのかを明ら
かにすることである。

【方法】大阪府内の看護補助体制充実加算を算定した施設で、看護補助者に
直接ケアと周辺業務の指示を出した経験のあるクリニカルラダー II 以上
の看護師 9 名を対象に半構造化面接を実施した。逐語録から、看護師がど
のように指示を出しているのかを読み取れる部分を抽出し、コード化した
後、サブカテゴリー、カテゴリーに集約した。分析の確実性・妥当性の確
保のため 6 名の協力を得てメンバーチェッキングを実施した。大阪公立大
学大学院看護学研究科研究倫理審査委員会の承認を受けて実施した（承認
番号：2024-22）。

【結果】看護師 9 名中 5 名は看護補助者との協働のための研修を受講した
経験がなく、7 名は指示出しについて学んだ経験がなかった。感染対策が
必要な看護補助業務について看護師は、〈看護補助者が患者の感染症情報
を共有できるような指示〉〈感染対策の必要性を判断した上での指示〉〈汚
染を広げないことを意識した指示〉〈看護補助者への教育的関りを意識し
た指示〉を出しており、指示通り実施されなかった場合には、看護補助者
に直接指導したり、病棟責任者と連携して対処していた。

【結論】感染対策が必要な看護補助業務の指示の在り方として、看護師は、
看護補助者が患者の感染症情報を共有できるようにして、スタンダードプ
リコーションを意識して感染対策を指導しながら指示を出し、業務を終了
するまで患者の安全を担保しつつ看護補助者自身も安全に業務を実施で
きたか確認する必要があると考えられた。そのためには、看護師が適切な
指示を出せるよう研修会と看護補助マニュアルの充実と活用が必要とな
る。

P2-081 感染管理専門介護職養成プログラ
ムの評価と課題

茨城県立医療大 医科学1）、神栖済生会病院 感染管理室2）、筑波
大学附属病院 感染制御部3）、西部メディカルセンター 感染対策
部4）

○小瀧 紀子（こたき のりこ）1）、山口 芳子2）、
堤 徳正3）、海老澤裕美4）、桜井 直美1）

【背景・目的】COVID-19 の流行は日常生活介助の場とする高齢者施設、特
に日常生活介助を目的とした特別養護老人ホームに大きな影響を与えた。
そこで、特別養護老人ホームで勤務する介護職員が感染防止のための知
識・技術を修得し、自ら考えて必要な感染対策を実践できる人材育成を目
的とし、令和 3 年度より感染管理専門介護職養成プログラムを開始した。
令和 4 年 9 月に初級、令和 5 年 7 月に中級、12 月に上級を開講し、令和 6
年 8 月に初めて 4 名の全プログラム修了者を輩出した。上級プログラム修
了者を輩出したことから本プログラムの内容改善のための評価を行った。

【活動内容】プログラムは初級・中級・上級ステップアップ方式で、それぞ
れオンデマンドによる講義やグループワーク・実技実習や実験実習、実践
実習を経て終試験を実施している。初級・中級・上級プログラムにおい
て、受講生に講義・実技実習・実践実習の指導を担当した感染管理認定看
護師 4 名を対象とし、半構造化インタビューを集団で実施し結果からカテ
ゴリー分けをしてプログラムの評価と課題の抽出を行った。

【成果・考察】分析をした結果より 1：オンラインツール使用における課
題 2：実践指導の方法 3：受講生のフォローアップ 4：プログラム構成の
4 つのカテゴリーが抽出された。1 は講義・実践実習時の課題提出や相談
に使用しているオンラインツールの煩雑さが挙げられた。2 では実践実習
中の指導はオンラインツール上での書面指導と、オンライン会議を使用し
た中間評価・最終評価であったため、施設全体の概要把握や、受講生が立
案した計画に対して適切な指導ができているかに対する指導者の不安が
あげられ、今後は施設を訪問し対面での指導の機会を検討する必要性が明
らかになった。3 では受講生の学習習熟度を測ることや、施設内で感染対
策実践を率先して行うためのスキル向上として、養成プログラムの講師を
担当し、伝える力、学習準備を自らすること、4 ではプログラムの構成を
一本化して目標設定を一元化し、学習内容の難易度を下げることでプログ
ラム途中での離脱者を減らせるのではないかとの示唆を得た。
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P2-082 群馬県における感染症対策の取り
組み―地域での中小病院、高齢者施
設、障害者施設等との連携―

川島内科クリニック1）、群馬県感染症対策連絡協議会2）、群馬県医
師会3）

○川島 崇（かわしま たかし）1,2,3）

【背景・目的】群馬県では「群馬県感染症対策連絡協議会」を設立して全県で
の感染症対策の連携を行っている。新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クにおいては、地域での感染症対策連携の重要性が再認識された。地域での
感染症対策及び連携の強化のため、令和 6 年度は、中小病院のリンクナース
研修会及び高齢者施設等の研修会を開催した。

【活動内容】研修内容は、ICN（感染管理看護師）分科会で作成し、各地区で
微調整して使用した。リンクナース研修会は、群馬県内の ICN がいない病院
を対象として募集した。なお、有床診療所等の希望する診療所の参加も受け
付けた。研修会は全 3 回（総論、各論、実技等）で、県内 2 カ所（前橋市と
伊勢崎市）で開催した。研修終了者には、群馬県及び群馬県医師会より修了
証を交付した。高齢者施設等の研修会は、群馬県内で把握できている高齢者
施設等を対象に募集を行った。研修会は全 3 回（総論、各論、実技等）とし、
各地区医師会、保健所等と連携して県内の全医療圏（12 カ所）で開催した。
1 回のみの参加者には参加証。3 回全ての参加者には修了証を交付した。

【成果・考察】リンクナース研修会では、対象の 93 病院のうち、62 病院から
申し込みがあった。診療所等からの申し込み 15 名とともに、県内 2 カ所で研
修会を開催した。3 回の研修終了者は、59 病院、13 診療所であった。高齢者
施設等の研修会には、1131 施設のうち 383 施設からの計 506 名、障害者施設
は 51 施設のうち 27 施設からの 28 名の申し込みがあり、県内の全医療圏で
開催した。3 回の研修終了者は、高齢者施設 278 名、障害者施設 26 名であっ
た。
多くの施設からの参加があり、感染対策の必要性が認識されていると考えら
れた。リンクナース研修会は約 2/3 の病院、障害者施設は約半数、高齢者施
設は約 1/3 の参加であった。各施設での感染対策向上に資するとともに、各
地区の ICN と連携することが出来た。
令和 7 年度は、行政・医師会等と連携して参加できなかった施設への研修を
行うとともに、研修修了者へのフォローアップ研修を予定している。
研修会の開催にに主体的に関わっていただいた ICN の皆様に深謝いたしま
す。

P2-083 介護老人保健施設等における感染
対策の質向上への取り組み

戸田中央メディカルケアグループ本部 看護局1）、熱海所記念病
院2）

○高橋 峰子（たかはし みねこ）1）、笠原美代子1）、
西島 志枝2）、片岡 恵子1）

【背景・目的】当グループは医療、介護等 120 施設が連携し各地域にヘルス
ケアサービスを提供している。 COVID-19 やインフルエンザの猛威の中、
現場指導のため施設へ度々訪問した。第 1 優先は感染拡大防止であり、感
染対策の標準化について詳細な評価は困難であった。福祉サービス第 3
者評価はあるが、感染対策に関する評価項目は組織体制など極めて限局的
であり、病院機能評価に匹敵、感染対策に特化したものは見当たらない。
今回、質向上のため自己評価、他者評価、ヒアリング、ラウンドを組み合
わせたチェックリストを運用し、いくつかの標準化に向けた改善に成功し
たので報告する。

【活動内容】東京都福祉保健局が公開している医療機関用の「院内感染対策
のための自主管理チェックリスト」を基盤に内容を高齢者介護施設でも使
えるように調整した。現場で改善が進まなかった対策や標準化したい内容
を追加し「感染防止対策のためのチェックリスト」とした。本リストは、
感染防止のための組織体制から感染症 BCP までを含む 5 部構成とした。
チェックリスト自体の評価も踏まえ、まず 5 施設を対象とした。各施設は
自己評価を A、B、C で記入し、介護部感染対策委員会メンバー 4 人程度
で施設訪問し、ヒアリング、ラウンドを行い感染対策の標準化、改善への
根拠を説明した。最終的に他者評価を入れたチェックリストを施設へ返却
し施設内での取り組みを促した。同時に、介護老人保健施設に共通した問
題点を挙げ、改善を促進した。

【成果・考察】各施設の抱えている問題の明確化と課題が整理できた。尿道
留置カテーテルは非閉鎖式を導入している施設が多く、挿入のための滅菌
手袋や攝子もないため無菌操作ができないこと、末梢静脈ラインの挿入部
には衛生管理が不足状態での非滅菌のパーミロールが使用されていたこ
となどが判明した。これらを共通の要改善事項として取り組みを促し閉鎖
式尿道留置カテーテル、滅菌フィルムドレッシグ材の導入に成功した。自
己評価で自施設の現状と感染防止対策としてどうあるべきか把握しても
らい、実際にヒアリングとラウンドで改善への根拠を示し他者評価とした
ことで、取り組むべき課題が明確になったものと考える。

P2-084 病室入退時に着目した手指消毒実
施向上の取り組み～ナッジ理論を
活用して～

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 看護部1）、名古屋市
立大学大学院 看護学研究科2）

○河合 晴美（かわい はるみ）1）、安岡 砂織2）

【背景・目的】当院の一般病棟（11 部署）における 1 患者あたりの手指消
毒使用回数の目標は、WHO が定める 20 回に設定し、看護部感染リンク
ナース会と感染管理認定看護師（以下 CNIC）を中心に活動をしている。
目標を達成したのは 2023 年度が 2 部署に対して、2024 年度は病院機能評
価受審の助力もあり、11 部署に増加した。集計している手指消毒使用量の
大半が手指消毒薬を携帯している看護師個人使用量のため、手指消毒薬携
帯率の低い職員への介入が課題であった。そこで今回、目標未達成の 2
部署に対して病室入退時の手指消毒に焦点を当て、ナッジ理論を活用した
手指消毒実施の自発的行動の誘導に取り組んだ効果を検討した。

【活動内容】対象は、A 部署（外科系）と B 部署（内科系）の病室を出入
りする全職員で、介入期間は、2024 年 12 月 1 日～12 月 31 日とした。介入
方法は、1．行動変容を促す掲示として、CNIC は「手指消毒のため一旦停
止」の標識と足跡のイラストを作成し、リンクナースは病室前に掲示をし
た。2．行動変容を促す啓発として、リンクナースは朝のミーティングで
WHO 手指消毒の 5 つのタイミングを唱和した。CNIC は部署ラウンド時
に、訪れていた職員に標識の存在と手指消毒実施の声かけをした。なお、
介入は 2 部署の所属長とリンクナースへ趣旨を説明し同意を得て実施し
た。成果の評価は、手指消毒薬使用量と回数を介入前後で比較した。

【成果・考察】介入後の手指消毒使用量は A 部署が 4135ml、B 部署 1655
ml と両者とも増加した。職員 1 人あたりの平均個人使用量は A 部署が介
入前 653ml で介入後 792ml、B 部署が介入前 772ml で介入後 851ml と大
きな変化はなかった。使用回数は A 部署が 15.9 回から 18.4 回、B 部署は
17.2 回から 17.8 回と両部署とも 20 回の目標は達成できなかった。介入前
後の延べ入院患者日数に大差はなかった。個人使用量に変化がないことか
ら、手指消毒薬を携帯していない職員や患者及び家族が掲示の影響で使用
されていたと考えられる。職員に向けての啓発であったが、副次的な効果
として患者及び家族を巻き込んだ体制の構築が有効であることが示唆さ
れた。今後も多職種と協働しながら、感染管理における組織風土の醸成に
繋がる自発的行動を誘導する取り組みを継続していく。

P2-085 ハタ科魚類喫食によるパリトキシ
ン様毒中毒疑い発生事例

都城市郡医師会病院
○徳永 智三（とくなが ともみ）、横川 三月

【背景】パリトキシン（以下 PTX とする）様毒中毒は、本邦では 1953 年か
ら 2023 年に 48 件の中毒報告がある。148 名報告され、うち 8 名が死亡して
いる。有毒種はブダイ科の魚類の報告が多く、ハタ科の魚類による報告は 3
件のみである。PTX 様毒中毒は、嘔吐や下痢などの消化器症状がないため、
食事内容を確認することがない。今回、全身の筋肉痛を主訴に横紋筋融解症
と診断し、ハタ科魚類の喫食から PTX 様毒中毒を疑った事例を経験した。
PTX 様毒の検出はなかったが、最も可能性の高い要因と考えられたため報
告する。

【症例】患者 A：56 歳男性現病歴：来院 2 日前から頚部痛、両側上腕痛があ
り。全身の激しい筋肉痛があり当院紹介される。来院 3 日前から前日まで、
ハタ科魚類を自身でさばき喫食している。既往歴：糖尿病、脂質異常症、頭
部白癬内服歴：グリメピリド、アトルバスタチン、テルビナフィン経過：来
院時 CK13538、横紋筋融解症診断し入院となる。第 3 病日に CK45193、第 5
病日 CK7819 で自宅退院となる。外来で第 17 病日に CK98 と正常値を確認
し終診となる。
患者 B：58 歳女性（患者 A 妻）現病歴：来院前日より頚部痛あり。夫の診療
時に、ハタ科魚類喫食と同様の症状があると申告あり。経過：受診時 CK
2748。自宅療養となる。翌日再診時にふらつきがあり補液実施する。CK2548
で自宅療養となる。
患者 C：23 歳女性（患者 A・B 娘）現病歴：来院 3 日前に一緒に食事してい
る。頚部痛あり。経過：CK1131 で自宅療養となる。第 2 病日に管轄保健所
に PTX 様毒中毒の報告をし、残食材、患者血清を提出する。PTX 様毒の検
出なし。

【考察・結論】当初、薬剤性の横紋筋融解症を疑ったが、妻からハタ科魚類を
食べたこと、夫と同様の症状があるとの申告があり PTX 様毒中毒を疑った。
PTX 様毒は検出されなかったが、ハタ科魚類の喫食による PTX 様毒中毒が
最も可能性が高いと判断した。当院で過去 5 年間に横紋筋融解症と診断した
症例は 183 例あったが、このうち食事内容を確認した症例は 0 件だった。横
紋筋融解症の要因に、PTX 様毒の認知がなく、見過ごされている可能性が示
唆される。院内では横紋筋融解症の要因として、有毒種の喫食を確認する体
制づくりが必要である。また、迅速かつ確実な検査方法の確立が望まれる。
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P2-086 当地域での救急隊における感染対
策への取り組み2―消防署訪問活
動を通して―

日本赤十字社 高山赤十字病院1）、JA岐阜厚生連 飛騨医療セン
ター 久美愛厚生病院2）、地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病
院3）、国民健康保険 飛騨市民病院4）

○後藤 泰代（ごとう やすよ）1）、横山 敏之2）、
畦畑なおみ2）、牛丸亜由美2）、山下由起子3）、中林 玄一4）

【背景・目的】当地域ではメディカルコントロール協議会にて感染防止委員会を設
け、インフェクションコントロールドクター、感染管理認定看護師を含む看護師、
保健所職員、救急隊員を委員とし、感染対策マニュアル策定や研修会を行っている。
しかし実際のマニュアルの活用状況、救急車内の環境等の把握はできていなかっ
た。そこで平成 31 年度より消防署訪問を行い、現状把握と改善に向け活動してい
る。今回その活動を報告する。

【活動内容】訪問を始めた 2 年間は各消防本部へ赴き、令和 5 年度からは消防本部以
外の署所を訪問した。訪問活動を開始した当初は、前回指摘事項の未周知、変更さ
れていない、改善後に元に戻っている状況が見受けられた。感染防止委員会からの
フィードバック方法が統一されていなかったことや、消防署内での情報共有も不十
分であったことが要因と考えられたため、令和 5 年度からはチェックリストを作成
し、実施報告書を作成、現場へのフィードバックと委員会内での情報共有を行った。

【成果・考察】今回チェックリストおよび実施報告書を基に、各消防署では自部署で
の改善に取り組み、委員は会議の際に、画像や進捗を交えた報告とし全体で共有す
るこどができた。主な指摘項目は、各種消毒薬の管理方法、手指衛生の環境、衛生
材料の管理方法、個人防護具の設置方法であった。チェックリストはどの委員が訪
問しても、観察の視点がわかり、訪問時の時間の有効活用にもつながったと考えら
れる。
当初、訪問時に指摘を受けることへの拒否的な反応もあった。医療機関では第三者
評価を受ける機会はあるが、消防署ではそのような機会がないためではないかと考
えられる。しかし客観的評価は大切であり、医療機関や保健所職員と直接会話がで
き、整理整頓をはじめ環境改善を考え改善できる良い機会となったとの意見も得ら
れている。病院前救護活動において感染対策をより良いものにするためにも地域の
メディカルコントロール協議会をはじめ、医療機関、保健所との協力は必要である。
日頃から顔の見える関係であることを強みに、今後も継続し、より良い活動になる
よう検討していく必要がある。

P2-087 天草地域における感染症患者搬送
訓練～診療所からの搬送訓練の実
施～

独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院
○坂本 陽子（さかもと ようこ）、山本 直美、
三田由美子、尾﨑かおり

【背景・目的】天草地域では、感染症患者等が発生した際における、医療機
関の感染対応能力向上と患者等移送訓練体制の強化を図ることを目的と
して、感染対策向上加算を算定している医療機関や保健所、広域連合消防
本部（以下消防と略す）と協力し、天草地域感染症患者搬送訓練を年 1
回開催している。当院は、天草地域の中で唯一の第二種感染症指定医療機
関となっており、二類感染症や新興感染症等の受け入れ病院としての役割
を担っているため、この訓練の企画、運営に積極的に関わった。今回、診
療所に来院した患者が、鳥インフルエンザ疑似症例として当院へ搬送した
訓練と、防護用具の着脱訓練を行ったので報告する。

【活動内容】訓練には 26 施設 69 名の参加者があった。診療所へインフルエ
ンザの症状がある患者が来院。患者が野鳥の死骸に触れた経緯から、鳥イ
ンフルエンザが疑われ、診療所から保健所へ相談となる。保健所の指示で、
検体採取、提出まで診療所が行い、患者は帰宅となる。検査の結果、鳥イ
ンフルエンザ疑似症例となった。患者は、自宅で症状が悪化し、保健所が
消防への搬送依頼と当院への受け入れ要請を行い、患者搬送を行った。訓
練の様子は、情報端末を利用して生配信することで、訓練参加者が同一場
所で、訓練の状況を見学できるようにした。搬送訓練終了後に、防護用具
の着脱訓練や搬送訓練の検証会と訓練に関するアンケート調査を実施し
終了した。

【成果・考察】診療所に患者が来院するという想定は、診療所の医師や看護
師の参加もあり、自身の施設内でも起こることであるという意識付けにつ
ながった。アンケートや検証会の結果から、生配信は医療機関、保健所、
消防の対応を同時に視聴することができ、一連の流れがわかりやすかった
との意見が聞かれた。また、患者の待ち時間が長いことや、不安にならな
いような説明が必要であること、自宅待機中に、時間外に症状が悪化した
場合の連絡方法が不明確等の意見もあった。防護用具の着脱訓練に関して
は、着脱方法が再確認できたなどの意見が多く聞かれた。今後、時間外で
の対応や、患者の待ち時間等を課題とし、訓練が有意義な内容になるよう
取り組んでいきたい。

P2-088 感染管理認定看護師として災害へ
の備え運用

くまもと森都総合病院 感染対策室
○満井美奈子（みつい みなこ）

【背景・目的】全国各地で自然災害や人為災害が頻繁に起こっている。どち
らも予期せぬタイミングで起こるため、備蓄の種類や量が検討されてい
る。新型コロナウイルス感染症のパンデミック時にはアルコール消毒剤の
不足や個人防護具等、医療者を守る物品が不足しパニックになり、院内に
ある資源を駆使して患者対応した。これらの経験から今後起こりうる災害
に対して、感染対策物品の備蓄（種類・量）を検討し、どのように管理運
用していくのか検討したので報告する。

【活動内容】院内の感染対策物品の種類の検討、備蓄量、保管場所、運用の
検討感染対策委員会に提案、用度課との運用検討、物流管理業者の保管量
調査備蓄庫設置場所検討、病棟備蓄管理検討、備蓄保管庫設置、病棟物品
保管場所決定

【成果・考察】備蓄の品目として使用期限がある物、日常で使用する物、災
害時のみ使用する物、保管場所の環境（温度、湿度、換気等）に注意が必
要な物を分類し、配置場所を検討。患者に直接使用する防護具等は病棟周
辺に、廃棄物などに関連するものは院外倉庫、手術処置などに関連するも
のは手術室近くに配置、滅菌に関連する機器類の選定、外来や救急部門で
使用するものは救急部門倉庫と、それぞれに配置した。用度課と感染対策
室で在庫の状況、使用期限等をチェックし通常使用している材料などは長
期休暇（ゴールデンウイーク・年末年始）や新人研修などで使用し、定期
的にローテーションした。防護具の必要量を検討した際、新型コロナウイ
ルス感染症の隔離病棟を運用した際の必要量を基準に計算したが、現在の
個室隔離の際に使用している量を試算したところ、認知症のある高齢患者
の入院が増えたことで頻回訪問と各個室管理で防護具の使用量が大幅に
増加。2 ヵ月の必要量を再検討した。停電時や断水時に必要な物などは日
常では使用しない物である為、どのように管理して運用するのか検討。で
きるだけ破棄しないで使用できるものを採用し、工夫していくことが重要
である。病院経営上、使わない物に予算を設けるのは抵抗があるが、日常
で使用する工夫が出来れば、備蓄として運用していく効果があると考え
る。

P2-089 陰部清拭用ワイプシートの導入に
よる効果について

公立西知多総合病院 感染対策室
○山田 昌矢（やまだ まさや）

【背景・目的】A 病院は 2040 年問題に対して、人員の確保、業務の効率化
や医療デジタルトランスフォーメーションの導入を進めている。その一環
として、感染対策の視点で清拭用陰部清拭用ワイプ（以下ワイプ）の導入
を検討した。業務効率の向上による経済効果、感染リスクの低減、看護の
質向上への可能性が確認され、導入決定した経過を報告する。

【活動内容】試験導入を 2 病棟で 14 日間行い、ワイプの試験導入前後で陰
部洗浄用ボトルを使用した陰部洗浄との準備・ケア・片付けに要する平
均的な時間を 42 名の試用者にアンケート調査した。また陰部洗浄の改意
見を調査した。試験導入前に効果や目的、製品使用のポイントについて説
明会を行った。アンケートの結果から業務の効率化による経済的効果、感
染対策上のリスク低減が図れることを確認し、看護の質向上の効果も期待
できるため導入決定に至った。

【成果・考察】陰部洗浄ボトルを使用した場合の準備・ケア・片付けの平
均時間は、先行研究による調査結果では準備（4.9 分）・ケア（6.6 分）・片
付け（9.9 分）で合計 21.4 分とされていた。ワイプを使用した今回の結果で
は、準備（0.7 分）・ケア（3.1 分）・片付け（1.9 分）で合計 4.5 分だった。
業務効率の効果をワイプ導入の前後で、一連の業務にかかる人件費、防護
具、洗浄剤、その他の物品、洗浄・消毒を 1 病棟/月のコストで比較した。
導入前は 348,778.1 円だったが、導入後は 171,259.5 円となった。人件費の
みでは 336,658.1 円が 76,957.5 円となる。それを物品コスト増の 82,187 円
に対し、時間削減による人的コストで相殺することで経済的効果があると
考えられる。その他洗浄時の曝露による感染リスクの低減、ボトルによる
交差感染のリスクも低減できると考える。また、削減できた時間で患者に
追加の保清ケアができたり、会話を聴く時間が作れたなどの意見があり、
看護の質向上にも効果が期待できると考えられる。物品コストの増加に対
して時間削減による人的コストでの経済的効果を、単純にコスト削減とな
らないとの意見もあった。しかし感染リスクの低減や看護の質向上が期待
できることを併せて提言したことが、導入の決定へ影響したと考える。
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P2-090 令和6年能登半島地震および令和
6年奥能登豪雨の被災地保健所に
おけるレジオネラ症届出と公衆浴
場衛生管理

石川県能登北部保健所
○中村 萌里（なかむら もえり）、後藤 善則

【背景】令和 6 年能登半島地震では密接した集団生活や断水等による環境衛生保持の
困難さが長期に渡り、避難所等で感染症が流行し DICT 始め保健医療支援チームが
感染制御の応援に入った。さらに令和 6 年奥能登豪雨に見舞われ、浸水地域は汚泥が
堆積し、復旧に多くのボランティアから支援を受けた。レジオネラ症は被災地で注意
すべき感染症で、1 月 1 日に厚生労働省が発出した事務通知にも記載があり、作業時
の防塵マスク着用が推奨されている。能登北部保健所ではレジオネラ症（四類感染症）
の届出受理後患者等への聞き取り調査に加え、感染経路として懸念される公衆浴場の
衛生管理の監視・指導等感染（水系・塵埃）防止対策に取り組んだので報告する。

【患者発生】令和 6 年の届出は石川県 49 例、管内 5 例と増加を認めた（令和 5 年 2
例、令和 4 年 1 例）。すべて肺炎型。診断は尿中抗原検査 4 例、遺伝子検査（LAMP
法）1 例。豪雨前が 3 例で、70 代女性は被災した自宅の片付け作業、70 代男性は農作
業をしていた。80 代男性は 2 か所の公衆浴場を利用していた。豪雨後が 2 例で、50
代男性と 60 代男性ともに解体・廃棄物処理に従事し、公衆浴場を利用していた。こ
れら公衆浴場はいずれも異なっていた。

【活動 1】管内 13 か所の公衆浴場が被災者と支援者に対する無料入浴支援に協力して
おり、保健所では 7 月以降順次監視・指導を実施した。患者聞き取り調査で利用が判
明した 1 か所を追加した。管理者に設備破損や浸水の被害、再開時の消毒・洗浄やレ
ジオネラ属菌検査の実施の有無、換水頻度（施設はすべて循環式）を聞き取り、残留
塩素濃度と浴槽水 ATP 値を測定した。追加した 1 施設では採水しレジオネラ属菌検
査を実施した。

【活動 2】浸水地域の高齢者施設や保育所を訪問し被害状況の確認、清掃や事業再開に
ついて協議した。

【活動 3】豪雨後は町中に土埃が舞う中、泥かきボランティアが増加。保健所はボラン
ティア受付窓口に出向き、活動時のレジオネラ症含む感染予防の注意喚起を行った

（6 日間で 9 回）。
【考察】営業再開時に衛生管理が杜撰になった入浴施設があり、災害後の主要施設巡
回は重要である。復旧復興作業が続くため被災者と支援者のレジオネラ症発生に注視
する必要がある。

P2-091 水道水における季節変動が塩素濃
度と微生物検出に及ぼす影響

宮崎大学医学部附属病院 感染制御部
○髙城 一郎（たかじょう いちろう）、力武 雄幹、
安藤 大介、河﨑 千穂、惠 稜也、土生 陵太、
平原 康寿

【背景・目的】近年、病院内の水系システムに起因する感染事例の報告が増
加している。当施設では、病院の大規模再整備後、臨床検体および水道蛇
口整流器からの Mycobacterium paragordonae 検出頻度が増加した。発症
症例は確認されず、Pseudo-outbreak と判断される事例を経験したことで、
水系に潜在する一般細菌や抗酸菌に対する感染対策の重要性を再認識し
た。そこで今回、水系環境調査を実施し、感染対策のさらなる向上を図る
ことを目的とした。

【方法】宮崎大学医学部施設内の対象蛇口 5 か所（整流器あり、なし）を選
定し、2023 年 12 月（冬季：水温 20.2℃）および 2024 年 8 月（夏季：水温
28.3℃）に調査を実施した。最終水道水使用後 1 時間、6 時間、24 時間、48
時間経過後に、以下の測定を行った。1．塩素濃度および pH 値の測定使用
直後、10 秒後、20 秒後、30 秒後、1 分後、2 分後、3 分後、4 分後に測定。
2．培養検査使用直後、1 分後、4 分後の水道水を採取し、細菌・抗酸菌の
培養検査を実施。本研究は宮崎大学医学部附属病院の倫理委員会の承認を
得て実施した。（承認番号：C-0045）

【結果】塩素濃度は最終水道水使用後の未使用時間が長いほど、0.1mg/L
以上に達するまでの時間を要した。特に最終水道水使用から 6 時間以上経
過した場合、使用直後の塩素濃度はゼロであった。一般培養検査では、夏
季・冬季を問わず、24 時間以上経過した検体からシュードモナス属菌が検
出された。また、抗酸菌検査では、夏季 1 時間後の検体から M.lentiflavum/
paragordonae/gordonae が検出され、6 時間経過後かつ整流器ありの検体
では使用直後および 1 分後の検体で M.paragordonae/gordonae の検出頻
度が高かった。シュードモナス属菌や抗酸菌が検出された検体の pH 値は、
いずれも水質基準内であったが、塩素濃度は 0.1mg/L 以下であった。

【結論】水道法施行規則では、給水栓での残留塩素濃度を 0.1mg/L 以上、pH
値を 5.8～8.6 と規定している。本調査の結果、特に夏季において、最終水道
水使用から 6 時間以上経過した場合、使用前に 10 秒程度水を流すことが
必要であることが示唆された。また、使用頻度の少ない蛇口の撤去も検討
される。さらに、整流器の管理にも注意が必要である。

P2-092 5年半続けたレジオネラ菌判明後
の給湯系水質調査

神戸市立西神戸医療センター 感染防止対策室
○磯目 賢一（いそめ けんいち）、新井まゆ子、
志喜屋亜衣、中島 佳代、池成 拓哉、山崎 貴之

【背景・目的】当院は 2019 年にレジオネラ肺炎の院内感染事例から給湯系
汚染が判明し、除菌対応を行った。レジオネラ除菌法は施設ごとの排水管
構造、規模、管内レジオネラ汚染の程度などで左右され、国内に明確なガ
イドラインはない。レジオネラ菌検出は短期的な問題だけでなく、配管内
のバイオフィルム形成を念頭においた長期的な対策、水質管理が必要であ
る。感染収束後も定期的なフラッシングと水質調査を続けていたが、2024
年 11 月で水質検査を終了したためこれを報告する。

【方法】2019 年 2 月から 2024 年 11 月まで毎月水質調査を行った。病棟系
の給湯栓は当初 351 箇所あり、調査箇所は病棟の特色、配管遠位端、末端
温度などから決定した。培養結果が陽性となれば同じ配管末端でフラッシ
ング 3 日間と陰性確認を行い、培養結果が数か月間陰性であれば調査箇所
を徐々に減らす方針とした。30 箇所/月程度から開始して 2020 年 7 月か
ら 20 箇所/月程度、2023 年 4 月から 14 箇所/月、2024 年 4 月から 11 箇所/
月まで減らして 11 月で終了した。管理指針として個室や浴室等では毎日
の清掃時にフラッシング、使用頻度が少ない箇所では 1 回/週の定期フ
ラッシングを行っている。シャワーヘッド・ホースは 2 回/年の洗浄・消
毒もしくは交換を行っている。

【結果】2019 年は 3 月と 4 月、9 月に陽性箇所を認めた。2020 年は 1 月と
7 月、2021 年は 1 月と 4 月、2022 年は 2 月、2024 年は 9 月に菌が検出され
たがいずれも加温殺菌で陰性化した。2020 年 1 月の菌量が最も多く 380
CFU/100ml だった。次いで 2021 年 1 月の菌量が 340 CFU/100ml だが、そ
れ以外は 10～50 CFU/100ml 程度であった。

【結論】除菌対応直後は蛇口の見落としや使用頻度の把握が不十分で殺菌
不足となることもあり、培養検査は必要な検査であった。約 1 年経過した
頃にやや多めの菌量が検出されたが原因は不明だった。2021 年 1 月は直
前に病棟で漏水事故があり、給湯温度が低下したためと考えた。菌が検出
した当初は半永久的に培養検査を続けていく方針だったが、定期的なフ
ラッシングで菌の検出は抑えられており、長期の培養検査は必須ではない
と思われた。

P2-093 UV-C照射装置による消毒と空調
清掃を実施したことによる落下細
菌・真菌の生菌数の比較検討

宮崎大学医学部附属病院 感染制御部
○安藤 大介（あんどう だいすけ）、惠 稜也、
土生 陵太、平原 康寿、河﨑 千穂、力武 雄幹、
髙城 一郎

【背景・目的】宮崎大学医学部附属病院（以下、当院）では、UV-C 照射装置を院
内感染対策に活用している。一般的に空調等の影響で落下細菌・真菌が発生する
が、UV-C 照射装置による落下細菌・真菌への消毒効果は明らかになっていない。
そこで、本研究では UV-C 照射装置を使用することで、落下細菌・真菌の生菌数
が減少するか調査した。さらに、空調清掃に UV-C 照射を追加した場合の落下細
菌・真菌の生菌数について調査したため報告する。

【方法】汚染度の等しい空調が設置された 3 つの個室病室を対象に比較検討した。
3 病室を UV-C 照射装置を使用しない病室、1 日のみ UV-C 照射を行った病室、3
日連続で UV-C 照射を行った病室に分けて検体採取を行った。検体採取は、床面
から 1m の高さに血液寒天培地とサブロー培地をセットし、空調機の真下と空調
機から 2m 程度離れた場所へ設置した。検体設置から 24 時間後に回収し、外注検
査へ同定を依頼した。また、全病室の空調清掃後に、同様の方法で検体採取を実
施し、比較検討した。なお、本研究は、宮崎大学医学部附属病院の倫理委員会の
承認を得て実施した。（倫理委員会承認番号：C-0175）

【結果】調査の結果、UV-C 照射装置による消毒の前後で落下細菌・真菌の生菌数
に明らかな差は認められなかった。一方、空調清掃後には UV-C 照射の有無にか
かわらず、全ての病室で落下細菌・真菌の生菌数が減少した。特に糸状菌の生菌
数が減少し、空調清掃前は 20～40 コロニーだったのに対し、空調清掃後は 0～10
コロニーまで減少した。

【結論】当院では空調周囲の真菌による汚染が長年問題となっている。今回の調査
で採取された落下細菌・真菌が、患者にどの程度影響を及ぼすかは不明だが、可
能な限り清潔な療養環境を提供する必要がある。今回の調査で、UV-C 照射装置に
よる消毒のみでは落下細菌・真菌の生菌数は減少しなかったが、空調の清掃を行
うことで落下細菌・真菌の減少を認めた。落下細菌・真菌の生菌数を減少させる
ためには、UV-C 照射よりも空調の清掃が有用である可能性が示唆されたが、本研
究は少数例を対象とした検討であり、更なる検討が必要である。今後も継続して
調査を行い、医療関連感染症防止に寄与できるよう取り組んでいきたい。



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－438－

P2-094 222nm遠紫外線照射による非結
核性抗酸菌の不活化効果の検討

東邦大学医学部 微生物・感染症学講座1）、ウシオ電機株式会社2）

○梶原 千晶（かじわら ちあき）1）、開米 玲奈2）、
厚井 融2）、舘田 一博1）

【背景・目的】紫外線は細菌やウイルスの増殖を抑制する強力な殺菌・不
活化能力を持つ。波長 254 nm の紫外線は一般的に使用されてきたが、皮
膚がんや角膜障害などの人体への有害性から、人がいる空間での使用には
制約があった。一方、波長 222 nm の遠紫外線は、人体への影響を抑えつ
つ病原体の不活化効果を発揮する。本研究では、222 nm 遠紫外線の非結核
性抗酸菌に対する不活化効果を検討した。

【方法】照射には 222nm の遠紫外線ランプ（ウシオ電機株式会社）を用い
た。Mycobacterium avium（M. avium）菌株は、JCM 15429、JCM 15430

（RBC）、M. avium 104、GTC 15314（NBRP）、および東邦大学医療センター
大森病院で保存されている臨床分離株を使用した。M. abscessus 菌株は、
JCM 13569 および臨床分離株を用いた。7H10 寒天培地に菌液を 102 CFU
ずつ塗抹後、35℃ で 10 日間培養しコロニーカウントを行った。また、24
ウェルプレートに菌液を 105 CFU ずつ播種後照射を行い、7H10 寒天培地
に塗布して培養した。照射条件は、10、30、60 分間でそれぞれ 8、24、48
mJ/cm2の照度であった。分散分析および Dunnett 法を用いて統計解析を
行った。

【結果】M. avium では、7H10 寒天培地上で 8 mJ/cm2の照射により菌数が
約 50％ 減少し、 24 および 48 mJ/cm2の照射では検出限界まで低下した。
一方、臨床分離株では 8 mJ/cm2の照射による菌数の減少は認められな
かった。M. abscessus では、全ての菌株で 8 mJ/cm2の照射により菌数が
25％ 以下まで減少し、24 および 48 mJ/cm2では検出限界以下まで減少し
た。また、菌懸濁液中でも、M. avium の臨床分離株は 8 mJ/cm2の照射に
耐性を示したが、24 および 48 mJ/cm2ではそれぞれ 10-2および 10-3のレベ
ルまで菌数が減少した。M. abscessus では、8 mJ/cm2の照射で菌数が
20％ 程度減少し、24 および 48 mJ/cm2の照射ではそれぞれ 10-3および検
出限界以下まで低下した。

【結論】222nm 遠紫外線が非結核性抗酸菌の制御に有効な手段となる可能
性を示唆するとともに、菌株ごとの特性を考慮する必要があることを示し
ている。

P2-095 地域医療施設への感染対策の訪問
指導の取り組みと今後の課題

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 4南病棟1）、独立
行政法人国立病院機構北海道がんセンター 感染対策室2）

○浅黄谷美里（あさぎや みさと）1）、奥村 達哉2）、
水上 泰2）、藤田 崇宏2）

【背景・目的】2022 年の診療報酬改定により地域の感染対策の基幹的な役
割が感染対策向上加算（加算）1 施設に求められるようになった。その一
環として指導強化加算が新設され、同年連携施設である加算 2、3 を取得し
ている施設へ訪問を開始した。指導強化加算に関し具体的な要件はないた
め、加算 1 施設との連携方法や当院の環境ラウンドを活用した内容を独自
で検討し実践した。各施設の環境や人材の違いもあり介入方法を検討する
必要性があるため、これまでの活動から問題点の抽出と介入方法の課題を
調査した。

【方法】2022 年 4 月～2024 年 3 月の訪問報告書、訪問記録、院内感染対策
チェック表（評価表）を後ろ向きに確認した。評価表の結果から B・C
判定（改善が必要な項目）と指導した内容、改善が困難な内容について抽
出した。本研究は当院の倫理審査委員会にて承認を得た。

【結果・考察】連携 3 施設中、加算 3 が 2 施設（施設 X、Y）、加算 2 が 1
施設（施設 Z）であった。施設 Z には専従感染管理認定看護師（CNIC）1
名が所属していた。評価表 B・C 判定に対する改善割合（改善項目数/B・
C 項目数×10）は、施設 X31.5％、施設 Y45％、施設 Z18％ であった。訪
問時の直接指導と訪問後報告書の提示を実施し、介入した。指導し改善し
た内容は、シンク周りの環境、鋭利器材・包交車・薬剤管理、洗浄・消毒・
滅菌の項目であった。改善困難であったのは、3 施設ともにサーベイラン
スデータの収集であった。評価表を用いて改善が必要な項目を事前に把握
することで、直接の指導がし易く、訪問後の報告書提示は連携施設内での
情報共有と改善を容易にすると考えられた。施設 X、Y が施設 Z と比較し
改善率が高いことから、CNIC による介入や、訪問のみで補えない感染対
策の情報提供と継続的な改善の取り組みが必要と考えられた。また、サー
ベイランスデータ収集の困難な要因としてマンパワー不足が考えられた。

【結論】訪問指導では、評価表を用いた事前評価と、フィードバックが有用
であり、CNIC の所属していない施設には、感染対策の情報提供と継続的
な改善の取り組みが必要であると考えられた。サーベイランスデータ収集
には、作業環境の整備が今後の課題である。

P2-096 外部評価者として小樽検疫所検疫
感染症総合訓練に参加して～ICN
に求められる役割～

公益社団法人 日本海員掖済会 小樽掖済会病院
○久保亜佐子（くぼ あさこ）、四藤 大介

【背景・目的】検疫所は、港や空港の玄関口で感染症の流入を未然に防ぐ重
要な役割を持つ。検疫所本所は国内 13 か所に設置され、小樽検疫所は北海
道内唯一の本所である。令和 6 年 10 月、小樽検疫所検疫感染症総合訓練

（以下訓練）に、感染対策に関する外部評価者として参加する機会に恵まれ
た。訓練を通して見えてきた、地域から求められる ICN の役割について報
告する。

【活動内容】小樽市検疫所の訓練担当者より、小樽港の沖合を運行中の船舶
で新型インフルエンザ疑い患者（以下患者）が発生し、巡視船内に患者を
収容し、着岸検疫を実施した後に指定医療機関へ搬送する訓練のシナリオ
について事前に説明を受けた。シナリオに基づき、巡視船内での問診・診
察・検体採取・患者収容・搬送の各場面において、具体的な行動レベルで
感染対策を実施できているか評価するためのチェックリストを独自に作
成した。訓練では、チェックリストを用いて感染対策実施状況について外
部評価を行った。

【成果・考察】巡視船上で、患者の問診・診察・検体採取・患者収容・搬送
についてシナリオに沿って訓練を実施した。手指衛生実施のタイミングや
個人防護具の着脱方法と順番、検体の取り扱いについて、チェックリスト
に沿って外部評価を行った。訓練後、評価内容を口頭でフィードバックし
た。訓練担当者からは、「問診から患者搬送までの流れの確認だけではな
く、具体的な行動レベルで感染対策が実践できたか振り返ることができ
た」「今後の水際対策に役立つ評価内容であり、有意義な訓練になった」と
反応があった。後日、検疫所内で訓練の評価を共有できるよう、総合評価
としてまとめ書面で検疫所へフィードバックした。ICN には、感染管理に
関する「実践・指導・相談」の 3 つの役割があり、これに基づき日々活動
している。ICN は感染対策に関する専門的な知識を有する。今回の訓練で
は、直接的な指導ではなく外部評価者として参加した。今回の訓練での外
部評価の実施は、地域から求められる ICN の役割であり、水際対策の感染
対策活動の一助になったと考える。今後も地域住民を感染から守るため、
ICN として地域の感染対策活動に貢献していきたい。

P2-097 地域での感染対策活動から院内の
感染対策の充実を図る～麻疹対
策～

社会医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院 感染管理室
○亀田 郁江（かめだ いくえ）

【背景・目的】大阪関西万博に伴うインバウンドの影響により、様々な感染
症の持ち込みや拡大が懸念されている。当院では感染力が非常に強い麻疹
について、患者が来院した際にスムーズな対応が可能なように準備を進め
ていた。同時期に保健所より管内ネットワーク会議（以下、ネットワーク）
の構成について意見を求められた。それは、麻疹をテーマに管内医療機関
で取り組みであった。管内の CNIC（感染管理認定看護師）が集まり会議
の進め方などの提案を行った。この提案が、ネットワークを通して自施設
の対策に必要な体制・物品・連携部署や手順などの改善に繋がるものに
なった。

【活動内容】保健所職員とネットワークの構成の詳細を話し合った。構成は
2 部制で 1 部は講師による麻疹をテーマにした講義、2 部はグループワー
クでケーススタディを行った。ケーススタディでは参加者の疑問や質問を
自由に発言し議論を重ねられることに重きを置き、CNIC がグループワー
クを進める形にした。そのことで、活発な意見交換が可能となり、各々自
施設の体制や物品及び関連部署との連携等過不足が明確になった。保健所
主体の場であり行政の対応に対する質問に対して、その場で回答を得られ
たことは参加施設でリアルタイムに共有ができた。これらの情報は、各々
自施設の対策をより良いものに見直すための最強の材料となった。当院で
は麻疹（疑い含む）患者が来院した時に、協力が必要な関連部署へ説明し
協力を得て、多職種連携が可能なマニュアルを作成した。また、CNIC
として感染症患者発生の際の院内外との連携体制を把握することで職員
の疑問や質問に対して明確な回答や的確な指導を行うことができている。
作成したマニュアルは感染対策委員会の会議で報告し周知した。

【成果・考察】地域の医療機関で同じ感染症対策について意見交換や情報
の共有また、学びの場を共有することは、施設毎の感染対策の差を縮める
ことに繋がっているのでないかと考える。また、地域で手を取り合って行
う感染対策は感染対策の担当者や責任者にとって心強い仲間であり今後
もこのような輪が途切れることなく深めていくことで感染対策のステッ
プアップにつながっていくのではないかと考える。
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P2-098 「点」から「線」で繋げる感染対策の
支援～高齢者施設の定期的な訪問
を開始して～

社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会千里病院
○橋本 渚（はしもと みぎわ）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を受け、高
齢者施設等でも感染者の療養を行う場合には医療機関との連携に加えて、
施設内での感染拡大を防ぐための取組が必要とされている。しかし、施設
等においては感染症への対応に精通した職員が少なく、施設内感染対策に
おいて多くの課題が挙げられる。当院が位置する地域では、COVID-19
流行以前から高齢者施設等を対象としたラウンドや研修を実施していた。
COVID-19 流行以降ではクラスター支援で訪問する機会も増えたが有事
での訪問が主となることが多く、施設内での感染対策の基盤を構築するに
は継続した支援が必要と考えた。そこで地域での取り組みは継続しなが
ら、当院の協力施設として登録されている施設に対し、平時からの感染対
策の予防及び施設内における感染発生時の対応を構築すべく 2024 年度か
ら毎月定例の訪問を開始した。

【方法】施設職員と共に目的と目標を設定した。目的は「施設で持続可能な
対応策を自らが検討できる力をつける」こと、目標を「感染対策をテーマ
に他職種連携・指揮命令体制及び情報共有の構築を図る」とした。

【結果】主な活動や取り組みは、1．感染対策委員会の開催と毎月の参加、
2．ラウンドの実施と改善策の検討、3．感染症発生時の報告体制の確立、
4．SNS を用いた情報共有である。

【結論】現場を直接見て現状を把握することは、指導的効果となり感染対策
の実効性を高める。日頃の感染対策の実施状況やラウンドを実施し、「問題
点を抽出し、現場へのフィードバックと改善のための介入を行う」という
PDCA サイクルを続けることで、感染対策の向上に繋がったと考えられ
る。また、報告体制が確立されたことや SNS を通じての相談体制により、
施設が主体となって感染対策に取り組むことができている。有事や年 1
回の「点」の訪問ではなく、支援が「線」で繋がることで院内に近い感染
管理体制が構築されつつある。
副次的効果としては、支援している施設から当院に入院した患者の継続看
護である。入院中の状態と施設の環境・過ごし方を共有することで、主治
医、病棟、施設を繋ぐことができた。定期的な訪問は感染対策だけではな
く、再入院を予防することにも寄与できていると考える。

P2-099 高齢者施設の看護職・介護職双方
へ教育する感染対策研修の実際と
効果

東葛クリニック病院1）、国立がん研究センター東病院2）、柏厚生総
合病院3）、新松戸中央総合病院4）、名戸ケ谷あびこ病院5）、流山中
央病院6）、東葛病院7）、キッコーマン総合病院8）、小張総合病院9）、
千葉感染制御研究所10）

○谷口 弘美（たにぐち ひろみ）1）、橋本 麻子2）、
田中 美紀3）、今井三枝子4）、加藤久美子5）、鈴木理恵子6）、
松原 友紀7）、桐原英理奈8）、杉崎ゆかり9）、柴田 幸治10）

【背景・目的】高齢者施設の感染対策は新型コロナウイルス感染症を契機に課題が浮き
彫りになった。施設での対策は感染対策の知識や根拠の理解が不十分なために不適切
な場面も散見された。入居者のケアは看護職・介護職が担うが職種の役割が異なるた
め、どちらか一方に指導しても連携が不十分になることも経験した。今回 2 次医療圏内
の感染管理認定看護師・感染制御実践看護師（以下 ICN）等が協働し、高齢者施設の看
護職・介護職に感染対策研修を行った。研修の実施と効果について検討したので報告
する。

【方法】2023 年 4 月千葉県院内感染対策地域支援ネットワーク東葛地区活動において
ICN 等が高齢者施設の課題を検討した。基本的な感染対策の知識が不十分、指導内容の
定着が課題、職種の役割により認識に差が生じる、相談できる繋がりを促進できること
が必要等の意見があった。意見をもとに 2023 年 10 月から全 6 回講義とグループワー
クからなる研修を行った。感染対策の根拠を理解できる内容とし看護職と介護職が一
緒に全 6 回参加することとした。研修後にアンケートを行った。

【結果】研修は 24 施設の 48 名が参加した。最終アンケートの回答率は 58.3％ であり、
全員が「役に立つ内容だった」と回答した。特に役に立った内容は、看護職は「感染症
疾患」が多く 64％ であり、介護職は「感染対策」が多く 43.8％ であった。看護職と介
護職の両職種が一緒に参加することについて肯定的な回答をしたのは 92.9％ だった。
具体的には「看護職と介護職の双方の視点での意見共有ができた」「課題を一緒に共有
できた」などの意見があった。研修後に所属施設で伝達講習等を行ったり、会議等で伝
達したのは 82.1％ であった。伝達内容では「手指衛生」に関することが一番多かった。

【結論】研修を看護職・介護職が共に学ぶことで職種間連携を促進し感染対策の理解と
共有となったと考えられる。研修受講者が研修で得た知識を施設内で共有することは、
感染対策の知識や根拠の理解が促進され、感染対策の実効性向上の一助になった可能
性がある。

P2-100 高齢者施設入居者の視点から感染
対策を考える：インタビューによ
る質的研究

岡山大学 大学院ヘルスシステム統合科学研究科 博士後期課
程1）、京都府立医科大学 大学院保健看護学研究科 基礎看護学分
野2）、岡山大学 学術研究院ヘルスシステム統合科学学域3）

○藤本 要子（ふじもと かなこ）1）、内海 桃絵2）、
原田奈穂子3）

【背景・目的】コロナ禍を経て、高齢者施設の感染対策の重要性が一層認識され
るようになった。一方で、入居者にとって暮らしや交流も欠かせない要素であ
る。感染対策の推進は健康を守るために必要だが、施設生活への影響も懸念され
る。これまでの研究は職員教育に焦点を当てることが多く、入居者の認識は十分
に検討されてこなかった。本研究は、入居者の視点から感染対策に対する認識を
明らかにし、暮らしとのバランスに関する示唆を得ることを目的とする。

【方法】特別養護老人ホーム 2 施設および老人保健施設 2 施設の入居者を対象
に、半構造化インタビューを実施した。対象者は、認知機能や自立度を考慮し、
施設職員と相談して選定した。データは 2024 年 7 月～11 月に収集し、逐語録を
作成し、主題分析を行った。本研究は岡山大学自然系研究科研究倫理審査委員会
の承認を得て実施し、対象者および家族から書面による同意を取得した。

【結果】対象者は女性 13 名、男性 1 名の計 14 名であった。入居者は自身の経験
や価値観に基づき、健康と日々の楽しみを大切にしつつ、感染予防にも気を配っ
ていた。デイルームでの食事やアクティビティを楽しみながら、そこでの感染リ
スクを懸念する様子もみられた。また、手を清潔に保つことを意識し、自発的に
手洗いを行い、手洗いしやすい環境を求めることもあった。他の入居者の健康を
気遣い、体調の変化に注意を払い、感染予防に協力する姿もみられた。職員の感
染対策にも関心を持ち、手洗い、施設の清潔さ、体調不良者への対応を注視して
いた。施設の適切な対応には安心する一方、職員の対応が不十分な場面では不安
を抱くこともあった。マスク着用は受け入れられていたが、会話時に違和感を覚
えることもあった。

【結論】入居者は、健康や日々の楽しみを大切にしながら感染予防にも配慮し、
手洗いや感染リスクに対する意識を持っていた。また、施設の感染対策に関心を
寄せ、それが入居者の安心感に影響していた。今後は、入居者が施設での暮らし
を楽しみながら感染リスクを低減できるよう、手洗い環境の検討や職員の感染
対策の強化が求められる。

P2-101 精神病床を有する病院においてオ
ミクロン流行期のSARS-CoV-2
の感染伝播を制御するために考慮
すべき対策

国立感染症研究所1）、広島国際大学2）、静岡県立こころの医療セン
ター3）、井之頭病院4）

○金﨑美奈子（かねさき みなこ）1）、土橋 酉紀1）、
黒須 一見1）、糠信 憲明2）、鈴木 健一3）、西村 和子4）、
山岸 拓也1）、中下 愛実1）、砂川 富正1）

【背景・目的】精神病床を有する病院において、オミクロン流行期の新型コ
ロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染伝播を制御するために考慮すべき対策
を検討した。

【方法】2024 年 3 月、全国の精神科を標榜する医療機関を対象に郵送によ
る質問紙調査を行った。病院の特徴、新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）対策の院内規定の有無、SARS-CoV-2 が感染伝播した事例数について
情報収集し、記述疫学および解析疫学を行った。解析は、精神科病院と一
般病院に層化し、COVID-19 対策の各種院内規定の有無、感染管理体制の
有無と感染伝播を制御した指標との 2 群間比較を行い、調整オッズ比

（AOR）とその 95％ 信頼区間（95％CI）を算出した。
【結果】精神科を標榜する医療機関のうち、精神病床を有する 301 施設から
回答があった。そのうち、解析対象は 236 施設（精神科病院 179 施設、一
般病院 51 施設、病院区分不明 6 施設）であった。感染制御チーム（ICT）
を設置していた施設は 122 施設（52％）であり、精神科病院で 82 施設

（46％）、一般病院で 38 施設（75％）であった。解析の結果、職員の体調良
好・不良に関わらず体調記録を残すこと（AOR：2.11、95％CI：1.04-4.28）、
ICT を設置していること（AOR：2.09 95％CI：1.23-3.56）が関連していた。

【結論】精神病床を有する病院においてオミクロン流行期の SARS-CoV-2
の感染伝播を制御するために考慮すべき対策は、職員の体調良好・不良に
関わらず体調記録を残すこと、ICT を設置していることであった。本研究
で今後の精神病床を有する病院での COVID-19 対策に寄与する結果が得
られた。オミクロン流行期の SARS-CoV-2 の感染伝播を制御するための対
策については不明な点も多く、今後も更なる検討が必要である。
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P2-102 病院における食品衛生管理～食事
提供時間遵守と延食対応への取り
組み～

札幌東徳洲会病院 栄養科1）、札幌東徳洲会病院 感染管理室2）、
札幌東徳洲会病院 検査センター3）

○相良 渉子（さがら しょうこ）1）、石塚 孝子2）、
秋谷 学3）

【背景・目的】当院では大量調理マニュアルを基準とした食品衛生管理を
行い、安全な食事提供に努めている。患者への食事提供は病棟配膳終了後
1 時間以内の喫食としている。しかし、実際には喫食時間が遵守されてい
ず、安全な食事提供とはいえない現状がある。そのため、栄養科だけでは
なく、病院全体で安全な食事提供ができるように取り組んだので報告す
る。適切な温度、時間管理による食事の提供を行うことにより、安全な食
事提供のさらなる継続。食中毒発生リスクの低減を目的とした。

【活動内容】期間：2024 年 10 月～1 月（第 40 週～第 3 週）に一般入院病棟
（全 7 病棟）を対象にラウンドを実施。事提供時間外に食事の提供が行われ
ていないかと食事保管状況の確認を実施。ラウンド報告書を作成し現状、
評価、改善策を提示。病棟所属長へ改善を依頼。また、啓発用ポスターの
作成を行い基本の食事提供時間、延食対応時間を記載し、病棟パントリー
の食事保管用冷蔵庫へ掲示。延食提供数の変化を確認した。

【成果・考察】延食数/延べ患者数×‰で数値化した。ラウンド開始時の第
40 週は 33.01‰だった。最大値は第 48 週の 45.0‰、最小値は第 3 週の 25.5
‰となった。月次では 10 月 34.12‰、11 月 39.07‰、12 月 32.64‰となった。
報告書や啓発ポスターの作成などを実施することで第 48 週の 45.0‰と最
大 15.43‰増加。第 52 週から第 1 週は年末年始となり延食を必要とする医
療の実施が通常時より減少したが第 2～4 週にかけ上昇している。延食は
安全に食事をしていただくために必要な対応となる。今後も継続すること
が大切である。必要に応じ、より多くの他職種や他委員会と協力し、クリ
ニカルパスの活用などを検討し安全な食事提供の継続に努める。

P2-103 救急車内の換気に関する検討
川崎市健康安全研究所1）、川崎市健康福祉局保健医療政策部2）

○三﨑 貴子（みさき たかこ）1）、小泉 祐子2）、
岡部 信彦1）

【背景・目的】乗用車内の換気については企業等が独自に検証し、外気導入
かつ窓の開放が良いとされているが、感染症患者を搬送する際の救急車内
の換気については、明確に示されたものがない。救急車内の換気状況を検
証し、より良い換気の方法を検討する。

【活動内容】民間救急事業者が所有する、運転席と後部座席の間に隔壁のな
い救急車を使用し、異なる換気条件の元で車内の CO2濃度を測定した。測
定には経時的に記録可能な CO2モニターを使用し、運転席に 1 か所、車内
前方及び後方の各 2 か所の計 5 か所に設置し、内気循環及び外気導入、窓
の開閉、換気扇使用の有無を組み合わせ、50 分間の走行中に各 10 分ずつ
CO2濃度を経時的に記録し、最適な換気条件を検討した。

【成果・考察】内気循環で窓を閉鎖し換気扇も不使用の場合、運転席の CO2

濃度は最低値であっても 1824ppm と常に 1000ppm を超えていた。外気導
入の場合、窓の開放もしくは換気扇の使用を併用することにより、最高値
はいずれも 1000ppm 未満となった。特に窓を開放すると、換気扇不使用で
も最高値が 898ppm と最も低くなった。全走行中の最高値、最低値及び平
均値を比較したところ、車内後方で換気扇から離れた場所に設置したモニ
ターの CO2濃度がいずれも最も高く、最高値は 2419ppm、最低値は 1079
ppm、平均値は 1643ppm であった。
外気導入と窓の開放の併用で運転席の換気はある程度保たれるが、窓を開
放できない場合は換気扇の使用も有効と考えられた。家族が同乗する場合
は、可能な限り感染を避けるために、車内の換気状況を考慮して前方の窓
の近くに乗車することが望ましい。

P2-104 COVID-19感染患者の療養環境～
一般病棟に入院する認知症高齢患
者の感染対策～

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
○鈴木 考子（すずき こうこ）、櫻木結実子

【背景・目的】認知症高齢患者の感染対策は、身体的な苦痛だけではなく、
環境の変化が影響するため、特に COVID19 の隔離対応などでは環境調整
が重要となる。当病棟では、2023 年 2 月 14 日から病棟の一部（8 床）を
COVID19 病床とした。その際、2021 年に当院の認知症病棟で実践した
COVID19 の感染対策を基に、環境調整とケアを検討・実践したので報告
する。

【活動内容】当院の認知症病棟では 2021 年に 1 病棟の半数以上の患者が
COVID19 に罹患した。ゾーニングと個室隔離を中心に感染の拡大防止を
試みたが、認知症患者の不安が高まり治療に不利益な状況となった。そこ
で、感染対策チームを中心に看護師、医師、OT、老人看護専門看護師が、
認知症患者のニーズによるケアの最善と感染対策の最優先について検討
し、治療の場に生活の場を取り入れて環境調整を行い認知症患者の不安の
軽減、ADL の低下予防、身体拘束の最小化、せん妄予防に努めた。その結
果、短期間での終息となった。今回はこの経験を活かして、一般病棟の一
部にゾーニングした 8 床の環境について、主任看護師が中心となって、感
染対策チーム、医師、老人看護専門看護師と検討した。当病棟は中等度ま
での COVID19 患者を対象とし、二次的な合併症を起こすことなく治療が
スムーズに行われると、短期間で元の生活に戻れる可能性がある。認知症
病棟内の環境変化とは違い、当病棟に入院する認知症患者は、在宅や施設
からの入院患者が多く環境変化による影響は大きく、混乱を起こすことが
推測された。そのため、看護チームは、認知機能の低下に配慮した個別的
な対応を行うために、ハード面の環境調整と環境変化による不安・混乱を
最小にするための身体・精神的ケアについて検討・実践した。

【成果・考察】認知症患者の病状や環境変化による影響を考慮し、認知機能
に配慮しながら、感染対策を最優先に考え、認知症患者の最善のケアを提
供することを考え、実践することができた。その結果、身体拘束をするこ
となく過ごし、尊厳あるケアにつながったと考える。今後の新興感染症の
可能性についても備えていかなければならないと考える。

P2-105 車いす駆動方法が手指および生活
圏への汚染に与える影響の基礎調
査研究

岐阜保健大学リハビリテーション学部1）、椙山女学園大学看護学
部2）

○小島 誠（こじま まこと）1）、石原 由華2）、
宇佐美知子1）、太田美智男1）

【背景・目的】本研究は床面に接しながら走行する車いす駆動輪（タイヤ）
に隣接するハンドリムの握り方が、手指および生活圏への汚染に与える影
響を明らかにするための基礎調査として、車いす使用者の駆動方法、衣服
の接触、介助の有無、年齢、駆動方法の指導歴の有無を調査した。また、
駆動方法の適切な指導や病衣の設計・使用方法の見直しを通じて、感染リ
スクを低減するための対策を提案することを目的とする。

【方法】リハビリテーションに関連する車いす使用者を対象に、2024 年 3
月から 8 月までの 6 ヶ月間にわたり観察調査とアンケート調査を併用し、
車いす使用者の駆動方法、介助の有無、年齢、駆動方法の指導歴の有無を
記録した。観察調査では、車いす使用者の両上肢の駆動方法を駆動輪に接
触する握り方か否か、その移動方法、介助の有無を詳細に記録した。アン
ケート調査では、車いす利用者の年齢、車いす駆動方法の指導歴の有無に
ついて質問し、データを収集した。

【結果】無作為に抽出した車いす使用者 11 施設 203 名に対して、観察調査
時全介助の 45 名を除く 158 名の自操者のうち、28 名（17.8％）の手部が駆
動輪（床と接触するタイヤ）と接触し、さらに 5 名（3.2％）が駆動輪のみ
を直接握って操作していた。駆動輪に接触し操作する利用者が病棟と比較
しリハビリテーション関連病棟（施設）に多いことが分かった。また、袖
口など病衣の一部が駆動輪と接触している利用者が 41 人確認された。

【結論】自操者のうち、28 名（17.8％）の手部が駆動輪（床と接触するタイ
ヤ）と接触し床面の汚染を手部に伝播させて生活していることが明らかに
なった。駆動輪への接触が確認された使用者が一定数存在することから、
感染リスクの低減を図るためには、駆動方法の適切な指導や病衣の設計・
使用方法の見直しが重要であり、本基礎研究結果を今後の研究にむけ、よ
り詳細な指導方法の開発や、感染リスクを低減するための具体的な対策の
提案を行う。
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P2-106 医療施設における昆虫調査とその
生態について

シーアンドエス株式会社 西日本事業所1）、シーアンドエス株式会
社 EQM開発センター2）

○ 島 大樹（さめしま だいき）1）、佐藤 加奈2）

【背景・目的】弊社では医薬品工場・食品工場・医療施設等で衛生管理
サービスを提供しており、その一環で施設内の昆虫調査を実施している。
これまでに様々な医療施設内で実施した調査で得られた結果から、施設内
のどのような場所でどのような昆虫が生息しているのかをまとめ、その生
態的特徴や対策の方法について報告する。

【活動内容】昆虫調査を実施する範囲は、高度清潔区域および清潔区域（手
術室など）、準清潔区域（ICU など）、一般区域（食堂・厨房など）が主で
ある。調査は徘徊性昆虫用の床置き粘着トラップと、飛翔性昆虫用の誘引
ライトトラップの 2 種類を用いた捕獲調査を基本としている。それぞれの
トラップを一定期間設置し、捕獲された昆虫の種類を同定と捕獲数を確認
した。異常な数の昆虫の捕獲や衛生害虫（クロゴキブリなど）が捕獲され
た箇所については、捕獲箇所周辺にて目視点検や追加調査を実施し、その
原因の確認を行った。

【成果・考察】全体的に昆虫類の捕獲は少ないものの、高い清浄度が求めら
れる清潔区域であっても、コナチャタテ科やチャタテムシ類などの微小な
昆虫が捕獲された。これらはカビや乾燥した有機物を餌とする昆虫であ
る。空調や日常清掃等で清潔に管理されている清潔区域内でコナチャタテ
科が発生する可能性は低く、多くの場合は、内装材の 間などから室内に
侵入している。天井裏や壁裏は塵埃やカビ、昆虫類の死骸などの多くの汚
れが存在しており、コナチャタテ科などの昆虫類の捕獲が多い場所の近く
には、このような汚染箇所に直接通じる 間や亀裂が存在していることを
示していると考えられる。また、一般区域においてはゴキブリ類が捕獲さ
れる場所もあり、これらは排水溝の汚れや食料残渣などを餌として施設内
に定着、発生していると考えられる。このように昆虫はその種類ごとに好
む餌や環境条件があり、昆虫の種類を同定することで捕獲された場所周辺
の環境状態を知ることができる。医療施設内では、清浄度の高い区域で
あっても昆虫類が捕獲される。その種類と生態的特徴を把握することで、
より良い衛生環境を作り出すための指標として活用することができると
考えられる。

P2-107 レジオネラ属菌の系統的給湯環境
サーベイランス結果を踏まえた院
内感染対策の実施

金沢大学附属病院 感染制御部1）、金沢大学附属病院 感染症
科2）、金沢大学附属病院 看護部 新生児集中治療室3）、金沢大学
医薬保健研究域医学系 感染症科学・臨床検査医学4）

○田中 靖也（たなか やすなり）1）、北谷 栞1,2）、
佐武 多恵1）、南 瑠子愛3）、金森 肇1,2,4）

【背景・目的】レジオネラ属菌の定期環境検査は、適切な衛生管理を要する院内
感染対策において重要な情報源となる。過去に病院給湯設備を原因とするレジ
オネラ属菌による肺炎事例を経験し、定期的な培養検査、塩素濃度（0.4 ppm）
および給湯温（65℃ 以上）の維持により、院内水系でのレジオネラ属菌未検出
の状態を維持していた。今回、病棟の手洗い水からレジオネラ属菌が再検出さ
れたため、院内給湯環境サーベイランスの実施と対策について検討した。

【活動内容】対象の水栓は即日使用禁止とし、検出後 12 日間は毎日 15 分間の水
のみでのフラッシングを実施した。さらに、レジオネラ属菌の発育要因を特定
するため、同系統の配管に検査範囲を拡大し、給湯配管（主管）、主管から分岐
する配管（枝管）、給水と給湯が混ざる部分（混合水栓部）において（1）水の
みの状態（混合水栓部）、（2）給湯開栓直後（枝管の滞留部）、（3）15 分フラッ
シング後（主管）の 3 段階に分けた採水を行った。

【成果・考察】1 箇所の混合水栓内において水のみでの採水時にレジオネラ属
菌（20 CFU/100ml）を検出し、同日、同系統の配管を有する他室では検出され
なかったことから、混合水栓内での発育が示唆された。追加培養では水のみの
状態で 50 CFU/100ml、給湯開栓直後に 30 CFU/100ml、泡沫キャップから 30
CFU/100ml のレジオネラ属菌を検出し、混合水栓内での菌発育の可能性が考
えられた。さらに混合水栓全体を交換し、蛇口と配管部で 420 CFU/100ml、ミ
キシングバルブで 70 CFU/100ml のレジオネラ属菌を検出した。ステンレス製
配管の腐食による漏水を考慮し、塩素濃度を 0.2 ppm、給湯温を 60℃ 以上に引
き下げた結果、一部で塩素濃度 0.05～0.1 ppm、給湯温 25℃ に低下する箇所が
生じていた。レジオネラ属菌検出時には、塩素濃度、温度管理やフラッシング
に加え、吐水口末端側から系統的に検査を実施し、繁殖の主因を特定すること
が重要である。また、混合水栓内部の洗浄は困難であるが、菌株の発育リスク
が高い部分を交換することで、その発育を抑制できる可能性が示唆された。

P2-108 定期的除菌に迷う病院および介護
施設内環境や送迎車内に対する持
続型抗菌・抗ウイルス剤TC-688
コーティング効果に関する調査

福岡青洲会病院1）、北九州市立八幡病院2）、特別養護老人ホーム誠
光園3）、日本パーカライジング株式会社4）

○大倉 望美（おおくら のぞみ）1）、品川 智子1）、
伊藤 重彦2）、今井 丈二3）、松波 孝太4）

【目的】COVID-19 パンデミックを経験し、患者、職員が頻繁に触れる環境表面除
菌の重要性が再認識された。今回、病院及び介護施設内で定期的除菌に迷う（環境
除菌回数に決まりがない又は除菌回数が 1 日 1 回程度）環境表面に、持続抗菌・抗
ウイルス剤 TC-688（日本パーカライジング社製造販売）をコーティングし経時的
抗菌効果について検討したので報告する。

【方法】適宜清掃を行うが定期的な消毒・除菌ルールが決まっていない病室カーテ
ン 6 箇所、1 日 1 回程度清掃、除菌を行っている病院及び介護施設の手すり 6 箇所
と送迎車 6 台の手すり 24 箇所を対象として、TC-688 をコーティングし、処理前、
処理後 1 週～4 週目（病院内手すりは 1 週間）に拭き取り法により検体採取し、環
境表面汚染度評価としてアデノシン三リン酸（ATP 値）測定と TC-688 持続抗菌効
果評価として環境表面付着細菌の種類と生菌数を測定した。生菌数は三愛バイオ
チェッカーを用いてコロニー数で 6 段階評価（0～5 点）した。抗菌効果の評価は
TC-688 処理後の経時的測定結果から、1．生菌数の減少、2．ATP 値が増加しても
生菌数が同等以下で増加しない場合を抗菌効果が持続していると評価した。

【結果】病室カーテンは、ATP 値の平均値が事前調査 1646 から 4 週間後 2201 と増
加傾向であったが、生菌数の評点は事前調査 0 点～1 点、4 週間後も 0 点と増加せ
ず抗菌作用が維持された。病院内の手すりは、ATP 値の平均値が事前調査 8108
から 1 週間後 1806 と低い値が維持された。生菌数の評点は事前調査 0 点～1 点、
1 週間後 0 点と増加せず抗菌作用が維持された。尚、介護施設においても同様の傾
向であった。送迎車 6 台の調査では、ATP 値は事前調査に比べ処理 2 週間後より
増加傾向にあったが、6 台中 5 台は夕方使用後に増加した生菌数が翌朝使用前には
減少傾向を示した。

【結論】適宜、清掃を行うが定期的な除菌ルールが決まっていない病院カーテンに
TC-688 をコーティングすると 4 週間は生菌数増加を抑える効果が期待できるこ
とが判った。1 日 1 回程度の除菌を行っている環境表面に TC-688 を活用すること
で、持続的抗菌効果と共に感染対策業務を効率化できる可能性が示唆された。

P2-109 医療従事者におけるユニフォーム
衛生管理不良者の特徴

医療法人清栄会 清瀬病院
○大石恵理子（おおいし えりこ）

【背景・目的】これまで医療従事者のユニフォーム衛生管理と細菌汚染と
の関連について多くの研究報告がある。一方、医療従事者のユニフォーム
の衛生管理不良者の特徴に関する報告はない。今回、医療従事者のユニ
フォーム衛生管理と衛生観念の実態を調査し、ユニフォーム衛生管理不良
者の特徴を明らかにしたので報告する。

【方法】対象は看護師、薬剤師、検査技師、放射線技師、事務職員計 52
名。ユニフォーム衛生管理の評価は 2024 年 11 月の洗濯記録を用いて検討
した。衛生観念の評価（以下、衛生スコア）は当院独自の質問調査用紙

（設問 10 問、満点 42 点）を用いた。そのほか医療従事者の要因として性別、
年齢、経験年数、職種、手指消毒剤平均使用量の項目について検討した

（Fisher 解析）。なお、上記質問紙調査は自由参加とし倫理的配慮を行った。
【結果】衛生観念に関する質問紙調査の回収率は 92.7％ であった。1．ユニ
フォーム衛生管理の実態：洗濯間隔については二峰性の度数分布を示し
た。すなわち 6 日以内（85.7％）、9 日以上（14.2％）の 2 群である。一方委
託洗濯提出群が 86.5％、自己洗濯群が 13.4％ であった。2．衛生スコア評
価：衛生スコアの分布は 21 点から 36 点まで広範囲に分布していた（中央
値 29 点）。中央値の上下比較ではスコアの低い群に男性が多かった。（p
=0.09）3．ユニフォーム衛生管理不良者の特徴：ユニフォーム衛生管理不
良群と衛生スコアとの関連は認めなかった。ユニフォーム着用 9 日以上群
の症例が少なく統計的な検討は出来なかったが、個々の症例を検討した結
果、患者接触の少ない職種（事務員・検査技師）、手指消毒低使用量者、若
年（20 代）の医療従事者が多いことがわかった。なお昨年の本学会で手指
消毒低使用量者の特徴の一つとして、患者接触の少ない職種（事務員・検
査技師）であることを報告した。

【結論】今回の研究ではユニフォームの衛生管理不良者と衛生観念との間
に関連性は認めなかった。しかしながらユニフォーム管理不良者の特徴と
して若年者で手指消毒剤使用量が少なく、患者接触の少ない職種であるこ
とが考えられた。感染予防に際して入職者全般への継続的な衛生管理教育
が必要であると思われる。
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P2-110 作業療法士および理学療法士養成
校に所属する学生のユニフォーム
交換における頻度と認識の実態

岐阜保健大学 リハビリテーション学部1）、名古屋市立大学大学院
看護学研究科2）、名古屋大学医学部附属病院 看護キャリア支援
室3）

○宇佐美知子（うさみ ともこ）1）、秋山 直美2）、
梶原志保子3）、小島 誠1）

【背景・目的】リハビリテーション従事者への感染対策として、手指消毒は基本
とされ指導される一方、感染を媒介する可能性となるユニフォームについては、

「清潔に保つ」よう指導はされるものの具体的な管理は個人にゆだねられてお
り、その実態についての研究は見受けられない。本研究では、臨床実習中におけ
る学生のユニフォーム交換頻度の実態を明らかにすることを目的とする。

【方法】本学作業療法学科および理学療法学科に所属する 4 年生 60 名を対象と
し、2024 年 12 月に無記名自記式質問紙調査を実施した。調査項目は、年齢、性
別、ユニフォーム所持枚数、臨床実習中のユニフォーム実際の着用日数と理想の
着用日数、実際と理想の着用日数が違う場合にその理由を聴取した。本研究は、
所属施設の倫理審査委員会による承認（承認番号 202404）を受け実施した。

【結果】回答は 41 名（男性 21 名、女性 20 名）から得た（回収率 68.3％）。年齢
は 21.8±0.5 歳、ユニフォームの所持枚数は 41 名が大学より配布された 2 枚で
あった。ユニフォームの実際の着用日数は、1 日 70.7％（29 名）、2 日 19.5％

（8 名）、3 日 4.9％（2 名）、5 日 4.9％（2 名）であった。ユニフォームの理想の
着用日数は、1 日 78.0％（32 名）、2 日 14.6％（6 名）、3 日 4.9％（2 名）、5 日 2.4％

（1 名）であった。ユニフォームの実際の着用日数が 2 日以上の学生のうち、実
際と理想の着用日数が同様の学生は 6 名、理想の着用日数が 1 日の学生は 4 名
であり洗濯が間に合わないという理由であった。

【結論】臨床実習中のユニフォームを毎日交換している学生は 70.7％（29 名）で
あったが、29.3％（12 名）は 2 日以上着用していた。また、ユニフォームの理想
の着用日数は学生により解釈が異なることが明らかになった。National Health
Service では、ユニフォームを毎日交換するために十分な数のユニフォームを準
備することを示している。本邦の作業療法士および理学療法士養成課程でも、

「清潔に保つ」という指導だけではなく具体的な交換日数を指導することや、個
人の環境に応じてユニフォームの枚数を追加できるようにすることが求められ
る。

P2-111 当院薬剤師の手指衛生改善に向け
た課題の検討

金沢医科大学病院 薬剤部1）、金沢医科大学病院 ICT2）、金沢医
科大学病院 中央臨床検査部3）、金沢医科大学 臨床感染症学4）

○多賀 允俊（たが まさとし）1,2）、西田 祥啓1,2）、
高多 瞭治1,2）、中川 佳子2）、野田 洋子2）、
村 竜輝2,3）、上田 順彦2,4）、飯沼 由嗣2,4）

【背景・目的】手指衛生は、すべての医療従事者にとって不可欠な感染対策
の基本である。しかしながら、薬剤師の手指衛生遵守率は他職種と比較し
て低いと報告されている。当院では、これまで ICT 薬剤師および薬剤部リ
ンク委員が中心となり、薬剤師の手指衛生の改善および遵守率向上に向け
た取り組みを実施してきた。今回、更なる改善を目指すため、現在の課題
を明らかにすることを目的に、手指衛生に関するアンケート調査を行っ
た。

【方法】2024 年 9 月、当院薬剤部に所属する薬剤師 57 名のうち、調査者・
管理者・育児休暇中の者を除く 53 名を対象に、無記名の選択・記述式ア
ンケート調査を実施した。調査項目は、薬剤師経験年数（選択式）、手指消
毒手順における最初の消毒部位（選択式）、手指消毒に必要な時間（記述
式）、手指衛生の「5 つのタイミング」を聞いたことがあるか（選択式）、
および「5 つのタイミング」の内容（記述式；5 点満点）とした。各調査項
目について、薬剤師経験年数ごとに記述統計を行った。

【結果】薬剤師の経験年数は、1-2 年目（G1）が 12 名、3-5 年目（G2）が
5 名、6-9 年目（G3）が 19 名、10 年以上（G4）が 17 名であった。手指消
毒の最初の消毒部位の正答率（％）は、G1：G2：G3：G4=100：100：95：
63 であった。手指消毒に必要な時間の正答率（％）は、G1：G2：G3：G
4=33：80：42：29 であった。「5 つのタイミング」を聞いたことがある割
合（％）は、G1：G2：G3：G4=58：80：95：82 であった。「5 つのタイミ
ング」の正答数の中央値（四分位範囲）は、G1：G2：G3：G4=2（1.25-3）：
4（3-5）：5（3-5）：3（2-5）であった。

【結論】当院薬剤師の手指衛生改善には、経験年数の浅い 1～2 年目の薬剤
師だけでなく、10 年以上の経験を有する薬剤師に対する教育が重要であ
ることが示唆された。

P2-112 感染対策のDX化に向けて考え
る―感染症発生報告システムの開
発と運用導入の取り組み―

磐田市立総合病院
○熱田 洋平（あつた ようへい）、黒田 志保、
松原 大祐、田代 将貴、片桐 崇志、伊藤 清香

【背景・目的】現場から感染対策室へ報告する際、流行期に複数の部署から
発生した時や感染対策室が他の対応をしている時は連絡がつかない状況
がある。また、感染対策室は報告の対応が続くことで、その他の必要な業
務が滞る原因となる。今回、感染対策の DX 化を推進し、緊急の対応が必
要な場合を除く報告時に、感染症に応じた対応の方法や期間を速やかに伝
達することを目的とした感染症発生報告システム（システム）を構築した。
その結果を報告する。

【活動内容】現状の感染症発生報告内容を分析し、感染対策室への報告およ
び現場への確認に対して必要な項目を検討後、医療情報管理室と協力して
システムの開発を行った。その際に、入力する項目は報告者の電子カルテ
ID、部署、患者番号、感染症名、発症日、判明日の 6 項目とし、プルダウ
ン機能を使用して各所属長が簡単に入力できるように工夫した。そして、
感染症名を選択すると感染症に応じて追加が必要な経路別予防策、感染対
策終了条件、必要な感染対策、関連するマニュアル名が表示され、「印刷」
をクリックすると印刷ができ、関連するマニュアル名はクリックすると
PDF を開くことができるようにした。その後、各所属長へ画像入りの感染
症発生報告システムの使用手順を用いて説明し運用を開始した。

【成果・考察】システムでの報告は開始後 10 ヶ月間で 350 件あった。現場
からは、電話で連絡するよりもシステムへ入力する方の負担が少ない、関
連するマニュアルがすぐに出せるのがいいなどの声が多く聞かれた。報告
数が伸びた要因は、項目数絞って作業負担を最小限し、マニュアルや対応
が一目瞭然で印刷もできることが、多忙のため即時性を求める現場がシス
テムの積極的な使用を促すための仕掛けとして役立ったと考えた。おわり
に、感染症流行期での対応にかかる感染対策室の負担が軽減したことで現
場へのラウンドやその他の対応など、人間にしかできない業務時間の確保
に繋がった。日々増加する業務の中、感染対策室が感染対策に関する病院
全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど感染対策活動の中枢的な役割
を継続し続けることへの支援となる感染症発生報告システムの構築がで
きた。

P2-113 COVID-19の感染拡大を防止でき
たA病棟の感染対策に対する一考
察～セル看護提供方式Ⓡへの変更に
よる効果～

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
○隨原さとえ（ずいはら さとえ）、梅田 真樹

【背景・目的】A 病棟は重症心身障害児（者）病棟であり、2023 年度に RS
ウイルス感染症と新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）によるア
ウトブレイクが 2 回発生した。感染拡大した要因として 1．患者の特性 2．
病棟の構造上の問題 3．職員の感染対策上の問題があげられた。3．職員の
感染対策上の問題として、2022 年度の 1 患者 1 日当たりの手指消毒回数

（以下手指消毒回数）が 6.4 回と少なく、看護師の動線が複雑で、水平感染
させるリスクが非常に高い状況があった。A 病棟は 2024 年 11 月以降セル
看護提供方式Ⓡ（以下セル看護）を導入し、2025 年 1 月に COVID-19 によ
る院内感染が発生したが、アウトブレイクに至らなかった。感染拡大しな
かった要因について分析したので報告する。

【活動内容】2024 年と 2025 年に A 病棟で発生した COVID-19 の発生状況
と感染対策実施状況を比較分析し、感染拡大を防止できた要因を明らかに
する。患者の特性に変化はなく、感染症発生時期もほぼ同時期であった為、
3．職員の感染対策上の問題である「看護提供方式」に着目して分析した。

【成果・考察】COVID-19 感染者数は、2024 年が患者 26 名・職員 5 名、2025
年が患者 3 名・職員 2 名であった。いずれも職員からの持ち込みで、流行
曲線から「ヒト―ヒト感染の拡大」が考えられた。隔離した部屋は 2024
年 9 部屋、2025 年度 1 部屋であった。手指消毒回数は、2023 年 10.3 回、
2024 年 16.8 回と増加したが、WHO 推進の 20 回を下回っており、手指衛
生が適切に実施できているとは言えない。2024 年は陽性者の個室及び、コ
ホート隔離を行ったが、陽性者の同室者は移動後発症することが多く、移
動する方が周囲への感染拡大に繋がると考えられた。2024 年 11 月に感染
拡大予防にも効果があるとされているセル看護を導入した。1 か月後初発
患者が発生したが、同室内での感染にとどまった。セル看護を導入し、患
者を部屋割りして受け持ったことで、部屋をまたぐ処置やケアがほとんど
なくなり、感染が最小エリアにとどめられた。セル看護は感染拡大防止に
有効であった。
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P2-114 In vitro ヒ ト ノ ロ ウ イ ル ス
（HuNoV）培養系を用いた消毒効果
の評価方法と代替ウイルスを用い
た従来法との比較

富士フイルム富山化学株式会社 富山研究開発センター バイオ
解析研究部1）、丸石製薬株式会社 研究本部2）

○鈴木 仁（すずき ひとし）1）、嶋根 和毅1）、
大西 由美1）、水永 真吾1）、辻谷久美子2）、岡本 孝史2）、
片岡 悠輝2）

【背景・目的】HuNoV は感染力が強く、環境中でも長時間生存するため、感染防止対策と
して消毒剤による環境清掃が重要である。近年まで、HuNoV の in vitro 培養系は確立し
ておらず、消毒剤の評価は類縁のネコカリシウイルス（FCV）、マウスノロウイルス

（MNV）を代替とする方法が主流であった。近年、HuNoV の培養系が確立されつつあり、
培養系を用いた消毒剤の評価が報告されている。
ヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞及び HuNoV 陽性ヒト便検体を用いて、我々が独自開発し
た「in vitro HuNoV 培養系」を検討した。この培養系を用いて、ノンエンベロープウイル
スへの有効性が報告されている消毒剤及び成分の HuNoV に対する消毒効果を検討し、

「FCV、MNV を用いた消毒剤の評価」と比較することで、in vitro HuNoV 培養系での評
価の有用性を考察した。

【活動内容】培養系の検討：1）HuNoV 陽性ヒト便検体より調製した試験ウイルスを細胞
へ接種し、経時的に培養上清中の RNA コピー数を RT-qPCR で測定した。2）試験ウイル
スを熱処理し、細胞へ接種した。接種 5 日後の培養上清中の RNA コピー数を非熱処理群
と比較した。
消毒評価：試験ウイルスと各被験物質を消毒反応後に中和し、細胞へ接種した。HuNoV
は接種 5 日後の培養上清中の RNA コピー数を指標に評価した。FCV、MNV を用いた消
毒剤の評価は EN 規格（EN14476：2013+A2：2019）に倣って実施した。

【成果・考察】試験ウイルス接種後、RNA コピー数は経時的に増加した。熱処理群は非処
理群に対し増幅ウイルス量が減少し、本系では感染性を有する粒子が増殖していること
が推察された。
In vitro HuNoV 培養系及び FCV、MNV を用いた消毒剤の評価結果は必ずしも一致しな
かった。また、エタノールを主成分とし、添加剤として乳酸・クエン酸等を添加した速乾
性擦式手指消毒剤「ウエルセプトⓇ」は in vitro HuNoV 培養系においても効果を示した。
In vitro HuNoV 培養系を用いることで、実環境での消毒剤の HuNoV への効果予測精度
の向上が期待される。

P2-115 水痘帯状疱疹ワクチン定期接種に
よる IgG抗体価への影響を考慮し
た、水痘院内感染の臨床的検討

JA吉田総合病院 内科1）、JA吉田総合病院 感染対策チーム2）

○大岡 郁子（おおおか いくこ）1,2）、石飛 朋和1）、
古閑恵梨奈2）、亀本 千夏2）、只佐 宣子2）、田中 千苗2）

【目的】近年、高齢者の水痘報告が散見される。当院で水痘の院内感染が発
生し、発端者に曝露した 6 名の入院患者において、臨床的特徴をまとめた
ので報告する。

【対象】2024 年 1 月～2024 年 3 月、水痘感染 1 名と曝露した 6 名、計 7
名の入院患者。

【結果】発症者/未発症者：3 名/4 名。男/女：7 名/0 名、年齢中央値 87
歳（56-98 歳）。水痘・帯状疱疹 IgG 抗体陽性 7 名。基礎疾患：認知症 3
名、悪性腫瘍 1 名、脳 塞 1 名、慢性腎臓病 3 名、間質性肺炎 2 名、糖尿
病 1 名。ステロイド・免疫抑制剤使用 2 名。転帰：生存/死亡：5 名/2 名。
発端者は感染経路不明の市中感染と考えた。ステロイド使用や免疫力低下
している寝たきりの接触患者は水痘帯状疱疹 IgG 抗体陽性であるにも関
わらず発症した。水痘による死亡例の水痘帯状疱疹 IgG 抗体は、比較的低
値であった。発症者の個室隔離、接触者の感染の既往や抗体の有無の確認、
同室者の症状経過観察などによって他の部屋への感染の拡大が防げた。

【考察・結論】当検討から、寝たきりの接触患者では抗体陽性でも水痘を発
症しており、危険因子として ADL の重要性が示唆された。また抗体価が
高値であった場合には水痘の改善を得ており、抗体価と転帰に関連が示唆
された。近年、水痘帯状疱疹ワクチンの定期接種により 5 歳未満の水痘発
症数が減少している。その結果、自然感染による水痘の感染が減少し不顕
性感染の機会が減少し、免疫増強の機会が減り、成人での帯状疱疹が増加
傾向にある。帯状疱疹から水痘を発症する報告もあり、今後帯状疱疹の増
加に伴い水痘の発症の増加や水痘の入院数の増加が予想される。このよう
な現状を踏まえ、今後水痘発生時の院内感染対策はより重要と考える。ま
た効果的な抗体獲得のためにも、ワクチンの追加接種は有効かと推察され
た。

P2-116 A病院における看護師の手指消毒
剤使用量と季節性インフルエンザ
罹患との関連

NHO 大阪刀根山医療センター
○岸田 未来（きしだ みき）

【背景・目的】A 病院において、看護師は手指消毒剤を携帯し毎月個人の使
用量を確認している。手指消毒は季節性インフルエンザの予防に有効な方
法である。適切な手指衛生が習慣となっていない職員は季節性インフルエ
ンザに罹患しやすいのではないかという仮説のもと、業務中の手指消毒剤
使用量と季節性インフルエンザへの罹患についての関連性を明らかにし、
手指衛生遵守向上に向けての取り組みとして情報発信することを目的に
調査した。

【方法】期間：令和 5 年 12 月～令和 7 年 12 月 対象：個人使用量の計測
を行っている 3 病棟の看護職員 109 名 方法：対象者の年間平均 1 か月
あたり手指消毒剤使用量の目標達成割合と季節性インフルエンザへの罹
患の有無との関連について分析を行った。倫理的配慮：得られた情報につ
いては匿名化し個人が特定されないように配慮した。

【結果】月平均手指消毒剤使用量の目標達成者 18 名中罹患者は 2 名（発生
率 11％）、目標未達成者 91 名中罹患者は 5 名（発生率 5％）であった。病
棟別では 2 つの病棟（A・B）において未達成者の罹患が各 2 名（各 7％）、
C 病棟においては達成者 2 名（発生率 18％）、未達成者 1 名（同 2.8％）が
罹患した。手指消毒剤使用量目標達成率は全体 16.5％、A 病棟 1.8％、B
病棟 3.4％、C 病棟 23.9％ であった。

【結論】手指消毒剤使用量の目標未達成者が多いため偏りがある可能性が
ある。また、同居家族からの感染などの手指衛生不足以外の感染経路の可
能性についても考慮が必要と考える。

P2-117 季節性インフルエンザ流行期にお
ける面会禁止基準についての検討

社会医療法人芳和会 くわみず病院
○橋口 宏美（はしぐち ひろみ）

【背景・目的】2020 年新型コロナウイルス感染症（以降「コロナ」とする）
流行以降、入院患者への面会を長期間にわたり禁止、制限せざるを得な
かった。しかし、長期間の面会禁止、制限により患者や家族は不安や辛い
思いをし、また病状説明や退院調整も電話が主となり入院日数が蔓延する
などの影響があった。2023 年 5 月コロナが「5 類感染症」に変更後は、時
間や人数などを定めるなど感染対策を行ないつつ面会を再開しているが、
クラスター発生時や季節性インフルエンザ流行期などは面会禁止とした。
今年度も季節性インフルエンザの流行が予測されたが、できるだけ面会禁
止としなかった。その経過と結果から面会禁止の基準について検討したこ
とを報告する。

【活動内容】10 月より全国と熊本県のインフルエンザ発生動向を確認。12
月中旬以降感染者が急増し、国立感染症研究所感染症疫学センターの警
報・注意報発生システム「流行発生警報」と定める 1 週間の定点当たり

「継続基準値 10」、「流行発生警報」「開始基準値 30」を超え、職員への注意
喚起を行なったが職員の行動制限、入院患者への面会禁止は行わなかっ
た。12 月末には熊本県の定点当たり 92.56 まで上昇、この期間に職員 1
名が感染に気付かず勤務し、複数の職員や患者へ感染拡大し、職員への感
染対策強化、行動制限および面会禁止を開始した。

【成果・考察】長期にわたるコロナ流行を経験し、医療従事者ひとりひとり
の感染対策への知識や経験値は向上した。コロナ 5 類以降もコロナやイン
フルエンザの流行の波はあったが、適切な感染対策により面会禁止の回数
や期間は少なくなった。しかし、流行期はどこで誰が感染するか分からず、
病棟への持ち込みによる患者、職員への感染拡大の影響は多大であり、面
会禁止も重要な感染対策の一つといえる。その基準値として、国立感染症
研究所感染症疫学センターが「流行発生警報」と定める「一定点当たり 30」
が適当ではないかと考えられる。
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P2-118 介護施設におけるインフルエンザ
集団発生時の予防投与の実際と課
題

医療法人おもと会 統括本部1）、医療法人おもと会 大浜第二病
院2）、医療法人おもと会 大浜第一病院3）

○山城 奈奈（やましろ なな）1）、與那 恵美1）、
加治木選江1）、我謝 道弘2）、藤田 次郎3）

【背景・目的】当法人は急性期病院、慢性期病院、介護施設の全 56 事業所を有し
2021 年より介護施設への感染対策の支援を ICD、および専従 CNIC を含む統括本
部安全感染管理室が担っている。2023 年にインフルエンザ予防投与基準を設けた。
2023 年 10 月から 2025 年 1 月にかけて入所系 3 施設で 4 度のインフルエンザウイ
ルスによる集団感染が発生した。3 施設の特徴から見えてきた利用者・職員の抗ウ
イルス薬の予防投与の実際と課題について検討する。

【活動内容】2023 年から 2025 年 1 月にかけてインフルエンザの集団感染が発生し
た 3 つの介護施設を対象に予防投与の実施状況とその終息までの期間を比較検討
した施設 A：2023 年 10 月 19 日～10 月 26 日、利用者 18 名（15％）職員 10 名（13％）
が発症した。ワクチンは未接種だった。予防投与は同室利用者からフロア全体へ拡
大したが職員は投与までに 1 週間を要した施設 A：2024 年 10 月 9 日～10 月 12
日、利用者 3 名（3％）職員 2 名（3％）が発症した。ワクチンは未接種だった。即
日、同室利用者と接触職員に予防投与を実施した施設 B：2024 年 10 月 21 日～10
月 26 日、利用者 1 名（13％）職員 3 名（43％）が発症した。施設利用者 2 名以外全
員の予防投与を実施した施設 C：2025 年 1 月 9 日～1 月 14 日、利用者 2 名（13％）
職員 1 名（6％）が発症した。利用者フロアと介護職員のみ予防投与を実施した。

【成果・考察】施設 A（介護老人保健施設）では 2 度の集団発生を経験した。職員の
予防投与を行ったことで 2 度目は発生期間が半減し感染率も 80％ 減少したことか
ら予防投与の早期実施が感染拡大の抑制に有効と示唆される。また施設 B（グルー
プホーム）では 7 名中 2 名の利用者は主治医との連携に時間を要し予防投与ができ
なかった。この課題は事前の話し合いや基準の整備をすることで解決されると考え
る。施設 C（特定施設入居者介護施設）では職員発生から 3 日目に利用者 2 名が発
症し 4 日目に陽性が判明した時点でフロア全体と介護職員の予防投与を行った結
果、6 日目で終息した。この事例は、当時、県内警報レベルの流行に伴い抗ウイル
ス薬の供給不足もあり対象者を利用者と接触が多い介護職限定とした。今後も予防
投与の基準を踏まえ時期や発生状況も考慮し介護施設における初動体制を整備し
てゆく。

P2-119 当院のインフルエンザウイルスA
型感染症の感染状況と対策の効果

埼玉巨樹の会 所沢美原総合病院
○小林 洋美（こばやし ひろみ）、笹 秀典

【背景・目的】2024 年冬は COVID-19 感染症と同様にインフルエンザウイ
ルス感染症が猛威をふるった。感染蔓延を防ぐには標準予防策が重要であ
るが、ある程度の医療関連感染は避けられないかもしれない。麻疹などに
よる多数の医療関連感染の過去の事例を鑑みて、当院のインフルエンザウ
イルス A 型感染症の医療関連感染状況と対策の効果について考察した。

【活動内容】2024 年秋から 2025 年春にかけて、インフルエンザウイルス A
型感染症の入院患者の動向、感染源、予後、院内流行状況、医療関連感染
の有無、医療スタッフの感染状況、ワクチン接種の有無について、後方視
的に検討した。医療関連感染対策の効果についても検証した。

【成果・考察】2024 年 12 月から 2025 年 1 月にかけての院内流行状況は、
総数 64 名のうち医療関連感染によると思われた患者は 33 名に及んだ。医
療スタッフの感染は 20 名に達し、勤務体制の維持に支障を来した。インフ
ルエンザワクチンを受けていない医療スタッフも少なからず存在した。対
策としては、インフルエンザウイルス A 型感染症の入院患者の隔離、家族
面会の制限、標準予防策の徹底、医療スタッフへのワクチン接種の推奨、
希望者へのインフルエンザ治療薬の予防投与などである。濃厚接触者に対
する、インフルエンザ治療薬の予防投与は、患者 32 名、医療スタッフ 42
名に行った。感染患者数は徐々に減少し、医療関連感染予防にある程度の
効果があったと考えられ、家族面会制限も撤廃した。これらの状況から、
飛沫感染に対する標準予防策の徹底と、インフルエンザワクチンの接種の
必要性を再認識するとともに、医療関連感染に対する患者・医療スタッフ
の意識の向上が望まれた。

P2-120 COVID-19パンデミック前後にお
けるインフルエンザ拡大期での院
内感染対策の変化

医療法人藤井会 石切生喜病院 感染制御部1）、医療法人藤井会
石切生喜病院 看護部2）、医療法人藤井会 石切生喜病院 外科3）

○長谷川 菫（はせがわ すみれ）1）、新井さゆり2）、
天辰 順子1）、池田 智絵1）、上西 崇弘1,3）

【背景・目的】大阪府では 2024/25 シーズンはインフルエンザ感染拡大が
史上最大となったが、約 4 年に及んだ新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）パンデミックの経験がインフルエンザの院内感染対策にどのような影
響を与えたかを検討した。

【方法】当院では職員、患者のユニバーサルマスキング、有症状者の早期検
査実施、感染者および濃厚接触者の個室隔離等の COVID-19 感染対策を 5
類感染症移行後も継続している。そこで今季（2024/25 シーズン）と
COVID-19 パンデミック前の 2018/19 シーズンを対象に、インフルエンザ
の院内クラスター発生数、感染者数および抗インフルエンザ薬の予防投与
数を比較した。また、1 週間以内に同一病棟で 3 名以上の感染者が発生し
た場合をクラスターと定義した。

【結果】2018/19 シーズンでは 7 クラスターが発生し感染者数は 54 名であ
り、2024/25 シーズンも同様に 7 クラスターが発生したが総人数は 42 名
であった。さらに、保健所報告対象となる 10 名以上のクラスターは 2018/
19 シーズンに 1 部署で発生していたが、2024/25 シーズンでは認められな
かった。抗インフルエンザ薬の予防投与は 2018/19 シーズンでは患者と職
員合わせて 491 名（投与総数：3,357Cap）と幅広く行われていた。一方、
2024/25 シーズンでは濃厚接触者をスムーズに判定できたことで 70 名

（投与総数：474Cap）に抑制できており、予防投与数は COVID-19 パンデ
ミック経験前の約 7 分の 1、薬剤費は約 40 万円の減額となっていた。

【結論】2024/25 シーズンでは COVID-19 パンデミックの経験により濃厚
接触者の選定が 2018/19 シーズンよりも迅速、適正に行えたことで抗イン
フルエンザ薬の予防投与数を大幅に減少させることができた。さらに感染
者総数が 2018/19 シーズンとほとんど変化なかったことから予防投与対
象者の選定も妥当であったと考えている。また、平時より適切な感染対策
を継続していることが感染者数を抑制できた可能性も示唆された。

P2-121 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
の患者に対してファビピラビルを
投与した2例

広島市立北部医療センター安佐市民病院 薬剤部1）、広島市立北部
医療センター安佐市民病院 看護部2）

○植竹 宣江（うえたけ のぶえ）1）、森合 真治2）、
斉藤 貴志2）

【背景】重症熱性血小板減少症候群（SFTS：severe fever thrombocytopenia
syndrome）は、 SFTS ウイルスによる感染症であり致死率の高い疾患である。
2024 年 6 月に抗ウイルス薬のファビピラビルが SFTS の治療薬として承認さ
れた。ファビピラビルを処方するためには、医師は事前に研修を受けて登録を
行うことが必要であり、当院においても患者発生時に対応できるよう準備をし
ていた。その中で SFTS の患者に対し、ファビピラビルを投与した症例を 2
例経験したので報告する。

【症例】《症例 1》80 歳代の患者。38 度台の発熱、意識障害で前医へ救急搬送さ
れ入院。神経症状改善なく、血球減少の悪化もあり、2 日後に当院へ転院。髄
膜脳炎の疑いでエンピリックに治療を開始された。その後髄膜脳炎は否定的、
ウイルス感染症を疑われ、入院 2 日目に SFTS の行政検査を依頼。入院 3 日目
に SFTS 陽性と判明。入院 4 日目から 10 日間ファビピラビルを投与した。血球
減少、意識障害は改善傾向となり、リハビリ目的に転院となった。ファビピラ
ビル投与中、尿酸値の上昇（3.6→5.2mg/dL）が見られた。

《症例 2》50 歳代の患者。39 度台の発熱、食欲不振、血球減少、肝障害で近医
より紹介受診。ウイルス感染に伴う血球減少疑いで入院。入院 2 日目に SFTS
の行政検査を依頼。入院 3 日目に SFTS 陽性と判明。入院 4 日目から 10 日間
ファビピラビルを投与した。入院 13 日目にファビピラビルによるものと疑わ
れる皮疹が出現した。また、尿酸値の上昇（2.6→5.9mg/dL）も見られた。血球
減少、肝障害は改善傾向で、入院 15 日目に退院となった。

【考察・結論】2 症例とも事前登録していた医師とは異なる診療科で入院して
いたが、SFTS 陽性と判明した時点で、ICT の看護師、薬剤師が連携し、主治
医に情報を提供することで、e-learning を受講し、速やかにファビピラビルを開
始できた。また適切に副作用などをモニタリングし、治療に貢献できた。2
症例ともファビピラビル投与後に尿酸値が上昇したが、基準値内であり投与終
了後には低下した。ファビピラビルを投与するには、事前の研修や登録が必要
なため、 SFTS の発生が多い地域では予め準備をしておくことが重要である。
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P2-122 療養型病床でのフィルムアレイに
よる原因ウイルスの特定の経験

国立精神・神経医療研究センター 脳神経小児科1）、国立精神・神
経医療研究センター ICT2）
○住友 典子（すみとも のりこ）1）、福本 裕2）、
大森 綾華2）、徳永恵美子2）、小澤慎太郎2）、山本 寿子1）、
中川 栄二1,2）

【背景】療養型病棟入所中の患者の発熱時には、院内感染予防や重症例を見
逃さないための検査が病初期に行われる傾向がある。炎症反応の高さから
細菌感染と診断し、抗菌薬が投与される例も多い。今回当院の療養型の 1
病棟（長期入所者 54 名、短期入所 6 名）の病棟内で同時期に 14 名の発熱
患者が発生し、感染源の特定に FilmArreyⓇ呼吸器パネル（フィルムアレ
イ）を使用した。その利点欠点を含めて報告する。

【症例】1 週間の間に 14 名の患者が発熱し、上気道症状を認めた。全例が
インフルエンザ抗原検査陰性、COVID19 ウイルス PCR 検査陰性であっ
た。発熱精査のために 9 名が採血を実施され、炎症反応高値などの所見か
ら抗菌薬を 6 名に投与した。ウイルス感染であれば抗菌薬投与を最小限に
できること、感染経路の確認による感染拡大制御を考慮して、フィルムア
レイを実施した。当院ではフィルムアレイの前例がなく、検査提出が最初
の発熱発症から 1 週間後となり、外注検査のため結果判定はさらに 3 日後
となった。最終的には 14 名中 11 名でライノ/エンテロウイルスが検出さ
れた。7 例が同室内での感染が疑われた。ウイルス感染であった 11 名のう
ち 5 名は抗菌薬投与を 5～7 日間行った。抗菌薬を投与した患者 5 名のう
ち 3 名は培養検査で 10 の 6 乗以上の細菌尿と膿性痰を伴う複数種の細菌
を認めた。費用について今回の 14 名の検査は 207,900 円となる。一方で今
回使用したウイルス感染だった患者における抗菌薬の費用は薬価で
37,282 円であった。

【考察・結論】ライノ/エンテロウイルス感染と診断された症例は半数以上
が同室例であり、療養型病棟の大部屋でのウイルス感染管理の難しさが浮
き彫りになった。今回は検査時期を逸したが、早期診断で常在菌を狙った
抗菌薬投与の回避、頻回の抗菌薬投与による耐性菌の発生リスクを減らす
ことができると考える。問題点として、当院では院内検査ではないため結
果判定に時間を要すること、フィルムアレイは保険適応となっているが、
容器代等のコストが別途かかること、また費用対効果としては医療費を抑
えることはできていない。

P2-123 当院におけるマルチプレックス
PCR法を用いた感染症対策の有用
性について

KKR高松病院
○久保 早苗（くぼ さなえ）、森 規子、右川 博明、
市川 裕久

【背景・目的】COVID‐19 やインフルエンザウイルスなど飛沫予防策を必
要とする呼吸感染症の早期診断は感染症対策においても重要である。21
種類の呼吸器感染症の病原体を同時に検出できるマルチプレック PCR 法
を当院では 2021 年 4 月に導入し、感染症対策に活用したので報告する。

【方法】2023 年 6 月から 2024 年 5 月までに、COVID‐19 抗原検査や
NEAR 法が陰性で、当院でマルチプレック PCR 法を施行した発熱かつ呼
吸器症状を有する入院症例について検討。

【結果】197 例に施行。陽性例は 50 例（25％）で、COVID‐19（SARS‐
CoV‐2）17 例（34％）、ライノ/エンテロウイルス 11 例（22％）、インフ
ルエンザウイルス（IFV）10 例（20％）、パラインフルンザウイルス 3 例

（6％）、RS ウイルス（RSV）5 例（10％）、ヒトメタニューモウイルス
（HMPV）1 例（2％）。RVS、HMPV、SARS-CoV-2、IFV の発症から入院
までにかかった日数は、2.4/5.8/9.8/4.1（日）。

【結論】呼吸器感染症は、症状や画像所見だけでは病原体を判別することは
困難であり、抗原検査では偽陰性の確率が高く、本検査陰性のみをもって
個室隔離を解除するのは困難である。複数の病原体を判別できるマルチプ
レック PCR 法を用いることで限られた個室病床を効率良く使用し、病床
利用率の向上が得られた。また、抗菌薬の適正使用が可能となり、日常診
療において有用であることが示唆された。

P2-124 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
の感染対策（症例報告）

広島市立北部医療センター安佐市民病院 ICT1）、広島市立北部医
療センター安佐市民病院 看護部2）、広島市立北部医療センター安
佐市民病院 薬剤部3）

○森合 真治（もりごう しんじ）1,2）、斉藤 貴志1,2）、
植竹 宣江1,3）

【背景】重症熱性血小板減少症候群（SFTS：severe fever with thrombocy-
topenia syndrome）を発症した患者の重症例は、多臓器不全により死亡す
ることがあり、日本における致死率は 27％ である。ヒトからヒトへの感染
例が報告されており、患者や医療従事者に対する感染対策が重要である。
2024 年に改訂された、重症熱性血小板減少症候群診療の手引きを基に、感
染対策マニュアルを作成し、その後、入院した感染患者に実施した感染対
策について報告をする。

【症例】80 歳代の患者。当院に入院 2 日前に体温 38℃、体動困難、意識障
害が出現し、前医に入院となる。その後、意識障害、血球減少が悪化し、
当院の救命救急病棟に転院となる。血小板数 5 万/µl 未満であり髄液検査
は未実施。項部硬直や臨床経過から髄膜脳炎が疑われ治療を開始した。入
院 2 日目に血小板輸血を実施後、髄液検査を実施し、蛋白 84mg/dl、細胞
数 0 であった。髄膜脳炎ではなくウイルス感染の可能性を考え、SFTS
の PCR 検査検体を提出と同時に、感染対策は標準予防策に加えて接触感
染対策を行い、エアロゾルが発生する処置時は N-95 マスク着用、個室隔離
を実施した。入院 3 日目に陽性の判定となり、同日よりリハビリテーショ
ンが開始され、PT、OT へ感染対策について説明したが、約 30 分間、近
距離で患者に接触するため、感染する不安を訴え、N-95 マスクを着用して
対応した。入院 8 日目に一般病棟へ転棟となり感染対策は継続し、スタッ
フへ感染対策について指導した。消化管出血の疑いがあり、入院 13 日目に
胃カメラを実施時は、実施者、介助者は N-95 マスク、アイシールドを着用
した。入院 17 日目、発症後 14 日以上経過し、症状も軽快しており、ICT
と主治医が協議し、感染対策を解除した。

【考察・結論】患者や医療従事者に感染することなく入院治療を実施する
ことができた。体液の曝露による接触感染だけではなく、喀痰の吸引など
で発生するエアロゾルによる曝露に対する感染対策も必要である。

P2-125 200床未満の中小病院における薬
剤耐性菌感染管理の実態調査（横断
研究）―地域感染対策連携における
課題の検討―

順天堂大学医学部附属浦安病院1）、順天堂大学薬学部2）、順天堂大
学大学院医療看護学研究科3）

○中村 美子（なかむら よしこ）1）、岩渕 和久2,3）

【背景・目的】多剤耐性菌の拡散防止は、全ての医療機関における重要な課題
である。本研究は、200 床未満の中小病院における薬剤耐性菌感染制御に関す
る感染制御マネジメント・感染対策・地域連携の実態を明らかにすることを
目的とした。また、感染管理体制の現状や地域連携に関する要望を把握し、感
染対策向上加算（以下、加算）1 を取得する地域医療支援病院の感染管理担当
者が地域での薬剤耐性菌感染管理支援を実施する際に必要な課題を検討し
た。

【方法】全国の 200 床未満の病院から 1200 施設を無作為抽出し、病院管理者の
同意を得た上で、感染管理担当者に自記式質問用紙を郵送して調査を行った。

【結果】有効回答数は 189 施設（回答率 16.2％）であり、内訳は加算 1 の施設
が 37、加算 2 が 70、加算 3 が 56、非加算が 26 であった。感染制御チームを設
置している加算 1 および加算 2 群と、加算 3 および非加算群を比較すると、感
染管理体制、細菌検査システム、薬剤耐性菌の把握、感染対策教育の面で、加
算 3 および非加算群の方が有意に低く、感染管理システムが整備されていな
い状況であった。加算 1 を取得する地域医療支援病院への要望は、加算 1 およ
び加算 2 群では「現場ラウンドによる感染対策の評価や指導」が多く、加算 3
および非加算群では「情報交換や感染対策連携に関する広報」が多く挙げられ
た。これらの結果から、加算 1 および加算 2 群と加算 3 および非加算群では、
地域医療支援病院への要望が異なることが明らかとなった。教育支援や隔離
予防策を含む標準的な感染対策が実施可能となるよう、現場の視察を通じて
中小病院の実状を確認し、それに基づいた適切なアドバイスや支援を行う必
要がある。

【結論】200 床未満の中小病院では、加算の取得状況によって感染管理システム
の整備状況や感染対策の実施状況に大きな差が見られた。加算 1 を取得する
地域医療支援病院の感染管理担当者は、加算の取得状況にかかわらず、各病院
の独自のニーズに対応した薬剤耐性菌感染対策の質向上を目指し、地域全体
の感染管理の底上げを図ることが課題である。
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P2-126 泉州二次医療圏における感染防止
ネットワーク活動の効果

大阪母子医療センター1）、藤井病院2）、市立貝塚病院3）、泉大津市
立周産期小児医療センター4）、和泉市立総合医療センター5）、岸和
田徳洲会病院6）、市立岸和田市民病院7）、阪南市民病院8）、府中病
院9）、りんくう総合医療センター10）

○木下 真柄（きのした まきえ）1）、森野 幸代2）、
水本 雄二3）、濱田 幸子4）、小田 学5）、望月 和美6）、
宅間 環7）、太田 真希8）、高橋 陽一9）、山内 真澄10）

【背景・目的】泉州感染防止ネットワーク（以下ネットワーク）は 2012 年よ
り泉州 2 次医療圏全体で連携を開始し 12 年が経過した。参加施設は年々増
え、現在、病院 62 施設、診療所 159 施設、介護施設 49 施設、泉州医療圏内
の 3 施設の保健所および地域の医師会と連携し、泉州地域における感染防
止対策の向上を目指し活動している。今回、ネットワーク活動の効果につい
て検証するため、ネットワーク加入施設へアンケート調査を実施したので
報告する。

【活動内容】ネットワークでは感染対策向上加算（以下加算）1 の感染管理認
定看護師（以下 CNIC）と保健所で毎月定例会議を行い、全施設が参加する
合同カンファレンスの企画・運営、感染対策相談会や研修会の開催、平時に
おける感染対策の助言やクラスター発生時の対応、病院訪問など様々な活
動を行っている。COVID-19 流行をきっかけに、地域病院の感染対策向上の
ため保健所が中心となって加算未取得病院へ訪問し、ネットワークへの加
入を促した。ネットワーク加入病院の約 3 割が加算未取得であり、診療報酬
の枠組みを超えて連携していることが泉州ネットワークの特徴といえる。
今回のアンケートは加算 1 以外の 51 病院を対象に無記名で実施した。

【成果・考察】アンケートの回答は 32 病院、回収率 62.7％ であった。ネット
ワークに加入してメリットがあったと回答した施設は 97％ で、新しい情報
を知ることができる、相談ができる、カンファレンスが役立つ、顔の見える
関係が築ける、訪問にきてもらえる、という意見であった。また、ネットワー
ク加入後に自施設の感染対策に変化があったと回答した施設は 87％ で、加
算 1 病院の CNIC に感染対策について相談しやすくなり、カンファレンス
や研修会を通じて他施設のスタッフと情報共有を行うことで、自施設の課
題に気づき改善できたという意見が多かった。アンケート結果からネット
ワーク活動は、加算 1 病院と CNIC のいない加算 1 以外の病院との連携強
化を図り、地域の病院の感染対策を変えるきっかけになったと考えられる。

P2-127 診療版 J-SIPHE（OASCIS）を用い
た地域連携の取り組みと課題

済生会西条病院 感染対策室1）、西条中央病院 感染対策室2）

○横畑加代子（よこばた かよこ）1）、石井 博1）、
水谷あゆみ1）、稲見 有1）、千塲美保子2）

【背景・目的】A 市では、2022 年診療報酬改定に伴い感染対策向上加算 1
を算定する 2 施設が中心となり保健所、医師会と協働し外来診療施設も参
加し感染対策地域連携カンファレンスを開催している。外来感染対策向上
加算のうち連携強化加算を算定する施設が提出する感染症発生状況、抗菌
薬の使用状況はクラウド上で共有し、その管理は感染管理認定看護師が
担っている。2024 年クラウド維持に費用発生するのを機会に、より高い精
度管理ができ、効率化を目的に診療版 J-SIPHE（以下 OASCIS）を導入し
た。

【活動内容】2022 年、外来感染対策向上加算 21 施設のうち連携強化加算を
算定する 12 施設は、クラウド上でデータを情報共有していた。2024 年、
OASCIS 導入に際し、外来診療施設に説明できる事務部門に協力を要請
し、事務職員を新しく ICT メンバーに加え相談窓口を開設した。2024 年
6 月第 1 回カンファレンスで、データ共有方法を OASCIS に変更するため
参加登録、申請方法を説明した。参加への意向、要望、意見をカンファレ
ンス終了ごとにアンケート調査した。9 月第 2 回カンファレンスでは、ク
ラウドと OASCIS を並行してデータ共有した。11 月第 3 回カンファレン
スで、クラウド上でのデータ共有を終了する旨を事前通知する。11 月クラ
ウドデータを削除し OASCIS へ完全移行した。

【成果・考察】第 1 回カンファレンスアンケート結果より OASCIS へ参加
したい施設は 5 施設、参加したくない施設は 15 施設であった。参加したく
ない理由に、「今までのままでよい」、「登録が面倒だ」という意見があった。
速やかに参加した施設は 2 施設であった。2022 年度連携強化加算施設は、
12 施設であったが OASCIS 導入後 10 施設と減少した。しかし、登録後に、

「最初、面倒だったけど慣れてしまえばこっちの方が楽」という意見もあっ
た。連携強化加算を算定する施設において、OASCIS を理解し参加意向を
決定するのは医師である。また、実際に登録するのは、医師、看護師、事
務員と様々な職種である。今回、登録 10 施設中に新規登録した施設も含ま
れており、データの集約、可視化、分析を効果的に行うことができる OAS-
CIS の有用性を根気強く説明し、継続的に支援する体制を維持することで
地域での連携強化に繋がると考える。

P2-128 感染対策向上加算1に係る相互評
価結果を活用した鹿児島県内にお
ける感染対策改善活動の仕組みつ
くり

鹿児島大学病院 感染制御部
○有村 尚子（ありむら しょうこ）、村田 奈穂、
茂見 茜里、川村 英樹

【背景・目的】令和 5 年度、鹿児島県における感染対策向上加算 1 を取得し
ている 27 施設のうち 22 施設が、当院が事務局である鹿児島感染制御ネッ
トワーク（以下、KICN）による相互評価の組合せ調整を希望した。これま
で相互評価の結果は、評価施設と被評価施設の 2 施設間の共有に留まって
いたが、県全体での感染対策の底上げと改善を目的とし、全体的に改善が
必要な項目について A 評価の施設の工夫を共有する仕組みつくりを開始
した。今回県全体の感染対策改善活動における本仕組みの有効性を検討し
た。

【活動内容】22 施設に取り組みの目的を説明し、相互評価の結果を当院感
染制御部で取り纏めることについて全施設から了承を得た。令和 5 年度の
相互評価で A 評価が全体の 7 割に満たなかった項目を抽出し、施設が特
定されないよう配慮したうえで共有した。抽出された項目の中から、令和
6 年度の強化項目 1 つを KICN のカンファレンスで検討し決定した。強化
項目に対し、A 評価の施設からは工夫している点、A 評価以外の施設から
は困っている点を挙げてもらい、全施設で内容を共有した。さらに、評価
の視点を統一することを目的に A 評価となる基準を定め、令和 6 年度の
相互評価では評価施設と被評価施設が強化項目について重点的に検討す
ることとした。

【成果・考察】これまで不透明だった相互評価の結果を収集・分析するこ
とで、県内の感染対策向上加算 1 を取得している施設の課題が明確となっ
た。令和 6 年度の強化項目「清潔な状況下で輸液調製が実施されている」が
抽出され、感染対策を個々の病院で取り組むのではなく、工夫している点
など有益な情報を共有し全体で改善活動に取り組むことができる。さら
に、加算 1 施設の改善に留まらず、加算 1 施設が改善手法の選択肢を広く
もつことで加算 2・加算 3 施設への横展開も可能となり、県全体の感染対
策改善活動につながると考えられた。

P2-129 感染対策向上加算1病院を中心と
した茅ヶ崎市内における感染対策
地域連携―第3報―

茅ヶ崎市立病院1）、医療法人 徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院2）、医療
法人社団 康心会 湘南東部総合病院3）

○蘭賀 都己（らんが さとし）1）、相原 幸生2）、
片石 剛史3）

【背景・目的】令和 4 年度の診療報酬改定に伴い、茅ヶ崎市では、感染対策向
上加算 1 病院 3 施設（以下、「市内加算 1 病院」とする）が連携し、茅ヶ崎市
保健所、茅ヶ崎医師会と協力して、新興感染症の発生等を想定した訓練（以
下、「訓練」とする）に取り組んできた。令和 6 年度の訓練では、新興感染症
の発生に備え、架空のウイルス性呼吸器疾患を想定した。また、WEB 上で双
方向会議を用いた机上訓練を実施した茅ヶ崎市内での感染対策地域連携の
活動実績をここに報告する。

【活動内容】令和 6 年 10 月の訓練に向け、茅ヶ崎市立病院が主体となり対面
および WEB 会議を通じて訓練内容の検討を行った。シナリオは、架空のウ
イルス性呼吸器疾患は SARS-CoV-2 の初期段階と同様にヒトに抗体が存在
せず、ワクチンや治療薬もない状況を設定し、対症療法やステロイド剤の投
与による治療を想定した。また、このウイルスは感染性呼吸器粒子による空
気感染/吸入及び直接沈着、接触感染での感染と設定した。新興感染症発生時
における各医療機関での報告連絡体制構築と情報共有、各施設におけるゾー
ニング方法、個人防護具（PPE）の着脱方法の確認・共有を目的とする訓練
を実施した。

【成果・考察】令和 6 年 10 月 18 日、WEB による双方向会議を通じて、市内
加算 1 病院が主催し、茅ヶ崎市保健所、茅ヶ崎医師会が共催する形で、市内
加算 1 病院と連携する保険医療機関、および複数の介護保険施設が合同訓練
に参加。訓練では、架空のウイルス性呼吸器疾患を想定し、新興感染症発生
検知時の報告体制の共有、流行初期として茅ヶ崎市立病院が入院を受け入れ
ることとした。そして、湘南東部総合病院、茅ヶ崎徳洲会病院が後方支援と
して、個人防護具の着脱指導や市内・近隣の医療機関、介護保険施設からの
問い合わせ対応を担当した。特に、流行初期対応の医療機関は新型コロナウ
イルス感染症の対応経験を活かし、ゾーニングおよびウイルス性呼吸器疾患
への個人防護具の着脱訓練を実施した。将来展望として、茅ヶ崎市において
診療報酬の枠にとらわれない感染ネットワークの構築を目指したい。
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P2-130 高齢者施設対象に行政と ICNが協
働で開催した研修会の振り返りと
今後の方向性について ICNの目線
で考えること

流山中央病院1）、東葛病院2）

○鈴木理恵子（すずき りえこ）1）、松原 友紀2）

【背景・目的】市内に設営の高齢者施設は、約 200 施設に及ぶ。COVID-19
の 5 類移行後においても、断続的なクラスター対応が市内の複数施設で発
生している。市役所担当職員と市内医療機関 ICN と高齢者施設職員が連
携し、感染対策の向上を目指す必要性について、2023 年度に開催した集合
研修会の実際を振り返り、今後、目指すべき方向性を検討した。

【活動内容】市役所担当職員と市内医療機関 ICN は 2021 年～クラスター
発生施設への初動視察と指導や、施設への出前式実地研修会を通じた協働
活動を既に行っていたため、研修計画は、行政の視点と ICN の視点て意見
交換を行い立案した。2024 年 2 月、感染対策の基本「標準予防策」、「PPE
の着脱演習」と、現地を視察したことによる課題に対する「図面を用いた
ゾーニング」グループ演習を市内高齢者施設職員対象に研修会を開催し
た。

【成果・考察】本研修会は、初回の現地集合型研修であり、講義時間を約
8 割とする構成としていた。「PPE 着脱演習」は、大半の受講者が出来てい
た。しかし、「図面を用いたゾーニング」は施設により入居者の背景が様々
であり、演習に難色を示したグループが発生した。講義時間の割合を見直
しし、参加者同士が対話できる時間を設ける必要性があることへの気づき
もあった。一方で、本研修会の参加施設数は市内全体の施設数を満たない
ため、全体へのアプローチも必要である。今後も研修会を定期的に開催し、
市内の研修会受講施設数が増加することにより、市内高齢者施設間の感染
対策が繋がる事も期待したい。連携体制構築への一助となるよう、市の行
政と ICN が協働活動を継続することが、極めて重要である。

P2-131 障害者病棟および療養病棟を有す
る地方中小病院における5年間の
ESBL産生菌の検出状況の実態調
査

医療法人社団 翔嶺館 十勝の杜病院 薬剤科
○門脇 督（かどわき おさむ）

【目的】一般病院での ESBL 産生菌の検出状況についての報告は認められるが、地
方都市の障害者病棟および療養病棟での報告は少ない。当院は後期高齢者を主と
する障害者施設等一般病棟（障害者病棟）と療養病棟のみを有し、ESBL 産生菌の
検出が多い病院である。経時的検出状況を解析し、若干の知見を得たので報告す
る。

【方法】2020 年 4 月から 2024 年 9 月までの入院患者から検出された細菌結果を個
人情報が含まない形で抽出し、四半期単位で集計した。ESBL 産生 E.coli、P.
mirabilis は、抗菌薬感受性結果でグループ分けし、菌株の伝搬状況の推定を行っ
た。

【結果】障害者病棟の培養陽性件数は 1238 件（重複あり）。検出割合は P.mirabilis
（ESBL+）が最も多く 14.1％、緑膿菌 12.7％、MRSA10.3％、E.coli（ESBL+）8.6％
の順であり ESBL 産生菌検出率が高かった。P.mirabilis、E.coli の ESBL 産生菌割
合を経時的に評価した結果、P.mirabilis は増加（p=0.025）、E.coli は低下した（p
=0.001）。感受性パターン分類は、P.mirabilis 6 パターン、E.coli 5 パターンに分類
した。 両菌種とも TAZ/PIPC 感受性有無で分かれる 2 パターンが主体であった。
P.mirabilis では TAZ/PIPC 感受性あり（以下 T/P+）の検出はカテーテル尿
78.8％、血液 0％、感受性無し（以下 T/P-）総数は経時的に増加傾向がみられ（p
=0.03）血液から 35.5％ が検出された。E.coli も同様傾向であり、T/P+はカテーテ
ル尿 90.4％、T/P-は血液 12.9％ であった。E.coli では T/P+が減少傾向であった。
療養病棟の培養陽性は 220 件であり、検出割合は MRSA が最も高く（12.3％）、
ESBL 産生菌は P.mirabilis 4.6％、E.coli 3.6％ と低かった。

【考察】P.mirabilis（ESBL+）が多い結果であった。障害者病棟では E.coli は経時
的減少を認めたが、P.mirabilis は減少しておらずカテーテル尿を介して保持され
ている可能性が考えられた。血液培養では T/P-のみ認められていることから別の
感染要因も考えられた。尿路で保菌されていると考えられるが、T/P-の増加が見ら
れることから保菌株が変化してきている可能性も考えられる。今回の調査では患
者情報を取得していないため、各患者での検出状況などを評価することができな
かったことが調査限界と考えられた。

P2-132 A介護老人保健施設での感染対策
研修会と施設内ラウンドを9年間
継続しての成果

ふじの内科循環器科クリニック1）、羽後長野駅前内科2）

○五十嵐 孝（いがらし こう）1）、佐々木重喜2）

【背景・目的】高齢者介護施設においても COVID-19 をはじめとする感染
性疾患のアウトブレイクへの対応が求められている。筆者は 2016 年より
A 介護老人保健施設（以下 A 施設とする）からの依頼を受け、施設職員の
感染対策に関する基本的事項の理解と実践を目指して研修会と施設内ラ
ウンドを継続してきた。その活動結果につき報告する。

【活動内容】2016 年より 2024 年まで研修会を計 12 回（座学 9 回、PPE
着脱訓練 1 回、COVID-19 対応シミュレーション 2 回）、施設内ラウンドを
8 回実施した。テーマは施設の要望に基づいたが、標準予防策については
毎回の研修会で繰り返し説明した。施設内ラウンドは A 施設の ICT と共
に行い改善点の助言をした。2020 年からの研修会は COVID-19 対応に重
点を置いた内容で行った。

【成果・考察】A 施設の看護責任者に 2016 年以降の感染対策上の改善点と
2020 年以降の COVID-19 対応の内容について入力シートへの記入を依頼
した。改善できた点としては、看護室、介護士作業室の清潔・不潔のゾー
ニング、布エプロンの廃止とディスポーザブルエプロンの導入、加温器に
よる清拭タオルの 24 時間保温の中止、手洗い設備、浴室および汚物室の清
潔管理、気道内吸引カテーテルの管理方法の変更、手指消毒剤の個人携帯
を挙げていた。インフルエンザやノロウイルス感染症のアウトブレイクは
なかったが、近隣の医療機関等で COVID-19 のクラスターが発生するな
か、A 施設でも 2 回のクラスターを経験した。1 回目は 2023 年 1 月に利用
者 55 名、職員 11 名、計 66 名の大規模なクラスターが発生し、同年 5 月に
発生当時の対応を検証する目的での研修会を行った。ゾーニングと換気が
適切に行えなかったこと、職員間の情報共有が不十分だったという問題点
に対し改善策を検討し、実践に至った。2024 年 8 月、2 回目クラスターは
利用者 16 名、職員 6 名、計 22 名で比較的小規模ではあったが、9 月に振
り返りの研修会を行った。これまでの継続した研修会と施設内ラウンドは
A 施設職員の標準予防策、COVID-19 を含む感染経路別予防策を理解し実
践する上での一助になっていると考えられた。今後も長期的な視点から研
修会や施設ラウンドを継続する必要がある。

P2-133 当院と高齢者施設を連携する「Mi-
dori Silver Link Network：MiS-
Link」の活動について

名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 感染制御室
○福田 範子（ふくだ のりこ）、工藤 正治、長谷川千尋

【背景・目的】名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院（以下、当院）が所
在する名古屋市南部は全国に先駆けて高齢者施設やスポーツクラブを中心に
COVID-19 のクラスターが発生した地域である。当時、各施設では発熱者や感
染者発生時の対応について相談先が不明確で混乱が生じていた。指定管理期
間終了後の 2023 年 4 月に名古屋市立大学の附属病院となった当院は、こうし
た課題を解決する必要があると考え、近隣の高齢者施設との連携強化を模索
していた。
2024 年度の診療報酬改定により感染対策向上加算 1 の病院は、“連携する介
護保険施設等から求めがあった場合に現地に赴いての感染対策に関する助言
を行うこと及び院内研修を合同で開催することが望ましい”とされた。また、
高齢者施設は第二種協定指定利用機関と連携医療機関と連携することで高齢
者施設等感染対策向上加算（I）（II）を算定することが可能となった。これら
の環境変化を受け、当院と近隣の高齢者施設が連携する「Midori Silver Link
Network：MiS-Link」を立ち上げた。これまでの活動実績について報告する。

【活動内容】1）連携可能な感染対策活動を提示し、賛同施設と覚書を締結、
2）感染制御室を窓口とした日常的な相談対応体制の確立、3）定期的な感染
症情報（MiS-Link 通信）の配信と流行期の臨時情報提供、4）ハイブリッド形
式で感染対策学習会を開催し、受講証明書を発行、5）施設の要請にて訪問ラ
ウンドを実施

【成果・考察】1）連携施設数：15 施設、2）相談内容：感染対策（COVID-19、
インフルエンザ）、3）Mis-Link 通信の配信：4 回、4）学習会の開催：標準予
防策と PPE の着脱練習（Web 参加 6 施設、会場参加 8 施設、不参加 3 施設、
重複あり）、5）訪問ラウンドの実施：2 施設を訪問し、ゾーニング方法や水回
りの管理について助言。写真付きのレポートを作成し、フィードバックした。
高齢者施設は病院とは異なり住空間の要素が強く、その構造や共有する設備
も施設ごとに様々である。そのため各施設のニーズを把握しつつそれぞれの
施設で可能な感染対策を立案することが求められる。感染症に関する情報の
発信、学習会、ラウンドに基づいた感染対策の助言などを通して、この地域
の感染対策向上に貢献していきたい。
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P2-134 介護老人保健施設への訪問ラウン
ドにより見えてきた課題

医療法人財団 明理会 イムス明理会仙台総合病院
○前沢 祥子（まえさわ しょうこ）

【背景・目的】当グループは急性期から施設・在宅介護まで一貫した医
療・介護を提供している。新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）
の流行により、介護施設から相談を受ける機会が増加した。また、2024
年に診療報酬、介護報酬、障害者福祉等サービス報酬の同時改定が行われ、
医療と介護の連携が求められていることから、同年 4 月にグループ内の介
護老人保健施設 4 施設と協力医療機関契約を締結した。実際にラウンドを
行うことで見えてきた感染対策の現状と課題を報告する。

【活動内容】2024 年 4 月から 2025 年 1 月まで 3 施設に対し、計 4 回のラウ
ンドを実施し指導を行った。ラウンドの目的は、平時における環境整備の
実施状況の確認が 2 回、COVID-19 クラスター時の感染対策の確認が 2
回である。平時における環境ラウンドでは作成したチェックリストを用い
て改善点を抽出した。COVID-19 クラスター時に行ったラウンドでは、感
染症の発生状況の把握とゾーニング、実施している感染対策を確認し指導
を行った。いずれのラウンドも写真を撮影し、良かった点、改善が必要な
点を報告書としてまとめ、施設にフィードバックを行った。

【成果・考察】平時に行った環境ラウンドで抽出された改善が必要な共通
項目は、オムツカートの管理、物品の消毒、汚物室のゾーニングであった。
COVID-19 クラスター時に行ったラウンドでは、使用後の個人防護具を外
すタイミングや順番が守られていない、手袋を常時着用し手指衛生を行っ
ていない状況が確認できた。また、アルコールをスプレー容器に詰め替え、
陽性者の居室から退室する際ユニホームに噴霧していた。高齢者施設で
は、看護師、介護職員、リハビリスタッフ等他職種が入所者と接触する機
会が多く、感染対策の理解度も異なると予想される。また、施設の構造も
異なり使用できる資源が限られている。訪問した施設では、認知症の入所
者も多く対応に苦慮されていた。施設に合わせた対策を共に考え提案する
事や、実施状況を現場で確認する事、改善活動が継続できるよう職員と連
携する必要があると考える。感染対策の基本である標準予防策の知識・技
術を習得できるよう介入することが今後の課題である。

P2-135 新生児集中治療室の患児ゾーンの
可視化とメチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌検出に関する研究

静岡県立病院機構静岡県立こども病院 看護部1）、静岡県立大学大
学院看護学研究科2）

○光延 智美（みつのぶ ともみ）1）、操 華子2）

【背景・目的】新生児集中治療室（neonatal intensive care unit：NICU）の
患児の感染リスクは、患児の免疫や生理機能に該当する内因性要因と患児
の環境に由来する外因性要因に分類される。本研究は、外因性要因に着目
し、NICU でのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus：MRSA）伝播防止対策として、患児ゾーンの可視
化による効果を検討した。

【方法】一般社団法人日本周産期・新生児医学会における周産期専門医制
度の基幹・指定施設の 9 施設の NICU の参加が得られた。調査は 2022 年
7 月 1 日から一年間で、後半 6 か月は患児ゾーンと医療エリアの境界を視
認性のあるテープで可視化し、MRSA 発生率、手指衛生への認識、手指衛
生実施回数と WHO の 5 場面の遵守率を評価した。研究者らが所属してい
た機関の倫理委員会の審査承認を受け実施した。

【結果】患児ゾーンの可視化前の期間の各項目の中央値（範囲）は、MRSA
発生密度 0.00（0.00-21.82）、手指衛生実施回数 51.6（15.3-129.6）回、手指衛
生遵守率 86.2（55.0-100.0）％、手指衛生への認識は平均 43.7 点となった。
可視化後の期間は、MRSA 発生密度 0.00（0.00-7.34）、手指衛生実施回数
51.5（15.7-92.3）回、手指衛生遵守率 86.1（50.0-100.0）％、手指衛生への認
識は平均 44.6 点であった。MRSA 発生密度可視化前後で変化はなく、可視
化後に手指消毒実施回数は減少（p＝0.048）、場面 3 の遵守率で向上（p
＝0.001）し、手指衛生への認識は 2 因子で点数が向上し統計学的有意差が
認められた。

【結論】現存する NICU の半数では MRSA の検出が見られないとの報告が
ある。データ収集期間は COVID-19 の流行が収束していない時期であり、
研究対象施設では感予防対策の遵守が組織全体に求められていたと推測
する。さらに、普段より感染対策への意識が高く、その遵守も高い施設が
本研究に協力をした可能性もある。そのため、患児ゾーンの可視化による
MRSA 検出への効果は明らかにならなかったが、適正な手指衛生の実施
には貢献できたと考えられた。

P2-136 NICUにおけるMRSAに対する
CNICの取り組み

福井大学医学部附属病院 看護部1）、福井大学医学部附属病院 感
染制御部2）

○高島 和也（たかしま かずや）1）、西村 一美2）、
松山 千夏2）

【背景・目的】新生児集中治療室（以下、NICU）の新生児は皮膚バリア機
能や免疫機能の未熟性などにより感染症に対して脆弱である。また、頻回
な医療者の接触により水平伝播が起こり易い環境である。2023 年 12 月よ
り当院 NICU においてメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（以下、MRSA）新
規検出数が増加した。過去の MRSA アウトブレイクの経験を基に、実践さ
れている感染対策の再確認と取り組みについて報告する。

【活動内容】MRSA 新規検出数の増加を受け、 感染管理認定看護師（以下、
CNIC）は 2024 年 4 月より継続的に手指衛生直接観察を行い、その結果を
もとに看護師に対して手指衛生及び環境整備に関する取り組みを行った。
手指衛生では正しい手順やタイミングに関する学習会を行い、その後にあ
らためて手指衛生直接観察を実施しフィードバックした。患者周囲環境や
共用物品の環境培養から MRSA が検出されたこともあり、環境整備では
複数の消毒を用いて煩雑であった手順を見直し、清拭方法を統一した。部
署内や感染制御部で感染対策について検討した上で、2024 年 10 月より新
たな感染対策を開始した。CNIC は学習会の開催や指導だけでなく、多職
種と連携し、看護師が業務の中でも感染対策ができるよう手順の提案や意
欲を低下させない関わりに努めた。

【成果・考察】MRSA 新規検出数は 2023 年 12 月から 2024 年 9 月は 19
件であったが、対策を講じた 2024 年 10 月から 2025 年 1 月は 1 件に減少
した。手指衛生直接観察からみえた傾向を基に手指衛生の学習会を行うこ
とで基本的手技を再確認するだけでなく、接触頻度の多さや治療・ケアの
複雑さといった部署の特徴に合わせた内容を示すことが看護師の理解を
深めたと考える。環境培養の結果において共用物品からも MRSA が検出
され、使用する薬剤や手順を統一したことで看護師の混乱が減少し、適切
に環境整備が行われたと考える。今回の経験から、部署における CNIC
の役割は、感染に対する専門的知識と現場の特徴を把握しているという強
みを生かし、感染対策の実施状況を評価して推進することであると考え
る。

P2-137 NICU・GCUにおけるMRSAア
ウトブレイクの対策（その後）につ
いて

千葉大学医学部附属病院 感染制御部1）、千葉大学医学部附属病院
看護部2）、千葉大学医学部附属病院 薬剤部3）

○千葉 均（ちば ひとし）1,2）、谷中 麻里1,2）、
古谷 佳苗1,2）、漆原 節2）、山崎 伸吾3）、
矢幅 美鈴1）、谷口 俊文1）、猪狩 英俊1）

【背景・目的】当院の NICU・GCU は 2013 年に新設され、開設当初から
MRSA のアウトブレイクにより感染対策チーム（以下：ICT）と連携して
感染対策を実施してきた。その結果、徐々に新規検出率が 2022 年まで減少
し 2023 年に同学会で活動報告を行った。しかし、その後新規検出率が上昇
し 2023 年と 2024 年に対策の見直し、患者ゾーンの見直しや手指衛生の再
評価、環境整備を実施した。再度高い検出率になった背景や実践している
対策について報告する。

【活動内容】2023 年 3 月以降職員の入れ替わりや病床稼働率の上昇による
業務の多忙による手指衛生の実施タイミングの不備があり、手指衛生遵守
率が低下した。新規 MRSA は分子疫学的解析検査（PCR-based open read-
ing frame typing：以下 POT 法）にて解析を行い、母子感染、市中感染、
院内感染などの解釈に活用している。新規検出数が 4 週間で 4 件以上検出
したため院内のプロトコールに従い、NICU・GCU と会議を定期的に実施
し、検討を進めた。課題として顕在化した点として、手指衛生の実施タイ
ミングの共通理解が曖昧であること、業務が煩雑になると手指衛生の擦り
込み時間が短く、適切な消毒ができていないことなどがあげられた。その
ため、患者ゾーンの変更を行うこととなり、小児科、小児外科、産科、看
護職員、放射線部など関連する診療科や部門に周知した。それと同時に環
境整備のチェックリストを見直し、10 分間清掃を行うこととした。

【成果・考察】2023 年以降の新規 MRSA の検出率の上昇の原因は、異動や
新規入職者を中心に手指衛生のタイミングや消毒時間が不十分であった
可能性がある。また、患者ゾーンの共通理解が不十分であったことも明ら
かになった。そのため患者ゾーンの認識を一致させることで手指衛生のタ
イミングを統一することもできた。また、環境整備の手順を見直し、統一
して清掃を実施することで環境から人への伝播リスクを低減することに
もつながった。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－449－

P2-138 集中治療室での Bacillus アウトブ
レイク発生と感染対策の取り組み

青森市民病院 感染管理室1）、青森市民病院 整形外科2）、青森市
民病院 臨床検査部3）、青森市民病院 薬剤部4）

○小寺 秋紗（こでら あきさ）1）、川口 理恵1）、
塚田 晴彦2）、小山 敬大3）、柿崎 和也4）、窪寺 俊治4）

【背景】集中治療室に入院していた心臓血管外科術後患者 A は CV 挿入後
から発熱などの症状が出現しており、CV カテーテルの先端と血液培養か
ら Bacillus Cereus が検出された。また同時期に、心臓血管外科手術待機中
の患者 B も CV 挿入後から発熱などの症状があり、血液培養から Bacillus
sp. が検出されたため、Bacillus アウトブレイクと判断した。

【症例】集中治療室に入院中であった患者 B のベッド周囲、点滴ラインと、
隣に入院している患者 C のベッド周囲や、ミキシング台周囲の環境培養
を実施した。さらに、集中治療室看護師へ注射作成時の状況の聞き取りを
行った。環境培養調査時には、ちょうど患者 B は手術入室中であったた
め、ベッドやその他周辺の物品は新しく準備されており、菌の発育はみら
れなかった。しかし、患者とともに手術室へ持ち込まれたシリンジポンプ
からは CNS が検出された。患者 C 周囲の環境培養の結果、シリンジポン
プのボタン、薬液を希釈する際に使用される生理食塩水ボトルの外側、針
の差し込み口から Bacillus が検出された。また、開放式の三方活栓からは
CNS と腸球菌が検出された。

【考察・結論】希釈する薬液が多いことから 100ml の生理食塩水ボトルを、
集中治療室でのみ使用している状況であった。生理食塩水ボトルは 1 患者
ごとに使用され、1 日以上は使用していないが、開封日や時間の記載はさ
れていない現状であった。ICT より集中治療室看護師へ 100ml の生理食
塩水ボトルの使用の中止と、標準予防策の徹底を指導した。今回の環境培
養結果から、正しいタイミングでの手指衛生や、環境整備、個人防護具の
適切な着脱が不十分であったため、様々な場所から Bacillus が検出され、
アウトブレイクが発生したと考える。

P2-139 NICUにおけるコット清掃と手指
衛生遵守率の調査および改善への
取り組み

東京医科大学病院 感染制御部
○堀之内莉菜（ほりのうち りな）、伊藤 幸子、
山口 大、奥川 麻美、中村 造、渡邉 秀裕

【背景・目的】NICU 病棟での MRSA の院内発生を受けて、これまでの陽
性事例を調査したところ、コットの使用頻度が高かった。そこで、コット
の清掃状況の調査と、コットとクベース毎の手指衛生の直接観察の遵守率
を調査した。その結果を報告する。

【活動内容】1．使用したコットの清掃状況の確認：コットの清掃者・手順
の確認、清掃後のコットの ATP ふきとり検査を実施。
結果：コットの清掃者は看護師又は看護補助者であり、手順書の作成はな
かった。清掃後の ATP ふき取り検査は 5 台実施し、平均値は 2571RLU
であり肉眼的汚れはなかった。
2．手指衛生向上に向けた取り組み：スタッフ毎の使用本数の可視化・
コットとクベース毎の直接観察の実施・5 つのタイミングを示したシナ
リオベースの学習会の実施。
結果：スタッフ毎の使用本数を可視化したことで、使用回数は向上し、年
間平均 130 回となった。コットとクベース毎の直接観察では、コット：
58％、開放式クベース：42％、閉鎖式クベース：40％ であった。5 つのタ
イミングを示したシナリオベースの学習会は医師・看護師共に実施した。

【成果・考察】コットの清掃状況として、コットのより詳細な清掃方法の可
視化を行った。コットの種類別による手指衛生遵守率に影響はなかった。
ただし、このような介入を実施したことで、現場での環境整備の強化、手
指衛生の強化に繋がった。

P2-140 当院CICUでのシンクの環境培養
結果と今後の取り組み

杏林大学医学部付属病院 CICU
○井上美和子（いのうえ みわこ）、渡邉 健太、
大場 弘介、小川 雅代

【目的】薬剤耐性菌のアウトブレイクを予防するためにはシンクの管理が
重要であることが報告されている。
当院 CICU で薬剤耐性グラム陰性桿菌によるアウトブレイクの経験はな
い。しかし、医療者の使用によりシンク内やシンク周囲に汚染が散見され
ていたことから環境培養を行い、シンクの管理方法について検討したので
報告する。

【活動内容】各病床のシンク周囲、シンク内、排水口を生理食塩水に浸した
滅菌スワブで擦過した。スワブを生理食塩水に懸濁し、遠心分離後に選択
培地に塗布し、培養を実施した。24 時間後、48 時間後に発育を認めたもの
は質量分析法を用いて菌種の同定を行った。また、CRE（Carbapenem-
Resistant Enterobacterales）などの薬剤耐性が疑われる細菌については薬
剤感受性試験を行ない耐性の有無を確認した。培養結果は感染制御部、清
掃業者、病院管理部門と共有し、シンク洗浄剤の変更や清掃の強化を行っ
た後、再度、環境培養を実施した。

【結果・考察】全てのシンクから細菌検出されたが、その多くは環境菌で
あった。複数のシンクから MRSA（Methicillin-Resistant Staphylococcus
aureus）、カルバペネム系薬・フルオロキノロン系薬耐性緑膿菌（以降 2
剤耐性緑膿菌）、CRE（Enterobacter cloacae）がそれぞれ検出された。耐
性菌が検出されたシンクに対し、清掃方法を変更し再度、環境培養を実施
した。2 剤耐性緑膿菌、MRSA は検出されなかったが、CRE は一部のシン
クにおいて検出され続けている。
CRE が検出された病床は CRE 検出患者の入室もあったが、医療者による
伝播もしくは排水口からの逆流によるシンクへの定着が疑われた。
シンクを使用する医療者の水はねなどの飛散予防を適切に行うことや定
期な清掃が必要である。また、CRE の伝播やアウトブレイクの予防のため
に、清掃のモニタリングやリスクの高い重症患者収容部門では環境培養を
行うことは、感染対策を行う上で有用となる可能性がある。

P2-141 NICU/GCUにおけるパルスドキ
セノン紫外線照射機器導入時のス
タッフ教育と現状

藤田医科大学病院看護部 NICU1）、藤田医科大学病院看護部
GCU2）、藤田医科大学病院 医療の質安全対策部 感染対策室3）、
藤田医科大学医学部 小児科学4）、藤田医科大学医学部 微生物学
講座・感染症科5）

○對木 萌登（ついき もと）1）、古田 萌音1）、
加家 茜2）、中川 雅貴3）、宮田 昌史4）、本田 仁5）

【背景・目的】NICU/GCU 入院中の新生児は免疫能が未熟なため、メチシリン耐
性黄色ブドウ球菌（以下、MRSA）を含む細菌感染等が重症化しやすい。パルス
ドキセノン紫外線（以下 PX-UV）照射機器の使用で環境中の微生物が減少したと
いう報告があるが、我々はオープンフロア構造の NICU/GCU でも PX-UV 照射が
安全に実施できる遮蔽法を確立し報告している。この知見を基に PX-UV 照射プ
ロトコールを確立し PX-UV 照射による環境消毒を開始した。PX-UV 照射業務実
施に際して PX-UV 照射プロトコールをスタッフに教育したが、その教育法の改
善点を探るため現在の PX-UV 照射の現状の把握を目的として本研究を行った。

【方法】本研究は 2024 年 11 月 1 日から 2025 年 1 月まで、藤田医科大学病院
（NICU12 病床・GCU18 病床）で実施した。患児が病室から退出後、アルコールク
ロスで医療機器および環境表面の清掃を行い、遮光ユニットを使用して PX-UV
が病室外に漏れないよう遮蔽した上で、5 分間の PX-UV 照射を 2 回実施した。
PX-UV 照射はプロトコールについて教育を受けた NICU/GCU 所属の看護師、助
産師、看護補助によって行われ、遮光ユニットの設置時間について調査した。本
研究は藤田医科大学医学研究倫理審査委員会の承認を得ている（HM23-224）。利
益相反開示：テルモ株式会社（研究費）

【結果】2025 年 1 月現在で PX-UV 照射の実施件数は NICU64 件、GCU15 件だっ
た。遮光ユニットの設置にかかった平均時間は、NICU7 分 18 秒、GCU5 分 35
秒だった。研究に関わるコアスタッフが実施した結果と比較すると、NICU で 3
分 49 秒、GCU で 3 分 47 秒多く時間を要していた。

【結論】一般スタッフでは、プロトコールの理解が不十分で設置時間がかかること
が分かった。特に NICU では繁忙な業務の中で PX-UV 照射の業務負担は課題と
なるため、短時間で確実に設置できる体制の構築が必要である。PX-UV 照射プロ
トコールについて、適切な注意点を明示した理解しやすい教育を行い、スタッフ
の理解度を向上させることが必要である。
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P2-142 小児集中治療室で発生した播種性
帯状疱疹への対応

兵庫県立こども病院 感染対策チーム
○中島 由佳（なかじま ゆか）、田中 沙紀、
新谷 茜、佐伯 玲、末田 彩

【背景・目的】水痘は空気感染する代表的な感染症であり、ワクチン接種に
より予防可能である。今回、小児集中治療室（以下 PICU）において播種
性帯状疱疹の発生を経験した。その対応を振り返り、今後の課題を明確に
することを目的とする。

【活動内容】発端者は水痘ワクチン接種歴が 1 回の患者であった。入院から
3 週間以内に発症し播種性帯状疱疹と診断され、後に水疱内容液からワク
チン株の水痘・帯状疱疹ウイルスが検出された。速やかに発端者の空気・
接触感染対策を講じるとともに、電子カルテに記録された母子手帳の情報
をもとに感受性者を特定した。感受性者は水痘ワクチン接種歴が 1 回以下
かつ罹患歴のない者と定義し、その結果、患者 16 名が該当し発症予防対応
を行った。PICU の病棟特性上、感受性者全員を病棟内に留めることは困
難であったため、PICU と一般病棟の両方で 21 日間の健康観察を行った。
観察期間中に 2 名を水痘と臨床診断した。うち 1 名は陰圧個室隔離が困難
な状況で発症したため、三次伝播予防の対応を追加した。さらに感受性者
と判断された患者 8 名に対して発症予防対応を行い、21 日間の健康観察
を行った。対応期間中は毎日関係者ミーティングを開催し、情報共有を徹
底した。

【成果・考察】今回の院内発生では、二次伝播は発生したが三次伝播には至
らず収束した。なお、職員の感受性者は確認されなかった。水痘など空気
感染する感染症が発生すると曝露範囲が病棟全体から院内全体に及ぶた
め、平時からの持ち込み防止対策と発生時の迅速かつ適切な対応、および
関係各所との情報共有が重要である。COVID-19 の流行以降、ワクチン接
種の躊躇により各種定期ワクチンの接種率が低下しており、全国的に水痘
患者の微増が報告されている。また海外からの麻疹の輸入症例も継続して
確認されていることから、空気感染する感染症の院内持ち込みリスクが高
まりつつある。今後の課題として以下の点が明確になった。1．水痘および
麻疹の免疫状態確認の強化（母子手帳情報の共有方法の改善、入院患者の
水痘免疫保有率の把握）、2．長期入院患者のワクチン接種推進、3．水痘・
帯状疱疹ウイルス検査体制の強化。これらの対策を強化し、今後の院内感
染リスクの低減を図る必要がある。

P2-143 当院感染症内科開設前後でのカル
バペネム系抗菌薬使用状況の変化
の検討

戸田中央総合病院 感染対策管理室1）、戸田中央総合病院 感染症
内科2）、国立療養所 多磨全生園3）

○小田 智三（おだ としみ）1,2,3）、山口美由紀1）

【背景・目的】当院では、2018 年 4 月の診療報酬改定で新設された抗菌薬適
正使用支援加算以降、ICT/AST を中心にカルバペネム系抗菌薬の適正使用
の取り組みを継続してきた。約 6 年後となる 2024 年 2 月には感染症内科が
開設された。今回、我々は、当院における感染症内科開設前後の期間におい
て、カルバペネム系抗菌薬の使用状況を評価し、実施した対策の有効性を検
討したのでその活動内容を報告する。

【活動内容】2023 年 10 月から 2024 年 1 月までを感染症内科開設前期間（以
下前期間）、2024 年 2 月から 2024 年 5 月を感染症内科開設後 A 期間（以下
A 期間）、2024 年 6 月から 2024 年 9 月を感染症内科開設後 B 期間（以下 B
期間）とし、3 つの期間群（各 4 月間）におけるカルバペネム系抗菌薬使用
状況を比較検討した。データ収集および解析には J-SIPHE を活用した。観察
期間の採用カルバペネム系抗菌薬はメロペネム（MEPM）、イミペネム/シラ
スタチン（IPM/CS）、ドリペネム（DRPM）の 3 剤であった。
3 期間におけるカルバペネム系抗菌薬適正使用の活動内容以下の通り。前期
間：カルバペネム系抗菌薬（MEPM）の使用届出制。血液培養の結果に基づ
いた抗菌薬見直し提案を診療録に記載。A 期間：前期間実施内容に加えて、
毎月医師にカルバペネム系抗菌薬適正使用の啓発活動を実施。感染症症例
コンサルテーションにおける指導。B 期間：A 期間実施内容に加えて、毎日
メロペネム処方患者を電子カルテで抽出し、診療録に定型文を記載。

【成果・考察】結果：カルバペネム系抗菌薬 AUD（（使用量÷DDD）÷在院
患者延数×100）および DOT（使用日数÷在院患者延数×100）の月平均値

（AUD・DOT）は、各々前期間：1.705・1.896、A 期間：1.007・1.541、B
期間：0.614・0.894 であった。カルバペネム耐性緑膿菌の検出率（検出数÷
在院患者延数×1000）は、前期間・A 期間・B 期間の順に、0.265・0.236・
0.083 であった。
本検討では、毎日カルバペネム系抗菌薬使用患者の電子カルテへの定型文
記載は、カルバペネム系抗菌薬使用量削減に一定の効果があることが想定
された。また、カルバペネム系抗菌薬使用量の削減は、カルバペネム耐性緑
膿菌検出頻度の減少につながる可能性が示唆された。

P2-144 当院における経口第3世代セファ
ロスポリンの処方状況の解析と評
価

磐田市立総合病院 薬剤部1）、磐田市立総合病院 抗菌薬適正使用
支援チーム2）

○片桐 崇志（かたぎり たかし）1,2）、松原 大祐1,2）、
田代 将貴1,2）、伊藤 清香1,2）、黒田 志保2）、
熱田 洋平2）、妹川 史朗2）

【背景・目的】AMR 対策アクションプランが公表されてから、当院では経
口第 3 世代セファロスポリン（CEPs）の使用量を削減するために、勉強会
や採用薬選定を行ってきた。本研究では入院・外来における CFPs の処方
状況の解析と評価を目的とした。

【方法】AST 開始時の 2016 年 4 月から 2024 年 10 月までに入院・外来に
おける CEPs の使用量および内訳、診療科、処方理由に関して後方視的に
検討した。入院・外来の使用量はそれぞれ AUD および（抗菌薬使用量

（g）/DDDs（g）/外来延べ患者数）×1000 により求めた。
【結果】使用量は 2016 年度から 2024 年 10 月まで入院・外来ともに低下
（入院：23.16→2.21 DDDs/1000 patient-days、外来：39.60→1.42 DDDs/
1000 outpatients）した。2024 年度の診療科別入院処方はすべて CDTR-PI
であった。内訳として産婦人科のクリニカルパスで妊婦が破水時に内服す
る指示で半数を占めていた。外来処方は 8 割が CDTR-PI を使用し、残り
は CPDX-PR であった。CDTR-PI は皮膚科が最多で 25.5％、アトピー性皮
膚炎の 1 症例に長期使用されていた。また、CPDX-PR に関しては口腔外
科による抜歯後の感染予防目的のみであった。

【結論】CEPs の使用量は大幅に減少し維持出来ていると考えられ、今後も
AST 活動として使用状況の解析・評価を行い、使用量の動向を注視して
いきたい。また、今回の研究を元に各診療科へフィードバックを行い、処
方の必要性を検討していく予定である。

P2-145 指定抗菌薬使用届の体制変更によ
る抗菌薬使用密度への影響

生駒市立病院 薬剤部
○星原 良太（ほしはら りょうた）

【背景・目的】感染対策向上加算を算定できる施設基準として、抗 MRSA
薬及び広域抗菌薬の使用に際して届け出制又は許可制をとること、投与
量、投与期間の把握を行い、臨床上問題となる場合には投与方法の適正化
をはかることを求めている。当院では指定抗菌薬は届け出制となってお
り、オーダー入力の際に使用届にも記載する規定となっていた。しかし、
未入力の場合もあり、薬局側も入力された使用届を全て確認はできていな
かった。そこで、使用届の入力システムと確認の体制の見直しを行った。
これらの体制の変更前後で抗菌薬使用密度（AUD）を比較し、影響を与え
たのかを評価した。

【活動内容】当院では、指定抗菌薬のオーダー入力時に使用届の入力画面も
同時に開くようになっている。従来までは使用届に何も入力せずともオー
ダー入力は可能であったが、2024 年 5 月以降は必須項目として入力しな
ければオーダーできないシステムとした。なお、使用届の必須項目に｢想定
される感染症病名｣｢投与予定期間｣を追記した。2024 年 9 月から薬局内の
感染担当から平日に一人振り分け、前日に入力された使用届を確認するこ
ととした。確認項目を統一するためチェックリストを作成し、それに従い
確認を行い必要時に介入を行った。

【成果・考察】2024 年 9 月～12 月間の使用届は 184 枚、薬局が介入できた
のは 29 枚であった。使用量の多いバンコマイシン（VCM）、メロペネム

（MEPM）、タゾバクタム/ピペラシリン（TAZ/PIPC）、レボフロキサシン
（LVFX）の 4 種類を評価指標とした。活動開始後である 2024 年 5 月～12
月の AUD 平均（DDDs/1000bed days）と活動開始以前の各薬剤の AUD
平均を用いて有意水準 5％ で両側検定の t 検定を行った。VCM は活動開
始前後で-3.52 の有意差が認められた（t（102）=2.45、p＜1.98）。MEPM
は-8.07 の有意差（t（102）=2.70、p＜1.98）、TAZ/PIPC は-24.9 の有意差

（t（102）=5.61、p＜1.98）が認められた。LVFX は-6.18 の差があったが、
t（78）=1.95、p＜1.99 であり有意差は認められなかった。LVFX 以外の 3
剤では上記の活動により広域抗菌薬の使用量や使用日数の減少に寄与で
きることが示唆された。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－451－

P2-146 ASTミーティングの回数増加が
AST活動と抗菌薬使用動向に与え
た影響

地方独立行政法人桑名市総合医療センター 薬剤部1）、地方独立行
政法人桑名市総合医療センター 看護部2）、地方独立行政法人桑名
市総合医療センター 検査室3）

○川﨑 好人（かわさき よしと）1）、佐藤友美子2）、
籠 徹3）、岩間 弘晃2）、伊藤 和恵2）

【背景・目的】桑名市総合医療センター（以下、当院）では、2022 年に AST
（Antimicrobial Stewardship Team）を結成し、血液培養陽性症例と耐性菌
検出症例に対する抗菌薬適正使用活動を開始した。従来は、毎週月曜日 16
時から 1 時間、ICT（Infection Control Team）ミーティングと合同で会議
室にて実施していた。2024 年からは、AST 単独のミーティングを週 5 回

（月～金の 8 時 30 分から 30 分間）に拡充し、迅速な情報共有を目的として
開催場所を微生物検査室へ変更した。今回、AST ミーティングの頻度を週
1 回から週 5 回へ増やしたことが、AST 活動と抗菌薬使用動向に与えた影
響について報告する。

【活動内容】AST ミーティングの頻度を増やす前（2022 年～2023 年）と後
（2024 年）で、AST 活動件数（相談件数、提案件数）、提案受入率、カル
バペネム系抗菌薬の AUD（抗菌薬使用密度、DDDs/100 patient-days）を
比較した。また、提案内容を項目別（開始、併用、変更、継続、デエスカ
レーション、投与量、投与設計、投与期間、中止、検査依頼、経口スイッ
チ、副作用対策、その他）に分類し、頻度変更前後で比較した。

【成果・考察】AST ミーティングの頻度増加後（2024 年）、AST 活動件数
は 82 件（2022 年）、138 件（2023 年）から 511 件（2024 年）へ増加した。
提案受入率は 96.3％（2022 年）、90.6％（2023 年）から 81.4％（2024 年）と
低下した。また、提案内容はデエスカレーションの割合が 0％（2022 年）、
6％（2023 年）から 16％（2024 年）と増加した。AUD については、カル
バペネム系薬は 3.37（2022 年）、2.93（2023 年）から 2.43（2024 年）と減
少した。AST ミーティングの頻度増加は、AST 活動件数およびデエスカ
レーション提案の増加を促し、カルバペネム系薬の使用量減少に寄与し
た。よって、当院においても AST 活動により抗菌薬の使用量を減少でき
た。

P2-147 抗菌薬を正しく安全に使用するた
めに～抗菌薬インシデントの分析
と講習会の評価～

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター AST
○鈴木 亮平（すずき りょうへい）、小西 友美、
近澤 香織、雲井 直美、木下 絵里、井端 英憲

【背景・目的】抗菌薬が最大限効果を発揮するためには、適正な抗菌薬や投
与量、投与期間等を選択するとともに正しく安全に患者に投与されること
が前提となる。しかしながら、抗菌薬に関連するインシデントが処方・調
剤・与薬などの様々な場面で発生している。そこで、三重中央医療セン
ター（以下、当院）と全国の病院で発生した抗菌薬のインシデントの分析
を行った。さらに、その結果を反映させた安全対策の講習会を実施し、有
用性の評価を行った。

【方法】抗菌薬のインシデント分析の調査対象は、2023 年 4 月～2024 年 9
月の期間に当院で発生したインシデントと 2018 年 10 月～2023 年 9 月の
期間に全国の病院で発生したインシデントとし、内容や原因薬などを調査
した。なお、全国の病院で発生したインシデントは公益社団法人日本医療
機能評価機構が公開している情報を利用した。講習会は当院の医師、看護
師、薬剤師、臨床検査技師を対象に実施した。講習会の評価はアンケート
及び確認テストを実施し評価した。

【結果】対象期間中に発生した当院のインシデントは 52 件であり、セファ
ゾリンやタゾバクタムピペラシリンの投与忘れが多かった。全国の病院の
インシデントは 2684 件あり、看護師ではセファゾリンの投与忘れ、医師で
はスルバクタムアンピシリンの禁忌薬の処方、薬剤師ではアモキシシリン
の薬剤間違いが多かった。講習会受講者による、アンケートの自己評価で
は、講習会を受講することで、抗菌薬を正しく安全に使用するために自身
が注意すべき点を説明できると回答した割合が上昇した。また、全職種の
9 割以上が講習会を有用であると評価した。確認テストの正答率は全職種
において 9 割以上と高かった。

【結論】本調査により当院及び全国で発生する抗菌薬に関連するインシデ
ントの内容や原因薬などの要因を明らかにすることができた。また、その
内容をもとに講習会を実施することで、対象とした医療職の抗菌薬を安全
に正しく使用するための知識習得や意識の向上に貢献できたと考えられ
る。今後はインシデントの発生件数の変化などを調査していく必要があ
る。

P2-148 タゾバクタム/ピペラシリン届出制
導入効果についての検証

東北大学病院 感染管理室1）、東北大学病院 総合感染症科2）、東
北大学病院 薬剤部3）

○鈴木 寿樹（すずき ひさき）1）、北村 知穂1,2）、
遠藤 春樹1）、石戸谷真帆1）、鈴木 博也3）、森下 啓3）、
青柳 哲史1,2）

【背景・目的】抗菌薬を開始する前に、起因菌同定のため、適切な培養検査
の実施が望まれる。抗菌薬の供給状態の悪化があり、当院ではタゾバクタ
ム/ピペラシリン（TAZ/P）の使用量が増加傾向にあったが、培養検体を
提出せずに抗菌薬投与を開始される症例が多かった。今回、適切な培養検
体の提出および起因菌同定を目的として TAZ/P 届出制を開始し、その導
入効果を検証した。

【活動内容】2024 年 8 月より TAZ/P 届出制を導入した。2024 年 2～4 月を
導入前、8～10 月を導入後として、血液培養検査を含む培養検査提出率を
調査した。また、当院で最も TAZ/P の使用量が多い総合外科（肝胆膵、
消化器領域）を対象に、血液培養検査を含む培養検査数、血液培養陽性率、
抗菌薬 de-escalation 件数、30 日間死亡数、DOT（DOTs/1000 patient-days）
を調査した。

【成果・考察】血液培養を含む培養検査提出率は 80％ から 93％ へと上昇
した。総合外科における培養検査未採取件数は、37/91 件（40％）から 12/
93 件（12.9％）に減少し、血液培養採取件数は 26 件から 59 件、血液培養
陽性率は 19.2％ から 27.1％ に上昇した。抗菌薬 de-escalation 件数は 4/5
件（80％）から 15/16 件（93.7％）に増加した。30 日間死亡数はいずれも
0 件であった。TAZ/P の DOT は 310 から 300 と大きく変わらず、セフメ
タゾール（CMZ）およびアンピシリン/スルバクタム（ABPC/S）の DOT
は 152 から 226 および 97 から 140 へと増加した。
TAZ/P 届出制を導入することにより、培養検査提出率は向上した。また、
起因菌が同定されることで de-escalation 件数が増加し、CMZ および
ABPC/S の DOT が増加した。de-escalation の実施による患者予後への悪
影響は認めなかった。TAZ/P 届出制の導入は、抗菌薬開始前における培養
検査提出率の向上に有用であり、抗菌薬適正使用に繋がる可能性が示唆さ
れた。

P2-149 外来経口抗菌薬使用状況調査にお
ける抗菌薬選択圧評価とアンチバ
イオグラムとの相関性検証

神戸徳洲会病院 薬剤部1）、神戸徳洲会病院 感染対策室2）、神戸
徳洲会病院 看護部3）

○大島 良康（おおしま よしやす）1,2）、大藤 一美2,3）、
大坪 道明2,3）

【背景・目的】2020 年度診療報酬改定において、抗菌薬適正使用支援とし
ての算定要件の見直しがあり、抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial
Stewardship Team、以下 AST）は入院、外来患者における抗菌薬の適正
使用に関わる業務を行うことと明記された。入院患者における抗菌薬の不
適正使用は薬剤耐性菌を増加させ、入院期間を延長させ、医療経済効果に
も影響を与えることが報告されている。しかし、外来における経口抗菌薬
については使用量に関する調査報告は多数あるが、地域単位での耐性菌と
抗菌薬の選択圧に関する報告は少ない。そこで今回、大腸菌にターゲット
に絞り、感染対策連携共通プラットフォーム（OASIS、J-SIPHE）のデー
タを用いて、地域における耐性菌、使用抗菌薬の選択圧との関連性を検討
することにより、医療圏での経口抗菌薬の適正使用を推進するために調査
検討を行った。

【方法】2024 年 1 月～2024 年 12 月を調査対象期間とし、当院外来を受診
し、経口抗菌薬が処方された患者を対象とした。抗菌薬の使用量と院内ア
ンチバイオグラムデータについては J-SIPHE から抽出した。地域のアン
チバイオグラムデータについては OASIS から抽出した。データ比較には
ピアソン相関係数を用いた。有意水準は 0.05 とした。これらの統計解析に
は、R Version4.2.2 を用いた。

【結果】大腸菌に対して各抗菌薬の感受性率について、病院（外来）と兵庫
県全体のピアソン相関係数を算出した結果、正の相関関係（r＝0.97、P
＝4.38×10-8）がみられ、病院外来と地域全体の感受性率パターンが類似し
ていることを示唆していた。院内で処方された経口抗菌薬の使用量と感受
性パターンには負の相関関係（r＝-0.729、P＝0.00026）がみられた。

【結論】病院外来の経口抗菌薬使用量と病院で採取された微生物の耐性菌
率の相関性は地域の医療圏におけるアンチバイオグラムと相関すること
が示唆され、今後、医療圏の中での抗菌薬の選択圧についても検討を行う
ことで耐性菌抑制に貢献することが期待される。
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P2-150 間歇的血液透析患者に対して20
µg/mL達成のためのテイコプラニ
ンの投与設計の検討―抗菌薬TDM
臨床実践ガイドライン2022の評
価―

兵庫医科大学 感染制御学1）、兵庫医科大学病院 感染制御部2）、
兵庫医科大学病院 検査部3）、常滑市民病院 感染症科4）

○植田 貴史（うえだ たかし）1,2）、中嶋 一彦1,2）、
大谷 成人1,2）、一木 薫2）、石川かおり2）、
土井田明弘2）、山田久美子3）、竹末 芳生1,4）

【目的】間歇的血液透析（HD）患者に対するテイコプラニン（TEIC）の投与設計につ
いて、抗菌薬 TDM 臨床実践ガイドライン 2022 では初期投与設計（3 日間）として 6.7
mg/kg を 12 時間毎に 5 回投与、4 日目以降の維持投与量は HD 後に 1 回 6.7mg/kg が
推奨されているが、HD 時の TEIC 関する TDM の報告も少ないため、今後の検討が必
要とされている。今回、20µg/mL を達成するための TEIC の初期投与設計を検討した。

【方法】18 歳以上、HD 施行患者に対して、2011 年 4 月～2015 年 12 月は添付文書用量
（3 日間：6.7mg/kg を 4 回投与、26.8mg/kg）、2016 年 1 月～2018 年 12 月はガイドライ
ン投与量（33.4mg/kg）、2019 年 1 月～2024 年 12 月は高用量初期投与（12mg/kg を 3
回、6.7mg/kg を 1 回投与、42.7mg/kg）を実施した。初回 TDM 以降は 4 日目以降の
HD 前に実施した。初回 TDM までに HD が実施されなかった症例は対象から除外し
た。エンピリック治療を除いた症例で臨床効果を評価した。

【結果】添付文書用量群は 13 例、ガイドライン群は 19 例および高用量初期投与群は 24
例であり、初回の血中濃度は各々 16.1±7.0µg/mL、19.5±5.8µg/mL および 24.6±7.1
µg/mL（ガイドライン vs 高用量、p=0.017）、20µg/mL の達成率は各々 15.4％、36.8％
および 75.0％ だった（p=0.012）。多変量解析の結果、初回トラフ値 20µg/mL の独立し
た因子は高用量初期投与（オッズ比：18.70、95％CI：2.21-158.31）、乏尿（＜0.5mL/kg/
h）（オッズ比：22.08、95％CI：2.14-227.60）だった。初回 TDM 時の臨床効果は各々
62.5％、80.0％ および 88.9％、肝機能障害は各々 7.7％、0.0％ および 4.2％ で、各群で有
意な差は認められなかった。2 回以上 TDM の実施例は 15 例で、維持投与量は 6.0±1.0
mg/kg、初回トラフ値は 24.7±6.0µg/mL、2 回目は 24.6±6.0µg/mL であった。

【結論】HD 施行例において、早期から目標濃度を達成するためにはガイドラインより高
用量初期投与設計の必要性が示唆された。維持投与量は HD 後の 1 回 6.7mg/kg の妥当
性が示された。

P2-151 外来抗菌薬使用量の集計における
EF統合ファイルの活用と評価

国立国際医療研究センター AMR臨床リファレンスセンター1）、
国立国際医療研究センター 国際感染症センター2）

○橋本 裕子（はしもと ひろこ）1）、田島 太一1）、
松永 展明1）、都築 慎也1,2）、早川佳代子1,2）、大曲 貴夫1,2）

【背景・目的】抗微生物薬使用量（AMU）の集計は煩雑であるため、J-
SIPHE では Diagnosis Procedure Combination（DPC）データ内の外来 EF
統合ファイルを活用して AMU の集計を行っている。しかし、外来 EF
統合ファイルと電子カルテデータとの整合性は十分な検証がなされてい
ない。そこで、それぞれから算出した AMU を比較し、EF 統合ファイル
を用いた集計の有用性を評価した。

【方法】解析期間は 2023 年 1 月から 12 月、外来 EF 統合ファイル及び電子
カルテデータから外来受診患者数、DDDs（Defined Daily Doses）、DOTs

（Days of Therapy）、処方件数を集計した。なお、外来 EF 統合ファイルの
対象外である歯科データは、電子カルテデータの除外対象とした。対象薬
剤は対象期間中に処方された内服の 35 品目とし、各項目の一致について
電子カルテデータを基準とし算出した乖離率及び Spearman の順位相関
係数にて相関性を評価した。抗菌薬別の DDDs については、乖離率に加え
ウィルコクソンの符号付順位和検定を用い有意差を検討した。

【結果】各月の外来受診患者数の乖離率中央値は 4.69％（IQR：2.20-6.13）で
あった。抗菌薬全体における DDDs、DOTs 及び処方件数の乖離率中央値
は、それぞれ 2.62％（IQR：0.04-4.27）、1.18％（IQR：-0.65-2.60）、4.20％

（IQR：2.62-5.30）であった。外来受診患者数並びに AMU 各指標において、
外来 EF 統合ファイルと電子カルテデータ間で強い相関関係が認められ
た（p＜0.001）。抗菌薬別の DDDs は、35 品目中 17 品目で有意な差が認め
られた（p＜0.05）。

【結論】外来 EF 統合ファイルと電子カルテデータは、外来受診患者数及び
AMU 各指標において高い整合性が確認された。抗菌薬別の DDDs では半
数近くの品目で有意な差が観察されたが、その乖離率は概ね 10％ 未満で
あった。これらの結果より外来 EF 統合ファイルを用いた集計手法は有用
であると考えられる。

P2-152 バンコマイシン投与中の急性腎障
害が30日院内死亡率、在院日数等
に 及 ぼ す 影 響：MDVお よ び
JMDCの2つのデータベースの比
較

明治薬科大学1）、東京都立多摩総合医療センター2）

○石山 梓紗（いしやま あずさ）1）、村上修太郎1,2）、
広瀬 詞菜1）、熊澤 良祐1）、酒井 良子1）、赤沢 学1）

【背景・目的】先行研究で、バンコマイシン（VCM）投与患者における急
性腎障害（AKI）の発症頻度並びに AKI が 30 日院内死亡率、在院日数等
に及ぼす影響を明らかにしてきた。本研究では、異なる医療機関を含む 2
つのデータベースを用いて、比較検討を行った。

【方法】2018 年 1 月から 2021 年 3 月までの MDV データベース（MDV）並
びに 2014 年 1 月から 2022 年 8 月までの JMDC 医療機関データベース

（JMDC）を用いて、過去起点コホート研究を行った。対象患者は、VCM
投与の 3 日前以内に細菌培養検査情報を取得でき、VCM が 72 時間以上継
続され、かつ、血清クレアチニンが VCM 投与前後でそれぞれ 1 値以上取
得可能な 18 歳以上の入院患者とした。また、VCM 投与は初回エピソード
のみを考慮した。その後、AKI 発症やその後の死亡率や在院日数等に関連
すると考えられる VCM 投与開始時での共変量にて傾向スコア（PS）を推
定し、AKI 発症群と非発症群を 1：1 でマッチングを行い、30 日院内死亡
率、在院日数等を推計した。

【結果】対象患者は MDV と JMDC データベースでそれぞれ、対象患者は
2,007 人及び 2,607 人、AKI 発症率は 19.4％ 及び 18.1％ であった。両デー
タベースにおいて、AKI 発症群は非発症群と比較して 30 日院内死亡率が
有意に高く（MDV：オッズ比、4.48；95％ 信頼区間、2.90-6.91、JMDC：
オッズ比、3.27；95％ 信頼区間、2.26-4.73、生存時間解析における在院日数
の中央値も AKI 群で有意に延長していた（AKI 発症群 vs 非発症群、
MDV：42 日 vs34 日、JMDC：54 日 vs42 日、いずれも p＜0.001）。

【結論】本邦の 2 つの大規模データベース間で一貫してにおいて、AKI
発症が 20％ 程度認められ、さらに、AKI 発症が 30 日院内死亡率上昇と在
院日数延長に関連していた。医療機関の特徴により、AKI による院内死亡
率や在院日数への影響が異なる違う可能性も考えられたため、AKI 発症
予防を考慮した感染症治療の重要性が示唆された。

P2-153 小児一般病棟における入院前迅速
抗原検査の縮小の試み

済生会横浜市南部病院 小児科1）、済生会横浜市南部病院 感染管
理室2）、済生会横浜市南部病院 臨床検査部3）、済生会横浜市南部
病院 血液内科4）

○田中 文子（たなか ふみこ）1）、岡部 直子2）、
信太 千怜2）、松本 菜月3）、小森 理恵3）、藤田 浩之4）

【背景・目的】市中病院の小児入院患者は、緊急入院となることが多く、また
感染症の占める割合が高い。院内感染対策上、発熱や気道症状、消化器症状
などを認める症例を感染性が無くなるまで個室管理が出来ればよいが、個室
の数が限られる病棟では非現実的である。当院での取り組みを振り返り、改
善点を模索しているため報告する。

【活動内容】当院は横浜市内にある地域中核病院でありかつ小児救急拠点病
院の 1 つである。小児の入院病床は、混合病棟ではなく小児専用病棟であり、
個室 3 つと大部屋 1 つで陰圧管理が可能である。現在、入院時に迅速ウイル
ス抗原検査を活用して空気感染以外の感染症児は入院当初から大部屋で管
理している。なお空気感染する病原体以外では、インフルエンザ、COVID-
19、RS ウイルス、ロタウイルス、ノロウイルス感染症児は、個室ないしは陰
圧管理可能な大部屋にコホートして管理している。当院では、COVID-19
が発生当初から一般小児病棟内にて COVID-19 患児の入院診療を行ってい
た。COVID-19 流行中は発熱のない児においても入院時迅速抗原検査を行っ
ていたが、5 類に移行後は、症状のない患者の入院前検査の縮小を試みてい
る。検査範囲の縮小によって院内感染が生じないよう、日々のカンファレン
スで地域の流行状況などの情報共有を行い、学びを続けている。

【成果・考察】症例提示：時期は 2025 年 1 月。周囲に感染者のいない無熱性
けいれん重積の 6 歳児。発熱も気道症状も認めなかった。てんかん重積とし
て入院管理が必要と考えられ、施行した入院前インフルエンザ抗原検査は陰
性であったが、SARS-Cov-2 抗原定量では判定保留となり、PCR の Ct 値が
35 であった。陰圧管理可能な病床が無く、他院に転院の方針とした。その後
に転院先で発熱を認め、最終的に COVID-19 に伴う非典型熱性けいれんの診
断となった。本人に発熱も気道症状もなく、家族を含めた周囲に感染症を疑
う存在が無い場合でも「痙攣発作」は感染症の可能性を考慮すべき所見と、
改めて認識させられた。今後もどのような所見の際に迅速抗原検査を行うの
が適切か、院内感染防止に過不足のない検査基準を更新していきたいと考え
ている。



The 40th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

－453－

P2-154 当院における入院時COVID-19ス
クリーニング検査の検証

社会医療法人社団光仁会 第一病院
○若林 和代（わかばやし かずよ）、三浦由美子、
古明地弘和

【背景・目的】2024 年 11 月まで当院では入院時 COVID-19 スクリーニン
グ検査について、症状あるなしに関わらず院内持ち込み防止のために入院
前に一律に COVID-19 核酸検査を実施、当時の一律検査についての検証を
行った。

【方法】2024 年 1 月から 9 月までの全入院患者 683 人を対象とし、入院時
COVID-19 核酸検査（PCR 法または NEAR 法）スクリーニング陽性数およ
び検査時の患者の体温、血圧、脈拍数、SPO2、肺炎像、咳嗽、COVID-19
感染歴、基礎疾患、紹介先施設、入院時症状、COVID-19 に対する治療に
ついてカルテを用いて後ろ向きに調査、37.0℃ 以上の発熱を COVID-19
感染「症状あり」とした。

【結果】PCR 検査陽性は 683 人中 7 人で全体の 1.03％。NEAR 法での陽性
はおらず、PCR 検査陽性のうち症状ありは 3 人で全体の 0.44％、症状なし
は 4 人 0.59％ であった。7 人のうち 5 人は施設入所者や他院からの転入
例、2 人は自宅からの入院であった。咳嗽について記載のある患者はいな
かった。また、PCR 検査陽性で症状があった 3 人のうち 2 人は施設および
他院からの転入で 1 人は自宅からの入院。3 人とも肺炎像があり、体温は
それぞれ 37.0℃、37.2℃、37.6℃ で、最初の 37.0℃ の 1 人のみ SPO288％
と低下がみられた。治療は 2 人についてラゲブリオが投与され、1 人はベ
クルリーが投与された。
PCR 検査陽性で症状なしの 4 人については、うち 3 人が施設入所の
COVID-19 感染後 11 日から 22 日目の患者であり、残る 1 人は自宅からの
患者で、Ct 値 41 で 3 日後の再検査にて陰性を確認した症例であった。

【結論】PCR 陽性で症状ありの患者については COVID-19 感染性が示唆さ
れた症例であった。検査陽性症状なしの症例については COVID-19 感染
11 日目以降の患者と再検査で陰性の患者であり、感染性はないと判断さ
れた。以上より、本対象期間では検査対象者を症状がある患者のみ実施と
しても感染性が示唆される症例を把握することは可能であったと推測さ
れた。

P2-155 遺伝子解析によるCOVID-19院内
クラスターの感染拡大の検討

名古屋記念病院 感染対策室
○北原 陽子（きたはら ようこ）

【背景】2019 年に COVID-19 が出現して以降、医療機関では COVID-19
の院内クラスターが数多く報告されている。2023 年 3 月、当院においても
A・B・C 病棟でクラスターが発生した。当初は各病棟で独立した事例と
考えられたが、遺伝子解析により病棟をまたいだ感染拡大が示唆された。
本報告では、感染拡大状況を検討し、病棟間の感染リスクについて考察す
る。

【症例】A 病棟では 3/4～3/19 に患者 22 名・職員 5 名、B 病棟では 3/14～
3/23 に患者 6 名・職員 1 名、C 病棟では 3/11・3/12 に職員 1 名ずつ、3/
25 に患者 1 名の感染が確認された。病棟間の患者移動はなく、面会禁止、
外出泊もなかった。
名古屋市衛生研究所の協力による遺伝子解析の結果、A 病棟の患者 22 名
中 17 名・職員 5 名中 2 名、B・C 病棟の感染者全員が同一の遺伝子型を有
していた。さらに、別部署勤務の職員の家族からも同一型が検出された。

【考察・結論】当初、病棟ごとの独立発生と考えたが、遺伝子解析により病
棟間での感染拡大が示唆された。
A 病棟では遺伝子情報の得られない患者・職員もいたが、遺伝子解析がで
きた患者と同室の患者や接触のあった職員が陽性であり、同一ウイルスに
よる感染の可能性が高いと考えられる。
病棟間の感染拡大には 1 週間～10 日を要しており、媒介者として各病棟
間の行き来をした職員が示唆される。なかでも有症状のまま 10 日間勤務
した職員が確認されており、A 病棟においては大規模感染の要因と疑われ
る。また、同一遺伝子型のウイルスが検出された職員家族の母は放射線・
内視鏡室勤務であり、共通する職員との接触があったことから、ウイルス
が家庭内に持ち込まれた可能性がある。本検討の限界として当院では無症
候の職員の検査を実施しておらず、無症候性感染者の関与は不明である。
本事例から、同時期に複数部署でクラスターが発生した場合、病棟間をま
たいだ院内感染の可能性を考慮する必要がある。感染対策として、有症状
職員の早期発見・隔離が重要であり、1 病棟でクラスターが発生した際に
は、院内全体で手指消毒、マスク着用、換気、環境清掃、職員の健康確認
を徹底し、感染拡大防止策を講じる必要があると考えられた。

P2-156 臨床分離されたClostridioides
difficile の毒素産生性の違いによ
る好気環境下での芽胞数の経時的
評価

東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科1）、静岡市立清水病
院2）

○齋藤 敦子（さいとう あつこ）1,2）、池ヶ谷佳寿子2）、
松村有里子1）、森屋 恭爾1）

【背景・目的】Clostridioides difficile は、栄養不足や乾燥等の生存に不利な状況
になると芽胞を形成する。これまでに空気との接触における芽胞数の経時変化
について詳細に検討した報告例はほとんどない。先の学術集会において、毒素産
生性の異なる C. difficile のうち、各 1 株であるが臨床分離株において毒素産生
の有無により空気との接触後の芽胞数の経時変化に違いが認められたことを報
告した。本研究では、毒素産生の有無により芽胞数の経時変化が異なるか検証す
るために、C. difficile の臨床分離株 12 株を用いてガラス基板上と培地上での芽
胞数を経時的に調査するとともに、ガラス基板上での生菌数の変化も検討した。

【方法】臨床分離された毒素非産生株 3 株と毒素産生株として toxinB 毒素産生
株 9 株を供試した。ガラス基板上の芽胞数は、16 時間嫌気環境下でプレ培養後
の C. difficile から調製した約 108 CFU/mL の菌懸濁液 1 µL をガラス基板上に
塗布、乾燥して一定時間経過後、Wirtz 染色して芽胞数と栄養型細菌数を数え
た。寒天培地上の芽胞数は、16 時間嫌気培養後に好気環境下に出して一定時間
経過後、Wirtz 染色して芽胞数と栄養型細菌数を数えた。また、一定時間経過後
にガラス基板上から菌を回収して嫌気培養後、生菌数を計測した。

【結果】ガラス基板上では、毒素産生の有無によらず観察菌数 100 個当たりの芽
胞数は 0 時間で 5.8±5.3 個であり、96 時間経過しても 6.4±5.6 個であった。栄養
型細菌数は、0 時間で 94.2±5.3 個であり、96 時間経過後は 93.6±5.6 個といずれ
も変化しなかった。一方、ガラス基板上の生菌数は、毒素産生の有無によらず空
気との接触 15 分後に生菌数は半分に減少したが、その後 24 時間経過後までほ
とんど変化しなかった。さらに時間が経過するとその数は減少し、72 時間後ま
で生菌が確認された。96 時間後には、毒素産生株ではコロニーの発育が認めら
れたのに対し、毒素非産生株ではコロニーは発育しなかった。発表では培地上の
結果についても報告する。

【結論】C. difficile は、毒素産生の有無によらず、空気との接触のみが芽胞形成
の要因ではないことが示唆された。

P2-157 Clostridioides difficile における
toxinB遺伝子検査の運用評価

静岡徳洲会病院 検査科1）、静岡徳洲会病院 薬剤部2）、静岡徳洲
会病院 看護部3）、静岡徳洲会病院 内科4）

○黒田 浩記（くろだ ひろき）1）、奥山 仁志2）、
石谷 智代3）、山之上弘樹4）

【目的】Clostridioides difficile は抗菌薬関連下痢症の原因菌であり、院内感
染でも重要な菌である。CDI の検査は、イムノクロマト法を原理とした迅
速診断キットが広く使用されている。しかし当院では、2022 年 4 月から感
染症診療ガイドラインに則り、toxinB 遺伝子検査も実施している。今回、
その結果をまとめたので報告する。

【方法】2022 年 4 月から 2025 年 1 月 31 日までの期間に提出された CDI
疑いの糞便 426 件を対象とした。便検体を用いて迅速診断キット「クイッ
クチェイサー CD GDH/TOX」で測定を行い、toxin 陰性・GDH 陽性の場
合に「スマートジーンⓇCD トキシン B」で toxinB 遺伝子の測定を行った。

【結果】対象期間では toxin 陽性・GDH 陽性が 56/426 件（13.1％）。toxin
陰性・GDH 陽性が 95/426 件（22.3％）。toxinB 遺伝子陽性が 44 件（46.3％）
であった。toxin 陽性（toxinB 遺伝子陽性も含む）は、2022 年度は 39/167
件（23.4％）。2023 年度は 50/145 件（34.5％）。2024 年度は 11/114 件（9.6％）
であった。また toxin 陰性・GDH 陽性・toxinB 遺伝子陽性が 2022 年度
は、22/42 件（52.4％）。2023 年は、13/30 件（43.3％）。2024 年度（1 月 31
日まで）は、9/23 件（39.1％）であり、年々減少していた。

【結論】当院では toxin 陽性または toxinB 遺伝子が陽性の場合、ICT と病
棟へ連絡し早期に隔離と標準予防策を実施している。toxin 陰性・GDH
陽性は、toxinB 遺伝子検査導入前まで上手く対応できていなかった。しか
し、toxinB 遺伝子を検査し陽性患者に対して対応することで、院内の
toxin 陽性患者が減少したと推察される。toxinB 遺伝子の検査は、迅速診
断キットの抽出液の残りで検査を実施できる。両者を併用することで臨床
側に有益な情報を迅速に報告できている。
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P2-158 当院におけるNAAT検査導入前後
のCDI 検査および治療の状況

福井赤十字病院 検査部
○平井 舞（ひらい まい）

【背景・目的】C. difficile 感染症（以下、CDI）の検査には、GDH とトキシ
ン検査を組み合わせた迅速検査、毒素遺伝子検査である NAAT 検査、菌株
の分離培養からトキシン産生能を評価する Toxigenic culture（以下、TC）が
あり、当院においても段階的に検査体制を整えてきた。今回 CDI の検査状
況および治療状況の振り返りを行ったので報告する。

【方法】2020 年 1 月から 2024 年 12 月までに CD 迅速検査が提出された計
1681 件を対象とした。トキシンの検査体制により、1 期；2020 年 1 月～10
月（迅速検査のみ）319 件、2 期；2020 年 11 月～2022 年 6 月（迅速検査・
TC）565 件、3 期；2022 年 7 月～2024 年 12 月（迅速検査・NAAT 検査・
TC）797 件の 3 期に分類し、その検査および治療状況を調査した。また、2024
年 10 月より開始した便検体の性状評価の報告状況についても調査した。

【結果】迅速検査の結果は、1 期：GDH（+）Tox（+）13 件 4.1％、GDH
（+）Tox（-）34 件 10.7％、2 期：GDH（+）Tox（+）17 件 3.0％、GDH
（+）Tox（-）58 件 10.3％、3 期：GDH（+）Tox（+）10 件 1.3％、GDH
（+）Tox（-）71 件 8.9％ であった。GDH（+）Tox（-）例においての治療は
1 期 70.6％ 2 期 74.1％ 3 期 73.2％ で実施されていた。2 期の GDH（+）Tox

（-）58 件において、26 件に対し TC が施行され、陽性 8 件（治療 8 件）陰性
18 件（治療 15 件）であった。3 期の GDH（+）Tox（-）71 件において、NAAT
検査が 44 件に施行され、陽性 22 件（治療 22 件）陰性 22 件（治療 12 件）、
TC が 20 件に施行され、陽性 9 件（治療 8 件）陰性 11 件（治療 6 件）であっ
た。また、NAAT 検査にて陽性であった症例は 22 件全て検査結果報告から
1 日以内に治療が開始されていた。便性状評価開始後に提出された検体で性
状評価を行った 40 件のうち、検査が推奨される Bristol score 5 以上の検体
は 38 件であった。

【結論】NAAT 検査、TC の導入前後において GDH（+）Tox（-）例全体の
治療実施の割合に大きな変化はなかったが、NAAT 検査にて陽性の場合に
は全ての症例において迅速に治療が開始されていたことからその検査意義
は大きいと考える。便性状の評価で CDI 検査に適さないとされる検体は期
間内において 2 件のみであった。検査室内のみでの便性状の評価の可否や、
院内での CDI 検査における Rejection ルール適応の有無は今後の課題であ
る。

P2-159 当センターにおける喀痰品質評価
についての調査報告

神奈川県立こども医療センター 検査科1）、神奈川県立こども医療
センター 感染制御室2）、神奈川県立こども医療センター 感染免
疫科3）

○山下 恵（やました めぐみ）1,2）、佐々木佳穂1）、
大原 祥2）、松野真佐俊2）、鹿間 芳明1,2,3）

【背景・目的】喀痰の品質は、検査結果に大きく影響を与えるため、品質評
価を行い、良質な検体で検査を実施することが望ましい。品質評価には、
外観所見による Miller ＆ Jones 分類（以下 MJ 分類）と、顕微鏡所見によ
る Geckler 分類があり、それぞれ P2 以上、グループ 4 から 5 が検査に適す
るとされている。しかし、数値のみの報告では周知されにくいと考え、2022
年 8 月より MJ 分類を文章記載した検査報告書を作成している。今回、検
査報告書が診断支援に繋がるか、改善点を明確にする目的で医師へのアン
ケート調査を実施した。

【方法】調査対象は当センター勤務の医師 202 名、調査方法は WEB アン
ケート、調査期間 2024 年 12 月から実施した。質問内容は、MJ 分類や
Geckler 分類について理解しているか、喀痰の品質評価を文章表記にして
診断や検査の一助となるか、喀痰の性状と細菌検査の結果から次回の喀痰
培養検査を中止したことがあるかを選択解答式で調査した。

【結果】1 月までに 143 名（内科系 76 名、外科系 67 名）の回答を得た（回
答率 70.8％）。品質評価の指標である MJ 分類や Geckler 分類について、内
科系、外科系共に基準が分からないとの回答が約半数を占めた。品質評価
の文章記載については、内科系、外科系共に約 7 割が参考になったとし、
品質評価と細菌検査の結果から次回の喀痰培養検査を中止したことがあ
るかは、内科系約 5 割、外科系約 2 割であった。

【結論】抄録作成時は調査中であるため結論が出ていないが、品質評価は数
値より文章記載の方が、検体情報が伝達しやすいと考えられる。本アン
ケート調査は回答率 100％ を目指し、詳細な集計結果を報告する予定であ
る。

P2-160 薬剤師主導の抗菌薬感受性試験用
ドライプレート配列の見直し

ときわ会 常磐病院 薬剤部1）、ときわ会 常磐病院 感染対策
部2）、ときわ会 常磐病院 診療部 外科3）

○石井 友也（いしい ゆうや）1）、早乙女浩之1）、
秋田 友紀2）、黒川 友博3）

【背景・目的】当院は一般病床 180 床、療養病床 60 床、透析病床 148 床の
地方中核都市中規模病院で、細菌検査室の設置は無く検査会社に外注して
いる。血液培養 2 セット採取率は 91％ で、一昨年度は年間 1747 件実施し、
その内 385 件（22％）陽性であった。抗菌薬感受性試験には細菌種別に応
じたドライプレートを使用中だが、採用抗菌薬の内 7 種類はプレートに非
収載のため感受性結果が得られず、院内アンチバイオグラムに情報不足が
生じ、適正使用に支障を来す状況であった。本来、プレート配列の見直し
は細菌検査を担う臨床検査技師主導が望ましいが、当院では不在のため抗
菌薬適正使用支援チーム（以下、AST）担当薬剤師が主導した。同状況下
にある施設の参考情報として、配列見直しの過程や検討内容を報告する。

【活動内容】まず、現行プレート 3 種類に含まれる抗菌薬を確認し、当院非
採用薬の削除と同時に、必要に応じ採用薬追加を検討した。更に CLSI
M100-S22 と照合し、各抗菌薬の濃度配列とブレイクポイントとの整合性
を検証し、感受性判定に過不足が生じない最低限の濃度配列を設定した。
次に、外注先検査会社を通じてプレート作成元の栄研化学株式会社に配列
改訂案を提示し協議を行い、その後、AST 担当医師の紹介により他院の感
染症専門医から監修を受けたところ不備が無かったため改訂版プレート
を作成し、一昨年 12 月より運用開始した。

【成果・考察】配列見直しによりプレート 3 種合計で非採用薬を 5 種削除、
採用薬 21 種の濃度配列を削除・追加し、不足していた採用薬 7 種を追加
した。結果、見直し前は配列内の 26％ を非採用薬が占めていたが解消し
た。以後は必要な感受性結果がアンチバイオグラムに反映され、年間約
3700 件の症例で活用可能になり、改訂プレートに基づく感受性結果を基
に AST として適切な処方提案・介入実施症例は累計 154 件に達した。ド
ライプレートは既製品であり、施設毎の採用薬や使用状況に合わず、必要
な感受性結果を得られない場合がある。しかし外注検査であっても、プ
レート配列の見直しは可能であり、施設の実情に合わせて改訂する事で日
常の抗菌薬使用の適正化や AST 活動の円滑化に繋がった。

P2-161 血液培養検査における時間外検査
対応への取り組み

医療法人徳洲会古河総合病院 感染対策室
○宇田 義浩（うだ よしひろ）

【背景・目的】血液培養検査は、人体の無菌領域における感染症に対し、早
期診断と抗菌薬選択の重要な判断材料となる。当院の検査科は微生物検査
室を有しているが、時間外に陽性の判定となった血液培養検査を次の処理
工程へ進められず、効果的な治療へ繋げられなかった。そのため、夜勤者
がグラム染色と培地塗布処理を行うことにより、早期の確定診断・治療の
迅速化と抗菌薬選択の適正化につなげられる体制を整えることができた
ため、当取り組みについて報告する。

【活動内容】検査科の夜勤対応者に対し、グラム染色および培地塗布方法の
教育を行い、微生物検査担当者が不在の時間帯でも夜勤者がグラム染色を
実施し、その結果を当直医師に迅速に報告できるよう体制を整えた。また、
菌種の同定と感受性検査を早期に開始できるよう培地塗布処理の対応も
導入した。これにより、早期の抗菌薬開始、及び抗菌薬変更が可能となる
体制を構築することができた。

【成果・考察】741 件の血液培養検体のうち、109 件が陽性となり、そのう
ち 45 件が時間外に対応された。時間外対応において、グラム染色の結果報
告後、3 件で抗菌薬が早期に開始され、早期に感染症治療が始まった。ま
た、感受性検査結果が早期に報告され、7 件の症例で抗菌薬の変更が迅速
に実施された。この対応により、感染症治療が早期に進み、抗菌薬の適正
使用が促進され、治療の迅速化・最適化が実現した。時間外対応を行った
症例では、治療開始が通常よりも早く、有効な抗菌薬が選択できた。しか
し、検体数が限られているため、時間外対応の有無による統計的な有意差
を評価するには、今後さらに多くの症例を対象としたデータ収集と分析が
必要である。当取り組みにより、時間外でも迅速かつ適切な抗菌薬選択が
可能となり、感染症治療の迅速化が実現した。今後の課題は、体制の精度
向上を図り、より多くの患者に迅速かつ適切な感染症治療を提供すること
である。
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P2-162 血中 cefepime 濃度測定の意義
日産厚生会玉川病院 感染管理室1）、日産厚生会玉川病院 脳神経
内科2）

○齋藤 和幸（さいとう かずゆき）1,2）

【背景・目的】第四世代セフェム系抗生物質の cefepime（CFPM）は広域
スペクトラムを有し、緑膿菌などの弱毒菌感染症や発熱性好中球減少症に
有用である。腎排泄型の CFPM は腎機能低下に伴い尿排泄率が低下し
cefepime-induced encephalopathy（CIE）を引き起こすことが知られてい
る。血中 CFPM 濃度測定の意義と CFPM 脳症との関係を検証する。

【方法】CFPM 投与連続 15 例の投与前後の血中 CFPM 濃度について及び
CIE 発症超高齢女性 2 名の症例の経過について後方視的に検証する。

【結果】CFPM 濃度測定を行った 15 例の投与 3-4 日目 CFPM 濃度 10.37
±13.98（µg/ml）、6-8 日目 4.76±6.94、10-11 日目 7.63±14.34、14 日目 15.28
±28.57 であった。＜症例 1＞91 女性。慢性心不全にカテーテル感染症を合
併し CFPM 投与 12 日後に意識障害を発症し、脳波で三相波が出現した。
投与前①CFPM 濃度（µg/ml）/②糸球体濾過量 eGFR（ml/min）=検出限
界値（ND）/50.1 が cefepime 中止時、①/②=78.74/19.4、中止 4 日後①
13.81、中止 2 週間後意識状態及び脳波の改善が見られたが、②7.1 と増悪
し、その後一時的に血液透析が施行された。＜症例 2＞91 歳女性。胃癌に
対して paclitaxel 治療中に発熱性好中球減少症に対して CFPM 投与 6 日
で意識障害を発症し脳波で三相波を確認した。投与前①/②=ND/41.1 が
CFPM 中止時①/②=47.57/29.0、中止 1 週間後①/②＝0.09/44.1 となり意
識状態及び脳波が改善した。

【結論】CFPM 投与が 1 週間以上になった際の CFPM 濃度は上昇傾向に
あった。CIE をきたした 2 例どちらも CIE 発症時 CFPM 血中濃度は著明
に上昇し、中止後低下したことから CIE の経過と並行した血中濃度の推
移と考えられた。CFPM 濃度測定により CIE 発症を予測できる可能性が
あった。

P2-163 Staphylococcus aureus および
腸内細菌目細菌による菌血症患者
に対する迅速診断法の臨床的影響

静岡市立清水病院 検査技術科1）、静岡市立清水病院 薬剤部2）、
静岡市立清水病院 呼吸器内科3）、静岡市立清水病院 感染防止対
策室4）

○池ヶ谷佳寿子（いけがや かずこ）1）、塩川 一樹1）、
谷藤 流空1）、更谷 和真2）、齋藤 敦子4）、土屋 憲4）、
芦澤 洋喜3）、増田 昌文4）

【背景・目的】マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析
計（MALDI-TOF-MS）と薬剤耐性遺伝子検査を組み合わせた迅速診断は、
適切な抗菌薬の早期投与を可能にし、臨床転帰を改善する可能性がある。本
研究では、菌血症患者を対象に、この迅速診断法の臨床的影響を評価した。

【方法】フェーズ 1（2012 年 1 月 1 日～12 月 31 日）、フェーズ 2（2019 年 1
月 1 日～12 月 31 日）、フェーズ 3（2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日）に血液培
養から Staphylococcus aureus および腸内細菌目細菌が単一で検出された
症例を対象とした。迅速診断の内容は、フェーズ 1 ではグラム形態の報告の
み、フェーズ 2・3 では MALDI-TOF MS による直接同定と CTX-M 型遺伝
子、mecA、nuc 遺伝子の検索を行った。フェーズ間で、ボトル取り出しか
ら菌名報告までの時間、抗菌薬変更までの時間、30 日以内死亡率、全入院日
数および血液培養採取後の入院日数を比較した。

【結果】陽性検体数はフェーズ 1：127 件、フェーズ 2：139 件、フェーズ 3：
140 件であった。菌名報告までの時間は、フェーズ 1 に対してフェーズ 2、3
ともに短縮し（30 時間 21 分 vs 3 時間 18 分（p＜0.0001）、30 時間 21 分 vs
2 時間 21 分（p＜0.0001））、フェーズ 2 に対してフェーズ 3 はさらに短縮し
た（p＜0.0001）。抗菌薬未投与もしくは適切でない抗菌薬が投与されていた
症例の抗菌薬変更までの時間は、フェーズ 1 に対してフェーズ 2・3 で短縮
した（28 時間 29 分 vs 7 時間 36 分（p＜0.0001）、28 時間 29 分 vs 5 時間 26
分（p＜0.0001））。30 日以内死亡率はフェーズ 1：22.8％、フェーズ 2：17.3％、
フェーズ 3：14.3％ と減少傾向を示し、全入院期間（53.8 日 vs 49.5 日 vs 40.0
日）と血液培養採取後の入院期間（38.5 日 vs 37.9 日 vs 26.9 日）は短縮した。

【結論】MALDI-TOF MS と薬剤耐性遺伝子検査を併用した迅速診断法は、菌
血症例における適切な抗菌薬の早期投与を可能にし、死亡率の低下および入
院期間の短縮に寄与することが示唆された。

P2-164 血液培養ボトル供給量低下の影響
市立ひらかた病院 医療安全管理室感染防止対策部門1）、市立ひら
かた病院 薬剤部2）、市立ひらかた病院 中央検査科3）、大阪医科
薬科大学 功労教授4）

○田中 鉄也（たなか てつや）1,2）、嶋木 美和1）、
浮村 聡1,3,4）

【背景・目的】市立ひらかた病院は第二種感染症指定医療機関であるが感
染症専門医が不在であったが、感染症指導医が大学を定年退職後に着任
し、AST 活動の活性化を開始した。しかし血液培養ボトルの供給が 3 ヵ月
間半減することとなった。

【方法】2024 年 7 月から 9 月の 3 ヵ月間血液培養ボトルの供給が低下した
間の診療の質を保つために血液培養 2 セット採取の条件を、敗血症患者、
感染性心内膜炎や感染性脊椎炎などを疑う場合に限定し、1 セット採取の
場合には他の部位からの培養併用を推奨した。供給量低下の影響を評価す
るために 2024 年 4 月から 11 月までの成人患者における血液培養の陽性
率、複数セット率、汚染率、広域抗菌薬の Antimicrobial use density（AUD）
及び Days of therapy（DOT）について検討した。

【結果】2024 年 4 月から 11 月までの陽性率は経時的に 17％、11％、8％、
12％、12％、13％、9.9％、13％ と変動しなかった。複数セット率は 97％、
99％、98％、69％、28％、32％、73％、96％ と推移し、セット率の低下も
その後の回復も一定の遅れが生じた。汚染率は低値が持続し変化なかっ
た。2 セット率が低下した 4 カ月間の陽性率は 1 セットで 20/212（9.4％）、
2 セットで 16/90（17.8％）であり 2 セットが高かった。AUD は 4 月から
6 月は 2.800-3.224、7 月から 11 月は 2.807-4.127 で推移、DOT は 4 月から
6 月は 3.562-4.282、7 月から 11 月は 3.582-5.201 で推移した。

【結論】3 ヵ月間血液培養ボトル供給量が低下したが、複数セット率の低下
も回復も一定のタイムラグが存在した。3 カ月限定の血液培養ボトル供給
量低下の影響として、陽性率や汚染率からは診療の質の低下は明らかでは
なかったが、症例選択のバイアスがあるとはいえ 2 セット採取の陽性率は
1 セットより高かった。AUD 及び DOT に関しても、明らかな影響はな
かった。

P2-165 血液培養ボトル供給制限下におけ
る当院の対応

和歌山県立医科大学附属病院 感染制御部1）、和歌山県立医科大学
附属病院 看護部2）、和歌山県立医科大学 臨床感染制御学講座3）

○辻田 愛（つじた あい）1）、則村 大輔1）、
小谷 智美2）、小島 光恵1）、森本 将矢1,3）、小泉 祐介1,3）

【背景・目的】血流感染症の診断精度を高めるために血液培養は複数セット採取
が推奨されているが、2024 年 7 月以降の BD 社の世界的な血液培養ボトルの欠
品により当院でも血液培養検査の採取セット数を制限せざるを得ない状況と
なった。そこで当院では AST 主導で介入を行ったため報告する。

【活動内容】7 月 3 日に BD 社より供給制限の連絡を受け、翌日に病院内の血液
培養ボトルの在庫を確認し、5 日に血液培養採取ルールを周知した。従来 AST
が血液培養陽性全例を詳細に把握していることもあり、主治医の臨床的判断を
最大限に尊重し、「不要な血液培養は無い」というポリシーでルールを設定した。
1．原則血液培養は従来の 2 セットではなく 1 セットとする
2．ただし重症・ショック・ICU 患者は 2 セットを許容する
3．急性胆管炎は原則 1 セットでほぼ検出可能
4．症状/画像/尿所見など臨床的に明らかな尿路感染症は 1 セットで診断可能
5．陰性確認のためのフォローアップ血培は 1 セットとする
6．重症でない発熱時のルーチン血培は避ける
7．Focus 不明だが感染症を疑う場合には血培は従来通り推奨する
8．コンタミネーションを避けるため、血培採取は十分に消毒のうえ行う
また、血培ボトルの在庫数のモニタリングとともに毎月の感染対策マネジャー
会での現状報告を行った。

【成果・考察】制限前の 2024 年 4 月～6 月、制限期間中の 2024 年 7 月～9 月、制
限解除後の 2024 年 10 月～12 月の期間で、小児科を除く診療科での各指標を評
価した。複数セット採取率は、制限前の 6 月は 97.7％ で、制限期間中は 7 月：
32.0％、8 月：20.0％、9 月：19.0％ で、供給制限解除後の 10 月は 95.2％ と速や
かに複数セット採取へ戻すことができた。陽性率は制限前：13.2％、制限期間
中：21.3％、制限解除後：16.5％ で制限期間中の陽性率が上昇していた。重症患
者や菌血症が強く疑われる患者を優先して血液培養を施行したと推察したが、
制限期間中の血液培養提出患者数が減少することはなく、必要な患者に必要な
血液培養を採取できていると考えられた。しかしながらコンタミネーションの
判断に苦慮する症例が散見され、複数セット採取が感染症診断に重要であると
改めて認識した。
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P2-166 当院における血液培養採血量の現
状と適正化への取り組み

社会医療法人社団 陽正会 寺岡記念病院
○今村 誠志（いまむら せいし）、佐藤 正明、
藤井 利加、土路生智美、堀川 俊二

【背景・目的】血液培養検査（以下 血培）は血流感染症診療に必要不可欠な検
査であり、Diagnostic Stewardship（以下 DS）「診断支援」への取り組みの一つ
としても、陽性率向上には適切な採血量の実施が重要とされている。
全国的なアンケート調査結果で定量的に採血量を確認している施設は 3 割に
満たないとされている。
今回、当院外来（救急含む）で採血量の実態調査を行い、現状把握と継時的な
モニタリングを行うとともに、過不足時には介入することを目的とした。

【活動内容】当院の血培提出数で外来が約 6 割を占めていたため調査対象を外
来とした。
外来での採血量の現状把握（調査 1：2024 年 6 月 10 日～2024 年 6 月 30 日：
86 ボトル）と継時的なモニタリング（調査 2：2024 年 7 月 1 日～2024 年 12
月 31 日：587 ボトル）を行い、過不足時に介入を行った。

【成果・考察】血液採取量は血液ボトル重量から算出したため、ボトル個体や
血液比重などの誤差を考慮して最適量 7.50～10.49mL、接種範囲量 2.50～10.49
mL と設定した。
採血量調査を調査 1 で集計を行ったところ、平均採血量 7.87mL と最適量に達
していなかった。また、最小採血量は 3.24mL、最大採血量は 12.76mL と接種
範囲量を超えていた。最適量の採血は 45 ボトル（52.3％）、接種範囲量は 77
ボトル（89.5％）だった。そのため、研修会や個別指導を行い最適量採血の徹
底を行った。
調査 2 の期間でモニタリング調査を行ったところ平均採血量 9.90mL と調査
1 と比較して増加していたが、最小採血量は 1.81mL、最大採血量は 17.05mL
と接種範囲量から大幅に超えていた。最適量の採血は 304 ボトル（51.8％）、接
種範囲量は 361 ボトル（61.5％）だった。
調査 2 の期間中、より多くの血液を血培ボトルに入れればよいとの誤解が生
じ、調査 1 より最適量・接種範囲量ともに割合的には下回った。最小血液量に
関しては、採血が困難な患者で採血量が確保できなかったと云うことだった。
このため、再度研修会を行い、血液ボトルの最適量の徹底と過不足による影響
を教育した。
今後は病棟の調査・介入も行い、最適量を確保し DS に取り組んで行く。

P2-167 当院における血液培養ボトルへの
接種血液量

諏訪赤十字病院 感染管理室
○永井 渓（ながい けい）、小口はるみ、田中 文、
井川 正樹、小松 弘典、藤森 洋子、蜂谷 勤

【背景・目的】血液培養検査は血流感染症の診断のために重要な検査であ
り、血液に少量のみ存在する菌を検出するためには適切な量の血液を培養
することが必要である。当院は 2023 年 8 月に血液培養装置 BACT/
ALERT VIRTUO（ビオメリュー社）を導入し、血液培養ボトルへの接種
血液量（以下、接種量）が測定可能となった。当院の接種量は推奨されて
いる 10mL にしており、現状を調査したので報告する。

【方法】対象は 2023 年 8 月から 2025 年 1 月までに提出されたボトル
13188 本とした。1）好気ボトル、嫌気ボトルの接種量別割合、2）検出菌
の割合（初回検出のみ）、3）Escherichia coli、Staphylococcus aureus が
検出されたボトルの接種量別陽性率と陽転時間、4）接種量 10mL と 5mL
以下の組み合わせのセットについて調査した。

【結果】1）接種量別割合は好気ボトル 10mL25.1％、11mL23.6％、嫌気ボト
ル 11mL22.2％、10mL18.7％ であった。2）検出菌の割合は E. coli 20.8％、
S. aureus 8.6％ であった。3）接種量別陽性率は E. coli 5mL 以下 2.9％、10
mL4.4％、S. aureus 5mL 以下 1.5％、10mL1.6％ であった。いずれの菌種も
接種量 10mL と 5mL 以下で陽転時間の有意差は認められなかった。4）62
セット中、10mL のみ陽性は 3 セットであった。いずれも好気ボトルが陽
性であり、菌種は Staphylococcus epidermidis、Pseudomonas aeruginosa、
S. aureus であった。

【結論】接種量 10mL 前後の割合が大部分を占めていたが、接種量が過少の
場合に菌が検出できない可能性がある。検出菌は E. coli が最も多く、接種
量 5mL 以下の場合は陽性率が低下する傾向を認めた。また、1 セットのう
ち片方が接種量 10mL であれば検出される場合もあるが、結果の解釈には
注意が必要であると考える。接種量の把握は血流感染症の診断のために重
要であり、現状のフィードバックと採取手順の啓発をしていきたい。

P2-168 血液培養検査における血液量モニ
タリングの取り組み

社会医療法人三栄会ツカザキ病院
○浦里 恵司（うらざと けいじ）

【背景・目的】血液培養検査は感染症診療における重要な検査の 1 つであ
り、適正に実施することが求められる。血液培養検査の評価指標としては、

「検査件数」「2 セット実施率」「コンタミネーション率」などが挙げられて
おり、当院でも継続的にサーベイランスを実施している。2023 年 1 月に血
液培養分析装置「バクテアラート VIRTUOⓇ」（ビオメリュー・ジャパン
社）を導入したが、当装置にはレズンボトル内に注入されている血液量を
測定する機能が搭載されている。血液培養の新たな評価指標として血液量
の調査を実施したため、その取り組みと併せて報告する。

【活動内容】2023 年 1 月～7 月分を対象に集計したところ、血液量 7ml 以
下が 18.1％、11ml 以上が 35.4％、うち 13ml 以上が 7.1％ と、適正量を超え
ているケースが多い傾向にあった。ボトルへの血液注入を担うのはほぼ看
護師であり、過量注入に対する看護師の認識に課題があると考えた。結果
について看護部感染対策委員会で報告し、血液培養に関する勉強会を開催
して適正量の注入について周知、以降の委員会でも定期的に経過をフィー
ドバックした。また看護部内で定期開催される感染対策研修の中に当内容
を組み込むようにした。院内全体に向けても、院内誌（ICTnews・認定看
護師 news）を活用して周知した。

【成果・考察】2023 年（5759 本）と 2024 年（6740 本）で調査結果を比較
した。血液量 11ml 以上は 36.5％ から 29.9％ に減少、うち 13ml 以上は
7.2％ から 4.8％ に減少、適正量である 8～10ml は 47.0％ から 51.5％ に増
加し、フィードバックの効果を認めた。2023 年に偽陽性と判断されたボト
ルは 7 本であり、うち血液量過剰が要因と考えられるものは 5 本であっ
た。2024 年に偽陽性と判断されたボトルは 4 本であり、全て血液量過剰を
要因とした偽陽性では無かった。
血液量は血液培養の質を向上させるための有用な評価指標であり、今後も
継続してモニタリングしていきたい。

P2-169 皮膚汚染菌を含むグラム陽性球菌
に対する FilmArrayⓇ血液培養パネ
ルの有用性の検討

関西労災病院 薬剤部1）、関西労災病院 中央検査部2）、関西労災
病院 脳神経内科3）

○川端 俊介（かわはた しゅんすけ）1）、松屋 翔太1）、
吉野千恵美2）、寺崎 泰和3）、山口 智江1）

【背景・目的】当院では菌血症の起炎菌の迅速診断を目的として 2023 年 8
月より全自動遺伝子解析装置である FilmArrayⓇ血液培養パネル（FA）を導
入し、さらに付随する AST 活動を強化している。FA の有用性は臨床上重
要な菌種に関して複数報告されているが、皮膚汚染菌（汚染菌）を含めた有
用性まで検討した報告は限られている。今回、汚染菌を含めたグラム陽性球
菌（GPC）に対する FA の有用性について検討したため報告する。

【方法】FA 導入前（2022 年 11 月～12 月）を対照群、導入後（2024 年 11
月～12 月）を FA 群として、各期間に血液培養から GPC が 1set 以上検出さ
れた患者の患者背景、検出菌や治療薬等について後方視的に調査した。血液
培養採取後 48 時間以内の死亡・転院や同一検体から GPC 以外の菌種が同
時検出された症例等を除外基準として、血液培養採取後 30 日以内の死亡
率、検出菌に対して感受性のある抗菌薬投与までの期間、抗 MRSA 薬の使
用日数を比較した。汚染菌の判定は日本環境感染学会の医療器具関連感染
サーベイランスマニュアルに準じた。

【結果】対象患者は対照群 61 名（うち汚染菌 23 名）、FA 群 56 名（うち汚染
菌 25 名）であった。患者背景のうち、両群間で検出菌に差を認め（P＜0.05）、
チャールソン併存疾患指数は FA 群のスコアが高かった（P＜0.05）。血液培
養採取後 30 日以内の死亡率については両群で差を認めなかったが、血液培
養陽性化の時点で有効な抗菌薬が投与されていない患者に対して、それ以
降に有効な抗菌薬が投与されるまでの期間は FA 群にて有意に短縮されて
いた（P＜0.05）。抗 MRSA 薬の使用日数は汚染菌の有無に関わらず、FA
群にて有意に短縮されていた（P＜0.05）。また、汚染菌を対象とした抗菌薬
加療の実施率は 52％ であり、対照群と FA 群の間で差を認めなかった。

【考察・結論】FA 導入と付随する AST 活動の強化は抗菌薬適正使用に寄
与する可能性が示唆されたが、死亡率の改善は認めなかった。汚染菌に対す
る FA 検査は抗菌薬加療の実施率の低さや FA 導入によってその動向が変
化しないことを考慮すると不要である可能性がある。
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P2-170 血液培養汚染率に血液培養教育が
及ぼす影響

山形大学医学部附属病院 看護部1）、山形大学医学部附属病院 感
染制御部2）、山形大学医学部附属病院 検査部3）

○遠藤 友意（えんどう ともい）1,2）、蜂谷 修2）、
大宮 敦子1,2）、伊豆野良太3）、森兼 啓太2,3）

【背景・目的】当院の血液培養検査では、国公立大学附属病院グループと比
較し汚染率が高いことがわかった。血液培養の汚染率が高いことによる患
者および病院への影響として、不必要な抗菌薬投与による副作用や薬剤耐
性菌の増加、医療費の増加などが考えられる。そこで、当院には、血液培
養検査マニュアルがないため、マニュアルを作成し周知・教育することに
よる血液培養検査の汚染率の低下を目的に研究を行った。

【方法】1．日本臨床微生物学会の血液培養検査ガイドを基にマニュアルを
作成 2．マニュアルについて、院内に周知（院内通知および院内感染対策
講習会）3．当院の微生物検査室に提出された血液培養検査結果を用いて、
マニュアル周知前の汚染率と周知後の汚染率を比較する。また、国公立大
学附属病院グループの同指標と比較する。血液培養汚染菌の定義は、複数
セット提出された症例のうち 1 セットのみから、CNS、Cutibacterium ac-
nes、Micrococcus 属、緑色連鎖球菌（viridans group streptococci）、Cory-
nebacterium 属、Bacillus 属が検出された場合とした。

【結果】血液培養検体採取マニュアルを作成、わかりやすいように写真やイ
ラストを中心とした内容とした。閲覧・印刷可能とし電子カルテに掲載し
た。職員への伝達は、通知文と院内感染対策講演会で行なった。2023 年 3
月～12 月（介入前）と 2024 年 3 月～12 月（介入後）の血液培養汚汚染率
は、4.13％ から 2.16％ へと有意に低下した（オッズ比：0.51、95％ 信頼区
間（0.39-0.68）。また、国公立大学附属病院グループの平均汚染率 1.65％ に
近づく結果となった。

【結論】血液培養検体採取マニュアルを作成し検査に必要な物品の整備、院
内講演会や現場での教育を行うことは、病院全体の血液培養汚染率低下を
もたらした。

P2-171 過去20年間の喀痰検査検体の品
質推移と今後の課題

日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部1）、日本大学医学部附属
板橋病院 感染予防対策室2）、日本大学医学部 病態病理学系臨床
検査医学分野3）

○刈田 綾美（かりた あやみ）1,3）、谷道由美子1）、
新井 誉子2）、小林 広和2）、中山 智祥1,2,3）

【背景・目的】微生物学的検査は検体の品質が結果に大きく影響する。特に
喀痰は口腔内常在菌の汚染を受けやすく、適切な検査を実施するためには
臨床現場における理解・協力が不可欠となる。今回、当院における過去 20
年間の喀痰検査の実態について調査したので報告する。

【方法】当院の電子カルテシステム及び臨床検査システムを用い、2005
年から 2024 年の 20 年間に提出された入院および外来患者の喀出痰につ
いて、検体の提出状況（検査件数、Geckler 分類の分布、年齢分布）を調
査した。また、入院患者検体での Geckler1～3 の採り直し依頼状況と再提
出割合を調査した。

【結果】検体数は入院平均 1,224 件/年、外来平均 626 件/年で、入院検体が
約 2 倍であった。喀痰品質はすべての年で入院・外来ともに Geckler3 の
割合が最も高かった。2007 年から 2016 年の 10 年間はその割合が 40％ 台
を推移していたが、2017 年以降は徐々に Geckler3 の割合が増加し、2024
年には 59％ となった。一方、Geckler4、5 の良質検体の割合は 2008 年の
45％ をピークに減少傾向となり 2020 年以降は 30％ 以下で推移してい
た。患者の年齢は 70 代が最も多く、次いで 60 代であり、全年度共通であっ
た。また、Geckler1～3 検体に対して採り直し依頼した割合は、前期 10
年間（2005 年～2014 年）では 13％、後期 10 年間（2015 年～2024 年）で
は 11％ と減少傾向で、直近の 3 年間（2022 年～2024 年）では約 9％ であっ
た。採り直し依頼に対し再提出された喀出痰の割合は平均 40％ で、最も再
提出されなかった年は 2020 年で 28％ に留まった。

【結論】先行研究より、品質不良喀痰からは肺炎の主要起炎菌が検出されな
いことが証明されており、品質評価と採り直しの重要性が認識されてい
る。Geckler3 検体は誤嚥性肺炎を反映することが知られており、すべてが
不適切な検体とはいえず、患者背景に留意する必要があるが、今回の調査
で良質検体の件数低下が明らかとなった。意義のある検査を行うために
は、臨床現場との相互理解を深めると共に、有効な排痰方法を積極的に取
り入れるなど、検体採取法を工夫することが重要であると考える。

P2-172 ダプトマイシン耐性を疑うCory-
nebacterium striatum の一例

医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院
○宮崎 雄二（みやざき ゆうじ）、松元 芳恵、
仮重喜代美、西元 嘉哉

【背景】Corynebacterium striatum は、人の皮膚に常在する通性嫌気性グ
ラム陽性桿菌であり、感染性心内膜炎、髄膜炎、肺炎、壊死性皮膚軟部組
織感染症、化膿性関節炎、骨髄炎などの感染症を引き起こす。近年、本菌
に対する DAP 耐性化の報告がいくつかなされており、当院においても同
様の症例を経験したため報告する。

【症例】63 歳男性、上行弓部置換術施行後に創部感染症として入院した。
治療にはバンコマイシン（VCM）、ダプトマイシン（DAP）、セフェピム、
クリンダマイシン、ミノマイシンなどが使用されたが、アレルギー体質に
て治療は難航した。治療 1 ヵ月後、再度炎症反応高値にて血液培養がなさ
れたところ、Corynebacterium striatum が 2 セット（3+）検出された。こ
れまでの治療において、第一選択薬となる VCM に患者はアレルギーがあ
ることが確認されていたため、第二選択薬として DAP が開始された。
DAP 投与開始後、患者は回復に向かい有効かと思われたが、数日後に再燃
した。微量液体希釈法にて簡易的に感受性試験を行ったところ、MIC＞
0.25 から MIC＞4 となっていたことも含め、DAP は耐性と判断され、薬剤
はリネゾリド（LZD）に変更となった。薬剤変更後 2 日後には再度改善に
向かったが、LZD 開始 1 週間後に血小板が減少したため、スルファメトキ
サゾール/トリメトプリム（ST）に変更となった。しかし、投与開始後、
徐々に好酸球 56.4％ と ST に対するアレルギーが疑われ、再度 LZD に変
更された。

【考察・結論】現在、Corynebacterium striatum は、DAP に対して統一さ
れた感受性試験の指標がなく、通常、本菌に対して DAP の感受性はルー
チンには測定されていない。しかし、本症例のように、DAP が早期に耐性
化する可能性が報告されているため、その体制構築は必要であると考えら
れる。

P2-173 新入職者用のワクチン歴・抗体価
調査用紙の更新と FAQの一部DX
化

NTT東日本関東病院 感染対策推進室1）、NTT東日本関東病院
感染症内科2）

櫻井 隆之1,2）、○黒田 潤子（くろだ じゅんこ）1）、
渡邊 愛子1）

【背景・目的】医療施設に新入職する職員に対し、ワクチン歴や抗体価の提
出を求めることが一般的になって久しいが、本学会（日本環境感染学会）が
定める「医療従事者のためのワクチンガイドライン第 4 版」でも指摘され
ている通り、抗体価ありきの感覚が多く残っている。当院でこれまで運用
されてきたワクチン歴・抗体価調査用紙も、ワクチン歴ありきとはいいが
たく、また、これにより新入職予定者からの電話での問い合わせが殺到し
ていたほか、用紙をチェックする私たち感染制御のスタッフ側にも、
チェックがスムーズにいかないといった弊害が生じていた。そのため、こ
れを是正することを目的とした。

【活動内容】先述のガイドライン第 4 版制定を機に、当院の調査用紙を一新
し、ワクチン歴重視の内容に改め、さらにチェックする側が作業しやすい
形式にした。さらに、問い合わせが多い内容について、FAQ を作成し、質
問も QR コードを記載してそこから Microsoft Forms に入力して問い合
わせる形を採用した。

【成果・考察】次のような成果が得られた。▽ワクチン歴重視の内容が鮮明
になった、▽ワクチン歴や抗体価歴が一目瞭然になりチェックが容易化し
た、▽問い合わせが激減した、▽質問が瞬時に共有され回答までの時間が
短縮化された、▽人事担当の業務が円滑化した、といったメリットを享受
することができた。本活動はワクチン歴を重視する、本学会ガイドライン
第 4 版に準拠できており、かつ、スタッフ・新入職者双方にとって有益で
あったと判断される。なお、今後は調査用紙の提出をオンライン化できな
いか検討したい。
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P2-174 効率的で安全なワクチンプログラ
ム構築に向けた取り組み

京都第二赤十字病院 看護部1）、京都第二赤十字病院 薬剤部2）、
京都第二赤十字病院 感染制御部3）、京都第二赤十字病院 感染管
理室4）

○日向 高裕（ひゅうが たかひろ）1,4）、澤田 真嗣2,4）、
盛田 篤広3,4）

【背景・目的】「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第 4 版（以下、
ガイドライン）」において、B 型肝炎および麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・
水痘の 4 疾患に対しては、いずれも勤務前に免疫を獲得しておくことが原
則であり、基準を満たした後の抗体検査やワクチン接種は不要とされてい
る。しかし、当院では雇入れ時の健康診断で抗体検査を実施し、必要と判
定された職員に対して、入職後にワクチン接種を開始していた。さらに、
入職後も定期的に抗体検査を実施し、基準に満たない場合は追加のワクチ
ン接種を行う運用となっていた。そこで、より効率的に職業上の安全を確
保することを目的として、ガイドラインに沿ったワクチンプログラムへと
変更した。

【活動内容】人事課に協力を得て、2022 年 2 月時点で在職中の職員のうち、
抗体価がガイドライン上の基準に満たない者に対するワクチン接種を順
次実施した。2024 年度新採用職員からは、入職時に抗体価およびワクチン
接種記録の提出を求める文書を送付し、可能な限り入職前に免疫獲得を確
認しておくことを推奨している。自施設での抗体価測定やワクチン接種は
原則として実施せず、職員各自が近隣医療機関で実施してくるよう協力を
求めた。提出された抗体価やワクチン接種歴は、感染管理支援ソフトを用
いて管理している。また、ワクチンプログラムの改訂にあたっては、感染
管理室および医療関連感染対策委員会において十分に協議を行い、病院長
の承認を得た。

【成果・考察】2024 年 4 月 1 日付で入職した 140 名のうち、入職時点で 108
名（77％）が基準を満たす記録を提出完了、29 名（21％）が接種途中など
の理由により記録を後日提出予定、3 名（2％）が記録を提出しなかった。
今回のワクチンプログラム改訂により、入職した時点あるいは入職後早期
に免疫獲得の確認が可能になるとともに、抗体検査やワクチン接種に係る
コスト削減につながった。一方、自施設で実施していない検査歴やワクチ
ン接種歴のデータ管理が煩雑となり、事務部門の負担が増大した。また、
記録提出に協力的でない職員への対応は今後の課題である。

P2-175 当院職員の、麻疹、風疹、水痘、流
行性耳下腺炎のワクチン接種歴と
抗体価の現状

医療法人徳洲会 湘南厚木病院 感染防止対策室
○小島 直美（こじま なおみ）

【背景・目的】当院では毎年職員の抗体価を測定し、抗体価に応じてワクチ
ン接種を推奨、接種している。しかし、ワクチン 2 回接種済みの職員が何
名も接種の予約に訪れた事例等もあった。そこで日本環境感染学会発行の

「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 3 版」に沿ってワクチン接
種を行うことを検討した。変更に先立ち、職員のワクチン接種歴、罹患歴
について調査した。この結果と今後の課題について報告する。

【活動内容】ワクチン接種に関連する、健康増進センター、薬剤部、臨床検
査科の職員と検討し、調査を行うことを決定した。2024 年 6 月にワクチン
接種についての職員研修を行い、ワクチンプログラムを変更することにつ
いて周知した。2024 年 8 月に職員 439 名に対して罹患歴、抗体価のアン
ケート調査を行い、ワクチン接種記録の提出を依頼した。調査は 310 名か
ら回答が得られた。回答がなかった職員は、了承を得てカルテより抗体価
を確認した。調査の結果を「医療関係者のためのワクチンガイドライン第
4 版」に沿って検討した。

【成果・考察】調査の結果 439 名に対し、2 回の接種記録を提出した職員の
割合は麻疹 23.5％、風疹 21.2％、水痘 2.1％、流行性耳下腺炎 4.6％ であっ
た。接種記録の提出がない職員のうち、罹患歴があり抗体価が高値の職員
の割合は麻疹 9.3％、風疹 10.3％、水痘 41.5％、流行性耳下腺炎 21.9％ であ
り、「今すぐの接種は不要」に該当した。上記以外の約 60～70％ の職員が
ワクチン接種該当者と判明した。接種記録の提出がない職員で、罹患歴が
ない、又は不明の者も抗体価別に分類した場合、ワクチン接種該当者は
42％ 以下とさらに少なくなった。麻疹が一番多く 41.2％、水痘が一番少な
く 14.8％ であった。この中で抗体価が低値で「あと 2 回の接種が必要」の
該当者の割合は麻疹 0.5％、風疹 2.7％、水痘 0.5％、流行性耳下腺炎 3.2％
であった。この結果より、医療関係者のためのワクチンガイドラインに
沿って接種を行うためには、接種の優先順位や長期的な計画が必要である
ことが明らかになった。今後は関連部署で情報を共有し、当事者が理解し
て接種ができるようなシステムを構築し、ワクチン接種を推進する必要が
あると考える。

P2-176 当院職員の麻疹、風疹、流行性耳下
腺炎、水痘の罹患歴およびワクチン
接種歴の現状と課題

社会医療法人明陽会 成田記念病院
○国政亜由子（くにまさ あゆこ）、三浦 由江、
小林 将貴

【背景・目的】当院では、職員に対する麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘
（以下、 MMRV）に対する抗体価測定を 2019 年以降実施していなかった。
職員の MMRV 罹患歴およびワクチン接種歴は、入職時に提出される書類
で把握されていたが、これらの情報は病院管理部門で管理されており、感
染対策部門では内容を確認していなかった。今回、職員の MMRV に関す
る現状を把握し、今後の適切な対応を明確化することを目的に調査を行っ
た。

【方法】2024 年 8 月、職員 693 名を対象に MMRV について、1）MMRV
の罹患歴、2）ワクチン接種歴、3）抗体価測定結果の 3 項目を調査した。
調査結果は「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 4 版」に基づき、
対応が必要な職員を特定した。

【結果】今後の対応が必要な職員は、麻疹 51.8％、風疹 49.0％、流行性耳下
腺炎 68.8％、水痘 51.2％ であり、全体の約半数以上が該当した。麻疹と風
疹において、1990 年以前に生まれた職員は 1 歳以上で 2 回の予防接種率
が低く、特に 1970 年代～80 年代に生まれた職員の多くがワクチン接種も
しくは抗体価の測定が必要であると判定された。1970 年以前に生まれた
職員は、抗体価の基準を満たしている職員が多かったが、これは自然感染
をした割合が多いためと考えられた。

【結論】職業感染を予防するために、感染対策部門が MMRV に関する情報
を管理し、未接種者へ的確なワクチン接種を推奨する必要がある。現在

（2025 年 2 月）、MR ワクチンの供給が制限されているため、職員に対する
接種の勧奨は行っていないが、供給が再開された時点で速やかに勧奨する
予定である。

P2-177 医療従事者のためのワクチン接種
記録・抗体価管理システムの開発
と実証実験

シミックホールディングス株式会社
○北原沙也加（きたはら さやか）、福士 岳歩

【背景・目的】医療系学生および医療従事者は、感染症対策として麻疹・風
疹などのワクチン接種記録や抗体価記録を実習施設および医療機関に提
出することが求められている。しかし、これまで医療系教育機関および医
療機関では、その多くが非効率で不確実になりがちな手作業による管理を
しており、接種記録の保管方法や慢性的な人手不足などの課題が顕在化し
ている。
このことからワクチン接種や抗体価の記録を統合管理するシステムが必
要であると考え、2022 年より Web アプリケーション（以下 Web アプリ）
の開発に着手し、実証実験を行った。

【活動内容】研究の分担として、シミックホールディングス株式会社がシス
テムの開発を担当し、星薬科大学がシステム開発の助言および実証実験で
のテスト運用を担当した。
本研究の前提としてシミックホールディングス株式会社では、予防接種管
理 PHR（Personal Health Record）システム「harmo ワクチンケア」を既
にリリース済みである。本システムは被接種者向けのスマートフォンアプ
リ（以下スマホアプリ）と医療機関用のスマホアプリから構成されており、
接種過誤の低減を図ることを目的としている。
発表では、学生が前述のスマホアプリを活用して入力した情報を大学が一
括管理可能な Web アプリの新規開発および実際に星薬科大学において実
証実験を行った際のアンケート結果を紹介する。

【成果・考察】スマホアプリでは既存のワクチン接種記録入力機能に加え、
母子手帳や接種証明書などの画像登録機能等を実装した。Web アプリで
は抗体価データ（CSV）の取り込みおよびガイドラインに則した追加接種
の判定機能等を実装した。また、アンケートは利用者 178 名中 46 名

（25.8％）の回答から、医療アプリケーションに関する意識やアプリの使用
感等、今後の開発に役立つ情報を得ることができた。
今回の成果を基に、システムの改良を重ねることで、より多くの医療系教
育機関や医療機関における業務の効率化および感染制御の推進に貢献し
ていきたい。
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P2-178 職員が播種性帯状疱疹に曝露し、曝
露後予防投与し重症化を防げた事
例

社会福祉法人仁生社 江戸川病院
○土屋 尚子（つちや ひさこ）、高山 聖司、赤川 善彦

【背景】当院は入職者に対し抗体検査を実施しているが、抗体価陰性職員に
対し、ワクチン接種のフォローアップは行なっていないため、自身の抗体
価を知らない職員が多くいる。また播種性帯状疱疹の病態への理解が薄
く、水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染との認識がない職員もいた。今回
播種性帯状疱疹に曝露し、曝露後予防接種したが水痘を発症した症例を報
告する。

【症例】曝露者は 26 歳看護師で 2 年前の水痘抗体価（EIA 法 IgG）は陰性
であった。曝露源は濾胞性リンパ腫に対してリツキシマブによる維持療法
中の 78 歳女性だった。Y 月 5 日より右惻胸部、前胸部、背部に 痛が出現
し Y 月 7 日には発熱も伴ったため当院受診した。帯状疱疹と診断されア
メナビルが処方されたが解熱せず翌日当院に入院し、接触予防策として個
室隔離した。皮疹が頭部から右胸部（C2-Th6）まで広がったため空気感染
予防策に変更した。対応した職員の内 3 名が抗体価陰性だったため、曝露
後 72 時間以内に水痘ワクチンを接種し曝露後 8 日目から勤務停止とし
た。Y 月 23 日には当該職員に水疱が出現し、近医で水痘と診断されアシク
ロビルが開始された。Y 月 27 日に当院でフォローした際、発熱はなく半数
以上の水疱は痂皮化していた。血液検査でも肝機能障害はなく水痘抗体価
は感染パターンであった。緊急の感染対策委員会を開催し、曝露した職員
に対する就業制限を検討した。曝露後のワクチンの緊急投与も行っている
こと、就業制限が長期間になるためマスク着用し就業継続させるという意
見もあったが、発症した場合のリスクを説明し就業制限を実施した。また
播種性帯状疱疹への理解を深めるため、院内勉強会を開催し、マニュアル
整備を行った。職員抗体価カードを作成し全職員に配布し、基準を満たし
ていない職員に対してワクチンの接種を推奨した。

【考察・結論】感染症を疑った場合には必ず対策を取ることが重要で、職員
が理解しやすいようにマニュアルを改定する必要性を学んだ。また 72 時
間以内の曝露後予防接種を行った事で重症化を防ぐ事ができた事、就業制
限をかけた事で新たな曝露者を防ぐ事ができ、ワクチン接種の推奨につな
がった。

P2-179 高齢者に対する肺炎球菌ワクチン
定期接種制度変更における現状調
査

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
○浜元 善仁（はまもと よしと）、新垣 千夏

【背景・目的】2025 年を迎え、我が国における 65 歳以上の割合は約 30％
に達する。3 人に 1 人が 65 歳以上となる環境において、地域における感染
発症および重症化抑制のための高齢者に対するワクチン接種は重要な医
療資源となる。その中でも 65 歳以上の高齢者においては、23 価肺炎球菌
莢膜多糖体ワクチン（以下、PPSV23）が 2014 年から定期接種対象となり、
2024 年 4 月から対象者年齢が 65 歳のみと変更になった。そこで制度変更
前後における PPSV23 の接種状況を把握したので報告する。

【方法】当院外来診察を受けた 65 歳以上の患者を対象として、2023 年 4
月-2024 年 3 月の 1 年間 11,354 名を変更前、2024 年 4 月-12 月の 9 カ月
10,071 名を変更後とした。対象者のうち、PPSV23 接種者を調査し、定期
接種・任意接種の内訳、また皮下注射・筋肉注射の接種方法に関して調査
した。

【結果】接種者は変更前：45 名、変更後：14 名であり、外来診察患者に対
する割合はそれぞれ 0.40％、0.14％ であった。定期接種・任意接種の割合
は、変更前：定期 0.26％（29 名）・任意 0.14％（16 名）、変更後：定期 0.03％

（3 名）・任意 0.11％（11 名）であり、65 歳接種者に限ると変更前 29 名の
うち、65 歳接種者は 9 名（0.08％）であった。また、筋肉注射は 4 名であ
りすべて変更前の患者であった。

【結論】限られた調査期間であるが、定期接種対象を変更したことで、PPSV
23 接種率低下の可能性が示唆された。任意接種率の低下も認められるた
め、これまで以上に PPSV23 接種推奨方法、また接種後の 5 年経過を通知
するシステム（例えば、地域医療機関との連携やマイナンバーカードを用
いた機能）を地域で構築することが必要と考える。接種方法に関しては、
皮下注射がほとんどであり、接種率の向上とともに抗体価獲得の観点から
安全な患者においては、筋肉注射の選択を推奨する方法も今後は重要な視
点と思われる。筋肉注射の有用性と安全性については、高齢社会に突入す
る本邦において今後さらなる研究が求められる。

P2-180 がん専門病院における感染症予防
のためのワクチン接種啓発

国立がん研究センター東病院 感染制御室1）、国立がん研究セン
ター東病院 感染症科2）、国立がん研究センター東病院 看護部3）

○橋本 麻子（はしもと あさこ）1）、相野田祐介1,2）、
早坂 和恵3）、冲中 敬二1,2）

【背景・目的】米国臨床腫瘍学会（ASCO）は、2024 年に「成人がん患者に
対するワクチン接種」に関するガイドラインを発表した。がん患者の感染
症合併症は、がん治療の中断や予後悪化に繋がることが知られており、ワ
クチン接種は重要な予防策である。医療者からの勧めがワクチン接種行動
につながる因子と報告されているが、多忙な臨床現場において医師が個々
の患者に十分なワクチン接種に関する情報を提供することは難しい。今回
がん専門病院でがん患者に対しワクチン接種啓発活動を行ったので、その
取り組みを報告する。

【活動内容】2023 年 8 月よりワクチン外来を開始した。当院はがん専門病
院であるため、ワクチン接種には地域の医療機関の協力が必要と考え「が
ん治療医がワクチン接種を推奨」していることを記録し、家族やかかりつ
け医療機関に伝えることができる「ワクチン紹介用紙」を用意した。ワク
チンの推奨をホームページに掲載し、その内容を冊子型パンフレットとし
て院内各所に設置した。外来待ち時間に患者が確認できるようデジタルサ
イネージでも周知した。年 1 回は全職員へがん患者へのワクチン接種につ
いて研修を行い、ワクチン接種推奨の理由やワクチン外来、ワクチン紹介
用紙の運用について教育を行った。院内に「感染症予防やワクチン接種に
関するポスター」を掲示した特設コーナーを作成し、冊子型パンフレット
や感染症関連の情報誌等を患者が自由に持ち帰ることができるようにし
た。ポスター効果は、「役立つ情報だったか」該当する箇所にシールを貼付
してもらったところ「とても役立つ情報だった」が一番多かった。ワクチ
ン外来の患者全例と接種希望患者の問い合わせには感染管理認定看護師
が対応した。

【成果・考察】ホームページをパンフレットにした冊子の持ち帰りは、特設
コーナー設置時に増加した。肺炎球菌ワクチンを始め新たな薬剤が承認さ
れているが、がん患者へワクチン接種を啓発している報告は少ない。医師
が診察時に個別にワクチンを推奨することは難しいが、患者自身が感染症
予防のためのワクチン接種について知識を得、多職種でワクチン接種を推
奨できるよう今後も啓発を継続する。

P2-181 新型コロナワクチンの集団接種に
より高齢者施設内アウトブレイク
が防げるだろうか？

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院
○中川 拓也（なかがわ たくや）、矢部 博樹、
永石 郁恵、槙 祥吾

【背景・目的】新型コロナワクチンの定期接種が 2024 年 10 月から始まり
3 学会（日本感染症学会・日本呼吸器学会・日本ワクチン学会）からその
見解がだされている。今回、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の施
設内アウトブレイクを起こした 2 施設と同市内のアウトブレイクを起こ
さなかった 1 施設を比較し、感染拡大に影響を与えたと思われるワクチン
接種状況を調査した。

【方法】令和 6 年 10 月 1 日～令和 7 年 1 月 31 日の 4 ヶ月間で 2 つの高齢
者施設にて COVID-19 アウトブレイクが発生したためアウトブレイクを
起こさなかった施設と比較検討を行った。また全職員を対象にワクチン接
種に関するアンケートを実施した。

【結果】A 施設入所者 27 名のうち 1 名のみワクチン接種済みで 24 名が感
染し、うち 2 名が重症化し入院。職員は 3 名が感染。B 施設入所者 62 名中
ワクチン接種者は 0 名で、26 名が感染したがその内 3 名に抗ウイルス薬
を投与し重症化例はなかった。職員は 43 名中 4 名が感染した。両施設とも
職員のワクチン接種は 0 名だった。同市内の非アウトブレイク施設では、
3 月と 11 月に年 2 回のコロナワクチン接種を実施していた。その接種率
は 8 割以上と高く、11 月ワクチン接種以降、4 か月にわたって感染者はい
なかった。また、ワクチン未接種理由に関するアンケートでは、入所者は
COVID-19 が以前に比べ重症化しにくいという情報を得たことで接種の
必要性を感じない、職員では高額な料金が主な理由として挙げられた。

【結論】年 2 回のコロナワクチン接種を行った高齢者施設では調査期間に
おいて発症例がなかったことから、発症予防の効果が示唆された。今後、
ワクチン費用と発症した場合の治療費など費用対効果の検討や、入所者の
接種率を上げるために意思決定における影響要因を探るアンケートを実
施するとともに、ワクチン接種啓発活動が重要である。（学会会員外協力
者：中島壽美 大田みちえ 目木知子）
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P2-182 ヒトパピローマウイルスワクチン
のキャッチアップ接種に対する医
療施設職員の認識調査と意思決定
支援方法の検討

仙台エコー医療療育センター
○菅原 優（すがわら ゆう）、徳田 浩一

【目的】ヒトパピローマウイルス（HPV）による子宮頸がんは、ワクチンで
予防可能な疾患である。厚生労働省は、平成 9～平成 20 年度生まれの女性を
対象に無料のキャッチアップ接種を実施し、自治体を通じた通知を行って
いる。当院でも接種促進のため、職員向けにポスター掲示や院内メールを活
用した情報提供を行ってきた。本研究では、当院に勤務するキャッチアップ
接種対象者の HPV ワクチンに対する認識を調査し、情報提供の有効性を検
討した。

【方法】当院に勤務する 1997 年 4 月 2 日～2008 年 4 月 1 日生まれの女性職
員を対象とし、選択肢形式の自記式質問紙調査を実施した。調査票を配布・
回収後、得られたデータを整理し、記述統計学的に解析した。回答は匿名と
し、本研究は宮城県看護協会倫理審査委員会の承認を申請中である。

【結果】対象者は 14 名で、回収率は 92.9％（13/14）、平均年齢は 25.3 歳であっ
た。職種はソーシャルワーカー、保育士、介護福祉士、栄養士が各 7.7％

（1/13）、リハビリ職員 15.4％（2/13）、看護師 53.8％（7/13）であった。「ワ
クチンを受けない」と回答した割合は、看護職 0％（0/7）、非看護職 50％

（3/6）であり、看護職の接種率が高い傾向がみられた（p＝0.07）。「ワクチン
で子宮頸がんリスクが減る可能性」を「知っている」と回答したのは 92.3％

（12/13）で、情報源は県からの通知が 66.7％（8/12）であった。「キャッチ
アップ接種期間の延長」を「知っている」と回答したのは 61.5％（8/13）、

「知らない」は 38.5％（5/13）であった。「ポスター掲示が決断の役に立った
か」については「とても役に立った」7.7％（1/13）、「多少役に立った」46.2％

（6/13）、「変わらなかった」46.2％（6/13）であった。「院内メールの情報提
供」については「とても役に立った」15.4％（2/13）、「多少役に立った」53.8％

（7/13）、「変わらなかった」30.8％（4/13）であった。
【結論】HPV ワクチンの情報提供において唯一の効果的な方法はなく、多様
な情報提供が求められる。また、自治体の通知だけでは接種の意思決定に必
要な情報が十分とは言えず、多角的なアプローチの重要性が示唆された。
非会員協力者：天江 新太郎、阿部 道代

P2-183 脾臓摘出術を受けた患者の感染予
防行動に対する認識の構造

大阪公立大学大学院看護学研究科 感染看護学分野
○喜田 雅彦（きた まさひこ）

【背景・目的】脾臓摘出（以下脾摘）患者の重症感染症予防を目的とした患
者教育を効果的に行うためには、脾摘後患者に推奨される感染予防策に関
する患者の考えや心理的要因を明らかにし、脾摘患者にとって効果的な方
略を検討する必要がある。脾摘患者の感染予防行動の実施についての認識
の構造を明らかにするために本研究を行った。

【方法】研究協力施設の倫理審査委員会の承認を得て、脾臓摘出術をうけた
患者 10 名に半構成インタビューを実施し、修正版グランデッド・セオ
リー・アプローチを用いて分析した。

【結果】脾摘患者の感染予防行動に対する認識の構造は、5 つのカテゴリー
と 17 個の概念から構成されていた。17 個の概念のうち、5 個の概念はカテ
ゴリー化されず、概念のままで感染予防行動の認識を構成していた。カテ
ゴリーは【 】、概念は［］で示す。
感染予防行動の実施に直接影響するカテゴリーとして、【危機の知覚】と

【自己効力感】、概念では［医者の言動への従順さ］と［家族に感染するこ
とへの懸念］が示された。また、【危機の知覚】は【自己効力感】【他者に抱
く陰性感情】に影響を与えており、【周囲の状況から生じる安心感】や［周
囲の感染症流行状況への関心］の影響を受けながら、【危機の薄れ】に変化
していた。【危機の薄れ】は［感染予防ができないことへのしょうがなさ］
に影響を与え、【危機の知覚】に再び変化していた。そして、【他者に抱く
陰性感情】は［感染症流行へのありがたみ］に影響を与えており、脾摘後
患者の感染予防行動に関する認識の構造が明らかとなった。

【結論】脾臓を摘出した患者が適切に感染予防行動をとるために、重症感染
症のリスクを適切に認識し、感染予防行動に対する自己効力感を維持する
ことが重要である。また、脾摘患者の感染予防行動の支援策を検討する際
には、患者だけでなく周囲の人々への啓発、介入も考慮した視点が必要で
あることが明らかとなった。

P2-184 日本歯科大学新潟病院における臨
床実習生の針刺し・切創―医療安
全教育のための基礎研究―

日本歯科大学新潟病院院内感染防止対策委員会
○水谷 太尊（みずたに ますたか）

【背景・目的】歯科では日常的に鋭利な器具を使用する。そのため歯科医療
従事者の針刺し・切創のリスクは極めて高い。歯科大学附属病院では臨床
実習生に対して職業感染対策としての針刺し・切創の予防方法、また発生
時の対応についての知識、技能、態度を教育している。今回、歯科医学教
育における針刺し・切創に関連するカリキュラムの充実を目的に、日本歯
科大学新潟病院おける臨床実習生の針刺し・切創について集計し分析し
たので報告する。

【方法】2009 年 4 月～2024 年 3 月の 15 年間に日本歯科大学新潟病院院内
感染防止対策委員会に報告のあった針刺し・切創全数 116 件のうち、臨床
実習生（歯学部学生、歯科衛生科学生）の事例 80 件、さらに歯科診療室で
の歯科医療に関連する 62 件を対象として研究を行った。

【結果】日本歯科大学新潟病院における針刺し・切創の報告の 69％ が臨床
実習生であった。針刺し・切創の内容は、歯科麻酔注射針に関連する事例
18 件が最多で、次いでハンドピースに取り付けるバーやチップ類に関連
する事例 17 件、歯科手術用縫合針 11 件、歯内治療器具 9 件、歯科手術用
メス 5 件であった。発生時の状況では、器具をはずす時に関連する事例が
19 件と最多で、 次いで鋭利な器具の存在に気付かなかった事例が 16 件、
治療中 14 件、診療補助者との手の交差に関連する事例が 7 件、器具の受け
渡しに関連する事例 4 例であった。受傷者については、自傷 54 件、他傷
8 件、他者が受傷の要因として考えられるものが 25 件であった。また、受
傷後に直ちに申告しなかった事例が 13 件であった。

【結論】臨床実習での針刺し・切創を減らすために本研究を行った。臨床実
習での針刺し・切創に対する意識は、その前段階の臨床基礎実習から高め
ていかなくてはならない。針刺し・切創は様々な歯科診療中に発生するた
め、針刺し・切創事例を個別に切り離して教育することは非現実的で効果
的とは言えない。基礎実習で行う高頻度歯科治療の全ての分野、領域にお
いて、針刺し・切創の予防方法、発生時の対応を組み入れた実習カリキュ
ラムが必要と考える。

P2-185 歯科医療安全チームの活動報告（針
刺し切創事案）

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 医療安全管理部
○中屋真美子（なかや まみこ）、嶋守 一恵、
高橋 幹夫、西島 嗣生、下沖 収

【背景・目的】当センターは外来中心の医療機関として、2019 年に開業し
ており、歯科医療センターが併設されている。従来の医療安全管理部は医
科中心であったが、歯科に特化した歯科医療安全チーム（以下、チーム）を
2024 年度に発足させた。今回、そのチームの活動のひとつとして、歯科領
域での針刺し切創の原因分析をしたので、報告する。

【活動内容】チームは歯科医師、歯科衛生士、歯科事務、医療安全管理部で
構成され、隔週で歯科領域でのインシデント事例を検討し、その結果を医
療安全管理部へ報告している。針刺し切創のインシデント報告は 2021 年
1 月から 2024 年 12 月までで 14 件であった。これら事例の原因分析を歯
科医療安全チームで検討した。なお、歯科治療ユニットは 117 台である。

【成果・考察】歯科領域の針刺し切創報告内容は、職種別では歯科衛生士
5 件、歯科衛生士学生 4 件、歯科医師 3 件、その他 2 件であった。発生場
所は外来診察室 13 件、歯科放射線撮影室 1 件であった。発生状況は治療中
7 件、治療後の片付け中 6 件等であった。原因器材は歯科切削バー 3 件、
注射針 3 件、縫合針 2 件、歯科用深針 2 件等であった。
職種では歯科衛生士の受傷が最も多かった。そして、治療中に最も事故が
発生した一方で、治療後の片付けや洗浄中の事故も多かった。歯科ユニッ
トに歯科医師と歯科衛生士が共に治療に当たるが、建物が老朽化しており
ユニットとユニットの間隔が 1m と狭いこと、歯科医師と歯科衛生士のコ
ミュニケーション不足、歯科衛生士学生が単独で歯科ユニットに入るこ
と、歯科専用注射器の針はディスポーザブルではないことが主な要因で
あった。1 日の治療患者数が多く、患者毎の治療方針の確認、歯科医師の
動きに合わせた介助位置、学生指導を含めた医療安全教育をどのように進
めていくかをチームで検討中である。
チームの立ち上げにより、歯科に特化したインシデントの原因分析が明確
になり、発生防止対策や医療安全教育に寄与すると思われる。
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P2-186 全病棟への針刺し損傷防止機構付
薬剤充填注入器用針の導入とそれ
に伴う費用対効果について

地方独立行政法人 市立秋田総合病院 感染管理室1）、男鹿みなと
市民病院2）

○山本由紀子（やまもと ゆきこ）1）、藤原 洋之2）、
川口菜緒美1）、武田 修1）

【背景・目的】ペン型インシュリン製剤等の薬剤充填注入器に対し針刺し損
傷防止機構付針（以下安全器材とする）が発売されているが、価格が高いこ
とから全病棟への導入には課題がある。A 病院では糖尿病患者が主に入院
する病棟に限定し、2011 年から安全器材を導入した。しかし、安全器材を導
入していない病棟での従来型の薬剤充填注入器用針（以下従来針とする）に
よる針刺し事例が後を絶たない状況にあった。また、いずれも安全器材を導
入していれば回避できる可能性のあった事例であることから、全病棟への
安全器材導入を目的にコスト試算を行ない、導入することができたので報
告する。

【活動内容】安全器材は価格交渉を繰り返しても納入価の引き下げに限界が
あることから薬剤部と糖尿病・内分泌内科の医師の協力を得て、患者が使
用する院内処方分の従来針に限り 2 社から 1 社に統一することを前提に価
格交渉を行った。その結果、1 社に統一することで従来針を安価に購入する
ことが可能となったため、看護師が患者に実施する際に使用していた従来
針の払い出し数を安全器材に変更した場合のコストを試算し、診療材料審
議委員会の審議を経て 2023 年 8 月に全病棟に安全器材を導入することが
できた。導入前 10 ヶ月と導入後 17 ヶ月の期間の針刺し事例発生件数、針刺
し事例回避率、材料費を比較したところ、従来針による針刺し件数とその割
合は導入前 24 件中 4 件（16.67％）、導入後 22 件中 1 件（4.55％）であった。
また、全体の薬液充填注入器用針のうち安全器材の使用割合で示す針刺し
回避率は導入前 66.29％ であったのに対し導入後は 85.91％ であった。院内
処方分および全病棟への払い出し数から導入前後のコストを計算したとこ
ろ、導入前より導入後が 1 ヶ月あたり約 2,700 円の減額となった。

【成果・考察】安全器材単品では納入価の引き下げに限界があるが、院内で
使用する従来針の統一と価格交渉により費用を著しく上げることなく、全
病棟に安全器材を導入することができた。これにより薬剤充填注入器用針
での針刺し事例が減少することとなった。

P2-187 当院における皮膚粘膜曝露事故の
発生要因分析

順天堂東京江東高齢者医療センター 健康安全推進センター1）、順
天堂東京江東高齢者医療センター 感染対策室2）

○宮寺 麻衣（みやでら まい）1）、石井 幸2）、
鈴木 知恵1）

【背景・目的】針刺し・切創・粘膜曝露事故は医療従事者にとって重要な職業的上のリス
クである。当院では認知症高齢者患者の割合も高く、関連病院と比較して患者の攻撃的行
動（噛みつき、引っ掻き）による 傷や擦過傷の発生頻度が多い傾向が認められる。本調
査では、これらの事故の発生状況を明らかにすることを目的としデータ分析を実施した。

【活動内容】2022 年 10 月～2025 年 1 月までに当院で発生した針刺し・切創事故 51 件の
うち、患者の攻撃的行動による 傷および擦過傷の事例 32 件を対象とした。受傷者への
聞き取り調査を実施し、職種、部署、発生場所、経験年数、発生状況などの項目について
分析を行った。

【成果・考察】受傷事例の分析の結果、以下の傾向が示された。
職種：看護師 20 件（63.0％）と最多であり、次いで看護補助者 8 件（25.0％）、その他 4
件（12.0％）であった。
部署：認知症病棟 18 件（56.3％）、一般病棟 14 件（43.8％）であり、両病棟で同程度の発
生が認められた。
発生場所：病室 20 件（62.5％）、機能回復訓練室 6 件（18.8％）であった。
経験年数：0～5 年目の医療従事者 15 件（46.9％）と最も多く、5～10 年目 6 件（18.8％）、
11 年以上 11 件（34.4％）であった。
受傷部位：右上腕部 8 件（25.0％）、右前腕部 5 件（15.6％）であった。
発生状況：抑制介助時の受傷 19 件（59.3％）と最多であり、次いで移乗介助時 7 件

（21.9％）であった。また「立ち上がり動作の制止」「おむつ交換時の抑制」「正面からの全介
助移乗」時など、患者が拒否反応を示している場面での発生が多かった。
患者背景：攻撃的行動を起こした患者の入院期間は 3 日以内 9 件（27.0％）、7 日以内 5
件（15.0％）、14 日以内 8 件（24.0％）であり、入院後 2 週間以内の発生が 68.8％ を占め
た。また、発熱や 痛などの身体症状を有していた患者 11 件（34.0％）、せん妄症状を呈
していた患者 15 件（45.0％）であり、すべての患者がせん妄ハイリスク群に該当していた。
本調査の結果、医療従事者の受傷は主に抑制介助や移乗介助時に発生し、特に入院後 2
週間以内のせん妄ハイリスク患者による攻撃的行動が関連している可能性が示唆され
た。今後は、これらのリスクを軽減するための具体的な対策について検討を進める必要が
ある。

P2-188 針刺し切創対策介入後の変化と課
題

諏訪赤十字病院 感染管理室
○井川 正樹（いがわ まさき）、小松 弘典、
藤森 洋子、田中 文、小口はるみ、蜂谷 勤

【背景・目的】当院では、安全器材の教育、針捨て容器の持参への啓発等、
針刺し切創対策を行っている。その結果、一定の効果は見られたが、採血
時の分注、インスリン針のリキャップ、針捨て BOX 不携帯のために起き
た事象、ヒューバー針抜針時の受傷などは継続して起きていた。そして、
看護師経験年齢層は 10 年以下が多かった。そこで、看護師の意識と行動を
アンケート調査し、問題の改善に取り組んだ。

【活動内容】問題の明確化：2023 年 7 月に現状把握アンケートを実施し
た。全年齢層において注射のマニュアルは遵守されていた。現場訪問でイ
ンスリンシリンジのリキャップが頻繁に確認されていたが、リキャップを
していると答えたものは 2～3 年目が 37％、4～5 年目が 42％ と多く、他の
年代層も 6～17％ の回答だった。針捨て容器の携帯しにくさと廃棄時の分
解などの現状から、感染ゴミの増加があっても携帯のしやすさ、かつ分解
しない廃棄に転換する時期と考えられた。CV ポート造設手術件数は年間
80 例と多く、半数の看護師が穿刺および抜針を経験している。その 9 割以
上の者が穿刺手技やヒューバー針での針刺しへの不安を抱えていること
がわかった。実際の針刺しは抜針時に起きており、早急に安全装置付の針
の導入が必要と考えられた。導入の評価：サンプルを絞り、現場の意見を
踏まえて導入した。また、その評価のため 2024 年 10 月にアンケートを実
施した。2023 年 10 月安全装置付ヒューバー針導入：2023 年に 92％ あっ
た抜針時の不安は、2024 年は 43％ に減少した。2023 年 12 月針捨て容器変
更：92％ が針をすぐに廃棄すると答えている。インスリン針のリキャッ
プをすると答えた者は 2023 年 20％ から 16％ に減少した。2024 年 1 月分
注時の分注ホルダー導入：導入 10 か月で、77％ の者が使用している。こ
れ以降、上記に関する事故は減少した。

【成果・考察】安全装置付ヒューバー針の導入は、抜針時の不安の軽減につ
ながった。また、分注ホルダーは高率に使用されており、現場には必然性
があったことが伺える。一方、針捨て容器の変更については、リキャップ
の低減となったかは今回評価ができない。リキャップは 10 年目以下に多
いが、各年代も多いこともあり、今後も教育、啓発を継続することが重要
である。

P2-189 部署のエンパワメントを促す針刺
し事故への取り組みとその効果

川西市立総合医療センター 感染対策室
○西田左恵子（にしだ さえこ）

【背景・目的】当院は、2022 年 9 月に市立川西病院と協和会協立病院が統
合・再編され開院した 405 床の急性期病院である。統合により新旧マニュ
アルが混在し、スタッフにとって「マニュアルがない」と感じるほどの混
乱が生じていた。基本的な新マニュアルは Web 上で提供されていたが、実
際の業務に即したものはすぐには整備できないなか、インスリン注射関連
の針刺し事故が多発した。感染管理認定看護師主導による指導では十分な
改善がみられず、現場スタッフが主体的に検討し、対策を実施することで、
針刺し事故が減少した。

【活動内容】針刺し事故の事例を分析し、各病棟へフィードバックを行うと
ともに、ICT ラウンド時に注意喚起を実施した。しかし、これらの取り組
みだけでは針刺し事故の減少には至らなかった。そこで、各部署に対して

「なぜ針捨て容器が使用されていないのか」について情報収集を行い、リン
クナースによるラウンドを開始した。その結果、針捨て容器を携帯しない
理由がほぼ共通していることが判明したため、各部署ごとに原因と対策に
ついて話し合い、具体的な対策を立案・実行した。

【成果・考察】2022 年 9 月から 2024 年 3 月までに、インスリン注射に関連
する針刺し事故は 8 件発生していた。しかし、2024 年 3 月に各部署で話し
合いを行い、それぞれの現場で対策を考え実行するよう所属長とリンク
ナースに依頼した結果、2024 年 4 月以降の針刺し事故は 1 件にまで減少
した。各病棟では、インスリン注射関連の物品の配置を工夫し、針捨て容
器の携帯を徹底することとした。これにより、現場の特性に応じた「動き
やすい配置」が可能となり、適切な安全管理が促進された。新たなルール
の導入には時間を要するが、基本的なルールに加え、病棟やスタッフ自身
が持つ力を活かし、危険を回避しながら各現場の特性を考慮した工夫を加
えることで、より実践的な安全対策が可能となる。今回の感染管理認定看
護師の役割は、基本を守り危険を回避しながら、ローカルルールにならな
いよう病棟が主体的に管理できる体制づくりを支援することであった。今
後も、病棟スタッフのエンパワメントを促しながら、針刺し事故のさらな
る削減を目指していく。
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P2-190 患者から医療者へのひっかき・噛
みつき予防の取り組み

NTT東日本関東病院 感染対策推進室
○渡邊 愛子（わたなべ あいこ）、黒田 潤子、
櫻井 隆之

【背景・目的】当院の血液体液曝露事例の傾向として、鋭利機材による受傷
以上に患者からのひっかきや噛みつき事例が多いことが挙げられる。その
多くが患者の危険行動を制止しようとした際の受傷であり、患者に認知機
能低下やせん妄症状を認める事例が大多数を占めた。受傷した医療者と振
り返りを行う中で、患者の怒りや暴力から離れるといった医療者の危険回
避行動の他に、患者の安心を得ることによって暴力的になることを防ぐこ
とが類似事例防止のために重要なのではないかと考えるに至った。入院患
者の高齢化に伴い、認知症を持つ患者、せん妄症状を呈する患者が増加す
る中で、患者との関わり方の見直しから活動した結果を報告する。

【活動内容】ひっかき・噛みつき事例をすべて針刺し・切創事例として報
告するよう定めた。事例発生後に発生時の状況や経緯を振り返り、再発防
止策を検討する機会を設け、そこに精神看護専門看護師が同席して認知症
ケア・せん妄ケアの視点から患者対応のアドバイスを受けられるように
した。またリンクスタッフ教育として「ひっかき・噛みつき防止につなげ
る患者ケア」を実施し、一般的な認知症患者へのケアの演習を実施した。
各部署の特殊性に合わせた講習会を実施し、医療者が被害者にならないた
めの教育活動を行った。

【成果・考察】事例件数の減少には至らなかった。振り返り分析では、これ
まで受傷は防ぎようのないものと諦めを口にする医療者が多かったが、事
例発生前の患者の精神状態や行動を振り返ることで患者理解が深まり、再
発防止案が以前より根源的、具体的なものとなった。精神看護専門看護師
の介入後より、患者が暴力的になった際に受傷をどう防ぐかといった視点
だけでなく、どのようにケアを行うと患者の安心につながるか、といった
視点で振り返ることができるようになった。受傷後に、部署での事例の振
り返りやカンファレンスでの共有を促した結果、事例発生前に患者への快
刺激やユマニチュードを取り入れたケアを行っている事例が見られるよ
うになった。患者の怒りや暴力から離れる、といった医療者の危険回避行
動に加え、患者の安心を得ることによって暴力的になること自体を防ぐ方
法を考える場ができたと考えている。

P2-191 インスリン用ペン型注射針による、
針刺し切創減少に向けた取り組み
と課題

兵庫県立丹波医療センター
○川野 友子（かわの ともこ）

【背景・目的】2023 年の 1 年間に、インスリン用ペン型注射針による針刺
し切創が 5 件発生した。使用後、針箱上部に注射針をはめて回し外す方法
は外れにくさがあり、それに関連した針刺し切創が起こっていた。適切な
方法の動画を撮影し全員が自己学習を行ったが、発生件数は減少しなかっ
た。さらに使用後の注射針が外されず、次の勤務者が気付かず針刺し切創
する事象が複数回発生した。高齢者が多い地域で、インスリン注射の介助
が必要な患者が多い。業務の多忙化や入院患者の高齢化が今後も右肩上が
りとなり、現場教育のみでは針刺し切創を減少させることが困難であると
考えた。針刺し損傷防止機構付きペン型注射針を導入し、現場教育とあわ
せて行うことで、インスリン用ペン型注射針による針刺し切創件数の減少
が見込めると考え活動を行ったため報告する。

【活動内容】（1）針刺し切創事象発生時に係る費用を算出し、患者が HBs
抗原、HCV 抗体、HIV 抗体陽性であった場合の対応に係る費用も算出し
た。（2）現行の注射針使用患者を調査し、全体の 7～8 割の患者が看護師介
助で注射を行っていたため、新たな製品の使用を看護師介助時のみとした
場合の費用比較を実施した。（3）部署での試用に先行し物品配布や講習を
行い、約 2 週間の試用期間を設け、意見の集約を行った。（4）針刺し切創
事象による身体的・精神的な影響と費用比較をもとに、院内の委員会にお
いて製品導入の承認を得た。（5）試用期間に聞かれた意見をもとに、製品
の説明動画に加え、使用時の留意点などを含めた説明資料を院内に配信
し、マニュアルの作成を行った。（6）2025 年 1 月末より一斉に製品の配布
を行った。

【成果・考察】針刺し損傷防止機構付きペン型注射針の導入後、インスリン
用注射針による針刺し切創事象は発生していない。看護師全員が動画によ
る自己学習や製品の試用を行っているが、自身の技術に不安があるスタッ
フは、必ず動画による再学習やマニュアルの再確認を行うよう直接指導や
リンクナースを通しての伝達指導を行っている。今後もサーベイランスや
現場教育を継続していくとともに、針刺し損傷防止機構で防ぐことができ
ない事故については、引き続きマニュアルの遵守・適正使用への対策を
行っていく必要がある。

P2-192 VAIVT後、透析穿刺における二重
暴露の一例

三田市民病院 臨床工学科
○北 慎也（きた しんや）

【背景】当院は透析シャント血管内治療（VAIVT）を積極的に行っており、
VAIVT 直後に透析を行う事も多い。
透析開始時は穿刺担当者、透析装置担当者（介助者）と 2 名にて透析開始
作業を行っている。

【症例】HCV 抗体陽性（抗体価：37.10）の患者。
VAIVT 施行後に上腕へ留置されていたシースを抜去、 止血を確認した。
直後に透析を行う方針となった。駆血によるシース抜去部からの再出血を
危惧して介助者の指で圧迫を行った。且つその指圧迫を利用し血管を怒張
させシース挿入痕の約 2 横指末梢から穿刺を行った。穿刺を行った際に透
析針が患者皮膚を貫通し、介助者の右示指に刺さり受傷した。穿刺者は介
助者が受傷した事に気付かず、そのまま血管内へ留置し直して透析を開始
した。その後、介助者の指から出血している事が判明し、介助者と患者、
双方が血液曝露者となり二重曝露となった。
院内マニュアルに準じて曝露直後に HBs 抗体、HBs 抗原、HCV 抗体、HIV-
1、2 抗体、AST、ALT などの血液検査を実施した。1 ヶ月後に同様の検査
を行ったが、新たな感染は起こっていない。

【考察】指圧迫による駆血方法のメリットは、駆血帯と比較すると駆血圧を
微調整し易い事や、短時間で駆血圧を解除出来る点が挙げられる。今回
VAIVT 時にシースを挿入した部位は普段使用している穿刺箇所であり、
他に穿刺に適した箇所がシース挿入部近傍しかなかった。また、VAIVT
後のシャント血流は良好であり、介助者は指圧迫を強く行う必要があっ
た。その為、皮膚の窪みが深くなり、且つ指圧迫から穿刺点までの距離が
近い事から皮膚を貫通して穿刺介助者が受傷した。穿刺者は介助者が受傷
した際に血管到達前の引っ掛かりと誤認識し、受傷させた後に再度血管へ
透析針を留置してしまった。
今回の事象はシース挿入痕からの再出血を危惧し指圧迫を行ったことで
二重暴露が引き起こされたものである。VAIVT に使用されているシース
は透析時の脱血・送血用としても使用可能であり、必ずしも透析前に抜去
する必要はない。
VAIVT と透析を一連の治療と考え、シース挿入部位の検討やシース抜去
の必要性を考慮すべきである。

P2-193 針刺し切創・血液体液曝露報告の
DX化

NTT東日本関東病院 感染対策推進室1）、NTT東日本関東病院
感染症内科2）

櫻井 隆之1,2）、渡邊 愛子1）、
○黒田 潤子（くろだ じゅんこ）1）

【背景・目的】職業感染制御において、針刺し切創・血液体液曝露対策は重
要な課題であり、その事例の報告と解析は貴重なものとなる。他方、報告
用紙の記載や紙媒体のやり取りなど手間も少なくない。また当院ではエピ
ネット日本版に準拠していない報告様式が長く採用されてきたため、これ
らの課題の修正が必要となっていた。

【活動内容】紙媒体の削減・廃止およびデジタル・トランスフォーメー
ション（DX 化）推進の一環として、紙面による曝露報告をとりやめ、代
わりに QR コードを各自のスマートフォンで読み込んで Microsoft Forms
からエピネット日本版に準拠した質問項目に入力し、送信する形式を作成
した。

【成果・考察】QR コードを読み取ってエピネット日本版に準じた質問項
目を入力、送信すると、針刺し切創・血液体液曝露の情報がリストとなっ
て瞬時に関連スタッフに周知され、また、そのリストに採血結果や受診状
況を追記し瞬時に共有することが可能となり、紙媒体でのやり取りは一切
不要になった。以前のやり取りとは比べ物にならないスピードと共有範囲
であり、効果は絶大であった。また、紙の廃止によりコストが削減され、
かつ、紙のやり取りにかかる労力と時間も削減され、一石二鳥となってい
る。さらに、件数や状況など解析（Microsoft Power BI 利用）も迅速で容
易であった。当院は院内システムの関係でエピネット日本版への登録が行
えないが、それさえなければ共有された情報をそのまま転帰してエピネッ
トに対応することは可能であると考えられる。
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P2-194 医療消耗品と院内耐性菌発生要因
の関係性のAI（データマイニン
グ）疫学解析

医療法人弘仁会 南和病院1）、ケーディーアイコンズ（株）2）
○中谷 光良（なかたに みつよし）1）、松岡喜美子1）、
横山 茂樹2）

【背景・目的】当院は院外からの耐性菌持込患者が約半数を占め、入院時の
耐性菌監視培養に呼吸器材料だけでなく尿にも注目し、耐性菌持込による
院内感染の拡大防止に取り組んできた。今回、耐性菌院内発生を防止する
ため、医療消耗品にも注目した。日常医療業務に関する耐性菌院内発生の
要因の探索において、医療消耗品の手袋払い出し枚数と手指消毒剤払い出
し量に着目し、AI（データマイニング）疫学解析した。

【活動内容】日常医療業務に関する耐性菌院内発生の要因の探索において、
医療消耗品の手袋払い出し枚数と手指消毒剤払い出し量に着目し、AI

（データマイニング）疫学解析した。対象は、耐性菌院内発生患者数（1
患者、1 データ）と医療手袋払い出し枚数、手指消毒剤払い出し量の関係
性の解析。期間は、2021 年 1 月～2023 年 12 月までのデータを AI（データ
マイニング、Icons MinerⓇ）解析した。

【成果・考察】χ2 乗検定の調整化残差解析により、統計的有意性のある
ルールとして、（1）2023 年 2 月は、◎ If：手袋が「多く」かつ、消毒薬使
用量が「少ない」ときに耐性菌患者数が最も少なく 2022 年 12 月は、◎ If：
手袋が「多く」かつ、消毒薬使用量が「少ない」場合に耐性菌患者数が最
も少なく（2）2022 年 10 月は、× If：手袋が「少ない」かつ、消毒薬使用
量が「多い」場合に耐性菌患者数が多く 2022 年 9 月は、× If：手袋が「少
ない」かつ、消毒薬使用量が「多い」場合に耐性菌患者数が多い という
結果でした。

【まとめ】耐性菌院内発生患者数と手袋払い出し枚数、消毒薬払い出し量の
関係性について、AI を用いて解析した結果、院内発生耐性菌の発生要因
は、手袋使用枚数が多く、消毒薬用量が少ない場合に、耐性菌院内発生が
少ない、という結果が見られた。

P2-195 専従事務員主導の環境ラウンドイ
ノ ベ ー シ ョ ン Microsoft
FormsⓇとタブレット端末による
フィードバックの効率化

国際医療福祉大学成田病院 感染制御部
○三澤 陽南（みさわ ひなみ）、桝田 浩司、
平松 玉江、佐藤 貴光、松本 哲哉

【背景・目的】当院では、全病棟の衛生環境や感染対策の実施状況を確認す
るため、毎週カテゴリー別のチェックリストを用いた環境ラウンドを実施
している。従来は、事務職員がラウンド時に紙のチェックリストへ記載し、
その後エクセルフォームに転記、さらに ICN がその記録を基にフィード
バックレポートを作成していた。この一連の作業には 1 時間以上を要し、
業務効率化が課題となっていた。これを解決するため、Microsoft FormsⓇ

とタブレット端末を活用し、データのリアルタイム収集・集計を実現する
新たな方法を導入した。

【活動内容】チェックリストの内容を Microsoft FormsⓇに反映し、必須項
目の設定や選択形式を導入することで入力精度を向上させた。さらに、カ
テゴリーごとにフォームを分割し、それぞれの URL を QR コード化して、
迅速なアクセスを可能にした。環境ラウンド時にはタブレット端末を用
い、現場で直接入力することで、データのリアルタイム集計と可視化を実
現した。

【成果・考察】本システムの導入により、データ入力時間が大幅に短縮さ
れ、ICT メンバー間での即時情報共有が可能となった。これにより、ICN
は迅速にフィードバックレポート作成へ着手できるようになった。また、
手書きによる記録が不要となり、備考欄の可読性が向上し、データ管理の
精度が向上した。なお、類似システムは有償で提供されることが多いが、
Microsoft FormsⓇを活用することで、施設のニーズに応じたカスタマイズ
やチェックリスト修正への柔軟な対応が可能となった。今後は、他業務へ
の応用やさらなる改善策の検討が課題となる。

P2-196 AI と挑む架空パンデミック―次の
新興感染症に備えるために―

医療法人 徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院1）、茅ヶ崎市立病院2）、医療
法人社団 康心会 湘南東部総合病院3）、医療法人 徳洲会 葉山
ハートセンター4）

○相原 幸生（あいはら さちお）1）、蘭賀 都己2）、
片石 剛史3）、前田久美子4）

【背景・目的】新型コロナウイルス感染症（以下 COVID－19）の初期対応
は、未知の感染症対策の重要性を再認識させた。しかし、その教訓が徐々
に風化しつつある懸念があった。令和 6 年度の新興感染症の発生等を想定
した訓練（以下訓練）では、Microsoft Copilot との対話を通じて架空の感
染症を生成し、実践的なシナリオに基づいた訓練を行ったので報告する。

【活動内容】訓練設定の為、将来的にパンデミックを引き起こす可能性のあ
る未知のウイルス性呼吸器疾患について Copilot に複数の質問を行った。
その結果、架空の新型インフルエンザ H7NX、H5NX、新型 MERS などと
言った複数の候補が提案された。さらに、発生国、被害規模、致死率、初
期状況、国内体制、ワクチン・治療薬について詳細を尋ね、情報を整理し
た。これらを基に、架空の疾患として新型 MERS を MERS－CoV－2 と命
名し、訓練のシナリオを作成した。
具体的には、MERS－CoV－2 の発生地を中東、致死率を 10％ と設定し、
国際会議参加者が帰国後に感染を拡大させるシナリオを構築した。家族内
感染から地域の高齢者施設へ感染が広がり、流行初期の入院受け入れを
茅ヶ崎市立病院が担当し、湘南東部総合病院や葉山ハートセンター、茅ヶ
崎徳洲会病院が後方支援を行う事とした。そして、茅ヶ崎市保健所、茅ヶ
崎医師会、連携する保健医療機関や介護保険施設との情報共有、新興感染
症受け入れ時のゾーニングや個人防護具の着脱方法の指導など、各機関と
の連携強化を含む訓練を実施した。

【成果・考察】本訓練では、AI を活用する事で現実味のある架空の新興感
染症シナリオが比較的短時間に作成出来た。主な感染経路は、限定的な状
況下での空気感染/吸入とし、一部接触感染も成立する架空のウイルス性
呼吸器疾患を想定することで、COVID－19 初期対応を模した訓練の実施
が可能となった。しかし、未知の感染症は依然として予測困難なリスクを
伴う為、常に警戒を怠る事はできない。今後は、茅ヶ崎市全体の感染対策
強化に向けて、ネットワークの拡大と連携の深化を図りたい。

P2-197 排尿量管理における「採尿不要の一
括管理型排尿量測定システム」を用
いた感染リスク削減効果の検討

山梨大学医学部附属病院1）、山梨大学大学院看護学講座2）、株式会
社島津製作所3）、山梨大学大学院泌尿器科学講座4）、山梨大学大学
院外科学講座第一教室5）、山梨大学大学院感染症学講座6）

○窪川 佳世（くぼかわ かよ）1）、川端 愛2）、
野口 彩花2）、門西 知佳2）、杉田 俊江1）、入倉 悠1）、
山中 哲也1）、関川 克己3）、吉見 邦子3）、三井 貴彦4）、
市川 大輔5）、鈴木 哲也6）、井上 修6）、谷口 珠実2）

【背景・目的】A 病院消化器外科病棟では、患者または看護師が採尿カップで尿量を
確認後、トイレ内の廃棄物容器に採尿カップを捨て、帰室後尿量を用紙に記載する尿
量測定（以下、従来法）を行っている。この従来法では、採尿や廃棄の際に患者や看
護師が尿に曝露されるリスクがあること、廃棄物がトイレ内に置かれることでの衛
生上の環境悪化、悪臭が問題となっていた。本研究では、従来法と「採尿不要の一括
管理型の排尿量測定システム」（以下、システム）を比較し、感染リスク削減場面を明
らかにすることを目的とした。

【方法】2024 年 7 月から 2024 年 10 月に調査を行った。従来法とシステムを使用した
看護師 20 名に、準備と説明、測定記録の確認と片付け業務について、インタビュー
を行い、感染リスク削減場面を抽出し、現状を検証した。本研究は山梨大学医学部倫
理委員会の承認を得て実施した。

【結果】従来法では患者が自立して採尿できる場合は看護師が尿に触れる場面はな
かった。しかし共有トイレでの採尿カップ使用に関する感染拡大防止指導が必要で
あった。また、患者が一人で採尿や尿量確認ができない場合、看護師が採尿から破棄
までを支援する際に、飛散した尿に曝露されるリスクがあった。加えて、採尿後の
カップがトイレ内に放置されることが多く、他の利用者が尿に曝露されるリスクも
生じていた。片付け業務では看護師や看護補助者が廃棄物容器内の使用済み尿カッ
プに触れる場面があった。さらに、悪臭や廃棄物容器設置によりトイレが狭い等の患
者からの苦情に看護師が対応する必要があった。一方システムは、バーコードリー
ダーで患者を識別し排尿前後で装置に乗ることで尿量がわかるため採尿や片付けが
不要となり、看護師や看護補助者、患者が尿に曝露される場面がなくなった。

【結論】従来法では、採尿介助や採尿後にカップを放置することによる他者への曝露
リスクおよび片付け業務の際に感染リスクがあった。一方、システムでは採尿するこ
となく尿量測定が可能となり、尿による曝露リスクがなくなった。
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P2-198 当院における職員の抗体検査結果
の経年的な変化について

地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メ
ディカルセンター1）、千葉大学大学院 医学研究院 総合医科学講
座2）

○阿内 剛（あうち つよし）1）、笠原 靖紀1,2）

【背景・目的】当院は 2014 年に開院し、新採用者は入職時に HBs 抗体、麻
疹、風疹、ムンプス、水痘の 5 種類の抗体検査を実施している。定期的な
抗体価の再検査はこれまで実施していなかった。今回、入職後の経年的な
変化を考慮して在職 10 年目の職員を対象に上記の抗体検査を再度実施し
た。10 年間という比較的長期間での抗体価の変化を測定したので、その結
果について報告する。

【活動内容】2014 年より在職 10 年目を迎える職員 78 名を対象に HBs 抗体
検査（ECLIA 法）、麻疹、風疹、ムンプス、水痘の抗体検査（EIA 法）で
実施した。対象職員のうち 75 名（96.2％）が再検査を受検した。陽性と陰
性の判定は「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 4 版」に基づき
判定し、2014 年と 2024 年の各抗体保有率を比較し、平均値を比較した。

【成果・考察】2014 年→2024 年の変化は以下の通りであった。各抗体保有
率については、HBs 抗体：66.7％→68％、麻疹：65.3％→58.7％、風疹：
82.7％→84.0％、 ムンプス：73.3％→84％、 水痘：98.7％→98.7％ であり、
麻疹の抗体保有率が低かった。EIA 値の平均値は HBs 抗体：175.7→100.2

（P=0.035）、麻疹：34.2→30.1、風疹：32.4→31.8、ムンプス：6.94→8.90、水
痘：19.5→22.3 であった。HBs 抗体については経年による有意な抗体価低
下が認められ、HBs 抗体陽性から陰性化したものが 8 名（10.6％）いた。
この期間に B 型肝炎ワクチンを追加接種した職員がいたため抗体保有率
は低下していなかった。一方で麻疹、風疹、ムンプス、水痘については追
加のワクチン接種をしていなかったが、有意な抗体価低下は認められな
かった。10 年間という長期間での各種抗体価の変化を測定した。HBs 抗体
については経年による抗体価低下が認められた。ワクチンガイドラインで
は免疫獲得者は追加の HB ワクチン接種は不要とされており、ワクチン接
種記録だけでなく、免疫獲得者であるかの記録を医療機関と本人の両方で
保管することが重要と思われた。

P2-199 五類感染症移行後に経験した
COVID-19感染症、インフルエン
ザA型感染症の院内同時流行対策
の検討

公益社団法人昭和会 上町いまきいれ病院 総合内科1）、公益社団
法人昭和会 いまきいれ総合病院 医療安全管理部門 感染管理
課2）

○花園 幸一（はなぞの こういち）1）、立和名聖子2）

【背景・目的】当院は回復期病棟、地域包括ケア病棟合わせて約 100 床からなり感
染対策向上加算 3 を取得しているが、入院患者は高齢者が多く、感染対策の継続
が必要である。これまでに 2 回の COVID-19 の院内感染拡大を経験し、院内換気
システムの点検強化や、院内感染ニュース定期配信、SNS によるリアルタイムで
の院内情報共有、各部署で動画閲覧による PPE 実技研修等、感染対策を強化して
きたが、2024 年末に COVID-19、インフルエンザ A 型の同時流行を経験した。鹿
児島市の COVID-19 に関する 2024 年 48 週目、定点医療機関における発生動向は
0.78（人/定点、以下省略）だったが、50 週：2.35、52 週：4.39 と増加した。院内
でも同様に 12 月 27 日に COVID-19 の院内発生がみられ感染拡大した。インフル
エンザ A 型も定点医療機関における発生が、48 週：7.39、50 週：35.91、52 週：
132.52 と増加。今回はインフルエンザ A 型も同時に院内で感染拡大したため、症
状発現や潜伏期間、環境条件やスタッフの感染対策状況など、様々な要因が加わ
ることで対応に難渋することが予測され、対策の追加による対応を実施した。

【活動内容】鹿児島市の発生動向から流行が予想され、院内発生後、直ちに臨時感
染対策委員会を実施し、感染流行の認識および対策の共有を図った。面会は完全
予約制で病棟外の面談スペースを利用しているが、流行期間中も病棟業務に支障
が出ない範囲内で実施し、特に制限を設けなかった。病棟内の患者対応は個人用
の手指消毒の積極的な活用を徹底し、感染患者以外にもフェイスシールド付きの
マスク、簡易エプロンの利用を推奨し、極力短時間での接触を心掛けた。リハビ
リは継続する方針とし、ICT メンバーとリンクナースが主体となって PPE の臨
時講習会を 2 回実施し技術指導と手技確認を行った。2025 年 2 週目の定点当たり
の報告数は COVID-19：5.96、インフルエンザ A 型：45.39 と高値であったが、幸
いにも院内感染は収束した。

【成果・考察】改めて病院全体の感染リテラシーの底上げと、感染予防に対する環
境整備が重要であると感じた。流行状況の推移を振り返りながら、当院で実施し
た対策を検討したい。

P2-200 N95マスクの安定供給が困難な状
況下における装着状況の評価とそ
の課題

埼玉石心会病院 病院安全管理 感染対策室
○石川 直幸（いしかわ なおゆき）、武内 三枝

【背景・目的】当院では、COVID-19 のパンデミックの影響により従来採用
していた N95 マスクが入荷できず、数種類の製品を臨時で導入していた。
その結果、フィットテストが実施できていない期間が発生してしまった。
今回、定量フィットテスターを用いて、このような状況下における装着状
況の評価および課題について報告する。

【活動内容】2023 年 6 月 1 日より 2024 年 8 月 31 日までに、供給が安定し
た 4 種類の N95 マスクを用いて直接患者と接する医療従事者を対象とし
て定量フィットテスターの簡易的なチェック機能でフィットテストを実
施した。合格基準は、漏れ率 5％ 未満とした。1 回目の測定では普段使っ
ている製品を使用し、指導や助言は行わない状況下で実施した。2 回目以
降は装着方法を指導し、サイズや種類を変更した。なお、入荷制限があっ
たため、推奨する第 1 選択を 2 面折り畳み式（横）のレギュラーサイズお
よびスモールサイズ、第 2 選択は、2 面折り畳み式（縦）、第 3 選択はカッ
プ型とした。

【成果・考察】713 名に対してフィットテストを実施し、1 回目のテストで
合格した職員は 52.7％ であった。合格基準に達しなかった職員のうち
21％ は、サイズや種類を変更せずユーザーシールチェックの指導後に合
格基準を満たすことができた。この原因は、装着方法の指導不足と考える。
また、2 面折り畳み式レギュラーサイズの使用割合は、フィットテスト前
の 73.1％ から 52％ に減少し、スモールサイズの使用割合は 5.5％ から
23％ に増加した。この背景には、フィットテストの実施ができていなかっ
たことにより、適切な N95 マスクを選択できていなかったことが原因と
考える。最終的に 28.5％ の職員が N95 マスクのサイズまたは種類を変更
した。今回の活動において、1 年以上の期間を要した背景には、フィット
テストを行うために時間、場所、人員を調整する必要があったためである。
このことより、製品の変更は容易ではなく、今後の新興感染症に備えるた
めにも、在庫不足に備えた施設内の管理体制が重要であると考える。

P2-201 針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露アク
ションカードを用いた職業感染対
策～2時間以内の抗HIV薬服用を
目指して～

京都山城総合医療センター ICT
○酒元 正輝（さけもと まさき）、安藝加代子、
村上 憲、山口 明浩

【背景・目的】当院では針刺し、切創、皮膚・粘膜汚染防止マニュアルを各
部署に配置しているが、マニュアルが遵守されず、翌日以降に遅れて報告さ
れることが多々あった。理由として、曝露後の行動を把握できるような記載
ではなかったことが考えられる。抗 HIV 薬は曝露後 2 時間以内の服用が望
ましいとされている。そこで針刺し、切創、皮膚・粘膜曝露後 2 時間以内に
予防内服ができる態勢がとれるように針刺し、切創、皮膚・粘膜曝露アク
ションカード（以下アクションカードとする）を作成したため、報告する。

【活動内容】曝露者・所属長（責任番）又は管理当直・医師・薬剤師・委託
派遣職員（清掃・リネンなど）の病院責任者の 5 種類のアクションカードを
作成した。作成後アクションカードを部署内のよく目にするところに設置
するよう依頼し、それらを全病棟、各外来診療科、処置室、救急部門、放射
線部門、腎センター、内視鏡室、手術室・中央材料室、健診センターなど針
刺し、切創、皮膚・粘膜曝露が起こり得る部署へ配布した。また、院内感染
対策委員会で伝達、全職員に周知するため院内メールでアクションカード
を添付した案内メールを送付した。さらに全職員に向けた研修会を実施し
周知に努めた。

【成果・考察】2023 年 6 月にアクションカード作成後、針刺し、切創、皮膚・
粘膜曝露事例は 28 件報告されている（2025 年 2 月 7 日時点）。そのうち 22
件で 2 時間以内に抗 HIV 薬を服用できる態勢をとることができた。一方
で、残り 6 件については報告が遅れ抗 HIV 薬を服用できる態勢をとるまで
2 時間を超過していた。報告が遅れた理由は、出血がなかった、後で傷に気
づいた、即時報告を怠ったなどであった。当院の針刺し、切創、皮膚・粘膜
曝露報告数は 2021 年度、2022 年度がそれぞれ 11 件、2023 年度が 18 件、
2024 年度は 2 月 7 日時点で 16 件である。アクションカード作成が関連して
いるかは不明だが報告数は増加している。今後は 2 時間以内に抗 HIV 薬を
服用できる態勢を 100％ とれるように、針刺し、切創、皮膚・粘膜曝露に関
する研修会を継続し、職業感染対策を進めていくことが当面の課題である。
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P2-202 喀痰培養より髄膜炎菌が検出され
た患者への ICTの対応

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
○西田 典子（にしだ のりこ）、森脇美智子、板野 明子

【背景・目的】侵襲性髄膜炎菌感染症は発熱、髄膜炎症状などをきたし重症
化する場合があり、毎年 30～40 例の患者の報告がある。今回は、喀痰培養
より髄膜炎菌が検出された患者への院内感染対策、予防投与、保健所と連
携し対応した内容について報告する。

【活動内容】1 例目は 80 代男性。前日より発熱、喀痰、意識消失があり救
急搬送され入院した。入院 3 日目に、入院時の喀痰培養より、髄膜炎菌が
検出されたため、個室隔離を行った。髄膜炎菌による細菌性肺炎としてセ
フトリアキソンで 1 週間治療し退院した。患者は病室内でマスク着用がで
きず、また排泄や清拭に介助が必要であった。感染リスクが高いと判断し
た同室者と職員計 20 名にシプロフロキサシンによる予防投与を実施し、
曝露者の発症はなかった。2 例目は、男子大学生。入院 9 日前より発熱、
喀痰が出現し症状が続くため入院した。その間、登校、スポーツ大会に参
加していた。入院 4 日目に、入院時の喀痰培養より髄膜炎菌が検出され、
髄膜炎菌による咽頭炎・気管支炎としてアンピシリン・スルバクタムで
治療した。患者はマスク着用に協力的であり、症状も徐々に軽減し同室者
への感染リスクは少ないと判断し、総室入院を継続、経口抗菌薬に変更し
翌日退院した。口腔内の診察を行った医師 2 名のみにシプロフロキサシン
による予防投与を実施し、発症はなかった。本人より大学やスポーツ大会
における曝露者で有症状者がいると情報を得たため、その後の対応につい
て保健所に相談した。大学・大会関係者への情報提供を行う方向で患者・
家族に説明したが、情報提供には至らなかった。

【成果・考察】2 例とも患者の行動や周囲の状況を確かめ感染のリスク対
応により、2 次感染の予防に繋がった。しかし、2 例目は、スポーツ大会の
情報を得たものの、大会関係者に報告するまでには至らなかった。髄膜炎
菌感染症はマスギャザリングにおいてアウトブレイクが発生しており、ス
ポーツ大会、大阪万博などインバウンドが進む中、集団感染のリスクに注
意が必要となる。今後も髄膜炎菌などの感染症の動向に注意し、検出時は
速やかに情報収集を行い、保健所や地域と連携を取り、対応していくこと
が重要である。

P2-203 劇症型溶血性レンサ球菌感染症患
者の排液暴露事例を経験して～適
正な感染性廃棄物分別にむけた取
り組み～

いまきいれ総合病院 感染管理課1）、いまきいれ総合病院 薬剤
課2）

○立和名聖子（たちわな せいこ）1）、久津輪久世2）

【背景・目的】医療機関における感染性廃棄物は、「廃棄物処理法に基づく感染性
廃棄物処理マニュアル（環境省）」に順じて取り扱われている。A 病院では 2021
年新病院移転後、感染性廃棄物容器の新規導入や固形物の廃棄方法、感染管理部
門による院内回収業者の業務工程の確認等感染性廃棄物管理の安全活動を展開
している。その一方で 2024 年 4 月、病棟より廃棄された感染症患者のドレーン
排液により回収業者の作業着に暴露する事例が発生した。幸い大事には至らな
かったが、発生した事象は重大である。現場より排出された廃棄物は、現場職員
による分別・廃棄、一時保管庫へ運搬、一時保管庫から最終保管庫へ運搬、最終
保管庫から焼却処理施設へ運搬と病院職員と 2 社の委託業者職員が関与する。
職業感染予防対策では、感染性廃棄物の排出時点で適切な分別行動が必須であ
りそのためには、感染性廃棄物の分別の知識・実践力の向上を目指し継続的な
活動が重要である。

【活動内容】2023 年 5 月、感染性廃棄物固形用耐貫通性容器と凝固剤を導入し
た。凝固剤導入については、看護安全対策委員会で液体が凝固する過程を実演
し、排液の廃棄手順を示した。2024 年 4 月より感染管理部門による感染性廃棄
物分別の監査ラウンドを開始した。ラウンドで分別不備が確認された場合は、現
場へ工程確認と直接指導を行い改善に努めた。また、分別不備および保管庫汚染
時対応フロー、全職員対象の感染研修で実例を基に分別の知識向上を図った。

【成果・考察】感染性廃棄物分別の監査ラウンドを開始した時点では、鋭利物分
別の遵守率 93％ であり、その後も 90％～97％ で推移している。固形物や一般廃
棄物が混在していること、携帯用針捨て容器が使用されていないことを示唆す
る状況が確認された。凝固剤の使用により固形物として取り扱う排液は、手順書
の再周知を行い 2024 年 4 月の遵守率 84％ から 9 月は 100％ となった。固形物
の分別に袋タイプ（堅牢な二重袋）と耐貫通性容器が導入されていることによる
分別不備が推測される事例もある。耐貫通性容器へ一元化の検討も必要である。
今後も病院職員一人一人が責任ある行動を実践できる仕組みづくりと継続的な
啓発活動が重要であると考える。

P2-204 感染性廃棄物のコスト低減への取
り組み―安全で効果的な感染対策
に繋げるために―

JA岐阜厚生連 飛騨医療センター 久美愛厚生病院
○畦畑なおみ（うねはた なおみ）、横山 敏之

【背景・目的】A 病院施設課では感染性廃棄物（以下：廃棄物）のコスト低減のため
に、廃棄物を圧縮処理で縮小する取り組みを行っていた。この廃棄物を縮小する工
程に廃棄物容器の蓋を開け、内容物を別の容器に移すという感染対策として不適切
な方法が行われていた。そこで感染対策に基づく適切な方法で処理し、コスト低減
にも繋がる取り組みを行った。

【活動内容】感染委員会と施設課で安全でコスト低減に繋がる処理方法の検討を
行った。現状の方法では、作業を行う職員の針刺し・粘膜曝露のリスクが高く問題
であった。しかし、圧縮処理を行うことはコスト低減効果が高いため、この方法を
継続しながら適切に処理できる方法を検討した。
1、医療廃棄物を廃棄するまでの工程への改善
・鋭利物及び粘膜曝露の高い廃棄物（排液ドレーン等）と個人防護具及び粘膜曝露
の低い廃棄物（血液が付着したガーゼ等）は分けて廃棄する
・個人防護具と粘膜曝露の低い廃棄物は中身に触れないようにビニール袋にまと
め圧縮容器まで運搬する
・鋭利物及び粘膜曝露の高い廃棄物は圧縮処理しない
・適切に廃棄できるよう分別表を作成し、廃棄物容器が設置される場所へ掲示する
・廃棄方法の変更について感染情報レポートで周知する
・分別容器の設置、回収方法を行う職員に対し個別指導を行う
2、圧縮処理への取り組み評価
・現場ラウンドを行い廃棄物の提出方法がマニュアル通りにできているか確認す
る
・取り組み前後の廃棄物数量と費用の比較調査を評価する

【成果・考察】今回の取り組みは、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れや介護
療養医療機関の併合に伴い個人防護具使用量が増加したにも関わらず、これらが発
生する前と比べ 3.4％ の廃棄物処理コストの低減に繋げることができた。今回の取
り組みを通し、感染対策では当たり前のことでも、他職種ではその職種の役割から、
別の視点を重視し活動していることを再認識した。互いの役割を尊重し、連携する
ことでより良い改善策を見出すことができた。感染担当者は現場へ出向き様々な職
種と円滑にコミュニケーションを図ることや、現場の視点を大切に感染対策を推進
する必要がある。

P2-205 A病棟における包交車管理の有効
性の検証～MRSAの院内発生の減
少に向けて～

国立病院機構 東近江総合医療センター 感染管理対策室
○東出 美香（ひがしで みか）、森内 貴子、内谷 勝

【背景・目的】当院における MRSA 院内発生患者は、2022 年 4 月から 2023
年 9 月の間に 13 名発生した。そのうち A 病棟の入院患者は 8 名であり、環
境リスク因子の検証結果から、A 病棟で包交車を使用していた患者 8 名、術
後患者 8 名、創部感染患者 4 名が確認された。診療科は 2 つの診療科の患者
が含まれていた。包交車の交差感染リスクが懸念されたため、包交車の整備
と管理改善による MRSA 院内発生の低減効果を明確にすることを目的と
して取り組んだ。

【方法】対象期間は 2023 年 8 月から 2024 年 12 月で、以下の方法で改善策を
実施した。1．A 病棟の包交車 10 か所から細菌培養を 2023 年 8 月、2023
年 11 月、2024 年 9 月に実施し、結果をフィードバック。2．病棟看護師によ
る包交車の整理整頓と環境清拭の実施。3．感染管理認定看護師による日々
のラウンド時の確認、指導、改善活動の実施。4．包交車に不必要な物品を
置かないように注意喚起ラベルを貼付。5．感染対策チームによる週 1 回の
包交車状況の確認。また、介入前（対象群）：2022 年 4 月～2023 年 9 月、介
入後（介入群）：2023 年 10 月～2024 年 12 月で、MRSA 院内発生件数（発生
率）・MRSA 分離率・MRSA 創部感染患者発生件数（発生率）を比較検証し
た。

【結果】包交車の培養では MRSA は検出されなかったが、検出菌種数は介入
前：4/10 か所（5 菌種）、2023 年 11 月：2/10 か所（2 菌種）、2024 年 9 月：
1/10 か所（1 菌種）に減少した。環境清拭の実施率は 100％ に達し、視覚的
にも包交車の整備が確認できた。A 病棟における MRSA 院内発生件数/検
体提出数（発生率）は、介入前：8/339 件（2％）から、介入後：4/332 件

（1％）に減少した（p＞0.05）。1,000 検体当たりの MRSA 分離率は介入前：
24MRSA 陽性検体/1000 検体、介入後：12MRSA 陽性検体/1000 検体と低
下した（p＜0.05）。MRSA 創部感染患者発生件数/院内発生件数（発生率）は、
介入前：4/8 件（50％）、介入後：0/4 件（0％）と低下した（p＜0.05）。

【結論】包交車の整備と管理改善により、包交車の細菌汚染および MRSA
の院内発生件数が減少し、環境整備の重要性が示唆された。介入によって A
病棟の MRSA 分離率と創部感染患者率が低下したため、感染管理の改善が
有効であることが確認できた。
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P2-206 Bacillus cereus 菌血症の発生と
院内外の温湿度との相関関係：単
施設5年間後方視的観察研究

東京医科大学茨城医療センター 感染制御部1）、東京医科大学病院
感染制御部2）

○渡邊 裕介（わたなべ ゆうすけ）1,2）、加藤 彰1）、
川畑 大輔1）、渡邉 秀裕1,2）

【背景・目的】Bacillus cereus は、高温多湿下の夏季に増加しやすく、血管内留置
カテーテルの存在や末梢静脈栄養は菌血症のリスクとなる。これまで、温度や相
対湿度との相関が示されているが、院外情報を用いた報告が主である。本研究で
は、当院の院内外の温湿度の推移を調査し、B. cereus 菌血症との相関関係を明ら
かにすることを目的とした。

【方法】2019 年 10 月から 2024 年 9 月までに茨城医療センターで生じた B. cereus
菌血症を対象とした。菌血症は入院後に病棟で採取された血液培養 2 セットから
B. cereus が検出された症例とした。入院患者日数（Patient-Day：PD）、血液培養
提出本数、B. cereus 菌血症件数を収集した。院内外の年間および月毎の平均気温
と平均 RH を算出し、容積絶対湿度（Absolute Humidity：AH）を求めた。院内
温湿度は、10 病棟中 6 病棟で毎日計測された記録から、院外温湿度は気象庁ホー
ムページのつくば地点から収集した。B. cereus 菌血症の発生率と、月毎の院内外
の平均気温、平均 RH、平均 AH との相関係数を求めた。

【結果】5 年間の入院患者日数は 560,157PD、血液培養提出本数は 16,342 本、B.
cereus 菌血症は 29 件で、B. cereus 菌血症の発生率は 0.52 件/10,000PD であっ
た。院内の年間平均気温は 24.5℃（Standard Deviation：1.1）、院外では 15.4℃

（SD：8.3）であった。発生率は 6-10 月に上昇し、8 月で最大 1.24 件/10,000PD
であった。年間平均 RH は院内で 58.5％（SD：11.5）で、6-9 月は 60％ を超えて
いた。院外では 76.2％（SD：7.3）で、9 月に 84.2％ で最大であった。年間平均 AH
は院内で 13.3％（SD：3.3）で、7 月に 18.5g/m3で最大であった。院外では 11.4
g/m3（SD：6.2）で、8 月に 21.5g/m3で最大であった。院内の温度、RH、AH
と B. cereus 菌血症の発生率との相関係数は r=0.608（p=0.036）、r=0.710（p=
0.010）、r=0.714（p=0.009）であった。院外の温度、RH、AH と B. cereus 菌血症
の発生率との相関係数は r=0.689（p=0.013）、r=0.613（p=0.034）、r=0.726（p=0.008）
であった。

【結論】院内の年間平均気温は 24.5℃ で変動は少なく、院内 RH と院内 AH は 6-
9 月に上昇した。B. cereus 菌血症は 6-10 月に多く、院内の温湿度と相関があった。

P2-207 点滴準備台を清潔に保つために
福山市民病院 看護部
○宇野 聖麗（うの せいら）、三宅智津恵、手嶋 純子

【背景・目的】注射剤調整において病棟で混合した注射剤では 26.7％ に細
菌混入が認められているが、薬剤部の無菌的な環境下で調整した注射剤か
ら微生物は検出されていない。ほとんどの施設ではいまだに一般病棟の非
無菌的な環境下で注射剤調整がおこなわれており、病棟の不十分な環境下
での調剤に起因する製剤の汚染リスクは高い。点滴準備台の上は病棟内で
最も清潔である必要があるが、実際の現場では点滴準備台の上にほこりや
薬剤汚れ、注射剤製剤以外の物品が置かれていることが多く見受けられ清
潔環境が保たれていない。感染対策におけるゾーニングをおこない、清潔
と不潔の区分け、物品も動作もわけることで交差感染を防ぐことができ
る。点滴準備台を清潔に保つために活動した結果を報告する。

【活動内容】感染対策委員会のチーム活動として 17 部署を対象に毎月点滴
準備台が清潔に保たれているかをラウンドで確認した。4 つの項目〈1〉点
滴混合時以外に物が置かれていないか〈2〉薬剤、血液付着など汚れがない
か〈3〉ほこりがないか〈4〉消毒ボトル、針捨てボックスが置いているか
に沿い、できている・できていないで評価をおこなった。ラウンドの結果
は委員会で発表し、各委員が病棟で周知。

【成果・考察】9 ヶ月活動をおこない 4 つのチェック項目それぞれの遵守
率を開始時と終盤で比べると〈1〉点滴混合時以外に物が置かれていないか
は 52％→52％〈2〉薬剤、血液付着など汚れがないかは 82％→94％〈3〉ほ
こりがないかは 88％→100％〈4〉消毒ボトル、針捨てボックスが置いてい
るかは 100％→88％ であった。〈2〉〈3〉は改善することができた。〈1〉は活
動中盤には改善傾向であったものの、最終的には開始時と同率であり点滴
準備台は物置になりやすいことがわかった。結果を受け、点滴準備台の配
置変換をおこなった。実際に環境を変えることで一人一人に認識付けるこ
とができ点滴準備台の上には点滴混合時以外に物が置かれなくなったと
の声が多数上がっている。点滴準備台の清潔環境を向上し守るためには定
期的なラウンドを継続、活動していく必要があると考える。

P2-208 CRE検出患者数とシンクの培養結
果から見る清掃の重要性について

千葉大学医学部附属病院 看護部1）、千葉大学医学部附属病院 感
染制御部2）

○漆原 節（うるしはら みさお）1）、谷中 麻里1,2）、
奥田 佳男1）、千葉 均1,2）、猪狩 英俊2）

【背景・目的】当院では患者から CRE が検出された際には、感染源や感染
経路特定のために環境培養を実施している。環境培養の結果、経管栄養作
成の際に使用しているシンクより CRE が検出されることがあった。これ
までの研究により、配管を細菌が遡上することが指摘されており、院内の
CRE の広がりを確認するために今回数年にわたり全病棟のシンクの培養
検査を実施した。またシンクの清掃方法の改善を行ったため、その活動を
報告する。

【活動内容】2018 年、2019 年、2023 年、2024 年に全病棟 23 フロア（2019
年までは 21 フロア）の経管栄養作成用シンクの環境培養を実施した。シン
クの清掃については看護補助者が毎日実施することになっており、統一し
た手順をとれるように清掃手順チェックリストを 2018 年に作成し、看護
補助者研修にて清掃方法の指導を行った。2023 年にチェックリストの改
訂を行い、確認しやすいように院内ホームページにチェックリストを掲載
した。また 2～3 か月に 1 回、全病棟のシンクの清掃状況の確認を実施し
た。

【成果・考察】2017 年の院内 CRE 検出患者件数は 24 件、2024 年は 7 件で
あり、検出件数は減少している。一方シンクの培養検査では、4 回とも複
数の病棟にまたがり CRE が検出され、CRE 検出患者が確認されたことが
ない病棟のシンクからも CRE が検出されることがあった。シンクの清掃
状況を確認すると、当初は清掃が不十分な病棟があり繰り返し指導を行っ
たが、2024 年はほぼ指摘することなく経過している。定期的な環境培養の
結果より配管から CRE を排除することは難しいと示唆されるが、CRE
検出患者件数が減少した背景の一つには清掃によりシンクが感染経路と
ならない環境を維持できていることが挙げられ、統一した清掃手順を徹底
することが重要であると考えられる。

P2-209 包交車による交差感染防止にむけ
た取り組み

厚生連高岡病院 看護部
○吉田 益美（よしだ ますみ）、窪田 恵子、
浦上 恵里、廣野 和子

【背景・目的】包交車は、処置や検査に必要な物品をいつでも患者のベッド
サイドに運搬できる反面、スタッフの手を介して交差感染の起点となりえ
る。当院は、9 病棟に包交車が設置されており、創傷処置及び穿刺などの
清潔操作が必要な場面で使用されている。今回、感染リンクナース（以下
リンク）と協働し、包交車による交差感染防止にむけた取り組みを行った
ところ 3 病棟で包交車を廃止することができたので報告する。

【活動内容】2023 年 7 月：包交車の使用状況及び管理の現状調査 2024 年 4
月：院内感染リンクスタッフ委員会で包交車の管理についての勉強会と
現状調査結果報告 2024 年 5 月～10 月：リンクナースによる各部署の課
題の抽出と改善に向けた取り組み

【成果・考察】包交車の使用状況と管理の現状調査から、包交車が処置時に
使用する物品の「保管庫」となっている部署があった。そこで、処置ごと
に必要物品をワゴンでベッドサイドに持参する方法に変更した。これによ
り、毎回準備したものを使い切ることになり、物品を介した交差感染を回
避できると考える。また、包交車の清掃や物品の補充、滅菌期限確認の業
務が減り業務改善にもつながった。一方、包交車の廃止が難しい部署は、
包交車の使用頻度が高く、作業効率を優先するため過積載となっており、
衛生的な管理、物品管理に取り組んだ。衛生的な管理では、リンクよりス
タッフに処置時の手指衛生について説明した。また、直接介助と間接介助
に役割分担し処置を実施する取り組みをした。しかし、スタッフの人数が
少ない場合、役割分担が困難であった。その場合には、適切な手指衛生が
交差感染を予防するポイントであるため、手指衛生についてスタッフに指
導したことは包交車の衛生的な管理につながったと考える。物品管理で
は、物品の定数見直しや清掃チェックリストを作成した。包交車の整理整
頓により、物品管理が簡便となり、衛生的な管理もしやすくなったと考え
る。しかし、補充や清掃チェック忘れがあり、習慣化されていない現状が
ある。今後も包交車を設置している部署に対して、交差感染の防止にむけ
た取り組みを継続していく必要がある。
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P2-210 白衣のポケットに保管されたアル
コール消毒綿の衛生状況

東京医科大学病院 中央検査部1）、東京医科大学病院 感染制御
部2）

○三浦 悠里（みうら ゆうり）1）、渡邊 由紀1）、
下平 智秀2）、奥川 麻美2）、中村 造2）

【背景・目的】医師や看護師などの医療スタッフが日常的に白衣のポケット
に医療材料を保管し、業務に従事している姿が散見される。ポケット内の医
療材料は消毒されることなく患者に使用されている可能性があり、衛生面で
の適切性が懸念される。そこで白衣のポケットに保管されたアルコール消毒
綿の衛生状況について培養法を用いて調査した。

【方法】洗濯に出された看護師の白衣のポケットから、1 週間で収集された単
包のアルコール消毒綿約 100 枚を培養対象とし、2024 年 10 月と 11 月に培
養を実施した。培養方法は、1 袋にまとめたアルコール消毒綿に滅菌生理食
塩水を 100ml 分注し、外装を洗浄した。洗浄液を遠沈管に移し、3000rpm
20 分遠心して得られた沈査を血液寒天培地、チョコレート寒天培地、マッコ
ンキー寒天培地、CNA 寒天培地、MS-CFX 寒天培地、クロモアガーカンジ
ダ培地に接種した。菌の同定は簡易推定とし、コロニーの見た目で決定した。

【結果】洗浄液の沈査の外観は、多くの埃が浮遊しており液体は白濁してい
た。培養結果は、2024 年 10 月は、coagulase-negative staphylococci（CNS）
が 7.6×103CFU/ml、Bacillus spp. が 6.9×103CFU/ml、Corynebacterium
spp. が 2.0×103CFU/ml、Micrococcus spp. が 1.3×103CFU/ml、Viridans
streptococci が 1.0×102CFU/ml、11 月は、CNS が 9.8×103CFU/ml、Coryne-
bacterium spp. が 8.0×102CFU/ml、 Micrococcus spp. が 3.0×102CFU/ml、
Bacillus spp. が 2.0×102CFU/ml、Staphylococcus aureus が 1.0×102CFU/
ml 検出された。S. aureus は MS-CFX 培地へ接種したところ非発育であっ
たため、MRSA ではなかった。

【結論】白衣のポケットに保管したアルコール消毒綿の外装には埃や汚れ、菌
が付着しており、汚染された状態であった。検出された菌は手指や院内環境
に存在し、カテーテル関連血流感染症などを起こす病原菌である。清潔操作
前に手指衛生を実施した場合も、その後に汚染された外装に触れることで手
指に菌が付着し、患者へ影響を与える可能性がある。アルコール綿をはじめ
とした衛生材料は特に適切に保管、管理することが重要であると考えられ
た。なお発表時には質量分析法を用いて菌名同定を行った結果を提示する予
定である。

P2-211 汚物室の環境整備～作業しやすい
環境を目指して～

医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院
○髙橋 尚子（たかはし ひさこ）、稲岡 梨乃

【背景・目的】当院は 199 床の急性期病院である。築 30 年以上の建物で、
あらゆる場所が老朽化している状態である。
感染対策チーム（以下、ICT とする）ラウンドで各病棟の汚物室を回った
際に、異臭があることや流し台の汚れなど汚物室が清潔な環境ではないこ
とが各メンバーからも問題視をされていた。
そこで、問題点を洗い出し改善を行ったので報告する。

【活動内容】各病棟の汚物室に毎日行き、使用状況について観察を行った。
当院では 2022 年にベッドバンウォッシャーが導入されているが、導入の
際に設置場所の問題から、汚物槽が設置されていた場所に汚物槽を撤去
し、ベッドバンウォッシャーを設置されている。そのため、ベッドバン
ウォッシャーが汚物槽代わりに使用されている。
汚物槽代わりの使用で本来の目的である、尿器等の洗浄が行えていないこ
とや陰部洗浄用のボトル（以下、陰洗ボトル）洗浄に時間を要するなどの
課題があった。
また、汚物室に設置されている流し台、配管の洗浄が行えていないことが
わかった。
まずは、流し台の定期的な洗浄と配管の洗浄を行うように各部署の管理者
へ伝達した。水回りが清潔に保つことができるようにハンドソープを壁に
設置し直置きしない対策をとった。
ベッドバンウォッシャーの使用を効率よくするために、陰洗ボトルが廃止
できないかを看護部とも検討を行った。

【成果・考察】流し台の洗浄・配管の洗浄は看護補助者（以下、CC）の業
務に組み込まれ、清潔な状態を維持できることが可能になった。
陰洗ボトルも廃止することができ、陰洗ボトルの洗浄時間が無くなったこ
とで、尿器の洗浄等に使用することができるようになった。
ポータブルトイレには専用シートを使用することで汚染を避け毎回の
ベッドバンウォッシャーを使用しなくても良い状況にした。
ICT メンバーからも「臭いも気にならなくなり汚物室に入るのが嫌ではな
くなった」という感想を聞かれるようになった。
汚物室は細菌の温床になりやすい。作業がしやすい環境で汚物室内を整
理・整頓し清潔にすることは、感染対策上有用と考える。

P2-212 Bacillus cereus 菌血症に対する
環境調査と感染対策の実践報告

長野赤十字病院 感染管理室
○黒岩 慎吾（くろいわ しんご）、小林 真美

【背景・目的】Bacillus cereus は土壌など自然環境中に広く分布している
芽胞形成性のグラム陽性通性嫌気性桿菌であり、免疫の低下した患者では
血流感染の原因となる。当院では、2019 年に血液内科病棟の患者が Bacil-
lus cereus 菌血症を発症し、調査の結果、清拭タオルの汚染が判明し、対
策を講じていた。しかし、昨年度、神経内科病棟の入院患者から Bacillus
cereus 菌血症が発生した。アウトブレイク防止のため、環境調査と感染対
策の実践について報告する。

【活動内容】ICT による緊急会議を行い以下の対策を行った。（1）患者が入
院していた病棟の環境培養（2）清拭タオルの使用中止、および院内の清拭
車の培養検査（3）清拭タオル、リネン類、リネン洗濯水の培養検査（4）洗
面台の清掃手順の見直し（委託清掃業者との協議、芽胞菌を対象とした清
掃方法の導入）（5）血流感染予防策の周知

【成果・考察】病棟での Bacillus cereus 菌血症の発生は 1 件に留まり、ア
ウトブレイクに至らなかった。環境培養の結果、洗面台の汚染箇所が目立
ち、清掃業者との作業手順の見直し、汚染箇所の清掃の実施を依頼した。
リネン類の明らかな汚染はなかったが、清拭車による清拭タオルの使用自
体が感染リスクとなることをふまえ、清拭用ディスポーザブルタオルの導
入を決定した。また、当院は老朽化がすすんでおり、環境整備の重要性を
関係各職種と共有し、ファシリティマネジメントの観点からも改善を図る
契機となったと考える。

P2-213 小規模多機能型居宅介護施設での
5S活動報告

（医）偕行会 小規模多機能型居宅介護のぞみ1）、（医）偕行会 在宅
医療事業部2）

○佐藤 美応（さとう みお）1）、三宅喜代美2）

【背景・目的】5S 活動は、職場環境の改善を目的に様々な企業で取り組ま
れている。5S の要素には整理・整頓・清掃・清潔・しつけの 5 つがあり、
改善やその仕組みづくりをするのが 5S 活動である。介護現場でも 5S 活動
を活性化し、物理的な環境だけではなく、社会的、心理的な環境も改善し
介護サービスの質を上げることが求められる。

【活動内容】感染管理認定看護師が在宅医療事業部へ異動、法人内施設の定
期的な環境ラウンドが開始されるようになった。環境ラウンドは、病院で
実施されているラウンドのように感染対策面からの指摘が多く、報告用紙
には「なぜ改善しないといけないか」の理由も記載されていた。自施設だ
けでなく他施設の報告書も確認していくうちに、「なぜこうだといけない
のか」が見えてくるようになった。最初に取り組んだ水回りの感染対策は、
その必要性を理解し、改善に取り組むことができた。

【成果・考察】洗面台に直に置かれていたペーパータオルは水滴が飛散し、
袋の底面も濡れている状況であった。しかし、そこに置くしかなく定位置
となっていた。どのように改善すればよいかを話し合い、利用者が使いや
すい位置にホルダーを設置することができた。職員からは「清掃がしやす
い」、利用者からは縦に設置したことで「使いやすい」と好評であった。

「割れ窓理論」のように、いつも散らかっている状態が常態化すると、出
しっぱなしも定位置となってしまう。見た目にもきれいな状態は、少し汚
れると気になるようになる。改善できたことはまだ少ないが、ひとつの取
り組みが成功すると自信になる。感染対策はいくつかの対策を組み合わせ
バンドルで実施することでその効果が上がると言われる。5S 活動も同様
にバンドルで実施することで職場環境の改善の推進力となる。5S 活動の
定着で介護サービスの質が上がったかどうかをどう評価するかについて
は課題であるが、職員のやる気は 5S 活動の推進力である。安全で安心な環
境の提供のため、利用者と一緒に 5S を楽しみ継続したい。
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P2-214 環境清掃とMRSA院内発症率の関
連性について～環境清掃でMRSA
院内発症率は低下するのか～

大阪府済生会茨木病院 感染管理室
○中家 聖子（なかいえ せいこ）

【背景】接触感染対策の一つである環境清掃は、作業者によってムラが出や
すいため、統一した手順が必要である。当院では、環境に生存する細菌類
を環境培養により可視化し、環境表面の拭き方やクロスの使い方などの教
育、マニュアルの作成など、日々環境清掃に力を入れている。

【目的】通常行っている環境清掃が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（以後
MRSA）の院内発症率低下に有効であるか調べた。

【方法】2021 年 1 月から 2024 年 12 月までの MRSA 院内発症率を求めた。
入院時に喀痰検査で MRSA が検出されず、入院後、48 時間経過して陽性
になった患者を院内発症と定義した。発症率は、新規 MRSA が発生した件
数を延べ入院患者数で割り 1000 をかけた。環境用クロスの使用量は、病棟
のみの使用量とした。環境用クロスの使用量は、年間払い出し枚数を延べ
入院患者数で割って算出した。環境用クロスは、第四級アンモニウム塩配
合の当院採用のものを使用した。

【結果】環境用クロスの使用量が増えると、MRSA 院内発症率が低下した。
また、環境用クロスの使用量が減ると、MRSA 院内発症率が高くなった。

【考察】接触感染対策の基本は、手指消毒が重要であると言われているが、
環境清掃を行うことで、MRSA 院内発症率が低下したことは、手指消毒と
同様、重要な感染対策であると理解できる。環境用クロスの使用量が増加
した理由として、患者環境に入る前後や、高頻度に接触する環境を頻回に
行うようになったことなど、昨年度環境清掃の教育を行った成果が得られ
たのではないかと考える。また、環境清掃を行うことにより MRSA 院内発
症率が低下したことは、職員のモチベーションの向上にもつながり、環境
清掃の重要性について理解できたと考える。

【まとめ】今回の研究は、MRSA に着目し、環境用クロスと NRSA 院内発
症率のみで評価したが、すでに入院時に、MRSA が陽性の患者（以後持ち
込み）も少なくない。持ち込み患者からの感染なのか、患者自身の内因性
によるものか、評価していく必要がある。また、他の耐性菌についても検
討していく必要がある。

P2-215 小児専門病院における多角的環境
調査を活用した療養環境整備改善
の取り組み

千葉県こども病院 感染管理室 看護局1）、千葉県こども病院 感
染管理室 感染症科2）、千葉県こども病院 看護局3）

○前田佐知子（まえだ さちこ）1）、星野 直2）、
宮下 絹代3）、西野 隆博3）、犬飼 碧3）、塩島有美子3）、
秋山 真祐1）

【背景・目的】過去 3 年間に当院で経験した、流行性ウイルス疾患の院内伝
播の状況から、環境を介して拡大したと考えられる事例に気づいた。そこ
で、2024 年 2 月と 10 月に、環境を介したウイルス性感染症の院内感染伝
播が発生したと推察される 4 つの病棟の計 7 部屋を対象に、多角的環境調
査を実施した。今回、多角的環境調査の結果とともに、当院の患者療養環
境整備における課題と取り組みについて報告する。

【活動内容】院内伝播事例が発生すると、まずは、現場に出向き、臨時の手
指衛生直接観察を行っている。そこで、入退院や病棟移動等が頻繁にされ
る中、看護職者が行う日常清掃や退院・転棟時の清掃が患者の動きに追い
付かない事象があることに気付いた。また、職員は、個人防護具を装着し
患者対応をするが、患者の年齢が低い場合は、マスク着用が困難であり、
患者から職員への伝播が疑われるケースもあった。そこで、ウイルス性感
染症の集積事例が発生した病室の空調システムについて、事務担当者に給
気口と排気口等設備の確認を行った。また、リンクナースに依頼し、日常
清掃の実態把握や、当該病棟の手指衛生直接観察の遵守率の傾向等を確認
する中、環境を介した感染拡大が疑われた。これら事象への対応中に、多
角的環境調査の存在を知り、院内伝播が発生した病室を対象とし、2 回に
分けて調査を実施した。この経過の中で、環境整備の実施状況のばらつき
を確認し、改善の取り組みを始めている。

【成果・考察】7 部屋のうち、3 部屋で換気回数が 1 時間あたり 2 回を満た
さないことが判明した。また、乳児の啼泣により、飛沫感染・接触感染リ
スクが高まることを確認した。さらに、当該部署の手指衛生遵守率は、70％
前後で推移しているが、職種別にみると底上げが必要な状況もあること、
清掃の実態確認からは、日常環境整備の標準作業手順書の必要性が明らか
となった。これらの課題について、OODA（Observe-Orient-Decide-Act）
ループを回し、取り組む必要性がある。

P2-216 感染性廃棄物の環境整備
社会医療法人 喜悦会 那珂川病院
○辻本利喜子（つじもと りきこ）、日巻 京子、
宗田 圭右、安藤 智恵

【背景・目的】自施設外来の感染性廃棄物は、院内の感染対策マニュアルに
従い廃棄していた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、ペー
ル缶に使用後のガーゼやエプロン、手袋、アルコール綿、アルコール綿の
外袋、点滴のボトル、ウロバックなど様々な物が廃棄されるようになり、
外来の感染性廃棄物の分別が煩雑になっていた。そのため、ペール缶の廃
棄数が増加し、感染性廃棄物の処理には多額の費用が増えていた。今回、
自施設外来の感染性廃棄物が、感染性廃棄物の判断基準に基づいてスタッ
フが廃棄できるように環境整備に取り組んだ。

【活動内容】2023 年 9 月にゴミ分別の資料を作成しスタッフに配布した。
次に、外来の物品の配置や動線を確認して、新たにゴミ箱を購入した。感
染性廃棄物の分別内容を詳細に記載し、各ゴミ箱の蓋に掲示した。感染性
廃棄物の費用については、ペール缶の廃棄数と処理料金を、毎月自部署に
報告した。2023 年 8 月の廃棄数と廃棄金額をベースラインとした。感染性
廃棄物の調査期間は、2023 年 9 月～2024 年 10 月まで行い、廃棄数と処理
費用をベースラインと比較した。

【成果・考察】感染性廃棄物の分別の資料を各ゴミ箱に掲示したことで、感
染性廃棄物の判断基準に基づいてスタッフが分別出来るようになった。ま
た、感染性廃棄物の分別が出来るようになったためペール缶の処理数も少
なくなった。感染性廃棄物の処理数のベースラインを 2023 年 8 月ペール
缶（大）12 缶、ペール缶（小）18 缶として、2024 年 10 月はペール缶（大）
1 缶、ペール缶（小）8 缶となった。また、感染性廃棄物の処理費用のベー
スラインを 2023 年 8 月 89.700 円として、2024 年 10 月は 24.700 円となっ
た。2023 年の感染性廃棄物の平均処理費用が、毎月平均 9 万円だったが
2024 年は月 2～3 万円となった。今回、感染性廃棄物の分別の資料を簡潔
に分かりやすく各ゴミ箱に掲示したことで、スタッフが分別通りに廃棄で
きるようになった。今回の取り組みを、病院内全体に広げ、感染性廃棄物
の環境整備に繋げていく。

P2-217 医療機関におけるレジオネラ症の
院内感染予防対策の取り組み

社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 感染管理室
○森岡 深雪（もりおか みゆき）、須藤 博、
金澤 剛志

【背景・目的】レジオネラ症は、免疫抑制状態にある患者や高齢者に重篤な
肺炎を引き起こし、院内感染が発生すると患者に深刻な影響を及ぼすこと
が知られている。2023 年に国内の医療機関で発生したレジオネラ症の院
内感染により、自施設の対策について現状の対策で問題がないかを評価す
る必要性があると判断した。また、行政より医療機関に対して通知があり
指針を踏まえた包括的な対策の実施が求められていた時期でもあった。そ
こで、レジオネラ症の院内感染予防を目的とした取り組みを体系的に実施
したので報告する。

【活動内容】当院は、最初に組織の構築として、感染管理者や施設管理を含
む多職種で構成された要員を選出し専任のチームを設置した。自施設の現
状把握として、レジオネラ属菌のリスクとなる水が停滞する設備やエアロ
ゾルが発生しやすい設備などの清掃・消毒・管理状況を確認し、課題の抽
出を行った。定期的な残留塩素濃度等の測定は実施されていたが、レジオ
ネラ属菌の環境調査が実施されていなかったため、検査場所を選定し環境
調査を実施した。環境調査の結果をふまえて、定期的な環境調査の頻度や
測定場所について検討した。また、リスク評価や現状の対策。日々の環境
管理や環境検査でレジオネラ属菌が検出された場合等を想定したマニュ
アルを作成し院内の職員にマニュアルを周知するなど取組みを行った。

【成果・考察】環境検査の結果、レジオネラ属菌は検出されなかった。これ
まで、施設管理部門が設備の清掃・管理を担っていたが、今回、多職種で
構成された組織を構築し、協力して取り組んだことで、現状の対策を見直
す機会となった。その結果、記録管理の精度向上や設備管理の改善につな
がり、より効果的な院内感染対策を確立することができた。さらに、感染
管理部門と施設管理部門の連携強化により、情報共有がスムーズになり、
迅速かつ適切な対応が可能となった。今後も定期的な環境調査とリスク評
価を継続し、院内感染予防策をさらに強化していくことが重要である。ま
た、行政の指針を踏まえながら、他の医療機関とも情報共有を行い、より
包括的な感染対策の確立を目指していきたい。
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P2-218 配管内バイオフィルムが原因と
なった自動水栓からのレジオネラ
菌検出について

山口大学医学部附属病院 感染制御部1）、山口大学医学部 呼吸器
感染症内科2）、山口大学医学部附属病院 看護部3）、山口大学医学
部附属病院 薬剤部4）、山口大学医学部附属病院 検査部5）

○枝國 信貴（えだくに のぶたか）1,2）、正宗恵理子1,3）、
大木さおり1,3）、崎山 達矢1,4）、敷地 恭子1,5）

【背景・目的】病院環境における水系はレジオネラ属菌の温床となる可能
性があり、特に免疫不全患者や高齢者に対して重篤な感染症を引き起こす
危険性がある。レジオネラ肺炎は適切な診断・治療がなされなければ致死
率が高く、予防策の確立が重要である。本活動では、病院内の給水系統に
おけるレジオネラ属菌や配管内バイオフィルムの発生状況を調査し、効果
的な対策を実施することで、安全な医療環境の維持を目的とした。

【活動内容】病院内の手洗い場、シンクなどレジオネラ属菌が繁殖しやすい
ポイントから水を採取し、培養法により菌の有無を検査した。同時に、水
温、残留塩素濃度、配管の状態などの環境要因を記録し、菌の発生に影響
を与える要因を分析した。次に、得られた結果を基に以下の対策を講じた。
1 年目は吐水口にアメーバ様のバイオフィルムが付着しており吐水口の
洗浄を行った。2 年目に再度レジオネラが検出されたため吐水口キャップ
の交換を行った。3 年目に再度レジオネラが検出されたため内視鏡にて配
管内腔を観察したところバイオフィルムの付着を認めた。3 年目の対応と
して、配管の交換、ボイラー温度を 70 度までの加温、年 1 回の配管内のブ
ラシ清掃を行った。

【成果・考察】毎年対応を行っているが、給湯系統においてレジオネラ属菌
が検出された。近年導入が進む自動水栓はやけど防止のため 42℃ までし
か給水できず、レジオネラを高温水で除菌することはできなかった。複数
の自動水栓からレジオネラ菌を認めたフロアについては配管をすべて交
換し配管を 1 年 1 回物理的にブラシ洗浄することで、レジオネラ属菌の再
発生を防ぐことが可能であることが示唆された。今後は、設備設計時の改
善や、ATP 測定で代用したバイオフィルムの測定、持続可能な管理体制の
構築が求められる。今回の取り組みを通じ、普及の進む温水吐出機能つき
自動水栓の問題点があぶり出されたと考える。

P2-219 シンク吐水口から検出された緑膿
菌に対する対策（泡沫キャップの交
換）と結果

東京医科大学病院 感染制御部
○山口 大（やまぐち ひろし）、奥川 麻美、
堀之内莉菜、伊藤 幸子、下平 智秀、藤田 裕晃、
小林 勇仁、渡邊 由紀、三浦 悠里、中村 至、
渡邉 秀裕

【背景・目的】緑膿菌は医療現場の水回りに生息し薬剤耐性の獲得能力が
高い事や医療関連感染の起因菌になりうる事で知られている。2024 年 5
月血液内科病棟で発生した多剤耐性緑膿菌のアウトブレイク調査の一環
として、患者や医療者の使用するシンク吐水口と排水口の環境培養を行っ
た。多剤耐性緑膿菌は検出されなかったが、複数のシンク吐水口と排水口
から緑膿菌が検出された。対策を講じシンク吐水の緑膿菌陰性が確認され
た為報告する。

【方法】計 44 ヶ所（吐水口 14 ヶ所 排水口 14 ヶ所 トイレノズル 8 ヶ所
トイレ高頻度接触面 8 ヶ所）環境培養を実施。シンク吐水口は泡沫キャッ
プに肉眼で確認できる汚れが付着していた為、培養採取後に新しい泡沫
キャップに交換した。交換した泡沫キャップを 3M 含有スポンジでぬぐ
い、NAC 培地で培養した。

【結果】吐水口 4 カ所・排水口 9 カ所 計 13 ヶ所から緑膿菌が検出された。
緑膿菌が検出された吐水口の内訳は患者が使用する共有トイレ 2 カ所、医
療者が使用する手洗いシンク 2 カ所。吐水口から緑膿菌が検出された 4
カ所は泡沫キャップ交換後 2024 年 6 月再検査（吐水口ぬぐい液）を実施し
た。4 ヶ所中 3 か所は陰性、1 ヶ所のみ吐水口ぬぐい液から緑膿菌が検出さ
れたが、採水で陰性を確認した。

【結論】当院は 2019 年新病院移転後泡沫キャップの定期交換は未実施。泡
沫キャップ交換後緑膿菌が陰性化した事から、泡沫キャップが緑膿菌のリ
ザーバーになっていた可能性が示唆された。緑膿菌の湿潤環境を好み、バ
イオフィルムを形成する性質を鑑みると泡沫キャップの定期交換など今
後も介入が必要と考える。吐水口の汚染が感染経路となった緑膿菌の医療
関連感染は他施設で報告されているが、吐水口の環境調整には限界があ
る。手指衛生を中心とした質の高い標準予防策の実施など包括的な対策が
必要である。

P2-220 Serratia.marcescens 検出患者
をきっかけに環境調査の感染対策
への活用について考える

東急株式会社 東急病院 医療安全管理部門
○佐藤 友美（さとう ゆみ）、立見 竹代

【背景・目的】S.marcescens（以下セラチア菌）は自然環境に広く存在する
が、病院感染の原因菌として頻度が高く、敗血症から分離された際は重症化
しやすく注意が必要である。今回急性期病棟から 2 例セラチア菌検出患者
の報告を受けて、汚染された病院環境からの伝搬の可能性を考慮して環境
培養を行った。結果をふまえて今後の感染対策への活用について報告する。

【方法】環境培養対象場所 ステーション内 医師・看護師電子カルテ、点
滴台、看護師用カート、PHS、ナースコールボード、退院清掃後の個室、ト
イレ内、洗面台周囲、患者ベット周囲、職員用トイレ、清掃用具クロス類、
ハンドソープ容器等、合計 26 か所実施。
方法 検体採取は寒天培地の表面を直接環境表面に接触させる方法を用い
た。

【結果】まず、ステーション内の共有物品から細菌の検出はなかったので、
定期的に清掃ができていると考える。点滴台からグラム陰性球菌が検出さ
れたことは、点滴混注作業前に環境クロスで清拭清掃の徹底、作業中の会話
はしないなど再指導した。退院清掃後の個室 A/B は、シャワー室、洗面台
シンク、手すり、床頭台から、同一の細菌、Bacillus sereus が検出された。
これは、病室の残余汚染による新入室患者への感染リスクがあることを示
す。そのため病院清掃の現場確認 作業手順を見直した。その結果 水回り
の清掃後、青クロスは洗面台シンクからトイレ各所の最後の拭き上げとし
て 1 枚で作業し、清掃用のクロス（赤・青）は専用洗濯機で洗浄・乾燥する
作業は手順通りであった。しかし実際は手順が 1 つ追加され、水滴拭き上げ
用にセルロース繊維クロスを使用し、洗浄後は自然乾燥する管理方法だっ
た、そのため耐熱性クロスを利用することを提案し、作業手順の修正と現場
指導が必要だった。

【結論】今回 環境培養を実施したことで眼に見えない細菌の存在を明らか
にし感染対策における貴重な情報を得ることができた。汚染した環境から
の伝搬防止対策としては、水回りの環境汚染防止、清掃作業手順と清掃用具
の管理と継続指導が課題である。また、患者環境から医療従事者の手から他
の患者への伝搬予防には、手指衛生や標準予防対策遵守が重要である。

P2-221 環境表面の清拭作業に使用する薬
剤とクロスの評価方法の検討

シーバイエス株式会社 研究開発部
○菊地原紀裕（きくちはら のりひろ）、宮澤めぐみ

【背景・目的】医療施設内の環境表面や医療機器の清拭作業には、消毒剤や
除菌剤等の（以下薬剤）を綿やマイクロファイバー（以下 MF）等のクロ
ス素材に含浸させて用事調整したものや、予め消毒剤や除菌剤が含浸され
た清拭クロス製品が使用されている。各ガイドラインでは、薬剤単独によ
る殺菌効力の評価や薬液をクロス素材に含浸させたものによる評価等が
報告されている。最近の清拭作業を模した評価は、使用する供試菌の多様
化や評価設備や場所の制約が課題となっている。本研究では、薬剤をクロ
ス素材に含浸させたものを使用し検討を行った。

【方法】薬剤として次亜塩素酸ナトリウム（1,000 ppm）、塩化ベンザルコニ
ウム（0.1％）、加速化過酸化水素（0.5％）を、代表的なクロス素材（MF、
綿タオル、不織布）に含浸させたものを調製した。EPA の Quantitative
Petri Plate Method（QPM）法等を参考に、シャーレ上に滴下した供試菌
液を薬剤を含浸したクロス片を用いて拭き上げ、細菌、芽胞（枯草菌）、ウ
イルスに対する除菌性能を求めた。

【結果】今回の評価では、薬剤に次亜塩素酸ナトリウム（1,000 ppm）と加
速化過酸化水素（0.5％）をクロスに含浸させたものは、いずれの微生物に
対しても高い除菌効果を示した。また、クロス素材による除菌性は、次亜
塩素酸ナトリウム（1,000 ppm）と加速化過酸化水素（0.5％）をクロスに
含浸させたものでは、クロスによる差が見られなかった。しかし、塩化ベ
ンザルコニウム（0.1％）や滅菌水では、MF に含浸させた方が綿タオルに
含浸させたものよりも高い除菌効果を示した。

【結論】環境表面の清拭作業において、消毒剤や除菌剤をクロスに含浸させ
ることが除菌効果を高めることが確認された。高い抗菌スペクトルを持つ
次亜塩素酸ナトリウム（1,000 ppm）や加速化過酸化水素（0.5％）を、ク
ロス素材による影響を受けずに高い除菌効果を示した。しかし、塩化ベン
ザルコニウム（0.1％）では、MF に含浸させた方が、綿タオルよりも高い
除菌効果を示し、クロス素材による影響が見られた。対象となる病原性微
生物に適する薬剤を選定し、適切なクロスに含浸させる事が重要であると
考えられる。学会外共同研究者：シーバイエス株式会社 前川 美紀



第40回 日本環境感染学会総会・学術集会

－470－

P2-222 外部委託業者との協働による清掃
業務の質向上に向けた取り組み

朝日大学病院 感染対策室1）、愛知医科大学医学部 臨床感染症学
講座2）

○尾崎 明人（おざき あきひと）1）、棚橋富士和1）、
西谷 佳紀1）、三鴨 廣繁1,2）

【背景・目的】外部委託業者と協働した、清掃業務における感染対策の質向
上への取り組みを報告する。

【活動内容】清掃業者管理者と感染管理認定看護師（以下、ICN）が一緒に
病室の日常清掃や退院時清掃の状況をラウンドで確認し、ICN が写真入り
のレポートを作成後、気付いた点や改善策の提案についてフィードバッ
ク、介入してきた（2021 年から 4 年間に 7 回実施）。指摘ポイントは、手
指衛生のタイミング、個人防護具着脱のタイミング、清潔・不潔が交差し
ないような清掃手順、清掃カート上のゾーニング、効率的かつ衛生的な清
掃手順などであり、その都度改善策について病院・業者間で検討してき
た。さらに、感染対策の基本となる手指衛生を確実に実施できるよう手指
消毒剤の個人携帯を開始し、毎月の使用量もフィードバックしてきた。さ
らに、病院職員対象の研修会に使用した動画ファイルを動画共有サイトで
視聴できるようにし、清掃職員への教育に活用してきた。

【成果・考察】介入当初は清掃過程で、清潔・不潔が交差する場面が多く散
見されたが、ラウンドを重ねる中で改善された。清掃職員は高齢の方も多
く、手順やルールはなるべくシンプルにしたほうが遵守されやすいことも
明らかになった。手指衛生については WHO の 5 場面が基本であるが、煩
雑さを避けるために「手袋をはずした時」には必ず実施するルールを徹底
した結果、職員一人あたりの毎月の手指消毒剤使用量は介入当初の 188ml
から 250ml に増加し、ラウンド時の直接観察においても手指衛生がほぼ確
実に遵守できるように変化した。清掃職員は患者に直接接触することはな
いが、患者ゾーンにて患者周囲環境に接触する機会はある。感染対策は病
院職員だけでなく外部委託業者も含めて、一体となって遵守することに
よって効果を発揮できるため、病院・業者協働による感染対策の質の向上
に向けた取り組みの意義は大きい。一方で、清掃職員は入れ替わりも激し
く、質を担保するには今後も継続的な介入・教育が必要と考えている。

P2-223 演題取り下げ

P2-224 A病棟におけるHEPAフィルター
の汚染状況

久留米大学病院 感染制御部
○森田 真介（もりた しんすけ）、三浦 美穂、
片山 英希、堀田 吏乃、酒井 義朗

【背景・目的】当院は、2001 年にインフェクションコントロールチーム
（Infection Control Team：以下、ICT）が組織されて以降、院内環境ラウ
ンドを毎週行い、感染対策改善について複数の成果を得ている。今回、A
病棟において High Efficiency Penetration Air Filter（以下、HEPA フィル
ター）表面の汚染が目視で確認されたことを契機とし、院内の空調設備管
理に関して ICT が介入したので報告する。

【活動内容】A 病棟において HEPA フィルターの表面汚染が感染制御部に
報告されたことを受け、ICT 委員で現場確認を行い、清掃と交換を指示し
た。当院の空調管理については施設課が担っており、交換頻度や清掃状況
について感染対策委員会会議などで報告されたことはなく、今回、ICT
の介入により、A 病棟および A 病棟以外の HEPA フィルター交換にかか
わる内容について感染対策委員会会議や診療部長会にて情報共有を行っ
た。現場では、第 3 者でも HEPA フィルター交換日が確認できるよう、交
換日を記載したテープを HEPA フィルター表面に貼用することにした。

【成果・考察】院内の HEPA フィルター設置場所は 96 か所あり、A 病棟は
2010 年に新病棟建設以降、HEPA フィルターが交換されていなかった。今
回、交換の際に HEPA フィルター内外部の環境培養を行った結果、Penicil-
lium 属菌を検出した。
HEPA フィルターの汚染については、目視による汚染状況や、差圧などの
環境測定結果のみで判断すると、真菌など感染症の原因になる要因を見落
としてしまう可能性がある。そのため、計画的に HEPA フィルターを交換
することに加えて、定期的にフィルター内部の汚染を目視確認し、ICT
巡回などでは換気口や空調の埃などの確認が必要である。また、HEPA
フィルター交換日が見た目でわかるような工夫も不可欠と考えられる。
病院の空調に関しては特に真菌対策が重要である。本来、HEPA フィル
ター交換に関して ICT が積極的に介入することは少ないと考えられる
が、病院建設時より設置場所やメンテナンス期間などを考慮して、ICT
など専門チームで関与できれば適切に運用できると考えられる。既存の設
備に関しては変更することは難しいため、ICT ラウンドなどで空調も含め
て現場をよく確認し、対応していくことが求められる。

P2-225 精神科病院における感染対策に対
するイオンレス次亜塩素酸水シー
エルファインの有効性に関する検
討

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 感染管理室
○冨田 泉（とみた いずみ）、橋口 美樹、秦 孝司

【背景・目的】精神科病院では、患者特性により環境表面の汚染リスクが高く、
病室環境汚染の感染対策が重要な課題である。特に、精神科病室内側の 穴など
狭く、 の挿入回数が多い精神科病室の高頻度接触面の環境消毒や患者が接触
するドアノブや便座など接触頻度の高い部位は病原体が残存しやすく、交差感
染のリスクが指摘されている。本研究では、次亜塩素酸水（40 ppm）を使用し
た環境表面消毒の有効性を評価し、その実用性と効果の持続性を検証すること
を目的とした。

【方法】休棟精神病床トイレ付個室を対象に、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（Staphylococcus aureus 以下 MRSA）およびメチシリン感受性黄色ブドウ球菌
（Staphylococcus aureus 以下 MSSA）を評価対象菌とした。精神病室 穴の細菌
培養検査が難しいため、精神科病室、病室内トイレ、幅 4,300 mm、奥行き 2,950
mm、高さ 2,500 mm、容積 31 m3病室内の 4 箇所（ベッド上、机上、便座上、ベッ
ド下）でサンプリングを実施した。専用噴霧器を用いて次亜塩素酸水を 5 時間散
布し、1 時間ごとに生菌数を測定した。本研究は、院内の倫理審査委員会の承認
を得て実施した。（承認番号：2024-10）

【結果】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）については、次亜塩素酸水噴
霧後 1 時間時点で 1.63 から 1.86LogR を示し、噴霧後 3 時間時点以降はいずれ
の設置箇所についても検出限界以下の生菌数（4.46LogR）となった。メチシリン
感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）についても同傾向が観察され、次亜塩素酸水噴
霧後 1 時間時点で 1.67 から 1.84LogR を示し、噴霧後 3 時間時点でベッド下で
のみ検出限界を上回る生菌数（3.95LogR）が観察された。噴霧後 5 時間時点では
いずれの設置箇所についても検出限界以下の生菌数（4.26LogR）となった。

【結論】精神科病院における環境表面消毒において次亜塩素酸水は、迅速かつ持
続的な効果を発揮する有用な手段である。本研究では、次亜塩素酸水が精神科病
院の感染対策標準化に貢献する可能性を示しており、さらなる使用条件の最適
化が期待される。今後の課題として、病室内の 穴などの狭く、挿入回数が多い
精神科病室の高頻度接触面の環境培養検査、消毒方法の検証が必要である。
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P2-226 多職種連携での感染性廃棄物分別
適正化推進活動報告

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 感染制御部
○嶋守 一恵（しまもり かずえ）、高橋 幹夫、
下沖 収

【背景・目的】感染性廃棄物は、医療福祉施設から排出される廃棄物の中で
も特に管理が厳格に求められるものであり、更には、分別処理することで
コスト削減が可能となる。今回、適切な分別推進を、多職種による感染リ
ンクスタッフ部会（以下、リンク会）で活動したので報告する。

【活動内容】2024 年 7 月に立ち上げたリンク会は、看護部の他、栄養部、
診療放射線部、薬剤部、臨床検査部、臨床工学部、リハビリテーション部、
歯科衛生部、事務部、感染制御部で構成され、2024 年度は感染性廃棄物の
分別適正化を重点項目として活動している。8 月、現状調査後、橙色バイ
オハザード（以下、橙）容器は、各部署の廃棄物の内容や動線に配慮した
設置トライアルを行い施設全体へ配置を進めた。現況を毎月のリンク会で
共有し、分別についてミニレクチャーを複数回開催した。更には、廃棄時
視覚的に確認できるよう、ポスターを作成し掲示した。リンクスタッフと
橙容器導入後現場での分別や使用状況の確認を行った。評価は 2023 年と
2024 年の感染性廃棄物排出量・割合・処理費用、容器購入費を比較した。

【成果・考察】感染性廃棄物配置数は、黄 82 から 63 個、橙 23 から 70 個、
20L 黄 14 から 0 個となった。7 月まで容器購入費や排出量は例年までとほ
とんど変わらず、黄色ハザード容器の使用割合が 80％ を占めていた。しか
し、11 月には、黄 79.1 から 40.1％、橙 18.1 から 58.5％ となり、黄容器と
橙容器の排出量が逆転した。容器購入費用は、昨年に比較し現在のところ
約 50％ 削減できた。
多職種のリンク会は橙容器への変更を院内一斉に取り組むことを可能に
することが出来た。組織的な取組みとなり職種間でのアドバイスがし合え
るようになり、情報共有が深まった。さらに、毎月廃棄量とコストについ
てフィードバックすることで、コスト意識の啓発に繋がったと推察され
た。リンクスタッフが絶えず関わることで、現場に即した対策が実施され
継続できたと考る。これは、リンクスタッフが感染対策の概念を学習しな
がら、合理的な動線と安全、分別について理解し、現場と共に行動できた
成果と考えられる。
感染性廃棄物の分別推進には多職種での取り組みが有用であった。

P2-227 空気、飛沫、接触感染予防策に必要
な個人防護具設置用什器の考案

泉大津急性期メディカルセンター1）、府中病院2）

○大東 芳子（だいとう よしこ）1）、髙橋 陽一2）

【背景・目的】COVID-19 の流行を期に空気、飛沫、接触感染予防策に必要
な個人防護具用什器を考案し、個人防護具の適切な着用の環境整備に有用
であったので報告する。

【活動内容】考案した個人防護具用什器は縦 160cm、幅 60cm、奥行 43cm
の市販のスチール製ネットホルダー製品を土台とした。重量は 8kg で、
キャスターによる可動式であった。これに大小のネットカゴ 2 種各 1 個を
設置し、N95 マスクと長袖ガウンを配置した。市販の個人防護具用ホル
ダー 2 種各 1 個を結束バンドで固定し、S および M サイズの手袋、アイ
ガード付きサージカルマスク、サージカルマスク各 1 箱を配置した。ク
リップ 3 個を用いて割れない鏡と A3 用紙の縦 1/2 幅の個人防護具着用
手順ポスターを掲示した。COVID-19 の流行時、この個人防護具用什器を
隔離病室前および感染症外来前室に設置して活用した。

【成果・考察】考案した個人防護具用什器は空気、飛沫、接触感染予防策に
必要な複数の個人防護具を垂直表面に設置することができ、個人防護具の
適切な管理につながった。鏡の設置により、最も確実な防護が必要とされ
る顔面の個人防護具の着用状況を確認することができた。さらに、着用手
順ポスターを設置したことで、個人防護具の着用に必要な複数の物品がこ
の個人防護具用什器にまとめられ、感染症発生時に個人防護具とその関連
物品を速やかに準備することにつながった。可動式であり、容易に必要な
場所に移動することができ、不要時は保管庫に収納が可能であるため、臨
機の活用に適した。人間工学に基づき、人の立位での通常作業域である水
平面 118cm、垂直面 80～120cm に個人防護具を配置したことにより、個人
防護具へのアクセス性が高まり、適切な着用の向上につながったと考えら
れた。構造上の課題としては、最下段にネット面があることから、そこに
物品を設置することへの誘導になったことであった。臨床スタッフから
は、個人防護具を適切に管理できる、整理整頓されて良い、使いやすい、
必要時に備えて準備しておける、という評価があった。以上により考案し
た個人防護具用什器は隔離予防策における個人防護具の適切な着用の環
境整備に有用性が高かった。

P2-228 LEDライトによる表面異物可視化
ツールを用いた手術器械の滅菌に
おける異物混入・洗浄不良減少に
向けた取り組み

順天堂大学医学部附属順天堂医院 感染予防管理部 滅菌品質管
理室1）、順天堂大学大学院 感染制御科学2）、順天堂大学医学部
総合診療科学講座3）、株式会社リジョイスカンパニー4）

○田中 恵美（たなか えみ）1）、金澤 晶雄1,3）、
堀 賢1,2）、大貫 幸二4）

【背景・目的】手術器械の異物混入や除染不良は SSI 発生のリスクとなり、発生
時には器械展開済みの資材も含めた交換が必要となるため、コストロスが生じ
る。当院の中央滅菌部門における手術器械関連の 2021～2023 年のインシデント
は 105 件発生し、内訳は異物混入 13 件（15％）、洗浄不良 14 件（13％）、組間違
い 62 件（60％）であった。異物混入の内容は糸・毛髪・骨片等、洗浄不良は術
中に使用したテープや接着物の遺残が主であった。器械組立時、作業者は拡大鏡
を使用して確認するが、目視では見落としが生じ、また手袋装着により粘着物の
検出が困難である。この解決のため異物を可視化する技術を応用し、異物混入、
洗浄不良の削減の効果を検討した。

【活動内容】2024 年 8 月より、表面異物可視化ツール「D ライト」（新日本株式会
社製）を導入した。本製品は高輝度 LED を搭載し、器械の異物や汚れを発光さ
せることで視認性を向上させる。異物混入・洗浄不良が多かった整形外科・心
臓血管外科・脳神経外科の手術器械、コード類を対象に、組立・梱包作業時に照
射し、導入前後での異物混入、洗浄不良の発生率を比較した。

【成果・考察】導入前（2021 年～2024 年 7 月）と導入後（2024 年 8 月～2025
年 1 月）の異物混入・洗浄不良発生件数はそれぞれ 1609,542 セット中 36 件、
227898 セット中 2 件であり、対 10 万セット当たりの異物混入発生率は、導入前
2.23 から導入後 0.87 に低下した（p＝0.182）。導入期間が短く、統計学的な有意
差は認められなかったため、今後さらなる運用実績の評価が必要と考える。しか
しライト照射により異物が可視化され、目視による発見が容易になり滅菌前に
再洗浄することで異物混入・洗浄不良を回避することができた。従来は熟練者
のみが実施していた組立作業を、D ライトの活用により経験の浅いスタッフも
担うことが可能となり、業務委託の生産性向上が期待される。一方、導入後 5
か月目に毛髪混入が発生したが、D ライトでは毛髪が発光しにくい光学特性を
持つことが示唆された。今後、毛髪混入対策は別途対策の検討も必要である。

P2-229 当院における内視鏡培養検査の取
り組み

愛知医科大学病院 感染検査室1）、愛知医科大学病院 感染制御
部2）

○宮崎 成美（みやざき なりみ）1）、大高 通代2）、
久留宮 愛2）、川端亜紗子2）、渡邉永理香2）、高橋 知子2）、
中村 明子1）、山田 敦子1）、太田 浩敏1）、三鴨 廣繁2）

【背景・目的】内視鏡はセミクリティカルの医療器具として分類され、洗浄
と高水準消毒を経て再使用される。しかし、複雑な構造のため不完全な洗
浄となり、内視鏡を介した緑膿菌などの感染事例が報告されている。その
ため各学会からは洗浄・消毒の標準化およびその評価が求められており、
当院でも洗浄度調査のために内視鏡培養検査を開始したのでその成果を
報告する。

【活動内容】2023 年 9 月から 2024 年 12 月までに内視鏡センターにて洗
浄・消毒された上部消化管用、下部消化管用および気管支用の内視鏡 65
本（重複含む）の培養検査を実施した。内視鏡は毎週 1 本選択し、「内視鏡
定期培養検査プロトコール」（日本消化器内視鏡技師会）を参考に培養検査
を行った。発育したコロニーは質量分析装置にて同定を行った。培養陽性
時点で内視鏡センターへ報告し、該当内視鏡の再洗浄、再培養を実施した。

【成果・考察】培養陽性率は全体で 12.3％（8/65 本）、上部消化管用で 15.2％
（5/33 本）、下部消化管用で 13.0％（3/23 本）、気管支用からの検出は認め
なかった。培養検査では緑膿菌を含むグラム陰性桿菌やグラム陽性球菌な
ど多数の菌種が検出された。培養陽性となった内視鏡の内 7/8 本は再洗浄
後に陰性化したが、再洗浄後も陽性となった 1 本についてはメーカーへ点
検を依頼したところ内部の破損が判明した。培養検査を実施したことで洗
浄・消毒の質を可視化でき、スタッフの内視鏡管理や感染対策に対する意
識を高めることにつながった。定期的な内視鏡培養検査は内視鏡の洗浄・
消毒の質の管理に有効であると考えられた。
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P2-230 調理環境下での食中毒原因菌の付
着性評価と微酸性電解水における
殺菌効果の検討

文京学院大学大学院 保健医療科学研究科
○塩田 由依（しおた ゆい）、藤井 彩音、眞野 容子、
古谷 信彦

【背景・目的】厚生労働省食中毒統計資料によれば食中毒発生件数は飲食
店が最も多く、次いで家庭、旅館、病院、事業所、学校給食などが挙げら
れている。食中毒発生の要因として、調理器具や調理環境の消毒不備と
いった一般衛生が挙げられる。微酸性電解水は厚生労働省より食品添加
物・殺菌料として使用が認められており、安全性が確認されている。本研
究では、調理器具などを介した微生物汚染を減らすため、担体への食中毒
原因菌付着性の評価と、微酸性電解水による殺菌効果ついて検討した。

【方法】供試菌（Salmonella Typhimurium（鶏の盲腸由来）Escherichia
coli ATCC25922（精度管理株））を McFarland 0.5（1.5×108 CFU/mL）に
調整し、菌液 10 µL をまな板と想定したポリエチレン（2cm×2cm）に接
種後、10 分、30 分、60 分間乾燥させ、それらを菌数カウントし、付着担
体への菌の付着性を評価した。最も付着性の高かった 10 分間乾燥後、微酸
性電解水（微酸性次亜塩素酸水生成装置；ピュアスター、森永乳業）、水道
水（対照）を用いて菌液付着担体をそれぞれ 10 秒、30 秒、1 分、3 分、5
分間浸漬させた。滅菌生理食塩水にて連続希釈し、菌数カウントを行い殺
菌効果の判定を行った。

【結果】調理器具への菌の付着性評価については 2 供試菌ともに、付着担体
に菌を付着後、10 分、30 分、60 分間と菌液が乾燥するに従い、回収され
た菌数は減少した。浸漬試験における微酸性電解水の殺菌効果について
は、S. Typhimurium では SAEW1 分間の浸漬において E. coli ATCC
25922 では SAEW10 秒間の浸漬において、殺菌効果を示した。また、水道
水による浸漬では時間による生菌数の減少は認められたが、殺菌効果は認
められなかった。

【結論】調理環境下における食中毒原因菌に対する微酸性電解水の殺菌効
果について検討を行った。その結果、人体や環境への影響が少ない微酸性
電解水による浸漬において殺菌効果が得られた。よって、調理環境下を介
した食中毒原因菌の伝播を防ぐ方法として有用であることが示唆された。

P2-231 乳幼児健診等で使用した玩具に付
着した細菌と消毒効果

福岡看護大学1）、鳥取県琴浦町役場2）、関西福祉大学看護学部3）

○荒川 満枝（あらかわ みつえ）1）、浦野こな実2）、
岡山 加奈3）

【背景・目的】市町村が実施する乳幼児健診等では、発達状態の観察や待合
室での遊びのために玩具が使用されていたが、COVID-19 の影響でより厳
格な消毒が求められた。そこで、実際の乳幼児健診で使用される玩具の細
菌汚染の状況を明らかにするとともに、様々な消毒・洗浄方法の効果を比
較して、玩具の素材ごとに、より効果的な消毒方法を検討した。

【方法】A 県 A 町の乳幼児健診等に参加した 3 歳児にはプラスチック製玩
具、1 歳 6 か月児～2 歳児には木製玩具、乳児には布製玩具を配布し、事業
中に使用されたものを回収した。エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、洗
浄など各方法で消毒し、形状や素材特性に応じて細菌を採取・培養し、消
毒前後で細菌数を比較、減少率を算出した。細菌減少率は Kruskal-Wallis
検定で比較し、有意差が認められれば多重比較を行った。さらに、細菌減
少率 90％ 以上を除菌成功としてその率を算出し、効果的な消毒方法につ
いて検討を行った。

【結果】プラスチック製玩具は 30 セット、木製玩具は 31 セット、布製玩具
は 22 個配布し、97.6％ を回収して検体とした。
玩具の細菌汚染は使用した児によりばらつきが大きかった。細菌減少率の
中央値は、プラスチック製玩具はエタノール清拭、次亜塩素酸ナトリウム
清拭、洗剤洗い、水洗い全てで 100％ で、方法によって有意に差があった

（p＜0.01）。木製玩具の細菌減少率は、エタノール清拭、次亜塩素酸ナトリ
ウム清拭が 100％、洗剤洗いがこれに次いだ。これらも消毒方法により有
意に差があった（p＜0.01）。布製玩具は、エタノール浸漬、次亜塩素酸ナ
トリウム浸漬、洗剤洗いが 100％ で最も高かった。布製玩具は天日干しも
試みたが、十分な日照時間を確保できず、効果が得られなかった。
除菌成功率はプラスチック製玩具ではエタノール清拭が、木製玩具では次
亜塩素酸ナトリウム清拭、洗剤洗い、エタノール清拭が、布製玩具はエタ
ノール浸漬、次亜塩素酸ナトリウム浸漬、洗剤洗いが高かった。

【結論】プラスチック製玩具はエタノール清拭、次亜塩素酸ナトリウム清拭
が、木製玩具はエタノール清拭、次亜塩素酸ナトリウム清拭、洗剤洗いが、
布製玩具はエタノール浸漬、次亜塩素酸ナトリウム浸漬、洗剤洗いが特に
有効であった。

P2-232 口腔ケアにおけるディスポーザブ
ル製品導入による感染リスク低減
と業務効率改善

厚生連高岡病院 院内感染対策推進連絡会
○窪田 恵子（くぼた けいこ）、吉田 益美、
浦上 恵理、廣野 和子

【背景・目的】現場での一次洗浄は、血液や体液などによる感染リスクを高
める。また手間がかかり、スタッフの意識やスキルによって洗浄の質にば
らつきが生じる可能性がある。当院では、ベッド上で生活する患者の口腔
ケアを、病院所有のガーグルベースンと横飲みを渡し、使用後は部署で洗
浄・消毒を行っていた。横のみは飲み口が細く内腔の洗浄が行いにくく、
また備え付けの洗浄ブラシの使用も部署によってばらつきがあり、内側の
洗浄が一律でなく消毒によるタンパク質汚れの固化のリスクがあった。ま
た、ガーグルベースンや横のみ等多数の物品を浸漬することで、確実な消
毒になっていない可能性や時間の経過とともに消毒薬の濃度が薄まり、消
毒効果が担保されない可能性があった。そこで、部署のスタッフの洗浄消
毒による感染曝露の低減及び、洗浄消毒の効果を担保するためにディス
ポーザブル製品を導入した取り組みについて報告をする。

【活動内容】1．ガーグルベースンと横のみの使用数の調査を実施。2．病棟
における洗浄消毒にかかる時間やコストの試算し管理課と相談。3．紙コッ
プとストローを使用し口腔ケアの実施が可能か言語療法士と相談。4．病院
所有の横のみの廃止及び使い捨てガーグルベースンの導入。

【成果・考察】感染面において、部署での一時洗浄が減少したため、洗浄者
の病原体の曝露の可能性が減少した。また浸漬する物品が減り、消毒薬の
作成が不要になった部署もあった。導入時にラウンドで変更内容を確認す
ると、浸漬させる容器をスモールダウンしたことで濃度の調整間違いや、
物品の浸漬忘れがあったが、スタッフへ指導したことで改善された。物品
の洗浄や消毒に係る時間が算出され、看護師や看護補助者が余剰の時間を
患者看護に費やせるようなった。また、コストにおいては洗浄・消毒に要
する消毒薬や水道代金や乾燥機にかかる電気代が節約できた。以上、口腔
ケアのディスポ化は、感染面でも業務改善面でもメリットがあると思われ
る。

P2-233 各ガス種のシャワーヘッド型プラ
ズマを用いた皮膚常在菌の殺菌効
果

東京科学大学1）、東京医療保健大学2）

○ZIYU LIU（りゅう こぎょく）1）、八井田朱音1）、
松村有里子2）、岩澤 篤郎2）、沖野 晃俊1）

【背景・目的】現在、中水準消毒薬として使用されているアルコールは、高
い消毒効果を持つ一方で、粘膜への刺激や頭痛などの影響を起こす場合が
あるため、低刺激な殺菌法として、大気圧低温プラズマが注目されている。
我々のグループは、様々なガスで大気圧プラズマを生成でき、室温程度の
低温で処理対象に熱損傷を与えず、直径 40 mm 程度の範囲を一度に処理
できる、シャワーヘッド型プラズマ装置を開発した。本研究では、この装
置で生成したプラズマが皮膚常在菌に与える殺菌効果を検証した。

【方法】プラズマ生成ガスには窒素、酸素、二酸化炭素を使用した。これら
のガスを 10 L/min の流量でプラズマ装置に導入し、9 kV、16 kHz の交流
電圧を印加することでプラズマを生成した。細菌は、Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes を使用し
た。精製水で 108-9 CFU/mL に調整した菌懸濁液をプレパラートに 10 µL
滴下して乾燥させたものを供試サンプルとした。サンプルをプラズマ射出
部から 1 mm の位置に配置して一定時間プラズマ照射した。処理後のサン
プルは、10 mL の 0.5％ ポリソルベート 80 溶液が入った遠沈管に入れて 1
分間撹拌し、プレパラートに付着した細菌を回収した。回収液を段階希釈
後、培地に滴下して、37℃ のインキュベータで 24 時間培養し、コロニー
カウント法で生菌数を評価した。

【結果】各プラズマを 300 秒間照射した結果、黄色ブドウ球菌では、未処理
と比べて生菌数が約 1 桁減少した。表皮ブドウ球菌では、酸素および二酸
化炭素プラズマで生菌数が約 1 桁減少した。アクネ菌では、酸素プラズマ
で生菌数が約 1 桁、二酸化炭素プラズマで約 2 桁減少した。以上より、二
酸化炭素プラズマが最も高い殺菌効果を示すことが明らかとなった。これ
は、プラズマで生成された活性種が細菌の細胞膜に損傷を与えることで殺
菌できたと考えている。発表では、白癬菌に対する殺菌効果も報告する。

【結論】シャワーヘッド型プラズマは皮膚環境の改善などへの応用が期待
できると考えられる。
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P2-234 評価ツールを使用した ICTラウン
ドにより抽出された滅菌供給部門
の課題と対策

臼杵市医師会立コスモス病院 感染管理室
○大津佐知江（おおつ さちえ）

【背景・目的】2021 年、滅菌供給部門のガイドラインである「医療現場に
ける滅菌保証のガイドライン（一般社団法人日本医療機器学会）」が改訂さ
れた。従来からの勧告レベル（A/B/C）が廃止され、「施設環境によって
滅菌保証の程度が影響されない、無菌性は共通である」ことが謳われた。
そこで地域医療支援病院である当院の滅菌供給部門における業務レベル
を 2 つの業務評価用ツールを使用し客観的に評価し、適切に行えている
点、不足している点を認識し、そのレベルを改善する。

【活動内容】ツール A「医療現場における滅菌保証のための施設評価ツール
Ver.1.1（一般社団法人日本医療機器学会、2023）」およびツール B「イラス
トでよくわかるはじめての洗浄・消毒・滅菌ラウンド（スリーエムジャパ
ン株式会社、2023）」を使用して滅菌供給部門をラウンドし、課題を抽出し
改善する。

【成果・考察】ツール A は、洗浄業務、組立業務、滅菌業務、バリデーショ
ン、標準作業手順書、他部署とのコミュニケーション、施設および設備の
7 カテゴリーあり、評価した。得点率が最も低かったのは、他部署とのコ
ミュニケーションであった。滅菌供給部門に関する決定機関が存在せず、
組織の構築が早急の課題であった。
ツール B は、リリース・リコール、施設・整備、回収・供給、洗浄（機械・
用手）、消毒薬、滅菌包装、蒸気滅菌、過酸化水素ガス滅菌、緊急時の蒸気
滅菌、インジケータの 10 カテゴリーあり、評価した。リリース・リコール
に関わる基準・手順書の明文化が不十分であること、蒸気滅菌に関わるイ
ンジケータの使用方法等課題があった。
今回のラウンドにて滅菌供給部門が抱える複数の課題を把握した。即改善
可能な項目に関して着手したが、時間を有するものも多く、優先順位を考
慮した短期・中期・長期の改善スケジュールを作成し、着実に質改善に取
り組む必要がある。
医療現場にける滅菌保証のガイドライン改訂を機に、滅菌供給部門におけ
る業務レベルを 2 つの業務評価用ツールを使用し客観的に評価した。複数
の課題が確認され、今後短期・中期・長期改善計画に従い質保証・改善に
取り組んでいく。

P2-235 消化器内視鏡洗浄評価の現状
栗原市立栗原中央病院
○寺嶋 勉（てらしま つとむ）、上野 賀子

【背景・目的】当院における消化器内視鏡検査・治療は年間約 4560 件で
年々増加している。使用している内視鏡は上部内視鏡 7 本、下部内視鏡 5
本である。内視鏡使用後の処理方法は日本環境感染学会、日本消化器内視
鏡学会、日本消化器内視鏡技師学会で発行しているマルチソサエティ実践
ガイドや各ガイドラインを遵守している。洗浄評価については、複雑な変
遷を経て、実施義務とする公式見解には至っておらず、現行のマルチソサ
エティ実践ガイドにおいても記載がない。そのため、各病院の判断に委ね
られており当院でも実施してこなかった。しかし、消化器内視鏡技師や感
染管理認定看護師も以前より洗浄評価の必要性を感じており協議の上洗
浄評価実施に向け取り組んだ。

【活動内容】検査・治療に使用した消化器内視鏡を高レベル洗浄・消毒後、
無作為に鉗子孔から内腔に専用のスワブをとおし ATP 測定を行う。測定
値は ATP 測定機器の会社が入手したデータですでに打ち出されている
100RLU 以下を適切な清浄度とした。

【成果・考察】当院の洗浄後の内視鏡の測定値は全て 100RLU 以下であっ
た。今回初回評価となる結果全てで基準値以下であることは洗浄方法の適
切さ、スタッフの洗浄手技についても均一化が図れていたことの裏付けと
なる。洗浄評価の頻度は過去のガイドラインにも記載されているように半
年に 1 回程度が適切である。状況に応じ ATP 測定結果で高値が示された
場合は原因の調査と洗浄手技の見直しが必要であるたり、一次洗浄後に
ATP を測定することも考慮する。今回の洗浄評価方法は消化器内視鏡鉗
子孔内腔に専用のスワブをとおし ATP 測定を行ったが、挿入部や屈曲を
繰り返すアングル部などの外表面の洗浄評価は実施していなかったため
今後の課題となる。また、ATP 測定は一般細菌のコロニー数とは異なるた
め、過去のガイドラインで述べられていた培養検査も行えるよう当院の臨
床検査科と協働し実施していきたい。

P2-236 ERCP後の検査室内における清掃
方法の統一と清浄度の評価

埼玉医科大学病院 内視鏡センター1）、埼玉医科大学病院 感染対
策室2）

○岸 美穂子（きし みほこ）1）、小林 貴子1）、
山岸 京子1）、吉原みき子2）、樽本 憲人2）

【背景・目的】内視鏡的逆行性胆管膵管造影（以下 ERCP）後、検査室内は
胆汁や血液により汚染が生じる。当院では、ERCP は午後に 3～5 件が続け
て実施されており、検査の間に短時間で複数のスタッフが清掃と次の準備
を行うが、清掃する場所や方法についての明確な決まりはなく、スタッフ間
の清掃に差があることが考えられた。そこで、清掃について勉強会を行い、
統一した清掃方法を実施することによる検査室内の清浄度を評価した。

【方法】2024 年 8 月 9 日～10 月 12 日の期間で、スタッフ 13 名を対象に評価
を実施した。清浄度の評価は、ERCP 終了後と清掃後に研究対象場所 12
か所をルシパック A3Ⓡでふき取り、ルミテスター SmartⓇを用いてアデノシ
ン三リン酸（以下 ATP）を測定した。清掃の評価は ATP 測定値（RLU）を
用い、ERCP 終了後と清掃後の ATP 値の差を清浄度として評価した。はじ
めに、10 件の ATP 値（清浄度 E 値）を測定し、その後 ERCP 後の清掃に
ついて清掃マニュアルを用いて勉強会を行い、再度 10 件の ATP を測定（清
浄度 F 値）し、清浄度値の E 値と F 値の差を Mann-Whitney 検定で比較し
た。また、質問紙を用いて清掃の意識や清掃場所・方法を勉強会前後で調査
した。

【結果】勉強会前後の検査室内合計の清浄度（E 値 155,917 と F 値 1,694,413）
の差は 1,538,496 であり、p＜0.05 と有意差があった。場所別の清浄度では、
エコー接続部（p＜0.05）とタッチパネル（p＜0.05）で有意差があった。ま
た、質問紙調査は回収率 100％ であり、勉強会前は必ず清掃している場所は
30％～85％ とばらつきがあった。さらに、「汚染範囲は不明瞭な部分があり
十分に清掃できているか心配になることがある」の問いに全員が当てはま
ると回答した。一方、勉強会後は「勉強会通りに清掃した」は 91％、「汚染
状況（ATP 測定値）を提示されたことでそれらを念頭に置いて清掃するよ
うになった」は 100％ だった。

【結論】清浄度（E 値と F 値）の差の理由は、勉強会により清掃場所を決め
たこと、拭き方の方法を示したこと、またスタッフが ATP 測定による汚染
の状況を理解し清掃に取り組んだことが考えられ、清掃に関わるスタッフ
が清掃方法を統一したことで、検査室内の清浄度が上昇した。

P2-237 消毒薬MA-T の SARS-CoV-2 に
対する消毒効果の分子メカニズム

大阪大学 薬学研究科1）、株式会社エースネット2）

○古西 清司（こにし きよし）1）、柴田 剛克2）

【目的】MA-T は target が存在した時に二酸化塩素を産生し、SARS-CoV-
2 感染に有効な消毒薬である。Virus envelope の spike が宿主細胞膜の
ACE2（angiotensin converting enzyme-2）との結合で感染が成立する。
spike の RBD（receptor binding domain：ACE2 との結合領域）に対応し
た recombinant（r-）および、ACE2 と直接結合する RBD 内 14mer peptide

（445Val--Lys458）を用いて spike と ACE2 の結合反応に対する MA-T の
阻害機序について検討した。

【方法】r-RBD が結合した microplate を MA-T 処理、次に r-ACE2 結合処
理、rabbit-anti-ACE2 処理、peroxidase 結合 goat-anti-rabbit 処理 後、2
次抗体結合量を測定した。

【結果】100ppmMA-T は RBD と ACE2 の結合を阻害し、10 分以内に 50％
以上阻害した。また 5 分の二酸化塩素処理で RBD と ACE2 の結合を完全
に濃度依存的に阻害した（対照）。二酸化塩素のアミノ酸残基への反応速度
は Cys＞Tyr＞Trp であると報告されているが、14mer peptide には、この
内 3 個の Tyr のみが含まれる。文献によると Tyr449 は ACE2 の Asp38
と、また Tyr453 は ACE2 の His34 と直接結合していることが明らかと
なっている。そこで、14mer peptide を MA-T 処理（対照：二酸化塩素処
理）を行い解析の結果、3 個の Tyr が dopaquinol あるいは dopaquinone
に変化していた。

【結論】MA-T は SARS-CoV-2 の spike 内の ACE2 と直接結合する領域（14
mer peptide）の 3 個の Tyr を要事生成二酸化塩素によって化学修飾し、
宿主細胞への感染阻害を起す。This research was supported by BINDS
from AMED under Grant Number JP24ama1214409.
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P2-238 セミクリティカル器材の再処理方
法見直しとそれに係る費用対効果

愛知県医療療育総合センター中央病院
○桑山 祐樹（くわやま ゆうき）

【背景・目的】A 病院では再使用可能バッグバルブマスク（以下、蘇生バッ
グ）を採用し、中央材料室（以下、中材）での再生処理と現場供給を繰り
返している。これまでセミクリティカル器材の再生処理水準を一概に「滅
菌」に設定し、滅菌バッグでリリースしていた。今回、中材の現場ラウン
ドで保管状況に課題を見出したため、以下に取り組むこととした。

【活動内容】はじめに、保管場所の狭さに課題を抱える現場の状況を鑑み、
2021 年 12 月より、スペースをとる滅菌バッグからジッパー付の清潔ビ
ニール袋へと包装を変更することとした。そのため、再生処理水準を「高
水準消毒（A ノート値 3000 以上の熱水消毒）」に見直し、当該処理工程の
日常監視と各種記録を強化する業務改善をおこなった。最後に事後ラウン
ドと費用対効果測定をおこなった。

【成果・考察】蘇生バッグを熱水洗浄消毒するウォッシャーディスイン
フェクターは洗浄インジケータ、物理的インジケータ上で正常に動作して
いることを確認できている。事後ラウンドでは滅菌バッグの破綻リスクが
解消され、保管状況は著しく改善していることが分かった。包装を変更し
たことでの不具合は滅菌物使用部門から検出されていない。続いて費用対
効果測定では、再生処理水準を「滅菌」から「高水準消毒（A ノート値 3000
以上の熱水消毒）」に変更した場合の諸経費（人件費は除外）について算出
した。前者では蘇生バッグ 1 点あたり 445 円のコストがかかっていたこと
に対し、後者では 97 円に削減されることが明らかとなった。年間約 800
点の蘇生バッグを再生処理している現状から、その差額と再生処理数の積
算から年間約 278,400 円の経費削減となった。院内には蘇生バッグ以外で
もセミクリティカル器材は存在し、同様の手続きを踏んでも差し支えがな
い器材においては業務改善が検討できる。また、新たに捻出された経費は、
残留蛋白質量測定などの費用を伴うバリデーションなどを恒常的におこ
なっていくための費用として補填できる。

P2-239 芽胞形成菌に対する各種薬剤の殺
菌効果

シーバイエス株式会社 研究開発部
○宮澤めぐみ（みやざわ めぐみ）

【背景・目的】芽胞形成菌は、周辺環境が悪化すると芽胞を形成する細菌で
あり、芽胞は、薬剤感受性が低く、殺菌が困難である。芽胞形成菌には、
食中毒の原因となる B.cereus・C.perfringens、感染症の原因となる B.an-
thracis・C.tetani・C.botulinum、院内感染の原因となる C.difficile などが
含まれ、これらの制御は、環境衛生上、重要である。本研究では、芽胞形
成菌に対する各種薬剤の殺菌効果が各試験条件下で変化するかを確認し、
最も効果的に制御できる条件を確認することを目的とした。

【方法】試験薬剤として、加速化過酸化水素（0.5％）、過酸化水素（3.0％）、
次亜塩素酸 Na（1,000ppm）及び塩化ベンザルコニウム（0.1％）を用いた。

（1）水分含有状態：芽胞形成菌懸濁液に各種薬剤を添加し、経時的に生菌
数を測定し、殺菌率を求めた。また、汚れがある条件として、ウシ胎児血
清存在下でも同様に殺菌率を求めた。（2）乾燥状態：滅菌シャーレに芽胞
菌懸濁液を滴下し、室温で任意の時間放置し、乾燥後、各種薬剤を添加し
た。経時的に生菌数を測定し、初発菌数と反応後の菌数の差から対数減少
値を求め、4.0 以上であったものを効果ありとした。

【結果】（1）水分含有状態：次亜塩素酸 Na は 60 分で効果があったが、ウシ
胎児血清存在下では、効果が著しく低下し、24 時間後も効果がなかった。
加速化過酸化水素は 3 時間で効果があり、汚れ存在下でも 3 時間で効果が
あった。過酸化水素及び塩化ベンザルコニウムは 24 時間で効果があった
が、汚れが入ると効果が低下し、24 時間でも効果が認められなかった。

（2）乾燥状態：次亜塩素酸 Na は 30 分で効果があり、水分含有状態よりも
効果が高かった。その他の薬剤は水分含有状態の結果とほとんど差がな
かった。

【結論】芽胞形成菌は、薬剤による殺菌が困難であることが知られている
が、次亜塩素酸 Na、過酸化水素及び塩化ベンザルコニウムは、汚れが存在
すると更に殺菌が困難になった。しかしながら、加速化過酸化水素は、汚
れが混入しても殺菌効果を維持していた。また、芽胞形成菌は、乾燥状態
でも生存するが、次亜塩素酸 Na の殺菌効果が水分含有状態よりも乾燥状
態で向上したことから、薬剤感受性が変化したと考えられる。

P2-240 イオンレス次亜塩素酸水による拭
き取り除菌に関する基礎的検討

北里大学医療衛生学部 臨床工学専攻 医療安全工学1）、北里環境
科学センター2）

○古平 聡（こひら さとし）1）、小澤 智子2）、
榊原 正也2）、菊野理津子2）

【背景・目的】洗浄できない医療機器の接触感染予防には、環境消毒に適用
した消毒薬での清拭が求められる。次亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力を
有するが、金属腐食性や臭気といった問題がある。一方、イオンレス次亜
塩素酸水（弱酸性、シーエルファインⓇ）は、高い殺菌力と人体への影響が
低いことが知られている。本研究ではイオンレス次亜塩素酸水の医療機器
清拭消毒への応用を見据え、不織布に含浸させた清拭による有効性をウ
エットワイパー類の除菌性能試験方法を参考にして検討した。

【活動内容】イオンレス次亜塩素酸水 600 ppm を蒸留水で 50～400 ppm
に希釈した。BSA 溶液（6 g/L）に黄色ブドウ球菌懸濁液（1～5×109個/
mL）を等量混合し、試験担体に 0.01 mL を塗布した。各濃度のイオンレス
次亜塩素酸水 10 mL を不織布に含浸させ、試験担体表面を 120 拍/分で
1～5 往復で拭き取りを実施、その後 5 分間作用後に、試験担体上の生残菌
を洗い出した液の生菌数を測定して除菌活性値を算出した。また、各濃度
のイオンレス次亜塩素酸水の不織布含侵前後の有効塩素濃度を測定した。

【成果・考察】除菌活性値が 2 以上となる有効塩素濃度（往復回数）は、400
ppm（1 往復）、200 ppm（3 往復）、100 ppm（5 往復）であった。また、
不織布含浸による有効塩素濃度の減少率は 20～40％ であった。
本検討よりイオンレス次亜塩素酸水を含浸させた不織布による清拭で十
分な消毒効果が確認された。次亜塩素酸ナトリウムよりも金属腐食や皮
膚・粘膜刺激が低く、低濃度でも高い殺菌力があると報告されているイオ
ンレス次亜塩素酸水は医療機器の清拭消毒に有用であると考えられた。今
後は、実使用を想定した清拭方法や液量が確保しやすい噴霧による消毒効
果の検討が望まれる。

P2-241 インターネット通信販売サイトに
おける手指消毒薬に対する有効性、
安全性、信頼性および価格の評価

日本大学薬学部 薬剤師教育センター
○太田 有生（おおた あい）、西 圭史

【背景・目的】新型コロナウイルスの感染拡大により、速乾性アルコール手
指消毒薬（以下：消毒薬）の需要が増えた。ドラッグストアだけでなくイ
ンターネット通信販売サイト（以下：ウェブサイト）においても除菌や消
毒をうたう消毒薬が散見された。先行研究においては、感染拡大を防ぐ商
品について、一般の人々には安全性と有効性を評価するための十分な情報
が提供されずに販売されている可能性が示唆されていた。よって、消毒薬
についてもウェブサイトの現状を調査する必要性が考えられた。

【活動内容】ウェブサイトにおいて販売されている消毒薬について有効性
（濃度表示の有無、1 回使用量の記載、有機物の有無の影響、製品の使用期
限）、安全性（添加物の有無）、信頼性（薬機法の承認の有無、第三者機関
による調査の有無）の 3 つの基準から成る計 7 項目の評価項目を作成し 1
項目 10 点とし 70 点満点で評価を行った。作成した評価項目を 70 点満点
として、ウェブサイトから｢手指消毒用エタノール液｣というキーワードで
対象消毒薬を検索し、検索結果 271 件のうち、調査対象として適切ではな
いものを除外し、総計 110 個の消毒薬、74 社を対象として調査し評価し
た。加えて対象となる消毒薬の 1L あたりの価格を基準とし価格を評価し
た。

【成果・考察】購入可能な消毒薬を対象に調査を行った結果、110 個の調査
対象中、40 点の消毒薬が 39 商品（35.45％）と最多であり、これらの消毒
薬は中程度の評価と推測された。70 点満点の消毒薬は 2 商品のみであっ
た。今回用いた評価項目で満点の 70 点に該当する消毒薬は 2 商品（1.8％）
と極めて少なかった理由として、評価基準の妥当性、プログラムの影響、
購入を判断する際のデザインの影響が考えられた。しかし、多くの消毒薬
に改善が必要な点が複数見受けられた。また、価格と品質には相関関係が
見られなかった。したがって、ウェブサイトにより有効で安全な消毒薬を
購入するためは、規制強化、信頼できる認証制度の導入、監視体制の強化、
消費者教育キャンペーンが必要であり、これらにより安全な手指消毒薬の
選択環境が整うことが考えられた。
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P2-242 塩素系消毒薬の希釈液による濃度
変化

原町赤十字病院
○稲川 秀樹（いながわ ひでき）、内海 博行、
冨沢 陽子、嶋村 洋子、髙橋 和宏、内田 信之

【背景・目的】塩素系消毒薬は使用目的に合わせて希釈して用いるが、災害
時など水道水が使用できない状況であれば、避難所等で調製することは困
難である。また、有機物等の存在下では有効塩素濃度が低下してしまう。
水道水以外の希釈液を用いて調製した際に、有効塩素濃度がどの程度低下
するのかを測定し、水道水の代替となり得るかを検討した。

【方法】ミネラルウォーター（種々の硬度）、フレーバー入りの天然水、生
理食塩液、5％ ブドウ糖液を用いて、200ppm の次亜塩素酸ナトリウム液と
300ppm のジクロルイソシアヌール酸ナトリウム液を調製し、 調製直後、
10 分後、60 分後、24 時間後の有効塩素濃度を測定した。

【結果】ミネラルウォーターでは、硬度の違いによらず調製直後から 24
時間後まで濃度が保たれていた。フレーバー入りの天然水では、調製直後
から濃度の低下が始まり、24 時間後にはほぼゼロになっているものも
あった。生理食塩液では、ミネラルウォーターと同様に 24 時間後まで濃度
が保たれていた。5％ ブドウ糖液では、調製直後に濃度が低下したが、そ
の濃度を 24 時間後まで保っていた。

【結論】ミネラルウォーターの硬度は有効塩素濃度の低下に影響を及ぼさ
なかった。水道水の代替としてミネラルウォーターを用いれば問題なく調
製できると思われるが、災害時であればミネラルウォーターは貴重な物資
となり、気軽に用いることはできない。フレーバー入りの天然水は、様々
な添加物が含まれていることにより有効塩素濃度が低下し、消毒薬として
効果を認める濃度を維持できないことから水道水の代替として用いるこ
とはできない。生理食塩液は、精製水に塩化ナトリウムが入ったものと考
えると、ミネラルウォーターと同様に水道水の代替となり得ると思われ
る。5％ ブドウ糖液は、調製直後に有効塩素濃度の低下は認められたが、
その濃度を 24 時間持続できた。調製直後の濃度を適正濃度に設定すれば
水道水の代替として用いることも可能かと思われる。災害時のような物資
が不足している状況であれば、生理食塩液で塩素系消毒薬を希釈すること
は可能かと思われる。創部洗浄などで生理食塩液も不足となる状況であれ
ば、濃度を測定しながら 5％ ブドウ糖液を使用することも可能かと思われ
る。

P2-243 ATP検査キットを用いたノンクリ
ティカル器材の洗浄評価～ペー
パータオルを用いた器材洗浄の標
準化は得られているのか～

鹿児島県立大島病院1）、鹿児島大学病院2）

○豊 みのえ（ゆたか みのえ）1）、佐藤ひろみ1）、
入江 良彦2）、大木 浩1）

【背景・目的】当院では、ガーグルベースンなどノンクリティカル器材を各病
棟において洗浄・消毒・乾燥まで実施し、再使用している。洗浄用スポンジは
2 週間の使用期限を設け使用していたが、湿潤環境が持続するスポンジの代替
としてペーパータオルを単回使用とし、病棟におけるスポンジ洗浄の廃止を
試みた。しかし、ペーパータオルを使用した洗浄には馴化していないため、洗
浄の標準化について調査が必要と考えた。ペーパータオル使用時の器材洗浄
について、ATP 検査キットを用いて評価を行ったので報告する。

【活動内容】病棟で洗浄・消毒し再使用しているノンクリティカル器材（ガー
グルベースン・コップ・薬杯・トレー）を対象とし、下記の方法で行った。
1．洗浄後の対象器材の局面・平面などそれぞれの形状部分を、キッコーマン

（株）ルミテスター PD-30、ATP 拭き取り検査キットを用いて測定する
2．一定の面積を測定するため、器材の拭き取り・検査方法は以下の通りとし
た

（1）器材は 100cm2の面積を縦横 10 往復、 間なく拭き取る
（2）100cm2の面積が取れない器材は、全表面を 間なく拭き取る
（3）ATP 測定は全ての検体で同一人が施行する
3．合格基準値は同キット ATP 拭き取り検査運用マニュアル（食器）に従い、
推奨基準値 200RLU 以下とした

【成果・考察】31 のデータ（ガーグルベースン 7、コップ 9、薬杯 8、トレー 7）
を収集した。各器材の中央値はガーグルベースン 65RLU、コップ 23RLU、薬
杯 13RLU、トレー 74RLU だった。合格基準を満たしていない器材はコップと
トレーに各 1 つずつあった。全器材の中央値は 200RLU 以下だった。
ペーパータオルを用いた洗浄において、各器材の 94％ は ATP 測定値の合格
基準である 200 未満を満たしていた。今回の調査で 6％ が合格基準値を満た
していなかったものの、ATP 測定値の結果開示自体が注意喚起に有用との先
行研究もあり、院内の改善活動に有用と考える。今後も「見えない汚染の可視
化（数値化）」に取り組み、 洗浄の意識付けと標準化を図る活動が必要である。

P2-244 SARS-CoV-2 エアロゾル感染対策
としての精製次亜塩素酸水噴霧の
有用性

ニプロ株式会社 医薬品研究所
○大塚 愛美（おおつか まなみ）、吉澤 和晃、
橋川 大介、更田 宏史、川村 尚久

【目的】SARS-CoV-2 の主たる感染経路のひとつとしてエアロゾル感染が挙
げられる一方で、ウイルスエアロゾルを気中で直接的に不活化させる方法
論については、幾らか研究報告がなされているものの、未だ研究段階の域に
ある。そこで、実使用において重要となる良好な安全性及び低い腐食性の両
特性を有する精製次亜塩素酸水に着目し、SARS-CoV-2 エアロゾルに対す
る有効性について検討した。

【方法】精製次亜塩素酸水（有効塩素濃度 0.3、1、10、30ppm）と SARS-CoV-
2 懸濁液（従来株 JPN/TY/WK-521、アルファ株（イギリス変異株）JPN/
QK002/2020、ガンマ株（ブラジル変異株）JPN/TY7-501/2021）を 19：1
の比率で混合した。20 秒間静置後、不活化剤により反応停止させ、プラーク
法により反応前後のウイルス感染価を評価の上、対数減少値を算出した。別
に、約 24 m3 の気密性試験室内で、サーキュレーターで同室内空気を均一化
しながら、SARS-CoV-2 懸濁液（従来株）をネブライザー噴霧することでエ
アロゾル化させた。その後、超音波式加湿器を用いて同室内へ精製次亜塩素
酸水（3、30ppm）または精製水を噴霧した。浮遊 SARS-CoV-2 を経時的に
吸引回収し、同手順により対数減少値を算出した。また、より実運用に近し
い試験系として、予め精製次亜塩素酸水（3ppm）または精製水を噴霧した
空間に SARS-CoV-2 をエアロゾル化させた際の評価も同様に実施した。

【結果】全ての株において、精製次亜塩素酸水 30ppm の混和により 4log
減以上の効果が認められ、株種に依らない不活化能が確認された。空間噴霧
試験では、精製次亜塩素酸水の後噴霧の場合、30ppm においてのみ噴霧 10
分時点で精製水に比して目立った不活化効果が確認された（精製水：1.2log
減、3ppm：1.5log 減、30ppm：3.1log 減（LOD））。一方で、精製次亜塩素酸
水を事前噴霧した試験では、SARS-CoV-2 導入直後時点で、3ppm であって
も精製水に比して 0.9log 減の不活化効果が確認された。

【結語】精製次亜塩素酸水は、種々の SARS-CoV-2 株に有効であり、空間噴
霧によりエアロゾルに対しても迅速な不活化効果を示した。以上より、精製
次亜塩素酸水は COVID-19 エアロゾル感染対策の一つとして有用であるこ
とが示唆された。

P2-245 Mycobacterium avium と As-
pergillus fumigatus に対する精
製次亜塩素酸水および次亜塩素酸
ナトリウムの除菌効果と作用機序

ニプロ株式会社 医薬品研究所
○清水 明子（しみず あきこ）、更田 宏史、
新開 規弘、川村 尚久

【背景・目的】近年、結核罹患率の減少傾向に比して、肺非結核性抗酸菌症（肺 NTM
症）の罹患率および死亡率は年々増加している。アスペルギルス属が原因の深在性
真菌症による死亡者数も増加傾向にある。本研究は消毒剤に抵抗性を示すといわれ
る NTM に属する Mycobacterium avium（M. avium）およびアスペルギルス属真
菌 Aspergillus fumigatus（A. fumigatus）に対する精製次亜塩素酸水（HOCl）およ
び次亜塩素酸ナトリウム（NaOCl）による除菌効果と作用機序について検証した。

【方法】M. avium の菌液並びに A. fumigatus の分生子懸濁液を 106 CFU/mL に調
製し、滅菌精製水、3、10、30、100、300 および 500 ppm の HOCl または NaOCl
と 1：19 で混合し、5 分後に不活化剤を添加して反応を停止した。段階希釈し、7
H11 寒天培地または SCD 寒天培地に塗抹した。検出されたコロニー数から対数減
少値（LRV）を算出した。形態観察は、M. avium の菌液または A. fumigatus の分
生子懸濁液を滅菌精製水、HOCl および NaOCl で処理し、走査型電子顕微鏡（SEM）
と透過型電子顕微鏡（TEM）により行った。

【結果】M. avium は 300 ppm 以上の HOCl 処置により LRV が LOD（limit of detec-
tion）を示したが、NaOCl 処置ではいずれの濃度においても除菌効果は認められな
かった。SEM 解析では NaOCl 処置した細胞は滑らかな表層を有するのに対し、
HOCl 処置した細胞表面は明らかな変形が認められた。TEM 解析では、NaOCl 処置
した細胞に比して、HOCl 処置した細胞は細胞壁、細胞膜および細胞内構成成分の
変性が認められた。A. fumigatus は 100 ppm 以上の HOCl により LRV が LOD を
示したが、100 ppm の NaOCl による LRV は 1.3 にとどまった。SEM 解析では
HOCl および NaOCl 処置による分生子表層の損傷は共に認められなかった。TEM
解析では NaOCl 処置した分生子に比して、HOCl 処置した分生子は細胞膜や細胞内
構成成分に変性が認められた。

【結論】HOCl は M. avium の細胞壁を破壊し、A. fumigatus においては分生子の細
胞壁を保ったまま細胞内に浸透し、細胞内構成成分を変性させることで除菌効力を
発揮することが明らかとなった。HOCl は NaOCl よりも高い除菌効果を示すことが
形態的にも明らかとなり、肺 NTM 症や肺アスペルギルス症の予防が期待できる。
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P2-246 ICTによる病棟輸液調製エリアと
関連診療材料レイアウト適正化に
よる効果について

岩手県立二戸病院 感染管理室
○鈴木 直子（すずき なおこ）、外舘 善裕、
本間 絵里、石川 秀太、御供 真吾

【背景・目的】病院では静脈点滴関連の多くが病棟で調製され、輸液調製を
行う作業台は、適切な消毒による清潔維持が必須である。ICT は、病棟の
輸液調製エリアや診療材料の保管状況、薬品管理、それらを踏まえた作業
動線等について感染的視点で問題がないかラウンドを通して確認してい
る。2024 年からは、ラウンド時に清浄度の可視化を目的に ATP 測定を導
入しているが、輸液調製台の ATP 値が 3 オーダー以上であることが持続
的に散見された。当院の多くの病棟は、輸液調製台がスタッフステーショ
ン入口に面した場所に設置されており、輸液調製で使用する注射器や輸液
セット等が、通路に設置された診療材料棚に保管されていることから、作
業動線上の交差感染が危惧された。そこで、ICT が積極的介入策として、
空調設備に配慮しつつ、輸液調製台や材料保管場所のレイアウトを全面的
に見直すことで一考を得たので報告する。

【活動内容】全病棟の平面図と照合し給排気口の位置と、輸液調製台の設置
場所と診療材料保管場所を確認した。空調の排気口の位置を考慮した輸液
調製台の設置と輸液に関連した診療材料保管が可能なエリアと、職員の動
線を考慮した診療材料を保管できるエリアの選定案を作成。院内感染防止
対策委員会へ提案し承認後、ICT 委員会と看護師長会に説明。当該病棟に
は、数回の説明会を行い賛同を得たのち実施した。保管材料の定数は過去
6 ヶ月間の診療材料使用実績を参考に「箱」単位を基本に再設定した。

【成果・考察】輸液調製エリアを専用に設置し関連診療材料のみを整備す
ることで、他の作業との交差はなくなり、定数の適正化により調製台引き
出しへの補充作業も消失した。しかし、その後のラウンドでは輸液調整台
の ATP 値の減少は得られず、輸液調製台の適切な消毒の実施が不確実で
あること、手袋着脱のタイミングが不適切であることなどのことが要因と
考えられた。今回、ICT 主導でエリアの選定から、配置変更を立案し保管
方法を見直したことは職員一人ひとりへの感染対策における意識付け、行
動変容に影響を与える契機となりえた。



【共催企業】
Asia Pathogenomics Co., Ltd.
エム・シー・メディカル株式会社
エムベクタ合同会社
株式会社オネスト
杏林製薬株式会社
極東製薬工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
Cytiva
サノフィ株式会社
サラヤ株式会社
塩野義製薬株式会社
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
ソルベンタム合同会社
ダイキン工業株式会社
武田薬品工業株式会社

デンカ株式会社
東京都保健医療局感染症対策部（東京 iCDC 事務局）
ナノソニックスジャパン株式会社
ニプロ株式会社
ビオメリュー・ジャパン株式会社
ファイザー株式会社 メディカルアフェアーズ
富士フイルムメディカル株式会社
ベックマン・コールター株式会社
丸石製薬株式会社
宮野医療器株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社
株式会社メディコン
メドライン・ジャパン合同会社
モデルナ・ジャパン株式会社
株式会社モレーンコーポレーション

【企業展示】
株式会社アイテックス
アイテック阪急阪神株式会社
旭化成アドバンス株式会社
アストラゼネカ株式会社
株式会社アースブルー
イオンディライト株式会社
イワツキ株式会社
宇都宮製作株式会社
栄研化学株式会社
Asia Pathogenomics Co., Ltd.
AMR 臨床リファレンスセンター　J-SIPHE/診療所版
J-SIPHE「OASCIS」事務局
ASP Japan 合同会社
エム・シー・メディカル株式会社
エムベクタ合同会社
エレクター株式会社
O&M Halyard Japan 合同会社
オオサキメディカル株式会社
小川医理器株式会社
株式会社オネスト
オリンパス株式会社
花王プロフェッショナル・サービス株式会社
関東化学株式会社
株式会社キッツマイクロフィルター
杏林製薬株式会社
株式会社共和
キラリアハイジーン株式会社
キリンホールディングス株式会社
有限会社グッツール
ケアフォート株式会社
ケーディーアイコンズ株式会社
健栄製薬株式会社
ケンツメディコ株式会社

株式会社小池メディカル
興研株式会社
株式会社コスモ技研
Cytiva
サクラ精機株式会社
サラヤ株式会社
サンスター株式会社
ジーサイエンス株式会社
シーバイエス株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
シオエ製薬株式会社
株式会社重松製作所
柴田科学株式会社
株式会社島津製作所
シミックホールディングス株式会社
株式会社写真化学
シャボン玉販売株式会社
株式会社シンリョウ
杉田産業株式会社
株式会社スギヤマゲン
スリーエムジャパン株式会社
株式会社セーフマスター
株式会社セントラル科学貿易
ソルベンタム合同会社
大衛株式会社
株式会社ティ・アシスト
DGSHAPE 株式会社
テルモ株式会社
デンカ株式会社
天昇電気工業株式会社
株式会社トゥーコネクト
東京都保健医療局感染症対策部（東京 iCDC 事務局）
東洋紡株式会社
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株式会社トーカイ
TOTO 株式会社
ナノソニックスジャパン株式会社
株式会社ニチオン
日科ミクロン株式会社
ニッシントーア・岩尾株式会社
日本製紙クレシア株式会社
ニプロ株式会社
日本カノマックス株式会社
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
白十字株式会社
ハクゾウメディカル株式会社
株式会社長谷川綿行
株式会社林寺メディノール
株式会社パルメディカル
ビオメリュー・ジャパン株式会社
株式会社ヒュー・メックス
ヒルロムジャパン株式会社
ファイザー株式会社
株式会社 VIP グローバル
富士フイルムメディカル株式会社

富士フイルム和光純薬株式会社
ブルカージャパン株式会社
松吉医科器械株式会社
丸石製薬株式会社
株式会社マルクリーン
marubun ＆ Co. 株式会社
株式会社ミタス
ミドリ安全株式会社
株式会社名優
メディア株式会社
メディキット株式会社
メディコムジャパン
株式会社メディコン
メドライン・ジャパン合同会社
株式会社メルシー
株式会社モレーンコーポレーション
株式会社　ヤマト
ユースキン製薬株式会社
吉田製薬株式会社
株式会社リジョイスカンパニー
株式会社リリー

【書籍展示】
株式会社 ガリバー
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター

丸善雄松堂　株式会社

【広告企業】
株式会社共和
ギリアド・サイエンシズ株式会社
Cytiva
塩野義製薬株式会社
学校法人昭和大学
株式会社タウンズ

東京都保健医療局感染症対策部（東京 iCDC 事務局）
TOTO 株式会社
一般財団法人阪大微生物病研究会
株式会社日立ハイテク
株式会社ミタス
株式会社リリー

（五十音順　4 月 16 日現在）
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